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序　

論

一
、
研
究
の
背
景

　

鷹
・
鷂
・
隼
な
ど
の
幼
鳥
を
巣
の
中
か
ら
捕
獲
す
る
か
、
ま
た
は
成
鳥
を
罠
網
で
捉
え
た
も
の
を
養
調
し
て
狩
り
に
駆

使
す
る
技
術
は
、
古
く
草
原
ア
ジ
ア
に
発
達
し
中
国
に
伝
わ
り
、
や
が
て
朝
鮮
半
島
に
及
ん
だ
が
、
五
世
紀
頃
、
百
済
か

ら
渡
来
し
た
人
々
に
よ
っ
て
我
国
・
仁
徳
朝
に
伝
え
ら
れ
た
と
い
う
。

　

こ
の
狩
猟
文
化
は
、
渡
来
者
の
居
住
地
た
る
河
内
・
和
泉
・
山
城
南
部
地
方
の
淀
川
流
域
一
帯
を
中
心
に
、
朝
廷
の
特

別
な
保
護
の
も
と
に
伝
承
さ
れ
た
。
こ
の
流
域
一
帯
は
、
渡
り
鳥
の
飛
来
地
で
あ
り
鷹
狩
の
猟
場
と
し
て
す
ぐ
れ
て
い
る

と
同
時
に
、
古
代
国
家
の
都
城
域
に
接
し
て
い
る
。

　

同
地
域
は
、
天
皇
・
貴
族
た
ち
の
鷹
狩（
放
鷹
）の
た
め
に
独
占
さ
れ
た
禁
野
で
あ
り
続
け
た
。

　

そ
し
て
鷹
狩
の
技
術
を
も
っ
た
渡
来
者
の
子
孫
を
中
心
と
し
て
、
鷹
飼
者（
鷹
師
・
鷹
匠
な
ど
と
も
）は
、
天
皇
・
貴

9
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族
の
放
鷹
に
出
仕
す
る
一
方
で
は
、
朝
廷
供
御
人
と
い
う
職
能
に
よ
っ
て
御
厨
子
所
の
鳥
料
理
の
た
め
の
獲
物
を
供
給
し

続
け
た
の
で
あ
る
。
古
代
国
家
が
私
養
鷹
の
禁
止
策
を
講
じ
た
の
は
、
主
と
し
て
、
放
鷹
が
中
国
・
周
辺
王
朝
の
皇
帝
ま

た
王
の
権
威
の
象
徴
と
な
る
遊
猟
で
あ
っ
た
と
同
じ
よ
う
に
、
天
皇
も
ま
た
こ
れ
を
独
占
す
る
た
め
で
あ
っ
た
し
、
一
方

で
は
、供
御
人
と
御
厨
子
所
の
特
権
を
保
護
す
る
た
め
で
あ
っ
た
ろ
う
。
国
衙
の
鷹
飼
を
制
限
し
、国
司
か
ら
貢
鷹
を
迫
っ

た
の
は
、
天
皇
と
中
央
貴
族
が
鷹
を
独
占
す
る
た
め
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
古
代
に
お
け
る
放
鷹
・
養

鷹
の
研
究
ま
た
桓
武
・
嵯
峨
両
天
皇
の
特
殊
な
鷹
狩
熱
等
に
つ
い
て
の
研
究
は
か
な
り
す
す
ん
で
い
る
。

　

一
方
、
近
世
に
お
け
る
徳
川
将
軍
家
の
鷹
及
び
鷹
場
の
独
占
策
を
は
じ
め
、
幕
領
・
藩
領
に
お
け
る
鷹
巣
山
の
占
有
と

諸
大
名
に
よ
る
将
軍
家
へ
の
鷹
献
上
、
将
軍
家
か
ら
朝
廷
に
対
す
る
鷹
の
獲
物
献
上
と
諸
大
名
に
対
す
る
鷹
の
獲
物
下
賜

な
ど
の
儀
礼
に
つ
い
て
の
研
究
は
多
く
み
ら
れ
る
。
古
代
の
淀
川
流
域
に
お
け
る
禁
野
と
共
通
す
る
よ
う
に
、
江
戸
城
周

辺
の
広
大
な
将
軍
家
鷹
場
が
成
立
し
た
と
い
え
よ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
、
古
代
と
近
世
両
期
に
関
す
る
鷹
狩
の
研
究
は
、
一
九
七
〇
年
代
に
入
っ
て
盛
ん
に
な
っ
た
が
、
中
世
の

研
究
に
つ
い
て
は
ま
だ
総
括
的
な
も
の
が
無
い
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
中
世
の
文
献
・
史
料
に
は
、
鷹
狩
に
関
す
る
事
例
が
頻
出
す
る
。
そ
れ
ら
の
史
料
を
集
め
て
く
る
う

ち
に
、
鎌
倉
・
室
町
両
幕
府
の
将
軍
家
が
、
古
代
国
家
の
天
皇
の
よ
う
に
鷹
を
独
占
し
て
行
こ
う
と
す
る
動
き
が
よ
み
と

れ
、
や
が
て
戦
国
大
名
も
ま
た
分
国
内
に
お
い
て
、
鷹
確
保
に
の
り
だ
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
そ
う
し
て
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織
田
信
長
・
豊
臣
秀
吉
・
徳
川
家
康
た
ち
は
、
き
わ
め
て
先
鋭
的
に
そ
の
方
向
を
現
実
化
し
て
行
く
こ
と
に
な
っ
た
の
で

あ
る
。

二
、
着
想
に
至
っ
た
経
緯

　

既
に
五
十
年
以
上
前
に
な
る
が
、
私
は
國
學
院
大
學
の
卒
業
論
文
「
戦
国
武
将
と
鷹
狩
」
を
提
出
し
た
。
主
査
は
桑
田

忠
親
・
副
査
は
高
柳
光
寿
の
両
先
生
で
あ
っ
た
。
両
先
生
の
指
導
と
評
語
は
私
を
感
奮
興
起
せ
し
め
、
胸
奥
に
と
ど
ま
り

続
け
た
。
そ
の
後
、
高
校
教
育
の
場
に
身
を
投
じ
つ
つ
、
母
校
の
米
原
正
義
・
二
木
謙
一
両
教
授
の
助
言
を
得
な
が
ら

織
田
信
長
・
豊
臣
秀
吉
・
徳
川
家
康
・
近
衛
前
久（
龍
山
）ら
と
鷹
狩
に
関
す
る
論
文
を
『
國
學
院
雑
誌
』
と
『
國
史
學
』

に
発
表
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
し
て
定
年
退
職
後
、
こ
れ
ら
を
一
本
に
ま
と
め
、
そ
の
ほ
か
に
二
～
三
の
論
文
を
収
載

し
て
平
成
十
八
年（
二
〇
〇
六
）『
戦
国
大
名
と
鷹
狩
の
研
究
』
を
上
梓
し
た
の
で
あ
る
。

　

同
書
を
入
手
し
た
研
究
者
の
中
に
特
筆
す
べ
き
は
「
放
鷹
文
化
研
究
会
」
の
メ
ン
バ
ー
が
居
た
こ
と
で
あ
っ
て
、
福
田

晃
氏
や
二
本
松
康
宏
氏
か
ら
中
世
の
鷹
書
の
研
究
論
文
数
篇
の
恵
与
に
あ
ず
か
っ
た
。
こ
の
結
果
、
平
成
十
二
年（
二
〇

〇
〇
）以
降
、
相
次
い
だ
鷹
書
研
究
の
成
果
に
よ
っ
て
、
中
世
鷹
狩
の
流
行
の
広
さ
と
深
さ
を
改
め
て
認
識
す
る
に
至
っ
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た
の
で
あ
る
。
特
に
鎌
倉
～
南
北
朝
期
に
お
い
て
、
古
代
末
期
以
来
の
「
鷹
の
家
」
と
し
て
知
ら
れ
る
西
園
寺
家
と
持
明

院
家
の
存
在
お
よ
び
諏
訪
社
の
贄
鷹
に
か
か
わ
る
『
神
道
集
』・『
真
名
本　

曽
我
物
語
』
及
び
『
諏
方
明
神
画
詞
』
な
ど

の
伝
承
等
は
、
中
世
の
鷹
狩
を
考
察
す
る
上
で
大
き
な
問
題
を
投
げ
か
け
て
い
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
ま
た
、
喜
舎
場
一

隆
氏
は
五
十
年
に
わ
た
っ
て
、
私
の
向
学
心
を
よ
び
さ
ま
し
続
け
て
く
れ
た
。
平
成
二
十
三
年（
二
〇
一
一
年
）三
月
十

一
日
、
東
日
本
大
震
災
の
直
撃
を
う
け
、
研
究
は
頓
挫
し
か
か
っ
た
。
喜
舎
場
氏
は
翌
年
三
月
急
逝
さ
れ
、
私
は
決
意
し

て
國
學
院
大
學
大
学
院（
博
士
課
程
後
期
）に
入
学
し
、
千
々
和
到
先
生
の
も
と
で
、
研
究
の
幅
を
広
げ
、
研
究
の
方
法

を
根
本
か
ら
見
直
す
こ
と
と
な
っ
た
。

　

今
ま
で
の
私
の
研
究
は
、
戦
国
大
名
と
鷹
狩
の
考
察
に
重
点
を
置
い
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
を
中
世
全
体
の
鷹
狩

を
視
野
に
入
れ
た
研
究
へ
と
展
開
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
中
世
の
鷹
狩
の
種
々
相
を
と
ら
え
よ
う

と
す
る
と
き
、
古
代
の
鷹
狩
の
特
質
と
対
比
さ
せ
る
こ
と
も
不
可
欠
で
あ
る
と
考
え
る
に
至
っ
た
。

三
、
研
究
目
的
と
方
法

　

古
代
の
鷹
狩
の
特
質
は
、
第
一
に
渡
来
人
に
よ
っ
て
導
入
さ
れ
た
当
初
よ
り
朝
廷
占
有
の
狩
猟
技
術
で
あ
り
続
け
た
と
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い
う
点
に
あ
る
。
さ
ら
に
、
中
国
皇
帝
や
周
辺
王
朝
の
諸
王
が
鷹
狩
を
王
権
の
象
徴
と
し
て
い
た
と
同
様
に
、
天
皇
も
ま

た
鷹
の
貢
上
・
鷹
狩
場（
禁
野
）の
占
有
・
鷹
飼
人
の
独
占
・
鷹
巣
山
の
確
保
・
鷹
餌
の
恒
常
的
入
手
策
な
ど
を
講
ず
る

こ
と
に
な
っ
て
い
た
と
い
う
点
で
あ
る
。

　

第
二
に
、
天
皇
は
中
国
皇
帝
下
の
五
坊
の
制
の
ご
と
く
、
律
令
官
制
下
に
兵
部
省
放
鷹
司
を
置
き
、
緻
密
な
養
鷹
の
手

段
・
薬
餌
法
・
鷹
の
儀
礼
な
ど
に
つ
い
て
も
高
度
な
要
求
を
続
け
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
放
鷹
司
・
主
鷹
司
は
や
が
て

蔵
人
所
に
吸
収
さ
れ
る
。

　

第
三
に
天
皇
の
鷹
狩
が
直
面
し
た
問
題
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
仏
教
信
仰
上
、
殺
生
禁
断
を
破
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い

か
ら
で
あ
り
、
殺
生
の
戒
を
守
る
た
め
に
、
白
河
上
皇
の
よ
う
に
鷹
を
山
野
に
解
放
し
、
ま
た
鷹
狩
を
禁
じ
ざ
る
を
得
な

く
な
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
狩
猟
の
欲
望
を
絶
ち
き
れ
な
い
と
す
れ
ば
ど
う
す
べ
き
か
。
神
仏
の
ゆ
る
し
を
得
る
し
か
な
い
。
こ

こ
に
放
生
会
が
う
ま
れ
、
宇
佐
八
幡
や
石
清
水
八
幡
が
率
先
し
て
こ
れ
を
実
施
す
る
に
い
た
る
。
ま
た
六
斎
日
の
狩
猟
が

禁
止
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
放
生
会
及
び
六
斎
日
は
狩
猟
に
よ
る
穢
れ
を
除
祓
し
て
、
ゆ
る
し
を
得
る
た
め
に
設
定
さ
れ
た

の
で
あ
る
が
、
一
方
で
こ
れ
は
、
そ
の
日
以
外
に
は
狩
猟
が
行
な
わ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　

第
四
に
、
征
夷
大
将
軍
坂
上
田
村
麻
呂
は
「
調
鷹
相
馬
」
の
家
と
し
て
知
ら
れ
る
が
、
九
～
十
世
紀
に
武
力
を
も
っ
て

進
出
す
る
勢
力
が
鷹
狩
を
好
ん
だ
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
こ
の
動
き
は
荘
園
公
領
を
経
営
す
る
地
方
豪
族
層
に
も
波
及
し
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て
行
く
。

　

第
五
に
、
在
地
の
山
野
に
鷹
を
仕
う
民
衆
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
も
推
定
で
き
る
。
鷹
巣
山
の
巣
鷹
を
捕
獲
・
調
養
す

る
技
術
を
も
つ
ほ
ど
の
人
間
が
、
鷹
の
子
を
上
層
の
有
力
者
に
進
上（
貢
上
）す
る
と
と
も
に
、
自
ら
私
鷹
を
狩
り
に
使
っ

た
と
み
る
こ
と
は
考
え
ら
れ
よ
う
。

　

以
上
の
五
点
を
理
解
し
た
う
え
で
中
世
の
鷹
狩
を
と
ら
え
れ
ば
、
ど
の
よ
う
な
つ
な
が
り
が
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。

①　

鎌
倉
幕
府
の
成
立
に
よ
っ
て
、
源
頼
朝
は
鷹
狩
を
行
う
こ
と
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
疑
問
を
『
真
名
本　

曽
我
物
語
』
に
よ
っ
て
解
明
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
②
の
問
題
と
と
も
に
考
え
て
み
た
い
。

②　

幕
府
は
頻
り
に
「
諸
社
贄
鷹
ノ
外
」
の
鷹
狩
を
禁
止
し
て
い
る
。
贄
鷹
は
古
代
に
お
い
て
、
諸
神
社
に
み
ら
れ
る

が
、
こ
れ
は
鷹
を
神
前
に
つ
な
ぐ
こ
と（
神
鷹
と
い
う
）と
は
別
に
、
鷹
狩
の
獲
物
を
神
に
献
上
す
る
と
い
う
儀

礼
で
あ
る
。
贄
鷹
は
殺
生
禁
断
及
び
放
生
の
思
想
と
は
乖
離
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
贄
鷹
を
口
実
に
す
れ
ば
鷹
狩
は

横
行
す
る
わ
け
で
あ
っ
て
、
中
世
に
お
い
て
は
お
そ
ら
く
古
代
国
家
的
私
養
鷹
の
制
禁
は
破
棄
さ
れ
る
で
あ
ろ
う

こ
と
が
予
測
で
き
る
。

③　

守
護
・
地
頭
ら
は
、
荘
園
公
領
の
在
地
支
配
に
お
い
て
「
在
家
・
田
畠
・
山
野
・
狩
倉
」
を
包
括
的
に
相
続
経
営

し
て
い
た
の
だ
が
、
狩
倉
は
猪
鹿
兎
等
の
猟
場
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
鷹
場
で
も
あ
っ
た
ろ
う
。
十
四
世
紀
に
入

る
と
い
わ
ゆ
る
悪
党
勢
力
は
、
こ
れ
ら
狩
倉
に
対
す
る
侵
略
も
み
せ
る
よ
う
に
な
り
、
鵜
飼
と
鷹
狩
に
も
大
い
に
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力
を
振
う
に
い
た
る
。

④　

こ
の
よ
う
な
新
興
勢
力
の
動
き
を
制
圧
す
る
口
実
と
し
て
、
守
護
・
地
頭
た
ち
は
古
代
法
的
な
「
殺
生
禁
断
と
放

生
」
を
振
り
か
ざ
す
が
、
そ
れ
は
二
律
背
反
に
他
な
ら
ず
、
そ
の
結
果
、
鷹
狩
を
含
む
狩
猟
全
体
の
免
罪
符
〈
諏

訪
の
勘
文
〉が
必
要
と
な
る
の
で
あ
っ
た
。

⑤　
〈
諏
訪
の
勘
文
〉
と
は
何
か
。
そ
れ
は
、
鷹
狩
の
獲
物
に
な
る
動
物
は
、
餌
食
と
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
仏
を
遂

げ
る
の
だ
と
い
う
考
え
方
の
こ
と
で
あ
る
。
だ
か
ら
鷹
狩
は
罪
業
に
は
な
ら
な
い
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

⑥　

南
北
朝
の
動
乱
期
に
登
場
す
る
諏
訪
円
忠
に
よ
っ
て
喧
伝
さ
れ
た
諏
訪
流
鷹
術
は
、
こ
の
よ
う
な
時
代
の
要
請
に

応
じ
て
拡
大
し
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
古
代
的
殺
生
戒
か
ら
解
放
さ
れ
て
、
在
地
領
主
層
の
要
求
に
呼
応
す

る
鷹
飼（
鷹
匠
・
鷹
仕
）の
職
能
者
が
登
場
し
た
と
い
え
よ
う
。

⑦　

南
北
朝
期
か
ら
応
仁
・
文
明
の
乱
期
に
か
け
て
、
守
護
大
名
と
国
人
領
主
層
に
、
鷹
狩
が
流
行
し
始
め
た
大
き
な

理
由
は〈
殺
生
禁
断
戒
〉
か
ら
の
解
放
が
あ
っ
た
か
ら
で
は
な
か
っ
た
か
。
そ
れ
ゆ
え
、
朝
廷
伝
統
の
鷹
術
と
諏

訪
流
に
代
表
さ
れ
る
鷹
術
の
書
が
盛
ん
に
筆
写
・
伝
書
さ
れ
て
地
方
に
流
布
す
る
こ
と
に
も
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

⑧　

戦
国
大
名
の
間
に
鷹
狩
が
流
行
し
た
の
は
、伝
統
的
権
威
・
儀
礼
に
対
す
る
熱
望
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、「
鷹
の
鳥
」

を
絶
好
の
美
物（
食
物
）と
し
て
歓
迎
す
る
欲
求
―
武
士
の
膂
力
を
強
健
な
ら
し
め
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
―
が
高
ま
っ

て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
茶
の
湯
の
懐
石
に
「
鷹
の
鳥
」
が
珍
重
さ
れ
た
こ
と
も
見
逃
せ
な
い
。
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四
、
研
究
史
と
課
題

　

鷹
狩
史
の
研
究
は
昭
和
六
年（
一
九
三
一
）刊
の
『
放
鷹
』（
宮
内
省
式
部
職
発

行
・
吉
川
弘
文
館
）と
い
う
七
一
一
頁
の
大
冊
を
も
っ
て
一
旦
は

完
成
さ
れ
た
か
に
み
え
る
。
特
に
明
治
以
降
、
徳
川
幕
府
と
諸
藩
の
鷹
狩
は
全
廃
さ
れ
、
細
ぼ
そ
と
続
い
て
い
た
宮
中
の

放
鷹
も
ま
た
停
廃
に
及
ん
だ
。
し
た
が
っ
て
、一
般
武
士
・
公
家
及
び
庶
民
は
近
世
を
通
じ
て
鷹
狩
の
経
験
を
も
た
な
か
っ

た
か
ら
、
近
代
国
家
・
国
民
各
層
か
ら
こ
の
伝
統
は
急
速
に
衰
滅
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。『
放
鷹
』
が
「
朝
鮮
放
鷹
史
」

を
お
よ
そ
一
〇
〇
頁
載
せ
て
い
る
の
は
朝
鮮
総
督
府
治
下
の
時
代
の
ゆ
え
で
あ
る
が
、
我
国
古
代
の
放
鷹
術
が
百
済
よ
り

伝
来
し
た
と
か
、
中
世
に
高
麗
の
鷹
が
好
評
で
あ
っ
た
こ
と
を
理
解
す
る
上
で
も
貴
重
で
あ
る
。

　

衰
滅
の
一
途
を
た
ど
っ
て
い
た
鷹
狩
は
、
第
二
次
大
戦
後
、
ス
ポ
ー
ツ
と
し
て
の
鷹
狩
や
伝
統
文
化
と
し
て
の
狩
猟
技

術
の
継
承
と
い
う
面
か
ら
、
少
し
ず
つ
見
直
さ
れ
て
き
た
。
と
は
い
え
、
一
九
七
〇
年
代
以
降
の
高
度
経
済
成
長
に
伴
う

自
然
環
境
の
変
貌
に
よ
る
オ
オ
タ
カ
な
ど
の
絶
滅
危
惧
種
指
定
、
動
物
愛
護
思
想
の
浸
透
に
よ
っ
て
、
鷹
飼
育
と
鷹
狩
は

多
く
の
制
約
下
に
置
か
れ
た
ま
ま
今
日
に
至
っ
て
い
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
戦
後
の
国
際
化
・
情
報
化
の
波
の
中
で
、
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
や
ア
ラ
ビ
ア
半
島
産
油
国
、
あ
る
い
は

英
・
米
・
仏
な
ど
に
お
け
る
鷹
狩
の
知
見
が
得
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
相
対
的
に
日
本
の
鷹
狩
史
に
つ
い
て
、
関
心
が
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高
ま
っ
て
き
た
の
も
事
実
で
あ
る
。
近
年
は
「
放
鷹
文
化
研
究
会
」
や
「
鷹
書
研
究
会
」
の
活
動
が
め
ざ
ま
し
い
。

　

先
述
し
た
『
放
鷹
』
は
、
昭
和
五
八
年（
一
九
八
三
）に
復
刻
版
が
発
行
さ
れ
、
そ
の
五
年
後
発
刊
の
『
国
史
大
辞
典

９　

た
か
―
て
』（
昭
和
六
三
年

吉
川
弘
文
館
）に
お
い
て
、「
鷹
狩
」「
鷹
狩
装
束
」
の
二
項
は
約
五
十
点
の
カ
ラ
ー
図
絵
・
写
真
を
載
せ
て
、

簡
に
し
て
要
を
得
た
解
説
を
施
し
て
い
る（
加
藤
秀
幸
氏
執
筆
、「
鷹
狩
装

束
」
の
項
は
鈴
木
敬
三
氏
執
筆
）。

　

古
代
で
は
秋
吉
正
博
氏
の
『
日
本
古
代
養
鷹
の
研
究
』（
思
文
閣
出
版

二
〇
〇
四
年
）、
弓
野
正
武
氏
の
「「
鷹
飼
渡
」
と
下
毛
野
氏
―
古

代
に
於
け
る
一
行
事
と
下
毛
野
氏
の
系
譜
に
つ
い
て
」（『
史
観
』
第
�
冊

一
九
七
四
年　

）な
ど
が
あ
る
。
ま
た
、
近
世
で
は
『
鷹
場
史
料
の

読
み
方
・
調
べ
方
』（
村
上
直
・
根
崎
光
男
著　

雄
山
閣
出
版
一
九
八
五
年
）に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
地
方
文
書
の
研
究
か
ら
幕
藩
の
鷹
政
策
が
と
ら
え
ら

れ
て
い
る
。
近
年
の
研
究
に
は
、佐
藤
孝
之
氏
『
近
世
山
村
地
域
史
の
研
究
』（
吉
川
弘
文
館

二
〇
一
三
年
）が
あ
り
、
山
中
領
「
御
巣
鷹
山
」

に
関
す
る
精
緻
な
研
究
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
本
研
究
に
直
接
的
に
つ
な
が
る
も
の
と
し
て
は
根
崎
光
男
氏
の
『
江
戸
幕
府

放
鷹
制
度
の
研
究
』（
吉
川
弘
文
館

二
〇
〇
八
年
）が
あ
る
。
諸
大
名
に
よ
る
将
軍
家
へ
の
鷹
と
鷹
の
鶴
献
上
の
儀
礼
な
ど
に
関
す
る
研
究

に
は
、
大
友
一
雄
氏
の
『
日
本
近
世
国
家
の
権
威
と
儀
礼
』（
吉
川
弘
文
館

一
九
九
九
年
）を
は
じ
め
、
菊
池
勇
夫
氏
・
長
谷
川
成
一
氏
の

研
究
が
あ
る（
次
頁
一
覧
表
）。

　

で
は
、
中
世
の
鷹
狩
史
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
中
世
前
期（
院
政
期
～
鎌
倉
期
）の
研
究
史
は
数
え
る
ほ
ど
で
あ
り
、

後
期（
南
北
朝
期
～
戦
国
末
期
）に
お
い
て
も
、
決
し
て
多
い
と
は
い
え
な
い
。

　

私
は
、
國
學
院
大
學
大
学
院
千
々
和
ゼ
ミ（
二
〇
一
三
年
十
月
十
一
日
）に
お
い
て
、「
中
世
後
期
鷹
狩
の
研
究
―
研
究
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史
と
課
題
」
を
報
告
し
た
。
三
十
篇
の
先
行
研
究
に
つ
い
て
、
内
容
的
に
分
類
し
て
み
る
と
次
の
四
類
型
に
分
け
ら
れ
る
。

　
（
Ａ
）鷹
術
の
流
派
と
鷹
書
の
研
究

　
（
Ｂ
）鷹
の
儀
礼
に
関
す
る
研
究

　
（
Ｃ
）狩
猟
文
化
史
に
お
け
る
鷹
狩
の
研
究

　
（
Ｄ
）戦
国
大
名
と
鷹
狩
の
研
究

　

こ
れ
を
一
覧
表
に
し
て
示
せ
ば
、
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

　
「
中
世
後
期
鷹
狩
の
研
究
」
研
究
史
一
覧	

（
た
だ
し
、
平
成
二
十
五
年
十
月
十
一
日
現
在
）

類
型

研
究
者
名

論　
　
　

文　
　
　

名

収
載
誌
（
又
は
出
版
社
）
名

発
表
年
・
月

Ａ

島
田　

勇
雄
放
鷹
諸
流
と
鷹
飼
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
試
論

―
武
家
礼
式
に
お
け
る
小
笠
原
流
諸
派
の
放
鷹
書
の
基
本
的
研
究
―

神
戸
大
学
文
学
部
紀
要　

四

一
九
七
四

（
昭
和
四
九
）

Ａ

山
本　
　

一
名
古
屋
市
蓬
左
文
庫
蔵
「
鷹
百
首
和
歌
」（
解
題
・
翻
刻
）

片
桐
洋
一
編
『
王
朝
文
学
の
本
質

と
変
容　

韻
文
編
』
和
泉
書
院

二
〇
〇
一

（
平
成
一
三
）

Ａ

宮
永　

一
美
戦
国
武
将
の
養
鷹
と
鷹
書
の
伝
授

二
木
謙
一
編
「
戦
国
織
豊
期
の
社

会
と
儀
礼
」
吉
川
弘
文
館

二
〇
〇
六

（
平
成
一
八
）

Ａ

黒
木　

祥
子
立
命
館
大
学
西
園
寺
文
庫
蔵
『
西
園
寺
家
鷹
秘
伝
』
に
つ
い
て

立
命
館
大
学　

人
文
学
部
紀
要	

三

二
〇
一
〇

（
平
成
二
二
）

Ａ

二
本
松
泰
子
中
世
鷹
書
の
文
化
伝
承

三
弥
井
書
店

二
〇
一
一

（
平
成
二
三
）
二
月

Ａ

中
澤　

克
明
公
家
の
「
鷹
の
家
」
を
探
る
―
『
基
盛
朝
臣
鷹
狩
記
』
は
基
盛
の

著
作
か

日
本
歴
史　

七
七
三
号

二
〇
一
二

（
平
成
二
四
）
十
月

Ａ

大
坪　
　

舞
鷹
書
説
話
と
和
歌
・
講
釈
―
近
衛
前
久
『
龍
山
公
鷹
百
首
』
を
中

心
と
し
て

説
話
史
学
研
究　

四
七

二
〇
一
二

（
平
成
二
四
）

Ａ

大
坪　
　

舞
持
明
院
基
春
に
よ
る
鷹
書
編
纂
―
『
責
鷹
似
鳩
拙
抄
』
と
持
明
院

家
旧
蔵
書
の
比
較
を
通
し
て
―

立
命
館
文
学　

六
三
〇
号

二
〇
一
三

（
平
成
二
五
）
三
月
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Ａ

大
坪　
　

舞
伝
二
条
良
基
作「
鷹
書
」瞥
見
―
付
・
岩
国
徴
古
館
蔵『
鷹
百
首
和
歌
』

翻
刻
―

立
命
館
文
学

平
安
文
学
研
究　

第
四
輯

二
〇
一
三

（
平
成
二
五
）
三
月

Ｂ

菊
池　

勇
夫
鷹
儀
礼
に
み
る
松
前
藩
の
位
置

『
幕
藩
体
制
と
蝦
夷
他
』
雄
山
閣

一
九
八
三

（
昭
和
五
八
）

Ｂ

大
友　

一
雄
鷹
を
め
ぐ
る
贈
答
儀
礼
の
構
造
―
将
軍
（
徳
川
）
権
威
の
一
側
面

國
史
學

一
九
九
二

（
平
成
四
）

Ｂ

盛
本　

昌
広
戦
国
期
の
鷹
献
上
の
構
造
と
贈
答
儀
礼

歴
史
学
研
究

一
九
九
四

（
平
成
六
）

Ｂ

長
谷
川
成
一
近
世
国
家
と
東
北
大
名

吉
川
弘
文
館

一
九
九
八

（
平
成
一
〇
）
七
月

Ｂ

盛
本　

昌
広
豊
臣
政
権
の
贈
答
儀
礼
と
鷹
狩

中
央
史
学　

二
三

二
〇
〇
〇

（
平
成
一
二
）

Ｂ

根
崎　

光
男
近
世
の
鷹
狩
を
め
ぐ
る
将
軍
と
天
皇
・
公
家

人
間
環
境
論
集

二
〇
〇
六

（
平
成
一
八
）
三

Ｃ

芥
川　

龍
男
戦
国
武
将
の
教
養
―
そ
の
一
側
面
と
し
て
の
鷹
狩
・
狩
猟
―

『
日
本
中
世
の
史
的
展
開
』

文
献
出
版

一
九
九
七

（
平
成
九
）

Ｃ

中
澤　

克
明
鷹
書
の
世
界
―
鷹
狩
と
諏
訪
信
仰
―

五
味
文
彦
編
『
芸
能
の
中
世
』

吉
川
弘
文
館

二
〇
〇
〇

（
平
成
一
二
）

Ｃ

中
澤　

克
明
日
本
中
世
狩
猟
文
化
試
論
序
説

中
村
生
雄
・
三
浦
佑
之
・
赤
坂
憲

雄
編
『
狩
猟
と
供
犠
の
文
化
誌
』

森
話
社

二
〇
〇
七

（
平
成
一
九
）

Ｃ

大
塚　

紀
子
日
本
の
鷹
狩
に
み
る
伝
統
と
変
容

大
日
光
（
七
八
）

二
〇
〇
八

（
平
成
二
〇
）

Ｄ

山
名　

隆
弘
太
閣
秀
吉
の
鷹
狩

國
學
院
雑
誌

一
九
六
九

（
昭
和
四
四
）
十
月

Ｄ

山
名　

隆
弘
織
田
信
長
と
鷹
狩

國
史
學

一
九
七
〇

（
昭
和
四
五
）
九
月

Ｄ

横
田　

信
義
近
世
初
期
商
人
の
一
性
格
―
徳
川
家
康
の
商
人
使
者
を
中
心
に
―

國
學
院
大
學
大
學
院
紀
要

一
九
七
二

（
昭
和
四
七
）

Ｄ

芥
川　

龍
男
戦
国
武
将
と
鷹
狩
―
太
閣
秀
吉
の
日
向
鷹
巣
奉
行
設
置
を
め
ぐ
っ

て
―

豊
田
武
博
士
古
稀
記
念
日
本
中
世

の
政
治
と
文
化

一
九
八
〇

（
昭
和
五
五
）
六
月
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こ
の
ほ
か
、
古
代
の
放
鷹
史
に
関
わ
る
論
文
及
び
狩
猟
文
化
・
鷹
狩
に
関
す
る
著
書
等
、
参
考
に
し
た
も
の
に
つ
い
て

は
、
各
章
・
節
に
明
記
し
て
置
い
た
。

　

と
こ
ろ
で
、
中
世
に
お
け
る
鷹
狩
の
研
究
史
を
概
観
し
て
み
る
と
、
次
の
よ
う
な
課
題
が
浮
か
び
上
っ
て
く
る
と
思
う
。

　

ま
ず
一
つ
は
、
鷹
を
ど
の
よ
う
に
し
て
捕
ら
え
養
調
す
る
の
か
。
鷹
飼
・
犬
飼
餌
取
た
ち
の
よ
う
に
、
鷹
を
め
ぐ
っ
て
、

歴
史
上
ど
ん
な
人
間
集
団
が
動
く
の
か
、
鷹
の
傷
病
を
ど
う
し
た
の
か
、
と
い
う
飼
鷹
術
の
基
本
が
以
上（
Ａ
）
～
（
Ｄ
）

の
論
文
か
ら
は
少
し
も
解
ら
な
い
。

Ｄ

山
名　

隆
弘
徳
川
家
康
と
鷹
狩

國
學
院
雑
誌

一
九
八
一

（
昭
和
五
六
）
三
月

Ｄ

工
藤　

英
三
徳
川
家
康
の
鷹
狩

日
本
体
育
学
会
大
会
号
（
36
）

一
九
八
五

（
昭
和
六
〇
）

Ｄ

曽
根　

勇
二
豊
臣
政
権
と
御
鷹
場
―
御
鷹
場
設
定
に
つ
い
て
―

白
山
史
学
二
二

一
九
八
六

（
昭
和
六
一
）

Ｄ

斎
藤　
　

司
豊
臣
政
権
に
よ
る
鷹
支
配
の
一
断
面

地
方
史
研
究　

37
巻
１
号

一
九
八
七

（
昭
和
六
二
）

Ｄ

山
名　

隆
弘
近
衛
龍
山
と
鷹

國
學
院
雑
誌

一
九
八
八

（
昭
和
六
三
）
十
一
月

Ｄ

山
名　

隆
弘
戦
国
大
名
と
鷹
狩
の
研
究

纂
修
堂

二
〇
〇
六

（
平
成
一
八
）
七
月

Ｄ

畑　
　

和
良
宇
喜
多
秀
家
と
「
鷹
」
―
「
千
原
家
家
記
」
所
収
宇
喜
多
秀
家
判

物
写
に
つ
い
て
―

岡
山
地
方
史
研
究　

一
一
六
号

二
〇
〇
九

（
平
成
二
一
）（

敬
称
略
）
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私
は
こ
れ
を
代
表
的
な
鷹
書
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
少
し
で
も
解
決
し
た
い
と
考
え
る
も
の
で
あ
る
。

　

次
に
、
鷹
の
儀
礼
に
つ
い
て
、（
Ｂ
）に
於
て
は
、
放
鷹
術
が
天
皇
・
王
臣
・
貴
族
に
よ
っ
て
摂
取
さ
れ
た
文
化
で
あ
る

ゆ
え
に
つ
き
ま
と
う
礼
式
で
あ
っ
た
こ
と
が
余
り
意
識
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
鷹
は
、
神
威
・
仏
菩
薩
を

象
徴
す
る
鳥
で
あ
る
と
信
仰
さ
れ
た
こ
と
が
、
一
層
こ
の
儀
礼
を
宗
教
的
で
精
緻
な
も
の
に
し
た
で
あ
ろ
う
と
い
う
推
定

に
立
っ
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
が
、
先
行
研
究
に
於
て
は
、
こ
の
点
も
不
十
分
で
あ
る
。

　

第
三
に
、
中
世
及
び
近
世
初
期
に
至
る
鷹
狩
を
構
成
す
る
要
素
は
、
古
代
に
お
い
て
ほ
と
ん
ど
出
揃
っ
て
い
た
と
考
え

る
こ
と
は
で
き
な
い
か
。
鷹
書
の
原
典
4

4

と
し
て
の
『
新
修
鷹
経
』。
鷹
の
儀
礼
の
原
点
4

4

と
し
て
の
「
大
臣
家
大
饗
」、豊
臣
・

徳
川
両
政
権
に
お
け
る
鷹
野
の
原
型
4

4

と
し
て
の
「
野
行
幸
」
な
ど
を
重
視
す
べ
き
で
は
な
い
か
。
先
行
研
究
で
は
、
研
究

対
象
を
え
ぐ
り
と
る
余
り
、
前
代
か
ら
の
継
続
性
に
つ
い
て
軽
視
し
て
い
る
こ
と
が
多
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

第
四
に（
Ｃ
）に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
狩
猟
神
事
を
中
心
と
す
る
信
濃
国
諏
訪
社
の
我
国
放
鷹
史
上
の
位
置
付
け
に
つ

い
て
は
難
し
い
問
題
が
多
い
。
特
に
諏
訪
円
忠
の
「
諏
訪
大
明
神
画
詞
」
作
成
を
避
け
て
通
れ
な
い
と
考
え
る
。
伝
承
文

学
研
究
の
成
果
に
学
び
な
が
ら
、
鷹
の
故
実
・
伝
承
の
こ
と
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
。

　

最
後
に
、（
Ｄ
）に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
本
来
、
私
が
テ
ー
マ
と
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
個
別
・
具
体
的
に
戦
国
大
名
と

鷹
狩
を
実
証
的
に
研
究
し
て
い
る
。

　

し
か
し
、
こ
の
研
究
に
於
て
も
、（
Ａ
）（
Ｂ
）（
Ｃ
）と
同
様
に
、
古
代
～
中
世
前
期
の
鷹
狩
に
関
す
る
考
察
を
軽
視
し
て
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お
り
、
私
自
身
、
織
田
信
長
や
豊
臣
秀
吉
の
独
異
性
と
か
、
徳
川
家
康
の
鷹
数
寄
心
に
傾
斜
し
す
ぎ
て
い
た
と
反
省
す
る

も
の
で
あ
る
。

　

本
論
文
で
私
は
、
初
出
時
の
論
考
も
誤
り
を
是
正
し
、
さ
ら
に
伊
達
政
宗
・
佐
竹
義
宣
・
細
川
忠
興
ら
の
鷹
狩
に
関
す

る
論
文
を
新
た
に
加
え
た
。
ま
た
、
以
上
の
研
究
を
通
し
て
、『
鷹
経
弁
疑
論
』
や
『
蒙
求
臂
鷹
往
来
』
と
い
う
鷹
書
を

全
面
的
に
考
証
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
中
世
の
鷹
狩
の
本
質
に
迫
る
こ
と
を
試
み
た
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
研
究
は

こ
れ
ま
で
な
か
っ
た
と
思
う
。

　

な
お
、
本
論
文
で
は
「
放
鷹
」
と
い
う
用
語
を
多
用
し
て
い
る
に
も
拘
ら
ず
、「
鷹
狩
の
研
究
」
と
し
て
い
る
こ
と
に

つ
い
て
付
言
し
た
い
。「
放
鷹
」
は
天
皇
・
王
臣
・
公
家
等
上
層
の
者
の
用
語
と
し
て
い
る
。
足
利
将
軍
や
徳
川
将
軍
も

こ
れ
を
称
し
て
い
る
。
儀
礼
性
・
権
威
性
・
遊
戯
性
を
帯
び
た
狩
猟
で
あ
る
。
一
方
「
鷹
狩
」
は
公
家
以
外
の
在
地
の
武

士
や
神
社
贄
鷹
、
庶
人
た
ち
の
場
合
に
よ
く
使
わ
れ
た
言
葉
で
あ
る
。
こ
ち
ら
は
、
鷹
の
え
も
の
の
使
途
を
明
確
に
定
め

た
広
義
の
生
産
手
段
的
狩
猟
で
あ
る
。
そ
こ
で
本
論
文
は
、
こ
の
双
方
を
包
含
し
て
、
公
家
・
武
家
・
社
家
・
庶
人
全
体

に
及
ぶ
鷹
を
つ
か
っ
た
狩
猟
と
い
う
意
味
で
、「
中
世
鷹
狩
史
の
研
究
」
と
名
付
け
た
も
の
で
あ
る
。
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第
一
章　

放
鷹
術
の
渡
来
と
受
容

は　

じ　

め　

に

　

放
鷹
術
は
応
神
・
仁
徳
期（
五
世
紀
）に
、朝
鮮
半
島
か
ら
の
渡
来
人
に
よ
っ
て
、我
国
に
伝
え
ら
れ
た
と
い
わ
れ
る
。『
日

本
書
紀
』
巻
第
十
の
応
神
紀
七
年
秋
九
月
の
条
に
見
え
る
よ
う
に
、「
高
麗
人
・
百
済
人
・
任
那
人
、
新
羅
人
」
が
来
朝

し
て
農
地
経
営
上
に
必
須
の
水
利
と
し
て
「
韓
人
池
」
を
築
造
し
た
り
、同
十
四
年
春
二
月
に
は
百
済
王
が
「
縫
衣
工
女
」

を
貢
じ
た
と
い
う
よ
う
な
記
事
が
頻
出
す
る
。
さ
ら
に
同
年
、
百
済
の
人
阿
直
伎
は
良
馬
二
匹
を
も
た
ら
し
、
自
ら
こ
れ

を
掌
飼
し
た
と
い
う
。
飼
馬
・
乗
馬
の
術
は
放
鷹
術
と
強
い
つ
な
が
り
を
も
つ
こ
と
に
な
る
。

　

ま
た
、
秦
の
始
皇
帝
の
遺
民
と
名
告
る
秦
氏
の
弓
月
君
が
百
済
の
百
数
十
県
の
人
民
を
率
い
て
渡
来
し
た
と
い
う
。
百

済
か
ら
は
そ
の
滅
亡（
六
六
〇
年
）前
後
の
時
期
に
至
る
ま
で
数
波
に
わ
た
っ
て
渡
来
・
亡
命
を
続
け
て
、摂
津
・
河
内
・
和
泉
・
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大
和
・
山
城
な
ど
の
各
地
に
住
み
つ
い
た
。
大
和
川
下
流
域
や
淀
川
中
・
下
流
域
の
開
拓
は
、
彼
等
に
よ
る
と
こ
ろ
大
で

あ
る
が
、
同
時
に
そ
の
地
帯
は
鷹
狩
の
獲
物
が
群
棲
す
る
山
野
で
あ
っ
た
こ
と
も
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

　

我
国
に
お
け
る
放
鷹
術
の
受
容
は
百
済
系
渡
来
人
と
そ
の
子
孫
た
ち
に
よ
っ
て
担
わ
れ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
本

章
は
こ
れ
ら
の
動
向
を
中
心
に
論
ず
る
。

第
一
節　
　

放
鷹
術
の
渡
来
伝
承

　

仁
徳
天
皇
紀
に
よ
れ
ば
「
百
済
ノ
王コ
ニ
キ

之シ

ノ
族ヤ
カ
ラ

酒サ
ケ
ノ
君キ
ミ

」
な
る
者
が
放
鷹
術
を
も
た
ら
し
た
と
い
う
。
こ
の
こ
と
は
『
日

本
書
紀
』
で
は
三
段
に
分
け
て
記
さ
れ
て
い
る（
日
本
古
典
文
学
大
系
『
日
本
書

紀
上
』
岩
波
書
店
一
九
六
七
年

）。

🄐
卌

〔
癸
丑
〕
一
年
春
三
月
、
遣
で

紀
ノ
角
ノ
宿
禰
ヲ
於
百
濟
に

、
始
テ
分
で

國
郡
壃サ
カ
ヒ
場
を

、
具
録
二
郷ク
ニ
ツ
モ
ノ土
所
出
を

、
是
時
①
百
濟
王

之
族
酒
ノ
君
无ヰ
ヤ
ナ
シレ
禮
、
由
テ

是
ニ
紀
角
宿
禰
訶
ん

責セ
ム

百
濟
王
を

、
②
時
百
濟
王
懼カ
シ
コ
マ
リ
テ之
、
以
で

鐵
ク
ロ
カ
ネ
ノ
ク
サ
リ
ヲ
鎻
一
縛
ユ
ワ
ヒ
テ

二
酒
ノ
君
を

附
二

襲ソ
ツ
ヒ
コ
津
彦
一
而
進
上
、
爰
ニ
③
酒
君
來
マ
ウ
キ
テ

之
、
則
逃ニ

ん

匿カ

于
石
川
ノ
錦ニ
シ
コ
リ織
ノ
首
許
呂
斯
ガ
之
家
に

、
則
欺テ

之
曰
、
天
皇
旣
赦
タ
マ
ヘ
リ

二
臣

罪ヤ
ツ
カ
レ
ガ

を

、
故
ニ
寄ツ
イ
テレ
汝
ニ
而
活
ワ
タ
ラ
ハ
ム

焉
、
久
テ
之
天
皇
遂
ニ
赦
ス

二
其
罪
を
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🄑
卌
〔
乙
卯
〕三

年
①
秋
九
月
庚
子
朔
、
②
依ヨ
サ
ム
ノ
ミ
ヤ
ケ

網
屯
倉
ノ
阿
弭
古
、
捕
二

異
ア
ヤ
シ
キ

鳥
を

、
献
で

於
天
皇
に

曰
、
臣
ヤ
ツ
カ
レ

毎ツ
ネ
ニ
張
テ

網
ヲ
捕
ニ

鳥
ヲ
、

未
三
曽
得
二
是
鳥
之
類
を

、
故
奇ア
ヤ

而
献
之
、
天
皇
召
で

酒
君
を

、
示ミ
セ
テレ

鳥
ヲ
曰
、
是
何
ゾ
鳥
矣
、
③
酒
君
對
テ
言
、
此
鳥
之

類タ
グ
ヒ

、
多サ
ハ
ニ

在
二
百
濟
に

、
得ナ
ツ
ケ
エ
テ
ハ

レ
馴
而
能
従
レ
人
ニ
、
亦
捷
飛
テ
之
掠カ
ス
ム

二
諸
ノ
鳥
を

、
百
濟
ノ
俗ヒ
ト

號
で

此
鳥
を

曰
二
倶
知
と

、

是
今
ノ
時

鷹
也　
　

、
乃
授
で

酒
君
一
令
二
養
馴
一
、
④
未
ダ二
幾イ
ク
バ
ク時

一
而
得
レ
馴
、
⑤
酒
君
則
以
二
韋ヲ
シ
カ
ハ
ア
シ
ヲ

緡
一
著
二
其
足
に

、
以
で

小
鈴
を

著
で

其

尾
に

、
⑥
居
エ
テ

二　

腕タ
ゝ
ム
キ
ノ
上
に

、
⑦
献
二
于
天
皇
に

、
⑧
是
曰
、
幸イ
テ

二
百モ
ズ
ノ舌
野
に

而
遊カ
リ
シ
タ
マ
フ
猟
、
時
ニ
雌メ
キ
ジ雉
多
ク
起
ツ
、
乃
放
テ

鷹
ヲ
令
レ
捕
、

忽
ニ
獲
ツ二
數ア
マ
タ
ノ十
雉
を

、

🄒
是
月
、
甫
定
二
鷹
甘
部
一
、
故
時
人
号
二
其
養
レ
鷹
之
処
一
、
曰
二
鷹
甘
邑
一
也
、

　

🄐
は
🄑
③
の
「
酒
君
」
が
尋
常
で
は
な
い
姿
で
我
国
に
連
れ
て
来
ら
れ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。「
酒
君
」
の
名
は
、

「
雄
略
紀
十
五
年
」
が
伝
え
る
「
秦
は
だ
の

造
み
や
つ
こ

酒さ
け

」
と
同
族
か
と
考
え
ら
れ
る
け
れ
ど
も
、
①
の
よ
う
に
「
百
済
王
族
」
と
い
う

矜
持
ゆ
え
に
、
激
し
く
抵
抗
し
た
か
と
思
わ
れ
る
。
②
そ
の
結
果
、
百
済
王
に
よ
っ
て
鉄
鎖
で
緊
縛
さ
れ
た
。
③
酒
君
は

「
応
神
紀
」
八
年
・
十
四

年
・
二
十
年
な
ど
が
載
せ
る
渡
来
者
集
団
の
中
に
所
属
さ
せ
ら
れ
て
行
っ
た
。
酒
君
は
お
そ
ら
く
、
鷹
飼
術
を
百

済
に
お
い
て
会
得
し
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

25

第一節　　放鷹術の渡来伝承



　

🄑
は
ま
ず
①
「
秋
九
月
」
は
、
鷹
狩
の
好
季
節
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
獲
物
の
雌
雉
は
春
に
営
巣
・
産
卵
・
育
雛

を
終
え
て
、
繁
殖
し
た
幼
鳥
も
す
で
に
活
動
し
て
い
る
と
き
で
あ
る
。
ゆ
え
に
🄑
末
尾
に
た
ち
ま
ち
に
、
雉
数
十
羽
を
捕

え
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
っ
た
。
②
は
「
崇
神
紀
六
十
二
年
」
に
い
う
「
依
網
池
」
一
帯
の
屯
倉
を
管
掌
す
る
伴
造
の

一
族
「
山や
ま

部べ
の

阿あ

弭び

古こ

」（
景
行
天
皇
紀
十
八
年
）の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
山
部
氏
は
依
網
池
の
周
辺
に
あ
る
低
い
山
並
が
形
成
す

る
谷
合
い（
山
口
）を
管
理
し
て
い
た
か
と
思
わ
れ
る
が
、
阿
弭
古
は
つ
ね
に
羂
網
を
仕
掛
け
て
渡
鳥
や
留
鳥
な
ど
を
捕
え

る
職
掌
を
担
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
こ
れ
は
「
鳥
取
部
・
鳥
養
部
」
の
職
能
に
相
似
て
い
る
。

　

さ
て
、
仁
徳
天
皇
は
阿
弭
古
が
捕
え
た
奇
な
る
鳥
を
具
さ
に
知
り
た
く
て
、
③
酒
君
に
訊
い
た
と
あ
る
。「
百く
だ
ら
の
ひ
と

済
俗
、

此
の
鳥
を
号な
ず

け
て
倶く
ち知
」（
１
）と
言
う
と
あ
る
が
、「
是
れ
、
今い
ま時
の
鷹
な
り
」
と
記
し
て
い
る
。
す
で
に
「
神
武
天
皇
即

位
前
紀
戊
午
年
八
月
」
条
に
「
区く

旎ち

羅ら

」
が
登
場
し
て
い
る
こ
と
と
、
ど
う
関
連
づ
け
れ
ば
よ
い
の
か
。
こ
の
時
も
「
菟う

田だ

の
高た
か

城き

に
鴫し
ぎ

羂な
わ

張
る　

我わ

が
待ま

つ
や　

鴫し
ぎ

は
障さ
や

ら
ず　

い
す
く
は
し　

鷹く
ぢ

等ら

障さ
や

り
」
と
い
う
歌
謡
に
よ
ま
れ
て
い
る
よ

う
に
、
前
出
の
阿
弭
古
同
様
、
罠
を
か
け
て
お
り
、
同
じ
く
「
く
ち
」
が
罠
に
と
び
こ
ん
で
き
た
の
で
あ
る
。

　

神
武
か
ら
仁
徳
ま
で
の
時
間
は
永
く
、
右
の
二
つ
の
例
話
は
時
代
考
証
の
対
象
と
は
な
る
ま
い
が
、
次
の
よ
う
な
点
は

指
摘
で
き
よ
う
。

　

第
一
は
、
古
代
に
お
い
て
野
鳥
を
捕
獲
す
る
に
は
「
網あ
み

を
張
る
」
あ
る
い
は
「
羂わ
な

を
張
る
」
方
法
を
用
い
た
と
い
う
点

で
あ
る（
２
）。
山
部
阿
弭
古
や
鳥
取
部
の
よ
う
に
、
自
然
条
件
と
野
鳥
の
習
性
を
熟
知
し
て
い
る
者
に
の
み
為
し
得
る
技
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術
で
あ
っ
た
。

　

第
二
は
、
右
の
例
話
に
共
通
し
て
「
く
ち
」・「
く
ち
ら
」
す
な
わ
ち
鷹
が
掛
か
っ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
我
国
に

生
息
す
る
鷹
の
多
く
は
、
雁
・
鴨
・
鶴
・
白
鳥
な
ど
の
渡
り
鳥
を
追
っ
て
、
シ
ベ
リ
ア
や
北
海
道
方
面
よ
り
飛
来
す
る
。

し
た
が
っ
て
、
そ
れ
ら
の
野
鳥
を
め
が
け
た
鷹
が
偶
々
、（
３
）羂
に
掛
か
る
こ
と
も
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

さ
て
、
🄑
は
、『
日
本
書
紀
』
撰
修
当
時
、
す
で
に
朝
廷
・
貴
族
に
お
い
て
行
わ
れ
て
い
た
放
鷹
の
由
縁
を
説
く
た
め

に
「
仁
徳
天
皇
の
四
十
三
年
」
条
に
掲
出
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
特
に
放
鷹
術
は
、
百
済
国
よ
り
伝
来
し
た
も
の
で
あ

る
と
い
う
こ
と
が
強
調
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

　

③
酒
君
に
つ
い
て
は
先
述
し
た
が
、『
新
撰
姓
氏
録
』
右
京
諸
蕃
に
よ
っ
て
、「
出
レ
自
二
百
済
国
酒
王
一
」
と
あ
り
、
そ

の
一
族
に
刑
部
・
百
済
公
・
六
人
部
連
な
ど
が
知
ら
れ
て
い
る
。
酒
君
の
言
に
あ
る
よ
う
に
、「
倶
知
」（
鷹
）は
百
済
に
於

て
は
、
馴
養
す
れ
ば
よ
く
人
に
従
い
、
敏
捷
に
飛
ん
で
諸
鳥
を
掠
略
す
る
の
だ
と
言
っ
て
い
る
。

　

仁
徳
天
皇
は
、
す
で
に
酒
君
の
養
鷹
の
評
判
を
知
っ
て
い
た
に
相
違
な
く
、
そ
の
「
倶
知
」
を
酒
君
に
調
養
さ
せ
よ
う

と
し
た
の
で
あ
る
。「
秦
酒
公
」
の
後
裔
は
宇
陀（
多
）・

交
野
な
ど
の
禁
野
に
於
て
、
鷹
狩
に
従
事
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

と
こ
ろ
で
、
網あ

掛が
け

鷹た
か

を
鷹
部
屋
に
入
れ
て
調
養
し
狩
り
に
使
え
る
よ
う
に
す
る
に
は
百
日
余
の
時
間
を
要
す
る
。

「
幾い
く
ば
く時
も
あ
ら
ず
し
て
馴な
つ

く
る
」
と
あ
る
け
れ
ど
も
、
本
当
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
さ
て
お
き
、
⑤
酒
君
は
「
韋
を
し
か
はの
緡あ
し
をを

以
て
其
の
足
に
著
け
」
た
と
あ
る
の
は
、
鷹
を
つ
か
う
時
の
鉄
則
で
あ
る
。
鷹
の
両
足
首
に
柔
ら
か
な
お
し
革
の
紐
を
結
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わ
え
つ
け
る
。
長
さ
二
十
数
セ
ン
チ
の
革
を
房
状
に
垂
ら
し
、
片
足
ま
た
は
両
足
の
緡（
足
緒
）を
鷹
飼
い
が
左
手
で
握
り

飛
び
放
れ
る
の
を
防
ぐ
の
で
あ
る
。（
４
）

　

な
お
、
🄑
に
は
無
い
が
、
鷹
の
足
の
四
趾
の
爪
は
鉤
型
に
な
っ
て
お
り
、
実
に
鋭
利
な
小
刀
や
鉤
の
よ
う
で
あ
っ
て

獲
物
の
皮
膚
を
破
り
肉
に
食
い
こ
む
。
ゆ
え
に
鷹
を
つ
か
う
者
は
手
首
を
防
護
す
る
た
め
に
「
鞢え
が
け」
を
は
め
る
。
ま
た
、

「
韝
た
か
た
ぬ
き」
と
称
す
る
革
の
小
手
も
必
要
で
あ
る
。
鷹
の
訓
練
に
入
る
第
一
歩
は
、
鷹
の
両
足
の
四
趾
の
爪
を
削
り
、
危
害
を

防
ぐ
た
め
に
嘴
も
滑
ら
か
に
す
る
の
で
あ
る
。
訓
練
が
終
る
頃
に
は
爪
も
嘴
も
、
元
の
野
性
に
復
す
る
。

　

次
に
「
小
鈴
を
以
て
其
の
尾
に
著
け
」
る
と
は
何
か
。
専
ら
、
空
中
で
獲
物
を
つ
か
む
隼
に
は
著
け
な
い
が
、
鷹
や
鷂

に
叢
中
の
雉
や
鶉
を
ね
ら
わ
せ
る
時
に
著
け
る
。
雉
や
鶉
は
深
い
叢
中
に
逃
げ
こ
む
た
め
に
、
追
撃
す
る
鷹
の
姿
が
見
つ

け
に
く
く
な
る
か
ら
、
獲
物
を
捉
え
た
鷹
の
位
置
が
分
か
る
よ
う
に
小
鈴
を
著
け
る
の
で
あ
る
。
高
麗
・
百
済
は
も
と
よ

り
、
こ
の
付
け
方
は
諸
地
域
に
共
通
し
て
い
る
。（
５
）

　

⑥
「
腕
た
だ
む
きの
上う
へ

に
居す

ゑ
て
、
天
皇
に
献
る
」
と
あ
る
が
、
ふ
つ
う
、
鷹
は
拳こ
ぶ
しに
据
え
る
と
か
、
臂ひ
じ

に
す
る（
据
え
る
）と
表

現
す
る
。
腕
は
臂
に
同
じ
で
あ
る
。
要
す
る
に
鷹
の
据
え
方
と
い
う
の
は
、「
緡あ
し
お」
を
把
握
す
る
わ
け
だ
か
ら
手
首
に
近

い
位
置
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
鷹
仕
い
は
「
緡あ
し
お」
を
握
り
つ
つ
、
鷹
と
一
体
と
な
っ
て
獲
物
の
動
き
を
察
知
し
、
好
機

を
と
ら
え
て（
左
腕
投
手
が
、
ス
リ
ー
ク
ォ
ー
タ
ー
の
フ
ォ
ー
ム
で
投
球
す
る
よ
う
に
し
て
）鷹
に
初
動
速
を
加
え
て
放
つ
の
で
あ

る
。
と
こ
ろ
で
、
⑦
の
ご
と
く
、
酒
君
は
馴
養
し
た
鷹
を
天
皇
に
献
上
し
た
。
い
わ
ば
、
後
世
に
よ
く
認
め
ら
れ
る
通
り
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の
貴
人
に
対
す
る
「
御
鷹
進
献
」
の
儀
礼
が
早
く
も
示
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
仁
徳
天
皇
が
直
接
こ
の
儀
礼

を
受
け
た
と
す
れ
ば
、
天
皇
は
、
手
首
に
鞢
と
鞴
を
具
え
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
か
ら
、
⑧
に
見
え
る
よ
う
に
、

天
皇
の
側
近
に
は
幾
人
か
の
鷹
仕
を
は
じ
め
、
獲
物
を
追
い
立
て
る
た
め
の
犬
飼
や
鳥
見
・
勢
子
の
集
団
が
居
た
で
あ
ろ

う
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、「
雌め
き
ぎ
し雉
」
を
数
十
羽
、
捕
ら
し
め
る
の
は
難
し
い
か
ら
で
あ
る
。
酒
君
が
献
上
し
た
そ
の
日
に

天
皇
が
「
遊か
　
り猟
」
し
た
と
い
う
の
も
、
計
画
的
な
放
鷹
で
あ
っ
た
こ
と
を
裏
付
け
て
い
よ
う
。
ま
た
、「
倶
知
」
捕
獲
の

日
が
「
秋あ
き

九な
が

月つ
き

の
庚
か
の
え

子ね
の

朔
つ
い
た
て
の
ひ」
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
百も
ず
の舌野
遊
猟
は
、
そ
れ
か
ら
三
、
四
か
月
後
で
あ
っ
た
と
推
定
さ

れ
る
。
翌
く
る
新
年
の
初
鳥
狩（
初
鷹
野
）で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。

　

要
す
る
に
🄑
は
、
放
鷹
術
伝
来
の
時
を
、
仁
徳
天
皇
の
四
十
三
年
と
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
酒
君
ひ
と
り
の
よ
く
為
し

得
る
こ
と
で
は
な
く
、
依
網
池
ま
た
百
舌
野
な
ど
の
地
域
に
放
鷹
術
に
長
け
た
百
済
か
ら
の
渡
来
系
氏
族
が
存
在
し
た
こ

と
を
物
語
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
放
鷹
術
の
伝
来
は
、
も
っ
と
以
前
に
遡
る
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
な
理
解
に
立
て
ば
、
🄒
の
記
事
の
意
味
は
深
く
な
る
。
つ
ま
り
、
🄑
の
天
皇
遊
猟
に
扈こ

従じ
ゅ
うし

た
人
々
が

「
鷹た
か
か
い
べ

甘
部
」
に
編
成
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
か
れ
ら
の
多
く
は
百
済
系
の
人
々
で
あ
っ
て
、「
鷹た
か

甘か
い
の

邑む
ら

」
に
居
住
し
て

養
鷹
に
従
事
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　

な
お
、
🄒
の
鷹
甘
部
は
、
大
宝
二
年（
七
〇
二
）に
兵
部
省
放
鷹
司
が
置
か
れ
て
、
鷹
養
戸
十
七
戸
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
、
お
そ
ら
く
🄒
の
系
譜
を
受
け
継
ぐ
鷹
甘
邑
の
人
々
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
後
、
神
亀
三
年（
七
二
六
）に
は
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縮
小
さ
れ
て
「
鷹
戸
十
戸
」
と
な
り
、
天
平
宝
字
二
年（
七
五
八
）に
は
「
兵
部
省
主
鷹
司
」
が
設
置
さ
れ
た
。

　

八
世
紀
を
通
じ
て
、
放
鷹
に
関
す
る
政
策
は
動
揺
を
く
り
か
え
し
て
い
る
。
国
分
寺
・
国
分
尼
寺
ま
た
南
部
六
宗
に
顕

現
し
て
い
る
よ
う
に
、仏
教
思
想
上
、殺
生
禁
断
と
放
生
の
こ
と
が
強
制
さ
れ
た
か
ら
、養
鷹
は
禁
止
さ
れ
る
に
至
っ
た
。（
６
）

　

し
か
し
な
が
ら
、
鷹
狩
を
好
ん
だ
桓
武
天
皇
や
嵯
峨
天
皇
に
な
る
と
、
積
極
的
に
放
鷹
制
度
の
改
編
に
着
手
す
る
。
す

な
わ
ち
、
延
暦
十
年（
七
九
一
）に
は
鷹
戸
を
廃
止
す
る
が
、
こ
れ
は
奈
良
時
代
を
通
じ
て
、
殺
生
禁
断
令
に
も
拘
ら
ず
行

わ
れ
て
き
た
諸
衛
府
の
鷹
飼
を
、
む
し
ろ
統
合
し
て
支
配
し
よ
う
と
し
た
政
策
で
あ
っ
た
。

　

九
世
紀
に
桓
武
・
嵯
峨
両
天
皇
が
実
施
し
た
養
鷹
禁
制
策
は
数
度
に
及
ぶ
が
、
そ
れ
ら
は
、
前
代
の
殺
生
禁
断
が
理
由

で
は
な
い
。
ひ
と
え
に
、
天
皇
が
放
鷹
を
独
占
せ
ん
が
た
め
に
、
諸
王
・
諸
臣
は
じ
め
国
司
な
ど
の
鷹
飼
育
を
禁
じ
た
の

で
あ
っ
た
。
嵯
峨
天
皇
は
蔵
人
所
を
重
視
し
た
が
、
主
鷹
司
の
鷹
飼
を
も
、
蔵
人
所
に
吸
収
す
る
に
い
た
っ
た
。

　

以
上
の
動
き
は
要
す
る
に
、
仁
徳
天
皇
の
例
に
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
、
古
代
社
会
に
お
い
て
は
鷹
飼
と
放
鷹
は
、
天
皇

に
帰
せ
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
続
け
る
と
い
う
特
異
性
を
も
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
鷹
狩
の
技
術
も
ま
た
、
鷹
甘
邑
に
比
定
さ
れ
る
河
内
地
方
や
和
泉
の
百
舌
野
、
ま
た
依
網
池
、
交
野
な
ど

の
淀
川
下
流
域
な
ど
に
集
約
し
て
形
成
・
継
承
を
さ
れ
た
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
地
域
が
、
百
済
系
渡
来
者
の
諸

氏
族
が
定
住
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
こ
と
も
見
逃
せ
な
い
。

　

こ
の
よ
う
に
考
え
た
と
き
、
🄑
・
🄒
が
伝
え
る
内
容
は
き
わ
め
て
濃
厚
で
あ
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
よ
う
。
我
国
の
鷹
狩
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の
源
流
で
あ
り
原
形
質
と
評
価
し
て
よ
い
の
で
あ
る
。

注（
１
）	
Ａ	
、
新
村
出
氏
は
「
支
那
放
鷹
」
の
由
来
を
考
察
し
て
、
鷹
狩
は
「
土
耳
古
鞭
靻
族
に
発
し
、
民
族
移
動
期
に
西
欧
に
拡
が
り
、

一
方
、
匈
奴
族
の
手
に
よ
っ
て
東
亜
に
流
行
し
夷
狄
侵
入
期
に
中
国
に
広
ま
っ
た
。」
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、「『
日
本
書
紀
』

に
明
記
す
る
通
り
、
仁
徳
天
皇
の
代
で
西
暦
四
五
世
紀
の
際
に
当
り
、
漢
土
に
於
て
は
、
五
胡
の
乱
最
中
、
前
秦
後
魏
の
興
亡

時
代
よ
り
南
北
両
朝
の
初
に
至
る
頃
で
あ
っ
た
。
此
時
分
に
は
朝
鮮
半
島
に
も
鷹
狩
は
普
通
で
あ
っ
た
と
見
え
る
。
北
は
遼
東

よ
り
満
蒙
の
原
野
に
亘
っ
て
、
鷹
鷂
の
名
産
地
で
、
斯
技
の
進
歩
も
著
し
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。」
と
述
べ
て
い
る
。

（
東
洋
文
庫
・
五
九
六　
『
南
蛮
更
紗
』　　
　
　
　
　
　
　

所
収
「
鷹
狩
」（
明
治
四
十
三
年
十
月
及
十
一
月
「
藝
文
」））

	
	

Ｂ	

、
そ
の
後
、
白
鳥
庫
吉
氏
は
、「
仁
徳
紀
」
が
伝
え
る
放
鷹
術
伝
来
の
こ
と
に
つ
い
て
批
判
を
加
え
、
そ
の
伝
承
は
、
後
世
の
仮
託

に
過
ぎ
な
い
と
し
て
い
る
。
一
方
、
放
鷹
術
の
起
源
に
つ
い
て
は
、
新
村
出
氏
と
同
じ
く
「
此
の
技
術
が
ト
ル
コ
に
始
ま
っ
て
蒙

古
や
満
洲
に
傳
っ
た
こ
と
だ
け
は
確
か
で
あ
る
。」
と
述
べ
て
い
る
。
な
お
、「
仁
徳
紀
」
の
い
う
「
俱
知
」
の
語
は
、
百
済
語
や

漢
語
に
い
う
「
鶻
」（
す
な
わ
ち
隼
）の
こ
と
で
あ
ろ
う
と
し
て
い
る
。（『
白
鳥
庫
吉
全
集
第
二
巻
』
昭
和
四
十
五
年
、
岩
波
書
店　

所
収
「
本
邦
の

鷹
匠
起
源
傳
説
に
就
い
て
」（
大
正
十
五
年
三
月
、『
民
族
』
第
一
編
第
三
號
））

（
２
）　

羂（
網
）は
、
実
に
細
い
縒よ

り
糸
を
利
用
し
て
こ
し
ら
え
た
も
の
で
あ
る
。
字
義
が
示
す
よ
う
に
、
生
糸
ま
た
は
馬
尾
の
よ
う
な

長
く
て
勁
い
繊
紐
を
つ
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
昭
和
二
十
二
年
の
狩
猟
法
改
正
で
禁
止
さ
れ
た
霞
網
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

（
３
）　

こ
の
よ
う
に
鷹
の
習
性
を
見
抜
い
て
、
鷹
狩
用
の
鷹
・
隼
を
網
で
と
ら
え
る
方
法
が
う
ま
れ
る
。
こ
う
し
て
鷹
仕
い
の
手
で
調

養
さ
れ
る
鷹
を
「
網あ

掛が
け
鷹だ
か
」
と
称
す
る
。
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（
４
）　

漢
諸
王
朝
は
じ
め
高
麗
・
百
済
、
ま
た
、
ア
ジ
ア
諸
地
方
に
お
け
る
鷹
の
扱
い
方
は
、
概
ね
右
臂
に
据
え
る
の
で
あ
る
。
騎
乗

し
て
鷹
を
つ
か
う
場
合
、
左
手
で
手
綱
を
さ
ば
く
の
で
右
臂
に
鷹
を
据
え
る
か
ら
と
い
わ
れ
て
い
る
。
我
国
で
は
、
古
代
以
来
、

左
臂
に
据
え
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

（
５
）　

第
二
節
に
於
て
述
べ
る「
埴
輪
の
鷹
」に
も
小
鈴
が
付
け
ら
れ
て
い
る
。
古
墳
時
代
の
毛
野
地
方
に
は
優
れ
た
金
工
技
術
が
あ
っ

た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
て
、
多
く
の
「
鈴
鏡
」
の
出
土
例
が
あ
る
が
、
鷹
の
小
鈴
も
実
際
に
作
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（『
群
馬
県
史
・
通
史
篇
１
』）

　
　
　

な
お
、「
三
国
史
記
」
景
文
王（
九
年
七
月
条
）に
よ
れ
ば
、
唐
へ
の
入
貢
時
に
、「
金
花
鷹
鈴
子
二
百
顆
、
金
花
鷂
子
鈴
二
百
顆
」

を
献
じ
た
こ
と
が
見
え
て
お
り
、
放
鷹
術
と
と
も
に
小
鈴
な
ど
も
朝
鮮
半
島
か
ら
伝
来
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

（
６
）　

天
平
宝
字
八
年（
七
六
四
）に
は
放
鷹
司
の
停
止
と
放
生
司
の
設
置
が
行
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
宝
亀
四
年（
七
七
三
）に
は
養

鷹
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
。（
秋
吉
正
博
氏
『
日
本
古
代
養
鷹
の
研
究
』
二
〇
〇
四
年　

思
文
閣
出
版
）

第
二
節　
　

鷹
を
「
腕
上
に
居
え
る
」
人
物
像
埴
輪

　

本
節
の
表
題
は
前
掲
「
仁
徳
紀
の
表
現
」
を
引
用
し
た
も
の
で
あ
る
。
仁
徳
天
皇
の
時
代（
五
世
紀
頃
）は
古
墳
文
化

の
最
盛
期
で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
鷹
を
居（
据
）え
る
人
物
像
埴
輪
あ
る
い
は
鷹
の
一
部
分
を
表
わ
し
た
断
片
の
出
土
例

が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
管
見
で
は
５
篇
の
論
考
が
あ
る
が（
１
）、
ほ
か
に
は
『
日
本
原
始
美
術
大
系　

３
＝
土
偶　

埴
輪
』
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（
責
任
編
集　

坪
井
清
足
氏　

本
巻
編
集　

永
山
光
一
氏
・
水

野
正
好
氏　

講
談
社　

一
九
七
七
年（
昭
和
五
十
二
）七
月

）と
い
う
写
真
図
録
が
あ
っ
て
、「
175
図　

鷹
飼
人
」（
出
土
地
不
詳　

高
5
8
・
0
㎝

四
天
王
寺　
　
　
　
　
　
　
　

）（
２
）な

ら
び
に
「
200
図　

鷹
飼
人
」（
群
馬
県
佐
波
郡
境
町　

後
期　
　
　

高
7
5
・
8
㎝　

大
和
文
華
館　

重
文

）・「
201
図　

鷹
飼
人
」（
群
馬
県
太
田
市
脇
屋
字
ス
ワ
ノ
下
オ
ク
マ
ン
山
古
墳　

後
期　

高
1
4
0
・
0
㎝　

木
暮
仁
一
氏
所
蔵　

群
馬
県
立
博
物
館
保
管

）

な
ど
の
写
真（
大
版
）を
収
載
し
て
い
る
。
ち
な
み
に
「
175
図
」
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
説
明
を
加
え
て
い
る
。

　

鷹
飼
人
は
下
半
身
を
失
う
が
他
の
諸
例
か
ら
す
れ
ば
堂
々
た
る
全
身
像
で
あ
る
。
礼
装
の
男
子
像
と
同
様
寛
か
な
袴

に
脚
緒
の
鈴
を
つ
け
沓
を
は
く
も
の
と
思
わ
れ
る
。
尖
頭
の
つ
ば
の
広
い
帽
を
被
り
、
籠
手
を
し
た
両
手
の
う
ち
前
に

曲
げ
た
腕
に
韋あ
し
か
わ緡

を
巻
き
、
鷹
を
と
め
て
い
る
。
尾
鈴
を
つ
け
た
鷹
は
、
羽
根
を
描
き
鋭
い
嘴
を
内
に
む
け
て
据
え
ら

れ
て
い
る
。
前
に
す
ぐ
れ
た
刀
を
さ
げ
、
腰
に
鞆
を
つ
け
、
頸
玉
を
連
ね
る
な
ど
、
数
多
い
鷹
飼
人
像
に
共
通
す
る
衣

装
を
示
し
て
い
る
。
当
時
、
鷹
狩
が
貴
族
や
王
者
の
遊
び
で
あ
り
、
ま
た
中
国
や
朝
鮮
か
ら
導
入
さ
れ
た
技
法
で
あ

り
、
き
わ
め
て
重
視
さ
れ
て
い
た
た
め
、
鷹
飼
人
は
社
会
的
に
も
政
治
的
に
も
高
く
位
置
づ
け
ら
れ
、
全
身
像
の
表
現

と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

と
こ
ろ
で
、
注
記（
１
）に
掲
出
し
た
先
行
論
文
の
う
ち
、（
ウ
）の
筆
者
・
加
藤
秀
幸
氏
は
、
東
大
史
料
編
纂
所
近
世
史

料
部
在
任
当
時
、「
細
川
家
史
料
、
三
斎
忠
興
の
書
状
を
編
纂
刊
行
」
の
過
程
で
、
史
料
解
釈
の
必
要
に
迫
ら
れ
て
、
自

ら
鷹
の
飼
育
を
行
っ
て
い
た
と
い
う
。
私
は
二
木
謙
一
氏
に
加
藤
氏
を
紹
介
さ
れ
て
教
示
を
受
け
た
こ
と
が
あ
る
。（
３
）
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（
ウ
）に
お
い
て
、
加
藤
氏
は
、「
鷹
匠
埴
輪
」
の
う
ち
前
出
「
201
図
・
オ
ク
マ
ン
山
古
墳
」
に
つ
い
て
詳
記
し
て
い
る
。

た
と
え
ば
「
鷹
は
左
手
遣
い
、
内
前
方
向
で
自
然
で
あ
る
。
体
形
が
良
い
。
先
端
を
少
し
欠
く
も
嘴
も
良
い
。
足
の
指
先

長
大
で
、
内う
ち
づ
め爪
・
鳥と
り

搦が
ら
み

・
反か
え
る

籠こ

等
前
方
三
本
の
各
指
の
特
徴
も
大
ま
か
に
数
は
省
略
さ
れ
て
は
い
る
が
、
よ
く
と
ら
え

ら
れ
て
い
る
。
後
側
に
は
懸か
け
づ
め爪（

後
爪
）ら
し
き
も
の
が
何
れ
の
脚
の
か
一
本
の
み
認
め
ら
れ
る
。」
な
ど
と
あ
っ
て
、
実

際
に
鷹
を
飼
育
し
て
い
た
加
藤
秀
幸
氏
が
、
愛
鷹
を
観
察
す
る
眼
を
以
っ
て
描
写
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
さ
ら
に
分

析
を
続
け
た
あ
と
「
現
在
で
は
最
も
信
ず
る
に
足
る
、
出
土
状
況
も
明
確
な
鷹
匠
埴
輪
の
優
品
」
と
評
価
し
て
い
る
。

　

さ
て
、「
鷹
匠
埴
輪
」
に
は
も
う
一
つ
の
優
品
が
知
ら
れ
て
い
る
。
前
出
「
200
図
・
大
和
文
華
館
蔵
・
重
文
」
で
あ
っ

て
、
末
永
雅
雄
氏
の
論
考
が
あ
る
。
同
氏
は
「
鷹
匠
埴
輪
の
出
土
を
関
東
地
方
の
古
墳
に
限
る
よ
う
に
考
え
る
の
は
、
埴

輪
の
全
体
を
見
る
観
察
と
し
て
は
正
し
い
と
は
い
え
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
」
と
指
摘
し
、
大
和
・
河
内
か
ら
出
土
す

る
可
能
性
に
触
れ
て
い
る
。
ま
た
、
鈴
・
籠
手（
た
か
た
ぬ
き
）・
帽
子
な
ど
を
考
察
し
、
特
に
腰
前
右
方
か
ら
左
大
腿
上

に
装
着
さ
れ
た
「
刀
子
」
に
着
目
し
、
こ
れ
は
「
挿
革
に
す
っ
ぽ
り
と
挿
込
ん
で
」
い
た
も
の
だ
と
述
べ
て
い
る
。
加
藤

秀
幸
氏
は
帽
子
の
形
状
に
つ
い
て
注
目
し
、
そ
の
相
異
は
、
前
者
が
「
鷹
匠
人
物
」
で
あ
る
の
に
対
し
、
後
者
は
「
被
葬

者
」
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
と
問
い
か
け
て
い
る
。

　

だ
が
、
通
常
つ
か
わ
れ
る
「
鷹
匠
埴
輪
」
な
る
用
語
は
、
再
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
こ
と
に
つ

い
て
は
注（
１
）に
記
し
た
よ
う
に
、
末
永
雅
雄
氏
は
、「
鷹
匠
と
い
う
職
能
・
身
分
に
特
定
し
て
よ
い
か
ど
う
か
」
を
問
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題
に
し
て
お
り
、
塚
田
良
道
氏
も
「
鷹
匠
と
い
う
職
能
を
も
つ
人
物
と
い
う
よ
り
も
、
鷹
を
腕
に
の
せ
る
支
配
者
階
級
の

人
物
」
と
見
て
い
る
。

　

以
上
の
論
点
を
ふ
ま
え
つ
つ
、
私
は
本
項
に
お
い
て
―
―
鷹
を
「
腕
上
に
居
え
」
る
人
物
像
埴
輪
―
―
と
い
う
表
現
を

用
い
た
。
つ
ま
り
、
鷹
匠
に
特
定
せ
ず
、
先
述
『
仁
徳
紀
』
の
酒
君
あ
る
い
は
仁
徳
天
皇
双
方
を
包
含
す
る
表
現
と
し
た

の
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
百
済
系
渡
来
者
、
酒
君（
鷹
甘
部
の
伴
造
）の
よ
う
な
人
物
の
像
で
あ
り
、
ま
た
鷹
の
献
上

を
受
け
る
天
皇
ま
た
は
王
族
臣
下
た
ち
の
像
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
五
・
六
世
紀
の
天
皇
が
後
述
す
る
よ
う
に
桓
武
・

嵯
峨
両
天
皇
の
よ
う
に
自
ら
鷹
を
腕
上
に
据
え
て
狩
り
に
出
た
こ
と
は
考
え
ら
れ
る
。
毛
野
地
方
を
経
略
す
る
王
臣
・
豪

族
等
が
正
装
し
て
鷹
狩
に
出
た
こ
と
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
意
味
で
、『
国
宝
・
重
要
文
化
財
大
全
』
９　

考
古
資
料（
文
化
庁
監
修
・
毎
日
新
聞
社　

一
九

九
七
年（
平
成
九
）

）に
お
い
て
、
オ
ク
マ
ン
山
出
土（
大
和
文
華
館
）の
も
の
に
「
埴
輪
鷹
狩
男
子
像
」

と
名
付
け
て
い
る
の
は
至
当
で
あ
ろ
う
。

　

以
上
は
本
研
究
に
と
っ
て
、
基
本
的
に
大
切
な
三
つ
の
要
素
を
含
ん
で
い
る
。
そ
の
要
素
と
は
何
か
と
い
え
ば
、
第
一

に
鷹
匠
と
い
う
用
語

4

4

4

4

4

4

4

に
つ
い
て
で
あ
る
。
ま
ず
こ
の
用
語
は
古
代
で
は
ほ
と
ん
ど
使
わ
れ
て
い
な
い
。
古
代
で
は
鷹た
か

飼が
い

・

鷹た
か
つ
か
い
仕
の
語
が
常
用
さ
れ
、
中
世
で
は
鷹
飼
・
掌し
ょ
う
し飼
・
鷹た
か

師し

の
語
が
用
い
ら
れ
、
近
世
に
お
い
て
は
幕
藩
体
制
下
の
職
制
が

整
備
さ
れ
て
、
鷹
師
・
鷹
匠
と
い
う
の
が
一
般
的
と
な
る
。
古
代
で
は
鷹
飼
と
は
別
に
鷂
は
い
た
か

鷹た
か

飼が
い

と
い
う
職
掌
も
あ
っ
た
。

な
お
、
古
代
よ
り
近
世
ま
で
を
通
じ
て
、
こ
れ
ら
の
鷹
飼
た
ち
は
、
オ
オ
タ
カ（
蒼
鷹
）・
ハ
イ
タ
カ（
鷂
）・
ハ
ヤ
ブ
サ（
隼
）・
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コ
ノ
リ（
兄
鷂
）な
ど
を
も
併
せ
て
馴
養
し
た
の
で
あ
る
が
、
し
だ
い
に
得
手
、
不
得
手
も
生
じ
、
鷂
飼
・
隼
鷹
師
な
ど
専

門
に
分
化
す
る
傾
向
に
あ
っ
た
。
オ
オ
タ
カ
・
ハ
イ
タ
カ
・
ハ
ヤ
ブ
サ
・
コ
ノ
リ
な
ど
は
ね
ら
う
獲
物
に
よ
っ
て
使
い
分

け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
い
わ
ゆ
る
鷹
匠
が
拳
に
据
え
て
い
る
も
の
が
全
て
オ
オ
タ
カ
と
は
限
ら
な
い
、
と
い

う
わ
け
で
あ
る
。

　

第
二
に
、
訓
練
さ
れ
た
鷹
で
あ
る
な
ら
ば
、
誰
に
で
も
仕
い
こ
な
せ
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。

　

鷹
を
左
手（
正
確
に
は
左
臂
ま
た
左
手
首
）に
据
え
る
際
、
こ
の
手
は
水
平
に
保
ち
か
つ
不
動
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し

た
が
っ
て
、
相
当
の
筋
力
を
必
要
と
し
、
訓
練
を
重
ね
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
左
手
上
の
鷹
は
、
頭
部（
嘴
）

を
据
え
手

4

4

4

の
胸
部
ま
た
顔
面
に
向
け
て
お
り
、
油
断
す
れ
ば
攻
撃
を
受
け
負
傷
す
る
こ
と
も
あ
る
。

　

そ
の
鷹
と
寝
食
を
共
に
す
る
ほ
ど
の
鷹
匠
4

4

に
し
か
難
し
い
こ
と
な
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
い
か
に
天
皇
・
貴
族
・
将
軍
・

大
名
で
あ
ろ
う
と
、
誰
で
も
鷹
を
巧
み
に
操
る
わ
け
に
は
い
か
な
か
っ
た
と
言
え
よ
う
。
し
た
が
っ
て
、
天
皇
・
貴
族
・

将
軍
・
大
名
た
ち
が
鷹
狩
を
楽
し
む
た
め
に
は
、
常
に
身
辺
に
鷹
匠
を
随
従
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

第
三
に
、
本
節
で
考
察
し
た
「
鷹
匠
埴
輪
」
の
よ
う
に
、
鷹
を
扱
う
者
に
は
独
特
な
服
装
が
あ
っ
た
、
と
い
う
点
で
あ

る
。
そ
の
基
本
は
帽
子
4

4

を
冠
り
、
腰
に
餌
袋
4

4

を
付
け
ま
た
直
刀
4

4

を
帯
び
、
手
首
の
動
脈
を
鷹
の
爪
か
ら
護
る
た
め
に
革
製

の
鞴
た
か
た
ぬ
き

と
鞢え
が
け

を
用
い
て
い
る
。
本
節
の
服
装
は
お
そ
ら
く
直
伝
の
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
平
安
時
代
の
大
臣
大
饗
や
野
行
幸

の
儀
礼
に
な
る
と
、
右
の
基
本
型
に
装
飾
が
施
さ
れ
て
ゆ
く
。
し
か
し
、
こ
の
基
本
は
近
世
に
到
っ
て
も
継
承
さ
れ
た
の
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は
言
う
ま
で
も
な
い
。

注（
１
）　
（
ア
）寺
島　

格
氏
「
鷹
狩
と
埴
輪
鷹
」（
埼
玉
県
郷
土
文
化
会
『
武
蔵
野
史
談
』

昭
和
二
十
七
年（
一
九
五
二
）四
月

）

　
　
　
（
イ
）末
永
雅
雄
氏
「
鷹
匠
埴
輪
」（
大
和
文
華
館
『
大
和
文
華
』
第
三
十
七

号　

昭
和
三
十
七
年（
一
九
六
二
）五
月
）

　
　
　
（
ウ
）加
藤
秀
幸
氏
「
鷹
・
鷹
匠
、
鵜
・
鵜
匠
埴
輪
試
論
」（『
日
本
歴
史
』
第
三
三
六
号　

昭
和
五
十
一
年（
一
九
七
六
）
）

　
　
　
（
エ
）塚
田
良
道
氏
「「
鷹
匠
」
と
「
馬
飼
」」（
同
志
社
大
学
考
古
学
シ
リ
ー
ズ
『
考
古
学
と

生
活
文
化
』
一
九
九
二
年（
平
成
四
）四
月

）

　
　
　
（
オ
）	賀
来
孝
代
氏
「
鵜
飼
・
鷹
狩
を
表
す
埴
輪
」（
早
稲
田
大
学
考
古
学
会
『
古
代
』
第
一
一
七

号　

二
〇
〇
四
年（
平
成
十
六
）十
二
月

）

（
２
）　
『
日
本
原
始
美
術
大
系
３
』
の
「
175
図
・
鷹
買
人
」
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
に
は
「
出
土
地
不
詳
…
…
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
加
藤
秀

幸
氏
論
文
の
通
り
、「
オ
ク
マ
ン
山
出
土
」
と
す
る
べ
き
で
あ
る
。『
同
大
系
３
』
の
「
201
図
」
解
説
文
で
は
、「
オ
ク
マ
ン
山
古
墳
」

と
し
て
い
る
か
ら
、
錯
誤
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
解
説
文
に
は
、「
鷹
が
左
向
き
に
表
現
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は

復
原
の
際
に
誤
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。」
と
あ
る
。

（
３
）　

昭
和
五
十
六
年
四
月
発
行
の
『
國
學
院
雑
誌
』（
第
82
巻
第
４
号
）に
私
は
「
徳
川
家
康
と
鷹
狩
」
を
載
せ
た
が
、
そ
の
抜
刷
を

受
け
取
っ
た
加
藤
秀
幸
氏
の
返
信（
昭
和
五
十
七
年
一
月
二
十
二
日
付
）に
「
史
料
を
博
捜
さ
れ
、
大
層
有
益
で
し
た
。
兄
鷹♂　
♂

弟

鷹♀
は
、
し
ょ
う
・
だ
い
の
み
で
、
鷹
は
訓
み
ま
せ
ん
。
目
赤
は
す
こ
し
調
べ
た
い
と
思
い
ま
す
。
田
中
清
六
は
面
白
い
で
す
ね
。」

と
あ
る
。
♂
雄
の
鷹
を
し
ょ
う
と
よ
み
、
♀
雌
は
だ
い
と
よ
む
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。
目
赤
と
あ
る
の
は
目
赤
鶴
取
鷹
に
か
か

わ
る
。
田
中
清
六
は
鷹
買
の
商
人
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
本
書
第
八
章（
四
七
三
頁
・
四
七
五
頁
）に
詳
し
い
。
な
お
、『
國
史
大

辞
典
９
』―「
鷹
狩
」
は
加
藤
秀
幸
氏
の
執
筆
に
な
る
。
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（
４
）　

塚
田
良
道
氏
は（
１
）エ
に
お
い
て
、「
太（
図
１
）田

市
オ
ク
マ
ン
山
古
墳
例
で
は
、
烏
帽
子
の
よ
う
に
頭
部
上
半
の
前
屈
す
る
鍔
つ
き

の
帽
子
を
か
ぶ
り
、
み
ず
ら
を
紐
に
よ
っ
て
巻
き
上
げ
、
腹
部
に
は
三
角
文
の
は
い
っ
た
大
帯
を
巻
く
、
堂
々
た
る
足
の
あ
る
立

像
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
。」
と
し
、「
境（
図
２
）町

上
武
士
出
土
例（
大
和
文
華
館
所
蔵
―
山
名
注
）で
は
、
額
の
帯
の
部
分
に
二
箇

の
突
出
の
あ
る
鉢
形
帽
を
か
ぶ
り
、
み
ず
ら
を
紐
に
よ
っ
て
巻
き
上
げ
た
、
や
は
り
足
の
あ
る
立
像
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
。」

と
述
べ
、
次
の
図
を
載
せ
て
い
る
。

　
　
　

な
お
、『
群
馬
県
史　

通
史
編
１　

原
始
古
代
１
』（
平
成
二
年
刊
）に
よ
れ
ば
、
オ
ク
マ
ン
山
古
墳
と
は
観
音
山
古
墳
の
こ
と

で
あ
る
。
こ
の
古
墳
の
埴
輪
は
、
葬
送
祭
祀
に
仕
え
る
人
々
の
グ
ル
ー
プ
と
は
別
に
、
貴
人
・
武
人
・
飾
り
馬
・
鷹（
マ
ヽ
）匠
の
グ
ル
ー

プ
を
明
ら
か
に
区
別
し
て
な
ら
べ
て
い
た
、
と
い
う
。
さ
ら
に
、「
前
方
部
全
面
に
は
飾
り
馬
を
主
体
に
鷹（
マ
ヽ
）匠
を
配
し
て
い
る
が
、

こ
れ
な
ど
は
首
長
で
あ
っ
た
被
葬
者
の
権
力
の
強
大
さ
と
財
力
の
豊
か
さ
を
象
徴
的
に
表
し
」
て
い
る
と
言
及
し
て
い
る
。
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第
三
節　
　

魂
覓
ぎ
の
鳥

　

再
び
『
日
本
書
紀
』
を
引
用
し
た
い
。「
景
行
天
皇
紀
・
四
十
年
是
歳
」
に
次
の
よ
う
に
見
え
て
い
る
。
日
本
武
尊
を

伊
勢
国
の
能
褒
野
陵
に
葬
っ
た
記
事
に
続
く
。

　

🄐　

	

時
①
日
本
武
尊
化
二
白
鳥
一
、
従
レ
陵
出
之
、
指
二
倭
国
一
而
飛
之
、
群
臣
等
、
因
以
、
開
二
其
棺
槻
一
而
視
之
、
明

衣
空
留
而
、
屍
骨
無
之
、
於
是
、
②
遣
二
使
者
一
追
二
尋
白
鳥
一
、
則
停
二
於
倭
琴
弾
原
一
、
仍
於
其
處
造
レ
陵
焉
、

③
白
鳥
更
飛
至
二
河
内
一
、
留
二
舊
市
邑
一
、
亦
其
處
作
レ
陵
、
故
時
人
號
二
是
三
陵
一
、
曰
二
白
鳥
陵
一
、
④
然
遂
高

翔
上
レ
天
、
徒
葬
二
衣
冠
一
、
因
欲
レ
録
二
功
名
一
、
卽
定
二
武
部
一
也
、

　

一
方
『
古
事
記
』（
中
巻
）（
岩
波
古
典

文
学
大
系
）に
お
い
て
は
、「
倭
建
命
」
の
能
煩
野
陵
の
記
事
に
続
い
て
、
次
の
よ
う
に
見
え
る
。

　

🄑　

	

於
レ
是
化
二
①
八
尋
白
智
鳥
一
、
翔
レ
天
而
向
レ
濱
飛
行
、
智	

字
以
レ
音
、
爾
其
后
及
御
子
等
、
於
二
其
小
竹
之
苅
杙
一
雖
二

足
飴
破
一
、
忘
二
其
痛
一
以
哭
追
、

　

こ
の
①
八
尋
白
智（
千
）鳥
は
天
に
飛
翔
し
や
が
て
浜
辺
に
向
か
っ
た
と
あ
り
、
后
た
ち
は
足
の
負
傷
の
痛
み
を
こ
ら
え
、
さ
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ら
に
そ
の
鳥
を
海
の
磯
に
見
つ
け
る
。
四
首
の
歌（
天
皇
の
大
葬
に
歌
う
と
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
略
す
）を
掲
げ
る
。
そ
し
て
ま

た
次
の
よ
う
に
あ
る
。

　

🄑　
	

故　

自
二
其
國
一
飛
翔
行
、
留
二
河
内
國
之
志
幾
一
、
故
於
二
其
地
一
作
二
御
陵
一
鎮
坐
也
、
卽
號
二
其
陵
一
、
謂
二
白

鳥
御
陵
一
也
、
然
亦
自
二
其
地
一
⑤
更
翔
レ
天
以
飛
行
、

　

す
で
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
日
本
武
尊
の
魂
は
白
鳥
と
な
っ
て
、
つ
い
に
④
・
⑤
の
ご
と
く
、
天
空
に
飛
翔
し
去
っ
た
。

そ
し
て
、
い
っ
た
ん
白
鳥
が
翼
を
休
め
た
地
に
陵
墓
を
つ
く
っ
た
の
は
、
そ
の
所
を
日
本
武
尊
の
鎮
魂
・
慰
霊
の
斎
場
と

し
て
祭
祀
を
営
む
た
め
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

で
は
②
に
い
う
「
使
者
」
と
は
ど
の
よ
う
な
役
割
を
も
つ
者
で
あ
っ
た
の
か
。
白
鳥
を
追
い
尋
ね
て
、
捕
え
る
者
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
重
視
し
た
い
の
は
、
こ
の
「
景
行
紀
」
の
直
前
に
み
え
る
「
垂
仁
紀
」
の
中
に
あ
る
「
譽ほ

む

津つ

別わ
け
の

命み
こ
と

」
の
次
の

よ
う
な
所
伝
で
あ
る
。
垂
仁
天
皇
が
愛
情
を
注
い
だ
こ
の
皇
子
は
壮
年
に
な
っ
て
も
言
葉
が
発
せ
ら
れ
な
か
っ
た
と
い

う
。

　

🄒　

	

○
冬（
垂
仁
天
皇
二
十
三
年
）

十
月
乙
丑
朔
壬
申
、
天
皇
立
二
於
大
殿
前
一
、
譽
津
別
皇
子
侍
之
、
時
①
有
二
鳴
鵠
一
、
度
二
大
虚
一
、
皇
子
仰

観
レ
鵠
曰
、
是
何
物
耶
、
天
皇
則
知
二
皇
子
見
レ
鵠
得
ン

言
而
喜
、
詔
二
左
右
一
曰
、
誰
能
捕
二
是
鳥
一
獻
之
、
於
是
、
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鳥
取
造
祖
天
湯
河
板
擧
奏
言
、
臣
必
捕
、
卽
天
皇
勅
二
湯
河
板
擧
一　
板
擧
、
此

云
二
拕
難
一

曰
、
汝
獻
二
是
鳥
一
、
必
敦
賞
矣
、

時
湯
河
板
擧
遠
②
望
二
鵠
飛
之
方
一
、
追
尋
詣
二
出
雲
一
、
而
捕
獲
、
或
曰
得
二
于
但
馬
國
一
、
○
十
一
月
甲
午
朔
乙

未
、
湯
河
板
擧
獻
レ
鵠
也
、
譽
津
別
命
弄
二
是
鵠
一
、
③
遂
得
二
言
語
一
、
由
レ
是
、
以
敦
賞
二
湯
河
板
擧
一
、
則
賜
レ

姓
而
曰
二
鳥
取
造
一
、
因
亦
定
二
④
鳥
取
部
・
鳥
養
部
・
譽
津
部
一
、

　

①
冬
の
蒼
空
を
渡
る
鵠（
白
鳥
）の
一
群（
１
）を
仰
ぎ
観
て
は
じ
め
て
譽
津
別
皇
子
は
言
葉
を
発
し
よ
う
と
し
た
こ
と
が

分
か
る
。
垂
仁
天
皇
は
鵠
が
「
言
霊
」
を
宿
す
鳥
と
感
じ
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
こ
れ
を
皇
子
の
た
め
に
捕
獲
せ
ん
と
し
た

の
で
あ
っ
た
。
湯ゆ

河が
わ

板た

挙な

た
ち
が
鵠
を
追
い
求
め
た
と
い
う
が
、『
古
事
記
』
中
巻
に
お
い
て
は
、
使
者
を
「
山
（
や
ま

邊べ

之の

大お
お

鶙た
か
）此
者
人
名
」
と
し
て
お
り
、「
紀
伊
国
→
播
磨
国
→
因
幡
国
→
丹
波
国
→
但
馬
国
→
近
江
国
→
美
濃
国
→
尾
張
国
→
信
濃
国

→
越
国
」
と
い
う
順
序
に
な
っ
て
い
る（
２
）。

　

🄒
に
お
け
る
湯
河
板
挙
は
功
績
に
よ
り
「
鳥
取
造
」
と
賜
姓
さ
れ
、
鳥
取
部
・
鳥
養
部
を
率
い
た
と
伝
え
る
。
網
縄
や

黐も
ち
ざ
お竿
を
使
っ
て
野
鳥
を
捕
獲
す
る
部
曲
が
鳥
取
部
で
あ
り
、
生
け
捕
り
し
た
野
鳥
を
池
や
籠
な
ど
で
飼
育
す
る
の
が
鳥
養

部
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
前
出
『
古
事
記
』
で
は
、
山
邊
大
鶙
を
使
者
と
し
て
い
る
。
こ
の
人
名
は
ま
さ
に
「
大
鷹
」
が
擬

人
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
推
察
で
き
よ
う
。

　

以
上
を
要
す
る
に
、
白
鳥
と
化
し
た
日
本
武
尊
を
追
尋
ね
る
使
者
は
、
鳥
取
や
放
鷹
の
技
能
を
も
っ
た
者
で
あ
っ
た
と
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み
て
よ
い（
３
）。

　

🄐
・
🄒
の
所
伝
は
我
国
古
代
に
お
い
て
、
鵠（
白
鳥
）が
魂
の
鳥
で
あ
る
と
い
う
理
会
が
存
在
し
た
こ
と
を
も
の
が
た
っ

て
い
る
。

　

こ
の
指
摘
は
既
に
、
折
口
信
夫
氏
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
お
り
、
鷹
に
つ
い
て
も
、「
逸
れ
行
く
た
ま
し
ひ
を
つ
き
と
め
、

も
た
ら
し
歸
る
も
の
、
と
考
え
た
方
面
も
忘
れ
る
わ
け
に
は
行
く
ま
い
。
た
ま
し
ひ
の
鳥
で
あ
つ
て
、
同
時
に
た
ま
覓
ぎ

の
鳥
な
の
だ
。」（
４
）と
言
及
し
て
い
る
。
折
口
氏
は
こ
の
ほ
か
に
も
、
冬
の
鎮
魂
祭
と
小
鳥
狩
り
、
鳥
の
使
、
鷹
の
尾
鈴

の
音
と
呪
術
な
ど
に
つ
い
て
も
指
摘
し
た
。
特
に
注
目
す
べ
き
点
は
、
は
る（
春
）と
ふ
ゆ（
冬
）と
い
う
言
葉
の
本
来
の
意

味
に
つ
い
て
述
べ
た
中
で
、「
ふ
ゆ
は
霊
を
分
割
す
る
こ
と
だ
。
そ
の
事
を
、
日
本
で
古
く
か
ら
み
た
ま
の
ふ
ゆ
と
稱
し

て
ゐ
る
。
貴
人
が
御
霊
を
分
割
し
て
、
人
々
に
も
與
へ
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。」
と
も
述
べ
、
ま
た
「
は
る
に
な
る
と
そ

れ
を
逆
に
臣
下
か
ら
自
分
の
霊
を
献
上
す
る
。
自
分
た
ち
の
生
命
・
活
動
力
の
源
に
な
る
も
の
を
、
目
上
に
さ
し
あ
げ
る

の
で
あ
る
。」
と
敷
衍
し
て
い
る
。

　

折
口
信
夫
氏
の
こ
れ
ら
の
学
説
が
示
唆
し
て
い
る
こ
と
は
以
下
の
よ
う
な
点
で
あ
る
。

　

①	

我
国
古
代
の
放
鷹
術
の
受
容
を
促
進
し
た
の
は
「
魂
の
鳥
―
白
鳥
―
を
追
い
求
め
て
行
く
魂
覓
ぎ
の
鳥
＝
鷹
」
に
対

す
る
強
い
信
仰
心
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　

②	

鷹
狩
と
い
う
狩
猟
の
主
た
る
獲
物
―
雲
雀
・
鶉
・
雉
・
鴫
・
白
鳥
・
鶴
な
ど
―
が
珍
重
さ
れ
、
そ
れ
ら
を
神
前
に
供
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え
た
り
、
貴
人
に
進
献
し
、
ま
た
臣
下
に
下
賜
し
た
り
す
る
儀
礼
が
盛
ん
に
な
る
の
は
、
そ
れ
ら
の
鳥
に
込
め
ら
れ

た
古
代
以
来
の
信
仰
心
が
流
れ
て
い
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

注（
１
）　

白
鳥
は
ふ
つ
う
、
七
羽
・
九
羽
・
十
二
羽
ぐ
ら
い
ず
つ
の
群
れ
を
つ
く
っ
て
い
る
。
単
独
と
い
う
状
態
は
考
え
ら
れ
な
い
。「
鵠
」

と
は
「
コ
ウ
・
ク
ウ
」
と
高
音
で
啼
く
状
か
ら
名
付
け
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
　
　

白
鳥
は
三
月
末
～
九
月
末
を
東
シ
ベ
リ
ア
の
河
川
・
湖
沼
地
帯
で
営
巣
し
、
幼
鳥
を
育
て
、
日
本
列
島
に
飛
来
し
て
越
冬
す
る

の
は
十
月
初
～
三
月
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

（
２
）　

岩
波
古
典
文
学
大
系
『
古
事
記　

祝
詞
』
一
九
七
頁
の
頭
注
参
照
。
な
お
『
同
書
』
で
は
譽
津
別
皇
子
は
捕
獲
さ
れ
た
鵠
を
見

て
も
期
待
し
た
よ
う
に
言
葉
を
発
し
な
か
っ
た
、
と
あ
る
。
物
言
え
ぬ
理
由
を
太ふ
と
ま
に占
に
よ
っ
て
占
う
と
、
出
雲
大
神
の
祟
り
に
よ

る
こ
と
が
判
り
、
皇
子
は
従
者
と
と
も
に
出
雲
に
詣
で
た
結
果
、
は
じ
め
て
「
物
語
り
」
で
き
た
と
伝
え
て
い
る
。

　
　
　

な
お
、
福
田
晃
氏
は
「
放
鷹
文
化
序
説
―
も
の
言
わ
ぬ
ホ
ム
ツ
ワ
ケ
再
生
譚
」（『
伝
承
文
学
研
究
』
六
十
三
号
、

平
成
二
十
六
年
八
月　
　
　

）に
お
い
て
、
譽
津
別

の
伝
承
と
白
鳥
―
鷹
―
タ
タ
ラ
鍛
冶
の
関
連
性
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
る
。

（
３
）　

🄐
～
🄒
に
よ
っ
て
、
放
鷹
術
の
伝
来
を
記
紀
で
は
仁
徳
天
皇
の
時
代
と
し
て
い
る
が
、
そ
れ
よ
り
早
く
、
垂
仁
・
景
行
両
天
皇

の
頃
に
は
す
で
に
渡
来
し
て
い
た
こ
と
が
想
像
で
き
る
。
高
句
麗
や
新
羅
か
ら
の
渡
来
者
の
中
に
も
放
鷹
術
を
よ
く
す
る
者
も
い

た
で
あ
ろ
う
。

（
４
）　
『
折
口
信
夫
全
集
』
第
十
七
巻
「
鷹
狩
り
と
操
り
芝
居
と
」。
本
文
―
―

♂

線
は
同
書
に
よ
る
。
魂
の
鳥
は
、そ
の
筆
頭
に
鵠（
白
鳥
）

を
上
げ
る
が
、
ほ
か
に
は
雁
・
鶴
・
鷺
あ
る
い
は
「
臨
時
に
突
拍
子
も
な
く
出
現
す
る
事
に
よ
っ
て
、
日
常
見
な
れ
た
鳥
す
ら
も
」
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考
え
ら
れ
る
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、「
鷹
も
此
鳥
の
一
つ
と
し
て
数
え
ら
れ
る
」
と
す
る
。

結　
　

び

　

放
鷹
術
が
古
代
日
本
に
渡
来
し
た
当
初
か
ら
、
天
皇
・
親
王
・
王
臣
な
ど
に
よ
っ
て
受
容
さ
れ
た
こ
と
は
通
説
と
な
っ

て
い
る
。
ま
た
、
古
代
信
仰
の
中
で
、
鳥（
な
か
ん
ず
く
白
鳥
）を
と
ら
え
る
鷹
は
、
魂
覓
ぎ
の
鳥
で
あ
り
、
か
つ
魂
の
鳥

で
あ
る
と
い
う
説
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
も
明
ら
か
で
あ
る
。
放
鷹
を
め
ぐ
る
右
の
二
説
の
在
り
方
は
、
古
代
・
中
世
を

通
じ
て
変
容
し
つ
つ
も
連
続
し
て
行
く
と
考
え
ら
れ
る
。

　

な
お
、
鷹
を
「
腕
上
に
居
え
る
」
人
物
像
埴
輪
に
つ
い
て
、
若
干
の
考
察
を
し
た
が
、
そ
れ
は
鷹
飼（
鷹
匠
）と
い
う
職

能
者
の
存
在
を
抜
き
に
し
て
は
本
研
究
は
成
り
立
た
な
い
こ
と
を
意
識
し
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
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第
二
章　

天
皇
の
放
鷹

は　

じ　

め　

に

　

す
で
に
前
章
第
一
節
で
見
た
よ
う
に
、
仁
徳
天
皇
は
百
舌
野
遊
猟
の
時
、「
放
鷹
」
し
て
雉
を
と
ら
え
た
と
い
う
。「
放

鷹
」
と
い
う
用
語
の
初
見
で
あ
る
が
、
こ
の
用
語
そ
の
も
の
も
中
国
・
朝
鮮
か
ら
伝
来
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
我
国
で
は
、

古
代
～
近
世
を
通
し
て
し
ば
し
ば
使
わ
れ
て
い
た
が（
１
）、
古
代
に
お
け
る
天
皇
・
王
臣
・
貴
族
た
ち
の
場
合
、
一
貫
し

て
「
放
鷹
」
と
い
う
用
語
を
使
っ
て
い
る
。
弘
仁
二
年（
八
一
一
）成
立
の
『
新
修
鷹
経
』
に
お
い
て
も
「
放
鷹
」
の
表
現

を
用
い
て
い
る
。
中
世
に
お
い
て
も
公
家
社
会
で
は
こ
の
用
語
で
あ
っ
て
、「
鷹
狩
」
と
い
う
言
葉
は
在
地
武
士
・
一
般

庶
人
で
広
く
用
い
ら
れ
、
鎌
倉
幕
府
は
「
鷹
狩
停
止
令

4

4

4

4

4

」
の
よ
う
に
鷹
狩
4

4

を
多
用
し
て
い
る
。
室
町
幕
府
お
よ
び
江
戸
幕

府
で
は
「
放
鷹
」
を
使
う
が
、
戦
国
大
名
は
「
鷹
狩
」、
ま
た
「
鷹
野
」
を
用
い
て
い
た
。
本
論
文
で
は
古
代
に
お
け
る
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天
皇
・
王
臣
な
ど
に
限
定
し
て
「
放
鷹
」
を
用
い
、
通
常
は
鷹
狩
と
い
う
用
語
を
使
う
こ
と
に
し
て
い
る
。

　

本
章
に
関
す
る
先
行
研
究
は
典
拠
と
す
る
文
献（
六
国
史
・
類
聚
国
史
・
政
事
要
略
・
日
記
・
和
歌
集
・
物
語
等
）が
豊
富
な

こ
と
も
あ
っ
て
進
ん
で
い
る
と
い
え
よ
う
。『
放
鷹
』
の
内
容
と
は
異
な
る
観
点
か
ら
取
組
ま
れ
た
研
究
者
に
は
、
弓
野

正
武
氏
・
林
陸
朗
氏
・
榎
村
寛
之
氏
・
秋
吉
正
博
氏
等
が
い
る
。
ま
た
、
古
代
律
令
国
家
の
鷹
制
度
は
隋
・
唐
な
ど
の
鷹

坊
制
度
の
影
響
を
受
け
て
い
た
こ
と
は
想
定
で
き
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
、
今
村
与
志
雄
氏
の
研
究
は
大
い
に
参
考
に
な

る（
２
）。
従
っ
て
本
章
に
お
い
て
は
、
先
行
研
究
に
学
び
な
が
ら
、
そ
れ
ら
の
論
旨
と
重
複
す
る
こ
と
は
避
け
、
私
は
別

な
観
点
に
立
っ
て
、
以
下
の
三
節
に
分
け
て
古
代
放
鷹
を
考
察
し
た
い
。
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
、
本
論
文
の
主
題
―
中
世

鷹
狩
史
の
研
究
―
上
の
展
望
と
課
題
を
考
え
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　

展
望
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。

①（
第
一
節
）桓
武
・
嵯
峨
両
天
皇
の
時
代
に
お
け
る
放
鷹
流
行
と
王
臣
・
六
衛
府
官
人
の
養
鷹
熱
は
中
世
鷹
狩
の
原
形
を

か
た
ち
づ
く
っ
て
行
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

②（
第
二
節
）『
新
修
鷹
経
』
の
頒
布
は
厖
大
な
質
量
を
も
つ
中
世
鷹
書
の
原
典
と
な
り
、
た
え
ず
顧
み
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
と
推
量
さ
れ
る
。
鷹
書
の
原
型
は
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
考
察
し
た
い
。

③（
第
三
節
）天
皇
の
「
野
行
幸
」
と
い
う
儀
礼
は
な
ぜ
大
規
模
に
な
っ
た
の
か
。「
野
行
幸
」
と
同
様
の
意
図
を
も
っ
た

鷹
狩
は
中
世
・
天
下
統
一
権
力
に
引
き
継
が
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
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ま
た
、
大
臣
家
大
饗
に
「
鷹
飼
渡
」
が
行
わ
れ
る
の
は
な
ぜ
か
。
貴
人
に
鷹
を
披
露
す
る
と
い
う
の
は
ど
ん
な
意
味

を
も
つ
の
か
。
そ
れ
ら
は
中
世
に
ど
の
よ
う
に
引
き
継
が
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。

注（
１
）　

徳
川
将
軍
家
の
場
合
は
政
治
的
意
図
を
も
っ
て
か
、「
放
鷹
」
の
語
を
多
用
し
て
い
る
。
統
一
権
力
者
の
権
威
の
表
現
が
「
放
鷹
」

と
い
う
用
語
に
は
こ
め
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

（
２
）①
今
村
与
志
雄
氏
に
は
、

　
　
　

		「
唐
代
の
鷹
狩
に
つ
い
て（
上
）・（
下
）」　

　
　
　
　

一
九
六
三（
昭
和
三
十
八
）・
一
九
六
四（
昭
和
三
十
九
）年　

東
京
都
立
大
学
『
人
文
学
報
』（
36
）・（
42
）が
あ
っ
て
、
次
の

よ
う
な
内
容
が
見
え
て
い
る
。

　
　

・
白
楽
天
・
杜
甫
・
王
建
な
ど
の
詩
文
、
新
唐
書
、
遼
史
、
あ
る
い
は
マ
ル
コ
ポ
ー
ロ
の
見
聞
録
等
々
を
博
捜
し
て
、
唐
代
を
中
心
と
し
た

放
鷹
史
を
論
じ
て
い
る
。
鷹
・
鶻
・
鷂
な
ど
の
名
産
地
や
ト
ル
コ
・
西
域
な
ど
の
鷹
狩
に
つ
い
て
も
詳
し
い
。

　
　

・
唐
の
皇
帝
が
海
東
青（
遼
東
か
ら
ア
ム
ー
ル
河
流
域
に
至
る
東
シ
ベ
リ
ア
地
方
産
の
名
鷹
）の
貢
上
を
求
め
た
事
例
も
取
上
げ
て
い
る
。

　
　

・
長
安
城
都
に
は
鷹
商
人
の
店
舗
が
在
っ
て
鷹
に
耽
溺
す
る
人
民
に
売
り
さ
ば
い
て
い
た
、
と
も
み
え
る
。

　
　

・「
鷹
狩
文
献
」（
鷹
書
）に
関
し
て
は
『
鷹
経
』、『
鷹
賦
』
な
ど
が
、
我
国
に
伝
え
ら
れ
た
こ
と
に
言
及
し
て
い
る
。

　
　

②	

弓
野
正
武
氏
に
は
、（
ア
）「「
鷹
飼
渡
」
と
下
毛
野
氏
」　

―
古
代
に
於
け
る
一
行
事
と
下
毛
野
氏
の
系
譜
に
つ
い
て
―　
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一
九
七
六（
昭
和
五
十
一
）年
三
月
『
史
観
』
93
号
、（
イ
）「
平
安
時
代
の
鷹
狩
に
つ
い
て
」
一
九
七
八（
昭
和
五
十
三
）年
五
月

『
民
衆
史
研
究
』
第
16
号
、（
ウ
）「
古
代
養
鷹
史
の
一
側
面
」
一
九
八
四（
昭
和
五
十
九
）年
九
月
『
律
令
制
と
古
代
社
会
』
竹
内

理
三
先
生
喜
寿
記
念
論
文
集
刊
行
会
な
ど
が
あ
る
。
弓
野
氏
の
研
究
成
果
に
学
ぶ
こ
と
は
多
い
が
、
特
に
古
代
に
と
ど
ま
ら
ず
、

中
世
鷹
狩
史
へ
つ
な
が
っ
て
行
く
要
素
が
い
く
つ
か
あ
る
こ
と
に
気
付
か
さ
れ
る
。

　
　

③	
林
陸
朗
氏
に
は
、「
桓
武
天
皇
と
遊
猟
」
一
九
八
七（
昭
和
六
十
二
）年
『
栃
木
史
学
』
創
刊
号
が
あ
っ
て
、
長
岡
・
平
安
両
京

の
造
都
と
蝦
夷
征
伐
を
推
進
す
る
天
皇
が
新
都
周
辺
で
頻
繁
に
放
鷹
を
続
け
て
い
た
こ
と
を
論
じ
て
い
る
。

　
　

④	

榎
村
寛
之
氏
の
「
野
行
幸
の
成
立
―
古
代
の
王
権
儀
礼
と
し
て
の
狩
猟
の
変
質
―
」
一
九
九
三
年（
平
成
五
）『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』

141
号
は
大
規
模
な
「
野
行
幸
」
の
史
的
意
義
を
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。

　
　

⑤	

秋
吉
正
博
氏
の（
ア
）『
日
本
古
代
養
鷹
の
研
究
』
二
〇
〇
四（
平
成
十
六
）年
二
月　

思
文
閣
出
版
は
、
律
令
国
家
の
養
鷹
制
度

を
克
明
に
論
じ
て
お
り
、（
イ
）「『
新
修
鷹
経
』
の
構
成　

―
「
鷹
賦
」
と
の
関
係
―　

二
〇
〇
五（
平
成
十
七
）年
三
月　

八
洲

学
園
大
学
紀
要
と
と
も
に
、
古
代
放
鷹
史
に
と
っ
て
不
可
欠
の
研
究
成
果
と
考
え
ら
れ
る
。
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第
一
節　
　

桓
武
天
皇
と
王
臣
の
養
鷹

　

中
世
の
鷹
狩
史
が
こ
れ
ま
で
体
系
的
に
把
握
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
に
対
比
す
れ
ば
、
古
代
放
鷹
史
は
或
る
程
度
、
整

序
さ
れ
、
か
つ
「
平
安
文
学
」
や
「
貴
族
の
日
記
」
な
ど
に
数
多
く
取
り
上
げ
ら
れ
て
お
り
、
理
解
が
進
ん
で
い
る
と
い

え
よ
う
。「
六
国
史
」
や
「
類
聚
国
史
」
な
ど
に
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
大
い
に
作
用
し
て
い
る
。

　

放
鷹
術
の
渡
来
以
降
、
天
皇
の
遊
猟
に
使
わ
れ
る
鷹
の
調
養
は
し
だ
い
に
重
要
視
さ
れ
て
、
律
令
制
定
時
に
は
兵
部
省

放
鷹
司
下
に
鷹
養
戸
十
七
戸
が
定
め
ら
れ
た
。
こ
れ
は
中
国（
隋
・
唐
）に
お
け
る
鷹
坊
制（
１
）に
な
ら
っ
た
も
の
と
い
え
る
。

こ
の
放
鷹
司
は
天
平
宝
字
二
年（
七
五
八
）に
主
鷹
司
と
改
称
さ
れ
た
。

　

奈
良
時
代
に
は
鎮
護
国
家
の
仏
教
が
隆
盛
で
あ
り
、
戒
律
に
よ
っ
て
殺
生
は
禁
止
さ
れ
、
ま
た
女
帝
が
続
い
た
こ
と
も

相
俟
っ
て
、
天
皇
の
放
鷹
は
停
滞
し
て
い
た
。
他
方
、
長
屋
王
・
橘
奈
良
麿
・
大
伴
家
持
な
ど
の
王
臣
・
貴
族
た
ち
の
中

に
は
放
鷹
を
好
む
者
も
お
り
、
階
層
的
か
つ
地
域
的
に
流
行
す
る
動
き
に
対
し
て
、
詔
勅
や
太
政
官
府
に
よ
っ
て
養
鷹
禁

制
が
出
さ
れ
た
。
こ
れ
を
一
覧
表
に
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
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記
号

年
・
月
・
日

西
暦

天
皇

勅
・
符

典　
　
　
　
　

拠

ア

神
亀
五
・
八
・
甲
午

七
二
八

聖
武

詔

続
日
本
紀

イ

宝
亀
四
・
正
・
十
六

七
七
三

光
仁

騰
勅
符

三
代
格

ウ

延
暦
十
四
・
三
・
辛
未

七
九
五

桓
武

勅

日
本
紀
略

エ

延
暦
二
十
三
・
十
・
二
十
三

八
〇
四

桓
武

勅

日
本
後
紀

オ

大
同
三
・
九
・
二
十
三

八
〇
八

平
城

太
政
官
符

三
代
格

カ

弘
仁
八
・
九
・
二
十
三

八
一
七

嵯
峨

宣
旨

政
事
要
略

キ

斉
衡
二
・
四
・
十

八
五
五

文
徳

勅

日
本
文
徳
実
録

ク

貞
観
元
・
八
・
十
三

八
五
九

清
和

太
政
官
符

（
類
従
三
代
格

		

日
本
三
代
実
録
）

ケ

貞
観
五
・
三
・
十
五

八
六
三

清
和

太
政
官
符

（
三
代
格

		

日
本
三
代
実
録
）

コ

貞
観
八
・
十
・
二
十

八
六
六

清
和

日
本
三
代
実
録

〔
養
鷹
禁
制
〕
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ひ
と
口
に
養
鷹
禁
制
と
い
っ
て
も
、
内
容
的
に
は
軽
重
の
差
が
あ
る
し
、
適
用
範
囲
や
目
的
に
も
違
い
が
読
み
取
れ
る
。

た
と
え
ば
、
ア
は
「
朕
有
レ
所
レ
思
不
レ
欲
二
養
鷹
一
、
天
下
之
人
亦
宜
レ
勿
レ
養
」
と
あ
っ
て
、
聖
武
天
皇
自
身
が
養
鷹
を

欲
し
な
い
ゆ
え
に
、
天
下
の
人
も
ま
た
養
鷹
す
る
な
か
れ
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
イ
に
お
い
て
も
、
こ
の
方
針
は
受
け
つ

が
れ
て
い
る
が
、
ウ
に
な
る
と
「
禁
私
鷹
」
と
い
う
変
化
が
み
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
放
鷹
を
好
む
天
皇
や
太
政
官
な
ど
の

公
許
を
得
な
い
養
鷹
が
禁
止
さ
れ
て
い
く
。
そ
し
て
、
私
養
鷹
を
禁
じ
な
が
ら
一
方
で
は
特
許
を
与
え
た
人
々
の
も
と
に

鷹
の
調
養
が
流
行
す
る
と
い
う
結
果
に
つ
な
が
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
具
体
例
を
上
げ
て
検
討
し
よ
う
。

Ａ　

太
政
官
符

　
　
　

應
レ
禁
ヴ

断
飼
二
鷹
鸇
一
事

　

	

右
𢮦
二
案
内
一
、
太
政
官
去
寶
亀
四
年
正
月
十
六
日
下
二
弾
正
臺
左
右
京
職
五
畿
内
七
道
諸
國
一
騰　

勅
符
偁
、
養
カ
フ
ヿ
ハレ
鷹

者
先
旣
禁
断
、
頃
年
以
來
無
レ
事
棄
レ
日
、
時
蹔
遊
覧
、
①
特
聴
二
一
二
陪
侍
者
一
令
レ
得
レ
養
、
欲
レ
送
二
無
絢
之
餘
景
一
、

實
非
二
几
庶
之
通
務
一
、
如
聞
、
②
京
畿
諸
國
郡
司
百
姓
及
王
臣
子
弟
、
或
詐
稱
二
特
聴
一
、
或
假
二
勢
侍
臣
一
、
③
爭
養

二
鷹
鸇
一
、
競
馳
二
郊
野
一
、
允マ
コ
トニ

違
二
禁
制
一
、
理
湏
二
懲
粛
一
、
所
司
承
知
、
嚴
加
二
禁
断
一
、
莫
レ
令
二
更
然
一
、
若
犹

不
レ
改
者
、
六
位
已
下
不
レ
論
二
蔭
贖
一
科
二
違
勅
罪
一
、
五
位
已
上
録
レ
名
言
上
者
、
被
二
右藤
内
丸大臣

宣
一
偁
、
奉
レ
勅
、
私

飼
二
鷹
鸇
一
已
經
二
禁
断
一
、
今
一
切
欲
レ
制
、
④
事
不
レ
獲
レ
已
、
冝
下
聴
二
親
王
及
觀
察
使
已
上
并
六
衛
府
次
官
以
上
一

特
令
上
レ
得
レ
飼
、
⑤
但
馳
ん

逐
田
畝
一
損
ん

傷
民ナ
リ
ハ
ヒ
ヲ産一
之
類
一
、
令
二
所
司
録
レ
名
言
上
一
、
其
所
レ
聴
人
等
太
政
官
給
二
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随
身
ノ
驗
シ
ル
シ
ヲ

一
所
、
由
レ
加
二
檢
校
一
然
後
聴
レ
飼
、
若
無
二
官
驗
一
輙
飼
レ
鷹
者
、
⑥
六
位
已
下
禁
レ
身
副
レ
鷹
進
上
、
五
位

已
上
録
レ
名
言
上
、
阿
容
不
レ
言
者
同
科
二
違
勅
罪
一
、

　
　
　

大（八
〇
八
）

同
三
年
九
月
廿
三
日

（『
類
従
三
代
格
』
巻
十
九　

禁
制
事
）

　

こ
れ
は
後
述
す
る
よ
う
に
、
放
鷹
を
好
ん
だ
桓
武
天
皇
の
時
代
直
後
の
状
況
を
反
映
し
た
政
策
で
あ
る
こ
と
に
注
意
し

た
い
。
①
「
一
二
陪
侍
者
」
に
特
に
養
鷹
を
聴ゆ
る

し
た
け
れ
ど
も
、
も
は
や
お
さ
え
き
れ
な
く
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
②

七
道
諸
国
に
こ
の
政
策
を
施
行
し
た
い
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
特
に
「
京
畿
諸
国
」
の
王
臣
子
弟
は
も
と
よ
り
郡
司

百
姓
ま
で
が
、
特
許
を
得
て
い
る
と
詐
称
し
た
り
、
あ
る
い
は
権
勢
者
の
威
を
借
り
て
競
っ
て
養
鷹
を
し
て
い
る
現
状
で

あ
る
。
③
に
お
い
て
注
意
す
べ
き
は
、
鷹（
オ
オ
タ
カ
）と
鸇（
ハ
ヤ
ブ
サ
＝
隼
）の
語
の
こ
と
で
あ
る
。
狩
猟
能
力
で
は
鸇
の

方
が
急
降
下
す
る
速
さ
や
飛
翔
中
の
諸
鳥
を
蹴
落
す
力
が
秀
れ
て
い
る
と
い
う
。
中
国
の
皇
帝
が
希
求
し
て
や
ま
な
か
っ

た
海
東
青
と
は
鸇
の
こ
と
だ
っ
た
と
す
る
説
が
あ
る
。「
鷹よ
う
せ
ん鸇
」
は
熟
語
と
し
て
大
陸
・
半
島
の
慣
用
語
で
あ
っ
た
と
思

わ
れ
る
。

　

④
天
皇
及
び
太
政
官
な
ど
が
鷹
鸇
を
独
占
す
る
こ
と
は
難
し
か
っ
た
ら
し
い
。「
親
王
及
観
察
使
」
や
「
六
衛
府
次
官

以
上
」
な
ど
に
は
、
特
に
飼
養
を
許
し
て
い
る
。
か
れ
ら
は
こ
の
政
策
を
厳
重
に
施
行
す
る
立
場
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

観
察
使
は
こ
の
政
策
を
打
出
し
た
平
城
天
皇
の
時
に
限
っ
て
参
議
の
代
わ
り
に
置
か
れ
た
令
外
官
で
あ
り
、
上
級
官
人
で
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あ
る
。
畿
内
七
道
に
派
遣
さ
れ
て
、
国
司
の
治
政
を
監
察
し
た
。
六
衛
府
は
左
右
近
衛
府
・
左
右
衛
門
府
・
左
右
兵
衛
府

の
総
称
で
あ
り
、
平
安
初
期
に
成
立
し
た
。
六
衛
府
官
人
の
養
鷹
が
特
に
許
さ
れ
て
い
る
点
は
注
目
し
た
い
。
六
衛
府
官

人
は
後
述
す
る
野
行
幸
と
大
臣
家
大
饗
に
深
く
関
わ
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

⑤
～
⑥
こ
こ
で
最
も
警
戒
す
べ
き
こ
と
は
、
こ
れ
ら
六
衛
府
官
人
の
調
鷹
と
鷹
狩
の
横
行
に
つ
い
て
で
あ
っ
た
。
平
安

京
の
郊
外
は
極
め
て
恵
ま
れ
た
猟
野
で
あ
っ
た
か
ら
、
鷹
狩
に
よ
っ
て
田
畝
を
荒
し
、
民
産
を
損
傷
す
る
お
そ
れ
が
あ
っ

た
。
調
鷹
の
許
可
証
は
随
身
の
験
を
検
定
し
た
の
ち
に
付
与
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
こ
の
手
続
き
を
経
な
い
時
は
厳
罰
に

処
す
と
し
た
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
か
れ
ら
衛
門
府
官
人
は
国
家
の
中
枢
に
お
い
て
警
察
裁
判
を
担
当
す
る
検
非
違
使
庁
の
構
成
員
で
も

あ
っ
て
、
常
に
宮
廷
の
儀
礼
上
も
不
可
欠
の
存
在
と
な
っ
て
い
っ
た
。
競
馬
・
相
撲
・
賭
弓
な
ど
と
並
ん
で
、
天
皇
の
放

鷹
や
大
饗
の
鷹
飼
渡
に
関
与
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
で
は
、
親
王
・
王
臣
に
対
す
る
養
鷹
の
許
可
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。『
日
本
三
代
実
録
』
に

次
の
よ
う
な
例
が
あ
る
。

　

Ｂ	

、（
貞（
八
六
〇
）

観
二
年
閏
十
月
）四
日
庚
戌
、
詔
二
二
品
行
①
兵
部
卿
忠
良
親
王
一
、
聽
下
以
二
私
鷹
二
聯
一
、
狩
②

中
五
畿
内
國
禁

野
邊
上
、

　

Ｃ	

、（
貞
観
二
年
十
一
月
）三
日
己
卯
、
詔
二
参
議
正
三
位
行
右
衛
門
督
①
源
朝
臣
融
一
②
賜
二
大
和
國
宇
陀
野
一
、
為
二
臂
レ
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鷹
從
レ
禽
之
地
一
、

　

D	

、（
貞
観
三
年
二
月
五
日
己
巳
）　

詔
二
大
納
言
正
三
位
兼
行
右
近
衛
大
將
源
朝
臣
定
一
、
聴
下
以
二
①
私
鷹
鷂
各
二
聯
一
遊

ん

獦
②
山
城
、
河
内
、
和
泉
、
攝
津
等
國
禁
野
之
外
一
、

　

Ｅ	

、（
貞
観
八
年
十
一
月
廿
九
日
庚
午
）是
日
、
勅
聽
三
二
品
仲
野
親
王
養
二
鷹
三
聯
、
鷂
一
聯
一
、
正
三
位
行
中
納
言
陸
奥

出
羽
按
察
使
源
朝
臣
融
鷹
三
聯
、
鷂
二
聯
、
從
五
位
下
行
内
膳
正
連
扶
王
鷹
一
聯
、
從
五
位
上
行
丹
波
權
守
坂
上
大

宿
祢
貞
守
鷹
一
聯
、
從
五
位
下
行
近
江
權
大
掾
安
倍
朝
臣
三
寅
鷹
三
聯
、

　

以
上
に
つ
い
て
若
干
の
説
明
を
加
え
た
い
。

Ｂ
、
①
忠
良
親
王
は
貞
観
八
年（
八
六
六
）に
も
「
鷹
二
聯
、
鷂
二
聯
」
の
調
養
を
許
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
②
五
畿
内
国

に
所
在
す
る
禁
野（
天
皇
の
猟
野
）辺
り
で
の
鷹
狩
を
認
め
ら
れ
て
い
る
。
Ｄ
②
と
対
比
し
て
明
ら
か
な
よ
う
に
「
禁
野

之
外
」
で
は
な
く
「
禁
野
邊
」
で
あ
る
と
い
う
待
遇
を
受
け
た
こ
と
が
分
か
る
。

Ｃ
、
①
源
融
は
嵯
峨
天
皇
の
皇
子
で
臣
籍
に
降
下
し
た
。
同
じ
く
皇
子
の
左
大
臣
源
信
は
「
鷹
三
聯
、
鷂
二
聯
」
を
許
さ

れ
て
い
る（『
日
本
三
代
実
録
』
貞
観
八
年
十
一
月
十
八
日
条
）。
②
源
融
は
禁
野
と
し
て
、
大
和
国
宇
陀
野
そ
の
も
の
を
下

賜
さ
れ
て
い
る
。「
臂
鷹
」
と
あ
っ
て
、
源
融
が
自
ら
放
鷹
し
て
い
た
さ
ま
が
想
像
で
き
よ
う
。

Ｅ
、
に
お
け
る
皇
族
・
貴
族
五
名
に
許
さ
れ
た
鷹
は
計
十
一
聯
、
鷂
は
三
聯
を
か
ぞ
え
る
。
い
っ
た
い
、
こ
れ
ら
の
鷹
・
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鷂
な
ど
は
ど
の
よ
う
に
し
て
兵
部
省
主
鷹
司
ま
た
蔵
人
所
鷹
飼
に
よ
っ
て
飼
育
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

二
つ
の
方
策
が
講
じ
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
第
一
は
良
鷹
の
産
地
の
国
司
か
ら
貢
上
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ

し
て
第
二
に
は
畿
内
国
近
辺
に
お
い
て
巣
鷹
を
確
保
し
た
り
、
成
鳥
を
罠
に
掛
け
て
捉
え
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
次
の
史
料

に
よ
っ
て
、
こ
の
状
況
が
分
か
る
。

　

Ｆ
、
太
政
官
符

　
　
　
　

応
禁
制
養
鷹
鷂
事

　
　

	

右
右
大
臣
宣
、
奉
レ
勅
ヲ
、
①
例
貢
御
鷹
停
止
既
訖
、
宜
下
亦
禁
制
中
②
下
二
飼
巣
鷹
一
并

上
網
二
捕
鷹
一
等
、
又
無
心
之
輩
、

③
寄
二
事
ヲ
貢
御
に
妄
放
二
喩
牒
一
、
費
二
公
乗
一
、
若
有
二
此
類
一
禁
レ
身
言
上
、

　
　
　
　

貞（
八
五
九
）

観
元
年
八
月
十
三
日

　

Ｇ	

、（
貞
観
五
年
三
月
十
五
日
丁
丑
）是
日
、
①
禁
三
諸
國
牧
宰
私
養
二
鷹
鷂
一
、
先
レ
是
、
貞
観
元
年
八
月
、
頒
ん

下　

詔
命
一
、

不
レ
貢
二
御
鷹
一
、
②
亦
制
二
國
司
養
レ
鷹
逐
ン

鳥
、
或
聞
、
③
多
養
二
鷹
鷂
一
、
尚
好
二
殺
生
一
、
故
以
獵
徒
縱
ん

横
部
内

一
、
故
重
制
焉
、
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（『
類
従
三
代
格
』
後
篇

巻
第
十
九　

禁
制
事

）

　

Ｆ
、①
は
国
々
か
ら
定
例
の
「
御
鷹
」
が
貢
上
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る（
２
）。
②
「
下
飼
」
は
「
下
ろ
し
飼
い
」

と
読
む
の
で
あ
ろ
う
。「
巣
お
ろ
し
の
鷹
」
と
い
う
表
現
が
あ
る
。
②
ま
で
を
禁
じ
た
の
は
Ｇ
①
に
明
ら
か
な
よ
う
に
諸

国
の
国
司
を
対
象
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
な
お
、こ
こ
に
見
え
る
「
御
鷹
」
と
い
う
言
葉
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

摂
関
期（
十
世
紀
～
十
一
世
紀
後
半
）に
成
立
の
「
侍
中
群
要
」（『
続
々
群
書
類
従
』
第
七　

法
政
部
）に
よ
れ
ば
、「
臨
時
雑
事
」

の
項
に
「
御
覧
御
馬
・
御
覧
鵜
」
と
共
に
、「
御
覧
御
鷹
」
が
あ
り
、「
此
時
侍
臣
臂
レ
之
参
二
御
前
一
御
覧
之
後
召
二
御
鷹

飼
等
一
各
令
二
分
給
一
」
と
伝
え
て
い
る
。
こ
れ
は
、
天
皇
が
天
皇
に
進
献
さ
れ
た
御
鷹
を
御
覧
に
な
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
天
皇
の
鷹
以
外
に
「
御
」
と
い
う
尊
称
は
付
け
な
い
の
が
原
則
で
あ
っ
た
。

　

Ｆ
、
③
の
よ
う
に
「
御
鷹
」
の
貢
上
に
事
寄
せ
て
、
駅
馬
を
利
用
し
て
い
る
者
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
、

Ｇ
、
②
は
国
司
の
養
鷹
と
鷹
狩
を
制
禁
し
て
い
る
が
、
国
司
以
外
の
在
地
勢
力
な
ど
が
③
の
よ
う
に
、「
殺
生
を
好
む
」

と
指
摘
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
「
猟
徒
」
が
地
方
に
増
長
し
て
い
る
と
い
う
。
あ
た
か
も
、
天
皇
・
貴
族
の
放
鷹
は
遊

猟
ま
た
儀
礼
で
あ
っ
て
、
在
地
の
鷹
狩
は
殺
生
と
断
じ
て
い
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　

と
こ
ろ
で
、
以
上
の
Ａ
～
Ｇ
は
九
世
紀
初
頭
の
平
城
天
皇
期
か
ら
九
世
紀
後
半
期
・
清
和
天
皇
の
在
位
期
に
及
ぶ
史
料

で
あ
る
。
天
皇
は
平
城
―
嵯
峨
―
淳
和
―
仁
明
―
文
徳
―
清
和
の
在
位
期
間
で
あ
り
、
律
令
国
家
再
建
期
ま
た
弘
仁
・
貞

観
文
化
の
時
代
に
当
た
る
。
そ
し
て
、
こ
の
期
間
の
放
鷹
の
あ
り
よ
う
に
最
も
決
定
的
な
影
響
を
与
え
た
の
は
桓
武
天
皇
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（
在
位	

天七
八
一応
元
―
大八
〇
六同
元
）で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
前
掲
・
林
陸
朗
氏
論
文
及
び
村
尾
次
郎
氏
『
桓

武
天
皇
』（
人
物
叢
書
・
吉
川
弘
文

館
・
昭
和
三
十
八
年

）に
譲
り
た
い
が
、
こ
こ
で
は
最
も
特
徴
的
な
点
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
い
。

　

桓
武
天
皇
が
よ
ほ
ど
の
鷹
好
き
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
醍
醐
天
皇（
在
位	

寛八
九
七平
九
―
延九
三
〇長
八
）が
、
新
帝
・
宇
多
天
皇（
在
位	

仁八
八
七和
三
―
寛八
九
七平
九
）に
与
え
た
「
寛
平
遺
誡
」
に
次
の
よ
う
に
伝
え
ら
れ
て
い
て
明
ら
か
で
あ
る
。

　

延え
ん
り
ゃ
く暦の
帝
王
は
、
日
ご
と
に
南な

殿で
ん

の
帳
み
ち
や
うの
中
に
御
お
は
し
まし
て
、
政
務
の
後
に
、
衣い
く
わ
ん冠
を
解と

き
脱ぬ

ぎ
て
、
臥
し
起
き
飲お
ん
じ
き食
し

た
ま
ひ
き
、
ま
た
鷹た
か
つ
か
さ司の

御
鷹
を
呼
び
餌く
ら
はし

め
た
ま
ひ
き
、
或
時
は
御
お
ほ
む
て
つ
か

手
ら
觜
く
ち
は
し

爪つ
め

等ら

の
好
む
べ
き
も
の
を
作
り
た
ま

ひ
き
、（
３
）

（
『
古
代
政
治
社
会
思
想
』

日
本
思
想
・
岩
波
書
店

）

　

鷹
司
は
近
衛
府
に
属
す
る
養
鷹
の
職
の
こ
と
で
あ
る
。
鷹た
か

鳥と

屋や

で
飼
養
す
る
鷹
の
嘴
や
爪
は
、
小
刀
で
適
度
に
削
っ
て

整
形
す
る
必
要
が
あ
っ
て
、
素
人
で
は
無
理
で
あ
る
。
従
っ
て
、
桓
武
天
皇
は
鷹
術
に
秀
で
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

桓
武
天
皇
の
放
鷹
回
数
は
歴
代
天
皇
の
中
で
も
随
一
と
い
え
よ
う
か
。『
類
従
国
史
』（
巻
三
十
二
・
天
皇
遊
猟
）に
よ
れ
ば
、

合
計
一
二
八
回
に
及
び
、特
に
延
暦
十
一
年（
七
九
二
）に
十
四
回
、十
二
年
に
十
三
回
、十
三
年
は
十
三
回
、十
四
年
・
十
回
、

十
五
年
・
十
三
回
、
十
六
年
・
十
五
回
、
そ
し
て
十
七
年
に
は
十
一
回
を
か
ぞ
え
る
。
延
暦
十
三
年（
七
九
四
）十
月
は
平

安
京
遷
都
が
実
現
し
、
同
十
六
年（
七
九
七
）十
一
月
に
は
坂
上
田
村
麻
呂
を
征
夷
大
将
軍
に
任
命
し
て
い
る
。
こ
の
「
軍
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事
と
造
作（
都
）」
と
い
う
大
事
業
と
放
鷹
は
切
離
し
て
評
価
す
べ
き
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。

　

さ
ら
に
桓
武
天
皇
の
遊
猟
先
を
み
る
と
、
山
城
国
で
は
大
原
野（
乙
訓
郡
）・
栗
前
野（
久
世
郡
）・
北
野（
葛
野
郡
）・
日
野（
宇

治
郡
）、
摂
津
国
で
は
水
生
野（
島
上
郡
）、
河
内
国
の
交
野（
交
野
郡
）な
ど
で
合
計
八
十
八
回
に
及
ぶ
。
そ
の
遊
猟
の
つ
ど
、

桓
武
天
皇
は
有
力
貴
族
を
率
い
て
行
き
忠
誠
を
誓
わ
せ
た
り
、
臣
下
に
位
階
や
賜
物
を
遣
わ
し
、
ま
た
、
国
司
・
郡
司
ら

の
貢
献
を
受
け
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

次
の
史
料
は
そ
の
一
端
に
す
ぎ
な
い
が
、
百
済
王
家
を
処
遇
し
て
い
る
点
で
注
目
さ
れ
よ
う
。

（
延
暦
十
年（
七
九
一
））

　

○（
九
月
）廿
二

庚
辰
、（
九
月
）廿
二
、
下
野
ノ
守
正
五
位
上
百
済
王
俊
哲
ヲ
為
ス二
兼
陸
奥
鎮
守
将
軍
と　

○
冬
十
月戌
子
朔丁

酉
、
行
ん

幸
シ
テ
交

野
に

、
放
テ

鷹
ヲ
遊
猟
ス
、
以
で

右［
継
縄
］

大
臣
ノ
別
業
を

為
ス二
行
宮
と　

○
己十
二

亥
、
右
大
臣
率
ヒ
テ

二
百
済
ノ
王
等
を

、
奏
セ
シ
ム

二　

百
済

ノ
楽
を

、
授
ぶ

正
五
位
下
藤
原
ノ
朝
臣
乙
鮎
ニ
従
四
位
下
を

、
従
五
位
下
百
済
ノ
王
玄
風
、
百
済
ノ
王
善
貞
ニ
並
ニ
従
五
位
上
、

従
五
位
下
藤
原
朝
臣
浄
子
ニ
正
五
位
下
、
正
六
位
上
百
済
ノ
王
貞
孫
ニ
従
五
位
下　

○
庚十
三

子
、
車
駕
還
宮　

○
壬廿
五

子
、
仰

ぜ
テ
東
海
、
東
山
二
道
ノ
諸
国
に
令
レ
作
ラ二
征
箭
三
万
四
千
五
百
餘
具
を

、
♂

（「
続
日
本
紀
」

巻
四
十　

）

　

交
野
は
桓
武
天
皇
の
外
戚
・
百
済
王
氏
の
本
拠
地
で
あ
っ
た
。
我
国
に
放
鷹
術
を
も
た
ら
し
た
百
済
王
の
末
裔
た
ち
の

58

第二章　天皇の放鷹



中
に
は
、
好
ん
で
鷹
を
飼
い
馴
ら
す
者
が
い
た
で
あ
ろ
う
。
右
の
史
料
に
見
え
る
百
済
王
家
の
人
々
へ
の
叙
任
が
放
鷹
の

と
き
に
行
わ
れ
て
い
た
事
情
が
察
せ
ら
れ
よ
う
。
ま
た
、
交
野
の
行
宮
に
お
い
て
百
済
楽
を
奏
さ
せ
た
と
あ
る
が
、
後
節

で
触
れ
る
「
放
鷹
楽
」
の
先
蹝
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。

　

頻
繁
な
桓
武
天
皇
の
放
鷹
が
「
軍
事
と
造
作
」
と
同
時
期
に
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
の
意
味
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

両
事
業
と
も
に
権
力
の
命
運
を
か
け
た
も
の
で
あ
る
が
、
桓
武
天
皇
は
国
家
の
中
枢
を
猟
野
に
動
員
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

権
威
を
誇
示
し
大
都
城
に
近
接
し
た
地
域
の
衆
庶
を
刮
目
さ
せ
た
で
あ
ろ
う
。
猟
野
と
行
宮
に
従
う
王
臣
・
官
人
と
そ
の

鷹
飼
・
犬
飼
た
ち
も
鷹
を
臂
に
据
え
狩
犬
を
牽
き
連
れ
て
い
た
ろ
う
。

　

と
こ
ろ
で
、
次
に
取
上
げ
た
「
坂
上
田
村
麻
呂
薨
伝（
弘（
八
一
一
）

仁
二
年
）」
に
は
、
か
れ
が
桓
武
天
皇
の
放
鷹
に
も
扈
従
し
て

い
た
こ
と
を
推
察
さ
せ
る
、
次
の
よ
う
な
一
文
が
み
え
て
い
る
。

　

○
丙廿
三（
五
月
）

辰
、
大
納
言
正
三
位
兼
右
近
衛
大
将
兵
部
卿
坂
上
田
村
麻
呂
薨
、
正
四
位
上
犬
養
之
孫
、
從
三
位
苅
田
麻
呂
之
子

也
、
其
先
①
阿
智
使
主
、
後
漢
霊
帝
之
曾
孫
也
、
漢
祚
遷
レ
魏
、
避
二
帯
方
一
、
譽
田
天
皇
之
代
、
卛
二
部
落
一
内
附
、
②

家
世
尚
レ
武
、
調
レ
鷹
相
レ
馬
、
子
孫
傳
レ
業
、
相
次
不
レ
絶
、
田
村
麻
呂
、
赤
面
黄
鬚
、
勇
力
過
レ
人
、
有
二
將
師
之
量

一
、
③
帝
壯
レ
之
、
延
暦
廿
三
年
拜
二
征
夷
大
將
軍
一
、
以
レ
功
叙
二
從
三
位
一
、
但
往
還
之
間
、
從
者
無
レ
限
、
人
馬
難
レ

給
、
累
路
多
レ
費
、
④
大
同
五
年
轉
二
大
納
言
一
、
兼
二
右
近
衛
大
將
一
、
頻
將
二
邊
兵
一
、
毎
レ
出
有
レ
功
、
寛
容
待
レ
士
、
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能
得
二
死
力
一
、
薨
二
于
粟
田
別
業
一
、
贈
二
從
二
位
一
、
時
年
五
十
四
、

�

（「
日
本
後
紀
」

巻
二
十
一

）

　

坂
上
田
村
麻
呂（
天七
五
八平
宝
字
二
―
弘八
一
一仁
二
）は
、
①
『
日
本
書
紀
』
が
伝
え
る
応
神
天
皇
十
五
年
条
の
阿
智
使
主（
阿
直
岐
に

同
じ
）の
子
孫
で
あ
る
と
い
う
。
阿
直
岐
は
良
馬
二
匹
を
貢
上
し
て
馬
養
に
任
じ
、
ま
た
よ
く
経
書
・
典
籍
を
読
み
、
の

ち
に
百
済
か
ら
王
仁
を
招
く
労
を
と
っ
た
と
い
う
。
②
尚
武
の
家
で
あ
り
馬
養
の
術
に
す
ぐ
れ
、
か
つ
調
鷹
を
司
っ
た
一

族
で
あ
っ
た
こ
と
は
推
測
に
難
く
な
い
。
田
村
麻
呂
の
祖
父
の
名
を
犬
養
と
い
い
、
弟
に
鷹
主
と
鷹
養
・
雄
弓
ら
が
い
る

の
も
、「
尚
武
調
養
相
馬
」
の
家
を
証
し
て
い
よ
う
。
桓
武
天
皇
の
生
涯
に
と
っ
て
ま
こ
と
に
ふ
さ
わ
し
い
武
芸
の
家
で

あ
り
、
③
そ
れ
ゆ
え
、
田
村
麻
呂
こ
そ
征
夷
大
将
軍
に
ふ
さ
わ
し
い
と
判
断
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
征
夷
軍
に
鷹
犬
を
伴
う

一
団
の
姿
が
あ
っ
た
に
相
違
な
く
、
関
東
ま
た
陸
奥
の
地
に
お
い
て
、
鷹
狩
を
催
し
、
そ
の
獲
物
が
将
兵
の
士
気
を
高
揚

さ
せ
た
と
も
考
え
ら
れ
る（
４
）。
な
お
、
④
に
あ
る
よ
う
に
、「
右
近
衛
大
将
」
が
近
衛
府
の
鷹
飼
を
掌
握
し
て
い
た
こ
と

も
首
肯
で
き
る
。

注（
１
）　

五
坊
の
制

4

4

4

4

と
も
い
う
。
唐
の
玄
宗
皇
帝
の
開
元
初
年
に
は
設
置
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
の
組
織
は
「
鵰
・
鶻
・
鷹
・
鷂
・
狗
」
の

五
坊
か
ら
成
っ
て
い
た
。
こ
の
職
に
任
ぜ
ら
れ
た
の
は
皇
帝
側
近
の
寵
臣
や
官
宦
で
あ
っ
た
。（
今
村
与
志
雄
氏
「
唐
代
の
鷹
狩
に
つ
い

て（
上
）」『
人
文
学
報
』（
㊱
）一
九
六
三
）
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（
２
）　

源
為
憲
の
「
口
遊
」（『
続
群
書
類
従
』・
第
三
十
二
輯
上　

雑
部
）に
よ
れ
ば
、天
禄
元
年（
九
七
〇
）十
二
月
二
十
七
日
条
と
し
て
、

「
貢
鷹
期
」
を
次
の	

	

内
の
よ
う
に
記
録
し
て
い
る
。（
月
日
順
は
出
典
の
ま
ま
）

　
　
　

ま
た
、
三
善
清
行
が
延
喜
七
年（
九
〇
七
）に
ま
と
め
た
『
藤
原
保
則
伝
』（『
日
本
古
代
思
想
大
系
』
所
収
）に
は
「
権
門
の
子

の
年
来
善
き
馬
良
き
鷹
を
求
む
る
者
、猥
し
く
聚
る
こ
と
雲
の
ご
と
し
。」と
見
え
、補
注
に「
良
き
鷹
」を
次
の
よ
う
に
説
く
。『
古

事
談
』
巻
四
に
「
西
国
之
鷹
モ
賢
ク
ハ
敢
テ
信
乃
鷹
、
奥
鷹
ニ
不
レ
劣
之
物
也
」。

（
３
）　

二
条
良
基
の
「
嵯
峨
野
物
語
」（『
新
校
群
書
類
従
』・
第
十
五
巻　

鷹
部
）に
も
同
様
の
伝
聞
が
あ
る
が
、「
南
殿
の
御
帳
の
中
に

て
、
鷹
所
を
め
し
て
御
椅
子
の
う
へ
に
て
、
わ
れ
と
す
へ
さ
せ
給
て
、
爪
を
き
り
、
は
し
を
な
を
さ
せ
給
け
り
。」
と
し
て
い
る
。

（
４
）　

後
世（
鎌
倉
～
南
北
朝
期
）、『
神
道
集
』・『
真
名
本
・
曽
我
物
語
』
あ
る
い
は
『
諏
方
大
明
神
画
詞
』
な
ど
に
、
諏
訪
社
と
坂

上
田
村
麻
呂
の
深
い
結
び
つ
き
を
う
か
が
わ
せ
る
伝
承
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
諏
訪
信
仰
と
鷹
の
密
接
な
関
係
を
考
え
る

と
き
、
坂
上
田
村
麻
呂
の
存
在
を
ぬ
き
に
し
て
語
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

八
月
十
六
日　

甲
斐
国

八
月
十
二
日　

信
乃
（
マ
ゝ
）

八
月
十
三
日　

下
野
国

八
月
廿
五
日　

陸
奥

八
月
廿
九
日　

出
羽

九
月
十
日　
　

越
後
国

九
月
十
三
日　

安
芸
国

九
月
廿
四
日　

大
宰
府　
　
　
謂
之
貢

鷹
期

　

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
秋
吉
正
博
氏
は
『
日
本
古
代
養
鷹
の
研
究
』（
思
文
閣
出
版

二
〇
〇
四
年
）

に
お
い
て
、
七
～
十
世
紀
に
お
け
る
律
令
国
家
の
地
方
支
配
と
貢
鷹
制
度
を
結
び
つ

け
て
論
及
し
て
い
る
が
、
次
の
二
点
に
つ
い
て
は
触
れ
て
い
な
い
。

①
貢
鷹
の
期
日

4

4

は
各
国
衙
出
発
日
か
、
そ
れ
と
も
京
着
日
か
。

②
貢
鷹
国
は
、
そ
の
後
も
鷹
出
所
国
と
し
て
継
続
さ
れ
た
か
。

私
の
考
え
方
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

①
期
日

4

4

は
京
着
日
で
あ
ろ
う
。
巣
鷹
調
養
の
完
了
を
ま
っ
て
出
発
し
た
と
み
る
。

②
そ
の
後
も
、
中
世
に
お
い
て
も
名
鷹
の
産
地
で
あ
っ
た
。
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第
二
節　
　

嵯
峨
天
皇
と
『
新
修
鷹
経
』

　

桓
武
天
皇
の
皇
子
・
嵯
峨
天
皇（
在
位	

大八
〇
九同
四
―
弘八
二
三仁
一
四
）も
ま
た
放
鷹
を
好
ん
だ
。
生
涯
七
十
一
回
を
か
ぞ
え
る
。

猟
野
は
水
生
野
と
栗
前
野
・
北
野
が
多
い
の
は
父
帝
と
同
じ
で
あ
る
が
、
芹
川
野
が
急
に
増
え
て
い
る
。
嵯
峨
天
皇
が
我

国
放
鷹
史
上
特
筆
さ
れ
る
の
は
、
後
世
鷹
書
の
原
典
と
な
っ
た
『
新
修
鷹
経
』
を
つ
く
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　
『
新
修
鷹
経
』
に
つ
い
て
、『
嵯
峨
野
物
語
』
は
次
の
よ
う
に
伝
え
て
い
る
。

　
「
又
嵯
峨
天
皇
こ
と
に
こ
の
ま
せ
給
け
る
と
て
、
弘
仁
二
年（
八
一
一
）に
、
新
修
鷹
経
を
鷹
所
へ
出
さ
る
、
別
当
親
王

大
臣
連
署
し
て
、
是
を
天
下
に
弘
行
せ
ら
る
、」（
１
）と
あ
る
。

　
『
新
修
鷹
経
』
登
場
の
史
的
背
景
は
以
下
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
第
一
は
、
桓
武
天
皇
に
よ
る
頻
繁
な
放
鷹
に

触
発
さ
れ
て
坂
上
田
村
麻
呂
の
例
に
も
見
た
よ
う
に
、
各
階
層
で
鷹
を
飼
う
者
が
増
え
て
い
た
こ
と
に
あ
る
。
第
二
は
、

唐
の
皇
帝（
太
宗
・
玄
宗
）が
盛
ん
に
放
鷹
し
、
そ
れ
ら
が
杜
甫
の
詩
に
詠
ま
れ
て
我
国
に
伝
わ
っ
て
き
た
こ
と
に
影
響
を

受
け
た
と
考
え
ら
れ
る
。
第
三
は
、
六
朝
の
詩
賦
を
織
り
こ
ん
だ
唐
の
『
鷹
経
』
が
遣
唐
使
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
、
兵

部
省
主
鷹
司
に
よ
っ
て
学
習
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
な
ど
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
第
四
に
は
、
養
鷹
の
困
難
さ
は
鷹
好
き

な
人
々
の
悩
み
の
種
で
あ
り
、
調
鷹
術
に
収
拾
の
つ
か
ぬ
混
乱
が
生
じ
て
お
り
、
鷹
術
の
経
験
知
を
集
め
、
遣
唐
使
や
新
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羅
使
・
渤
海
使
た
ち
の
も
た
ら
す
彼
地
の
知
識
を
混
合
し
整
序
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
て
い
た
と
考
え
る
。

　

そ
れ
で
は
、先
行
研
究
で
は
ど
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
新
村
出
氏
は
『
南
蛮
更
紗
』（
東
洋
文
庫
五
九
六
）

に
お
い
て
、『
新
修
鷹
経
』
は
明
ら
か
に
唐
朝
の
旧
撰
を
襲
い
だ
も
の
で
あ
り
、
六
朝
の
詩
賦
を
も
取
っ
て
あ
る
、
と
指

摘
し
て
い
る
。
ま
た
、
秋
吉
正
博
氏
の
「『
新
修
鷹
経
』
の
構
成
」（
二
〇
〇
五
年　
　
　

八
洲
学
園
大
学
紀
要
）」
に
よ
れ
ば
、『
新
修
鷹
経
』
の
編
纂

は
「
隋
魏
彦
深
鷹
賦
」（『
初
学
記
』
巻
三
十　

鷹
第
四
）・「
晋
孫
楚
鷹
賦
」（
部
分
か
）（『
芸
文
類
聚
』
巻
九
十
一
、
鳥
部
中
、
鷹
）・「
晋

傳
玄
鷹
賦
」（
部
分
か
）（『
芸
文
類
聚
』
巻
九
十
一
、
鳥
部
中
、
鷹
）な
ど
に
学
び
な
が
ら
行
わ
れ
た
、
と
指
摘
し
て
い
る
。
こ
れ

ら
の
鷹
賦
を
旧
修
4

4

と
し
、
わ
が
国
の
鷹
経
4

4

を
新
修
4

4

と
し
た
の
だ
と
い
う
。
な
お
同
氏
の
『
日
本
古
代
養
鷹
の
研
究
』（
二
〇

〇
四
年
）で
は
、
主
鷹
司
鷹
飼
三
十
人
の
調
鷹
法
修
得
上
、『
新
修
鷹
経
』
が
必
須
で
あ
っ
た
と
言
及
し
て
い
る
。
ま
た
、

今
村
与
志
雄
氏
は
「
唐
代
の
鷹
狩
に
つ
い
て（
上
）
―
（
下
）」（
前
出
・
本
書
四
七
頁
）に
お
い
て
、「（
新
修
鷹
経
は
）唐
よ
り
渡

来
し
た
も
の
を
鷹
所
に
下
附
し
た
も
の
で
は
な
い
か
、
序
文
の
「
朕
」
字
か
ら
し
て
、
隋
唐
の
帝
王
の
撰
か
」
と
し
て
い

る
け
れ
ど
も
、
私
は
秋
吉
氏
の
指
摘
を
妥
当
と
考
え
る
。

　

と
こ
ろ
で
、『
新
修
鷹
経　

序
』
に
次
の
よ
う
に
見
え
て
い
る
。

　
「
朕
毎
因
二
務
隟
に

、
不
レ
癈
二
翫
好
一
①
愛
ス下
其
随
で

指
授
に

以
テ
応
シ

機
ニ
、
任
で

馴
擾
に

以
効
ム
ル
コ
ト
ヲ

上
レ　
　

力
ヲ
、（
略
）寔
ニ
②

有
二
相
法
一
、
調
養
瘳
治
、
非
レ
無
二
厥
術
一
、
所
以
ヘ
ニ
斟
ん

酌
古
今
を

、
随
レ
類
ニ
甄
別
ス
、
懼
フ
ハ
覧
ル

之
ヲ
者
未
サ
ラ
ン
コ
ト
ヲレ

詳
カ
ラ
、
重
復
③
示
ス
ニ
以
二
圖
像
を

、
勒
萎

成
ぶ

三
巻
と

、
名
テ
曰
二
新
修
鷹
經
一
、」
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（『
新校
群
書
類
従
』　

巻
第
三
五
六
、
以
下
同
じ
）

　

こ
こ
で
は
、
①
自
分
は
つ
ね
に
政
務
の
中
で
放
鷹
の
た
の
し
み
を
忘
れ
る
こ
と
は
な
い
。
指
図
の
ま
ま
に
機
に
応
じ
飼

い
馴
ら
し
た
通
り
に
鷹
が
働
く
の
を
愛
す
る
。
②
鷹
の
良
悪
を
観
る
方
法
、
調
養
・
療
治
の
術
が
あ
る
。
③
図
像
を
掲
げ

（
２
）、
三
巻
を
成
し
、
新
修
鷹
経
と
名
付
け
る
。
と
宣
言
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
「
序
」
に
次
い
で
上
巻
で
は
、
ま
ず
「
形
相
」
す
な
わ
ち
全
体
の
容
姿
の
見
方
に
つ
い
て
述
べ
、
良
鷹
と
醜
鷹
の
特
徴

を
説
く
。
ま
た
鷹
体
の
部
位
別
に
良
悪
の
差
異
を
細
か
に
示
す
。
す
な
わ
ち
、
頭
・
目
・
鼻
・
嘴
・
頸
・
肩
・
胸
腹
・
背
・

翼
羽
・
尾
・
毛
・
臀
・
腰
・
髀
・
𦙾
・
足
・
指
・
爪
の
順
に
簡
潔
に
し
て
要
を
得
た
短
文
で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
表
わ
す
た

め
に
九
種
の
図
像
を
付
し
て
い
る
。

　

以
上
の
十
八
部
位
の
説
明
文
の
平
均
字
数
は
五
十
二
字
で
あ
り
、
翼
羽（
一
〇
六
字
）、
目（
九
十
一
字
）、
𦙾（
同
）は
字
数

が
多
い
。

　

つ
ぎ
に
中
巻
で
は
「
①
養
レ
鷹
法
・
②
入
田
放
鷹
法
・
③
夏
養
レ
鷹
法
・
④
養
二
雛
鷹
一
法
・
⑤
著
二
脚
絆
一
法
・
⑥
繋
レ
鷹
法
・

⑦
僵フ
ス
ル

レ
鷹
法
・
⑧
著
レ
鈴
繋
ク
法
・
⑨
攻ヲ
サ
ム
ルレ
觜
法
・
⑩
攻
レ
爪
法
・
⑪
禁
忌
法
・
⑫
繋
レ
格
禁
・
⑬
鷹
屋
禁
・
⑭
放
レ
鷹
禁
・
⑮
吐
レ
毛
禁
・

⑯
拭
レ
觜
禁
・
⑰
走
レ
馬
禁
・
⑱
穢タ
ル
ノ

器
禁
・
⑲
汗
手
禁
・
⑳
飲
レ
酒
禁
」
と
い
う
二
十
項
目
に
わ
た
る
禁
則
を
簡
潔
に
説
い
て

い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
②
～
⑧
の
文
字
数
は
平
均
約
四
〇
〇
字（
最
大
は
②
で
七
四
〇
字
、
最
小
は
⑥
で
一
九
〇
字
を
費
し
て

い
る
。
⑨
～
⑳
は
⑨
が
一
〇
〇
字
余
だ
が
、
ほ
か
は
五
〇
字
前
後
で
あ
っ
て
、
②
～
⑧
ま
で
が
調
養
に
と
っ
て
ひ
じ
ょ
う
に
肝
要
な
こ
と
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を
示
し
て
い
る
。（
３
）

　

さ
て
、『
新
修
鷹
経
』
の
大
綱
と
も
評
す
べ
き
「
調
鷹
」
と
い
う
文
章（
九
十
五
字
）が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
鷹
ノ
性
不
レ

同
、
調
モ
亦
須
レ
別
、
天
性
快
キ
者
、
本
ヨ
リ
不
レ
須
レ
調
」
と
断
じ
、
鷹
は
個
体
差
が
大
き
い
と
指
摘
す
る
。
さ
ら
に
鷹
を

馴
養
す
る
基
本
は
餌
の
制
禦
に
よ
っ
て
飢
飽
を
巧
み
に
用
い
る
こ
と
に
あ
る
が
、
こ
れ
も
個
体
に
よ
る
違
い
が
大
き
い
ゆ

え
に
「
察
ス
ル
ヿ
ハ
之
為
レ
易
ト
、
調
ル
コ
ト
ハ
之
實
ニ
難
シ
」
と
言
う
。
し
た
が
っ
て
今
、「
衆
術
の
異
同
」（
多
く
の
掌
飼
＝
鷹
飼

の
術
の
異
同
）を
稽か
ん
がえ

て
、
そ
の
善
い
と
す
る
も
の
を
え
ら
ん
で
、
こ
れ
を
述
べ
る
も
の
で
あ
る
、
と
し
て
い
る
。
実
際
の

と
こ
ろ
弘
仁
十
一
年（
八
二
〇
）当
時
に
は
、
兵
部
省
に
主
鷹
司
鷹
飼
三
十
人
と
犬
飼（
犬
三
十
牙
）が
属
し
て
お
り
、
か
れ
ら

の
議
論
も
集
約
し
て
載
せ
ら
れ
て
い
っ
た
と
推
察
す
る
。

　

つ
ま
り
、
①
～
⑧
な
ど
は
、
放
鷹
術
渡
来
よ
り
四
百
年
こ
の
方
の
調
養
の
経
験
知
が
凝
縮
さ
れ
た
も
の
と
み
て
よ
い
の

で
あ
る
。
魏
・
隋
・
唐
な
ど
の
鷹
経
や
鷹
賦
が
も
た
ら
さ
れ
て
い
た
に
せ
よ
、
大
陸
・
半
島
の
調
養
技
術
を
も
ろ
に
使
う

こ
と
は
不
適
切
で
あ
っ
た
ろ
う
。
彼
我
に
お
け
る
気
候
・
風
土
及
び
餌
・
獲
物
の
種
類
や
生
態
の
違
い
に
よ
っ
て
、
調
養

の
方
法
な
ど
は
根
本
か
ら
見
直
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る（
４
）。

　

以
下
①
～
④
に
つ
い
て
、
そ
の
要
点
を
取
り
上
げ
て
み
た
い
。

　

ま
ず
、①
「
養
レ
鷹
法
」
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
。
鷹
を
飼
養
す
る
た
め
の
屋（
鷹
屋
ま
た
鷹
部
屋
）の
敷
地
に
つ
い
て
は
、

陽
が
当
た
り
高
燥
の
地
が
よ
い
、
と
す
る（
５
）。
窓
を
作
り
日
よ
け
の
暖
簾
を
か
け
陽
陰
に
よ
っ
て
揚
げ
下
げ
す
る
。
中
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に
架
を
置
き
「
格ホ
コ
タ
レ帳
」
を
懸
け
、
架
の
前
に
掌
飼
の
寝
床
を
お
き
「
燈
鑪
」
を
設
け
る
。
こ
れ
は
鷹
の
眼
を
馴
ら
す
た
め

で
あ
り
、
鷹
を
「
日
夜
護
視
」
す
る
た
め
で
も
あ
る
。

　

晴
天
で
暖
か
な
日
は
庭
中
の
架
に
繋
い
で
日
光
浴
を
さ
せ
る
。
時
々
水
浴
を
さ
せ
「
體
色
汚
穢
」
を
除
く
よ
う
に
す
る
。

鷹
を
肥
え
さ
せ
る
た
め
、
餌
と
し
て
は
「
馬
豕
（
い
の
し
し
）兎
鼠
𨿸オ
キ
ジ雉
ノ
宍
」
を
哺ふ
く

ま
せ
よ
。
宍
は
「
長
サ
寸
許
、
廣
サ
半
寸
」
の

大
き
さ
に
薄
く
切
れ
。
こ
れ
を
温
湯（
６
）に
ひ
た
し
て
箸
で
摘
み
、
十
遍
ほ
ど
撹か
き
まぜ
、
そ
れ
を
五
回
与
え
る
が
、
そ
の
つ

ど
湯
を
換
え
、
そ
し
て
手
を
洗
い
、
湯
は
に
ご
り
な
く
清
澄
に
せ
よ
。
こ
の
よ
う
に
「
湯
が
き
」
す
る
う
ち
に
容
器
の
底

に
た
ま
っ
た
「
微
液
」
を
日
光
に
当
て
た
も
の
と
「
丸
」
す
な
わ
ち
「
鳥
の
肝
」
の
碁
石
状
四
、
五
ヶ
ば
か
り
の
分
量
に

糅
み
か
ら
め
た
宍
を
与
え
る（
こ
れ
は
、
餌
に
飽
き
さ
せ
な
い
た
め
で
あ
る
）。

　

入
田
放
鷹
の
五
、
六
日
前
の
宍
や
り
調
整
は
肝
要
で
あ
る
。
も
し
肥
太
し
て
い
る
な
ら
、
な
お
十
日
ば
か
り（
餌
を
や

ら
ず
に
）調
整
す
る
。（
或
い
は
一
日
或
い
は
二
、
三
日
前
か
ら
餌
を
や
ら
な
い
こ
と
も
あ
る
。）

　

と
こ
ろ
で
、
煩
を
厭
わ
ず
に
述
べ
て
き
た
が
、
実
は
鷹
飼
に
と
っ
て
「
シ
シ
ノ
・
ア
テ
ヤ
ウ
＝
肉
の
当
様（
７
）」
の
成

否
は
の
っ
ぴ
き
な
ら
な
い
術
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
な
お
し
ば
ら
く
、
養
鷹
の
要
諦
に
つ
い
て
紹
介
し
て
お

き
た
い
。

　

痩
せ
を
調
え
る
た
め
に
は
「
豕
兎
ノ
宍
」
を
切
り
、
温
湯
に
ひ
た
し
、
し
ば
ら
く
湯
を
き
っ
て
か
ら
哺ふ
く

ま
せ
よ
。「
馬

鼠
ノ
宍
」（
馬
鼠
と
は
鼠
の
種
類
か
）は
切
っ
て
温
湯
に
ひ
た
し
、
箸
で
ゆ
が
く
こ
と
二
遍
、
さ
ら
に
湯
を
換
え
て
二
度
、
汁
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を
除
去
し
て
哺
ま
せ
る
が
、
馬
鼠
の
塩
か
ら
い
も
の
は
鷹
を
傷
め
る
か
ら
必
ず
湯
で
濯
ぐ
の
で
あ
る
。

　
「
𨿸オ
キ
ジ雉

水
鳥
ノ
宍
」
は
胸
肉
の
塊
り
を
温
湯
に
ひ
た
し
空
気
で
乾
か
し
て
韝
た
か
た
ぬ
き

に
の
せ
、
そ
れ
を
啄つ
い
ばま

せ
よ
。
水
鳥
を

必
ず
し
も
哺
ま
ぬ
な
ら
雑
小
鳥
を
哺
ま
せ
て
も
よ
い
。
鷂
は
「
鶉
雀
鼠
」
を
与
え
よ
。
も
し
甚
だ
痩
せ
て
い
れ
ば
、
日
に

二
、
三
遍
、
哺
ま
せ
よ（
７
）。

　
「
凢
巣
鷹
者
、
勝
ア
ケ
ス
ニ
ル撃
之
時
、
漸
ク
呼
ヒレ
宍
、旬
日
ニ
以
二
雞オ
キ
ジ雉
ノ
雛
一
、投ウ
チ

與
フ
ヿ
之
、
鷂
者
以
二
雞
雉
雛

及
鶉
小
鳥
一
與
也
、　

五
六
度
、然
後
著
レ
鈴
、

入
レ

田
ニ
放
チ二
野キ

𨿸ジ

ヲ一
、
不
レ
論
二
雌
雄
一
、
隨
レ
獲
則
與
ヘ
ヨ
、」
巣
鷹
を
養
っ
て
初
め
て
の
放
鷹
に
臨
む
際
の
宍し
し
あ
て当
に
つ
い

て
述
べ
た
部
分
で
あ
る
。
そ
の
前
十
日
間
の
う
ち
五
・
六
度
オ
キ
ジ
の
ヒ
ナ
を
小
屋
内
に
投
げ
放
ち
、
獲
ら
せ
る
と
し
て

い
る
。
巣
鷹
は
生
ま
れ
て
よ
り
一
度
も
狩
り
の
経
験
が
無
い
の
で
、
狩
猟
本
能
を
覚
醒
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
あ

る
。
鷂
に
は
オ
キ
ジ
の
ヒ
ナ
及
び
鶉
の
幼
鳥
を
投
与
す
る
、
と
い
う
。
鷂
に
は
雉
の
ほ
か
に
鶉
を
獲
ら
せ
る
ね
ら
い
が
あ

る
か
ら
で
あ
る
。
数
回
、
こ
の
や
り
方
を
し
た
後
に
、
尾
鈴
を
つ
け
て
田
野
に
出
て
雉
を
放
ち
、
獲
ら
せ
て
、
雌
雄
ど
ち

ら
で
も
獲
っ
た
雉
を
与
え
よ
、
と
あ
る
。
巣
鷹
は
こ
の
よ
う
に
し
て
調
養
す
る
の
だ
が
「
已
調
習
シ
、
然
ノ
後
随
二
其
肥

痩
一
、
而
飢
飽
セ
ヨ
、」
と
あ
っ
て
、
い
っ
た
ん
雉
の
雛
・
鶉
の
幼
鳥
な
ど
の
狩
り
と
味
を
覚
え
さ
せ
た
後
、
さ
ら
に
本
格

的
な
狩
り
に
そ
な
え
て
飢
飽
を
巧
み
に
使
っ
て
肥
痩
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
割
注
し
て
「
鷂
者
不

レ
厭
レ
肥
、
縦
雖
二
肥
溢
一
、
不
二
肯
爲
ン

用
、
犹
須
二
經
年
調
一
」
と
述
べ
、
鷂
に
つ
い
て
は
肥
え
る
の
を
か
ま
わ
ず
に
、

な
お
時
間
を
か
け
て
調
習
す
べ
き
だ
と
述
べ
て
い
る
。
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巣
鷹（
巣
鷂
）の
一
方
、
羅
あ
が
け
の
た
か
鷹（
仕
掛
け
網
で
捕
え
た
鷹
）の
調
養
法
は
異
な
る
。
羅
鷹
は
闇
屋
中
に
繋
い
で
お
き
、
夜
の
初

め
か
ら
灯
の
側
に
擎す

え
て
夜
中
眠
ら
せ
な
い
で
明
日
の
正
午
に
至
る
。
こ
う
し
て
く
り
か
え
す
こ
と
三
日
三
夜
、
手
な
ず

け
た
り
つ
き
離
し
た
り
し
た
後
に
食
を
と
と
の
え
る
。「
擎
（
ス
ヘ
）テ
使
レ
著
レ
手
、
人
ノ
鬧
處
擎
る
ヿ
市
上
ノ
ホ
ト
リ
ニ

一
、
是
モ
好
シ
、
避
二
塵

烟
屍
等
一
可
レ
擎
之
」
す
な
わ
ち
人
が
騒
が
し
い
市
街
に
擎す
え

て
歩
く
の
も
よ
い
。
汚
れ
た
と
こ
ろ
は
避
け
よ
と
い
う
。
こ

れ
は
放
鷹
に
出
る
時
、
環
境
に
「
駭
怖
」
さ
せ
な
い
た
め
だ
と
い
う
。

　

羅
鷹
に
宍
を
与
え
る
に
は
雞
雉
を
用
い
る
。
鼠
は
切
っ
て
温
湯
に
ひ
た
し
、
少
し
の
ち
鼠
の
皮
で
肉
を
つ
つ
み
、
細
縄

で
十
字
に
結
わ
え
、
ま
た
温
湯
に
ひ
た
し
、
空
気
に
さ
ら
し
、
そ
の
後
皮
を
ひ
ら
い
て
肉
を
出
し
、
ま
た
湯
を
そ
そ
い
で

与
え
よ
、
と
述
べ
て
い
る
。

　

や
や
馴
れ
て
き
た
ら
、
呼
び
寄
せ
て
食
を
与
え
る
が
、
数
日
か
け
て
呼
び
馴
ら
し
、
そ
の
後
、（
生
き
た
ま
ま
の
）雞
雉
を

投
げ
与
え
よ
。
こ
う
し
て
、
熟
練
し
た
後
に（
巣
鷹
の
項
で
述
べ
た
と
同
じ
方
法
で
）肥
痩
を
調
え
て
「
攣ツ
ナ
ギ
ス
エ擎」

る
の
で
あ
る
。

　

以
上
①
「
養
鷹
法
」
を
完
全
に
修
錬
し
た
う
え
で
、
次
に
②
「
入
田
放
鷹
法
」
の
習
得
に
取
り
組
む
と
い
う
こ
と
に
な

る
だ
ろ
う
。

　

と
こ
ろ
で
「
入
田
」
と
は
何
の
こ
と
か
。
放
鷹
を
「
田
猟
」
と
称
す
る
理
由
に
つ
な
が
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
猟
場
の
多

く
は
秋
冬
の
刈
り
取
り
後
の
水
田
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
雁
・
鴨
・
白
鳥
な
ど
の
渡
り
鳥
が
飛
来
し
、
落
穂
・

田
蝶
・
土
鱒
・
枯
葦
の
根
な
ど
を
餌
に
す
る
。
ま
た
、
水
田
周
辺
の
野
原
の
雉
も
放
鷹
の
獲
物
と
な
る
。
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そ
れ
で
は
、
し
ば
ら
く
の
間
③
「
入
田
放
鷹
法
」
を
解
読
し
て
み
た
い
。

　

入
田
し
て
鷹
に
捉
ら
せ
る
鳥
数
は
多
い
の
が
よ
い
か
少
な
い
の
が
よ
い
か
、
と
い
え
ば
少
な
い
方
が
よ
い
。
そ
れ
は
、

人
よ
り
遅
れ
ま
い
、
利
を
流
す
ま
い
と
し
て
多
く
を
好
め
ば
、
鷹
は
疲
弊
し
て
そ
れ
以
上
力
を
尽
く
す
の
を
い
や
が
る
か

ら
で
あ
る
。
多
寡
は
時
に
随
っ
て
折
中
し
た
ら
よ
い
。

　
（
さ
て
、
い
よ
い
よ
）鷹
を
放
っ
た
後
は
、「
先
靜
ニ
駐
レ
馬
、
以
レ
目
送
レ
鷹
、
目
記
訖
テ
後
ニ
擧
レ
鞭
馳
進
メ
、」
と
あ
る
。

馬
上
よ
り
鷹
が
飛
び
行
く
先
を
目
視
し
目
当
て
を
定
め
て
、
馬
を
走
ら
せ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
数
歩
手
前
で
下
馬
し

接
近
す
る
。（
獲
物
を
追
い
詰
め
た
）鷹
が
草
か
ら
起
き
上
が
っ
た
時
、（
犬
飼
は
）犬
を
走
ら
せ
獲
物
を
嗅
ぎ
と
ら
せ
る
が
、
犬

は
長
葛
の
綱
を
使
っ
て
制
御
し
、
鳥
を
獲
る
時
の
鷹
を
害
し
な
い
よ
う
に
せ
よ
。
も
し
、
草
が
深
く
て
鷹
が
獲
物
を
追
い

つ
め
き
れ
な
い
時
は
、
い
っ
た
ん
呼
上
げ
、
そ
の
後
、
犬
に
嗅
が
せ
よ
。
も
し
も
、
鷹
が
獲
物
を
見
失
っ
て
草
よ
り
出
て
、

近
く
の
木
に
上
れ
ば
、近
づ
い
て
鷹
の
眼
の
向
う
と
こ
ろ
ま
た「
地
之
形
態
」を
察
し
て
、犬
を
遣
わ
し
鳥
を
尋
ね
よ
。「
越

レ
嶮
卽
立
二
岑
ノ
上
に
、
遙
揚
レ
聲
呼
ハレ
鷹
、」犬
に
随
っ
て
飛
逐
う
も
の
で
あ
る
。
も
し
鷹
が
応
じ
な
い
な
ら
ば
呼
び
還
せ
。

そ
の
鷹
が
疲
れ
き
っ
て
い
る
な
ら
、
必
ず
し
も
戻
っ
て
こ
な
い
。
た
だ
ち
に
犬
よ
り
先
に
獲
物
を
食
わ
せ
よ
。（
そ
う
し
な

い
と
鷹
は
、
他
所
で
）鳥
を
と
ら
え
て
後
に
戻
っ
て
く
る
の
み
だ
。
鷹
が
或
い
は
呼
ぶ
を
待
た
ず
、
自
ら
犬
に
隨
っ
て
飛
来

す
る
よ
う
な
ら
、「
此
ハ
是
レ
不
レ
用
レ
撩ト
ル
コ
ト
ヲ者」
猟
に
は
使
え
な
い
。
年
を
経
て
調
習
し
た
結
果
な
の
で
あ
る
。
以
上
は
放

鷹
に
際
し
て
鷹
と
犬
調
習
の
連
携
を
述
べ
た
も
の
と
理
解
で
き
る
け
れ
ど
も
、
続
い
て
、
次
に
掲
出
す
る
②
入
田
放
鷹
法
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の
後
半
部
は
、放
鷹
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
で
あ
り
『
新
修
鷹
経
』
の
な
か
で
も
と
り
わ
け
て
躍
動
感
の
あ
る
筆
致
で
あ
る
。

　
「
㋐
如
レ
斯
鷹
者
、
察
二
野
田
ノ
形
體
一
、
先
放
二
林
木
中
一
、
然
後
走
レ
犬
閲
セ
ヨ
鳥
、
凢
獲
レ
鳥
哺
レ
鷹
者
、
先
挾
二
鞭
於

腰
一
、
爲
下
鷹
ノ
翩
ニ
觸
ん

下

鳥
一
不
中
見
傷
上
也
、
取
レ
鷹
往
就
で
清
水
一
、
而
先
起
二
左
膝
一
、
伸
二
左
手
一
加
二
膝
上
一
、
或
説
、
安
座
シ
テ
側
タ
チ

レ

鳥
、
加
二
左
膝
一
令
レ
啄　
㋑
厭ヲ
シ

二

褁
鳥
ノ
頸
於
翼
中
一
、
與
レ
脚
加
ヘ
執
テ
、
而
以
レ
鳥
側
ニ
置
ク
、
令
二
鷹
集
ン

上
、㋒
以
二
刀
子
一
擺
レ
或
、
肉
ニ
灑
レ
水
令
レ
啄
、

若
可
二
重
テ
使
一
、
而
猶
有
レ
肥
者
、
割
二
或
宍
一
攫ツ
キ

碎
令
レ
食
、
不
二
斯カ
ク

之
爲ナ
サ

一
而
經
レ
曰
、
則
令
二
鷹
不
ン

調
、
其
多
少

隨
二
鷹
ノ
肥
痩
一
、
凢
㋓
鈴
者
、
朝
ニ
傳
ツ
ケ
テ

夕
ニ
解ト
ケ

、
不
シ
カ
セ
ザ
ル
ハ則

鷹
嚙
レ
鈴
、
笮ハ
メ
テレ

啄
倒
ニ
懸
テ
而
死
、
凢
㋔
鷂
ハ
者
左
ノ
方
ニ
、
鷹
ハ

右
ノ
方
ニ
、
犬
ニ
令
メ

嗅
、
隨
二
鳥
起
一
卽
放
、
縱
放
ハ
難
レ
獲
、

横
ニ
放
ハ
易
レ
捉　

鷂
追
入
二
草
中
一
、
下
レ
馬
ヨ
リ
漸
迫
レ
、
若
不
レ
得
レ
鳥
、
上

韝
駕
レ
馬
、或
不
二
必

駕
一
也
、
使
二
犬
嗅
一
之
、
㋕
若
鳥
已
ニ
疲
レ
テ
、
頓
ニ
可
二
爲
レ
犬
ノ
所
ン

噬
、
卽
案
カ
ン
ガ
ヘ
テ

使
ム二
犬
繋
カ一
、
候
二
鳥
蹋

起
一
使
レ
捉
之
、㋖
毎
レ
獲
必
與
レ
脳
、
謂
鶉
及
雑
小
鳥
、
或
不
二

必
與
一
、
量
レ
宜
爲
之
也　

凢
得
レ
鳥
哺
レ
鷂
者
、
往
テ
就
二
清
水
一
而
坐
メ
、
仍
於
二
韝
上

一
、
灑
レ
水
令
レ
啄
、
其
多
少
者
、
亦
隨
二
肥
痩
一
、
哺
法
與

レ
鷹
同　

若
放
二
水
鳥
一
、
謂
等
鸂
鶒

鶩
等
也
　

則
跼
レ
躬
鎭
レ
鷂
、
漸
ニ
迫
テ
臨

レ
發
、
㋗
忽
然
揚
レ
鳥
起
ヨ
、
卽
毎
レ
獲
令
レ
啄
二
背
宍
一
、
若
可
レ
哺
者
、
折ヘ
キ

レ
宍
攫
砕
テ
與
ヨ
、
謂
レ
雉
、
啄
二
田

鳥
一
亦
同
之
也　

凡
㋘
放
レ

鷂
者
、
令
二
諸
牽
レ
犬
者
、
能
式ハ
カ
リ

愼
一
之
、
害
セ
ン
ヿ

レ　
　

鷂
不
レ
可
レ
不
レ
量
、」

　

こ
の
文
章
は
ね
ら
い
を
定
め
た
獲
物
に
最
も
接
近
し
た
場
面
で
あ
る
。
以
下
、
傍
線
部
㋐
～
㋘
に
つ
き
略
説
す
る
。
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ま
ず
㋐
に
つ
い
て
、拳
に
据
え
た
鷹
を
野
田
の
近
く
の
木
立
の
付
近
で
放
つ（
鷹
は
い
っ
た
ん
必
ず
最
も
高
い
梢
に
翔
び
上
っ

て
睥
睨
し
狙
い
を
定
め
る
習
性
が
あ
る
。）犬
飼
は
犬
を
け
し
か
け
鳥
に
迫
る
。
つ
づ
い
て
の
記
事
は
獲
物
の
鳥
を
押
さ
え
こ

ん
だ
鷹
か
ら
鳥
を
取
り
上
げ
る
手
順
と
技
に
つ
い
て
で
あ
り
、
㋑
翼
を
広
げ
て
鳥
を
組
伏
せ
て
い
る
鷹
に
、
ほ
う
び
と

し
て
獲
物
の
胸
を
㋒
刀
子
で
切
開
し
心
臓（
ま
た
は
肝
臓
）を
え
ぐ
り
出
し
て
水
を
そ
そ
ぎ
啄つ
い
ばま
せ
る
場
面
で
あ
る
。
も
し
、

さ
ら
に
重
ね
て
狩
さ
せ
る
つ
も
り
な
ら
ば
、
胸
肉
を
も
っ
と
食
わ
せ
よ
、
と
い
う
。

　

㋓
尾
鈴
は
狩
の
朝
に
つ
け
て
や
り
、
夕
方
に
は
外
す
こ
と
だ
。
さ
も
な
け
れ
ば
、
鷹
は
鈴
を
噛
い
ち
ぎ
り
啄
を
傷
付
け

死
に
至
る
、と
注
意
し
て
い
る
。こ
の
尾
鈴
に
関
し
て
は
、⑧「
著
レ
鈴
繋
ク
法
」に
お
い
て
微
細
な
注
意
点
を
あ
げ
て
い
る
。

　

㋔
本
章
第
三
節
で
も
触
れ
る
こ
と
だ
が
、
我
国
の
古
代
放
鷹
に
は
「
鷹
鷹
飼
・
鷂
鷹
飼
」
と
い
う
分
担
が
あ
っ
た（
８
）。

鷹
飼
を
大
鷹
飼
と
称
す
こ
と
も
多
い
。
身
分
上
は
鷂
飼
の
方
が
上
位
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る（『
嵯
峨
野
物
語
』）。
大
鷹
は
森
林

の
木
の
間
を
翼
を
す
ぼ
め
て
飛
び
ぬ
け
る
能
力
を
も
つ
の
に
較
べ
る
と
、
鷂
は
平
地
の
叢
中
の
獲
物
を
攻
撃
す
る
俊
敏
さ
を

も
っ
て
い
る
。
調
養
の
仕
方
に
も
差
が
あ
っ
た
ろ
う
。
こ
こ
で
は
鷹
と
鷂
を
組
み
合
せ
て
つ
か
う
場
面
を
想
定
し
て
い
る
。

　

㋕
逐
い
つ
め
ら
れ
た
鳥
が
も
は
や
疲
れ
き
っ
て
狩
犬
に
く
わ
え
ら
れ
て
い
る
な
ら
ば
、
犬
を
繋
げ
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
鷹
飼
と
犬
飼
の
連
携
は
熟
練
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
㋖
え
も
の
を
獲
る
た
び
に
、
必
ず
、
犬
に
ほ

う
び
と
し
て
鳥
の
脳
を
与
え
よ
、
と
い
う
。

　

㋗
鷂
の
仕
い
方
に
つ
い
て
、
水
鳥
を
狙
う
に
は
身
を
か
が
め
な
が
ら
接
近
し
、
に
わ
か
に
鳥
を（
脅
し
て
）飛
び
揚
が
ら
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せ
鷂
に
捉
え
さ
せ
よ
。
獲
る
ご
と
に
獲
物
の
背
肉
を
啄つ
い
ばま
せ
る
と
い
う
。
鷂
飼
は
犬
飼
と
慎
重
に
呼
吸
を
合
わ
せ
て
、
鷂

を
損
な
う
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
。

　

調
養
に
お
い
て
大
き
な
問
題
は
③「
夏
養
鷹
法
」で
あ
っ
た
。
世
界
の
鷹
飼
中
、高
温
多
湿
な
日
本
で
は
最
も
難
し
か
っ

た
か
と
思
わ
れ
る
。
殊
に
、
山
城
国
の
暑
さ
は
酷
い
も
の
が
あ
っ
て
、
鷹
飼
が
心
身
を
す
り
減
ら
す
わ
け
で
あ
る
。
鷹
は

（
陰
暦
）夏
四
月
下
旬
か
ら
五
月
上
旬
に
か
け
て
「
初
メ
毛
羽
落
時
」
を
迎
え
る
。
方
丈
ば
か
り
の
「
小
屋
」
を
設
け
て
そ

の
中
に
藁
や
蘭
で
編
ん
だ
一
尺
ば
か
り
の
円
坐
を
架
座
と
し
て
置
く
。
小
屋
は
高
燥
で
陽
当
た
り
が
よ
い
場
所
に
つ
く
る
。

板
壁
で
囲
い
、
東
壁
に
餌
台
の
た
め
の
小
穴
を
穿
つ
。
そ
の
給
餌
に
関
す
る
繊
細
な
配
慮
を
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

　
「
凢
哺
レ
飼
者
、
雜
ノ
宍
ヲ
與
フ
ル
ニ
之
、
切
テ
濯
二
之
於
淸
水
一
、
葛
ニ
テ
約ツ
ツ
メ
ツ
カ
ネ
テ

束
與
ヘ
ヨ
之
、
其
ニ
ハ
鷂
者
用
二
燕
雀
一
、
脱
レ
毛

約
束
與
レ
之
、
或
生
ナ
ガ
ラ
與
フ（
之イ

）日
ニ
哺
ス
ル
或
一
度
或
二
度
、」

　

餌
と
す
る
肉
を
葛
葉
で
つ
つ
み
与
え
る
、
と
い
う
。
鷂
は
燕
か
雀
の
毛
を
抜
い
た
も
の
か
、
生
き
た
ま
ま
を
餌
と
す
る
。

餌
は
日
に
一
・
二
度
与
え
る
と
あ
る
。
鷹
の
夏
飼
は
十
分
な
栄
養
を
保
つ
必
要
が
あ
り
、
そ
の
た
め
生
餌
の
確
保
に
苦
心

し
た
で
あ
ろ
う（
９
）。

　

ま
た
、
小
屋
内
の
清
浄
に
気
を
つ
け
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
れ
と
い
う
の
は
、
食
い
の
こ
し
た
肉
に
蠅
・
蟻
が
つ
き
、
鷹
を

も
害
す
る
か
ら
で
あ
る
。
第
一
羽
が
初
め
て
落
ち
た
夕
暮
時
に
は
浴
船
を
置
い
て
水
浴
さ
せ
よ
。
つ
ね
に
鷹
の
肥
痩
を
視

て
、
餌
の
量
を
考
え
、
手
当
て
を
要
す
る
時
は
小
屋
よ
り
出
し
て
架
に
繋
ぐ
の
で
あ
る
。
第
一
羽
が
出
そ
ろ
っ
て
一
寸
ば
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か
り
の
時
、
小
屋
か
ら
出
し（
⓾
）、
十
日
ば
か
り（
鷂
は
五
日
）か
け
て
鷹
の
肥
痩
を
整
え
る
こ
と
だ
が
、
こ
れ
に
失
敗
す

れ
ば
、
鷹
は
呼
吸
困
難
と
な
り
死
ぬ
で
あ
ろ
う
。

　

以
上
の
よ
う
に
鷹
飼
の
神
経
を
消
耗
さ
せ
る
の
が
鷹
の
夏
養（
飼
）で
あ
っ
た
こ
と
が
理
解
で
き
る
。そ
れ
ゆ
え
で
あ
ろ
う
。

『
新
修
鷹
経
』
は
、「
小
屋
」
に
入
れ
る
の
に
「
選
二
吉
日
良
辰
一
、
祭
テ

醇サ
ケ
ヲ
、
出
時
亦
同

レ
之
也　

」
と
し
て
、
成
就
祈
願
と
感
恩
の

祭
儀
を
行
っ
て
い
た
様
子
を
伝
え
て
い
る
。

　

な
お
、
夏
養（
飼
）の

「
小
屋
」
の
ほ
か
に
「
鷹
屋
」
と
い
う
施
設
が
設
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
、
す
で
に
①
に
お
い
て
明
ら

か
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
⑬
「
鷹
屋
禁
」
に
よ
っ
て
も
察
し
ら
れ
る（
⓫
）。
こ
の
鷹
屋
内
に
架
を
置
き
絆
で
鷹
を
繋
ぎ
、
手

入
れ
を
行
う
の
で
あ
る
。
⑬
に
よ
れ
ば
、「
馴
擾
之
道
、
理
令
二
淸
靜
ナ
ラ
一　

、
喧
塵
之
事
、
尤
是
可
レ
禁
、」
と
記
し
、
鷹
を

な
ら
す
に
は
清
浄
に
心
が
け
、
喧
燥
・
塵
埃
を
最
も
戒
し
め
よ
と
あ
る
。
掌
飼（
鷹
飼
）は
鷹
屋
内
に
お
い
て
「
燎
煙
燻
徹

及
戯
謔
」
の
こ
と
を
慎
し
め
と
も
あ
る
。

　

こ
こ
ま
で
、『
新
修
鷹
経
』
中
巻
―
調
養
―
①
～
⑳
の
う
ち
、
若
干
の
解
釈
を
試
み
て
き
た
が
、
最
後
に
④
「
養
二
雛

鷹
一
法
」
に
注
目
し
て
お
き
た
い
。
そ
れ
は
巣
鷹
の
調
養
法
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
本
論
が
頻
繁
に
触
れ
る
こ
と
に
な
る
か

ら
に
他
な
ら
な
い
。
い
っ
た
い
、
巣
鷹
を
遠
隔
地
よ
り
都
へ
貢
上
、
あ
る
い
は
売
鷹
と
し
て
運
脚
す
る
事
前
に
お
い
て
、

現
地
で
鷹
仕
い
の
技
を
も
つ
者（
供
給
者
）は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
需
要
者
の
期
待
に
応
じ
て
雛
鷹
を
養
う
べ
き
な
の
か
。

需
給
双
方
の
養
鷹
水
準
に
、
隔
た
り
が
生
ず
れ
ば
、
そ
の
鷹
の
価
値
は
無
い
に
均
し
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
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考
慮
に
入
れ
つ
つ
、
④
を
読
ん
で
み
た
い
。

　

雛
鷹
は
方
丈
ば
か
り
の
小
屋
中
に
置
く
。
木
皮
と
「
葎
ム
グ
ラ
カ
ヅ
ラ
蘿
」（
む
ぐ
ら
つ
る
草
）で
巣
に
似
せ
た
像か
た
ちを
つ
く
り
、
そ
の
中
に

棲
ま
せ
よ
。
高
い
所
に
明
か
り
採
り
の
窓
を
作
っ
て
、
外
に
出
ら
れ
な
い
よ
う
に
し
、
ま
た
人
の
姿
が
見
え
な
い
よ
う
に

せ
よ
。
人
を
見
れ
ば
嬌
鳴
す
る
か
ら
だ
。
餌
を
哺
ま
せ
る
に
は
「
生
宍
」
を
与
え
る
の
が
よ
い
。「
死
宍
」
を
与
え
る
の

は
好
ま
し
く
な
い
。
生
宍
と
い
う
の
は
、
馬
・
豕
・
兎
・
鼠
・
雉
を
与
え
る
と
あ
る
が
、「
馬
・
豕
」
と
い
う
の
は
以
後
、

管
見
に
触
れ
ず
不
審
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
中
国
の
鷹
経
の
ま
ま
を
写
し
た
と
思
わ
れ
る
。
彼
地
の
鵰（
鷲
）養

の
餌
に
は
考
え
ら

れ
る
か
ら
で
あ
る（
我
国
で
こ
れ
を
あ
え
て
馬
豕

4

4

・
馬
鼠

4

4

と
読
み
、
肥
っ
た

4

4

4

猪
・
鼠
と
考
え
て
お
く
）。
鷂
に
は
生
の
様
々
な
小
鳥

を
与
え
る
。「
七
月
中
旬
夜
半
ニ
捉
リ
取
レ
、
粟
（
殺
）氣
至
テ
鷙
鳥
繁
ク
」
七
月
中
旬
の
夜
半
に
「
脚ア
シ
カ
ハ絆
」
を
つ
け
て
架
に
つ
な
げ

と
い
う
こ
と
か
。（
雛
鷹
は
成
長
し
）殺
気
だ
っ
て
餌
を
激
し
く
食
お
う
と
す
る
頃
で
あ
る
。
つ
い
で
「
立
秋
ノ
後
羽
翅
成
テ
、

浪
リ
ニ
飛
テ
不
レ
止
、」
生
え
変
わ
っ
た
羽
を
頻
り
に
羽
撃
か
せ
て
狩
に
め
ざ
め
る
。
こ
う
な
れ
ば
、
羽
を
傷
め
命
を
損
じ

る
ゆ
え
に
小
屋
か
ら
出
す
べ
き
だ
。
粗
縄
で
闇
屋
の
中
に
つ
な
ぎ
、
拘
束
さ
れ
る
こ
と
を
知
ら
し
め
よ
。
こ
う
し
て
三
日

間
、
擎す

え
て
、
便
が
や
わ
ら
か
に
な
っ
た
ら
宍
を
与
え
て
痩
せ
さ
せ
な
い
よ
う
に
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
ま
た
一
方
法

と
し
て
は
、
籠
の
中
に
巣
を
作
り
、
こ
れ
に
棲
ま
せ
る
こ
と
が
あ
る
。「
作
レ
巣
同
レ
上
、」
よ
く
節
食
さ
せ
る
も
飢
え
さ

せ
ぬ
よ
う
。「
飢
則
身
體
難
レ
長
、
飽
則
膝
垂
レ
、
骹ス
ネ

異
ニ
爲
レ
醜
、
害
二
具
毛
羽
一
、」
こ
と
に
な
る
。

　

こ
う
し
て
よ
う
や
く
籠
を
出
し
、
絆
を
著
け
、
体
よ
り
逸
飛
せ
し
む
る
よ
う
に
す
る
の
だ
。
食
を
与
え
れ
ば
必
ず
呼
び
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戻
る
よ
う
数
日
か
け
て
、
し
か
る
後
に
格ほ
こ

に
繋
ぎ
ま
た
手
に
上
ら
す
。
巣
鷹
を
確
保
し
た
現
地
の
鷹
飼
は
こ
の
七
月
中
旬

ぐ
ら
い
ま
で
に
鷹
を
育
て
あ
げ
、
し
か
る
の
ち
に
貢
鷹
・
売
鷹
と
し
て
都
へ
搬
送
す
る
の
で
あ
る
。

　

続
い
て
、
⑥
「
繋
レ
鷹
法
」
と
⑦
「
僵フ
ス
ルレ
鷹
法
」
を
取
り
上
げ
て
お
き
た
い
。
そ
れ
ら
は
鷹
飼
が
日
常
的
に
く
り
返
し

実
践
し
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
細
心
の
注
意
を
要
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　

⑥
繋つ
な
グレ
鷹
ヲ
法
。
鷹
を
架ほ
こ

に
繋つ
な

ぐ
方
法
の
こ
と
で
あ
る
。
左
臂
に
鷹
を
擎す
え

て
い
る
人
が
、右
半
身
を
架
の
側
に
近
づ
け
る
。

右
手
で（
鷹
の
足
革
に
つ
な
ぐ
）長
い
絆（
大
緒
）の
両
端
を
執
り
、
左
手
は
架
か
ら
三
尺
ば
か
り
離
れ
る
。（
そ
れ
か
ら
）鷹
を

放
ち
飛
ば
す
。（
左
）拳こ
ぶ
しを

緩ゆ
る

め
て
旋
も
と
お
し（

鷹
の
脚
に
付
け
る
紐
の
回
転
具
で
骨
角
製
ま
た
は
金
属
製
）を
動
か
し
易
く
す
る
。
鷹
が
架

に
移
動
す
れ
ば
、
左
手
で
架
を
支
え
、
右
手
で
架
に
繋
ぐ
。

　

架ほ
こ

か
ら
鷹
を
下お
ろ

す
時
は
、
鷹
を
執
ろ
う
と
す
る
人
は
先
ず
、
心
身
を
静
か
に
し
て
体
の
右
側
か
ら
や
や
進
み
、
つ
ぎ
に

左
肩
を
格
に
近
づ
け
て
長
絆（
大
緒
）を
解
き
、
右
手
中
指
で
、
長
絆
の
一
端
を
一
か
ら
げ
す
る
。
次
に
左
手
で
鷹
の
脚あ
し
か
わ絆

を
執
り
、
脚
を
左
臂
上
に
ひ
き
寄
せ
る
。
そ
し
て
、
右
手
と
共
に
高
く
ひ
き
あ
げ
擎す

え
、
格
か
ら
急
い
で
去
る
。

　

⑦
僵ふ

スレ
鷹
ヲ
法
。
鷹
を
押
し
伏
せ
て
動
け
ぬ
よ
う
に
す
る
方
法
で
あ
る
。（
こ
れ
は
、
病
傷
の
治
療
・
鷹
具
の
着
脱
等
時
に
必
須

で
あ
っ
て
、
次
の
よ
う
な
手
順
で
行
う
。）先
ず
鷹
を
鎮
め
臂
の
上
に
正
居
さ
せ
る
。
一
方
、
鷹
を
捉
え
よ
う
と
す
る
人
は
、

両
手
を
袖
に
隠
し
て
少
し
近
づ
く
。（
鷹
が
人
手
の
挙
動
を
畏
れ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。）左
右
の「
無
名
指
」（
薬
指
）と
中
指
で
、

各
々
、
鷹
の
両
膝
節
以
上
を
挟
み
捉
ら
え
、
母
指
で
各
左
右
羽
を
圧お

さ
え
、「
即
拳
著
二
遺
上
尾
下
一、
首
移
二
鷹
右
一、
脚
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加
二
左
右
手
一、夾
レ
之
、仍
以
二
左
手
一
著
二
鷹
遺
一
」、し
ば
ら
く
鷹
の
息
を
静
め
、左
手
で
鷹
の
右
脚
を
「
捉
屈
」
し
、「
次

以
二
左
手
母
指
一、
摂
二
右
重
銭
羽
ト
與
ヲン
脚
捉
」
又
、
右
手
で
鷹
の
左
脚
を
捉
屈
し
、
次
い
で
、
右
手
母
指
で
重
銭
羽
と
脚

と
を
捉
る
。
そ
し
て
安
坐
し
鷹
を
高
く
さ
さ
げ
持
つ
の
で
あ
る
。
も
し
、
鷹
を
仰
ぎ
み
よ
う
と
す
れ
ば
、「
著
レ
胸
之
後
、

右
手
、
捉
二
両
脚
一、
左
手
、
摂
二
羽
毛
之
内
、
首
ノ
外
一、
右
ニ
廻
ラ
シ
置
両
膝
間
一、
即
以
二
左
右
母
指
食
指
一、
各
夾
―
二
捉

両
脚
一、」
と
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
鷹
飼
・
鷹
匠
・
鷹
仕
を
「
掌
飼
」
と
書
い
て
、「
タ
カ
カ
イ
」
と
称
す
こ
と
が
あ
る
が
、
右
に
見
る
よ
う

に
、
鷹
は
鷹
飼
の
掌
の
中
に
お
さ
え
ら
れ
て
お
り
、
鷹
飼
は
左
右
の
手
、
五
本
の
指
の
微
妙
な
動
作
に
よ
っ
て
鷹
を
自
在

に
操
っ
て
い
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
『
新
修
鷹
経
』
の
⑥
及
び
⑦
の
技
法
は
、
中
世
か
ら
近
世
に
至
る
ま
で
に
、
変
更
さ
れ
る
よ
う
な
こ
と
は
な
か
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
。

　

つ
ぎ
に
禁
忌
及
び
禁
止
事
項
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
。
⑪
「
禁
忌
法
」
に
次
の
よ
う
に
見
え
て
い
る
。「
右
悲
ヲ
爲
」
本
、

袷
－
喪
之
家
、
哀
－
痛
斯
－
盛
、
訪
二
之
ヲ
古
今
一
、
不
レ
宜
レ
應
レ
獵
、
凢
厥
掌タ
カ
カ
ヒ飼
、
比
レ
預
二
此
事
一
、
不
レ
得
二
執
擎
一
之
、」

こ
こ
に
凶
喪
の
家
と
は
掌
飼
が
仕
え
る
「
天
皇
・
王
臣
・
近
衛
官
人
な
ど
」
の
家
で
あ
ろ
う
。
穢
れ
を
受
け
、
悲
し
み
に

く
れ
る
中
で
、
放
鷹
を
し
て
は
な
ら
ぬ
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
な
お
、
服
喪
の
証
と
し
て
、
喪
家
の
鷹
を
山
野
に
放
し
て

し
ま
う
と
い
う
こ
と
が
し
ば
し
ば
行
わ
れ
た
。ほ
か
に「
掌タ
カ
カ
ヒ飼
」の
禁
止
事
項
が
あ
る
が
、⑳「
飲
レ
酒
禁
」に
と
ど
め
た
い
。
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「
右
酒
之
爲
レ
物
、
毒
熱
大
尤
盛
、
如
シ
カ
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ以
愛
挨
之
徒ト
モ
ガ
ラ、
手
足
顚
倒
、
令
二
其
擎
一
、
必
傷
害セ
ン乎
、
凢
（
お
よ
そ
、そ
の
た
か
が
い
）

厥
掌
飼
、
属
二
淵

醉
に

時
、
不
レ
得
レ
擎
レ
鷹
、」

　
『
新
修
鷹
経
』
下
巻
は
鷹
の
病
の
療
治
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
十
二
種
の
病
症
〈
①
鼻
塞　

②
臀
塞　

③
脚
腫　

④
脚
疣　

⑤
囓
二
腹
股
毛
一　

⑥
囓
二
抜
羽
一　

⑦
瘙　

⑧
血
痢　

⑨
被
二
犬
噬
一
鷹　

⑩
肉
癥　

⑪
脚
折
傷　

⑫

肉
瘁
〉を
あ
げ
て
、
治
療
法
を
示
し
て
い
る
。

　

た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
治
療
法
に
つ
い
て
は
冒
頭
の
「
療
治
」
の
中
で
、
次
の
よ
う
に
触
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
「
生
民
」

の
大
患
・
疾
疹
を
治
す
こ
と
が
難
し
い
よ
う
に
、「
鷹
病
」
は
未
だ
治
療
法
が
な
い
。
し
た
が
っ
て
、『
鷹
経
』
の
編
者
「
後

周
魏
収
」
が
既
に
述
べ
た
と
こ
ろ
を
引
き
、
ま
た
敷
衍
し
て
記
し
お
く
の
で
あ
る
、
と
。
は
た
し
て
魏
収
の
そ
れ
が
、
ど

の
よ
う
な
文
体
で
あ
っ
た
か
窺
い
得
な
い
け
れ
ど
も
、『
新
修
鷹
経
』
で
は
、
前
の
上
・
中
巻
の
よ
う
に
、
親
切
丁
寧
な

書
き
方
に
な
っ
て
い
る
。
特
に
鷹
病
の
症
状
の
説
明
は
写
実
的
で
あ
り
、
こ
れ
は
先
述
し
た
通
り
、
兵
部
省
主
鷹
司
三
十

人
の
「
掌タ
カ

飼ガ
ヒ

」
が
議
論
を
交
え
て
い
た
こ
と
を
再
び
髣
髴
さ
せ
る
。

　

処
方
す
る
薬
を
列
挙
し
て
み
る
と
、「
目
病
に
黄
連
・
塩
・
酢
・
龍
膽
・
蝿
の
首
、
鼻
塞
に
胡
麻
油
・
熊
脂
、
臀
塞
に
、

胡
麻
油
・
塩
・
犀
角
丸
、
脚
腫
に
塩
と
酢
、
脚
疣
に
杏
仁
、
囓
腹
股
毛
に
巴
豆
・
胡
麻
油
・
水
銀
・
葵
茎
・
酢
、
囓
抜
羽

に
熊
膽
苦
茶
、
瘙
に
は
水
銀
膏
・
唾
・
酢
・
硫
黄
、
犬
噬
に
は
牛
鳥
脂（
鷂
に
は
鶉
脂
）、
肉
瘁
に
は
灸
を
用
い
る
が
、
ほ
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か
に
芒
硝
・
琥
珀
・
牛
黄
・
龍
骨
の
四
種
・
胡
麻
油
、」
な
ど
と
見
え
て
い
る
。

　

灸
に
つ
い
て
は
、
羽
毛
を
除
い
た
鷹
の
裸
形
図（
腹
・
背
両
面
）を
載
せ
、
背
面
に
壷
七
か
所
、
腹
面
に
同
じ
く
七
か
所

を
明
示
し
て
い
る
。

　

病
の
中
で
最
も
難
し
い
の
は
「
治
二
肉
癥
一
方
」
で
あ
る
、
と
し
て
い
る
が
、
病
因
は
「
調
養
不
レ
精
之
所
レ
致
也
」
と

断
じ
て
い
る
。
病
状
は
と
い
え
ば
、「
其
初
兆
時
數
〻
振
レ
身
、
或
振
テ
中
ゴ
ロ
止
、
或
雖
レ
不
レ
振
、
而
（
び
く
び
く
し
）
愞
二
亂
毛
を

歛ヲ
サ
メレ
毛
、

如
レ
此
無
レ
度
、
眸
マ
ナ
ジ
リ

子
寂
寥
、
如
レ
視
二
遠
物
一
、
哺
食
日
ニ
減
ジ
、
轉
ジ
テ
以
痩
瘠
フ
、
斷
バレ
食
卽
死
也
、」
と
あ
る
。
腫
は

腹
下
に
著
し
い
が
、
或
い
は
五
臓
中
に
広
が
っ
て
い
る
こ
と
も
あ
る
。

　

肉
癥
は
羅
鷹
に
多
く
あ
ら
わ
れ
る
が
、
巣
鷹
に
は
ま
れ
で
あ
る
。「
古
往
今
來
未
レ
知
二
治
方
一
、」
と
言
い
、
こ
れ
を

治
す
説
は
後
世
の
賢
哲
に
期
待
す
る
し
か
な
い
、
と
結
ん
で
い
る
。
鷹
の
病
い
の
治
療
に
つ
い
て
は
、
以
後
も
長
く
人
々

を
懊
悩
さ
せ
た
。

　

最
後
に
『
新
修
鷹
経
』
の
奥
書
に
は
次
の
よ
う
な
位
階
・
官
職
に
あ
る
人
名
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
。

　

弘（
八
一
八
）

仁
九
年
五
月
廿
二
日

　

賜
二
擧
正
從
六
位
下
兼
行
備
前
權
椽
勲
六
等
巨
勢
朝
臣
馬
重
正
七
位
上
行
令
史
兼
美
作
大
目
上
野
公
祖
繼
等
一
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別

當

二

品

行

式

部

卿

親

王

中
納
言
兼
左
近
衛
大
將
從
三
位
行
春
宮
大
夫
陸
奥
出
羽
按
察
使
藤
原
朝
臣
冬
嗣

参
議
左
衛
門
督
從
四
位
下
兼
守
右
大
辨
行
近
江
守
長
峯
朝
臣
安
世

從

四

位

下

行

越

前

守

勲

五

等

大

野

朝

臣

直

雄

從

四

位

下

行

美

濃

權

守

安

倍

朝

臣

易

笠

右

兵

衛

督

從

四

位

下

安

倍

朝

臣

雄

能

磨

右（左ヵ
）近
衛
中
將
從
四
位
下
兼
行
左
中
辨
越
前
權
守
白
示
久
迷
（
遠
ヵ
）

　

右
に
よ
れ
ば
『
新
修
鷹
経
』
を
下
賜
さ
れ
た
の
は
、
兵
部
省
主
鷹
司
の
主
鷹
正
臣
勢
朝
臣
馬
重
と
主
鷹
令
史
上
野
公
祖

の
二
名
に
な
っ
て
い
る
。
弘
仁
十
年
に
巨
勢
馬
重
は
従
五
位
下
に
、
上
野
公
祖
は
弘
仁
十
三
年
に
同
じ
く
従
五
位
に
叙
さ

れ
て
い
る（
⓬
）。

　

な
お
、
弘
仁
九
年（
八
一
八
）当
時
の
主
鷹
司
鷹
飼
三
十
人
は
、
同
十
一
年
に
は
そ
の
う
ち
十
人
が
蔵
人
所
鷹
飼
に
割
か

れ
て
い
る
。
右
二
名
は
連
署
者
の
一
人
・
藤
原
冬
嗣
が
同
年
、
蔵
人
頭
に
就
い
た
こ
と
に
伴
っ
て
昇
任
し
た
も
の
で
あ
ろ

う
。
二
名
の
う
ち
一
名
は
蔵
人
所
鷹
飼
を
監
督
し
た
か
と
思
わ
れ
る
が
確
証
は
な
い
。

　

と
こ
ろ
で
、
上
掲
に
名
を
連
ね
て
い
る
官
人
の
官
職
名
に
み
え
る
任
国
に
つ
い
て
、
注
目
し
た
い
こ
と
が
あ
る
。
列
挙

す
る
と
、
備
前
・
美
作
・〔
陸
奥
・
出
羽
〕・
近
江
・
越
前
・
美
濃
と
な
る
。

　
〔
陸
奥
・
出
羽
〕
が
良
鷹
の
産
地
で
あ
り
、
主
要
な
貢
鷹
国
で
あ
る
こ
と
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
他
の
諸
国
に
何
か
共

79

第二節　　嵯峨天皇と『新修鷹経』



通
点
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
考
え
る
上
で
、
元
慶
八
年（
八
八
四
）と
翌
仁
和
元
年（
八
八
五
）の
二
つ
の
「
勅
」
が
存

在
す
る
。（
た
だ
し
、『
新
修
鷹
経
』
頒
布
の
貞
観
九
年（
八
一
八
）よ
り
七
十
年
後
で
あ
る
が
。）『
三
代
実
録
』
収
載
の
次
の
史
料

で
あ
る
。

　
「（
元
慶
二
年
十
二
月
二
日
）勅
遣
下
二
左
衛
門
佐
従
五
位
上
藤
原
朝
臣
高
経
、
六
位
六
人
、
近
衛
一
人
、
鷂
七
聯
、
犬
九
牙

於
二
播
磨
國
一
、
中
務
少
輔
従
五
位
下
在
原
朝
臣
弘
景
、
六
位
四
人
、
近
衛
一
人
、
鷹
五
聯
、
犬
六
牙
於
二
美
作
國
一
、
並

猟
中
取
野
禽
上
」「
仁
和
元
年（
三
月
七
日
）勅
遣
下
二
從
四
位
下
行
佐
馬
頭
藤
原
朝
臣
利
基
於
近
江
國
」
と
見
え
、
山
陽
道
へ
は
「
從

五
位
上
守
右
近
衛
少
将
源
朝
臣
湛
於
二
備
後
國
一
」
と
も
に
「
並
臂
レ
鷹
擡
レ
犬
、
行
拂
中
野
禽
上
」
と
し
、
よ
っ
て
「
路

次
往
還
并
經
レ
彼
之
間
、
用
二
正
稅
一
供
レ
食
焉
」
と
い
う
便
宜
を
与
え
て
い
る
。

　

こ
の
二
例
の
ほ
か
に
管
見
に
は
触
れ
て
い
な
い
け
れ
ど
も
、こ
れ
は
い
わ
ゆ
る
「
狩
の
使
」
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う（
⓭
）。

諸
鳥
を
現
地
調
達
す
る
の
で
は
な
く
、
都
か
ら
鷹
・
鷂
を
据
え
犬
を
牽
い
て
行
く
一
団
の
構
成
が
分
か
る
。

　

備
前
・
美
作
・
近
江
・
越
前
地
方
は
鷹
の
獲
物
「
野
禽
」
を
確
保
し
や
す
い
の
み
な
ら
ず
、
こ
れ
を
都
ま
で
運
ん
で
く

る
の
に
好
都
合
な
距
離
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
視
点
に
立
て
ば
、
右
の
叙
任
国
は
、
当
時
の
放
鷹
に
と
っ
て

必
須
の
国
々
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
よ
う
。［
陸
奥
出
羽
按
察
使
］
配
下
の
鷹
飼
・
鷂
飼
が
、『
新
修
鷹
経
』
の
写
本

を
携
え
な
が
ら
、
奥
羽
の
巣
鷹
を
求
め
て
行
動
し
た
と
い
う
こ
と
も
想
像
に
難
く
な
い
。

　

以
上
、
本
節
を
通
じ
て
、『
新
修
鷹
経
』
を
具
体
的
に
取
り
上
げ
、
特
に
中
世
鷹
狩
を
展
望
し
な
が
ら
、
か
な
り
詳
し
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く
論
じ
た
つ
も
り
で
あ
る
。
結
果
と
し
て
、
鷹
・
鷂
を
養
う
こ
と
は
『
新
修
鷹
経
』
を
理
解
し
実
践
で
き
る
者
に
の
み
許

さ
れ
る
行
為
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
天
皇
・
王
臣
を
始
め
、
蔵
人
所
・
近
衛
府
等
の
官
人
た
ち
の
放
鷹
に
携
わ
る

鷹
飼
・
鷂
飼
に
課
せ
ら
れ
た
重
大
な
条
件
で
も
あ
っ
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

注（
１
）　

二
条
良
基
の
『
嵯
峨
野
物
語
』（
至
徳
三
年（
一
三
八
五
）十
一
月
序
）で
は
、「
弘
仁
二
年
」
と
し
て
い
る
が
、『
新
修
鷹
経
』
奥

書
に
は
弘
仁
九
年
と
あ
る
。
本
論
で
は
後
者
を
採
る
。

（
２
）　

良
鷹
と
は
、
ど
ん
な
姿
形
を
し
て
い
る
か
を
側
面
・
対
面
・
背
面
の
三
体
の
図
に
よ
っ
て
表
わ
し
、
ま
た
、「
良
鷹
軒（
の
き
ば
）
翥
ノ
體
」

図
を
載
せ
る
。
こ
れ
は
羽
を
広
げ
て
飛
び
上
る
さ
ま
を
表
わ
す
。
い
っ
ぽ
う
「
醜
鷹
ノ
體
」
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
良
醜
の
見
分

け
方
に
便
利
を
図
っ
て
い
る
。「
鳬
居
鷹
ノ
體
」
の
図
は
「
股
と
𦙾
と
共
に
短
く
、
肘
の
骨
が
曲
が
っ
て
い
る
」（『
放
鷹
』　

鷹
犬
語
彙
）特
徴（
良

く
な
い
鷹
）を
表
わ
し
て
い
る
。
次
に
「
隼
鶻
ノ
體
」
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
「
良
鷹
傍
」
図
が
大
鷹
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
隼
の
図

で
あ
る
。

（
３
）　

総
字
数
約
四
〇
〇
〇
字
。
そ
の
う
ち
②
～
⑤
に
約
二
〇
〇
〇
字
を
当
て
て
調
養
の
枢
要
を
記
し
て
い
る
。

（
４
）　

た
と
え
ば
先
掲
、
注（
１
）今
村
与
志
雄
氏
「
唐
代
の
鷹
狩
に
つ
い
て（
上
）」
に
よ
れ
ば
、
中
国
の
鷹
狩
に
最
も
よ
く
使
用
さ
れ

た
種
類
は
、
遼
島
半
島
で
獲
れ
る
「
皂
鵰
」（Golden	Eagle
）及
び
海
東
青
な
ど
の
鶻（
隼
）で
あ
っ
た
と
い
う
。
鵰（
鷲
）の
獲
物

は
狐
・
兎
な
ど
で
あ
る
。

（
５
）　

中
世
の
鷹
書
に
は
鷹
部
屋
の
構
造（
見
取
図
）が
例
示
さ
れ
る
が
、『
新
修
鷹
経
』
に
は
無
い
。
主
鷹
司
の
掌
仕
は
自
明
の
こ
と
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と
し
て
図
は
載
せ
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

（
６
）　
「
四
月
八
日
湛
二
冷
水
一
也
」
と
あ
る
の
は
、
釈
迦
の
誕
生
日
を
特
殊
と
す
る
考
え
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
な
お
、
温

湯
で
湯
掻
く
方
法
が
強
調
さ
れ
て
い
る
の
は
、
脂
肪
分
を
取
り
除
く
た
め
で
あ
る
。

（
７
）　
『
放
鷹
』
の
「
鷹
犬
飼
語
彙
」
に
「
日
を
限
り
て
餌
飼
い
分
量
を
き
め
て
鷹
に
與
ふ
る
こ
と
」
と
あ
り
、
ま
た
「
シ
シ
ノ
・
ツ
メ
・

ヒ
ラ
キ
」
と
い
う
こ
と
を
「
肉
の
詰
開
。
鷹
に
與
へ
る
餌
に
よ
り
て
肥
瘠
さ
せ
る
仕
方
。
詰
と
は
量
を
滅
ぶ
る
こ
と
開
と
は
量
を

増
す
こ
と
。」
と
あ
る
。

（
８
）　

鷹
・
鷂
・
隼
の
体
格
を
図
表
で
あ
ら
わ
し
て
お
き
た
い
。
い
ず
れ
も
雌
の
方
が
大
き
く
、
狩
り
も
雄
よ
り
す
ぐ
れ
て
い
る
。

　
　
　

隼
は
海
岸
の
松
林
や
沿
岸
部
の
崖
な
ど
に
営
巣
す
る
。
海
鳥（
カ
ゴ
メ
・
チ

ド
リ
・
ア
ジ
サ
シ
）を
は
じ
め
小
型
哺
乳
類
や
浅
瀬
の
魚
な
ど
も
捕
食
す
る
。

　
　
　

隼
は
「
空
高
く
飛
行
し
目
的
物
に
向
ひ
急
速
に
落
下
し
て
脚
を
以
て
之こ

れ

を
蹴
落
し
て
捕
食
す
、そ
の
勇
壮
な
る
こ
と
到
底
多
種
の
及
ば
ざ
る
所
な
り
、」

（『
放
鷹
』）と
あ
る
よ
う
な
特
性
を
も
つ
。
ま
た
、
白
隼
は
「
欧
州
に
あ
り
て

古
来
放
鷹
中
の
最
上
の
種
類
」
と
も
あ
る
。「
チ
ゴ
ハ
ヤ
ブ
サ
」（
サ
シ
バ
）は

鶉
な
ど
の
小
禽
を
獲
る
時
に
愛
用
さ
れ
た
。

　
　
　

な
お
、
上
揚
の
表
以
外
に
は
「
コ
チ
ョ
ウ
ゲ
ン
ボ
ウ
・
チ
ョ
ウ
ゲ
ン
ボ
ウ
・

ノ
ス
リ
・
ト
ビ
・
ハ
チ
ク
マ
」
な
ど
も
鷹
狩
に
使
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

（
９
）　

鷹
を
飼
う
親
王
・
王
臣
・
官
人
ら
が
鷹
餌
の
確
保
の
た
め
に
「
餌
取
」
を
か
か
え
て
い
た
こ
と
を
示
す
史
料
が
あ
る
。「
検
非

違
使
式
云
、
請
二
鷹
官
符
一
家
々
行
二
餌
取
一
者
、
三
位
以
上
各
二
人
、
四
位
以
下
各
一
人
」（『
政
事
要
略
』
巻
七
十　

糺
弾
雑
事

（
鷹
鸇
）弘
仁
八
年
九
月
廿
三
日
条
）

（
10
）　

小
屋（
鳥
屋
）か
ら
い
つ
出
す
か
に
つ
い
て
『
新
修
鷹
経
』
は
特
定
し
て
い
な
い
が
、
中
世
に
お
い
て
は
、
そ
れ
を
「
盂
蘭
盆
」

翼（㎝位）

オオタカ
雄 ショウ兄 280－300

雌 ダイ弟 302－339

ハイタカ
雄 ニコノリ 203－215

雌 コノリ 240－257

オオハヤブサ
雄 332－344

雌 361－378

チゴハヤブサ
（サシバ）

雄 245－262

雌 273－281
「日本の鷹類に関する科学的考察」（『放鷹』）
より作成
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の
こ
ろ
と
す
る
鷹
書
が
出
て
く
る
。
小
屋
入
を
卯
月
八
日
の
釈
迦
生
誕
日
に
考
え
て
、
こ
れ
に
対
応
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

（
11
）　
「
小
屋
」
と
「
鷹
屋
」
は
別
棟
で
あ
っ
た
の
で
は
な
く
、
よ
り
広
い
「
鷹
屋
」
の
内
部
に
小
屋
を
設
置
し
た
と
考
え
て
お
く
。

そ
れ
は
④
「
養
雛
鷹
法
」
に
「
小
屋
中
置
レ

屋

方
丈
許
」
と
見
え
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
判
断
で
き
る
。

（
12
）　

秋
吉
正
博
氏
『
日
本
古
代
養
鷹
の
研
究
』（
思
文
閣
出
版
平
成
十
六
年
）。
な
お
、
秋
吉
氏
は
、
巨
勢
朝
臣
馬
重
は
馬
乗
が
正
し

い
と
し
て
い
る
。

（
13
）　
『
伊
勢
物
語
』
第
六
十
九
に
「
狩
の
使
」
が
あ
る
。
伊
勢
国
に
派
遣
さ
れ
た
「
狩
の
使
」
の
男
と
斎
宮
の
恋
が
語
ら
れ
て
い
る
。

第
三
節　
　

野
行
幸
と
大
臣
家
大
饗

　

次
に
、
古
代
の
天
皇
が
実
施
し
た
大
々
的
な
放
鷹
を
野
行
幸
と
称
し
て
い
る
が
、
こ
の
華
麗
な
放
鷹
は
後
世
に
語
り
継

が
れ
憧
憬
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
南
北
朝
期
に
二
条
良
基
が
『
嵯
峨
野
物
語
』
に
於
て
、
往
事
の
天
皇
の
野
行
幸

を
具
さ
に
懐
旧
し
た
り
、
そ
の
後
、
豊
臣
秀
吉
が
催
し
た
「
大
鷹
野
」
が
模
範
と
し
た
の
も
、
こ
の
野
行
幸
で
あ
っ
た
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

中
世
鷹
狩
の
研
究
を
進
め
る
過
程
で
、
逢
着
す
る
疑
問
が
幾
つ
か
あ
る
中
で
、「
鷹
の
受
渡
し
、
鷹
の
見
せ
様
、
鷹
の

つ
な
ぎ
様
」
ま
た
「
雉
子
請
取
渡
し
、
鷹
の
鳥
御
目
に
か
く
る
こ
と
」
と
か
「
鷹
・
馬
を
引
出
物
に
す
る
」
な
ど
が
あ
る
。
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そ
れ
ら
の
、
い
わ
ば
鷹
の
儀
礼
は
、
前
節
で
取
上
げ
た
『
新
修
鷹
経
』
で
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
同

書
成
立
以
降
か
ら
中
世
に
到
る
時
代
に
、
こ
の
種
儀
礼
が
発
達
し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

　

そ
こ
で
、
こ
の
こ
と
を
考
え
る
た
め
に
、
大
臣
家
大
饗
に
お
け
る
「
鷹
飼
渡
」
を
中
心
に
検
討
し
て
み
た
い
。
本
節
は

以
上
の
二
点
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
。

（
一
）　

野の　

行ぎ
ょ
う　

幸こ
う

　

十
世
紀
以
降
も
天
皇
の
放
鷹
が
盛
ん
で
あ
っ
た
こ
と
は
広
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、『
放
鷹
』
の
ほ
か
に
幾
つ
か
の
研
究

が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
代
表
的
な
も
の
に
、弓
野
正
武
氏
「
平
安
時
代
の
鷹
狩
に
つ
い
て
」（
１
）が
あ
り
、榎
村
寛
之
氏
「
野

行
幸
の
成
立
―
古
代
の
王
権
儀
礼
と
し
て
の
狩
猟
の
変
質
―
」（
２
）が
あ
る
。
ま
た
、
秋
吉
正
博
氏
は
「
日
本
古
代
の
放

鷹
文
化
と
統
治
思
想
―
天
皇
狩
猟
か
ら
野
行
幸
へ
―
」
に
お
い
て
、
野
行
幸
は
光
孝
朝（
在
位	

八
八
四
―
八
八
七
）以
降
に

整
備
さ
れ
た
と
指
摘
し
て
い
る（
３
）。

　

天
皇
の
放
鷹
は
ご
く
小
規
模
な
「
遊
猟
＝
野
の
遊
び
」
程
度
の
も
の
と
、大
が
か
り
な
「
野
行
幸
」
の
両
方
が
あ
る
が
、

後
者
に
関
し
て
弓
野
正
武
氏
は
光
孝
天
皇
の
仁
和
二
年（
八
八
六
）芹
川
野
行
幸（
４
）、
醍
醐
天
皇
の
延
喜
十
八
年（
九
一
八
）

（
５
）と
延
長
四
年（
九
二
六
）の
北
野
行
幸（
６
）、
さ
ら
に
同
六
年（
九
二
八
）の
大
原
野
行
幸（
７
）に
つ
い
て
『
西
宮
記
』・『
新

儀
式
』・『
政
事
要
略
』・『
醍
醐
天
皇
御
記
』・『
三
内
口
決
』
等
を
典
拠
と
し
て
考
察
し
て
い
る
。
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野
行
幸
は
し
だ
い
に
豪
華
に
な
り
、
同
行
の
人
々
の
狩
衣
裳
に
も
威
儀
が
加
え
ら
れ
て
い
っ
た
。
あ
た
か
も
大
極
殿
の

全
て
が
禁
野
に
移
動
す
る
観
が
あ
っ
た
ろ
う
。

　

一
方
、
榎
村
寛
之
氏
は
『
新
儀
式
』
な
ら
び
に
『
西
宮
記
』
が
伝
え
る
野
行
幸
に
関
す
る
記
載
を
読
み
下
し
文
で
紹
介

し
て
、
さ
ら
に
そ
の
特
徴
を
記
し
て
い
る（
８
）。

　

私
は
右
三
氏
の
論
点
と
は
別
に
、
こ
こ
で
も
中
世
鷹
狩
へ
の
展
望
に
立
っ
て
、
応
和
三
年（
九
三
六
）以
降
の
編
纂
に
成

る
平
安
時
代
の
儀
式
書
『
新
儀
式
』
第
四
が
載
せ
る
「
野
行
幸
事
」
を
全
文
掲
出
し
、
便
宜
上（
Ａ
）～（
Ｄ
）に
分
け
て
考

察
を
加
え
て
置
く
こ
と
に
し
た
い
。

　

野
行
幸
事

（
Ａ
）①
若
有
二
野
行
幸
一
、
冬
節
行
之
、
預
定
二
其
程
一
、
令
レ
仰
下
上
卿
可
レ
有
二
行
幸
一
之
由
上
、
卽
令
レ
勘
ん

申
吉
日
一
、

②
又
尋
常
鷂
飼
鷹
飼
等
之
外
、
若
有
下
知
二
獵
道
一
親
王
公
卿
幷
非
參
議
四
位
五
位
上
、
令
レ
仰
下
可
レ
供
ん

奉
鷂
飼
鷹
飼
一

之
由
上
、
又
奉
レ
仰
上
卿
參
議
率
二
裝
束
使
弁
少
將
史
等
一
可
レ
向
二
③
幸
野
一
、
④
點
下
定
御
在
所
及
可
レ
立
二
諸
司
幄
一

所
上々
、
前
十
日
、
仰
二
左
衛
門
府
一
令
レ
差
ん

進
⑤
獵
長
尉
志
各
一
人
一
、
長
等
掌
二
各
府

列
卒
廿
二
人
一
、前
七
八
日
、
令
レ
進
二
諸
衛
留
守

差
文
一
、
又
⑥
仰
二
檢
非
違
使
一
聽
下
親
王
公
卿
被
レ
點
二
鷂
飼
鷹
飼
一
之
輩
行
幸
日
着
中
摺
衣
上
、
又
⑦
親
王
鷹
助
若
用
二

内
舎
人
衛
府
官
人
一
、
隨
二
其
申
請
一
聽
二
兵
仗
不
具
之
責
一
、
前
四
日
、
召
下
仰
供
奉
諸
司
幷
諸
衛
可
レ
有
二
行
幸
一
之

85

第三節　　野行幸と大臣家大饗



由
上
如
レ
常
、
前
一
日
、
召
ん

仰
行
幸
時
刻
幷
出
御
門
等
一
、

（
Ｂ
）當
日
未
明
、
天
皇
御
二
南
殿
一
、
左
右
大
將
幷
親
王
公
卿
列
立
如
レ
常
、
但
①
王
卿
着
二
麴
塵
袍
一
、
帶
劒
者
着
二
後
鞘
一
、

又
可
レ
供
ん

奉
鷂
鷹
一
王
卿
、
着
二
狩
衣
深
履
一
而
把
レ
笏
也
、
②
鷂
飼
四
人
、
用
二
蘇
芳
緂
大
組
一
、
同
色
結
立
總
、
青
鞲
赤
染
餌
囊
、
兕

皮
後
鞘
、
猪
皮
後
鞘
、
水
豹
皮
腹
纒
、
熊
皮
行
騰
、
紫
苑

褐
、
同
色
絹
裏
帽
子
、
緋
袖
地
墨
繪
龍
魚
幷
鱗
形
衣
、
紫
色
布
袴
、
脛
巾
、
③
犬
飼

四
人
、
着
二
兩
面
緋
裏
帽
子
、
緋
布
衣
、
繪
革
袴
、
緋
革
小
手
、
黄
色
布
接
腰
Κ

先
レ
是
藏
人
仰
二
内
藏
寮
一
、
令
レ
進
二
其
料
布
一
、
令
二
縫
殿

寮
染
調
一
、
前
一
日
給
之
、
令
レ
牽
レ
犬
入
レ
自
二
月
華
門
一
、
鷂
飼
列
ん

立
版
位
西
北
一
、
當
二
右
大
將
南
一
、
④
鷹
飼
在

二
其
後
一
、
東
面
、
鷂
在
レ

北
、
鷹
在
レ
南
、⑤
左
右
近
衛
陣
列
、
中
少
將
已
下
、
府
生
己
上
、
着
二
狩
衣
一
、
腹
纒
、
行
騰
、
四
位
五
位
位

色
接
腹
、
六
位
布
帯
、
舎
人
青
摺
衫
、
騎
二
御
馬
一
者
着
二
腹
纒
行
騰
一
、
少
納
言
鈴
奏
如
レ
常
、

御
輿
入
レ
自
二
二
日
華
門
一
供
之
、
中
少
將
供
奉
如
レ
常
、
承
平
七
年
例
、
駕
輿
丁
着
二
兩
面
帽
子
桃
染
衣
一
、
而
延
喜
十
七
年
、
依
レ
不
レ
供

二
野
御
輿
一
、
不
レ
用
二
別
装
束
一
、
同
十
八
年
、
延
長
六
年
等
、
皆
用
二
尋
常
御
輿
一
、
駕
輿
丁
如
レ
例
、

（
Ｃ
）乗
輿
出
御
、
中
務
丞
、
内
舎
人
、
外
衛
馬
寮
官
人
装
束
、
皆
准
二
近
衛
府
一
、
扈
従
群
官
行
列
如
レ
常
、
①
但
鷹
飼
相

分
在
二
近
衛
陣
前
一
、
鷂
飼
相
分
在
二
御
輿
前
一
、
右
大
將
前　

犬
飼
各
相
從
也
、
乗
輿
到
二
京
極
大
路
一
、
京
職
官
人
下
レ
馬

而
引
留
之
、
②
至
二
野
口
一
、
外
衛
隼
人
陣
及
侍
從
皆
悉
停
留
、
左
右
近
衛
陣
候
之
、
親
王
公
卿
及
殿
上
侍
臣
等
在
二
乗

輿
後
一
、
又
左
右
馬
寮
官
人
隨
二
威
儀
御
馬
一
同
候
、
③
爰
近
衛
陣
開
帳
、
④
鷹
飼
等
各
馳
立
二
乗
輿
前
一
、
且
行
且
獵
、

此
間
鷹
鷂
飼
、
親
王
公
卿
着
二
腹
纒
行
騰
一
、
同
列
二
獵
騎
一
、
左
右
衛
門
獵
長
尉
志
列
卒
行
二
獵
野
中
一
、
⑤
先
レ
是
所

司
擇
二
便
宜
勝
地
一
儲
二
御
在
所
一
、
延
喜
十
八
年
、
北
野
行
幸
、
儲
二
輕
幄
於
御
輿
関
下
東
北
一
也
、
其
内
立
二
大
床
子
一
掃
部
寮
敷
二
參
議
已
上
座
席
輕
幄

東
南
邊
一
、
王
卿
依
レ
召
候
之
、
近
衛
陣
二
南
邊
一
、
左
右
殿
上
侍
臣
御
厨
子
所
内
藏
寮
等
供
奉
者
皆
在
二
西
方
一
、
侍
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從
厨
掃
部
寮
王
卿
陪
従
者
在
二
東
方
一
、
同
廿
一
年
、
同
野
御
幸
、
儲
二
御
座
近
衛
府
馬
塲
屋
母
屋
中
門
一
、
立
二
大
床
子
一
、
御
座
東
南
軒
敷
二
親
王
公
卿
座
一
、
左
右
近

衛
陣
馬
場
西
屋
南
北
、
左
兵
衛
陣
左
近
陣
南
埓
西
右
兵
衛
陣
埓
東
、
左
右
衛
門
右
兵
衛
陣
南
、
夾
レ
埓
相
竝
也
、
侍
從
座
在
二
馬
留
屋
一
、
立
二
鷂
架
二
基
埓
東
饗
屋
前

一
、
延
長
四
年
、
先
御
二
同
埓
一
、
其
儀
大
略
同
二
廿
一
年
一
、
次
入
二
御
野
中
一
、
儲
二
輕
幄
於
船
岡
下
一
、
其
儀
且
同
二
延
喜
十
七
八
年
一
、
延
長
六
年
、
幸
二

大
原
野
一
先
到
二
葛
野
河
渡
瀬
上
一
、
停
二
乗
輿
一
、
御
二
輕
幄
一
、
御
幄
在
二
路
北
一
、
公
卿
握
大
略
南
、
頃
之
乗
輿
度
二
浮
橋
一
、
先
レ
是
國
司
所
二
造
候
一
也

　

御
座
定
後
、
召
二
親
王
公
卿
一
、
⑥
此
間
鷂
飼
進
出
繋
二
架
上
一
而
退
出
、
次
鷹
飼
同
繋
二
架
上
一
、
退
着
二
饗
屋
一
、
⑦
犬

飼
陪
二
同
屋
東
邊
一
、
⑧
親
王
公
卿
鷂
鷹
於
二
屏
幔
下
一
召

二
鷹
助
一
給
之
、
鷹
助
進
而
繋
之
、御
厨
子
所
供
二
朝
膳
一
、
侍
従
厨
給
二
王
卿
膳
一
、
⑨
山
城
國
幷
近
邊
所

司
獻
レ
物
、
或
豫
有
レ

勅
止
之
、

（
Ｄ
）御
酒
三
獻
之
後
、
着
二
御
直
御
衣
一
、
更
亦
①
御
輿
入
ん

御
野
中
一
覧
レ
獵
、
此
間
獵
徒
有
下
獻
二
獲
物
一
者
上
、
又
或
②

上
レ
岡
御
ん

覧
四
方
一
、
所
司
立
二
御
倚
子
於
岡
上
一
、
隨
レ
便
敷
二
緣
道
一
屬
二
輕
幄
一
、
③
近
衛
次
將
執
二
御
劒
璽
一
仕
候
、

更
還
ん

御
輕
幄
一
御
厨
子
所
供
二
御
酒
一
、
④
召
二
侍
臣
堪
レ
事
者
一
、
令
レ
調
二
所
レ
獻
獲
物
雉
等
一
、
供
二
御
膳
一
、
又
給

二
王
卿
以
下
等
一
、
大
炊
寮
調
二
褁
飯
一
、
大
膳
儲
二
食
物
一
、
補
二
駕
輿
丁
烈
卒
等
疲
一
、
又
山
城
國
以
二
酒
肴
一
給
二
六

衛
府
一
、
又
⑤
或
殊
有
二
優
詔
一
、
令
二
競
觀
之
車
一
聽
下
入
二
野
中
一
觀
Β

極
遊
獵
上
、
先
レ
是
檢
非
違
使
禁

而
不
レ
入
二
野
中
一
、　
⑥
或
事
之
終
頭
、

令
レ
奏
二
絃
歌
一
、
或
召
二
鷂
鷹
飼
等
於
公
卿
座
後
一
、
給
二
坏
酌
一
、
又
⑦
縫
殿
寮
持
レ
祿
給
二
親
王
已
下
扈
從
大
夫
及
鷹

鷂
飼
幷
山
城
國
司
一
、
有
レ
差
、
又
或
於
二
右
近
馬
場
一
未
レ
入
ん

御
野
中
一
、
坏
酌
之
次
以
着
二
御
袍
一
赤
白
橡
、　

給
二
右
大

將
一
、
又
別
給
二
次
將
祿
一
、
⑧
晩
景
乗
輿
還
宮
、
依
レ
例
奏
樂
、

（
『
群
書
類
従
』

公
事
部
巻
八
十
）
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（
Ａ
）①
野
行
幸
は
冬
に
行
う
大
鷹
狩
を
さ
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る（
９
）。
秋
に
行
う
鷹
狩
は
小
鷹
狩
と
い
う
け
れ
ど

も
、
太
陰
暦
の
秋
は
七
・
八
・
九
月
で
あ
り
、
盂
蘭
盆
・
放
生
会
・
稲
収
穫
前
等
、
さ
ま
ざ
ま
な
意
味
で
野
行
幸
に
は
ふ

さ
わ
し
く
な
い
。

　

②
蔵
人
所
の
「
鷂
飼
と
鷹
飼
及
び
衛
府
の
官
人
・
舎
人
で
、
鷂
・
鷹
調
養
を
兼
ね
る
者
た
ち
で
あ
り
、
そ
の
ほ
か
養
鷹

を
許
さ
れ
て
「
猟
道
す
な
わ
ち
放
鷹
術
」
を
知
っ
て
い
る
親
王
及
び
貴
族
の
こ
と
で
あ
る（
⓾
）。
か
れ
ら
も
配
下
の
鷂
飼
・

鷹
飼
を
供
奉
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
た
。

　

③
行
幸
す
る
野（
み
ゆ
き
の
）。
い
わ
ゆ
る
禁
野
で
、
宇
陀（
多
）野
・
交
野
・
大
原
野
な
ど
が
著
名
で
あ
る
。
天
皇
の
ほ
か
に

放
鷹
す
る
こ
と
は
禁
じ
ら
れ
て
い
る
。
雉
・
鶉
・
鴨
な
ど
の
い
わ
ば
保
護
区
で
あ
る
。
百
済
王
氏
の
子
孫
と
伝
え
る
下
毛

野
氏
と
秦
氏
が
禁
野
の
管
理
に
当
っ
て
い
た
。

　

④
幸
野
の
な
か
に
天
皇
が
滞
在
す
る
地
点
や
随
行
す
る
貴
族
・
官
人
た
ち
の
居
場
所
と
し
て
の
幄
舎
が
設
置
さ
れ
た
。

　

⑤
左
衛
門
府
に
お
い
て
、
④
を
行
う
役
係
が
定
め
ら
れ
、
衛
府
の
従
卒
各
二
十
二
人
が
十
日
以
前
か
ら
作
業
に
当
た
っ

た
の
で
あ
る
。

　

⑥
親
王
公
卿
の
鷂
飼
・
鷹
飼
に
あ
て
ら
れ
た
者
の
摺
衣
の
着
用
に
つ
い
て
は
検
非
違
使
の
指
図
に
従
う
こ
と
に
な
っ
て

い
た
。
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⑦
親
王
が
放
鷹
の
補
佐
役
と
し
て
の
「
鷹
助
」
に
内
舎
人
・
衛
府
官
人
を
宛
て
る
と
き
は
、
か
れ
ら
の
ふ
だ
ん
の
武
装

を
解
い
て
も
よ
い
、
と
し
て
い
る
。

　
（
Ｂ
）に
入
る
前
に
、『
源
氏
物
語
』―
行
幸
―
の
一
節
を
引
用
し
て
み
た
い（『
日
本
古
典
文
学

全
集
』
小
学
館

）。

　　

そ
の
十し
は
す二
月
に
、
大お
お

原は
ら

野の

の
行ぎ
や
う
が
う幸
と
て
、
世
に
残
る
人
な
く
見
騒
ぐ
を
、
六
条
院
よ
り
も
御
方か
た
が
た々

引
き
出
で
つ
つ

見
た
ま
ふ
、
卯う

の
刻と
き

に
出
で
た
ま
う
て
、
朱
雀
よ
り
五
条
の
大お
は
ぢ路

を
西
ざ
ま
に
折
れ
た
ま
ふ
、
桂か
つ
ら
が
は川

の
も
と
ま
で
、

物も
の
み
ぐ
る
ま
ひ
ま

見
車
隙
な
し
、
行
幸
と
い
へ
ど
、
必
ず
か
う
し
も
あ
ら
ぬ
を
、
今け
ふ日

は
親み
こ

王
た
ち
上か
む

達だ
ち

部め

も
、
み
な
心
こ
と
に
、
御

馬む
ま

鞍く
ら

を
と
と
の
へ
、
随ず
い

身じ
ん

馬む
ま

副そ
ひ

の
容か
た
ち貌
丈た
け

だ
ち
、
裝さ
う

束ぞ
く

を
飾
り
た
ま
う
つ
つ
、
め
づ
ら
か
に
を
か
し
、
左
右
大
臣
内
大

臣
納な
ふ
ご
ん言

よ
り
下し
も

、
は
た
、
ま
し
て
残
ら
ず
仕
う
ま
つ
り
た
ま
へ
り
、
青あ
を
い
ろ色

の
袍う
へ
の
き
ぬ衣、

葡え

萄び

染ぞ
め

の
下し
た

襲が
さ
ね

を
、
殿
上
人
、
五

位
六
位
ま
で
着
た
り
、
雪
た
だ
い
さ
さ
か
づ
つ
う
ち
散
り
て
、
道
の
空
さ
へ
艶え
ん

な
り
、
親み
こ

王
た
ち
上
達
部
な
ど
も
、
鷹た
か

に
か
か
づ
ら
ひ
た
ま
へ
る
は
、
め
づ
ら
し
き
狩か
り

の
御
装よ
そ

ひ
ど
も
を
設
け
た
ま
ふ
、
近こ
の

衛ゑ

の
鷹た
か
が
ひ飼
ど
も
は
、
ま
し
て
世
に

目
馴
れ
ぬ
摺す
り
　
ご
ろ
も衣
を
乱
れ
着
つ
つ
、
気
色
こ
と
な
り
、

　
（
Ｂ
）①
野
行
幸
に
随
従
す
る
親
王
公
卿
は
麴
塵
袍（
⓫
）
を
着
て
、
太
刀
の
鞘
を
保
護
す
る
た
め
の
獣
皮
を
付
し
た
鞘

（
後し
り
ざ
や鞘
）を
帯
し
威
厳
を
示
す
。
鷂
鷹
を
居
え
て
供
奉
す
る
王
卿
は（
禁
野
の
放
鷹
に
適
す
る
よ
う
に
）狩
衣
・
深
履
を
着
用
し
、
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右
手
に
笏
を
把
っ
て
威
儀
を
示
し
て
い
る
。

　

②
鷂
飼
の
装
束
が
子
細
に
記
さ
れ
て
い
る
が
、
ど
れ
も
極
め
て
上
等
な
も
の
ば
か
り
で
あ
り
、
色
目
も
蘇
芳
・
青
・
赤
・

紫
苑
褐
・
緋
・
紫
な
ど
多
彩
で
あ
る
。
ま
た
、
熊
皮
・
水（
ら
っ
こ
）豹皮
な
ど
獣
皮
を
加
工
し
た
も
の
な
ど
が
み
え
る
。
②
鷂
飼
ま

た
は
鷂
の
方
が
、
④
の
鷹
飼
・
鷹
よ
り
も
上
位
に
扱
わ
れ
て
い
る
。

　

③
犬
飼
着
用
の
衣
裳
が
緋
に
色
ど
ら
れ
て
い
る
の
は
実
に
よ
く
目
立
っ
た
で
あ
ろ
う
。
革
袴
は
、
枯
原
を
駆
け
廻
る
の

に
有
効
で
あ
っ
た
。
な
お
、
鷂
飼
四
人
に
つ
い
て
犬
飼
も
四
人
で
あ
っ
た
。
両
者
は
つ
ね
に
意
気
投
合
し
て
い
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

　

⑤
野
行
幸
の
行
列
の
中
で
も
ひ
と
き
わ
威
厳
を
保
持
し
て
い
た
の
は
、
騎
乗
す
る
左
右
の
近
衛
府
官
人
た
ち
で
あ
っ
た

ろ
う
。
か
れ
ら
は
甲
胄
・
武
具
を
帯
し
て
い
な
か
っ
た
に
せ
よ
、
行
幸
の
警
衛
と
し
て
の
役
割
を
演
じ
て
い
た
の
で
あ
る
。

中
世
武
家
の
棟
梁
あ
る
い
は
織
豊
政
権
・
徳
川
将
軍
た
ち
の
鷹
狩
の
威
儀
・
行
列
に
、
野
行
幸
の
先
例
が
投
影
さ
れ
て
い

た
こ
と
は
推
測
に
難
く
な
い
。

（
Ｃ
）①
い
よ
い
よ
天
皇
乗
輿
は
出
御
す
る
が
、
群
官
行
列
の
中
で
、
最
前
方
を
行
く
近
衛
府
陣
の
前
に
は
鷹
飼
が
左
右
に

分
れ
て
行
き
、（
Ｂ
）②
の
鷂
飼
は
乗
輿
の
前
衛
・
右
大
将
の
前
左
右
に
分
れ
て
進
む（
鷂
飼
の
方
が
鷹
飼
よ
り
上
位
で
あ
る

と
判
断
し
た
根
拠
で
あ
る
）。
犬
飼
も
ま
た（
神
妙
に
）つ
き
従
う
の
で
あ
る
。
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②
禁
野
の
入
口
の
こ
と
だ
が
、
こ
こ
に
は
記
載
が
な
い
け
れ
ど
も
、
行
幸
の
列
は
こ
こ
で
「
野
口
祭
」
の
よ
う
な
祭
儀

を
行
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。

　

③
「
近
衛
陣
」
と
い
う
言
葉
が
く
り
返
さ
れ
て
い
る
の
を
み
る
と
、
天
皇
の
乗
輿
の
左
右
前
後
は
近
衛
官
人
に
よ
っ
て

幕
を
繞
ら
し
固
め
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
り
、
そ
れ
を
開
い
て
放
鷹
が
始
ま
る
の
で
あ
る
。

　

④
鷂
飼
・
鷹
飼
た
ち
は
、
鷂
・
鷹
を
拳
に
据
え
て
乗
輿
前
で
進
む
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
鷹
・
鷂
を
ま
ず
叡
覧
に
供
え
る

儀
礼
で
あ
り
、
そ
う
し
て
次
に
狩
に
移
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　

⑤
便
宜
の
勝
地
を
え
ら
ん
で
行
在
所
を
設
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。（
そ
の
先
例
と
し
て
、
次
に
示
す
よ
う
な
野
行
幸
の
場

所
を
列
挙
し
て
い
る
）年　

　
　
　

代

西　

暦

天　

皇

行
幸
野

ア

延
喜
十
八

九
一
八

醍
醐

北
野（
⓬
）

イ

同
二
十
一

九
二
一

同

同

ウ

延
長
六

九
二
八

同

大
原
野（
⓭
）

　
『
新
儀
式
』
に
お
け
る
「
野
行
幸
事
」
は
醍
醐
天
皇
時
代
の
先
例
に
準
拠
し
て
い
る
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。
特
に
イ
で

は
行
在
所
を
北
野
の
船
岡
山
に
置
い
た
ほ
か
、
鷂
架
二
基
を
右
近
衛
陣
の
南
埓
西
に
立
て
、
ま
た
鷹
架
二
基
は
同
陣
の
埓

91

第三節　　野行幸と大臣家大饗



東
饗
屋
前
に
立
て
て
い
る
。
中
世
に
お
け
る
戦
陣
に
架
を
立
て
鷹
を
繋
ぐ
と
い
う
こ
と
や
、
神
前
に
鷹
を
据
え
る
、
と
い

う
儀
礼
の
先
蹤
と
な
っ
て
い
る
と
見
て
よ
い
。
⑥
は
ま
さ
に
こ
の
こ
と
を
明
示
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
鷂
・
鷹
の
位
置

に
つ
い
て
も
、
鷹
飼
が
繋
い
だ
あ
と
す
ぐ
そ
ば
の
饗
屋
に
退
い
て
い
る
こ
と
で
明
ら
か
で
あ
る
。

　

⑨
近
辺
所
司
に
は
郡
司
も
含
ま
れ
る
で
あ
ろ
う
か
、
天
皇
の
放
鷹
に
際
し
て
、
国
司
・
郡
司
等
が
物
を
進
献
す
る
例
は

す
で
に
桓
武
天
皇
の
時
に
も
行
わ
れ
て
い
た
。
中
世
及
び
近
世
初
期
の
「
鷹
野
見
舞
」
の
先
例
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

（
Ｄ
）①
天
皇
は
乗
輿
を
禁
野
の
中
に
入
れ
さ
せ
て
、
遊
猟
を
天
覧
す
る
の
だ
が
、
自
ら
鷹
を
放
つ
と
い
う
こ
と
は
し
な
い
。

こ
の
間
に
、
鷹
飼
た
ち
は
獲
物
を
天
皇
に
献
上
す
る
の
で
あ
る
。

　

②（
北
野
の
船
岡
山
の
よ
う
な
）岡
上
に
お
い
て
、
天
皇
は
四
方
を
周
覧
す
る
な
ら
わ
し
で
あ
る
。
国
見
の
儀
礼
と
考
え
ら

れ
て
い
る
。
③
近
衛
次
將
が
劔
壐
を
捧
持
し
て
近
侍
し
て
い
る
の
は
、
国
見
を
伴
う
野
行
幸
が
単
な
る
天
皇
の
遊
興
で

は
な
か
っ
た
こ
と
の
証
し
で
あ
ろ
う
。

　

④
進
献
さ
れ
た
獲
物
の
雉
等
は
包
丁
の
技
に
長
け
た
侍
臣
に
捌
か
せ
て
食
膳
に
供
さ
せ
る
。
ま
た
、
王
卿
を
は
じ
め
駕

輿
丁
列
卆
等
の
疲
れ
を
補
う
べ
く
、
食
物
を
供
し
て
い
る
。

　

⑤
殊
に
天
皇
の
ゆ
る
し
が
あ
れ
ば
、（
先
掲
引
用
の
『
源
氏
物
語
』
に
い
う
「
物
見
車
」
の
よ
う
な
）見
物
の
牛
車
が
、
禁
野
の

中
に
入
っ
て
遊
獵
見
物
す
る
こ
と
が
で
き
た
、
と
い
う
。
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⑥
野
行
幸
は
終
幕
に
さ
し
か
か
り
、
鷂
飼
・
鷹
飼
等
は
公
卿
の
座
後
に
居
り
、（
慰
労
の
）坏
を
授
け
ら
れ
る
。「
絃
歌
」

の
中
心
を
な
す
も
の
は
、
こ
こ
で
は
「
放ほ
う
よ
う
ら
く

鷹
楽
」
か
と
推
察
で
き
る
。

　
「
放ほ
う
よ
う
ら
く

鷹
楽
」
に
つ
い
て
『
古
今
著
聞
集
』（
二
三
三
）に
、
雅
楽
寮
属さ
か
ん・
船
木
氏
有
の
こ
と
が
伝
え
ら
れ
て
お
り
、
放
鷹
楽

の
時
に
は
鷹
飼
装
束
に
て
舞
の
あ
い
ま
に
心
に
ま
か
せ
て
鳥
を
と
っ
て
み
せ
た
と
あ
る
。
ま
た
天
福
元
年（
一
二
三
三
）成

立
の
我
国
最
古
の
舞
楽
口
伝
書
『
教
訓
抄
』
四
に
よ
れ
ば
、
野
行
幸
に
も
こ
の
「
放
鷹
楽
」
は
奏
さ
れ
た
と
い
う（
⓮
）。

　

な
お
、
臼
田
甚
五
郎
氏
は
、『
催
馬
楽
』
の
「
23
、
鷹
の
子
、
校
注
・
訳
」（『
日
本
古
典
文
学
全
集
』
小

学
館　

昭
和
五
十
一
年
三
月
）に
お
い
て
、
次
の
よ
う

な
脚
注
を
記
し
て
い
る
。

　

す
な
わ
ち
、「
鷹
の
子
は　

磨ま
ろ

に
賜た

ば
ら
む　

手
に
据す

ゑ
て　

粟あ
は

津づ

の
原
の　

御み

栗く
る

栖す

の
め
ぐ
り
の　

鶉
う
づ
ら

狩
ら
せ
む
や

さ
き
む
だ
ち
や
」
に
つ
い
て
、「『
催
馬
楽
略
譜
』
の
注
に
、
春
の
公
宴
に
も
歌
い
、
多
く
は
秋
に
歌
っ
た
と
あ
る
よ
う
に
、

主
と
し
て
秋
の
饗
宴
の
歌
で
あ
っ
た
ろ
う
。
そ
う
い
う
場
で
は
鷹
狩
で
得
た
雉
な
ど
を
肴さ
か
なと
し
て
珍
重
し
た
か
ら
、
鷹
の

子
を
詠
み
こ
ん
で
い
る
こ
の
曲
を
喜
ん
だ
に
ち
が
い
な
い
。『
催
馬
楽
入
文
』
は
、
も
と
は
何
事
か
の
兆し
る
しを

歌
っ
た
童わ
ざ
う
た謡

だ
っ
た
ろ
う
と
し
て
い
る
。」
と
指
摘
し
て
い
る
。

　

右
の
催
馬
楽
に
歌
わ
れ
て
い
る
「
鷹
の
子
」
は
、
お
そ
ら
く
鷂
の
子
で
あ
っ
た
ろ
う
。
そ
れ
は
「
鶉
狩
」
を
得
意
と
す

る
と
い
う
こ
と
か
ら
推
定
で
き
る
。

　

そ
れ
は
さ
て
お
き
、「
放
鷹
楽
」
と
は
、
管
絃
の
拍
子
に
乗
せ
て
、
鷹
狩
の
娯
し
み
を
皆
々
で
朗
唱
し
た
ら
し
い
こ
と
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は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

　

⑦
天
皇
は
今
回
の
行
幸
に
随
行
し
た
親
王
以
下
の
人
々
お
よ
び
鷹
飼
・
鷂
飼
と
山
城
国
司
に
祿
を
給
与
す
る
。

　

⑧
日
暮
れ
て
乗
輿
は
内
裏
へ
と
還
幸
し
、
先
例
に
よ
っ
て
楽
が
奏
さ
れ
、
一
大
行
事
は
完
了
す
る
。

　

以
上
、『
新
儀
式
』
に
よ
っ
て
「
野
行
幸
事
」
を
検
討
し
て
み
た
。
そ
の
結
果
、
野
行
幸
は
光
孝
朝
の
仁
和
期（
八
八

五
―
八
八
八
）か
ら
醍
醐
朝
の
延
喜
期（
九
〇
一
―
九
二
三
）に
盛
ん
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、

そ
の
後
、
摂
関
政
治
の
も
と
で
は
し
だ
い
に
衰
え
て
行
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

や
が
て
、
白
河
天
皇
の
承
保
三
年（
一
〇
七
六
）に
な
っ
て
、
突
然
の
よ
う
に
野
行
幸
が
実
施
さ
れ
た
。
そ
れ
を
伝
え
る

も
の
に『
嵯
峨
野
物
語
』が
あ
る
。
同
時
代
史
料
で
な
い
と
い
う
欠
点
は
あ
る
が
、南
北
朝
期
の
太
政
大
臣
、二
条
良
基（
一

三
二
〇
―
八
八
）が
著
わ
し
た
同
書
は
『
新
儀
式
』
の
野
行
幸
の
内
容
を
よ
り
写
実
的
に
伝
え
る
も
の
と
し
て
信
憑
性
が
高

い
で
あ
ろ
う（
⓯
）。

　

二
条
良
基
は
『
鷹
百
韻
連
歌
』
を
残
し
た
と
い
わ
れ
る
ほ
ど
鷹
術
に
詳
し
く
、『
嵯
峨
野
物
語
』
で
は
仁
徳
天
皇
以
来

の
朝
廷
放
鷹
史
を
的
確
に
と
ら
え
略
述
し
て
い
る
。
そ
の
中
に
は
次
の
よ
う
な
こ
と
に
も
言
及
し
て
い
る
。

　

た
と
え
ば
、「
鷹
は
毎
年
坂
東
以
下
諸
国
、
御み

つ
ぎ
物
に
そ
な
ゆ
る
也
」
と
あ
る
。
平
安
時
代
の
こ
と
を
指
す
の
で
あ

ろ
う
が
、
毎
年
「
数
十
連
の
鷹
を
ま
い
ら
す
れ
ば
、
天
皇
清
涼
殿
に
出
御
あ
り
て
、
御
前
に
て
蔵
人
所
に
給
」
と
い
う
。
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蔵
人
所
か
ら
六
人
の
「
御
鷹
飼
」
に
授
与
さ
れ
た
が
、
こ
の
鷹
飼
と
い
う
の
は
宇
陀（
多
）交か
た

野の

を
管
領
し
て
「
権
門
無
双
」
と

い
わ
れ
た
。
そ
こ
が
野
行
幸
の
行
わ
れ
た
地
域（
禁
野
）で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
鷹
飼
た
ち
は
六
斎
日
を
除
い
て
毎
月
二

十
四
日
間
、
朝
廷
に
鳥
を
献
っ
た
と
も
あ
る
。
交
野
は
食
糧
の
一
大
供
給
地
で
あ
っ
た
。「
も
し
鳥
の
な
き
時
は
、
御
鷹

飼
大
鷹
を
居
（
す
え
）て
、
い
づ
く
の
庄
よ
り
も
の
ぼ
れ
、
行
あ
ひ
た
る
を
据
え
て
供
す
る
、
さ
だ
ま
れ
る
法
也
」
と
あ
る
。

　

ま
た
「
す（
助
）け
鷹
飼
と
て
、
禁
野
交
野
に
そ
の
所
を
あ
づ
か
り
て
、
鷹
を
よ
く
つ
か
ふ
も
の
あ
り
。
鷹
を
こ
の
む
人
は
こ

れ
を
か
た
ら
ひ
て
つ
か
ひ
し
な
り
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
「
御
鷹
飼
」
の
配
下
に
「
助
鷹
飼
」
の
衆
が
居
た
こ
と
を
示
し

て
い
る
。
お
そ
ら
く
助
鷹
飼
た
ち
は
数
多
く
居
て
、禁
野
の
監
視
に
当
た
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
朝
廷
の
鷹
場
は「
数
十
ヶ

所
」
に
の
ぼ
っ
た
と
あ
る
。

　

そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
、
承
保
三
年（
一
〇
七
六
）十
月
二
十
四
日
に
行
わ
れ
た（『
扶
桑
略
記
』）、「
承
保
の
野
行
幸
」

に
つ
い
て
『
嵯
峨
野
物
語
』
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

　

中
比
に
お
も
し
ろ
か
り
し
は
、
承
保
の
野
の
行
幸
也
、
大
井
川
の
み
ぎ
は
に
頓
宮
を
た
て
ら
る
、
御
舟
を
あ
ま
た
う

か
べ
ら
る
、
そ
の
か
ざ
り
金
銀
錦
繍
を
も
っ
て
こ
れ
を
よ
そ
ふ
、
希
代
の
事
也
、

　

か
ね
て
関
白
左
大
臣
京
極
大
殿
、
三
公
以
下
諸
卿
を
同
道
し
て
、
大
井
川
に
む
か
ひ
て
習
禮
あ
り（
⓰
）、
當
日
行
幸
の
儀
式

は
つ
ね
の
ご
と
し
、
主
上
あ
か
色
の
御
袍
を
め
さ
る
、
鳳
輦
の
ま
へ
の
左
の
は
し
ら
を
と
ら
る
、
こ
れ
御
鷹
を
す
へ
ら
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れ
む
が
為
也
、
此
こ
ろ
ま
で
も
鳳
輦
の
左
の
柱
は
と
り
は
な
ち
な
り
、
こ
れ
野
の
行
幸
の
れ
う
也（
⓱
）、
関
白
左
大
臣
、

あ
か
色
の
袍
色
々
の
染
装
束
に
て
、
鳳
輦
の
前
に
騎
馬
に
て
供
奉
せ
ら
る
、
親
王
公
卿
、
皆
あ
を
色
の
袍
、
騎
馬
に
て

供
奉
す
、
近
衛
司
の
鷹
飼
四
人（
⓲
）、
色
々
の
狩
襖
、
ぬ
ひ
も
の
し
た
る
を
着
し
て
、
錦
の
袴
を
着
、
弓
箭
を
を
ひ
て
、

鷹
を
す
ゆ
、
鷹
の
ゑ
ぶ
く
ろ
装
束
は
、
み
な
内
裏
よ
り
こ
れ
を
下
さ
る
、
随
身
錦
の
す
み
ぼ
う
し
、
色
々
の
か
り
あ
を

す
へ
て
、
め
を
お
ど
ろ
か
す
ば
か
り
也
、
嵯
峨
の
ち
か
く
な
り
て
は
、
鳳
輦
の
前
に
供
奉
人
な
し
、
み
な
御
後
に
と
ゞ

め
ら
る
、
御
こ
し
の
つ
な
を
も
そ
ば
へ
は
ら
れ
て
、
ま
へ
へ
は
ら
る
ゝ
こ
と
な
し
、
大
鷹
生
、
小
鷹
生（
⓳
）、
御
こ
し

の
前
に
て
思
ひ
〳
〵
に
こ
れ
を
つ
か
ふ
、
爰
に
随
身
敦
友
く
（
究
竟
）

き
や
う
の
鷹
飼（
⓴
）
な
り
し
か
ば
、
鳳
輦
の
ま
へ
に
て
、

お
ん
と
り
を
た
て
て
こ
れ
を
あ
は
す
、
や
が
て
と
り
て
御
こ
し
の
前
に
お
つ
、
叡
感
は
な
は
だ
し
、
但
延
喜
以
来
代
々

の
例
に
ま
か
せ
て
、
は
じ
め
て
と
り
た
る
雉
を
す
な
は
ち
は
な
た
る
、
こ
れ
仁
慈
の
儀
な
り
、
又
下（
毛
）野
敦
久（
㉑
）

と
い
ふ
も
の
あ
り
、
お
な
じ
く
雉
を
た
て
て
こ
れ
を
あ
は
す
、
き
じ
は
西
の
山
へ
い
れ
ば
、
鷹
は
東
の
山
へ
そ
れ
て
入
、

諸
人
を
と
が
い
を
と
き
て
笑
こ
と
、
さ
き
の
藝
能
に
け
ん
か
く
也
、
そ
の
の
ち
廣
澤
檀
林
寺
の
邊
に
て
、
小
鷹
大
鷹
お

も
ひ
お
も
ひ
に
鳥
を
え
た
り
、
大
井
川
の
か
り
や
に
て
御
膳
ま
い
る
、
そ
の
の
ち
舟
樂
あ
り（
㉒
）、
鷹
を
ば
ほ
こ
を
な

が
く
ゆ
ひ
て（
㉓
）、
み
な
こ
れ
を
す
へ
ら
る
、
又
今
日
の
え
も
の
た
て
ま
つ
る
、
膳
部
に
給
ふ
、
を
の
を
の
其
藝
能
に

し
た
が
ひ
て
勅
祿
あ
り
、
舟（
の
）中
に
て
、
大
臣
公
卿
沈
酔
乱
舞
に
及
、
そ
の
の
ち
鵜
舟
を
御
覧
じ
て
、
夜
に
入
て
還

幸
あ
り
、
京
中
の
見
物
類
な
し
、
幸
路
に
は
紅
葉
を
ち
ら
さ
れ
侍
る
と
か
や
、
舟
の
中
に
て
出
題
あ
り
て
、
和
哥
あ
り
、
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土
御
門
右
大
臣
師
房
、
當
座
に
て
序
を
書
る
、
お
も
し
ろ
か
り
し
こ
と
ど
も
な
り
、
其
時
の
和
歌
幷
に
序
、（
以
下
漢
文

の
序
を
略
す
。
和
歌
を
欠
く
）（
㉔
）、

　

右
最
末
尾
に
「
土
御
門
右
大
臣
師
房
」
と
あ
る
の
は
、
源
師
房（
寛
弘
五
―
承
保
四

一
〇
〇
八
―
七
七

）の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
「
野
行
幸
」
は

後
述
す
る
天
永
四
年（
一
一
一
三
）の「
大
臣
家
大
饗
」よ
り
三
十
八
年
後
ぐ
ら
い
、同
じ
白
河
天
皇
時
代
の
催
し
で
あ
っ
た
。

二
条
良
基
は
源
師
房
の
日
記
『
土
右
記
』
や
『
扶
桑
略
記
』・『
今
鏡
』
の
よ
う
な
記
録
に
拠
っ
て
、
こ
の
『
嵯
峨
野
物
語
』

を
書
い
た
と
推
測
で
き
よ
う
。

　

こ
こ
ま
で
、『
新
儀
式
』
第
四
「
野
行
幸
事
」
に
つ
い
て
、
具
体
的
に
検
討
し
て
き
た
が
、
そ
の
結
果
、
次
の
よ
う
な

こ
と
が
指
摘
で
き
る
と
思
う
。

　

そ
の
第
一
は
、
桓
武
・
嵯
峨
両
天
皇
以
降
、
頻
繁
に
行
わ
れ
た
禁
野
放
鷹
の
も
つ
遊
戯
性
と
は
異
質
で
あ
り
、
強
い
政

治
的
儀
礼
性
を
帯
び
て
い
た
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
第
二
は
、
儀
礼
性
を
い
か
に
効
果
的
に
表
現
す
る
か
、
と
い
う
こ
と

に
つ
い
て
、
行
幸
の
服
飾
・
隊
列
は
元
よ
り
、
天
皇
の
乗
輦
・
剱
璽
を
護
衛
す
る
近
衛
の
陣
列
に
至
る
ま
で
、
最
大
限
に

権
威
を
誇
示
す
る
と
と
も
に
、
洛
中
洛
外
の
人
心
を
驚
目
さ
せ
る
に
足
る
演
出
を
め
ぐ
ら
し
て
い
た
と
考
え
ざ
る
を
え
な

い
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
儀
礼
に
陪
従
す
る
鷹
飼
・
鷂
飼
の
者
た
ち
は
、
鷹
の
扱
い
・
鷹
の
獲
物
の
こ
と
の
細
部
に
わ

た
っ
て
、
丁
寧
極
り
な
き
所
作
の
修
練
を
必
須
と
し
て
要
求
さ
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
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（
二
）大
臣
家
大
饗

　

平
安
時
代
に
宮
中
ま
た
は
大
臣
家
で
行
な
っ
た
盛
大
な
饗
宴
を
大
饗
と
い
う
が
、
大
饗
に
は
正
月
二
日
の
二
宮
大
饗
と

大
臣
叙
任
時
ま
た
は
毎
年
正
月
に
行
う
大
臣
家
大
饗
が
あ
る
。
二
宮
大
饗
は
親
王
公
卿
以
下
が
中
宮
・
東
宮
を
拝
賀
し
饗

応
に
あ
ず
か
る
も
の
で
あ
り
、
大
臣
家
大
饗
は
、
大
臣
・
納
言
な
ど
が
正
客（
尊
者
）（
㉕
）と
な
り
太
政
官
の
官
人
た
ち
数

十
人
が
寝
殿
造
の
内
外
に
列
座
し
て
繰
り
広
げ
る
饗
宴
で
あ
る（
㉖
）。

　

正
月
の
大
臣
家
大
饗
に
限
っ
て
い
え
ば
、
延
喜
二
年（
九
〇
二
）正
月
四
日
の
左
大
臣
藤
原
時
平
に
始
ま
り
、
承
安
元
年

（
一
一
七
一
）正
月
十
九
日
の
摂
政
藤
原
基
房
ま
で
一
二
二
回
を
数
え
る
。
こ
の
正
月
大
臣
家
大
饗
に
お
い
て
、「
御
鷹
飼
渡
」

な
る
儀
礼
が
付
随
し
て
い
た
こ
と
に
注
目
し
た
い（
㉗
）。

　
「
御
鷹
飼
渡
」
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
、『
放
鷹
』
の
「
野
行
幸
」
に
お
い
て
、（
年
中
行
事
絵
巻
物
大
饗
の
図
）と
し
て
、

さ
し
絵
―
鷹
匠
の
図
・
犬
飼
の
図
―
を
示
し
た
ほ
か
に
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。『
國
史
大
辭
典
』
で
は
「
大
饗
に

鷹
飼
が
参
入
し
て
、鳥（
と
し
ば
）柴を
持
ち
南
庭
の
砌
を
行
く
の
は
年
中
行
事
の
見
所
と
な
っ
て
も
い
る
。」
と
あ
り
、「
鷹
飼
装
束
」

の
項
に
、「
大
臣
家
大
饗
の
際
の
鷹
飼
渡
の
装
束
は
、
風
流
に
伝
統
化
し
て
」
と
あ
っ
て
『
江
家
次
第
』二
の
記
事
を
紹
介

し
て
い
る（
㉘
）。
ま
た
、
山
中
裕
氏
は
『
平
安
朝
の
年
中
行
事
』（
㉙
）に
お
い
て
、
わ
ず
か
に
一
行
「
鷹
飼
が
犬
飼
と
と
も

に
渡
り
、
坐
客
を
饗
す
る
た
め
の
雉
羮
を
提
供
す
る
」
と
触
れ
て
い
る
の
み
で
あ
る
。
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と
こ
ろ
で
、「
鷹
飼
渡
」
に
つ
い
て
の
研
究
は
弓
野
正
武
氏
に
よ
っ
て
深
め
ら
れ
て
い
る（
㉚
㋐
）。
す
な
わ
ち
、
弓
野
氏

は
「
平
安
中
期
以
降
、
河
内
国
交
野
や
大
和
国
宇
陀（
多
）野
の
禁
野
か
ら
、
朝
廷
へ
鳥
類
の
献
上
を
任
務
と
し
た
」「
御
鷹
飼
」

の
う
ち
「
鷹
飼
渡
」
の
役
を
独
占
的
に
担
っ
た
の
は
「
近
衛
府
官
人
の
下
毛
野
氏
一
門
の
者
」
で
あ
っ
た
、
と
指
摘
し
て

い
る
。
弓
野
正
武
氏
は（
30
）―
㋑
に
お
い
て
、「
白
河
院
政
下
の
天
永
四
年（
一
一
一
三
）の
大
臣
家
大
饗
」
に
つ
い
て
、『
長

秋
記
』（
㉛
）に
基
づ
き
、
か
な
り
詳
細
な
考
証
を
展
開
し
て
い
る
。
な
お
、
中
澤
克
昭
氏
に
よ
れ
ば
、「
最
後
の
鷹
飼
渡
は
、

嘉
応
三
年（
承
安
元
・
一
一
七
一
）正
月
に
行
な
わ
れ
た
藤
原（
松
殿
）基
房
の
大
臣
大
饗
」
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る（
㉜
）。

　

一
方
、
倉
林
正
次
氏
は
先
掲
の
『
饗
宴
の
研
究
』（
儀
礼
篇
）の
中
で
、
や
は
り
『
長
秋
記
』
の
記
載
を
た
ど
っ
て
平
易

に
通
釈
を
施
し
て
い
る
。
天
永
四
年
正
月
の
大
臣
家
大
饗
は
、太
政
大
臣
藤
原
忠
実
の
東
三
条
第
に
お
け
る
「
母
屋
大
饗
」

で
あ
っ
た
が
、
本
論
が
問
題
と
し
て
い
る
「
鷹
飼
渡
」
が
、
大
饗
全
体
の
中
の
ど
の
よ
う
な
場
面
に
登
場
す
る
の
か
を
示

し
て
置
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
倉
林
正
次
氏
の
研
究
に
学
び
な
が
ら
、
そ
の
場
面
を
と
ら
え
て
み
よ
う
。
大

饗
当
日
の
行
事
は
「
拝
礼
・
宴え
ん
の
ざ座
・
穏お
ん
の
ざ座
」
の
三
部
構
成
に
な
っ
て
お
り
、
あ
た
か
も
神
社
祭
礼
に
お
け
る
「
神
祭
・
直

会
・
饗
宴
」
の
よ
う
だ
と
い
う
。

　
「
拝
礼
」
は
順
を
逐
っ
て
示
す
と
「
蘇
甘
栗
使
→
待ま
ち
あ
ぶ
ら膏
→
親
王
家
へ
の
使
者
→
掌
客
使
→
中
門
入
り
→
拝
礼
」
と
な
る
。

次
に
「
宴
座
」
は
「
着
座
→
羞
饌
→
一
献
→
二
献
→
三
献
」
そ
し
て
「
四
献
」
へ
と
進
む
と
こ
ろ
で
「
鷹
飼
が
渡
る
」。

饗
宴
ま
さ
に
酣た
け
な
わ闌
と
な
り
「
五
献
→
六
献
」
へ
と
進
み
、次
に
一
同
は
南
簀
子
敷
の
円
坐
へ
と
移
動
し
「
穏
座
」
と
な
る
。
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盃
事
の
あ
と
「
糸
竹
の
興
」
つ
ま
り
笛
・
笙
・
琵
琶
・
箏
・
倭
琴
・
篳ひ
ち

篥り
き

・
拍
子
・
付
歌
が
、
双
調
・
平
調
で
奏
楽
さ
れ

る
。
そ
し
て
管
絃
が
進
む
う
ち
に
史
生
・
官
掌
・
召
使
・
外
記
史
た
ち
に
「
賜
録
」
が
行
わ
れ
る
。
上
級
の
貴
族
も
そ
れ

ぞ
れ
に
禄
が
授
け
ら
れ
る
。
次
に
「
尊
者
・
親
王
」
の
引
出
物
と
し
て
「
馬
一
匹
・
鷹
一
聯
・
犬
一
牙
」
な
ど
が
進
献
さ

れ
て
大
臣
家
大
饗
の
儀
式
は
完
了
し
退
出
と
な
る
。
退
出
は
ま
ず
「
尊
者
」
が
、
次
に
主
人
、
次
に
大
納
言
以
下
の
順
に

退
出
す
る
。

　

と
こ
ろ
で
、「
糸
竹
の
興
」
に
お
け
る
「
付
歌
」
と
は
放
鷹
楽
の
こ
と
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
先
述
の
「
野
行
幸
」
で
触

れ
た
よ
う
に
、
こ
こ
で
も
『
催
馬
楽
』
の
「
40
、
鷹
山
」
に
注
目
し
た
い
。
す
な
わ
ち
、「
鷹
山
に　

鷹
を
放
ち
あ
げ　

招を

ぐ
を
な
み　

あ
は
れ　

招
ぐ
を
な
み　

あ
は
れ　

招
ぐ
を
な
み　

我
が
す　

我
が
す
る
時
に　

逢
へ
る
夫せ
な

か
も
や　

逢
へ

る
夫
か
も
や　

又
説
、「
あ
へ
る
白し
ろ

か
も
」。」
と
い
う
歌
に
つ
い
て
、
臼
田
甚
五
郎
氏
は
次
の
よ
う
な
注
釈
を
加
え
て
い
る
。

　
「
繰
り
返
さ
れ
る
「
鷹
」
の
印
象
が
強
い
か
ら
、又
説
の
よ
う
に
す
れ
ば
、招
き
戻
す
呪
術
が
効
を
奏
し
て
、か
わ
い
が
っ

て
い
た
白
鷹
が
帰
っ
て
き
た
喜
び
を
唄
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。（
略
）母
屋
大
饗（
筆
者
注
大
臣
家
大
饗
の
こ
と
）に
は
、
鷹

飼
が
渡
っ
て
、
鷹
を
放
っ
て
、
正
賓
の
尊
者
の
食
物
た
る
雉
を
と
る
ま
ね
を
す
る
。（
中
略
）王
朝
の
饗
宴
の
中
に
、「
鷹
山
」

や
「
鷹
子
」
は
不
可
欠
の
存
在
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。」
臼
田
氏
は
頭
注
に
お
い
て
、「
招
ぐ
を
な
み
」
の
「
招
ぐ
」
と
は

「
神
霊
を
空
か
ら
招
き
寄
せ
る
意
」
で
あ
る
と
し
て
い
る
。「
…
…
を
…
…
み
」
は
「
招
き
戻
せ
な
い
で
」
と
い
う
こ
と
だ

と
す
る
。
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こ
の
問
題
は
、
魂
覓
ぎ
の
鳥
「
鷹
」
と
い
う
含
意
が
理
解
さ
れ
て
初
め
て
理
解
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。
天
空
に
放
っ
た

鷹
が
再
び
舞
い
戻
っ
て
来
な
い
と
い
う
こ
と
は
時
と
し
て
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
「
逸そ

れ
鷹
」
と
称
す
る
。

　

同
じ
頭
注
に
お
い
て
、「
放
逸
し
た
鷹
を
招
き
戻
す
呪
術
」
と
あ
る
が
、こ
の
呪
術
を
く
り
返
し
行
っ
た
の
が
「
我
が
す
」

と
い
う
表
現
に
な
っ
た
。
白
鷹
が
戻
っ
て
き
た
喜
び
を
「
逢
へ
る
夫せ
な

か
も
や
」
と
唄
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
な
『
催
馬
楽
』
を
く
り
返
し
唄
い
ま
た
舞
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
饗
宴
は
祝
意
に
満
ち
溢
れ
た
も
の
と
な
っ
た

の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
続
い
て
、
熟
達
の
鷹
飼
に
よ
っ
て
演
じ
ら
れ
る
「
鷹
飼
渡
」
は
、
決
し
て
、
鷹
を
逸
ら
す
こ
と
な

く
、
換
言
す
れ
ば
神
霊
は
逸
れ
る
こ
と
も
浮
遊
す
る
こ
と
も
な
く
、
安
鎮
す
る
、
と
い
う
こ
と
が
確
認
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
が
、「
鷹
飼
渡
」
の
意
義
で
あ
っ
た
と
評
価
で
き
る
と
思
う
。

　

さ
て
、先
述
の
よ
う
に
、大
臣
家
大
饗
の
「
宴
座
」
の
と
こ
ろ
に
「
御
鷹
飼
渡
」
が
登
場
し
た
こ
と
が
分
か
っ
た
が
、「
御

鷹
飼
渡
」
を
ど
う
訓
む
の
で
あ
ろ
う
か
。
弓
野
正
武
氏
は
前
記
論
文
で
、
ル
ビ
及
び
送
り
仮
名
を
付
し
て
い
な
い
の
で
不

明
で
あ
る
が
、倉
林
正
次
氏
は
こ
れ
を「
鷹
飼
渡
る
」と
訓
ん
で
い
る
の
は
妥
当
で
あ
ろ
う（
㉝
）。私
は「
た
か
が
い
わ
た
り

4

4

4

」

ま
た
「
わ
た
る

4

4

4

」
と
訓
む
こ
と
に
し
た
い
。

　

同
じ
『
長
秋
記
』
の
「
鷹
飼
渡
の
条
」
に
つ
い
て
、
倉
林
正
次
氏
は
原
文
は
省
略
し
て
い
る
が
、
儀
礼
面
か
ら
通
釈
を

加
え
、
弓
野
正
武
氏
は
部
分
的
に
原
文
を
上
げ
、「
御
鷹
飼
下
毛
野
敦
利
」
に
力
点
を
置
い
て
考
証
を
し
て
い
る
。
そ
こ

で
私
は
、
両
氏
に
学
び
な
が
ら
も
、「
原
文（
史
料
）」
を
転
載
し
た
上
で
「
中
世
の
鷹
儀
礼
」
を
展
望
し
な
が
ら
、
幾
つ
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か
の
問
題
点
を
と
ら
え
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

　

こ
こ
で
は
便
宜
的
に
「
同
条
」
を（
Ａ
）～（
Ｃ
）の
三
段
に
分
け
て
論
じ
る
こ
と
に
す
る
。

（
Ａ
）十
（（
天
永
四
年
正
月
）

六
日　
①
太
政
大
臣
家　

大
饗
、

太
政
大
臣
家
大
饗
事　
　
　
　
（
中　
　
　

略
）

　

著
二
史
生
幄
一
、
件
幄
在
二
中
嶋
一
、
一

史
生
列
二
或
二
行
一
歟
、次
居
飯
、
次
②
御
鷹
飼
渡　

左
近
府
生　
③
下
毛
野
敦
利
件
敦
利
去
比
被
レ
補
二
御
鷹
飼
一
、
押
二
取

府
生
下
毛
野
行
忠
一
鷹
飼
而
被
レ
補
云
々
、

人
二
自
北
面
小
御
門
一
、角
振
二
東

門
一
也
、
融
車
宿
レ
幔
、
到
二
中
門
北
砌
一
、
④
飛
仲
源纐
纈
染
次
第

結
流
文
狩
衣
、
紫
裏
白
兩
袴
、
紅
衣
、
同
色
單
衣
、

熊
行
騰
、
壺
ハ
ヽ
キ
、
淺
沓
、
烏
帽
子
、
ウ
フヤ
イ

ヲ
カ
ケ
リ
、
其
上
著
二
錦
帽
子
一
、
又
ウ
ワヤ
イ

ヲ
カ
クケ
イ

結
レ
緒
、
カ
タ
カ

キ
也
、
鳥

頸頭
イ

劔
件
劔
顯
季
劔
也
、
而
上
皇
賜
二
装
束
一
次
偕
召
預
給
云
々
銀
作
鴛
頸
切
螺
鈿
劔
、
無
二
目
貫
一
、
左
手
入
二
革
褁
一
、
付
二
餌
袋
一
、
件
餌

袋
具
、
斑
豕
尻
鞘
入
螺
鈿
劔
、
柴
⑤
一
技
指
二
雄
雉
一
羽
一
、
⑦
鈴
付
尾
無
レ
鈴
、　

⑥
一
筋
鷹
飼
男
居
レ
鷹
相
從
、
巻
染
水
干
靑
革
袴
指
貫
、
付
二
餌
袋
一
、
立
烏
帽
子
、
入
鞲
居
鷹
、

付
二
件
雄
雉
一
也
、
⑧
付
二
鳥
柴
一
如
レ
例
、
又
鈴
付
尾
無（
○
鈴
ク
）、
網
大
緒
結
二
緋
大
緒
一
多
懸
レ
頸
、
右
手

持
レ
雉
、
懸
レ
肩
二
欵
冬
衣
一
、⑨
件
鷹
殿
随
身
下
毛
野
敦
信
鷹
也
、
而
殿
下
召
給
也
、⑩
式
部
大
輔
成
輔
令
二
装
束
一
云
々
、

前
々
指
二
緋
大
緒
一
、
到
レ
此
レ
上
ク
ナ
シ

處
欲
二
居
レ
鷹
飼
ン

之
、
指
替
懸
レ
頸
云
々
、
而
自
レ
本
指
替
參
已
違
例
也
、
彼後
年

曰
下
以

二
件
旨
一
⑪
示
敦
利
上
、
答
云
、
雖
レ
存
二
其
旨
一
、
稠
人
間
、
處
外
ハ
荒究
歟

事
モ
申
候
ヒ
ク
ニ
テ
於
二
閑
居
一
所
二
指
替
一
、
⑫
諸
家

隨
身
番
長
以
上
撤
レ
弓
取
レ
之
、
不
レ
解
二
胡
籙
壺
脛
巾
一
也
、
自
余
⑬
布
衣
各
着
二
過
差
装
束
一
、
關
白
左
右
大
將
随
身

取
反
二
鼻
立
一
、
⑭
犬
飼
一
人
、
烏
帽
子
上
著
二
帽
子
一
、
尋
常
犬
飼
装
束
ハ
ヽ
キ
二
貫
如
レ
例
、
付
二
打
飼
袋
一
、
左
手
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引
二
白
犬
一
、
表
染
毛

口
無
、
右
手
持
二
狩
杖
一
、
○
上
註
又
鈴
付
尾
無
、
柳

鷹
本
共
作
二
又
鈴
付
尾
角
一
、

　
⑮
件
御
鷹
飼
帽
子
淡
緋
總
、
飼餌
ヵ

袋
鞲
鈴
犬
飼
帽
子
等
、
累
代
奉
二
下
毛
野
久
行
家
一
、
而
自
前
年
大
饗
時
召
二
殿
下
一
被

レ
納
之了
ィ

物
等
云
々
、

　
（
Ｂ
）①
敦
利
於
二
中
門
砌
一
、
居
レ
鷹
繪総
イ
ク

大
緒
三
纒
天
乗垂
總
イ

二
繪
緒
融
を
一
出
レ
自
二
指
間
一
、
而
下
官
制
止
、
自
レ
拳
下
令
レ

出
之
、
自
二
指
間
一
出
、
是
犬
飼
説
也
、
②
次
右
手
取
レ
鳥
、
懸
レ
肩
来
二
幔
門
下
一
他
所
出
二

幔
門
下
一
、居
レ
鷹
、
而
此
殿
中
門
内
、

自
二
上
達
部
座
一
顯頭
ク

見
、
③
而
下
毛
野
公
久
空
手
入
二
中
門
一
、
人
々
稱
似
二
千
秋
萬
歳
一
之
由
云
々
、
其
後
於
二
中
門
北

居
レ
一
之
、
左
大
臣
殿
所
レ
被
レ
仰
也
、
到
二
幔
門
際
一
、
小
歩
出
見
御
所
之
方
而
引
入
而
立
、
④
令
飛
鷹
、
引
居
頻
出
、

件
見
御
所
方
事
、
近
來
渡
者
敢
不
知
、
往

古
者
如
此
云
々
、
定
尋
舊
跡
尤
有
興
事
也
、	

經
樽楢
歟

木
下
、
斜
向
辰
巳
方
歩
出
、
更
折
向
二
丑
寅
方
一
、
到列
イ

二
立
候
幄
西
南
一
立
爲
二
實

者
一
云
、
⑤
自
レ
東
渡
レ
西
時
直
渡
、
自
レ
西
渡
レ
東
時
如
レ
此
令
三
御
鷹
向
二
御
所
一
也
、
⑥
犬
飼
引
犬
去
八
九
尺
許
、
相

從
鷹
飼
立
留
時
跪
居
、
⑦
下
總
權
守
影
助
出
二
自
立
候
所
一
取
レ
鳥
、
御
鷹
飼
二
三
歩
許
進
、
乍
二
懸
レ
肩
倚
ン

肩
天
授
之

影
助
、
取々
之
コ々

歸
入
、
鷹
飼
三
歩
許
退
出
、
前
々
歸
二
南
立
一
云
々
、
但
以
レ
退
爲
レ
上
説
歟
、
自
立
候
所
取召
イ

二
胡
床
三
脚
一
、

立
二
幄
西
間
一
、
去
レ
幄
一
許
丈
・
立許
イ

二
一
脚
一
、
御
鷹
飼
居
、
前
々
件
床
北
向
立
、
而
鷹
飼
居
時
自
引
レ
二
向
戌
亥
方
一

而
以
居
レ
爲
レ
習
、
而
先
向
二
戌
亥
方
一
尤
違
失
也
、
⑧
其
前
居
二
一
脚
一
居
二
肴
物
一
、
一
脚
西
向
立
天
、
献
盃
物
取
レ
盃

出
居
、
瓶
子
取
相
從
指
二
鷹
飼
一
、
々
々
受
、
如
二
飲
而
下
手
後
へ
指
遣
一
、
⑨
犬
飼
夾
杖
於
左
腋
而
受
レ
之
、
飲
而
自
二
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右
肩
上
一
投
棄
、
此
間
犬
飼
居
雖
二
自
然
一
、
⑩
犬
居
事
退
時
給
二
腰
指
一
、
有
レ
興
事
也
、
鷹
飼
立
左
廻
歸
出
、
或
右
廻

云
々
、
雖
レ
然
依
二
左
府
仰
一
左
廻
、
人
々
以
二
左
廻
一
爲
レ
吉
歟
、
⑪
犬
飼
相
從
、
四
五
歩
許
而
令
レ
飛
レ
鷹
、
入
二
東

幔
門
一
、
又
令
レ
飛
レ
鷹
、
鷹
飼
渡
間
事
、
人
々
有
二
感
氣
一
、
件
敦
利
、
日
來
以
下
官
、
左
大
臣
殿
令

レ
申
事
由
、
仍
少
々
被
レ
仰
二
古
實
一
、
此
間
又
雪
雰
々
、

（
Ｃ
）①	

後
日
件
敦
利
來
相
談
云
、
左
大
臣
殿
仰
旨
者
、
近
來
所
レ
渡
武
忠
々
久
等
申
旨
相
違
、
仍
以
二
此
趣
一
②
令
レ
申
二
上

皇
一
處
、
仰
云
、
左
大
臣
殿
付
二
仰
旨
一
可
レ
渡
也
者
、
仍
尊尋
ィ

件
旨
二
罷
渡
一
也
、
後
日
物
具
等
返
上
次
、
③
摂
政
殿

下
被
レ
仰
云
、
昨
日
罷
渡
躰
誠
神
妙
也
、
誰
人
訓
哉
、
申
云
、
左
大
臣
殿
仰
旨
所
二
罷
渡
一
也
者
、
仰
云
宜
乎
、

　
（
Ａ
）①
藤
原
忠
実（
永
暦
二
―　

応
保
二　
　

一
〇
七
八　

一
一
六
二

）は
白
河
院
政
の
も
と
鳥
羽
天
皇
の
摂
政
の
時
期
、
天
永
三
年（
一
一
一
二
）十
二
月

十
四
日
、
太
政
大
臣
に
任
ぜ
ら
れ
た
が
、
翌
年
正
月
、
東
三
条
第
に
お
い
て
大
饗
を
催
し
た
の
で
あ
る
。
日
記
『
殿
暦
』

を
残
し
て
い
る
。

　

②
「
御4

鷹
飼
渡
」
と
あ
っ
て
、
わ
ざ
と
「
御4

」
の
字
を
冠
す
る
の
は
、
尋
常
の
鷹
飼
で
は
な
い
の
で
あ
り
、
④
に
描
写

さ
れ
る
ご
と
く
、
白
河
上
皇
か
ら
賜
っ
た
驚
目
的
な
衣
裳
を
著
け
、
院
の
近
臣
・
藤
原
顕
季
秘
蔵
の
銀
作
鳥
頸
剱
を
手
挟

む
こ
と
を
許
さ
れ
て
い
る
ほ
ど
の
身
分
を
示
し
て
い
る
。「
御
鷹
飼
」
は
、
上
皇
膝
下
の
者
で
あ
っ
た
と
み
て
よ
い
。
白

河
上
皇
は
こ
の
日
の
大
饗
を
祝
賀
し
て
、
格
別
な
る
「
御
鷹
飼
渡
」
を
演
出
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
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③
し
た
が
っ
て
下
毛
野
敦
利
は
こ
の
日
の
た
め
に
上
皇
が
特
に
補
任
し
た
「
御
鷹
飼
」
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。
右
大
将

源
雅
実
の
随
身
・
下
毛
野
行
忠
の
出
番
は（
上
皇
に
よ
っ
て
）「
押
取
」
ら
れ
た
と
い
う
の
で
あ
る（
㉞
）。
敦
利
が
居
え
る
鷹
は
、

⑨
太
政
大
臣
藤
原
忠
実
の
御
随
身
下
毛
野
敦
信
が
調
養
し
た
鷹
で
あ
り
、殿
下（
忠
実
）が
召
し
上
げ
て
敦
利
に
給
与
し
た
。

ゆ
え
に
「
鷹
殿4

」
と
尊
称
を
つ
け
て
い
る
。
そ
の
鷹
を
、こ
の
段
階
で
は
下
毛
野
敦
信
が
拳
に
据
え
て
い
る
の
で
は
な
く
、

⑥
「
一
筋
鷹
飼
男
」
が
居
え
て
敦
信
に
従
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
男
は
、
御
随
身
敦
信
の
も
と
で
、
鷹
調
養
に
精
励

し
て
き
た
者
に
ち
が
い
な
い
。
⑦
「
鷹
殿
」
の
鈴
付
尾
に
こ
の
大
饗
で
は
鈴
を
付
け
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
が
特
筆
さ
れ

て
い
る
の
は
な
ぜ
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

次
に
⑥
・
⑧
に
よ
る
と
、
下
毛
野
敦
利
と
「
一
筋
鷹
飼
男
」
は
そ
れ
ぞ
れ
に
鷹
が
捉
え
た
雄
雉
一
羽
を
柴
の
一
枝
に
結

わ
え
た
も
の（
鳥と

柴し
ば
）を
右
肩
に
担
い
で
い
る
の
は
、
貴
人
に
鳥
柴
を
献
上
す
る
か
ら
で
あ
る
。
雌
の
雉
で
も
よ
さ
そ
う
だ

が
、
雄
の
姿
の
方
が
美
し
い
わ
け
で
あ
る
。

　

⑩
式
部
大
輔
藤
原
成
輔
が
装
束
の
こ
と
を
担
当
し
た
と
い
う
。
成
輔
は
式
部
省
の
礼
式
に
し
た
が
っ
て
鷹
を
繋
ぐ
緋
の

大
緒
を
用
ゆ
べ
し
と
唱
え
た
よ
う
だ
が
、
⑪
下
毛
野
敦
利
は
抗
っ
て
い
る
。
⑫
こ
の
大
饗
に
随
行
す
る
⑫
随
身
番
長
の
者

た
ち
も
ま
た
先
例
を
破
る
よ
う
に
ふ
る
ま
い
⑬
「
過
差
装
束
」
を
身
に
つ
け
た
の
で
あ
っ
た
。

　

⑭
こ
こ
に
登
場
す
る
犬
飼
は
お
そ
ら
く
⑥
「
一
筋
鷹
飼
男
」
と
共
に
⑨
下
毛
野
敦
信
の
も
と
で
放
鷹
に
従
事
し
て
い
た

者
で
あ
ろ
う
。「
尋
常
犬
飼
装
束
」
を
守
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。「
打
飼
袋
」
は
犬
の
餌（
飯
に
糠
を
ま
ぜ
る
）を
入
れ
る
藁
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製
の
袋
の
こ
と
で
あ
る
。（
見
映
え
の
す
る
）白
犬
を
左
手
に
引
き
、
右
手
に
は
狩
杖（
犬
飼
の
乳
通
り
に
切
っ
た
桜
木
な
ど
）を

持
つ
。

　

⑮
「
御
鷹
飼
」
下
毛
野
敦
利
が
着
用
の
帽
子
・（
餌
）袋
・
鞴
た
か
た
ぬ
き・
鈴
、
そ
れ
か
ら
犬
飼
の
帽
子
等
は
累
代
、
下
毛
野
久

行
の
家
に
伝
来
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
今
回
の
「
御
鷹
飼
渡
」
に
備
え
る
た
め
に
、
藤
原
忠
実
が
保
管
し
て
い
た
と
思
わ

れ
る
。

　
（
Ｂ
）①
御
鷹
飼
下
毛
野
敦
利
は
中
門
砌み
ぎ
り（

軒
下
の
敷
石
か
）（
㉟
）
に
位
置
し
て
鷹
を
据
え
て
い
る
。
敦
利
は
、
鷹
の
足
革
に

つ
け
た
大
緒
を
体
に
三
回
ま
き
つ
け
、
大
緒
の
先
端
の
飾
り
房
を
右
手
指
間
か
ら
出
し
て
い
る（
が
、
礼
式
に
合
わ
ず
と
注

意
を
さ
れ
た
）（
㊱
）。
②
の
鳥
と
い
う
の
は
、
⑧
で
見
た
雉
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
を
右
手
で
取
り
、
肩
に
掛
け
て
幔
門
の

下
ま
で
出
る
。（
言
う
ま
で
も
な
い
が
）左
手
に
鷹
を
据
え
て
い
る
。（
こ
の
位
置
と
い
う
の
は
、
母
屋
に
列
座
し
て
い
る
上
達
部
か
ら

見
透
せ
る
の
で
あ
る
。）

　

③
「
下
毛
野
公
久
」
と
い
う
者
が（
唐
突
に
）手
に
何
も
持
た
ず（
鷹
を
据
え
ず
、
雉
も
手
に
取
ら
ず
）中
門
に
現
わ
れ
る
や
、

上
達
部
の
人
々
は（
太
政
大
臣
家
の
）千
（
せ
ん
し
ゅ
う
ば
ん
ざ
い
）

秋
萬
歳
を
寿
ぐ
に
似
て
、
め
で
た
い
景
色
だ
と
感
激
し
た
。
こ
の
下
毛
野
公
久
も

ま
た
、「
御
鷹
飼
」
敦
利
の
同
族
の
者
で
あ
り
、
鷹
術
に
秀
れ
た
者
で
あ
ろ
う
。
公
久
は
鷹
飼
装
束
を
身
に
つ
け
て
い
た

の
だ
ろ
う（
㊲
）。
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こ
の
時
点
で
東
三
条
第
の
広
大
な
庭
に
は
三
人
の
鷹
飼
が
居
た
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
㋐
下
毛
野
敦
利
―
㋑
一
筋

鷹
飼
男
―
㋒
下
毛
野
公
久
で
あ
り
、
ほ
か
に
犬
飼
が
一
人
い
る
。「
御
鷹
」
は
一
居
だ
が
、
こ
の
鷹
の
渡
り

4

4

4

4

と
い
う
の
は
、

㋐
の
拳
か
ら
飛
び
立
っ
た
鷹
は
、
㋑
ま
た
は
㋒
の
拳
を
目
が
け
て
行
く
。
こ
の
場
合
㋑
・
㋒
は
㋐
に
背
中
を
向
け
て
左
臂

を
横
に
伸
ば
し
鷹
に
合
図
を
送
っ
て
待
つ
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
⑤
の
よ
う
に
、
東
よ
り
西
へ
飛
び
渡
り
、
そ
れ
か

ら
ま
た
西
よ
り
東
へ
飛
び
渡
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
は
、
㋑
は
補
佐
役
と
す
れ
ば
㋐
⇄
㋒
が
「
鷹
飼
渡
」
の

実
演
者
と
し
て
お
こ
う（
㊳
）。
㋐
の
超
美
麗
な
装
束
に
対
し
て
、
㋒
は
対
象
的
に
簡
素
な
出
立
ち
で
あ
る
の
は
、
む
し
ろ
、

作
意
に
み
ち
て
好
感
を
も
た
れ
た
に
ち
が
い
な
い
。

　

⑥
犬
飼
は
犬
を
引
い
て
、
鷹
飼
か
ら
八
、
九
尺
ば
か
り
離
れ
た
位
置
に
ひ
ざ
ま
ず
い
て
留
ま
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
鷹

の
え
も
の（
鷹
の
鳥
と
い
う
）で
あ
る
雉
を
う
け
渡
す
儀
礼
に
臨
む
犬
飼
の
礼
法
な
の
で
あ
る
。

　

⑦
雉
は
立
作
所
に
お
い
て
料
理
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
、
そ
の
任
に
当
た
る
「
下
総
権
守
影
助
」
が
雉
受
け
取

り
の
位
置
に
立
つ
。
前
出
㋐
「
御
鷹
飼
」
は
二
三
歩
ば
か
り
影
助
に
近
寄
り
、「
鷹
の
鳥
」
を
渡
す
の
だ
が
、そ
の
作
法
は
、

手
か
ら
手
へ
と
は
な
ら
ず
、
㋐
の
肩
か
ら
影
助
の
肩
へ
と
、
両
者
が
肩
を
倚
せ
て
授
受
す
る
の
で
あ
る
。

　

⑧
「
御
鷹
飼
渡
」
と
「
鷹
の
鳥
の
受
渡
」
と
い
う
、
こ
の
日
の
重
要
な
鷹
の
儀
礼
は
終
わ
ろ
う
と
し
て
い
る
。

　

そ
の
結
び
と
し
て
、
御
鷹
飼
は
酒
肴
を
前
に
し
て
献
盃
を
行
う
。
次
に
御
鷹
飼
は
瓶
子
を
と
っ
て
鷹
飼
の
盃
に
酒
を
注

ぐ
。
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⑨
鷹
飼
は
飲
み
干
し
た
盃
を
犬
飼
に
や
る
の
だ
が
、
犬
飼
は
杖
を
左
腋
に
夾
ん
で
盃
を
受
け
と
る
。
飲
み
お
わ
っ
て
、

こ
の
盃
を
右
肩
上
に
投
げ
棄
て
る
。
そ
う
し
て
⑩
御
鷹
飼
は
犬
飼
が
退
下
す
る
時
、「
腰
指
」
の
禄（
絹
一
疋
）を
与
え
る
。

　

⑪
鷹
飼
が
犬
飼
を
従
え
て
退
出
す
る
時
、
鷹
を
飛
ば
す
。
東
の
幔
門
に
入
る
時
、
ま
た
飛
ば
す
。
眺
め
て
い
た
殿
上
人

は
感
じ
入
っ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
（
Ｃ
）下
毛
野
敦
利
は
日
ご
ろ
『
長
秋
記
』
の
筆
者
・
源
師
時
を
介
し
て
、
師
時
の
父
、
左
大
臣
源
俊
房
に
鷹
飼
渡
の
故

実
を
尋
ね
て
い
た
よ
う
だ
が
、
①
後
日
、
師
時
の
元
を
訪
れ
、
話
し
合
っ
た
こ
と
に
は
、
近
来
の
鷹
飼
渡
に
従
事
し
て
い

る
下
毛
野
武
忠
・
忠
久
等
の
意
見
は
相
違
し
て
い
る
と
。

　

②
こ
れ
を
白
河
上
皇
に
申
上
げ
た
と
こ
ろ
、
上
皇
の
仰
せ
に
は
、
や
は
り
左
大
臣
の
意
見
に
よ
っ
て
、
鷹
飼
渡
を
つ
と

め
れ
ば
よ
い
、
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

　

③
摂
政
・
太
政
大
臣
藤
原
忠
実
の
評
価
に
よ
れ
ば
、
昨
日
の
鷹
飼
渡
の
体て
い

は
誠
に
神
妙
で
あ
っ
た
。
誰
の
訓
え
に
よ
る

の
か
、
と
い
え
ば
そ
れ
は
左
大
臣
源
俊
房
の
指
導
が
あ
っ
て
の
こ
と
だ
、
と
答
え
た
と
こ
ろ
、
忠
実
は
大
い
に
満
足
し
た

の
で
あ
っ
た
。

　

以
上
、
天
永
四
年（
一
一
一
三
）正
月
の
「
御
鷹
飼
渡
」
の
全
容
に
つ
い
て
『
長
秋
記
』
の
記
載
に
よ
り
検
討
し
て
き
た
。
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そ
の
結
果
次
の
問
題
点
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

　

第
一
と
し
て
、
下
毛
野
敦
利
を
め
ぐ
る
問
題
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
下
毛
野
氏
は
、
近
衛
官
人
と
し
て
ま
た
随
身
と
し
て

重
用
さ
れ
て
き
た
一
族
で
あ
っ
て
、
宇
陀
野
・
交
野
等
の
禁
野
に
お
い
て
鷹
を
仕
い
雉
を
獲
り
御
厨
子
所
な
ど
に
進
納
す

る
こ
と
を
主
た
る
業
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
良
鷹
を
集
積
し
調
養
の
技
を
磨
き
、
一
族
の
中
に
は
貴
族
や
豪
族
ら
の
鷹

飼
に
請
わ
れ
て
出
仕
し
て
い
た
者
も
あ
っ
た
ろ
う
。

　

下
毛
野
氏
一
族
は
或
い
は
蔵
人
所
に
多
用
さ
れ
、
あ
る
い
は
近
衛
府
官
人
や
摂
関
家
ま
た
院
近
臣
に
近
づ
く
な
ど
、
時

の
権
勢
と
結
び
つ
い
て
、
優
位
に
立
つ
べ
く
、
互
い
に
競
い
合
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
動
き
を
、
先
掲
史
料
に
読
み
取
る
こ
と
は
難
し
く
な
い
。
下
毛
野
敦
利
が
、
白
河
上
皇
の
庇
護
に
よ
っ
て

「
御
鷹
飼
」
に
抜
擢
さ
れ
た
が
、
そ
れ
ゆ
え
に
従
来
の
鷹
故
実
を
ふ
ま
え
つ
つ
も
、
他
の
鷹
飼
に
な
し
え
な
い
独
異
性
の

発
揮
に
作
意
を
凝
ら
し
た
よ
う
で
あ
る
。
式
正
の
故
実
を
は
ず
し
て
も
よ
い
と
す
る
自
由
性
を
こ
の
上
皇
は
許
容
し
て
い

た
の
で
あ
ろ
う
。

　

第
二
に
、
中
世
に
お
け
る
複
雑
多
岐
な
鷹
儀
礼
の
淵
源
は
野
行
幸
に
お
け
る
幾
つ
か
の
鷹
儀
礼
と
同
様
、
大
臣
家
大
饗

「
御
鷹
飼
渡
」
に
存
在
し
た
と
判
断
で
き
る
と
い
う
点
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
禁
野
に
お
け
る
放
鷹
こ
そ
鷹
調
養
の
主
眼
で
あ
る
か
ら
、
緊
迫
し
た
躍
動
感
の
方
が
優
先
し
て
目
の
前
に

現
わ
れ
て
く
る
。
し
か
し
、
大
臣
家
大
饗
の
中
で
行
わ
れ
る
鷹
飼
渡
は
放
鷹
本
来
の
目
的
で
は
あ
る
ま
い
。
そ
れ
は
む
し
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ろ
、
神
祭
に
お
け
る
儀
礼
の
よ
う
に
見
え
て
く
る
。
後
世
の
「
神
前
に
鷹
を
据
え
る
礼
」
や
「（
上
皇
・
天
皇
・
殿
上
人
・
将
軍
・

大
名
ら
）貴
人
に
鷹
見
す
る
礼
」
の
よ
う
な
作
法
が
院
政
期
に
既
に
重
ん
じ
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
に
登
場

す
る
鷹
飼
は
鷹
野
に
お
い
て
狩
り
を
す
る
技
能
以
外
に
、
一
々
の
所
作
を
く
り
返
し
習
礼
し
、
微
細
な
動
作
に
熟
練
し
て

い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
す
で
に
み
た
『
新
修
鷹
経
』
は
礼
式
を
中
心
と
す
る
鷹
故
実
の
書
で
は
な
く
、
あ
く
ま

で
実
学
的
な
要
素
に
満
ち
て
い
た
の
は
、
鷹
調
養
と
放
鷹
が
目
的
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
摂
関
政
治
と
院
政
期
に
お
け
る
儀
式
・
先
例
重
視
の
状
況
下
に
あ
っ
て
、
野
行
幸
や
大
臣
家
大
饗
の
よ
う
な

場
の
鷹
の
故
実
は
い
や
が
上
に
も
洗
練
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
ろ
う
。

　

第
三
と
し
て
、
鷹
飼
渡
の
中
で
も
、
鳥
柴
す
な
わ
ち
雉
進
献
の
場
面
に
注
目
し
て
お
き
た
い（
㊴
）。
大
饗
の
羞
饌
に
際

し
て
は
、
先
掲
の
よ
う
に
、
鷹
飼
渡
に
続
い
て
雅
楽
寮
伶
人
に
よ
る
舞
楽
が
奏
せ
ら
れ
る
間
に
、
立
作
所
で
は
雉
を
解
く
。

雉
を
焼
き
、
ま
た
雉
の
羹
を
調
理
す
る
の
で
あ
る
。
肴
物
の
献
立
は
多
彩
で
あ
る
が
、
と
り
わ
け
雉
に
つ
い
て
は
、
鳥
柴
・

解
雉
・
焼
雉（
雉
の
足
を
浜
木
綿
で
包
む
）・
雉
羹
と
い
う
ぐ
あ
い
に
丁
寧
で
あ
る
。
鷹
飼
渡
が
参
入
す
る
大
饗
は
正
月
の
大

臣
家
大
饗
の
み
で
あ
る
の
は
、
正
月
儀
礼
と
雉
に
深
い
関
わ
り
が
あ
る
ゆ
え
で
あ
ろ
う
。
そ
の
理
由
に
つ
い
て
倉
林
正
次

氏
は
「
鷹
狩
・
鳥
飼
の
意
義
・
霊
魂
の
保
管
者
と
し
て
の
鳥
類
な
ど
古
代
信
仰
に
関
係
を
有
す
る
」
と
指
摘
し
て
い
る（
㊵
）。

　

と
こ
ろ
で
、
鳥
柴
の
雉
は
雄
一
羽
で
あ
っ
た
が
、
大
饗
の
酒
宴
に
供
す
る
に
は
雄
よ
り
も
美
味
な
雌
雉
を
前
日
ま
で
に

下
毛
野
氏
ら
鷹
飼
に
よ
っ
て
捕
獲
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
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そ
れ
は
さ
て
お
き
、
中
世
に
お
け
る
正
月
の
鷹
野
始
め
・
鷹
の
鳥（
雉
）、
鷹
の
鶴
、
白
鳥
等
の
進
献
儀
礼
の
源
流
も
「
鷹

飼
渡
」
に
あ
っ
た
と
み
て
よ
い
の
で
あ
る
。

結　
　

び

　

以
上
、
本
節
で
は
、
野
行
幸
と
大
臣
家
大
饗
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
こ
の
両
者
が
盛
行
し
た
時
代
に
は
ず
れ
が
あ
る
。

野
行
幸
は
、
醍
醐
天
皇
の
延
喜
年
間（
九
〇
一
～
九
二
二
）が
中
心
で
あ
っ
て
、
天
皇
主
導
に
よ
る
律
令
国
家
再
建
期
に
当

た
っ
て
い
た
。
桓
武
・
嵯
峨
両
天
皇
に
次
い
で
鷹
を
好
ん
だ
醍
醐
天
皇
は
、
前
代
ま
で
の
天
皇
遊
猟（
放
鷹
）の
規
模
を
遥

か
に
凌
嘉
す
る
野
行
幸
を
断
行
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
天
皇
権
威
を
強
く
打
出
す
こ
と
に
成
功
し
た
と
言
え
よ
う
。

　

い
っ
ぽ
う
、
大
臣
家
大
饗
は
、
藤
原
摂
関
家
が
宮
廷
の
饗
宴
に
お
け
る
鷹
儀
礼
を
創
出
し
演
出
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

政
治
的
権
威
を
強
く
表
現
し
た
も
の
と
評
価
で
き
よ
う
。

　

そ
し
て
、白
河
天
皇
は
摂
関
期
に
衰
え
て
い
た
野
行
幸
を
「
承
保
の
野
行
幸
」
と
し
て
再
興
し
た
。
ま
た
、本
節
で
扱
っ

た
天
永
四
年（
一
一
一
三
）の
大
臣
家
大
饗
も
ま
た
、
摂
関
家
よ
り
権
力
を
奪
う
動
き
の
中
で
展
開
さ
れ
て
い
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
白
河
天
皇
が
院
政
を
開
始
す
る
に
い
た
っ
て
、
上
皇（
法
皇
）と
し
て
、
王
法
と
仏
法
界
双
方
に
お
い

て
、
殺
生
禁
断
と
放
生
の
実
現
に
力
点
を
移
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
二
条
良
基
が
「
嵯
峨
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野
物
語
」
で
懐
旧
的
に
伝
え
た
承
保
の
野
行
幸
に
集
約
さ
れ
て
い
る
故
事
先
例
は
、
後
世
の
足
利
将
軍
や
織
豊
政
権
ま
た

徳
川
将
軍
に
対
し
て
、
放
鷹
の
も
つ
政
治
的
示
威
性
を
理
解
さ
せ
る
に
十
分
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

一
方
、
大
臣
家
大
饗
は
、「
鷹
を
貴
人
に
見
せ
る
」
鷹
披
露
の
儀
礼
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
か
も
、
動
的
で
あ
り
一
場

の
演
劇（
芸
能
）の
よ
う
で
あ
る
と
と
も
に
、
鳥
柴
の
え
も
の

4

4

4

が
列
座
の
衆
に
料
理
と
し
て
振
舞
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
ち

ら
も
ま
た
、
中
世
か
ら
近
世
に
到
る
過
程
で
、
場
と
形
を
変
え
つ
つ
、
時
の
政
治
権
力
者
に
よ
っ
て
継
承
さ
れ
て
い
っ
た

の
で
あ
る
。

注（
１
）　
『
民
衆
史
研
究
』―
第
十
六
号
―　

民
衆
史
研
究
会　

昭
和
五
十
三
年
五
月

（
２
）　
『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』
141　

大
阪
歴
史
学
会　

一
九
九
三
年

（
３
）　

根
本
誠
二
・
秋
吉
正
博
・
長
谷
部
将
司
・
黒
須
利
夫
各
氏
編
『
奈
良
平
安
時
代
の〈
知
〉
の
相
関
』（
岩
田
書
院　

二
〇
一
五
年
）

所
収

（
４
）　
『
政
事
要
略
』
六
七
。
鷹
所
の
鷹
飼
四
人
が
摺
衣
を
許
さ
れ
た
こ
と
、
鷂
所
の
鷂
飼
四
人
は
摺
衣
と
緋
鞦
を
許
さ
れ
た
こ
と
。

ま
た
、
右
近
衛
将
曹
坂
上
安
生
・
左
近
衛
日
下
部
安
人
ら
は
弓
箭
を
帯
せ
ざ
る
こ
と
を
許
さ
れ
た
、
と
あ
る
。

（
５
）　
『
醍
醐
天
皇
御
記
』（『
続
々
群
書
類
従
』
記
録
部
）、
延
長
八
年（
九
〇
八
）十
月
十
九
日
条
。

　
　
　

東
西
二
手
に
分
れ
た
鷹
飼
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
る
「
競
狩
」
の
記
録
で
あ
る
。
東
方
は
鷂
鷹
飼
七
名
。
西
方
は
鷹
鷹
飼
四
名
に
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王
卿
鷹
飼
も
加
わ
る
。

（
６
）　
『
西
宮
記
』
巻
十
七
に
よ
れ
ば
、
醍
醐
天
皇
の
命
令
を
受
け
た
蔵
人
伊
望
朝
臣
に
よ
っ
て
、
野
行
幸
供
奉
の
陣
容
が
決
定
さ
れ

て
い
る
。
鷂
鷹
飼
と
し
て
三
名
、
鷹
々
飼
に
四
名
な
ど
の
名
が
挙
げ
ら
れ
て
お
り
、
や
は
り
摺
衣
の
着
用
が
許
さ
れ
て
い
る
。

（
７
）　
『
大
日
本
史
料
』
延
長
六
年（
九
二
八
）十
二
月
五
日
条
所
載
。『
扶
桑
略
記
』
二
十
四
醍
醐
天
皇
、
に
よ
る
と
、
こ
の
「
御
鷹
飼

逍
遥
」
に
は
、
陽
成
上
皇
は
じ
め
「
親
王
公
卿
及
殿
上
侍
臣
、
六
位
已
上
」
が
加
わ
っ
て
い
る
。

（
８
）　

榎
村
寛
之
氏
『
野
行
幸
の
成
立
』
に
よ
れ
ば
「
野
行
幸
」
は
光
孝
～
醍
醐
朝
の
い
わ
ゆ
る
「
延
喜
、
天
暦
の
治
」
時
代
に
特
徴

的
な
儀
礼
で
あ
る
と
し
、
明
ら
か
に
、
天
皇
と
野
行
幸
に
従
う
百
官
を
「
民
衆
に
見
せ
る
」
と
い
う
意
識
が
強
調
さ
れ
て
い
た
と

し
て
い
る
。

（
９
）　

紅
葉
す
る
木
々
と
枯
れ
野
を
舞
台
と
し
て
行
わ
れ
る
野
行
幸
の
装
束
の
美
し
さ
。
も
の
の
あ
は
れ
の
漂
う
野
。
脂
が
の
っ
て
旨

く
な
る
雉
の
味
。
酒
。「
み
た
ま
の
ふ
ゆ
」
の
実
感
。
収
穫
の
後
の
感
興
。
と
い
う
こ
と
が
想
像
で
き
よ
う
。

（
10
）　

秋
吉
正
博
氏
『
日
本
古
代
養
鷹
の
研
究
』
思
文
閣
出
版　

二
〇
〇
四
年
。

（
11
）　

青
色
袍
と
も
い
わ
れ
る
。
禁
色
と
さ
れ
、
上
皇
・
皇
太
子
の
ほ
か
、
蔵
人
が
下
賜
さ
れ
て
着
用
が
許
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
野

行
幸
が
殊
に
重
視
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

（
12
）　
『
西
宮
記
』
巻
二
十
「
北
野
行
幸
」
に
は
、「
延
喜
御
時
」
に
「
大
鷹
々
飼
と
鷂
々
飼
」
の
装
束
を
は
じ
め
、
親
王
納
言
の
鷹
飼
、

四
位
以
下
の
鷹
飼
の
装
束
な
ど
が
細
か
に
規
定
さ
れ
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。

（
13
）　
『
扶
桑
略
記
』
二
十
四
に
よ
れ
ば
、十
二
月
五
日
の
こ
と
と
し
て
い
る
。
ま
た
『
大
鏡
』
八
に
は
こ
の
日
、醍
醐
天
皇
の
名
鷹
「
し

ら
せ
う
」
の
逸
話
を
伝
え
て
い
る
。

（
14
）　
『
教
訓
抄
』
四
の
「
放は
う
え
う
ら
く

鷹
楽
」
の
項
に
は
、
次
の
よ
う
に
見
え
て
い
る（
日
本
思
想
大
系
23
『
古
代
中
世
芸
術
論
』
所
収
）。

　
　
　
　
　

	

楽
談
史
云
、
弘（
八
一
二
）

仁
三
年
八
月
一
日
、
楽
生
奏
レ
之
。
即
以
二
猿
鳴
調
一
、
子
二
振
餌エ
一
合
テ
此
舞
時
、
飛
二
翔
於
舞
人
一
。
以
二
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曲
節
一
為
二
御
狩
一
之
時
、
如
二
雅
楽
寮
一
、
案
為
二
此
歌
舞
一
。
此
曲
、
野
行
幸
奏
レ
之
。
舞
姿
、
牟
子
シ
テ
、
左
手
ニ
鷹
ヲ

居
テ
、
右
手
ニ
楚
ヲ
持
タ
リ
。
鷹
ナ
ブ
リ
ノ
躰
力
。
弘
仁
、
天
長
、
承
和
之
野
行
幸
奏
レ
之
。

　
　
　

	　

右
に
よ
れ
ば
、
①
放
鷹
楽
に
は
音
曲
に
合
わ
せ
て
、
鷹
飼
が
振
餌
を
振
っ
て
鷹
を
招
ぶ
姿
態
を
演
じ
、
鷹
の
飛
翔
を
ま
ね
る

舞
人
の
役
が
あ
っ
た
こ
と
。
②
野
行
幸
の
さ
ま
を
舞
う
者
は
、
鷹
飼
の
帽
子
を
冠
り
、
左
手
に
鷹
を
据
え
、
右
手
に
楚す

わ
え
で
作
っ

た
鷹
ナ
ブ
リ（
翼
尾
を
撫
で
る
道
具
）を
持
っ
て
い
た
こ
と
。
な
ど
が
分
か
る
。

（
15
）　
『
新
校
群
書
類
従
』
巻
第
三
五
六
「
鷹
部
」
所
載
。「
至
徳
三
年（
一
三
八
六
）十
一
月
七
日
」
と
い
う
序
が
あ
る
。

（
16
）　
『
扶
桑
略
記
』
に
「
十
月
十
二
日
乙
未
、
関
白
左
大
臣
引
二
率
公
卿
一
、
向
二
大
井
河
一
」
と
あ
る
。

（
17
）　

鳳
輦
の
四
本
の
柱
の
う
ち
、
左
の
柱
を
と
り
は
ず
し
て
い
る
の
は
、
天
皇
の
鷹
を
据
え
る
た
め
で
あ
る
。

（
18
）　

近
衛
の
鷹
飼
は
特
別
の
厚
遇
を
受
け
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
19
）　
『
長
秋
記
』
に
い
う
「
鷹
々
飼
・
鷂
々
飼
」
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

（
20
）（
21
）　

下
毛
野
敦
友
と
敦
久
の
こ
と
。
敦
友
は
名
声
通
り
、
天
皇
の
前
で
、
雄
雉
を
み
ご
と
に
と
ら
え
た
。
一
方
、
敦
久
は
と
い

え
ば
、
雉
が
西
へ
飛
ん
だ
の
に
、
鷹
は
東
の
山
へ
逸
れ
た
と
い
う
。
な
お
、『
梁
塵
秘
抄
』
に
「
嵯
峨
野
の
興
宴
は
、
野
口
う
ち

出
で
て
岩
崎
に
禁
野
の
鷹
飼
敦
友
が
、
野
鳥
合
は
せ
し
こ
そ
見
ま
ほ
し
き
」
と
あ
り
、
平
康
頼
の
『
宝
物
集
』
に
「
禁
野
の
御
鷹

飼
下
野
敦
友
、
か
の
鳥
合
は
せ
け
る
こ
そ
面
白
く
侍
り
け
れ
」
と
あ
る
。

（
22
）　
「
放
鷹
楽
」
の
こ
と
で
あ
る
。（
14
）で
言
及
し
た
『
教
訓
抄
』
に
は
、「
白
河
院
ノ
御
位
ノ
時
、
野
行
幸
ト
云
事
セ
サ
セ
給
ヒ
テ
、

嵯
峨
野
幸
ヒ
キ
、
大
井
川
ニ
奏
二
船
楽
一
。
竜
頭
ニ
大
神
惟
季
、
鷁
首
〔
二
〕『
放
鷹
楽
』
吹
タ
ル
伶
人
也
ケ
ル
間
、
井
戸
次
官
秋
宗

ト
云
管
弦
者
ヲ
召
出
テ
、
令
レ
着
二
襲か

さ
ね
装
束
ヲ一
、
仰
ラ
レ
タ
リ
ケ
ル
。」
と
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
摂
関
期（
十
世
紀
～
十
一
世
紀
）

に
野
行
幸
が
中
断
し
て
い
た
ゆ
え
か
、「
明
日
野
行
幸
ニ
『
放
鷹
楽
』
ヲ
可
レ
奏
之
由
、
被
二
仰
下
一
。
而
未
レ
伝
二
此
曲
一
。」
と
い

う
あ
り
さ
ま
で
あ
っ
た
と
い
う
。
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（
23
）　

異
例
の
こ
と
で
あ
る
が
、
長
い
架
を
し
つ
ら
え
て
、
そ
こ
に
今
日
つ
か
っ
た
鷹
鷂
を
み
な
据
え
た
の
で
あ
る
。

（
24
）　

二
条
良
基
は
こ
の
漢
文
の
序
の
全
文
を
再
録
し
て
い
る
が
、末
尾
に「
和
歌
闕
」と
記
す
。
再
録
時
に「
和
歌
」は
伝
わ
ら
な
か
っ

た
ら
し
い
。
な
お
『
扶
桑
略
記
』
に
「
廿
四
日
丁
未
、
行
二
幸
大
井
河
一
、
御
鷹
逍
遙
也
、
公
卿
侍
臣
等
皆
以
供
奉
、
右
大
臣
源
朝

臣
師
房
述
二
和
歌
序
一
出
居
」
と
あ
る
。

（
25
）　

大
饗
を
主
催
す
る
主
人
に
よ
っ
て
招
か
れ
る
主
た
る
賓
客
の
こ
と
。

（
26
）　
『
國
史
大
解
典
』（
倉
林
正
次
氏
執
筆
）・
太
田
静
六
氏
「
大
饗
と
寝
殿
造
」（『
日
本
歴
史
』
第
二
五
三
号　

一
九
六
九
年
六
月
号
）

に
図
解
入
り
で
詳
述
さ
れ
て
い
る
。

（
27
）　

倉
林
正
次
氏
『
饗
宴
の
研
究
』（
儀
礼
編
）・
昭
和
四
十
年
八
月　

初
版　

昭
和
六
十
二
年
九
月　

再
版　

桜
楓
社
）

　
　
　

な
お
、
中
澤
克
昭
氏
の
「
王
朝
の
狩
猟
文
化
―
摂
関
・
天
皇
・
院
の
権
力
と
野
生
―
」
に
よ
れ
ば
、
正
月
大
饗
に
際
し
て
鷹
飼

渡
が
確
認
で
き
る
の
は
、
天
慶
八
年（
九
四
五
）か
ら
で
あ
り
、
そ
の
後
い
っ
た
ん
白
河
院
政
期
に
復
活
し
た
が
、
最
後
と
な
っ

た
の
は
嘉
応
三
年（
承
安
元
・
一
一
七
一
）正
月
の
大
饗
で
あ
っ
た
と
い
う（
京
都
女
子
大
学
『
研
究
紀
要
』
第
二
十
二
号　

平
成

二
十
一
年
）

（
28
）　
「
錦
帽
子
、
紫
纈
狩
衣
、
白
布
袴
、
壹
脛
巾
、
浅
履
、
熊
行
騰
、
餌
囊
、
紅
褂
、
鳥
頸
太
刀
、
左
手
居
レ
鷹
、
右
手
執
二
付
レ
雉
枝
一
」

（
鈴
木
敬
三
氏　

執
筆
）

（
29
）　

昭
和
四
十
七
年
六
月
、
塙
選
書
75
所
収

（
30
）　

㋐	

「「
鷹
飼
渡
」
と
下
毛
野
氏
―
古
代
に
於
け
る
一
行
事
と
下
毛
野
氏
の
系
譜
に
つ
い
て
―
」（『
史
観
』
第
93
冊　

昭
和
五
十
一

年
三
月
）

　
　
　

㋑
「
御
鷹
飼
」
の
系
譜

（
31
）　

権
大
納
言
源
師
時（
永一
〇
七
七

暦
元
―
保一
一
三
六

延
二
）の
日
記
。
師
時
は
左
大
臣
源
後
房
の
次
男
、有
職
故
実
に
詳
し
い
。『（
増
補
）史
料
集
成
』
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一
六
・
一
七
に
収
載
。

（
32
）　
「〈
宗
教
・
文
化
研
究
所
公
開
講
座
講
演
録
〉王
朝
の
狩
猟
文
化
―
摂
関
・
天
皇
・
院
の
権
力
と
野
生
―
」
京
都
女
子
大
学　

宗
教
・

文
化
研
究
所
『
研
究
紀
要
』
第
22
号　

平
成
21
年
３
月
。

（
33
）　

た
と
え
ば
女
性
鷹
匠
と
し
て
知
ら
れ
る
大
塚
紀
子
氏
も
著
書
『
鷹
匠
の
技
と
こ
こ
ろ
』（
白
水
社　

二
〇
一
一
年
）で
こ
の
よ
う

に
訓
ん
で
い
る
。
現
代
の
諏
訪
流
鷹
術
で
も
、
鷹
の
訓
練
に
「
渡
り

4

4

」
を
行
う
。

（
34
）　

弓
野
正
武
氏
「「
鷹
飼
渡
」
と
下
毛
野
氏
」（
前
掲（
６
））

（
35
）　

母
屋
の
西
側
に
あ
る
中
門
で
あ
り
、
こ
の
位
置
よ
り
、
母
屋
庭
前
に
出
て
、
鷹
の
渡
り
が
行
わ
れ
る
。

（
36
）　
『
放
鷹
』
第
四
篇
「
鷹
道
具
」
に
よ
れ
ば
、
大
緒
は
「
絹
製
、
朱
色
、
長
さ
十
二
尺
、
中
央
に
柔
皮
を
付
し
、
鐶
を
つ
け
、
柔

皮
の
紐
を
取
り
つ
く
。
中
央
よ
り
折
り
て
二
本
と
し
両
端
に
朱
房
を
附
す
。
鷹
の
足
革
に
之
れ
を
附
し
、
架
に
繋
ぐ
に
用
ふ
、
又

据
廻
す
時
は
必
ず
之
れ
を
附
す
る
な
り
。」
と
あ
る
。

（
37
）　
『
続
古
事
談
』
で
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
下
毛
野
公
久
ト
イ
フ
タ
カ
ガ
ヒ
、
西
ノ
中
門
ヨ
リ
タ
カ
モ
ス
ヘ
デ
ア
ユ
ミ
入

タ
リ
ケ
ル
ヲ
、
上
達
部
座
ヨ
リ
ア
ラ
ハ
ニ
ミ
エ
ケ
ル
ニ
、
錦
ノ
ボ
ウ
シ
キ
タ
ル
モ
ノ
、
手
ヲ
ム
ナ
シ
ク
シ
テ
ア
ユ
ミ
キ
ケ
レ
バ
、

人
々
千
秋
万
歳
ノ
イ
ル
ハ
何
事
ゾ
ト
ワ
ラ
ヒ
ケ
リ
。」

（
38
）　

史
料
で
は
㋐
を
「
御
鷹
飼
」
と
記
し
、
㋒
を
「
鷹
飼
」
と
表
現
し
て
い
る
。

（
39
）　
『
大
鏡
』
上
に
も
、「
良
（
藤
原
）房
の
お
と
ど
の
大
饗
に
や
、
昔
は
親み
こ
王
た
ち
、
か
な
ら
ず
大
饗
に
盛
る
も
の
に
て
侍
る
を
、
い
か
が
し

け
む
、
尊
者
の
御
前
に
据
え
る
を
、」
な
ど
と
あ
る
。（『
日
本
古
典
文
学
全
集
』
小
学
館
）

（
40
）　

前
掲
書
『
饗
宴
の
研
究
』（
儀
礼
編
）

　
　
　

な
お
、
本
稿
第
一
章
第
三
節
「
魂
覓
ぎ
の
鳥
」
参
照
。
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第
三
章　

放
生
と
贄
鷹

は　

じ　

め　

に

　
「
放
生
」
と
は
、
仏
教
の
殺
生
戒
を
犯
し
た
者
が
、
罪
を
贖
う
た
め
に
行
う
宗
教
的
儀
礼
で
あ
る
。
漁
師
の
魚
網
を
焼

却
し
、
鵜
飼
用
の
鵜
を
放
し
た
り
、
或
い
は
鮒
や
鯉
を
買
い
取
っ
て
こ
れ
を
河
沼
に
放
し
た
り
す
る
。
飼
い
馴
ら
し
た
鷹

や
鷂
の
足
緒
を
切
り
山
野
に
放
つ
こ
と
も
「
放
生
」
で
あ
る
。
食
用
に
供
さ
ん
と
し
て
飼
育
す
る
籠
の
鳥
を
放
鳥
す
る
こ

と
も
行
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
儀
礼
に
よ
っ
て
仏
の
功
徳
を
授
か
る
と
信
ぜ
ら
れ
た（
１
）。

　

さ
ら
に
、
仏
教
上
の
禁
忌
に
よ
っ
て
、
六
斎
日
に
は
漁
猟
を
行
わ
な
い
と
い
う
慣
行
も
長
く
続
い
た（
２
）。

　

鷹
に
耽
溺
し
た
嵯
峨
天
皇
の
崩
御
に
際
し
て
は
数
多
の
愛
鷹
が
放
た
れ
た（
３
）。
入
道
以
前
、
野
行
幸
に
親
し
ん
だ
白

河
天
皇
は
、
法
皇
と
な
る
や
、
や
は
り
数
多
の
鷹
を
山
野
に
放
っ
た
と
い
う
。
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神
仏
習
合
が
し
だ
い
に
濃
厚
と
な
る
時
代
に
お
い
て
、
放
生
に
対
し
て
神
道
は
い
か
な
る
理
解
を
示
し
て
い
た
の
で
あ

ろ
う
か
。

　

鷹
飼
が
行
う
「
血
の
儀
式
」、
つ
ま
り
、
獲
物
の
心
臓
や
肝
臓
を
褒
美
と
し
て
鷹
に
与
え
る
場
面
を
は
じ
め
、
生
肉
だ

け
を
餌
と
す
る
鷹
に
対
し
て
感
ず
る
畏
怖
。
鷹
飼
に
随
伴
す
る
犬
飼
も
ま
た
、
穢
れ
を
帯
び
た
者
と
し
て
、
神
道
の
立
場

か
ら
は
忌
み
嫌
わ
れ
た
の
で
は
な
い
か（
４
）。
そ
の
よ
う
な
穢
れ
を
除
祓
す
る
と
い
う
儀
礼
は
不
可
欠
で
あ
っ
た
と
思
わ

れ
る
。
神
道
と
仏
教
は
こ
の
よ
う
な
事
情
か
ら
、「
放
生
」
を
共
に
斎
行
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
典
型
例
を
石
清
水

八
幡
宮
の
「
放
生
会
」
に
見
る
こ
と
が
で
き
る（
５
）。

　

放
生
は
、
院
政
期
以
降
、
神
仏
習
合
と
浄
土
教
・
末
法
思
想
な
ど
の
坩
堝
の
中
で
頻
り
に
行
わ
れ
る
。
そ
れ
は
貴
族
・

寺
社
等
の
権
門
勢
家
に
限
定
さ
れ
る
動
き
と
考
え
ら
れ
る
け
れ
ど
も
、
し
だ
い
に
、
鷹
に
対
す
る
観
念
に
大
き
な
変
化
が

現
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
鷹
は
仏
陀
の
生
国
よ
り
こ
の
国
に
渡
来
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
菩
薩
を
顕
現
す
る
鳥
で

あ
る
と
す
る
考
え
で
あ
っ
た
。
中
世
に
次
々
と
成
立
し
た
鷹
書
に
は
、
明
ら
か
に
鷹
と
い
う
鳥
と
諸
菩
薩
が
結
び
つ
け
ら

れ
て
い
る
。
鷹
は
聖
な
る
世
界
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
と
い
う
。
鷹
は
富
士
山
に
営
巣
し
、
そ
こ
か
ら
分
か
れ
た
な
ど
と
も

い
う
。
殺
生
戒
を
犯
し
、
後
生
は
地
獄
に
陥
る
し
か
な
い
と
す
る
人
々
が
救
わ
れ
る
た
め
に
、
こ
の
よ
う
な
思
想
を
渇
望

し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

そ
う
し
て
、
あ
た
か
も
菩
薩
の
化
身
と
さ
れ
る
鳥
で
あ
る
ゆ
え
に
、
鷹
は
神
前
の
架
に
繋
が
れ
て
、
神
々
に
奉
献
さ
れ
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る
べ
き
と
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
穢
れ
を
去
り
、
浄
め
に
至
る
た
め
の
儀
礼
と
し
て
「
神
鷹
と
贄
鷹
」
が
行
わ
れ
た
と
考

え
ら
れ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
鷹
を
神
前
に
献
ず
る
行
為
す
な
わ
ち
「
神
鷹
」
は
「
放
生
」
と
同
等
の
効
験
に
あ
ず
か
る

も
の
だ
と
い
う
信
仰
が
成
立
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
、
今
や
聖
な
る
鷹
が
と
ら
え
た
鳥
を
神
前
に
供
え
る

贄
鷹
と
い
う
行
為
も
ま
た
、
神
の
加
護
に
あ
ず
か
る
た
め
の
大
切
な
儀
礼
と
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

本
章
に
お
い
て
は
我
国
の
鷹
狩
に
特
異
な
「
放
生
と
贄
鷹
」
の
問
題
を
考
察
し
て
行
く
こ
と
に
し
た
い
。

　

第
一
節
で
は
、
罪
業
観
に
苛
ま
れ
る
鷹
飼
た
ち
が
仏
教
に
よ
っ
て
悟
り
を
ひ
ら
く
姿
を
と
り
あ
げ
る
。
第
二
節
で
は
、

鎌
倉
幕
府
が
御
家
人
に
対
し
て
贄
鷹
の
ほ
か
に
鷹
狩
を
行
う
こ
と
を
禁
じ
た
事
情
に
つ
い
て
考
え
る
。
第
三
節
で
は
、
諏

訪
大
明
神
の
贄
鷹
を
め
ぐ
る
問
題
を
取
上
げ
、
特
に
「
諏
訪
の
勘
文
」
が
、
殺
生
戒
を
克
服
し
て
い
く
上
で
の
強
力
な
免

罪
符
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
追
究
す
る
。
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第
一
節　
　

鷹
飼
の
罪
業
観
と
放
生

　

白
河
～
鳥
羽
上
皇
の
院
政
期（
一
〇
八
六
―
一
一
五
六
）に
成
立
し
た
『
今
昔
物
語
集
』（『
日
本
古
典
文
学

全
集
』
小
学
館

）に
は
、
鷹
を
飼
う
者

の
罪
業
観
を
伝
え
る
三
篇
の
説
話
が
載
っ
て
い
る
。

　

第
一
は
、（
Ａ
）巣
鷹
を
取
っ
て
暮
ら
す
男
が
観
音
菩
薩
に
よ
っ
て
助
け
ら
れ
る
話
。
次
に（
Ｂ
）源
満
仲
が
出
家
し
て
鷹

を
放
擲
す
る
話
。
第
三
に
、（
Ｃ
）禁
野
で
雉
を
獲
る
鷹
飼
が
夢
に
雉
と
化
し
た
己
れ
の
家
族
が
鷹
に
殺
さ
れ
、
夢
か
ら
醒

め
て
の
ち
飼
鷹
を
放
生
す
る
話
、
で
あ
る
。

　

い
ず
れ
も
、
我
国
に
お
け
る
鷹
狩
の
実
態
を
具
体
的
に
描
い
て
い
る
と
い
う
点
と
、
末
法
の
世
の
到
来
期（
十
一
世
紀
半

～
）の
鷹
飼（
殺
生
）の
罪
業
意
識
の
深
さ
を
抉
り
出
し
て
い
る
。

Ａ
、
陸
み
ち
の
お
く
の
く
に
の
た
か
と
り
の
を
の
こ
く
わ
ん
お
む
の
た
す
け
に
よ
り
て
い
の
ち
を
そ
ん
す
る
こ
と
だ
い
ろ
く

奥
国
鷹
取
男
依
観
音
助
存
命
語
第
六

　
　

今い
ま
は
む
か
し昔
、陸み
ち
の
お
く
の
く
に

奥
国
ニ
住す
み

ケ
ル
男を
の
こ、①
年と
し
ご
ろ
た
か

来
鷹
ノ
子こ

ヲ
下お
ろ

シ
テ
、要え
う

ニ
ス
ル
人ひ
と

ニ
与あ
た

ヘ
テ
、其そ

ノ
直あ
た
ひヲ
得え

テ
世よ

ヲ
渡わ
た

リ
ケ
リ
、

鷹た
か

ノ
樔す

ヲ
食く
ひ

タ
ル
所と
こ
ろヲ
見み

置お
き

テ
、
年と
し
ご
ろ
お
ろ
し

来
下
ケ
ル
ニ
、
②
母は
は
の
た
か
こ

鷹
此
ノ
事こ
と

ヲ
思お
も

ヒ
侘わ

ビ
ケ
ル
ニ
ヤ
有あ
り

ケ
ム
、
本も
と

ノ
所と
こ
ろニ
樔す

ヲ

不く

食は

ズ
シ
テ
、
人ひ
と

ノ
可か
よ
ふ通
ベ
キ
様や
う

モ
無な

キ
所と
こ
ろヲ
求も
と

メ
テ
、
樔す

ヲ
食く

ヒ
テ
、
卵か
ひ
ごヲ
生う

ミ
ツ
、
巌い
は
ほノ
屛び
や
う
ぶ風
ヲ
立た
て

タ
ル
様や
う

ナ
ル
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崎さ
き

ニ
、
下し
た
は
だ
い
か
い

大
海
ノ
底そ
こ

ヰ
モ
不し

知ら

ヌ
荒あ
ら
い
そ礒

ニ
テ
有あ

リ
、
其そ

レ
ニ
遙は
る
かニ

下さ
が
りテ

生お
ひ

タ
ル
木き

ノ
大だ
い
か
い海

ニ
差さ
し
お
ほ覆

ヒ
タ
ル
末す
ゑ

ニ
生う
み

テ
ケ

リ
、
実ま
こ
とニ

人ひ
と
よ
り
つ
く
べ

可
寄
付
キ
様や
う
な
き
と
こ
ろ

無
所
ナ
ル
ベ
シ
、

　
　

此こ

ノ
鷹た
か
と
り取
ノ
男を
の
こ

③
鷹た
か

ノ
子こ

可お
ろ
す
べ下
キ
時と
き

ニ
成な
り

ニ
ケ
レ
バ
、
例れ
い

樔す

食く

フ
所と
こ
ろヲ
行ゆ
き

テ
見み

ル
ニ
、
何な
に

シ
ニ
カ
ハ
有あ

ラ
ム
ズ
ル
、

今こ
と
し年
ハ
樔す

食く
ひ

タ
ル
跡あ
と

モ
無な

シ
、
男を
の
こ
こ此
レ
ヲ
見み

テ
、
歎な
げ

キ
悲
か
な
し
むデ
、
外ほ
か

ヲ
走は
し

リ
求も
と
むル
ニ
、
更さ
ら

ニ
無な

ケ
レ
バ
、「
鷹た
か

ノ
母は
は

ノ
死し

ニ
ケ
ル
ニ
ヤ
、
亦ま
た

、
外ほ
か

ニ
樔す

ヲ
食く
ひ

タ
ル
ニ
ヤ
」
ト
思お
も
ひテ
、
日ひ

来ご
ろ

ヲ
経へ

テ
、
山や
ま
や
ま
み
ね
み
ね

々
峰
々
ヲ
求も
と

メ
行あ
り

ク
ニ
、
遂つ
ひ

ニ
此こ
の

樔す

ノ
所
と
こ
ろ

ヲ
幽か
す
かニ
見み
　
つ
け付
テ
、
喜よ
ろ
こビ
乍な
が

ラ
寄よ
り

テ
見み

ル
ニ
、
更さ
ら

ニ
人ひ
と

ノ
可か
よ
ふ
べ通
キ
所と
こ
ろニ
非あ
ら

ズ
、
上う
へ

ヨ
リ
可く
だ
る
べ下
キ
ニ
、
手て

ヲ
立た
て

タ
ル
様や
う

ナ
ル

巌い
わ
ほノ
喬そ
ば
な
り也
、
下し
た

ヨ
リ
可の
ぼ
る
べ登
キ
ニ
、
底そ
こ

ヰ
モ
不し

知ら

ヌ
大だ
い
か
い海
ノ
荒あ
ら
い
そ
な
り

礒
也
、
④
鷹た
か

ノ
樔す

ヲ
見み

付つ
け

タ
リ
ト
云い

ヘ
ド
モ
更さ
ら

ニ
力ち
か
ら
お
よ
ば

不
及

ズ
シ
テ
、
家い
へ

ニ
返か
へ
りテ
、
世よ

ヲ
渡わ
た

ラ
ム
事こ
と

ノ
絶た
え

ヌ
ル
ヲ
歎な
げ

ク
、

　
　

而し
か

ル
ニ
、
隣と
な
りニ
有あ

ル
男を
の
こニ
此こ

ノ
事こ
と

ヲ
語か
た

ル
、「
我わ

レ
、
常つ
ね

ニ
鷹た
か

ノ
子こ

ヲ
取と
り

テ
、
国く
に

ノ
人ひ
と

ニ
与あ
た

ヘ
テ
、
其そ

ノ
直あ
た
ひヲ
得え

テ
、

年と
し

ノ
内う
ち

ノ
貯た
く
はヘ
ト
シ
テ
年と
し
ご
ろ来
ヲ
経へ

ツ
ル
ニ
、
今こ

年と
し

既す
で

ニ
、
鷹た
か

ノ
樔す

ヲ
然し
か
し
か々

ノ
所と
こ
ろニ
生う
み

タ
ル
ニ
依よ
り

テ
、
鷹た
か

ノ
子こ

ヲ
取と

ル
術ず
つ

絶た
え

ヌ
」
ト
歎な
げ

ク
ニ
、
隣と
な
りノ

男を
の
こノ

云い
は

ク
、「
人ひ
と

ノ
構か
ま

ヘ
バ
、
自お
の
づ
か然

ラ
取と

リ
得う

ル
事こ
と

モ
有あ
り

ナ
ム
」
ト
云い
ひ

テ
、
彼か

ノ
樔す

ノ
所と
こ
ろニ

二ふ
た

人り

相あ

ヒ
具ぐ

シ
テ
行ゆ

キ
ヌ
、
其そ

ノ
所と
こ
ろヲ

見み

テ
、
教を
し

フ
ル
様や
う

、「
巌い
は
ほノ

上う
へ

ニ
大お
ほ
きナ

ル
楴
は
し
だ
てヲ

打う
ち
た立

テ
ゝ
、
其そ

ノ
楴
は
し
だ
てニ

百ひ
や
く
よ
ひ
ろ

余
尋

ノ
繩な
は

ヲ
結む
す

ビ
付つ
け

テ
、
其そ

ノ
繩な
は

ノ
末す
ゑ

ニ
大お
ほ
きナ

ル
籠こ

ヲ
付つ
け

テ
、
其そ

ノ
籠こ

ニ
乗の
り

テ
樔す

ノ
所と
こ
ろニ

下お
り

テ
可と
る
べ取

キ
也な
り

」
ト
、

　
　

鷹た
か
と
り取
ノ
男を
の
こ
こ此
レ
ヲ
聞き
き

テ
、
喜
よ
ろ
こ
びテ
家い
へ

ニ
返か
へ
り
テ
、
籠こ

、
繩な
は

、
楴
は
し
だ
てヲ
調と
と
の
ヘ
儲ま
う
け
テ
、
二ふ
た

人り

相あ

ヒ
具ぐ

シ
テ
、
樔す

ノ
所と
こ
ろ
ニ
行ゆ
き

ヌ
、

支し
た
く度
ノ
如ご
と

ク
楴
は
し
だ
てヲ
打う
ち
た立
テ
ヽ
、
繩な
は

ヲ
付つ
け

テ
籠こ

ヲ
結む
す

ビ
付つ
け

テ
、
鷹た
か

取と
り

其そ

ノ
籠こ

ニ
乗の
り

テ
、
隣と
な
りノ
男を
の
こ

繩な
は

ヲ
取と
り

テ
漸や
う
やク
下お
ろ

ス
、
遙
は
る
か
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ニ
樔す

ノ
所と
こ
ろニ
至い
た
りヌ
、
鷹た
か
と
り
こ
取
籠
ヨ
リ
下お
り

テ
樔す

ノ
傍
か
た
は
らニ
居ゐ

テ
、
先ま

ヅ
⑤
鷹た
か

ノ
子こ

ヲ
取と
り

テ
、
翼つ
ば
さヲ
結む
す
びテ
籠こ

ニ
入い

レ
テ
、
先ま

ヅ
上あ

ゲ
ツ
、
我わ
れ

ハ
留
と
ど
ま
りテ
、
亦ま
た
お
り下
ム
度た

ビ
昇の
ぼ

ラ
ム
ト
為す

ル
間あ
ひ
だ、
隣と
な
りノ
男を
の
こ
こ籠
ヲ
引ひ
き
あ上
ゲ
テ
、
鷹た
か

ノ
子こ

ヲ
取と
り

テ
、
亦ま
た

、
籠こ

ヲ
不お
ろ
さ
ず下
シ

テ
、
鷹た
か
と
り取
ヲ
棄す

テ
ヽ
、
家い
へ

ニ
返か
へ
りヌ
、
鷹た
か
と
り取
ガ
家い
へ

ニ
行ゆ
き

テ
、
妻さ
い
し子
ニ
語か
た
りテ
云い
は

ク
、「
汝な
む
ぢガ
夫を
う
とハ
、
籠こ

ニ
乗の

セ
テ
然し
か
し々

カ
下お
ろ

シ
ツ
ル
程ほ
ど

ニ
、
繩な
は
き切
レ
テ
海う
み

ノ
中な
か

ニ
落お
ち

テ
死し

ヌ
」
ト
、
妻さ
い
し
こ
子
此
レ
ヲ
聞き
き

テ
、
泣な

キ
悲か
な
しム
事こ
と
か
ぎ
り
な

無
限
シ
、

　
　

鷹た
か
と
り取
ハ
樔す

ノ
傍
か
た
は
らニ
居ゐ

テ
、
籠こ

ヲ
待ま
ち

テ
昇の
ぼ

ラ
ム
ト
シ
テ
、
今い
ま

ヤ
下お
ろ

ス
下お
ろ

ス
ト
待ま
つ

ニ
、
籠こ

ヲ
不お
ろ
さ
ず下
シ
テ
日ひ
ご
ろ来
ヲ
経へ

ヌ
、
狭
せ
ば
く

シ
テ
少す
こ

シ
窪く
ぼ

メ
ル
巌い
は
ほニ

居ゐ

テ
、
塵ち
り
ば
か
り許モ

身み

ヲ
動う
ご
かサ

バ
、
遙は
る
かニ

海う
み

ニ
落お
ち
い
り入

ナ
ム
ト
ス
、
然し
か

レ
バ
、
兄た
だ

死し

ナ
ム
事こ
と

ヲ
待ま
ち

テ
有あ

ル
ニ
、
年と
し
ご
ろ
か

来
此
ク
罪つ
み

ヲ
造つ
く

ル
ト
云い

ヘ
ド
モ
、
毎つ
き
ご
と
の
じ
ふ
は
ち
に
ち

月
十
八
日
ニ
、
精し
や
う
じ
ん進ニ

シ
テ
、
観く
わ
ん
お
む
ぼ
む

音
品
ヲ
読
よ
み
た
て
ま
つ
り

奉
ケ
リ
、
爰こ
こ

ニ
思お
も

ハ
ク
、

⑥
「
我わ

レ
年と
し

来ご
ろ

飛と

ビ
翔か

ケ
ル
鷹た
か

ノ
子こ

ヲ
取と
り

テ
、
足あ
し

ニ
緒を

ヲ
付つ
け

テ
繋つ
な
ぎテ
居す

ヘ
テ
不は
な
た放
ズ
シ
テ
、
鳥と
り

ヲ
令と
ら
し捕
ム
、
此こ

ノ
罪つ
み

ニ

依よ
り

テ
、
現げ
ん
ぽ
う報

ヲ
得え

て
、
忽
た
ち
ま
ちニ

死し

ナ
ム
ト
ス
、
⑦
願ね
が
はク

ハ
大だ
い
ひ
く
わ
ん
お
む

悲
観
音
、
年
と
し
ご
ろ
た
も
ち
た
て
ま
つ

来
持
奉
ル
ニ
依よ
り

テ
、
此こ

ノ
世よ

ハ
今い
ま

ハ
此か

ク
テ

止や

ミ
ヌ
、
後ご
し
や
う生

ニ
三さ
む
づ途

ニ
不お

堕ち

ズ
シ
テ
、
必か
な
らズ

浄じ
や
う
ど土

ニ
迎む
か

ヘ
給た
ま

ヘ
」
ト
念ね
む

ズ
ル
程ほ
ど

ニ
、
大お
ほ
きナ

ル
毒ど
く
じ
や蛇

、
目め

ハ
鋺
か
な
ま
りノ

如ご
と

ク
ニ
シ
テ
、
下
し
た
な
め
づ
り
甞
ヲ
シ
テ
、
大だ
い
か
い海
ヨ
リ
出で

デ
ヽ
、
巌い
は
ほノ
喬そ
ば

ヨ
リ
昇の
ぼ

リ
来き
た
りテ
、
鷹た
か
と
り取
ヲ
呑の

マ
ム
ト
ス
、
鷹た
か
と
り取
ノ
思お
も

ハ
ク
、

「
我わ

レ
蛇じ
や

ノ
為た
め

ニ
被の

呑ま

レ
ム
ヨ
リ
ハ
、
海う
み

ニ
落お
ち
い
り入
テ
死し

ナ
ム
」
ト
思お
も
ひテ
、
刀か
た
なヲ
抜ぬ
き

テ
、
蛇じ
や

ノ
我わ
れ

ニ
懸か
か

ル
頭か
し
らニ
突つ

キ
立た
て

ツ
、

蛇じ
や
お
ど
ろ
き
驚
テ
昇の
ぼ

ル
ニ
、
鷹た
か
と
り
じ
や

取
蛇
ニ
乗の
り

テ
、
自お
の
づ
か然
ラ
岸き
し

ノ
上う
へ

ニ
昇の
ぼ
りヌ
、
其そ

ノ
後の
ち

、
蛇じ
や

掻か

キ
消け

ツ
様や
う

ニ
失う
せ

ヌ
、（
下
略
）
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Ｂ
、
摂
つ
の
か
み
み
な
も
と
の
み
つ
な
か
し
ゆ
つ
け
す
る
こ
と
だ
い
し

津
守
源
満
仲
出
家
語
第
四

　
　

今
い
ま
は
む
か
し

昔
、
円ゑ
ん
ゆ
う
ゐ
ん

融
院
ノ
天て
ん
わ
う皇

ノ
御み
よ代

ニ
、
左ひ
だ
りノ

馬む
ま

ノ
頭
か
み
み
な
も
と

源
ノ
満み
つ
な
か仲

ト
云い

フ
人ひ
と
あ
り有

ケ
リ
、
筑ち
く
ぜ
ん
の
か
み
つ
ね
も
と

前
守
経
基
ト
云い
ひ

ケ
ル
人ひ
と

ノ

子こ

也な
り

、
世よ

ニ
並な
ら

ビ
無な

キ
兵
つ
は
も
のニ
テ
有あ
り

ケ
レ
バ
、
公お
ほ
やケ
モ
此こ

レ
ヲ
止や
む
ご
と
な
事
無
キ
者も
の

ニ
ナ
ム
思お
ぼ
し
め
し食ケ
ル
、
亦ま
た
だ
い
じ
ん
く
ぎ
や
う

大
臣
公
卿
ヨ
リ
始は
じ
めテ
、

世よ

ノ
人ひ
と
み
な
こ
皆
此
レ
ヲ
用も
ち

ヰ
テ
ゾ
有あ
り

ケ
ル
、階し
な

モ
不い
や
し
か
ら賤ズ
、水み
の
を
の
て
ん
わ
う

尾
天
皇
ノ
近ち
か

キ
御お
ほ
む
の
ち後ナ
レ
バ
、年と
し
ご
ろ
お
ほ
や

来
公
ケ
ニ
仕
つ
か
ま
つ
りケ
レ
バ
、国く
に
ぐ
に々

ノ
司つ
か
さト
シ
テ
勢せ
い
と
く徳
モ
並な
ら

ビ
無な

キ
者も
の

ニ
テ
ゾ
有あ
り

ケ
ル
、
終つ
ひ

ニ
ハ
摂つ

津の

守か
み

ニ
テ
ナ
ム
有あ
り

ケ
ル
、
年と
し
や
う
や漸ク
老お
い

ニ
臨の
ぞ
むデ
、
摂つ津
ノ

国く
に

ノ
豊て

島し
ま

ノ
郡こ
ほ
りニ
多た

だ々

ト
云い

フ
所と
こ
ろニ
家い
へ

ヲ
造つ
く
りテ
、
籠こ
も
り
ゐ居
タ
リ
ケ
リ
、

　
　

数あ
ま
たノ
子こ

共ど
も
あ
り有
ケ
リ
、
皆
み
な
つ
は
も
の
兵
ノ
道み
ち
に
い
た達レ
リ
、
其そ

ノ
中な
か

ニ
一ひ
と
り人
ノ
僧そ
う
あ
り有
ケ
リ
、
名な

ヲ
バ
源ぐ
ゑ
ん
け
ん賢ト
云い

フ
、
比ひ

叡え

ノ
山や
ま

ノ
僧そ
う

ト
シ
テ
、
飯い
ひ
む
ろ室
ノ
深じ
む
ぜ
ん
そ
う
じ
や
う

禅
僧
正
ノ
弟で

子し

也な
り

、
父ち
ち

ノ
許も
と

ニ
多た

だ々

ニ
行ゆ
き

タ
リ
ケ
ル
ニ
、
父ち
ち

ノ
殺せ
つ
し
や
う生ノ
罪つ
み

ヲ
見み

テ
、
歎な
げ

キ
悲
か
な
し
むデ
、

横よ

川か
わ

ニ
返か
へ

リ
上の
ぼ
りテ
、
源ぐ
ゑ
ん
し
ん
そ
う
づ

信
僧
都
ノ
許も
と

ニ
詣ま
う

デ
ヽ
、
語か
た
りテ
云い
は

ク
、
①
「
己お
の
れガ
父ち
ち

ノ
有あ
り
さ
ま様
ヲ
見み
　
た
ま給
フ
ル
ニ
、
極き
は
めテ
悲か
な
しキ
也な
り

、

年と
し

ハ
既す
で

ニ
六ろ
く
じ
ふ十
ニ
余あ
ま
りヌ
、
残の
こ
りノ
命
い
の
ち
い
く
ば
く
幾
ニ
非あ
ら

ズ
、
見み

レ
バ
、
鷹た
か

四し
ご
じ
ふ
五
十
ヲ
繋つ
な
ぎテ
夏な
つ
が
ひ飼
セ
サ
ス
ル
ニ
、
殺せ
つ
し
や
う
は
か

生
量
リ
無な

シ
、

②
鷹た
か

ノ
夏な
つ
が
ひ飼

ト
云い

フ
ハ
、
生い
の
ち命

ヲ
断た

ツ
第だ
い
い
ち一

ノ
事こ
と
な
り也

、
亦ま
た

河か
は
ど
も共

ニ
簗や
な

ヲ
令う
た
し
め打

テ
、
多お
ほ
くノ

魚い
を

ヲ
捕と

リ
、
亦ま
た

多お
ほ
くノ

鷲わ
し

ヲ
飼か
ひ

テ
、

生し
や
う
る
い

類
ヲ
令く
は
し食

メ
、
亦ま
た
つ
ね常

ニ
海う
み

ニ
網あ
み

ヲ
令ひ
か
し
め曳

、
③
数あ
ま
たノ

郎ら
う
ど
う等

ヲ
山や
ま

ニ
遣や
り

、
鹿し
か

ヲ
令か
ら
し
む狩

ル
事こ
と
ひ
ま
な

隙
無
シ
、
此こ

レ
ハ
我わ

ガ
居ゐ
ど
こ
ろ所

ニ

シ
テ
為す

ル
所と
こ
ろノ

殺せ
つ
し
や
う
な
り

生
也
、
其そ

ノ
外ほ
か

ニ
、
遠と
ほ

ク
知し

ル
所
と
こ
ろ
ど
こ
ろ々ニ

宛あ
て

テ
令こ
ろ
さ
し
む殺ル

所と
こ
ろノ

物も
の

ノ
員か
ず

、
計か
ぞ

ヘ
可つ
く
す
べ尽

キ
ニ
非あ
ら

ズ
、
亦ま
た
わ我

ガ

心こ
こ
ろニ
違た
が

フ
者も
の
あ有
レ
バ
、
虫む
し

ナ
ド
ヲ
殺こ
ろ

ス
様や
う

ニ
殺こ
ろ

シ
ツ
、
少す
こ

シ
宜よ
ろ

シ
ト
思お
も

フ
罪つ
み

ニ
ハ
足あ
し
て手
ヲ
切き

ル
、
④
『
此か
か

ル
罪つ
み

ヲ
造つ
く

リ

積つ
み

テ
ハ
、
後の
ち

ノ
世よ

ニ
何い
か
ば
か
り許ナ
ル
苦く

ヲ
受う
け
むズ
ラ
ム
』
ト
思お
も
ひ
た
ま給フ
ル
ニ
、
極き
は
めテ
悲か
な
しク
思お
ぼ

ユ
候
さ（
ぶ
）らフ
、『
此こ

レ
何い
か

デ
、「
法ほ
ふ
し師
ニ
成な
り
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テ
ム
」
ト
思お
も

フ
心こ
こ
ろ
つ付
ケ
ム
』
ト
思お
も
ひ
た
ま給フ
レ
ド
、
怖お
そ

ロ
シ
ク
、
申ま
う

シ
可い
づ
べ出
ク
モ
無な

キ
ニ
、
此こ

レ
構か
ま
へテ
出し
ゆ
つ
け家
ノ
心こ
こ
ろ
つ
け付サ
セ
給た
ま

ヒ
テ
ム
ヤ
、
此か

ク
鬼お
に

ノ
様や
う

ナ
ル
心こ
こ
ろニ
テ
ハ
候さ
ぶ
らヘ
ド
モ
、
止や
む
ご
と
な
事
無
キ
聖し
や
う
に
ん人ナ
ド
ノ
宣の
た
まハ
ム
事こ
と

ヲ
バ
可し
ん
ず
べ信
キ
様や
う

ニ
ナ
ム
見み

エ

候さ
ぶ
らフ
」
ト
、
源く
ゑ
ん
し
ん
そ
う
づ
こ
た
へ

信
僧
都
答
テ
云い
は

ク
、「
実ま
こ
とニ
極き
は
めテ
糸い
と
ほ
し惜
キ
事こ
と

ニ
コ
ソ
侍は
べ
るナ
レ
、
然さ

様や
う

ノ
人ひ
と

ヲ
勧す
す

メ
テ
令し
ゆ
つ
け
せ
出
家
シ
メ
タ
ラ

ム
ハ
、
出し
ゆ
つ
け家
ノ
功く
ど
く徳
ノ
ミ
ニ
非あ
ら

ズ
、
⑤
多お
ほ
くノ
生し
や
う
る
い類ヲ
殺こ
ろ

ス
事こ
と

ノ
止や
み

タ
ラ
ム
ハ
、
無か
ぎ
り
な限
キ
功く

徳ど
く

ナ
ル
ベ
シ
、（
中
略
）

　
　

宗む
ね

ト
有あ

ル
郎ら
う
ど
う
ど
も

等
共
ヲ
召め

シ
テ
、
仰お
ほ

セ
テ
云い
は

ク
、「
我わ

レ
ハ
明あ
す日
ニ
出し
ゆ
つ
け家
シ
ナ
ム
ト
ス
、
我わ

レ
年
と
し
ご
ろ
つ
は
も
の

来
兵
ノ
方か
た

ニ
付つ
き

テ
、

聊い
さ
さ
か
　

ニ
恙つ
つ
が
な無

カ
リ
ツ
、
而し
か

ル
ニ
、
⑥
兵つ
は
も
のノ

道み
ち

ヲ
立た
て

ム
事こ
と

、
只た
だ
こ
よ
ひ
ば
か
り
な
り

今
夜
許
也
、
汝な
む
ぢ
ら
そ
の
こ
こ
ろ

等
其
心
ヲ
得え

テ
、
今こ
よ
ひ
ば
か
り
わ

夜
許
我
レ
ヲ
吉よ

ク

可ま
も
る
べ護

シ
」
ト
、
郎ら
う
ど
う
ど
も
こ

等
共
此
レ
ヲ
聞き
き

テ
、
各
お
の
お
の
な
む
だ

涙
ヲ
流な
が

シ
テ
立た
ち
さ
り去

ヌ
、

　
　

其そ

ノ
後の
ち

、
各お
の
お
の
で
う
ど

調
度
ヲ
負お

ヒ
、
甲か
つ
ち
う冑
ヲ
着き

テ
、
四し
ご
ひ
や
く
に
ん
ば
か
り
た
ち

五
百
人
許
館
ヲ
三み

重へ

四よ

重へ

ニ
囲か
く
みテ
、
終よ
も
す
が
ら
か
が
り
び

夜
銖
火
ヲ
立た
て

テ
、
若そ
こ
ば
く干
ノ

眷く
ゑ
ん
ぞ
く

属
ヲ
令め
ぐ
ら
し
め廻テ

、
緩ゆ
る

ミ
無な

ク
護ま
も

ル
、
蠅は
へ

ヲ
ダ
ニ
不か
け
ら
せ翔

ズ
シ
テ
、
明あ
け

ヌ
レ
バ
、
守か
み
よ夜

ヲ
暛あ
か

ス
程ほ
ど

ヲ
ダ
ニ
心こ
こ
ろモ

ト
無な

ク
思お
も
ひテ

、

明あ
く
る日

マ
ヽ
ニ
、
湯ゆ
　
あ
み浴

テ
疾と

ク
可し
ゆ
つ
け
す
べ

出
家
キ
由よ
し

ヲ
云い

ヘ
バ
、
三み
た
り人

ノ
聖
し
や
う
に
ん
き
は
め

人
極
テ
貴た
ふ
と

ク
云い
ひ

テ
、
勧す
す
め

テ
令し
ゆ
つ
け
せ

出
家
シ
メ
ツ
、
⑦

其そ
の
あ
ひ
だ
間
、
鷹た
か
や屋
ニ
籠こ
め

タ
ル
多お
ほ

ク
ノ
鷹た
か
ど
も共
、
皆み
な
あ
し
を
足
緒
ヲ
切き

リ
、
放は
な
ちタ
ル
烏か
ら
すノ
如ご
と

ク
ニ
飛と

ビ
行ゆ

ク
、
所
と
こ
ろ
ど
こ
ろ々ニ
有あ

ル
簗や
な

ニ
人ひ
と
や
り遣
テ

破や
ぶ
りツ
、
⑧
鷲わ
し
や屋
ニ
有あ

ル
鷲わ
し
ど
も
み
な
は
な

共
皆
放
ツ
、
長な
が
あ
け明
ニ
有あ

ル
大お
ほ
あ
み
ど
も
み
な
と
り

網
共
皆
取
ニ
遣や
り

テ
、
前ま
へ

ニ
シ
テ
切き
り

ツ
、
倉く
ら

ニ
有あ
る
か
つ
ち
う

甲
冑
、
弓き
う
せ
ん箭
、

兵ひ
や
う
ぢ
や
う
杖
皆み
な
と取
リ
出い
だ

シ
テ
、
前ま
へ

ニ
積つ
み
や
き焼
ツ
、
年と
し
ご
ろ
つ
か
へ

来
仕
ケ
ル
親し
た
しキ
郎ら
う
ど
う等
五ご
じ
ふ
よ
に
ん

十
余
人
、
同ど
う
じ時
ニ
出し
ゆ
つ
け家
シ
ツ
、
其そ
の
さ
い
し
と
も

妻
子
共
ニ
泣な

キ

合あ

ヘ
ル
事こ
と
か
ぎ
り
な

無
限
シ
、
出し
ゆ
つ
け家
ノ
功く
ど
く
き
は
め

徳
極
テ
貴た
ふ
とキ
事こ
と

ト
云い

ヒ
乍な
が
ら、『
此こ

ノ
出し
ゆ
つ
け家
ハ
、
仏ほ
と
け
こ
と殊ニ
喜よ
ろ
こビ
給た
ま
ふラ
ム
』
ト
思お
ぼ

ユ
、（
下
略
）
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Ｃ
、
西
に
し
の
き
や
う
に
た
か
を
つ
か
ふ
も
の
ゆ
め
を
み
て
し
ゆ
つ
け
す
る
こ
と
だ
い
は
ち

京
仕
鷹
者
見
夢
出
家
語
第
八

　
　

今
い
ま
は
む
か
し

昔
、
①
西に
し
の
き
や
う

京
ニ
鷹た
か

ヲ
仕つ
か
ふヲ

以も
つ

テ
役や
く

ト
セ
ル
者も
の
あ
り有

ケ
リ
、
名な

ヲ
バ
□
ノ
□
ト
云い
ひ

ケ
リ
、
男を
の
こ
ご
あ
ま
た
あ
り

子
数
有
ケ
リ
、
其そ
れ
ら等

ニ

モ
此こ

ノ
鷹た
か
つ
か仕
フ
事こ
と

ヲ
ナ
ム
業わ
ざ

ト
伝つ
た

ヘ
教を
し

ヘ
ケ
ル
、
心こ
こ
ろニ
懸か
け

テ
夜よ

ル
昼ひ

ル
好こ
の
みケ
ル
事こ
と

ナ
レ
バ
、
②
寐ね

テ
モ
寤さ
め

テ
モ
此こ

ノ
鷹た
か

ノ
事こ
と

ヨ
リ
外ほ
か

ノ
事こ
と

ヲ
不お
も
は思
ザ
リ
ケ
リ
、
常つ
ね

ニ
、
②
夜よ
る

ハ
鷹た
か

ヲ
手て

ニ
居す

ヘ
テ
居ゐ
　
あ
か明
シ
、
昼ひ
る

ハ
野の

ニ
出い
て

テ
維き
じ

ヲ
狩か
り

テ
日ひ

暮く

ラ

ス
、
家い
へ

ニ
ハ
、
鷹た
か
な
な
つ
や
つ

七
八
ヲ
木き
に
す居
ヘ
並な
ら
べタ
リ
、
狗い
ぬ

十と
を
は
た
ち
二
十
ヲ
繋つ
な
ぎテ
飼か
ひ

ケ
リ
、
③
鷹た
か

ノ
夏な
つ
が
ひ飼
ノ
程ほ
ど

ハ
多お
ほ
くノ
生い
き
も
の者
ヲ
殺こ
ろ

ス
事こ
と

、

其そ

ノ
員か
ず

ヲ
不し

知ら

ズ
、
冬ふ
ゆ

ニ
成な
り

ヌ
レ
バ
、
④
日ひ

ヲ
経へ

テ
野の

ニ
出い
で

テ
維き
じ

ヲ
捕と

ル
、
春は
る

ハ
鳴な
き
と
り鳥
ヲ
合あ
は

ス
ト
云い
ひ

テ
、
暁
あ
か
つ
き

ニ
野の

ニ

出い
で

テ
、
維き
じ

ノ
鳴な

ク
音こ
ゑ

ヲ
聞き
き

テ
此こ

レ
ヲ
捕と

ル
、
如か
く
の
ご
と此ク
為す

ル
間あ
ひ
だ、
此こ

ノ
人ひ
と
と
し年
漸や
う
やク
老お
い

ニ
臨の
ぞ
みヌ
、

　
　

而し
か

ル
間あ
ひ
だ、
風か
ぜ
お
こ
り発テ
心こ
こ
ち地
悪あ
し

ク
テ
、
夜よ

ル
不ね

被ら

寝れ

ザ
リ
ケ
ル
ニ
、
暁
あ
か
つ
き
が
た
方
ニ
成な

ル
程ほ
ど

ニ
寝ね
　
い
り入
タ
リ
ケ
ル
夢ゆ
め

ニ
、
⑤
嵯さ

峨が

野の

ニ
大お
ほ
きナ
ル
墓は
か

屋や

有あ

リ
、
其そ

ノ
墓は
か

屋や

ニ
我わ

レ
年と
し
ご
ろ
す
み

来
往
テ
、
妻さ
い
し
ど
も
ひ
き
つ
ら
ね

子
共
引
烈
テ
有あ
り

、
ト
思お
も

フ
ニ
、
冬ふ
ゆ
き
は
め極テ
寒さ
む

ク
シ
テ
過す
ぐ

ル
程ほ
ど

ニ
、

春は
る

ノ
節せ
ち

ニ
成な
り

テ
、
日ひ

ウ
ラ
ゝ
カ
ニ
テ
、「
日ひ

ナ
タ
誇ぼ
こ
りモ
セ
ム
、
若わ
か
な菜
ニ
擿つ
み

ナ
ム
」
ト
思お
も
ひテ
、
夫を
う
と
さ
い
し
ど
も
ひ
き
つ
ら
ね

妻
子
共
引
烈
テ
、
墓は
か
や屋

ノ
外と

ニ
出い
で

ヌ
、
煖
あ
た
た
かニ

ヨ
キ
マ
ヽ
ニ
、
散ち
り
ぢ
り々

ニ
、
或あ
る
いハ

若わ
か
な菜

ヲ
摘つ

ミ
或あ
る
いハ

遊あ
そ
びナ

ム
ド
シ
テ
、
各お
の
お
の
は
か
や

墓
屋
ノ
辺ほ
と
りヲ

モ
遠と
ほ

ク
離は
な

レ

ヌ
、
子こ
　
ど
も共

モ
妻め

モ
此か

ク
散ち
り
ぢ
り々

ニ
遊あ
そ

ビ
去さ
り

ヌ
、

　
　

而し
か

ル
間あ
ひ
だ、
⑥
大う
づ
ま
さ秦

ノ
北き
た

ノ
杜も
り

ノ
程ほ
ど

、
多お
ほ
くノ

人ひ
と

ノ
音こ
ゑ

有あ

リ
、
鈴す
ず

ノ
音ね

大お
ほ
きナ

ル
小ち
ひ
さキ

、
数あ
ま
た
な鳴

リ
合あ
ひ

タ
リ
、
聞き

ク
ニ
、
胸
む
ね
ふ
さ
が
り

塞
テ
、

極き
は
めテ
恐お
そ
ろシ
ク
思お
ぼ

ユ
レ
バ
、
高た
か

キ
所と
こ
ろニ
登の
ぼ
りテ
見み
れ

バ
、
錦に
し
きノ
帽ぼ
う
し子
シ
タ
ル
者も

ノ
、
斑ま
だ
らナ
ル
狩か
り
ぎ
ぬ衣
ヲ
着き

テ
、
熊く
ま

ノ
行む
か
ば
き騰
ヲ
着き

テ
、
斑ま
だ
らナ
ル
猪
ゐ
の
し
しノ
尻し
り
さ
や鞘
シ
タ
ル
大た
ち刀
ヲ
帯は
き

テ
、
⑦
鬼お
に

ノ
様や
う

ナ
ル
鷹た
か

ヲ
手て

ニ
居す
ゑ

テ
、
高た
か

ク
鳴な

ル
鈴す
ず

ヲ
鷹た
か

ニ
付つ
け

タ
リ
、
鷹た
か

ノ
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飛と

ビ
立た

ツ
ヲ
手て

ニ
引ひ

キ
居す

ヘ
テ
、
早は
や
げ気
ナ
ル
馬む
ま

ニ
乗の
り

テ
、
数す

人に
ん

嵯さ

峨が

野の

ニ
打う
ち
ち
り散
テ
来き
た

ル
、
其そ

ノ
前ま
へ

ニ
ハ
、
藺る
　
が
さ
き
笠
着
タ
ル

者も
の

、
身み

ニ
ハ
紺こ
む

ノ
狩か
り
ぎ
ぬ衣
ヲ
着き

タ
リ
、
肱か
ひ
なニ
ハ
赤あ
か

キ
革か
は

ヲ
袖そ
で

ニ
シ
タ
リ
、
袴は
か
まニ
モ
皮か
は

ヲ
着つ
け

タ
リ
、
膝ひ
ざ

ニ
モ
物も
の

ヲ
巻ま
き

タ
リ
、

貫つ
ら
ぬ
きヲ
履は
き

タ
リ
、
杖つ
ゑ

ヲ
突つ
き

テ
、
⑧
師し

子し

ノ
様や
う

ナ
ル
狗い
ぬ

ニ
大お
ほ
きナ
ル
鈴す
ず

ヲ
付つ
け

タ
リ
、
鳴な

リ
合あ
ひ

タ
ル
事こ
と
そ
ら空
ヲ
響ひ
び

カ
ス
、
疾と

気げ

ナ

ル
事
こ
と
は
や
ぶ
さ
隼
ノ
如ご
と

シ
、
此こ
れ

ヲ
見み
る

ニ
、
目め

モ
暗
ク
レ
心こ
こ
ろモ
迷ま
ど
へレ
バ
、「
然さ

ハ
、
我わ

ガ
妻さ
い
し
ど
も
子
共
ヲ
疾と

ク
呼よ

ビ
取と
り

テ
、
隠か
く

レ
ム
」
ト

思お
も
ひテ
、
見み

レ
バ
、
所
と
こ
ろ
ど
こ
ろ々ニ
遊あ
そ

ビ
散ち
り

テ
、
可よ
び
と
る
べ
呼
取
ク
モ
無な

シ
、
然し
か

レ
バ
、
西
に
し
ひ
む
が
し
東
モ
不お
　
ぼ思
ヘ
ズ
シ
テ
、
深ふ
か

キ
藪や
ぶ

ノ
有あ

ル
ニ
隠か
く

レ
入い
り

テ
見み

レ
バ
、
我わ

ガ
極い
み

ジ
ク
悲か
な

シ
ト
思お
も

フ
太た
ら
う
ご

郎
子
モ
藪や
ぶ

ニ
隠か
く

レ
ヌ
、

　
　

而し
か

ル
間あ
ひ

ダ
、
⑨
狗い
ぬ
か
ひ
た
か
か
ひ
み
な
の

飼
鷹
飼
皆
野
ニ
打う
ち
ち
り散

テ
、
所
と
こ
ろ
ど
こ
ろ々ニ

有あ

リ
、
狗い
ぬ
か
ひ飼

ハ
杖つ
ゑ

ヲ
以も
つ

テ
藪や
ぶ

ヲ
打う

チ
、
多お
ほ
くノ

狗い
ぬ
ど
も共

ヲ
以も
つ

テ
聞か
が

ス
、「
穴あ
な
い
み極
ジ
キ
態わ
ざ

ヤ
、
此こ

ハ
何い
か

ガ
可す

為べ

キ
」
ト
思お
も

ヒ
居ゐ

タ
ル
、
此こ

ノ
太た

郎ら
う

子ご

ノ
隠か
く
れタ
ル
藪や
ぶ
ざ
ま様
ニ
狗い
ぬ
か
ひ飼
一ひ
と
り
よ
り
人
寄
ヌ
、

⑩
狗い
ぬ
か
ひ
つ
ゑ

飼
杖
ヲ
以も
つ

テ
藪や
ぶ

ヲ
打う

ツ
、
生お

ヒ
繁し
げ

リ
タ
ル
薄す
す
きモ

皆み
な
つ
ゑ杖

ニ
当あ
た

リ
テ
折を

レ
臥ふ
し

ヌ
、
狗い
ぬ

ハ
鈴す
ず

ヲ
鳴な
ら

シ
テ
、
鼻は
な

ヲ
土つ
ち

ニ
付つ
け

テ

聞か
ぎ
つツ

寄よ

ル
、「
今い
ま

ハ
限か
ぎ
り」

ト
見み

ル
程ほ
ど

ニ
、
太た

郎ら
う

子ご

不た

堪へ

ズ
シ
テ
空そ
ら

ニ
飛と

ビ
上あ
が
りタ

リ
、
⑪
其そ
の
と
き時

ニ
、
狗い
ぬ
か
ひ
こ
ゑ

飼
音
ヲ
挙あ
げ

テ
叫さ
け

ブ
、

少す
こ
し
の
き
去
テ
立た

テ
ル
鷹た
か
か
ひ飼
、
鷹た
か

ヲ
放は
な
ちテ
打う
ち
あ
は合
セ
バ
、
太た
ら
う
ご
郎
子
ハ
上か
み

ザ
マ
ニ
高た
か

ク
飛と
び

テ
行ゆ

ク
、
鷹た
か

ハ
下し
た

ヨ
リ
羽は
ね

ヲ
□
ノ
責せ

メ
許
ば
か
り

ノ　
　

、
而
し
か
る
あ
ひ
だ
間
、
太た
ら
う
ご
郎
子
飛と

ビ
煩
わ
づ
ら
ひテ
下く
だ

ル
程ほ
ど

ニ
、
鷹た
か
し
た下
ヨ
リ
飛と

ビ
合あ
ひ

テ
、
腹は
ら

ト
頭か
し
らト
ヲ
取と
り

テ
、
⑫
転ま
ろ
びテ
落お
ち

ヌ
、
狗い
ぬ
か
ひ
は
し

飼
走

リ
寄よ
り

テ
、
鷹た
か

ヲ
バ
引ひ

キ
放は
な
ちテ
、
太た

郎ら
う

子ご

ヲ
取と
り

テ
、
頸く
び
の
ほ
ね骨ヲ
掻か
き　
　

テ
押お

シ
折を
り

ツ
、
其そ

ノ
間あ
ひ
だ、
太た

郎ら
う

子ご

破わ
り
な無
キ
音こ
ゑ

ヲ
出い
だ

ス

ヲ
聞き

ク
ニ
、
更さ
ら

ニ
生い
き

タ
ル
ベ
ク
モ
不お
ぼ
え
ず思
、
刀か
た
なヲ
以も
つ

テ
肝き
も
こ
こ
ろ心ヲ
割さ

ク
ガ
如ご
と

シ
、

　
　
「
二じ

郎ら
う

子ご

何い
か

ガ
有あ

ラ
ム
」
ト
思お
も

フ
ニ
、
亦ま
た

二じ

郎ら
う

子ご

ガ
隠か
く
れタ
ル
藪や
ぶ
ざ
ま様
ヘ
行ゆ
く
い
ぬ
か
ぎ

狗
聞
テ
寄よ

ル
、「
穴あ
な
こ
こ
ろ
う

心
踈
」
ト
見み

居ゐ

タ
ル
程ほ
ど
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ニ
、
狗い
ぬ
き急

ト
寄よ
り

テ
、
二じ

郎ら
う

子ご

ヲ
挾は
さ
みテ

挙あ
げ

ツ
、
⑬
二じ
ら
う
ご

郎
子
羽は
ね

ヲ
開ひ
ら
きテ

迷ま
ど

フ
事こ
と
か
ぎ
り
な

無
限
シ
、
狗い
ぬ
か
ひ飼

亦ま
た
は
し走

リ
寄よ
り

テ
、
頸く
び
の
ほ
ね骨

ヲ

掻か
き　

　

テ
押お

シ
折を
り

ツ
、「
三さ
ぶ
ら
う
ご

郎
子
亦ま
た
い
か何

ナ
ラ
ム
」
ト
見み

遣や

ル
ニ
、
三さ
ぶ
ら
う
ご

郎
子
ガ
隠か
く
れタ

ル
藪や
ぶ
ざ
ま様

ニ
狗い
ぬ
か
ぎ聞

テ
寄よ
り

ヌ
、
⑭
三さ
ぶ
ら
う
ご

郎
子

不た
へ
ず堪
シ
テ
立た

チ
上あ
が

レ
バ
、狗い
ぬ
か
ひ
つ
ゑ

飼
杖
ヲ
以も
つ

テ
三さ
ぶ
ら
う
ご
郎
子
ノ
頭か
し
らヲ
打う
ち

テ
、打う
ち
お
と落
シ
ツ
、「
子こ

共ど
も

皆み
な

死し

ヌ
レ
バ
妻め

ヲ
ダ
ニ
残の
こ

セ
カ
シ
」

ト
悲か
な

シ
ク
見み

居ゐ

タ
ル
程ほ
ど

ニ
、未い
ま

ダ
狗い
ぬ
か
ひ飼
モ
不き
た
ら来
ヌ
前さ
き

ニ
、⑮
妻め

疾と

ク
飛と

ビ
立た
ち

テ
、北き
た

ノ
山や
ま
ざ
ま様
ニ
逃に

グ
、鷹た
か
か
ひ
こ
飼
此
レ
ヲ
見み

テ
、

鷹た
か

ヲ
放は
な
ちテ
合あ
は

セ
テ
、
馬む
ま

ヲ
令は
し
ら
せ走
テ
行ゆ

ク
、
妻め

ハ
羽は
ね
と疾
ク
シ
テ
、
離は
な

レ
タ
ル
松ま
つ

ノ
木き

ノ
本も
と

ナ
ル
藪や
ぶ

ニ
落お
ち
い
り入
ヌ
、
狗い
ぬ
つ
づ次
キ
テ

寄よ
り

テ
妻め

ヲ
挾は
さ
みツ
、

　
　

鷹た
か

ハ
松ま
つ

ノ
木き

ニ
居ゐ

タ
レ
バ
、
鷹た
か
か
ひ
お
飼
置
キ
取と
り

テ
、
其そ

ノ
後の
ち

、
⑯
我わ

ガ
隠か
く

レ
タ
ル
藪や
ぶ

ハ
草く
さ

モ
高た
か

ク
蕀む
ば
らモ
滋し
げ

ケ
レ
バ
、
深ふ
か

ク

隠か
く

レ
テ
居ゐ

タ
ル
ニ
、
一ひ
と
つニ
モ
非あ
ら

ズ
、
五い
つ
つ
む
つ六ノ
狗い
ぬ

ノ
鈴す
ず

ヲ
鳴な
ら

シ
テ
、
我わ

ガ
居ゐ

タ
ル
藪や
ぶ
ざ
ま様
ニ
来き
た

ル
、
我わ

レ
不た
へ堪
ズ
シ
テ
、
北き
た

ノ
山や
ま
ざ
ま様
ニ
飛と
び

テ
逃に
ぐ

ル
時と
き

ニ
、
⑰
空そ
ら

ニ
ハ
数あ
ま
たノ
鷹た
か
た
か高
ク
飛と

ビ
短み
じ
かク
飛と
び
つツ
、
追お
ひ

テ
来き
た

ル
、
下し
た

ニ
ハ
多お
ほ
くノ
狗い
ぬ
す
ず鈴
ヲ
鳴な
ら

シ
テ
追お

フ
、
鷹た
か
か
ひ飼
ハ
馬む
ま

ヲ
令は
し
ら
せ走
テ
来き
た

ル
、
狗い
ぬ
か
ひ飼
ハ
杖つ
ゑ

ヲ
以も
つ

テ
藪や
ぶ

ヲ
打う
ち

ツ
ヽ

ル
、
此か

ク
飛と
び

テ
逃に
ぐ

ル
間あ
ひ
だニ
、
辛か
ら

ク
シ
テ
深ふ
か

キ
藪や
ぶ

ニ
落お
ち
い
り入

ヌ
、
⑱
鷹た
か

ハ
高た
か

キ
木き

ニ
居ゐ

テ
、
鈴す
ず

ヲ
鳴な
ら

シ
テ
我わ

ガ
有あ

ル
所と
こ
ろヲ

狗い
ぬ

ニ
教を
し

フ
、
狗い
ぬ

ハ
鷹た
か

ノ
教を
し

フ
ル
ニ
随
し
た
が
ひテ

、
我わ

ガ
逃に

ゲ
行ゆ
く
と
こ
ろ所ヲ

尋た
づ
ねテ

聞か
ぎ

テ
来き
た

ル
、
然し
か
れバ

更さ
ら

ニ
可の
が
る
べ
き
か
た
な
し

遁
方
無
、
狗い
ぬ
か
ひ飼

ノ
疲つ
か

レ
遣や

ル
音
こ
ゑ
い
か
づ
ち

雷
ノ
鳴な

リ
合あ
ひ

タ
ル
ガ
如ご
と

シ
、
⑲
悲か
な
しク

、
為せ

ム

方か
た
な無

ク
思お
ぼ

ユ
ル
マ
ヽ
ニ
、
下し
た

ハ
沢さ
は
だ
ち立

タ
ル
藪や
ぶ

ニ
、
頭
か
し
ら
ば
か
り

許
ヲ
隠か
く

シ
テ
尻し
り

ヲ
逆
さ
か
さ
まニ

シ
テ
臥ふ

セ
リ
、
⑳
狗い
ぬ
す
ず鈴

ヲ
鳴な
ら

シ
テ
寄よ

リ
来き
た

ル
ニ
、「
今い
ま

ハ
限か
ぎ
り」
ト
思お
も

フ
程ほ
ど

ニ
、
夢ゆ
め
さ
め覚
ヌ
、

　
　

汗あ
せ
み
づ水
ニ
成な
り

テ
、「
夢ゆ
め
な
り也
ケ
リ
」
ト
思お
も

フ
ニ
、「
然さ

ハ
我わ

ガ
年と
し
ご
ろ
た
か

来
鷹
ヲ
仕つ
か
ひツ
ル
事こ
と

ノ
見み

ユ
ル
也な
り

ケ
リ
、
年と
し
ご
ろ
お
ほ
く

来
多
ノ
維き
じ

共ど
も

ヲ
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殺こ
ろ
しツ
ル
ハ
、
我わ
れ
こ
よ
ひ
お
ぼ

今
夜
思
エ
ツ
ル
様や
う

ニ
コ
ソ
悲か
な

シ
ク
思お
ぼ

エ
ツ
ラ
メ
、
㉑
無か
ぎ
り
な限
キ
罪つ
み

ニ
テ
有あ
り

ケ
レ
」
ト
忽
た
ち
ま
ちニ
其そ

ノ
心こ
こ
ろヲ
知し
り

ヌ
、

夜よ
あ明
ク
ル
ヤ
遅お
そ

キ
ト
、
㉒
鷹た
か
や屋
ニ
行ゆ
き

テ
、
居す

ヘ
並な

メ
タ
ル
鷹た
か
ど
も共
ヲ
、
有あ

ル
限か
ぎ

リ
皆み
な
あ
し
を
足
緒
ヲ
切き
り

テ
放は
な

ツ
、
狗い
ぬ

ヲ
バ
頸く
び
な
は蠅
ヲ

切き
り

テ
皆み
な
お追
ヒ
ツ
、
鷹た
か
い
ぬ狗
ノ
具ぐ
ど
も共
ヲ
バ
皆み
な
と取
リ
集あ
つ

メ
テ
前ま
へ

ニ
シ
テ
焼や
き

ツ
、
其そ

ノ
後の
ち

、
妻さ
い
し子
ニ
向む
か
ひテ
、
此こ

ノ
夢ゆ
め

ノ
事こ
と

ヲ
泣な
く
な々

ク
語か
た
りテ
、
我わ

レ
ハ
忽
た
ち
ま
ちニ
貴た
ふ
とキ
山や
ま
で
ら寺
ニ
行ゆ
き

テ
、
髻
も
と
ど
りヲ
切き

リ
法ほ
ふ
し師
ト
成な
り

ヌ
、

　
　

其
後
、
偏
ニ
聖し
や
う
に
ん人ト
成な
り

テ
、
日に
ち
や夜
ニ
弥み
だ陀
ノ
念ね
む
ぶ
つ仏
ヲ
唱と
な

ヘ
テ
、
十じ
ふ
よ
ね
ん
余
年
ト
云い

フ
ニ
ナ
ム
終を
は

リ
貴た
ふ
とク
シ
テ
失う
せ

ニ
ケ
ル
、

実ま
こ
とニ

此こ

レ
貴た
ふ
とキ

事こ
と
な
り也

、
ト
ナ
ム
語か
た

リ
伝つ
た

ヘ
タ
ル
ト
ヤ
、

　

Ａ
が
伝
え
る
陸
奥
国
の
鷹
取
の
男
は
、
日
頃
か
ら
鷹
飼
い
の
罪
を
自
覚
し
て
、「
大
慈
大
悲
の
観
音
」
を
念
じ
て
暮
ら

し
て
い
た
と
い
う
。
と
こ
ろ
が
同
業
の
仲
間
に
裏
切
ら
れ
て
九
死
に
一
生
を
得
た
の
は
、観
音
の
功
徳
に
よ
る
と
悟
っ
て
、

つ
い
に
「
髻
ヲ
切
テ
法
師
ト
成
」
そ
の
後
、
い
よ
い
よ
観
音
を
信
仰
し
勤
行
し
、「
永
ク
悪
心
ヲ
断
」っ
て（
鷹
を
取
り
鷹
仕

う
こ
と
を
止
め
て
）し
ま
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
要
約
す
れ
ば
そ
れ
だ
け
の
話
で
あ
る
が
、
子
細
に
見
る
と
、
巣
鷹
を
取

る
こ
と
の
困
難
さ
が
伝
承
さ
れ
て
お
り
、
幾
つ
か
傍
線
部
に
つ
い
て
付
言
し
て
置
く
こ
と
に
す
る
。

　

①
国
司
が
近
衛
府
・
蔵
人
所
に
貢
鷹
と
し
て
送
る
必
要
に
応
じ
る
こ
と
や
鷹
飼
う
王
臣
・
公
卿
ま
た
は
地
方
豪
族
な
ど

の
需
要
に
こ
た
え
る
こ
と
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
の
際
、
対
価
を
得
て
い
た
の
で
あ
る
。
中
世
に
は
鷹
買
人
の
存
在

が
知
ら
れ
る
。
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②
奥
深
い
山
の
高
木
や
断
崖
中
腹
な
ど
に
鷹
は
巣
を
懸
け
る
が
、
毎
年
、
鷹
の
子
を
盗
ま
れ
て
は
か
な
わ
な
い
。
親（
雌

雄
）は
人
に
知
ら
れ
ぬ
所
を
選
ん
で
営
巣
す
る
こ
と
に
な
る
。

　

③
「
鷹
の
子
を
下
ろ
す
べ
き
」
時
節
と
い
う
の
は
、
寒
暖
に
地
域
差
が
あ
る
か
ら
一
定
で
は
な
い
が
、
柞は
は
そ
ば葉
が
萌
え
揃

い
新
緑
に
移
る
季
節
は
、
親
鷹
の
餌
に
な
る
野
鳥
・
兎
・
蛇
・
鼠
な
ど
が
確
保
で
き
る
と
き
で
あ
る
。
鷹
の
幼
鳥
は
、

青
葉
の
頃
に
な
れ
ば
「
下
ろ
す
」
好
機
で
あ
る
。

　

④
こ
こ
で
は
「
大
海
の
荒
磯
」
の
上
の
巌
に
鷹
の
巣
が
あ
っ
て
、
鷹
飼
の
男
は
、
せ
ん
術
無
く
落
胆
し
た
の
で
あ
る
。

　

⑤
鷹
の
子
は
飛
び
立
っ
て
逃
げ
る
お
そ
れ
が
あ
る
ほ
ど
に
成
長
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
隣
家
の
男
は
欺
い
て
鷹
の
子

を
手
に
入
れ
た
わ
け
だ
が
、
こ
の
男
は
曲
り
な
り
に
養
調
法
を
知
っ
て
い
た
か
、
あ
る
い
は
売
却
の
ル
ー
ト
を
つ
か
ん

で
い
た
は
ず
で
あ
る
。

　

⑥
鷹
取
の
男
は
、
鷹
の
子
を
鷹
屋
で
養
調
し
、
一
夏
を
す
ご
し
秋
を
迎
え
、
狩
り
に
出
て
訓
練
を
重
ね
た
上
で
、
こ
れ

を
需
要
に
応
じ
て
他
者
に
や
る
こ
と
で
生
計
を
立
て
て
い
た
こ
と
が
よ
く
分
か
る
。

　

⑦
こ
れ
ら
の
行
為
を
こ
の
男
は
罪
業
と
観
じ
て
も
い
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ゆ
え
に
今
、
奸
計
に
は
ま
り
死
に
直
面
し

て
い
る
と
観
念
し
、
こ
の
上
は
浄
土
に
往
く
こ
と
を
祈
る
の
で
あ
っ
た
。

　

Ｂ
は
清
和
天
皇
の
第
六
皇
子
貞
純
親
王
の
子
、
源
経
基
の
子
・
左
馬
頭
源
満
仲
の
例
話
で
あ
る
。
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満
仲
は
「
世
ニ
並
ビ
無
キ
兵
」
で
あ
り
、
諸
国
の
国
司
を
経
て
老
年
は
摂
津
国
多
田
に
住
ん
で
い
た
が
、
そ
の
子
・
源

賢
法
師
に
奨
め
ら
れ
て
浄
土
の
教
え
に
傾
頭
し
て
い
っ
た
。
源
賢
は
恵
心
僧
都
源
信
の
力
を
頼
ん
で
、
満
仲
は
つ
い
に
出

家
し
た
と
い
う
。
満
仲
が
殺
生
戒
を
犯
す
姿
は
鷹
飼
に
託
さ
れ
、
ま
た
、
出
家
の
姿
は
、
鷹
を
放
つ
放
生
の
行
為
と
し
て

語
ら
れ
て
い
る
。

　

次
に
こ
こ
で
も
い
く
つ
か
の
こ
と
が
ら
を
略
説
し
な
が
ら
、
勢
徳
無
双
の
兵
つ
わ
も
のの
鷹
飼
の
あ
り
さ
ま
を
見
て
置
き
た
い
。

　

①
源
満
仲（
延
喜
十
三
―
長
徳
三

九
一
三
～
九
九
七

）は
摂
津
・
多
田
荘
に
お
い
て
、
鷹（
鷂
も
合
わ
せ
て
）、
四
、
五
十
居
を
調
養
し
て
い
た
。
特

に
「
夏
飼
」
を
指
摘
し
て
い
る
訳
は
②
に
明
ら
か
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
②
に
鷹
の
夏
飼
が
「
生
命
ヲ
断
ツ
第
一
ノ
事
也
」

と
い
う
の
は
、
次
の
よ
う
な
理
由
か
ら
で
あ
る
。
鷹
は
夏
季（
旧
暦
四
月
～
六
月
）に
換
羽
す
る
。
し
た
が
っ
て
狩
り
に

は
使
わ
ず
、
鷹
屋（
鷹
部
屋
）で
調
養
す
る
の
だ
が
、
十
分
な
食
餌
を
与
え
な
い
と
秋
か
ら
の
狩
は
難
し
く
な
る
。
こ
の

た
め
飼
鳥（
鶉
・
鳩
な
ど
）・
鼠
・
犬
の
生
肉
を
餌
に
す
る
。
四
、
五
十
居
の
鷹
に
与
え
る
か
ら
「
殺
生
量
リ
無
シ
」
と

な
る
の
で
あ
る（
６
）。

　

③
源
満
仲
の
よ
う
な
武
士
が
「
数ア
マ
タノ
郎
党
」
に
自
領
内
の〝
狩
倉
〟
に
お
い
て
、
鹿
・
猪
を
狩
猟
さ
せ
て
い
る
。
こ
の

問
題
に
つ
い
て
は
な
お
後
に
触
れ
た
い
。

　

④
⑤
源
満
仲
の
殺
生
は
殺
人
に
も
及
び
、
そ
の
罪
業
に
よ
っ
て
、
後
生
の
苦
を
免
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ゆ
え
に
源

信
は
満
仲
に
無
限
の
功
徳
の
た
め
に
出
家
を
す
す
め
る
。
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⑥
「
兵
ノ
道
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
こ
こ
で
は
出
家
を
明
日
に
控
え
た
多
田
源
氏
の
統
領
4

4

と
し
て
の
矜
持
と
解
す

る
に
と
ど
め
れ
ば
よ
い
の
だ
が
、
し
か
し
、「
兵
ノ
道
」
の
内
部
に
は〝
鷹
狩
・
鵜
飼
・
鹿
狩
〟
の
よ
う
な
業
が
不
可
欠

で
あ
ろ
う
こ
と
も
含
意
さ
れ
て
い
る
と
み
て
お
き
た
い
。
明
日
か
ら
は
こ
れ
ら
を
捨
て
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　

⑦
四
、
五
十
居
の
鷹
を
調
養
す
る
た
め
の
鷹
屋
は
、
二
、
三
十
室
は
あ
っ
た
ろ
う
。
鷹
の
脚
首
に
は
葇
皮
で
つ
く
っ
た

脚
革
を
付
け
、
こ
の
脚
革
に
絹
製
の
脚
緒
を
結
び
、
脚
緒
の
先
端
を
架
に
つ
な
ぐ
。「
足
緒
ヲ
切
」
る
と
い
う
の
は
、

脚
革
と
脚
緒
の
結
び
め
を
切
っ
て
鷹
を
放
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。『
古
事
談
』（
第
四
〈
勇
士
〉）に
よ
れ
ば
、「
前
摂

津
守
満
仲（
中
略
）、
忽
ち
に
発
心
し
、
俄
か
に
出
家
を
遂
ぐ
る
所
な
り
、
と
云
々
、
夏
飼
の
鷹
三
百
放
ち
棄
て
、
多
く

の
網
な
ど
焼
き
棄
つ
、
云
々
」
と
あ
る
。

　

⑧
鷲
は
愛
玩
用
で
は
な
く
、
狩
猟
用
に
調
養
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
兎
・
狐
・
狸
な
ど
を
獲
る
た
め
に
鷹
飼
た
ち

が
仕
込
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
。

　

源
信
が
源
満
仲
主
従
を
出
家
さ
せ
る
方
法
は
手
が
込
ん
で
い
た
。
阿
弥
陀
如
来
の
来
迎
に
随
伴
す
る
二
十
五
菩
薩
に
扮

し
た
聖
人
・
弟
子
た
ち
が
、「
池
ノ
西
ニ
有
ル
山
ノ
後
ヨ
リ
笛
笙
ナ
ド
吹
テ
、
面
白
ク
楽
ヲ
調
ベ
テ
」
来
た
り
し
て
い
る
。

「
極
楽
ノ
迎
ヘ
…
…
念
仏
唱
ヘ
ム
」
と
誘
っ
て
い
る
。
そ
う
し
て
、満
仲
は
「
音こ
ゑ

ヲ
放
テ
泣
テ
、板
敷
ヨ
リ
丸ま
ろ

ビ
堕お
ち

テ
礼を
が

ム
」

の
で
あ
っ
た
と
い
う
。

　

こ
の
よ
う
に
し
て
出
家
し
た
満
仲
は
言
う
。「
己
ハ
量
モ
無
ク
生
類
ヲ
殺
シ
タ
ル
人
也
。
其
ノ
罪
ヲ
滅
セ
ム
ガ
為
ニ
、

131

第一節　　鷹飼の罪業観と放生



今
ハ
堂
ヲ
造
リ
テ
、
自
ノ
罪
ヲ
モ
滅
シ
、
彼
等
ヲ
モ
救
ヒ
侍
ラ
ム
」
と
。

　

以
上
の
例
話
が
内
包
す
る
問
題
は
き
わ
め
て
重
要
で
あ
る
と
考
え
る
。
満
仲
主
従
の
殺
生
の
罪
は
自
明
の
こ
と
で
あ
る

け
れ
ど
も
、
源
満
仲
に
駆
使
さ
れ
た
鷹
は
い
っ
た
い
ど
ん
な
立
場
を
保
つ
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

満
仲
は
鷹
に
対
し
て
も
罪
を
感
じ
た
か
ら
足
緒
を
切
っ
て
放
し
た
。
が
、
よ
く
考
え
て
み
る
と
、
鷹
こ
そ
、
人
間
に
よ

る
殺
生
の
手
先
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
殺
さ
れ
る
生
類
か
ら
み
れ
ば
極
悪
非
道
の
存
在
な
の
で
あ
る
。
し

か
し
、
鷹
を
そ
の
よ
う
な
位
置
に
陥
め
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
と
す
れ
ば
、
鷹
は
神
の
使
い
で
あ
り
、
菩
薩
の
化
身
で

あ
る
、
と
す
る
観
念
が
生
じ
る
の
で
は
な
い
か
。
な
お
、
こ
の
よ
う
な
推
察
は
、
後
節
な
ど
に
お
い
て
深
化
さ
せ
る
必
要

を
感
じ
る
も
の
で
あ
る
。

Ｃ
、
西
京（
右
京
）に
住
む
鷹
仕
い
の
男
は（
７
）、
日
頃
、
殺
生
の
罪
に
さ
い
な
ま
れ
る
う
ち
に
、〝
雉
と
な
っ
た
妻
子
が
鷹

に
殺
さ
れ
た
〟夢
を
み
る
に
及
ん
で
、
つ
い
に
出
家
し
た
話
で
あ
る
。

　

①
西
京
は
嵯
峨
野
・
大
原
野
な
ど
の
禁
野
に
近
い
。
禁
野
に
は
朝
廷
御
厨
子
所
に
「
日
次
ノ
贄
」
と
し
て
の
雉
を
と
る

鷹
飼
が
多
数
い
た
の
で
あ
る（
８
）。「
鷹
ヲ
仕
ヲ
以
テ
役4

ト
セ
ル
者
」
と
あ
る
よ
う
に
、
公
的
な
役

4

4

4

4

に
任
じ
て
い
た
こ
と

が
分
か
る
。「
□
ノ
□
ト
云
ケ
リ
」
の
よ
う
に
、わ
ざ
と	　
　

	

を
伏
せ
て
い
る
の
は
、た
と
え
ば
、そ
う
い
う
役
を
担
っ

て
い
た
、
秦
氏
や
下
毛
野
氏
を
意
識
し
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。「
男
子
数
多
」
と
か
「
鷹
仕
フ
事
ヲ
ナ

姓
名
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ム
業
ト
伝
ヘ
教
ヘ
ケ
ル
」
と
あ
る
の
は
、
下
毛
野
氏
の
系
譜
を
連
想
さ
せ
る（
９
）。

　

②
「
鷹
の
夜
据
え
」
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
。
鷹
を
懐
け
る
大
切
な
方
法
で
あ
り
、
夜
の
闇
の
中
で
灯
明
を
制
禦
し
な

が
ら
行
う
。「
雉
ヲ
狩
テ
」
は
、先
述
し
た
よ
う
に
、「
日
次
の
贄
」
進
納
の
た
め
に
必
須
の
狩
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

雉
の
ほ
か
の
鳥
は
不
要
だ
っ
た
の
だ（
⓾
）。「
木き
に
す居
ヘ
並
」
る
と
は
、
架
に
据
え
て
い
る
こ
と
だ
が
、
ほ
か
に
「
男
子
数

多
」
の
飼
う
鷹
も
数
多
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
犬
の
数
も
多
い
わ
け
で
あ
っ
て
、
文
中
に
は
見
え
な
い
け
れ
ど
も
、
犬
飼

の
人
数
も
当
然
多
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

　

⑤
夢
の
舞
台
も
、
ふ
だ
ん
の
狩
場
の
「
嵯
峨
野
」
で
あ
る
。
荒
廃
し
た
古
墳
の
石
室
も
、
見
覚
え
あ
る
所
で
あ
っ
た
ろ

う
。
こ
の
男
は
妻
子
と
も
ど
も
嵯
峨
野
の
雉
に
姿
を
変
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

⑥
太
秦
は
京
都
市
右
京
区
、
秦
氏
の
氏
寺
・
広
隆
寺
を
中
心
と
し
た
地
域
で
あ
る
。
秦
酒
君
を
祖
と
す
る
秦
氏
が
蟠
踞

し
た
。
秦
酒
君
が
放
鷹
術
の
伝
来
に
深
く
か
か
わ
っ
て
い
た
こ
と
は
第
一
章
第
一
節
で
触
れ
た
。「
多
ノ
人
ノ
音
」
以

下
は
野
行
幸
を
彷
彿
さ
せ
る
で
あ
ろ
う
。

　

⑦
大
小
の
鈴
の
音
は
鷹
の
尾
鈴
と
犬
首
の
鈴
の
音
の
こ
と
で
あ
る
。
騎
乗
す
る
鷹
飼
・
禁
野
に
散
っ
て
雉
を
追
う
鷹
飼

の
服
装
が
特
異
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
活
写
さ
れ
て
い
る
。

　

⑧
犬
飼
が
牽
く
犬
の
首
に
も
鈴
が
付
け
ら
れ
て
い
る
。

　

⑨
・
⑩
雉
は
萱
原
の
根
も
と
の
地
面
を
逃
げ
走
る
の
で
あ
っ
て
、
姿
を
く
ら
ま
し
て
ひ
そ
み
、
鷹
に
見
つ
け
ら
れ
る
か
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ら
空
中
へ
翔
び
揚
っ
た
り
し
な
い
。
犬
飼
と
犬
が
杖
を
も
っ
て
藪
を
打
ち
移
動
す
る
の
は
、
雉
を
翔
び
立
た
せ
る
た
め

な
の
で
あ
る
。
犬
が
首
に
鈴
を
つ
け
る
の
は
、
雉
の
位
置
を
犬
飼
・
鷹
飼
に
知
ら
せ
る
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

⑪
た
ま
ら
ず
翔
び
揚
る
雉
。
犬
飼
の
合
図
。
鷹
飼
の
拳
か
ら
放
た
れ
る
鷹
。（
西
京
の
鷹
仕
男
の
夢
の
な
か
の
こ
と
な
の
だ
が
、

ま
こ
と
に
リ
ア
ル
な
描
写
で
あ
る
。
ま
た
、
男
は
夢
で
雉
の
親
と
化
し
て
い
る
が
、
鷹
に
攻
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、
嫡
子
―
太
郎
子
で

あ
っ
て
、
空
中
で
鷹
の
爪
に
腹
と
頭
を
つ
か
ま
れ
た
ま
ゝ
落
下
す
る
。）

　

⑫
鷹
飼
の
位
置
よ
り
も
犬
飼
の
方
が
鷹
と
雉
に
近
い
。
そ
う
だ
か
ら
、い
ち
は
や
く
走
り
寄
っ
た
犬
飼
の
手
に
よ
っ
て
、

鷹
は
引
き
離
さ
れ
る（
鷹
飼
も
ま
た
駆
け
つ
け
て
い
る
が
）。
雉
の
太
郎
子
の
頸
骨
が
、（
こ
こ
で
は
犬
飼
に
よ
っ
て
）捻
り
折
ら

れ
る
。
太
郎
子
は
命
の
際き
わ

の
悲
鳴
を
出
す
。「
刀
ヲ
以
テ
肝
心
ヲ
割
ク
ガ
如
シ
」
と
あ
る
の
は
、
西
京
の
こ
の
男
が
日

常
や
っ
て
い
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
鷹
へ
の
ほ
う
び
と
し
て
、
雉
の
胸
を
切
り
さ
き
肝
や
心
臓
を
与
え
る
場
面
を

投
写
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

⑬
・
⑭
太
郎
子
に
続
い
て
二
郎
子
・
三
郎
子
も
犬
に
つ
か
ま
え
ら
れ
、
頚
骨
を
ね
じ
折
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。

　

⑮
雌（
妻
）雉
は
太
秦
の
北
の
山
へ
と
逃
げ
た
が
、
鷹
飼
に
見
つ
け
ら
れ
、
鷹
を
放
ち
合
わ
さ
れ
、
鷹
飼
は
馬
を
走
ら
せ

て
追
う
。
つ
づ
い
て
犬
と
犬
飼
が
松
の
木
下
の
藪
に
落
ち
た
妻
雉
を
と
ら
え
た
。

　

⑯
・
⑰
こ
う
し
て
雉
の
妻
・
子
四
羽
は
殺
さ
れ
、
さ
い
ご
に
残
る
は
夫（
雄
）雉
と
な
る
。
そ
し
て
空
に
数
多
の
鷹
・
地

に
も
多
く
の
犬
に
よ
っ
て
追
い
つ
め
ら
れ
て
い
く
。

134

第三章　放生と贄鷹



　

⑱
雄
雉
は
辛
く
も
深
い
藪
に
潜
入
し
た
が
、
そ
の
上
方
、
高
い
梢
か
ら
鷹
は
尾
鈴
を
振
わ
せ
て
雄
雉
の
位
置
を
犬
に
教

え
る
か
ら
、
犬
は
や
っ
て
き
て
、
嗅
ぎ
つ
け
る
。

　

⑲
「
疲
レ
遣や

ル
音こ
ゑ

」
は
鷹
詞
で
あ
る（
⓫
）。
犬
も
疲
れ
、
犬
飼
も
ま
た
疲
れ
て
い
る
も
の
の
、
大
声
で
け
し
か
け
て
い

る
。
雉
は
こ
れ
ま
で
か
と
追
い
つ
め
ら
れ
て
首
を
隠
し
長
い
尾
羽
を
逆
さ
ま
に
し
て
臥
せ
っ
て
い
る
。
と
い
う
場
面
で

あ
る
。

　

⑳
犬
鈴
が
近
付
い
て
い
る
わ
け
で
あ
り
、こ
の
ま
ゝ
、頚
を
折
ら
れ
て
も
は
や
最
後
か
、と
い
う
時
に
、夢
か
ら
さ
め
た
。

　

㉑
夢
か
ら
醒
め
る
や
い
な
や
、
男
は
深
い
罪
業
を
悟
っ
た
。
こ
れ
ま
で
、
鷹
を
仕
い
雉
を
殺
し
続
け
て
き
た
こ
と
を
悔

い
た
。

　

㉒
鷹
屋
に
据
え
並
べ
た
多
く
の
鷹
の
足
緒
を
切
り
離
し
て
鷹
を
山
野
に
放
つ
。
犬
の
頸
縄
を
切
っ
て
放
ち
や
る
。
鷹
犬

の
道
具
を
全
て
焼
却
し
て
い
る
。「
放
生
」
の
実
践
と
い
う
こ
と
に
な
る（
⓬
）。

　

殺
生
罪
業
観
は
古
代
か
ら
中
世
へ
の
歴
史
の
転
換
期
に
、
末
法
思
想
の
浸
透
と
と
も
に
拡
大
、
深
化
し
て
い
た
。
こ
の

動
向
は
鎌
倉
時
代
を
通
じ
て
深
刻
化
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
、南
北
朝
時
代
を
経
て
室
町
時
代
に
入
っ
て
も
、

謡
曲
の
題
材
と
し
て
殺
生
罪
業
の
こ
と
が
取
上
げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
謡
曲
『
善

う
と
う知
島
』（
謡
曲
集（『
日
本
古
典

文
学
全
集
』
小
学
館
））

に
次
の
よ
う
に
見
え
て
い
て
明
ら
か
で
あ
る
。

　

	　

諸
国
巡
歴
の
僧
が
「
陸み
ち
の
く奥
外そ
と

の
浜は
ま

」（
青
森
県
陸
奥
湾
や
深
浦
・
鯵
ヶ
沢
）を
訪
ね
る
途
次
、
立た
て
や
ま山（

富
山
県
）に
お
い
て
、
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ひ
と
り
の
猟
師
の
亡
霊
に
遇
う
。
こ
の
猟
師
は
去
年
の
秋
、
外
の
浜
で
妻
子
を
置
い
て
死
去
し
、
亡
霊
と
な
っ
て
立
山

の
険
所
で
苦
悶
に
苛
ま
れ
て
い
た
が
、懐
か
し
い
家
郷
に
片
身
の
旅
衣
を
届
け
て
ほ
し
い
と
い
う
。
や
が
て
旅
の
僧
は
、

外
の
浜
の
猟
師
の
宿
に
た
ど
り
着
き
、
猟
師
の
妻
に
対
面
す
る
。

　

	　

片
身
の
品
を
手
向
け
た
僧
は
「
南な

無む

幽ゆ
う

霊れ
い

出し
ゅ
つ

離り

生し
ょ
う

死じ

頓と
ん

証し
ょ
う

菩ぼ

提だ
い

」
と
誦
し
合
唱
す
る
や
、
再
び
猟
師
の
亡
霊
が
顕
わ

れ
て
、「
一い
っ

見け
ん

卒そ

都と

婆ば

永や
う

離り

三さ
ん

悪ナ
く

道だ
う

」
と
唱
え
、
こ
の
文
の
如
く
な
ら
ば
、
地
獄
・
餓
鬼
・
畜
生
の
三
悪
道（
苦
）か
ら

遁
れ
ら
れ
る
は
ず
で
あ
る
と
訴
え
る
の
で
あ
る
。
だ
が
、
猟
師
の
業
苦
は
容
易
に
は
消
え
な
い
。「
こ
の
身
は
重
き
罪つ
み

科と
が

の
、
心
は
い
つ
か
や
す
か
た
の
、
鳥と
り

獣け
だ
も
のを

殺
し
し
」
と
猟
師
は
後
悔
す
る
。「
や
す
か
た
」
と
は
、
心
の
安
ら
ぎ
と

や
す
か
た

4

4

4

4

と
い
う
鳥
の
名
の
掛
詞
で
あ
る
。
外
の
浜
で
は
、
猟
師
が
獲
物
と
し
て
い
た
、
親
子
の
鳥
ま
た
は
夫
婦
の
鳥

を
「
う
と
う
、
や
す
か
た
」
と
呼
び
習
わ
し
て
い
た
よ
う
で
あ
っ
て
、
猟
法
は
勢
子
な
ど
が
追
い
立
て
て
捕
る
「
追
鳥

狩
」
や
縄
に
黐も
ち

を
つ
け
て
空
中
に
高
く
張
っ
て
捕
獲
す
る
「
高
縄
」
な
ど
で
あ
っ
た
。「
う
と
う
、
う
と
う
」
と
い
う

声
を
発
し
な
が
ら
、
獲
物
を
追
い
つ
め
、
一
方
の
勢
子
が
「
や
す
か
た
、
や
す
か
た
」
と
応
じ
つ
つ
、
迫
っ
て
い
た
と

思
わ
れ
る
。

　

或
い
は
ま
た
、
鳥
の
親
子
や
雌
雄
が
、
身
に
迫
る
危
険
を
知
ら
せ
合
う
啼
き
声
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
、
と
い
う
解
釈

も
で
き
よ
う
か
。「
呼よ
ぶ

子こ

鳥ど
り

」
や
「
鴛お
し
ど
り鴦
」、「
浜
千
鳥
」
な
ど
も
地
謡
の
中
に
登
場
し
て
、
猟
師
に
殺
さ
れ
る
鳥
の
哀

れ
を
さ
そ
う
の
で
あ
る
。
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猟
師
は
述
懐
す
る
。「
往お
う

事じ

渺べ
う

茫ぼ
う

と
し
て
す
べ
て
夢
に
似
た
り
、
旧き
う
イ
う
れ
い
ら
く

遊
零
落
し
て
半な
か

ば
泉い
ず
みに
帰
す
。」「
士
農
工
商
の

家
に
も
生ン
ま

れ
ず
」「
た
だ
明
け
て
も
暮
れ
て
も
殺
生
を
営
」
む
わ
が
身
を
嘆
く
の
で
あ
る
。
舞
台
は
さ
ら
に
、
猟
師
の

仕
業
を
あ
か
ら
さ
ま
に
示
し
て
、
猟
師
が
鳥
を
追
う
さ
ま
や
、
子
鳥
を
木
で
打
ち
す
え
る
有
様
を
見
せ
つ
け
る
。
子
を

捕
ら
え
ら
れ
た
親
は
空
に
逃
が
れ
て
血
の
涙
を
降
ら
せ
る
の
だ
。

　

終
局
を
迎
え
た
舞
台
に
突
然
あ
ら
わ
れ
る
の
は
、「
娑し
ゃ

婆ば

に
て
は
、
う
と
う
や
す
か
た
と
見
え
」
た
鳥
が
「
冥め
い

途ど

に

し
て
は
化け

鳥て
う

と
な
り
」、
罪
人
す
な
わ
ち
猟
師
に
襲
い
か
か
る
状
景
と
な
る
。
謡
曲
『
善う

知と

鳥う

』
は
こ
こ
で
初
め
て
、

こ
の
化
鳥
が
鷹
で
あ
る
こ
と
を
明
か
す
。「
う
と
う
は
か
へ
つ
て
鷹
と
な
り
」
と
あ
る
。
そ
し
て
、
猟
師
は
鷹
に
襲
わ

れ
る
雉
と
変
じ
て
「
遁の
が

れ
交が
た

野の

の
狩
場
の
吹ふ
ぶ
き雪
に
、
空
も
お
そ
ろ
し
地
を
走
る
、
犬
鷹
に
責
め
ら
れ
て
」「
安
き
隙
な

き
身
の
苦
し
み
も
、
助
け
て
賜た

べ
や
御お
ん
　
そ
う僧」

と
救
い
を
求
め
な
が
ら
、
亡
霊
は
か
き
消
え
る
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
に
紹
介
し
た
謡
曲
『
善
知
鳥
』
の
筋
書
の
末
尾
は
、
先
掲
『
今
昔
物
語
集
』
の
例
話
C
．
に
相
似
て
い
る
こ
と

が
分
か
る
。
つ
ま
り
、
古
代
末（
院
政
期
）か
ら
中
世
後
期
に
か
け
て
、
殺
生
罪
業
意
識
は
一
層
深
刻
化
し
て
い
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。『
善
知
鳥
』
の
さ
い
ご
に
、
雉
と
化
し
た
猟
師
の
亡
霊
が
「
助
け
て
賜た

べ
や
御
僧
と
」
と
懇
願
し

つ
つ
、
姿
は
失
せ
た
、
と
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
が
「
救
わ
れ
た
」
こ
と
を
た
だ
ち
に
意
味
し
て
は
い
な
い
と
思
う
。

　

と
こ
ろ
で
、
朝
廷
は
殺
生
の
禁
令
を
出
し
続
け
た
が
、
殺
生
の
罪
を
犯
す
の
は
ど
ん
な
勢
力
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
そ
れ

は
先
掲（
今
昔
物
語
）の
Ａ
・
Ｃ
の
よ
う
な
鷹
飼
の
み
な
ら
ず
、
B
に
そ
の
典
型
を
見
る
よ
う
な
荘
園
・
公
領
の
在
地
勢
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力
す
な
わ
ち
武
士（
御
家
人
・
非
御
家
人
）及
び
凡
下
・
庶
人
と
い
う
階
層
で
あ
っ
た
。
か
れ
ら
は
野
放
図
に
在
地
の
山

野
に
狩
す
る
勢
力
で
あ
っ
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
朝
廷
及
び
寺
社
勢
力
側
と
し
て
は
殺
生
は
罪
業
で
あ
り
、
こ
れ
を
犯

す
者
は
罪
科
に
処
す
と
い
う
方
策
を
も
っ
て
臨
む
し
か
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
検
断
力
を
守
護
な
ど
に
期
待
し
た
と

み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
次
に
取
上
げ
る
よ
う
に
、
朝
廷
及
び
幕
府
の
双
方
か
ら
、
鷹
狩
お
よ
び
殺
生
の
禁
制
が
し
ば
し
ば
発

せ
ら
れ
た
よ
う
に
、
効
果
の
ほ
ど
は
疑
わ
し
か
っ
た
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

A
、
建
久
二
年（
一
一
九
一
）三
月
廿
八
日
付
「
後
鳥
羽
天
皇
宣
旨
」

　
　

一
、
①
可
レ
禁
二
斷
殺
生
并
京
中
寺
社
近
邊
飼
鷹
鷂
一
事

仰
、
②
漁
獵
鷹
鷂
之
制
者
、
先
格
後
符
所
レ
禁
也
、
而
近
年
宣
下
、
雖
レ
及
二
度
一々
、
遵
行
未
二
全
遍
一
、
愚
拙
之
民
、

空
離
禁
□
、
然
間
先
二
身
後
之
罪
一
、
因
於
二
眼
前
一
又
感
報
、
懺
尙
可
レ
懺
、
禁
又
可
レ
禁
、
③
就
レ
中
京
洛
之
中
、

寺
社
近
邊
、
嚴
加
二
禁
制
一
止
、
莫
レ
令
二
違
犯
一
、
④
但
於
二
本
社
供
祭
、
有
例
之
漁
猟
者
不
レ
在
二
制
限
一
、
凡
厥

流
レ
毒
爲
レ
漁
、
燒
レ
野
獵
レ
鹿
、
非
用
殺
生
、
永
足
二
禁
斷
一
、
兼
又
自
今
已
後
、
⑤
正
五
九
月
并
八
月
放
生
會
以

前
及
六
齋
日
、
宜
レ
停
二
市
廛
之
賣
買
一
、
全
二
飛
流
之
生
命
一
、
早
下
二
知
京
畿
諸
國
一
、
宜
レ
從
二
禁
遏
一
、
若
尚

不
レ
拘
二
制
法
一
者
、
慥
仰
二
所
部
官
司
一
、
任
二
法
科
斷
一
、
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（『
鎌
倉
遺
文
』
〇
五
二
六
）

B
、
正
元
二（
一
二
五
九
）年
正
月

　
　

○
廿
三
日
辛
卯
、
可
レ
禁
ん

遏
殺
罪
輩
一
之
由
、
有
二
其
沙
汰
一
、
被
レ
定
二
事
書
一
云
々
、

　
　
　

一
①
六
齋
日
并
二
季
彼
岸
殺
生
事

右
魚
鼈
之
類
、
禽
獣
之
彙
、
重
レ
命
逾
二
山
岳
一
、
憂
レ
身
同
二
人
倫
一
、
②
因
レ
茲
罪
業
之
甚
無
レ
過
二
殺
生
一
、
是

以
佛
教
之
禁
戒
惟
重
、
③
聖
代
格
式
炳
焉
也
、
然
則
件
日
々
、
早
禁
二
漁
網
於
江
海
一
、
冝
レ
停
二
狩
獵
於
山
野
一

也
、
自
今
以
後
、
固
守
二
此
制
一
、
一
切
可
レ
随
二
停
止
一
、
若
猶
背
二
禁
遏
一
、
有
二
違
犯
輩
一
者
至
ん
④
御
家
人
一
者
、

令
レ
注
ん

進
交
名
一
、
於
二
凡
下
輩
一
者
、
可
レ
加
二
罪
科
一
之
由
、
可
レ
被
レ
仰
二
諸
國
之
守
護
并
地
頭
等
一
、
⑤
但
至

二
有
限
神
社
之
祭
一
、
非
二
制
禁
之
限
一
矣
、

（『
吾
妻
鏡
』）

　

以
上
の
二
例
は
ど
ち
ら
も
鎌
倉
時
代
の
も
の
で
あ
る
が
、
Ａ
は
冒
頭
①
に
お
い
て
、
京
中
の
荘
園
領
主
た
る
寺
社
勢
力

の
立
場
を
慮
り
な
が
ら
、
寺
社
近
辺
で
鷹
鷂
を
飼
う
こ
と

4

4

4

4

を
禁
じ
る
と
言
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
寺
社
境
域
の
森
や
泉
池
が

恰
好
の
狩
猟
場
と
な
っ
て
お
り
、
そ
こ
に
踏
み
込
ん
で
狩
り
を
す
る
こ
と
が
目
に
余
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
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②
は
殺
生
禁
断
と
私
養
鷹
鷂
の
禁
令
は
す
で
に
朝
廷
に
よ
り
何
度
も
発
令
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
強
調
す
る
が
、
一
向
に

厳
守
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
も
露
呈
し
て
い
る
。
手
の
施
し
よ
う
が
な
い
、
と
述
べ
て
い
る
に
等
し
い
の
で
あ
る
が
、
③
の

ご
と
く
、
少
く
と
も
、
穢
を
祓
う
べ
き
京
洛
の
寺
社
近
辺
ば
か
り
は
厳
禁
し
た
い
と
い
う
。

　

Ｂ
の
鎌
倉
幕
府
法
は
、
Ａ
の
よ
う
な
朝
廷
の
宣
旨
を
受
け
て
発
令
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
が
、
そ
れ
は
③
の
「
聖
代
格

式
」
と
い
う
文
言
で
十
分
、
首
肯
で
き
よ
う
。
と
こ
ろ
が
、
Ａ
と
Ｂ
が
同
じ
よ
う
に
見
え
て
も
、
Ａ
⑤
で
は
正
月
五
月
九

月
の
三
か
月
と
八
月
は
十
五
日
の
放
生
会
以
前
、
そ
れ
か
ら
六
斎
日
に
お
け
る
漁
猟
の
え
も
の
の
売
買
を
禁
ず
る
と
あ

り
、
や
は
り
京
洛
の
中
を
対
象
に
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
他
方
Ｂ
で
は
①
六
斎
日
と
春
秋
の
彼
岸
に
お
け
る
殺
生
を
禁

じ
て
い
る
の
は
、
Ａ
⑤
よ
り
も
緩
や
か
で
あ
る
。
そ
れ
は
B
④
に
見
え
る
よ
う
に
、
諸
国
の
守
護
・
地
頭
の
監
視
が
行

届
か
な
い
こ
と
を
予
想
さ
せ
る
。

　

さ
て
、
殺
生
禁
断
と
し
な
が
ら
、
Ａ
④
及
び
Ｂ
⑤
に
お
い
て
、
と
も
に
神
社
の
祭
に
供
え
る
た
め
の
漁
猟
・
鷹
狩
等
は

制
限
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
こ
れ
は
、
ど
の
よ
う
な
神
社
に
も
適
用
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
Ａ
④

で
「
本
社
」
と
あ
り
Ｂ
⑤
で
「
有
限
神
社
」
と
あ
っ
て
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
五
畿
内
鎮
座
の
大
社
あ
る
い
は
諸
国
一
の
宮

の
よ
う
な
神
社
を
指
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
問
題
こ
そ
、
次
に
考
察
す
る
「
諏
訪
の
贄
鷹
」
に
か
か
わ
っ
て
く

る
の
で
あ
る
。
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注（
１
）　
『
続
日
本
紀
』
天
平
宝
字
八
年（
七
六
四
）十
月
乙
丑
条
に
「
廃
二
放
鷹
司
一
置
二
放
生
司
一
」
と
あ
っ
て
、
放
鷹
の
対
極
に
放
生

が
あ
る
こ
と
を
如
実
に
示
し
て
い
る
。

（
２
）　

毎
月
、
八
・
十
四
・
十
五
・
二
十
三
・
二
十
九
・
三
十
の
六
日
。

　
　
　
『
続
日
本
紀
』
天
平
十
三
年（
七
四
一
）三
月
、
国
分
寺
・
国
分
尼
寺
の
詔
に
次
い
で
「
毎
月
六
斎
日
、
公
私
不
レ
得
二
漁
猟
殺
生

一
国
司
等
冝
三
恒
加
二
検
校
一
」
と
さ
れ
た
。

（
３
）　
『
続
日
本
後
紀
』
承
和
九
年（
八
四
二
）七
月
十
五
日
条
に
「
是
日
、
放
ん

弃
主
鷹
司
鷹
犬
及
籠
中
小
鳥
一
、
又
准
ん

據
遺
詔
一
」

と
あ
る
。

（
４
）　

中
澤
克
昭
氏
は
す
で
に
「
王
朝
の
狩
猟
文
化
―
摂
関
・
天
皇
・
院
の
権
力
と
野
生
―
」
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
　
「
鷹
飼
が
み
ら
れ
な
く
な
る
の
は
、
こ
の
頃（
承
応
三
年
・
一
一
七
一
）、
殺
生
を
罪
悪
と
す
る
考
え
方
、
あ
る
い
は
「
穢
」
の

観
念
が
一
段
と
強
ま
っ
た
こ
と
が
大
き
な
理
由
だ
と
思
い
ま
す
。」（
京
都
女
子
大
・『
研
究
紀
要
』
22
・
平
成
21
年
３
月
）

（
５
）　
『
扶
桑
略
記
』
延
久
二
年（
一
〇
七
〇
）八
月
十
四
日
条
に
「
有
レ
勅
、
権
大
納
言
源
隆
国
参
議
同
経
信　

権
左
中
弁
藤
原
隆
方　

外
記
史
以
下
、
参
二
石
清
水
宮
一
、
行
二
放
生
会
一
、
自
今
以
後
可
レ
用
二
此
例
一
者
」
と
見
え
る
。「
放
生
」
は
『
類
従
国
史
』・

放
生
に
よ
れ
ば
、
聖
武
天
皇
よ
り
代
々
行
わ
れ
て
き
た
が
、
右
に
あ
げ
た
石
清
水
八
幡
宮
「
放
生
会
」
に
よ
っ
て
定
式
化
し
た
。

（
６
）　
『
今
昔
物
語
集
』
引
用
部
分
の
頭
注
に
は
「
鷹
の
子
を
捕
え
、
夏
季
に
飼
育
訓
練
し
て
鷹
狩
り
用
の
鷹
に
仕
立
て
上
げ
る
こ
と
。

陰
暦
六
月
ご
ろ
が
適
期
と
さ
れ
る
。」
と
あ
る
の
は
誤
り
で
あ
る
。「
夏
飼
」
は
全
て
の
鷹
が
該
当
す
る
の
で
あ
り
、
夏
季
に
狩
り

の
た
め
の
訓
練
は
施
さ
な
い
。

　
　
　

な
お
、
例
話
が
源
満
仲
六
十
歳
頃
の
こ
と（
九
七
三
年
頃
）と
す
れ
ば
、
す
で
に
『
新
修
鷹
経
』
頒
布
後
約
百
五
十
年
を
経
て
い

141

第一節　　鷹飼の罪業観と放生



る
。
夏
飼
を
は
じ
め
養
鷹
術
は
普
及
し
て
い
た
と
み
て
よ
い
。

（
７
）　

引
用
『
今
昔
物
語
集
』
の
こ
の
例
話
節
書
き
で
は
、「
殺
生
に
明
け
暮
れ
た
西
京
の
鷹
匠
」
と
し
て
い
る
が
、
同
時
代
の
言
葉

に
は
「
鷹
匠
」
と
い
う
用
例
は
無
い
。
鷹
仕
ま
た
は
鷹
飼
と
し
て
お
き
た
い
。

（
８
）　

二
条
良
基
の
『
嵯
峨
野
物
語
』
に
は
次
の
よ
う
な
所
伝
が
あ
る
。

　
　
　

一
鷹
は
、
毎
年
坂
東
以
下
諸
国
、
御
つ
ぎ
物
に
そ
な
ゆ
る
也
、
数
十
連
の
鷹
を
ま
い
ら
す
れ
ば
、
天
皇
清
涼
殿
に
出
御
あ
り
て
、

御
前
に
て
蔵
人
所
に
給
ふ
、
蔵
人
所
よ
り
御
鷹
飼
に
わ
か
ち
給
ふ
也
、
御
鷹
飼
六
人
、
宇
多
か
た
野
を
管
領
し
て
、
権
門
無
双
な
り
、

　
　
　

毎
月
廿
四
日
の
鳥
を
た
て
ま
つ
る
、
六
斎
日
を
の
ぞ
き
て
ま
い
ら
す
る
也
、
も
し
鳥
の
な
き
時
は
、
御
鷹
飼
大
鷹
を
居
て
、
い

づ
く
の
庄
よ
り
も
の
ぼ
れ
、
行
あ
ひ
た
る
を
捉
え
供
す
る
、
さ
だ
ま
れ
る
法
也
、
又
す
け
鷹
飼
と
て
、
禁
野
交
野
に
そ
の
所
を
あ

づ
か
り
て
、
鷹
を
よ
く
つ
か
ふ
も
の
あ
り
、
鷹
を
こ
の
む
人
は
、
こ
れ
を
か
た
ら
ひ
て
つ
か
ひ
し
な
り
、

（
９
）　

弓
野
正
武
氏
「
平
安
時
代
の
鷹
狩
に
つ
い
て
」（『
民
衆
史
研
究
』
⓰
号

昭
和
五
十
二
年
・
五
月
）お
よ
び
「『
鷹
飼
渡
』
と
下
毛
野
氏
」（『
史
観
』
第
九
三
冊
・

一
九
七
六
年
三
月

）参
照
。

（
10
）　
『
西
宮
記
』
延
喜
十
一
年
十
二
月
二
十
日
官
符
に
「
六
ヶ
國
日
次
御
贅
」
の
こ
と
が
見
え
る
。

　
　
　
「
鷹
飼
進
雉
・
自
ム
月
ム
月
、近
江
国
御
鷹
始
八
月
一
日
至
五
月
五
日
毎
日
進
一
翼
、他
御
鷹
飼
新
嘗
会
并
臨
時
進
レ
之
」
と
あ
る
。

　
　
　

禁
野
の
鷹
飼
は
雉
を
睦
月
よ
り
睦
月
ま
で
即
ち
一
月
よ
り
一
年
中
進
献
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
近
江
国
の
雉
は
、
八
月
一
日

よ
り
翌
年
五
月
五
日
ま
で
毎
日
一
羽
を
御
厨
子
所
に
進
献
す
る
と
い
い
、
他
の
御
鷹
飼
は
、
新
嘗
会
と
臨
時
の
儀
礼
に
雉
を
進
献

す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

（
11
）　

鷹
詞
で
「
ツ
カ
レ
・
ド
リ
」
は
鷹
に
追
わ
れ
て
弱
っ
た
鳥
。「
ツ
カ
レ
・
ヲ
・
ミ
ス
ル
」
と
い
う
の
は
、
鷹
に
追
わ
れ
て
草
の

中
に
落
ち
た
鳥
の
居
所
を
見
覚
え
る
こ
と
。「
ツ
カ
レ
・
バ
シ
リ
」
は
犬
が
少
し
口
を
あ
け
て
走
る
こ
と
、
な
ど
の
意
味
で
あ
る

（
以
上
『
放
鷹
』
所
載

「
鷹
犬
詞
語
彙
」　

）。

（
12
）　
「
放
生
」
は
形
式
化
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
放
た
れ
た
鷹
は
あ
ま
り
遠
く
へ
は
行
か
ず
、
嵯
峨
野
に
留
ま
っ
て
雉
を
獲
り
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つ
つ
生
き
永
ら
え
る
で
あ
ろ
う
。
犬
も
ま
た
、
こ
の
禁
野
を
荒
ら
し
ま
わ
る
で
あ
ろ
う
。「
放
生
」
は
生
類
に
と
っ
て
は
新
た
な

苦
患
に
さ
い
な
ま
れ
る
こ
と
に
つ
な
が
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

（
13
）　

殺
生
罪
業
観
を
め
ぐ
る
先
行
研
究
に
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

　
　

①
網
野
善
彦
氏
『
蒙
古
襲
来
』
小
学
館　

二
〇
〇
一
年

　
　

②
中
澤
克
昭
氏
「
日
本
中
世
狩
猟
文
化
史
論
序
説
」　
（『
狩
猟
と
供
儀
の
文

化
誌
』
二
〇
〇
七
年
）

　
　

③
苅
米
一
志
氏
「
山
野
河
海
に
お
け
る
生
類
と
信
仰
」　
（『
動
物
と
中
世
―
獲
る
・
使
う
・
食

ら
う
―
』
高
志
書
院　

二
〇
〇
九
年
）
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第
二
節　
　

鎌
倉
幕
府
の
鷹
狩
停
止
令

　
『
仮
名
本　

曽
我
物
語
』（
日
本
古
典
文
学

大
系
・
岩
波
書
店

）が
伝
え
る
「
富
士
野
の
狩
場
の
事
」（
富
士
の
巻
狩
）は
、
建
久
四
年（
一
一
九
〇
）

五
月
の
こ
と
で
あ
る（『
吾
妻
鏡
』
同
月
十
五
日
条
）。
そ
の
時
、「
御
陣
の
左
右
に
は
、
和
田
・
畠
山
、
何
も
鷹
お（
を
）ぞ
す
へ
さ

せ
け
る
、
馬
う
ち
し
づ
か
に
し
て
、
又
な
ら
ぶ
人
な
く
ぞ
見
え
し
、」
と
見
え
て
い
る
。
和
田
義
盛（
久一
一
四
七安

三
―
建一
二
一
三暦

三
）

と
畠
山
重
忠（
長一
一
六
四寛
二
―
元一
二
〇
五久
二
）は
つ
ね
に
当
時
の
源
頼
朝
軍
に
お
け
る
先
陣
に
在
っ
た
が
、
両
者
と
も
に
馬
上
、
鷹
を

据
え
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
『
曽
我
物
語
』
に
は
仮
名
本
系（
一
二
巻
）と
真
名
本
系（
一
〇
巻
）の
二
系
統
が
あ
っ
て
、
共
に
作
者
は
不
詳
だ
が
、
南
北

朝
期
か
ら
室
町
初
期（
一
三
三
六
―
九
二
）に
か
け
て
成
立
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、『
仮
名
本　

曽
我
物
語
』

に
拠
っ
て
、
建
久
四
年
当
時
、
源
頼
朝
の
先
陣
に
鷹
が
据
え
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
裏
付
け
る
史
料
と
は
言
え
な
い
。

　

い
っ
ぽ
う
、『
真
名
本　

曽
我
物
語
』（
東
洋
文
庫
・

平
凡
社　

）の
方
に
は
、
富
士
の
巻
狩
の
前
段
と
し
て〔
畠
山
重
忠
の
鷹
談
議
〕が

登
場
す
る
。
そ
の
説
話
は
、
源
頼
朝
が
侍
所
に
居
並
ぶ
「
諸
国
の
侍
共
」
に
向
か
っ
て
問
い
か
け
た
こ
と
を
発
端
と
し
て

い
る
。
そ
の
問
い
と
は
「
狩か
り
ば庭
の
遊
び
せ
ば
や
」
と
思
う
け
れ
ど
も
「
㋐
狩
庭
廻
り
は
罪
業
と
は
聞
け
ど
も
、
男
の
一
の

栄
花
は
狩
庭
に
は
過
ぎ
じ
と
覚
え
た
り
、
い
か
が
あ
る
べ
き
、」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
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本
章
の
「
は
じ
め
に
」
に
お
い
て
、
私
は
「
鷹
飼
の
罪
業
観
」
に
つ
い
て
触
れ
た
が
、
㋐
の
よ
う
な
言
葉
が
源
頼
朝
の

時
代
に
吐
露
さ
れ
る
の
は
、
あ
り
得
る
こ
と
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
問
い
に
対
し
て
、
先
に
応
じ
た
の
は
、
梶

原
景
時（
？
―
正一
二
〇
〇治
二
）で
あ
っ
た
。

　

景
時
は
「
狩
庭
は
罪
業
と
は
覚
え
候
は
ず
」
と
述
べ
、
続
け
て
、
内
外
の
例
証
を
挙
げ
た
あ
と
「
さ
れ
ば
天
竺
・
震
旦

の
金
輪
聖
王
よ
り
我
朝
の
王
臣
武
将
に
至
り
て
、
㋑
皆
狩
庭
は
由
緒
の
候
ふ
も
の
を
。
た
だ
御
好
み
あ
る
べ
く
候
。」
と

応
え
た
。「
狩
庭
」
と
は
、
主
に
鹿
を
逐
う
巻
狩
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
景
時
は
、「
㋒
鷹
狩
こ
そ
罪
業
と
は
承
り
て
候
」

と
断
言
し
た
と
あ
る
。

　

こ
の［
鷹
談
議
］
は
鎌
倉
の
侍
所
な
ど
に
東
国
武
士
が
居
並
ん
で
い
る
な
か
で
行
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
同
書
は
伝
え
て

お
り
、
㋑
に
い
う
鹿
狩
な
ど
は
誰
も
が
納
得
し
た
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
な
ぜ
か
梶
原
景
時
は
㋒
鷹
狩
こ
そ
罪
業
と
強

調
す
る
。
御
家
人
の
間
に
混
乱
が
生
じ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
次
に
見
る
よ
う
に
、
鷹
狩
の
由
緒
を
際
立
た
せ
る
た

め
の
、
物
語
上
の
技
巧
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

そ
れ
に
対
し
て
、
畠
山
重
忠
は
「
打う
ち
あ
ざ
わ
ら

小
咲
ひ
て
」
梶
原
を
論
駁
し
て
言
っ
た
と
い
う
。

　
「
い
か
に
、
梶
原
殿
、
か
や
う
の
事
を
ば
申
さ
れ
け
る
ぞ
、
㋓
鷹
も
由
緒
の
候
ふ
も
の
を
、
い
か
な
れ
ば
罪
業
と
は
な

り
候
ふ
べ
き
、」

　

こ
れ
は
、
梶
原
景
時
が
「
皆
狩
庭
は
由
緒
の
候
ふ
も
の
」
と
し
て
、
天
竺（
イ
ン
ド
）や
震
旦（
中
国
）の
諸
王
た
ち
の
鹿
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狩
か
ら
、
我
国
孝
昭
天
皇
の
巻
狩
・
諏
訪
大
明
神
が
俗
人
で
あ
っ
た
時
の
巻
狩
な
ど
の
由
緒
を
挙
げ
て
狩
猟
の
正
当
性
を

主
張
し
た
こ
と
に
対
し
て
の
論
駁
で
あ
る
。
畠
山
重
忠
は
、
罪
業
の
否
定
の
理
由
と
し
て
、
鷹
狩
の
「
由
緒
」
正
し
さ
を

強
調
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
天
竺
に
お
け
る
波
羅
奈
国
の
勝
良
王
の
鷹
好
み
・
釈
尊
の
鷹
餌
の
話
・
蜉か
げ
ろ
う蝣
を

鷹
の
餌
に
し
よ
う
と
し
て
世
の
無
常
を
悟
っ
た
文
殊
菩
薩
の
話
。
そ
の
時
の
鷹
こ
そ
、
今
の
弥
勒
菩
薩
で
あ
り
、
蜉
蝣
と

い
う
の
は
釈
迦
如
来
な
の
だ
、
な
ど
と
話
し
て
い
る
。
ま
た
、
東
天
竺
の
広
林
国
で
尸し

毗び

大
王
が
鳩
を
哀
れ
ん
で
鷹
を
諭

し
た
と
か
。
こ
の
大
王
は
鷹
の
餌
と
し
て
己
の
股
の
肉
を
切
り
取
っ
て
与
え
た
が
、
鷹
は
わ
れ
こ
そ
は
帝
釈
天
と
名
告
っ

た
と
か
。
そ
の
時
の
鳩
は
今
の
普
賢
菩
薩
な
の
だ
と
も
述
べ
る
。
鷹
の
由
緒
語
り
は
な
お
続
き
、
㋔
八
幡
大
菩
薩
・
応
神

天
皇（
鷹
神
天
王
）は
鷹
を
興
じ
、
こ
れ
を
愛
し
た
こ
と
か
ら
、
仁
徳
天
皇
さ
ら
に
「
源
氏
の
御
先
祖
、
人
王
五
十
六
代
清

和
天
皇
」
に
及
ぶ
。
ま
た
、
天
下
の
名
鷹
を
列
挙
し
て
次
の
よ
う
に
い
う
。

　
「
况
ん
や
、
白し
ら
せ
う簫・

藤
沢
・
一
拍
子
・
唐か
ら
ま
く幕・

屋や

真ま

白し
ろ・

藤
の
花
、
㋕
こ
れ
ら
は
皆
神し
ん

に
通
じ
た
り
し
鷹
ど
も
な
り
、
大
国（
震

旦
＝
中
国
）を
尋
ね
、
本
朝
を
訪
ひ
、
賢
を
求
め
、
寵
を
開
く
、
そ
の
例
甚
だ
多
し
、
し
か
れ
ば
、
㋖
た
だ
鷹
狩
を
も
御

好
み
あ
る
べ
く
候
、」

　

㋕
の
よ
う
な
指
摘
に
注
目
し
た
い
。
鷹
を
諸
仏
・
菩
薩
に
な
ぞ
ら
え
る
と
い
う
こ
と
は
右
の
引
用
文
中
に
も
見
ら
れ
る

の
で
あ
る
が
、
す
で
に
㋔
に
指
摘
が
あ
る
こ
と
と
共
に
、
㋕
の
表
現
の
よ
う
に
、
鷹
と
い
う
鳥
が
神
仏
習
合
思
想
に
よ
っ

て
観
念
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
畠
山
重
忠
の
鷹
談
議
は
続
け
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
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「
惟こ
れ
た
か
の
み
こ

喬
御
子（
文
徳
天
皇
第
一
皇
子
）
の
王
侍
従
と
云
ひ
し
鷹
を
仕
ひ
給
ひ
し
時
は
、
神
慮
も
影や
う
ご
う向

を
垂
れ
給
ひ
き
、

加し
か
の
み
な
ら
ず

レ
之
、
覚お
ぼ

え
の
兵
衛
尉
公き
ん
た
か隆

の
鷹
と
申
し
け
る
は
、
同
じ
鳥
類
と
は
申
し
な
が
ら
常
の
翅つ
ば
さに

異
な
り
、
眼
は
明
星
を

論
じ
青せ
い
し觜
は
三
日
月
の
如
し
、
頂
は
円
く
平
ら
か
に
し
て
鏡
の
面
に
似
た
り
、
胸
は
嶮
岸
と
し
て
正
し
く
持
経
を
懸

け
た
り
、
乱
急
糸
を
乱
し
て
畏ほ
ら

急
の
門
を
尋
ね
、
朝て
う
せ
ん銓
鈴
を
押
し
て
堅
固
の
力
を
見
、
鳳ほ
う
し
や
う笙の
毛
は
鷹
手
抜
を
継
ぎ
、

取と
つ
て手
の
合あ
ひ
や
う様
は
車
を
通
す
、
こ
れ
は
、
則
ち
広
太
の
心
品
を
顕
す
な
り
、
或
い
は
ま
た
、
四
面
に
は
庇ひ
さ
し、
銘
に
は
四
海

を
覆
ひ
、
背
に
は
貝
を
伏
せ
、
甲
に
は
翡ひ
す
い翠
を
流（
す
）と
云
へ
り
、」

　

こ
れ
は
秀
鷹
の
描
写
で
あ
っ
て
、『
新
修
鷹
経
』
の
「
序
・
形
相
・
相
レ
鷹
大
体
ノ
法
・
相
二
別
体
一
法
」
な
ど
に
準
拠

し
て
お
り
、
さ
ら
に
、『
真
名
本　

曽
我
物
語
』
が
南
北
朝
期
の
成
立
と
す
れ
ば
、
同
時
代
の
二
条
良
基
の
『
白
鷹
記
』

に
も
共
通
す
る
も
の
が
あ
る
。
非
の
打
ち
所
な
き
秀
鷹
を
凝
視
し
、
ま
た
、
そ
の
鷹
を
撫
で
た
り
す
る
う
ち
に
、
あ
た
か

も
神
仏
に
通
じ
る
よ
う
な
心
境
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

は
た
し
て
、「
真
名
本
」
が
載
せ
る
、
畠
山
重
忠
の
主
張
は
事
実
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
、
南
北
朝
期
に
作
ら
れ
た

説
話
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
私
は
説
話
だ
と
考
え
る
。
な
ぜ
な
ら
、
鷹
狩
の
罪
業
観
は
古
代
末
期
よ
り
、
強
く
意
識
さ
れ
て

き
た
の
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
れ
を
克
服
す
る
理
由
が
求
め
ら
れ
て
い
た
か
ら
、
畠
山
重
忠
の
よ
う
な
鷹
狩
正
当
論
が
待
望

さ
れ
て
い
た
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

　

鷹
狩
罪
業
観
を
克
服
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
第
一
と
し
て
、
鷹
狩
の
由
緒
、
中
で
も
鎌
倉
御
家
人
に
と
っ
て
は
清
和
源
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氏
の
祖
以
来
の
伝
統
に
つ
な
が
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
第
二
に
は
、
鷹
は
仏
菩
薩
で
あ
り
神
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
認

識
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

さ
て
、
畠
山
重
忠
が
、
先
掲
㋖
の
よ
う
に
「
た
だ
鷹
狩
を
も
御
好
み
あ
る
べ
く
」
と
い
う
結
論
に
達
し
た
時
、「
鎌
倉

殿
を
始
め
奉
り
て
諸
国
の
侍
共
頭か
う
べを
低た

れ
、
耳
を
傾
け
つ
つ
万
事
を
閑し
づ

め
て
、
咹あ
つ

と
云
ひ
つ
つ
感
じ
入
り
て
ぞ
見
え
け

る
。」
と
あ
る
。
そ
し
て
、
畠
山
重
忠
の
「
鷹
の
才
覚
に
引
出
物
に
奉
ら
む
」
と
、
頼
朝
は
「
奥
州
に
異さ
さ

河
と
云
ふ
処
の

公
田
三
千
八
百
町（
１
）」
を
与
え
た
と
い
う
。
し
か
し
、
叙
上
の
説
話
も
、
こ
の
新
恩
給
与
の
こ
と
も
他
の
史
料
に
は
見

え
な
い
。（
２
）

　

畠
山
重
忠
の
弁
論
を
仮
に
史
実
と
し
た
場
合
、
で
は
な
ぜ
『
吾
妻
鏡
』
な
ど
に
記
載
さ
れ
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の

事
情
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
鎌
倉
幕
府
が
次
々
に
鷹
狩
停
止
令
を
発
し
た
こ
と
に
秘
め
ら
れ
て
い
は
し
ま
い
か
。
侍
所

に
居
並
ぶ
御
家
人
た
ち
は
「
耳
を
傾
け
つ
つ
万
事
を
閑し
づ

め
て
、
咹あ
つ

と
云
ひ
つ
つ
感
じ
入
り
て
」（『
真
名
本　

曽
我
物
語
』）聴
い
た
鷹
狩
の

由
緒
に
つ
い
て
、
箝
口
令
が
敷
か
れ
た
か
も
知
れ
な
い
。
幕
府
は
御
家
人
の
鷹
狩
を
停
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の

で
あ
る
。
か
つ
て
桓
武
・
嵯
峨
天
皇
時
代
に
「
私
鷹
禁
止
令
」
が
発
せ
ら
れ
た
よ
う
に
、
鎌
倉
幕
府
は
鷹
狩
を
占
有
し
よ

う
と
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
占
有
と
い
う
面
か
ら
み
れ
ば
、「
鷹
狩
罪
業
観
」
を
否
定
し
て
し
ま
う
こ
と
は
二
律
背

反
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
鷹
狩
は
罪
業
な
り
、
い
や
さ
に
あ
ら
ず
、
と
す
る
葛
藤
が
し
ば
ら
く
続
く
の
で
あ

る
。
そ
れ
は
甚
だ
し
い
矛
盾
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
現
実
に
は
合
戦
と
狩
猟
を
旨
と
し
て
生
き
る
在
地
武
士
は
、
仏
教
戒
の
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い
う
そ
れ
ら
の
殺
生
罪
業
観
は
、
く
ぐ
り
抜
け
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
問
題
で
あ
っ
た
ろ
う
。
そ
う
い
っ
た
意
味
で
、
畠
山

重
忠
の
主
張
は
、
か
れ
ら
の
胸
を
打
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
て
さ
ら
に
、
か
れ
ら
の
罪
業
意
識
を
ぬ
ぐ
い
去
る
た
め

に
、「
諸
社
贄
鷹
」
は
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

つ
ま
り
、鎌
倉
殿
と
有
力
御
家
人
た
ち
は
鷹
狩
を
占
有
し
つ
つ
、鷹
狩
の
「
由
緒
」
を
ふ
ま
え
て
、「
武
者
の
一
の
栄
花
」

た
る
狩
庭（
鷹
狩
）を
行
う
。
一
方
、
他
の
者
の
鷹
狩
は
停
止
す
る
。
理
由
は
罪
業
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
罪

業
に
当
ら
な
い
鷹
狩
が
存
在
し
た
。
そ
れ
が
「
諸
社
贄
鷹
」
に
供
す
る
鷹
狩
な
の
で
あ
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。「
諸
社

贄
鷹
」
の
た
め
の
鷹
狩
は
神
仏
に
供
せ
ら
れ
る
ゆ
え
に
許
さ
れ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
以
外
は
、
神
仏
の
罰
を
受
け
る
べ
き

罪
業
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
幕
府
法
を
破
る
行
為
で
あ
る
と
断
定
を
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

で
は
、
な
ぜ
贄
鷹
は
罪
業
に
は
当
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
た
の
か
。
先
に
『
今
昔
物
語
集
』
の
例
話
に
よ
っ
て
考
え
た
よ

う
に
、
鷹
狩
を
行
う
者
は
殺
生
罪
業
の
罪
を
犯
し
て
い
る
と
断
定
さ
れ
た
け
れ
ど
も
、
人
間
に
操
ら
れ
て
殺
戮
を
く
り
か

え
す
鷹
そ
の
も
の
も
罪
業
を
背
追
わ
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
か
。
否
、「
鷹
に
罪
は
無
く
、
鷹
は
魂
の
鳥
で
あ
り
、

仏
菩
薩
の
化
身
な
り
」
と
す
る
思
想
が
古
代
末
期
に
形
成
さ
れ
た
と
、
私
は
考
え
る
。
鎌
倉
時
代
の
鷹
狩
は
、
そ
の
よ
う

な
範
疇
の
中
で
考
察
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
問
題
を
具
体
例
を
上
げ
て
さ
ら
に
考
え
て
み
た
い
。
次
に
、
鎌
倉
幕
府
の

「
鷹
狩
停
止
令
」
を
検
討
す
る
。
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右（
一
覧
表
）に
お
い
て
注
意
す
べ
き
こ
と
が
三
点
あ
る
と
い
え
る
。
第
一
点
は
、
⑤
以
外
は
「
鷹
狩4

」
の
停
止
を
厳
命

『
吾
妻
鏡
』
に
見
え
る
「
鷹
狩
停
止
令
」　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
）〈　

〉は
原
文
を
要
約
し
て
表
記
。

番
号

年
号

西
暦

月
・
日

内　
　

容（
対
象
）　

◆
除
外

①

建
久
六
一
一
九
五

九
・
廿
九

可
停
止
鷹
狩
之
旨（
諸
国
御
家
人
）

◆
神
社
供
税　

贄
鷹

②

建
暦
二
一
二
一
二

八
・
十
九

可
禁
断
鷹
狩
由（
守
護
地
頭
等
）

◆
信
濃
国
諏
方
大
明
神
御
贄
鷹

③

建
保
元
一
二
一
三

十
二
・
七

可
停
止
鷹
狩
之
旨（
諸
国
守
護
人
等
）

◆
所
処
神
社
貢
税
事

④

寛
元
三
一
二
四
五

十
一
・
十

被
停
止
鷹
狩

◆
有
限
神
社
供
税
事

十
二
・
十
六

鷹
狩
事
永
被
停
止

◆
神
社
供
祭
物

⑤

建
長
二
一
二
五
〇

十
一
・
廿
九
〈
鷹
・
鸇
事
〉〈
禁
断
〉（
諸
国
守
護
人
）〈
大
小
鷹
一
向
被
二
停
止
一
之
〉

◆
諸
社
贄
鷹　

◆
所
々
供
祭

⑥

弘
長
元
一
二
六
一

二
・
廿
九

〈
鷹
狩
可
令
停
止
事
〉（
関
東
祇
候
諸
人
）

◆
神
社
供
祭

⑦

文
永
三
一
二
六
六

三
・
廿
八

〈
可
被
禁
遏
鷹
狩
之
旨
〉（
諸
国
守
護
人
）

◆
供
祭
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し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
九
世
紀
に
見
ら
れ
た
よ
う
な
私
的
な
「
鷹
飼4

」
の
禁
で
は
な
い
。
狩4

に
力
点
が
置
か
れ
て
い
る

の
は
、
鎌
倉
時
代
の
守
護
・
地
頭
が
多
く
「
狩
倉
」（
３
）を
領
有
し
、
巻
狩
で
鹿
・
猪
な
ど
の
狩
猟
を
行
う
こ
と
に
よ
っ

て
武
技
を
錬
磨
し
、
獲
物
を
一
族
郎
党
と
共
食
し
て
団
結
を
強
め
る
こ
と
が
日
常
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。「
狩
倉
」
を

認
め
な
が
ら
、
鷹
狩
を
禁
止
す
る
、
と
い
う
こ
と
は
、
そ
も
そ
も
不
可
能
な
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
疑
問
が
残
る
の
で

あ
る
。

　

第
二
点
は
「
神
社
供
税
4

4

」
あ
る
い
は
「
貢
税
」・「
供
祭
」
を
目
的
と
し
た
鷹
狩
は
認
め
ら
れ
て
い
る
、
と
い
う
点
で
あ

ろ
う
。
こ
れ
に
関
連
し
て
、
④
を
裏
づ
け
る
具
体
的
な
施
行
例
が
あ
る
の
で
掲
出
し
て
み
る
。

鷹
狩
事
、
殊
御
禁
制
之
処
、
近
年
甲
乙
人
等
、
背
二
代
々
御
下
知
一
、
云
二
国
一々
、
云
二
鎌
倉
中
一
、
多
好
レ
狩
之
由
、
有

二
其
聞
一
、
甚
濫
吹
也
、
已
招
二
自
科
一
者
歟
、
永
可
レ
令
二
停
止
一
、
自
今
以
後
、
猶
令
二
違
犯
一
者
、
可
レ
有
二
後
悔
一
也
、

但
於
二
神
社
供
祭
鷹
一
者
、
非
二
制
之
限
一
、
以
二
此
旨
一
普
可
レ
被
二
相
触
一
之
条
、
依
レ
仰
執
達
如
レ
件
、

寛（一
二
四
五
）

元
三
年
十
二
月
十
六
日　
　
　
　
　
　

武（北
條
経
時
）

蔵
守
判

　
　

備
（
名
越
時
長
）

前
守
殿

（『
鎌
倉
遺
文
』
○
六
五
九
四　

関
東
御
教
書　

○
新
編
追
加
）
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こ
こ
に
、「
近
年
甲
乙
人
等
、
背
二
代
々
御
下
知
一
、」
と
あ
る
よ
う
に
、
鷹
狩
は
、
非
御
家
人
や
庶
人
に
ま
で
、
さ
ら

に
地
方
や
鎌
倉
中
に
も
流
行
し
て
い
る
と
い
う
。
そ
し
て
、「
永
可
レ
令
二
停
止
一
」
と
命
じ
な
が
ら
、
な
お
か
つ
「
於
二

神
社
供
祭
鷹
一
、
非
二
制
之
限
一
」
と
言
及
す
る
。
矛
盾
を
含
ん
だ
禁
令
と
い
え
よ
う
。

　

で
は
、
こ
の
「
鷹
狩
停
止
令
」
に
見
え
る
の
は
ど
の
よ
う
な
「
神
社
」
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
具
体
的
に
分
か
る
の
は
②

に
あ
る
「
信
濃
国
諏
方
大
明
神
」
で
あ
る
が
、
②
以
外
は
④
の
よ
う
な
「
有
限
神
社
」（
賀
茂
神
社
・
広
田
神
社
・
吉
備
津
神
社
・

宇
都
宮
神
社
な
ど
）の
こ
と
で
あ
ろ
う（
４
）。
さ
ら
に
、『
御
成
敗
式
目
』に
あ
る
ご
と
く
、「
可
下
修
理
二
神
社
一
専
中
祭
祀
上
事
」

が
守
護
・
地
頭
の
重
要
な
任
務
と
さ
れ
た
か
ら
、
国
々
一
ノ
宮
を
は
じ
め
有
数
の
神
社
供
祭
の
た
め
に
「
贄
鷹
」
が
行
わ

れ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

第
三
点
と
し
て
、①
「
供
税
贄
鷹
」
と
あ
り
⑤
⑥
⑦
に
「
供
祭
」
と
あ
る
の
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
な
の
か
。
①
「
供
税
」

は
字
義
通
り「
神
仏
の
祭
礼
に
供
え
る
年
ご
と
の
礼
物
」で
あ
る
と
し
て
よ
か
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、④
⑤
⑥「
供
祭
物
」が
、

①
②
⑤
に
い
う
「
贄
鷹4

」
と
い
う
鷹
そ
の
も
の
を
意
味
し
て
い
る
の
か
、
そ
れ
と
も
③
「
貢
税
」
④
「
供
税
」
に
あ
て
る

雉
の
よ
う
な
え
も
の
の
鳥
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
①
～
⑦
は
す
べ
て
鷹
狩
4

4

と
い
う
行
為
に
つ
い
て
厳

禁
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
一
覧
表
中
◆
を
付
し
た
一
節
は
や
は
り
、
許
容
す
べ
き
鷹
狩
4

4

と
い
う
行
為
を
表
わ
し
て
い

る
と
判
断
し
て
よ
い
わ
け
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
供
税
・
貢
税
・
供
祭
の
贄
を
と
る
た
め
の
鷹
狩
は
認
め
る
、
と
い
う

結
論
に
な
ろ
う
。
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次
の
史
料［
Ａ
・
Ｂ
］は
以
上
の
経
緯
を
明
瞭
に
伝
え
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

［
Ａ
］

（
寛
元
四（
一
二
四
六
）年
三
月
）

○
卅
日
己
未
、
評
定
、
㋐
甲
斐
國
一
宮
權
祝
守
村
申
、
依
レ
被
レ
停
ん

止
鷹
狩
一
、
㋑
人
々
對
ん

捍
供
税
鳥
一
之
由
事
、
被
レ

經
二
沙
汰
一
、
㋒
供
祭
事
者
、
被
二
免
許
一
之
旨
被
二
仰
出
一

（『
吾
妻
鏡
』）

　

こ
の
史
料
の
㋐
は
甲
斐
国
一
宮
浅あ
さ
ま間

神
社（
山
梨
県
笛
吹
市
一
宮
町
）。㋑
は
鷹
狩
の
停
止
を
口
実
と
し
て
こ
の
神
社
の「
供

税
鳥（
５
）」
を
怠
っ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
㋒
供
祭
の
た
め
の
鷹
狩
は
免
許
さ
れ
て
い
る
の
に
も
拘
わ
ら
ず
、
と
難

じ
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
で
一
方
で
は
次
の
よ
う
な
問
題
も
存
在
し
た
。
次
の
史
料［
Ｂ
］は
先
掲
一
覧
表
の
⑦
に
該
当
す
る
。

［
B
］

（
文
永
三（
一
二
六
六
）年
三
月
）（
関
東
御
教
書
）
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「
廿
八
日
辛
酉
、
㋐
仰
二
放
遊
之
士
一
、
可
レ
被
レ
禁
ん

遏
鷹
狩
一
之
旨
、
日
來
有
二
其
沙
汰
一
、
㋑
所
レ
被
レ
施
ん

行
于
諸
國
守

護
人
一
也
、
其
狀
云
」

　
　

鷹
狩
事

供
祭
之
外
、
禁
制
先
畢
、
仍
雖
レ
備
二
于
供
祭
一
、
非
二
其
社
領
一
、
㋒
縱
雖
レ
爲
二
其
社
領
一
、
非
二
其
社
官
一
者
、
一
切
不

レ
可
レ
仕
レ
狩
之
由
、
可
レ
令
レ
相
ん

觸
其
國
中
一
、
若
有
二
違
犯
之
輩
一
者
、
虻
可
レ
注
ん

申
交
名
一
之
狀
、
依
レ
仰
執
達
如
レ
件
、

　
　

文
永
三
年
三
月
廿
八
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
相

　
　
　
　
　
♂（
北
條
時
宗
）

　
模
　
守
　
判

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

左（
北
條
政
村
）

京
權
太
夫　

同

　
　
　

某
殿　
守
護
人
云
々

（『
鎌
倉
遺
文
』
○
九
五
一
六　

関
東
御
教
書　

○
新
編
追
加
）

　

ま
ず
、
右
の
㋐
で
は
、
放
縦
な
遊
猟
者
に
対
し
て
か
な
り
強
い
表
現
を
用
い
て
鷹
狩
を
禁
止
し
て
い
る
。
こ
れ
を
㋑
諸

国
の
守
護
に
命
じ
て
施
行
し
よ
う
と
い
う
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
重
要
な
の
は
㋒
な
の
で
あ
っ
て
、
供
祭
す
べ
き
神
社
の

社
領
に
お
い
て
、
そ
の
神
社
の
「
社
官
」
に
あ
ら
ざ
る
者
の
鷹
狩
を
禁
じ
て
い
る
点
で
あ
る
。

　

こ
れ
は
い
わ
ば
「
事
を
供
祭
に
寄
せ
、
或
い
は
身
分
を
偽
っ
て
、
許
容
の
領
域
を
侵
し
て
も
勝
手
に
鷹
狩
を
行
う
者
」
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が
横
行
し
つ
つ
あ
る
状
態
を
も
の
語
っ
て
い
る（
６
）。

　

以
上
の
よ
う
に
、
鎌
倉
幕
府
の
鷹
狩
停
止
令
に
つ
い
て
考
察
し
て
き
た
が
、
右
に
見
た
史
料
に
内
包
さ
れ
て
い
た
い
く

つ
か
の
問
題
点
を
、
集
約
的
に
あ
ら
わ
し
て
い
る
別
な
条
文
が
存
在
す
る
。
す
な
わ
ち
、「
新
編
追
加
一
八
四
」（「
式
目
追
加

一
〇
六
」）に
、

　

一　

鷹
狩
事

　
　

	

度
々
嚴
制
之
處
、
普
違
犯
之
由
有
二
其
聞
一
、
令
二
露
顯
一
之
輩
者
、
可
レ
被
レ
分
ん

召
所
領
一
也
、
且
不
レ
謂
二
敵
對
之

有
無
一
、
地
頭
御
家
人
相
互
就
レ
差
ん

司
申
之
一
、
可
レ
有
二
其
沙
汰
一
、
次
供
祭
鷹
事
、
雖
レ
爲
二
神
領
一
、
社
司
之
外
、

固
可
レ
停
ん

止
之
一
、
但
諏
方
社
御
射
山
五
月
會
頭
人
事
、
異
二
于
他
一
之
間
、
於
二
信
濃
國
一
者
非
二
制
之
限
一
、
至
二

他
國
一
者
可
レ
禁
ん

制
之
一
、
次
賣
買
在
所
事
、
同
歬
、
且
嚴
密
可
レ
相
ん

觸
諸
國
守
護
人
一
之
旨
、
可
レ
被
レ
仰
ん

沙
Γ

汰
侍
所
一
、
次
鐮
倉
中
繫
レ
鷹
事
、
可
二
停
止
一
之
由
、
同
歬
、

と
あ
る（
牧
健
二
氏
監
修　

佐
藤
進
一
氏
・
池
内
義
資
氏

編
『
中
世
法
制
史
料
集
』
第
一
巻
鎌
倉
幕
府
法

）。

　

こ
の
条
文
の
制
定
年
は
不
明
だ
が
、
す
で
に
、
鈴
木
善
幸
氏
は
、「
中
世
殺
生
観
と
諏
訪
信
仰
―
殺
生
禁
断
社
会
に
お

け
る
『
諏
訪
上
社
物
忌
令
』
の
意
義
―
」
で
「
鎌
倉
末
頃
の
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
」
と
し
て
い
る（
７
）。
私
も
内

容
を
分
析
す
れ
ば
、
一
連
の
鷹
狩
停
止
令
の
最
後（
文
永
三
年
）よ
り
も
後
に
制
定
さ
れ
た
と
、
考
え
る
。
そ
の
理
由
は
、

次
の
三
点
で
あ
る
。
第
一
に
、
鷹
狩
停
止
令
に
違
反
の
者
は
所
領
を
没
収
す
る
と
い
う
厳
し
い
処
置
に
出
て
お
り
、
地
頭
・
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御
家
人
は
相
互
に
監
視
し
て
違
反
者
を
告
発
さ
せ
て
い
る
点
で
あ
る
。
第
二
と
し
て
、
供
祭
鷹
は
当
該
神
社
の
社
司
以
外

に
は
鷹
狩
を
厳
禁
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
第
三
に
は
、
在
地
に
お
け
る
鷹
の
売
買
に
つ
い
て
は
、
諸
国
の
守
護
人
が
厳
重

に
取
締
る
よ
う
断
言
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
総
合
し
て
み
れ
ば
、
守
護
・
地
頭
は
、
自
ら
は
鷹
狩
を
な
し
得
ず
、

鷹
狩
を
取
締
る
立
場
に
な
っ
て
い
か
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
条
文
に
お
い
て
も
、
諏
訪
社
の
鷹
は
特
に
許
認
可
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
上
、
従
前
に
は
見
え
な

か
っ
た
理
由
が
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
そ
の
理
由
と
は
何
か
。
そ
れ
は
「
供
祭
鷹
」
と
か
「
贄
鷹
」
と

は
表
現
せ
ず
に
、「
諏
方
社
御
射
山
五
月
會
頭
人
事
」
と
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
狩
猟
神
事
に
際
し
て
、
信

濃
国
内
の
地
頭
御
家
人
に
公
事
・
代
銭
等
の
負
担
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
が
頭
人（
ま
た
は
御
頭
）と
呼
ば
れ
る
御
家

人
た
ち
で
あ
る
。
こ
の
頭
人（
御
頭
）に
の
み
鷹
狩
を
許
す
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
頭
人
に
付
与
さ
れ
た
特
殊
な
任
務
に

つ
い
て
は
、「
諏
方
上
社
物
忌
令
」
に
、「
当
社
ノ
御
頭
に
ア
タ
ラ
ン
人
ハ
、
何
ニ
モ
御
狩
ヲ
本
ト
シ
テ
、
御
贄
鷹
ヲ
モ
ツ

カ
イ
、
御
贄
ヲ
カ
ケ
ラ
ル
ヘ
シ
」
と
あ
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
れ
は
御
頭
役
に
当
た
る
御
家
人
た
ち
に
「
御
狩
」
す

な
わ
ち
、
諏
訪
上
社
・
下
社
の
狩
猟
神
事（
流
鏑
馬
・
犬
追
物
等
の
騎
射
を
含
む
）及
び
鷹
狩
の
術
技
に
励
む
こ
と
に
よ
っ
て
、

神
前
に
「
御
贄
」
を
懸
け
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

す
な
わ
ち
、
信
濃
国
内
の
郡
郷
の
武
士
が
そ
れ
ぞ
れ
に
一
族
を
挙
げ
て
ど
の
よ
う
な
遠
征
軍
に
加
わ
る
か
に
よ
っ
て
、

そ
の
戦
い
の
帰
趨
は
決
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
諏
訪
社
大
祝
一
族
は
軍
事
的
要
衝
の
地
を
扼
す
る
の
み
な
ら
ず
、
宗
教
的
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権
威
を
背
景
と
し
な
が
ら
、
そ
れ
ら
国
内
武
士
を
集
結
し
得
る
力
を
保
持
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

一
方
に
お
い
て
、
古
代
以
来
、
陸
奥
・
出
羽
・
甲
斐
・
越
後
等
の
国
々
か
ら
、
都
へ
貢
納
・
献
上
さ
れ
る
良
鷹
は
毎
年
、

諏
訪
の
地
を
経
由
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
。

　

以
上
、
本
節
に
お
い
て
は
、
鎌
倉
幕
府
が
地
頭
・
御
家
人
の
鷹
狩
停
止
を
強
化
し
な
が
ら
、
執
権
北
条
氏
は
鷹
狩
を
占

有
す
る
動
き
に
終
始
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
い
っ
ぽ
う
、
時
代
の
思
潮
は
殺
生
罪
業
観
が
横
溢
し
て
い
た

か
ら
、
こ
の
罪
業
観
の
強
調
に
よ
っ
て
鷹
狩
停
止
の
強
力
な
理
由
に
な
し
得
た
け
れ
ど
も
、
北
条
氏
得
宗
権
力
に
と
っ
て

そ
れ
は
自
家
撞
着
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
状
況
を
突
破
し
て
い
く
論
理
こ
そ
、
諏
訪
の
贄
鷹
で
あ
っ
た
と
言
え
よ

う
。
鎌
倉
武
士
が
日
常
的
に
行
う
流
鏑
馬
・
犬
追
物
も
ま
た
、
殺
生
罪
業
に
直
結
し
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
武
技
は
諏
訪

の
狩
猟
神
事
に
な
く
て
は
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
っ
た
し
、
諏
訪
の
贄
鷹
も
ま
た
、
正
当
な
存
在
理
由
が
承
認
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

要
す
る
に
、
先
掲
の
「
鷹
狩
事
」
と
い
う
条
文
に
よ
っ
て
、
鎌
倉
幕
府
は
諸
国
守
護
と
は
全
く
異
質
の
特
殊
な
役
割
を

信
濃
守
護
に
は
認
め
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
執
権
北
条
氏
が
当
国
守
護
職
を
世
襲
し
て
い
た
こ
と

と
深
く
関
わ
る
も
の
で
あ
る
。

　

た
と
え
ば
「
神
氏
系
図
」
に
よ
れ
ば
、
大
祝
敦
光
の
嫡
子
、
信
濃
権
守
敦
忠
は
元
久
二
年（
一
二
〇
五
）八
月
、
北
条
義

時
よ
り
「
諏
方
郡
小
坂
郷
」
が
諏
訪
社
に
寄
付
さ
れ
て
よ
り
、
代
官
と
し
て
こ
の
地
を
預
か
っ
て
、
子
孫
は
「
小
坂
」
を
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名
字
と
し
て
名
告
っ
た
と
い
う
。
ま
た
、
御
頭
役
に
当
て
ら
れ
た
信
濃
国
内
の
御
家
人
二
十
一
氏
の
う
ち
、
十
二
氏
は
北

条
氏
一
族
が
勤
め
て
い
た
と
い
う（
８
）。

　

さ
て
、
敦
忠
の
嫡
男
大
祝
敦
信
は
承
久
三
年（
一
二
二
一
）、
承
久
の
乱
に
際
し
て
は
、
北
条
義
時
に
よ
る
信
濃
国
の
軍

勢
糾
合
に
応
じ
た
。
そ
の
時
、
大
祝
自
ら
が
軍
兵
を
率
い
た
先
例
は
無
か
っ
た
の
で
、
諏
方
大
明
神
の
神
判
を
仰
い
だ
結

果
、長
男
小
太
郎
信
濃
権
守
重
信
に
一
族
を
率
い
さ
せ
、比
類
な
き
戦
功
を
立
て
た
と「
神
氏
系
図
」は
記
し
て
い
る
。「
感

二
歎
神
験
一
、
其
時
神
家
一
族
数
多
西
国
北
国
令
二
居
住
一
、
後
胤
猶
令
二
相
続
一
之
、
是
皆
彼
恩
賞
之
地
也
」
と
も
、
同

系
図
に
見
え
て
い
る
。

　

重
信
の
あ
と
、
大
祝
信
時
―
信
濃
権
守
盛
信
―
大
祝
盛
重
―
大
祝
頼
重
と
続
き
、
頼
重
の
あ
と
大
祝
時
継（
安
芸
権
守
、

始
め
時
終
と
称
す
）に
到
り
、
鎌
倉
幕
府
の
滅
亡
に
際
会
す
る（
９
）。

　

と
こ
ろ
で
、
中
世
の
鷹
狩
研
究
の
う
え
で
、
諏
訪
と
い
う
地
は
な
ぜ
重
要
な
意
味
を
も
つ
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、

若
干
で
は
あ
る
が
考
え
を
ま
と
め
て
み
た
い
。

　

最
大
の
理
由
は
こ
の
地
が
鎌
倉
時
代
に
、
東
山
道
・
信
濃
国
府
の
南
、
覚
志
と
深
沢
の
中
間
点
に
近
く
、
ま
た
、
甲
斐

国
府
へ
通
ず
る
道
に
所
在
し
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
東
山
道
は
、
善
光
寺
の
南
、
曰
理
よ
り
海
野
・
望
月
・
桜
井
を
経
て

上
野
国
府
へ
、
さ
ら
に
下
野
国
府
か
ら
陸
奥
・
出
羽
へ
と
通
じ
て
い
る
。
な
お
、
東
山
道
は
途
中
、
武
蔵
国
府
を
経
て
鎌

倉
へ
と
つ
な
が
る
。
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諏
訪
湖
を
挟
ん
で
西
北
方
に
諏
訪
下
社
が
在
り
、
東
南
方
に
上
社
が
あ
る
。
こ
の
地
は
、
坂
上
田
村
磨
が
征
夷
の
時
を

は
じ
め
、源
義
家
の
後
三
年
合
戦
や
源
平
合
戦
、さ
ら
に
承
久
の
乱
に
際
し
て
も
、戦
略
上
、重
要
な
役
割
を
演
じ
て
い
る
。

　

奥
羽
の
鷹
を
は
じ
め
、
越
後
・
甲
斐
の
鷹
は
、
い
っ
た
ん
諏
訪
の
地
に
滞
留
し
、
そ
れ
か
ら
美
濃
・
近
江
を
経
て
、
京

都
へ
と
運
ば
れ
て
い
っ
た
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

注（
１
）　

福
島
県
郡
山
市
安
積
町
笹
川
の
地
に
比
定
さ
れ
る
。

（
２
）　

二
本
松
康
宏
氏
は
「
真
名
本
『
曽
我
物
語
』
に
お
け
る
畠
山
重
忠
の
「
鷹
語
り
」
の
風
景
」（『
伝
承
文
学
研
究
』
№
�　
　
　
　

伝
承
文
学
研
究
会
・
平
成
㉕
年
８
月
）に
お

い
て
、
次
の
よ
う
な
結
論
を
呈
示
し
て
い
る
。

　
　
　
「
畠
山
重
忠
が
頼
朝
の
御
前
に
お
い
て
鷹
の
故
実
を
語
る
。
そ
れ
は
大
臣
家
大
饗
に
お
け
る
「
鷹
飼
渡
」
と
同
じ
意
味
を
持
つ
。

鷹
を
語
る
こ
と
で
王
朝
の
野
行
幸
に
準
じ
、
天
下
を
治
め
る
者
と
し
て
の
資
格
が
確
認
さ
れ
る
。
畠
山
の
語
る
鷹
の
由
緒
は
、
と

き
に
頼
朝
を
王
朝
の
創
始
者
た
る
聖
王
た
ち
の
系
譜
に
擬
え
、
と
き
に
源
氏
の
氏
神
た
る
八
幡
大
菩
薩
の
垂
迹
を
鷹
に
ち
な
む
鷹

神
天
王
と
解
く
。
そ
れ
は
「
鷹
語
り
」
に
よ
る
祝
言
に
ほ
か
な
ら
な
い
。」

（
３
）　

狩
倉
は
「
田
畠
・
在
家
・
山
野
・
梁
」
な
ど
と
共
に
当
時
の
「
地
頭
職
」
を
構
成
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（『

鎌
倉
遺
文
』
○
二
四
二
二
六
延
慶
四
年（
一
三
一
〇
）	

相
良
蓮
道　

置
文　
　

○
肥
後
相
良
家
文
書

）。

　
　
　

狩
倉
は
庄
領
・
公
領
内
に
三
方
を
低
い
山
丘
に
囲
ま
れ
た
中
に
あ
る
林
野
・
池
沼
を
含
ん
だ
領
域
で
あ
っ
て
、
鹿
・
猪
や
兎
・

雉
な
ど
が
棲
息
す
る
猟
野
で
あ
る
。
自
領
内
に
二
十
余
か
所
の
狩
倉
を
有
す
る
安
芸
国
三
入
荘
地
頭
熊
谷
氏
が
居
た
こ
と
も
知
ら

れ
て
い
る（『
同
上
』
○
二
一
六
八
九
嘉
元
元
年（
一
三
〇
三
）

　

関
東
下
知
状
○
長
門
熊
谷
家
文
書

）。

（
４
）　

た
と
え
ば
広
田
神
社（
兵
庫
西
宮
市
）に
関
し
て
次
の
よ
う
な
史
料
が
あ
る
。「
廣
田
社
鷹
狩
事
、
一
切
無
二
此
儀
一
、
而
以
二
鳥

類
一　

宗
廟
之
由
、
令
レ
申
歟
、
但
□
□
者
、
魚
類
許
也
、
年
中
百
余
ヶ
度
之
神
事
、
雖
二
一
塵
一
不
レ
供
二
鳥
類
一
之
上
者
、
正
月

代長
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九
日
御
狩
神
事
者
、鹿
狩
也

、
諏
波
大
明
神
爲
二
客
□
一
入
御
時
為
レ
彼
御
□（
供
カ
）□

遂
行
二
神
事
一
也
、
又
依
二
鷹
狩
一
、
日
〻
易
レ
犬
之
間
、

連
々
令
レ
穢
二
社
壇
一
事
如
何
、」（『
鎌
倉
遺
文
』
○
一
五
二
三
七　

某
申
状
○
兼
中
卿
記

弘
安
七
年（
一
二
八
四
）七
月
、
八
月
巻
裏
文
書　
　
　

）

　
　
　

な
お
、
広
田
神
社
に
つ
い
て
、『
諏
方
大
明
神
画
詞
』
に
よ
れ
ば
、
本
社
に
は
神
功
皇
后
を
祭
り
、
ま
た
八
幡
大
菩
薩
・
諏
訪
・

住
吉
両
神
な
ど
を
祭
り
、
毎
年
正
月
九
日
に
は
諏
訪
社
の
御
狩
と
号
し
て
狩
猟
を
す
る
、
と
見
え
て
い
る
。

　
　
　

上
記
『
鎌
倉
遺
文
』
に
正
月
九
日

4

4

4

4

と
あ
る
の
は
、
右
の
所
伝
に
関
わ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ま
た
傍
線
部
は
鷹
餌
に
犬
を
殺
し
て

い
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

（
５
）　
「
豊
受
宮
神
甞
祭
」の
祝
詞
に「
御
贄
、懸カ
ケ

税チ
カ
ラ　

千チ

税チ
カ
ラ

余
五イ

百ホ

税チ
カ
ラ

」が
見
え
て
い
る
。「
税
鳥
」は
同
様「
チ
カ
ラ
ト
リ
」と
訓
む
か
、

贄
と
し
て
供
え
る
鳥
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、『
延
喜
式
』
神
祇
に
よ
れ
ば
、「
祝
詞
」
の
中
に
、神
饌
と
し
て
、「
山
住
物
者
、毛
能
和
者
、

毛
乃
荒
物
」
を
供
え
る
と
し
て
い
る
、
さ
ら
に
、「
青
海
原
尓
住
物
者
、
鰭
廣
物
、
鯺
狭
物
」
を
供
え
る
と
あ
る
。

　
　
　
「
毛
の
和
者
」
と
は
鳥
や
鶏
・
卵
の
こ
と
で
あ
り
「
毛
の
荒
物
」
は
熊
・
猪
・
鹿
な
ど
の
皮
を
指
し
て
い
る
。「
青
海
原
」
の
も
の
は
、

鰒
・
堅
魚
・
腊
・
烏
賊
が
多
い
。
出
雲
大
社
は
特
に
、
白
鵠（
白
鳥
）を
献
ず
る
。

　
　
　

な
お
、『
諏
方
大
明
神
画
詞
』
嵯
峨
天
皇
の
条
に
、「
魚
肉
ヲ
多
ク
イ
カ
キ
外
ニ
カ
ケ
タ
リ
」
と
あ
っ
て
、
贄（
魚
肉
）を
掛
け
る

と
い
う
の
は
、
齋
垣
に
か
け
て
供
す
こ
と
を
指
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。「
縣
税
」
に
通
ず
る
で
あ
ろ
う
。

（
６
）　
『
鎌
倉
遺
文
』
○
五
五
三
六
に
延
応
二
年
三
月
の
関
東
評
定
事
書
○
式
目
追
加
が
あ
り
、「
一
鷹
狩
事　

社
領
内
有
例
供
祭
之
外
、

可
二
停
止
一
之
、
寄
二
事
於
左
右
一
、
不
レ
可
レ
煩
二
他
領
一
」
と
見
え
て
い
る
。

（
７
）　

大
谷
大
学
大
学
院
『
研
究
紀
要
』
第
二
十
一
号　

二
〇
〇
四
年

（
８
）　
『
長
野
県
史
』
通
史
編　

第
二
巻　

中
世
一　

第
四
章　

幕
府
政
治
の
発
展
と
信
濃　

第
二
節　

北
条
氏
と
信
濃

（
９
）　

鎌
倉
時
代
の
諏
訪
氏
の
主
流
は
諏
訪
社（
上
社
）大
祝
家
の
神
氏
で
あ
っ
た
と
い
う
説（
伊
藤
富
雄
氏
『
諏
訪
史
』）に
対
し
て
、

下
社
大
祝
家
の
金
刺
氏
の
方
を
主
流
と
す
る
見
解
が
あ
る
。
そ
の
代
表
例
は
以
下
の
通
り
だ
が
、
本
論
文
に
お
い
て
は
伊
藤
氏
説

を
踏
襲
し
て
い
る
。

　
　
（
ア
）小
林
計
一
郎
氏
『
信
濃
中
世
史
考
』（
昭
和
五
十
七
年

吉
川
弘
文
館

）

　
　
（
イ
）石
井
進
氏
『
石
井
進
著
作
集
』
第
五
巻（
二
〇
〇
五
年

岩
波
書
店

）
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第
三
節　
　

諏
訪
大
明
神
の
贄
鷹

　

鎌
倉
時
代
を
通
じ
て
「
諏
訪
の
贄
鷹
」
が
特
別
視
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
、
次
に
考
え
て
み
た
い
。
ま
ず
、『
吾

妻
鏡
』
に
、「（
建（一
二
一
二
）

暦
二
年
八
月
）十
九
日
壬
辰
、
可
レ
禁
ん

断
鷹
狩
一
由
、
被
レ
仰
二
守
護
地
頭
等
一
、
但
於
二
信
濃
國
諏
方
大

明
神
御
贄
鷹
一
者
、
被
レ
免
之
由
云
々
、」
と
見
え
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

　
「
諏
方
大
明
神
」（
以
下
、
便
宜
上
、
諏
訪
社
と
記
す
）が
特
殊
神
事
を
も
っ
て
聞
こ
え
て
い
た
こ
と
は
『
吾
妻
鏡
』
延
応
元

年（
一
二
三
九
）十
一
月
一
日
条
な
ら
び
に
同
九
日
条
に
よ
っ
て
分
か
る
。
そ
の
要
旨
は
、
信
濃
国
司
の
初
任
検
注（
国
検
）

に
際
し
、
諏
訪
社
の
「
五
月
會
并
御
射
山
」
の
神
事
に
当
る
「
頭と
う
に
ん人

」
ら
は
検
注
を
免
除
さ
れ
る
と
い
う
先
例
を
主
張
し

た
が
、
こ
の
先
例
に
つ
き
「
當
社
大
祝
信（
諏
方
）濃

権
守
信
重
」
に
尋
問
し
た
結
果
、「
當
社
五
月
會
・
御
射
山
以
下
頭
役
人
」

の
国
検
は
、
そ
の
年
に
限
ら
ず
、
一
任
の
間
は
免
除
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
頭
役
人（
頭
人
）

は
鎌
倉
幕
府
の
御
家
人
で
あ
り
、
そ
の
年
の
鎌
倉
番
役
と
諸
公
事
を
免
除
さ
れ
て
い
た
。
信
濃
国
内
の
頭
人
を
統
轄
す
る

の
は
諏
訪
社
大
祝
た
る
諏
訪
氏
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
諏
訪
氏
は
代
々
、
執
権
北
条
氏
か
ら
重
ん
じ
ら
れ
、
一
族
及
び
頭
人

ら
は
、
得
宗
家
の
被
官
に
な
る
者
が
多
か
っ
た
。
こ
こ
に
、
鎌
倉
幕
府
が
諏
訪
社
の
先
例
を
尊
重
す
る
姿
勢
は
明
ら
か
で

あ
ろ
う
。
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源
頼
朝
以
来
、
信
濃
国
は
東
国
支
配
の
要
衛
で
あ
り
、
執
権
北
条
氏
の
所
領
が
多
く
、
ま
た
、
善
光
寺
な
ら
び
に
諏
訪

社
は
、
北
条
氏
一
族
の
篤
信
す
る
寺
社
で
も
あ
っ
て
、
特
別
の
地
域
で
あ
り
続
け
た
の
で
あ
る（
１
）。

　

と
こ
ろ
で
、
幕
府
は
文
治
三
年（
一
一
八
七
）八
月
、
鶴
岡
に
お
い
て
初
め
て
放
生
会
を
催
す
に
際
し
て
、
流
鏑
馬
を
行

な
っ
た
が
、
そ
の
時
、「
流
鏑
馬
之
芸
」
を
窮
む
る
者
と
し
て
知
ら
れ
た
諏
方
大
夫
盛
澄（
諏
訪
下
社
の
祝
家
金
刺
氏
）を
に

わ
か
に
引
き
出
し
て
い
る
。
諏
方（
金
刺
）盛
澄
は
、「
依
①

レ
慣
ん

傳
秀
郷
朝
臣
秘
決
一
」
っ
て
源
頼
朝
は
そ
の
「
②
流
鏑
馬

一
流
」
が
し
だ
い
に
衰
え
て
し
ま
う
こ
と
を
惜
し
ん
だ
と
い
う
。
諏
方（
金
刺
）盛
澄
は
平
家
に
属
し
て
多
年
在
京
し
、「
城

南
寺
流
鏑
馬
以
下
射
芸
」
に
交
わ
っ
て
お
り
、
ま
た
木
曽
義
仲
に
与く
み

し
た
た
め
、
平
家
滅
亡
後
は
、
鎌
倉
で
囚
人
と
し
て

扱
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

頼
朝
の
面
前
に
お
い
て
、「
御
廏
第
一
悪
馬
」
に
騎
る
よ
う
命
じ
ら
れ
た
盛
澄
は
、
馬
を
乗
り
こ
な
し
、
次
々
に
的
を

射
て
行
く
。『
吾
妻
鏡
』
は
そ
の
場
面
を
、「
既
雖
レ
思
ん

切
生
涯
之
運
一
、
心
中
奉
レ
③
祈
ん

念
諏
方
大
明
神
一
、」
し
た
と

記
し
て
い
る
。
源
頼
朝
は
「
御
気
色
又
快
然
、」
と
な
り
、
た
ち
ま
ち
、
諏
方（
金
刺
）盛
澄
の
罪
を
ゆ
る
し
た
と
い
う
。

　
『
吾
妻
鏡
』
よ
り
引
用
の
①
②
に
よ
っ
て
、
藤
原
秀
郷
以
来
の
流
鏑
馬
の
故
実
と
射
芸
を
鎌
倉
幕
府
に
お
い
て
継
承
し

た
い
と
い
う
欲
求
を
知
る
と
共
に
、
こ
こ
で
も
③
の
ご
と
く
、「
諏
方
大
明
神
」
の
神
威
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。

　
「
諏
訪
社
」
の
御
射
山
祭
に
お
け
る
神
鷹
・
神
馬
ま
た
鷹
狩
・
贄
鷹
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
け
れ
ど
も
、
鎌
倉
幕
府
は

初
期
の
頃
、
流
鏑
馬
の
ほ
か
に
頻
り
に
鷹
の
故
実
等
に
強
い
関
心
を
寄
せ
て
い
た
こ
と
は
、
以
下
の
史
料
か
ら
読
み
取
れ

162

第三章　放生と贄鷹



よ
う
。
す
な
わ
ち
『
吾
妻
鏡
』
元
久
三
年（
一
二
〇
六
）三
月
十
二
日
条
に
、

　
「
櫻
井
五
郎
信
濃
國

住
人

、
殊
鷹
飼
也
、
而
今
日
、
於
二
將
軍
御
前
一
、
飼
レ
鷹
口
傳
故
實
等
申
レ
之
」
と
あ
る
。
こ
の
鷹
飼
が

信
濃
の
国
の
住
人
と
あ
る
だ
け
で
は
「
諏
訪
社
」
の
鷹
術
に
す
ぐ
さ
ま
つ
な
が
る
と
は
速
断
で
き
な
い
が
、「
齋
頼
専
二

此
術
一
」
と
い
う
記
事
が
存
在
す
る
こ
と
に
注
目
す
れ
ば
、「
諏
訪
社
」
に
お
い
て
発
達
し
た
と
さ
れ
る
鷹
術
・
政（
斎
）頼
流

と
の
関
連
を
推
察
で
き
る
の
で
は
な
い
か（
２
）。
も
と
よ
り
、
櫻
井
五
郎
を
斎
頼
そ
の
人
と
み
る
こ
と
は
で
き
な
い
。「
斎

頼
流
の
口
伝
故
実
」
を
熟
知
し
て
い
た
鷹
飼
で
あ
っ
た
と
考
え
て
お
き
た
い
。

　

と
こ
ろ
で
、
櫻
井
五
郎
は
将
軍
実
朝
の
面
前
に
お
い
て
、
鷹
飼
の
口
伝
故
実
を
す
こ
ぶ
る
自
讃
し
つ
つ
、
開
陳
し
た
と

い
う
。
の
み
な
ら
ず
、
自
分
は
「
鵙も
ず

を
つ
か
っ
て
鷹
の
ご
と
く
鳥
を
取
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
る
」（
３
）と
言
っ
た
と
こ
ろ
、

実
朝
は
そ
の
証
左
を
見
せ
よ
と
求
め
た
け
れ
ど
も
、
さ
す
が
に
斎
頼
も
、
即
座
と
い
う
わ
け
に
は
行
か
ず
、
後
日
を
約
し

て
引
き
退
が
っ
た
。
翌
日
の
こ
と
、
北
条
義
時
の
計
ら
い
に
よ
っ
て
で
あ
ろ
う
、
示
し
合
わ
せ
た
よ
う
に
し
て
櫻
井
五
郎

が
将
軍
の
前
に
「
参
入
」
し
た
の
で
あ
る（
４
）。「
参
入
」
と
い
う
言
葉
は
、
既
に
見
た
大
臣
家
大
饗
時
に
お
け
る
「
鷹
飼

参
入
」
を
連
想
さ
せ
る
の
だ
が
、
鷹
飼
の
服
装
は
「
鷹
飼
渡
」
の
例
に
相
異
し
て
、
武
家
の
礼
服
た
る
直
垂
を
着
て
い
た
。

し
か
も
、
野
行
幸
や
大
臣
家
大
饗
に
お
け
る
鷹
・
鷂
と
は
ま
る
で
違
う
「
鵙も
ず

」
を
左
手
に
据
え
て
い
た
。
こ
れ
は
明
ら
か

に
櫻
井
五
郎
の
作
意
に
ほ
か
な
る
ま
い
。
こ
の
鷹
飼
は
、
お
そ
ら
く
「
諏
訪
社
の
贄
鷹
」
の
故
実
に
係
わ
る
源
斎
頼
の
名

を
か
た
り
つ
つ
、「
飼
鷹
口
傳
故
実
等
」
を
滔
々
と
弁
じ
た
ろ
う
が
、
す
で
に
調
教
を
了
え
て
い
た
鵙も
ず

を
披
露
す
る
自
信
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を
得
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

　

将
軍
実
朝
は
じ
め
北
条
義
時
・
大
江
広
元
・
三
善
康
信
ら
が
見
守
る
う
ち
に
、
参
入
し
た
櫻
井
五
郎
は
鵙
を
放
っ
て
庭

の
草
中
の（
予
め
隠
し
置
い
た
か
）「
黄
雀
」
を
と
ら
え
さ
せ
た
と
い
う
。

「
櫻
井
候
二
庭
上
一
、
黄
雀
在
二
草
中
一
、
④
合
レ
鵙
三
寄
、
取
二
三
翼
一
、
上
下
感
嘆
甚
、」（『
吾
妻
鏡
』）

　

④
は
い
わ
ゆ
る
「
鷹
詞
」
で
あ
っ
て
、
鵙
を
三
度
放
ち
黄
雀
を
三
羽
と
ら
え
さ
せ
た
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
、

「
櫻
井
申
云
、
小
鳥
者
尋
常
事
也
、
雖
レ
雉
更
不
レ
可
二
相
異
一
云
々
、」（『
同
上
』）と
あ
る
。

　

以
上
の
逸
話
に
は
「
諏
訪
社
の
贄
鷹
」
を
直
ち
に
指
し
示
す
事
実
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。
だ
が
、
幕
府
首
脳
部
が
「
諏

訪
社
の
贄
鷹
」
を
強
弁
し
、
守
護
・
地
頭
ら
は
元
よ
り
在
地
武
士
た
ち
に
鷹
狩
の
禁
止
を
言
明
し
続
け
る
た
め
に
は
、
諏

訪
の
贄
鷹
に
最
も
深
い
つ
な
が
り
を
有
す
る
鷹
の
口
伝
・
故
実
を
柱
核
と
し
、
か
つ
「
諏
訪
社
」
の
神
威
を
強
調
し
続
け

な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

右
の
挿
話
の
さ
い
ご
に
「
卽
被
レ
召
二
御
前
簀
子
一
、
賜
二
御
劔
一
、
相
州
傳
レ
之
給
云
々
、」
と
あ
っ
て
、
将
軍
実
朝
が
特

別
に
剱
を
与
え
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。

　

そ
れ
で
は
、
次
に
「
諏
方
大
明
神
御
贄
鷹
」
を
め
ぐ
る
い
く
つ
か
の
問
題
に
つ
い
て
具
体
的
に
考
察
し
た
い
。
但
し
引

用
史
料
が
必
ず
し
も
同
時
代
史
料
で
は
な
い
、
と
い
う
弱
点
が
あ
る
が
、
鎌
倉
時
代
の
状
況
を
投
影
し
て
い
る
と
察
せ
ら

れ
る
。
以
下（
一
）～（
四
）の
論
点
に
分
け
て
把
握
し
た
い
。
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（
一
）　

神　

鷹

　

い
ま
問
題
と
し
て
い
る
の
は
贄
鷹
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
実
は
諏
訪
社
に
お
い
て
は
「
神
鷹
・
神
馬
」
を
神
前
に
進
納
す

る
習
わ
し
が
あ
っ
た
こ
と
に
ま
ず
注
目
し
た
い
。
次
の
図
表
は
文
安
三
年（
一
四
四
六
）か
ら
長
享
三
年（
一
四
八
九
）ま
で

の
例
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
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年
号

神
事
祭
礼

神
納
者

鷹
・
馬

代
錢
受
取
者

文
安
三
年

（
一
四
四
六
）
御
射
山

（
高
井
郡
）井
上
庄

神
鷹
・
神
馬

（
水
内
郡
）赤
沼

神
鷹
・
神
馬

神
長
取
候

文
安
四
年

（
一
四
四
七
）
御
射
山

（
伊
那
郡
）伊
賀
良

（
鷹
）御
符
上
・

馬
一
疋

（「
奥
金
居
ヨ
リ

其
時
守
護
小
笠

原
光
康
六
郎

殿
」）

神
長
取
候

神
鷹
・
神
馬

文
安
五
年

（
一
四
四
八
）
御
射
山

（
高
井
郡
）高
梨
本
郷
［
鷹
カ
］神
事
・

神
馬

神
長
取
候

文
安
六
年

（
一
四
四
九
）
御
射
山

（
佐
久
郡
）伴
野

神
鷹
・
神
馬

神
長
取
候

宝
徳
二
年

（
一
四
五
〇
）
五
月
會

（
高
井
郡
）江
部

神
鷹
・
神
馬

代
ニ
テ
勤

年
号

神
事
祭
礼

神
納
者

鷹
・
馬

代
錢
受
取
者

宝
徳
四
年

（
一
四
五
二
）
五
月
會

（
筑
摩
郡
）捧
庄

神
鷹
・
神
馬

如
二
先
例
一

享
徳
二
年

（
一
四
五
三
）
御
射
山

犬
甘（
飼
）

（
犬
飼
）

神
鷹
・
神
馬

神
長
取
候

享
徳
三
年

（
一
四
五
四
）

御
射
山

伊
賀
良
代
官

下
條
清
甲

神
鷹
・
神
馬

代
ニ
テ
請
取

五
月
會

新
保　

高
梨
高
秀

神
鷹
・
神
馬

代
ニ
テ
勤
候

御
射
山

塩
田
庄
代
官

福
澤
入
道
像
阿

神
鷹
・
神
馬

康
正
二
年

（
一
四
五
六
）

花
會

井
上
、
攻
家

神
鷹
・
神
馬

御
射
山

船
山
、
代
官

室
賀
貞
信

神
鷹
・
神
馬

神
長
取
候

「
諏
訪
御
符
禮
之
古
書
」
に
見
え
る
神
鷹
・
神
馬（『
神
道
大
系
神
社
編
三
十

諏
訪
』
所
載
よ
り
作
成

）
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年
号

神
事
祭
礼

神
納
者

鷹
・
馬

代
錢
受
取
者

康
正
三
年

（
一
四
五
七
）
御
射
山

左
頭
、
狩
田

飯
田
秀
貞

神
鷹
・
神
馬

神
長
取
候

長
禄
二
年

（
一
四
五
八
）

花
會

窪
寺
貞
光

神
鷹
・
神
馬

神
長
取
候

御
射
山

左
頭
、
高
梨
教
秀

神
鷹
・
神
馬

代
ニ
テ
一
貫
文

馬
ハ
栗
毛
馬
一

匹

長
禄
三
年

（
一
四
五
九
）
御
射
山

賀
頭
、
新
保
、

江
部
入
道
沙
彌
常
安

左
頭
、
塩
田
庄

福
澤
入
道
沙
彌
像
阿

神
鷹
・
神
馬

神
鷹
・
神
馬

神
馬
ハ
代
一
貫

文

寛
正
二
年

（
一
四
六
一
）

花
會

狩
田
、
代
官

飯
田
三
郎
左
衛
門
尉

秀
貞

神
鷹
・
神
馬

如
二
佳
例
一

五
月
會

右
頭
、
江
部
、

高
梨
治
部
少
輔
道
朝
神
鷹
・
神
馬

神
鷹
之
代
五
百

神
馬
之
代
一
貫

文

御
射
山

上
増
、
船
山
、

屋
代
源
信
仲

神
鷹
・
神
馬

何
神
長
取
候

寛
正
四
年

（
一
四
六
三
）
五
月
會

左
頭　

須
田
満
為

神
鷹
・
神
馬

神
長
取
候

御
射
山

左
頭　

高
梨
政
高

神
鷹
・
神
馬

寛
正
五
年

（
一
四
六
四
）

花
會

狩
田

井
上
伊
予
守
政
家

神
鷹
・
神
馬

御
射
山

左
頭
、
伊
賀
良

小
笠
原
政
貞

神
鷹
・
神
馬

年
号

神
事
祭
礼

神
納
者

鷹
・
馬

代
錢
受
取
者

寛
正
六
年

（
一
四
六
五
）

花
會

加
頭
、
新
野

高
梨
政
高

神
鷹
・
神
馬

加
頭
、
中
村

高
梨
将
秀

神
鷹
・
神
長

五
月
會

神
鷹
・
神
馬

御
射
山

左
頭

福
澤
像
阿

神
鷹
・
神
馬

神
馬
代
二
貫
文

加
頭
、

下
増
、
□
長
沼

島
津
信
忠

神
鷹
・
神
馬

神
長
取
候

寛
正
七
年

（
一
四
六
六
）
御
射
山

上
増
、
平
賀

神
鷹
・
神
馬

左
頭
、
岩
村
田

神
鷹
・
神
馬

右
頭
、
井
上

神
鷹
・
神
馬

応
仁
元
年

（
一
四
六
七
）
御
射
山

磯
並
、
狩
田

神
鷹

（「
神
長
取
候
」）

文
正
二
年

（
一
四
六
七
）

花
會

御
堂
、
江
部
、

高
梨
治
部
少
輔
入
道

道
朝

神
鷹
・
神
馬

神
鷹
神
馬
之
代

一
貫
五
百
文

五
月
會

左
頭
、
高
梨

本
郷
、
政
高

神
鷹
・
神
馬

鷹
・
馬
代

三
貫
文

応
仁
二
年

（
一
四
六
八
）
五
月
會

加
賀
左
頭
、
中
村

高
梨
将
秀

神
鷹
・
神
馬

神
馬
代

一
貫
五
百
文

応
仁
三
年

（
一
四
六
九
）

花
會

前
宮
、
窪
寺
、

小
田
切
高
梨
遠

神
鷹
・
神
馬

神
長
取
候

御
射
山

左
頭
、
塩
田
庄

代
官　

福
澤
信
胤

神
鷹
・
神
馬

神
馬
代

一
貫
五
百
文
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年
号

神
事
祭
礼

神
納
者

鷹
・
馬

代
錢
受
取
者

文
明
二
年

（
一
四
七
〇
）

花
會

磯
並
頭
、
新
保
、

高
梨
政
高

神
鷹
・
神
馬

神
馬
代

一
貫
五
百
文

五
月
會

左
頭
、
船
山
、

屋
代
信
仲

神
鷹

御
射
山

明
年
御
頭
足

二
十
四
郷

左
頭
、
長
沼
、

島
津
兵
庫
助
信
忠

神
鷹
・
神
馬

神
長
取
候

十
八
郷

右
頭
、
伊
賀
良
庄
、

小
笠
原
政
貞

神
鷹
・
神
馬

右
頭
、
赤
沼
、

加
藤
、
島
津
徳
阿

神
鷹
・
神
馬

文
明
四
年

（
一
四
七
二
）

五
月
會

明
年
御
頭
足
左
頭
、
江
部
、

高
梨
道
朝

神
鷹
・
神
馬

神
馬
代

一
貫
五
百

御
射
山
明
年

御
頭
□𧾷

加
頭
、
御
射
山
、

中
村
郷
、

高
梨
将
秀

神
鷹
・
神
馬

文
明
五
年

（
一
四
七
三
）
花
會

明
年
御
頭
足
加
頭
、
大
熊
、

高
梨
高
朝

神
鷹
・
神
馬

文
明
六
年

（
一
四
七
四
）

明
年

五
月
會

加
頭
、
狩
田
、

代
官　

堀
内
家
貞

神
鷹
・
神
馬

神
長
取
候

明
年

御
射
山

御
頭
足

上
増
、
塩
田
庄
、

代
官　

福
澤
信
胤

神
鷹
・
神
馬

栗
毛
五
貫
六
百

六
十
六
文

右
頭
、
井
上
、

代
官　

唐
澤
國
継

神
鷹
・
神
馬

神
長
取
候

文
明
七
年

（
一
四
七
五
）

花
會

明
年
御
頭
足
加
頭
、
新
保
、

高
梨
政
高

神
鷹
・
神
馬

五（
？
？
）百

鷹
代
一
貫

馬
代
三
貫

明
年

御
射
山

御
頭
足

左
頭
、
伊
賀

良
庄
、

小
笠
原
左
衛
門
尉

神
鷹
・
神
馬

鷹
鷂
鷹

神
馬
代
一
貫

年
号

神
事
祭
礼

神
納
者

鷹
・
馬

代
錢
受
取
者

文
明
八
年

（
一
四
七
六
）
明
年

御
射
山

御
頭
足

右
頭
、
長
沼
、

島
津
信
忠

神
鷹
・
神
馬

五
貫
六
百
六
十

六
文

文
明
九
年

（
一
四
七
七
）
花
會

明
年
御
頭
足

加
頭
、
中
村
、

神
鷹
・
神
馬

加
頭
、
江
部

神
鷹
・
神
馬

神
馬
代

一
貫
五
百

文
明
十
一
年

（
一
四
七
九
）
五
月
會

明
年
御
頭
足
加
頭
、
狩
田
郷
、

高
梨
政
盛

神
鷹
・
神
馬

神
長
取
候

文
明
十
二
年

（
一
四
八
〇
）
明
年

花
会
會

御
頭
足

加
頭
、
新
保
、

高
梨
政
高

神
鷹
・
神
馬

神
鷹
・
神
馬

仁
貫
三
百

文
明
十
三
年

（
一
四
八
一
）

五
月
會

明
年
御
頭
足
左
頭
、
高
梨
庄
、

高
梨
政
盛

神
鷹
・
神
馬

代
四
貫

明
年
御
射
山

御
頭
足

上
増
御
頭
、
伊
賀
良

庄
、

小
笠
原
政
貞

神
鷹
・
神
馬

神
鷹
・
神
馬
ハ

無
沙
汰
候

文
明
十
四
年

（
一
四
八
二
）

五
月
會

加
頭
、
江
部
郷
、

高
梨
高
満

神
鷹
・
神
馬

一
貫
五
百

御
射
山

明
年
御
頭

下
増
、
長
倉
郷
、

阿
江
木
朝
康

神
鷹
・
神
馬

自
二

先
々
一

進

上
申
候
と
被
レ

申
候

文
明
十
五
年

（
一
四
八
三
）

明
年
花
會

御
頭
足

大
熊
、
高
梨
日
向
守

神
鷹
・
神
馬

神
長
取
候

磯
並
加
頭
、
犬
耳
浅

野
高
頼

神
鷹
・
神
馬

神
長
取
候

五
月
會

明
年
御
頭
足
右
頭
、
井
上
、

代
官　

岩
崎
康
満

神
鷹
・
神
馬

神
長
取
候
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年
号

神
事
祭
礼

神
納
者

鷹
・
馬

代
錢
受
取
者

文
明
十
六
年

（
一
四
八
四
）
花
會

明
年
御
頭
足
御
堂
、
和
田
郷
、

高
梨
殿
代
官

吉
田
秀
義

神
鷹
・
神
馬

神
長
取
候

文
明
十
七
年

（
一
四
八
五
）

花
會

明
年
頭
番
役
加
頭
、
新
保
、

高
梨
代
官

江
部
高
長

二
貫
進
レ
之
候

神
鷹
・
神
馬

神
長
取
候

五
月
會

加
頭
、
江
部
、

高
梨
高
秀

神
鷹
・
神
馬

神
長
取
候

御
射
山

明
年
御
頭
足

左
頭
・
船
山
庄

屋
代
信
仲

神
鷹
・
神
馬

神
兄
鷹

御
〔
マ
ゝ
〕

下
宮
弾
正

殿
進
し
候

塩
田
庄

弟
鷹

神
鷹
サ
シ
マ

神
馬
代
一
貫

神
長
取
候

文
明
十
八
年

（
一
四
八
六
）

花
會

明
年
御
頭
足

前
宮
、
窪
寺
、

小
田
切
清
遠

神
鷹
・
神
馬

神
長
取
候

加
頭
、
花
會
、
御
堂

中
村

高
梨
将
秀

神
鷹
・
神
馬

神
長
請
取
候

（
五
月
會
）

五
月
五
日

右
頭
、
長
倉

神
鷹
・
神
馬

御
射
山

明
年
御
頭
足
左
頭
、
高
梨
木
郷

神
鷹
・
神
馬

年
号

神
事
祭
礼

神
納
者

鷹
・
馬

代
錢
受
取
者

文
明
十
九
年

（
一
四
八
七
）
御
射
山

明
年
御
頭
足

左
頭
、
伊
賀
良
庄
、

小
笠
原
政
貞

（
神
鷹
・
神
馬
）
神
馬
も
神
鷹
も

神
長
取
候

右
頭
、
長
沼
庄

神
鷹
・
神
馬

長
享
二
年

（
一
四
八
八
）

花
會

明
年
御
頭
足
前
宮

加
頭
、
新
野
、

代
官　

原
高
秀

神
鷹
・
神
馬

神
長
取
候

五
月
會

明
年
御
頭
足
右
頭
、
井
上
庄
十
六

郷
、

代
官　

長
澤
満
國

神
鷹
・
神
馬

神
長
取
候

長
享
三
年

（
一
四
八
九
）

花
會

明
年
御
頭
足

御
堂
、
和
田
、
高
梨

知
行

神
鷹
・
神
馬

神
長
何
も
取
候

磯
並
、
狩
田

神
鷹

神
鷹
神
長
取
候

御
射
山

右
頭
、
塩
田
庄

神
鷹
・
神
馬

何
も
神
長
取
候

御
射
山

右
頭
、
塩
田
庄

神
鷹
・
神
馬
（「
何
も
神
長
取

候
」）



　

諏
訪
社（
現
・
諏
訪
大
社
）は
上
社
と
下
社
の
一
社
二
座
を
合
せ
た
総
称
で
あ
る
。
延
喜
式
に
も
「
信
濃
国
諏
訪
郡
南
方

刀
美
神
社
二
座
名
神
大
」
と
あ
る
。
右
の
図
表
に
神
鷹
・
神
馬
を
「
神
長
取
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
社
家
・
神
氏
の
も
と

で
祭
祀
に
従
う
五
官（
大
祝
・
神
長
官
・
祢
宜
大
夫
・
権
祝
・
擬
祝
・
副
祝
）の
う
ち
の
「
神
長
官
が
受
け
取
っ
た
」
こ
と
を
意

味
し
て
い
る
。

　

神
氏
は
祭
神
建
御
名
方
神
の
後
裔
で
あ
る
と
伝
え
ら
れ
、
累
代
世
襲
し
た
。
大
祝
を
現
人
神
と
す
る
祭
政
一
致
が
行
わ

れ
、
年
中
の
神
事
・
祭
礼
の
う
ち
、
図
表
に
あ
る
花は
な

会え

・
五ご

月が
つ

会え

・
御み

射さ

山や
ま

な
ど
の
大
祭
は
神
領
内
の
地
頭
・
御
家
人
に

「
御お
ん
と
う

頭
役
」
が
割
宛
て
ら
れ
郷
村
の
農
民
に
は
段
銭
等
が
賦
課
さ
れ
る
慣
例
に
な
っ
て
い
た
。
右
の
図
表
は
室
町
時
代
に

関
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
鎌
倉
時
代
に
も
同
様
の
こ
と
が
行
わ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

　

な
お
「
花
会
・
五
月
会
・
御
射
山
」
に
つ
い
て
、「
諏
方
大
明
神
画
詞
」
に
よ
っ
て
、
概
略
を
述
べ
て
み
た
い
。

　

花は
な

会え

は
、
四
月
七
日
の
「
大
宮
花
会
」（
右
頭
の
役
）、
八
日
の
「
神
宮
寺
花
会
」（
左
頭
の
役
）を
指
す
。
釈
尊
降
誕
を
記

念
す
る
神
事
・
法
会
で
あ
り
、
舞
楽
が
あ
る
。
大
祝
・
神
官
・
社
僧
ら
に
厖
大
な
引
出
物
が
あ
る
。
八
日
は
、
頭
人
・
衆

徒
・
児
童
ら
が
花
筥
を
捧
げ
も
ち
、
楽
曲
の
中
、
行
列
す
る
。
た
だ
し
、
こ
の
花
会
御
頭
は
足
利
尊
氏
に
よ
っ
て
創
設
さ

れ
た
も
の
で
あ
る
。

　

五ご

月が
つ

会え

は
、
二
日
の
「
御
狩
押
立
神
事
」
よ
り
、
六
日
の
「
流
鏑
馬
」
に
い
た
る
。
二
日
は
大
祝
以
下
、
五
官
の
者
か

ら
氏
人
、
中
間
・
雑
色
に
い
た
る
ま
で
勢
揃
い
し
て
数
十
匹
の
馬
を
ひ
き
、
長
峯
山
に
登
り
、「
夏
野
ノ
草
ノ
中
」
で
三
日
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間
、
狩
猟
す
る
。
五
日
、
本
社
に
て
祭
礼
。
左
頭
の
経
営
に
成
る
が
、
厖
大
な
引
出
物
を
伴
う
。
六
日
は
流
鏑
馬
・
相
撲

が
く
り
ひ
ろ
げ
ら
れ
る
。

　

御み

射さ

山や
ま

は
、
七
月
二
十
六
日
よ
り
晦
日
に
い
た
る
、
諏
訪
社
最
大
の
狩
猟
神
事
で
あ
る（
二
十
六
日
の
こ
と
は
次
項
で
引
用

す
る
の
で
略
す
）。
二
十
七
日
は
神
楽
鉦
鼓
の
音
に
ぎ
や
か
に
響
き
、
狩
り
が
続
く
。
二
十
八
・
二
十
九
日
に
到
り
、
矢
の

神
事
ま
た
相
撲
が
行
わ
れ
る
。矢
の
神
事
と
は
、鹿
の
射
手
を
召
出
し
て
、尾
花
を
取
添
え
た
尖
矢
を
授
け
る
儀
礼
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
神
長
官
が
取
得
し
た
こ
の
神
鷹
は
そ
の
後
ど
う
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
神
前
の
架
に
神
祭
の
間
繋
が
れ

て
い
た
ま
ま
で
は
な
く
、
神
長
官
に
仕
え
る
鷹
飼
人
に
よ
っ
て
調
養
さ
れ
、
鷹
狩
に
駆
使
さ
れ
た
と
み
て
よ
い
。
そ
の
主

た
る
役
割
は
、
神
祭
に
供
さ
れ
る
贄
を
確
保
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

（
二
）　

贄　

鷹

　

諏
訪
社
の
贄
は
、
鷹
狩
に
よ
っ
て
と
ら
え
る
も
の
だ
け
で
は
な
い
。
そ
の
主
た
る
も
の
は
、
鹿
で
あ
っ
た
。
弓
矢
に

よ
る
狩
猟
の
え
も
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
「
年
内
神
事
次
第
舊
記
」
に
よ
れ
ば
、「
鹿
な
く
て
ハ
御
神
事
ハ
す
へ
か
ら
す

候
」
と
あ
り
、
鷹
の
え
も
の
と
し
て
は
、「
四
立
男
鳥
・
三
立
・
二
立
ハ
女
鳥
」（
い
ず
れ
も
雄
雉
・
雌
雉
の
こ
と
）と
も
あ
る
。

「
お（
折
　
骨
）

り
ほ
ね
」
を
供
え
て
い
る
の
は
、鹿
の
骨
付
き
の
脚
肉
の
こ
と
で
あ
る
。
先
述
し
た
「
御
射
山
」
の
神
事
の
う
ち
、「
諏

方
大
明
神
画
詞
」
に
よ
っ
て
、
七
月
二
十
六
日
の
状
況
を
見
て
お
き
た
い
。
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絵
在
レ
之
七
月
廿
六
日
御
射
山
登

酒サ
カ
ム
ロ室
ノ
神
事
畢
テ
、
長
峯
ヘ
打
ノ
ホ
リ
テ
、
行
〻
山
野
ヲ
狩
ル
、
必
神
事
ノ
法
則
ニ
非
ト
云
ヘ
ト
モ
、
鷹
ナ
ト
ス
ヘ
テ
使
フ

物者

モ
ア
リ
、
禽
獣
ヲ
立
テ
、
射
取
ル
者
モ
ア
リ
、
漸
晩
頭
ニ
及
テ
物
見
ケ
岡
ニ
至
ル
、
見
物
ノ
緇
素
群
集
ス
、
サ
テ
大
鳥
居

ヲ
過
ル
時
ハ
一
騎
充ツ
ゝ

聲
ヲ
ア
ケ
テ
ト
ヲ
ル
、
前
官
男
女
ノ
部
類
、
乗
與
騎
馬
ノ
類
ヒ
、
前
後
ニ
ツ
ゝ
キ
テ
櫛
ノ
羽（
歯
）ノ
如
シ
、

凡
諸
国
参
詣
ノ
輩
、
伎
芸
ノ
族
、
七ナ
ゝ

深ミ

山
ヨ
リ
群
集
シ
テ
一
山
充
満
ス
、
今
夜
参
着
ノ
貴
賎
（
マ
ゝ
）面

〻
、
信
ヲ
起
シ
掌
ヲ
合
テ
祈

念
ス
、
諸
道
ノ
輩
衆
芸
ヲ
施
ス
、
又
乞
食
・
非
人
此
処
ニ
集
ル
、
参
詣
ノ
施
行
更
ニ
隙
ナ
シ
、
都
鄙
ノ
高
客
所
ニ〻
市
ヲ
ナ
ス
、

盗
賊
對
治
ノ
為
ニ
社
家
警
固
ヲ
至
ス
、
巡
人
ノ
甲
士
畫
夜
ヲ
コ
タ
ラ
ス
、

　

こ
の
史
料
後
半
部
は
、
御
射
山
祭
に
群
集
す
る
民
衆
の
実
態
を
伝
え
て
い
る
が
、
か
れ
ら
の
姿
は
、
五
月
会
に
も
活
写

さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
白
拍
子
・
御
子
・
田
楽
・
呪
師
・
猿
楽
・
乞
食
・
非
人
・
盲
聾
・
病
痾
ノ
類
ヒ
、
游
手
浮
食
ノ
族
」

と
あ
る
。
か
れ
ら
こ
そ
、
諏
訪
信
仰
を
地
方
へ
広
め
る
宣
伝
者
で
あ
っ
た
ろ
う
。『
神
道
集
』
や
『
曽
我
物
語
』
の
唱
導

に
耳
を
傾
け
た
人
々
で
も
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　

さ
て
、
贄
に
つ
い
て
は
嘉
禎
四
年（
一
二
三
八
）十
二
月
に
制
定
さ
れ
た
「
諏
方
上
社
物
忌
令
」
に
注
目
す
べ
き
こ
と
が

ら
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
前
半
部
分
に
、
次
の
よ
う
に
見
え
て
い
る
。
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一	
、
①
當
社
御
贄
ニ
カ
ゝ
ラ
ヌ
物
共
、
熊
・
猿
・
ニ（
氈
鹿
）ク
・
ユ（
岩
　
魚
）
ハ
ナ
・
山
鳥
也
、
熊
ハ
權
現
垂
跡
ノ
依
二
使
者
ナ
ル
一
ニ
ヤ
、

猿
ハ
羅
漢
果
ヲ
得
佛
躰
ナ
ル
故
也
、
山
鳥
ハ
靑
黄
赤
白
黑
ノ
色
ヲ
具
足
シ
、
山
神
ノ
形
ナ
ル
故
也
、
ニ
ク
ハ
ヲ
オ
カ

ミ
ノ
化
現
、
山
神
護
ヲ
ウ
ノ
召
物
ニ
テ
、
高
山
ノ
ハ（
磐
　
　
　
石
）

ン
シ
ヤ
ク
ニ
ヲ
イ
テ
飛
行
自
在
ノ
通
ヲ
得
ル
故
也
、
ユ
ワ
ナ
ハ

寸
ニ
乁
ヘ
ハ
龍
ノ
形
ヲ
得
、
龍
門
ノ
瀧
ヲ
コ
ヘ
、
百
丈
ノ
瀧
ニ
ヲ
イ
テ
モ
自
在
ナ
ル
故
也
、
②
此
外
ノ
テ（
鳥
　
　
　
鹿
）

ウ
ロ
ク
・

ス（
水
　
　
魚
）

イ
キ
ヨ
ハ
何
モ
カ
ゝ
ル
ヘ
シ
、
③
是
則
慈
悲
ノ
御
殺
生
、
業
盡
有
情
故
也
、
④
當
社
ノ
御
頭
ニ
ア
タ
ラ
ン
人
ハ
、
何

ニ
モ
御
狩
ヲ
本
ト
シ
テ
、
御
贄
鷹
ヲ
モ
ツ
カ
イ
、
御
贄
ヲ
カ
ケ
ラ
ル
ヘ
シ
、
御
狩
ト
云
ハ
波
提
國
鹿
野
苑
ヨ
リ
始
レ
リ
、

鷹
ト
云
ハ
蔴
河
陀
國
ヨ
リ
始
也
、
此
旨
ヲ
背
キ
テ
御
贄
狩
ヲ
モ
セ
サ
ラ
ン
御
頭
人
ハ
、
神
慮
ニ
可
レ
背
者
也
、

（
『
神
道
大
系
神
社
編
三
十
諏
訪
』

所
収　

昭
和
五
十
七
年
三
月　

）

　

先
ず
初
め
に
①
で
、
諏
訪
社
の
御
贄
に
掛
け
て
は
な
ら
ぬ
生
き
物
を
限
定
し
て
い
る
。
ク
マ
・
サ
ル
・
カ（
ニ
　
ク
）

モ
シ
カ
・

ユ（
岩
魚
）
ハ
ナ
・
山
鳥
だ
と
し
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
権
現
垂
迹
の
使
者（
熊
）・
羅
漢
仏
体（
猿
）・
山
神
護
王
の
召
物（
カ
モ
シ
カ
）・

龍
神
の
使
い（
岩
魚
）と
み
な
す
ゆ
え
だ
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
山
鳥
は
と
い
え
ば
、
こ
れ
は
五
色
の
羽
を
も
ち
「
山

神
の
形
」
を
し
た
鳥
で
あ
る
か
ら
、
贄
に
す
る
わ
け
に
は
ゆ
か
ぬ
、
と
い
う（
５
）。

　

③
で
こ
の
ほ
か
の
鳥
・
鹿
、
水
魚（
主
に
鯉
）は
、
贄
に
掛
け
て
よ
い
と
定
め
て
い
る
。
そ
の
贄
は
、
先
述
し
た
花
会
・
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五
月
会
・
御
射
山
の
よ
う
な
神
事
に
御
頭
役
に
当
る
人
々
が
④
に
明
ら
か
な
と
お
り
、「
御
贄
鷹
」
を
使
っ
て
鷹
狩
を
行
い
、

贄
を
掛
け
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
さ
ら
に
強
調
さ
れ
た
の
は
、「
御
贄
狩
」
を
行
わ
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
神
慮
に
背

く
も
の
な
の
だ
と
断
じ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。

　

諏
訪
の
贄
鷹
は
一
般
の
鷹
狩
に
あ
ら
ず
、
ま
こ
と
に
神
仏
に
捧
げ
る
聖
な
る
営
み
で
あ
る
こ
と
を
明
解
に
宣
言
し
た
も

の
と
評
価
で
き
よ
う
。

（
三
）	

四	

句	
の	
偈げ

じ
ゆ頌（
諏
訪
の
勘
文
）

　

諏
訪
社
を
取
巻
く
時
代
環
境
か
ら
推
量
す
れ
ば
、
右
に
見
た
御
頭
役
の
贄
の
た
め
の
狩
猟
は
、
殺
生
禁
断
を
犯
し
た
罪

業
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
太
政
官
や
鎌
倉
幕
府
が
度
々
発
し
た
法
令
が
根
拠
と
し
た
の
も
、
こ
の
仏
教
的
罪
業
観
に
依
っ
て

い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
諏
訪
社
は
な
ぜ
そ
の
埓
外
に
あ
り
続
け
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
狩
猟
行
為
を
正
当
と
す
る
論
理
が
必
要

と
な
っ
た
筈
で
あ
る
。
そ
れ
が
「
四
句
の
偈
頌
」
で
あ
っ
た
と
思
う
。
後
に
も
触
れ
る
が
、「
業
盡
有
情
、
雖
放
不
生
、

故
宿
人
中
、
同
證
仏
果
、」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
「
偈
頌
」
と
表
現
し
た
の
は
、
文
明
六
年（
一
四
七
四
）ご
ろ
に
つ
く
ら
れ
た
と
み
ら
れ
る
「
諏
方
大
明
神
講
式
」

に
「
見
二
記
文
陀
羅
尼
ノ
文
一
、
有
リ二
一
箇
ノ
四
句
ノ
偈
頌
一
」
と
し
て
い
る
こ
と
に
拠
っ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
、
こ
の
偈
頌
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は
、「
諏
訪
の
勘
文
」
と
か
「
神
文
」
あ
る
い
は
「
記
文
」
と
呼
称
さ
れ
て
き
た（
６
）。
次
に
先
掲
し
た
、「
諏
方
上
社
物

忌
令
」
の
後
半
部
分
を
取
上
げ
て
考
察
し
た
い
。

如
レ

此
①

逆
緣
之
慈
悲
ノ
御
贄
ヲ
フ
ク
セ
ム
輩
ハ
、
心
中
ニ
②

カ
ノ
コ（
業
　
　
　
　
盡
　
　
　
　
有
　
　
　
　
情
）

ウ
シ
ム
ウ
シ
ヤ
ウ
、

ス
（
雖
　
　
放
　
　
不
　
　
生
）

イ
ハ
ウ
フ
シ
ヤ
ウ
、
（
故
　
　
宿
　
　
人
　
　
中
）

コ
シ
ユ
ク
ニ
ン
ヂ
ウ
、
ト
（
同
　
　
證
　
　
佛
　
　
果
）

ウ
セ
ウ
フ
ツ
ク
ワ
ト
セ（
唱
）ウ
ス
レ
ハ
、
③
ウ
ル
ト
コ
ロ
ノ
贄
ハ
忽
ニ
成

佛
得
衜
ス
、
我
身
ハ
シ（

信
　
施
）
ン
セ
ノ
罪
卽
消
滅
ノ
其
ト（
咎
）カ
ヲ
得
ス
、
此
理
ヲ
不
レ
知
シ
テ
ア（
愛
　
　
別
　
　
離
　
　
苦
）

イ
ヘ
ツ
リ
ク
ノ
惡
念
ニ
ヌ（
拔
）カ
リ

テ
、
鳥
鹿
・
水
魚
ノ
肉
身
ヲ
ホ
シ
キ
マ
ゝ
ニ
ム
サ
ホ
リ
、
朝
夕
ニ
ウ
セ
ム
ノ
コ
キ
ア
チ
ワ
イ
ニ
ホ
コ
リ
テ
邪
見
ノ
心
ニ

住
ス
、
其
身
ハ
シ
ン
セ
ノ
ツ（

罪
）ミ
ノ
故
ニ
セ（
殺
　
　
　
生
　
　
　
戒
）

ツ
シ
ヤ
ウ
カ
イ
ニ
ヲ
チ
重
罪
ニ
シ
ツ
ミ
、
④
ス
ク
ウ
ヘ
キ
贄
ヲ
ハ
世
々
生
々

ク（
苦
　
海
）
カ
イ
ニ
ヲ
ト
シ
渡〔
度
〕ス
ル
コ
ト
ナ
キ
カ
故
ニ
、
我
身
ハ
イ（
因
　
　
　
　
果
）

ン
ク
ワ
ノ
コ（
業
）ウ
ヲ
經
テ
鳥
鹿
・
水
魚
ノ
身
ニ
生
﨤
テ
其
ク
ル

シ
ミ
ヲ
ウ
ケ
、
無
間
ノ
業
ヲ
招
ク
、
然
レ
ハ
此
事
ヲ
ヒ
ツ
ソ
ク
シ
テ
御
誓
願
ニ
マ
カ
セ
テ
ウ（

請
）ク

ル
ト（
所
）コロ

ノ
贄
ヲ
ハ
、

⑤
四
句
ノ
偈
ヲ
以
テ
ホ
ウ
シ
、
萬
民
ニ
慈
悲
ホ
ト
コ
シ
、
⑥
天
地
ヲ
恐
レ
、
神
ヲ
敬
、
儀
ヲ
タ
ヽ
シ
ク
シ
、
末
世
之
凡

夫
ノ
身
ヲ
カ（

鑑
）ヽミ
テ
、
正
實
ノ
理
ヲ
ノ
ヘ
テ
、
其
ス
イ
ケ
ン
ヲ
ノ
ソ
キ
、
魔
シ（
障
）ヤウ
ヲ
ヤ（
破
）フ
リ
、
天
下
ノ
サ〔
災
　
　
疫
ヵ
〕

イ
ケ
キ
ヲ

消
除
シ
、
御
テ
キ
ヲ
ハ
ラ
イ
、
⑦
垩
朝
安
穩
・
天
下
泰
平
・
國
土
豐
饒
ト
祈
請
ス
ル
ヲ
以
テ
、
ホ（
祝
　
　
　
逹
）

ウ
リ
タ
チ
ト
ハ
申
也
、

⑧
五
官
ト
云
ハ
昆〔
根
〕本

ノ
ヘ
ン
ヲ
ツ
ラ
〳
〵
ヲ
モ
ン
ミ
ル
ニ
、
東
西
南
北
中
央
ノ
ケ〔
敎
　
　
　
主
ヵ
〕

ウ
シ
ヨ
五
帝
龍
王
ヲ
表
ス
ル
也
、
故

ニ
⑨
御
モ
ン
ノ
神
ノ
字
ヲ
イ（
院
　
　
　
號
）

ツ
カ
ウ
ニ
カ（
蒙
）フ
ル
也
、
ホ（
發
　
♂
　
心
♂
　
　
修
♂
　
　
業
）

ツ
シ
ム
シ
ユ
キ
ヤ
ウ
ホ（
菩
　
♂
提
　
♂
涅
　
♂
槃
）

タ
イ
ネ
ハ
ム
大
ネ
ハ
ン
コ
レ
也
。

（
『
神
道
大
系
神
社
編
三
十
諏
訪
』

所
収　

昭
和
五
十
七
年
三
月　

）
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①
逆
縁
と
は
仏
法
の
戒
に
反
し
て
贄
を
行
う
こ
と
が
か
え
っ
て
深
く
仏
道
に
入
る
因
縁
と
な
る
と
い
う
意
味
に
な
ろ

う
。
②
「
心
中
ニ
カ
ノ
…
…
」
と
あ
る
の
は
、
す
で
に
陀
羅
尼
経
の
中
に
あ
る
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
カ
タ
カ
ナ
書

き
の
偈
頌
は
、「
諏
方
大
明
神
講
式
」
や
「
諏
方
大
明
神
画
詞
」
に
は
漢
字
十
六
文
字
で
表
わ
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
、

カ
タ
カ
ナ
で
記
さ
れ
て
い
る
の
に
よ
っ
て
、
当
時
の
訓
み
方
が
分
か
る
。
た
だ
し
、
よ
く
見
る
と
、「
講
式
」
と
「
物
忌

令
」
が
「
業
盡4

」
と
し
て
い
る
の
に
対
し
「
画
詞
」
で
は
「
業
深4

」
と
し
て
い
る
。
な
お
、「
画
詞
」
で
は
こ
れ
を
「
神
勅
」

と
し
て
い
る
。

　

で
は
、
こ
の
四
句
の
偈
頌
は
大
よ
そ
ど
ん
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か（
７
）。
私
は
次
の
よ
う
に
解
釈
す
る
。

「
業
盡
キ
ヌ
ル
有
情
ハ
」
御
贄
に
か
け
ら
れ
る
生
き
物
た
ち
は
前
世
か
ら
の
報
い
が
尽
き
た
生
き
物
た
ち
で
あ
る
。

「
雖
モレ
放
ツ
ト
不
レ
生
キ
」
も
は
や
山
野
に
放
た
れ
て
も
生
き
ら
れ
ぬ
も
の
た
ち
で
あ
る
。

「
故
ニ
宿
リ二
人
中
ニ一
」
ゆ
え
に
人
に
食
べ
ら
れ
る
こ
と
で
そ
の
人
に
同
化
す
る
。

「
同
ク
證
ス二
佛
果
ヲ一
」
食
べ
た
人
が
仏
道
修
行
の
結
果
、
仏
に
な
る
の
で
あ
れ
ば
、
生
き
物
も
ま
た
成
仏
す
る
こ
と
に
な
る
。

　

以
上
の
趣
旨
ゆ
え
に
「
ウ
ル
ト
コ
ロ
ノ
贄
ハ
忽
ニ
成
佛
得
道
ス
」
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
。

　

次
に
続
く
論
旨
は
御
贄
の
狩
に
い
そ
し
む
人
々
、す
な
わ
ち
諏
訪
社
「
花
会
・
五
月
会
・
御
射
山
」
の
神
事
に
あ
た
る
「
御
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頭
役
」
の
武
士
た
ち
は
、
仏
道
を
尊
び
、
欲
望
の
ま
ゝ
に
生
き
る
こ
と
を
戒
し
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
③
な
ど
は
、
殺
生

罪
業
の
重
罪
に
沈
む
者
を
あ
ら
わ
し
、④
で
は
、成
仏
得
道
を
自
覚
せ
ず
に
狩
猟
す
る
な
ら
ば
、や
が
て
、殺
さ
れ
た
鳥
鹿
、

水
魚
の
苦
し
み
は
そ
の
ま
ゝ
、
己
れ
に
か
え
っ
て
く
る
の
だ
と
説
く
。
し
た
が
っ
て
⑤
に
お
い
て
、「
四
句
ノ
偈
」
を
念

ず
る
こ
と
は
慈
悲
を
万
民
に
ほ
ど
こ
す
こ
と
に
つ
な
が
る
、
と
い
う
。

　

⑥
は
鎌
倉
幕
府
の
六
波
羅
探
題
・
北
条
重
時（
建一
一
九
八
久
九
―
弘一
二
六
一
長
元
年
）の
「
家
訓
」
に
も
つ
な
が
る
よ
う
な
思
想
で
あ
っ
て
、

中
世
武
士
の
倫
理
観
を
知
る
こ
と
が
で
き
る（
８
）。

　

⑦
⑧
⑨
は
、
諏
訪
社
「
御
頭
役
」
に
当
た
る
地
頭
・
御
家
人
た
ち
は
、
諏
訪
社
大
祝
を
頂
点
と
し
た
祭
政
一
致
的
な
五

官
衆
の
も
と
に
編
入
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
狩
猟
神
事
に
郷
村
を
挙
げ
て
奉
仕
す
る
と
い
う
意
味
に
お
い

て
、「
御
頭
」
た
ち
も
諏
訪
社
の
「
祝ほ
う
り」

で
あ
り
、
結
合
の
象
徴
と
し
て
「
神
氏
の
神
紋（
梶
の
葉
紋
）」
を
か
か
げ
て
い
た

の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、「
贄
鷹
ヲ
カ
ケ
ル
」
た
め
の
鷹
狩
は
仏
道
に
仕
え
る
行
為
で
も
あ
る
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、「
諏
訪
上
社
物
忌
令
」
に
お
い
て
強
調
さ
れ
た
四
句
の
偈
頌
は
、
当
初
は
諏
訪
社
及
び
信
濃
国
内
に
お

い
て
受
容
さ
れ
た
が
、
室
町
時
代
に
は
他
の
鷹
匠
や
地
方
に
も
大
い
に
流
布
す
る
に
至
っ
た
。

（
四
）諏
訪
円
忠
と
鷹
術

　

本
章
第
二
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
承
久
の
乱
以
降
、
諏
訪
氏
一
族
は
、
鎌
倉
幕
府
の
公
事
奉
行
人
と
し
て
、
ま
た
執
権
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北
条
氏
の
御
内
人
と
し
て
、
勢
力
を
蓄
え
て
い
っ
た
。
そ
の
中
に
、
大
祝
家
の
庶
流
に
諏
訪
助
忠
―
頼
忠
―
盛
忠
―
円
忠

の
四
代
が
あ
る
。
諏
訪
円
忠（
永一
二
九
五仁

三
年
―
康一
三
六
四安

三
年
）は
鎌
倉
幕
府
の
滅
亡
時（
元一
三
三
三弘

三
年
）に
は
足
利
尊
氏
に
従
い
、
以
後
、

室
町
幕
府
奉
行
人
と
し
て
、
京
都
を
中
心
に
活
躍
す
る（
９
）。

　

諏
訪
円
忠
に
は
、
中
先
代
の
乱（
建一
三
三
四武
二
年
）に
際
し
、
北
条
高
行
を
擁
し
て
諏
訪
で
挙
兵
し
敗
亡
し
た
大
祝
頼
重
・
時

継
の
後
に
迫
っ
た
諏
訪
社
の
危
機
を
挽
回
す
る
使
命
が
あ
っ
た
。
時
継
の
嗣
子
頼
嗣（
当
時
七
歳
）を
禍
乱
よ
り
救
出
し
て
、

大
祝
家
の
正
嫡
と
し
た
。
足
利
尊
氏
よ
り
信
濃
守
護
に
任
じ
ら
れ
た
小
笠
原
貞
宗
及
び
甲
斐
守
護
武
田
政
義
ら
が
こ
れ
を

擁
護
し
た
の
で
あ
る
。
諏
訪
円
忠
は
尊
氏
の
信
望
厚
く
、
ま
た
公
卿
洞
院
公
賢
や
臨
済
宗
の
高
僧
夢
想
疎
石
ら
と
親
交
し

て
い
た
。
円
忠
は
天
竜
寺
造
営
奉
行
に
任
じ
ら
れ
た
り
、
諏
訪
上
社
の
神
宮
寺
執
行
職
に
補
せ
ら
れ
た
り
も
し
た
。

　

さ
て
、
諏
訪
円
忠
は
、
か
つ
て
諏
訪
社
に
伝
え
ら
れ
て
い
た
「
諏
訪
社
祭
絵
」
が
失
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
惜
し
み
、
こ

れ
を
再
造
し
よ
う
と
考
え
、
十
年
の
歳
月
を
か
け
て
、
延
文
元
年（
一
三
五
六
）、
つ
い
に
完
成
さ
せ
た
。
全
十
二
巻
か
ら

な
る
こ
の
「
諏
方
大
明
神
画
詞
」
は
、
現
在
で
は
絵
画
は
失
わ
れ
、
詞
書
だ
け
が
伝
存
す
る
。
こ
の
詞
書
に
は
、
清
書
し

た
能
筆
家
と
大
和
絵
師
の
名
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
諏
訪
社
の
縁
起
・
祭
礼
に
つ
い
て
は
、
神
道
の
上
で
は
、
神

祇
大
副
卜
部
兼
豊
が
、
仏
教
の
面
で
は
鎌
倉
鶴
岡
社
の
別
当
隆
弁
僧
正
が
、
多
く
の
教
示
を
与
え
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て

い
る
。
ま
た
、
全
巻
の
外
題
は
後
光
厳
天
皇
が
書
き
、
各
巻
の
奥
書
は
、
足
利
尊
氏
が
「
右
依
二
御
敬
神
一
、
被
レ
下
二
宸

翰
外
題
一
之
間
、
為
二
後
証
一
、
謹
加
二
奥
書
一
而
已
延
文
五
年
丙
申
十
一
月
廿
八
日
」
と
記
し
て
い
る
。
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こ
の
よ
う
に
し
て
「
諏
方
大
明
神
画
詞
」
再
造
の
大
業
は
完
成
し
た
が
、
そ
の
過
程
で
諏
訪
円
忠
は
、
大
祝
頼
継
を
頂

点
と
す
る
五
官
衆
及
び
信
濃
国
内
の
頭
人
の
再
編
強
化
を
図
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
鎌
倉
時
代
に
盛
ん
で
あ
っ
た
五

月
会
頭
、
御
射
山
頭
に
加
え
て
、
花
会
頭
を
創
始
し
た
が
、
こ
れ
は
足
利
尊
氏
の
公
認
を
受
け
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

　

鎌
倉
幕
府
が
信
濃
一
国
を
支
配
す
る
上
で
、
諏
訪
社
の
御
頭
制
を
た
く
み
に
利
用
し
て
い
た
こ
と
と
同
様
に
、
室
町
幕

府
に
お
い
て
も
、
諏
訪
信
仰
を
通
し
て
、
こ
の
地
方
を
掌
握
し
よ
う
と
し
た
で
あ
ろ
う
。
諏
訪
円
忠
は
こ
の
よ
う
な
権
力

の
転
換
期
に
臨
ん
で
、
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
の
で
あ
り
、「
諏
方
大
明
神
画
詞
」
の
歴
史
的
意
義
も
ま
た
再
評
価
さ

れ
る
べ
き
か
と
思
わ
れ
る
。

　

ま
た
、
そ
の
よ
う
な
時
代
の
転
換
期
に
お
け
る
鷹
術
を
と
ら
え
た
と
き
に
、
諏
訪
円
忠
は
ど
ん
な
方
策
を
意
図
し
た
で

あ
ろ
う
か
。
鎌
倉
北
条
氏
の
滅
亡
に
よ
っ
て
、
諏
訪
社
贄
鷹
の
制
は
崩
壊
し
て
し
ま
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
贄
鷹
の
制
を
支

え
て
い
た
信
濃
国
内
の
武
士
は
、
再
び
諏
訪
社
信
仰
を
熱
く
維
持
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
「
諏
方
大
明
神
画
詞
」
の
中
に
、
右
の
よ
う
な
疑
問
を
解
く
要
素
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
気
が
付
く
の
で
あ
る
。
判

別
す
る
の
は
難
し
い
け
れ
ど
も
、
そ
の
要
素
の
い
く
つ
か
は
、
諏
訪
円
忠
が
、
意
図
的
に
画
詞
と
し
て
表
現
し
た
も
の
で

は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。

　

ま
ず
最
初
に
注
目
し
て
お
き
た
い
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は『
蒙
求
臂
鷹
往
来
』が
伝
え
る
次
の
三
点
で
あ
る
。（
文
末［　

］
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内
は
同
往
来
の
該
当
条
で
あ
る
。）

㈠　

諏
訪
円
忠
は
「
新
修
鷹
経
」
を
詳
し
く
研
究
し
て
い
た
。

　

	「
鷹
経
ハ
者
、
圓
忠
ノ
自
筆
也
。
和
漢
ノ
放
鷹
之
至
要
ハ
、
歸
ス
ル

二

此
ノ
経
ニ一
歟
、
和
點
甚
ダ
為
ル二
秘
事
一
之
上
、
裏
書
極
意
也
」

［
第
一
二
条
］

　

私
は
本
研
究
に
お
い
て
、「
新
修
鷹
経
」
の
成
り
立
ち
や
内
容
に
つ
い
て
、
具
体
的
に
論
じ
た
が
、
諏
訪
円
忠
は
お
そ

ら
く
何
人
か
の
諏
訪
の
鷹
匠
と
向
き
合
い
な
が
ら
、
鷹
を
眼
前
に
し
て
朝
廷
に
伝
来
の
鷹
経
を
借
覧
・
書
写
し
読
解
に
及

ん
だ
で
あ
ろ
う
。
西
園
寺
家
・
持
明
院
家
な
ど
に
伝
わ
る
公
家
放
鷹
の
術
を
見
聞
す
る
と
と
も
に
、
諏
訪
の
贄
鷹
に
伴
い

な
が
ら
発
達
し
て
き
た
神
平
流（
祢
津
流
・
諏
訪
流
）の
鷹
術
を
再
検
討
す
る
に
は
円
忠
こ
そ
最
適
の
位
置
に
い
た
と
い
え

よ
う
。

㈡	　

諏
訪
円
忠
は
、
祢
津
神
平
貞
直
を
父
祖
に
も
つ
こ
と
を
誇
り
に
し
て
い
た
。「
神
氏
系
図
」（
尊
敬
閣
文
庫
所
蔵
・
宮
地

直
一
氏
『
諏
訪
史
』
第
二
巻
後
編
附
録
）に
よ
れ
ば
、

　
　
「
貞大
祝光

―
―
敦大
祝光

―
―
敦
忠
―
―
敦
信
―
―
助
忠
―
―
頼
忠
―
―
盛
忠
―
―
円
忠
」
と
あ
る
。

　
　
　
　
　

		

―
清
貞

　
　
　
　
　

		

―
金
法
丸

　
　
　
　
　

		

―
貞
直
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祢
津
神
平

　
	

本
姓
者
雖
レ
為
二
滋
野
一
自
二
母
胎
一
有
二
神
告
一
、
約
二
神
氏
一
大
祝
貞
光
為
二
猶
子
一
号
二
神
平
一
、
為
二
諏
訪
郡
一
庄
領

主
一
、
東
国
無
双
鷹
匠
、
此
道
一
流
子
孫
相
二
伝
之
一
、

　

貞
直
は
本
姓
を
滋し
げ

野の

と
称
し
た
と
あ
る
が
、
滋
野
は
東
信
濃
・
千
曲
川
に
沿
い
、
祢
津
氏
の
所
領
で
あ
っ
た（
９
）。「
東

国
無
双
の
鷹
匠
」
を
見
込
ま
れ
て
諏
訪
社
大
祝
家
の
猶
子
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
以
後
な
が
く
諏
方
4

4

郡
に
一
庄
を
与
え

ら
れ
た
と
い
う
。
こ
の
地
は
円
忠
の
本
貫
・
大
塩
牧
に
接
し
て
い
る
。
さ
ら
に
同
系
図
で
は
、「
円
忠
」
の
詞
書
に
「
祢

津
神
平
貞
直
鷹
道
一
流
文
書
」
を
相
伝
し
て
い
る
と
し
て
い
る
。
円
忠
は
そ
の
鷹
道
の
要
点
を
取
上
げ
、「
諏
方
大
明
神

画
詞
」
に
収
め
た
の
で
あ
る
。

（
三
）諏
訪
円
忠
は
京
都
諏
訪
社
に
お
い
て
御
射
山
神
事
を
興
し
た
。

　

京
都
諏
訪
社
と
は
、
延
喜
式
収
載
の
山
城
国
愛
宕
郡
二
十
一
座
中
の
「
須
波
神
社
」（
東
洞
院
三
条
南
）に
此
定
さ
れ
て
い

る
。『
蒙
求
臂
鷹
往
来
』
に
次
の
よ
う
に
見
え
て
い
る
。

　

	「
次
ニ
来
ル
廿
七
日
、
就
キ二
諏
方
ノ
社
神
事
ニ一
、
信
濃
ノ
守
贄
狩
興
行
之
間
、
可
キレ
被
ルレ
擎
二
上
セ
奇
鷹
ヲ一
之
旨
、
為
ル二
御
兼
諾

一
哉
、
當
日
ハ
者
毎
年
一
擲
之
狩
也
、
先
ヅ
廿
六
日
終
日
狩
在
リレ
之
、
定
メ
テ
以
テ二
獲
鳥
ヲ一
可
キレ
被
ルレ
懸
ケ二
神
前
之
贄
ニ一
歟
、

山
鶏
ハ
者
於
ケ
ル
二

當
社
ニ一
禁
忌
不
レ
斜
ナ
ラ
、」［
第
七
条
］

　

こ
れ
は
、
円
忠
よ
り
か
ぞ
え
て
五
代
の
子
孫
・
信
濃
守
貞
通
の
頃
の
御
射
山
神
事
を
伝
え
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
右
伝
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来
の
同
条
に
は
ま
た
、「
於
テ
ハ

二

神
平
流
ニ一
者
、
在
洛
諏
方
的
々
相
承
ケ
勿
論
也
」
と
も
あ
っ
て
、
京
都
に
お
い
て
も
諏
訪

の
贄
鷹
が
神
平
流（
祢
津
流
）に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。「
在
洛
諏
方
的
々
」
は
円
忠
の
嫡
流
が
代
々
と

い
う
意
味
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
京
都
諏
訪
社
の
祭
礼
に
は
、
足
利
尊
氏
の
時
よ
り
、
将
軍
家
は
神
前
で
笠
懸
け
や
法
楽
会
を
行
う
習
わ
し
で
あ
っ

た
。
ま
た
、
貞
通
の
父
・
光
信
に
つ
い
て
「
神
氏
系
図
」
は
、
次
の
よ
う
に
伝
え
て
い
る
。

　

	「
慈（
足
利
義
政
）

照
院
殿
御
代
於
二
御
前
一
、
被
三
鷹
仕
下
二
給
御
斂
一
、
鷹
事
雖
レ
為
二
天
下
御
禁
制
一
、
於
二
當
家
一
者
、
如
二
先
一々
、

贄
鷹
可
レ
繋
旨
、
蒙
二　

上
令
一
矣
、」

　

以
上
を
要
す
る
に
、
諏
訪
円
忠
は
、
京
都
に
お
け
る
伝
統
的
放
鷹
術
を
強
く
意
識
し
つ
つ
、
信
濃
諏
訪
社
の
贄
鷹
神
事

の
鷹
術
を
公
家
・
武
家
双
方
に
鮮
や
か
に
打
ち
出
す
こ
と
に
努
め
た
と
評
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

と
こ
ろ
で
、（
二
）で
言
及
し
た
神
平
貞
直
に
つ
い
て
、「
諏
方
大
明
神
画
詞
」
は
、
次
の
よ
う
に
伝
え
て
い
る
。

　

	

①
禰
津
神
平
貞
直
、
本
姓
ハ
滋シ
ケ
ノ野

ナ
リ
シ
ヲ
、
母
胎
ヨ
リ
神
ノ
吿
ア
リ
テ
、
神
氏
ニ
約
テ
大
祝
貞サ
タ
ミ
ツ光

カ
猶
子
ト
シ
テ
、
字

ヲ
神
平
ト
ソ
云
ケ
ル
、
諏
方
郡
內
一
庄
ノ
領
主
ト
シ
テ
、
保
元
・
平
治
ノ
戰
場
ニ
モ
向
ニ
ケ
リ
、
武
勇ユ
ウ
ノ
業
ノ
ミ
ニ
ア
ラ
ス
、

②
東
國
無
雙
ノ
鷹
匠シ
ヤ
ウナ

リ
、
③
只
今
打
ヲ
ロ
シ
タ
ル
荒
鷹
・
ハ
ト
ヲ
モ
多
年
使ツ
カ
ヒ

入
タ
ル
カ
如
ク
ニ
ソ
用
ヒ
ケ
ル
、
サ
レ

ハ
此
ノ
衜ミ
チ

ノ
名
譽
モ
今
ニ
ク
チ
セ
ス
ト
ソ
聞
エ
ケ
ル
、
或
時
③
內
神
事
ニ
聊
觸
穢
ア
リ
ケ
ル
故
ニ
ヤ
、
多
ノ
鷹
ノ
中
ニ
、
祕

藏
シ
タ
ル
小
鷹
ヲ
ソ（
逸
）ラ
シ
テ
行
方
ヲ
シ
ラ
ス
ナ
リ
ヌ
、
兩
三
年
ノ
間
、
夫
婦
ト
モ
ニ
旅
行
ノ
事
ア
リ
テ
、
淺（佐久
郡
）間嵩タ

ケ
ノ
麓
ヲ
過
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ケ
ル
ニ
、
高
天
ニ
雲
ヲ
シ
ノ
ク
飛
鳥
ア
リ
、
髣ハ
ウ
フ
ツ髴
ト
シ
テ
何
ニ
鳥
ノ
姿
ト
モ
見
ヘ
ス
、
貞
直
能
〻
見
ル
ニ
、
鷹
ナ
ラ
ン
ト

思
フ
程
ニ
、
妻
女
乘
輿
ノ
中
ヨ
リ
ノ
ソ
ミ
テ
、
是
ハ
一
ト
ト（
蔵
）セ
ソ
レ
ニ
シ
小
鷹
ト
ヲ
ホ
ユ
ル
也
、
ヲ（
追
）イ
テ
見
ヨ
ト
テ
、
④

ヌ
ク
メ
飼カ
イ
ニ
用
意
シ
タ
リ
ケ
ル
鳥
ノ
別
足
ニ
、
⑤
鷹
ノ
裝
束
一
具
副ソ
ヘ
テ
輿
ヨ
リ
ヲ
シ
出
シ
タ
リ
、
貞
直
此
処
ヲ
取
テ
野フ
ケ

原

ヘ
打
出
傳
、
⑤
喚ヨ
ヒ

カ
ケ
ツ
ゝ
拳コ
フ
シヲ
上
タ
リ
ケ
レ
ハ
、
鷹
ハ
肩
ヲ
ツ
ク
リ
テ
落
カ
ゝ
リ
ヌ
、
軈
テ
サ
シ
留ト
メ

テ
見
レ
ハ
、
疑
ナ

キ
其
ノ
鷹
也
、
火
中
ノ
蓮
ヨ
リ
モ
不
思
議
ニ
、
華
表
ノ
鶴
ヨ
リ
モ
珍
シ
ク
覺
テ
、
本
ト
ニ
モ
越
テ
祕
藏
シ
テ
ケ
リ
、
此
⑥
妻

室
ハ
、
婦
人
ノ
身
ナ
カ
ラ
、
丈
夫
ノ
藝
ニ
モ
達
シ
タ
リ
ケ
ル
、
中
ニ
鷹
ニ
ヲ
イ
テ
ハ
妙
ヲ
得
タ
リ
ケ
ル
ト
カ
ヤ
、
其
後
此

鷹
ヲ
ハ
雲
井
丸
ト
ソ
喚
ケ
ル
、
或
知
音
ワ
リ
ナ
ク
係ケ
イ
ネ
ン念
シ
ケ
ル
間
、
力
ナ
ク
遣
シ
テ
ケ
リ
、
其
時
⑦
當
社
頭
役
人
御
贄
ノ
狩

ノ
タ
メ
ニ
、
度
〻
所
望
シ
ケ
レ
ト
モ
、
固
辭
シ
テ
與
ヘ
サ
リ
ケ
ル
ヲ
、
⑧
神
慮
ニ
ヤ
ト
カ
メ
ヲ
ホ
シ
召
ケ
ン
、
此
鷹
ノ
主

俄
カ
ニ
兩
眼
明
ヲ
失
ケ
リ
、
驚
キ
懼ヲ
ソ
レテ

、
件
鷹
ニ
神
馬
ヲ
相
副
テ
、
神
家
ヘ
奉
ケ
リ
、
盲マ
ウ

者
ノ
行
末
イ
フ
カ
シ
ク
ソ
覺
侍
ル
、

（
『
神
道
体
系
神
社
編
三
十
諏
訪
』

所
収　

昭
和
五
十
七
年
三
月　

）

　

以
上
に
つ
い
て
、
文
脈
を
た
ど
り
な
が
ら
次
に
説
明
し
て
み
た
い
。

　

①
祢
津
氏
は
東
信
濃
の
千
曲
川
流
域
よ
り
出
て
滋
野
氏
を
姓
と
し
て
い
た
が
、
祢
津
小
二
郎
道
直
の
子
貞
直
の
時
に
、

諏
訪
社
の
神
氏
か
ら
懇
望
を
受
け
て
、
大
祝
家
貞
光
の
猶
子
と
し
て
迎
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　

そ
の
最
大
の
理
由
は
「
東
國
無
雙
ノ
鷹
匠
」
に
あ
っ
た
。
神
氏
ま
た
大
祝
氏
は
諏
訪
の
贄
鷹
の
名
誉
の
た
め
に
貞
直
を

必
要
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。「
母
胎
ヨ
リ
神
ノ
告
ア
リ
テ
」
と
い
う
の
は
こ
の
鷹
匠
の
権
威
を
高
め
る
上
で
十
分
す
ぎ
る
ほ
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ど
の
理
由
で
あ
っ
た（
⓾
）。

　

②
な
ら
ぶ
者
な
き
鷹
匠
あ
る
い
は
殊
な
る
鷹
飼
な
ど
を
強
調
す
る
時
の
説
明
は
、
こ
の
よ
う
に
ふ
だ
ん
で
き
そ
う
も
な

い
鷹
術
を
例
に
す
る
こ
と
が
多
い
。
③
秘
蔵
の
小
鷹（
鷂
）を
逸
ら
し
て
し
ま
っ
た
理
由
は
鷹
術
の
失
敗
に
あ
る
の
で
は
な

く
、
穢
れ
に
触
れ
た
た
め
の
神
罰
と
し
て
い
る
。
こ
れ
も
ま
た
諏
訪
社
の
神
威
を
高
め
る
役
割
を
果
た
し
て
い
よ
う
。

　

④
寒
夜
に
鷹
の
脚
を
保
温
す
る
た
め
に
鳩
や
小
鳥
を
用
意
す
る
こ
と
が
あ
る
。「
温ぬ
く

め
鳥
」の
こ
と
だ
。「
別
足
」は「
雉

の
足
」
の
こ
と
を
い
う
け
れ
ど
も
「
温ぬ
く

め
鳥
」
に
雉
を
つ
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
と
に
か
く
、
こ
の
「
別
足
」
の
生
肉

を
高
く
掲
げ
て
小
鷹
を
招
び
寄
せ
よ
う
と
し
て
い
る
。「
鷹
ノ
装
束
」
と
は
鷹
に
尾
鈴
を
付
け
る
時
の
装
飾
で
あ
る
。
こ

れ
も
高
く
掲
げ
鈴
を
振
り
鳴
ら
し
て
い
る
。

　

⑤
祢
津
神
平
貞
直
夫
婦
の
熟
練
の
技
が
存
分
に
発
揮
さ
れ
る
。
夫
婦
の
妙
技
に
よ
っ
て
、
か
ん
た
ん
に
逸
れ
る
わ
け
は

あ
る
ま
い
が
、
こ
こ
で
は
、
鷹
が
逸
れ
た
原
因
が
ひ
と
え
に
触
穢
に
あ
っ
た
こ
と
が
一
層
鮮
明
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

　

⑥
に
い
う
鷹
仕
い
に
秀
で
た
婦
人
の
こ
と
と
い
え
ば
、
鷹
書
に
し
ば
し
ば
登
場
す
る
「
朱
光
」
と
い
う
女
性
が
有
名
で

あ
る
。
本
書
第
一
章
第
一
節
で
触
れ
た
鷹
飼
い
の
渡
来
人
と
「
こ
ち
く
」
か
ら
生
ま
れ
た
娘
の
こ
と
と
さ
れ
る
。
祢
津
流

の
鷹
術
が
語
り
つ
い
だ
伝
承
で
あ
っ
た
か
ら
、
⑥
は
明
ら
か
に
、「
朱
光
」
を
意
識
し
て
い
た
ろ
う
と
察
せ
ら
れ
る
。

　

⑦
鷂
「
雲
井
丸
」
は
そ
の
後
、
祢
津
神
平
か
ら
別
人
の
元
で
養
わ
れ
た
が
、
諏
訪
社
頭
役
人
が
御
贄
の
狩
に
使
い
た
い

と
し
た
の
に
、
そ
の
者
は
貸
し
て
く
れ
な
か
っ
た
。
神
罰
が
そ
の
者
に
下
っ
て
、
に
わ
か
に
失
明
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
。
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そ
こ
で
神
の
祟
り
に
お
の
の
い
た
こ
の
者
は
、
雲
井
丸
に
神
馬
を
副
え
て
社
家
へ
奉
献
し
た
の
だ
、
盲
目
と
な
っ
た
鷹
仕

い
の
者
は
そ
の
後
ど
う
な
っ
た
か
、
と
結
ん
で
い
る
。

　

な
お
、
⑥
に
関
連
し
て
付
け
加
え
れ
ば
、
諏
訪
円
忠
は
鷹
術
に
お
け
る
伝
説
上
の
人
物
「
米
光
」
の
絵
を
所
持
し
て
い

た
と
『
蒙
求
臂
鷹
往
来
』
に
あ
る
。

　

	「
次
ニ
米
光
ノ
像
一
幅
圓
忠

賛
、
令
メレ
進
ゼレ
之
訖
ヌ
、
此
ノ
圖
ハ
者
非
ズ二
世
ノ
流
布
物
ニ一
歟
、
圓
忠
亦
、
可
キレ
被
ル二
賞
翫
セ一
哉
」［
第
五
条
］

　

こ
こ
に
あ
る
「
米
光
」
と
先
述
⑥
の
「
朱
光
」
と
は
何
者
か
。

　

こ
の
こ
と
は
、
越
前
の
守
護
大
名
朝
倉
氏
の
一
族
、
教
景
の
『
養
鷹
記
』
に
、「
仁
徳
天
皇
四
十
六
年
、
百
済
国
発
二

使
者
一
曰
、
献
二
鷹
犬
於
吾
國
一
、
海
舶
到
二
越
州
敦
賀
津
一
、
養
レ
鷹
者
曰
二
米
光
一
、
養
レ
犬
者
曰
二
袖
光
一
、」
と
あ
り
、

ま
た
、
後
段
で
は
米
光
を
「
朱（
米
歟
）光

」
と
表
わ
し
て
い
る
。
円
忠
が
米
光
像
を
絵
に
描
か
せ
た
と
い
う
の
は
、「
諏
方
大
明

神
画
詞
」
の
絵
師
に
書
か
せ
た
の
で
あ
ろ
う
し
、
そ
の
一
幅
に
添
え
た
賛
の
文
章
は
お
そ
ら
く
、『
養
鷹
記
』
と
同
様
の

も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
歴
史
的
に
実
証
困
難
な
説
話
を
伴
い
な
が
ら
、
諏
訪
の
贄
鷹
を
中
心
と
し
た
鷹
術
が
、
諏
訪
円
忠
の
周
辺

に
は
展
開
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
次
に
取
り
上
げ
る
祭
礼
に
つ
い
て
も
「
画
詞
」
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

　

	

シ
ン
フ
ク
ラ
ヲ
祭
ル
礼
ア
リ
、
先
神
長
立
テ
、
陸
奥
国
セ
ン
〳
〵
ツ
カ
フ
シ
ノ
ヒ
ト
リ
姫ヒ
メ

御
前
腹ハ
ラ

ヲ
ヤ
マ
モ
給
ニ
セ
イ
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モ
ン
博
士
ニ
ト
ワ
セ
給
ヘ
ハ
、
東
山
信
州
諏
方
郡
タ（
武
）ケ
井
ノ
御
里
ニ
イ
コ
モ
ラ
セ
ヲ
ワ
シ
マ
ス
大
明
神
ノ
御
室
ノ
中
ニ
ア

ル
、
シ
ン
フ
ク
ラ
ト
云
鳥
ヲ
御
薬
ニ
ツ
カ
ワ
セ
給
ハ
ヽ
御
腹
ナ
ヲ
ラ
セ
給
フ
ヘ
シ
ト
申
候
間
、
御
使
ニ
マ
イ
リ
テ
候
ト
イ

フ
、
①
権コ
ン
ノ
ハ
フ
リ祝
出
テ
合ア
ヒ
テ、
御
文
ハ
候
カ
、
御
鷹
ハ
候
カ
ト
問
フ
、
②
共
ニ
ア
リ
ト
答
フ
、
ツ
カ
ワ
セ
給
ヘ
ト
云
、
時
ニ
③
神
長
、

福
太
郎
ト
ヨ
ヘ
ハ
、
雅
楽
犬
ニ
ナ
リ
テ
鈴ス
ゝ
ヲ
ナ
ラ
シ
テ
ハ
シ
リ
出
ツ
、
④
此
時
ニ
ツ
カ
レ
ヲ
ヤ
レ
ハ
、
犬
カ
キ
マ
ハ
リ
テ

鳥
ヲ
ミ
付
ル
勢
イ
キ
ヲ
ヒア
リ
、
其
後
雅
楽
等
外ホ
カ

居キ

ノ
飯イ
ゝ
ヲ
取
テ
、
⑤
着
座
ノ
神
人
ニ
悉
ク
引
ク
、
⑥
是
則
安
倍
高
丸
追
罸
ノ
時
、
尊

神
旅
客
ノ
質ス
カ
タヲ

現
シ
テ
、
官
軍
ノ
タ
メ
ニ
籌
策
ヲ
廻メ
ク
ラシ

給
シ
ニ
ヨ
リ
テ
彼
後
見
カ
娘ヲ
ン
ナヲ

メ
サ
レ
テ
、
其
望
ヲ
カ
ナ
ヘ
サ
セ

給
シ
⑦
昔
ノ
事
ワ
サ
、
今
モ
タ
エ
ス
ト
也
、

（
『
神
道
体
系
神
社
編
三
十
諏
訪
』

所
収　

昭
和
五
十
七
年
三
月　

）

　

①
は
諏
訪
社
五
官
の
内
の
権
祝
で
あ
る
が
、「
シ
ン
フ
ク
ラ
」
と
い
う
鳥
の
薬
を
求
め
て
き
た
使
者
に
「
誓
文
」
の
有

無
を
確
か
め
て
い
る
わ
け
で
あ
る（
⓫
）。
こ
れ
に
対
し
て
使
者
は
そ
の
よ
う
な
「
御
鷹
は
ご
ざ
ろ
う
か
」
と
訊
い
て
い
る
。

②
は
両
者
の
問
答
が
同
時
に
記
さ
れ
て
い
る
と
考
え
れ
ば
理
解
で
き
よ
う
。

　

そ
の
場
に
は
③
神
長
官
が
居
り
、（
定
型
化
し
た
演
劇
の
ご
と
く
）「
福
太
郎
」
と
い
う
犬
の
名
を
呼
ぶ
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

諏
訪
社
に
属
す
る
伶
人
が
犬
の
仕
草
を
演
じ
首
の
鈴
を
鳴
ら
し
て
走
り
出
て
く
る
。

　

④
ほ
か
の
伶
人
が
鷹
に
追
わ
れ
て
弱
っ
た
雉
の
仕
草
を
演
じ
る
と
、
犬
役
―
福
太
郎
―
は
激
し
く
嗅
ぎ
ま
わ
り
鳥
を
ね

ら
う
の
で
あ
る
。
⑤
着
座
の
神
人
と
あ
る
か
ら
、こ
こ
で
も
着
座
し
て
こ
の
「
劇
」
を
多
く
見
物
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
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⑥
こ
れ
ら
は
、「
諏
方
大
明
神
講
式
」（『
神
道
大

系
・
諏
訪
』）に
あ
る
坂
上
田
村
麻
呂
の
安
倍
高
麿
征
討
伝
承
を
ふ
ま
え
た
も
の
が

演
じ
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
⑦
昔
の
故
実（
こ
と
わ
ざ
）が
今
も
絶
え
ず
、
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
と
い
う
の
で

あ
る
。

　

実
に
不
思
議
な
祭
礼
で
あ
る
。
諏
訪
円
忠
は
京
の
絵
師
を
連
れ
て
諏
訪
社
に
到
り
、
祭
り
を
描
写
さ
せ
た
に
ち
が
い
な

い
け
れ
ど
も
画
詞
に
こ
の
祭
の
絵
は
伝
存
し
て
い
な
い
。
そ
れ
か
ら
ま
た
、
円
忠
の
頃
に
行
わ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る

神
事
が
『
年
内
神
事
次
第
旧
記
』
に
あ
る
。
そ
れ
は
、嘉
暦
年
間（
一
三
二
六
―
二
九
）～
文
安
五
年（
一
四
四
八
）に
お
け
る
、

年
内
七
十
五
度
の
神
事
・
祭
礼
を
月
日
順
に
書
い
て
い
る
が
、
十
二
月
の
末
ご
ろ
の
「
廿
番
舞
」
の
う
ち
十
九
番
に
、
次

の
よ
う
に
見
え
て
い
る
。

十
九
番　

	

鷹
匠ツ
カ
ウ

　
①
む（
陸
　
奥
）

つ
の
お（
奥
）く

白
尾
鷹
を
引
す
ゑ（
座
）て

、
今
参
候
申
、
②
冬
ハ
は
き
く
み
を
下
か
ゝ
う
副
す
る
時
、
③
大

明
神
ニ
御
贄
取
て
参
せ
ん
と
雖
、
④
千
歳
丸
ハ
な（
無
　
哉
）きか
、
萬
歳
丸
ハ
な
き
か
と
と（
問
）う
時
、
か
ゝ
う
こ（
答
）た
う
、

（
『
神
道
体
系
神
社
編
三
十
諏
訪
』

所
収　

昭
和
五
十
七
年
三
月　

）

　

諏
訪
社
に
お
い
て
は
、
①
み
ち
の
く
の
奥
地
の
「
白
尾
鷹
」
は
珍
重
さ
れ
た
こ
と
が
分
か
る
。
諏
訪
流
の
鷹
書
『
彌
津

松
鷗
軒
記
』（『
群
書
類
従
』
第

十
五
巻
遊
戯
部

）に
も
「
し
ろ
の
鷹
見
る
や
う
の
事
」
と
い
う
一
節
が
あ
っ
て
、
そ
の
見
当
の
つ
け
所
が
九
か
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所
あ
る
と
し
て
お
り
、「
四
番
に
、
尾
筋
し
ろ
か
る
べ
し
」
と
言
明
し
て
い
る
。
み
ち
の
く
の
白
鷹
は
古
来
、
名
鷹
中
の

名
鷹
と
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

②
は
判
然
と
し
な
い
が
、
こ
の
白
尾
鷹
が
秋
深
い
こ
ろ
着
い
た
と
み
て
、
冬
の
間
、
入
念
に
育
て
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ

も
鷹
匠
と
助
鷹
飼
ら
が
、
餌
取
・
犬
飼
ら
と
共
に
③
諏
訪
大
明
神
の
御
贄
を
獲
る
鷹
と
し
て
こ
の
白
尾
鷹
を
調
養
す
る
。

④
千
歳
丸
・
萬
歳
丸
は
鷹
匠
の
配
下
の
者
で
あ
ろ
う
か
。
狂
言
の
舞
台
を
想
わ
せ
る
よ
う
な
場
面
で
あ
る
。
年
ご
と
の
暮

れ
に
演
じ
ら
れ
る
こ
の
舞
に
よ
っ
て
、
③
は
再
確
認
さ
れ
た
に
ち
が
い
な
い
。

　

以
上
、
諏
訪
円
忠
の
「
諏
方
大
明
神
画
詞
」
作
成
の
事
情
を
考
察
し
、
諏
訪
の
贄
鷹
神
事
と
鷹
術
が
南
北
朝
動
乱
期
に

京
都
に
お
い
て
大
い
に
喧
伝
さ
れ
た
状
況
な
ど
に
つ
い
て
述
べ
た
。
円
忠
は
北
条
氏
滅
亡
と
と
も
に
危
機
に
及
ん
だ
諏
訪

社
大
祝
家
の
権
威
回
復
を
企
図
し
成
功
さ
せ
た
。
北
条
氏
に
代
わ
っ
て
足
利
将
軍
家
が
鷹
術
の
新
た
な
庇
護
者
と
な
っ
た

の
も
、
円
忠
の
働
き
か
け
に
よ
る
で
あ
ろ
う
。
神
家
の
鷹
術（
政
頼
流
・
諏
訪
流
）が
そ
れ
ま
で
の
公
家
放
鷹
術（
持
明
院
流
・

西
園
寺
流
な
ど
）に
伍
し
て
、
我
国
放
鷹
術
に
地
歩
を
固
め
る
上
で
も
諏
訪
円
忠
の
果
た
し
た
役
割
は
大
き
か
っ
た
。

（
五
）小
括	

―
諏
訪
社
狩
猟
神
事
の
特
殊
性
―

　

諏
訪
社
に
お
け
る
鷹
狩
は
な
ぜ
特
殊
と
言
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
同
社
の
神
事
祭
礼
が
狩
猟
神
事
を
特
徴

と
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
と
考
え
る
。
狩
猟
の
獲
物
を
贄
と
し
て
神
前
に
供
す
る
ゆ
え
に
、
神
仏
習
合
の
浸
透
に
よ
っ
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て
、
触
穢
の
罪
業
観
が
喚
起
さ
れ
た
こ
と
も
ま
た
、
そ
の
特
殊
性
を
一
層
際
立
た
せ
た
と
い
え
よ
う
。
す
で
に
本
節（
三
）

に
お
い
て
述
べ
た
よ
う
に
、
諏
訪
社
で
は
殊
更
に
殺
生
と
触
穢
の
罪
業
観
か
ら
解
放
さ
れ
る
と
す
る
「
四
句
の
偈
頌
」（
諏

訪
の
勘
文
）が
重
ん
じ
ら
れ
た
。
こ
の
偈
頌
は
や
が
て
、
狩
猟
漁
𢭐
を
生
業
と
す
る
人
々
に
歓
迎
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
っ

た
。
そ
し
て
、
来
世
や
神
の
威
力
を
信
仰
す
る
中
世
社
会
で
あ
る
ゆ
え
に
、「
業
盡
有
情　

雖
放
不
生　

故
宿
人
中　

同

證
佛
果
」
は
贄
鷹
狩
を
は
じ
め
狩
猟
漁
撈
に
携
わ
る
人
々
を
律
す
る
役
割
を
果
た
し
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

さ
ら
に
観
点
を
か
え
て
考
え
れ
ば
、
鷹
と
い
う
鳥
そ
の
も
の
が
特
異
な
霊
力
を
有
し
、
そ
の
た
め
に
鷹
狩
は
罪
業
に
当

ら
ぬ
と
い
う
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
を
み
ご
と
に
解
き
明
か
す
鷹
書
が
存
在
す

る
。『
啓
蒙
集
』
と
い
う
。
こ
の
『
啓
蒙
集
』
は
諏
訪
社
の
贄
鷹
に
携
わ
っ
た
祢
津
氏
か
ら
分
か
れ
た
、
室
町
時
代
初
期

の
大
宮
新
蔵
人
宗
光
の
手
に
成
る
と
い
わ
れ
る
鷹
書
で
あ
り
、
類
書
・
伝
本
が
多
い
と
い
う（
⓬
）。
そ
れ
に
は
次
の
よ
う

に
見
え
て
い
る
。

・	

夫
鷹
仕
ひ
初
ル
事
人
間
の
わ
さ
に
あ
ら
す
、
①
天
下
に
諸
鳥
満
々
、
衆
生
の
耕
作
を
食
う
し
な
ひ
け
る
人
間
の
な
や
ミ
、

こ
れ
に
過
し
、
②
普
賢
・
観
音
・
不
動
・
毘
沙
門
こ
の
四
佛
あ
わ
れ
ミ
給
ひ
、
普
賢
観
音
弟
鷹
と
け
ん
せ
ら
る
ゝ
、
不

動
毘
沙
門
兄
鷹
と
け
ん
し
、
諸
鳥
お
と
り
ほ
ろ
ほ
し
給
ふ
に
よ
り
、
世
間
の
耕
作
う
せ
さ
る
ゆ
へ
に
、
人
間
い
ま
に
繁

昌
な
り
、
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こ
の
四
佛
の
は
か
り
事
あ
り
し
よ
り
、
諸
鳥
ほ
ろ
び
、
人
間
を
た
す
け
衆
生
に
在
（
マ
マ
）度
し
、
③
山
人
の
す
か
た
と
な
り
、

草
刈
鎌
を
腰
に
さ
し
、
信
濃
の
國
に
か
へ
り
、
上
の
宮
下
の
宮
と
あ
ら
わ
れ
給
ふ
、
諏
訪
上
下
と
あ
ら
わ
れ
給
ふ
な
り
、

④
上
の
宮
ハ
・
普
賢
下
の
宮
ハ
・
毘
沙
門
に
て
ま
し
ま
す
、
諏
訪
の
上
下
こ
れ
な
り
、

・
諏
訪
の
上
の
宮
表
ハ
十
一
面
観
音
、
裏
ハ
普
賢
な
り
、

・
諏
訪
の
下
の
宮
表
ハ
不
動
、
裏
ハ
毘
沙
門
な
り
、
こ
れ
に
よ
り
四
佛
と
申
也
、

・	（
五
常
の
事
）
第
三
鷹
ハ
四
佛
に
て
ま
し
ま
す
と
な
れ
ば
⑤
我
が
と
る
物
の
け
か
れ
そ
の
ほ
か
ふ
じ
や
う
お
よ
け
へ
き
た

め
也
、

（『
啓
蒙
集
』二
本
松
泰
子
氏『
中
世
鷹
書
の
文
化
伝
承
』

　

平
成
二
十
三
年
二
月　

三
弥
井
書
店
所
収　
　

）

　

①
に
お
い
て
、
衆
生
の
耕
作
を
荒
ら
す
諸
鳥
を
獲
り
滅
ぼ
し
て
人
間
を
救
う
た
め
に
鷹
狩
が
あ
る
の
だ
と
主
張
す
る
。

衆
生
済
度
の
四
仏
は
、
②
普
賢
・
観
音
が
弟だ

鷹い

と
し
て
現
わ
れ
、
不
動
・
毘
沙
門
が
兄し
ょ
う鷹
と
な
っ
て
現
わ
れ
る
の
だ
と
主

張
す
る
。
③
は
草
薙
の
鎌
を
振
う
祭
神
建
御
名
方
神
の
姿
で
あ
ろ
う
。
④
は
、
諏
訪
社
の
神
域
が
総
体
と
し
て
四
佛
の
垂

迹
に
よ
っ
て
鎮
護
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
い
わ
ゆ
る
「
御
柱
」
も
ま
た
、
普
賢
・
文
殊
・
観
音
・
弥
勒
の

現
わ
れ
で
あ
る
と
、「
諏
訪
上
社
物
忌
令
」
に
見
え
て
い
る
。
⑤
は
ま
さ
に
「
四
仏
を
具
現
す
る
鷹
」
に
よ
る
狩
で
は
「
穢
・

不
浄
」
な
ど
は
除
祓
さ
れ
る
の
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
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狩
猟
神
事
の
特
殊
性
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
諏
訪
の
鷹
狩
の
存
在
は
我
国
の
放
鷹
の
独
特
な
個
性
と
も
な
っ
て
い
た
の

で
あ
る
。
本
章
に
登
場
し
た
「
真
名
本　

曽
我
物
語
」・「
神
道
集
」（
⓭
）・「
諏
方
大
明
神
画
詞
」
は
ほ
ぼ
同
時
代
に
成
立

し
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
三
者
に
語
り
伝
え
ら
れ
る
鷹
狩
の
由
緒
・
伝
承
な
ど
も
ま
た
、
相
互
に
絡
み
合
い
な
が
ら
形

づ
く
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

注（
１
）　
『
長
野
県
史　

通
史
編　
第
二
巻

中
世
一
』（
昭
和
六

十
一
年
）　

第
三
章　

鎌
倉
幕
府
の
成
立
と
信
濃　

第
四
章　

幕
府
政
治
の
発
展
と
信
濃

（
２
）　
「
斎
頼
」
は
清
和
源
氏
、
康
平
元
年（
一
〇
五
八
）、
源
頼
義
に
従
っ
て
奥
州
に
下
向
。
鷹
飼
に
練
達
の
士
で
あ
っ
た
。
の
ち
、

鷹
術
政
頼
流
に
お
い
て
も
「
斎
頼
」
の
名
は
語
り
伝
え
ら
れ
た
。
数
多
く
の
「
斎
頼
」
の
門
弟
の
流
れ
を
く
む
一
人
に
桜
井
五
郎

が
い
た
、
と
考
え
て
み
た
い
。

　
　
　

な
お
、
松
平
竹
千
代（
徳
川
家
康
）は
今
川
氏
の
人
質
時
代
に
「
も
ず
を
鷹
の
よ
う
に
飼
い
習
し
た
い
」
と
言
っ
た
と
い
う
逸
話

が
あ
る（『
東
照
宮
御
実
紀
付
録
』

所
載
「
鳥
居
家
譜
」

）。

（
３
）　

モ
ズ
は
体
長
二
〇
セ
ン
チ

メ
ー
ト
ル
、
頭
部
は
大
き
く
て
尾
は
長
め
。
地
上
に
獲
物
を
見
つ
け
る
と
迅
速
に
飛
び
降
り
て
嘴
で
捕
ら
え
、

ま
た
も
と
の
枝
な
ど
に
戻
っ
て
食
べ
る
。
捕
ら
え
た
獲
物
を
小
枝
や
と
げ
に
刺
す
習
性
が
あ
り
、
こ
れ
を
「
モ
ズ
の
は
や
に
え
」

と
い
う
。（『
フ
ィ
ー
ル
ド
ガ
イ
ド
日
本
の
野
鳥
』

（
財
）日
本
野
鳥
の
会　

二
〇
〇
八
年

）

（
４
）　
『
吾
妻
鏡
』
は
「
櫻
井
五
郎
參
入
、
着
二
紺
直
垂
一
、
付
二
餌
袋
於
右
腰
一
、
居
二
一
羽
於
左
手
一
」
と
伝
え
て
い
る
。

（
５
）　

ヤ
マ
ド
リ
は
キ
ジ
科
で
あ
る
。
キ
ジ（
雄
の
体
長
80
セ
ン
チ
、
雌
60
セ
ン
チ
、
わ
が
国
の
国
鳥
と
さ
れ
る
）は
低
地
～
山
地
の
草
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原
・
農
耕
地
・
川
原
・
林
縁
・
疎
林
な
ど
に
棲
む
の
に
対
し
て
ヤ
マ
ド
リ（
雄
125
セ
ン
チ
体
長
の
長
さ
は
尾
羽
の
長
さ
に
よ
る
。

雌
55
セ
ン
チ
）は
開
け
た
場
所
に
は
出
な
い
。（『
フ
ィ
ー
ル
ド
ガ
イ
ド

日
本
の
野
鳥
』（
先
掲
））

（
６
）　

伊
藤
喜
良
氏
は
、
中
世
に
成
立
し
た
寺
社
縁
起
に
、
動
物
を
生
贄
に
す
る
説
話
が
多
く
見
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
下
野
の
宇

都
宮
明
神
と
信
濃
の
諏
訪
大
明
神
に
お
け
る
狩
猟
神
事
を
特
筆
し
て
い
る
。
伊
藤
氏
は
、
殺
生
罪
業
観
は
朝
廷
、
大
寺
社
及
び
西

国
に
お
い
て
強
調
さ
れ
た
の
に
対
し
、東
国
で
は
「
殺
生
仏
果
」
思
想
が
浸
透
し
て
い
っ
た
と
論
じ
て
い
る
。「
諏
訪
の
神
文
」
は
、

殺
生
を
公
認
・
勧
奨
し
て
い
る
ゆ
え
に
諏
訪
信
仰
が
全
国
に
広
ま
っ
た
と
考
え
て
い
る
。（『
日
本
中
世
の
王
権
と
権
威
』

思
文
閣
出
版　

一
九
九
三
年

）

（
７
）　

千
葉
徳
爾
氏
は
諏
訪
の
勘
文
に
つ
い
て
、「（
野
獣
魚
鳥
の
類
は
）人
に
食
べ
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
人
に
同
化
し
、
こ
の
人
が
成

仏
す
る
に
伴
っ
て
そ
れ
ら
の
生
物
の
生
命
も
同
じ
く
成
仏
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
う
し
た
方
が
よ
い
。
だ
か
ら
、
こ
の
文
は
死
を
う
ら

ま
ず
人
の
食
物
と
な
れ
と
鳥
獣
魚
類
の
霊
に
さ
と
す
引
導
の
句
な
の
で
あ
る
。」
と
し
て
い
る（『
狩
猟
伝
承
研
究
』
第
七
章
「
狩
猟
信
仰
と
し

て
の
諏
訪
神
道
」
風
間
書
房　

一
九
六
九
年

）。

ま
た
、「
諏
訪
の
神
文
」
に
つ
い
て
、「
神
仏
双
方
の
立
場
か
ら
、
殺
生
と
肉
食
を
認
め
る
も
の
で
、
狩
猟
と
い
う
行
為
を
生
業
と

す
る
人
々
の
間
で
唱
え
ら
れ
て
き
た
。
こ
れ
は
殺
生
を
忌
避
し
な
が
ら
も
、
狩
猟
を
社
会
的
に
必
要
と
し
て
い
た
中
世
特
有
の
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。」
と
評
価
し
て
い
る
。（『
狩
猟
と
供
儀
の
文
化
誌
』
所
収
「
殺
生
罪
業
観

の
展
開
と
狩
猟
・
魚
𢭐
」
森
話
社　

二
〇
〇
七
年

）

（
８
）　
『
中
世
政
治
社
会
思
想
上
』（
日
本
思
想
大
系
㉑　

岩

波
書
店　

一
九
七
二
年
）所
収
「
北
条
重
時
家
訓
」
に
、
例
え
ば
、「
仏
・
神
を
朝
夕
あ
が
め
申
、
心
に
か

け
た
て
ま
つ
る
べ
し
」
と
あ
り
、「
仏
法
を
あ
が
め
、
心
を
正
直
に
も
つ
人
は
、
今
生
も
す
な
を
に
、
後
生
も
極
楽
に
ま
い
り
」

な
ど
と
あ
る
。

（
９
）　

諏
訪
円
忠
が
室
町
幕
府
奉
行
人
と
し
て
重
用
さ
れ
て
い
た
一
端
を
示
す
も
の
が
、「
建
武
以
来
追
加
」
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
一

諸
国
守
護
人
之
事
建
武
五
後
七
奉
行
諏
訪
廿

九
御
沙
汰
大
進
房
円
忠

」
と
あ
り
、
動
乱
に
乗
じ
て
横
暴
を
振
う
守
護
を
戒
し
め
て
い
る
。
な
お
、
本
項（
四
）は
、

伊
藤
富
雄
氏
の
『
諏
訪
神
社
の
研
究
』（
永
井
出
版
企
画　

昭
和
五
十
三
年
）を
参
考
に
し
て
い
る
。

（
10
）　

福
田
晃
氏
「
放
鷹
文
化
の
精
神
風
土
―
交
野
・
為
奈
野
を
め
ぐ
っ
て
―
」（『
説
話
・
伝
承
学
』
第
⓴
号
・
説

話
・
伝
承
学
会　

平
成
二
十
四
年

）
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同
「
放
鷹
文
化
の
精
神
風
土（
承
前
）―
信
州
・
滋
野
を
め
ぐ
っ
て
―
」（『
伝
承
文
学
研
究
』
№
�　

伝
承

文
学
研
究
会　

平
成
㉕
年
８
月

）

（
11
）　

ど
ん
な
漢
字
を
当
て
、
ど
の
よ
う
な
祭
礼
で
あ
る
の
か
不
明
。
た
だ
し
文
脈
を
た
ど
る
と
シ
ン
フ
ク
ラ
は
鷹
の
こ
と
の
よ
う
で

あ
る
。
鷹
詞
で
は
小
鷹
を
「
フ
ク
ラ
」
と
い
う
こ
と
が
『
放
鷹
』
に
は
見
え
て
い
る（「
フ
ク
ラ
シ
バ
」
の
項
）。『
鷹
経
弁
疑
論
』

下
に
よ
れ
ば
、
鷹
の
「
胴
気
」
の
病
の
処
方
薬
の
ひ
と
つ
に
「
鷹
。
円
焼
。」
が
見
え
る
。「
セ
イ
モ
ン
博
士
」
は
、「
誓
文
」
博
士

の
こ
と
か
。
起
請
文
・
誓
約
書
な
ど
神
か
け
て
誓
う
こ
と
ば
に
精
通
し
た
者
の
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。

（
12
）　

宮
内
庁
書
陵
部
蔵
。『
啓
蒙
集
』
一
巻
奥
書
に
「
山
本
藤
右
衛
門
／
承一
六
五
四応

三
／
甲午
正
月
日（
花
押
）」
と
あ
る
、
と
い
う
。（
二
本
松

泰
子
氏
『
中
世
鷹
書
の
文
化
伝
承
』
巻
末
・
資
料
紹
介（
三
弥
井
書
店　
　
　

平
成
二
十
三
年
二
月

）三
二
七
～
三
四
〇
頁
）

（
13
）　
「
神
道
集
」（『
神
道
大
系　

文
学
編
一
』

所
収　

昭
和
六
十
三
年
二
月
）は
、
天
台
宗
竹
林
院
の
安あ
ぐ
い居
院（
京
都
市
）の
唱
導
家
澄
憲
・
聖
覚
父
子
た
ち
に
よ
っ
て
、
文
和
・

延
文
年
間（
一
三
五
二
―

一
三
六
〇

）に
成
立
し
た
と
さ
れ
る
。
諸
社
縁
起
・
祭
事
習
俗
等
を
あ
つ
め
て
お
り
、
唱
導
僧
に
よ
っ
て
広
範
囲
に
広

め
ら
れ
た
と
い
う（
貴
志
正
造
氏
訳
『
神
道

集
』
東
洋
文
庫
�
・
解
説
）。
そ
の
中
に
、「
諏
訪
大
明
神
の
秋
山
祭
の
事
・
五
月
会
の
事
・
諏
訪
縁
起
の
事
」
が
あ
る
。

「
縁
起
の
事
」
に
は
、諏
訪
明
神
が
狩
庭
を
非
常
に
重
ん
ず
る
一
説
が
あ
っ
て
、嘉（
一
二
三
七
）

禎
三
年
五
月
、長
楽
寺（
京
都
市
左
京
区
、時
宗
）

の
寛
提
僧
正
の
説
話
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
諏
訪
社
の
狩
猟
神
事
が
成
立
す
る
理
由
を
説
き
、「
野
辺
ニ
ス
ム
ケ
タ
モ
ノ
ハ
（
ワ
）レ
ニ

エ
ン
ナ
ク
ハ
ウ
カ
リ
ニ
（
シ
）ヤ
ミ
ニ
ナ
オ
ヲ
マ
ヨ
ハ
マ
シ
」
と
い
う
和
歌
と
「
業
盡
有
情
、
雖
放
不
生
、
故
宿
人
天
、
同
證
佛
果
」
を

と
り
あ
げ
て
、「
凡
日
本
六
十
餘
州
ニ
神
祇
神
社
多
ト
云
ヘ
共
、
心
深
く
し
て
、
神
明
ノ
身
ヲ
受
ケ
、
應
跡
示
現
ノ
徳
新
ニ
、
衆
生
守
護
ノ
方

便
ノ
忝
キ
事
、
諏
訪
ノ
大
明
神
ノ
御
方
便
ニ
過
タ
ル
ハ
無
シ
ト
云
々
、」
と
述
べ
て
い
る
。
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第
四
章　

鷹
狩
の
流
行
と
鷹
術
の
需
要

は　

じ　

め　

に

　

中
世
前
期
は
古
代
の
朝
廷
放
鷹
を
担
っ
て
き
た
勢
力
が
鎌
倉
幕
府
に
よ
っ
て
後
退
を
迫
ら
れ
、
そ
の
過
程
で
大
臣
家
大

饗
の
鷹
飼
渡
や
野
行
幸
を
は
じ
め
貴
族
の
放
鷹
な
ど
も
衰
微
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
傾
向
は
前
章
で
見
た
よ
う
に
、

殺
生
罪
業
観
の
浸
透
と
も
深
く
関
連
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　

た
だ
し
、
本
章
第
一
節
に
お
い
て
『
嵯
峨
野
物
語
』
を
引
い
て
言
及
し
た
よ
う
に
、
禁
野
に
お
け
る
日
次
の
業
と
し
て
、

秦
氏
・
下
毛
野
氏
に
よ
っ
て
朝
廷
御
厨
子
所
に
鷹
の
鳥
を
献
じ
る
た
め
の
鷹
狩
は
継
続
し
て
い
た
か
ら
、
朝
廷
に
お
け
る

放
鷹
術
が
全
く
廃
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
ま
た
、
諏
訪
の
贄
鷹
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
供
祭
の
た
め
の
鷹
狩
は
鎌
倉

幕
府
の
守
護
・
地
頭
ら
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
在
地
の
新
興
武
士
層
な
ど
に
、
幕
府
の
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鷹
狩
禁
止
令
を
犯
し
て
鷹
を
飼
う
動
き
が
拡
大
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
南
北
朝
動
乱
は
こ
の
よ
う
な
動
き
を
一
層
激
し
く

し
て
行
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

さ
ら
に
、
京
都
に
幕
府
を
開
い
た
足
利
将
軍
家
と
守
護
大
名
層
は
、
公
家
の
伝
統
文
化
に
接
触
す
る
裡
に
、
放
鷹
術
の

吸
収
に
努
め
る
こ
と
と
な
っ
た
。
鷹
狩
流
行
の
機
運
が
興
り
、
そ
の
た
め
、
伝
統
的
な
鷹
術
へ
の
憧
れ
か
ら
、
鷹
飼
衆
を

雇
い
入
れ
、
鷹
書
を
学
ぶ
者
も
多
く
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

本
章
で
は
、
こ
れ
ら
の
動
向
を
、
著
名
な
鷹
書
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
立
証
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

　

将
軍
家
や
守
護
大
名
等
の
鷹
狩
に
つ
い
て
、
史
料
か
ら
積
み
上
げ
て
、
帰
納
的
に
立
証
す
べ
き
で
は
あ
る
が
、
鷹
書
の

検
討
か
ら
、
当
代
に
お
け
る
鷹
術
の
需
要
を
演
繹
的
に
追
求
す
る
と
い
う
方
法
を
と
る
こ
と
に
し
た
。

第
一
節　
『
真
名
本　

曽
我
物
語
』
と
『
嵯
峨
野
物
語
』

（
一
）　
『
真
名
本　

曽
我
物
語
』
と
鷹
の
由
緒

　

先
に
、
第
三
章
第
二
節
に
お
い
て
、『
真
名
本　

曽
我
物
語
』
が
載
せ
る〈
鷹
談
議
〉
を
取
上
げ
た
の
で
あ
る
が
、
本
項

で
は
、
別
な
角
度
か
ら
再
検
討
を
試
み
よ
う
と
思
う
。
そ
れ
は
な
ぜ
か
と
い
え
ば
、
い
わ
ゆ
る
鷹
術
の
書（
鷹
書
）の
構
成
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要
件
と
し
て
、〈
鷹
談
議
〉
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
「
鷹
の
由
緒（
口
伝
・
故
実
）」
が
不
可
欠
で
あ
っ
た
、
と
考
え
ら
れ
る
か

ら
で
あ
る
。

　

鷹
書
は
、『
新
修
鷹
経
』
の
内
容
す
な
わ
ち《
形
相
・
養
鷹
法
・
鷹
病
傷
の
治
療
》
を
具
備
す
る
こ
と
こ
そ
鷹
術
に
と
っ

て
本
来
、
肝
要
な
こ
と
な
の
で
あ
っ
て
、
鷹
飼
養
と
鷹
狩
そ
の
も
の
に
と
っ
て
「
鷹
の
由
緒
」
は
ほ
と
ん
ど
不
要
で
あ
る

と
思
わ
れ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
我
国
の
鷹
書
に
お
い
て
は（
１
）な
ぜ
「
鷹
の
由
緒
」
を
重
視
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う

か
。
そ
し
て（
２
）い
っ
た
い
い
つ
ご
ろ
、
そ
れ
は
出
現
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

そ
の
答
え
の
糸
口
が
、『
真
名
本　

曽
我
物
語
』
に
あ
る
と
私
は
考
え
て
い
る
。
し
か
も
、
同
書
に
お
け
る
「
由
緒
」

は
そ
の
後
の
鷹
書
と
比
較
す
る
と
最
も
長
文
で
あ
る
。
近
年
、
鷹
書
の
研
究
は
か
な
り
進
ん
で
い
る
け
れ
ど
も
、
本
論
文

の
よ
う
な
視
点
か
ら
取
組
ん
だ
論
考
は
管
見
に
触
れ
な
い
。

　
（
１
）に
関
し
て
は
、
古
代
末
期
よ
り
盛
ん
と
な
っ
た
殺
生
罪
業
観
克
服
の
た
め
に
、「
狩
庭
は
由
緒
の
あ
る
も
の
で
あ
っ

て
罪
業
と
は
考
え
ら
れ
な
い
」
と
す
る
動
き
が
現
れ
た
こ
と
に
連
動
し
て
「
鷹
の
由
緒
」
が
強
調
さ
れ
る
に
至
っ
た
か
ら

で
あ
ろ
う
。

　
（
２
）に
つ
い
て
は
『
真
名
本　

曽
我
物
語
』
成
立
の
時
期
、
す
な
わ
ち
鎌
倉
末
期
か
ら
南
北
朝
期
に
か
け
て
出
現
し
た

こ
と
だ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。

　

そ
れ
で
は
、
鷹
狩
は
罪
業
に
あ
ら
ず
と
す
る
由
緒
は
、
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。『
真
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名
本　

曽
我
物
語
』
に
よ
れ
ば
、
次
に
見
る
よ
う
に
、（
Ａ
）・（
Ｂ
）・（
Ｃ
）・（
Ｄ
）四
つ
の
内
容
か
ら
成
立
っ
て
い
る
こ
と

が
分
か
る
。

（
Ａ
）　
「
い
か
に
、
梶
原
殿
、
か
や
う
の
事
を
ば
申
さ
れ
け
る
ぞ
、
鷹
も
由
緒
の
候
ふ
も
の
を
、
い
か
な
れ
ば
罪
業
と

は
な
り
候
ふ
べ
き
、

　
　
　
　

そ
の
故
は
、
天
竺
に
十
六
の
大
国
あ
り
、
そ
の
中
に
、
①
波
羅
奈
国
の
王
を
ば
勝
渡
良
王
と
申
し
け
る
、
鷹

を
好
み
飼
は
せ
給
ひ
け
る
程
に
、
万
の
獣
を
以
て
鷹
の
食じ
き

に
当
て
給
ふ
、
釈
尊
は
、
利
益
衆
生
の
た
め
娑
婆
へ

往
来
し
給
ふ
事
八
千
度
な
り
、
そ
の
中
に
第
七
千
六
百
度
に
当
り
け
る
時
、
世
間
に
無
常
を
示
さ
ん
が
た
め
に

蜉か
げ
ろ
ふ蝣

と
云
ふ
虫
と
成
て
鷹
の
食
に
定
ま
り
給
ふ
、
王
大
き
に
喜
び
て
、
明
日
の
食
の
た
め
蓄た
く
は

へ
置
か
れ
た
り
け

る
程
に
、
未
だ
巳み

の
時
を
待
た
ず
し
て
こ
の
虫
ど
も
は
皆
死
し
畢を
は

ん
ぬ
、
王
こ
れ
を
御
尉ら
ん

じ
て
世
の
無
常
な
る

事
を
悟
り
給
ひ
、
俄
に
菩
提
心
を
発
し
つ
つ
三
菩
提
の
位
を
得
給
へ
り
、
②
そ
の
時
の
王
と
申
す
は
、
今
の
大

聖
文
殊
こ
れ
な
り
、
そ
の
時
の
鷹
と
申
す
は
、
今
の
弥
勒
菩
薩
こ
れ
な
り
、
そ
の
時
の
蜉
蝣
と
云
ふ
虫
は
、
今

の
釈
迦
如
来
こ
れ
な
り
、
こ
の
虫
を
食
と
せ
し
故
に
、
鷹
の
経へ

上
る
間あ
ひ
だ

を
ば
虫む
し

飡は
み

と
は
云
ふ
な
り
、
こ
れ
は
十

六
の
大
国
の
事
な
れ
ば
、
さ
て
置
き
ぬ
、

　
　
　
　

五
百
の
中
国
の
内
に
、
斯
婆
国
と
申
す
国
は
、
五
天
竺
の
中な
か

に
は
東
天
竺
の
内
な
り
、
こ
の
国
の
王
を
ば

196

第四章　鷹狩の流行と鷹術の需要



③
尸し

毗び

大
王
と
ぞ
申
し
け
る
、
広
林
園
と
云
ふ
苑
に
出
で
て
遊
ば
せ
給
ひ
け
る
程
に
、
鴿は
と

が
一
つ
鷹
に
追
ひ
立

て
ら
れ
て
尸
毗
大
王
の
御
座
の
上
に
参
る
、
王
は
鴿
を
哀
れ
ま
せ
給
ひ
て
、
鷹
に
語
り
て
仰
せ
ら
れ
け
る
は
、

『
汝
も
鳥
類
な
り
、
こ
れ
も
ま
た
鳥
類
な
り
、
畜
生
残
害
の
悲
し
み
は
い
か
に
せ
む
、
我
に
許
せ
』
と
ぞ
仰
せ

ら
れ
け
る
、
昔
は
鳥
も
も
の
を
云
ひ
け
る
事
な
れ
ば
、
鷹
答
へ
て
申
し
て
云い
は

く
、
④
『
我
は
、
こ
れ
鳥
類
一
を

一
日
の
食
と
な
す
、
今
日
の
食
な
く
し
て
、
い
か
に
し
て
明
日
の
命
を
継
が
む
、
生
類
の
重
く
す
る
所
、
命
に

過
ぎ
た
る
財
は
な
し
』」、

　
　
　

大
王
理
に
折
れ
て
、
股も
も

の
肉
を
取
り
て
鷹
に
与
へ
つ
つ
、『
我
、
鴿
に
替
り
て
身
を
損そ
こ
な

ふ
な
り
、
我
、
こ
の
功

徳
を
以
て
菩
提
を
取
ら
む
時
は
、
先
づ
必
ず
汝
を
導
か
む
』
と
、
そ
の
時
、
鷹
の
云い
は

く
、
⑤
『
我
は
ま
こ
と
の

鷹
に
は
非
ず
、
天て
ん

帝た
い

釈し
ゃ
く

と
云
ふ
は
す
な
は
ち
我
な
り
、
王
の
菩
提
心
の
程
を
見
む
が
た
め
に
化
し
て
来
れ
り
、

本
の
身
に
な
し
奉
ら
む
』
と
て
、
仍よ
っ

て
王
の
疵き
ず

に
天
の
甘
露
を
灌そ
そ

き
給
ひ
し
か
ば
、
本
の
身
に
な
り
給
ひ
ぬ
、

そ
の
時
の
天
帝
釈
と
申
す
は
、
法
華
化け

城じ
や
う

喩ゆ

品ほ
ん

に
説
く
所
の
尸し

棄き

大
梵
と
云
ふ
は
す
な
は
ち
こ
れ
な
り
、
そ
の

時
の
⑥
鴿は
と

と
申
す
は
、
す
な
は
ち
今
の
普
賢
菩
薩
こ
れ
な
り
、
そ
の
時
の
⑦
尸
毗
大
王
と
申
す
は
、
今
の
釈
迦

如
来
こ
れ
な
り
、
さ
れ
ば
、
仏
は
物
の
喩た
と
へ

に
は
鷹
・
隼
を
以
て
所
依
と
な
す
、
さ
れ
ば
、
浄
土
の
三
部
経
の
内
、

観
無
量
寿
経
に
は
目も
く

連れ
ん

の
神
通
を
説
き
給
ひ
つ
つ
、
鷹
・
隼
の
飛
ぶ
が
如
し
と
云
へ
り
、（

東
洋
文
庫
4
6
8『
真
名
本

曽
我
物
語
１
』
に
よ
る
。　

）
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①
、
③
は
天
竺（
イ
ン
ド
）の
諸
王
を
さ
す
。
②
は
文
殊
、
弥
勒
の
両
菩
薩
を
あ
げ
、
鷹
と
同
体
で
あ
る
と
す
る
。
④
は

鷹
が
命
を
つ
な
ぐ
た
め
に
鳥
類
を
餌
と
す
る
宿
命
を
断
言
し
て
お
り
、
当
然
な
こ
と
と
し
て
軽
視
で
き
な
い
。
そ
れ
を
罪

業
と
い
う
の
は
生
命
の
存
続
を
全
否
定
す
る
こ
と
と
同
じ
で
あ
ろ
う
。
⑤
で
は
鷹
を
弥
勒
で
は
な
く
帝
釈
天
で
あ
る
と
主

張
す
る
。
⑥
鷹
が
餌
食
と
し
て
い
る
鳩
は
普
賢
菩
薩
で
あ
る
、
と
い
う
の
は
、
鷹
は
普
賢
菩
薩
の
化
身
で
も
あ
る
こ
と
を

意
味
す
る
。
⑦
結
局
、
釈
迦
如
来
は
鷹
狩
ぜ
ん
た
い
を
承
認
し
包
み
こ
ん
で
い
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
以
上
を
要
す

る
に
、
本
地
垂
迹
説
が
横
溢
す
る
当
時
に
お
い
て
、
鷹
狩
は
由
緒
正
し
い
行
為
で
あ
る
こ
と
を
証
明
し
た
こ
と
に
な
ろ
う
。

（
Ｂ
）　　

震
旦
に
は
、
⑧
周
の
文
王
の
雲
翔し
や
う

の
鷹
、
夏
の
禹う

王
の
深
井
の
小
鷹
、
秦
の
始
皇
の
真
沢
の
小
鷹
、
こ
れ
は

皆
異
国
・
大
国
、
天
竺
・
震
旦
の
事
な
れ
ば
、
さ
て
置
き
ぬ
、
我
朝
に
も
鷹
を
興
じ
、
こ
れ
を
愛
し
給
ひ
し
事

は
、
⑨
八
幡
大
菩
薩
は
我
朝
の
帝
に
て
御お

在は

せ
し
古
い
に
し
へ

は
鷹
神
天
王
と
申
す
、
そ
の
第
四
の
王
子
を
ば
、
⑩
仁
徳

天
王
と
ぞ
申
し
け
る
、
本
朝
に
人
王
始
ま
り
て
第
十
七
代
の
帝
な
り
、
御
宝
算
は
百
十
七
歳
に
し
て
、
天
下
を

治
め
給
ふ
事
八
十
七
年
な
り
、
摂
津
の
国
難
波
の
郡
高
津
の
宮
に
住
ま
せ
給
ふ
、
そ
の
時
の
御
名
を
ば
大お
ほ

鷦さ
ざ

鷯き
の

帝
と
ぞ
申
す
、
殊
に
賢
王
に
て
御お
は
し
ま
し在
け
る
上
に
、
人
民
を
憐
み
、
国
土
を
育は
ぐ
く

ま
せ
給
ふ
御
志
深
か
り
き
、
さ
れ

ば
、
そ
の
御
時
は
国
栄
え
世
収
て
、
意
め
で
た

か
り
し
御
代
な
り
、
武
内
の
大
臣
が
六
代
の
帝
を
育は
ぐ
く

み
奉
り
し
も
、
こ

の
帝
の
御
時
と
こ
そ
承
り
候
へ
、
こ
の
武
内
の
大
臣
と
申
す
は
、
母
の
胎
内
に
孕は
ら

ま
れ
て
八
十
年
に
白
髪
生お

ひ

198

第四章　鷹狩の流行と鷹術の需要



て
ぞ
生
れ
た
る
、
年
は
二
百
八
十
歳
、
死
す
る
所
を
ば
人
に
知
ら
れ
ず
、
忽
然
と
し
て
失
せ
ら
れ
ぬ
、
さ
れ
ば
、

今
の
世
に
八
幡
の
御
社
壇
の
内
に
香か

良ら

・
武ふ

内な
い

と
申
し
つ
つ
社
を
並
べ
て
崇
め
奉
る
は
、
即
ち
こ
の
人
の
夫
婦

の
事
ぞ
か
し
、
さ
れ
ば
、
⑪
か
の
御
代
に
及
び
て
氷ひ

室む
ろ

と
名
づ
け
つ
つ
鷹
を
仕つ
か

ひ
給
ひ
し
事
は
、
か
の
御
時
よ

り
始
ま
れ
り
、

　
（
Ａ
）で
は
天
竺
の
諸
王
、
釈
迦
た
ち
と
鷹
狩
を
説
い
た
が
、（
Ｂ
）で
は
⑧
周
・
夏
・
秦
等
の
古
代
中
国
に
お
け
る
王
権

と
鷹
を
説
き
、
伝
説
的
な
鷹
の
名
を
挙
げ
る
。
つ
ぎ
に
一
転
し
て
、
我
国
へ
の
放
鷹
術
の
渡
来
に
つ
い
て
、
⑨
・
⑩
を
あ

げ
る
が
、
八
幡
神
と
鷹
の
由
縁
に
も
触
れ
て
い
る
。
⑪
で
仁
徳
天
皇
の
愛
鷹
が
「
氷
室
」
で
あ
っ
た
と
説
く
。

（
Ｃ
）　　

し
か
る
に
源
氏
の
御
先
祖
、
人
王
五
十
六
代
清
和
天
王
の
御
時
に
至
り
て
、
帝
王
は
三
十
九
代
、
⑫
年
序
は

五
百
余
歳
な
り
、
そ
の
間
に
も
御
寵
愛
は
常
の
事
、
捨
て
ら
れ
け
る
世
は
少
か
り
き
、
天
知
天
王
の
賢
か
り
し

古い
に
し
へ

も
、
御
鷹
狩
を
以
て
叡
慮
を
衣
な
ぐ
さ

め
ぬ
、
嵯さ

峨が

野の

に
狩
せ
し
少
将
の
緑
の
鷹
手た

抜ぬ
き

、
⑬
惟こ
れ

喬た
か
の

御み

子こ

の
王
侍
従
と

云
ひ
し
鷹
を
仕
ひ
給
ひ
し
時
は
、
神
慮
も
影や
う

向が
う

を
垂
れ
給
ひ
き
、
加し
か
の
み
な
ら
ず

レ
之
、
⑭
覚お
ぼ

え
の
兵
衛
尉
公き
ん

隆た
か

の
鷹
と
申

し
け
る
は
、
同
じ
鳥
類
と
は
申
し
な
が
ら
常
の
翅つ
ば
さ

に
異
な
り
、
眼
は
明
星
を
論
じ
青せ
い

觜し

は
三
日
月
の
如
し
、
頂

は
円
く
平
ら
か
に
し
て
鏡
の
面
に
似
た
り
、
胸
は
嶮
岸
と
し
て
正
し
く
持
経
を
懸
け
た
り
、
乱
急
糸
を
乱
し
て
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畏
急
の
門
を
尋
ね
、
朝て
う

銓せ
ん

鈴
を
押
し
て
堅
固
の
力
を
見
、
鳳ほ
う

笙し
や
う

の
毛
は
鷹
手
抜
を
継
ぎ
、
取と
つ

手て

の
合あ
ひ

様や
う

は
車
を

通
す
、
こ
れ
は
、
則
ち
広
大
の
心
品
を
顕
す
な
り
、
或
い
は
ま
た
、
四
面
に
は
庇ひ
さ
し

、
銘
に
は
四
海
を
覆
ひ
、
背

に
は
貝
を
伏
せ
、
甲
に
は
翡ひ

翠す
い

を
流
せ（
す
）と
云
へ
り
、
⑮
鷹
は
翅つ
ば
さ

の
王
な
れ
ば
、
仏
も
こ
れ
を
以
て
喩た
と
へ

と
し
給
ふ
、

我
朝
の
守
屋
の
大
臣
は
、
緯
て
ら
つ
つ
き

と
成
て
堂
塔
を
破
損
せ
ん
と
誓
ひ
し
時
、
浄じ
や
う

宮ぐ
う

太
子
は
、『
我
は
、
さ
ら
ば
鷹

と
成
て
そ
の
難
を
払
は
む
』
と
誓
ひ
給
へ
り
、

　
（
Ｃ
）『
真
名
本　

曽
我
物
語
』
の
こ
の
「
鷹
談
議
」
は
源
頼
朝
の
面
前
で
展
開
さ
れ
て
い
る
、と
い
う
設
定
で
あ
る
ゆ
え
、

「
源
氏
の
御
先
祖
」「
清
和
天
王（
マ
ヽ
）」
の
名
を
掲
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。
⑫
仁
徳
天
皇
よ
り
五
百
余
年
間
、
鷹
狩
を
楽
し
ま
ぬ

天
皇
は
少
か
っ
た
と
述
べ
、
天
竺
・
震
旦
の
よ
う
に
放
鷹
が
帝
王
の
、
遊
戯
で
あ
る
と
い
う
正
当
性
を
強
調
す
る
。
⑬
文

徳
天
皇
の
第
一
皇
子
「
惟
喬
御
子
」
の
名
鷹
を
「
王
侍
従
」
と
称
し
た
。
⑭
『
新
修
鷹
経
』
が
鷹
の
「
良
相
」
と
し
て
示

し
た
こ
と
が
、
こ
こ
で
列
挙
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
表
現
は
ほ
ぼ
定
型
化
し
て
後
世
に
及
ぶ
。

　

こ
の
よ
う
に
、
神
仏
が
そ
の
姿
を
現
じ
て
鷹
に
宿
る
と
す
る
か
ら
、
⑮
の
よ
う
に
鷹
は
諸
鳥
の
王
な
の
だ
と
断
定
す
る

こ
と
に
な
っ
た
。

（
Ｄ
）　　

況
ん
や
、
⑯
白し
ら

簫せ
う
・
藤
沢
・
一
拍
子
・
唐か
ら

幕ま
く
・
屋や

真ま

白し
ろ
・
藤
の
花
、
こ
れ
ら
は
皆
神し
ん

に
通
じ
た
り
し
鷹
ど
も
な
り
、
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大
国
を
尋
ね
、
本
朝
を
訪
ひ
、
賢
を
求
め
、
寵
を
開
く
、
そ
の
例
甚
だ
多
し
、
⑰
し
か
れ
ば
、
た
だ
鷹
狩
を
も

御
好
み
あ
る
べ
く
候
」

　
　
　

と
申
さ
れ
け
れ
ば
、
⑱
鎌
倉
殿
を
始
め
奉
り
て
諸
国
の
侍
共
頭か
う
べ

を
低た

れ
、
耳
を
傾
け
つ
つ
万
事
を
閑し
づ

め
て
、
咹あ
つ

と
云
ひ
つ
つ
感
じ
入
り
て
ぞ
見
え
け
る
、

⑯
「
白
簫
」
は
醍
醐
天
皇
の
愛
鷹
「
白
兄
鷹
」
の
こ
と
か
。「
藤
沢
」
か
ら
「
藤
の
花
」
ま
で
は
小
一
條
院
の
愛
鷹
で
あ

ろ
う
。『
鷹
経
弁
疑
論
』
は
「
代
々
ノ
奇
鷹
」
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
伝
え
て
い
る
。「
又
云
、
韓
巻
ハ
唐
國
ノ
鷹
也
、

小
一
條
院
ノ
御
鷹
也
、
小
一
條
院
ト
申
ハ
三
條
院
ノ
御
子
、
諱
敦
明
、
即
但（
位
）シ
給
ハ
ズ
、
寛（
一
〇
一
一
）

弘
八
年
十
月
五
日
親
王
ト
ナ

リ
三
品
ニ
叙
、
寛
仁
元
年
八
月
九
日
號
二
小
一
條
院
一
、
鷹
政
ヲ
コ
ト
ヽ
シ
タ
マ
ヘ
リ
、
藤
沢
、
藤
花
、
山
娥
ナ
ド
モ
此

御
時
ノ
奇
鷹
也
、」
小
一
條
院
と
は
三
条
天
皇
の
第
一
皇
子
敦
明
親
王（
九
九
四
―

一
〇
五
一
）の
こ
と
で
あ
る
が
、
藤
原
道
長
ら
の
た
め

に
皇
太
子
を
退
き
、
孤
立
し
た
。
院
号
を
う
け
、
小
一
條
院
と
号
し
た
。
鷹
に
耽
溺
し
た
と
い
う
。

⑰
放
鷹
は
中
国
と
日
本
の
王
朝
の
歴
史
に
照
ら
し
て
も
、
禁
じ
ら
る
べ
き
も
の
で
は
無
い
の
で
あ
る
と
確
言
し
て
い
る
。

あ
ら
た
め
て
論
ず
る
ま
で
も
な
い
が
、
⑱
の
ご
と
く
、
Ⓐ
～
Ⓓ
の
鷹
の
由
緒
語
り
が
人
々
を
感
服
さ
せ
た
瞬
間
で
あ
る
と

い
え
よ
う
。
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以
上
の
『
真
名
本　

曽
我
物
語
』
は
、
鷹
書
で
は
な
い
。
鷹
書
は
特
定
の
鷹
飼
集
団
を
抱
え
て
鷹
狩
を
好
む
い
わ
ば
支

配
階
級
を
対
象
と
し
て
い
る
の
に
対
し
、
こ
の
『
曽
我
物
語
』
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
階
層
を
受
容
者
と
す
る
よ
う
な
説
話
文

学
に
属
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
こ
こ
に
引
用
し
た
よ
う
な
鷹
の
由
緒
語
り
の
方
が
、
普
く
広
が
る
可
能
性
を
も
っ
て
い
た
と

評
価
で
き
る
の
で
あ
る
。

（
二
）　
『
嵯
峨
野
物
語
』
の
成
立

　

第
二
章
第
三
節
で
「
承
保
の
野
行
幸
」
を
論
じ
た
際
、『
嵯
峨
野
物
語
』
の
所
伝
を
引
用
し
た
。
こ
の
書
は
二
条
良
基

（
一
三
二
〇
―
八
八

諱
は
後
普
光
園
院
）の
作
に
な
る
。
良
基
は
後
醍
醐
天
皇
に
仕
え
た
後
、
北
朝
の
五
代
の
天
皇（
光
明
・
崇
光
・
後
光
厳
・
後
円
融
・

後
小
松
）に
仕
え
て
太
政
大
臣
、
ま
た
摂
政
・
関
白
に
も
任
じ
ら
れ
た
。
和
歌
・
連
歌
に
秀
で
、
万
巻
の
書
を
披
き
和
漢

の
学
に
長
じ
た
。
放
鷹
に
関
す
る
知
見
を
あ
つ
め
至
徳
三
年（
一
三
八
六
）十
一
月
こ
の
書
を
著
述
し
た
が
、
ほ
か
に
『
後

普
光
院
殿
鷹
百
韻
連
歌
』（『
続
群
書
類
従
』

第
十
九
輯
中

）を
残
し
て
い
る（
１
）。
中
澤
克
昭
氏
に
よ
れ
ば
、
二
条
良
基
は
「（
足
利
）義
満
が
公

家
社
会
の
振
る
舞
い
方
を
身
に
つ
け
る
に
あ
た
っ
て
大
き
な
役
割
を
は
た
し
た
」
と
し
、「『
嵯
峨
野
物
語
』
に
ま
と
め
ら

れ
た
よ
う
な
王
朝
の
鷹
故
実
に
つ
い
て
も
」
武
家
へ
伝
授
し
た
、
と
指
摘
し
て
い
る
。（
２
）

　

さ
て
、
二
条
良
基
が
そ
の
晩
年
に
『
嵯
峨
野
物
語
』
を
書
き
置
い
た
動
機
は
何
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
動
乱
の
時
代
は
よ

う
や
く
終
息
を
迎
え
、
室
町
幕
府
は
足
利
義
満
の
代
に
な
っ
て
い
た
。
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「
爰
に
七
十
に
を
よ
ぶ
ね
ざ
め
の
枕
に
お
も
ひ
出
る
こ
と
は
お
ほ
け
れ
ど
も
、
い
に
し
へ
の
こ
と
は
み
な
夢
の
様
に
て
」

と
述
懐
し
つ
つ
、「
本
朝
の
諸
傳
を
う
か
ゞ
へ
る
こ
と
、
既
に
一
万
巻
に
あ
ま
れ
り
」
と
記
す
博
学
で
あ
っ
た
が
、
武
家

に
対
す
る
強
い
自
負
心
が
筆
を
と
ら
せ
た
と
思
わ
れ
る
。

　

そ
れ
は
、
次
の
よ
う
に
現
わ
れ
て
い
る
。

　
「
抑
㋐
馬
鷹
の
こ
と
は
、
ひ
と
へ
に
武
勇
の
も
て
あ
そ
び
と
の
み
、
人
の
こ
ゝ
ろ
え
侍
に
や
、
こ
と
さ
ら
公
家
の
し
ろ

し
め
す
べ
き
こ
と
な
り
、
し
か
れ
ど
も
世
を
と
ろ
へ
、
人
も
の
う
く
し
て
、
諸
道
を
も
て
あ
そ
ぶ
こ
と
な
り
、
此
ゆ
へ
に

㋑
ひ
と
へ
に
武
略
の
た
よ
り
に
成
侍
る
計
也
、」

　

す
で
に
第
三
章
で
言
及
し
た
よ
う
に
、「
諏
方
大
明
神
画
詞
」
を
足
利
尊
氏
や
諸
公
卿
に
披
瀝
し
た
諏
訪
円
忠
の
よ
う

に
、
京
洛
の
地
に
鷹
を
誇
示
す
る
武
士
が
め
だ
っ
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
。
円
忠
は
諏
訪
社
の
分
霊
を
洛
中
に
祭
祀
し
、

小
規
模
な
が
ら
「
御み

射さ

山や
ま

祭ま
つ
り」

を
行
な
っ
て
も
い
た
と
い
う（
３
）。
守
護
大
名
や
幕
府
奉
公
人
ら
が
鷹
を
拳
に
据
え
て
歩

く
姿
も
目
に
つ
い
た
で
あ
ろ
う
。
㋐
・
㋑
は
こ
れ
ら
の
状
況
を
ふ
ま
え
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
二
条
良
基
に
と
っ
て
、㋐
・
㋑
は
目
に
余
る
も
の
で
あ
っ
て
、「（
鷹
狩
は
本
来
は
）公
家
の
し
ろ
し
め
す
べ
き
こ
と
」

で
あ
る
と
し
て
、
こ
の
書
を
著
わ
さ
ず
に
は
お
れ
な
か
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

　

二
条
良
基
自
身
に
放
鷹
の
経
験
が
あ
っ
た
か
と
い
え
ば
、「
余
此
道
の
事
は
さ
ら
に
わ
き
ま
へ
し
ら
ず
。
た
ゞ
舊
記
を

披
覧
の
次
に
、
さ
る
こ
と
あ
り
し
と
お
も
ふ
こ
と
ば
か
り
を
し
る
し
侍
な
り
、」
と
あ
っ
て
、
心
も
と
な
い
。
し
た
が
っ
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て
外
の
鷹
書
と
は
異
質
の
書
と
い
う
印
象
は
免
れ
な
い
が
、
史
料
的
価
値
が
薄
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
と
考
え
る
。

　

以
下
数
項
目
を
取
上
げ
る
が
、「
承
保
の
野
行
幸
」
に
つ
い
て
は
先
掲
し
て
い
る
の
で
省
き
た
い
。

一
、
近
代
鷹
を
こ
の
む
人
、
公
家
に
は
ま
れ
也
、
西
園
寺
相
國
公
経（
４
）、
常
盤
井
太
政
大
臣
實
氏（
５
）、
又
入
道
相
國
實
兼
、

け
し
か
ら
ず
こ
の
み
ち
の
好
士
也
、
入
道
相
國
は
、
た
か
の
雉
な
ら
で
は
不
レ
食
よ
し
承
及
、
希
代
の
事
歟
、

　

西
園
寺
公
経
・
実
氏
父
子
は
鎌
倉
前
期
の
朝
幕
関
係
を
握
り
、
承
久
の
乱
に
際
し
て
は
、
京
都
の
情
報
を
鎌
倉
に
も
た

ら
し
た
。
鎌
倉
後
期
に
西
園
寺
氏
は
関
東
申
次
の
職
を
世
襲
し
て
い
る
。
実
氏
の
孫
西
園
寺
実
兼（
一
二
四
九　

―
一
三
二
二
）も
関
東
申

次
に
な
っ
た
。
両
統
迭
立
す
る
朝
政
の
中
に
あ
っ
て
、
大
覚
寺
統
を
支
持
し
た
。

　

実
兼
と
鷹
に
関
す
る
逸
話
は
『
徒
然
草
』
に
も
取
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
第
一
一
八
段
に
「
鯉
の
羹
」
の
上
等
ぶ
り

が
述
べ
ら
れ
、
つ
づ
い
て
「
鳥
に
は
雉
、
さ
う
な
き
物
な
り
、
雉
・
松
茸
な
ど
は
御
湯
殿
の
上
に
か
か
り
た
る
も
苦
し
か

ら
ず
、」
と
あ
る
。
そ
し
て
、「
北
山
入
道
殿
」
す
な
わ
ち
太
政
大
臣
西
園
寺
実
兼
が
娘
禧
子（
後
醍
醐
天
皇
の
中
宮
）の
「
御

湯
殿
の
上
の
黒
御
棚
に
雁
の
見
え
つ
る
を
」
み
つ
け
て
、
み
っ
と
も
な
い
こ
と
だ
と
語
っ
た
、
な
ど
と
い
う
話
で
あ
る
。

　
『
嵯
峨
野
物
語
』
に
伝
え
ら
れ
た
「
た
か
の
雉
な
ら
で
は
不
レ
食
」
と
あ
る
こ
と
と
符
合
す
る
話
で
あ
る（
６
）。

　

二
条
良
基
の
視
点
は
、
天
皇
と
公
家
の
鷹
に
置
か
れ
て
い
た
か
ら
、
こ
の
書
の
内
容
は
、
新
修
鷹
経
や
大
臣
家
大
饗
の
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儀
礼
、
さ
ら
に
野
行
幸
な
ど
に
触
れ
て
お
り
、
私
が
す
で
に
第
一
章
・
二
章
で
言
及
し
た
こ
と
の
範
囲
を
こ
え
て
は
い
な

い
の
で
、
あ
ら
た
め
て
取
上
げ
る
こ
と
は
略
し
た
い
。

　

た
だ
し
、
次
の
事
項（
Ａ
）・（
Ｂ
）は
、
古
代
か
ら
中
世
前
期
に
属
す
る
こ
と
で
も
あ
り
、
特
に
考
え
て
お
く
こ
と
に
す
る
。

（
Ａ
）　

一♂	
鷹
は
、
毎
年
坂
東
以
下
諸
國
、
御
つ
ぎ
物
に
そ
な
ゆ
る
也
、
數
十
連
の
鷹
を
ま
い
ら
す
れ
ば
、
天
王
淸
涼
殿

に
出
御
あ
り
て
、
御
歬
に
て
藏
人
所
に
給
ふ
、
藏
人
所
よ
り
御
鷹
飼
に
わ
か
ち
給
ふ
也
、
①
御
鷹
飼
六
人
、

宇
多
か
た
野
を
管
領
し
て
、
權
門
無
双
な
り
、
②
毎
月
廿
四
日
の
鳥
を
た
て
ま
つ
る
、
六
齋
日
を
の
ぞ
き
て

ま
い
ら
す
る
也
、
も
し
③
鳥
の
な
き
時
は
、
御
鷹
飼
大
鷹
を
居
て
、
い
づ
く
の
庄
よ
り
も
の
ぼ
れ
、
行
あ
ひ

た
る
を
捉
て
供
す
る
、
さ
だ
ま
れ
る
法
也
、
又
④
す
け
鷹
飼
と
て
、
禁
野
交
野
に
そ
の
所
を
あ
づ
か
り
て
、

鷹
を
よ
く
つ
か
ふ
も
の
あ
り
、
⑤
鷹
を
こ
の
む
人
は
、
こ
れ
を
か
た
ら
ひ
て
つ
か
ひ
し
な
り
、

（
Ｂ
）　

一♂	

代
々
の
御
鷹
場
は
、
數
十
ケ
所
な
り
、
そ
の
所
お
ほ
し
、
殊
に
宇
多
交
野
ノ
御
野
と
申
す
は
、
天
皇
の
御
鷹

場
の
ゆ
へ
な
り
、
⑥
禁
野
と
申
は
、
人
を
か
よ
は
せ
て
、
⑦
鳥
を
お
ほ
く
ふ
せ
を
き
て
、
雜
人
を
禁
ぜ
ら
れ

し
程
に
、
禁
野
と
申
也
、
野
の
行
幸
あ
る
べ
き
野
べ
は
、
三
年
人
を
入
ら
れ
ず
な
ど
傳
承
侍
り
、
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こ
れ
ま
で
に
も
古
代
の
禁
野
と
し
て
触
れ
た
こ
と
だ
が
、
①
・
⑥
に
あ
る
交
野
と
は
、
京
都
盆
地
の
南
方（
石
清
水
八
幡

宮
の
南
々
西
）、
淀
川
の
左
岸
域
の
広
大
な
丘
陵
と
低
湿
地
で
あ
る
。
古
代
、
主
と
し
て
百
済
王
家
や
百
済
人
が
集
団
的
に

渡
来
し
土
着
し
た
一
帯
で
あ
る
。
こ
の
地
に
お
い
て
、
飼
馬
・
調
鷹
の
技
術
を
有
し
た
人
々
が
そ
の
術
を
も
っ
て
代
々
朝

廷
に
仕
え
た（
７
）。

①
は
鷹
・
鷂
を
飼
養
し
、
朝
廷
御
厨
子
所
に
日
々
の
贄
を
献
ず
る
任
に
従
事
し
た
鷹
飼
の
氏
族
に
、
渡
来
人
の
末
裔
と
い

わ
れ
る
秦
氏
・
下
毛
野
氏
が
い
た
こ
と
を
も
の
が
た
っ
て
い
る
。
か
れ
ら
は
「
御4

鷹
飼
」
と
い
う
尊
称
4

4

を
つ
け
て
呼
称

さ
れ
た（
８
）。
朝
廷
で
は
雉
を
焼
い
て
食
す
る
の
が
慣
例
だ
っ
た
。

②
殺
生
禁
断
の
令
に
よ
っ
て
六
斎
日（
毎
月
の
八
・
十
四
・
十
五
・
二
十
二
・
二
十
九
・
三
十
の
六
日
）は
贄
を
行
わ
な
か
っ
た
。

　
　

禁
野
で
の
鷹
狩
は
一
切
許
さ
れ
な
か
っ
た
か
ら
、
足
利
将
軍
家
な
ど
の
鷹
狩
は
こ
の
地
を
避
け
ざ
る
を
え
ず
、
東
山

辺
に
お
け
る
「
山
鷹
猟
」
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る（
後
述
）。

③
の
鳥4

と
は
、
雉
の
こ
と
で
あ
る
が
、
恒
常
的
に
こ
れ
を
確
保
す
る
こ
と
は
困
難
な
時
も
あ
っ
た
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
場

合
、
禁
野
外
に
住
む
鷹
仕
ら
が
京
市
中
の
商
い
で
雉
を
持
ち
込
む
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
そ
れ
ら
は
天
皇
の
「
御
鷹
」
と

一
見
し
て
す
ぐ
分
か
る
装
束
を
つ
け
た
「
御
鷹
飼
」
に
よ
っ
て
、
進
献
を
強
制
さ
れ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

④
「
助
鷹
飼
」
と
は
「
御
鷹
飼
」
秦
氏
や
下
毛
野
氏
の
も
と
で
働
く
鷹
飼
た
ち
で
あ
り
、
当
然
な
が
ら
犬
飼
た
ち
も
含
ま

れ
る
。
⑤
か
れ
ら
が
、
富
有
の
豪
族
ま
た
在
地
武
士
層
で
「
鷹
を
こ
の
む
人
」
な
ど
か
ら
選
抜
さ
れ
雇
わ
れ
る
こ
と
が
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あ
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
動
向
は
軽
視
で
き
な
い
。『
新
修
鷹
経
』
的
な
「
御
鷹
飼
」
の
伝
統
鷹
術
が
、

拡
散
し
て
行
く
大
き
な
理
由
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

⑦
こ
こ
に
い
う
鳥4

も
ま
た
雉4

で
あ
る
。
雉
の
産
卵
・
育
雛
も
他
の
野
鳥
同
様
旧
暦
五
月
中
で
あ
る
の
は
、
餌
が
豊
富
な
季

節
ゆ
え
で
あ
る
。
禁
野
は
い
わ
ば
鳥
獣
保
護
区
で
も
あ
る
が
、
監
視
の
者
を
お
く
の
も
不
可
欠
で
あ
っ
た
。

　

と
こ
ろ
で
『
徒
然
草
』（
第
六
十
六
段
）に
、「
御
鷹
飼
、
下
毛
野
武
勝
」
の
名
が
見
え
て
い
る
。
こ
れ
も
御
厨
子
所
の
鷹

飼
で
あ
る
こ
と
は
す
ぐ
分
か
る
が
、
当
時
、「
岡
本
関
白
殿
」
す
な
わ
ち
藤
原
家
平（
一
三
二
四
没
、
四
十
三
歳
）の
指
示
に

従
っ
て
、「
盛
り
な
る
紅
梅
の
枝
に
、鳥
一
双
を
そ
へ
て
」進
上
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
藤
原
家
平
は
正
和
二
年（
一
三
一
三
）

に
関
白
に
任
じ
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
こ
の
逸
話
は
、
吉
田
兼
好
と
ほ
ぼ
同
時
代
の
こ
と
と
分
か
る
。
下
毛
野
武
勝
が
、
た

だ
単
に
鷹
狩
を
し
て
、
雉
を
と
ら
え
れ
ば
よ
い
だ
け
で
は
な
く
、
鷹
の
鳥
進
献
の
故
実
に
通
暁
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な

か
っ
た
こ
と
は
、
次
の
よ
う
に
あ
っ
て
知
ら
れ
る
。

　
　

武
勝
が
申
し
侍は
べ

り
し
は
、「
柴し
ば

の
枝え
だ

、
梅
の
枝
つ
ぼ
み
た
る
と
散
り
た
る
と
に
付
く
、
五ご

葉え
ふ

な
ど
に
も
付
く
、
枝
の

長
さ
七
尺
、
或あ
る
い

は
六
尺
、
返か
へ

し
刀が
た
な

五ご

分ぶ

に
切
る
、
枝
の
半な
か
ば

に
鳥
を
付
く
、
付
く
る
枝
、
踏ふ

ま
す
る
枝
あ
り
、
し
じ
ら
藤ふ
ぢ

の
わ
ら
ぬ
に
て
、
二ふ
た

と
こ
ろ
付
く
べ
し
、
藤
の
さ
き
は
、
ひ
う
ち
羽ば

の
長た
け

に
く
ら
べ
て
切
り
て
、
牛
の
角つ
の

の
や
う
に
た

は
む
べ
し
、
初は
つ

雪ゆ
き

の
朝あ
し
た

、
枝
を
肩
に
か
け
て
、
中ち
ゅ
う

門も
ん

よ
り
振ふ
る

舞ま

ひ
て
参
る
、
大お
ほ

砌み
ぎ
り

の
石
を
伝つ
た

ひ
て
、
雪
に
跡
を
つ
け
ず
、
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あ
ま
お
ほ
ひ
の
毛
を
少
し
か
な
ぐ
り
散
ら
し
て
、
二ふ
た

棟む
ね

の
御ご

所し
ょ

の
高か
う

欄ら
ん

に
寄
せ
か
く
、
禄ろ
く

を
出い

だ
さ
る
れ
ば
、
肩
に
か

け
て
、
拝は
い

し
て
退し
り
ぞ

く
、
初
雪
と
い
へ
ど
も
、
沓く
つ

の
は
な
の
か
く
れ
ぬ
ほ
ど
の
雪
に
は
参
ら
ず
、
あ
ま
お
ほ
ひ
の
毛
を
散

ら
す
こ
と
は
、
鷹
は
、
よ
わ
腰ご
し

を
と
る
事
な
れ
ば
、
御お
ん

鷹た
か

の
取
り
た
る
よ
し
な
る
べ
し
」
と
申
し
き
、（

徒
然
草
『
日
本
古
典

文
学
全
集
』
小
学
館
）

　

実
は
こ
の
話
は
、
初
め
下
毛
野
武
勝
は
、「
花
も
な
き
梅
の
枝
に
、
一
つ
を
付
け
て
参
ら
せ
け
り
、」
と
あ
っ
て
、
わ
ざ

と
無
知
を
装
っ
て
い
た
ら
し
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
本
当
は
熟
知
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
右
の
引
用
部
に

よ
っ
て
明
白
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
、
こ
の
段
末
に
お
い
て
吉
田
兼
好
は
、

　
「
花
に
鳥
付
け
ず
と
は
、
い
か
な
る
ゆ
ゑ
に
か
あ
り
け
ん
、
長な
が

月づ
き

ば
か
り
に
、
梅
の
作
り
枝
に
、
雉き
じ

を
付
け
て
、「
君
が

た
め
に
と
折
る
花
は
時
し
も
分わ

か
ぬ
」
と
言
へ
る
事
、
伊
勢
物
語
に
見
え
た
り
、
造つ
く

り
花ば
な

は
苦
し
か
ら
ぬ
に
や
、」

と
書
い
て
い
る
。「
鷹
の
鳥
進
献
の
礼
」
で
は
、「
花
に
鳥
付
け
ず
」、
ま
た
は
造
花
を
付
け
る
こ
と
も
あ
り
、
と
い
う
の

は
あ
り
得
る
こ
と
な
の
だ
が
、
そ
れ
を
下
毛
野
武
勝
は
心
得
て
い
た
の
で
あ
る
。
二
条
良
基
の
主
張
か
ら
み
れ
ば
、『
徒

然
草
』
の
こ
の
話
な
ど
も
、「
当
然
公
家
の
し
ろ
し
め
す
べ
き
」
範
疇
に
入
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
武
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家
は
鷹
狩
を
「
武
略
の
た
よ
り
に
」
お
と
し
め
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、本
来
の
放
鷹
の
あ
る
べ
き
姿
は
ど
う
で
あ
る
の
か
、

と
い
う
こ
と
を
、
強
い
意
識
に
裏
付
け
ら
れ
て
書
い
た
の
が
、『
嵯
峨
野
物
語
』
で
あ
っ
た
と
評
価
で
き
る
の
で
あ
る
。

（
１
）　

二
条
良
基
の
連
歌
の
弟
子
梵
燈
庵（
一
三
四
九

―
？

）に
は
『
梵
燈
庵
鷹
詞
百
韻
連
歌
』
が
あ
る（『
続
群
書
類
従
』

第
十
九
輯
中

）梵
燈
庵
は
足
利
家
の
家

臣
朝
山（
の
ち
勝
部
姓
）小
次
郎
師
綱
で
あ
り
、
将
軍
足
利
義
満
に
和
歌
・
連
歌
を
も
っ
て
仕
え
た
。

（
２
）　

中
澤
克
昭
氏
「
日
本
中
世
狩
猟
文
化
史
論
序
説
」（『
狩
猟
と
供く
ぎ儀
の
文
化
誌
』〔
叢
書
・
文
化

学
の
越
境
⓮
〕　

森
話
社　

二
〇
〇
七
年
）

（
３
）　

村
石
正
行
氏
は
「
室
町
幕
府
奉
行
人
諏
訪
氏
の
基
礎
的
考
察
」（『
長
野
県
立
歴
史
館
紀
要
』

二
〇
〇
五
年
三
月　
　

）で
、
京
都
諏
訪
氏
の
系
譜
を
紹
介
し
、
こ

の
一
族
が
鷹
の
故
実
家
と
し
て
将
軍
家
に
仕
え
て
い
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

　
　
　

ま
た
、
石
井
裕
一
朗
氏
は
「
中
世
後
期
京
都
に
お
け
る
諏
訪
氏
と
諏
訪
信
仰
―
『
諏
訪
大
明
神
絵
詞
』
の
再
検
討
」

（『
武
蔵
大
学
人
文
学
会

雑
誌
』
二
〇
一
〇
年

）に
お
い
て
、
京
都
諏
訪
社
の
御
射
山
祭
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。

（
４
）　

西
園
寺
公
経（
一
一
七
一
―

一
二
四
四

）。
源
頼
朝
の
妹
婿
一
条
能
保
の
女
全
子
と
結
婚
。
源
実
朝
な
き
後
の
将
軍
頼
経
は
外
孫
。
ま
た
、
後

深
草
天
皇
の
外
戚
で
も
あ
っ
た
。

（
５
）　

常
盤
井
實
氏
。
西
園
寺
公
経
の
子
。
實
氏
の
別
邸
を
常
盤
井
殿
と
よ
ぶ
。
女
・
姞
子
は
後
深
草
・
亀
山
両
天
皇
を
生
む
。
幕
府

と
の
関
係
も
深
く
、
関
東
申
次
を
つ
と
め
た
。

（
６
）　

中
澤
克
明
氏
は
、「
公
家
の
「
鷹
の
家
」
を
探
る
―
『
基
盛
朝
臣
鷹
狩
記
』
は
基
盛
の
著
作
か
」
に
お
い
て
、
持
明
院
基
盛
の
同

書
「
前
三
分
の
二
は
、
西
園
寺
実
兼
の
著
作
」
で
あ
っ
た
と
し
て
い
る
。（『
日
本
歴
史
』
七
七
三
号

二
〇
一
二
年　
　
　
　

）

（
７
）　

福
田　

晃
氏
「
放
鷹
文
化
の
精
神
風
土
―
交
野
・
為
奈
野
を
め
ぐ
っ
て
―
」（『
説
話
・
伝
承
学
』　　

第
⓴
号　

二
〇
一
二
年
）

（
８
）　

中
原
俊
章
氏
は
、
か
れ
ら
「
御
鷹
飼
」
は
、
十
世
紀
以
降
、
摂
関
家
や
院
政
に
仕
え
る
「
随
身
」
で
あ
っ
た
と
し
て
お
り
、
中
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世
か
ら
近
世
に
及
ぶ
下
毛
野
・
秦
両
氏
の
系
譜
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
ま
た
、藤
原
摂
関
家
か
ら
分
か
れ
た
九
条
家
に
は
秦
氏
が
、

近
衛
家
に
は
下
毛
野
氏
が
仕
え
散
所
を
支
配
し
て
い
た
こ
と
も
指
摘
し
て
い
る
。（「
中
世
随
身
の
存
在
形
態
―
随
身
家
下
毛
野
氏
を
中

心
に
し
て
」『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』（
通
号
�
）一
九
七
五
年
）

（
三
）　
『
白
鷹
記
』
と
足
利
将
軍
家

　

古
来
、
我
国
で
は
、
白
蛇
・
白
鹿
・
白
雉
・
白
亀
な
ど
が
獲
れ
る
と
、
こ
れ
を
奇
瑞
と
し
て
慶
祝
す
る
慣
例
が
あ
っ
た
。

白
鷹
・
白
馬
も
ま
た
神
慮
に
よ
る
も
の
と
し
て
祥
福
こ
の
上
な
し
と
し
て
崇
め
た
の
で
あ
る
。

　

白
鷹
は
よ
ほ
ど
珍
重
さ
れ
、
遥
か
高
句
麗
の
方
の
産
と
目
さ
れ
て
い
た
が
、
稀
に
国
内
で
と
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

　
『
白
鷹
記
』
は
数
多
い
鷹
書
の
中
で
も
、
こ
の
珍
し
い
白
鷹
一
居
を
描
写
し
た
一
書
で
あ
っ
て
、『
群
書
類
従
』（
鷹
部
上　

巻
三
五
六
）

に
収
載
さ
れ
て
い
る
。

　

次
に
、『
白
鷹
記
』
を（
A
）（
B
）（
C
）の
三
段
落
に
分
け
て
検
討
し
て
み
よ
う
。

（
Ａ
）♂

　

凡
鷹
は
瑤
光
の
精
氣
を
た
く
は
へ
て
、
鐘
岱
の
層
巢
に
う
ま
れ
た
り
、
春
鳩
と
な
る
は
仁
也
、
秋
戮
を
行
ふ

は
義
な
り
、
食
す
る
に
さ
き
を
わ
す
れ
ざ
る
は
敬
也
、
誅
す
る
に
强
を
さ
ら
ざ
る
は
勇
也
、
遠
を
こ
と
ご
と
く

見
る
は
智
也
、
①
此
五
常
を
備
て
、
彼
衆
哢
を
兼
た
り
、
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（
Ｂ
）♂

　

我
朝
①
仁
德
天
皇
も
ず
野
の
行
幸
有
し
よ
り
、
代
々
の
帝
交
野
禁
野
の
御
狩
、
宇
田
芹
河
の
逍
遙
絕
る
こ
と

な
し
、
就
中
②
寛
平
宮
瀧
の
御
幸
、
勝
負
の
御
狩
の
儀
式
、
北
野
天
神
こ
れ
を
し
る
し
給
ふ
、
③
末
代
放
鷹
の

衜
の
龜
鏡
た
る
を
や
、
④
每
月
左
右
の
近
衞
廿
四
の
み
つ
ぎ
の
鳥
を
奉
る
、
大
內
の
鳥
の
曹
司
に
、
數
聯
の
良

鷹
を
つ
な
が
れ
、
數
牙
の
逸
犬
を
か
ひ
を
か
る
、
⑤
母
屋
の
大
饗
に
は
、
上
客
料
理
を
た
す
け
て
歬
庭
を
わ
た

さ
れ
、
諸
國
の
狩
の
使
は
、
驛
路
の
鈴
を
な
ら
し
て
羇
粮
の
設
を
催
す
、
し
か
の
み
な
ら
ず
⑥
野
守
の
鏡
か
け

を
尋
、
忍
の
奥
こ
ひ
の
道
に
まイ
ど
ひ
て
た
か

よ
ひ
て
も
、
と
か
へ
る
山
の
秋
の
色
を
そ
へ
、
と
や
の
の
原
の
雪
の
跡
を
た
づ

ね
て
も
、
田
獵
の
遊
興
を
催
さ
ず
と
い
ふ
事
な
し
、
抑
⑦
上
古
の
名
鷹
は
、
天
智
天
皇
の
磐
手
野
守
、
延
喜
垩

主
の
白
兄
鷹
、
一
條
院
の
鳩
屋
赤
目
み
さ
ご
は
ら
、
小
一
條
院
の
籘
芲
韓
卷
藤
澤
山
娥
等
屋
、
⑧
近
比
世
幷
せ

る
奇
鷹
あ
り
、

（
Ｃ
）♂

　

爰
に
⑨
信
濃
國
禰
津
の
神
平
奉
る
所
の
白
鷹
、
⑩
そ
の
相
鷹
經
に
か
な
へ
る
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
毛
雪
じ
ろ

と
云
べ
し
、
ま
こ
と
に
楚
王
の
鵬
を
お
と
せ
る
良
鷹
に
こ
と
な
ら
ず
、
首
頸
白
綿
を
か
ぶ
れ
る
が
ご
と
く
、
羽

毛
は
斑
綾
を
き
せ
た
る
に
似
た
り
、
首
尾
三
尺
に
を
よ
べ
り
、
遠
く
見
て
は
羽
毛
お
ほ
く
、
近
く
見
て
は
羽
毛

す
く
な
し
、
前
に
む
か
へ
ば
腹
の
み
見
え
て
翼
み
え
ず
、
そ
れ
る
こ
と
軒
の
ご
と
し
、
い
た
ゞ
き
ひ
ら
に
し
て

中
た
か
く
、
目
光
明
星
に
に
た
り
、
眼
う
ご
か
ず
し
て
人
に
對
せ
り
、
ら
ん
ひ
愁
毛
白
糸
の
ご
と
し
、
目
の
歬
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の
み
ぞ
う
ね
た
か
く
の
き
ひ
ろ
し
、
鼻
の
穴
ひ
ろ
く
お
ほ
き
に
、
く
ち
ば
し
く
ろ
く
う
る
ほ
へ
り
、
項
あ
つ
く

抜
出
て
鳥
の
か
ひ
こ
の
ご
と
し
、
肩
ひ
ら
く
し
て
身
に
そ
ふ
た
り
、
翡
翠
の
毛
な
が
く
、
く
れ
は
の
毛
綾
を
た

た
め
り
、
重
錢
の
毛
う
ら
羽
お
ほ
し
、
鈴
ひ
し
ぐ
が
ご
と
し
、
一
の
羽
ぶ
し
は
た
か
く
、
二
の
羽
ぶ
し
は
う
す

し
、
か
く
た
い
廣
く
し
て
、
車
馬
を
と
を
す
ば
か
り
也
、
ほ
う
き
や
う
の
毛
な
が
く
、
さ
衣
の
毛
白
綿
を
は
さ

め
り
、
羽
翼
直
し
て
は
と
の
ご
と
し
、
蒺し
つ

藜
の
骨
お
ほ
き
に
、
も
ゝ
あ
つ
く
な
が
く
毛
な
し
、
は
ぎ
か
く
れ
て

短
し
、
尾
は
や
か
た
ふ
に
き
れ
て
だ
ん
〳
〵
し
ろ
し
、
尾
魁
た
す
け
せ
ま
ち
尾
な
ら
し
、
羽
石
う
ち
し
は
び
き
、

只
一
枚
に
た
ゝ
み
な
せ
り
、
腰
す
こ
や
か
に
し
て
、
足
大
に
か
れ
て
、
爪
く
ろ
く
う
る
ほ
へ
り
、
か
け
爪
う
ち

爪
と
つ
す
へ
か
へ
る
、
こ
指
な
が
く
大
き
な
り
、
惣
じ
て
一
部
の
善
相
、
編
句
の
興
、
古
今
そ
の
類
す
く
な
し
、

又
神
術
諸
能
の
す
ぐ
れ
た
る
事
、
記
す
る
に
い
と
ま
あ
ら
ず
、
万
人
一
覽
を
望
み
、
緇
素
双
眼
を
驚
か
さ
ず
と

い
ふ
事
な
し
、
誠
に
わ
が
國
の
奇
物
、
他
州
の
異
禽
た
る
を
や
、
よ
り
て
粗
是
を
記
す
る
も
の
也
、

　
　
　
　
　

嘉（
一
三
二
七
）

暦
二
丁
卯
三
月　
　

歬
關
白

（
Ａ
）は
鷹
書
を
構
成
す
る
第
一
の
大
切
な
要
素
で
あ
っ
て
、
先
ず
鷹
と
い
う
鳥
の
概
念
を
規
定
す
る
。
次
に
傍
線
部
①
だ

が
、
我
国
に
於
い
て
鷹
は
神
・
仏
で
あ
り
か
つ
儒
教
の
五
常（
信
・
義
・
礼
・
智
・
仁
）を
体
現
す
る
と
い
う
か
ら
、
甚
だ
尊

崇
の
度
が
濃
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、（
Ｂ
）も
ま
た
、
鷹
書
の
第
二
の
要
素
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
①
放
鷹
伝
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来
の
時
点
は
揺
る
が
な
い
。
②
醍
醐
天
皇
を
は
じ
め
、
野
行
幸
の
華
麗
さ
も
ま
た
く
り
か
え
し
追
想
さ
れ
る
。
③
そ
の
よ

う
な
、
鷹
狩
の
由
緒
は
原
点
と
し
て
忘
れ
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
④（
既
に
『
嵯
峨
野
物
語
』
で
確
認
し
た
通
り
）毎
月（
六

斎
日
を
の
ぞ
く
）二
十
四
日
間
の
贄
の
こ
と
や
狩
の
使
な
ど
を
強
調
し
て
い
る（
２
）。（
こ
の
あ
た
り
の
書
き
方
か
ら
、
筆
者
が
二

条
良
基
で
は
な
い
か
と
い
う
推
測
も
成
り
立
つ
で
あ
ろ
う
。）

⑤
「
母
屋
の
大
饗
」
は
大
臣
家
大
饗
の
こ
と
だ
が
、そ
の
料
理
の
中
心
は
雉
で
あ
っ
た
。「
前
庭
を
わ
た
さ
れ
」
と
は
「
鷹

飼
渡
」
を
意
味
し
て
い
る
。

⑥
古
今
、
新
古
今
の
和
歌
集
に
鷹
狩
を
詠
ん
だ
も
の
も
あ
る
。『
嵯
峨
野
物
語
』
の
筆
者
二
条
良
基
は
連
歌
集
『
後
普
光

院
殿
鷹
百
韻
連
歌
』
に
、
次
の
句
を
の
こ
し
て
い
る
。

　
「
お
り
な
れ
て　

ま
と
は
る
鷹
の　

藤
は
か
ま　

野
守
の
か
ヾ
み　

五
月
の
空
」
ま
た
、「
陸
奥
の
名
に
も
忍
ぶ
の
忘
れ

草
」。
信
夫
の
鷹
は
文
知
摺
の
忍
草
と
と
も
に
恋
心
を
か
き
た
て
る
も
の
で
あ
っ
た
。

⑦
に
例
示
さ
れ
た
名
鷹
を
知
ら
ぬ
者
は
な
か
っ
た
。
中
世
の
鷹
書
は
必
ず
こ
れ
ら
の
鷹
を
列
挙
す
る
の
が
慣
例
で
あ
っ

た
。
⑧
そ
れ
ら
に
比
肩
で
き
る
奇
鷹
、
そ
れ
が
、
こ
の
白
鷹
な
の
だ
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

（
Ｃ
）⑨
「
信
濃
國
禰
津
の
神
平
奉
る
」
と
あ
る
。
こ
の
人
物
の
名
は
『
諏
方
大
明
神
画
詞
』
に
登
場
し
て
い
る
。
そ
れ
に

よ
れ
ば
、
祢
津
神
平
は
も
と
東
信
濃
地
方
の
千
曲
川
流
域
で
「
新
治
牧
・
望
月
牧
」
な
ど
の
官
牧
を
経
営
す
る
「
滋
野
三
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家（
海
野
・
祢
津
・
望
月
）の
一
族
祢
津
氏
に
出
自
し
た（
２
）。「
東
國
無
双
ノ
鷹
匠
」
で
祢
津
神
平
貞
直
と
い
う
。
貞
直
は

父
道
直
と
共
に
源
義
朝
の
配
下
と
し
て
保
元
・
平
治
の
乱
に
活
躍
し
た
が
、
の
ち
に
諏
訪
社
の
神
氏
大
祝
貞
光
の
猶
子
と

な
っ
て
「
神
平
」
と
名
告
っ
た
と
い
う
。
以
上
に
つ
い
て
は
大
略
、
先
章
に
お
い
て
言
及
し
た
。
右
の
『
白
鷹
記
』
の
奥

に
「
嘉（
一
三
二
七
）

暦
二
丁卯
三
月　

前
関
白
」
と
あ
る
。『
群
書
解
題
』（
第
４
巻

鷹
部

）に
よ
れ
ば
、
前
関
白
を
、
九
条
房
実（
一
二
九
〇　

―
一
三
二
七
）か
九
条

道
平（
一
二
八
七　

―
一
三
三
五
）ま
た
は
二
条
良
基（
一
三
二
〇

　

―
八
八
）か
決
め
か
ね
て
い
る
の
で
あ
る
が
、私
は
「
禰
津
の
神
平
奉
る
」
に
注
目
し
て
、

こ
の
白
鷹
の
背
景
を
探
っ
て
み
た
い
。

　

つ
ま
り
、『
諏
方
大
明
神
画
詞
』
の
作
者
・
諏
訪
円
忠
が
、
足
利
尊
氏
に
従
っ
て
活
躍
し
た
人
物
で
あ
り
、
諏
訪
の
贄
鷹
・

御
射
山
祭
及
び
諏
訪
の
神
家
の
鷹
術（
祢
津
流
・
諏
訪
流
）を
積
極
的
に
喧
伝
し
た
人
物
で
あ
っ
た
こ
と
を
根
拠
と
す
れ
ば
、

⑨
の
よ
う
な
白
鷹
は
祢
津
神
平
が
奉
っ
た
の
だ
と
喧
伝
す
る
よ
う
な
人
物
は
、
諏
訪
円
忠
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
特
に
、
円
忠
は
『
新
修
鷹
経
』
の
解
読
を
行
っ
て
お
り
、
神
家
の
伝
統
と
秀
鷹
の
描
写
を
力
説
す
る
に
最
適
で
あ
っ

た
と
考
え
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、『
白
鷹
記
』
奥
に
あ
る
前
関
白
は
円
忠
と
同
時
代
の
二
条
良
基
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

　

と
こ
ろ
で
、『
蒙
求
臂
鷹
往
来
』
第
一
二
条
に
は
、「
二
條
殿
下
良
基
公
白
鷹
ノ
記
一
帖
」
と
い
う
記
載
が
あ
る
。
ま
た
、

『
鷹
経
弁
疑
論
・
中
』
に
は
、「
又
云
、
先
雪
白
ト
申
ハ
、
永（
一
三
七
五
―
七
九
）

和
ノ
頃
二
條
関
白
良
基
公
ノ
白
鷹
ノ
記
ニ
委
ク
見
タ
リ
、
其

語
云
、
爰
ニ
甲
斐
國
武
田
伊
豆
守
信
春
奉
ル
所
ノ
白
鷹
、」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
二
条
良
基
作
と
比
定
す
る
考
え
は
成
り

立
つ
の
で
あ
る（
３
）。
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鷹
術
の
世
界
で
は
、
白
鷹
は
我
国
で
は
獲
れ
な
い
も
の
と
思
わ
れ
て
い
た
。
た
と
え
ば
『
小
倉
問
答
』（『
定
家
問
答
』
と
も
い

う
。
続
群
書
類
従　

第

十
九
輯
中
）に
、

「
一
白
の
鷹
は
日
本
の
巣
に
あ
り
や
。

　

		
答
云
。
白
は
か
う
ら
い
の
國
よ
り
渡
る
な
り
。

　

		

日
域
に
巣
鷹
な
し
。
白
は
佛
神
の
尊
體
な
り
。」

と
見
え
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
稀
有
な
例
な
が
ら
我
国
で
も
白
鷹
が
獲
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た（
４
）。
そ
の
よ
う
な
時

に
白
鷹
を
賞
讃
す
る
文
章
は
、（
Ｃ
）⑩
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
典
型
は
既
に
『
新
修
鷹
経
』
に
示
さ

れ
て
い
た
。

　

さ
て
、
室
町
幕
府
の
初
期
に
お
け
る
京
都
に
は
、
伝
統
的
公
家
の
鷹
術（
持
明
院
家
・
西
園
寺
家
及
び

禁
野
鷹
飼
秦
氏
・
下
毛
野
氏
）の
ほ
か
に
諏
訪
の
贄
鷹
に

よ
っ
て
発
達
を
み
た
神
家
流（
祢
津
流
・
諏
訪
流
）の
鷹
術
が
新
た
に
登
場
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

　

室
町
幕
府
が
鷹
の
飼
養
を
禁
じ
た
例
は
、
文
正
二
年（
一
四
六
七
）閏
二
月
に
認
め
ら
れ
る（『
斎
藤
親

元
日
記
』）。
ま
た
、
足
利
義
尚

は
文
明
十
三
年（
一
四
八
一
）七
月
六
日
、
将
士
の
放
鷹
を
禁
じ
て
い
る（
同
上
）。
し
か
し
、
将
軍
自
ら
は
鷹
狩
を
続
け
て

お
り
、
鷹
の
進
上
を
管
領
細
川
政
元
に
求
め
た
り
し
て
い
る（『
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
』
文

明
十
四
年
十
二
月
是
月
条

）。
こ
の
頃
、
足
利
義
尚
は
故
実
家
・
伊
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勢
貞
孝
を
用
い
て
お
り
、
ま
た
伊
勢
貞
助
が
『
鷹
薬
事
書
』
を
書
い
た
り
し
て
い
る
。
故
実
家
・
小
笠
原
政
清
が
『
鷹
書
』

を
著
わ
し
、
持
明
院
基
春
が
『
鷹
経
弁
疑
論
』
を
書
い
た
の
も
、
こ
の
頃
で
あ
る（
５
）。
将
軍
家
や
細
川
氏
・
畠
山
氏
・

赤
松
氏
ら
も
盛
ん
に
鷹
狩
を
実
施
し
て
い
る
が（
６
）、
か
れ
ら
の
鷹
場
は
む
ろ
ん
禁
野
で
は
な
く
、
山
科
や
東
山
の
山
野

で
あ
っ
た
。

　

そ
し
て
、「
鷹
の
鳥
」
の
ほ
か
に
、
初
雁
を
朝
廷
に
献
上
す
る
こ
と
が
行
わ
れ
る（
７
）。
ま
た
、『
言
継
卿
記
』
天
文
十

四
年（
一
五
四
五
）十
二
月
二
十
四
日
の
条
に
よ
れ
ば
、

「
今
日
武
家
之
大
鷹
被
レ
懸
二
御
目
一
候
、
鷹
飼
飯
川
彦
九
郎
す
へ
て
参
、
御
前
久
我
大
納
言
す
へ
て
被
レ
参
了
、」

と
あ
っ
て
、
将
軍
義
晴
が
後
奈
良
天
皇
に
大
鷹
披
露
の
儀
礼
を
行
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
っ
て
、
管
見
で
は
初
出
の
事

項
で
あ
る
。
同
年
二
月
七
日
に
将
軍
は
、
関
白
近
衛
稙
家
や
管
領
細
川
晴
元
を
伴
っ
て
八
瀬
の
鷹
山
に
泊
ま
り
が
け
で
放

鷹
し
て
お
り（『
同上』）、
こ
の
当
時
、
公
家
放
鷹
の
儀
礼
を
積
極
的
に
将
軍
家
に
摂
取
し
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
か
。

　

こ
の
『
言
継
卿
記
』
に
み
え
る
飯
川
彦
九
郎
は
将
軍
家
の
鷹
飼
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
飯
川
彦
九
郎
は
天
文
七
年（
一

五
三
八
）正
月
七
日
の
幕
府
政
所
執
事
・
伊
勢
貞
孝
の
鷹
山
始
に
も
袛
候
し
て
お
り
、
故
実
家
伊
勢
氏
に
も
仕
え
る
鷹

飼
で
あ
っ
た
ろ
う
か（『
親
後
日
記

』）。
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な
お
、
伊
勢
貞
孝
は
、
陸
奥
・
桑
折
西
山
城
主
伊
達
晴
宗
に
使
者
を
遣
わ
し
鷹
進
上
を
促
し
て
お
り
、
次
の
よ
う
に
見

え
て
い
る
。

　

雖
二
未
レ
令
レ
啓
候
一
、
以
レ
次
二
御
代
々
申
通
候
一
如
レ
此
候
、
從
二
京
都
一
上
意
爲
二
御
使
一
、
伊
勢
守
承
、
富
松
與

一
可
二
罷
下
一
候
、
殊
貞
孝
、			

㋐
路
次
御
鷹
上
候
者
、
爲
レ
阿
二
飼
此
竹
鼻
彌
次
郎
一
同
前
下
レ
進
レ
之
候
、
御
進
上
肝
要

候
、
隨
而
㋑
拙
老
も
、
一
連
之
所
望
存
候
、
自
然
者
在
國
彦
右
衛
門
尉
可
レ
爲
レ
存
候
、
兩
人
者
上
洛
之
砌
、
㋒
鴈
靍
一

逸
申
請
度
候
、
必
々
差
二
下
人
一
、
祝
詞
御
禮
可
二
申
入
一
候
、
餘
ニ
便
宜
難
レ
過
レ
之
間
、
与
レ
風
申
述
候
、
猶
與
一
彌

次
郎
可
レ
申
候
、
事
々
得
二
御
意
一
候
、
恐
々
謹
言
、

　
　
　
　
　

十（
天
文
廿
三
年
ヵ
）

一
月
三
日　
　
　
　
　
　
　
　

沙
彌
淸
辰（
芲
押
）

　
　

謹
上　

伊
逹
次
郎
殿

（
大
日
本
古
文
書
・　

『
伊
達
家
文
書
之
一
』）

　

こ
れ
も
管
見
で
は
、
将
軍
が
守
護
大
名（
こ
こ
で
は
奥
州
守
護
職
伊
達
氏
）に
鷹
進
上
を
求
め
た
初
出
例
で
あ
る
。
ほ
か
で

も
な
い
、
古
来
「
信
夫
の
鷹
」
と
讃
え
ら
れ
る
土
地
の
鷹
で
あ
る
。

　

㋐
「
阿
飼
」
は
餌
飼
4

4

の
こ
と
で
あ
り
、
鷹
を
京
ま
で
運
ぶ
た
め
に
不
可
欠
の
役
目
を
負
う
。
同
時
に
、「
富
松
與
一
」
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と
い
う
の
は
鷹
飼
の
名
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
竹
鼻
彌
次
郎
と
と
も
に
、
伊
達
氏
の
鷹
部
屋
か
ら
良
相
の
鷹
を
選
ぶ

わ
け
で
あ
る
。
㋑
「
拙
老
も
一
連
」
と
あ
る
の
で
、
将
軍
の
分
と
合
わ
せ
る
と
少
な
く
と
も
二
居
の
鷹
を
求
め
て
い
る
こ

と
が
分
か
る
。

　

㋒
に
「
鴈
靍
一
逸
」
と
あ
る
の
は
や
や
分
か
り
に
く
い
。
こ
れ
は
「
鷹
鶴
」
の
意
味
で
は
あ
る
ま
い
か
。「
鴈
」
は
「
鷹
」

の
誤
字
か
も
し
れ
な
い
。
わ
ざ
わ
ざ
雁
を
奥
州
か
ら
進
上
さ
せ
る
と
も
思
わ
れ
な
い
の
で
あ
り
「
鷹
が
と
ら
え
た
鶴
」
で

あ
り
、
し
か
も
そ
れ
が
一
羽
の
逸
物
の
鶴
で
あ
る
と
す
る
な
ら
理
解
で
き
よ
う
。
も
し
「
鷹
の
鶴
」
で
あ
る
と
す
れ
ば
、

こ
れ
も
初
出
例
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
古
代
以
来
の
初
見
例
で
も
あ
る
。
の
ち
の
こ
と
だ
が
、
豊
臣
秀
吉
や
徳
川
家
康
が
、

し
き
り
に
鷹
の
鶴
進
上
を
求
め
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
の
出
発
点
と
も
評
価
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

足
利
将
軍
家
の
放
鷹
は
永
禄
年
間
以
降
も
継
続
し
て
い
る
、
足
利
義
輝
・
義
昭
、
さ
ら
に
関
白
近
衛
前
久
な
ど
は
、
朝

廷
に
鷹
の
鳥
を
献
上
し
つ
づ
け
て
い
る（
８
）。

　

以
上
に
よ
っ
て
、
足
利
将
軍
家
の
鷹
狩
は
、
天
皇
・
公
家
の
鷹
故
実
に
倣
い
な
が
ら
展
開
し
た
こ
と
は
歴
然
と
し
て
い

る
。
そ
の
過
程
で
遠
国
に
鷹
飼
・
餌
飼
を
派
遣
し
て
良
鷹
を
求
め
る
こ
と
を
は
じ
め
、
鷹
の
鶴
進
上
要
求
や
、
朝
廷
に
鷹

の
白
鳥
を
献
ず
る
な
ど
、
従
来
の
公
家
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
動
き
が
登
場
し
て
い
る
。

　

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
動
き
は
、
足
利
義
昭
や
織
田
信
長
に
及
ん
で
顕
著
化
し
、
近
衛
前
久
に
至
っ
て
、
特
色
あ
る
動
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き
を
見
せ
る
。
近
衛
前
久
は
、
公
家
放
鷹
の
故
実
を
一
括
し
て
戦
国
諸
大
名
に
伝
え
、
ま
た
、
豊
臣
秀
吉
や
徳
川
家
康
に

強
い
影
響
を
及
ぼ
す
役
を
演
じ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

注（
1
）　
「
日
次
の
御
狩
」
と
も
い
う
。『
後
京
極
殿
鷹
三
百
首
和
歌
』（
群
書
類
従

巻
三
五
七
）に
「
鳥
屋
出
す
夜
に
と
も
す
な
る
は
し
鷹
の
日
次
の
御

狩
い
つ
の
御
代
よ
り
」
と
あ
る
。

（
2
）　

福
田　

晃
氏
「
放
鷹
文
化
の
精
神
風
土
―
信
州
・
滋
野
を
め
ぐ
っ
て
―
」（『
伝
承
文
学
研
究
』
六
十
二
号

平
成
二
十
五
年
八
月　
　
　

）

（
3
）　

大
坪　

舞
氏
「
伝
二
条
良
基
作
「
鷹
書
」
瞥
見
―
付
・
岩
国
徴
古
館
蔵
『
鷹
百
首
和
歌
』
翻
刻
―
」（『
平
安
文
学
研
究
』
衣
笠
編

　

第
四
輯　

二
〇
一
三
年

）

（
４
）　

鎌
倉
幕
府
成
立
後
ほ
ど
な
く
、
葛
西
清
重
が
頼
朝
に
白
大
鷹
を
進
上
し
た
こ
と
が
あ
る
が
、
頼
朝
は
こ
れ
を
受
け
取
ら
な
か
っ

た
、
と
い
う
例
が
あ
る（『
吾
妻
鏡
』
建
久
五

年
十
月
二
十
二
日
条
）。

（
５
）　

永
正
三
年（
一
五
〇
六
）の
奥
書
を
も
つ
『
斎
藤
朝
倉
両
家
鷹
書
』、
同
八
年
七
月
島
津
忠
治
編
の
『
識
鷹
秘
訣
集
』（『
前
編
薩
藩

旧
記
雑
録
』）

な
ど
も
知
ら
れ
る
。

（
６
）　
『
蔭
涼
軒
日
録
』
明
応
元
年（
一
四
九
二
）十
二
月
二
十
二
日
条
に
よ
れ
ば
赤
松
政
則
の
鷹
匠
広
戸
因
幡
守
は
「
年
中
鷹
所
レ
食
之

雀
四
万
余
云
々
、
其
外
禽
獣
不
レ
知
二
其
数
一
用
レ
之
云
々
」
と
あ
る
。

（
７
）　
『
言
継
卿
記
』
天
文
四
年
正
月
四
日
条
。『
後
奈
良
院
宸
記
』・『
御
湯
殿
上
日
記
』
同
年
正
月
九
日
条
。
な
ど

（
８
）　
『
言
継
卿
記
』
永
禄
三
年
二
月
十
六
日
、
同
三
月
一
日
条
、『
御
湯
殿
上
日
記
』
同
八
年
三
月
二
十
七
日
条
。
な
お
、『
同
書
』

に
足
利
義
昭
が
永
禄
十
一
年
十
月
二
十
五
日
、
同
十
一
月
二
十
五
日
に
相
次
い
で
、
白
鳥
を
朝
廷
に
献
じ
て
い
る
こ
と
が
み
え
る
。
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第
二
節　
『
鷹
経
弁
疑
論
』
と
『
蒙
求
臂
鷹
往
来
』

（
一
）　

鷹
経
弁
疑
論
の
登
場

　
『
鷹
経
弁
疑
論
』（『
続
群
書
類
従
』
第
十

九
輯　

中　

鷹
部

）は
、
嵯
峨
天
皇
の
『
新
修
鷹
経
』
を
基
本
と
し
て
、
或
問
を
設
定
し
、
こ
れ
に
答
え

る
と
い
う
形
式
を
と
っ
た
鷹
書
で
あ
る（
以
下
「
弁
疑
論
」
と
記
す
）。
上
中
下
三
巻
よ
り
成
る
が
、
下
巻
の
奥
に
「
文
亀
三

年（
一
五
〇
三
）七
月
十
日
、
諫
議
大
夫
藤
基
春
と
見
え
て
い
る
。

　

諫
議
大
夫

4

4

4

4

と
は
参
議
の
唐
風
呼
称
で
あ
り
、
藤4

は
藤
原
氏
で
あ
ろ
う
。「
弁
疑
論
」
の
作
者
は
持
明
院
基
春（
一
四
五
三

―
一
五
三
五
）で
あ
る
と
す
る
有
力
な
見
解
が
あ
る
。
そ
れ
は
二
本
松
泰
子
氏
の
『
中
世
鷹
書
の
文
化
伝
承
』（
平
成
二
十
三
年
二

月　

三
弥
井
書
店
）

に
お
い
て
、
言
及
さ
れ
て
お
り
、
基
春
は
『
責
鷹
似
鳩
拙
抄
』
を
著
わ
し
、
ま
た
、『
持
明
院
家
鷹
秘
書
』
と
名
付
け
た

全
一
〇
巻
の
鷹
書
を
集
成
し
た
人
物
で
あ
る
と
い
う
。
持
明
院
家
は
鎌
倉
時
代
以
来
、
西
園
寺
家
と
並
ぶ
「
鷹
の
家
」
と

し
て
知
ら
れ
て
い
た
。

　

と
こ
ろ
で
、「
弁
疑
論
」
は
『
新
修
鷹
経
』（
以
下
「
鷹
経
」
と
記
す
）の
構
成
に
準
拠
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
上
巻

は
鷹
を
相
す
る
術
、
中
巻
に
は
放
鷹
と
調
養
の
術
、
そ
し
て
下
巻
で
は
病
鷹
の
治
療
に
つ
い
て
詳
述
し
て
い
る
。「
鷹
経
」

が
弘
仁
九
年（
八
一
九
）に
撰
修
さ
れ
て
か
ら
お
よ
そ
七
百
年
が
経
過
し
て
お
り
、
こ
の
過
程
で
展
開
さ
れ
た
朝
廷
の
放
鷹
・
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野
行
幸
・
大
臣
家
大
饗（
鷹
飼
渡
）を
は
じ
め
、
中
世
前
期
の
鷹
狩
に
関
す
る
知
見
・
口
伝
・
故
実
・
病
鷹
の
治
療
等
を
ふ

ん
だ
ん
に
引
用
し
て
い
る
。

　
『
群
書
解
題
』（
第
４
巻
合
戦
部
、
管
弦
部
、

蹴
鞠
部
、
鷹
部
、
遊
戯
部

）に
よ
れ
ば
、「
鷹
経
を
本
と
し
て
い
る
と
は
い
う
も
の
の
、
説
く
こ
と
は
な
は
だ
委

し
く
、
細
砕
の
末
技
に
及
び
、
万
葉
集
・
伊
勢
物
語
・
源
氏
物
語
・
堀
河
院
後
百
首
・
新
葉
集
等
の
歌
書
、
李
部
王
記
・

西
宮
記
等
の
公
事
書
を
引
用
す
る
と
こ
ろ
は
如
何
に
も
官
家
の
述
作
ら
し
い
が
、
漢
籍
で
は
礼
記
・
周
礼
・
毛
詩
・
白
氏

文
集
等
を
引
き
、
や
や
衒
学
的
で
、
文
章
は
和
文
な
が
ら
は
な
は
だ
漢
文
調
で
あ
る
の
は
、
中
世
の
書
と
し
て
は
余
程
め

ず
ら
し
い
」（
岩
橋
小
彌

太
氏
執
筆
）と
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
解
題
か
ら
は
、
鷹
術
の
書
と
し
て
の
「
弁
疑
論
」
の
本
質
は
把
握
で
き

な
い
か
も
し
れ
な
い
。
と
い
う
の
は
、
必
ず
し
も
衒
学
的
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
鷹
書
を
必
要
と
し
た
鷹
飼
た
ち

か
ら
み
れ
ば
、「
漢
文
調
」
に
難
渋
し
た
と
は
思
わ
れ
な
い
の
で
あ
り
、
全
漢
文
に
よ
っ
て
書
か
れ
て
い
る
「
鷹
経
」
に

比
較
す
れ
ば
、
遙
か
に
平
易
で
あ
っ
た
ろ
う
。

　

次
に
、「
鷹
経
」
に
は
取
上
げ
ら
れ
て
い
な
い
内
容
に
関
し
て
「
弁
疑
論
」
の
特
徴
に
つ
い
て
、
上
巻
よ
り
要
点
を
略

説
し
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。

　
［
上
巻
］

　
「
夫
鷹
ハ
瑤
光
ノ
精
気
ナ
リ
、サ
レ
バ
衆
鳥
ニ
異
ナ
リ
五
常
ヲ
備
タ
リ
、」
と
筆
を
起
こ
す
の
は
「
鷹
経
」
に
な
ら
っ
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た
も
の
で
あ
る
。
が
、「
鷹
ヲ
放
シ
ハ
ジ
メ
シ
ヿ
（
コ
ト
）

ハ
、
天
竺
江
南
国
ノ
王
雪
山
ノ
麓
ニ
テ
」
と
述
べ
て
、
中
世
前
期

を
通
じ
て
流
布
し
つ
つ
あ
っ
た〝
鷹
の
口
伝
・
故
実
〟に
即
し
て
い
る
こ
と
が
表
明
さ
れ
る
。

　
「
王
雪
山
ノ
麓
」
に
お
い
て
「
十
一
月
三
日
申
ノ
時

0

0

0

0

0

0

0

0

」（
傍
点
筆
者
）に
飛
翔
し
た
「
白
文
ナ
ル
鷹
」
の
相
形
は
、
こ

れ
を
読
む
鷹
飼
の
心
情
を
と
ら
え
た
で
あ
ろ
う
。

　
「
眼
ハ
明
星
ノ
如
ク
、
頭
ハ
セ
イ
〳
〵
ト
萎
（
シ
テ
）

秋
月
ニ
似
タ
リ
、
觜
ハ
タ
ン
〳
〵
ト
シ
テ
鷲
ノ
山
ヲ
イ
タ
ゞ
イ
タ
ル

ニ
異
ナ
ラ
ズ
、
肩
ハ
ハ
ン
〳
〵
ト
萎
海
中
ニ
二
石
サ
シ
出
タ
ル
ガ
如
シ
、
足
ハ
側
ヨ
リ
見
ル
ニ
呉
竹
ノ
節
ヲ
並
タ
ル

ガ
如
シ
、
背
ハ
難
山
ノ
流
タ
ル
ニ
似
タ
リ
、
是
鷹
ノ
王
也
、」

　

こ
の
よ
う
な
文
章
な
ら
ば
、
鷹
飼
た
ち
は
暗
誦
で
き
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

次
に
、
す
で
に
『
神
道
集
』
や
『
諏
方
大
明
神
画
詞
』
な
ど
で
触
れ
た
よ
う
な
文
言
が
出
て
く
る
。
鷹
狩
が
「
摩

訶
陀
国
」
よ
り
起
る
ゆ
え
に
、「
此
道
ヲ
学
バ
ン
人
ハ
、
造
次
ニ
モ
諸
行
ハ
無
常
ナ
リ
、
是
生
滅
法
、
煩
悩
菩
提
、

生
死
即
涅
槃
也
」
と
諭
す
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
諏
訪
の
勘
文（
偈
頌
）を
明
記
す
る
。
す
な
わ
ち
「
又
諏
方
大
明
神
ハ
業
尽
有
情
、
雖
放
不
生
、
故
宿
人

中
、
同
燈
仏
果
ノ
ヿ（
事
）ハ
リ
ヲ
以
テ
鷹
ヲ
翫
玉
フ
、」
と
。

　

持
明
院
基
春
が
こ
の
偈
頌
を
「
弁
疑
論
」
に
呈
示
し
た
の
は
、
十
六
世
紀
初
頭
に
、
こ
の
文
言
が
鷹
飼
衆
た
ち
の

間
に
は
概
ね
公
認
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
同
じ
頃
に
成
立
し
た
と
思
わ
れ
る『
養
鷹
記
』
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は
、
連
歌
師
柴
屋
軒
宗
長（
一
四
四
八　

―
一
五
三
二
）と
越
前
国
守
朝
倉
氏
の
秀
鷹
を
め
ぐ
っ
て
交
流
の
あ
っ
た
人
物
に
よ
っ
て
書

か
れ
た
と
さ
れ
る
鷹
書
だ
が
、
そ
の
一
節
に
も
、「
本
朝
鷹
守
護
神
ハ
諏
訪
明
神
也
、
八
幡
御
同
意
也
、
文
曰
、
業

盡
有
レ
情
、
雖
レ
放
二
不
生
一
、
故
宿
二
人
中
一
、
同
證
二
佛
果
一
、」
と
あ
る
。
そ
の
上
『
養
鷹
記
』
は
こ
れ
に
続
け
て

「
此
文
毎
日
唱
レ
バ
鳥
モ
成
佛
、鷹
師
ハ
現
世
安
穏
、富
貴
自
在
ニ
而
來
世
弘
誓
ノ
船
ニ
指
レ
竿
、」
と
し
て
い
る
。
従
っ
て
、

こ
の
思
想
が
諏
訪
社
か
ら
地
方
に
波
及
し
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
持
明
院
基
春
は
、
実
際
、
諏
訪
社
に
発

達
し
た
鷹
術
・
祢ね

津づ

流（
諏
訪
流
）に
学
ん
で
い
る
形
跡
が
「
弁
疑
論
」
に
は
認
め
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、「
神
家
説
」

に
は
か
く
あ
る
、
と
か
、「
神
平
貞
直
秘
シ
タ
リ
」
な
ど
と
い
う
。
神
家
説
ま
た
神
平
流
と
は
即
ち
祢
津
流（
諏
訪
流
）

の
こ
と
で
あ
る
。

　

鷹
飼
衆
は
鷹
の
目め

利き

き
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
鷹
の
甚
だ
良
質
な
る
理
由
を
指
摘
す
る
能
力
を
常
に

研
鑽
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
な
逸
物
の
鷹
の
識
別
と
神
仏
両
道
に
連
な
る
理
解
を
踏
ま
え
る
こ
と
こ
そ
、
当
代
一
流
の
鷹
術
者
の

条
件
で
あ
る
と
考
え
た
に
ち
が
い
な
い
。

　

と
こ
ろ
で
、「
弁
疑
論
」
で
は
、「
鷹
経
」
に
お
い
て
良
鷹
と
し
た
も
の
を
、
当
代
で
は
高
く
評
価
し
な
い
と
い
う

こ
と
も
指
摘
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、「
鳧（
か
も
い
）居の
鷹
」（
鴨
の
姿
の
特
徴
に
似
て
い
る
）に
つ
い
て
「
古
人
是
ヲ
良
ト
ス
、

今
ハ
不
可
ナ
リ
、
但
、
其
人
ノ
好
ニ
ヨ
ル
ベ
シ
、」
な
ど
と
い
う
の
で
あ
る
。
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つ
ま
り
、「
鷹
経
」
が
迷
い
な
く
断
言
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、「
弁
疑
論
」
は
い
っ
た
ん
疑
問
を
持
ち
経
験
則
を
加

え
な
が
ら
批
評
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
鷹
飼
衆
が
慣
習
的
に
従
っ
て
き
た
「
鷹
経
」
の
常
識
に
対
し
て
独
自
の
意
見

を
述
べ
た
と
こ
ろ
に
気
付
く
の
で
あ
る
。
一
例
を
示
し
て
み
た
い
。

　

或
問
、
巣
鷹
放
ヨ
キ
ヤ
、
羅
（
あ
か
げ
だ
か
）

鷹
放
ヨ
キ
ヤ
、

答
云
、
巣
鷹
ノ
性
不
同
也
、
天
性
羅
鳥
ナ
レ
ド
モ
快
モ
ア
リ
、
巣
鷹
ナ
レ
ド
モ
悪
モ
ア
リ
、
今
按
、
掌
飼
ノ
上
手
ナ

ル
ニ
ヨ
ル
ベ
シ
、
羅
鷹
ハ
病
付
ク
コ
ト
シ
ゲ
シ
、
飛
ア
ガ
リ
面
白
キ
羽
ハ
羅
鷹
ナ
ル
ベ
シ
、

　

引
用
部
分
は
「
二
つ
の
或
問
と
答
え
」
か
ら
成
っ
た
う
ち
の
後
半
部
分
で
あ
る
。
も
と
も
と
、こ
こ
は
「
鷹
経
」
で
は
、

「
凡
爪
者
」
と
い
う
書
出
し
で
始
ま
っ
て
い
る
箇
所
な
の
だ
が
、「
弁
疑
論
」
で
は
爪
の
説
明
を
省
い
て
お
り
、
こ
の
箇
所

は
換
骨
奪
胎
し
て
い
る
。
前
半
部
分
の
答
え
に
、「
経
ニ
ハ
マ
レ
ナ
リ
ト
イ
ヘ
ド
モ
、
今
按
ズ
レ
バ
、
羅
鷹
モ
手
馴
、
又

ハ
巣
鷹
ニ
繋
並
タ
レ
バ
、
聞
ナ
ラ
ヒ
テ
鳴
ク
コ
ト
ア
リ
、
又
年
ヲ
経
テ
モ
毛
羽
ノ
班
文
変
ゼ
ズ
、
少
（
わ
か
た
か
）
鷹
ノ
如
シ
、
又
眼
色

脚
鱗
次
古
ク
ナ
ラ
ズ
、」
な
ど
と
あ
る
。

　

傍
線
部
は
「
鷹
経
に
は（
あ
ま
り
）触
れ
ら
れ
て
い
な
い
け
れ
ど
も
」
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
。「
鷹
経
」
は
羅
鷹
を
好

ん
で
い
な
い
よ
う
な
書
き
ぶ
り
な
の
で
あ
る
。
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な
お
、『
続
群
書
類
従
』
の
こ
の
項（
一
九
四
頁
）に
は［
原
本
此
處
ニ
次
ノ
三
挿
図
ア
リ
］
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
鷹
の
図

を
載
せ
て
い
る
。
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実
は
「
鷹
経
」
に
お
い
て
も
九
種
の
鷹
図
を
描
い
て
お
り
、「
弁
疑
論
」
は
こ
れ
を
三
種
に
ま
と
め
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

「
鷹
経
」
は
良
鷹
・
悪
鷹
の
見
分
け
方
に
力
点
を
置
き
、
鷹
の
身
体
・
骨
格
上
の
特
徴
を
部
位
ご
と
に
漢
文（
十
五
～
三
十
字
）

で
あ
ら
わ
し
て
い
る
が
、「
弁
疑
論
」
は
こ
れ
と
は
異
な
り
、
羽
毛
の
特
徴
が
一
目
で
分
か
る
よ
う
に
漢
字
仮
名
交
じ
り

の
和
文（
三
～
二
十
一
字
）で
表
示
し
て
い
る
。

　

だ
が
、
両
者
に
は
、
最
も
大
き
な
差
異
が
あ
っ
て
、「
弁
疑
論
」
で
は
、
両
足
の
爪
の
呼
称
を
記
し
た
点
で
あ
る
。

　

こ
れ
は
「
弁
疑
論
」
の
時
代
は
鷹
の
良
悪
ノ
分
別
は
常
識
的
と
な
っ
て
、
良
鷹
だ
け
が
市
場
に
普
及
し
て
い
た
か
ら
、

次
の
価
値
基
準
は
鷹
の
羽
毛
の
で
き
や
、
す
ぐ
れ
た
狩
り
を
保
障
す
る
逞
し
い
足
と
鋭
利
な
爪
に
移
さ
れ
て
い
た
こ
と
を

推
察
さ
せ
る
。
そ
し
て
「
弁
疑
論
」
の
図
は
く
り
返
し
書
写
さ
れ
て
地
方
に
広
が
っ
た
こ
と
は
容
易
に
想
像
で
き
よ
う
。

　

ま
た
「
鷹
経
」
に
記
事
な
く
、「
弁
疑
論
」
に
は
載
せ
る
、
と
い
う
事
例
も
存
在
す
る
。
そ
れ
は
た
と
え
ば
、「
野
行
幸
」

の
行
列
次
第
で
あ
っ
た
り
、
供
奉
す
る
「
殿
上
人
童
部
ノ
装
束
」・「
殿
上
人
ハ
巻
纓
ヲ
巻
テ
、
青
キ
狩
衣
ニ
腰
ア
テ
ヲ
帯

ル
ナ
リ
、
石
ノ
帯
、	

野
太
刀
ヲ
帯
シ
豹
ノ
皮
ノ
尻
鞘
ヲ
入
、
ト
ラ
ノ
皮

ヲ
モ
用
、
赤
ヌ
リ
ノ
餌
袋
ヲ
着
、
條
ハ
ス
ハ
ウ
緂
、
韝
ハ
青
色
也
、」

と
記
し
た
り
し
て
い
る（
第
二
章
第
三
節
「
野
行
幸
と
大
臣
家
大
餐
」
参
照
の
こ
と
）。

　

と
こ
ろ
が
持
明
院
基
春
は
、
将
軍
足
利
義
政
・
義
尚
ら
の
鷹
狩
の
見
聞
を
ふ
ま
え
て
、「
武
家
ノ
装
束
ハ
如
何
ヤ
ウ
ナ

ル
ゾ
ヤ
」
と
い
う
或
問
を
設
定
し
て
、
次
の
よ
う
な
答
を
記
す
。
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武
家
ニ
ヲ
ヒ
テ
モ
将
軍
家
ノ
御
事
ハ
殿
上
人
ニ
准
ズ
ベ
シ
、
但
ト
キ
ノ
位
ニ
ヨ
ル
ベ
シ
、
其
外
地
下
ノ
武
士
ナ
ド
ハ

其
例
慥
ナ
ラ
ズ
、
随
身
ニ
准
ズ
ベ
シ
、
官
位
ニ
モ
ヨ
ル
ベ
キ
歟
、
又
無
官
武
士
ハ
狩
衣
以
下
其
例
ナ
ケ
レ
バ
記
ス
ル

ニ
ア
タ
ハ
ズ
、
又
犬
カ
ヒ
ノ
形
ハ
中
巻
犬
ノ
部
ニ
出
タ
リ
、
又
神
家
ニ
云
、
鷹
カ
ヒ
ノ
装
束
ハ
フ
シ
ク
ゝ
リ
ノ
水
干

ニ
、
大
目
結
ノ
赤
根
染
ノ
衣
ニ
、
末
濃
ノ
ハ
カ
マ
帽
子
ヲ
着
ル
、
黒
色
、
腰
蓑
ヲ
ア
テ
ゝ
毛
沓
ヲ
ハ
ク
、
餌
袋
ニ
ハ

雉
ヲ
サ
シ
、
下
毛
ヲ
ミ
セ
ヨ
、

　

こ
こ
に
明
ら
か
な
と
お
り
、足
利
将
軍
家
に
な
っ
て
も
武
家
の
鷹
狩
装
束
は
殿
上
人
に
準
ず
る
べ
き
だ
と
い
う
。
で
は
、

地
下
の
武
士
は
ど
う
か
と
い
え
ば
こ
れ
も
公
家
の
随
身
に
な
ら
え
と
い
う
。
古
代
以
来
、
鷹
狩
は
天
皇
・
親
王
及
び
公
卿

た
ち
が
占
有
的
に
行
う
も
の
で
あ
っ
て
、
官
職
を
有
し
な
い
者
に
は
許
さ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
あ
ら
た
め
て
分
か

る
の
で
あ
る
。

　

な
お
、
右
傍
線
部
は
「
神
平
家
」
す
な
わ
ち
諏
訪
流（
祢
津
流
）の
事
例
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
公
家
放
鷹
と
は
異
な
る
諏

訪
の
贄
鷹
神
事
の
装
束
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

次
に
「
鷹
経
」
に
無
く
「
弁
疑
論
」
に
見
え
る
故
実
に
「
鷹
請（
受
）取
渡
し
の
礼
」
が
あ
る
。
こ
れ
は
す
で
に
大
臣
家
大
饗

の
鷹
飼
渡
の
儀
礼
に
お
い
て
成
立
し
た
で
あ
ろ
う
と
述
べ
た
け
れ
ど
も
、「
弁
疑
論
」
で
は
次
の
よ
う
に
詳
記
し
て
い
る
。
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或
問
。
請
取
礼
イ
カ
ゞ
ア
ル
ゾ
ヤ
。

答
云
、
先
鞴
（
た
か
た
ぬ
き
）

ヲ
フ
ト
コ
ロ
ニ
入
テ
出
テ
、
右
ノ
ヒ
ザ
ヲ
ツ
キ
、
タ
カ
ヲ
擎
（
す
え
）

タ
ル
人
ニ
向
テ
、
羽
色
息
ア
イ
ヲ
暫
ク

見
定
メ
テ
後
、
身
ヲ
ヒ
ラ
キ
袋
（
餌
袋
）

鞴
ヲ
サ
ス
、
口
傳　

ア
リ
、　

サ
テ
開
き
直
テ
ム
カ
ヘ
ル
人
ノ
右
ノ
ヒ
ザ
ノ
ト
ヲ
リ
ニ
我
身

ヲ
寄
、
右
ノ
ヒ
ザ
ヲ
地
ニ
ツ
キ
餌
袋
ヲ
請
取
、
身
ヲ
ヒ
ラ
キ
テ
腰
ニ
ツ
ケ
ヨ
、
又
下
ニ
モ
置
、
口
傳　

ア
リ
、　

次
鞭
ヲ
請

取
テ
腰
ニ
サ
ス
、
下
ニ
モ
置
ク
、
次
ニ
右
ノ
手
ニ
條
ノ
末
ノ
人
ノ
手
ヨ
リ
餘
リ
タ
ル
ハ
シ
ヲ
取
旋
（
か
え
し
）

テ
、
左
ノ
手
ニ

條
（
ひ
も
）

ヲ
取
テ
足
緒
ノ
際
ヘ
セ
メ
ヨ
セ
ヨ
、
急
ニ
用
足
ヲ
フ
ミ
コ
シ
テ
吾
拳
ニ
ヲ
ク
ベ
シ
、
サ
テ
本
ノ
如
ク
ヒ
ラ
キ
テ
條

ヲ
カ
ラ
ミ
訖
テ
、ム
チ
ヲ
以
テ
掌
前
身
寄
ノ
羽
並
ニ
尾
ヲ
ナ
ヲ
シ
テ
禮
ヲ
ナ
シ
テ
、口
傳　

ア
リ
、　

ヒ
ダ
リ
ヘ
開
テ
立
、（
下
略
）

　

こ
こ
で
特
筆
す
べ
き
は
、「
鷹
請（
受
）取

渡
し
」
が
、
単
に
甲
者
が
乙
者
か
ら
鷹
を
受
け
と
る
よ
う
な
動
作
で
あ
る
の
で
は

な
い
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
甲
も
乙
も
鷹
飼
人
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
甲
が
天
皇
、
将
軍
、
大
名
、
官
人

な
ど
上
級
者
に
仕
え
る
鷹
飼
で
あ
っ
て
、
乙
は
下
級
者
に
仕
え
る
鷹
飼
で
あ
る
場
合
、
身
分
の
上
下
関
係
が
重
ん
じ
ら
れ

る
。
反
対
に
下
位
者
か
ら
上
位
者
へ
の
場
面
も
う
ま
れ
る
。
そ
の
時
に
「
鷹
請（
受
）取
渡
し
」
の
儀
礼
が
一
層
精
緻
な
も
の
に

な
る
こ
と
い
う
ま
で
も
な
い（
１
）。
で
は
、
鷹
を
渡
す
と
き
は
、
ど
の
よ
う
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。

　

或
問
、
渡
ス
禮
如
何
ア
ル
ゾ
ヤ
、

答
云
、
先
右
ノ
ヒ
ザ
ヲ
ツ
キ
、
餌
袋
ノ
緒
ヲ
ト
キ
出
ス
、
口
傳
ア
リ
、	

次
鞭
ヲ
以
テ
羽
ヲ
前
の
如
ク
直
テ（
２
）、
ム
チ
ヲ
ト
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リ
ナ
ヲ
シ
テ
渡
ス
、
貴
賤
ノ

禮
ア
リ
、	

後
ニ
大
緒
ヲ
解
テ
末
ヲ
指
ニ
纏
、
上
下

差
別
、	

サ
テ
タ
カ
ノ
方
ヲ
出
ス
ベ
シ
、
右
ノ
手
ハ
予
が

右
ノ
ヒ
ザ
ノ
ク
チ
ニ
ヒ
カ
ヘ
ヨ
、
渡
シ
畢
テ
ハ
則
遠
ク
シ
リ
ゾ
ケ
、
但
座
敷
ニ
ヨ
ル
ベ
シ
、

　

鷹
・
鷂
な
ど
は
、
渡
す
者
の
左
臂
に
据
え
ら
れ
た
ま
ゝ
で
あ
っ
て
、
鷹
飼
人
が
体
を
回
転
し
て
ひ
ら
き
、
請
け
取
る
者

の
左
臂
に
な
め
ら
か
に
そ
の
鷹
を
移
動
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
静
寂
な
中
で
厳
か
に
、
人
鷹
が
呼
吸
を
合
わ
せ
る
よ
う
に
し

て
行
う
。

　

次
い
で
、
請
け
取
ら
れ
た
鷹
は
、
ゆ
っ
く
り
と
そ
ば
に
設
置
さ
れ
て
い
る
架
に
繋
が
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
「
架
ニ
ツ
ナ
グ
」
ま
た
「
タ
カ
ヲ
格
（
ほ
こ
）ヨ
リ
下
ス
」
と
い
う
作
法
は
す
で
に
「
鷹
経
」
に
定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
っ
て
、

「
弁
疑
論
」
で
は
あ
ら
た
め
る
こ
と
は
な
い
と
述
べ
て
い
る
。

　

く
り
か
え
す
よ
う
だ
が
、
持
明
院
基
春
は
実
に
よ
く
「
鷹
経
」
を
熟
読
玩
味
し
て
お
り
、
い
た
ず
ら
に
批
判
し
た
り
は

し
な
い
。
随
所
に
独
自
の
見
解
を
記
す
こ
と
が
あ
る
の
は
、「
鷹
経
」
以
後
の
改
善
点
や
口
伝
、
故
実
の
影
響
を
採
用
し

て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う

　

た
と
え
ば
、
次
の
例
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
一
）「
タ
カ
ヲ
常
ニ（
す
え
あ
ぐ
）

擎
ベ
キ
コ
ト
如
何
ヤ
ウ
ナ
ル
ゾ
ヤ
、」「
古
人
云
、」
と
し
て
概
ね
次
の
よ
う
に
説
く
。

　
　

明
朝
、
鷹
を
仕
お
う
と
す
る
な
ら
ば
、
酒
に
酔
う
な
、
目
ざ
め
て
ま
ず
手
を
洗
え
。
暗
い
鷹
部
屋
に
入
っ
て
架
に
身
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を
寄
せ
鷹
を
目
ざ
め
さ
せ
よ
。
も
し
鷹
が
ま
だ
眠
っ
て
い
る
な
ら
静
か
に
起
せ
。
す
ぐ
に
明
る
い
所
に
出
す
の
で
は
な

く
、
屋
内
の
う
す
暗
い
所
に
擎あ
げ

居す
え

て
、
声
を
少
し
か
け
、
夜
明
け
を
待
っ
て
後
に
野
に
出
よ
。「
暗
夜
ヨ
リ
俄
ニ
明
白

ナ
ル
處
ニ
イ
ヅ
レ
バ
、
鷹
ノ
勢
ヲ
失
シ
テ
魂
ヲ
亡
ス
ル
也
、
魂
ヲ
亡
ス
ル
ニ
依
テ
鳥
ヲ
取
コ
ト
鈍
キ
ナ
リ
、」
な
ど
と

あ
る
。

　
　

そ
の
日
、
鷹
狩
に
出
て
行
く
時
の
留
意
点
は
な
お
ま
だ
あ
る
け
れ
ど
も
、
諄
々
と
諭
し
て
無
駄
が
な
い
。

（
二
）鷹
を
馴
致
す
る
最
肝
要
な
術
は
「
置
餌
・
甘
餌（
３
）」

な
ど
の
餌
の
与
え
方
に
あ
る
、「
古
人
云
、
手
骨
ヲ
飼
ト
云
リ
、

手
ノ
内
ニ
食
物
ア
リ
ト
知
セ
テ
、
人
ノ
拳
ヲ
見
テ
ハ
鷹
ノ
来
ル
ヤ
ウ
ニ
セ
ヨ
ト
ナ
リ
、」
と
あ
る
。「
手
骨
」
は
て
ぼ
ね

と
よ
む
の
で
あ
ろ
う
か（
４
）。

　
　
「
又
云
、架
拳
ト
云
モ
、動
カ
サ
ズ
萎
架
ノ
如
ニ
臂
ヲ
可
持
ナ
リ
、」「
又
云
」
は
「
古
人
云
」
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。「
架

拳（
５
）」

は
ほ
こ
こ
ぶ
し

0

0

0

0

0

か
。
続
け
て
「
又
朽枯
ィ

木
ヨ
リ
枝
ノ
サ
シ
出
タ
ル
ヤ
ウ
ニ
臂
ヲ
持
ベ
キ
也
ト
云
リ
、」
と
あ
る
か
ら
、

「
手
骨
ヲ
飼
」
と
い
う
の
は
、
離
れ
た
位
置
か
ら
「
手
ノ
内
」
の
餌
を
め
ざ
し
て
く
る
鷹
を
静
止
さ
せ
る
時
の
臂
の
状

態
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
「
古
人
云
」
と
あ
る
よ
う
に
、「
鷹
経
」
以
降
の
経
験
則
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

（
三
）と
こ
ろ
で
、
鷹
は
常
に
臂
に
す
え
て（
６
）擎（
す
え
あ
）げる
の
を
良
し
と
す
る
や
、
そ
れ
と
も
架
に
つ
な
い
で
良
し
と
す
る
や
、
と

い
う
問
い
が
あ
る
。

　
「
答
云
、
タ
カ
ハ
常
ニ
擎
（
す
え
あ
ぐ
）コ
ト
ヲ
良
ト
ス
、
古
人
云
、
愛
萎
其
悪
ヲ
シ
リ
、
悪
（
に
く
み
）テ
其
善
ヲ
知
ル
ト
云
リ
、
今
按
、
タ
カ
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ヲ
擎
ル
ヲ
良
ト
云
ヘ
ド
モ
用
捨
ア
リ
、
心
フ
カ
キ
タ
カ
ハ
常
ニ
擎
ベ
キ
ナ
リ
、
常
ニ
味
ヨ
キ
口
餌
ヲ
カ
フ
ベ
シ
、
人
吾
ヲ

愛
シ
テ
ア
ハ
レ
ム
ト
シ
ラ
セ
ヨ
、」
こ
こ
で
も
、「
味
ヨ
キ
口
餌
」
が
重
視
さ
れ
て
い
る
。

　

そ
し
て
、「
掌
飼（
７
）モ
朝
夕
擎
テ
コ
ソ
鷹
ノ
性
ヲ
バ
善
ト
モ
悪
ト
モ
可
知
コ
ト
ナ
レ
、
コ
ト
ニ
鷂
已
下
ハ
朝
夕
擎
レ
バ
ナ

ツ
ケ
薬
ト
ナ
ル
コ
ト
ナ
リ
、」
と
も
あ
る
。「
鷂
已
下
」
と
あ
る
が
、
鷂
・
隼
・
ツ
ミ
、
エ
ッ
サ
イ
な
ど
い
わ
ゆ
る
小
鷹
を

さ
し
て
い
る
。

（
四
）「
鷹
経
」
に
は
見
え
ず
「
弁
疑
論
」
に
載
せ
る
も
の
に
、「
鷹
の
尾
の
文ふ

」
の
こ
と
が
あ
っ
て
、
し
か
も
図
を
用
い
て

示
し
て
い
る
。
次
に
こ
れ
を
写
し
取
っ
て
み
た
い
。
こ
れ
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
持
明
院
基
春
が
、
当
代
鷹
飼
及
び
矢

作
師
や
売
鷹
商
人
た
ち
の
要
望
に
応
え
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
が
窺
い
知
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　

以
上
に
つ
い
て
私
の
評
価
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
持
明
院
基
春
は
他
の
鷹
飼
達
に
対
し
て
諄
々
と
説
い
て
倦
ま
な
い
、

筆
致
は
リ
ア
ル
で
あ
り
分
か
り
易
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
そ
し
て
、
実
は
『
蒙
求
臂
鷹
往
来
』（
十
二
月
条
）に
於
い
て
著

者
松
田
宗
岑
は
「
弁
疑
論
」
に
対
し
て
更
に
高
い
評
価
を
与
え
て
い
る
こ
と
を
付
言
し
て
お
く
。
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葱
文

箭
像
尾

（
菅
文
）

　
　尾
歟

マ
子
屋

町
像
尾

（
同

　右
）

（
し
ば
ひ
き
）

（
い
し
う
ち
）

（
な
る
お
）

（
せ
ま
ち
お
）

（
な
る
お
）

（
な
る
お
）

（
こ
い
し
う
ち
）

（
お
お
い
し
う
ち
）

（
た
す
け
お
）

（
た
す
け
お
）

（
す
ず
つ
け
）

（
注
）中
央
に
あ
る
「
鈴
付
」
は
一
対

4

4

を
成
す
。
鷹
の

尾
羽
は
ふ
つ
う
十
二
尾
で
あ
る
が
稀
に
十
三
尾
も

あ
っ
て
、
こ
れ
は
逸
物
と
さ
れ
る
。
石
打
の
羽
は

最
も
丈
夫
で
あ
る
と
い
う
。
な
お
、（　

）内
ル
ビ

は
山
名
記
す
。

（『
続
群
書
類
従
』
十
九
輯
中

二
〇
四
―
二
〇
五
頁
よ
り

）
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な
お
、
諏
訪
流
の
鷹
書
『
禰
津
松
鷗
軒
記
』
に
も
「
ふ
」
の
図
が
載
っ
て
お
り
、「
弁
疑
論
」
図
と
は
同
じ
で
は
な
い
。

参
考
ま
で
に
次
に
転
写
す
る
。

せ
い
ら
う
の
巢
と
伝

も
か
み
巢
と
伝

う
へ
留
の
巢
と
伝

あ
き
巢
と
伝

ふ
し
巢
と
伝

か
ら
く
つ
巢
共
伝

せ
き
の
巢
共
伝

小
弁
慶
巢
と
伝

大
弁
慶
巢
と
伝

し
ら
ふ
也

や
か
た
尾
也

し
の
ぶ
尾

ま
ち
か
た
尾

せ
ま
ち
尾

し
と
ゞ
尾

ふ
ぢ
ま
き
尾

か
け
と
り
尾

（『
新
校
群
書
類
従
』
第
十
五
巻

六
七
六
頁
よ
り　
　
　
　
　

）

　

合
戦
相
次
い
だ
中
世
に
は
、
厖
大
な
弓
矢
の
製
作
が
行
わ
れ
た
。
矢
は
用
途
に
よ
っ
て
種
類

が
多
様
で
あ
り
、
ま
た
矢
羽
も
合
戦
用
の
尖
矢
に
は
「
三
立
羽
」（
右
回
転
に
は
羽
の
表
・
左
回

転
用
に
は
裏
羽
）
を
三
枚
矧
ぎ
に
し
、
幅
広
の
鏃
を
付
け
た
平ひ
ら

根ね

や
狩か

り

俣ま
た

は
旋
回
さ
せ
な
い
の

で
「
四
立
羽
」
と
し
た
。

　

矢
羽
は
鷲
・
鷹
・
鴾
の
羽
が
最
も
貴
重
と
さ
れ
た
が
、
尾
羽
だ
け
で
な
く
翼
も
用
い
ら
れ
た
。

　

室
町
時
代
に
発
達
を
み
た
武
家
故
実
で
は
、
鷹
の
尾
羽
に
対
す
る
関
心
が
高
ま
り
、
矢
羽
に

設
え
る
の
み
な
ら
ず
、
逸
物
の
鷹
へ
の
憧
れ
も
相
俟
っ
て
、
羽
の
文
（
ふ
）
に
多
様
な
名
称
が

与
え
ら
れ
た
。

　

鷹
の
個
体
差
は
羽
の
文
様
・
色
調
に
表
わ
れ
る
が
、「
箭
像
尾
」・「
町
像
尾
」
は
一
般
的
で
あ

る
。「
せ
い
ら
う
の
巣
」・「
か
ら
く
つ
巣
」・「
ふ
ぢ
ま
き
尾
」
な
ど
は
名
鷹
と
し
て
知
ら
れ
る
が

「
も
か
み
巣
」・「
し
の
ぶ
巣
」
は
産
地
名
で
あ
る
。

（
参
考
『
國
史
大
辞
典
』
鈴
木
敬
三
氏
執
筆
・
二
木
謙
一
氏

『
中
世
武
家
の
作
法
』
日
本
国
史
叢
書　

吉
川
弘
文
館

）
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以
上
［
上
巻
］
の
最
後
に
持
明
院
基
春
は
「
白
タ
カ
ニ
ハ
見
所
ア
ル
コ
ト
ニ
ヤ
、」
と
問
い
、
白
鷹
に
つ
い
て
答
え
て
い

る
が
、
す
で
に
第
一
節（
三
）に
お
い
て
言
及
し
た
の
で
、
こ
こ
で
は
こ
れ
以
上
触
れ
な
い
。

　
［
中
巻
］

　

ま
ず
「
鷹
経
」
中
の
初
め
に
あ
る〝
調
養
・
養
鷹
法
〟は
省
い
て
、「
弁
疑
論
」
は〝
入
田
放
鷹
法
〟に
つ
い
て
説
い
て
い

る
。
そ
の
問
い
は
「
田
ニ
入
テ
鳥
ヲ
捉
コ
ト
多
少
何
ヲ
好
ト
ス
ル
ヤ
、」
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
「
鷹
経
」
が
明
確
な
考
え

を
示
し
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　

そ
の
答
え
と
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
今
按
、
古
人
云
、
一
日
ハ
一
ツ
、
二
日
ハ
二
ツ
、
三
日
ハ
三
ツ
、
四
日
ハ
一
ツ
、
五
日
ハ
五
ツ
、
六
日
ハ
一
ツ
、
七

日
ハ
二
ツ
、
八
日
ハ
二
ツ
、
九
日
ハ
三
ツ
、
十
日
ハ
一
ツ
、
又
五
ツ
ヲ
捉
飼
ト
云
ヘ
ル
、
五［
ツ
歟
］月

ヨ
リ
多
ハ
嫌
ヘ
ル
ナ
リ
、」

　

こ
こ
に
一
定
の
ル
ー
ル
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
知
る
の
で
あ
り
、
決
し
て
手
当
り
次
第
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

な
お
「
鶉
一
ツ
ハ
小
鳥
五
ツ
ニ
ア
タ
ル
」
と
い
う
習
わ
し
で
あ
っ
た
と
も
見
え
て
い
る
。
ま
た
、「
兄（
こ
の
り
）鷂ニ
百
（
ひ
ゃ
く
よ
せ
）
寄
」
と
い

う
言
葉
が
あ
っ
て
、
ね
り
ひ
ば
り
の
季
節
に
は
捉
れ
る
だ
け
捉
る
と
い
う
勢
い
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　
「
春
ハ
ヱ
リ
ヒ
バ
リ（
撰
雲
雀
）ト
云
ベ
シ
、」
と
あ
り
、
巣
立
し
た
雛
の
「
羽
弱
ナ
ル
ヲ
」
を
睨
っ
て
鷹
を
放
つ
と
あ
る
。

　

次
に
「
脚
（
あ
し
か
わ
）
絆
ヲ
着
ル
法
」
に
つ
い
て
は
「
鷹
経
」
を
ふ
ま
え
て
述
べ
て
い
る
け
れ
ど
も
、元
も
と
、「
定
レ
ル
法
ハ
ナ
シ
」
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と
い
う
。
こ
れ
は
、
鷹
の
大
小
に
よ
っ
て
、
寸
法
を
更
え
る
か
ら
で
あ
る
。

　
「
脚
絆
」
は
脚
纏（
脚
首
ぜ
ん
た
い
に
巻
き
つ
け
る
革
）と
、足
緒（
脚
纏
に
結
び
つ
け
る
革
）か
ら
成
る
。
足
緒
の
革
は
「
洗
革
、

色
革
、
若
鷹
ニ

用
之
、	

藍
革
、
若
鷹
鳥
出
用
之
、
表

ヲ
裏
ニ
ナ
ス
コ
ト
也
、」
と
か
「
白
鷹
ノ
脚
絆
ハ
ミ
ナ
白
革
ナ
ル
ベ
シ
、
赤
革
黒
革
ヲ
用
ベ
カ
ラ
ズ
、」
な

ど
と
あ
る
。「
其
掌
飼
ノ
流
ニ
」
よ
っ
て
い
さ
さ
か
異
同
あ
り
、
と
言
う
よ
う
に
、「
経
（
鷹
経
）ノ
説
」、「
家
（
持
明
院
家
）
説
」
ま
た
、

「
禰（
神
家
）
津
神
平
貞
直
流
」
に
よ
る
差
異
に
触
れ
て
い
る
。
こ
の
「
神
平
貞
直
流
」
で
は
、「
錣ツ
マ
リ
ア
シ脚ト
云
テ
、
脚
纏
ヲ
錦
金
爛
綾

ナ
ド
重
テ
縫
物
ニ
シ
テ
、
引
緒
ヲ
バ
綵
色
ノ
革
ヲ
以
テ
常
ノ
如
ク
ヨ
ル
ナ
リ
、」
と
あ
り
、
諏
訪
の
神
鷹
が
こ
と
さ
ら
美

麗
に
仕
立
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
想
像
で
き
る
。

　
「
鈴
著
ル
コ
ト
」
に
関
し
て
は
、「
鷹
経
」
を
忠
実
に
守
ろ
う
と
し
て
い
る
の
だ
が
、
こ
こ
で
も
、
一
、
二
に
つ
い
て
新

知
見
を
加
え
て
い
る
。
先
掲
の
尾
羽
図
に「
鈴
付
」が
示
さ
れ
て
い
る
が
、鈴
の
付
け
様
は
な
か
な
か
手
間
ど
る
。「
鷹
経
」

に
無
い
け
れ
ど
も
、「
弁
疑
論
」
で
は
、
鈴
板
に
鈴
を
付
け
る
の
に
「
大
黐
（
も
ち
）樹

ノ
葉
ヲ
煮
テ
陰
乾
ニ
シ
テ（
接
着
剤
と
し
て
）

鈴
持
ニ
作
ル
、」
と
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
鈴
持
を
つ
か
う
や
り
方
は
、「
越
前
ツ（
敦
賀
）
ル
ガ
ノ
津
ニ
着
ケ
ル
ニ
ハ
鷹
兄
鷹
バ
カ
リ
ナ
リ
、」
と
あ
っ
て
、
鷹

の
故
実
を
紹
介
し
て
い
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
か
な
り
「
鈴
付
」
に
拘
泥
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
の
は
、「
漢
土
」
の

方
法
に
倣
い
つ
つ
も
日
本
的
美
意
識
を
感
じ
さ
せ
て
い
て
面
白
い
。
鈴
付
の
糸
は
九
つ
組
の
紅
の
巻
上
げ
を
付
け
た
り
、

ま
た
こ
の
巻
上
げ
の
先
端
を
総
に
し
て
装
束
に
見
立
て
る
な
ど
、
微
細
な
趣
向
を
こ
ら
し
て
い
る
。

235

第二節　『鷹経弁疑論』と『蒙求臂鷹往来』



　

鈴
付
の
装
束
を
「
小
鳥
装
束
」
と
い
う
。「
鷹
経
」
に
は
見
え
な
い
か
ら
、十
世
紀
以
降
に
創
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
「
小
鳥
装
束
ト
云
ハ
、
月
卿
雲
客
ノ
小
鷹
ナ
ド
ニ
金
ラ
ン
錦
綾
ナ
ド
ヲ
以
テ
小
鳥
ノ
毛
ヲ
カ
サ
ネ
鈴
持
ヲ
セ
ラ
レ
シ
ナ

リ
、」
と
あ
る
。
そ
し
て
、
野
小
鳥
装
束（
８
）・
袙
装
束（
９
）・
子
飼
装
束（
⓾
）・
連
雀
装
束（
⓫
）・
樫
鳥
装
束（
⓬
）な
ど
を
挙

げ
て
い
る
。

　

鷹
の
調
教
の
た
め
に
は
「
鞭
（
ぶ
ち
）」
を
使
う
の
で
あ
る
が
、
そ
の
寸
法
に
つ
い
て
「
鷹
経
」
に
は
定
め
が
な
か
っ
た
。「
漢

土
ニ
ハ
甘
艸（
草
）ヲ

以
テ
作
テ
用
ユ
」
と
い
う
の
は
「
薬
ト
ナ
ル
」
か
ら
だ
と
い
う
。
我
国
で
は
、「
黒
皮
ヲ
サ
ラ
」
ぬ
、
木

を
使
う
、
鷹
に
は
二
尺
八
寸
、
二
尺
五
寸
五
分
、
鷂
は
三
尺
に
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
も
「
神
平
貞
直
秘
シ
タ

リ
」
と
い
う
。
鞭
は
鷹
の
羽
根
を
整
え
た
り
、
馬
上
か
ら
鶉
の
頭
を
鞭
先
端
に
付
け
た
輪
で
捻
り
上
げ
た
り
す
る
際
に
も

使
う
。

　

鞭
の
こ
と
な
ど
「
條
々
漢
土
ヨ
リ
渡
タ
ル
法
ニ
ア
ラ
ズ
、
吾
朝
ニ
テ
作
リ
出
ス
者
也
、」
と
明
記
し
て
い
る
。

　
「
鷹
経
」
に
定
め
は
少
な
い
け
れ
ど
も
、「
架
」
は
日
常
、用
い
る
も
の
で
あ
り
重
視
し
て
い
る
。
ま
ず
「
家
ノ
人
々
代
々

用
ヒ
タ
マ
ヘ
ル
ハ
、」
と
し
て
持
明
院
家
の
例
を
次
の
よ
う
に
記
す
。

　

居
（
す
え
ほ
こ
）架
ノ
高
サ
四
尺
二
寸
、
横
木
六
尺
二
寸
、
柱
外
五
寸
也
、
櫪
（
く
ぬ
ぎ
）

杉
ヲ
用
ユ
、
架
布
ハ
浅
黄
ニ
犬
ノ
足
跡
ヲ（
⓭
）白
ク

付
ベ
シ
、
タ
カ
ニ
用
ユ
、
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と
あ
り
、
こ
れ
に
対
し
て
「
神
家
ノ
説
」（
神
平
貞
直
流
）の
寸
法
は
少
し
ず
つ
異
る
と
指
摘
し
て
い
る
。

　

ま
た
「
二
ツ
架
」
と
い
っ
て
二
居
の
鷹
を
繋
ぐ
架
が
あ
る（
⓮
）。
鷂
は
鷹
よ
り
小
型
で
あ
る
か
ら
。
架
の
寸
法
も
短
く

な
る
。
た
と
え
ば
「
鷂
ノ
架
高
サ
三
尺
五
寸
、
横
木
五
尺
五
寸
、
柱
ノ
外
二
寸
五
分
、
一
方

ナ
リ
、	

木
口
一
寸
三二
ィ

分
、
架
布
四

尺
二
寸
、
横
布
ナ
ル
ベ
シ
、」
と
あ
る
。

　

高
位
の
身
分
に
あ
る
者
に
鷹
を
献
上
し
た
り
、
そ
の
者
の
側
近
く
鷹
を
繋
ぐ
場
合
に
は
「
式
架
」
が
必
要
で
あ
っ
て
、

次
の
よ
う
に
説
く
。

　

式
架
ト
云
ハ
、
檜
木
ヲ
圓
ニ
削
テ
、
ク
ロ
ヌ
リ
ニ
シ
テ
錦
ニ
テ
包
ベ
シ
、
又
綿
ニ
テ
モ
包
ナ
リ
、
架
タ
レ
ニ
ハ
豹
ト

虎
ノ
皮
二
枚
合
テ
両
面
ニ
シ
テ
、
唐
糸
ニ
テ
五
處
ツ
ル
ベ
シ
、
錦
ニ
テ
モ
絹
ニ
テ
モ
皮
ノ
上
ニ
カ
ケ
テ
、
絹
ノ
ス
ソ
ニ

銀
ノ
岩
ヲ
網
ノ
岩
ノ
如
ニ
シ
テ
、
一
方
ニ
十
二
ヅ
ゝ
ウ
ラ
表
廿
四
ツ
ケ
ヨ
、
糸
ニ
テ
五
處
ツ
ル
ベ
シ
、

　

重
厚
に
し
て
華
麗
な
、
威
厳
を
示
す
架
で
あ
っ
て
、
こ
こ
に
据
え
る
鷹
は
天
下
の
名
鷹
に
見
え
た
で
あ
ろ
う
。

　

さ
て
、「
鷹
経
」
の
「
入
田
放
鷹
法
」
に
は
、
犬
の
使
い
様
が
載
っ
て
い
た
が
、「
弁
疑
論
」
は
よ
り
平
易
に
か
つ
具
体

的
に
説
い
て
い
る
。

　

ま
ず
、
放
鷹
術
と
共
に
犬
飼
が
渡
来
し
た
こ
と
に
触
れ
「
爰
ニ
犬
ノ
吾
朝
ヘ
渡
リ
シ
ハ
、
神
光
ト
云
人
黒
駮
ナ
ル
犬
ヲ
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牽
テ
敦
賀
ノ
津
ニ
ツ
キ
タ
リ
、
名
ハ
ト
マ
ホ
コ

ト
云
ナ
リ
、　

」
と
伝
え
る
。

　

犬
飼
ノ
作
法
は
、
山
口
に
お
い
て
草
を
扣
い
て
や
る
こ
と
か
ら
始
ま
る
。
山
に
入
れ
ば
一
町
に
一
度
、
草
を
「
犬
飼
ノ

杖
」
で
た
た
い
て
や
る
。
え
も
の
を
嗅
ぎ
取
っ
て
犬
が
鼻
を
付
け
る
時
「
掛
聲
ヲ
揚
ル
ナ
リ
、
エ
イ
ホ
ウ

タ
リ
ト
云
、	

鳥
ノ
タ
ツ
ト
キ
、

鳥
サ
ケ
ビ
三
聲
イ
カ
ニ
モ
高
カ
ル
ベ
シ
、
雉
鷹
ト
サ
ケ
ブ
ナ
リ
、
鳥
タ
ツ
ト

云
心
ナ
リ
、」
と
あ
る
。
こ
れ
は
犬
飼
が
鷹
飼
に
知
ら
せ

る
合
図
で
あ
る
。
鳥
を
嗅
ぎ
ま
わ
り
疲
れ
て
く
る
犬
に
は
休
息
さ
せ
た
り
励
ま
し
た
り
す
る
が
、
そ
の
時
の
声（
労
つ
か
れ
ご
え
声
）は

「
エ
イ
エ
イ
」
と
い
う
な
ど
細
や
か
で
あ
る（
⓯
）。
犬
を
牽
く
縄（
緤
）は
長
さ
八
尺
の
根
藤
を
編
ん
だ
も
の
だ
。

　

犬
飼
の
装
束
は
異
風
な
も
の
で
あ
る
。
赤
い
帽
子
を
冠
り
、「
赤
革
ノ
袖
ニ
、
無
文
ノ
身
ニ
薫
革
ノ
袴（
⓰
）」
と
あ
る
の

は
、
鷹
飼
が
視
認
し
易
く
、
叢
中
を
踏
み
分
け
る
の
に
丈
夫
な
革
袴
と
い
う
点
で
機
能
性
を
重
ん
じ
た
た
め
で
あ
る
。
鷂

飼
の
犬
飼
は
「
青
地
ノ
帽
子
ニ
裏
赤
」
い
の
を
用
い
た
と
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、「
鷹
経
」
に
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
が
、「
犬
飼
山
神
ヲ
マ
ツ
ル
ト
キ
」
の
儀
礼
が
あ
っ
た
と
い
う
。
狩
場

の
神
祭
り
の
こ
と
で
あ
っ
て
、「
先
玉（
た
ま
め
）女
ノ
方
ニ
向
テ
笠
ヲ
着
テ
春
ハ
雌
ヲ
用
、
金
ノ
羽

ト
云
也
、　

秋
冬
ハ
雄
ヲ
用
、
銀
ノ
羽
ト

云
ナ
リ
、
」、

つ
ま
り
、
笠
に
雉
の
羽
を
捧
げ
て
祭
る
の
で
あ
る
。「
玉
女
ノ
方
」
と
は
東
方
を
さ
す
。「
弁
疑
論
」
は
祈
願
の
文
を
次
の

よ
う
に
掲
げ
て
い
る
。

再
拜
々
々
、
此
鄕
里
爾
祝
給
布
有
情
無
情
乃
御
神
逹
、
吉
日
良
辰
乎
以
氐
玉
乃
雄
玉
乃
雌
乎
奉
留
者
也
、
御
鷹
乃
聽
安
久
志
氏

羽
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早
久
、
御
馬
乃
蹄
平
賀
爾　

志
氏
、	

犬
飼
乃
聽
安
久
志

氏
、	

犬
乃
鼻
明
禰
、
鈴
乃
音
乎
誤
良　須

、	

谷
乎
渡
良　須

、	

峯
乎
越
須
、
玉
乃
雄
乎
百
千
數
取
世

給
止
申
須
、
春
ハ
金
雌
、
秋
冬
ハ
銀
雄
、

　

異
説
、

再
拜
々
々
、
今
日
玉
姬
社
家
乃
御
神
逹
、
黑
妙
乃
雄
、
白
妙
乃
雌
、
百
羽
千
羽
取
良
佐

世

給
得
、
一
息
ニ
云
ベ
シ
、

　

犬
の
善
悪
毛
色
の
吉
凶
が
猟
果
を
左
右
す
る
と
考
え
て
い
た
よ
う
だ
が
、
概
ね
、
白
犬
を
善
し
と
し
た
。

　

先
に
大
臣
家
大
饗
に
お
け
る
「
御
鷹
飼
渡
」
に
際
し
て
「
鳥
柴
」
の
こ
と
に
言
及
し
た
が
、「
弁
疑
論
」
で
は
こ
の
こ

と
に
つ
い
て
「
経
ニ
ハ
ミ
ヘ
ズ
、
然
ド
モ
上
古
ヨ
リ
定
メ
ル
ヤ
ウ
ア
リ
、」
と
し
て
、
図
示
し
つ
つ
、
簡
潔
な
説
明
を
施

し
て
い
る
。
こ
の
鳥
柴
に
関
し
て
、
堀
内
勝
氏
は
「
鷹
匠
と
食
文
化
」
と
い
う
論
稿
に
お
い
て
、
具
体
例
を
図
解
を
加
え

て
考
察
し
て
お
り
参
考
に
な
る（
⓱
）。
堀
内
氏
に
よ
れ
ば
、「
ト
シ
バ
と
は
、
こ
う
し
た
「
鷹
の
鳥
」
な
ど
の
狩
の
獲
物
を

他
人
に
献
上
す
る
時
の
進
献
法
の
一
つ
で
あ
っ
て
、
木
の
枝
に
付
け
た
も
の
を
言
い
、
鷹
狩
り
が
盛
ん
で
あ
っ
た
平
安
時

代
か
ら
流
派
の
発
展
に
伴
い
、
多
岐
に
技
芸
化
さ
れ
て
続
い
た
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
鳥
の
つ
け
方
に
は
大
別
五
種
類

あ
る
と
言
っ
て
良
い
。
①
野
掛
け
、
②
鳥
掛
け
、
③
小
鳥
掛
け
、
④
兎
掛
け
、
⑤
鳥
苞（
⓲
）で
あ
る
。」
と
ま
と
め
て
い
る
。

　

さ
て
、「
弁
疑
論
」
の
記
載
に
立
返
っ
て
論
を
進
め
た
い
。
そ
も
そ
も
「
鳥
ヲ
木
枝
ニ
附
ル
」
法
度
は
上
古
よ
り
次
の

よ
う
で
あ
る
と
い
う
。

春
ハ
梅
櫻
柳
、
秋
冬
ハ
鳥
柴
、
冬
至
ヨ
リ
後
ハ
梅
ヲ
用
タ
リ
、
木
ノ
長
サ
五
尺
五
寸
ニ
切
テ
枝
ヲ
三
ツ
殘
シ
、
同
葉
ヲ
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モ
三
ヅ
ヽ
ヲ
キ
テ
ヨ
キ
ヤ
ウ
ニ
ス
カ
シ
テ
、
本
ヲ
一
刀
ニ
ソ
ギ
テ
少
角
ヲ
ト
ル
ナ
リ
、
本
ノ
枝
下
五
寸
籘
カ
ヅ
ラ
ヲ
以

テ
結
付
ル
ナ
リ
、
第
一
ノ
枝
ヲ
踏
ヤ
ウ
ニ
眞
木
ニ
着
ベ
シ
、
鳥
ノ
兩
方
ノ
火
打
羽
ノ
三
ツ
メ
ヲ
殘
シ
、
葛
ヲ
以
テ
頸
ト

共
ニ
掛
テ
、
シ
ル
シ
付
ニ
結
付
ル
ナ
リ
、
木
ニ
付
ル
所
ハ
二
卷
シ
テ
片
輪
ヲ
殘
ス
ベ
シ
、
輪
ハ
鳥
ノ
右左
イ

ノ
方
ニ
ノ
コ
ス

ベ
シ
、（
中
略
）柏
木
ヨ
リ
葉
セ
バ
ク
マ
ロ
ク
シ
テ
、
ヲ
モ
テ
ウ
ラ
ニ
毛
生
タ
ル
ヲ
鳥
付
柴
ト
云
ナ
リ
、

前
ニ
云
ガ
如
ク
春
ハ
梅
櫻
柳
ヲ
用
ナ
リ
、
又
鳥
柴
ハ
四
季
ニ
用
ベ
シ
、
春
ハ
雌
ヲ
上
ニ
着
ベ
キ
ナ
リ
、
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次
に
兎
を
木
に
付
け
る
き
ま
り
も
あ
る
が
略
す
。
ま
た
、「
小
鳥
ヲ
着
ル
事
」
と
あ
っ
て
、
長
さ
五
尺
五
寸
余
の
荻
の

枝
を
割
っ
て
挟
み
結
ぶ
と
し
、「
葉
ヲ
バ
本
末
ニ
三
残
ス
ベ
シ
、
鶉
ノ
頸
下
兩
ノ
羽
ヲ
ヒ
ラ
ニ
ハ
サ
ム
ベ
シ
、
藤
葛
ヲ
以

テ
ニ
纏
シ
テ
片
ツ
ワ
ニ
結
ナ
リ
、」
と
あ
り
、
次
の
図
を
示
し
て
い
る
。

　
「
雀
ヲ
竹
ニ
付
ル
コ
ト
」
も
あ
っ
て
、「
ト
マ
リ
タ
ル
如
ク
ニ
付
ベ
シ
、
數
ハ
イ
カ
ホ
ド
モ
ク
ル
シ
カ
ラ
ズ
」
と
い
う
。

竹
の
節
と
節
の
間
を
割
っ
て
挟
ん
で
い
る
。

　

で
は
い
っ
た
い
「
鳥
ヲ
木
枝
ニ
附
ル
事
」
に
は
ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
儀
礼
は
外
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国
の
鷹
狩
に
は
付
随
し
て
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
我
国
の
平
安
王
朝
文
化
に
特
有
の
儀
礼
で
あ
っ
て
、
そ
の
伝
統

美
に
憧
憬
す
る
中
世
社
会
が
大
い
に
歓
迎
し
た
も
の
と
言
え
よ
う
。

　

特
に
、
鷹
の
え
も
の
を
「
生
け
る
が
ご
と
く
」
あ
し
ら
っ
て
、
葉
や
笹
の
つ
い
た
草
木
竹
に
結
わ
え
る
鳥
柴
の
儀
礼
は
、

貴
人
に
対
す
る
敬
意
の
表
現
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
あ
る
い
は
逆
に
、
貴
人
が
臣
下
の
者
に
対
す
る
饗
応
と
し
て
鳥
柴
を
授

け
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
鷹
狩
の
み
や
げ
で
あ
っ
た
り
、
鷹
野
見
舞
い
に
対
す
る
賜
禄
と
し
て
も
、
こ
れ
が
活
用
さ
れ
た
の

で
あ
る
。

　
「
弁
疑
論
」
に
は
、
鳥
柴
を
「
人
ニ
ミ
ス
ル
ト
キ
」
の
礼
法
も
あ
る
。
ま
た
、
皇
子
誕
生
に
際
し
て
は
殿
上
人
は
、
鷹

の
鳥
を
松
に
着
け
て
献
上
す
る
、
と
も
見
え
て
い
る
こ
と
も
傍
証
と
な
ろ
う
。

　

再
三
に
わ
た
り
紹
介
し
て
き
た
よ
う
に
「
鷹
経
」
に
は
見
え
な
い
け
れ
ど
も
「
弁
疑
論
」
著
述
の
時
点
で
見
過
す
こ
と

の
で
き
な
い
事
項
に
つ
い
て
、
持
明
院
基
春
は
拘
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
必
ず
し
も
「
鷹
経
」
の
事
項
順
を
た
ど
っ
て

書
い
て
い
な
い
の
も
や
む
を
え
な
い
。

　

た
と
え
ば
、「
鷹
経
」
で
は〝
調
養
〟
と〝
養
レ
鷹
法
〟
は
中
巻
の
初
め
に
あ
る
の
だ
が
、「
弁
疑
論
」
で
は
終
末
の
あ
た

り
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。

　

実
際
上
、
鷹
術
に
と
っ
て
最
肝
要
と
思
わ
れ
る
の
が
、〝
鷹
の
調
養
法
〟
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。「
弁
疑
論
」

は
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
便
宜
的
に
三
点
に
分
け
て
み
る
。
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（
１
）羅あ
が
け
だ
か鷹の
調
養

　

ま
ず
、
捕
獲
用
の
網
に
つ
い
て
。「
經
ニ
ハ
不
レ
見
」
と
あ
っ
て
、「
諸
ノ
獵
師
ノ
用
ル
ハ
、
國
々
ニ
カ
ハ
リ
タ
ル
ナ
リ
、

シ
カ
レ
ド
モ
ヒ
ロ
サ
一
丈
一
尺
、
高
サ
八
尺
六
寸
、
下
五
尺
五
寸
也
、
網
串
三
本
口
傳
ア
リ
、」
と
す
る
。
こ
の
網
の
製

法
は
漁
𢭐
用
の
も
の
と
同
様
で
あ
ろ
う
。
但
し
で
き
る
だ
け
網
目
は
目
立
た
ぬ
よ
う
細
い
こ
と
が
条
件
と
な
る
。
各
地
で

種
類
が
多
か
っ
た
と
あ
る
。

　

羅
鷹
の
調
養
に
つ
い
て
は
無
論
「
經
ニ
ミ
ヘ
タ
リ
、」
で
あ
る
。
本
研
究
で
は
既
に
先
述
し
て
お
り
、
省
略
し
た
い
。

但
し
、
と
「
弁
疑
論
」
は
記
し
、「
但
鷹
ニ
依
テ
五
日
六
日
擎
（
す
え
あ
げ
）ベ
キ
モ
ア
リ
、
一
日
二
日
ニ
心
折
ル
モ
ア
リ
、
鷹
ノ
性

マ
チ
〳
〵
ナ
リ
、」と
あ
る
。
こ
れ
は
、実
体
験
か
ら
う
ま
れ
た
所
見
で
あ
ろ
う
。
無
理
強
い
し
て
擎
げ
る
と「
野
心
ヲ
失
」

い
「
生
鳥
ヲ
ミ
テ
モ
」
鳥
を
取
る
こ
と
を
忘
失
し
て
し
ま
う
も
の
だ
と
い
う
。「
鳥
忘
」
と
い
う
、
見
込
み
の
な
い
鷹
で

あ
る
。

　
「
心
深
キ
鷹
」
は
、「
野
心
失
セ
ズ
シ
テ
」
鳥
を
捉
る
。「
ヤ
ウ
〳
〵
馴
ル
ニ
隨
テ
、
食
ヲ
以
テ
延
呼
餌
ヲ
ア
タ
ヘ
ヨ
、」

そ
し
て
数
日
後
に
雉
を
な
げ
う
ち
与
え
と
ら
せ
よ
。
山や
ま

回が
え
り

鷹（
⓳
）は
網
で
捉
え
た
そ
の
日
に
「
微
温
湯
ヲ
以
テ
鷹
ヲ
浴

テ
擎
ヨ
、」
と
い
う
。
湯
を
浴
せ
て
羽
濡
れ
ゝ
ば
「
闇
處
ニ
テ
拳
ニ
ヨ
ク
ス
ハ
ル
ベ
シ
、」
と
あ
り
、
夜
は
「
轆（
ろ
く
ろ
ぼ
こ
）

轤
架（
⓴
）」

に
繋
で
「
暁
ヨ
リ
拳
ニ
擎
ヲ
ウ
ゴ
カ
サ
ズ
シ
テ
鷹
ヲ
快
ク
眠
セ
、」
と
い
う
の
で
あ
る
。
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（
以
下
は
薬
餌
の
調
合
法
・
投
与
量
な
ど
に
つ
い
て
も
述
べ
て
い
る
が
省
略
す
る
。）

（
２
）巣
鷹
の
調
養

　

こ
こ
で
は
「
經
ノ
如
ク
尤
妙
ナ
リ
、」
と
し
て
「
鷹
経
」
の
方
法
が
よ
ろ
し
い
と
断
定
し
て
い
る
。
た
だ
し
「
古
人
云
、」

と
し
て
、「
巣
鷹
ヲ
調
入
コ
ト
ハ
、
糊
毛
ノ
時
ハ
藁
ヲ
以
テ
フ
ゴ
ヲ
作
り
、
蓬
ヲ
多
敷
テ
巣
ノ
ヤ
ウ
ニ
シ
テ
ナ
ス
ベ
シ
、

新
キ
餌
ヲ
骨
ヲ
細
ニ
シ
テ
タ
ゝ
キ
テ
ア
タ
ヘ
ヨ
、
牙
花
毛
マ
デ
ハ
餌
ヲ
洗
ズ
シ
テ
飽
ク
マ
デ
カ
フ（
㉑
）、」
糊
毛
と
は
の
り

げ
で
巣
鷹
の
ま
だ
白
い
毛
を
い
う（『
放
鷹
』
鷹
犬
詞
語
彙
、
な
お
、

「
牙
花
毛
」
は
同
書
に
見
え
な
い
）。

　

巣
鷹
は
こ
の
よ
う
に
幼
鳥
よ
り
育
て
る
の
で
あ
っ
て
、「
一
ノ
羽
漸
ク
生
定
テ
足
緒
ヲ
着
テ
」
擎す
え
あげ
、
そ
れ
か
ら
足
緒

を
つ
け
た
ま
ゝ
外
架
に
常
々
つ
な
い
で
日
光
浴
を
さ
せ
、
つ
い
で
尾
羽
が
整
っ
た
な
ら
、
水
浴
び
を
さ
せ
よ
と
い
う
。

　

そ
し
て
、
手
を
放
さ
ず
擎す
え
あげ

、
し
だ
い
〳
〵
に
「
置
縄
ヲ
サ
シ
テ
呼
ベ
キ
ナ
リ
、」
つ
ま
り
、
足
革
に
付
け
た
長
さ
三

十
～
四
十
尋
ほ
ど
の
細
縄
を
巧
み
に
餌
を
見
せ
な
が
ら
使
い
訓
練
す
る
。

　

手
放
の
日
が
く
れ
ば
、「
何
ニ
テ
モ
得
ル
ニ
マ
カ
セ
テ
捉
カ
フ
ベ
キ
ナ
リ
、」
と
あ
る
が
、「
鷹
経
」
に
は
右
の
よ
う
な

親
切
な
手
ほ
ど
き
は
な
か
っ
た
。

（
３
）鳥
屋
出
の
鷹
の
調
養
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ま
ず
「
其
説
マ
チ
〳
〵
ナ
リ
ト
イ
ヘ
ド
モ
、
掌
飼
ノ
學
得
タ
ル
ヤ
ウ
ニ
ヨ
ル
ベ
キ
カ
、」
と
あ
る
の
は
、「
鷹
経
」
の
時

代
も
同
様
の
苦
心
を
し
て
お
り
、
鷹
飼
の
最
も
乗
り
超
え
る
べ
き
課
題
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。「
弁
疑
論
」
で
は
お
よ
そ

十
日
間
を
か
け
て
調
養
に
専
念
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

そ
の
過
程
に
お
い
て
、
餌（
鶏
の
赤
身
肉
）・
堅
塩
・
粉
薬
・
水
・
湯
浴
、
夜
据
え
な
ど
を
行
う
の
で
あ
る
。

　

以
上
三
点
こ
そ
鷹
飼
の
三
原
則
と
で
も
評
し
得
る
こ
と
だ
が
、「
弁
疑
論
」
に
見
る
ご
と
く
、
中
世
後
期
・
戦
国
時
代

に
入
る
頃
に
は
、
こ
の
よ
う
に
平
易
で
懇
切
な
鷹
書
が
成
立
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
重
視
し
た
い
。
当
代
、
全
国
に
割

拠
す
る
戦
国
大
名
層
が
鷹
術
を
必
要
と
し
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　
［
下
巻
］

　

鷹
飼
の
誰
も
が
例
外
な
く
悩
ん
だ
の
は
鷹
の
病
い
で
あ
っ
た
。「
鷹
経
」
下
巻
は
そ
の
た
め
に
記
述
さ
れ
た
が
、
中
世

の
鷹
も
ま
た
同
様
で
あ
っ
た
。

　
「
弁
疑
論
」
で
は
既
に
中
巻
に
お
い
て
、
鷹
の
健
康
を
診
る
た
め
に
は
「
朝
外
架
ヘ
出
ス
ニ
モ
、
素
手
ニ
テ
鷹
ノ
ネ
ツ

キ（
熱
気
）ヲ
ミ
ル
ベ
シ
」
と
注
意
し
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
「
何
ニ
テ
モ
ヤ
マ
イ
ツ
ク
タ
カ
ハ
熱
気
有
ベ
シ
、」
だ
か
ら
と
い
う
。

　

ふ
だ
ん
か
ら
、
細
末
に
し
た
堅
塩
を
は
じ
め
数
種
類
の
薬
餌
を
与
え
る
べ
き
こ
と
も
強
調
し
て
い
る
。
そ
の
一
、
二
例

を
示
す
。
狩
の
た
め
山
に
出
る
時
の
薬
は
、「
カ
ジ
カ
東
ヨ
リ
流
ル
ゝ

川
ニ
有
ヲ
用
、	

古
酒
ニ
ヒ
タ
シ
テ
焼
、
五
八
生
等
分
ニ
合
テ
雀
ノ
胸
一
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包
ホ
ド
鷹
ニ
用
、
兄
ニ（
㉒
）
半
包
ア
タ
ヘ
ヨ
、」
と
あ
る
。
そ
れ
か
ら
、
日
常
の
薬
餌
は
次
の
七
種
を
等
分
に
合
せ
て
用

い
る
と
い
う
。
す
な
わ
ち
「
茯
令
、
生
、
天
南
星
、
生
去

毒
、	

土
豹
、
焼
ウ
ク

ロ
モ
チ
、	

白
薬
、
焼
、
人
ノ
サ

レ
カ
ウ
ベ
、	

白
馬
ノ
三
日
月
骨
、
ア
シ
ゲ
ノ
馬
ノ
下
ア

ヂ
ガ
マ
ナ
リ
、　　

	
鶏雉
イ

ノ
爪
、
焼
、
鹿
茸
、
フ
ク
ロ
ツ

ノ
ナ
リ
、
」
の
七
種
を
あ
げ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
は
い
わ
ば
滋
養
強
壮
の
常
備
薬
で
あ
ろ
う
。

　
「
鷹
経
」
に
は
鷹
の
病
は
十
三
病
あ
る
と
伝
え
て
お
り
、
こ
の
こ
と
に
関
し
て
は
本
書
第
二
章
第
二
節
に
お
い
て
す
で

に
触
れ
た
通
り
で
あ
る
。「
弁
疑
論
」
で
は
、
ま
ず
十
三
病
を
一
々
取
上
げ
、「
鷹
経
」
の
処
方
を
平
易
に
示
し
て
い
る
。

そ
し
て
「
又
云
、」
と
し
て
、「
経
ノ
説
」
に
は
無
い
方
法
を
次
々
に
述
べ
て
い
る
。
そ
れ
は
筆
者
、
持
明
院
基
春
の
時
代

ま
で
に
集
積
さ
れ
た
処
方
歴
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
。
治
療
に
炙
も
施
さ
れ
る
が
、
や
は
り
数
多
く
の
薬
種
が
紹
介
さ

れ
て
い
る
。

　
「
又
云
、」
で
効
果
あ
る
と
し
て
記
さ
れ
た
も
の
を
羅
列
し
て
み
る
と
以
下
の
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
羅
列
に
ど
ん
な
意
味

が
あ
る
か
訝
し
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
鷹
の
病
に
向
き
合
う
鷹
飼
の
懸
命
の
努
力
が
髣
髴
す
る
の
み
な
ら
ず
、
当

代
の
漢
方（
獣
）医
の
水
準
を
知
る
手
が
か
り
に
も
な
る
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
煩
瑣
を
避
け
た
い
の
で
こ
こ
で
は
病
の
症
状

及
び
投
薬
・
餌
飼
の
処
置
に
つ
い
て
は
触
れ
な
い（
煎
じ
る
・
焼
く
・
粉
に
ひ
く
な
ど
製
薬
法
に
も
及
ば
な
い
。
た
だ
、
原
料
と
し

て
い
る
物
の
名
を
列
挙
し
た
。）。
鷹
病
の
う
ち
三
例
だ
け
挙
げ
る
。

①
目
病　

	

丁
香
・
生
姜
・
栃
・
杏
仁
・
龍
脳
・
朱（
水
銀
）・
エ
ン
砂
・
野
老
・
山
葵
・
櫁
・
黄
檗
・
卯
の
木（
白
皮
）・

サ
イ
カ
チ
・
ツ
ツ
ジ
・
鵐（
ホ
オ
ジ
ロ
）

ノ
羽
・
鵜
の
羽
・
鶏
羽
・
貂
ノ
骨
・
唐
墨
・
熊
膽
・
麝
香
・
ヒ
ル
・
明
礬
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②
鼻
病　

	

櫁
・
苦（
参
）辛
・
百
草
・
丁
香
・
榎
・
木ア
ケ
ビ
ノ
ツ
ル通

・
芹
・
紫
大
根
・
辛ニ

韮ラ

・
川
芹
・
甘
草
・
干
棗ナ
ツ
メ・

辛ニ
ン
ニ
ク蒜

・
梨
・
柑
子
・

葵
・
山
桃
・
生
姜
・
胡
麻
油
・
麝
香
・
虻
・
蝉
・
能
膽
・
銅
銭
・
銀

③
足
ノ
腫　

	

ユ
リ
ノ
根
・
卯
ノ
木
ノ
白
皮
・
黏
・
漆
・
サ
イ
カ
チ
ノ
実
・
犬
蓼
・
雪
ノ
下
草
・
早
稲
藁
・
檜
脂
・
藤
瘤
・

沈
香
・
松
茸
・
ヌ
ル
デ
・
鹿
茸
・
天
南
星
・
麻
ノ
根
・
苧
カ
ラ
ム
ン・
車
前
草
・
蓬
ノ
葉
・
猫
ノ
骨
・
辛
螺
ノ
カ
ラ
・

南
星
蜷
・
栗
ノ
木
ノ
蟻
・
蜷
・
麝
香
・
牛
ノ
皮
・
唐
墨
・
伊
予
砥
屑
・
銅
銭
・
古
酒
・
米
酢
・
塩
・
膠
・
朱

　

鷹
の
病
の
中
で
「
古
往
今
来
治
ス
ル
ニ
方
ナ
シ
、」
と
断
言
さ
れ
た
病
が
あ
る
。「
鷹
経
」
で
は
「
肉
癥
」
と
称
し
、「
弁

疑
論
」
で
は
「
胴
茸（
気
）」
と
呼
ん
で
い
る
。
羅
鷹
に
多
く
発
病
し
巣
鷹
に
は
稀
で
あ
る
と
い
う
。

　

病
状
と
し
て
は
、
初
め
は
頻
繁
に
身
振
い
し
、
し
だ
い
に
毛
を
逆
立
て
乱
す
。「
眸
子
寂
寥
ト
シ
テ
黒
眼
チ
イ
サ
ク
、

白
眼
大
ニ
シ
テ
遠
物
ヲ
見
時
ノ
眼
ノ
如
シ
」
と
い
う
。
日
々
、
食
が
減
り
、
害
癥
が
腹
下
に
で
き
る
。「
千
死
ナ
ル
病
」

で
あ
り
、灸
治
が
最
も
よ
い
、と
し
な
が
ら
、種
々
の
薬
方
を
講
じ
て
も
い
る
。「
萬
病
圓
」
と
号
す
る
薬
に
注
目
し
た
い
。

　

或
問
、
胴
氣
ト
云
病
ハ
源
ハ
何
ヨ
リ
起
ゾ
ヤ
、

答
云
、
物
ニ
フ
レ
テ
血
滯
テ
オ
コ
ル
ナ
リ
、
候
見
ニ
ハ
脉
ア
リ
、
脾
骨
サ
キ
ト
屎
袋
ト
ノ
間
ニ
ウ
ゴ
キ
ヲ
ト
ル
ベ
シ
、

指
ヲ
按
ヘ
テ
試
ベ
シ
、
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薬
云
、
人
參
、
甘
艸
、生
、
地
黄
、
茯
苓
、
沈
香
、
丁
香
、
鷹
、円
焼
、
薬
師
艸
、
右
等
分
ニ
合
、
蔴
ノ
皮
ヲ
剝
テ
卷
合
テ
、

黒
焼
ニ
シ
テ
餌
ニ
ツ
ゝ
ミ
テ
哺
ベ
シ
、
又
鼻
氣
ニ
ハ
川
芎
ヲ
粉
ニ
シ
テ
加
入
ヨ
、
萬
病
圓
ト
號
ス
ル
ナ
リ
、

　

こ
れ
は
「
胴
茸（
気
）」
の
病
い
の
処
方
十
例
の
う
ち
の
一
例
で
あ
る
が
、特
に
「
鷹
、円
焼
、」
と
あ
る
部
分
を
問
題
視
し
た
い
。

と
い
う
の
は
第
三
章
・
注（
９
）に
お
い
て
触
れ
た
こ
と
だ
が
、
人
間
の
難
治
の
病
い
に
も
効
果
が
あ
る
と
信
じ
て
い
た
と

考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

鷹
の
病
い
に
関
す
る
「
神
家
」
の
説
の
引
用
例
は
「
胴
気
」
に
一
例
あ
る
の
み
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
諏
訪
の
神
鷹
ま

た
贄
鷹
の
鷹
の
多
く
が
巣
鷹
か
ら
調
養
さ
れ
た
ゆ
え
、
病
い
に
強
か
っ
た
か
、
あ
る
い
は
秘
事
と
し
て
他
に
語
ら
な
か
っ

た
か
ら
か
も
し
れ
な
い
。（
㉓
）

　

な
お
「
弁
疑
論
」
で
は
「
鷹
経
」
の
十
三
病
の
ほ
か
に
、
打
撲
・
大
風
・
欠
羽
・
羽
虫
・
物
狂
・
泻
気
・
虱
な
ど
を
追

加
し
て
処
方
を
記
し
て
い
る
。

　

以
上
が
『
鷹
経
弁
疑
論
』
の
全
体
像
で
あ
り
、『
新
修
鷹
経
』
が
我
国
古
代
を
代
表
す
る
鷹
書
で
あ
る
の
に
対
し
、
中

世
に
お
け
る
鷹
書
の
代
表
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う（
近
世
を
代
表
す
る
も
の
は　

『
荒
井
流
鷹
書
』（
㉔
）で
あ
る
。）。

　

こ
こ
ま
で
私
は
、
両
者
を
比
較
し
な
が
ら
論
じ
て
き
た
け
れ
ど
も
、「
弁
疑
論
」
に
固
有
の
特
徴
が
存
在
し
た
こ
と
を

指
摘
し
て
お
き
た
い
。
そ
れ
は
、
鎌
倉
後
期
以
降
に
詠
ま
れ
た
短
歌
・
連
歌
の
中
か
ら
、
鷹
に
ま
つ
わ
る
歌
を
引
用
し
て
、
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い
く
つ
か
の
事
柄
を
敷
衍
し
て
い
る
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
そ
の
例
を
示
し
て
お
く（
表
記
は
「
弁
疑
論
」
の
ま
ゝ
と
す
る
）。

○
「
西
園
寺
相
國（
㉕
）ノ
御
哥
ニ
、
餌
袋
ニ
カ
レ
カ
ハ
キ
タ
ル
古
置
餌
サ
シ
テ
用
ナ
キ
身
ヲ
ゾ
捨
エ
ヌ（
㉖
）ト
ア
リ
、」

○
「
又
云
、
キ
ノ
フ
マ
デ
野
心
ア
リ
シ
ツ
ミハ
シ
ィタ
カ
ノ
イ
ツ
シ
カ
ケ
フ
ハ
軒
羽
ウ
ツ
ナ
リ（
㉗
）、」

○
「
起
鳥
ヲ
艸（
草
）ト
ル
タ
カ
ニ
ク
ハ
セ
シ
テ
觜
（
は
し
）

ス
ラ
セ
ツ
ヽ
又
ゾ
狩
行（
㉘
）」

○
「
又
、
云
、
結
ブ
ベ
キ
谷
水
モ
ナ
ク
凍
井
又（
與
）雪
ヲ
ク
ダ
キ
テ
タ
カ
ヤ
カ
ワ
マ
シ
」

○
「
西
園
寺
百
首（
㉙
）ニ
云
、
寒
キ
コ
ト
我
ニ
ヤ
似
タ
ル
嗅
ス
サ
ム
犬
サ
ヘ
モ
又
身
ブ
ル
イ
ヲ
ス
ル（
㉚
）」

　

連
歌
に
つ
い
て
も
、
一
句
だ
け
で
は
あ
る
が
、
引
用
例
が
あ
る
、

○
「
又
二
條
摂
政
ノ
連
歌
ニ
云
、
ケ
シ
キ
ハ
イ
カ
ニ
紅
ノ
タ
カ（
㉛
）」

　

実
は
鷹
狩
を
詠
ん
だ
歌
や
連
歌
の
集
に
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
が
知
ら
れ
て
い
る
。

①
後
京
極
殿
鷹
三
百
首　

♂

（
伝
京
極
良
経
）

②
鷹
三
百
首
和
歌　
　
　

♂

（
伝
藤
原
定
家
）

③
鷹
百
首
一
巻　
　
　
　

♂

（
慈
鎮
和
尚
）

④
鷹
百
首
一
巻　
　
　
　

♂

（
西
園
寺
公
経
）

⑤
小
鷹
部
一
巻　
　
　
　

♂

（
伝
藤
原
定
家
）
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（
以
上
『
新
校
群
書
類
従
』

第
十
五
巻　

鷹
部
所
収

）

⑥
龍
山
公
鷹
百
首

　
［
東
求
院
殿
龍
山
公
鷹
百
首
］

⑦
後
普
光
院
殿
鷹
百
韻
連
歌
二
條
関
白
殿　

♂

（
二
條
良
基
）

⑧
梵
燈
庵
鷹
詞
百
韻
連
歌　
　
　
　
　
　
　

♂（
朝
山
師
綱
）

⑨
箸
鷹
和
歌
文
字
抄　
　
　
　
　
　
　

♂

（
浅
利
兵
庫
助
政
義
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（『
続
群
書
類
従
』
第
十

九
輯
中　

鷹
部
所
収

）　

　

い
っ
た
い
、
こ
れ
ら
の
歌
・
連
歌
は
ど
ん
な
目
的
で
ま
た
ど
の
よ
う
な
場
で
作
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
そ

の
作
者
は
確
定
で
き
る
の
か
。
解
答
は
難
し
い
が
、
④
⑥
⑦
⑧
⑨
に
つ
い
て
は
確
言
し
得
る
。〝
目
的
と
場
〟
に
つ
い
て
述

べ
れ
ば
、
先
の
「
弁
疑
論
」
の
例
が
参
考
と
な
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
鷹
飼
に
伴
う
も
の
で
あ
っ
て
、
鷹
詞
を
詠
み
こ
ん
で

狩
の
情
景
や
慣
習（
儀
礼
）の
理
解
を
助
け
る
ね
ら
い
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
単
に
歌
の
列
挙
だ
け
で
は
、

理
解
が
進
ま
な
い
け
れ
ど
も
、「
弁
疑
論
」
の
よ
う
で
あ
れ
ば
、
印
象
が
得
や
す
い
こ
と
に
な
る
。

　

そ
れ
ら
の
歌
は
、
一
人
の
作
者
が
詠
ん
だ
も
の
で
は
あ
る
ま
い
。
鷹
狩
好
き
な
公
家
・
武
家
・
鷹
飼
な
ど
が
寄
り
集
ま
っ

て
、
催
し
た
歌
会
・
連
歌
の
座
な
ど
で
詠
ま
れ
た
も
の
を
撰
録
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
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さ
ら
に
、
右
の
よ
う
な
歌
集
は
、
書
写
を
く
り
返
し
流
布
す
る
わ
け
で
あ
っ
て
、
鷹
術
に
練
達
す
る
者
た
ち
に
よ
っ
て

そ
ら
ん
じ
ら
れ
る
ほ
ど
に
な
っ
て
行
っ
た
と
も
思
わ
れ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
持
明
院
基
春
は
も
う
一
つ
の
鷹
書
『
責せ
き
よ
う
じ
き
ゅ
う
せ
つ
し
ょ
う

鷹
似
鳩
拙
抄
』
と
い
う
一
巻
を
の
こ
し
て
い
る（『
続
群
書
類
従
』

巻
第
五
四
六

）。
鷹

を
責
め
馴
ら
し
、
鳩
の
ご
と
く
従
順
に
つ
か
う
、
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
こ
れ
は
首
題
の
注
に（
持
明
院
十
巻
書
之
中
）よ

り
抄
記
し
た
も
の
、
と
見
え
て
お
り
、
奥
書
に
「
右
抄
者
爲
二
旅
宿
一
隨
身
、
諸
抄
取
合
注
付
之
、
秘
説
等
之
條
可
レ
禁
二

外
見
一
、
於
于
外
題
新
作
、
汗
顔
々
々
、
永（一
五
〇
六
）

正
三
年
春
二
月
日　

左
金
吾
将
軍
藤〈
花
押
〉」（
㉜
）と
あ
っ
て
、
筆
者
が
請
わ

れ
て
京
を
離
れ
国
々
へ
鷹
術
を
伝
え
る
際
に
活
用
し
た
こ
と
が
分
か
る
。
し
た
が
っ
て
「
鷹
経
弁
疑
論
」
の
よ
う
に
詳
細

で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
鷹
術
伝
授
の
要
点
集
と
し
て
評
価
で
き
よ
う
。
あ
る
い
は
ま
た
、
守
護
大
名
・
戦
国
大
名
や
国
人

領
主
層
の
鷹
飼
が
、
基
本
的
に
ど
ん
な
こ
と
を
学
習
し
た
い
と
し
て
い
た
か
が
推
察
で
き
よ
う
。
そ
し
て
、「
弁
疑
論
」

の
作
者
ら
し
く
、
説
明
は
平
易
で
簡
潔
で
あ
る
。
漢
字
ま
じ
り
の
平
仮
名
で
書
か
れ
て
い
る
。

　

す
べ
て
一
六
二
の
事
項
を
列
挙
し
て
い
る
が
、
別
段
、
体
系
的
に
配
列
し
て
い
る
訳
で
も
な
い
。
こ
れ
を
分
類
し
て
み

る
と
次
の
よ
う
で
あ
っ
て
、
地
方
の
鷹
飼
が
ど
ん
な
こ
と
を
知
り
た
が
っ
て
い
た
か
が
分
か
る
の
で
は
な
い
か
。
同
時
に

持
明
院
基
春
が
何
を
必
須
の
も
の
と
考
え
て
い
た
か
も
推
察
で
き
る
。

　

①
鷹
の
脚
の
つ
な
ぎ
方
・
架
の
規
格
。
②
大
緒
の
長
さ
・
結
び
方
。
③
尾
羽
の
文
様
。
④
鷹
の
つ
め
。
⑤
白
の
鷹
。
⑥

山
緒（
鳥（
雉
お
ん
と
り
、
め
ん
と
り
））・
兎
。
⑦
田
緒（
鶴
・
雁
）。
⑧
鷹
の
受
渡
し
。
⑨
鶉
の
竹
・
荻
に
つ
け
方
。
⑩
鳥
柴
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の
請
取
り
渡
し
。
⑪
鷹
の
薬
。
⑫
鷹
の
信
仰
。
水
筒
。

　

以
上
の
う
ち
、
⑤
⑪
⑫
に
つ
い
て
、
少
し
補
足
し
て
お
き
た
い
。
⑤
は
古
来
、
雪
白
の
鷹
と
い
わ
れ
、
名
鷹
と
さ
れ
る

が
、
本
書
で
は
「
は
（
百
済
）

く
さ
い
国
の
鷹
な
り
、
か
（
高
麗
）

う
ら
い
鷹
」
で
あ
っ
て
、
わ
が
国
の
巣
鷹
に
は
無
い
、
と
し
て
い
る
。
⑪

は
「
弁
疑
論
」
で
も
詳
述
す
る
薬
の
こ
と
だ
が
、「
責
鷹
似
鳩
拙
抄
」
に
お
い
て
は
、
四
九
種
の
病
傷
の
処
方
に
つ
い
て

平
易
に
示
し
て
い
る
。

　

⑫
は（
ア
）「
神
社
俸（
奉
）幣

の
た
め
に
鷹
を
奉
に
は
、架
を
社
の
左
の
方
に
、か
ぶ
き
の
木
を
社
の
方
に
な
し
て
つ
な
ぐ
べ
し
、

つ
な
ぎ
や
う
は
常
の
ご
と
し
、」
と
あ
り
、
神
鷹
の
つ
な
ぎ
方
を
教
え
て
い
る
。「
又
鷹
の
祈
禱
の
た
め
に
参
詣
中
つ
な
ぐ

事
有
」
と
も
述
べ
て
い
る
。（
イ
）「
陣
に
て
の
架
、
敵
陣
の
方
へ
鷹
の
後
を
不
成
様
に
、
陣
所
の
左
方
に
可
結
也
、」
と
あ
っ

て
、
中
世
を
通
じ
て
重
ん
じ
ら
れ
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
。（
ウ
）「
一
鷹
野
へ
出
る
時
祓
を
す
る
様
、
南
無
山
神
、
南
無
土

神
、
南
無
水
神
、
散
供
再
拝
と
三
べ
ん
唱
て
、
た
か
を
鞭
に
て
打
祓
て
出
べ
し
、
但
田
物
に
は
水
神
を
一
番
に
唱
べ
し
、

人
の
見
ざ
る
や
う
に
勤
べ
し
、」
こ
こ
で
は
山
神
・
土
神
・
水
神
は
み
な
垂
迹
神
と
し
て
拝
さ
れ
て
い
る
。
田
物
と
は
雁
・

鴨
・
鶴
な
ど
水
辺
の
田
に
降
り
立
つ
鳥
の
こ
と
で
あ
る
。

　
（
エ
）「
山
申
の
事
、
此
文
を
三
反
唱
て
、
梅
の
直ス

板ハ
イ

を
一
立
て
、
草
を
刈
立
た
て
横
に
七
重
に
し
き
て
、
白
餅
七コ
ノ
シ
ロ鱅
一

酒
を
備
べ
し
、
残
た
る
を
ば
鷹
匠
犬
飼
迄
食
べ
し
、
女
に
い
ろ
は
す
べ
か
ら
ず
、
鱅
な
く
ば
鰯
を
用
、
是
一
年
に
一
度
始
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而
野
に
出
る
時
お
こ
な
ふ
べ
し
、
寅
申
の
日
を
よ
し
と
す
る
な
り
、」

　

以
上
⑫（
ア
）（
イ
）に
よ
っ
て
、
中
世
の
鷹
に
付
与
さ
れ
て
い
た
霊
性
が
う
か
が
い
知
ら
れ
る
し
、（
ウ
）（
エ
）に
よ
っ
て
、

鷹
野（
山
・
田
）の
神
慮
に
叶
う
べ
く
、
除
祓
、
供
献
、
祈
念
な
ど
を
重
ん
じ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

　

以
上
を
要
す
る
に
持
明
院
元
春
の
行
為
は
諏
訪
流
の
よ
う
に
贄
鷹
を
主
流
と
し
て
展
開
す
る
鷹
術
と
は
相
異
し
て
、
わ

が
国
の
伝
統
的
放
鷹
術
に
立
脚
し
た
も
の
と
し
て
、
中
央
・
地
方
に
歓
迎
さ
れ
て
行
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し

か
も
、
平
易
に
し
て
的
を
射
た
用
語
を
以
っ
て
浸
透
し
、
中
世
以
降
の
鷹
書
に
も
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
も
の
と
み
る

こ
と
が
で
き
る
。

　

私
は
か
な
り
の
紙
数
を
費
し
て
、
論
じ
て
き
た
つ
も
り
で
あ
る
が
、
な
お
、
他
方
に
お
い
て
は
、
ほ
ぼ
同
時
代
に
お
け

る
も
う
一
つ
の
鷹
書
『
蒙
求
臂
鷹
往
来
』
を
次
に
考
察
す
る
必
要
を
覚
え
る
の
で
あ
る
。

注（
１
）　

引
用
史
料
中
の
傍
線
―（
分
チ
書
キ
）部
の
「
口
伝
」
と
は
、
貴
賤
の
差
に
応
じ
た
作
法
を
意
味
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。

（
２
）　

鞭ぶ
ち（
策
）。「
山
藤
の
蔓
、
長
さ
約
三
尺
、
先
端
を
叩
き
房
の
如
く
に
し
、
元
の
方
を
尖
ら
す
。
口
中
の
汚
れ
を
洗
ひ
、
羽
翼
を

整
頓
す
る
に
使
用
す
。」（『
放
鷹
』
第
四
篇　

鷹
道
具
）。
鷹
受
取
渡
し
時
に
は
必
ず
、
鷹
の
翼
毛
を
整
え
る
。

（
３
）　

架
に
あ
る
鷹
に
餌
を
見
せ
て
は
い
け
な
い
。
生
鳥
を
見
せ
て
も
な
ら
な
い
。
つ
ね
に
甘
餌
を
少
し
ず
つ
拳
に
て
み
せ
。
飼
う
よ
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う
に
せ
よ
。
と
い
う
。

（
４
）（
５
）い
ず
れ
も
『
放
鷹
』
鷹
詞
語
彙
に
は
見
え
な
い
が
、
こ
の
鷹
術
は
鷹
と
の
微
妙
な
か
け
ひ
き
で
あ
る
。

（
６
）　

拳
に
据
え
る
と
い
う
表
現
も
あ
る
が
、
鷹
の
重
さ
を
支
え
る
に
は
臂
に
す
え
る
の
が
合
理
的
で
あ
る
。

（
７
）　

鷹
飼
の
こ
と
を
掌
飼
と
呼
ぶ
例
が
多
い
の
は
、
本
項
に
見
え
る
よ
う
に
、
置
餌
・
甘
餌
・
手
骨
な
ど
の
餌
を
掌
に
よ
っ
て
与
え
、

手
懐
け
る
か
ら
で
あ
る
。

（
８
）　

野
の
小
鳥
の
頷
お
と
が
いの

皮
を
剥
い
だ
も
の
を
鈴
敷
に
用
い
た
も
の
。

（
９
）　

鈴
敷
に
綾
織
物（
裏
は
柳
色
青
地
の
錦
）を
つ
か
う
。

（
10
）　
「
鈴
着
ノ
緒
ハ
ク
ス
ベ
革
或
洗
革
。
鈴
持
ハ
表
錦
革
ウ
ラ
ハ
五
面
革
。
ミ
ナ
ウ
ラ
ハ
白
革
也
。」
と
あ
る
。

（
11
）　
「
鈴
着
ノ
緒
ハ
赤
革
。
鈴
持
ハ
連
雀
ノ
尾
ノ
前
ノ
赤
キ
ヲ
蝋
ヲ
以
テ
」
つ
け
る
と
い
う
。

（
12
）　
「
樫
鳥
ノ
ヒ
ラ
千
羽
ヲ
取
テ
重
テ
鈴
持
ニ
シ
テ
。
鈴
着
ハ
色
々
ノ
糸
ヲ
組
テ
用
ユ
。」
と
あ
る
。

（
13
）　

鷹
狩
に
は
よ
く
訓
練
さ
れ
た
犬
が
無
く
て
は
な
ら
な
い
。
架
衣
に
犬
の
足
型
を
染
め
付
け
る
こ
と
で
、
鷹
の
守
護
と
し
た
の
で

あ
ろ
う
。

（
14
）　
「
長
サ
一
丈
七
尺
。
木
に
三
寸
。」「（
木
の
）本
ニ
鷹
（
だ
い
）ヲ
ツ
ナ
ギ
。
末
ニ
兄
鷹
ヲ
ツ
ナ
グ
」
と
い
う
。
二
居
は
間
隔
を
十
分
と
っ
て

い
る
。
鷹
と
鷂
を
二
ツ
架
に
つ
な
ぐ
こ
と
は
な
い
。

（
15
）　

犬
を
操
る
声
に
は
区
別
が
あ
っ
て
、
疲
れ
て
集
中
し
て
い
な
い
時
は
「
ク
エ
ク
エ
」、
鳥
に
出
会
っ
た
と
き
は
「
ホ
ウ
ホ
ウ
」

な
ど
と
い
う
。

（
16
）　

裲う
ち
襠か
け（
脇
の
広
さ
五
寸
五
分
、
袖
口
五
寸
）は
無
文
、
袖
が
赤
革
。
袴
は
く
く
り
袴
で
あ
る
。

（
17
）　
『
ｖ
ｅ
ｓ
ｔ
ａ
（
季
刊
ヴ
ェ
ス
タ
）第
32〈
一
九
九
八
秋
〉・
第
33〈
一
九
九
九
冬
〉・
第
36
号〈
一
九
九
九
秋
〉』
味
の
素
食
の
文
化

セ
ン
タ
ー
。
こ
こ
で
は
「
弁
疑
論
」
の
ほ
か
に
、内
閣
文
庫
蔵
「
吉
田
流
鷹
書
」・「
徳
丸
志
摩
入
道
家
養
鷹
之
書
」・「
鷹
絵
図
文
書
」・
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「
斎
藤
朝
倉
両
家
鷹
書
」・「
小
笠
原（
流
）鷹
書
」
な
ど
の
図
を
紹
介
し
て
い
る
。

（
18
）　
「
ト
リ
ヅ
ト
」。
鳥
裹
と
書
く
。
荻
や
萱
を
編
ん
で
作
っ
た
円
筒
型
の
裹
に
季
節
の
草
花
を
あ
し
ら
い
、そ
こ
に「
鷹
の
鶉
、雲
雀
」

な
ど
を
葛
で
結
わ
え
つ
け
た
も
の
。
な
お
、（
17
）第
36
号
参
照
の
こ
と
。

（
19
）　

年
を
越
し
て
山
で
毛
を
替
え
た
鷹
。「
鴘
」
と
も
書
く
。（『
放
鷹
』
鷹
犬
詞
語
彙
）

（
20
）　

製
陶
用
の
轆
轤
の
形
を
し
て
お
り
、
架
木
に
止
ま
る
よ
り
も
、
足
指
を
ひ
ら
い
て
平
面
に
乗
せ
た
ま
ゝ
で
あ
る
か
ら
、
鷹
は
安

静
に
し
て
い
ら
れ
る
。

（
21
）　

飽
き
る
ま
で
、
餌
を
与
え
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

（
22
）　

こ
こ
に
あ
る
「
鷹
・
兄
（
シ
ョ
ウ
）」
の
ご
と
く
対
句
的
に
用
い
る
場
合
は
「
鷹
」
は
「
弟ダ

鷹イ

」
の
こ
と
で
あ
っ
て
、「
大ダ

鷹イ

」
と
表
記
す

る
こ
と
も
あ
る
。「
大
鷹
」
を
オ
オ
タ
カ
と
読
ま
な
い
よ
う
に
注
意
し
た
い
。

（
23
）　

諏
訪
流
の
鷹
書
『
禰
津
松
鷗
（
鷂
）軒
記
』（『
群
書
類
従
』
巻
三
五
七
）に
は
、
鷹
の
病
い
に
関
す
る
記
載
は
無
い
。
た
だ
し
病
難
除
け

と
し
て
、
次
の
よ
う
な
記
事
が
み
え
る
。

　
　
　
「
一
み
す
尾
の
事
、
新
玉
の
年
の
は
じ
め
に
、
雉
の
あ
ぶ
ら
お
取
て
、
か
ひ
ご
の
わ
た
に
し
め
し
て
、
足
緒
の
中
に
く
け
入
て

つ
か
ふ
べ
し
、
是
は
諸
病
を
の
ぞ
く
ま
つ
り
也
、」

（
24
）　

祢
津
松
鷗
（
鷂
）軒
の
門
人
荒
井
豊
前
寺
の
書
に
な
る
も
の
を
徳
川
将
軍
家
に
仕
え
た
一
門
の
御
鷹
方
た
ち
が
、
寛
文
三
年

（
一
六
六
三
）二
月
に
書
写
し
た
旨
の
奥
付
が
あ
る
。（『
続
群
書
類
従
』
第
十
九
輯
中
巻
第
五
四
八
所
収
）

（
25
）　

西
園
寺
公
経（
一
一
七
一　

―
一
二
四
四
）鎌
倉
幕
府
と
密
接
な
関
係
を
保
つ
。
太
政
大
臣
。
久
仁
親
王（
後
深
草
天
皇
）の
外
戚
。

（
26
）　

鷹
の
忌
詞
「
置
餌
サ
ヽ
ズ
」
に
な
ぞ
ら
え
た
歌
。
三
条
院
の
御
鷹
飼
忠
兼
が
一
夜
通
い
し
妻
の
元
に
餌
袋
を
忘
れ
て
し
ま
っ
た

と
い
う
故
事
が
あ
る
。

（
27
）　

狩
場
か
ら
帰
っ
た
鷹
飼
が
家
の
軒
端
を
入
る
時
、
拳
に
据
え
た
鷹
が
、
背
を
低
め
て
軒
を
避
け
る
ほ
ど
馴
れ
て
い
る
さ
ま
を
よ
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ん
で
い
る
。

（
28
）　

鳥
を
獲
え
た
鷹
に
、
ほ
う
び
と
し
て
そ
の
鳥
の
肉
を
ど
の
よ
う
に
与
え
る
か
、
と
い
う
項
目
に
引
い
た
歌
。
た
だ
し
「
鷂
ヨ
リ

已
下
ノ
鷹
ハ
皆
小
鳥
ノ
脳
ヲ
ア
タ
ヘ
テ
狩
ニ
行
ベ
シ
」
と
も
。
え
も
の
の
丸（
心
臓
）を
与
え
る
こ
と
を
「
ク
ハ
セ
ス
ル
」
と
云
う
。

清
水
を
注
い
で
与
え
る
。
觜
を
草
で
拭
う
し
ぐ
さ
を
詠
ん
だ
の
で
あ
る
。

（
29
）　

西
園
寺
公
経
『
鷹
百
首
』
一
巻
。
西
園
寺
家
は
持
明
院
家
と
並
ぶ
「
鷹
の
家
」
と
し
て
知
ら
れ
る
。
こ
の
歌
は
同
書
十
首
め
に

載
せ
る
。

（
30
）　
「
犬
飼
ノ
作
法
」
の
項
に
あ
る
。
身
振
い
を
す
る
犬
と
は
疲
れ
は
て
て
や
る
気
を
な
く
し
た
状
態
を
い
う
。

（
31
）　
「
代
々
ノ
奇
鷹
」
の
項
に
引
用
さ
れ
て
い
る
。「
八
幡
ノ
宝
前
ニ
鳩
ト
ヒ
ト
シ
ク
コ
モ
」
っ
て
い
た
「
鳩
屋
」
と
い
う
紅
文（
ク
レ

ナ
イ
フ
）の
鷹
の
こ
と
で
あ
る
。
兄
鷹
を
殺
さ
れ
た
鷲
に
復
讐
を
遂
げ
た
と
い
う
。
ま
た
、「
平
賀
の
鷹
」
が
内
裏
に
お
い
て
一
夜

の
う
ち
に
紅
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
と
も
い
う（「
定
家
問
答
」）。

（
31
）　

大
坪　

舞
氏
「
持
明
院
基
春
に
よ
る
鷹
書
編
纂
―
『
責
鷹
似
鳩
拙
抄
』
と
持
明
院
家
旧
蔵
書
の
比
較
を
通
し
て
―
」

（『
立
命
館
文
学
』
第

六
三
〇
号（
二
〇
一
三
））に
よ
れ
ば
「
左
金
吾
将
軍
藤
」
は
持
明
院
基
春
の
こ
と
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
ま
た
同
氏
は
、
持
明
院
基
春

が
「
応
仁
の
乱
以
後
、
主
と
し
て
美
濃
に
て
過
ご
し
て
お
り
」
養
鷹
法
を
心
得
て
い
た
土
岐
政
房（
長一
四
五
七禄
元
年
―
永一
五
一
九正
十
六
年
）と

接
触
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
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（
二
）　
『
蒙
求
臂
鷹
往
来
』
の
意
義
と
影
響

　

鎌
倉
時
代
の
末
期
か
ら
室
町
・
戦
国
時
代
に
か
け
て
、
い
わ
ゆ
る
「
古こ

往お
う

来ら
い

」
の
編
纂
が
相
次
い
だ
。「
古
往
来
」
の

先
蹤
は
、
平
安
後
期
の
『
明
衡
往
来
』（
治
暦
二
年
〈
一
〇
六
六
〉

没
の
藤
原
明
衡
の
作		

）と
さ
れ
る
。
以
後
こ
の
書
は
鎌
倉
時
代
以
降
、
江
戸
初
期
ま

で
写
し
取
ら
れ
て
い
る
。

　
「
古
往
来
」
は
そ
の
後
、
季
綱
往
来
・
東
山
往
来
・
西
郊
往
来
・
釈
氏
往
来
・
貴
嶺
問
答
・
十
二
月
往
来
・
御
慶
往
来
・

手
習
覚
往
来
・
異
制
庭
訓
往
来
・
続
庭
訓
往
来
・
十
二
月
消
息
・
庭
訓
往
来
・
富
士
野
往
来
・
消
息
往
来
な
ど
が
次
々
に

成
立
ま
た
書
写
さ
れ
る
に
到
っ
た
。
そ
し
て
極
め
て
特
異
な
蒙
求
臂
鷹
往
来
の
成
立
を
み
る（１
）♂。
そ
れ
は
、書
名
の
よ
う
に
、

鷹
調
養
と
鷹
狩
を
中
心
と
し
た
「
消
息
の
や
り
取
り
」
で
あ
る
が
、
十
二
か
月
分
の
消
息
は
問
答
形
式
に
よ
っ
て
書
か
れ

て
い
る
。
鷹
調
養
と
鷹
狩
を
専
門
と
す
る
こ
の
書
は
、
や
や
先
の
時
代（
東
山
期
ご
ろ
）成
立
の
喫
茶
往
来
と
い
う
特
定
の

芸
道
に
つ
い
て
の
応
答
集
に
触
発
さ
れ
て
い
る
か
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
こ
の
書
名
の
由
縁
は
、
唐
の
李
翰
が
著
わ
し
た

『
蒙
求
』
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
「
童
蒙
の
求
め
に
応
じ
て
古
来
の
有
名
な
興
味
深
い
故
事
説
話
」
を
集
め

た
も
の
に
倣
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
宋
の
徐
子
光
の
『
補
註
蒙
求
』
は
す
で
に
鎌
倉
末
～
南
北
朝
期
に
我
国
に
渡
来
し
て
お

り
、「
蒙
求
」
の
用
語
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
（
２
）。
そ
れ
は
と
も
か
く
、
蒙
求
臂
鷹
往
来
は
、
松ま
つ

田だ

宗そ
う

岑し
ん（
明
応
三
年

〈
一
四
九

三
〉
―
永
禄
二

年〈
一
五
五
九
〉）が
息
女
の
問
い
に
答
え
て
書
い
た
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
松
田
宗
岑
と
い
う
の
は
法
名
で
、
俗
名
を
左
馬
助
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元
藤
と
称
し
た（３
）。

　

松
田
宗
岑
は
朝
廷
御み
ず
し
ど
こ
ろ

厨
子
所
に
仕
え
る
「
御
鷹
飼
」
の
家
・
下し
も
つ
け
ぬ

毛
野
氏
の
弟
子
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ゆ
え
、
古
代
～
中
世

の
伝
統
的
な
鷹
狩
に
関
し
て
は
専
門
的
な
見
識
を
有
し
て
い
た
。

　

と
こ
ろ
で
、蒙
求
臂
鷹
往
来
の
本
文
中
に
は
し
ば
し
ば
「
経
に
は
か
く
か
く
と
あ
る
」
と
い
う
意
味
の
表
現
が
見
え
る
。

こ
の
「
経
」
と
は
既
に
本
書
第
二
章
第
三
節
で
述
べ
た
『
新
修
鷹
経
』
三
巻
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
鷹
書
の
原
典
と
み
な
さ

れ
て
い
た
。
さ
ら
に
、『
新
修
鷹
経
』
に
準
拠
し
た
鷹
書
に
『
鷹お
う
ぎ
ょ
う
べ
ん
ぎ
ろ
ん

経
辨
疑
論
』（
文
亀
三
年

〈
一
五
〇
三
〉）が
あ
る
（
４
）。

こ
の
鷹
書
は
、
持
明

院
基
春
の
著
に
な
る
も
の
で
あ
り
、
鷹
の
相
の
良
悪
・
巣
鷹
及
び
羅あ
が
け鷹

、
野
行
幸
次
第
・
鷹
狩
装
束
・
鷹
受
渡
・
田
猟
・

鷹
具
・
鷹
の
病
と
療
法
な
ど
に
つ
い
て
、
問
答
形
式
で
か
つ
平
易
な
表
現
で
、
漢
字
・
片
仮
名
交
じ
り
で
書
い
て
い
る
。

ま
た
、
鷹
の
図
三
体
に
は
、
こ
れ
も
平
易
な
絵
解
き
を
用
い
、
羽
根
の
文
・
尾
羽
根
十
二
枚
の
名
称
・
脚
纒
の
図
・
鞭
・

鳥
柴
な
ど
の
図
も
示
し
て
い
る
。『
新
修
鷹
経
』
が
全
て
漢
文
体
で
書
か
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
『
鷹
経
辨
疑
論
』
は
多

く
の
鷹
匠
た
ち
に
歓
迎
さ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、『
鷹
経
辨
疑
論
』
成
立
後
四
十
年
ご
ろ
に
書
か
れ
た
は

ず
の
『
蒙
求
臂
鷹
往
来
』
に
は
、
両
書
を
強
く
意
識
し
た
記
載
が
み
え
る
と
と
も
に
、
独
自
性
を
表
わ
す
意
図
を
も
っ
て

い
た
こ
と
も
察
し
ら
れ
る
。『
鷹
経
辨
疑
論
』
の
よ
う
な
形
式
を
取
ら
ず
に
『
新
修
鷹
経
』
式
の
漢
文
体
を
用
い
な
が
ら
、

当
時
流
行
の
古
往
来
の
様
式
を
用
い
た
点
と
十
二
か
月
に
分
け
た
点
に
工
夫
が
み
ら
れ
る（
５
）。
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注（
１
）　

石
川
謙
氏
「
古
往
来
の
編
纂
年
代
及
び
普
及
の
個
別
的
考
察
」『
日
本
教
育
史
學
會
紀
要
』
第
二
巻（
昭
和
二
十
年
）

（
２
）　

柳
町
達
世
氏
『
蒙
求
』
中
国
古
典
新
書（
昭
和
四
十
三
年　

明
徳
出
版
社
）

（
３
）　

石
川
謙
氏
編
『
日
本
教
科
書
大
系
往
来
物
第
二
巻
古
往
来（
二
）』（
昭
和
四
十
二
年　

講
談
社
）

（
４
）	　

中
澤
克
昭
氏
「
公
家
の
『
鷹
の
家
を
探
る
』
―
『
基
盛
朝
臣
鷹
狩
記
』
は
基
盛
の
著
作
か
―
」（『
日
本
歴
史
』
第
七
七
三
号
・

平
成
二
十
四
年
十
月
号
）に
よ
れ
ば
、『
鷹
経
辨
疑
論
』（
文
亀
三
年（
一
五
〇
三
）成
立
）及
び
『
青
鷹
似
鳩
拙
抄
』（
永
正
三
年

（
一
五
〇
六
）成
立
）の
著
者
・
持
明
院
基
春
は
、
平
安
末
期
～
南
北
朝
期
を
通
じ
て
「
鷹
の
家
」
と
し
て
知
ら
れ
た
西
園
寺
家
と

密
接
な
関
係
を
有
し
て
き
た
家
を
自
負
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
。

（
５
）	　

従
来
わ
が
国
の
鷹
狩
通
史
や
鷹
書
の
研
究
に
お
い
て
『
蒙
求
臂
鷹
往
来
』
を
取
上
げ
た
も
の
は
少
な
か
っ
た
。
わ
ず
か
に
、
新

村
出
氏
は
『
南
蛮
更
紗
』（
平
凡
社　
　
　
　

東
洋
文
庫
５
９
６
）に
お
い
て
、
か
ん
た
ん
に
紹
介
し
て
い
る
。
戦
後
で
は
、
弓
野
正
武
氏
に
「
平
安
時
代

の
鷹
狩
に
つ
い
て
」（『
民
衆
史
研
究
』
第
６
号

昭
和
五
十
三
年　
　
　

）が
あ
る
。
ま
た
同
氏
は
「
古
代
養
鷹
史
の
一
側
面
」（『
律
令
制
と
古
代
社
会
』
竹
内
理
三
先
生

喜
寿　

記
念
論

文
集
上
巻
昭
和
五
九
年
九

月　

東
京
堂
出
版　
　
　

）に
お
い
て
、『
蒙
求
臂
鷹
往
来
』
の
内
容
を
略
説
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
こ
の
史
料
は
京
に
お
け

る
養
鷹
の
盛
行
の
条
件
が
、
全
国
の
鷹
仕
・
鷹
飼
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
を
如
実
に
示
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
全
国
的

に
鷹
の
捕
獲
・
調
習
・
放
鷹
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
り
、
鷹
が
京
上
さ
れ
る
過
程
に
は
商
賈
的
性
格
を
併

せ
持
つ
多
数
の
鷹
仕
・
鷹
飼
の
存
在
が
介
在
し
て
い
た
こ
と
を
推
定
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。」

　
　

	　

さ
ら
に
、
中
澤
克
昭
氏
は
「
鷹
の
世
界
―
鷹
狩
と
諏
訪
信
仰
」（
五
味
文
彦
編
『
芸
能
の

中
世
』
平
成
十
二
年

）に
お
い
て
『
蒙
求
臂
鷹
往
来
』
十
二
月
条
に

見
え
る
鷹
書
を
含
め
た「
16
世
紀
以
前
の
主
要
な
鷹
書
」55
点
を
一
覧
表
に
し
て
紹
介
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、二
本
松
泰
子
氏
に『
中

世
鷹
書
の
文
化
伝
承
』（
三
弥
井
書
店　

平
成
二
十
三
年
）及
び
「
諏
訪
貞
通
の
鷹
書
―
諏
訪
信
仰
の
誕
生
を
め
ぐ
っ
て
」（『
國
學
院
雑
誌
』

平
成
二
十
五
年

）が
あ
っ
て
、
同

書
七
月
条
に
み
え
る
「
諏
訪
社
神
事
・
御
射
山
祭
」
に
言
及
し
て
い
る
。
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付
記
①　

	

本
欄
中
最
上
部

4

4

4

に
「
第　

条
」
及
び
「
月
」
と
し
た
欄
は
、原
文

4

4

に
は
無
く
、『
日
本
教
科
書
体
系
』
本
の
「
目
次
」

に
準
拠
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
　

②	　
		

地
名	

と
し
て
示
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か
な
よ
う
に
、こ
の
往
来
の
中
心
舞
台
は
京
都（
と
り
わ
け
禁
野
周
辺
）

及
び
近
江
・
丹
波
・
河
内
地
方
で
あ
り
、
鷹
交
易
の
ル
ー
ト
と
し
て
美
濃
・
信
濃
・
陸
奥
方
面
で
あ
っ
た
こ
と
が

分
か
る
。

蒙
求
臂
鷹
往
来
の
主
要
内
容

第
条
月

日　
　

付

差　

出

宛　

所

主　
　

要　
　

内　
　

容　

・　

地　
　

名

一（
往
）
正
月
五
日

能
登
守
某

信
州
大
守

年
始
の
田
獵
、
狩
装
束
、
山
神
献
奠
、
鷹
術
初
心
の
春
秋
丸
、
百
舌

鳥
の
擎
習
、
小
鷹
の
習
得
、
越
前
国	

巣
子
下
し
の
雀
鷂
、
架
に
繋

ぐ
術
、	（
春
秋
丸
の
臂
鷹
学
習
を
許
し
て
ほ
し
い
）

（
復
）
正
月
五
日

信
濃
某

能
州
宰
吏

年
始
の
鷹
猟
、
鷹
政
繁
昌
、
田
獵
の
吉
日
は
来
る
九
日
、
鳥
立
の
勝

地
は	
西
山	

辺
、
芹
川	

は
代
々
聖
主
御
狩
の
舊
跡
、
初
鳥
狩
、
山
霊

の
祭
の
献
酒
と
祭
文
、
犬
飼
の
心
得
、
列
卒
爛
酔
の
戒
め
、
泊
り
鷹

山
飲
酒
の
戒
め
、
当
道
相
伝
、
春
秋
丸
教
育
の
見
込
あ
り
、
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第
条
月

日　
　

付

差　

出

宛　

所

主　
　

要　
　

内　
　

容　

・　

地　
　

名

二（
往
）
夾
鐘
上
七

主
計
頭
某

倉
部
郎
中

信
州
興
行
、
交
野	

、
御
野
奉
行
秦
延
兼
、
卅
六
人
の
供
御
人
、
狩

装
束（
水
干
・
下
濃
袴
・
茜
染
衣
・
平
行
騰
・
腰
䒾
）

（
復
）
卽
時

主
税
頭
某

慶
支
郎
中

狩
子
二
行
、
犬
飼
六
人
、
助
鷹
飼
十
人
、
馬
上
十
騎（
編
笠
・
赤
革
袖
・

薫
革
袴
）、
山
口
祭（
祭
文
・
山
神
）、
勝
負
の
小
鷹
狩（
鶉
の
数
に
よ

り
勝
敗
）、
信
濃
守

三（
往
）
沽
洗
初
九

山
城
権
介
某

越
州
司
馬

鴫
鳥
狩
、
賀
茂
山	

賀
茂
郷	

鈴
目
を
差
す
、
鴫
の
鳥
柴（
桜
枝
）、
小

鷹
狩
、
賀
茂
大
明
神
の
贄
鳥
、
鷂
娃
・
差
羽
、

（
復
）
乃
刻

越
前
大
椽
某

雍
州
別
駕

鴫
鳥
の
狩
興
行
、
鈴
目
、
手
犬
の
鈴
、
北
山	

賀
茂
大
明
神
に
人
禽

保
運
を
祈
る
、
交
野	

の
猟
獲
は
下
上
賀
茂
神
の
贄
と
す
、
差
羽
の

注
意
点
、
木
板
、
鷂
、
獲
物
を
花
朶
に
着
け
る
、
桜
狩
、
夕
鳥
狩（
天

智
天
皇
の
夜
月
放
鷹
）

四（
往
）
孟
夏
初
六

縫
殿
頭
某

光
録
卿

雀つ

鷂み

・
悦え

つ

哉さ
い

に
よ
る
鶬
雛
狩
、
深
草	

鶉
狩
、
霞か

す
み
あ
が
け
の
は
い
た
か

羅
鷂
・
藤
文
の

兄こ
の
り鷂
、
鷹
入
屋
の
心
得
、
丹
後	

筒
川
庄	

鵜
川
庄	

隼
巣
子
、
一
天
大

乱
、
鷹
学
習
の
月

（
復
）
廼
刻

大
膳
大
夫
某

縫
殿
頭

放
擲
の
鷹
、
諸
鳥
の
雛
多
し
、
深
草	

雀
鷂･

悦
哉
に
よ
る
狩
、
鷂
・

佐
保
姫
鷹
、
夏
飼
の
法
、
養
雛
鷹
法
、
入
屋
の
吉
日
、
山
神
の
祭
、

鷹
部
屋
の
構
造
、
浴
船
、
筒
川
庄	

の
隼
巣
子
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第
条
月

日　
　

付

差　

出

宛　

所

主　
　

要　
　

内　
　

容　

・　

地　
　

名

五（
往
）
鯵
（
す
い
び
ん
）

芦
上
二

某

左
衛
門
大
天
殿

人
々
御
中

諸
寄
庄	

の
隼
巣
子
、
一
巢
大
二
羽
、

小
一
羽	 	

大
は
白
鳥
・
菱
食
以
下
を
獲
る
、

小
は
雁
・
青
鷺
以
下
を
獲
る
、
雁
獲
り
の
心
得
、
鳥
筏
・
千
石
頼
房
、

豊
後
守
盛
長
、
甲
斐
国	

山
中
の
巣
子
鷹

（
復
）
仲
夏
初
七

某

源
左
衛
門
尉

至
極
の
逸
隼
、
東
国
よ
り
巳
達
の
掌
飼
上
洛
、
二
鷹
を
用
い
て
鴻
鵠

を
獲
る
、
信
濃
守
貞
通
の
遺
跡
、
貞
通
の
譜
録
、
甲
州
山
中
の
巣
鷹
、

米
光
の
像
一
幅
圓
忠
賛　

、

六（
往
）
六
月
十
二
日

某

陸
奥
大
目

鷹
鶻（

隼
）

巣
子
の
調
習
法
、
隼
の
取
飼
は
青
鷺
の
雛
、
鷹
・
鷂
・
隼
の
脚
絆
・

装
束
の
法
、
小
山
回
兄
鷂
の
雲
雀
狩
、
大
井
川	

夏
飼
の
鷹
、
出
籠

の
時
節

（
復
）

陸
奥
大
目
某

右
馬
権
助

鷹
学
習
の
月
、
出
屋（

籠
）

の
時
節
は
立
秋
以
前
、
精
好
の
宍
給
餌
、
呼
声
、

貞
直
正
本
・
忠
郷
判
形
秘
本
、
足
革
・
足
緒
・
脚
纒
・
脚
絆
、
口
伝
、

故
実
、
装
束
、
野
小
鳥
装
束
、
十
三
尾
装
束
、
大
井
川	

、
濃
州	

、

名
誉
の
鷹
飼
、

七（
往
）
夷
則
上
十

（
欠
）

左
京
大
属

巣す

回ま
わ
り

の
鷹
・
羅あ

が
け

鷹た
か

・
山や

ま

回が
え
り

の
鷹（
鴘
）、
殺
生
禁
断
、
諏
方
大
明
神
の

御
記
文
、
御
射
山
祭
、
信
濃
守
恒
例
の
朝
鳥
狩
、
大
調
習
法
、

（
復
）

左
京
大
属
某

大
府
侍
郎

諏
方
大
明
神
の
御
記
文
、
交
野
の
御
調
鳥
、
六
斎
日
、
諏
方
社
神
事
、

信
濃
守
贄
狩
興
行
、
御
頭
鷹
、
巣
隼
の
雁
狩
、
猟
犬
の
調
養
、
鷠み

さ
ご

巣

の
鷹
・
獺か

わ
う
そ

丸ま
る

、
神
泉
苑
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第
条
月

日　
　

付

差　

出

宛　

所

主　
　

要　
　

内　
　

容　

・　

地　
　

名

八（
往
）
月
夕
后
一

采
女
令
史
某

越
州
主
簿

初
雁
狩
、
放
鷹
の
道
全
盛
、
初
鷹
年
貢
、
東
西
南
北
の
獠
者
、
鷹
鷂

数
百
羽
、
甲
州	

武
田
所
貢
の
白
鷹
、
武
田
伊
豆
守
信
春
、
信
濃	

鷹
、

越
後	

鷹
、
伊
予	

鷂
・
兄
鷹
、
秋
懸
鷹
の
調
習
法

（
復
）
桂
月
中
八

越
中
小
目
某

采
女
史

海
津
浦	

の
鷹
狩
、
羅
鷹
の
調
養
法
、
鷹
経
の
玄
旨
、
調
養
名
誉
の

掌
飼
、
犬
肉
・
血
餌
、
粤
俱
智
祖
ノ
鷹
調
養
の
秘
伝
、
神
平
ノ
奥
蔵
、

疎
学
の
掌
飼
、
家
々
の
故
実
、
懐
薬
、
形
相
・
心
術
、

九（
往
）
重
陽

某

工
部
侍
郎

濃
州
・
信
州	

の
獠
者
、
三
段
鷹
・
蔓
青
鷹
・
鳬
居
鷹
…
…
、
真
白
文
・

目
赤
・
目
黒
…
…
、
箭
像
尾
・
町
像
尾
…
…
、
勝
負
の
小
鷹
狩
、
公

家･

武
家･

御
両
殿
、
嵯
峨	

、
狩
装
束
、
頃
年
作
法
勘
略
、

（
復
）
重
九

某

（
欠
）

東
国
の
獠
者
、
法
界
白･

鳥
白
・
深
山
白
、
園（

西
園
寺
）家

、
勝
負
の
小
鷹
狩
、

武
家
六
人
、
樫
鳥
装
束･

野
小
鳥
装
束
・
袙
装
束
、
鳥
柴
、
猟
犬
、

寛
平
の	

宮
瀧	

行
事
、
栗
栖
野	

、
売
鷹
、
侍
所･

所
司
代
・
制
札
、

十（
往
）
陽
月
上

沙
彌
某

良
醞
令

交
野	

行
幸
御
狩
、
堂
上
地
下
狩
装
束
、
甲
斐
国	

武
田
所
献
の
白
鷹
、

禁
裏
鳥
曹
司
、
放
鷹
楽
、
河
州	

先
祖
貞
頼
、
御
狩
拝
覧
、
筑
紫
、
坂

東
の
大
名
、
洛
中
洛
外
の
酒
屋
・
土
倉
、
大
寶
寺
上
洛
、
鞶
手	

巣
鷹
、

（
鷹
）請
取
法
、
繋
鷹
法
、
難
治
の
鷹

（
復
）

造
酒
正
某

豊
州
高
禅

奥
州
ノ
鷹
ハ
骨
力
異
、
羅
隼
、
上
古
ノ
名
鷹（
磐
手
、
野
守
・
雲
居
丸
）、

野
曝
ノ
鷹
、
維
・
兎
ノ
山
緒
、
鳥
柴
、
田
緒
、
請
取
渡
法
、
神
家
末
流
、

耳
難
ノ
鷹
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第
条
月

日　
　

付

差　

出

宛　

所

主　
　

要　
　

内　
　

容　

・　

地　
　

名

十
一　（往

）
十
一
月
十
三
日

某

治
部
少
録

鶻（
隼
）
・
鷂
の
治
療
法
、
惣
薬
・
瀉
薬
・
内
瘁
薬
、
諸
病
要
薬
、
炙
治
法
、

（
復
）
十
一
月
十
三
日

某

大
膳
大
進

宍
癥
、
難
治
第
一
、
餌
ハ
小
鳥
ノ
宍
、
人
参
散（
家
説
・
神
家
説
）、

七
種
ノ
染
薬
、政
頼
朝
臣
ノ
三
薬
、神
平
貞
直
ノ
三
薬
、灸
穴
、銅
火
針
、

鷹
病
十
三
病
、

十
二　（往

）
地
正
上

前
備
中
守
某

匠
作
伊

禁
野
奉
行
秦
某
、
交
野	

宇
多
野	

奉
行
下
毛
野
某
、
西
園
寺
相
国
家

白
鷹
架
、
高
麗
ノ
赤
鷹
、
恩
借
ノ
鷹
書
、
神
平
貞
直
流
、
鷹
飼
鷹
を
悲

し
み
、
鷹
鷹
飼
を
疏
じ
、
鷹
飼
鷹
を
憎
み
鷹
鷹
飼
を
悲
む
、

（
復
）
臘
月
初
三

修
理
権
大
夫
某

備
中
前
司

白
鷹
最
要
之
秘
説
、
北
山	

白
兎
狩
、
所
持
ノ
鷹
書（
家
説
十
二
巻
・

貞
通
握
翫
ノ
書
三
冊
、
辨
疑
三
巻
頼
房
作　

…
神
平
貞
直
秘
櫃
ノ
書
二
冊
、

良
基
公
臂
鷹
訣
二
帖
、
鷹
経
一
巻
圓
忠
自
筆
、　　
　

同
和
点
、
裏
書
加
註
）、
一
子
伝
授
、
在

洛
諏
方
、
家
流
は
鷹
飼
之
所
役
人
之
子
孫
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（
三
）　

小　

括　

―	

蒙
求
臂
鷹
往
来
の
位
置
付
け	

―

　

従
来
、
蒙
求
臂
鷹
往
来
に
つ
い
て
は
、
我
国
の
総
合
的
鷹
書
と
も
い
う
べ
き
大
著
『
放
鷹
』（
宮
内
庁
式
部
職
編
纂
昭
和
六
年
発
行

吉
川
弘
文
館
・
昭
和
五
十
八
年
再
刊
）

で
は
、「
本
邦
放
鷹
史
・
第
一
篇
十
八
、
蒙
求
臂
鷹
往
来
所
載
の
鷹
書
」
と
し
て
解
説
が
あ
り
、
ま
た
「
本
邦
鷹
書
解
題
」

に
二
行
分
載
せ
て
い
る
程
度
が
知
ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
そ
の
後
、『
日
本
教
科
書
体
系
往
来
物（
第
二
巻
）』

で
は
、
頭
書
に
、「
各
条
」
を
付
し
、
か
つ
「
往
復
」
状
の
「
主
題
・
主
要
内
容
」
を
通
覧
で
き
る
よ
う
な
「
目
次
」
を

作
成
し
て
紹
介
し
た
。
ま
た
、近
年
に
な
っ
て
、鷹
書
研
究
の
気
運
が
高
ま
っ
て
お
り
、『
蒙
求
臂
鷹
往
来
』
に
つ
い
て
は
、

部
分
的
に
取
上
げ
た
も
の
は
あ
っ
て
も
、
鷹
書
と
し
て
全
体
的
に
把
握
し
た
も
の
は
現
わ
れ
て
い
な
い
。

　

そ
の
際
、『
続
群
書
類
従
』（
消
息
部
七
）に
依
ら
ず
、『
日
本
教
科
書
体
系
往
来
物（
第
二
巻
）』
収
載
に
準
拠
し
た
の
は
、

偏
え
に
利
便
性
を
重
視
し
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
解
読
作
業
を
通
じ
て
明
ら
か
と
な
っ
た
の
は
次
の
よ
う
な
こ
と
で

あ
っ
た
。

　
（
一
）	　

九
世
紀
初
め
の
『
新
修
鷹
経
』
に
準
拠
し
て
十
六
世
紀
初
頭
に
或
問
形
式
で
書
か
れ
た
『
鷹
経
辨
疑
論
』
が
最

も
親
切
か
つ
平
明
な
も
の
と
し
て
知
ら
れ
る
。
一
方
、
松
田
宗
岑（
明
応
三
年〈
一
四
九
四
〉―

永
禄
二
年〈
一
五
五
九
〉　

）に
よ
っ
て
書
か
れ
た
こ

の
『
蒙
求
臂
鷹
往
来
』
は
形
式
に
新
し
い
工
夫
が
見
ら
れ
、
ま
た
内
容
的
に
も
前
の
二
書
の
学
習
に
立
脚
し
つ
つ
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そ
れ
ら
を
超
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
（
二
）	　

新
古
今
和
歌
集
以
来
、
朝
野
に
お
け
る
和
歌
詠
み
が
流
行
す
る
中
で
、
中
世
に
は
鷹
術
を
巧
み
に
詠
み
こ
ん
だ

和
歌
、
連
歌
が
次
々
に
成
立
し
た
が
、
松
田
宗
岑
は
そ
の
よ
う
な
方
法
に
は
泥
ま
な
か
っ
た
。
鷹
術
は
和
歌
で
は

言
い
尽
く
せ
る
も
の
で
は
な
い
と
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
（
三
）	　

当
代
、
流
行
し
つ
つ
あ
っ
た
往
来
、
な
か
ん
ず
く
十
二
か
月
往
来
の
形
式
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
鷹
術
を

解
説
す
る
こ
と
を
試
み
た
松
田
宗
岑
は
、
そ
の
知
識
と
経
験
を
注
入
し
て
、
全
く
画
期
的
な
鷹
書
の
著
述
に
成
功

し
た
。

　
（
四
）	　

他
の
芸
道
に
比
較
し
て
鷹
術
の
道（
鷹
道
）は
、春
夏
秋
冬
十
二
か
月
の
循
環
と
と
も
に
動
い
て
行
く
も
の
で
あ
っ

て
、
か
つ
、
鷹
と
い
う
生
き
物
の
生
命
の
リ
ズ
ム
に
順
応
し
な
が
ら
養
う
こ
と
を
不
可
欠
と
す
る
。
そ
れ
は
鷹
の

数
寄
者
の
愉
悦
で
あ
っ
た
ろ
う
。
さ
ら
に
は
鷹
に
対
す
る
畏
怖
の
念
を
抱
き
つ
つ
書
か
れ
た
も
の
が
、
こ
の
臂
鷹

往
来
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　
（
五
）	　

松
田
宗
岑
の
鷹
調
養
と
鷹
狩
に
対
す
る
思
い
入
れ
の
ほ
ど
は
、
近
衛
龍
山
の
そ
れ
と
共
通
し
て
い
る
よ
う
で
あ

る
。
両
者
と
も
朝
廷
・
公
家
放
鷹
の
正
統
を
熟
知
す
る
者
で
あ
る
と
自
負
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
前
者
は
戦
国

時
代
の
前
半
に
生
き
、
後
者
は
そ
の
後
半
を
生
き
た
。
鷹
術
は
戦
国
大
名
層
に
吸
収
さ
れ
、
鷹
術
の
流
派
も
多
様

化
を
た
ど
っ
た
。
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（
六
）	　

戦
国
大
名
ら
が
な
ぜ
鷹
を
中
央
の
権
力
者
に
進
上
し
続
け
た
の
か
、
足
利
・
織
田
・
豊
臣
の
各
氏
が
な
ぜ
華
々

し
く
放
鷹
を
実
施
し
た
の
か
、
と
い
う
問
い
に
対
す
る
答
え
は
、
蒙
求
臂
鷹
往
来
の
各
条
に
内
包
さ
れ
て
い
る
と

考
え
る
。
そ
れ
は
、
古
代
朝
廷
放
鷹
か
ら
流
れ
る
伝
統
性
・
鷹
に
ま
つ
わ
る
神
仏
習
合
の
信
仰
性
・
王
権
の
象
徴

と
し
て
の
政
治
的
権
威
性
及
び
鷹
術
習
得
上
の
難
解
性
な
ど
が
、
む
し
ろ
権
力
者
の
欲
望
を
か
き
立
て
る
も
の
で

あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
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第
三
節　

近
衛
龍
山
と
鷹

は　

じ　

め　

に

　

鷹
飼
養
と
鷹
狩
の
た
め
に
は
、
有
能
な
鷹
匠
が
不
可
欠
で
あ
る
。
鷹
匠
は
複
雑
多
岐
に
わ
た
る
鷹
故
実
に
精
通
し
て
い

な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
戦
国
大
名
の
鷹
狩
も
ま
た
鷹
故
実
の
礼
式
に
範
ら
ね
ば
、
所
詮
、
田
舎
大
名
の
笑
止
な
遊
び
と
し
て

軽
蔑
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。
戦
国
大
名
は
、
多
く
の
武
家
故
実
や
儀
礼
・
文
芸
の
師
を
嘱
望
し
た
と
同
様
に
、
れ
っ
き
と
し

た
鷹
術
の
大
家
の
指
導
を
懇
望
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
近
衛
前
久（
関
白
・
左
大
臣
、
天
正
十
年
織
田
信
長
横
死
以
後
、
出
家
し
て
龍
山
と
号
す
）は
有
職
故
実
を
は
じ
め
、

馬
術
・
書
道
・
和
歌
・
連
歌
な
ど
の
達
者
で
あ
り
、
越
後（
長
尾
氏
）・
三
河（
徳
川
氏
）・
九
州（
大
友
・
相
良
・
島
津
の
各
氏
）

な
ど
を
訪
れ
て
、
そ
れ
ら
の
地
に
文
芸
な
ら
び
に
故
実
を
伝
授
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
近
衛
龍
山
が
鷹
故
実

に
つ
い
て
も
当
代
一
流
の
見
識
を
有
し
て
い
た
こ
と
は
、『
龍
山
公
鷹
百（１
）首
』
な
る
鷹
書
一
巻
を
著
わ
し
た
こ
と
で
首
肯

で
き
る
で
あ
ろ
う
。
本
節
に
お
い
て
は
、
近
衛
龍
山
の
鷹
術
が
当
代
流
行
の
鷹
狩
に
占
め
た
位
置
な
ど
に
つ
い
て
考
察
す

る
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
、
近
衛
通
隆
氏
は
す
で
に
「
近
衛
前
久
の
関
東
下
向
」
に
お
い
て
、「
前
久
は
非
常
に
鷹
を
好
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み
、
鷹
狩
を
し
ば
し
ば
行
っ
た
こ
と
が
、『
言
継
卿
記
』『
兼
見
卿
記
』
な
ど
に
見
え
る
。（
略
）異
常
と
も
い
え
る
ほ
ど
の

執
着
ぶ
り
な
の
で
あ
る
。
と
も
か
く
、こ
の
事
は
彼
の
私
生
活
に
お
い
て
特
筆
す
べ
き
事
柄
で
あ
る
。
（
２
）」と
指
摘
し
て
い
る
。

本
節
で
は
こ
の
指
摘
を
さ
ら
に
掘
り
下
げ
る
こ
と
を
試
み
て
い
る
。

　

な
お
、
本
書
で
は
一
貫
し
て
龍
山
の
号
を
用
い
る
こ
と
と
す
る
。
そ
の
理
由
は
、
本
節
が
主
と
し
て
、
天
正
十
年（
一

五
八
二
）以
降
に
言
及
す
る
こ
と
が
多
い
と
い
う
点
と
、『
龍
山
公
鷹
百
首
』
に
力
点
を
置
い
て
考
察
し
よ
う
と
す
る
か

ら
で
あ
る
。

㈠　

鷹
の
故
実
家
伊
勢
氏
と
近
衛
龍
山

　

足
利
将
軍
義
政
・
義
尚
・
義
晴
・
義
輝
・
義
昭
も
鷹
狩
を
催
し
、
守
護
大
名
の
赤
松
・
今
川
・
朝
倉
・
細
川
・
大
内
な

ど
の
各
氏
も
盛
ん
に
鷹
を
飼
う
に
い
た
っ
た
。
（
３
）
将
軍
家
の
鷹
故
実
を
担
当
し
た
の
は
、お
そ
ら
く
室
町
幕
府
の
政
所
執
事
・

伊
勢
貞
孝
で
あ
っ
た
ろ
う
。

　

伊
勢
貞
孝
に
仕
え
た
政
所
執
事
代
の
蜷
川
親
俊
の
日
記
『
親
俊
日
記
』
に
よ
れ
ば
、
天
文
十
一
年（
一
五
四
二
）九
月

中
条
だ
け
で
も
、
貞
孝
は
十
回
も
鷹
狩
を
行
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
（
４
）。

　

伊
勢
貞
孝
は
天
文
二
十
三
年（
ヵ
）（
一
五
五
四
ヵ
）に
阿
（
餌
）飼

竹
鼻
弥
次
郎
を
陸
奥
の
伊
達
晴
宗
に
遣
わ
し
鷹
を
所
望
し
て
い

る
。
ま
た
貞
孝
の
配
下
に
は
飯
川
彦
九
郎
な
る
鷹
匠
が
お
り
、
将
軍
義
晴
の
後
奈
良
天
皇
御
前
に
お
け
る
大
鷹
披
露
の
儀
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に
勤
仕
し
て
い
る（５
）。

　

二
木
謙
一
氏
は
、
室
町
幕
府
儀
礼
の
形
成
上
、
故
実
家
伊
勢
氏
が
中
心
的
役
割
を
果
た
し
て
い
た
こ
と
を
論
証
さ
れ
た

が（６
）、
伊
勢
氏
は
鷹
故
実
に
も
関
与
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

　

伊
勢
貞
孝
の
祖
・
貞
頼
の
著
『
双
五
大
双
紙
』
は
鷹
の
故
実
に
つ
い
て
も
解
説
し
て
い
る
。
将
軍
家
の
鷹
狩
に
は
近
衛

稙
家
や
細
川
晴
元
な
ど
も
随
行
し
て
お
り
、
伊
勢
氏
は
こ
の
よ
う
な
鷹
狩
を
企
画
し
た
に
ち
が
い
な
い（７
）。

　

足
利
義
昭
も
ま
た
盛
ん
に
鷹
狩
に
出
か
け
、
元
亀
元
年（
一
五
七
〇
）に
は
、
織
田
信
長
・
三
好
義
継
・
松
永
久
秀
ら
を

誘
っ
て
い
る（８
）。

し
か
し
、
そ
の
時
の
鷹
の
故
実
家
は
伊
勢
貞
孝
で
は
な
い
。
二
木
氏
の
前
掲
書
に
よ
れ
ば
、
伊
勢
氏
は
す

で
に
永
禄
五
年（
一
五
六
二
）、
三
好
・
松
永
ら
に
よ
っ
て
討
た
れ
て
い
た
。
足
利
義
昭
の
鷹
故
実
に
関
与
し
て
い
た
の
は
、

鷹
匠
諏
方
甚
兵
衛
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
薩
摩
島
津
氏
が
将
軍
に
進
上
し
た
鷹
の
ゆ
く
え
に
つ
い
て
言
及
し
た
、
意
温

斎
宛
宗
因
書（９
）状

に
、

　
　

	

土
佐
一
條（兼
定
）殿に

預
置
申
候
へ
ハ
、
則
三（三
好
義
継
）

左
京
兆
ニ
被
レ
仰
而
、
篠（長
房
）原殿

以
二
馳
走
一
、
正
月
五
日
ニ
人
を（
差
下
カ
同
ジ
）

被
二
下
差
一
、

三
月
十
七
日
、
京
著
申
候
、
又
其
元
一
條
殿
よ
り
御
鷹
日
向
巣
被
二
相
副
一
進
上
候
、
則
従
二
貴
国
一
之
御
鷹
ハ
、
信

長
拜
領
申
度
ニ
て
、
諏
方
甚
兵
衛
殿
為
二
御
使
一
、
濃
州
ニ
被
二
下
差
一
候
、

と
あ
る
。
こ
の
諏
方
甚
兵
衛
は
苗
字
か
ら
推
量
す
れ
ば
、諏
訪
流
の
鷹
術
家
で
あ
っ
た
ろ
う
）
10
（

。
足
利
義
昭
は
頻
り
に
吉
川
・

毛
利
・
大
友
・
島
津
等
の
大
名
に
逸
物
の
鷹
進
上
を
要
求
し
て
い
た
。
特
に
日
向
巣
の
鷹
は
天
下
に
名
だ
た
る
名
鷹
で
あ
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り
、
義
昭
の
側
近
に
侍
す
諏
方
甚
兵
衛
な
ど
が
、
鷹
詞
を
あ
や
つ
っ
て
義
昭
を
動
か
し
て
い
た
も
の
と
も
考
え
ら
れ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
近
衛
龍
山
は
身
近
に
展
開
す
る
鷹
狩
の
動
向
の
中
で
、
自
ら
も
度
々
鷹
狩
を
催
し
、
鷹
故
実
の
研
鑽
に
も

励
ん
で
い
た
。
か
れ
の
側
近
に
は
故
実
家
伊
勢
貞
知
が
仕
え
て
い
た
。
貞
知
は
伊
勢
貞
孝
の
庶
流
で
あ
り
、
天
正
初
年
以

降
、
近
衛
家
の
家
司
と
な
っ
た
。
天
正
三
年（
一
五
七
五
）に
は
龍
山
と
共
に
薩
摩
に
下
向
し
て
い
る
。
伊
勢
貞
知
が
鷹
術

に
詳
し
か
っ
た
こ
と
は
、
島
津
氏
の
家
老
上
井
覚
兼
の
「
伊
勢
守
心
得
書
」
に
つ
ぎ
の
ご
と
く
記
さ
れ
て
い
て
明
ら
か
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
、

　
　

	

鷹
之
事
ハ
、
諏
方
流
と
て
當
家
無
二
余
儀
一
事
候
条
請
取
渡［し
カ
］志・

餌
袋
な
と
ま
て
、
伊
因
へ
得
二
御
意
一
、
既
ニ
當
時
も
、

大（
だ
い
）鷹
・
小（
し
ょ
う
）鷹五
連
・
六
連
繫
置
候
上
、
餘
々
不
知
案
内
ニ
て
は
無
レ
之
、

と
あ
る
。
伊
因
と
は
伊
勢
因
幡
守
貞
知
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
貞
知
は
「
鷹
・
蹴
鞠
之
事
ハ
大
隈
之
生
に
て
候
間
、
不
レ

付
レ
心
候
」
と
い
う
上
井
覚
兼
の
不
確
か
な
鷹
術
上
の
問
い
に
答
え
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
上
井
氏
は
信
濃
諏
訪
社

の
大
祝
神
氏
を
遠
祖
と
し
て
い
る
の
で
、
諏
訪
流
鷹
術
に
つ
い
て
も
少
し
は
知
見
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
と
も
か

く
、
島
津
氏
へ
の
鷹
故
実
の
正
式
な
伝
授
は
、
こ
の
時
に
求
め
得
る
の
で
あ
る
。

　

龍
山
の
九
州
下
向
は
、
織
田
信
長
の
要
請
に
よ
る
。
大
友
・
相
良
・
島
津
氏
ら
の
和
儀
調
停
の
目
的
が
あ
っ
た
。
そ
の

過
程
で
龍
山
は
有
職
故
実
・
文
芸
・
遊
芸
の
数
々
を
大
い
に
伝
授
し
た
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
伊
勢
貞
知
と
と
も
に
式
正
の

鷹
故
実
を
も
教
授
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
龍
山
と
貞
知
は
、
鷹
を
知
る
者
誰
し
も
の
垂
涎
の
的
た
る
日
向
米
良
山
の
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逸
物
の
鷹
を
も
入
手
し
得
る
に
い
た
っ
た
。
そ
れ
は
つ
ぎ
に
掲
げ
る
龍
山
書
状
に
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

	
遙
久
不
レ
能
二
書
信
一
、
遺
恨
候
、
仍
日
州
之
儀
、
義
久
如
二
存
分
一
成
行
候
之
由
、
千
萬
珍
重
候
、
則
可
レ
差
二
下
使

者
一
候
處
、
拙
者
事
者
、
右（信
長
）府ヘ
一
味
申
、
別
而
入
魂
被
レ
申
ニ
付
、
敵
地
擇
二
一
圓
一
、
不
レ
成
二
合
期
一
候
間
、
無

二
其
儀
一
候
、
更
非
二
疎
意
一
候
、
自
然
可
レ
然
之
様
、
取
成
可
レ
為
二
祝
着
一
候
、
施
二
面
目
一
事
候
、
於
二
時
宜
一
者

貞
知
可
二
申
越
一
候
、
可
二
心
安
一
候
、
次
内
々
約
束
候
大
鷹
、
如
何
様
ニ
も
此
節
所
望
候
、
以
二
馳
走
一
義
虎
迄
於
レ

被
レ
越
レ
之
者
、
可
レ
為
二
喜
悦
一
候
、
偏
才
覚
此
時
候
、
先
年
之
鷂
于
レ
今
令
二
所
持
一
候
、
逸
物
無
二
比
類
一
候
、
大

鷹
共
ハ
悉
右
府
ヘ
進
レ
之
、
一
居
も
無
レ
之
候
、
猶
期
二
後
音
一
候
也
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
朱
書
）　　

「
近
衛
前
久
」

　
　
　
　

卯（天
正
六
年
カ
）

月
七
日　
　
　
　
　
　
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　

北
郷
左
衛
門
入
道
と
の
ヘ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
北
郷
文
書
」（『
日
向
古

文
書
集
成
』）

　

こ
れ
は
日
向
国
都
城
の
領
主
北
郷
時
久
に
宛
て
た
も
の
で
あ
る
。
北
郷
氏
は
伊
東
氏
の
支
配
を
離
れ
て
島
津
義
久
に
つ

い
た
。
こ
の
時
期
、
近
衛
龍
山
は
足
利
義
昭
を
離
れ
て
織
田
信
長
に
一
味
し
て
い
た
。
信
長
の
意
を
受
け
た
龍
山
は
伊
勢

貞
知
を
介
し
て
、北
郷
時
久
に
差
図
し
て
い
る
。
時
久
は
日
向
巣
の
逸
物
の
大
鷹
と
鷂
を
龍
山
に
進
上
し
た
の
で
あ
る
が
、
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龍
山
は
こ
の
大
鷹
を
悉
く
信
長
に
遣
わ
し
た
こ
と
が
わ
か
る
）
11
（

。
龍
山
は
度
々
、信
長
に
鷹
を
贈
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、

天
正
十
年（
一
五
八
二
）の
本
能
寺
の
変
に
よ
っ
て
、
か
れ
の
生
涯
は
失
意
に
沈
ん
だ
も
の
と
な
っ
た
。
蟄
居
し
て
龍
山
と

号
し
た
の
も
そ
の
と
き
で
あ
る
。
本
能
寺
の
変
の
直
後
、
龍
山
が
島
津
義
久
に
宛
て
た
書
状
に
は
「
若
鷹
事
、
右
之
趣
候

間
、
御
無
用
候
」
と
い
う
一
節
が
見
え
て
い
る
）
11
（

。

注（
１
）　
『
続
群
書
類
従
』
第
五
四
九
『
群
書
解
題
』
第
十
五
鷹
部
。

（
２
）　
『
日
本
歴
史
』
第
三
九
一
号　

一
九
八
〇
年
。

（
３
）	　

赤
松
政
則
が
多
く
の
鷹
を
飼
養
し
て
い
た
こ
と
は
『
蔭
涼
軒
目
録
』、
明
応
元
年
十
二
月
二
十
二
日
条
に
「
年
中
鷹
所
食
之
雀

四
万
余
云
々
、
其
外
禽
獣
不
知
其
数
用
之
云
々
」
と
あ
っ
て
分
か
る
。

（
４
）	　

水
藤
真
氏
『
落
日
の
室
町
幕
府
』
10
～
13
ペ
ー
ジ
。

　
　

	　

な
お
、13
ペ
ー
ジ
「
図
１
鷹
狩
り
」
と
し
て
、「
上
杉
本
『
洛
中
洛
外
図
屏
風
』
左
雙
第
２
扇
中
、米
沢
市
上
杉
博
物
館
蔵
」（
部
分
）

が
載
せ
て
、
そ
の
絵
解
き
に
「
後
続
の
傍
は
獲
物
の
鳥
を
棹
に
串
刺
し
に
し
て
肩
に
担
い
で
い
る
」
と
し
て
い
る
の
に
は
疑
問
が

あ
る
。
鷹
の
故
実
に
よ
れ
ば
、
棹
に
挟
む（
雲
雀
な
ど
小
型
の
野
鳥
）か
結
わ
え
て（
鶉
・
雉
な
ど
）、
と
な
ろ
う
。

（
５
）	　
『
伊
達
家
文
書
』
之
一
、十
一
月
三
日
付
伊
達
次
郎（
晴
宗
）宛
沙
彌
清
辰
是
亦

斎

書
状
。『
親
俊
日
記
』
天
文
七
年
正
月
六
日
条
。『
言

継
卿
記
』
天
文
十
四
年
十
二
月
廿
四
日
条
。

（
６
）　

二
木
謙
一
氏
『
中
世
武
家
儀
礼
の
研
究
』
第
二
章
「
伊
勢
流
故
実
の
形
成
と
展
開
」。
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（
７
）　
『
言
継
卿
記
』
天
文
十
四
年
二
月
七
日
条
。

（
８
）　
『
同
右
』
元
亀
元
年
三
月
五
日
条
。

（
９
）　
「
後
編
薩
藩
旧
記
雑
録
」（『
大
日
本
史
料
』　

第
十
編
之
六
所
載

）所
収
、
元
亀
二
年
五
月
廿
二
日
付
。

（
10
）	　

信
濃
諏
訪
社
の
神
長
・
守
矢
氏
の
も
と
に
は
贄に
え
だ
か鷹

に
従
事
す
る
「
鷹
将
衆
」
が
お
り
、
多
く
の
鷹
術
書
が
伝
え
ら
れ
て
い
た
こ

と
が
知
ら
れ
る
。
諏
訪
郡
の
領
主
諏
訪
頼
忠
は
、
徳
川
家
康
と
の
交
渉
裡
に
、
こ
の
「
鷹
之
書
抜
書
共
五
巻
」
を
駿
府
に
取
り
寄

せ
た
り
し
て
い
る
。
諏
方
甚
兵
衛
は
頼
忠
の
一
族
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る（『
信
濃
史
料
叢
書
一
』
所
収
、

三
月
六
日
付
神
長
宛
頼
忠
書
状
』）。
あ
る
い
は
室
町
幕
府
奉
行

人
の
在
洛
諏
訪
氏
の
一
族
と
も
推
量
で
き
る
。

（
11
）	　

信
長
か
ら
も
龍
山
に
対
し
て
鷹
を
贈
っ
て
い
た
こ
と
、
さ
ら
に
龍
山
の
鷹
が
嵯
峨
野
の
鷹
狩
で
活
躍
し
て
と
ら
え
た
雉
を
信
長

に
贈
っ
た
こ
と
な
ど
も
知
ら
れ
る（
奥
野
高
廣
氏
『
織
田
信
長
文
書

の
研
究
下
巻
』
八
二
七
ペ
ー
ジ

）。

（
12
）　
『
島
津
家
文
書
』（
天
正
十
年
）六
月
十
七
日
付
近
衛
前
久
書
状
。

㈡　

病	

鷹	

の	

治	

療

　

近
衛
龍
山
帰
洛
の
後
、
島
津
氏
の
鷹
故
実
の
こ
と
は
、
有
川
平
右
衛
門
な
る
鷹
師
が
担
当
し
た
。
か
れ
は
『
上
井
覚
兼
日
記
』

に
「
伊
集
院
衆
鷹
師
有
川
方
、
當
所
へ
領
地
ニ
越
候
と
て
礼
ニ
被
レ
来
候
、
良
（
島
津
義
久
）

久
鷹
之
儀
な
と
物
語
也
」（
天
正
十
二
年　

十
月
十
六
日
条
）と

見
え
て
い
る
。
有
川
平
右
衛
門
は
ま
も
な
く
伊
勢
貞
知
の
養
子
と
な
り
、
伊
勢
貞
昌
と
名
告
る
。
元
亀
元
年（
一
五
七
〇
）

に
生
れ
、寛
永
十
八
年（
一
六
四
一
）に
歿
し
て
い
る
。
薩
摩
藩
創
設
期
の
家
老
と
な
り
活
躍
し
た
。
養
父
貞
知
や
近
衛
龍
山
・
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信
尹
父
子
の
教
え
を
受
け
て
、
故
実
・
文
芸
に
秀
で
た
と
い
う（１
）。

　

龍
山
・
貞
知
と
島
津
氏
と
の
生
涯
に
わ
た
る
交
渉
の
な
か
に
、
逸
材
の
青
年
貞
昌
が
居
た
こ
と
は
特
筆
さ
れ
る
べ
き
で

あ
ろ
う
。
貞
昌
の
出
自
が
鷹
師
で
あ
っ
た
こ
と
に
も
興
味
が
そ
そ
ら
れ
る（２
）。

　

と
こ
ろ
で
、
文
禄
・
慶
長
期（
一
五
九
二　

－
一
六
一
四
）に
お
け
る
我
が
国
の
鷹
の
需
要
と
鷹
狩
は
歴
史
上
最
も
高
揚
し
た
時
期
と

見
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
天
正
十
九
年（
一
五
九
二
）十
二
月
に
催
さ
れ
た
豊
臣
秀
吉
の
大
鷹
野
を
最
大
の
契
機
と

し
て
、
諸
大
名
を
は
じ
め
公
家
衆
・
庶
民
に
至
る
ま
で
、
そ
れ
が
流
行
し
た
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
秀
吉
が
松
前
の
鷹

や
日
向
巣
鷹
を
い
か
に
独
占
し
よ
う
と
し
た
か
は
第
七
章
に
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
当
時
会
津
蒲
生
氏
は
、
領
内
及
び
伊

達
・
田
村
・
岩
城
・
南
部
・
松
前
地
方
に
鷹
師
浅
利
金
介
を
遣
わ
し
て
確
保
し
た
鷹
を
都
に
進
送
さ
せ
て
い
る（３
）。
さ
ら
に

朝
鮮
渡
海
中
の
伊
達
政
宗
も
自
領
の
岩
出
山
城
に
対
し
て
、
帰
洛
後
の
需
要
に
備
え
て
鷹
を
進
送
す
る
よ
う
訓
令
し
て
い

る（４
）。

か
か
る
時
勢
の
中
で
、
近
衛
龍
山
に
鷹
の
相
談
を
も
ち
か
け
て
く
る
大
名
も
少
な
か
ら
ず
あ
り
、
島
津
氏
な
ど
は
、

伊
勢
貞
昌
を
介
し
て
龍
山
と
の
交
渉
を
続
け
た
の
で
あ
っ
た
。
龍
山
は
そ
の
つ
ど
、
具
さ
に
教
授
し
、
た
と
え
ば
病
鷹
の

治
療
に
つ
い
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
指
導
が
行
わ
れ
て
い
る（５
）。

　
　

	

猶
々
、
御
鷹
ハ
二
三
日
も
四
五
日
も
御
延
引
可
レ
然
候
、
灸
治
其
中
ニ
、
猶
々
い
（
癒
）ヘ
可
レ
申
候
間
、
日
数
参
候
程
ニ

て
候
へ
く
候
、
籠
を
被
レ
出
候
て
、
や
が
て
〳
〵
う
つ
ら
に
と
り
被
レ
飼
、
可
レ
然
候
、
い
ち
も
つ
に
て
候
間
、
手

間
不
レ
可
レ
入
候
、
此
と
り
く
ち
見
物
申
度
候
、
又
一
日
注
付
候
て
進
レ
之
候
、
餌
飼
ハ
雀
二
ツ
と
か
（
書
）き
候
と
こ
ろ
を
、
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四
ツ
可
レ
然
候
、
そ
れ
よ
り
ハ
三
ツ
四
ツ
と
う
ち
か
へ
〳
〵
被
レ
飼
候
へ
く
候
、
そ
れ
も
や
せ
た
る
雀
ハ
、
す
く
な

く
候
へ
く
候
、
こ
（
肥
）へ
申
候
雀
可
レ
然
候
、
為
二
御
分
別
一
令
レ
申
、
こ
れ
ハ
籠
い
た
し
候
事
延
引
ニ
付
、
令
レ
申
候
事

ニ
候
、
以
上
、

　

鷹
を
飼
養
す
る
人
々
に
と
っ
て
、
鷹
の
病
い
は
実
に
頭
痛
の
種
子
で
あ
っ
た
。
鷹
狩
の
鷹
は
、
幼
鳥
を
巣
か
ら
捕
獲
し

て
育
て
ら
れ
た
り（
巣す

鷹だ
か

）、
成
鳥
を
網
で
捉
え
て
馴
養
さ
れ
た
り（
網あ

懸が
け

）す
る
の
で
あ
り
、
鷹
の
野
生
本
能
と
人
間
の
巧

智
と
の
か
け
ひ
き
の
中
で
飼
育
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
さ
ま
ざ
ま
な
症
候
を
来
た
し
、
鷹
の
数
寄
者
を
悩
ま
せ

も
し
た
。
そ
こ
で
、
古
く
か
ら
鷹
術
の
書（
鷹
書
）で
は
、
病
鷹
の
治
療
に
つ
い
て
詳
細
に
説
明
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。

　

さ
て
、
前
掲
の
龍
伯
宛
て
書
状
に
よ
れ
ば
、
こ
の
鷹
は
い
わ
ゆ
る
胴ど
う

気け

の
病
い
に
か
か
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。『
新

修
鷹
経
』
を
は
じ
め
『
鷹
経
辨
疑
論
』・『
養
鷹
秘
抄
』
な
ど
の
鷹
書
に
よ
れ
ば
、
胴
気
と
い
う
の
は
重
症
で
あ
る
。『
養

鷹
秘
抄
』
で
は
、
こ
の
薬
と
し
て
「
人
じ
ん
、
金
の
せ
ん
く
づ
、
す
げ
の
ね
霜
、
き
つ
ね
の
き
も
、
あ
か
い
ぬ
の
き
も
、（
中

略
）か
ん
ざ
う
、
よ
き
ち（沈
香
）んか
う
、」
な
ど
が
有
効
だ
が
何
よ
り
も
「
鷹
を
は
た
ら
か
ぬ
を
第
一
の
や
う
じ
や
う
と
す
」
と

説
く
。
だ
か
ら
龍
山
も
「
四
五
日
も
御
延
引
可
レ
然
」
と
書
い
た
わ
け
で
あ
る
。
休
養
さ
せ
灸
治
を
す
る
と
き
の
つ
ぼ
0

0

な

ど
も
大
切
な
こ
と
だ
が
、
や
は
り
好
い
餌
に
心
が
け
よ
と
も
言
う
。
龍
山
は
肥
え
た
雀
の
肉
を
奨
め
て
い
る
。
島
津
の
鷹

は
逸
物
な
の
だ
か
ら
、
し
ば
ら
く
籠
に
入
れ
て
休
ま
せ
、
や
が
て
鶉
獲
り
な
ど
か
ら
再
起
を
図
る
べ
き
だ
な
ど
と
書
い
て
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や
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
胴
気
な
ら
ば
ほ
と
ん
ど
助
か
ら
な
い
の
だ
が
。

　

慶
長
八
年（
一
六
〇
三
）に
も
龍
山
は
龍
伯
に
宛
て
た
書
状
に
、
鷹
治
療
に
関
し
て
詳
述
し
て
い
る（６
）。

　
　

	

一	
鷂
羽
虫
之
養
生
薬
之
事
、
先
書
に
く
ハ
し
く
申
候
キ
、
不
二
相
届
一
候
哉
、
餘
々
く
と
き
程
ニ
申
候
と
存
候
、
御

合
点
不
レ
行
歟
、
猶
以
只
今
も
申
候
、

　
　

一
志
々
の
あ
か
り
か
ね
候
ハ
、
病
ニ
よ
り
申
候
、
と
う
け
に
て
志
々
ひ
け
、
あ
か
り
か
ね
候
も
候
、

　
　

一
の
す
り
と
申
候
病
に
て
、
し
ゝ
や
せ
、
あ
か
り
か
ね
申
候
も
候
、

　
　

一
う
ち
も
ち
あ
し
く
候
て
の
も
候
、

　
　

一		

か
れ
き
と
申
候
病
に
よ
り
候
て
の
も
候
、
非
二
一
様
一
候
、
そ
の
ミ（
見
様
）

や
う
と
も
に
別
紙
ニ
注
進
レ
之
候
、

　
　
　
　

拙
者
以
外
相
煩
、
于
レ
今
無
気
候
間
、
人
に
う
つ
さ
せ
候
て
進
レ
之
候
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
中
略
）

　
　

一
鷹
の
養
生
、
羽
虫
羽
ミ
た
れ
の
や
う
共
、
く
ハ
か
し
く
先
書
ニ
申
候
へ
共
、
猶
々
申
候
、

　
　

一	

鷹
の
病
多
事
候
、
下
國
申
、
さ
や
う
の
治
療
得
二
御
意
一
候
て
仕
度
候
、
返
々
く
ハ
し
く
申
度
候
へ
共
、
于
レ
今
散
々

ニ
相
煩
候
て
、
此
書
状
も
わ
け
み
え
候
ま
し
く
候
、
ふ
せ
り
な
か
ら
申
候（
下
略
）
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こ
れ
も
島
津
義
久
が
鷹
の
症
状
を
知
ら
せ
て
き
た
こ
と
に
対
す
る
指
導
で
あ
る
。
羽
虫
と
は
、
羽
が
抜
け
落
ち
て
し
ま

う
病
い
で
あ
り
、『
養
鷹
秘
抄
』
に
よ
れ
ば
、
鮠は
え（
ハ
ヤ
の

別
称

）の
腸
の
塩
漬（
ウ
ル
カ
）を
日
干
し
に
し
て
黒
焼
き
に
し
た
も
の

と
庭
桃
の
や
に
0

0

と
牛
の
ひ
づ
め
の
黒
焼
き
な
ど
の
混
合
薬
を
塗
る
べ
き
だ
と
あ
る
。「
志
々
の
あ
か
り
か
ね
」
と
は
、
肉

餌
を
食
べ
な
く
な
る
症
状
で
あ
り
、「
の
す
り
」
と
は
痩
せ
細
る
こ
と
、「
う
ち
も
ち
あ
し
く
」
は
、
餌
を
嘔
吐
し
て
し
ま

う
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
の
時
、
近
衛
龍
山
の
健
康
も
す
ぐ
れ
ず
、
寝
床
に
臥
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
龍
山
六
十
七
歳
。
東
山
慈
照
寺（
銀

閣
）に
隠
棲
し
て
い
た
。
こ
こ
を
訪
ね
る
大
名
の
中
に
は
、
福
島
正
則
・
加
藤
清
正
・
浅
野
長
政
・
黒
田
孝
高
・
伊
達
政

宗
ら
が
あ
っ
た
こ
と
が
右
書
状
の
追
伸
に
見
え
る
。
い
ず
れ
も
鷹
を
好
ん
だ
面
々
で
あ
っ
た
。
島
津
家
久
の
家
老
と
な
っ

た
伊
勢
貞
昌
も
時
折
、
訪
う
こ
と
も
あ
っ
た
筈
だ
。

　

龍
山
に
鷹
を
進
上
す
る
者
も
あ
っ
て
、
銀
閣
の
庭
の
外と

架ぼ
こ

に
据
え
た
鷹
を
、
た
め
つ
す
が
め
つ
賞
で
る
日
々
も
あ
っ
た

ろ
う
。
龍
山
は
右
書
状
の
追
伸
に
、
見
事
な
鷹
の
こ
と
を
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

　
　

	

一	

扨
々
見
事
な
る
大
鷹
見
申
候
、
若
鷹
に
て
つ
の
ふ
す
ほ
り
、
を
そ
ろ
し
き
ま
な
こ
の
つ
き
や
う
、
こ
し
ま
へ
の
つ

よ
く
見
事
な
る
事
、
か
し
ら
の
見
事
な
る
事
、
鷹
つ
ね
よ
り
も
大
ニ
候
、
く
ま
た
か
の（
兄
）
せ
う
な
と
〻
可
レ
申
躰
に

て
、
こ
れ
も
尾
の
府
か
ハ
り
、
わ
し
す
り
に
て
、
尾
よ
し
も
ま
し
り
候
、
少
あ
い
き
と
申
候
病
気
候
を
わ
れ
ら
を
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た
の
む
よ
し
申
候
ほ
と
に
、
炙
［
灸
］治
を
仕
、
薬
七
日
計
飼
申
候
ヘ
ハ
、
こ
と
〳
〵
く
直
申
候
、
主
一
段
〳
〵
人
に
か

く
し
候
て
、
令
二
所
持
一
候
、
乍
レ
去
、
拙
者（
執
）
犱
心
ニ
存
候
ハ
ゝ
、
く
れ
候
ハ
ん
様
ニ
申
候
へ
共
、
今
程
わ
れ
ら

相
煩
候
故
、
い
つ
れ
も
自
レ
是
可
レ
申
候
由
申
候
き
、
扨
々
御
め
に
か
け
度
候
、
御
懇
望
候
ハ
ゝ
、
何
や
う
に
も

可
レ
令
二
馳
走
一
も
の
と
心
に
存
候
事
候
、
雁
鶴
の
事
ハ
不
レ
及
レ
申
候
、
白
鳥
も
可
二
取
候
一
鷹
の
大
き
さ
に
て
候
、

乍
レ
去
い
ま
た
、
あ
ら
た
か
若
鷹
に
て
、
と
り
飼
不
二
申
候
一
由
候
、
其
儀
ハ
猶
以
お
も
し
ろ
き
事
と
存
候
、
百

居
二
百
居
の
内
に
ハ
珎
敷
候
鷹
に
て
候
、
大
黒
府
に
て
候
、
尾
す
け
ま
て
府
を
切
つ
め
申
候
、
懸
二
御
目
一
度
候
、

以
外
相
煩
候
へ
共
、
い
に
し
へ
す
き
の
く
ち
と
て
、
ふ
せ
り
な
か
ら
ね
む
し
ろ
の
う
へ
よ
り
令
レ
申
候
、

　

実
に
逸
物
の
鷹
で
あ
っ
た
。
あ
い
き（
喘
息
）に
冒
っ
て
い
た
の
で
人
か
ら
依
頼
さ
れ
て
治
療
し
て
や
っ
た
ら
、
す
っ
か

り
よ
く
な
っ
た
。
持
主
に
返
す
の
が
惜
し
い
。
ぞ
っ
こ
ん
惚
れ
こ
ん
で
し
ま
っ
た
の
で
譲
っ
て
く
れ
る
よ
う
頼
む
つ
も
り

だ
。
ま
だ
鷹
狩
の
現
場
を
経
験
し
て
い
な
い
と
こ
ろ
が
な
お
お
も
し
ろ
い
、
な
ど
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
龍
山
は
こ
の

書
状
の
中
で
、
島
津
家
久
が
国
元
へ
帰
る
つ
い
で
に
鷹
を
託
し
て
や
っ
た
が
気
に
入
っ
て
も
ら
え
た
か
ど
う
か
と
訊
い
て

い
る
。
そ
し
て
、「
此
比
わ
れ
ら
か
た
へ
も
、
大
鷹
従
二
東
国
一
可
レ
上
之
由
申
来
候
」
け
れ
ど
も
、
と
て
も
放
鷹
に
出
る

元
気
が
な
い
と
訴
え
、
遙
か
な
る
薩
摩
に
想
い
を
つ
の
ら
せ
、
龍
伯
に
「
扨
々
参
あ
い
候
て
、
馬
鷹
の
事
御
物
語
申
度
候
」

と
結
ん
で
い
る
。
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当
時
、
徳
川
家
康
は
、
松
前
鷹
・
日
向
巣
鷹
・
木
曽
巣
鷹
を
は
じ
め
厖
大
な
鷹
を
独
占
し
、
か
つ
、
朝
鮮
使
節
や
国
内

諸
大
名
か
ら
の
鷹
進
上
を
受
け
て
、
頻
繁
に
鷹
狩
を
催
し
て
い
た
。
島
津
義
弘
の
家
臣
鎌
田
政
近
は
伊
賀
貞
昌
宛
て
の
書

状
の
中
で
、慶
長
六
年
七
月
上
杉
景
勝
が
「
鷹
八
拾
も
と
す
へ
」
て
上
洛
し
家
康
に
臣
従
を
誓
っ
た
こ
と
を
報
せ
て
い
る（７
）。

前
関
白
龍
山
に
し
て
み
れ
ば
、
か
か
る
家
康
の
噂
を
聞
く
だ
に
懊
悩
を
禁
じ
え
な
か
っ
た
ろ
う
。
島
津
氏
に
す
れ
ば
、
関

ケ
原
戦
後
の
再
起
に
苦
慮
す
る
過
程
で
、
上
杉
氏
の
如
き
鷹
数
を
揃
え
得
る
か
否
か
は
心
元
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

　

島
津
維
新（
義
弘
）に
宛
て
た
書
状
で
も
、
近
衛
龍
山
は
意
の
ま
ま
に
な
ら
ぬ
鷹
の
こ
と
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
記
し
て
い
る（８
）。

　
　

	

鷹
去
々
年
之
夏
之
比
ま
て
、
か
た
の
こ
と
く
な
る
か
候
つ
れ
と
も
、
難
レ
去
人
令
二
懇
望
一
遣
、
只
今
ハ
所
レ
絶
候
、

東
国
衆
ニ（
水
谷
勝
俊
カ
）

水
の
や
と
申
候
者
、
折
々
拙
者
へ
鷹
め
つ
ら
し
き
を
く
れ
候
つ
れ
共
、
去
年
四
月
之
比
令
二
死
去
一
候
て
、

は
た
と
鷹
に
こ
と
を
か
き
候
、
只
今
を
か
し
き
鷹
の
な
に
と
し
て
も
い
き
物
を
と
ら
ぬ
鷹
、
人
あ
つ
け
申
候
、
何
様

に
も
な
ふ
り
候
て
く
れ
候
へ
と
申
候
、
去
年
と
や
ま
つ
よ
り
越
候
、
種
々
仕
候
て
、
今
は
五
位
か
ら
す
、
鴨
な
と
や

う
〳
〵
と
り
申
候
、
旧
冬
よ
り
山
を
も
色
々
つ
か
ひ
候
て
と
ら
せ
申
候
、
い
ま
た
一
つ
ゝ
取
飼
申
候
躰
に
て
候
、
其

外
鷂
二
三
令
二
所
持
一
候
へ
と
も
、
お
も
ハ
し
か
ら
す
候
、
一
か
と
う
つ
ら
取
申
候
を
、
こ
れ
又
人
所
望
候
て
よ
り
、

も
ち
不
レ
申
候
、
尋
候
へ
と
も
、
逸
物
ハ
無
レ
之
候
、
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慈
照
寺
東
求
堂
に
、壮
健
な
る
鷹
は
す
で
に
居
な
い
の
で
あ
る
。
な
ん
と
し
て
も
生
き
物
を
獲
ら
ぬ
鷹
を
預
っ
て
お
り
、

こ
れ
を
な
ん
と
か
調
教
し
て
い
る
、
と
い
う
有
様
で
あ
っ
た
。

　

当
代
、
鷹
と
い
う
鳥
は
高
価
に
売
買
さ
れ
て
い
た
。
京
都
の
鷹
買
人
鷹（田
中
）屋清
六
の
よ
う
に
、
徳
川
家
康
の
保
護
を
受

け
て
奥
羽
の
鷹
を
商
い
、
一
代
の
財
を
積
む
者
も
い
た
。
秋
田
藩
の
例
に
よ
れ
ば
、
大
鷹
一
居
が
小
判
六
両
ほ
ど
だ
っ
た

と
い
う（９
）。
そ
の
よ
う
に
高
価
な
鷹
の
病
い
は
鷹
数
寄
の
者
に
と
っ
て
重
大
事
で
あ
る
。
病
い
に
は
伝
染
性
の
も
の
も
あ
っ

た
ら
し
く
、
慶
長
十
二
年（
一
六
〇
七
）に
朝
鮮
使
節
が
家
康
に
献
じ
た
大
鷹
五
十
居
の
う
ち
東
海
道
中
で
二
十
八
居
が
死

ん
で
い
る
。
家
康
の
鷹
部
屋
の
鷹
が
一
年
間
に
六
七
十
居
も
死
ん
だ
例
な
ど
も
あ
る（『
当
代
記
』）。

　

そ
れ
は
と
も
か
く
、
鷹
を
「
い
に
し
へ
す
き
」
な
龍
山
の
想
念
の
中
で
、
島
津
氏
一
族
の
鷹
と
鷹
狩
の
状
景
が
明
滅
し

て
や
ま
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
右
の
義
弘
宛
て
書
状
に
龍
山
は
ま
た
言
う
。「
貴
老
ハ
鷹
馬
も
無
二
御
所
持
一
や
う
に
、

御
書
中
に
ハ
候
、
事
外
之
偽
に
て
候
、
可
レ
然
馬
・
鷹
数
多
御
も
ち
候
て
、
朝
暮
野
山
へ
御
出
之
由
、
無
レ
隠
候
、
さ
て

〳
〵
御
う
ら
山
し
く
候
、」
と
あ
る
。
龍
山
が
伊
勢
貞
知
を
伴
っ
て
薩
摩
に
下
向
し
た
時
か
ら
既
に
三
十
年
が
経
っ
て
い

た
。
動
乱
の
時
代
に
半
生
を
流
浪
に
費
し
た
前
関
白
に
と
っ
て
、
晴
が
ま
し
い
追
憶
と
い
え
ば
、
薩
摩
滞
在
の
数
カ
月
で

あ
っ
た
か
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
続
け
て
龍
山
は
述
べ
る
。「
一
度
下
国
申
、
馬
・
鷹
の
御
伽
を
申
度
候
。
是
非
共
〳
〵

わ
か
き
も
の
ゝ
事
に
て
候
ヘ
ハ
、
ゆ
く
〳
〵
御
か
け
を
た
の
ミ
入
、
御
国
の
か
た
は
し
に
居
、
心
安
住
生
を
十
万
年
之
已

後
仕
度
候
、」
と
。
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さ
て
、
鷹
狩
に
は
猟
犬（
鷹
犬
）が
必
要
で
あ
っ
た
。
島
津
義
弘
は
か
つ
て
秘
蔵
の
虎
毛
の
犬
を
龍
山
に
進
じ
た
こ
と
が

あ
り
、
東
求
堂
の
庭
に
飼
わ
れ
て
い
た
。
右
書
状
で
は
こ
の
犬
に
つ
い
て
も
書
い
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

　

	「
野
山
へ
細
々
引
申
候
、
は
な
き
ゝ
に
て
、
よ
く
か
み
申
候
、
と
し
ふ
る
く
候
故
候
ん
、
子
を
生
不
レ
申
候
、
た
ひ
〳
〵

男
犬
と
ち
ぎ
り
を
こ
め
た
る
躰
に
て
候
へ
共
、
于
レ
今
誕
生
之
躰
候
ハ
す
候
、
い
か
に
も
よ
き
犬
候
ハ
て
、
つ
か
れ

の
鳥
細
々
失
申
候
、
よ
く
つ
か
れ
を
か
む
犬
候
ハ
ゝ
、
達
者
な
る
犬
一
疋
の
ほ
せ
候
て
可
レ
給
候
、
五
六
年
以
前
ニ
、

陸（家
久
）奥守

殿
よ
り
給
候
く
ろ
き
犬
、
如
レ
形
か
ミ
申
候
つ
る
此
比
煩
候
て
死
申
候
、」

と
あ
る
。
老
雌
犬
は
鷹
に
逐
わ
れ
て
弱
っ
た
鳥（
つ
か
れ
）さ
え
捉
え
ら
れ
な
い
。
も
は
や
仔
も
産
め
ぬ
。
達
者
な
犬
が
欲

し
い
と
い
う
。

　

気
息
奄
々
と
し
て
島
津
氏
の
憐
み
を
乞
う
龍
山
で
あ
る
。「
わ
れ
〳
〵
事
、
犬
の
と
し
よ
り
た
る
躰
に
て
、
病
者
に
成

候
て
居
候
、」
と
も
あ
る
。

注　
（
１
）　
『
鹿
大
史
学
』・
五
味
克
夫
「
伊
勢
貞
昌
と
伊
勢
家
文
書
」。

　
（
２
）	　

伊
勢
貞
知
が
有
川
平
右
衛
門（
貞
昌
）を
養
子
と
し
た
時
期
は
、
天
正
十
五
年
頃
で
は
な
か
っ
た
か
。
そ
れ
は
、
九
州
平
定
後

の
豊
臣
秀
吉
が
島
津
義
弘
に
命
じ
て
「
日
州
鷹
巣
奉
行
」
を
設
置
さ
せ
た
こ
と
に
対
応
す
る
た
め
の
こ
と
で
あ
っ
た
か
と
も
考
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え
る
。

　
（
３
）　
「
蒲
生
氏
文
禄
四
年
秋
分
蔵
入
銭
請
取
帳
」（『
会
津
若
松
市
史
８
』
所
収
「
岩
代
国
古
文
書
」）

　
（
４
）　

文
禄
二
年
七
月
十
四
日
付
伊
達
政
宗
書
状（『
政
宗
君
治
家
記
録
引
證
記
』）。

　
（
５
）　

文
禄
三
年
十
月
四
日
付
島
津
龍
伯（
義
久
）宛
龍
山
書
状
『
島
津
家
文
書
』
所
収
。

　
（
６
）　

同
年
卯
月
二
十
五
日
付
『
同
上
』
所
収
。

　
（
７
）　
『
後
編
薩
藩
旧
記
雑
録
五
十
四

雑
抄

』
所
収
。

　
（
８
）　
（
慶
長
十
二
年
ヵ
）正
月
二
十
四
日
付
『
島
津
家
文
書
』。

　
（
９
）	　
『
梅
津
政
景
日
記
』
元
和
三
年
十
二
月
二
十
九
日
条
に
「
鷹
共
御
売
候
を
鳥
屋
之
大
鷹
七
ツ
、
小
判
四
十
両
ニ
御
め
し
被
レ
成
」

と
あ
る
。
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㈢　

龍
山
公
鷹
百
首

　

天
正
十
七
年（
一
五
八
九
）四
月
、近
衛
龍
山
は
我
国
の
鷹
書
の
中
で
も
独
特
な
「
鷹
術
を
和
歌
に
詠
み
こ
み
、か
つ
一
々

に
つ
い
て
自
ら
注
釈
を
加
え
た
も
の（１
）」
を
完
成
し
た
。
そ
の
執
筆
の
動
機
が
「
太
閤
秀
吉
公
并
内
大
臣
家
康
公
依
二
御
懇

望
一（
２
）」
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
完
成
の
二
か
月
後
に
書
写
し
た
「
田
原
近
江
入
道
紹（親
賢
）忍」
の
奥
書
に
よ
っ
て
明
ら
か
で

あ
る（
３
）。
田
原
紹
忍
が
写
し
た
も
の
は
、
近
衛
龍
山
の
下
書
き
を
拝
領
し
て
い
た
連
歌
師
里
村
紹
巴
か
ら
借
り
出
し
た

も
の
で
あ
っ
た
こ
と
も
分
か
る
。
田
原
紹
忍
は
豊
後
大
友
氏
の
家
臣
で
あ
り
、当
時
た
ま
た
ま
在
京
中
で
あ
っ
た
の
だ
が
、

「
鷹
道
数
年
執
心
」
な
の
で
懇
請
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

同
書
が
豊
臣
秀
吉
と
徳
川
家
康
の
二
人
の
懇
望
を
受
け
て
作
ら
れ
た
、
と
い
う
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
天
正
十
七
年
四

月
と
い
う
時
点
に
注
目
す
れ
ば
、
第
六
章
で
推
論
を
す
る
よ
う
に
、
秀
吉
が
公
武
の
放
鷹
の
故
実
を
摂
取
し
て
い
る
時
期

で
あ
っ
て
、
徳
川
家
康
の
鷹
狩
を
強
く
意
識
し
対
抗
し
て
い
た
時
で
あ
っ
た
。
む
し
ろ
、
徳
川
家
康
の
方
が
よ
り
積
極
的

に
龍
山
に
働
き
か
け
た
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
。

　

そ
れ
は
さ
て
お
き
、
近
衛
龍
山
は
同
書
の
奥
書
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

這（
こ
の
）一
冊
者
、
西
園
寺
相
国
鷹
百
首
、
并
中
納
言
藤
原
定
家
卿
鷹
の
歌
よ
み
侍
り
け
る
三
百
首
を
見
て
、
わ
づ
か
に
お
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も
ひ
わ
き
ま
ふ
る
事
を
百
首
の
歌
に
あ
ら
は
し
書
付
け
り
、
詠
歌
大
概
に
も
詞
以
レ
旧
可
レ
用
と
あ
り
け
れ
ど
、
古

人
の
歌
に
よ
み
な
ら
は
し
け
る
詞
、
よ
み
な
ら
ひ
侍
ら
ぬ
詞
を
も
え
ら
び
侍
ら
ず
、
初
心
の
人
の
た
め
ば
か
り
に
と
、

か
た
は
し
覚
え
け
る
鷹
詞
、
い
さ
ゝ
か
し
る
し
侍
り
、
近
代
秀
歌
に
つ
ゞ
か
ぬ
を
つ
ゞ
く
と
は
、
風
ふ
り
雪
ふ
く
う

き
風
は
つ
雲
な
ど
の
様
成
事
を
見
ぐ
る
し
と
は
申
也
と
、
定
家
卿
の
書
お
け
る
も
、
さ
な
が
ら
此
百
首
な
る
べ
し
、

殊
更
老
耄
管
見
の
う
へ
、
す
べ
か
ら
く
誤
以
下
あ
る
べ
し
、
博
洽
の
人
よ
く
是
を
た
だ
す
べ
き
の
み
、

（
『
続
群
書
類
従
』
第
五

百
四
十
九
「
鷹
部
九
」）

　

こ
こ
に
近
衛
龍
山
が
参
考
文
献
と
し
て
重
視
し
た
二
本
に
つ
い
て
述
べ
れ
ば
、
先
ず
「
西
園
寺
相
国
鷹
百
首
」
と
は
、

鎌
倉
幕
府
と
の
特
殊
な
関
係
を
も
つ
太
政
大
臣
西
園
寺
公
経（
承一
一
七
一安
元
―
寛一
二
四
四元
二
）を
は
じ
め
、
そ
の
孫
入
道
相
国
実
兼
た

ち
の
作
と
伝
え
る
鷹
書（
西
園
寺
家
鷹
百
首
註
・
西
園
寺
相
国
御
家
秘
伝
書
・
西
園
寺
相
国
御
家
鷹
伝
・
西
園
寺
鷹
口
伝
な
ど
）を
指

し
て
い
る
。
そ
れ
か
ら
鎌
倉
初
期
の
歌
人
・
藤
原
定
家（
応一
一
六
二保
二
―
仁一
二
四
一治
二
）の
作
と
伝
え
ら
れ
る
鷹
書（
定
家
卿
鷹
三
百
首
）

の
こ
と
で
あ
る
。
な
お
、
龍
山
は
取
り
上
げ
て
い
な
い
け
れ
ど
、
右
の
二
本
と
同
時
期
の
も
の
と
し
て
、
後
京
極
殿
鷹
三

百
首
が
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
も
参
考
に
し
て
い
た
可
能
性
も
あ
る
。

　

以
上
の
三
本
な
ど
は
、
有
名
な
公
卿
・
歌
人
の
作
と
伝
え
て
は
い
る
が
、
後
世
の
人
の
仮
託
で
あ
っ
た
と
見
な
さ
れ
て
い

る
。
い
ず
れ
も
、
鷹
の
体
躯
の
構
造
を
は
じ
め
訓
練
方
法
か
ら
鷹
の
道
具
、
さ
ら
に
鷹
狩
に
お
け
る
微
細
な
注
意
点
な
ど
を
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あ
ら
わ
す
鷹た
か
こ
と
ば詞を

詠
み
こ
ん
だ
も
の
で
あ
っ
て
、
和
歌
と
し
て
の
で
き
ば
え
、
調
べ
な
ど
に
は
疎
い
も
の
ば
か
り
で
あ
る
。

　

つ
ま
り
、
鷹
術
を
熟
知
し
た
者
が
頻
繁
に
参
照
し
た
り
、
見
習
う
者
に
手
ほ
ど
き
し
た
り
す
る
際
の
、
テ
キ
ス
ト
と
し

て
使
用
す
る
に
便
な
ら
し
め
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

と
は
い
え
、
藤
原
定
家
の
「
鷹
三
百
首
和
歌
」
な
ど
を
見
る
と
、
鷹
詞
を
こ
え
た
余
情
あ
る
い
は
信
仰
の
よ
う
な
も
の

も
含
ま
れ
て
お
り
、
一
概
に
価
値
低
い
と
ば
か
り
は
言
え
な
い
。
数
例
を
紹
介
す
れ
ば
次
の
よ
う
で
あ
る
。

　

春
部（
三
十
九
首
）に

　

佐
保
姫
の
ひ
す
ゐ
の
け
づ
る
髪
な
れ
や
柳
の
み
ず
の
春
雨
ぞ
ふ
る

と
あ
っ
た
り
、
夏
部（
二
十
首
）に

　

と
や
に
い
る
ゝ
八
日
薬
師
の
日
な
れ
ば
や
鷹
に
羽
む
し
の
薬
か
ふ
ら
む

と
あ
り
、
ま
た
秋
部（
四
十
二
首
）に

　

山
た
か
み
雲
の
梯
き
り
こ
め
て
み
え
ず
や
わ
た
る
秋
の
は
つ
鷹

と
あ
る
。
そ
し
て
冬
部（
百
四
十
五
首
）に

　

狩
人
の
駒
の
の
り
毛
も
埋
れ
ぬ
雪
の
し
ら
斑
の
た
か
ゞ
ひ
の
山

な
ど
と
あ
る
。
恋
部（
十
四
首
）に
は
、

　

み
か
り
の
の
草
分
衣
し
ぼ
〳
〵
と
袖
よ
り
過
ぐ
る
秋
の
む
ら
雨

286

第四章　鷹狩の流行と鷹術の需要



そ
し
て
、
さ
い
ご
に
雑
部（
四
十
首
）に
、

　

天
下
る
神
の
御
狩
の
に
へ
た
か
や
空
に
も
鳥
の
日
数
ま
つ
ら
む

　

ま
が
ね
ふ
く
き（吉
備
）びつ
御
神
の
鷙
鷹
や
諏
訪
の
御
代
よ
り
久
し
か
る
ら
む

と
も
あ
る
。	

（『
新
校
群
書
類
従　

第
十
五
巻
』
鷹
部
）

　

引
用
歌
の
季
題（
○
首
）中
に
示
し
た
歌
数
を
見
る
と
分
か
る
よ
う
に
秋
部
と
冬
部
の
和
歌
が
全
体
の
半
数
以
上
を
占

め
て
い
る
の
は
、
鷹
狩
の
好
季
節
で
あ
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　

さ
て
、
近
衛
龍
山
に
と
っ
て
は
、
我
が
国
で
既
に
集
積
さ
れ
て
い
る
鷹
術
の
書
が
あ
れ
ば
十
分
で
あ
っ
た
ろ
う
。
鷹
の
飼
養

も
で
き
、
鷹
狩
に
も
行
き
、
鷹
犬
ま
で
飼
育
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
今
更
、
鷹
書
を
著
わ
す
必
要
は
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
先
述
し
た
よ
う
に
、
豊
臣
秀
吉
と
徳
川
家
康
か
ら
懇
望
を
さ
れ
て
、
新
た
な
鷹
書
を
執
筆
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
独
自
性
の
高
い
も
の
で
あ
る
と
と
も
に
、
特
に
秀
吉
に
は
分
か
り
易
い
も
の
で

あ
る
必
要
が
あ
っ
た
。
そ
の
上
、
近
衛
龍
山
の
鷹
術
は
公
家
放
鷹
の
主
流
で
あ
っ
た
西
園
寺
家
と
持
明
院
家
の
鷹
術
を
踏

ん
で
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
龍
山
は
当
時
流
行
の
諏
訪
流
・
小
笠
原
流
・
大
宮
流
な
ど
は
「
田
舎
他
流
」
と

し
て
軽
視
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

　

近
衛
龍
山
が
、
先
掲
の
奥
書
に
「
初
心
の
人（の
脱
カ
）

た
め
ば
か
り
に
と
」
と
記
し
た
の
は
、
そ
の
頃
に
わ
か
に
鷹
数
寄
に
な
っ

た
太
閤
秀
吉
を
強
く
意
識
し
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
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「
龍
山
公
鷹
百
首
」
の
独
自
性
と
は
何
か
。
そ
れ
は
、
当
代
一
流
の
和
歌
・
連
歌
に
お
い
て
、
い
さ
さ
か
の
自
負
心
を

有
す
る
龍
山
が
、
鷹
詞
を
お
り
こ
ん
だ
歌
百
首
を
作
っ
た
と
い
う
こ
と
の
み
な
ら
ず
、
一
首
ご
と
に
鷹
詞
に
つ
い
て
、
丁

寧
に
、
初
心
者
に
分
か
る
よ
う
に
注
釈
し
て
い
る
点
で
あ
る
。

　

以
下
、
百
首
を〈
龍
山
公
鷹
百
首
要
覧
〉
と
し
て
整
理
し
、
鷹
詞
を
書
き
出
し
て
、
一
々
に
つ
い
て〈
摘
要
〉
と〈
補
注

１
～
43
〉を
設
け
、
や
や
詳
し
く
説
明
し
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。
な
お
、
こ
れ
ら
に
関
し
て
は
、『
放
鷹
』
所
載
の
「
鷹

犬
詞
語
彙
」
に
学
ぶ
こ
と
が
多
か
っ
た
。

注（
１
）	　

百
首
の
各
々
に
長
短
の
差
は
あ
れ
、
注
釈
が
付
い
て
い
る
。
そ
れ
ら
を
全
て
書
出
す
べ
き
と
こ
ろ
だ
が
、
私
は
以
下
の〈
龍
山

公
鷹
百
首
要
覧
〉
の
摘
要

4

4

に
お
い
て
、
こ
の
注
釈
を
要
約
し
て
摘
記
す
る
に
と
ど
め
た
。
し
か
し
、
な
お
注
釈
の
懇
切
・
平
易
さ

は
先
掲
の
島
津
氏
宛
て
龍
山
書
状
に
通
ず
る
も
の
が
多
い
。

（
２
）	　

豊
臣
秀
吉
が
関
白
職
を
甥
秀
次
に
譲
り
自
ら
太
閤

4

4

を
称
し
た
の
は
天
正
十
九
年（
一
五
九
一
）十
二
月
以
降
で
あ
り
、
徳
川
家
康

が
内
大
臣

4

4

4

に
な
っ
た
の
は
慶
長
元
年（
一
五
九
六
）五
月
の
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
田
原
紹
忍
の
筆
写
を
天
正
十
七
年
と
す

れ
ば
、太
閤

4

4

・
内
大
臣

4

4

4

は
成
り
立
た
な
い
。紹
忍
の
書
写
本
を
さ
ら
に
書
写
し
た
者
が
あ
っ
て
、伝
え
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

（
３
）	　

田
原
紹
忍
が
鷹
の
故
実
に
開
眼
さ
せ
ら
れ
た
の
は
、
天
正
三
年（
一
五
七
五
）近
衛
龍
山
と
伊
勢
貞
知
が
九
州
を
訪
ね
た
時
で

あ
っ
た
ろ
う
。
薩
摩
の
上
井
覚
兼
と
同
様
で
あ
る
。
そ
の
後
紹
忍
は
大
友
家
の
鷹
の
こ
と
に
関
与
し
た
に
ち
が
い
な
い
。
里
村
紹

巴
と
の
つ
な
が
り
も
そ
の
頃
で
あ
っ
た
ろ
う
。
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〈
龍
山
公
鷹
百
首
要
覧
〉

歌
番
号

歌

鷹　
　
　

詞

摘　
　
　
　
　

要

1

行
幸
せ
し　

御
か
り
の
野
べ
の　

昔
に
も　

と
か
へ
る
鷹
ぞ　

世
々
に
絶
せ
ぬ

と
か
へ
る
（
鳥
帰
）

（
外
鴘
）

鷹
の
毛
を
替
え
て
鳥と

屋や

か
ら
出
る
こ
と
。

山
で
毛
を
替
え
る
こ
と
。

古
歌
ア
リ
。（
１
）

2

名
に
め
て
　ゝ

梅
の
花
毛
や　

匂
ふ
ら
む

鷹
の
羽
風
も　

春
寒
き
山

梅
の
花
毛

鷹
の
目
の
ま
え
に
あ
る
毛
。

3

春
寒
み　

袖
に
も
雪
の
残
る
か
と

白
尾
の
鷹
ぞ　

手
か
へ
り
に
け
る

白
尾

手
帰
る

白
鳥
の
羽
を
用
い
て
尾
を
継
ぐ
こ
と
。（
２
）

鳥
を
取
は
ず
し
て
空
よ
り
す
ぐ
に
手
に

帰
る
こ
と
（
な
つ
い
て
い
る
鷹
）。

4

雪
か
と
も　

霞
の
う
ち
に　

手
放
せ
る

継
尾
の
鷹
の　

ほ
の
見
ゆ
る
な
り

継
尾

春
霞
の
中
で
目
標
に
な
る
よ
う
に
尾
を

継
い
で
白
尾
に
す
る
こ
と
。

春
は
巣
山
に
逃
げ
失
せ
る
鷹
も
あ
る
。

5

は
し
り
ゆ
く　

と
跡
を
と
め
て　

か
む
犬
の

鈴
の
目
さ
せ
る　

春
の
鷹
狩

鳥と

跡あ
と

・
か
む
犬

鈴
の
目
さ
す

草
む
ら
に
逃
げ
た
鳥
の
臭
い
を
追
う
犬
。

犬
の
首
に
つ
け
た
鈴
が
な
ら
ぬ
よ
う
に
、

つ
つ
じ
の
枝
を
鈴
の
目
に
さ
し
こ
む
こ
と
。
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歌
番
号

歌

鷹　
　
　

詞

摘　
　
　
　
　

要

6

も
ろ
口
の　

と
ま
れ
る
犬
は　

す
ゞ
ば
か
り

さ
は
き
な
し
に
や　

つ
か
ふ
鷹
山

も
ろ
口
と
ま
り（
諸
口
留
り
）

さ
は
き
（
捌
索
）

鷹
と
え
も
の
双
方
に
喰
い
か
か
ら
ぬ
逸

物
の
犬
。

犬
に
つ
け
る
縄
、
小
鷹
犬
に
つ
け
る
の

を
や
り
縄
と
い
う
。

7

お
ち
ば
か
り　

さ
は
ぎ
た
て
や
る　

ふ
る
つ

か
れ　

ち
山
は
わ
か
き　

犬
を
か
は
ま
し

お
ち
ば
か
り
（
落
斗
）

さ
は
ぎ
た
て
や
る
ふ
る
つ
か
れ

ち
山
（
地
山
）

狙
う
鳥
が
落
ち
に
げ
て
ゆ
く
と
こ
ろ
。

放
し
て
や
る
年
の
寄
っ
た
犬
。（
３
）

狩
り
行
く
山
の
狩
り
先
。

8

鈴
子
さ
し　

わ
け
の
ぼ
り
た
る　

山
あ
ひ
に

聞
す
へ
鳥
の　

い
づ
ち
ぬ
す
た
つ

鈴
子

ぬ
す
た
つ
（
窃
す
立
つ
）

鷹
の
尾
羽
に
つ
け
る
鈴
。

鷹
犬
に
逐
わ
れ
た
鳥
が
草
む
ら
に
隠
れ
ひ
そ

ん
で
い
て
す
き
を
盗
ん
で
翔
び
立
つ
こ
と
。

9

つ
か
れ
つ
　ゝ

は
し
り
て
草
に　

ふ
す
鳥
を
（
４
）

物
も
な
し
と
は　

見
す
へ
た
る
な
り

物
な
し

鳥
に
油
断
を
さ
せ
る
こ
と
ば
。

「
見
つ
け
て
あ
る
」
と
言
う
と
、き
ま
っ

て
と
り
失
う
の
で
「
あ
る
を
な
し
」
と

い
う
。

10

は
し
鷹
の　

尾
上
を
こ
ゆ
る　

鈴
の
音
に

つ
か
れ
の
鳥
や　

草
に
ふ
す
ら
ん

つ
か
れ
の
鳥

鷹
の
鈴
音
に
脅
え
て
草
む
ら
に
か
が
み

こ
ん
だ
鳥
。

290

第四章　鷹狩の流行と鷹術の需要



歌
番
号

歌

鷹　
　
　

詞

摘　
　
　
　
　

要

11

山
ぎ
は
に　

鷹
ま
ち
か
け
て　

あ
は
す
れ
ば

野
べ
の
雉
子
ぞ　

と
び
つ
か
れ
た
る

待
ち
か
け　
　
　
　
　
（
５
）

鳥
の
立
ち
行
く
べ
き
山
に
鷹
が
待
ち
構

え
て
い
る
、
雉
子
が
く
た
び
れ
て
弱
く

な
っ
た
と
こ
ろ
で
鷹
を
合
わ
せ
る
の
で

あ
る
。

12

立
鳥
の　

つ
か
れ
の
か
ず
を　

か
り
衣

く
ゐ
な
と
び
に
も　

な
り
て
お
ち
け
り

水く
い
な鶏

と
び

鷹
に
逐
わ
れ
る
鳥
が
く
た
び
れ
果
て
て

水
鶏
の
よ
う
に
首
を
長
く
し
て
弱
々
と

と
び
落
ち
る
。

13

う
ち
い
れ
て　

草
と
る
鷹
に　

雉
子
も
や

足
鳥
に
な
る　

岡
の
べ
の
春

打
ち
入

足
鳥

鳥
を
草
む
ら
へ
打
ち
入
る
こ
と
。

鷹
の
爪
の
下
に
雉
子
は
押
さ
え
こ
ま
れ

る
、
そ
の
さ
ま
を
足
鳥
と
い
う
。

14

か
ら
衣　

あ
ま
た
雉
子
の　

立
山
は

と
り
ま
た
け
し
て　

鷹
や
追
ら
む

鳥
ま
た
け　
　
　
　
　
（
６
）

立
つ
鳥
に
合
わ
せ
る
あ
と
か
ら
、
ま
た

鳥
が
と
び
立
つ
こ
と
が
あ
り
、
す
る
と

前
の
追
鳥
を
捨
て
て
後
の
鳥
を
逐
っ
て

行
く
こ
と
。

15

峯
た
か
み　

き
ゞ
す
や
た
ゝ
き
こ
え
ぬ
ら
ん

ほ
こ
羽
を
つ
き
て　

あ
が
る
は
し
鷹

た
ゝ
き
こ
ゆ

ほ
こ
羽

山
の
尾
根
を
い
っ
き
に
飛
び
こ
す
さ
ま
。

飛
び
こ
す
雉
子
の
あ
と
を
追
っ
て
、
一
文

字
に
あ
が
り
と
び
こ
す
逸
物
の
鷹
の
こ
と
。
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歌
番
号

歌

鷹　
　
　

詞

摘　
　
　
　
　

要

16

し
げ
る
木
の　
山
の
あ
わ
ひ
は　
と
さ
け
び
を

し
る
べ
ば
か
り
に　

鷹
や
あ
は
せ
ん

と
（
鳥
）
さ
け
び

　
　
　
　
　
　
　
（
７
・
８
）

鳥
の
立
つ
の
を
下
狩
の
衆
が
高
声
で

「
鳥
よ
鳥
よ
」
と
叫
ぶ
こ
と
。
す
ぐ
れ

た
鷹
は
そ
の
声
を
心
得
て
目
標
に
向

か
っ
て
飛
び
出
す
の
で
あ
る
。

17

と（

鳥

頭

）

か
し
ら
を　
見
う
し
な
ひ
て
や　
は
し
鷹
の

木（
こ
ゐ
）居
よ
り
出
て　

つ
き
ま
は
す
空

（
き
い
、
又
は
こ
い
）

木
居

つ
き
ま
は
す

木
に
居
る
鷹

木
よ
り
上
を
高
く
と
び
ま
わ
る
こ
と
。

18

岡
の
べ
の　

水
に
う
つ
ろ
ふ　

手
放
し
の

鷹
や
野
守
の　

鏡
な
る
ら
む

水
に
う
つ
ろ
ふ

鷹
の
か
げ
が
野
中
の
水
に
う
つ
っ
て
い
る

有
様
の
こ
と
。
昔
、
雄
略
天
皇
が
鷹
狩
の

時
、
の
が
れ
た
鷹
を
さ
が
し
出
し
た
野
守

の
故
事
を
さ
し
て
い
る
。

19

大
空
に　

立
ま
ふ
鷹
の　

と
び
尾
を
ば

鵙（
も
ず
お
）尾に
な
し
て　

み
ま
く
ほ
し
さ
よ

と
び
尾

鵙も
ず

尾お

鳶
の
尾
の
よ
う
に
見
苦
し
い
尾
。

も
ず
の
尾
の
よ
う
に
す
ば
ら
し
い
尾
。

20

飛
出
る　

羽
風
も
袖
に　

あ
ら
鷹
の

ま
し
ろ
の
雪
は　

拂
と
も
な
し

ま
し
ろ

眉
白
。
常
の
鷹
よ
り
眉
ふ
と
く
白
い
。

荒
い
羽
風
も
く
っ
き
り
と
し
て
白
い
。
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歌
番
号

歌

鷹　
　
　

詞

摘　
　
　
　
　

要

21

か
り
衣　

た
て
る
鶉
に　

手
放
せ
る

跡
を
さ
し
羽
の　

野
辺
の
遠
方

手
放

鶉
に
サ
シ
バ
（
雀
隼
）
を
合
わ
せ
る
こ

と
。
鶉
を
捉
え
る
に
は
雀
隼
が
最
も
適

し
て
い
る
。

22

か
り
衣　

す
そ
ご
の
さ
し
羽　

青
差
羽

み
ど
り
を
そ
ふ
る　

野
べ
の
春
草

す
そ
ご
の
さ
し
ば

青
差
羽

尾
の
す
え
が
濃
い
色
を
し
て
い
る
。

青
い
符
が
あ
る
。

差
羽
は
小
隼
と
も
書
く
。

23

鷹
と
ば
ふ　

羽
風
に
野
べ
の
露
ち
り
て

分
る
袂
に　

た
つ
鶉
か
な

鷹
と
ば
ふ

秋
に
行
う
小
鷹
狩
で
、
小
鷹
（
鷂
・
つ

み
、
え
っ
さ
い
、
長
元
坊
、
雀
隼
な
ど
）

が
翔
び
立
つ
さ
ま
。

24

一
よ
り
も　

洩
さ
ぬ
小
鳥　

け
ふ
ご
と
に

つ
み
て
ふ
鷹
に　

お
も
ほ
え
ぬ
暮

一
よ
り
も
洩
さ
ぬ
小
鳥

つ
み
て
ふ
鷹

少
し
も
は
ず
さ
ず
に
取
る
小
鳥
。

雀
小
鳥
な
ど
を
多
く
と
ら
せ
て
、
罪
を

感
じ
て
い
る
つ
み
と
い
う
小
鷹
に「
罪
」

を
掛
け
て
い
る
。

25

鷹
に
さ
し　

犬
に
か
け
た
る　

鈴
の
音

ふ
り
す
て
が
た
き　

鳥
の
落
草

鈴（
鳥
を
）捨
て
る　
　
　
（
９
）

鷹
に
は
鈴
を
さ
す
と
い
い
、
犬
に
は
鈴

を
か
け
る
と
い
う
。

恐
怖
に
身
を
す
く
め
た
鳥
を
草
む
ら
に

見
捨
て
る
。
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歌
番
号

歌

鷹　
　
　

詞

摘　
　
　
　
　

要

26

さ
だ
ま
れ
る　

と
つ
き
の
山
に　

待
か
け
て

手
放
か
へ
る　

た
か
の
鈴
聲

定
ま
れ
る
鳥
付

待
か
け
て

飛
び
立
っ
た
鷹
が
必
ず
行
く
方
向
を
定

め
る
こ
と
。

功
者
は
そ
の
山
の
模
様
を
分
別
し
て
そ

の
方
に
鷹
を
待
つ
こ
と
。

27

鳥
お
と
す　
も
り
の
め
ぐ
り
に　
も
ら
さ
じ
と

木
居
よ
り
出
て　

か
ら
む
は
し
鷹

鳥
お
と
す　
　
　
　
　
（
10
）

か
ら
む
は
し
鷹

鷹
が
し
っ
か
り
と
鳥
を
追
い
落
と
す
さ
ま
。

高
い
梢
か
ら
鳥
の
動
き
を
観
て
と
り
、

何
度
も
打
ま
わ
り
し
て
追
い
つ
め
る
逸

物
の
鷹
。

28

落
草
や　

と
を
み
は
づ
れ
の　

鳥
な
ら
む

お
ぼ
え
ば
か
り
の　

野
べ
の
犬
か
ひ

落
草

と
を
み
（
遠
見
）
は
づ
れ

お
ぼ
え

鳥
が
追
わ
れ
て
二
度
落
ち
る
と
こ
ろ
。

鳥
見
の
役
が
い
な
い
と
こ
ろ
。

遠
く
へ
は
落
ち
て
い
な
い
と
推
量
し
て

犬
を
や
る
。

29

お
ひ
は
む
る　

小
鷹
の
鳥
の
む
ば
ら
く
ろ

こ
も
つ
ち
こ
え
の　

羽
や
つ
か
ふ
ら
む

む
ば
ら
く
ろ

こ
も
つ
ち
こ
え
の
羽　
（
11
）

草
む
ら
を
羽
を
休
め
ず
走
り
と
び
出
る

鳥
を
と
る
逸
物
。

30

見
鳥
す
る　

と
を
山
鷹
の
手
放
に

つ
け
な
き
を
し
て　

雉（
き
ぎ
す
）子た
つ
也

見
鳥

手
放
し

つ
け
な
き

人
は
見
つ
け
ぬ
と
も
鷹
が
見
つ
け
る
も
の
。

遠
く
を
見
て
は
や
る
鷹
を
放
っ
て
や
る
。

「
ち
け
ん
ち
け
ん
」
と
い
う
鳴
声
。
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歌
番
号

歌

鷹　
　
　

詞

摘　
　
　
　
　

要

31

入
あ
ひ
て　

草
と
る
鷹
の　

小
笠
は
ら

の
ち
こ
を
つ
け
る　

鳥
の
衰
さ

入
あ
ふ

の
ち
こ
つ
く

「
鷹
ひ
つ
つ
き
て　

落
草
へ
同
じ
や
う

に
、
鳥
と
ひ
と
つ
に
入
あ
ふ
也
」。

捕
ら
え
ら
れ
て「
じ
い
じ
い
」と
鳴
く
声
。

32

追
落
す　

し
げ
き
の
山
の　

鷹
の
鳥

む
こ
と
り
よ
め
と
り　

立
か
は
り
け
り

む
こ
と
り

よ
め
と
り

雄
鳥
を
追
落
す
と
き
、
ほ
と
ほ
と
疲
れ

て
立
た
な
い
の
で
別
の
め
ん
鳥
を
え
も

の
と
す
る
。

め
ん
鳥
の
こ
と
。

33

餌
袋
に　

お
き
餌
さ
ゝ
で
は　

い
か
な
ら
む

昔
も
鷹
に　

い（
忌
）む
と
こ
そ
き
け

お
き
餌
さ
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
12
）

人
に
鷹
を
遣
わ
す
時
に
も
餌
袋
に
い
れ

る
雉
の
肉
。
雉
が
な
け
れ
ば
鷺
・
烏
・

小
鴨
・
鳩
で
も
よ
い
。
そ
れ
も
な
い
と

き
は
小
鳥
で
も
よ
い
。

34

春
の
野
に　

巣
臥
て
鳥
の　

た
ゝ
ぬ
日
は

か
ざ
む
け
の
毛
を　

た
つ
る
は
し
鷹

巣
臥

風
向
の
毛

春
の
末
頃
よ
り
、
雉
が
巣
を
離
れ
か
ね

て
い
る
こ
と
。

鷹
の
後
頭
部
の
毛
で
腹
を
立
て
る
時
の

毛
。

35

と
り
か
は
ぬ　

夕
は
い
と
ど　

う
れ
へ
の
毛

た
つ
る
物
か
ら　

し
た
め
に
ぞ
な
る

取
飼
う

愁
の
毛

下
目
に
な
る

雉
子
の
左
の
片
胸
を
沢
山
、
鷹
に
食
わ

せ
る
こ
と
。

鷹
の
気
分
が
悪
い
時
、
立
て
る
毛
。

し
ゝ
ひ
く
る
事
（
痩
せ
る
と
い
う
こ
と
）。
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歌
番
号

歌

鷹　
　
　

詞

摘　
　
　
　
　

要

36

力（
ち
か
ら
え
）
餌
や　

心
を
そ
へ
て　

か
ひ
も
せ
ん

鷹
の
尾
す
け
の　

か
は
る
見
と
こ
ろ

力
餌

尾
す
け

終
日
つ
か
っ
て
も
好
調
な
よ
う
に
鷹
の

餌
に
注
意
す
る
こ
と
。

尾
の
う
ら
に
白
い
毛
が
多
い
ほ
ど
良
い

鷹
で
あ
る
。

37

お
ほ
空
に　

よ
り
羽
ち
か
づ
く　

鷹
の
と
り

沓
を
結
び
て　

な
ぐ
る
と
ぞ
み
る

よ
り
羽
ち
か
づ
く

沓
を
結
び
て

大
空
に
て
鷹
が
雉
を
と
ら
え
て
落
ち
る

さ
ま
。

そ
の
さ
ま
が
沓
を
結
ん
で
投
げ
る
よ
う

に
み
え
る
。

38

峯
渡
す　
ま
す
か
き
の
羽
に　
か
り
の
こ
す

い
な
ば
に
落
ち
る　

鷹
の
お
ひ
鳥

ま
す
か
き
の
羽

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
13
）

鳥
を
逐
う
鷹
が
、
鳥
の
よ
う
に
谷
へ
入

ら
ず
「
一
文
字
」
に
ま
っ
す
ぐ
山
に
向

か
う
強
羽
。
逸
物
と
さ
れ
る
。

39

し
と
ゞ
な（
鳴
）き　

鷲
な（
鳴
）き　

餌
な（
鳴
）き

ひ
し
め
か
ば　

心
を
そ
へ
よ　

手
放
の
鷹

し
と
ゞ
な
き

ひ
し
め
く　
　
　
　
　
（
14
）

鷹
が
鵐
の
よ
う
に
ち
り
ち
り
と
声
を
立

て
て
鳴
く
。

気
の
荒
い
時
の
声
。

40

か
け
お
つ
る　

遠
山
鳥
の　

草
が
く
れ

む
し
り
て
鷹
の　

ぬ
す
み
は
み
す
る

ぬ
す
み
食
み

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
15
）
鷹
匠
が
行
き
着
か
ぬ
先
に
、
鷹
が
獲
物

に
食
い
つ
い
て
い
る
。
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歌
番
号

歌

鷹　
　
　

詞

摘　
　
　
　
　

要

41

若
鷹
の　

鳥
屋
出
の
胸
の　

遠
山
毛

は（

初

鳥

）

つ
と
り
狩
に　

あ
は
せ
て
や
ら
ん

遠
山
毛

初
鳥
狩

毛
を
替
え
た
中
に
若
鷹
の
毛
が
所
々
に

残
っ
て
い
る
の
を
い
う
。

鳥
屋
を
出
し
、
は
じ
め
て
山
へ
あ
げ
て

狩
す
る
こ
と
。

42

と
や
数
を　

ふ
ま
せ
て
つ
か
ふ　

は
し
鷹
の

耳
か
た
き
を
ば　

い
か
に
し
て
ま
し

鳥
屋
数
を
ふ
ま
す
る　
（
16
）

耳
か
た
き

古
鳥
屋
と
も
い
う
。
毎
年
、
毛
の
か
ず

を
か
さ
ね
た
鷹
。

鷹
匠
が
招
き
呼
ん
で
も
こ
ち
ら
へ
来
な
い
。

43

む
山
ふ
み　

帰
る
麓
の　

く
る
ゝ
日
に

命
の
が
れ
て　

な
く
き
ゞ
す
か
な

む
山
ふ
む

命
の
が
れ
て

鷹
狩
の
成
果
が
無
く
一
つ
も
取
ら
ず
に

虚
し
く
帰
る
こ
と
。

命
び
ろ
い
し
て
鳴
く
雉
子
。

44

お
き
か
ふ
に　

え
な
ら
ぬ
物
は　

餌
鳴
し
て

雲
井
を
か
け
る　

巣
子
の
隼

置
か
う

え
な
ら
ぬ
物　
　
　
　
（
17
）

鷹
を
手
か
ら
放
ち
、
餌
を
み
せ
て
お
き

た
て
る
（
招
び
よ
せ
る
）
こ
と
。

手
に
渡
ろ
う
と
す
る
時
、
餌
を
隠
す
こ
と
。

45

隼
に　

あ
て
お
と
さ
れ
て　

白
鷺
の

浅
澤
水
に　

羽
ぶ
く
あ
は
れ
さ

あ
て
お
と
す

隼
が
鷺
に
あ
た
る
こ
と
を
い
う
。

大
鷹
は
「
あ
た
り
お
と
す
」
と
い
う
。
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歌
番
号

歌

鷹　
　
　

詞

摘　
　
　
　
　

要

46

隼
の　

こ
く
び
を
つ
き
て　

肩
を
わ
り

あ
を
つ
羽
風
に　

か
り
を
こ
そ
と
れ

こ
く
び
を
つ
く

肩
を
わ
る　
　
　
　
　
（
18
）

あ
を
つ

う
な
づ
い
て
鳥
を
み
る
こ
と
。

鳥
を
み
て
「
ち
く
ち
く
」
と
肩
を
広
げ
る
姿
。

両
羽
を
広
げ
て
「
ひ
ら
ひ
ら
」
と
あ
お
る
こ
と
。

47

さ
き
鷹
の　

あ
て
お
と
し
た
る　

天
津
鴈

あ
ひ
と
も
し
た
る　

あ
と
の
隼

さ
き
鷹

先
へ
合
わ
せ
て
や
っ
た
隼
。

隼
を
二
居
合
せ
て
つ
か
う
こ
と
を
二ふ
た
つ
だ
か鷹

と
い
う
。

48

あ
は
せ
み
ん　

冬
田
の
か
り
に　

ふ
た
つ
鷹

こ
ろ
と
り
を
し
て　

あ
は
ぬ
隼

こ
ろ
取

め
い
め
い
に
ひ
と
つ
ず
つ
雁
を
取
る
こ
と
。

49

あ
れ
て
ゐ
る　

田
面
の
し
ろ
の　

天
津
雁

あ
ふ
こ
と
り
す
る　

鷹
の
か
し
こ
さ

む
れ
て
ゐ
る

し
ろ

あ
ふ
こ
と
り
（
合
虎
鳥
）

雁
が
多
く
群
れ
て
い
る
あ
り
さ
ま
。

刈
田
の
跡
の
鷹
場
。

大
鷹
が
両
足
で
雁
二
つ
を
捉
え
る
こ
と
。

50

春
の
日
の　

な
が
し
ゝ
に
な
る　

若
鷹
は

か
つ
ほ
し
ゝ
ま
で　

と
り
や
か
は
ま
し

な
が
し
ゝ
（
長
肉
）

か
つ
ほ
し
ゝ

で
き
の
悪
い
鷹
。

鳥
の
胸
の
ひ
つ
垂
れ
肉
で
上
等
で
あ
る
。
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歌
番
号

歌

鷹　
　
　

詞

摘　
　
　
　
　

要

51

さ
ほ
姫
の　

ま
し
ろ
の
鷹
の　

か
ね
つ
け
毛

ほ
の
か
に
見
え
て　

日
も
暮
は
と
り

さ
ほ
姫
か
へ
り

眉
白
の
鷹

か
ね
つ
け
毛
、
く
れ
は
と
り

春
の
節
分
す
ぎ
て
と
ら
え
逃
し
た
荒
鷹
。

眉
の
白
い
鷹
（
20
参
照
）。

鷹
の
毛
の
名
称
。

52

鷹
山
を　

こ
え
行
鳥
に　

あ
ひ
あ
は
せ

う
ち
か
さ
な
り
て　

追
ぞ
あ
や
う
き

あ
ひ
あ
は
せ

一
羽
の
鳥
に
誤
っ
て
大
鷹
を
二
も
と
合

わ
せ
る
こ
と
で
、
や
っ
て
は
な
ら
ぬ
こ

と
で
あ
る
。
獲
り
合
い
で
爪
を
損
ず
る

こ
と
が
あ
る
。

53

し
た
ゝ
か
に　
人
や
見
る
ら
む　
ひ
く
と
り
を

う
け
お
ふ
鷹
の　

羽
む
け
あ
や
な
し

う
け
追
う

羽
む
け
あ
や
な
し

や
る
気
を
入
れ
ず
ゆ
る
ゆ
る
と
追
う
こ
と
。

な
ま
じ
い
に
鳥
の
跡
に
つ
い
て
行
く
の
も

し
た
た
か
な
鷹
な
の
で
詮
な
い
こ
と
だ
。

54

鳥
落
る　

尾
上
の
鷹
の　

草
と
り
に

す
ゞ
は
し
ら
せ
て　

尋
か
ね
け
り

草
と
り

鈴
は
し
ら
す

鷹
が
鳥
を
か
け
落
し
て
草
む
ら
の
中
に

そ
の
鳥
を
と
ら
え
る
こ
と
。

鈴
を
落
ち
失
う
こ
と
。

55

鳥
た
て
ば　

ま
づ
か
り
ぐ
ち
を　

ふ
ま
へ
よ

と　

犬
か
ひ
ば
か
り　

お
ち
に
行
也

狩
口

犬
飼

下
狩
衆
が
そ
の
ま
ま
狩
口
に
ふ
み
と
ど

ま
っ
て
待
機
す
る
こ
と
。

犬
飼
衆
ば
か
り
が
鳥
が
落
ち
た
と
こ
ろ

へ
行
く
。
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歌
番
号

歌

鷹　
　
　

詞

摘　
　
　
　
　

要

56

ひ
だ
り
山　

真
山
に
か
り
て　

鷹
人
の

あ
を
り
か
け
に
も　

草
や
う
つ
ら
ん

左
山

あ
を
り
か
け

山
の
左
が
わ
を
狩
る
こ
と
、
真
山
は
麓

か
ら
順
に
狩
る
こ
と
。

57

狩
入
て　

出
山
に
鳥
の　

立
ゆ
く
を

又
あ
ら
は
む
る　

鷹
の
ふ
る
ま
い

出
山

あ
ら
は
む
る

山
の
奥
へ
狩
り
入
り
出
が
け
に
ま
た
狩

る
こ
と
。

鳥
を
き
つ
く
強
く
追
い
立
て
る
鷹
の
羽

ぶ
り
。

58

鷹
あ
ひ
は　
は
る
か
な
れ
ど
も　
野
ぎ
は
よ
り

立
の
ぼ
る
鳥
を　

ち
か
く
と
る
山

鷹
あ
ひ

野
ぎ
は　
　
　
　
　
　
（
19
）

鳥
と
の
間
合
い
。

麓
の
こ
と
。

59

す
ゑ
な
れ
ぬ　
と
や
出
の
鷹
の　
足
ぶ
み
に

あ
し
か
は
ひ
き
の　

羽
風
身
に
し
む

足
ぶ
み　
　
　

足
革
（
足
緒
と
も
）　	（
20
）

鳥
屋
を
出
た
ば
か
り
の
、
ま
だ
据
え
慣

れ
て
い
な
い
鷹
の
状
態
。

鷹
の
足
に
つ
け
て
、
大
緒
・
経
緒
・
招

緒
に
つ
な
ぐ
も
の
。

60

箸
鷹
の　

と
り
し
く
鳥
を　

ほ
と
き
か
ね

わ
け
く
ひ
を
す
る　

犬
や
よ
く
ら
む

ほ
と
き
か
ね

わ
け
く
ひ　
　
　
　
　
（
21
）

一
度
捕
ら
え
た
鳥
を
放
し
て
鷹
が
木
居

に
上
が
る
こ
と
。
そ
の
理
由
を
知
っ
て

い
る
犬
は
鳥
に
食
い
つ
か
な
い
。
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歌
番
号

歌

鷹　
　
　

詞

摘　
　
　
　
　

要

61

よ
び
か
け
に　
木（
こ
ゐ
）居
ふ
る
ま
ひ
を　
巣
鷹
と
や

つ
か
れ
の
鳥
の　

う（
失
）す

る
と
も
な
し

よ
び
か
け

木
居
ふ
る
ま
ひ　
　
　
（
22
）

狩
人
が
雉
の
走
り
ゆ
く
方
へ
鷹
を
呼
び

か
け
る
。
鷹
は
木
居
を
と
り
か
え
と
り

か
え
高
い
梢
に
上
り
木
居
下
を
さ
し

守
っ
て
鳥
を
ね
ら
う
。

62

の
り
ま
は
し　

馬
の
う
へ
よ
り　

手
放
せ
ば

乱
と
り
を
す
る　

鷹
の
鳥
〳
〵

乱
と
り

鳥
に
近
寄
り
合
わ
せ
る
時
は
、
鳥
を
回

す
よ
う
に
し
て
馬
上
に
据
え
た
鷹
を
手

放
せ
ば
、
あ
れ
こ
れ
の
鳥
へ
か
か
り
取

る
こ
と
が
で
き
る
。

63

鈴
を
さ
し　

大
緒
を
と
き
つ
　ゝ

は
し
鷹
を

山
に
か
さ
み
て　

鳥
や
か
る
ら
ん

鈴
を
さ
す

大
緒　
　
　
　
　
　
　
（
23
）

か
さ
む

つ
つ
じ
な
ど
の
枝
を
鈴
の
目
に
差
し
音

の
な
ら
ぬ
よ
う
に
す
る
。

鷹
を
つ
な
ぐ
縄
。

鷹
が
峯
に
上
る
こ
と
。

64

あ
ら
鷹
も　

手
袋
引
て　

く
つ
ろ
け
は

よ
つ
毛
の
ま
は
り　

見
ゆ
る
く
ゞ
い
毛

手
袋

と
っ
て
を
握
っ
て
腹
の
毛
の
中
へ
差
し

入
れ
る
こ
と
。
四
つ
毛
、う
し
ろ
の
毛
、

く
ぐ
い
毛
、し
ろ
き
毛
な
ど
が
見
え
る
。

65

鷹
も
く
さ　

鳥
も
は
し
り
て　

犬
は
か
む

み
つ
物
た
つ
と　

是
は
い
ふ
也

み
つ
物
立
つ　
　
　
　
（
24
）

鷹
・
鳥
・
犬
が
一
度
に
草
に
打
ち
入
っ

た
状
態
の
こ
と
。
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歌
番
号

歌

鷹　
　
　

詞

摘　
　
　
　
　

要

66

暮
ぬ
れ
ば　

鷹
の
追
羽
や　

よ
わ
か
ら
し

た
ら
ず
か
け
し
て　

山
に
ゐ（

居

懸

）

か
ゝ
る

暮
ぬ
れ
ば

た
ら
ず
か
け
（
不
足
懸
）

歳
の
暮
れ
に
な
る
と
、
鷹
の
筋
肉
も
弱

く
な
り
、
鳥
に
逃
げ
ら
れ
る
。
山
を
越

す
鳥
に
追
い
つ
け
な
い
の
で
あ
る
。

67

立
の
ぼ
る　

深
谷
の
き
ゞ
す　

あ
は
す
れ
ば

む
か
ふ
か
け
し
て　

あ
ま
る
は
し
鷹

む
か
う
か
け

谷
間
か
ら
飛
び
立
っ
た
雉
子
に
合
わ
せ

よ
う
と
し
て
、
早
く
鷹
を
と
ば
す
と
見

当
が
は
ず
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

68

ね
り
ひ
ば
り　

と
こ
は
な
れ
行　

中
空
に

お
ひ
羽
の
か
ろ
く　

あ
が
る
す
ご
も
り

ね
り
ひ
ば
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
25
）

六
月
土
用
よ
り
七
月
盆
の
前
後
に
毛
羽

を
替
え
る
雲
雀
。

兄
鷂
（
こ
の
り
）
の
え
も
の
に
な
る
。

69

立
て
行　

中
に
羽
風
や　

よ
は
か
ら
し

女
鳥
す
き
す
る　

鷹
の
な
ら
ひ
は

女
鳥
（
め
ど
り
・
め
ん
ど
り
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
26
）

め
す
の
雉
は
お
す
よ
り
も
羽
が
弱
い
の

で
、
鷹
も
こ
れ
を
よ
く
知
っ
て
お
り
、

め
ん
鳥
を
ね
ら
う
。

70

か
り
衣　

日
を
か
さ
ね
て
も　

か
ひ
ぞ
な
き

ま
だ
あ
ら
鷹
の　

の
き
羽
う
つ
み
ゆ

の
き
羽

あ
ら
鷹
が
人
を
お
そ
れ
て
か
ら
だ
を
の

け
ぞ
る
よ
う
に
す
る
。
見
知
ら
ぬ
鷹
匠

が
据
え
る
と
嫌
っ
て
顔
を
避
け
る
よ
う

に
す
る
。
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歌
番
号

歌

鷹　
　
　

詞

摘　
　
　
　
　

要

71

空
よ
り
も　

あ
た
り
お
と
し
て　

は
し
鷹
の

草
と
る
鳥
や　

の
き
羽
う
つ
ら
む

あ
た
り
お
と
す

の
き
羽　
　
　
　
　
　
（
27
）

大
鷹
に
つ
か
う
詞
。
隼
に
は
あ
て
お
と

す
、
あ
つ
る
な
ど
と
い
う
。

鳥
が
鷹
に
と
ら
れ
て
死
ぬ
こ
と
を
い
う
。

72

あ
つ
め
た
る　
あ
か
け
に
野
さ
れ　
山
が
へ
り

も
ろ
か
た
が
へ
り　

巣
鷹
巣
ま
は
り

あ
か
け
（
網
懸
）

山
が
へ
り
（
山
帰
）

巣
鷹　
　
　
　
　
　
　
（
28
）

若
鷹
で
あ
る
、
黄
毛
と
書
く
こ
と
も
あ
る
。

山
に
お
い
て
毛
を
替
え
た
鷹
。

子
の
う
ち
か
ら
飼
っ
た
鷹
。

73

は
し
鷹
の　

さ
ほ
姫
が
へ
り　

小
山
が
へ
り

春
は
色
々
の　

名
に
や
立
ら
む

さ
ほ
姫
が
へ
り

小
山
が
へ
り

節
分
す
ぎ
て
春
と
ら
え
た
鷹
。

春
の
荒
鷹
の
こ
と
。

74

ま
へ
う
し
ろ　

赤
符
の
中
に　

あ
か
き
を
ば

に
こ
の
り
と
た
が　

い
ひ
は
そ
め
け
ん

に
こ
の
り　
　
　
　
　
（
29
）
一
か
ど
す
ぐ
れ
て
あ
か
い
こ
の
り
。

丹
兒
鷂
の
こ
と
。

75

お
ぼ
え
行　

犬
の
か
し
ら
に　

木
居
づ
た
ひ

つ
か
れ
の
鳥
を　

お
し
む
あ
か
鷹

赤
鷹

符
の
赤
い
大
鷹
と

符
の
黒
い
（
大
黒
符
）
鷹
が
あ
る
。
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歌
番
号

歌

鷹　
　
　

詞

摘　
　
　
　
　

要

76

鷹
に
よ
り　

せ
ま
ち
町
か
た　

や
か
た
尾
に

し
と
ゞ
を
ま
じ
る　

鷺
毛
く
ゞ
い
毛

せ
ま
ち
尾
、
ま
ち
か
た
尾
、

し
と
ゞ
尾

鷺
毛
、
く
ぐ
い
毛

尾
の
符
の
呼
称
。

白
い
毛
の
こ
と
。

77

雪
じ
ろ
の　

し
ら
ふ
ま
じ
ら
ふ　

つ
ま
じ
ろ

に　

あ
を
じ
ろ
ほ
う
じ
ろ　

舌
も
白
鷹

雪
じ
ろ
の
（
鷹
）

み
な
白
の
鷹
の
呼
称
。

舌
の
白
い
鷹
も
い
る
。

78

鷹
の
符
に　

黒
符
黄
黒
符
赤
符　

紫
鷂

さ
て
は
う
づ
ら
符　

又
は
紅
葉
符

黒
符
以
下
紅
葉
符
ま
で

紫
鷂

す
べ
て
鷂
に
あ
る
符
。

紫
鷹
と
も
、「
し
ぼ
」
と
よ
む
。

「
に
こ
の
り
」
の
こ
と
で
あ
る
。

79

は
し
鷹
の　

梢
を
た
か
み　

く
る
ゝ
ま
で

わ
た
ら
ざ
り
せ
ば　

ひ
き
鳥
や
せ
ん

ひ
き
鳥　
　
　
　
　
　
（
30
）
高
い
木
居
に
い
て
、
暮
れ
る
ま
で
降
り

て
こ
な
い
鷹
に
は
、
縄
に
ゆ
わ
え
た
鳥

を
振
っ
て
お
び
き
寄
せ
る
。

80

見
鳥
せ
ば　

先
犬
と
り
て　

あ
は
せ
な
ん

と
つ
た
て
ゝ
ゆ
く　

方
を
し
ら
ね
ば

と
つ
た
つ
る　
　
　
　
（
31
）
鷹
が
ね
ら
っ
た
鳥
の
位
置
を
見
て
翔
び

行
く
と
き
、
は
ず
さ
れ
て
と
び
去
っ
た

雉
の
跡
を
追
う
こ
と
。
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歌
番
号

歌

鷹　
　
　

詞

摘　
　
　
　
　

要

81

た
て
ば
鷹　

お
つ
れ
ば
犬
に　

た
へ
か
ね
て

あ
が
る
木
鳥
ぞ　

あ
は
れ
な
り
け
る

木
鳥　
　
　
　
　
　
　
（
32
）
木
に
雉
が
上
が
る
こ
と
を
い
う
。
鷹
も

犬
も
逸
物
な
の
で
、
鳥
も
心
え
て
葉
の

繁
っ
た
木
に
上
が
り
隠
れ
る
。

82

狩
人
の　

つ
ゑ
う
ち
ぬ
れ
ば　

か
み
捨
（
す
て
）て

山
お
ち
し
た
る　

犬
は
あ
や
な
し

か
み
捨
（
す
て
）て

つ
ゑ
う
つ

山
お
ち
す
る　
　
　
　
（
33
）

か
み
止
む
こ
と
。

犬
飼
が
杖
で
制
止
す
る
こ
と
を
杖
を
打

つ
と
い
う
。

家
の
方
へ
鈴
を
鳴
ら
し
な
が
ら
か
け
も

ど
る
。

83

あ
ら
は
な
る　

枯
野
の
中
に　

落
は
ま
る

目
つ
ぎ
う
づ
ら
や　

鷹
に
あ
は
せ
ん

目
つ
ぎ
う
づ
ら

鶉
が
伏
し
て
い
る
床と
こ

を
見
つ
け
る
こ
と
。

鶉
を
と
る
の
は
、小
鷹
（
鷂
・
つ
み
・
え
っ

さ
い
・
長
元
坊
な
ど
）
で
あ
る
。

84

朝
ご
と
に　

外
架
の
鷹
に　

水
ふ
け
ば

手
ふ
る
ひ
を
し
て　

尾
そ
ゝ
り
を
す
る

水
を
ふ
く

手
ふ
る
ひ　
　
　
　
　

尾
そ
ゝ
り

鷹
の
目
の
薬
。
鷹
は
身
震
い
を
し
て
尾

を
横
さ
ま
に
ゆ
る
ゆ
る
と
振
る
事
。

85

行
ま
は
り　

犬
を
や
と
ら
ん　

つ
か
れ
た
る

鳥
は
し
げ
み
に　

つ
ゞ
く
藪
原

犬
を
と
る

藪
し
げ
み
な
ど
で
は
犬
は
放
し
て
や
り
、

ま
た
、
鷹
を
働
か
せ
た
り
、
犬
で
お
さ

え
さ
せ
た
り
す
る
。
犬
を
さ
ば
く
こ
と

を
い
う
。
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歌
番
号

歌

鷹　
　
　

詞

摘　
　
　
　
　

要

86

あ
ら
は
な
る　
小
田
の
す
ゝ
き
の　
か
た
う
づ
ら

と
を
ば
ま
り
し
て　

鷹
に
と
ら
る
ゝ

遠
ば
ま
り　
　
　
　
　
（
34
）

遠
く
へ
追
い
は
め
る
こ
と
。

小
鷹
が
合
わ
せ
る
小
鳥
・
鶉
は
勿
論
、

大
鷹
が
雉
を
遠
く
へ
追
い
は
め
る
時
に

も
い
う
。

87

と
し
〴
〵
に　
と
や
ま
さ
り
す
る　
は
し
鷹
に

た
つ
空
も
な
き　

鳥
の
哀
さ

と
や
ま
さ
り　
　
　
　
（
35
）
何
回
か
鳥
屋
を
重
ね
る
ご
と
に
い
よ
い

よ
勝
れ
て
ゆ
く
大
鷹
の
ま
え
に
は
雉
は

の
が
れ
ら
れ
な
い
。

88

ひ
く
鳥
の　

端
山
の
木
居
を　

取
替
て

梢
を
拂
ふ　

鷹
の
か
し
こ
さ

木こ

居い

取
替
う　
　
　
　
（
36
）

木
が
繁
っ
て
い
る
中
に
鳥
が
落
ち
た
の

を
の
が
す
ま
い
と
し
て
、
鷹
は
あ
た
り

の
梢
を
取
替
え
な
が
ら
、
鳥
の
疲
れ
を

待
つ
。

89

そ
こ
と
な
く　

木
が
く
れ
ふ
か
き　

鈴
の
音

し
る
べ
ば
か
り
の　

鷹
の
お
き
こ
ゑ

お
き
声

鷹
が
鳥
を
見
つ
け
た
こ
と
を
知
ら
せ
る

声
。
呼
声
の
こ
と
。

90

水
鳥
を　

か
け
お
と
し
た
る　

み
な
と
川

鴨
居
の
鷹
の　

つ
か
ふ
み
さ
ご
羽

か
も
ゐ
の
鷹

み
さ
ご
羽　
　
　
　
　
（
37
）

鴨
の
居
ず
ま
い
の
よ
う
に
「
た
ち
の
び

ず
、
横
様
に
」
見
え
る
鷹
。

魚
を
と
る
鶚
（
み
さ
ご
）
の
翼
の
よ
う

な
羽
づ
か
い
。
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歌
番
号

歌

鷹　
　
　

詞

摘　
　
　
　
　

要

91

か
け
は
づ
し　
か
け
ほ
ぐ
ら
か
し　
は
し
鷹
の

と
り
し
く
鳥
や　

丸
を
く
ま
ゝ
し

か
け
は
づ
し
・
か
け
ほ
ぐ
ら
か
し

と
り
し
く

丸
を
く
ま
ゝ
し

鷹
が
鳥
の
下
よ
り
つ
け
こ
ん
で
捉
え
そ

こ
ね
る
こ
と
。
と
り
固
め
る
こ
と
。

小
刀
で
鳥
の
左
脇
を
刺
し
、
肝
を
と
り

出
し
て
、
鷹
に
与
え
る
こ
と
。

92

た
ゞ
し
く
も　

覚
え
て
見
ゆ
る　

鳥
跡
か
な

さ
は
き
た
て
や
る　

犬
の
か
み
ふ
り

さ
は
き
（
捌
き
）
た
て
や
る

犬
の
か
み
ふ
り

犬
に
つ
け
た「
捌
き
索な
わ

」を
放
し
て
や
る
。

犬
の
噛
み
ぶ
り
の
こ
と
。

93

あ
ら
鷹
を　

末
野
の
原
に　

わ
け
い
れ
ば

こ
く
び
を
つ
き
て　

鳥
や
み
る
ら
む

こ
く
び
を
つ
く　
　
　
（
38
）
鳥
を
見
つ
け
て
目
を
離
さ
ず
う
な
づ
く

よ
う
に
す
る
。

94

う
ふ
た
つ
る　
巣
子
の
中
に
も　
巣
が
へ
り
毛

巣
お
と
ゝ
ひ
に
し　

鷹
や
ま
さ
ら
ん

う
ふ
た
つ
る

巣
帰
り
毛

巣
お
と
ゝ
ひ

成
育
す
る
こ
と
。

若
鷹
の
毛
の
中
に
白
い
符
が
あ
る
の
は
、

必
ず
逸
物
に
な
る
と
い
う
。

一
巣
の
中
に
生
い
立
つ
鷹
の
兄
弟
。

95

の
り
毛
よ
り　
お
ろ
す
巣
鷹
の　
き
は
り
な
ば

足
緒
を
さ
し
て　

か
は
ん
丸
ば
し

の
り
毛

き
は
り　
　
　
　
　
　
（
39
）

丸
は
し

白
い
綿
毛
の
こ
と
。

尾
羽
が
か
た
ま
り
そ
ろ
う
こ
と
。

生
鳥
を
鷹
に
取
り
習
わ
せ
る
こ
と
。
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歌
番
号

歌

鷹　
　
　

詞

摘　
　
　
　
　

要

96

物
香
し
て　

の
べ
行
跡
も　

け
ち
が
へ
ぬ

庭
だ
つ
犬
ぞ　

さ
か
と
り
に
か
む

物
香
し
て
の
べ
行

け
ち
が
へ
ぬ　
　
　
　
（
40
）

逃
げ
走
っ
た
鳥
の
跡
を
犬
が
嗅
ぎ
つ
け

て
後
を
つ
け
る
こ
と
。

か
み
ち
が
え
な
い
で
。

97

程
ふ
れ
ば　
も
み
い
れ
し
さ
へ　
た
と
ふ
る
に

か
た
い
り
な
る
は　

む
べ
も
な
ま
鷹

も
み
い
る
ゝ
鷹

た
と
ふ
る

か
た
い
り　
　
　
　
　
（
41
）

鷹
を
つ
か
い
入
れ
る
こ
と
。

手
の
内
を
忘
れ
て
鳥
を
取
ら
な
い
こ
と
。

ね
ら
い
通
り
に
し
っ
か
り
と
取
ら
ぬ
鷹
。

98

と
つ
鷹
の　
く
も
て
わ
か
れ
の　
あ
を
と
つ
て

ま
び
さ
し
あ
れ
て　

か
ほ
は
つ
み
が
ほ

と
つ
鷹
（
取
鷹
）

く
も
て
わ
か
れ

あ
を
と
つ
て　
　
　
　
（
42
）

鳥
を
よ
く
と
る
逸
物
の
鷹
。

指
ま
た
の
分
か
れ
様
の
こ
と
。

青
い
把
手
（
足
指
）。

99

は
し
鷹
の　

と
れ
る
う
さ
ぎ
の　

か
ひ
所

べ
に
つ
け
そ
し
と　

丸
に
む
ち
う
ち

う
さ
ぎ
の
か
ひ
所　
　
（
43
）
兎
を
捕
っ
た
と
き
に
鷹
に
食
わ
せ
る
部

分
。
七
か
所
あ
る
と
い
う
。

100

朝
鷹
に　

鳴
鳥
き
ゝ
て　

夏
く
れ
ば

わ
す
れ
か
ひ
し
て　

と
や
へ
い
れ
け
り

夏
く
れ
ば

忘
れ
飼
い　
　
　
　
　
（
44
）

夏
四
月
の
こ
ろ
よ
り
。

鳥
屋
に
入
れ
る
前
に
、
雉
の
め
ん
鳥
を

と
ら
せ
て
食
わ
せ
る
こ
と
。
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〈
龍
山
公
鷹
百
首
要
覧
〉補
注

（
１
）	

古
歌　

は
し
鷹
の　

と
か
へ
る
山
の　

椎
柴
の　

は（
羽
替
）

か
へ
は
す
と
も　

君
は
忘
れ
じ

（
２
）	

「
鷹
漆
」
と
称
す
る
漆
を
用
い
て
尾
を
継
ぐ
。

（
３
）		
年
寄
り
犬
に
は
、
狙
っ
た
鳥
が
く
た
び
れ
て
落
ち
た
と
こ
ろ
を
ね
ら
わ
せ
よ
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
う
い
う
「
古
疲
れ
の
犬
」

は
鷹
場
ま
で
籠
に
入
れ
て
運
ぶ
こ
と
も
あ
っ
た
。

（
４
）	

鷹
狩
で
「
鳥
」
と
い
え
ば
、
す
べ
て
「
雉
子
」
の
こ
と
で
あ
る
。
雉
子
は
草
む
ら
を
這
う
よ
う
に
し
て
走
る
。

（
５
）		

「
待
か
け
」
に
つ
い
て
、
田
舎
で
は
「
ま
ち
鷹
」
と
称
す
、
と
記
し
た
あ
と
で
、
近
衛
龍
山
は
他
流
の
鷹
術
に
つ
い
て
批
評
を

加
え
て
い
る
。
と
く
に
「
諏
方
流
当
流
か
わ
り
め
有
レ
之
」
と
し
て
、
多
く
の
例
を
と
り
あ
げ
て
い
る
。

（
６
）		

お
ん
鳥
に
合
わ
せ
て
追
行
く
う
ち
に
め
ん
鳥
が
立
つ
と
、
め
ん
鳥
の
方
を
め
が
け
て
行
く
鷹
が
い
る
。
こ
れ
を
「
め
ん
鳥
す
き
」

を
す
る
と
い
う
。

（
７
）			

猪
や
鹿
を
狩
る
と
き
に
は
「
責
子
」
と
い
う
が
、
鷹
狩
で
は
「
下
狩
衆
」
と
い
う
べ
き
だ
と
、
龍
山
は
言
う
。
鹿
猪
を
狩
る
山

の
こ
と
は
「
狩
場
」
ま
た
は
「
狩
倉
」
と
い
う
が
、
鷹
狩
で
は
「
鷹
山
」
と
い
い
、
中
で
も
良
い
場
所
を
「
鷹
場
」
と
い
う
。

（
８
）		

式
正
の
狩
声
は
、
ま
ず
鷹
匠
か
ら
始
め
て
、
次
に
鷹
下
の
者
へ
、
次
第
次
第
に
言
い
伝
え
て
行
く
こ
と
で
あ
る
。
狩
声
は
四
季

に
よ
っ
て
調
子
が
か
わ
る
も
の
で
あ
る
。
ふ
つ
う
「
ほ
う
ゑ
い
」
と
発
す
る
。

（
９
）	

落
草
の
鳥
を
捨
て
置
き
が
た
い
な
ら
ば
、
犬
を
つ
か
っ
て
鳥
を
逐
い
立
て
て
、
鷹
に
と
ら
せ
る
よ
う
に
す
る
。

（
10
）		

「
鳥
お
つ
る
」
と
い
う
な
ら
ば
、
鷹
か
ら
だ
い
ぶ
離
れ
た
所
で
鳥
が
落
ち
る
よ
う
な
状
態
に
な
る
。
近
衛
龍
山
は
言
葉
の
つ
か

い
か
た
に
、
か
な
り
慎
重
で
あ
る
。

（
11
）	

菰
を
編
む
と
き
の
槌
音
の
よ
う
に
互
ち
が
い
に
羽
を
も
じ
っ
て
山
を
と
び
こ
え
る
鷹
。

（
12
）		

金
葉
集
の
本
歌
に
「
の
き
羽
う
つ
眉
白
の
鷹
の
餌
袋
に
お
き
餌
も
さ
ゝ
で
か
へ
し
つ
る
哉
」
が
あ
る
。
こ
の
鷹
は
お
き
餌
が
無

か
っ
た
た
め
に
そ
こ
ね
た（
死
ん
だ
）と
い
う
故
事
が
知
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
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（
13
）　

鷹
に
逐
わ
れ
た
鳥
は
い
っ
た
ん
谷
へ
入
る
が
、
こ
の
鳥
の
跡
を
追
う
よ
う
な
鷹
は
「
谷
入
す
る
」
と
い
っ
て
き
ら
わ
れ
る
。

（
14
）	

鷹
の
鳴
き
声
を
よ
く
習
い
覚
え
て
お
い
て
手
を
放
せ
と
い
う
の
で
あ
る
。

（
15
）	　

鷹
は
し
だ
い
に
利
口
に
な
っ
て
、
鷹
匠
の
目
を
く
ら
ま
す
た
め
に
、
尾
鈴
が
鳴
ら
ぬ
よ
う
に
鈴
を
木
の
根
や
岩
根
に
敷
き
当
て

て
、
盗
み
食
み
す
る
。

（
16
）	　

総
じ
て
鳥
屋
数
を
重
ね
古
く
な
れ
ば
、
悪
知
恵
が
つ
い
て
言
う
こ
と
を
き
か
ぬ
よ
う
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
鷹
を
つ
か
う
に
は
、

餌
の
与
え
方
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
鷹
の
名
人
は
こ
の
餌
飼
を
分
別
し
て
お
り
、
殊
に
、
政
頼
流（
源
斎
頼
）に
「
こ
ち
く
」
と

い
う
女
性
の
す
ぐ
れ
た
餌
飼
術
の
巧
者
の
故
事
は
有
名
で
あ
る
。

（
17
）	

お
き
餌
を
と
っ
さ
に
隠
さ
れ
た
隼
は
そ
の
ま
ま
空
へ
あ
が
り
翔
け
ま
わ
る
。
急
に
と
び
立
つ
鴨
を
と
ら
せ
る（
鴨
鷹
）訓
練
に
な
る
。

（
18
）		

こ
の
詞
は
隼
に
限
る
も
の
で
あ
っ
て
、
大
鷹
に
は
つ
か
わ
な
い
。
た
だ
し
、「
鳥
に
と
び
出
〳
〵
す
る
を
ば
は
や
る
と
い
ふ
」。

こ
れ
は
隼
で
も
つ
か
う
こ
と
ば
で
あ
る
。

（
19
）		

鷹
の
前
方
に
向
か
う
鳥
を
鷹
は
欲
し
が
っ
て
は
や
る
け
れ
ど
も
、
十
分
に
引
き
据
え
て
ま
近
く
合
わ
せ
れ
ば
取
り
は
ず
す
こ
と

は
な
い
。

（
20
）		

鳥
屋
の
中
で
は
足
革
は
使
わ
な
い
が
、
鳥
屋
を
出
す
時
に
足
革
を
結
ぶ
の
で
、
い
や
が
っ
て
む
ず
か
る
。
バ
タ
バ
タ
す
る
の
で

羽
風
が
た
つ
の
で
あ
る
。

（
21
）		

狩
犬
は
と
も
す
る
と
、
鷹
が
捉
え
た
鳥
に
食
い
つ
く
こ
と
が
あ
り
、
こ
れ
を
「
か
た
口
と
ま
り
た
る
犬
」
と
い
い
、
鷹
も
鳥
も

食
わ
な
い
犬
を
「
も
ろ
口
と
ま
り
た
る
犬
」
と
い
う
。

（
22
）		

こ
の
よ
う
な
鷹
は
「
逸
物
比
類
な
き
」
ふ
る
ま
い
を
す
る
。
な
お
、巣
鷹
は
「
鳥
屋
日
向
鷹
」
が
よ
ろ
し
い
。「
西
国
鷹
奔
走
也
」、

「
西
国
は
大
略
巣
鷹
也
」
と
あ
る
。
網
懸
の
鷹
は
稀
だ
と
い
う
。

（
23
）		

「
箸
鷹
」
と
い
う
の
は
「
鷹
の
惣
名
」
で
あ
り
「
角
鷹
」
と
も
書
く
。
箸
の
名
の
い
わ
れ
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
孟
蘭

盆
の
霊
祭
り
に
つ
か
っ
た
「
あ
さ
が
ら
の
箸
」
を
と
っ
て
お
き
、鷹
を
鳥
屋
か
ら
出
す
夜
に
「
た
い
ま
つ
」
に
燈
す
か
ら
「
は
し
鷹
」
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と
い
う
。
な
お
、
鷹
を
鳥
屋
に
入
れ
る
の
は
四
月
八
日（
花
祭
り
）に
す
る
な
ら
わ
し
で
あ
る
と
い
う
。

（
24
）		

「
こ
つ
か
れ
」（
鳥
が
く
た
び
れ
て
飛
べ
な
く
な
っ
た
状
態
。
足
鳥
と
い
う
）の
時
に
は
「
口
の
と
ま
り
た
る
犬
」（
鳥
に
噛
み
つ
か

ぬ
よ
う
よ
く
訓
練
さ
れ
た
犬
）以
外
は
放
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
25
）		
ひ
ば
り
は「
し
ん
と
う
雲
雀
」・「
か
ら
ひ
ば
り
」・「
か
ら
ほ
じ
ろ
」・「
あ
か
し
と
ど
」な
ど
と
季
節
に
よ
っ
て
呼
び
か
た
が
異
な
る
。

（
26
）		
「
鷹
の
と
り
」
と
い
え
ば
雉
の
こ
と
で
あ
り
、人
に
遣
わ
す
場
合
は
「
鷹
の
鳥
い
か
に
も
う
つ
く
し
く
、尾
羽
を
も
ぬ
け
ぬ
様
に
、

鳥
き
た
な
く
な
き
様
に
」
す
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。

（
27
）		

鷹
詞
で
は
鷹
に
と
ら
れ
て
鳥
が
死
ぬ
こ
と
を
「
の
く
」
と
い
う
。
死
ぬ
と
い
う
こ
と
を
禁
忌
す
る
た
め
で
あ
り
、「
な
を
る
」
と

も
い
う
人
が
あ
る
。「
そ
こ
ね
た
る
」・「
さ
か
る
」
な
ど
と
も
い
う
。

（
28
）		

野
さ
れ
は
「
か
た
か
へ
り
」
の
鷹
か
、
山
帰
り
に
は
「
か
た
帰
り
、
も
ろ
帰
り
、
も
ろ
か
た
帰
り
、
も
ろ
〳
〵
帰
り
」
な
ど
鷹

の
年
齢
で
区
別
し
た
呼
称
が
あ
る
。「
巣
廻
り
」
は
巣
立
ち
し
て
す
ぐ
に
と
ら
え
た
鷹
の
こ
と
か
。

（
29
）		

こ
の
り
は
、「
兄
鷂
」、「
兒
鷂
」
な
ど
と
書
く
。
鷂
の
雌
の
こ
と
で
あ
る（
第
二
章
第
二
節
注（
８
）参
照
の
こ
と
）。

（
30
）		

「
79
」
歌
に
長
文
の
記
載
が
あ
る
。
そ
れ
は
「
据
ゑ
上
ぐ
」・「
さ
し
と
る
」・「
す
ゑ
と
る
」
な
ど
の
詞
の
定
義
に
つ
い
て
の
こ

と
で
あ
り
、
他
に
つ
ぎ
の
説
明
が
あ
る
。

　
　

	

○	

「
さ
し
お
と
す
」
と
は
、
あ
ら
鷹
を
野
山
に
て
「
鳥
さ
し
棹
」
を
持
っ
て
さ
す
こ
と
。「
さ
し
と
る
」
は
誤
り
で
あ
る
。

　
　

	

○
鷹
を
失
っ
た
と
き
は
「
そ
ら
す
」
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
　

	

○
「
さ
ゝ
い
べ
」（
雀
部
カ
）と
い
う
「
隼
相
傳
の
家
」
が
あ
る
。

　
　

	

○	

「
鷹
に
が
し
た
る
」
ま
た
は
「
に
げ
た
る
」
と
い
う
の
は
、
籠
に
入
っ
た
鷹
を
籠
か
ら
出
す
と
き
放
れ
た
場
合
に
つ
か
う
詞

で
あ
る
。

（
31
）		

「
と
つ
た
つ
る
」
の
は
な
か
な
か
難
し
い
の
だ
か
ら
、
そ
う
な
ら
ぬ
よ
う
に
先
ず
犬
を
つ
か
っ
て
合
わ
せ
よ
、
と
い
う
意
味
に

な
る
。
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（
32
）		

鷹
詞
で
は
雉
を
「
き
じ
」
と
は
言
わ
ず
、た
だ
「
鳥
」
と
い
う
。
時
に
山
に
お
い
て
は
「
山
鳥
」
と
区
別
し
て
、「
き
じ
」
を
「
真

鳥
」
と
い
う
。

（
33
）		

「
犬
に
杖
を
さ
す
」
と
い
う
こ
と
ば
が
あ
る
。
鳥
が
落
ち
た
先
を
杖
で
指
差
す
よ
う
に
し
て
教
え
こ
む
と
、
逸
物
の
犬
は
走
り

行
き
鳥
を
追
い
立
て
る
も
の
で
あ
る
。「
お（
教
）し
へ
杖
」
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

（
34
）	
「
か
（
片
鶉
）

た
う
づ
ら
」
秋
の
鶉
。
鶉
は
秋
に
な
る
と
雌
雄
は
な
れ
ば
な
れ
に
い
る
。

（
35
）	

気
が
利
い
て
賢
い
逸
物
の
鷹
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

（
36
）		

88
番
歌
・
注
釈
に「（
鷹
の
）う
け
と
り
渡
し
・
鷹
に
あ
（
当
）つ

る
む
ち
・
足
革
・
経へ

緒お

」の
故
実
の
ほ
か「
服
鷹
」に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。

こ
れ
は
「
哀
傷
に
鷹
を
は
な
つ
事
習
ひ
有
と
な
ん
。」
と
し
て
喪
の
家
に
つ
な
ぐ
鷹
を
「
服
鷹
」
と
称
し
「
服
鷹
の
足
皮
大
緒
色
白
。

但
足
革
は
其
儘
也
。
大
緒
は
紙
に
て
う
つ
也
。」
と
あ
る
。
服4

は
喪
に
こ
も
る
と
い
う
意
で
あ
る
。

（
37
）		

鴨
猟
の
時
、
鷹
も
鶚（
み
さ
ご
）の
す
る
よ
う
に
、
空
中
で
「
た
め
羽
」
を
つ
か
い
直
下
し
て
水
面
に
打
ち
こ
み
、
蹴
り
落
し
た

鴨
が
水
か
ら
首
を
出
す
の
を
捉
え
る
の
で
あ
る
。

（
38
）		

鷹
が
鳥
を
ほ
し
が
り
翔
び
出
る
こ
と
を
「
鳥
に
は
や
る
」
と
い
い
、
腹
が
減
っ
て
い
な
い
の
で
雉
が
立
ち
去
っ
て
行
く
の
を
傍

観
す
る
こ
と
は
「
見
お
く
る
」
と
い
う
。
田
も
の（
雁
・
鴨
・
鶴
・
白
鳥
な
ど
）を
遠
く
か
ら
見
つ
け
欲
し
が
り
と
び
出
は
や
る
の
を
「
と

を
は
や
り
」
と
い
う
。

（
39
）		

丸
は
し
を
行
う
際
に
注
意
す
べ
き
こ
と
が
あ
る
。
巣
鷹
は
幼
鳥
の
う
ち
に
と
ら
え
て
育
て
る
の
で
、
生
け
鳥
を
捉
え
る
こ
と
を

知
ら
な
い
。
だ
か
ら
、
生
け
鳥
に
使
う
鴉
や
鷺
の
鼻
の
穴
に
こ
よ
り
を
通
し
、
口
嘴
が
開
か
な
い
よ
う
に
結
わ
え
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
口
嘴
の
先
端
を
丸
く
切
り
取
り
、
鷹
に
食
い
つ
か
な
い
よ
う
に
削
る
の
で
あ
る
。
鳥
の
爪
も
尖
っ
て
い
る
と
こ
ろ
は
一

文
字
に
切
り
取
っ
て（
丸
嘴
）、
鷹
を
傷
つ
け
な
い
よ
う
に
す
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
お
か
な
い
と
、
鷹
が
鳥
を
取
り
初
め
の
と
き

に
食
い
つ
か
れ
れ
ば
、
以
後
、
懲
り
て
鳥
を
と
ら
な
く
な
る
か
ら
で
あ
る
。

（
40
）		

庭
だ
つ
犬
と
は
、
久
し
く
使
わ
な
い
で
置
い
た
犬
の
こ
と
。
さ
か
と
り
と
は
、
逃
げ
走
っ
て
行
く
鳥
の
後
ろ
か
ら
で
は
な
く
、
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逆
さ
ま
に
前
方
か
ら
噛
み
行
く
と
い
う
こ
と
。

（
41
）		

「
な
ま
鷹
」
は
、
む
ざ
む
ざ
と
餌
を
与
え
る
潮
時
を
抜
か
し
、「
い
た
づ
ら
物
」（
ど
う
し
よ
う
も
な
い
む
だ
な
鷹
）に
な
り
果
て
た
状

態
を
い
う
。
鷹
調
養
の
失
敗
例
な
の
だ
が
、
も
っ
と
悪
い
例
は
「
と
り
し
ら
み
た
る
鷹
」
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
は
「
は
た

と
と
ら
ぬ
」
鷹
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
に
な
る
の
は
な
ぜ
か
と
い
う
と
、
た
と
え
ば
、
青
鷺
を
狙
う
た
め
に
は
、

春
夏
に
、「
青
鷺
の
く
わ
せ
」と
い
う
餌
の
与
え
方
を
や
る
の
だ
が
、そ
れ
を
怠
れ
ば「
青
鷺
に
し
ら
み
た
る
」鷹
に
な
っ
て
し
ま
う
。

同
じ
よ
う
に
、
雁
・
鶴
に
し
ら
む
鷹
は
、
狩
り
の
現
場
で
「
打
た
れ
踏
ま
れ
、
目
を
つ
つ
か
れ
傷
つ
け
ら
れ
」
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
ず
、こ
れ
は
「
鷹
の
家
の
秘
事
」
と
い
え
よ
う
。
鷹
術
の
他
流
に
お
い
て
は
「
と
り
し
ら
む
事
」

を
「
き
れ
鷹
」（
鳥
を
取
り
損
ず
る
鷹
）と
も
言
っ
て
い
る
。

（
42
）		

「
ま
び
さ
し
あ
れ
て
」
は
、
鷹
の
目ま

び
さ
し廂（

目
の
上
部
に
あ
る
骨
様
の
高
く
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
）が
荒
々
し
く
、
と
い
う
こ
と
。「
つ
み

が
ほ
」
は
、雀つ

鷂み

と
い
う
小
鷹
の
顔
の
よ
う
に
精
悍
な
顔
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
な
お
、近
衛
龍
山
は
こ
の
98
番
歌
の
注
釈
を
「
相

形
圖
と
し
て
政
頼
秘
藏
の
書
」
を
引
用
し
な
が
ら
、
書
い
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
諏
訪
流
の
始
祖
の
源
政
頼
の
こ
と
で
あ
る
。

（
43
）		

「
べ
に
つ
け
・
そ
し
と
・
丸
・
む
ち
う
ち
」
は
兎
の
体
の
部
位
の
名
で
あ
ろ
う
か
。
丸
は
肝
臓
で
あ
る
。
鷹
が
取
っ
た
兎
は
、
木

の
杖
な
ど
に
か
け
て
進
上
し
た
り
す
る
の
だ
が
、
そ
の
掛
け
方
は
い
く
つ
か
あ
っ
て
、
む
ず
か
し
い
。

（
44
）		

鷹
は
鳥
屋
に
入
る
直
前
に
と
ら
え
て
与
え
ら
れ
た
雌め
ん
ど
り雉
の
肝
の
味
が
忘
れ
ら
れ
ず
に
い
て
、
鳥
屋
を
出
さ
れ
て
初
め
て
の
狩
り

に
も
活
躍
す
る
と
い
う
。
春
夏
の
雌め
ん
ど
り雉
の
味
わ
い
は
よ
ろ
し
い
。
雄お
ん
ど
り雉
は
苦
み
が
あ
っ
て
い
け
な
い
。
な
お
、
鳥
屋
入
れ
の
日
は

寅
申
の
日
と
し
、「
諏
訪
明
神
へ
み
き
な
ど
を
そ
な
へ
」、
千
秋
萬
歳
を
祝
い
、「
鷹
の
祈
祷
」
を
行
う
、
と
見
え
て
い
る
。
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（
四
）　

鷹
書
と
し
て
の
『
龍
山
公
鷹
百
首
』

　
『
龍
山
公
鷹
百
首
』
に
自
注
を
施
す
に
あ
た
っ
て
近
衛
龍
山
は
①
「
諸
木
抄
」・
②
「
放
鷹
記
」
と
い
う
鷹
書
を
参
照
し

て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　

①
に
つ
い
て
は
、
11
番
歌
注
に
「
高
國
朝
臣
、
彼
諸
木
抄
廿
巻
の
聞
書
に
見
へ
た
り
。「
諸
木
抄
」
は
犬
追
物
。
笠
懸
。

弓
馬
。
軍
陣
。
か
ち
だ
ち
。
御
前
の
時
宜
。
禮
節
仕
付
方
。
鷹
の
道
諸
道
を
し
る
し
お
か
る
ゝ
聞
書
也
。
可
レ
見
レ
之
。」

と
あ
る
。

　

こ
こ
に
「
高
國
朝
臣
」
と
あ
る
の
は
、
宇
治
大
納
言
と
も
い
わ
れ
た
源
隆
国（
一
〇
〇
四

～
七
七

）の
こ
と
で
あ
ろ
う
。『
宇
治
大

納
言
物
語
』
の
編
者
と
し
て
著
名
で
あ
る
。
こ
の
物
語
は
イ
ン
ド
・
中
国
・
日
本
三
国
の
諸
説
話
集
で
あ
っ
て
、
鎌
倉
時

代
成
立
の
宇
治
拾
遺
物
語
・
今
昔
物
語
集
・
古
今
著
聞
集
・
打
聞
集
な
ど
に
多
く
の
説
話
が
採
用
さ
れ
て
い
る
。「
諸
木
抄
」

の
名
は
、
今
の
と
こ
ろ
他
に
そ
の
存
在
を
立
証
し
得
な
い
け
れ
ど
も
、
近
衛
龍
山
の
蔵
書
に
は
あ
っ
た
ら
し
い
。
龍
山
は

「
諸
木
抄
」
の
中
か
ら
、「
禁
野
の
雉
八
重
羽
に
し
て
足
も
三
あ
り
」、
こ
の
雉
は
「
合
す
る
鷹
を
と
り
こ
ろ
し
け
る
化
鳥

也
」、「
雉
の
足
を
別
足
と
い
ひ
な
ら
は
す
事
。
禁
野
の
雉
よ
り
お
こ
れ
り
。」
と
い
う
一
説
を
引
い
て
い
る（
１
）。

　

鷹
の
鳥
と
い
え
ば
雉（
と
く
に
雌
鳥
）で
あ
り
、
そ
の
脚
が
珍
重
さ
れ
る
の
だ
が
、
こ
れ
を
鷹
詞
と
し
て
「
別
足
」
と

称
し
た
。
そ
の
由
縁
に
こ
だ
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。「
雉
の
足
に
か
ぎ
り
今
に
別
足
と
云
也
。
同
事
な
が
ら
山
鳥
の
足
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を
ば
別
足
と
云
べ
か
ら
ず
と
也
。」
と
龍
山
は
く
り
か
え
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
11
番
歌
注
に
お
い
て
「
別
足
」
に
つ
い
て
強
調
す
る
の
は
ど
ん
な
理
由
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
八
咫

烏
の
よ
う
に
三
本
の
足
を
も
つ
な
ど
と
い
う
異（
化
）鳥
伝
承
が
「
別
足
」
の
話
に
も
認
め
ら
れ
る
。「
諸
木
抄
」
に
は
、「
昔
仁

德
天
皇
御
悩
有
時
に
相
者
云
。
彼
雉
の
た
ゝ
り
な
り
と
。」
と
い
う
伝
承
が
あ
っ
た
と
い
う
。
そ
し
て
、「
保
昌
卿
と
云
人

渡
唐
し
て
。
鷹
を
習
て
日
本
へ
歸
り
。
此
雉
を
あ
わ
す
る
に
。
彼
化
鳥
三
足
の
別
足
に
て
鷹
に
向
ふ
」
の
を
鶚み
さ
ごと
い
う
鷹

が
「
ま
ち
か
け
」
と
し
て
放
た
れ
「
八
重
羽
の
雉
を
取
か
た
め
」
た
と
伝
え
て
い
る
。
こ
の
鶚
と
い
う
鷹
は
「
八
ツ
・
ハ

シ
イ
イ
」
と
呼
ば
れ
た
が
、
長
く
そ
の
名
は
秘
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
、
と
龍
山
は
述
べ
て
い
る
。（
１
）

　

さ
ら
に
「
鷹
の
根
元
は
。
天
笠（
竺
）摩
伽
陀
國
清
來
と
云
者
唐
へ
來
り
て
。
泰
山
道
の
麓
に
て
仕
始
也
。
日
本
に
て
は
仁
德

天
皇
の
御
時
に
保
昌
卿
仕
は
じ
め
。待
か
け
を
も
た
く
み
出
し
。彼
化
鳥
を
と
ら
せ
け
る
と
な
ん
。」と
も
言
及
し
て
い
る
。

こ
こ
に
保
昌
卿
と
あ
る
の
は
、
今
昔
物
語
集
に
も
登
場
す
る
藤
原
保
昌（
九
五
八
―

一
〇
三
六
）の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
仁
徳
天
皇
の
時

代
に
は
ま
る
で
符
合
し
な
い
か
ら
、
甚
だ
信
憑
性
に
欠
け
る
が
、
そ
の
よ
う
な
考
証
は
余
り
意
味
を
も
た
な
い
。
龍
山
は

鷹
術
に
お
い
て
、
甚
だ
神
秘
的
な
「
禁
野
の
雉
八
重
羽
に
し
て
。
足
も
三
あ
り
。」
と
い
う
由
緒
を
滔
々
と
弁
じ
立
て
る

と
こ
ろ
に
ね
ら
い
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
聴
か
さ
れ
る
の
は
、
豊
臣
秀
吉
と
徳
川
家
康
に
仕
え
る
鷹
匠
た
ち
で

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

そ
れ
ゆ
え
、「
待
か
け
」
の
鷹
を
巧
み
に
使
い
、
雉
を
と
ら
え
る
術
を
鷹
匠
た
ち
に
要
求
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
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れ
は
、
仁
徳
天
皇
時
代
こ
の
か
た
の
鷹
匠
の
必
須
条
件
と
み
な
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
近
衛
龍
山
は
、
当
代
の
鷹
匠
ま

た
鷹
数
寄
な
大
名
な
ら
誰
で
も
が
周
知
の
清
來
の
名
を
し
ば
し
ば
持
ち
出
し
て
い
る
。

　

同
じ
く
11
番
歌
注
に
お
い
て
、「
清
來
も
西
來
と
も
か
け
り
、
又
は
政
頼
と
も
後
に
は
書
也
、
㋐
子
細
秘
事
也
、
日
本

へ
も
わ
た
れ
る
事
、
㋑
鷹
の
家
に
秘
し
お
く
口
傳
共
あ
る
と
也
、
付
、
㋒
つ
き
鷹
と
い
へ
る
鷹
有
、
政
頼
が
聟
禰
津
神
平
が

鷹
と
注
之
、
付
、
㋓
放
鷹
記
と
云
書
に
、
鷹
仕
様
被
レ
注
之
、
㋔
鷹
の
起
鷹
経
に
見
へ
た
り
、
同
相
形
圖
放
鷹
記
に
注
之
、」

と
も
述
べ
て
い
る
。

　

㋐
・
㋑
の
よ
う
に
、
鷹
術
も
ま
た
秘
事
・
口
伝
に
属
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
今
更
い
う
ま
で
も
あ
る
ま
い
。
し
か

し
、
或
る
儀
礼
や
由
緒
は
公
然
と
披
露
さ
れ
な
け
れ
ば
、
そ
の
も
の
の
価
値
は
誰
に
も
評
価
さ
れ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
右

に
取
上
げ
た
「
別
足
」
の
よ
う
に
、
こ
と
さ
ら
宣
伝
さ
れ
る
必
要
が
あ
っ
た
。「
別
足
」
を
焼
い
て
食
す
る
と
き
、
味
覚

を
い
や
が
う
え
に
く
す
ぐ
る
の
は
、
鷹
の
鳥
の
由
緒
で
あ
っ
た
と
も
思
わ
れ
る
。

　

㋒
つ
き
鷹
は
「
つ（
次
・
継
）ぎ
鷹
」
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
先
述
し
た
「
ま
ち
か
け
」
の
鷹
の
こ
と
で
あ
る
。
㋒
は
当
代
流

行
の
弥
津
流
・
諏
訪
流
・
大
宮
流（
同
系
統
の
流
派
）が
最
も
誇
り
と
す
る
弥
津
神
平
貞
直
の
こ
と
で
あ
る
。
㋔
は
、『
新
修

鷹
経
』
こ
そ
、
我
が
国
鷹
術
の
原
典
4

4

で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
近
衛
龍
山
は
、
そ
の
鷹
経
の
写
本
を
所

蔵
し
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
こ
と
さ
ら
強
調
し
て
い
る
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　

以
上
、「
諸
木
抄
」
を
め
ぐ
る
問
題
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
の
で
あ
る
が
、
龍
山
は
こ
の
ほ
か
に
、
㋓
に
あ
る
よ
う
に
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「
放
鷹
記
」と
い
う
鷹
書
を
参
照
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。中
澤
克
明
氏
の
研
究
に
よ
れ
ば
、「
放
鷹
記
」は
文
亀
三
年（
一

五
〇
三
）に
秋
山
近
江
守
泰
忠
が
著
わ
し
た
も
の
と
い
う（
２
）。「
放
鷹
記
」
に
関
し
て
は
16
番
歌
注
に
お
い
て
も
触
れ
て

い
る
。
そ
こ
で
は
、「
狩
聲
も
四
季
に
調
子
か
は
る
也
。」
と
あ
っ
た
り
、
鷹
を
よ
び
よ
せ
る
声（
を
（
招
）き
聲
）は
「
ほ
ふ
」
と

い
う
と
あ
る
。「
放
鷹
記
」
は
「
仁
徳
天
皇
御
時
鷹
の
作
法
を
書
た
る
書
也
」
と
し
て
い
る
。
そ
れ
は
鷹
書
の
特
性
を
如

実
に
示
し
た
も
の
と
理
解
で
き
る
。
つ
ま
り
、
鷹
の
由
緒
・
故
実
、
ま
た
新
修
鷹
経
の
基
本
構
造
に
依
拠
す
る
こ
と
に
よ

る
正
当
性
な
ど
の
条
件
を
充
足
し
よ
う
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
条
件
を
意
識
し
つ
つ
、
叙
述
さ
れ
た
の
が
「
龍
山
公
鷹
百
首
」
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
単
に
鷹
詞
を
詠
み

こ
ん
だ
歌
集
に
と
ど
ま
ら
ず
、
各
首
の
注
釈
に
お
い
て
、
鷹
書
の
必
須
条
件
を
そ
な
え
る
と
い
う
工
夫
を
こ
ら
し
た
鷹
書

で
あ
っ
た
と
評
価
で
き
る
の
で
あ
る
。

注（
１
）	　
「
禁
野
の
雉
」
に
つ
い
て
は
、ほ
か
の
鷹
書
に
も
触
れ
ら
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、『
定①
家
問
答
』（
続
群
書
類
従

第
⓳
輯
中

）で
あ
り
、『
放②
鷹
記
』

（
文
亀
三
年（
一
五
〇
三
）

秋
山
近
江
守
泰
忠

）で
あ
り
、『
調③
子
家
由
緒
書
』（『
長
岡
京
市
史　

資
料
編
２　
　
　
　

古
代
・
中
世
・
家
わ
け
』
一
九
九
二
年
）な
ど
が
あ
る
。

　
　

	　

①
に
は
「
有
時
、
御
門
、
御
な
ふ
な
り
し
時
、
さ
う
人
う
ら
な
ひ
奉
れ
ば
、
か
た
野
に
三
足
あ
り
し
雉
子
、
御
狩
あ
り
て
お
ほ

鷹
に
て
彼
三
足
の
雉
子
、
と
り
給
へ
ば
、
す
な
は
ち
御
悩
平
給
也
。」
と
あ
る
。
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②
で
は
、「
文
徳
天
皇
の
御
宇
」
と
し
、
帝
の
「
悩
み
」
を
平
癒
す
る
た
め
、「
御
子
の
惟
喬
の
親
王
」
が
「
め
い
よ
の
鷹
か
ひ
」

在
原
業
平
を
供
に
し
て
、
三
足
の
雉
を
と
ら
え
た
、
と
す
る
。「
そ
れ
よ
り
此
か
た
、
今
に
至
ま
て
三
足
の
雉
を
御
調
に
そ
な
へ

奉
る
也
。
今
は
常
の
雉
に
別
の
鳥
の
足
を
一
つ
つ
き
て
そ
な
へ
ま
い
ら
す
る
也
。」
と
あ
る
。

　
　

	　

③
は
近
衛
府
官
人
と
し
て
、
ま
た
摂
関
家
随
身
と
し
て
鷹
飼
を
も
っ
て
き
こ
え
た
下
毛
野
氏
か
ら
出
た
調
子
家
の
所
伝
で
あ
る

が
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
、「
河
内
ニ
片
野
禁
野
両
郷
之
段
別
、
是
ハ
調
子
預
申
、
御
鷹
ニ
而
禁
野
之
三
足
雉
を
と
ら
せ
、
忽　

天
子

御
脳（

悩
）平
安
故
、
御
ほ
う
び
と
し
て
千
貫
文
之
段
別
被
下
、
又
改
テ
鷹
飼
之
御
倫（

綸
）旨
頂
載（

戴
）仕
、
于
今
其
時
之
鷹
装
束
道
具
以
下
御
綸

旨
書
物
等
御
座
候
事
、
東
照
宮
権
現
様
ノ
御
代
御
上
洛
之
刻
、
伏
見
之
御
城
調
子
一
門
ヲ
被
二
召
寄
一
、」
と
見
え
て
い
る
。

　
　
　

な
お
、
本
注
記
は
二
本
松
泰
子
氏
『
中
世
鷹
書
の
文
化
伝
承
』（
三
弥
井
書
店　
　
　

平
成
二
十
三
年
二
月
）に
多
く
を
学
ん
だ
も
の
で
あ
る
。

（
２
）　

中
澤
克
明
氏
「
鷹
書
の
世
界
―
鷹
狩
と
諏
訪
信
仰
」
五
味
文
彦
氏
編
『
芸
能
の
中
世
』（
吉
川
弘
文
館

二
〇
〇
〇
年
）
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結　
　

び

　

以
上
か
ら
、「
龍
山
公
鷹
百
首
」
を
通
じ
て
、
鷹
を
飼
う
こ
と
の
難
し
さ
と
楽
し
さ
、
鷹
狩
り
の
実
況
な
ど
が
、
手
に

取
る
よ
う
に
分
か
る
で
あ
ろ
う
。

　

鷹
の
獲
物
は
雉
子
が
す
こ
ぶ
る
喜
ば
れ
て
、
鷹
の
鳥
と
い
え
ば
雉
子
に
決
ま
っ
て
い
た
ほ
ど
で
あ
り
、
百
首
の
中
に
頻

出
す
る
。
そ
れ
は
、
当
時
流
行
の
茶
会
の
懐
石
料
理
に
不
可
欠
の
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
、
太
閤
秀
吉
な
ど
を
大
い
に
納
得

さ
せ
た
に
ち
が
い
な
い
。

　

鶉
や
雲
雀
を
と
る
に
は
、
鷂
や
隼
、
長
元
坊
な
ど
の
い
わ
ゆ
る
小
鷹
が
つ
か
わ
れ
た
こ
と
も
分
か
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

こ
の
百
首
に
は
、
鶴
や
白
鳥
を
捉
え
る
歌
は
無
か
っ
た
。
鶴
・
白
鳥
を
取
る
鷹
は
特
訓
を
受
け
た
逸
物
で
あ
っ
た
で
あ
ろ

う
。
鶴
・
白
鳥
取
り
の
鷹
の
こ
と
は
、
奥
州
の
伊
達
政
宗
や
関
東
移
封
以
後
の
徳
川
家
康
の
場
合
に
頻
出
す
る
の
だ
が
、

そ
れ
は
後
章
に
於
い
て
触
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

次
に
、
近
衛
龍
山
の
場
合
、
特
に
巣
鷹
を
ほ
め
て
い
る
。「
逸
物
比
類
な
き
ふ
る
ま
ひ
」
の
鷹
と
し
て
、「
巣
鷹
、
鳥
屋

日
向
鷹
な
る
べ
し
、
西
国
鷹
奔
走
也
、
西
国
は
大
略
巣
鷹
也
。
網
懸
稀
也
」
と
述
べ
て
い
る
。
そ
れ
は
近
衛
龍
山
が
、
先

述
し
た
よ
う
に
日
向
、
大
隅
、
薩
摩
な
ど
に
下
向
し
て
実
見
し
た
鷹
の
こ
と
を
意
識
し
て
い
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

こ
の
く
だ
り
を
聞
い
た
太
閤
秀
吉
は
、
素
直
に
そ
の
よ
う
に
受
け
止
め
た
ろ
う
が
、
徳
川
家
康
は
、
許
容
し
つ
つ
、
内
心
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で
は
東
国
な
か
ん
ず
く
奥
州
の
巣
鷹
に
勝
る
も
の
は
な
い
と
思
っ
た
で
あ
ろ
う
。

　

そ
れ
は
さ
て
お
く
と
し
て
、
近
衛
龍
山
と
い
う
人
物
は
、
鷹
狩
大
流
行
の
当
代
に
お
い
て
、
鷹
お
よ
び
鷹
狩
に
対
す
る

強
い
自
負
心
を
持
っ
て
、
右
に
見
た
「
鷹
百
首
」
を
つ
く
っ
た
と
断
定
で
き
る
。
そ
し
て
、
織
豊
期
に
お
け
る
鷹
術
の
正

当
な
流
儀
に
つ
い
て
確
言
を
下
し
、
豊
臣
秀
吉
や
徳
川
家
康
の
鷹
狩
の
筋
道
を
誘
導
し
た
に
ち
が
い
な
い
。

　

朝
廷
伝
統
の
放
鷹
術
は
、
持
明
院
流
・
西
園
寺
流
な
ど
が
主
流
で
あ
っ
て
禁
野
の
放
鷹
に
伝
え
ら
れ
て
い
た
が
、
慶
長

十
七
年（
一
六
一
二
）に
徳
川
家
康
が
公
家
衆
に
対
し
て
放
鷹
を
禁
じ
た
か
ら
、
や
が
て
衰
え
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は

次
の
史
料
が
示
し
て
い
よ
う
。

　

	「
今
度
為
二
上
意
一
被
二
仰
出
一
候
家
々
之
学
問
行
儀
之
事
、
無
二
由
断
一
相
嗜
可
レ
申
候
。
并
鷹
つ
か
ひ
申
間
敷
候
旨
、

得
二
其
意
一
存
候
。
惣
し
て
拙
子
者
鷹
不
レ
持
候
」　	（
中
村
孝
也
氏
『
徳
川
家
康
文
書
の
研
究
』
下
巻
之
一
所
収
、
慶
長
十
七
年
六
月
八
日

付
、
山
科
言
緒
よ
り
廣
橋
兼
勝
、
勧
修
寺
光
豊
に
提
出
せ
る
請
書（「
言
継
卿
記
」
所
載
））

つ
ま
り
、
公
家
は
家
々
の
「
学
問
行
儀
」
の
こ
と
を
油
断
な
く
嗜
め
ば
よ
い
の
で
あ
っ
て
、「
鷹
つ
か
ひ
」
な
ど
は
停
止

せ
よ
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

　

近
衛
龍
山
が
歿
し
た
の
は
、
そ
の
慶
長
十
七
年
五
月
八
日
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
い
う
。
七
十
七
歳
で
あ
っ
た
。

	
	

（
初
出
『
國
學
院
雑
誌
』
第
八
十
九
巻

十
一
号　

昭
和
六
十
三
年
十
一
月	

）
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第
五
章　

織
田
信
長
と
鷹
狩

は　

じ　

め　

に

　

織
田
信
長
は
、
こ
よ
な
く
鷹
を
愛
し
、
鷹
狩
に
、
こ
と
の
ほ
か
熱
心
で
あ
っ
た
。
言
わ
ば
、〝
鷹
の
数
寄
者
〟で
あ
っ
た
。

　

豊
臣
秀
吉
も
信
長
な
き
後
に
は
、
鷹
の
数
寄
者
に
成
り
上
が
っ
た
し
、
徳
川
家
康
も
ま
た
、
一
段
と
鷹
数
寄
な
大
名
と

し
て
知
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
三
者
が
活
躍
し
た
時
代
は
、鷹
を
飼
い
、鷹
を
仕
う
こ
と
が
著
し
く
流
行
し
て
い
た
の
で
あ
っ

た
。

　

本
章
に
お
い
て
は
、
織
田
信
長
の
鷹
狩
が
、
他
の
諸
大
名
に
比
し
て
、
ど
の
よ
う
な
特
性
を
も
ち
、
い
か
な
る
要
因
に

促
さ
れ
て
、
そ
の
変
質
を
と
げ
て
発
展
し
て
行
く
か
を
考
察
し
よ
う
。
そ
し
て
、
信
長
の
鷹
狩
が
、
や
が
て
、
秀
吉
や
家

康
に
、
ど
の
よ
う
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
か
に
つ
い
て
も
言
及
し
よ
う
。
次
い
で
、
信
長
の
天
下
一
統
の
版
図
の
拡
大
に
つ
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れ
て
、
織
田
氏
の
も
と
に
進
上
さ
れ
る
、
数
多
の
鷹
に
秘
め
ら
れ
た
戦
国
諸
大
名
の
意
図
を
推
察
し
て
み
た
い
。
戦
国
大

名
の
外
交
裡
に
介
在
さ
れ
る
鷹
に
、
い
っ
た
い
、
ど
ん
な
秘
密
が
あ
っ
た
と
み
る
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
も
し
も
、

こ
の
秘
密
が
解
明
さ
れ
る
な
ら
ば
、
近
世
武
家
社
会
に
お
い
て
、
鷹
が
重
用
さ
れ
る
意
味
が
把
握
で
き
る
に
ち
が
い

な
い
。

　

本
章
は
、「
織
田
信
長
と
鷹
狩
」
と
題
し
つ
つ
、
特
に
、
信
長
と
鷹
と
に
つ
い
て
も
触
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
織
田
氏

の
天
下
統
一
へ
の
野
望
と
そ
の
意
義
を
、
新
た
な
角
度
か
ら
、
と
ら
え
な
お
そ
う
と
試
み
た
も
の
で
あ
る
。

第
一
節　
　

信
長
の
鷹
狩
の
独
創
性

　

青
年
の
頃
の
信
長
は
、
弓
・
鉄
砲
・
兵
法
の
習
練
と
な
ら
ん
で
、
度
繫
く
、
鷹
を
拳
に
据
え
て
は
、
鷹
野
に
馬
を
走
ら

せ
て
い
た
と
い
う（『
信
長
公
記
』
天
沢

長
老
物
か
た
り
の
事
）。
そ
し
て
、
こ
の
鷹
野
に
出
る
時
は
、
信
長
の
手
廻
衆
と
し
て
、
弓
衆
三
人
、
鎗

衆
三
人
を
従
え
、
そ
の
他
に
、
鳥
見
衆（１
）二
十
人
を
同
行
し
た
と
『
信し
ん
ち
ょ
う
こ
う
き

長
公
記
』（「
六
人
の
衆

と
い
ふ
事
」）に
あ
る
。
同
書
に
よ
れ
ば
、

信
長
の
鷹
狩
の
状
況
が
、
次
の
よ
う
に
具
体
的
に
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　

鷹
野
の
時
は
、
廿
人
鳥
見
の
衆
と
申
事
被
二
申
付
一
、
二
里
三
里
御
先
へ
罷
参
候
て
、
あ
そ
こ
の
村
、
爰
の
在
所
に
、

　
　

鷹（
雁
カ
）
有
鶴
有（２
）と
、
一
人
鳥
に
付
置
一
人
は
注
進
申
事
候
、
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鷹
狩
の
獲
物
と
な
る
雁
・
鶴
な
ど
の
諸
鳥
を
発
見
し
た
鳥
見
衆
の
注
進
を
受
け
る
と
、
信
長
は
、
愈
々
万
全
を
期
し
て
、

目
標
に
接
近
し
て
行
く
わ
け
で
あ
る
。

　
　

	
馬
乗
一
人
、
山
口
太
郎
兵
衛
と
申
者
、
わ
ら
を
あ
ぶ
付
に
仕
候
て
、
鳥
の
ま
は
り
を
そ
ろ
り
そ
ろ
り
と
乗
ま
は
し
、

次
第
次
第
に
近
よ
り
、
信
長
は
御
鷹
居（す
え
）給ひ
、
鳥
の
見
付
候
は
ぬ
様
に
、
馬
の
影
に
ひ
っ
付
て（３
）、
ち
か
よ
り
候
し
時

は
し
り
出
、
御
鷹
を
被
レ
出
、

と
あ
る
。
一
方
、
目
標
の
鳥
の
近
辺
に
は
、「
向む
か
い
ま
ち待」

な
る
者
を
設
定
し
、
こ
れ
に
田
を
耕
や
す
素
振
り
を
さ
せ
て
お
く

の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
信
長
が
放
っ
た
鷹
が
、
雁
・
鶴
な
ど
を
組
伏
せ
て
い
る
と
き
、
こ
の
「
向
待
」
が
、
た
だ
ち
に

鳥
を
お
さ
え
る
と
い
う
手
筈
な
の
で
あ
っ
た
。
察
す
る
に
、「
向
待
」は
鷹
匠
で
あ
ろ
う（４
）。
獲
物
の
血
の
に
お
い
を
嗅
い
で
、

は
や
る
鷹
を
巧
妙
に
な
だ
め
ね
ば
な
ら
ぬ
か
ら
で
あ
る
。
織
田
信
長
も
ま
た
、
す
ぐ
れ
た
鷹
仕
い
の
技
を
習
得
し
て
い
た

こ
と
は
、「
信
長
は
達
者
候
間
、
度
々
お
さ
へ
ら
れ
候
、」
と
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
わ
か
る
。

　

織
田
信
長
に
限
ら
ず
、
戦
国
大
名
は
、
総
じ
て
、
こ
の
鷹
仕
い
に
興
味
を
も
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
戦
国
時
代
の
武

将
の
書
状
や
、
記
録
、
雑
記
類
中
に
、
そ
の
証
左
を
数
多
く
認
め
る
こ
と
が
で
き
る（
５
）。

　

ま
た
、
三
河
の
松
平
家
忠（
家
康
の
属
将
）が
記
し
た
、『
家
忠
日
記
』
に
も
、
家
忠
自
身
の
頻
繁
な
鷹
狩
は
も
と
よ
り
、

「
信（松
平
）康山
鷹
へ
出
ら
れ
候
」（
天
正
六
年
霜

月
六
日
の
条
）と
か
、「
家
康
吉
良
へ
為
二
御
鷹
一
、
被
レ
越
候
」（
天
正
七
年
正

月
廿
日
の
条
）な
ど
と
あ
っ
て
、

三
河
時
代
の
家
康
や
、
そ
の
家
臣
団
の
鷹
狩
が
よ
く
わ
か
る
の
で
あ
る（６
）。
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さ
ら
に
、
薩
摩
島
津
氏
の
老
臣
上
井
覚
兼
の
日
記（『
上う

わ

井い

覚

兼
日
記
』）に
は
、
南
国
の
鷹
狩
の
有
様
が
具
さ
に
示
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
伊
勢
貞
知
の
養
子
、	

有

川
平
右
衛
門
の
ち
貞
昌
）

「
貴
（
島
津
義
久
）

殿
様
御
鷹
ね
ら
ひ
物
に
御
出
候
」（
天
正
二
年
十
一

月
十
日
の
条

）と
か
、「
伊（日
置
郡
）

集
院
衆
鷹
師
有
川
方
、（
中
略
）良（義
久
）久鷹
之
儀
な
と
物
語
也
」

（
天
正
十
二
年
十
一

月
十
六
日
の
条

）な
ど
と
あ
る（７
）。

　

以
上
の
例
証
に
よ
っ
て
も
、
織
田
信
長
が
、
早
く
か
ら
、
武
将
の
嗜
み
と
し
て
の
鷹
狩
に
精
を
出
し
て
い
た
こ
と
は
推

察
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、『
信
長
公
記
』
の
記
載
に
は
、
他
に
は
み
ら
れ
な
い
特
殊
性
が
存
在
す
る
。
そ

れ
は
、
信
長
の
場
合
、
単
に
「
た
か
の
へ
い
て
候
」
と
い
う
が
如
き
一
般
的
表
現
に
終
ら
ず
に
、
必
ず
と
言
っ
て
よ
い
ほ

ど
、
鷹
狩
の
構
成
・
方
法
等
に
触
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
信
長
は
常
に
鷹
狩
に
臨
ん
で
、
手
廻
衆
・
小
姓
衆
・
馬
廻
衆
・

弓
衆
な
ど
の
、
直
属
・
側
近
の
武
士
を
動
員
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
信
長
を
中
核
と
し
、
直
属

家
臣
の
集
団
が
こ
れ
を
と
り
囲
み
、
鳥
見
衆
を
先
発
さ
せ
、
注
進
・
伝
令
の
役
を
確
認
し
、
責せ

子こ

衆
に
は
目
標
の
諸
鳥
を

包
囲
さ
せ
、「
向
待
」
の
ご
と
き
役
目
も
設
定
す
る
。

　

そ
の
様
子
は
、
ま
さ
に
鷹
狩
を
戦
陣
に
擬
し
て
い
る
と
い
う
特
性
が
察
せ
ら
れ
る
。
後
年
、
徳
川
家
康
は
、
鷹
匠
・
鳥

見
の
衆
を
し
て
、
農
民
統
制
の
一
助
と
し（『
校
合
雑
記
』）、
武
家
・
大
名
の
鷹
狩
は
、
変
乱
に
備
え
て
の
身
体
の
練
磨
を
目
的

と
し
て
行
な
う
の
で
あ
り
、「
其
上
家
中
諸
人
ノ
働
ヲ
見
届
ル
、
是
モ
亦
大
将
ノ
心
掛
嗜
ノ
一
ツ
也
」
と
語
っ
た
と
い
う

（『
岩
淵
夜

話
別
集
』）。
信
長
と
家
康
に
、
共
通
し
て
い
る
と
こ
ろ
は
、
鷹
狩
を
遊
楽
の
場
と
同
時
に
、
戦
陣
に
備
え
て
の
演
習
に
用
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い
て
い
る
点
で
あ
ろ
う
。
天
沢
0

0

な
る
使
僧
を
し
て
、
甲
斐
の
武
田
信
玄
に
披
露
せ
し
め
た
『
信
長
公
記
』
中
の
前
述
の
信

長
の
鷹
狩
は
、
若
年
期
の
信
長
の
独
異
性
を
表
現
せ
ん
が
た
め
の
記
載
で
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。「
信
長

の
武
者
を
し
ら
れ
候
事
道
理
に
て
候
よ
」
と
い
う
記
載
は
、
お
そ
ら
く
、
当
時
の
信
長
の
鷹
狩
に
お
け
る
特
性
を
強
調
し

た
い
が
た
め
で
あ
っ
た
に
相
違
な
い
。

　

信
長
の
鷹
狩
に
み
ら
れ
る
こ
の
よ
う
な
特
性
は
、
く
り
返
し
確
か
め
ら
れ
つ
つ
発
展
し
て
行
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
た

と
え
ば
、『
信
長
公
記
』
に
、「
信
長
ハ
、
日
々
、
御
弓
衆
・
御
責
子
に
て
、
御
鷹
つ
か
は
さ
れ
候
き
」（
天
正
八
年
閏
三
月

十
六
日
の
条
）と
あ
り
、
さ
ら
に
、

　
　

	

御
鷹
野
へ
御
出
、
古
池
田
・
東
之
野
に
て
御
狂
在
レ
之
、
御
馬
廻
・
御
小
姓
衆
に
は
、
馬
を
乗
さ
せ
ら
れ
、
御
弓
衆

御
そ
ば
に
を
か
せ
ら
れ
、
二
手
に
分
而
、
馬
乗
衆
・
御
責
子
衆
之
中
へ
懸
入
候
は
ん
と
、
馬
を
懸
ら
れ
、
信
長
公
、

御
せ
こ
衆
と
御
一
所
に
御
座
候
て
被
二
塞
せ
一
、
御
狩
有
て
、
御
気
を
晴
さ
せ
ら
れ
、
従
レ
其
直
に
御
鷹
野
也
、（
天
正
七
年
四

月
八
日
の
条
）

と
あ
っ
た
り
す
る
。

　

特
に
、
後
者
の
場
合
は
、
ち
ょ
う
ど
摂
津
の
荒
木
村
重
勢
を
攻
囲
し
て
い
る
最
中
に
行
わ
れ
て
お
り
、
直
属
家
臣
団
の

士
気
を
鼓
吹
す
る
ね
ら
い
が
察
知
で
き
る
。
な
お
、
同
年
三
月
に
、
織
田
信
長
は
長
男
信
忠
・
次
男
信
雄
と
と
も
に
軍
勢

を
率
い
て
「
摂
（
荒
木
村
重
）

州
伊
丹
表
」
に
進
撃
す
る
際
に
も
、「
路
次
す
か
ら
御
鷹
」
を
仕
っ
て
い
る（『
同
上
』
天
正
七

年
三
月
五
日
の
条
）。
あ
る
い
は

ま
た
、
尾
張
の
清
洲
・
三
河
の
吉
良
に
ま
で
出
向
い
て
鷹
狩
を
催
し
た
り
し
て
い
る
の
は
、
武
田
勝
頼
や
上
杉
謙
信
に
対
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す
る
牽
制
策
で
あ
っ
た
と
も
み
ら
れ
る（８
）。

　

要
す
る
に
織
田
信
長
の
鷹
狩
に
は
、
た
え
ず
戦
陣
に
備
え
て
の
充
分
な
る
機
動
力
を
意
識
し
た
性
格
が
存
在
し
た
と
言

え
る
よ
う
で
あ
る
。
武
田
氏
や
北
条
氏
、
ま
た
は
上
杉
氏
や
毛
利
氏
な
ど
の
鷹
狩
に
つ
い
て
詳
細
な
点
を
知
り
得
る
史
料

が
乏
し
い
か
ら
、
一
概
に
断
定
す
る
こ
と
は
避
け
た
い
が
、
伊
達
氏
や
島
津
氏
な
ど
に
お
け
る
鷹
狩
と
信
長
の
そ
れ
と
を

対
比
し
た
と
き
、
や
は
り
織
田
氏
の
鷹
狩
は
、
他
の
戦
国
大
名
よ
り
も
戦
闘
的
な
色
彩
を
帯
び
た
独
創
的
な
性
格
が
あ
っ

た
と
言
え
そ
う
で
あ
る
。

　

で
は
、
織
田
信
長
自
身
は
、
鷹
狩
に
つ
い
て
ど
ん
な
認
識
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
を
、
信
長
が
柴

田
勝
家
に
対
し
て
与
え
た
掟
書
の
条
中
に
考
察
し
て
み
た
い
。
す
な
わ
ち
、『
信
長
公
記
』
に
（
９
）

　
　

	

一
、
鷹
を
つ
か
ふ
べ
か
ら
ず
、
但
、
足
場
と
も
可
レ
見
た
め
に
は
、
可
レ
然
候
、
さ
も
候
は
ず
は
、
無
用
に
候
、
子

共
之
儀
は
、
不
レ
可
レ
有
二
子
細
一
候
事
、

と
あ
る
。
一
読
し
て
解
る
通
り
、こ
の
条
文
は
三
つ
の
要
素
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
。
第
一
に
、鷹
仕
い
を
禁
じ
、第
二
に
、

足
場
検
分
に
限
り
鷹
仕
い
を
認
め
て
も
よ
い
と
し
、
第
三
に
、
子
供
の
鷹
狩
は
さ
し
つ
か
え
が
な
い
と
し
て
い
る
。
以
下
、

こ
の
三
点
を
分
析
し
、
信
長
の
鷹
狩
の
認
識
を
論
じ
よ
う
。

　

ま
ず
、
何
ゆ
え
に
信
長
が
柴
田
勝
家
の
支
配
す
る
越
前
国
内
に
鷹
狩
を
禁
じ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
理
由
と
し
て
は
、
鷹

狩
に
耽
溺
す
る
の
余
り
身
を
滅
ぼ
し
、
又
は
奉
公
の
妨
げ
と
な
る
こ
と
を
憂
慮
し
て
の
こ
と
と
思
わ
れ
る（「
信
玄
家
法
」「
江ご

う

濃の
う

記き

」「
浅
井
三
代
記
」）。
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土
佐
の
『
長
宗
我
部
元
親
式
目
』
に
も
、「
家
老
よ
り
外
ハ
鷹
持
候
事
、
令
二
禁
制
一
事
」
と
あ
っ
て
、
こ
れ
を
裏
書
き
し

て
い
る
。
さ
ら
に
戦
国
大
名
が
領
内
に
施
行
し
た
鷹
狩
の
禁
止
策
や
、
鷹
餌
捕
獲
の
制
限
・
鷹
調
養
の
禁
止
・
鷹
尋
求
の

制
約
等
々
分
国
法（「
塵
芥
集
」「
大
内
家
壁
書
」

「
朝
倉
敏
景
十
七
箇
条
」
な
ど
）に
見
え
る
事
項
を
あ
わ
せ
て
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
織
田
氏
政
権
の
集
権
化
の

一
環
が
、
鷹
仕
い
の
禁

0

0

0

0

0

に
も
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。

　

鷹
狩
は
中
世
後
期
に
守
護
大
名
や
戦
国
大
名
と
そ
の
家
臣
集
団
に
も
流
行
し
つ
つ
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら
を
背
景

と
し
て
、
織
田
信
長
の
右
の
条
文
を
考
え
る
と
一
層
の
意
味
が
浮
き
出
て
く
る
。

　

第
二
に
、
足
場
0

0

な
ど
を
見
る
た
め
な
ら
、
鷹
を
つ
か
っ
て
も
よ
い
、
と
し
て
い
る
の
は
何
を
意
味
し
て
い
る
の
か
。
こ

こ
で
足
場
と
は
、
領
内
地
理
と
解
釈
で
き
る
。
即
ち
、
領
内
地
理
検
分
の
目
的
を
も
っ
た
鷹
狩
は
認
め
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
越
前
国
入
封
直
後
の
柴
田
勝
家
に
と
っ
て
、
領
国
支
配
上
不
可
欠
な
地
理
・
人
心
の
掌
握
に
際
し
、
鷹
狩
を
用
い

て
も
よ
い
と
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
既
に
言
及
し
た
通
り
、
織
田
信
長
の
鷹
狩
が
包
含
し
て
い
た
主
た
る

要
素
―
―
戦
陣
を
想
定
し
、
家
臣
団
と
の
紐
帯
を
強
化
し
、
陣
立
て
の
地
形
査
察
を
も
兼
ね
る
、
と
い
う
―
―
が
如
実
に

表
出
し
て
い
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
右
条
中
に
、「
さ
も
候
は
ず
は
無
用
に
候
」
と
強
調
し
て
い
る
こ
と
は
、
か
か
る

目
的
に
そ
わ
な
い
鷹
狩
を
禁
じ
て
い
る
こ
と
と
共
に
、
信
長
の
鷹
狩
観
の
強
い
表
現
と
解
し
得
る
わ
け
で
あ
る
。
信
長
が

鷹
狩
を
戦
略
上
の
一
助
と
み
な
し
て
い
た
こ
と
は
、
以
上
に
よ
っ
て
明
白
で
あ
る
。
こ
の
点
、
後
の
豊
臣
秀
吉
が
、
養
子

羽
柴
秀
次
に
対
し
て
与
え
た
訓
戒
状
の
中
、
度
を
過
さ
ぬ
ほ
ど
の
鷹
狩
な
ら
よ
い
と
し
て
、
鷹
狩
を
遊
楽
の
世
界
で
と
ら
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え
て
い
た
こ
と
と
顕
著
な
相
違
性
を
示
し
て
い
る
。

　

さ
て
、
最
後
に
信
長
が
武
士
の
子
供
の
鷹
狩
は
、
一
切
、
規
制
し
て
い
な
い
こ
と
に
着
目
し
よ
う
。
武
士
の
子
が
鷹
を

飼
い
、
狩
に
出
る
こ
と
は
、
戦
国
時
代
に
お
い
て
一
般
化
し
て
い
た
。
た
と
え
ば
、
安
芸
の
毛
利
元
就
が
、
そ
の
子
隆
元

の
病
弱
さ
を
案
じ
て
、「
来
年
な
と
よ
り
ハ
、
鷹
な
と
持
候
而
山
な
と
へ
も
あ
か
り
候
て
、
分
際
分
際
に
も
足
も
ほ
と
け

候
や
う
に
た
し
な
ミ
候
ハ
て
ハ
に
て
候
」
と
述
べ
、
武
将
の
子
が
体
を
鍛
え
ね
ば
、「
弓
矢
か
た
な
ら
て
ハ
」
生
き
ぬ
け

な
い
乱
世
に
対
処
で
き
ま
い
、
と
し
て
い
る
）
10
（

。
元
就
の
言
葉
は
、
戦
国
大
名
層
に
共
通
す
る
心
情
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
ま

た
、
今
川
氏
の
も
と
で
不
自
由
な
質
子
生
活
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
徳
川
家
康
で
さ
え
、
そ
の
間
に
、
小
鷹
仕
い
を
覚
え
て

い
た
の
で
あ
る（『
三
河
物
語
』）。
鷹
と
い
う
鳥
の
獰
猛
さ
を
手
な
ず
け
、
山
野
に
諸
鳥
を
追
う
若
き
日
に
、
乱
世
の
武
士
の
子

ど
も
達
は
、
い
つ
し
か
、
勇
猛
果
敢
か
つ
沈
着
な
性
格
を
形
成
し
て
い
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
ま
た
、
鷹
狩
に
よ
っ

て
取
獲
で
き
る
諸
鳥（
鷹
の
鳥
と
称
す
）は
、
人
々
の
食
欲
を
満
た
し
、
武
将
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
強
靭
な
体
軀
を
形
成
す

る
う
え
で
、
貴
重
な
栄
養
源
で
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
。

　

織
田
信
長
は
、
少
壮
の
頃
の
己
が
鷹
狩
の
愉
し
さ
と
効
果
と
を
想
起
し
、
越
前
国
内
の
武
士
の
子
に
、
鷹
仕
う
こ
と
を
、

む
し
ろ
奨
励
し
た
か
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。

　

か
く
て
、
先
掲
の
短
い
条
文
中
に
は
、
当
時
の
信
長
の
鷹
狩
に
関
す
る
認
識
が
凝
縮
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
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注（
１
）	　

鷹
野（
鷹
狩
）に
は
織
田
信
長
に
限
ら
ず
、
一
般
的
に
、
①
鳥
見
衆
に
よ
る
獲
物
の
諸
鳥
の
通
報
、
②
犬
飼
衆
に
牽
か
れ
る
何
匹

か
の
犬
、
③
鷹
を
臂
に
据
え
た
鷹
匠
、
④
鷹
野
馬
に
ま
た
が
り
、
自
ら
も
拳
に
鷹
を
据
え
た
主
人
お
よ
び
徒
歩
の
従
者
な
ど
が
出

か
け
る
。
こ
こ
に
「
廿
人
」
と
あ
る
の
は
、
か
な
り
鷹
場
が
広
い
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

（
２
）	　
「
鷹4

有
鶴
有
」
の
鷹4

は
雁4

で
な
け
れ
ば
文
意
は
成
り
立
た
な
い
の
で（
雁
カ
）と
し
て
お
く
。
写
本
の
と
き
に
誤
っ
た
も
の
で
あ

ろ
う
。

（
３
）	　

こ
れ
も
織
田
信
長
の
独
自
の
も
の
で
は
な
い
。「
鷹
野
馬
」
と
い
う
特
に
訓
練
さ
れ
た
馬
を
使
い
、
鷹
野
の
鳥
に
気
付
か
れ
ぬ

よ
う
接
近
す
る
方
法
で
あ
る
。

（
４
）	　

獲
物
を
爪
の
下
に
押
さ
え
こ
ん
だ
鷹
の
扱
い
方
し
だ
い
で
、
そ
の
鷹
の
次
回
の
働
き
振
り
が
左
右
さ
れ
る
。
褒
美
に
餌え

ご
う合
の
中

か
ら
鳩
の
肉
な
ど
を
与
え
る
か
、
そ
の
時
の
獲
物
の
心
臓
を
素
速
く
摘
み
出
し
て
与
え
る
、
な
ど
技
術
を
要
す
る
。

（
５
）	　

た
と
え
ば
、
天
正
二
年（
一
五
七
四
）の
『
伊
達
輝
宗
日
記
』
に
、
詳
細
な
記
述
が
あ
っ
て
、
伊
達
氏
の
鷹
狩
や
、
鷹
調
養
の
方
策
・

領
内
家
臣
か
ら
の
鷹
進
献
・
鷹
を
介
し
た
他
国
と
の
交
渉
等
々
に
つ
い
て
分
か
る
。
天
正
十
六
年（
一
五
八
八
）の
『
伊
達
天
正
日
記
』

は
、
政
宗
の
鷹
と
鷹
狩
に
関
す
る
幾
多
の
姿
を
伝
え
て
い
る
。「
御
た
か
共
あ
ま
た
め
し
い
た
さ
れ
候
て
御
覧
せ
ら
れ
候
」（
正
月　
二
日
条
）

と
か
、「
御
た（
鷹
屋
仕
置
）

か
や
し
お
き
お
ほ
せ
つ
け
ら
れ
候
」（
八
月　
　

廿
七
日
条
）な
ど
と
あ
る
。

（
６
）	　
『
家
忠
日
記
』
第
二
に
は
、
天
正
十
年（
一
五
八
二
）八
月
下
旬
の
余
白
に
は
、
さ
し
絵
が
書
か
れ
て
い
て
お
も
し
ろ
い
。
犬
飼
衆
が

狩
犬
を
連
れ
、
狩
杖
を
持
ち
拳
に
鷹
を
据
え
た
鷹
匠
の
絵
で
あ
る
。
当
時
の
鷹
仕
い
の
風
俗
を
伝
え
る
数
少
い
史
料
と
い
え
よ
う
。

な
お
、
当
代
の
武
家
の
鷹
狩
を
あ
ら
わ
し
た
絵
画
に
、「
鷹
狩
図
」（
重
要
文
化
財
、
静
岡
熱
海
美
術
館
蔵
、
小
学
館
版

『
原
色
日
本
の
美
術
』
⓭
、
一
〇
二
ペ
ー
ジ
参
照

）が
伝
存
す
る
。
織
田
信

長
の
鷹
狩
な
ど
も
、
基
本
的
に
は
、
こ
れ
ら
と
同
じ
で
あ
っ
た
ろ
う
。
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（
７
）	　
『
上
井
覚
兼
日
記
』（「
大
日
本
古

記
録
」
所
収

）中
の
「
伊
勢
守
心
得
書
」
に
よ
れ
ば
、
覚
兼
は
、
薩
摩
・
日
向
地
方
の
鷹
術
の
識
者
と
し
て
す

ぐ
れ
、島
津
家
臣
団
の
信
望
を
あ
つ
め
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
同
書
に
は
、「
鷹
之
事
ハ
、諏
方
流
と
て
当
家
無
二
余
儀
一
事
候
条
、

請
取
渡
志
、
餌
袋
な
と
ま
て
、
伊
因
へ
得
二
御
意
一
既
に
当
時
も
、
大
鷹
・
小
鷹
五
連
・
六
連
繫
置
候
上
者
、
余
々
不
知
案
内
に
て

は
無
レ
之
候
」
と
あ
る
。
こ
こ
に
言
う
諏
訪
流
と
は
、
信
濃
国
諏
訪
社
の
贄
鷹
の
術
か
ら
出
た
鷹
術
の
一
派
で
あ
る
。

（
８
）	　
『
信
長
公
記
』
天
正
四
年
十
二
月
十
日
の
条
・
同
十
三
日
の
条
・
同
廿
二
日
の
条
・
天
正
六
年
正
月
十
三
日
の
条
・
同
十
六
日
の
条
・

同
十
八
日
の
条
。

（
９
）	　

天
正
三
年
九
月　

日
付
掟
書
。
全
文
九
ヵ
条
か
ら
な
り
、
本
稿
に
引
用
し
た
も
の
は
第
七
条
目
に
あ
る
。
越
前
北
庄
城
に
封
じ

た
柴
田
勝
家
に
対
し
て
、
領
国
支
配
の
重
点
を
告
げ
て
い
る
。

（
10
）　
『
毛
利
家
文
書
』
所
収
、（
年
未
詳
）五
月
廿
七
日
付
毛
利
元
就
書
状
。
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第
二
節　
　

信
長
の
鷹
山
猟
と
参
内

　

織
田
信
長
の
鷹
狩
に
お
け
る
主
た
る
要
素
と
し
て
私
は
、
身
体
練
磨
・
領
内
地
理
の
検
分
・
陣
立
て
の
演
習
な
ど
三
つ

を
あ
げ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
三
つ
の
要
素
の
ほ
か
に
、
信
長
の
鷹
狩
に
は
政
治
的
示
威
性
と
い
う
新
し
い
要
素
が
付
加

さ
れ
て
き
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。
い
わ
ば
、
信
長
の
鷹
狩
の
変
容
で
あ
っ
た
。

　

で
は
、
こ
の
変
容
が
、
い
か
な
る
要
因
に
よ
っ
て
促
進
さ
れ
た
の
か
。
そ
し
て
、
そ
の
変
容
は
、
い
か
な
る
結
果
を
も

た
ら
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
以
下
、
し
ば
ら
く
考
察
を
め
ぐ
ら
せ
て
み
た
い
。

　

私
は
、
信
長
の
鷹
狩
に
お
け
る
新
た
な
変
容
が
、
彼
の
上
洛
達
成
に
よ
っ
て
、
室
町
幕
府（
足
利
将
軍
家
）と
の
交
渉
の

過
程
か
ら
現
れ
た
と
考
え
て
い
る
。
そ
の
背
景
に
、
信
長
の
「
天
下
布
武
」
の
目
標
が
存
在
し
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な

い
。
そ
し
て
既
に
公
家
放
鷹
の
故
実
に
影
響
さ
れ
て
い
た
足
利
将
軍
家
が
鷹
術
の
家
で
あ
り
幕
府
奉
公
衆
で
あ
っ
た
諏
訪

氏
や
故
実
家
伊
勢
氏
な
ど
に
よ
っ
て
鷹
狩
を
吸
収
し
て
い
た
こ
と
に
信
長
は
対
抗
し
よ
う
と
し
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ
よ

う
。
右
の
考
察
を
立
証
す
る
も
の
と
し
て
、
第
一
に
、
元
亀
元
年（
一
五
七
〇
）三
月
に
お
け
る
足
利
義
昭
主
催
の
鷹
狩
か

ら
検
討
し
て
み
よ
う
。
即
ち
、『
言
継
卿
記
』
に
、

　
　

五
日
、
癸
酉
天
晴
今
日
、
武
（
足
利
将
軍
義
昭
）

家
、
御
鷹
山
へ
（
１
）御
成
云
々
、
弾
（
織
田
信
長
）

正
忠
・
三
好
左
京（
義
継
）
太
夫
・
松
永
右（久
秀
）衛門
佐
等
、
各
参
云
々
、
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と
見
え
て
い
る
。
元
亀
元
年（
一
五
七
〇
）と
い
え
ば
、
織
田
信
長
が
足
利
義
昭
に
対
し
て
有
名
な
五
箇
条
の
事
書
を
発
し
、

信
長
の
圧
倒
的
な
優
位
性
を
示
し
た
年
で
あ
り（
奥
野
高
廣
氏
『
足

利
義
昭
』
参
照

）、
三
月
に
は
、
軍
勢
を
擁
し
た
信
長
が
、
岐
阜
城
か
ら

上
洛
を
果
し
て
い
た
直
後
に
あ
た
っ
て
い
る
。『
信
長
公
記
』（
同
年
三
月

五
日
の
条
）に
よ
れ
ば
、徳
川
家
康
も
上
洛
し
て
い
た
と
い
う
。

こ
の
よ
う
な
時
点
に
お
い
て
、
将
軍
義
昭
が
在
洛
の
信
長
を
は
じ
め
、
三
好
義
継
・
松
永
久
秀
ら
有
力
者
を
招
い
て
催
し

た
鷹
狩
に
は
、
将
軍
権
威
の
失
地
を
挽
回
せ
ん
と
す
る
意
図
が
存
在
し
た
こ
と
は
察
す
る
に
難
く
な
い
。

　

と
こ
ろ
で
、
足
利
将
軍
家
に
お
い
て
右
の
よ
う
な
鷹
狩
の
先
例
を
あ
げ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
天
文
十
四
年（
一
五

四
五
）二
月
に
催
さ
れ
た
、
京
都
八
瀬
に
お
け
る
「
と
ま
り
山
」（
泊
り
が
け
の
鷹
山
）が
適
当
で
あ
ろ
う
。
こ
の
鷹
狩
は
、

足
利
義
晴
が
主
催
し
、
近
衛
稙
家
や
大
覚
寺
義
俊
・
細
川
晴
元
な
ど
、
幕
府
内
外
の
要
人
が
参
加
し
た
大
規
模
な
も
の

で
あ
っ
た（『
言
継
卿
記
』　　
　

同
年
二
月
七
日
の
条
）。
す
で
に
そ
の
頃
、
将
軍
義
晴
の
も
と
に
は
、
鷹
術
の
故
実
に
も
通
じ
た
伊
勢
貞
孝
な
ど
が

出
仕
し
、
貞
孝
配
下
の
餌
飼
・
竹
鼻
弥
次
郎
を
名
鷹
の
産
地
伊
達
晴
宗
領
に
派
遣
し
て
、
逸
物
の
鷹
を
あ
つ
め
て
い
た
ほ
ど

で
あ
っ
た（２
）。

　

室
町
幕
府
は
い
つ
頃
か
ら
、
放
鷹
術
を
幕
府
儀
礼
の
中
に
導
入
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
一
つ
の
契
機
は
、
諏
訪
円

忠
が
「
諏
方
大
明
神
画
詞
」
と
と
も
に
、足
利
尊
氏
に
対
し
て
働
き
か
け
た
時
点
に
求
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
は
、

西
園
寺
家
や
持
明
院
家
が
「
鷹
の
家
」
と
し
て
の
伝
統
に
立
っ
て
、
公
家
放
鷹
を
足
利
将
軍
に
開
示
す
る
こ
と
が
多
か
っ

た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。
第
四
章
第
一
節
で
考
察
し
た
よ
う
に
、
応
仁
・
文
明
期
以
降
、
鷹
狩
の
流
行
は
明
か
で
あ
っ
た
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の
で
あ
る（
３
）。

　

元
来
、
鎌
倉
時
代
に
は
、
幕
府
に
よ
る
鷹
狩
停
止
令
に
も
拘
ら
ず
、
在
地
武
士
層
は
盛
ん
に
鷹
狩
を
実
施
し
て
い
た
と

考
え
ら
れ
る
。
朝
廷
公
家
に
於
て
も
、
殺
生
禁
止
令
に
も
拘
わ
ら
ず
、
禁
野
に
於
け
る
御
厨
子
所
の
放
鷹
は
不
可
欠
な
も

の
と
し
て
継
続
し
、
中
世
後
期
に
及
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。
守
護
大
名
と
戦
国
大
名
の
鷹
狩
は
以
上
の
よ
う
な
経
緯
の
上

に
成
り
立
っ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
足
利
将
軍
家
は
、
朝
廷
・
公
家
衆
社
会
と
守
護
大
名
・
戦
国
大
名
双
方
に
対
し
て
、

鷹
狩
を
通
し
て
も
権
勢
を
示
威
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
将
軍
家
の
朝
廷
に
対
す
る
鷹
の
鳥
献
上

を
は
じ
め
、
足
利
義
昭
が
諸
大
名
に
対
し
て
、
飽
く
こ
と
な
く
、
逸
物
の
鷹
の
進
納
を
督
促
し
た
事
実
に
も
あ
ら
わ
れ
て

い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
先
述
し
た
よ
う
に
元
亀
元
年（
一
五
七
二
）三
月
の
義
昭
主
催
の
「
御
鷹
山
」
に
は
、
織
田
信
長
が
未
だ

鷹
故
実
に
疎
い
と
み
た
将
軍
の
思
惑
が
ひ
そ
ん
で
い
た
か
と
も
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

さ
て
、
こ
の
よ
う
な
意
図
を
は
ら
ん
だ
右
の
鷹
狩
に
参
加
し
た
織
田
信
長
は
、
明
ら
か
に
、
鷹
の
故
実
と
鷹
狩
と
に
関

す
る
飛
躍
的
な
変
容
を
迫
ら
れ
た
に
違
い
な
い
。
そ
の
変
容
は
、
元
亀
元
年
以
後
の
信
長
の
鷹
の
扱
い
様
や
鷹
狩
の
規
模

の
な
か
に
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
以
下
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
具
体
的
に
検
討
し
て
み
よ
う
。

　

そ
の
最
初
と
し
て
、
天
正
三
年（
一
五
七
五
）十
月
に
越
前
一
向
宗
門
徒
総
攻
撃
終
了
直
後
に
、
岐
阜
城
か
ら
上
洛
す
る

織
田
信
長
が
十
四
居も
と

の
鷹
と
鷂
は
い
た
か三
居
を
行
軍
に
加
え
て
い
た
事
実
が
あ
げ
ら
れ
る（『
信
長
公
記
』
同

年
十
月
十
日
の
条
）。
こ
の
時
、
信
長
の
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上
洛
を
待
ち
う
け
る
「
摂
家
・
清
花（華
）・
隣
国
面
々
等
」
の
「
御
迎
衆
」
は
「
勢
田
・
逢
坂
・
山
科
・
粟
田
口
辺
」
に
「
み

ち
み
ち
て
」
い
た
と
い
う（『
同
上
』
同
月

十
二
日
の
条

）。
既
に
室
町
幕
府
は
滅
亡
し（
天
正
元

年
七
月
）、
流
落
の
将
軍
義
昭
は
、
京
都
奪
回
の
苦

策
を
め
ぐ
ら
し
て
い
た
。
朝
廷
は
天
正
三
年（
一
五
七
五
）十
一
月
に
、
織
田
信
長
を
大
納
言
兼
右
大
将
に
叙
す
準
備
を
進

め
て
い
た
。
同
年
十
月
初
め
よ
り
、
信
長
は
こ
の
右
大
将
拝
賀
に
備
え
て
、
禁
中
に
陣
座
を
設
営
さ
せ
て
い
た
の
で
あ
る
。

信
長
の
上
洛
の
目
的
は
、
こ
の
儀
式
に
臨
む
こ
と
に
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
多
く
の
公
・
武
「
御
迎
衆
」
が
、
信
長
の
行
軍

に
「
崇
敬
」
の
意
を
表
し
た
の
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
、
今
度
の
上
洛
に
際
し
、
信
長
が
「
鷹
十
四
足
、
鷂
三
居
」
を
居す

え

て
い
た
の
は
、
か
か
る
儀
式
に
臨
む
、
ひ
と
つ
の
前
提
的
修
飾
と
し
て
理
解
し
得
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
、
織

田
信
長
が
、
い
ま
や
足
利
将
軍
家
に
お
け
る
鷹
・
鷹
狩
を
遙
か
に
凌
駕
し
、「
天
下
布
武
者
」
と
し
て
の
権
勢
を
誇
示
せ

ん
と
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　

以
上
の
推
察
を
さ
ら
に
裏
づ
け
る
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
天
正
五
年（
一
五
七
七
）十
一
月
に
行
な
わ
れ
た
、「
御
鷹

山
猟
御
参
内
」
の
事
で
あ
る（『
信
長
公
記
』）。
し
か
も
こ
の
行
事
は
、
天
文
十
四
年（
一
五
四
五
）十
二
月
に
お
け
る
足
利
義
晴
の

大
鷹
披
露
を
先
例
と
し
て
い
る
ら
し
い
。
す
な
わ
ち
、『
言
継
卿
記
』
に
「
今
日
、武
家
之
大
鷹
被
レ
懸
二
御
目
一
候
。
鷹
飼
、

飯
川
彦
九
郎
す
へ
て
参
二
御
前
一
、
久
我
大
納
言
す
へ
て
被
レ
参
了
」（
天
文
十
四
年
十
二

月
二
十
四
日
の
条
）と
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
信
長
は
右

の
ご
と
き
足
利
家
の
先
例
を
継
承
・
克
服
せ
ん
と
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
序
曲
と
し
て
天
正
三
年
十
月
の
上
洛

に
、
十
四
足
の
鷹
と
鷂
三
居
を
伴
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
再
び
、
天
正
五
年
十
一
月
の
従
二
位
右
大
臣
・
右
近
衛
大
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将
拝
賀
の
儀
式
を
目
前
に
ひ
か
え
て
、
天
皇
へ
の
敬
服
を
あ
ら
わ
す
鷹
披
露
の
儀
礼
を
企
画
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
ろ

う
。
足
利
将
軍
家
が
継
承
し
た
公
武
の
鷹
故
実
を
ふ
ま
え
、
さ
ら
に
、
己
が
軍
事
力
の
威
勢
を
誇
示
せ
ん
と
し
た
と
考
え

ら
れ
る
。『
信
長
公
記
』
は
、
こ
れ
ら
の
状
況
を
、
次
の
よ
う
に
伝
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　

	

霜（天
正
五
年
）

月
十
八
日
、
御
鷹
山
猟
と
し
て
御
参
内
、
何
れ
も
思
々
御
出
立
、
有
レ
興
、
頭
巾
催
二
一
興
一
、
皆
狩
杖
等
迄
、
金

銀
ニ
濃ダ
ミ

さ
せ
ら
れ
、
御
結
構
之
次
第
、
無
二
申
計
一
、
御
先
一
段
、
御
弓
衆
百
計
、
各
被
レ
下
候
虎
の
皮
之
御
う（靫
）つ
ほ
、

一
様
ニ
付
ら
れ
、
二
段
、
御
年
寄
衆
、
此
中
、
御
鷹
十
四
足（
も
と
）居

さ
せ
ら
れ
候
し
御
衆
に
て
候
也
、
信
長
公
、
是
も
御

鷹
居
さ
せ
ら
れ
、
前
後
ハ
御
小
姓
衆
・
御
馬
廻
、
光
耀
有
と
あ
ら
ゆ
る
花
車
風
流
、
我
も
我
も
と
、
一
手
宛
、
美
々

敷
御
出
立
、
心
こ
と
ば
及
か
た
く
、

　

ま
さ
に
、
前
年
築
造
成
っ
た
安
土
城
の
気
宇
壮
大
と
光
耀
の
限
り
を
背
景
と
し
た
行
軍
に
ふ
さ
わ
し
い
趣
向
で
あ
っ

た
。
京
洛
の
群
集
の
耳
目
を
驚
か
せ
な
が
ら
、
信
長
の
行
列
は
進
み
、「
内
裏
日
之
御
門
よ
り
被
レ
入
、
忝
も
、
小
御
所

御
局
之
内
迄
、
御
馬
廻
計
被
二
召
列
一
」
た
だ
ち
に
、
正
親
町
天
皇
に
、
こ
れ
ま
た
古
代
の
大
臣
家
大
餐
の
よ
う
に
「
御

鷹
御
叡
覧
」
を
遂
げ
、
そ
の
後
鷹
狩
を
催
す
た
め
に
、
東
山
へ
向
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
東
山
放
鷹
は
、
あ
い
に

く
の
大
雪
に
見
舞
わ
れ
た
た
め
に
、
信
長
秘
蔵
の
鷹
が
風
雪
に
な
が
さ
れ
行
方
知
れ
ず
に
な
る
な
ど
、
首
尾
よ
く
は
ゆ
か

な
か
っ
た（４
）。
そ
れ
は
と
も
か
く
、
鷹
故
実
を
ふ
ま
え
、
狩
装
束
を
着
け
た
年
寄
衆
・
弓
衆
・
馬
廻
衆
・
小
姓
衆
な
ど
の
各
々

に
、
逸
物
の
鷹
を
居す

え
さ
せ
、
信
長
自
身
も
秘
蔵
の
鷹
を
居
え
て
進
み
行
く
有
様
は
、
天
皇
の
野
行
幸
の
故
実
に
倣
っ
た
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も
の
で
あ
っ
て
、
京
洛
に
居
並
ぶ
公
・
武
の
面
前
に
そ
れ
を
見
せ
つ
け
た
こ
と
は
、
覇
者
信
長
の
権
勢
の
表
徴
に
他
な
ら

な
か
っ
た
。
な
お
、織
田
信
長
に
よ
る
こ
の
よ
う
な
政
治
的
示
威
性
の
強
い
鷹
狩
を
の
ち
に
豊
臣
秀
吉
も
実
施
し
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
信
長
が
、
足
利
将
軍
家
の
先
例
を
継
承
・
克
服
し
て
ゆ
く
方
向
は
、
ま
た
、
朝
廷
に
対
す
る
「
鷹
の
鳥
」

の
贈
遣
に
も
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。『
お
湯
殿
上
日
記
』
に
よ
れ
ば
、
信
長
に
よ
る
朝
廷
へ
の
鷹
の
鳥
献
上
は
、
永
禄
十
一

年（
一
五
六
八
）十
月
が
初
回
で
あ
り
、
そ
の
後
、
連
年
行
な
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
永
禄
十
一
年
に
始
ま
っ
た
こ
と
は
、

同
年
九
月
に
、
信
長
に
擁
さ
れ
て
入
洛
を
遂
げ
た
足
利
義
昭
が
、「
は（初
雁
）つか

ん
」
を
朝
廷
に
献
じ
た
こ
と
に
刺
激
さ
れ
た

も
の
と
み
て
さ
し
つ
か
え
な
か
ろ
う
。
つ
ぎ
に
、
信
長
に
よ
る
鷹
の
鳥
献
上
の
好
例
を
、
天
正
六
年
正
月
の
場
合
に
見
て

お
き
た
い
と
考
え
る
。

　

す
な
わ
ち
、『
信
長
公
記
』（
同
年
正
月

十
日
の
条
）に
、「
御
鷹
の
鶴
、
禁
中
へ
被
レ
備
、
叡
覧
之
処
に
、
則
皇
家
に
被
二
懸
置
一
、
叡

感
有
而
、
御
悦
不
レ
斜
、
近
（
関
白
前
久
）

衛
殿
へ
も
、
御
鷹
鶴
被
レ
進
、
御
使
針
阿
弥
」
と
あ
る
。
そ
れ
が
、
天
正
五
年（
一
五
七
七
）十

一
月
の
「
御
鷹
山
猟
」・「
御
鷹　

御
叡
覧
」
の
二
か
月
後
に
行
わ
れ
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
信
長
が
、
将
軍
家
の
先
例
を

継
承
し
な
が
ら
、
朝
廷
と
の
接
近
策
を
講
じ
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
儀
礼
に
つ
い
て
、
鷹
術
に
詳

し
い
関
白
近
衛
前
久
が
仲
介
し
て
い
た
こ
と
が
想
像
で
き
る
が
、
こ
の
こ
と
は
第
四
章
に
於
い
て
論
じ
た
。
や
が
て
信
長

は
、
安
土
城
下
の
町
人
ら
に
「
御
鷹
之
雁
鶴
を
余
多
」
配
っ
た
り
す
る
の
で
あ
る
が（『
信
長
公
記
』
天
正

九
年
正
月
二
日
の
条
）、
そ
こ
に
は
す

で
に
、
室
町
幕
府
に
お
い
て
な
し
得
な
か
っ
た
独
創
性
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
織
田
信
長
は
「
鷹
の
鳥
」
の
効
果
的
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な
使
途
を
案
出
し
て
い
た
と
言
え
よ
う（５
）。「
鷹
の
鳥
」
を
、
家
臣
の
衆
に
振
舞
う
こ
と
は
、
戦
国
大
名
層
が
一
般
的
に
行

な
っ
た
こ
と
で
あ
り
、
信
長
も
、
小
姓
衆
・
弓
衆
・
馬
廻
衆
な
ど
に
「
御
鷹
雁
鶴
」
を
振
舞
っ
て
い
る（『
信
長
公
記
』
天
正

七
年
二
月
八
日
の
条
）。

ま
た
「
鷹
の
鳥
」
と
い
え
ば
雉
を
さ
す
が
、
そ
の
他
の
諸
鳥
に
つ
い
て
も
総
称
す
る
こ
と
が
多
い
。
鷹
狩
の
獲
物
は
当
代

流
行
の
茶
の
湯
の
会
席
に
も
大
い
に
用
い
ら
れ
て
い
た
。『
信
長
茶
会
記
』
や
『
津
田
宗
及
茶
湯
日
記
』（「
茶
道
全

集
」
所
収
）に
よ

れ
ば
、
京
都
妙
覚
寺
に
お
け
る
茶
会
の
席
に
「
た
か
の
う
づ
ら
、
十
斗
一
人
ま
へ
、
数
五
十
ほ
と
」
と
か
、「
鶉
ノ
焼
鳥
、

八
寸
ニ
但
御
鷹
ノ
鳥
也
」（
同
上
、
天
正
元
年

十
一
月
廿
三
日
の
条
）な
ど
と
あ
っ
て
わ
か
る（６
）。

　

か
く
て
、
様
々
な
要
素
を
含
ん
で
、
織
田
信
長
の
鷹
狩
は
頻
繁
化
し
て
行
っ
た
。
中
で
も
、
天
下
布
武
へ
の
自
信
を
背

景
と
し
て
、
信
長
の
鷹
狩
に
は
、
権
勢
示
威
的
性
格
が
明
瞭
化
し
、
ま
た
多
分
に
遊
芸
的
な
要
素
も
濃
厚
化
し
て
く
る
よ

う
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
根
底
に
は
、
や
は
り
、
身
体
練
磨
・
領
内
地
理
の
検
分
、
直
属
家
臣
衆
と
の
紐
帯

強
化
な
ど
が
意
識
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
以
上
の
結
論
の
一
端
を
『
信
長
公
記
』
は
、「
毎
日
之
御
鷹
野
、
信
長
公
之

御
辛
労
、
無
二
申
計
一
、
御
機
力
強
事
、
諸
人
感
し
申
也
」（
天
正
七
年
三

月
晦
日
の
条
）と
伝
え
て
い
る
。

注（
１
）	　

鷹
野
は
田
猟
と
も
称
さ
れ
る
が
、
鷹
山
と
い
え
ば
山
猟
と
い
う
こ
と
で
、
山
ま
た
は
山
麓
へ
鷹
狩
に
行
く
こ
と
で
あ
る
。
第
四

章
第
二
節
「
鷹
経
弁
疑
論
」
と
「
蒙
求
臂
鷹
往
来
」
を
参
照
。
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（
２
）　
『
伊
達
家
文
書
』
所
収
、（
天
文
廿
三
年
カ
）十
一
月
三
日
付
、
伊
達
晴
宗
宛
沙
弥
清
辰
書
状
。

（
３
）	　
『
親
元
日
記
』
文
明
十
三
年
七
月
六
日
の
条
に
よ
れ
ば
、
足
利
義
尚
が
将
士
の
放
鷹
を
禁
じ
て
い
る
記
事
が
み
え
、『
大
乗
院
寺

社
雑
事
記
』
文
明
十
四
年
十
二
月
の
条
に
、
義
尚
が
、
鷹
を
細
川
政
元
に
求
め
た
こ
と
が
み
え
る
の
で
、
こ
の
頃
に
、
幕
府
内
外

に
鷹
狩
流
行
の
兆
し
が
あ
っ
た
と
断
定
で
き
る
。
そ
の
際
、
幕
府
奉
行
人
諏
訪
信
濃
守
貞
通
に
よ
っ
て
祢
津
流
鷹
術
が
将
軍
家
及

び
守
護
大
名
層
に
強
い
影
響
を
及
ぼ
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
後
、『
鹿
苑
日
録
』
永
正
元
年
三
月
六
日
の
条
に
よ
れ
ば
、
足

利
義
澄
が
鞍
馬
山
で
鷹
狩
を
行
な
っ
て
お
り
、
義
晴
の
時
代
に
至
る
や
、
幕
府
放
鷹
が
頻
繁
化
し
て
い
る（『
御
湯
殿
上
日
記
』
天
文
四
年
九

月
一
日
の
条
、『
親
後
日
記
』
天

文
七
年
十
一
月
六
日
の
条
、
天

文
十
一
年
八
月
六
日
の
条
な
ど
）。
な
お
、『
放
鷹
』（
宮
内
省
式
部
職
編
纂
、
昭
和

七
年
、
吉
川
弘
文
館
発
行

）所
収
「
本
邦
放
鷹
史
」
第
一
篇
二
十
二
、「
室
町
幕
府
の
鷹
術
」

に
詳
し
い
。

（
４
）	　
『
信
長
公
記
』
天
正
五
年
霜
月
十
八
日
の
条
に
、「
東
山
御
鷹
つ
か
は
さ
れ
、
折
節
俄
に
大
雪
降
来
て
御
鷹
風
に
お
と
さ
れ
、
大

和
国
内
之
郡
迄
飛
行
御
秘
蔵
之
御
鷹
候
間
、
万
方
被
レ
成
二
御
尋
一
候
。
次
日
大
和
国　

越
智
玄
蕃
と
云
者
、
御
鷹
居
上
進
上
仕
候
。

御
機
嫌
不
レ
斜
」
と
あ
る
。

（
５
）	　
「
鷹
の
鳥4

」
と
い
え
ば
雉4

の
こ
と
で
あ
る
。
雉
を
と
ら
え
る
目
的
の
鷹
狩
を
「
鳥
鷹
」
と
い
う
。
城
下
の
町
人
に
鷹
狩
の
獲
物

を
配
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
が
初
見
で
あ
り
、
後
世
に
も
例
を
見
な
い
。

（
６
）　

鷹
の
鳥
の
例
と
し
て
次
の
よ
う
な
史
料
が
あ
る
。

　
　

	　
「
鷹
之
鳥
到
来
給
之
候
、境
節
殊
以
翫
賞
至
候
。
兼
又
、先
日
之
二
羽
、逸
鷹
之
所
レ
撃
ツ
、感
悦
無
類
候
き
」（『
石
山
本
願
寺
日
記
』・
證
如
上
人
書

札
案
・
天
文
九
年
十
二
月
十
四
日
付
）。

伊
達
政
宗
は
聚
楽
第
の
茶
会
の
た
め
に
、
陸
奥
の
居
城
・
岩
出
山
城
に
対
し
て
「
聚
楽
に
て
茶
の
口
き
り
あ
る
へ
く
候
間
、
雁
・
鶴
・

白
鳥
、
な
ま
に
て
の
ほ
せ
候
へ
く
候
」（
文
禄
二
年
八
月
四
日
付
政
宗
書

状
『
政
宗
君
治
家
記
録
引
證
記
』）、
と
伝
え
て
い
る
。
徳
川
家
康
の
家
臣
・
松
平
家
忠
は
「
夕
め
し
、

家
中
衆
へ
鷹
の
雁
ふ
る
舞
候
」（
天
正
十
九
年
正
月

十
八
日
『
家
忠
日
記
』）な
ど
と
記
し
て
い
る
。
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第
三
節　
　

逸
物
の
鷹
を
求
め
て

　

織
田
信
長
に
と
っ
て
、
鷹
狩
が
大
き
な
比
重
を
占
め
て
行
く
に
つ
れ
て
、
逸
物
の
鷹
を
求
め
る
必
要
が
生
じ
て
き
た
と
考
え

ら
れ
る
。
当
時
、
名
鷹
の
産
地
と
し
て
普
く
知
ら
れ
て
い
た
の
は
、
陸
奥
・
出
羽
両
国
と
日
向
国
で
あ
っ
た（『
放
鷹
』
所
収

「
鷹
出
所
名
録
」
）。

信
長
は
初
め
、
奥
羽
の
地
に
、
鷹
尋
求
の
使
者
を
派
遣
し
て
い
た
。
そ
れ
は
、
次
の
史
料
が
明
確
に
も
の
語
っ
て
い
る
。

　
　

	

仍
、
為
二
鷹
所
望
一
、
鷹
師
両
人
差
下
候
、
往
還
諸
役
所
、
路
次
番
幷
餌
之
事
、
無
二
異
儀
一
被
二
仰
付
一
候
者
、
可
レ

為
二
歓
悦
一
候
。
珍
鷹
、
同
易
物
出
来
候
者
、
御
馳
走
所
レ
仰
候
上
、
御
相
応
之
儀
承
候
者
、
珍
重
候
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（『
秋
田
藩
採
集
文
書
』
所
収
、（
天
正
五
年
）

二
月
廿
日
付
秋
田
愛
季
宛
織
田
信
長
書
状

）

　

さ
ら
に
信
長
は
、
右
の
書
状
内
容
に
一
致
す
る
も
の
を
上
杉
輝（謙
信
）虎に

対
し
て
も
発
し
て
お
り
、
そ
こ
で
も
「
陸
奥
へ
鷹

為
レ
令
二
尋
求
一
、
鷹
師
両
人
差
下
候
」
と
言
及
し
て
い
る（１
）。

ま
た
、
徳
川
家
康
も
、
伊
達
輝
宗
に
宛
て
て
、
同
じ
内
容

の
鷹
尋
求
の
使
者
を
遣
わ
し
て
お
り（２
）、
緊
密
な
同
盟
関
係
を
堅
持
す
る
織
田
・
徳
川
両
氏
に
お
け
る
鷹
尋
求
策
は
興
味
深

い
事
実
で
あ
ろ
う
。
鷹
の
逸
物
を
尋
ね
求
め
る
信
長
の
使
者（
鷹
師
）は
、
秋
田
愛
季
領
内
の
み
な
ら
ず
、
戦
国
奥
羽
の
諸

大
名
の
も
と
に
、
お
そ
ら
く
信
長
と
同
様
の
書
状
を
帯
し
て
踏
み
入
っ
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。
や
が
て
、
そ

の
結
果
と
し
て
、『
信
長
公
記
』
が
、「
奥
州
伊
達
御
鷹
の
ほ
せ
進
上
」（
天
正
五
年
七

月
三
日
の
条
）・「
奥
州
津
軽
之　

南
部
宮
内
少
輔　
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御
鷹
五イ
ツ
モ
ト足
進
上
」（
天
正
六
年
八

月
五
日
の
条
）・「
出
羽
大
宝
寺
よ
り（
中
略
）御
鷹
十
一
連
此
内
し
ろ
の
御
鷹
一
足
在
レ
之
進
上
」（
天
正
七
年

七
月
十

八
日

の
条
）・
秋
田
愛
季
か
ら
の
「
黄（わ
か
だ
か
）

鷹
五
聯
」（
天
正
九
年
七
月

廿
一
日
の
条

）な
ど
と
伝
え
る
よ
う
な
北
国
の
鷹
が
も
た
ら
さ
れ
た
の
だ
と
思

わ
れ
る
。

　

そ
し
て
、「
奥
州
取
に
被
レ
遣
候
御
鷹
五
十
足
上
候
内
、
廿
三
足
被
二
召
上
一
其
外
ハ
各
被
二
召
置
一
」（
天
正
三
年
十

月
三
日
の
条
）と
あ

る
こ
と
か
ら
、「
鷹
師
両
人
」
ら
が
選
り
す
ぐ
っ
た
奥
羽
の
鷹
が
、あ
ま
た
、信
長
の
居
城
に
運
脚
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

付
言
す
れ
ば
、
信
長
が
天
正
三
年（
一
五
七
五
）十
月
十
日
に
、「
鷹
十
四
足
鷂
三
足
」
を
据
え
て
上
洛
し
た
の
は
、
こ
の

奥
州
か
ら
鷹
師
が
運
ん
だ
五
十
足
の
鷹
の
到
着
を
待
っ
て
い
た
か
の
よ
う
な
あ
り
さ
ま
が
想
像
さ
れ
る
。

　

一
方
、
戦
国
奥
羽
の
諸
大
名
に
と
っ
て
、
信
長
が
所
望
す
る
逸
物
の
鷹
を
進
上
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
中
央
の
覇
者
信
長

と
友
好
関
係
を
樹
立
で
き
る
こ
と
は
、ま
た
と
な
い
好
機
で
も
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
北
国
へ
の
信
長
に
よ
る
鷹
尋
求
は
、

往
還
路
次
の
安
全
と
鷹
餌
の
確
保
さ
え
円
滑
に
ゆ
け
ば
、
ほ
ぼ
目
的
の
達
せ
ら
れ
る
背
景
が
あ
っ
た
と
み
て
よ
い
の
で
あ

る
。『
秋
田
家
文
書
』
所
収
の
織
田
信
長
書
状（
天
正
五
年
六
月
一

日
付
秋
田
愛
季
宛
）に
よ
れ
ば
、
愛
季
が
逸
物
の
「
弟（
だ
い
）鷹
十
連
」
を
信
長
に
進

じ
た
こ
と
が
わ
か
る
し
、
次
に
掲
げ
る
史
料
な
ど
は
、
鷹
の
逸
物
を
求
め
る
信
長
と
そ
の
信
長
に
友
好
の
心
情
を
あ
ら
わ

そ
う
と
す
る
伊
達
輝
宗
と
の
関
係
を
よ
く
示
し
て
い
よ
う
。
す
な
わ
ち
、『
伊
達
家
文
書
』（
天
正
元
年
十
二
月
廿
八
日
付

伊
達
輝
宗
宛
織
田
信
長
書
状
）に
、

　
　

	

殊
、
庭
籠
之
鴘
（
か
た
が
え
り
）
鷹
一
連
、
同
巣
主
大
小
、
被
二
相
副
一
候
。
希
有
之
至
、
歓
悦
不
レ
斜
候
。
鷹
之
儀
、
累
年
随
身
異
二

于
他
一
之
処
、
執
レ
之
送
給
候
、
別
而
自
愛
此
節
候
、
則
構
二
鳥
屋
一
可
二
入
置
一
候
、
秘
蔵
無
レ
他
候
、
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と
あ
る
。
こ
の
史
料
に
つ
い
て
は
、
第
七
章
第
二
節（
信
長
と
伊
達
の
鷹
）に
お
い
て
詳
し
く
考
察
し
て
い
る
。

　

こ
こ
に
は
、
鷹
の
数
寄
者
信
長
の
、
逸
物
の
鷹
に
対
す
る
偽
ら
ざ
る
心
境
が
吐
露
さ
れ
て
い
る
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

ち
な
み
に
、
庭
籠
の（
か
た
が
え
り
）

鴘
鷹
と
は
、
愛
翫
用
と
し
て
庭
籠
に
飼
い
置
く
二
歳
の
鷹
の
こ
と
で
あ
り
、
巣
主
大
小
と
は
、
鷹
狩

用
と
し
て
鷹
巣
か
ら
捕
え
調
教
を
施
し
た
大だ
い鷹（

雌
）と
小し
ょ
う鷹（

雄
）の
こ
と
で
あ
る
。
次
い
で
信
長
は
、同
じ
書
状
の
中
で
、

足
利
義
昭
を
し
て
信
長
と
矛
盾
せ
し
め
た
「
武
田
入（晴
信
）道」
の
病
死
と
「
義（朝
倉
）景刎

レ
首
」
た
こ
と
を
伝
え
、将
軍
義
昭
は
「
熊

野
辺
流
落
之
由
」
と
報
じ
て
い
る
。「
五
畿
内
之
儀
不
レ
覃
レ
申
、
至
二
中
国
一
任
二
下
知
一
候
」
と
も
宣
伝
し
、「
来
年
甲

州
令
二
発
向
一
、
関
東
之
儀
可
二
成
敗
一
候
」
と
述
べ
、
そ
の
際
に
は
、
伊
達
輝
宗
と
「
深
重
可
二
申
談
一
」
と
伝
え
て
い
る
。

　

こ
の
書
状
が
、
出
羽
米
沢
城
の
輝
宗
の
も
と
に
到
着
し
た
の
は
、
翌
天
正
二
年
二
月
廿
一
日
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
考
え

ら
れ
る（『
伊
達
家
文
書
』
所
収
「
伊

達
輝
宗
日
記
」
同
日
条

）。
近
隣
諸
将
と
の
角
逐
に
迫
ら
れ
て
い
た
伊
達
輝
宗
に
と
っ
て
、
織
田
信
長
へ
の
逸
物
の

鷹
進
上
に
よ
っ
て
得
た
信
長
と
の
友
好
関
係
の
成
立
は
、
大
き
な
意
義
を
も
っ
て
い
た
と
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
伊
達

輝
宗
は
同
じ
よ
う
に
し
て
、
上
杉
謙
信
や
蘆
名
盛
氏
・
北
条
氏
政
或
い
は
、
徳
川
家
康
な
ど
に
逸
物
の
鷹
を
贈
っ
て
、
彼

ら
と
の
友
好
関
係
を
維
持
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た（３
）。
織
田
信
長
に
対
し
て
は
、
そ
の
後
も
、
鷹
の
進
上
が
続
け
ら
れ
、
天

正
三
年（
一
五
七
五
）に
は
、「
御
鷹
居　

菅
小
太
郎
」
と
「
御
馬
添　

樋
口
」
の
両
名
を
し
て
、「
鶴
取
之
御
鷹
二
足
」
と

名
馬
二
頭
を
届
け
て
い
る（４
）。

　

か
く
て
、「
鷹
之
儀
、
累
年
随
身
異
二
于
他
一
」
と
い
う
ほ
ど
の
織
田
信
長
に
、
領
内
鷹
師
に
念
を
入
れ
さ
せ
て
育
て
あ
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げ
た
逸
物
の
鷹
を
進
上
す
る
こ
と
は
、
戦
国
奥
羽
諸
大
名
の
一
大
関
心
事
と
な
っ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
出
羽
国
角
館
城
主
戸
澤
盛
安
も
、
そ
う
し
た
大
名
の
一
人
で
あ
っ
た
。
彼
は
、
良
鷹
一
居
と
駿
馬
二
足
を
家

臣
の
前
田
利
宗
を
使
者
と
し
て
、
安
土
城
へ
派
遣
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
使
者
は
、
自
分
を
「
羽
州
仙
北
領
主
」

と
言
い
、
主
人
戸
澤
氏
か
ら
の
鷹
を
偽
わ
っ
て
信
長
に
進
上
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る（『
秋
田
県
資
料
篇
』

所
収
「
戸
沢
家
譜
」）。
そ
の
経
緯
を

知
ら
な
い
太
田
牛
一
は
『
信
長
公
記
』
に
、「
出
羽
の
千
福
と
申
処
の
前
田
薩
摩
、
是
も
御
鷹
居
さ
せ
罷
上
」（
天
正
七
年

七
月
廿

五
日

の
条
）と
伝
え
て
い
る（５
）。

　

奥
羽
か
ら
の
鷹
に
対
し
て
、
南
国
日
向
産
の
鷹
も
ま
た
、
織
田
信
長
の
も
と
に
も
た
ら
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
の

場
合
に
は
、
信
長
が
直
接
的
に
、
九
州
地
方
の
諸
大
名
に
対
し
て
、
鷹
尋
求
の
使
者
を
遣
わ
し
た
結
果
で
あ
っ
た
か
ど
う

か
は
、
確
た
る
史
料
が
管
見
に
は
触
れ
て
い
な
い
の
で
わ
か
ら
な
い
。
中
国
・
九
州
諸
国
に
対
す
る
主
導
権
が
全
く
掌
握

さ
れ
て
い
な
い
信
長
に
と
っ
て
、
奥
羽
へ
の
鷹
師
派
遣
と
同
等
の
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
と
見
る
に
は
疑
問
が
残
る
の
で

あ
る
。
今
こ
こ
で
言
い
得
る
の
は
、
前
関
白
近
衛
前
久
を
介
し
て
の
み
、
織
田
信
長
が
日
向
巣
の
鷹
を
入
手
し
て
い
た
と

い
う
事
実
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
近
衛
前
久
が
島
津
義
弘
に
宛
て
た
書
状
に
、「
日（日
向
国
）

州
手
ニ
入
上
者
、
大
鷹
定
而
可
レ
在
レ

之
候
」（『
島
津
家
文
書
』
所
収
、

天
正
六
年
四
月
七
日
付

）と
あ
り
、『
北
郷
文
書
』（６
）に
は
、「
次
内
々
約
束
候
大
鷹
、
如
何
様
ニ
も
此
節
所
望
候
、
以
二
馳

走
一
義（島
津
）虎迄
於
レ
被
レ
越
レ
之
者
、
可
レ
為
二
喜
悦
一
候
、
偏
才
覚
此
時
候
、
先
年
之
鷂
于
レ
今
令
二
所
持
一
候
、
逸
物
無
二
比
類
一

候
、
大
鷹
共
ハ
悉
右（織
田
信
長
）

府
へ
進
レ
之
、
一
居
も
無
レ
之
候
、」
と
見
え
て
い
る
。
さ
ら
に
、
織
田
信
長
が
本
能
寺
の
変
に
斃
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れ
た
直
後
に
、
近
衛
前
久
が
島
津
義
久
に
宛
て
た
書
状
に
は
、「
若
鷹
事
、
右（本
能
寺
の
変
）

之
趣
候
間
、
御
無
用
候
」（『
島
津
家
文
書
』

天
正
十
年
六
月

十
七

日
付
）と
述
べ
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
日
向
巣
の
鷹
を
介
し
た
、
近
衛
前
久
と
織
田
信
長
の
親
交
が
あ
っ
た
こ
と
を
裏

書
き
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
日
向
の
鷹
が
、
中
央
の
覇
者
に
よ
っ
て
確
保
さ
れ
る
の
は
、
豊
臣
秀
吉
の
九
州
平

定
後
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
次
章
に
お
い
て
述
べ
る
。

　

さ
ま
ざ
ま
な
経
路
を
た
ど
り
つ
つ
、
逸
物
の
鷹
は
織
田
信
長
の
城
中
に
運
び
こ
ま
れ
て
き
た
の
で
あ
っ
た
。
以
上
に
み

た
奥
羽
や
日
向
の
鷹
の
み
な
ら
ず
、
信
長
直
属
の
家
臣
か
ら
も
、
数
多
く
の
鷹
が
進
上
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
た
と
え

ば
、
尾
張
緒お

川か
わ（

知
多
郡
東
浦
町
）の
豪
族
水
野
藤
九
郎
か
ら
は
「
網
（
あ
が
け
の
は
い
た
か
）

懸
之
鶻
」
や
「
兄
（
こ
の
り
に
こ
の
り
）

弟
鶻
」
が
進
上
さ
れ
た
（
７
）。

丹
羽
長

秀
の
寄
騎（
？
）溝
口
金
右
衛
門
は
、
珍
し
く
も
「
高
麗
鷹
六
連
」（『
信
長
公
記
』
天
正
六

年
四
月
廿
五
日
の
条

）を
献
じ
、
明
智
光
秀
は
、
丹
波
産
の

隼
と
巣
子
鷹
を
進
じ
て
い
る（『
同
上
』
天
正
七
年

四
月
廿
三
日
の
条

）。
ま
た
、
柴
田
勝
家
は
「
黄わ
か
だ
か鷹

六
連
」（『
同
上
』
天
正
九
年

七
月
十
一
日
の
条

）を
進
上
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
戦
国
大
名
に
対
す
る
そ
の
家
臣
衆
の
鷹
進
上
は
、
伊
達
輝
宗
や
政
宗
、
徳
川
家
康
な
ど
の
場
合
に
も
、
多
く

の
類
例
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、『
信
長
公
記
』
に
、「
六
（
天
正
七
年
）

月
廿
日
、
伊
丹
表
に
在
陣
の
衆
、
滝
川
・

蜂
屋
・
武
藤
・
惟（丹
羽
）住・
福
富
・
此
五
人
衆
へ
、
鷂ハ
イ
タ
カ
ミ
モ
ト

三
連
、
小コ
ノ
リ男
鷹
二（８
）、
青
山
与
三
為
二
御
使
一
、
忝
拝
受
被
レ
申
候
也
」
と

あ
る
ご
と
く
、
大
名
が
、
そ
の
家
臣
に
対
し
て
、
鷹
を
下
賜
す
る
類
例
も
多
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
、
鷹
を
介
し
て
、

戦
国
大
名
と
そ
の
家
臣
衆
が
、
紐
帯
を
強
め
ん
と
す
る
意
志
が
働
い
て
い
た
か
ら
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　

織
田
信
長
の
鷹
狩
に
供
す
べ
き
鷹
は
、
信
長
配
下
の
鷹
師
の
努
力
と
、
織
田
氏
内
外
の
諸
将
の
進
献
に
よ
っ
て
、
年
毎
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に
そ
の
数
を
増
し
て
い
っ
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
当
時
、
安
土
城
に
集
積
さ
れ
る
鷹
の
数
は
増
え
つ
つ
あ
り
、
餌
の

確
保
も
並
々
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
は
、『
多
聞
院
日
記
』
の
天
正
七
年（
一
五
七
九
）七
月
二
十
一
日
条
に
「
安
土
ヨ
リ
鷹

ノ
餌
ト
テ
犬
取
ニ
来
了
」
と
あ
っ
て
分
か
る
。

　

し
か
し
、
戦
国
の
鷹
に
は
、
鷹
狩
の
鷹
と
は
別
種
の
、
も
っ
と
秘
め
ら
れ
た
性
格
が
理
解
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
か
っ

た
ろ
う
か
。
鷹
狩
の
た
め
に
は
す
で
に
十
分
な
鷹
数
を
飼
養
し
て
い
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
諸
大
名
に
鷹
の
進
献
を
要
求
す

る
の
は
な
ぜ
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
事
に
つ
い
て
、
以
下
、
節
を
改
め
て
考
証
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

注（
１
）　
『
高
橋
文
書
』
所
収
、（
年
未
詳
）正
月
廿
三
日
付
織
田
信
長
書
状
。

（
２
）　
『
伊
達
家
文
書
』
所
収
、
天
正
七
年
七
月
一
日
付
伊
達
輝
宗
宛
徳
川
家
康
書
状

（
３
）	　
『
上
杉
家
文
書
』（
天
正
四
年
）七
月
廿
八
日
付
、
上
杉
謙
信
宛
伊
達
輝
宗
書
状
、『
伊
達
輝
宗
日
記
』
天
正
二
年
十
月
十
八
日
・
同

十
二
月
十
五
日
の
条
、『
伊
達
氏
治
家
記
録
性
山
公
四
』
所
収
、
天
正
七
年
七
月
一
日
付
、
遠
藤
基
信
宛
徳
川
家
康
書
状
。

（
４
）　
『
信
長
公
記
』
同
年
十
月
十
九
日
の
条
、『
伊
達
家
文
書
』
所
収
、
天
正
三
年
十
月
廿
五
日
付
伊
達
輝
宗
宛
松
井
友
閑
書
状
。

（
５
）	　

前
田
の
謀
事
は
、
当
時
、
鷹
商
い
の
た
め
に
、
京
と
奥
羽
を
往
復
し
て
い
た
京
都
の
鷹
買
人
、
鷹（
田
中
）屋
清
六
に
よ
っ
て
露
見
さ
れ

た（『
戸
沢
家
譜
』）。

（
６
）　
『
日
向
古
文
書
集
成
』
所
載
、（
年
未
詳
）卯
月
七
日
付
北
郷
左
衛
門
入
道
宛
近
衛
前
久
書
状
。

（
７
）	　

奥
野
高
廣
氏
『
織
田
信
長
文
書
の
研
究（
上
巻
）』
所
載
、
尾
張
水
野
藤
九
郎
宛
書
状
写（
永
禄
六
年
に
比
定
）。「
兄
し
ょ
う
だ
い
弟
」
と
は
、
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鷹
の
オ
ス
を
兄し

ょ
うと

い
い
、メ
ス
を
弟だ

い

と
称
す
る
。
兄
鷹

4

4

二
字
で
「
し
ょ
う
」
と
し
、弟
鷹
も
二
字
で
「
だ
い
」
と
よ
む
な
ら
わ
し
で
あ
る
。

（
８
）　

コ
ノ
リ

4

4

4

と
は
鷂

は
い
た
かの

オ
ス
の
こ
と
で
あ
る
。
メ
ス
の
鷂
は
ニ
コ
ノ
リ
と
い
う
。

第
四
節　
　

盟
約
締
結
の
儀
礼
と
鷹

　

織
田
信
長
は
、
鷹
を
、
越
後
の
上
杉
輝
虎
に
求
め
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、『
上
杉
家
文
書
』
に
、

　
　

	

今
般
以
二
使
者
一
申
候
所
、
則
有
二
御
入
眼
一
、
種々
御
懇
慮
、
本
懐
不
レ
少
候
、
随
而
お（大
）ほ
鷹
五
連
被
レ
懸
二
御
意
一
候
、

前
代
未
聞
過
当
至
極
候
、
別
而
寵
愛
無
レ
他
候
、
右
之
趣
御
取
成
所
レ
仰
候
、
恐
々
謹
言
、

　
　
　
　
　

十
（
永
禄
七
年
）

一
月
七
日　
　
　

信
長（
花
押
）

　
　
　
　
　

直
江
大（景
綱
）和守
殿

と
あ
る
。
織
田
・
上
杉
両
氏
が
互
い
に
使
者
を
交
換
し
た
の
は
、
こ
の
永
禄
七
年（
一
五
六
四
）六
月
ご
ろ
か
ら
で
あ
っ
た
。

そ
の
際
、
使
者
と
と
も
に
鷹
師
が
随
行
し
て
い
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
信
長
の
鷹
所
望
は
輝
虎
に
よ
っ
て
受
諾
さ
れ
、

逸
物
の
「
お
ほ
鷹
五
連
」
が
信
長
の
も
と
に
到
着
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
時
、
信
長
は
子
息
を
輝
虎
の
養
子
に

入
れ
る
こ
と
を
約
束
し
て
い
る
か
ら
、
両
氏
の
同
盟
が
成
立
し
た
と
み
て
よ
い
。
そ
の
後
も
、
輝
虎
に
対
す
る
信
長
の
鷹
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所
望
は
続
け
ら
れ
た
。「
仍
、
就
二
鷹
之
儀
一
、
度
々
雖
二
申
入
一
、
珍
敷
鷹
在
レ
之
由
、
聞
及
候
間
、
重
而
差
遣
候
」（１
）な
ど

と
あ
る
。
そ
こ
で
輝
虎
は
、「
生
易
之
鴘
鷹
」
を
進
じ
る
用
意
が
あ
る
こ
と
を
信
長
に
伝
え
て
き
た
か
ら
、
信
長
は
さ
っ

そ
く
「
鷹
師
差
下
」
し
、
こ
れ
を
受
理
し
た
。
そ
の
返
礼
の
書
状
に
は
、「
誠
希
有
之
次
第
、
驚
目
候
、
秘
蔵
自
愛
、
更

不
レ
知
二
校
量
一
候
、」（２
）と
見
え
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
信
長
の
輝
虎
に
対
す
る
鷹
所
望
と
同
時
期
に
、
徳
川
家
康
も
ま
た
鷹
師
・
中
河
市（忠
保
）助を
越
後
春
日
山
城
に

派
遣
し
て
い
る
。
こ
の
時
輝
虎
は
、
甲
斐
の
武
田
信
玄
へ
の
牽
制
を
期
待
し
て
家
康
の
要
望
を
容
れ
「
無
二
可
二
申
合
一

心
中
」
の
証
し
に
、「
雖
下
無
二
見
立
一
候
上
、
兄（
し
ょ
う
）鷹遣

レ
之
候
、
暫
可
レ
被
二
繫
置
一
事
、
可
レ
為
二
喜
悦
一
候
」
と
述
べ
て
、

逸
物
の
鷹
を
家
康
に
進
じ
て
い
る（３
）。

　

上
杉
輝
虎
は
、
勢
力
あ
る
大
名
が
何
ゆ
え
に
鷹
を
所
望
し
て
く
る
か
を
知
っ
て
い
た
筈
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
彼
は
既

に
天
文
二
十
一
年（
一
五
五
二
）に
越
前
朝
倉
教
景（
宗
滴
）と
交
渉
を
開
い
た
際
に
「
大
鷹
一
連
」
を
進
じ
て
い
る
か
ら
で

あ
る（４
）。

さ
ら
に
、
輝
虎
は
、
父
長
尾
為
景
の
時
代
に
、
二
居
の
鷹
を
め
ぐ
っ
て
生
じ
た
、
越
後
の
長
尾
氏
・
甲
斐
の
武（信
虎
）田

氏
・
相
模
の
北（氏
綱
）条氏
三
者
の
外
交
上
の
問
題
を
知
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
『
上
杉
家
文
書
』
に
次
の
よ
う

に
見
え
て
い
る
事
件
の
こ
と
で
あ
る
。
大
永
五
年（
一
五
二
五
）三
月
十
日
付
で
長
尾
為
景
に
宛
て
た
北
条
氏
綱
書
状
に
、

「
追
而
令
レ
申
候
、
鷹
所
望
申
入
候
處（５
）、
二
被
レ
懸
二
御
意
一
候
、
畏
入
忝
候
、
然
間
、
於
二
甲
州
一
被
二
押
留
一
候
を
、
色
々

申
抜
罷
越
候
、
雖
レ
然
、
一
ハ
被
二
相
留
一
候
、
至
二
于
此
一
間
被
レ
返
候
、
若
方
以
二
所
望
之
義
一
候
歟
と
存
候
、
重
而
爲
レ
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据
候
而
遣
候
、
如
何
候
哉
、」

　

右
の
史
料
が
伝
え
て
い
る
の
は
、
北
条
氏
が
長
尾
氏
に
鷹
を
所
望
す
る
た
め
に
派
遣
し
た
鷹
師
が
、
越
後
の
鷹
を
受
理

し
て
帰
還
す
る
途
中
で
、
甲
斐
領
内
に
お
い
て
武
田
氏
に
よ
っ
て
こ
の
鷹
を
奪
い
取
ら
れ
て
し
ま
っ
た
事
件
の
こ
と
で
あ

る
。
二
居
の
う
ち
一
居
は
、
北
条
氏
の
手
に
戻
っ
た
の
で
あ
る
が
、
残
り
の
鷹
は
つ
い
に
武
田
氏
に
抑
留
さ
れ
た
ま
ま
に

な
っ
た
と
い
う
。

　

次
に
、「
随
而
甲
州
ニ
被
二
相
押
一
鷹
之
事
、
如
何
ニ
候
哉
、
以
後
爲
レ
据
被
レ
越
候
、
可
二
御
心
易
一
候
、
折
節
從
二
京
都
一

有
二
所
望
之
方
一
、
人
を
下
置
候
、
直
ニ
据
候
而
罷
上
候
、
無
二
是
非
一
候
、」（
同
年
五
月
十
八
日
付

為
景
宛
氏
綱
書
状

）と
あ
っ
て
、
北
条
氏
は
、

再
度
、
越
後
に
鷹
師
を
差
遣
し
、
新
た
に
為
景
か
ら
の
鷹
を
得
た
の
で
あ
る
が
、
氏
綱
は
、
せ
っ
か
く
手
に
入
れ
た

鷹
を
、
当
時
小
田
原
に
来
て
い
た
京
都
か
ら
の
鷹
所
望
の
人
物
に
す
ぐ
さ
ま
進
じ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
が
わ
か

る（『
上
杉
家
文
書
』
同
五
年
五
月
十
八
日

付
、
長
尾
為
景
宛
、
北
条
氏
綱
書
状

）。

　

以
上
の
事
件
を
合
わ
せ
考
え
た
と
き
、
織
田
信
長
が
、
上
杉
輝
虎
に
逸
物
の
鷹
を
求
め
、
輝
虎
が
こ
れ
に
同
意
し
た
こ

と
は
、
両
者
の
間
に
、
盟
約
関
係
が
成
立
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
先
述
の
ご
と
く
、

輝
虎
へ
の
鷹
所
望
が
、
信
長
と
家
康
の
双
方
か
ら
ほ
ぼ
同
時
期
に
行
わ
れ
て
い
る
の
は
、
甲
斐
の
武
田
、
越
前
の
朝
倉
等

に
対
し
て
、
織
田
・
徳
川
同
盟
に
と
っ
て
上
杉
氏
は
強
力
な
牽
制
勢
力
と
な
り
得
る
の
で
あ
り
、
盟
約
締
結
を
画
策
し
た

か
ら
に
他
な
る
ま
い
。
そ
こ
に
、
乱
世
の
鷹
が
、
単
な
る
鷹
狩
の
た
め
の
鷹
と
し
て
重
ん
じ
ら
れ
た
の
と
は
異
質
の
価
値
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が
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。「
鷹
陽
軍
鏡
師
」
や
「
鷹
犬
巻
」（『
放
鷹
』

所
収

）に
、
戦
国
時
代
に
お
け
る
鷹
は
、
敵
味
方
和
談

の
成
立
に
際
し
て
、
そ
の
証
明
と
し
て
鷹
を
互
い
に
架ほ
こ

に
繫
ぐ
も
の
と
し
、
あ
る
い
は
、
軍
陣
の
庭
前
に
鷹た
か

架ほ
こ

を
設
け
る

時
に
は
、
鷹
を
敵
の
陣
営
に
向
け
て
つ
な
ぎ
、
決
し
て
味
方
の
陣
地
に
向
け
て
は
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
の
は
、
鷹
が
一

種
の
霊
的
な
存
在
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
裏
書
き
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
、『
朝
倉
敏
景
十
七
箇
条
』

中
に
、
鷹
を
他
所
か
ら
進
じ
ら
れ
た
場
合
、
三
年
を
経
過
し
た
な
ら
ば
、
他
家
へ
遣
わ
し
て
し
ま
う
の
が
よ
い
、
長
持
ち

す
れ
ば
必
ず
や
後
悔
す
る
こ
と
が
生
じ
る
で
あ
ろ
う
、
と
述
べ
て
い
る
の
も
、
乱
世
の
鷹
が
担
わ
さ
れ
て
い
た
神
秘
的
な

性
格
を
垣
間
見
さ
せ
る
も
の
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
戦
国
時
代
に
、
国
境
を
越
え
て
や
り
と
り
さ
れ
る
鷹
に
、
私
は
大
名

間
の
盟
約
の
象
徴
と
し
て
の
役
割
が
包
含
さ
れ
て
い
た
と
見
る
の
で
あ
る
。

　

か
か
る
観
点
に
立
っ
た
と
き
、
織
田
信
長
が
、
足
利
義
昭
に
対
し
て
発
し
た
詰
問
状
十
七
ヵ
条
の
中
に
、
将
軍
の
「
馬
、

其
之
外
御
所
望
之
体
」
は
、甚
だ
よ
ろ
し
く
な
い
と
い
う
一
節
を
あ
げ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る（『
信
長
公
記
』
角
川
文
庫

本
一
四
一
頁
脚
注
参
照

）。

信
長
は
故
意
に
、
鷹
の
一
字
を
は
ず
し
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
こ
に
は
、
当
時
の
足
利
義
昭
が
、
し
き
り
に
鷹
を
諸

大
名
に
所
望
し
て
い
た
事
実
が
伏
在
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

す
な
わ
ち
、足
利
義
昭
は
、豊
後
の
大
友
宗
麟
・
安
芸
の
吉
川
元
春
・
小
早
川
隆
景
、あ
る
い
は
、石
見
の
吉
見
正
頼
ら
の
、

主
と
し
て
西
国
大
名
に
対
し
て
、使
者
柳
沢
元
政
と
鷹
匠
を
差
遣
し
、鷹
を
求
め
て
い
た
。
た
と
え
ば
、『
大
友
文
書
』
に
、

「
就
二
大
鷹
若
鷹
所
望
一
、
只
今
、
差
二
下
鷹
匠
一
候
、
令
二
馳
走
一
、
鷹
数
到
来
者
、
別
而
可
二
喜
入
一
候
」
と
あ
り（６
）、
柳
沢
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元
政
に
対
し
て
は
、「
毛
利
分
国
中
儀
者
不
レ
及
二
是
非
一
、
尚
若
鷹
所
持
申
候
者
候
ハ
ゝ
、
相
尋
申
付
、
差
上
候
様
、
能
々

申
間
、
精
ニ
入
へ
く
候
。
条
々
不
レ
可
レ
有
二
油
断
一
候
」（７
）と
訓
令
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

信
長
に
と
っ
て
、
右
の
如
き
、
義
昭
の
鷹
所
望
は
警
戒
を
要
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
鷹
を
介
し
て
、
義
昭
が
西
国
諸
大

名
と
結
び
つ
く
こ
と
も
予
測
し
得
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
果
た
し
て
、
義
昭
は
、
元
亀
元
年
の
暮
に
、
島
津
義
弘
の
進
上
せ

る
「
色
々
い
き
物
共
」
を
入
手
し
た
こ
と
が
、
元
亀
二
年（
一
五
七
一
）の
史
料
に
見
え
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
時
島
津

氏
の
使
者
は
、「
御
鷹
ハ
東
方
弓
矢
悪
様
ニ
申
候
間
」
と
い
う
理
由
で
、
土
佐
の
一
条
兼
定
の
も
と
に
、
鷹
だ
け
は
滞
留
さ

せ
て
い
た
。
や
が
て
こ
の
鷹
は
、
義
昭
の
命
令
に
よ
っ
て
、
三
好
義
継
と
篠
原
長
房
ら
の
手
を
経
て
、
取
戻
す
こ
と
が
で

き
た
と
い
う
。
こ
れ
を
知
っ
た
信
長
は
、
件
の
鷹
を
所
望
し
て
き
た
の
で
あ
っ
た
。「
即
従
二
貴
国
一
之
御
鷹
ハ
、
信
長
拝
領

申
度
ニ
て
、
諏
方
（
マ
丶
）甚

兵
衛
殿
為
二
御
使
一
、
濃
州
ニ
被
二
下
差
一
候
」
と
見
え
て
い
る（８
）。

諏
方
（
マ
丶
）甚

兵
衛
と
は
、
当
代
鷹
術
の

中
で
も
有
名
な
信
濃
諏
訪
社
よ
り
出
た
政
頼
流（
諏
訪
流
）に
属
す
る
鷹
師
で
あ
り
、
織
田
信
長
に
仕
え
て
い
た
と
考
え
ら

れ
る
。
信
長
は
、
か
く
て
、
鷹
狩
の
み
な
ら
ず
、
大
名
か
ら
も
た
ら
さ
れ
る
鷹
に
お
い
て
も
、
足
利
義
昭
の
権
威
を
圧
倒

し
去
ろ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。

　

さ
て
、
乱
世
の
鷹
に
秘
め
ら
れ
た
一
種
異
質
の
性
格
を
立
証
す
る
史
料
は
他
に
も
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
、

天
正
八
年（
一
五
八
〇
）に
、
織
田
信
長
と
北
条
氏
の
同
盟
が
成
立
し
た
際
に
、
北
条
氏
が
進
じ
た
十
三
足
の
鷹
が
示
唆
し

て
い
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、『
信
長
公
記
』
に
、
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三
（
天
正
八
年
）

月
九
日
、
北
条
氏
政
よ
り
御
鷹
十
三
足
被
レ
上

　
　
　

一
、
鴻
取　
　
　

一
、
鶴
取

　
　
　

一
、
真
那
鶴
取　

一
、
乱
取
と
申
し
て
在
レ
之

　
　
　

一
、
御
馬
五
疋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

以
上

　
　

洛
中
本
能
寺
に
て
進
上
、
相
模
之
御
鷹
居
御
架
に
維ツ
ナ
ギ申

さ
れ
た
り
。（
下
略
）

と
あ
る
。
鴻
取
0

0

は
、
鴻
の
鳥
を
撃
墜
す
る
の
に
す
ぐ
れ
た
鷹
の
意
味
で
あ
り
、
乱
取
0

0

と
は
、
多
種
類
の
鳥
を
取
獲
で
き
る

よ
う
に
調
教
さ
れ
た
鷹
の
こ
と
で
あ
る
。
い
ず
れ
劣
ら
ぬ
逸
物
の
鷹
で
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
後
に
、
徳
川

家
康
と
北
条
氏
政
と
の
間
に
盟
約
が
成
立
し
た
際
、
や
は
り
北
条
氏
が
十
二
居
の
大
鷹
を
家
康
に
進
じ
た
こ
と（『
家
忠
日

記
』
天
正

十
四
年
四
月

一
日
の
条

）を
合
考
す
れ
ば
、
当
代
の
鷹
が
大
名
間
に
授
受
さ
れ
る
と
き
、
両
者
の
盟
約
締
結
儀
礼
の
場
に
不
可
欠
の
鳥

と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
た
、
と
考
え
ら
れ
る
。
従
っ
て
、
天
正
八
年（
一
五
八
〇
）に
、
土
佐
の
長
宗
我
部
元
親
が
、「
御

鷹
十
六
連
」
を
信
長
に
進
上
し
て
き
た
の
は
、
織
田
・
長
宗
我
部
両
氏
の
盟
約
関
係
の
成
立
を
表
現
し
て
い
る
と
言
え
る

の
で
あ
る（『
信
長
公
記
』
同
年

六
月
廿
六
日
の
条

）。
ま
た
、
こ
れ
と
は
正
反
対
に
、
天
正
十
年
、
甲
斐
攻
略
を
終
え
た
信
長
が
、
北
条
氏
政
の

進
じ
た
「
鶴
取
之
御
鷹
」
を
、「
何
れ
も
御
気
色
に
相
不
レ
申
」
と
い
う
理
由
を
付
し
て
つ
き
返
し
た
こ
と
は
、
信
長
が

す
で
に
、
関
東
経
略
の
野
心
を
抱
き
、
北
条
氏
政
に
対
し
て
、
訣
別
の
意
を
通
告
し
た
に
等
し
い
事
実
で
あ
っ
た
と
解
す
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る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る（『
同
』
同
年
四

月
三
日
の
条

）。

　

信
長
の
時
代
に
お
け
る
鷹
に
、
こ
の
よ
う
な
意
味
が
存
在
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
、
一
層
裏
書
き
す
る
の
は
、
信
長
滅

亡
後
の
天
正
十
一
年（
一
五
八
三
）に
、羽（豊
臣
）柴秀
吉
が
、徳
川
家
康
に
対
し
て「
日（
ひ
ゅ
う
が
す
た
か
の
だ
い
）

向
巣
鷹
弟
鷹
」を
贈
っ
て
い
る
事
実
で
あ
る（９
）。

そ
し
て
、
庇
護
者
を
失
っ
た
前
関
白
近
衛
龍（前
久
）山が
、「
一
段
鷹
数
寄
」
な
徳
川
家
康
に
、「
一
廉
之
若
鷹
」
を
進
ぜ
ん
と
し

た
の
は
、
や
は
り
、
逸
物
の
鷹
を
介
し
て
、
徳
川
家
康
に
近
づ
こ
う
と
し
た
証
拠
で
あ
る
と
言
え
よ
う
）
10
（

。
さ
ら
に
、
豊
臣

秀
吉
が
、
北
条
氏
攻
撃
に
際
し
、
関
東
を
脅
か
す
に
足
る
伊
達
政
宗
に
対
し
て
、
執
拗
な
ほ
ど
、
政
宗
所
持
の
逸
物
「
目

赤
之
鶴
取
」
を
所
望
し
た
の
も
、
鷹
狩
の
鷹
な
ら
ぬ
、
友
好
と
盟
約
の
象
徴
た
る
鷹
を
欲
し
た
か
ら
に
他
な
る
ま
い
。

　

織
田
信
長
の
も
と
に
、
管
見
に
触
れ
た
範
囲（
永
禄
七
年
～
天
正
十
年
の

十
八
年
間
に
お
け
る
史
料
）で
も
、
お
よ
そ
一
四
〇
連
の
鷹
が
も
た
ら
さ
れ
て

い
た
が
、
そ
の
数
多
の
鷹
は
、
専
ら
信
長
の
鷹
狩
に
供
さ
れ
る
た
め
の
も
の
と
、
そ
れ
か
ら
、
信
長
と
諸
大
名
と
の
盟
約

関
係
を
象
徴
す
る
意
味
を
有
す
る
鷹
と
の
二
種
の
性
格
の
相
違
が
存
在
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　

信
長
が
所
持
し
た
鷹
に
は
、
右
に
見
た
ご
と
き
、
経
緯
が
存
在
し
た
の
で
は
あ
る
が
、
や
は
り
、
信
長
の
鷹
数
寄
心
は
、

終
始
変
ら
ぬ
も
の
が
認
め
ら
れ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
信
長
は
、子
息
の
織
田
信
忠
が
、岐
阜
城
内
の
庭
籠
で
育
て
あ
げ
た
「
御

鷹
四
足
」
を
激
賞
し
、「
御タ
カ
シ
ヤ
ウ

鷹
師
山
日
・
広
葉
両
人
」
に
、
そ
の
辛
労
を
慰
め
る
べ
く
、「
銀
子
五
枚
宛
に
御
服
相
副
」
え

て
遣
わ
し
た
り
し
て
い
る
の
で
あ
る（『
信
長
公
記
』
天
正
六

年
七
月
廿
三
日
の
条

）。
さ
ら
に
、
安
土
城
天
守
の
一
室
に
、「
庭
子
の
景（景
色
）気」
を
描
か

せ
、「
御
鷹
の
間
」
と
称
し
た
の
も
、
信
長
の
鷹
数
寄
か
ら
出
た
発
想
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る（『
信
長
公
記
』
天
正
四
年

「
安
土
山
御
天
主
之
次
第
」
）。
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信
長
に
仕
え
た
画
家
、
狩
野
永
徳
の
作
品
に
、
鷹
の
絵
の
多
い
こ
と
も（「
原
色
日
本
の

美
術
」
十
三

）、
信
長
の
願
望
に
応
え
た
ゆ
え
に

ほ
か
な
ら
な
い
）
11
（

。

　

さ
て
、
信
長
に
は
自
慢
の
鷹
の
逸
物
が
幾
居
か
あ
っ
た
。
先
述
の
「
岐
阜
に
て
御ソ

生タ

立テ

な
さ
れ
候
庭
子
之
御
鷹
」

（『
信
長
公
記
』
天
正
六

年
十
月
十
四
日
の
条

）や
、「
十
三
尾
之
御
鷹
」（『
同
』
天
正
七
年

三
月
晦
日
の
条

）、「
秘
蔵
之ハ
イ
タ
カ鷂
」（『
同
』
同
年
十
一

月
廿
七
日
の
条

）な
ど
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
何

と
言
っ
て
も
、
信
長
が
最
も
好
ん
だ
鷹
は
、「
し
ろ
の
御
鷹
」
で
あ
っ
た
。
信
長
は
、
こ
の
鷹
に
、
ほ
と
ん
ど
心
を
奪
わ

れ
て
し
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。「
し
ろ
の
御
鷹
」
に
つ
い
て
、『
信
長
公
記
』
は
次
の
よ
う
に
伝
え
て
い
る
。

　
　

	

奥
州
の
遠
野
孫
次
郎
と
申
人
、
し
ろ
の
御
鷹
進
上
、
御
鷹
居
、
石
田
主
計
、
北
国
辺
舟
路
に
て
、
は
る
ば
る
の
凌
二
風
波
一

罷
上
、
進
献
、
誠
雪
し
ろ
容
儀
、
勝
而
見
事
成
、
御
鷹
見
物
の
貴
賤
、
驚
二
耳
目
一
、
御
秘
蔵
不
レ
斜
、（
天
正
七
年
七
月

廿
五
日
の
条

）

そ
の
名
の
と
お
り
、
ま
こ
と
、
雪
白
の
羽
毛
を
し
た
鷹
で
あ
っ
た
）
12
（

。
か
つ
て
、
万
葉
の
歌
人
大
伴
家
持
が
、「
矢
形
尾
の

真
白
の
鷹
を
屋
戸
に
据
ゑ
、
か
き
撫
で
見
つ
つ
飼
は
く
し
好
し
も
」
と
詠
ん
だ
が
ご
と
き
鷹
で
あ
っ
た
。
信
長
も
、
家
持

同
様
に
、
こ
の
鷹
を
溺
愛
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

信
長
は
、
天
正
七
年（
一
五
七
九
）十
一
月
に
、
安
土
を
発
っ
て
上
洛
す
る
際
、
初
め
て
こ
の
「
し
ろ
」
を
、「
御
番
衆

　

御
祗
候
之
御
衆
へ
」
披
露
し
て
い
る（『
同
』
同
月

三
日
の
条

）。
そ
の
後
の
信
長
の
鷹
狩
は
、
己
が
愛
鷹
を
見
せ
び
ら
か
せ
よ
う
と

し
て
い
た
と
察
せ
ら
れ
る
ほ
ど
、「
し
ろ
の
御
鷹
」
を
用
い
て
い
る
の
で
あ
る
。『
信
長
公
記
』
に
、「
十
（
天
正
七
年
）

一
月
六
日
、
し

ろ
の
御
鷹
居（
す
え
）さ
せ
ら
れ
、
北
野
う
ら
の
辺
、
御
鷹
つ
か
は
さ
れ
」
と
あ
り
「
十（同
年
）一月
八
日
、
東
山
よ
り
一
条
寺
迄
し
ろ
の
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御
鷹
つ
か
は
さ
れ
初
て
御
取
飼
）
13
（

」
な
ど
と
あ
る
。
翌
天
正
八
年
に
入
っ
て
か
ら
も
、
洛
中
・
洛
外
の
鷹
狩
に
、「
し
ろ
」

を
駆
使
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
同
年
三
月
の
、
五
日
間
に
お
よ
ぶ
、
近
江
奥
之
島
山
の
鷹
狩
で
は
、「
し
ろ
の
御
鷹
、
御

自
愛
羽
ふ
り
事
に
勝
れ
、
希
有
之
由
承
及
、
方
々
よ
り
、
御
鷹
野
見
物
群
集
」
す
る
あ
り
さ
ま
で
あ
っ
た
と
い
う（『
同
』

同
年
三

月
十
五
日
、
同

月
十
九
日
の
条
）。
こ
の
年
の
夏
、
羽
毛
の
生
え
替
わ
っ
た
「
し
ろ
」
は
、
秋
十
月
に
、「
初
て
鳥（
と
や
だ
し
）

屋
出
」
を
し
て
、
朝
方
の
鷹

狩
に
使
っ
て
い
る（『
同
』
同
年
十

月
七
日
の
条

）。
か
く
て
、
織
田
信
長
に
と
っ
て
、「
し
ろ
の
御
鷹
」
は
執
着
の
的
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

紺
碧
の
空
に
、
銀
の
尾
鈴
の
音
を
震
わ
せ
な
が
ら
飛
翔
す
る
、
雪
し
ろ

0

0

0

の
鷹
に
、
織
田
信
長
は
、
若
年
の
頃
の
尾
張
の
鷹

野
で
馳
せ
た
夢
―
天
空
へ
の
飛
翔
あ
る
い
は
天
下
を
睥
睨
す
る
と
い
う
野
望
を
見
出
し
得
た
で
あ
ろ
う
。
美
し
く
、
か
つ

ま
た
勇
猛
果
敢
に
弱
鳥
を
撃
墜
す
る
「
し
ろ
の
鷹
」
に
、
信
長
は
、
己
が
姿
を
仮
託
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

注（
１
）　
『
上
杉
家
文
書
』
所
収
、
元
亀
二
年
三
月
廿
日
付
、
上
杉
輝
虎
宛
織
田
信
長
書
状
。

（
２
）　
『
上
杉
家
文
書
』
元
亀
二
年
九
月
廿
五
日
付
上
杉
輝
虎
宛
織
田
信
長
書
状
。

（
３
）	　
『
上
杉
家
文
書
』
所
収
、（
元
亀
元
年
）八
月
廿
三
日
、
酒
井
忠
次
宛
上
杉
輝
虎
書
状
、
な
ら
び
に
十
月
十
八
日
付
、
上
杉
輝
虎
宛

徳
川
家
康
書
状
。

（
４
）　
『
上
杉
家
文
書
』
所
収
、
同
年
六
月
十
四
日
付
長
尾
景
虎
宛
朝
倉
教
景
書
状
。

（
５
）　
『
戦
国
遺
文
』
武
田
氏
編
所
収（
大
永
四
年
）十
一
月
廿
三
日
付
長
尾
為
景
宛
北
条
氏
綱
書
状
。
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（
６
）　
『
大
友
文
書
』
所
収
、
元
亀
二
年
二
月
廿
三
日
付
、
大
友
宗
麟
宛
足
利
義
昭
書
状
。

（
７
）　
『
柳
沢
文
書
』
所
収
、
元
亀
三
年
二
月
廿
日
付
柳
沢
元
政
宛
足
利
義
昭
書
状
。

（
８
）　
『
大
日
本
史
料
』
所
収
「
後
編
薩
藩
旧
記
雑
録
五
」、
元
亀
二
年
五
月
廿
一
日
付
意
温
斎
宛
宗
因
書
状
。

（
９
）　
『
武
徳
編
年
集
成
二
十
六
』
所
収
、
天
正
十
四
年
十
月
十
五
日
付
、
徳
川
家
康
宛
羽
柴
秀
吉
書
状
。

（
10
）　
『
大
日
本
史
料
』
所
収
「
後
編
薩
藩
旧
記
雑
録
十
四
」、
天
正
十
一
年
十
月
五
日
付
島
津
義
久
宛
近
衛
龍
山
書
状
。

（
11
）	　

鷹
の
絵
を
織
田
信
長
が
ど
の
よ
う
に
観
て
い
た
か
を
示
す
史
料
が
あ
る
。
山
城
本
能
寺
宛
信
長
書
状
に
、「
屏
風
一
雙
絵
鷹
、
贈

給
候
、
御
懇
慮
之
至
候
、
以
レ
之
旅
宿
令
二
荘
厳
一
候
」
と
あ
り
、
鷹
の
絵
は
荘
厳
さ
を
も
っ
て
よ
ろ
こ
ば
れ
た
こ
と
が
分
か
る

（
永
禄
十
二
年
三
月
五
日
付
、
奥
野
高
廣

氏
『
織
田
信
長
文
書
の
研
究（
上
巻
）』
）。

（
12
）　
「
取
飼
」
と
は
訓
練
し
た
鷹
が
獲
物
を
と
ら
え
る
こ
と
を
い
う
。

（
13
）	　

遠
野
孫
次
郎
広
郷
は
陸
奥
閉
伊
郡
横
田
城
主
。
信
長
は（
天
正
七
年
）七
月
廿
日
付
で
広
郷
に
書
状
を
送
り
「
抑
白
ノ
鷹
数
多
雖
二

到
来
一
、雪
白
之
鷹
于
レ
今
不
レ
及
レ
見
、自
愛
無
レ
他
候
、希
有
之
儀
、相
二
叶
本
懐
一
候
」
と
述
べ
て
い
る（
永
禄
十
二
年
三
月
五
日
付
、
奥
野
高
廣

氏
『
織
田
信
長
文
書
の
研
究（
上
巻
）』
）。
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結　
　

び

　

か
つ
て
、
折
口
信
夫
博
士
は
、
わ
が
国
の
鷹
狩
及
び
鷹

0

0

0

0

0

に
は
、〝
随
分
際
限
の
な
い
未
見
の
部
分
を
予
想
せ
し
め
る
も

の
が
あ
る
〟
と
言
及
さ
れ
た
。
そ
れ
は
、
鷹
狩
と
鷹
に
ま
つ
わ
る
信
仰
的
要
素
に
つ
い
て
示
唆
さ
れ
た
問
題
で
あ
っ
た
と

思
わ
れ
る
。
定
型
化
せ
る
放
鷹
史
の
解
釈
や
秘
密
の
所
作
が
多
い
鷹
の
故
実
に
、
新
し
い
疑
問
を
投
げ
か
け
ら
れ
た
の
で

あ
っ
た
。

　

そ
し
て
、
桑
田
忠
親
博
士
は
、
戦
国
時
代
史
の
講
義
の
中
で
、
本
稿
に
も
引
用
し
た
、
織
田
信
長
の
書
状
―
―
伊
達

輝
宗
が
進
上
せ
る
庭
籠
の
鴘
鷹

0

0

0

0

0

と
巣
主
大
小

0

0

0

0

に
対
す
る
返
礼
―
―
を
解
説
さ
れ
た
折
、
戦
国
時
代
に
お
け
る
鷹
狩
及
び
鷹

0

0

0

0

0

に
、
未
見
の
部
分
の
多
い
こ
と
を
指
摘
さ
れ
た
。

　

折
口
・
桑
田
両
博
士
が
そ
れ
ぞ
れ
に
予
想
さ
れ
た
未
見
の
部
分
が
、
本
論
に
お
い
て
、
果
し
て
ど
れ
ほ
ど
解
明
で
き
た

か
は
わ
か
ら
な
い
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
今
や
一
つ
の
結
論
と
し
て
、
次
の
諸
点
を
断
言
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

即
ち
、
第
一
に
、
信
長
の
鷹
狩
は
、
身
体
練
磨
・
領
内
地
理
の
検
分
・
陣
立
の
模
擬
訓
練
な
ど
の
目
的
を
も
っ
て
営
ま

れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
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第
二
に
、
信
長
が
上
洛
を
達
成
し
て
か
ら
は
、
足
利
将
軍
家
の
鷹
狩
・
鷹
・
鷹
の
鳥
な
ど
の
扱
い
方
に
大
き
な
啓
発
を

受
け
、
そ
れ
を
継
承
し
、
つ
い
に
こ
れ
を
克
服
し
て
ゆ
く
意
識
が
あ
り
あ
り
と
う
か
が
え
た
こ
と
で
あ
る
。
や
が
て
信
長

の
鷹
狩
に
政
治
的
示
威
性
が
濃
厚
に
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　

第
三
に
、「
天
下
布
武
者
」
の
鷹
狩
に
ふ
さ
わ
し
い
逸
物
の
鷹
を
、
鷹
の
産
地
奥
羽
に
求
め
る
べ
く
、
配
下
の
鷹
師
を

差
遣
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
し
、
同
時
期
の
徳
川
家
康
も
こ
れ
と
全
く
同
じ
方
法
を
用
い
て
お
り
、
両
者
の
い
ず

れ
が
発
想
し
た
も
の
で
あ
っ
た
か
は
明
確
で
な
い
。
強
い
て
言
え
ば
、
足
利
義
晴
の
時
代
に
、
す
で
に
奥
羽
の
地
へ
鷹
匠

を
派
遣
し
、
将
軍
義
昭
が
西
国
諸
大
名
に
鷹
師
を
遣
わ
し
て
鷹
を
求
め
て
い
た
こ
と
を
知
っ
た
信
長
が
考
え
て
い
た
の
か

も
し
れ
な
い
。

　

第
四
に
、
戦
国
時
代
の
鷹
は
、
古
代
以
来
、
積
み
重
ね
ら
れ
て
き
た
我
国
の
天
空
翔
け
る
生
き
物
が
も
た
ら
す
霊
的
な

力
に
対
す
る
信
仰
心
を
内
包
し
つ
つ
、
種
々
の
価
値
観
が
ぶ
つ
か
り
合
い
か
つ
鎬
を
削
る
乱
世
に
於
い
て
、
戦
国
大
名
間

の
、
友
好
と
盟
約
成
立
・
締
結
儀
礼
に
不
可
欠
の
鳥
と
し
て
、
理
解
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

最
後
に
、
織
田
信
長
に
は
、
一
貫
し
て
流
れ
る
、
鷹
数
寄
心
が
あ
っ
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。
鷹
と
い
う
鳥
は
こ
と
に

乱
世
の
武
士
の
意
気
に
寄
り
添
う
よ
う
な
鋭
さ
と
厳
し
さ
と
を
宿
し
て
い
る
。
織
田
信
長
が
、
そ
の
晩
年
に
、「
し
ろ
の

御
鷹
」
に
執
着
し
た
こ
と
は
注
目
に
値
し
よ
う
。
し
ろ

0

0

は
、
天
下
布
武
者
の
象
徴
た
る
に
ふ
さ
わ
し
い
逸
物
で
あ
っ
た
の

で
あ
る
。
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以
下
は
、
本
研
究
の
一
つ
の
結
論
を
先
取
り
し
て
述
べ
る
こ
と
に
な
る
け
れ
ど
も
、
右
の
ご
と
き
信
長
の
鷹
狩
を
見
聞

し
、
天
下
一
統
を
達
成
し
た
豊
臣
秀
吉
は
、
鷹
狩
を
、
天
性
の
磊
落
な
遊
楽
性
と
権
威
誇
示
の
場
と
し
て
と
ら
え
て
行
っ

た
。
や
が
て
徳
川
家
康
は
、
鷹
と
鷹
狩
の
世
界
に
お
い
て
も
、
前
二
者
を
は
る
か
に
超
克
し
て
行
き
、
鷹
を
公
家
・
社
家
・

武
家
の
家
臣
・
庶
人
な
ど
の
手
か
ら
奪
い
、
新
興
大
名
層
の
特
権
的
所
有
に
帰
し
て
し
ま
っ
た
。
鷹
狩
は
、
家
康
の
時
代

に
至
っ
て
、
完
全
に
将
軍
と
大
名
の
ス
テ
イ
タ
ス
・
シ
ン
ボ
ル
と
な
り
得
た
。
鷹
は
も
は
や
友
好
と
盟
約
の
鳥
と
し
て
で

は
な
く
、
諸
大
名
が
幕
府
に
年
々
献
納
す
べ
き
も
の
と
し
て
義
務
づ
け
ら
れ
て
行
っ
た
。

　

要
す
る
に
織
田
信
長
が
鷹
狩
の
世
界
に
お
い
て
も
天
下
一
統
へ
の
大
き
な
エ
ポ
ッ
ク
を
画
し
て
い
た
事
実
を
認
め
る
こ

と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

	
	

（
初
出
『
國
史
學
』
第
八
十
二
号

「
同
題
」
昭
和
四
十
五
年
九
月

）
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第
六
章　

太
閤
秀
吉
の
鷹
狩

は　

じ　

め　

に

　

戦
国
時
代
の
大
名
は
鷹
狩
を
好
ん
だ
。
獲
物
を
食
膳
に
供
す
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
鷹
の
す
る
ど
い
目
の
輝

き
、
諸
鳥
を
追
う
勢
い
が
戦
国
大
名
の
心
と
一
致
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
戦
乱
の
合
間
を
ぬ
っ
て
鷹
狩
を
行
な
っ
た
。

　

豊
臣
秀
吉
は
織
田
信
長
の
鷹
狩
を
側
近
く
で
見
聞
し
て
は
い
た
が
、
自
ら
が
鷹
狩
を
経
験
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、

天
下
統
一
策
を
継
承
す
る
段
階
以
降
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。
鷹
狩
の
面
で
は
、
徳
川
家
康
を
は
じ
め
北
条
氏
政
・
伊
達

政
宗
な
ど
有
力
大
名
か
ら
遅
れ
を
と
っ
て
い
た
こ
と
は
否
め
な
い
。
そ
こ
で
、
秀
吉
は
急
速
に
鷹
狩
を
覚
え
、
ま
た
一
挙

に
天
下
の
覇
者
に
ふ
さ
わ
し
い
鷹
狩
を
志
向
し
て
行
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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第
一
節　
　

鷹　

野　

便　

り

　

天
正
十
六
年（
一
五
八
八
）、
初
冬
の
十
月
に
、
豊
臣
秀
吉
は
摂
津
国
へ
出
か
け
、
数
日
の
間
鷹
狩
を
し
て
愉
し
ん
だ
。

こ
の
摂
津
の
鷹
狩
か
ら
、
聚
楽
第
に
居
る
正
室
北
政
所
の
侍
女
い
わ

0

0

0

0

に
宛
て
た
秀
吉
自
筆
の
消
息
が
『
鵜
飼
ち
づ
氏
所
蔵

文
書
』
に
、
次
の
よ
う
に
見
え
て
い
る
。

　
　
　
　

	

か
へ
す
〳
〵
、
こ
の
間
は
ま
い
に
ち
た（
鷹
野
）

か
の
に
て
、
め
し
を
も
一
た（段
）ん

と
す
ゝ
み
申
候
、
心
や
す
く
候
へ
く
候
、

な
に
事
も
た
か
の
に
て
わ
す
れ
、
又
は
よ
る
は
く
た
ひ
れ
候
て
、
ね
ま
い
ら
せ
候
、
た
ゝ
し
、
ら（
蝋
燭
）

う
そ
く
二
て

う
ほ
と
わ
と
ほ
し
、
よ
は
な
し
を
し
ま
い
ら
せ
候
、

　
　
　
　
（
下
略
）

　
　

	

わ
さ
と
申
ま
い
ら
せ
候
、
つ（津
国
カ
）

の
く
ゑ
、
た（鷹
）か

へ
こ
し
候
て
、
五
三
日
と（
逗
留
）

う
り
う
い
た
し
可
レ
申
間
、
よ（夜
）ゐ

物

か（
鉄
漿
附
）

ね
つ
け
と
り
そ
ろ
へ
、（
使
）（
の
脱
カ
）

つ
か
い
物
と
も
二
三
人
、
こ（孝
蔵
主
）

う
そ
う
す
か
、
ち
や
あ
両
人
、
一
人
つ
け
候
て
、
八
日
の
五

つ
の
こ
ろ
い（
茨
木
）

は
ら
き
へ
こ
し
候
よ
う
申
つ
け
候
て
、
い
そ
き
可
レ
給
候
、
又
こ
の
う（
鶉
）
つ
ら
我
等（
手
）
て
に
て
と
ら
せ
候
、

五（
竿
）
さ
を
進
レ
之
候
、
此
う
ち
一
さ
を
大
ま
（
政
　
所
）

ん
と
こ
ろ
へ
、
一
さ
を
ひ（
備
前
）

ん
せ
ん
の（
御
）
五
か
た
へ
つ
か
わ
せ
、
の
こ
る
三
さ

を
は
、
そ
も
し
せ
（
賞
翫
）

う
く
わ
ん
候
へ
く
候
、
か
し
く
、
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十
月
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　

い
わ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

て
ん

　

こ
の
書
状
に
は
、
五
十
二
歳
の
秀
吉
の
、
鷹
狩
で
の
愉
し
さ
が
溢
れ
て
い
る
。
秀
吉
は
自
ら
の
手
で
鷹
を
つ
か
い
、
野

に
伏
す
鶉
を
と
ら
え
た
。
そ
の
鶉
を
、
笹
の
つ
い
た
青
竹
に
数
羽
ず
つ
結
わ
え
た
も
の
を
五
竿（１
）、
老
母
や
妻
な
ど
に
送
っ

て
や
っ
た
の
で
あ
る
。
鷹
野
の
め
し
0

0

は
う
ま
い
。
何
も
か
も
、
鷹
野
に
忘
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
肌
寒
い
夜
の
御
伽
の
衆

達
と
の
夜
咄
は
、
一
日
の
鷹
の
活
躍
ぶ
り
で
も
あ
っ
た
ろ
う
か
。
秀
吉
は
鷹
野
に
、
ひ
と
つ
の
遊
芸
の
境
地
を
見
出
し
て

い
た
の
で
あ
る
。

　

で
は
、
豊
臣
秀
吉
が
鷹
狩
に
興
味
を
覚
え
、
そ
れ
に
熱
中
し
て
行
っ
た
背
景
や
動
機
等
に
つ
い
て
述
べ
て
み
た
い
。

　

戦
国
時
代
に
お
け
る
鷹
狩
の
研
究
を
進
め
て
行
く
と
、
鷹
を
育
て
、
鷹
狩
を
営
み
、
鷹
の
売
買
が
行
な
わ
れ
、
鷹
の
贈

遣
が
流
行
し
た
こ
と
な
ど
が
認
め
ら
れ
る
。
特
に
こ
の
時
代
の
大
名
・
武
将
に
と
っ
て
、鷹
狩
は
身
体
錬
磨
の
場
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
鷹
野
の
諸
鳥
を
と
ら
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
れ
を
食
膳
に
供
す
る
の
も
、
た
の
し
み
の
大
き
な
要
素
で
あ
っ
た
。

　

鷹
術
に
は
複
雑
多
岐
な
故
実
が
伝
え
ら
れ
て
い
た
が
、
公
家
衆
社
会
に
お
け
る
遊
戯
化
し
た
放
鷹
と
は
違
っ
て
、
戦
国

大
名
の
鷹
狩
は
、
よ
り
実
質
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
武
士
達
は
、
戦
陣
の
機
動
力
た
る
騎
馬
を
嘱
望
し
た
如
く
、

逸
物
の
鷹
を
も
、
先
を
競
っ
て
求
め
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
鷹
は
、
や
が
て
生
産
手
段
的
価
値
を
超
え
て
、
大
名
間
に

贈
答
さ
れ
る
時
、
引
出
物
と
し
て
の
意
味
と
共
に
、
盟
約
締
結
の
儀
礼
に
登
場
す
る
鳥
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。
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戦
国
大
名
に
よ
る
領
国
支
配
が
進
行
す
る
と
、彼
ら
は
領
内
の
鷹
確
保
の
施
策
と
鷹
師（
鷹
仕
・
鷹
居
・
鷹
匠
な
ど
と
も
い
う
）

の
掌
握
を
急
い
だ
の
で
あ
っ
た
。
城
内
に
鷹
飼
育
の
た
め
の
鷹
部
屋
を
構
築
し
、
鷹
師
に
よ
る
良
鷹
の
調
教
に
期
待
し
た

の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
時
代
に
、
鷹
の
飼
育
や
鷹
狩
に
熱
心
だ
っ
た
主
な
人
物
と
し
て
は
、
足
利
義
昭
・
織
田
信
長
・
豊
臣
秀
次
・

近
衛
前
久
・
徳
川
家
康
・
上
井
覚
兼
・
松
平
家
忠
・
浅
野
長
政
・
宇
喜
多
秀
家
・
伊
達
輝
宗
・
同
政
宗
・
佐
竹
義
宣
・
石

田
三
成（２
）な

ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
な
か
で
も
、
織
田
信
長
の
鷹
狩
は
、
豊
臣
秀
吉
の
鷹
狩
へ
の
関
心
に
、
多
大
の
影
響
を
及

ぼ
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

織
田
信
長
の
鷹
狩
に
つ
い
て
は
、『
信
長
公
記
』
の
中
に
数
多
く
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
信
長
は
逸
物
の
鷹
を
求

め
る
た
め
に
、
遥
か
陸
奥
の
深
山
に
鷹
師
を
差
遣
し
た
り（３
）、

上
杉
謙
信
か
ら
秀
鷹
を
贈
ら
れ
た
り
し
て
い
る（４
）。

信
長
の
支

配
圏
が
拡
大
し
て
行
く
に
つ
れ
て
、
夥
し
い
鷹
が
諸
方
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
。
ち
な
み
に
永
禄
七
年（
一
五
六
四
）か
ら
天

正
十
年（
一
五
八
二
）ま
で
の
披
見
史
料
に
お
け
る
鷹
数
は
一
四
〇
連
を
か
ぞ
え
る
。
そ
れ
ら
の
鷹
の
働
き
に
一
喜
一
憂
す

る
信
長
の
姿
を
、
秀
吉
は
見
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
或
い
は
ま
た
、
信
長
が
永
禄
十
三
年
三
月
に
、
足
利
義
昭
・
三
好
義

継
・
松
永
久
秀
ら
と
と
も
に
催
し
た
鷹
狩
と
か（５
）、
天
正
五
年
に
挙
行
し
た
東
山
放
鷹
な（６
）ど
を
見
聞
し
て
い
た
秀
吉
は
、
す

で
に
、
覇
者
の
鷹
狩
が
有
す
る
政
治
的
示
威
性
を
理
解
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

織
田
氏
と
の
同
盟
者
、
そ
し
て
信
長
な
き
後
の
秀
吉
と
の
対
抗
者
で
あ
っ
た
徳
川
家
康
の
鷹
狩
も
、
秀
吉
に
は
少
か
ら
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ぬ
刺
激
を
与
え
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
家
康
は
、
信
長
と
同
じ
よ
う
に
少
年
時
代
か
ら
鷹
狩
を
覚
え
、
鷹
の
飼
育
も
行
な
っ

て
い
た（『
三
河

物
語
』）。
鷹
師
中
河
市
助
を
出
羽
の
伊
達
輝
宗
に
派
遣
し
、
逸
物
の
鷹
を
求
め
て
い
た（７
）。
北
条
氏
政
と
の
同
盟

成
立
に
際
し
て
は
、
馬
十
疋
と
相
模
の
大
鷹
十
二
居も
と（

鷹
は
、
居
・
連
・
聯
な
ど
と
数
え
る
）を
受
理
し
て
い
る（８
）。
天
正
十
二

年（
一
五
八
四
）の
小
牧
の
戦
い
後
、
豊
臣
秀
吉
と
の
冷
戦
状
態
に
あ
っ
た
家
康
は
、
度
繫
く
鷹
狩
に
出
て
い
た
し
、
家
臣

の
者
に
鷹
を
差
し
遣
し
た
り
、
鷹
の
鳥
を
ふ
る
ま
っ
て
い
た（９
）。
秀
吉
か
ら
上
洛
の
勧
告
を
受
け
た
家
康
は
、
三
河
国
吉
良

の
鷹
野
で
、「
こ
の
鷹
一
居
も
て
蹴
ち
ら
さ
ん
も
の
を
」と
言
っ
て
、こ
の
勧
告
を
承
諾
し
な
か
っ
た（『
東
照
宮
御
実
紀
附
録
』

所
載
「
中
泉
古
老
伝
」

）。

徳
川
家
康
の
動
静
に
絶
え
ず
危
懼
の
念
を
抱
い
て
い
た
秀
吉
に
は
、
当
然
、
家
康
の
鷹
と
鷹
狩
の
こ
と
さ
え
気
に
な
っ
た

で
あ
ろ
う
。

　

し
か
し
、
秀
吉
の
生
い
立
ち
に
武
将
の
子
信
長
や
家
康
ら
に
み
ら
れ
た
鷹
及
び
鷹
狩
の
経
験
を
見
出
す
こ
と
は
、
困
難

で
あ
る
。
鷹
狩
流
行
の
時
代
の
中
で
、
織
田
信
長
の
影
響
や
徳
川
家
康
へ
の
対
抗
意
識
な
ど
が
絡
み
あ
い
な
が
ら
、
秀
吉

の
鷹
狩
は
漸
次
形
を
整
え
て
行
っ
た
の
で
あ
る
。
秀
吉
は
、
お
そ
ら
く
、
天
下
統
一
の
事
業
を
推
進
し
て
行
く
過
程
で
、

鷹
と
鷹
狩
の
面
で
も
、
天
下
人
と
し
て
の
地
位
を
獲
得
せ
ん
と
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。

　

豊
臣
秀
吉
は
、
天
正
十
五
年（
一
五
八
七
）に
、
島
津
氏
一
族
を
服
属
さ
せ
た
が
、
こ
の
年
の
九
月
、
さ
っ
そ
く
島
津
義

弘
を
日
向
国
の
鷹
巣
奉
行
に
任
じ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、「
於
二
日
州
一
鷹
巣
奉
行
事
被
二
仰
付
一
之
条
、
慥
（
た
し
か
）成
者
付
置
、

可
二
相
守
一
段
肝
要
候
」
と
い
う
朱
印
状
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
）
10
（

。
鷹
巣
奉
行
と
は
、
鷹
の
巣
を
管
理
保
護
す
る
役
職
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と
み
て
よ
い
。
鷹
は
深
山
の
樹
上
や
崖
陰
に
巣
を
営
み
、
子
を
育
て
る
。
鷹
師
は
、
こ
の
鷹
の
子
を
捕
え
て
調
養
し
、
狩

に
つ
か
え
る
よ
う
に
仕
立
て
あ
げ
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
良
鷹
を
確
保
す
る
た
め
に
は
、
鷹
が
巣
を
か
け
る
山
域
一
帯

を
掌
握
し
て
置
く
必
要
が
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
武
田
信
玄
は
、
駿
州
富
士
山
の
麓
の
鷹
巣
保
護
の
た
め
に
、
樵
夫
の
立

入
を
厳
禁
し
て
い
た
し
）
11
（

、
浅
野
幸
長
は
、
鷹
巣
発
見
者
へ
の
扶
持
加
増
策
や
、
巣
鷹
売
買
の
禁
に
反
す
る
者
へ
の
厳
刑
策

を
講
じ
た
の
で
あ
る
）
12
（

。
島
津
義
弘
は
お
そ
ら
く
、
武
田
氏
や
浅
野
氏
と
同
様
の
方
策
で
秀
吉
の
命
令
遂
行
に
あ
た
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
秀
吉
が
着
目
し
た
日
向
産
の
鷹
は
、
当
代
の
鷹
の
数
寄
者
が
皆
渇
望
し
て
い
た
逸
物
で
あ
っ
た
。
か
つ
て
、

足
利
義
昭
は
頻
り
に
こ
の
「
日ひ
ゅ
う
が向
巣す

」
の
鷹
を
ほ
し
が
っ
て
い
た
し
）
13
（

、
関
白
近
衛
前
久
も
、
島
津
義
弘
に
「
日
州
手
ニ
入

上
者
、
大
鷹
定
而
可
レ
在
レ
之
候
」
）
14
（

と
述
べ
所
望
し
て
い
た
。
し
か
し
、
日
向
巣
の
鷹
は
、
簡
単
に
入
手
で
き
る
も
の
で

は
な
か
っ
た
。
織
田
信
長
で
さ
え
、
近
衛
前
久
の
手
を
経
て
、
若
干
の
日
向
鷹
を
得
て
い
た
に
す
ぎ
な
い
）
15
（

。
当
時
の
九
州

は
足
利
義
昭
や
織
田
信
長
の
要
求
に
た
や
す
く
応
じ
る
よ
う
な
情
勢
で
は
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
い
ま
や
九
州
の
平
定
は
成
っ
て
、
秀
吉
の
勢
力
は
、
日
向
の
鷹
巣
山
に
も
波
及
す
る
に
至
っ
た
の
で

あ
る
。
秀
吉
が
島
津
義
弘
を
鷹
巣
奉
行
に
任
じ
た
天
正
十
五
年（
一
五
八
七
）九
月
と
い
え
ば
、
彼
の
権
勢
を
示
威
す
る
聚

楽
第
が
完
成
し
た
月
で
あ
る
。
さ
ら
に
翌
十
月
に
は
、あ
の
北
野
大
茶
湯
が
催
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
時
期
に
、

日
向
巣
鷹
の
確
保
に
着
手
し
た
の
は
、
秀
吉
が
鷹
と
鷹
狩
に
つ
い
て
の
第
一
人
者
に
成
り
あ
が
ろ
う
と
す
る
野
心
が
湧
い
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て
き
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　

秀
吉
は
鷹
確
保
策
を
打
出
す
と
と
も
に
、
鷹
匠
の
人
数
を
も
そ
ろ
え
始
め
た
こ
と
が
推
測
で
き
る
。
た
と
え
ば
、
天
正

十
六
年
の
三
月
廿
三
日
に
は
、
織
田
信
長
配
下
の
鷹
匠
を
差
出
す
よ
う
需
め
て
お
り（『
七し

ち
じ
ょ
う条

文
書
』）、
こ
れ
か
ら
四
年
後
の
天

正
二
十
年（
一
五
九
二
）に
は
、
秀
吉
の
膝
下
に
、
二
十
二
名
の
鷹
匠
が
編
成
さ
れ
て
い
る
。
二
十
二
名
の
鷹
匠
と
は
、「
平

塚
三
郎
兵
衛　

池
田
久
左
衛
門　

佐
々
孫
介　

堀
田
権
右
衛
門　

吉
田
主
水　

野
尻
彦
二
郎　

蜂
屋
一
左
衛
門　

安
井
二

右
衛
門　

落
合
藤
右
衛
門　

真
野
新
太
郎　

寺
尾
千
三
郎　

吉
田
小
五
郎　

野
村
助
六　

大
桑
加
兵
衛　

吉
岡
与
八
郎　

吉
田
藤
介　

南
部
弥
五
八　

吉
田
平
内　

だ
い
木
市
介　

森
本
喜
介　

名
古
屋
九
蔵　

堀
与
七
郎
」
）
16
（

の
こ
と
で
あ
る
。
そ

し
て
、『
甫
庵
太
閤
記
』
所
収
の
「
朝
鮮
国
御
進
発
之
人
数
帳
」
に
、「
八
百
五
十
人　

鷹
師
衆
」
と
あ
る
数
は
、
右
の
二

十
二
名
と
は
あ
ま
り
に
も
か
け
離
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
鷹
飼
育
と
鷹
狩
に
必
要
な
鷹
師
衆
・
餌
差
衆
・
犬

飼
衆
・
鳥
見
衆
・
責
子
衆
等
の
人
員
を
総
計
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
同
じ
頃
、
徳
川
家
康
は
百
五
十
人
の
鷹
飼
衆
を
支
配

し
て
い
た
）
17
（

。

　

秀
吉
の
鷹
匠
中
、
素
性
が
知
れ
る
の
は
、
今
の
と
こ
ろ
、
佐
々
孫
介（
行
政
）だ
け
で
あ
る
。
こ
れ
は
織
田
信
長
に
出
仕

し
て
い
た
老
練
な
鷹
術
家
で
、
秀
吉
の
鷹
匠
頭
の
地
位
に
つ
い
て
い
た
こ
と
が
あ
り
、
の
ち
に
徳
川
家
康
に
つ
か
え
て
い

る（『
戦
国
人
名
辞
典
』

『
慶
長
見
聞
書
』

）。
そ
の
ほ
か
、
吉
田
0

0

の
名
字
の
鷹
匠
が
い
る
が
、
こ
の
四
人
は
お
そ
ら
く
、
当
代
鷹
術
の
名
流
小
笠

原
流
と
並
び
称
さ
れ
た
吉
田
流
の
者
で
あ
ろ
う（『
放
鷹
』
所
載
、

鷹
の
流
派　
　

）。
秀
吉
が
鷹
匠
の
集
団
を
質
量
と
も
に
充
実
さ
せ
よ
う
と
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し
て
い
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

　

さ
て
、
鷹
師
の
手
に
よ
っ
て
、
よ
う
や
く
鷹
の
調
教
が
終
る
と
、
秀
吉
は
い
よ
い
よ
待
望
の
鷹
野
へ
出
る
こ
と
に
な
っ

た
）
18
（

。
そ
し
て
、
天
正
十
六
年（
一
五
八
八
）の
三
月
廿
九
日
に
は
、
徳
川
家
康
と
と
も
に
、
京
都
近
郊
に
鷹
狩
を
催
し
た
の

で
あ
っ
た（『
家
忠
日
記
』

同
日
の
条

）。
そ
の
頃
の
秀
吉
は
、後
陽
成
天
皇
の
聚
楽
第
行
幸
を
近
日
に
ひ
か
え
て
お
り
、な
に
か
に
つ
け
、

関
白
と
し
て
の
身
辺
を
修
飾
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
徳
川
家
康
と
の
鷹
狩
も
、
天
下
の
諸
大
名
を
集
め
、
天
皇
の
前
で

秀
吉
に
忠
誠
を
誓
わ
せ
る
際
の
伏
線
と
し
て
利
用
し
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
家
康
と
の
親
交
を
深
め
て
お
く
こ
と
は
有

利
で
あ
っ
た
。
が
、
し
か
し
、
若
緑
が
萌
え
る
野
の
鷹
狩
そ
の
も
の
は
、
外
面
に
お
け
る
政
治
的
示
威
性
と
は
別
に
、
数

寄
者
秀
吉
の
心
を
強
く
ひ
き
つ
け
ず
に
は
お
か
な
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
『
家
忠
日
記
』
の
翌
三
十
日
の
条
に
、「
関
白
様
、

御
鷹
す
き
に
な
ら
せ
ら
れ
候
て
、
此
方
よ
り
御
た
か
上
申
候
」
と
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
前
田
利
家
も
、
こ
の
天

正
十
六
年
と
推
定
さ
れ
る
四
月
五
日
付
で
、
伊
達
政
宗
へ
宛
て
た
書
状
に
、「
関
白
様
御
鷹
被
レ
為
二
数
寄
一
候
ニ
付
」（『
伊

達
家
文
書
』）と
あ
っ
て
、
右
の
情
況
を
裏
書
し
て
い
る
。

　

秀
吉
は
鷹
が
す
き
に
な
っ
た
。天
下
の
名
鷹
日
向
鷹

0

0

0

を
真
に
必
要
と
す
る
時
が
来
た
。秀
吉
は
さ
っ
そ
く
、「
然
者
先
度
、

日
向
巣
儀
被
レ
成
二
朱
印
一
候
、
雖
レ
為
二
誰
々
知
行
一
、
従
二
其
方
一
巣
鷹
取
可
レ
被
レ
上
候
」
）
19
（

と
述
べ
、
島
津
氏
へ
領
内
の
諸

方
よ
り
日
向
巣
を
と
り
集
め
て
進
上
す
る
旨
催
促
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　

関
白
秀
吉
の
権
威
の
誇
示
と
遊
楽
の
世
界
に
お
い
て
行
わ
れ
る
鷹
狩
に
は
、
そ
れ
に
相
応
し
い
逸
物
の
鷹
ば
か
り
が
必
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要
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
秀
吉
が
期
待
す
る
の
は
、
鷹
数
の
多
さ
よ
り
も
、
え
り
す
ぐ
っ
た
逸
物
の
鷹
な
の
で
あ
っ

た
。
そ
れ
は
、
前
田
利
家
が
、
右
の
書
状
の
中
で
、
伊
達
政
宗
に
対
し
、

　
　

	
可
レ
然
鷹
御
進
上
、
尤
存
候
。
方
々
へ
被
二
御
遣
）
20
（

一
候
間
、
鷹
数
多
者
不
二
入
申
一
候
。（
わ
か
だ
か
）（
と
や
）

黄
鷹
鳥
屋
に
て
も
能
鷹
、
尾

羽
を
不
レ
打
候
て
、
鷹
師
ニ
被
レ
入
二
御
念
一
、
御
進
上
可
レ
然
候
、

と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
明
白
で
あ
る
。
今
年
生
ま
れ
た
ば
か
り
の
黄わ
か
だ
か鷹（

若
鷹
と
も
い
う
）で
も
、
鳥と

屋や

鷹だ
か（

一
夏
を
鷹
部
屋

で
す
ご
し
た
一
歳
鷹
を
い
う
）で
も
、
立
派
な
鷹
を
尾
羽
に
手
を
加
え
た
り
し
な
い
で
、
鷹
師
に
念
を
入
れ
さ
せ
て
進
上
す

る
の
が
よ
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

こ
の
後
秀
吉
は
、
政
宗
が
所
持
す
る
隠
れ
な
き
名
鷹
「
目
（
め
あ
か
の
つ
る
と
り
）

赤
靍
取
」（
目
赤
の
鶴
と
は
佐
渡
の
保
護
鳥
ト
キ
か
）を）21
（

執
擁
に
求

め
、
つ
い
に
そ
の
逸
物
を
獲
得
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
）
22
（

。
秀
吉
は
「
従
二
方
々
一
、
靍
取
之
御
鷹
も
余
多
参
候
得
共
、

貴
殿
ニ
有
レ
之
御
鷹
、
別
而
逸
物
之
由
」
）
23
（

と
説
き
、
さ
ら
に
は
政
宗
へ
の
上
洛
勧
告
を
抱
き
合
せ
に
し
て
、
伊
達
氏
の
服

従
の
度
合
い
を
推
し
量
り
な
が
ら
、
鷹
へ
の
執
着
心
を
も
満
足
さ
せ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。
方
々
0

0

の
大
名
に
対
し
て

も
行
な
わ
れ
た
で
あ
ろ
う
名
鷹
の
催
促
に
も
、
こ
れ
と
同
様
の
意
図
が
ひ
そ
ん
で
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
足

利
義
昭
が
、
将
軍
家
再
興
の
命
運
を
か
け
て
、
大
友
宗
麟
や
島
津
義
久
・
吉
川
元
春
・
小
早
川
隆
景
な
ど
の
も
と
に
鷹
匠

を
派
遣
し
、
大
鷹
の
若
鷹
な
ど
を
頻
り
に
所
望
し
、
兼
ね
て
政
治
的
助
力
を
求
め
て
い
た
の
と
相
似
た
こ
と
で
あ
る
）
24
（

。

　
そ
れ
か
ら
、
秀
吉
は
こ
の
天
正
十
六
年
に
、
朝
廷
に
対
し
て
鷹
狩
の
え
も
の〝
鷹
の
鳥
〟
を
献
上
し
て
い
る
。
こ
の
こ
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と
は
、
以
前
に
足
利
義
昭
や
織
田
信
長
も
実
行
し
て
お
り
、
後
に
は
、
徳
川
家
康
・
秀
忠
ら
も
慣
行
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

『
御
湯
殿
上
日
記
』
の
天
正
十
六
年
五
月
四
日
の
条
に
「
く（
関
白
）
わ
ん
は
く
殿
よ
り
、
た（鷹
）か
野
の
御
み
や
と
て
、
き（
雉
子
）

し
の
と
り

ま
い
る
」
と
あ
る
。
朝
廷
へ
の
鷹
の
鳥
献
上
は
、
臣
従
の
意
を
表
現
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
政
治
的
し
ぐ
さ
の

中
に
、「
た
か
野
の（
土
産
）

御
み
や
」
な
ど
と
言
う
あ
た
り
、
秀
吉
ら
し
い
遊
興
さ
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。

　

か
く
て
、
は
じ
め
に
示
し
た〝
鷹
野
便
り
〟
を
も
う
一
度
考
え
合
わ
せ
れ
ば
、
天
正
十
六
年
こ
そ
、
豊
臣
秀
吉
が
鷹
狩

へ
の
強
い
関
心
を
現
実
の
も
の
と
す
る
に
至
っ
た
年
と
み
て
さ
し
つ
か
え
あ
る
ま
い
。
そ
し
て
、
そ
の
当
初
か
ら
、
秀
吉

の
鷹
狩
に
は
、
権
勢
を
誇
示
せ
ん
と
し
な
が
ら
、
秀
吉
特
有
の
遊
楽
的
雰
囲
気
が
漂
っ
て
い
た
。
そ
れ
は
、
同
じ
年
の
北

野
大
茶
湯
や
、
後
陽
成
天
皇
を
聚
楽
第
に
む
か
え
る
儀
式
に
流
れ
て
い
る
も
の
と
同
じ
で
あ
っ
た
。

注（
１
）	　

鷹
の
と
ら
え
た
鶉
や
雉
・
雲
雀
な
ど
は
、
故
実
に
則
っ
た
結
び
方
を
も
っ
て
青
竹
や
柴
な
ど
に
く
く
り
つ
け
ら
れ
て
贈
遣
さ
れ

る
の
で
あ
る
。

（
２
）	　
『
栃
木
県
史
』
中
世
史
料
編
所
収
「
秋
田
県　

三
五　

佐
藤
家
所
蔵
・
石
田
三
成
書
状
写
」
に
よ
れ
ば
、
豊
臣
秀
吉
の
奥
羽
仕

置
が
行
わ
れ
て
い
た
天
正
十
八
年（
七
月
カ
）八
日
付
岩
城
氏
家
臣
佐
藤
大
隅
守
宛
て
で
命
じ
た
中
に
岩
城
領
境
の
陣
営
の
「
入
口

番
所
ニ
仕
候
い
へ
ニ
、
ほ（
架
）こ

を
六
つ
七
つ
、
た
（
鷹
繋
）

か
つ
な
き
申
候
や
う
ニ
御
い
わ
せ
候
て
可
レ
給
候
、
間
〳
〵
ニ
し（
仕
切
）

き
り
可
レ
有
候
」

と
述
べ
て
い
る
。
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な
お
、
同
じ
頃
七
月
十
八
日
付
で
、
前
田
利
家
は
下
野
国
鹿
沼
に
着
陣
し
て
い
た
が
、
や
は
り
鷹
の
入
手
に
つ
い
て
浅
野
長
政
へ

書
状
を
認
め
、「
然
者
其
元
鷹
多
御
座
候
由
承
候
、
其
内
可
レ
然
弟
鷹
一
ツ

申
請
度
候
」
と
依
頼
し
て
い
る（『
栃
木
県
史
』（
同
）

「
浅
野
家
文
書
」

）。

（
３
）　
『
高
橋
文
書
』
所
収
、（
年
未
詳
）正
月
廿
三
日
付
上
杉
謙
信
宛
織
田
信
長
書
状
。

（
４
）　
『
上
杉
家
文
書
』
所
収
、
元
亀
二
年
九
月
廿
五
日
付
上
杉
謙
信
宛
織
田
信
長
書
状
。

（
５
）　
『
言
継
卿
記
』
永
禄
十
三
年
三
月
五
日
の
条
。

（
６
）　
『
信
長
公
記
』
天
正
五
年
十
月
十
八
日
の
条
。

（
７
）　
『
伊
達
家
文
書
』
所
収
、
天
正
七
年
七
月
一
日
付
、
伊
達
輝
宗
宛
徳
川
家
康
書
状
。

（
８
）　
『
家
忠
日
記
』
天
正
十
四
年
四
月
一
日
の
条
。

（
９
）　
『
家
忠
日
記
』
天
正
十
三
年
二
月
二
日
条
・
同
八
月
十
七
日
条
・
同
九
月
廿
二
日
条
・
同
十
月
二
十
二
日
条
等
。

（
10
）　
『
島
津
家
文
書
』
所
収
、
天
正
十
五
年
九
月
二
十
五
日
付
島
津
義
弘
宛
豊
臣
秀
吉
朱
印
状
。

（
11
）　
『
判
物
証
文
写
』
所
収
、
元
亀
三
年
三
月
廿
日
付
井
出
九
郎
左
衛
門
宛
武
田
氏
朱
印
状
。

な
お
、『
戦
国
遺
文
』
武
田
氏
編
に
次
の
史
料
が
あ
る
。

　
　
　

○
一
九
〇
二　

武
田
信
玄
書
状
写

　

	

近
日
者
尾
・
濃
・
三
之
体
、
如
何
聞
届
度
候
、
仍
富
士
巣
之
鷂
一
・
児
鷹
一
遣
之
候
、
自
愛
尤
候
、
委
曲
従
二
山
県
三（
星
景
）郎
兵

衛
尉
一
所
可
レ
申
候
、
恐
々
謹
言
、

　
　
　
　
　
　

五

（
元
亀
三
年
カ
）
月
廿
五
日　

信（
武
田
）玄　

判

　
　
　
　
　
　
　

奥
平
美（
定
能
）作
守
殿

（
12
）　
『
浅
野
家
文
書
』
所
収
、
文
禄
三
年
三
月
五
日
付
浅
野
長
継
条
目
。

（
13
）　
『
柳
沢
文
書
』
所
収
、
元
亀
三
年
二
月
廿
二
日
付
柳
沢
元
政
宛
足
利
義
昭
書
状
。
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（
14
）　
『
島
津
家
文
書
』
所
収
、
天
正
六
年
四
月
七
日
付
島
津
義
弘
宛
近
衛
前
久
書
状
。

（
15
）　
『
北
郷
文
書
』
所
収
、
天
正
六
年
四
月
七
日
付
北
郷
左
衛
門
入
道
宛
近
衛
前
久
書
状
。

（
16
）　
『
大
か
う
さ
ま
く
ん
き
の
う
ち
』
所
収
「
唐
入
御
進
発
み
ち
ゆ
き
次
第
廿
番
御
鷹
」。

　
　
　

な
お
、『
放
鷹
』
所
収
「
鷹
書
解
題
」
に
よ
れ
ば
「
鷹
故
実
書
」
に
豊
臣
秀
吉
の
鷹
師
中
恒
二
間
兵
衛
の
名
が
み
え
る
。

（
17
）　
『
家
忠
日
記
』
天
正
十
九
年
正
月
十
二
日
の
条
。

（
18
）　
『
親
綱
卿
記
』
天
正
十
六
年
三
月
三
日
の
条
。

（
19
）　
『
島
津
家
文
書
』
所
収
、（
天
正
十
六
年
）四
月
二
日
付
島
津
義
弘
宛
豊
臣
秀
吉
書
状
。

（
20
）　

こ
れ
は
各
地
へ
鷹
師
を
派
遣
し
て
良
鷹
を
尋
ね
求
め
さ
せ
て
い
る
と
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。

（
21
）　

第
七
章
伊
達
政
宗
の
鷹
と
鷹
狩（
第
三
節
目
赤
鶴
取
の
鷹
）に
詳
述
。

（
22
）　
『
伊
達
家
天
正
日
記
』
天
正
十
七
年
三
月
廿
四
日
の
条
。

（
23
）　
『
伊
達
家
文
書
』
所
収
、
天
正
十
六
年
十
二
月
十
二
日
伊
達
政
宗
宛
富
田
一
白
書
状
。

（
24
）	　
『
大
友
文
書
』
所
収
、
元
亀
二
年
二
月
廿
二
日
付
大
友
義
鎮
宛
足
利
義
昭
書
状
・『
柳
沢
文
書
』
所
収
、
元
亀
三
年
二
月
廿
三
日

付
柳
沢
元
政
宛
足
利
義
昭
書
状
。
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第
二
節　
　

大　
　

鷹　
　

野

　

天
正
十
九
年（
一
五
九
一
）十
一
月
の
は
じ
め
、豊
臣
秀
吉
は
、美
濃
・
尾
張
・
三
河
地
方
へ
鷹
狩
を
催
す
た
め
に
京
を
発
っ

た（１
）。
あ
ま
た
の
鷹
と
「
御
鷹
匠
衆
百
五
十
余
人
」（『
大
か
う
さ
ま

く
ん
き
の
う
ち
』）や
臣
下
の
者
を
従
え
て
、
一
ケ
月
余
に
及
ぶ
大
鷹
野
に

出
た
の
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
大
鷹
野
を
伝
え
る
記
録
を
「
豊
臣
太
閤
大
鷹
野
和
字
記
」（
桑
田
忠
親
著
『
豊
臣
太
閤

伝
記
物
語
の
研
究
』
所
収
）と
い
う
。
以
下
、
そ
の
全
文
を

同
著
よ
り
掲
出
し
て
お
き
た
い
。〈　

〉内
は
山
名
に
よ
る
。

　
　

	

天
正
十
九
年
す
ゑ
の
冬
中
の
六
日
に
、
鷹
狩
の
興
を
催
し
給
、
主
上
よ（由
）し

を
き
こ
し
め
し
て
、
か（歸
）へ

さ
の
よ
そ
ほ
ひ
、

え（叡
覽
）いら

ん
あ
ら
ま
ほ
し
く
お
ほ
し
て
、
俄
に
か（假
）り

の
お
ま
し
な
と
ま
う
け
て
、
か（上
逹
部
）

ん
だ
ち
め
、
う（上
）ヘ

人
、
あ
ま
た
つ

と
ひ
ま
い
る
、
院
御
所
も
お
な
じ
く
か
ま
へ
ら
れ
て
、
み
そ
な
は
す
、
そ
の
日
に
も
な
り
ぬ
れ
は
、
殿
下
き
ら
〳
〵

し
く
も
よ
ほ
し
給
て
、
御
棧
敷
の
ま
へ
わ
た
り
、
こ
と
〳
〵
し
さ
、
中
々
申
は
か
り
な
し
、
一
や
う
に
、
さ（裝
束
）うぞ
く

し
た
る
ゑ
さ
し
、
五
色
の
こ
し
み
の
、
き
ん
銀
ま
き
ゑ
、
ら〈
螺
鈿
〉
て
ん
の
も〈
黐
笥
〉
ち
げ
を
さ
げ
、
お
な
し
か
ざ
り
の
棹
も
ち
て

そ
あ
ゆ
み
行
、
又
、
唐
犬
、
半
犬
、
田
犬
、
ち
ん
べ
か
な
ん
と
、
さ
ま
〳
〵
の
お
き
な
は
、
く
（
鎖
）さ
り
つ
け
て
先
行
す
、

さ
て
、
こ
が
ね
の
か
（
笠
）さ
を
き
た
る
お
（
男
）の
こ
あ
ま
た
ど
よ
み
き
た
る
、
し
ら
鶴
、
ま（眞
鶴
）なづ
る
、
ひ（雛
鶴
）なづ
る
な
ん
と
、
さ
（
竿
）
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ほ
に
つ
ら
ね
て
も
て
と
を
る
、
そ
の
あ
と
に
、
白
雁
、
都
雁
、
さ
ま
〳
〵
の
か
（
雁
）り
に（擔
）な
ひ
つ
れ
て
過
ぬ
、
そ
の
つ
ぎ

は
雉
、
山
鳥
數
し
ら
す
い
ど
み
い
さ
み
て
、
は
（
馳
）せ
ゆ
き
ぬ
、
あ
と
は
し
ば
し
た
ゆ
み
た
る
に
、
俄
に
雪
ふ
る
心
ち
し

て
、
白
妙
の
あ〈
汗
衫
〉

せ
と
り
き
た
る
仕
丁
、
し（白
鷺
）らさ
き
あ
ま
た
杖
に
つ
け
て
、
霜
の
し
ら
す
を
、
い
と
し
づ
か
に
う
ち
過

侍
ぬ
、
こ
の
も
か
の
も
の
犬
と
も
聲
を
と
ゝ
の
へ
、
お
さ
な
き
め
の
わ
（
童
）ら
は
な
ん
と
、
を
ぢ
い
ろ
め
く
、
何
や
ら
ん

と
お
も
ほ
し
給
へ
は
、
う
（
兎
）さ
き
、
た
（
狸
）ぬ
き
、
狐
、
し
か
、
い
の
し
ゝ
、
お
ほ
か
め
な
と
、
千
種
百
草
か
や
つ
ま
ぎ
に

つ
け
て
、
お
ま
へ
ち
か
ゝ
ら
ぬ
程
あ
ゆ
み
侍
り
ぬ
、
や
ゝ
あ
つ
て
、
し
な
〳
〵
の
裝
束
か
い
つ
く
ろ
い
、
ま
づ
し
ま

つ
鳥
を
す
へ
、
ま
へ
を
よ
ぎ
る
と
（
輩
）も

か
ら
を
せ
（
制
）い

し
て
通
ぬ
、
次
に
、
わ
（
鷲
）し

、
く
ま
鷹
の
あ
れ
ぬ
る
さ
ま
、
誠
に

こ（拳
）ぶ
し
た
ゆ
げ
に
見
ゆ
、
す（鈴
）ゝ
の
ね
ほ
の
〳
〵
き
こ
ゆ
れ
ば
、
や
が
て
む
れ
き
た
る
大
鷹
の
さ
ま
は
し
ね
か
う
り
や

う
を
た
ゝ
み
、
う
し
ろ
に
瀧
を
な
が
し
か
く
、
た
い
車
を
と
ほ
し
、
白
ふ
ま
し
ら
ふ
き
く
ろ
ふ
や
あ
が
け
紅
葉
ふ
す

た
か
は
し
た
か
山
が
へ
り
、
ほ〈
鳳
笙（
の
毛
）〉

う
し
や
う
く
ら
ゐ
の
氣
な
み
も
き
よ
ら
に
、
か〈
鳬
居
〉

も
ゐ
さ〈
鷺
居
〉

ぎ
ゐ
に
す
へ
つ
れ
て
、
と
き

〳
〵
笞
を
た
づ
さ
へ
て
、
見
よ
り
た
ゝ
さ
き
つ
く
ろ
い
ぬ
、
は
い
鷹
の
か
ざ
り
に
は
、
條
さ
ま
〳
〵
の
し
な
こ
と
な

り
、
く
れ
な
ゐ
、
た
く
ぼ
く
、
こ
き
す
、
あ
を
む
ら
さ
き
、
萠
木
、
こ
き
あ
さ
ぎ
、
は
ぢ
た
ん
、
卯
花
、
ふ
た
あ
へ

や
、
兄
〈
し
ょ
う
〉
鷹
、
た（鷹
匠
）かじ
よ
の
あ
ゆ
ミ
や
う
、
尋
常
よ
り
も
し
づ
か
な
り
、
つ
み
ゑ
つ
さ
い
は
と
は
へ
つ
く
ゑ〈餌
乞
〉こひ
す
る

音
も
か
ま
び
す
し
、
さ
て
ま
く
つ
ぎ
は
長
棹
に
金
銀
五
色
の
し〈幣
〉て
つ
け
て
、
そ
の
か
げ
に
、
は
〈
隼
〉
や
ふ
さ
の
す〈鈴
〉ゝ
板
ひ

か
り
わ
た
り
ぬ
、
し
ら
は
と
、
野
鳩
、
山
鳩
に
、
百
舌
鳥
も
か
ず
と
て
、
す〈据
〉へ
に
け
り
、
見
物
の
男
女
わ
ら
い
の
聲
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き
こ
ゆ
れ
は
、
み
ゝ
づ
く
、
梟
、
紅
づ
き
ん
、
金
の
大
緒
さ
し
と
を
る
さ
ま
、
か
た
は
ら
い
た
く
ぞ
お
も
ほ
し
け
る
、

か〈
柿
色
〉
き
の
う
は
ぎ
き
た
る
下
部
、
う（鶉
）つ
ら
の
さ
ほ
四
五
十
も
ち
て
、
ね
り
ま
は
る
、
お
ほ
よ
そ
鳥
の
か
ず
三
万
七
千
あ

ま
り
也
、
け
い
ご
の
武
士
と
も
東
西
に
は
せ
ち
か
ふ
、
ま
つ
帶
刀
の
隨
兵
數
百
騎
、
直
垂
烏
帽
子
に
小
ぐ
そ
く
を
著

し
、
衞
府
の
太
刀
は
い
て
、
し
づ
か
に
う
つ
て
そ
と
を
り
け
る
、
歬
駈
の
雲
客
、
地
下
の
諸
太
夫
、
本
府
の
隨
身
、

小
す
い
し
ん
、
家
司
、
年
預
幷
別
當
、
文
殿
、
舍
人
、
居
飼
等
扈
從
の
公
卿
に
い
た
る
ま
て
、
み
な
聲
花
に
見
え
わ

た
る
、
殿
〈
太
閤
秀
吉
〉

下
は
、
な（南
蠻
）んば

ん
の
こ（輿
）し

の
鮮
な
る
に
、
す
だ
れ
た
か
く
揚
て
乘
給
ひ
、
は〈
鷂
〉

い
鷹
を
す
へ
ら
れ
け
り
、
皇

居
ほ
ど
ち
か
し
と
て
、
わ
ざ
と
さ
き
お
は
せ
給
す
、
め
ぐ
ら
し
給
、
と
き
の
傳
奏
菊
て（亭
）い

の
右
大
し（臣
）ん

晴
す（季
）へ

公
、

く（
勸
修
）
は
ん
せ
う
寺
大
な（
納
言
）
こ
ん
晴
と（豐
）よ
の
卿
、
な（中
）か
山
大
な
こ
ん
ち（親
）か
綱
卿
、
仰
を
う
け
給
て
、
い
で
向
ひ
、
御
ま
い
り

あ
る
べ
き
よ
し
を
申
入
ら
る
れ
ば
、
狩
の
よ
そ
ほ
ひ
ぶ
れ
い
な
り
と
て
、
か
し
こ
ま
り
の
勅
答
ば
か
り
申
給
ひ
、
ゆ

う
よ
の
御
き
そ
く
也
、
し
か
あ
れ
は
、
や
が
て
御
さ
ん
じ
き
の
ま
へ
に
御
座
を
儲
て
、
殿
下
著
座
し
給
、
內
よ
り
飛

鳥
井
中
將
ま（雅
）さ

枝
あ（
朝
臣
）

そ
ん
御
盃
の
た〈台
〉い

も
て
い
づ
る
、
御
さ（
肴
）

か
な
は
右
衞
門
す
け
こ
れ
を
や〈役
〉く

す
、
御
て〈
銚
子
〉

う
し
冷
泉

少
將
た
め
親
ま
い
ら
す
、
こ
の
外
に
、
三
間
餘
の
嶋
、
ほ（
蓬
萊
）

う
ら
い
の
臺
、
金
銀
を
ち
り
は
め
、
四
季
の
作
花
く
れ
な

ゐ
き
ん
し
の
五
葉
に
か
ゝ
る
さ
ま
、
白
梅
、
紅
梅
、
春
の
と
な
り
の
し
る
し
と
雪
の
中
に
わ
ら
ひ
を
ふ
く
む
よ
そ
ほ

ひ
、
千
年
の
つ（鶴
）る
は
松
か
げ
に
は
ふ
き
、
万
さ（歳
）い
の
龜
は
岩
ね
の
水
に
た
は
む
れ
、
あ
る
は
せ
い
わ
う
ぼ
う
が
桃
の

て
い
、
ゑ（
淵
明
）

ん
め
い
が
菊
の
園
、
大
あ
ん
と
う
が
雪
の
舟
、
竹
の
は
や
し
の
か
し
こ
き
あ
と
す
ゝ
ひ
四
す
い
の
あ
り
さ
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ま
、
大
和
の
ふ
る
こ
と
に
い
た
る
ま
て
、
の
こ
ら
ず
つ
く
り
い
た
さ
れ
け
る
、
風
流
の
お
り
ど
も
數
百
も
ち
つ
ゝ
け

た
り
、
二
献
す
み
て
、
一
條
二
條
の
兩
殿
下
、
垩
護
院
宮
、
勅
使
と
し
て
左
馬
頭
元
な
か
に
御
さ
か
な
、
く
だ
も
の

も
た
せ
ら
れ
て
、
博
陸
に
み〈御
酒
〉きす
ゝ
め
給
、
月
卿
雲
客
う
ち
つ
れ
ま
う
で
ゝ
、
鷹
狩
の
よ
ろ
こ
び
を
の
へ
給
ふ
、
又

柳
は（原
）ら
の
大
納
言
あ（淳
）つ
光
卿
、
正
親
町
中
な
こ
ん
季
ひ
て
の
卿
、
萬
里
小
路
左
大
弁
宰
相
み（光
）つ
房
卿
、
中
や
ま
左
宰

相
中
將
よ
し
親
卿
、
平
三
位
時
よ
し
の
卿
な
ど
は
、
供
奉
の
や
か
ら
饗
應
の
役
と
し
て
、
せ（
前
驅
）
ん
く
扈
從
の
お
の
〳
〵

に
、
御
か
は
ら
け
す
ゝ
め
給
、
け
ん
は
い
終
て
、
內
へ
の
捧
物
つ
〈
鶴
二
羽
〉

る
ふ
た
は
つ
け
た
る
棹
二
ツ
七
ツ
か
け
た
る
か〈雁
〉ん

五
棹
、
そ
の
ほ
か
鳥
百
ま
い
ら
せ
ら
る
、
院
御
所
へ
も
十
棹
し
ん
じ
申
さ
せ
給（２
）、

諸
家
の
と
も
が
ら
へ
も
、
そ
の
し

な
〳
〵
に
た
ま
は
る
、
靑
侍
數
輩
出
て
う
け
取
さ
ま
、
い
と
お
か
し
、
日
も
や
う
〳
〵
暮
か
く
れ
ば
、
殿
下
退
出
し

給
ふ
、
ち
ま
た
に
む
れ
ゐ
る
貴
賤
男
女
も
お
の
が
ぢ
し
か
へ
る
に
、
皆
萬
歲
の
聲
を
の
こ
し
け
る
、

　

と
こ
ろ
で
、
こ
の
大
鷹
野
先
か
ら
発
し
た
秀
吉
の
書
状
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
同
年
十
二
月
八
日
付
で
、
安
芸
の
毛
利

輝
元
へ
宛
て
た
書
状
で
あ
り
、「
為
二
鷹
野
見
廻
一
、
立
付
十
具
幷
道
服
二
、
入
念
、
遠
路
到
来
、
悦
思
食
候
。
今
度
鴈
靍

鳥
、
其
外
物
数
一
万
余
取
レ
之
、
令
二
上
洛
一
候
」（『
毛
利
家
文
書
』）と
あ
る
。
輝
元
が
贈
っ
て
き
た
鷹
野
見
舞
の
品
に
対
す

る
返
礼
が
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
こ
れ
に
次
い
で
、「
大
明
動
座
の
た
め
」、「
路
次
通
分
国
之
泊
々
」
の
普
請
と
「
兵

船
用
意
」
を
怠
り
な
き
よ
う
に
と
言
及
し
て
い
る
。

　

す
で
に
、
こ
の
年
の
九
月
、「
大
明
動
座
」
の
決
断
は
下
っ
て
い
た
。
諸
大
名
は
、
間
近
に
迫
り
つ
つ
あ
る
長
征
の
用
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意
に
忙
殺
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
よ
う
な
時
期
に
、
秀
吉
が
何
故
、
三
河
・
尾
張
・
美
濃
な
ど
と
い
う
遠
方
へ
、
人
馬
を
動

か
さ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
。
単
な
る
遊
娯
の
た
め
の
鷹
狩
で
あ
る
な
ら
ば
、
河
内
や
摂
津
近
辺
の
鷹
野
で
も
よ
か
っ

た
は
ず
で
あ
る
。
秀
吉
は
こ
の
大
鷹
野
の
も
つ
政
治
的
示
威
性
を
重
く
み
て
い
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　

そ
の
一
つ
と
し
て
、
徳
川
家
康
に
対
す
る
牽
制
が
考
え
ら
れ
る
。
家
康
は
秀
吉
の
朝
鮮
渡
海
に
つ
い
て
き
わ
め
て
批
判

的
で
あ
っ
た
。
家
康
は
こ
の
年
十
月
に
京
を
発
ち
、
江
戸
へ
帰
っ
て
い
る
。
秀
吉
に
は
、
家
康
を
は
じ
め
帰
服
後
日
の
浅

い
東
国
諸
大
名
へ
の
警
戒
心
が
大
い
に
存
在
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。

　

戦
国
大
名
の
大
掛
り
な
鷹
狩
は
、
遊
芸
以
上
に
、
軍
事
的
又
は
政
略
的
目
的
を
帯
び
て
い
た
こ
と
は
、
充
分
に
う
か
が
え
る
。

か
つ
て
織
田
信
長
は
、
天
正
五
年（
一
五
七
七
）十
二
月
に
、
や
は
り
三
河
の
吉
良
に
鷹
狩
を
催
し
た
こ
と
が
あ
る
が（『
信
長
公

記
』
天
正

五
年
十
二
月

五
日
の
条

）、
こ
の
時
は
、
徳
川
家
康
と
の
紐
帯
を
強
め
、
武
田
・
北
条
同
盟
を
牽
制
し
よ
う
と
し
て
い
た
意
図
が
よ
み

と
れ
る
。
そ
れ
か
ら
、
秀
吉
も
、
天
正
十
七
年（
一
五
八
九
）十
一
月
に
、
ひ
そ
か
に
吉
良
へ
下
向
し
て
鷹
を
つ
か
い
、

徳
川
家
康
を
ひ
き
つ
け
て
、
北
条
氏
へ
の
宣
戦
を
布
告
す
る
決
断
を
し
て
い
る
の
で
あ
る（３
）。

鷹
狩
を
表
面
上
の
目
的
と
し

な
が
ら
も
、
一
度
事
が
起
れ
ば
、
鷹
狩
に
供
奉
す
る
武
士
は
、
そ
の
ま
ま
有
力
な
軍
勢
と
な
り
得
る
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
な
事
を
考
慮
に
入
れ
れ
ば
、
天
正
十
九
年
の
大
鷹
野
が
、
秀
吉
の
対
徳
川
氏
牽
制
策
と
み
る
こ
と
は
許
さ
れ

よ
う
。
さ
ら
に
、
秀
吉
の
大
鷹
野
に
は
、
も
う
一
つ
の
重
要
な
ね
ら
い

0

0

0

が
あ
っ
た
。

　

そ
れ
は
、
先
に
あ
げ
た
毛
利
輝
元
宛
の
書
状
に
、
こ
ん
ど
、
雁
・
鶴
な
ど
鷹
狩
の
え
も
の
一
万
余
を
獲
っ
て
、
上
洛
す
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る
と
こ
ろ
だ
、
と
言
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
秀
吉
が
何
か
大
き
な
企
て
を
も
っ
て
鷹
野
か
ら
帰
京
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ

と
が
推
察
さ
れ
る
。

　

は
た
し
て
秀
吉
は
、
こ
の
大
鷹
野
の
「
帰
さ
の
装
い
」
に
、
あ
り
と
あ
る
趣
向
を
こ
ら
し
、
威
風
堂
々
と
洛
中
に
入
っ

た
の
で
あ
っ
た
。『
兼
見
卿
記
』
の
天
正
十
九
年
十
二
月
十
六
日
条
に
よ
れ
ば
、「
殿
下
、
自
二
尾
張
御
鷹
野

一
御
上
洛
、
二
、

三
日
大
津
ニ
御
逗
留
」
と
あ
り
、
さ
ら
に
「
今
日
御
上
洛
、
御
鷹
野
仕
立
、
各
被
レ
成
二
一
曲
一
」
と
あ
る
。『
大
か
う
さ

ま
く
ん
き
の
う
ち
』
に
は
、「
思
ひ
〳
〵
、
さ
ま
〴
〵
、
ひ
よ（
瓢
気
）

う
げ
た
る
御
い
で
た
ち
、
御
鷹
匠
衆
百
五
十
余
人
い
ら
か

を
な
ら
べ
、
四し
じ
ゅ
う
は
っ
た
か

十
八
鷹
の
事（４
）、

申
す
に
お
よ
ば
ず
、
諸
ち（
鳥
）

よ
う
を
御
す
ゑ
な
さ
れ
、
道
は
一
す
ぢ
に
候
へ
ど
も
、
中
を
あ

け
て（５
）、左
右
に
御（
鳥
飼
）

と
り
か
ひ
の
御
ゑ
が
ら
、一
様
に
結
構
に
い
で
た
た
せ
、も
た
せ
ら
れ
中
す
ぢ
は
御
警
固
の
御
衆
な
り
。」

と
あ
り
、
大
津
よ
り
京
へ
の
道
三
里
に
わ
た
っ
て
、
行
列
は
続
い
た
と
も
い
う
。
そ
の
有
様
は
「
御
伴
衆
衣
服
等
錦
綉
光

彩
奪
レ
目
矣
、（
中
略
）如
レ
斯
奇
観
古
今
来
未
レ
聞
也
」（６
）と

い
う
ほ
ど
で
あ
っ
た
。

　

そ
の
日
、
京
大
路
に
は
見
物
の
男
女
が
群
れ
あ
ふ
れ
て
い
た
。
御
所
の
築
地
上
に
は
、
仮
の
御
座
所
が
設
け
ら
れ
、
後

陽
成
天
皇
と
正
親
町
上
皇
を
は
じ
め
、
諸
家
摂
家
門
跡
そ
の
他
の
公
家
衆
も
悉
く
衣
冠
を
た
だ
し
、
秀
吉
の
大
鷹
野
帰
り

の
行
列
を
む
か
え
た
の
で
あ
る（『
兼
見
卿
記
』『
大
か
う

さ
ま
く
ん
き
の
う
ち
』
）。

　

大
掛
り
で
華
麗
な
こ
の
催
し
を
伝
え
る
史
料
は
多
い
。『
三
さ
ん
み
ゃ
く
い
ん

藐
院
記
』『
言と
き
つ
ね経
卿
記
』『
晴は
る
と
よ豊
公
記
』『
多た

聞も
ん

院い
ん

日
記
』
な
ど

に
も
記
載
さ
れ
て
い
る
。『
豊
臣
太
閤
大
鷹
野
和
字
記
』
成
立
の
事
情
に
つ
い
て
、
詳
細
を
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
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同
書
の
奥
書
に
よ
れ
ば
、
延
宝
六
年（
一
六
七
八
）に
勧
修
寺
家
の
許
可
を
得
て
披
見
書
写
し
た
、
と
あ
る
か
ら
、
原
本
は

お
そ
ら
く
、
大
鷹
野
帰
り
の
行
装
を
桟
敷
の
上
か
ら
、
目
の
あ
た
り
に
眺
め
て
い
た
勧
修
寺
家
の
一
員
が
筆
記
し
た
と
考

え
ら
れ
る
。
他
の
史
料
以
上
に
写
実
的
で
あ
り
、
流
麗
な
筆
致
は
筆
録
者
の
教
養
の
深
さ
を
示
し
、
文
中
に
頻
出
す
る

鷹た
か
こ
と
ば
詞
は
、
そ
の
人
が
鷹
術
に
精
通
し
て
い
る
こ
と
を
も
物
語
っ
て
い
る
。

　
『
豊
臣
太
閤
大
鷹
野
和
字
記
』
の
、
行
列
の
様
子
に
つ
い
て
、
若
干
の
私
見
を
加
え
な
が
ら
解
説
す
れ
ば
、
次
の
よ
う

に
な
る
。

　

秀
吉
は
「
き
ら
〳
〵
し
く
も（
催
）

よ
ほ
し
給
て
」、「
な（
南
蛮
）

ん
ば
ん
の
こ（輿
）し

の
鮮
な
る
に
、
す
だ
れ
た
か
く
揚
い
乗
給
ひ
、
は
い

鷹
を
す
へ
」て
い
た
。『
鹿
苑
日
録
』や『
大
か
う
さ
ま
く
ん
き
の
う
ち
』も
、こ
れ
と
同
様
の
こ
と
を
伝
え
て
い
る
が
、『
三

藐
院
記
』
に
よ
れ
ば
、
秀
吉
の
乗
輿
は
朝
鮮
か
ら
伝
来
し
た
も
の
で
あ
り
、
秀
吉
は
唐
冠
・
唐
服
を
着
用
し
て
い
た
と
あ

る
。
供
奉
の
随
兵
は
数
百
騎
、
直
垂
烏
帽
子
に
小
具
足
を
つ
け
、
衛
府
の
大
刀
を
は
い
て
、
前
後
に
従
っ
た
。
そ
の
他
の

従
者
は
、
ま
ず
「
一
や
う
に
さ
う
そ
く
し
た
る
ゑ（
餌
差
）

さ
し
、
五
色
の
こ（
腰
蓑
）

し
み
の
、
き
ん
銀
ま（
蒔
絵
）

き
ゑ
・
ら〈
螺
鈿
〉

て
ん
の
も〈
黐
笥
〉

ち
げ
を
さ

げ
、
お
な
し
か
ざ
り
の
棹
を
も
ち
て
そ
あ
ゆ
み
行
」
と
あ
り
、
鷹
餌（
ス
ズ
メ
・
ホ
オ
ジ
ロ
・
ツ
グ
ミ
・
ハ
ト
な
ど
の
野
鳥
）を

捕
獲
す
る
餌
差
衆
が
、
金
銀
蒔
絵
、
螺
鈿
に
彩
ら
れ
た
ト
リ
モ
チ
棹
を
携
え
、
五
色
の
腰
蓑
を
つ
け
て
歩
く
。

　

犬
飼
衆
の
こ
と
は
、「
唐
犬
・
半
犬
・
田
犬
・
ち
ん
べ
か
な
ん
と
、
さ
ま
〳
〵
の
お〈
置
縄
〉

き
な
は
、
く（
鎖
）
さ
り
つ
け
て
先
行
す
」

と
あ
る
。
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百
五
十
余
人
の
「
御
鷹
匠
衆
」（『
大
か
う
さ
ま
く

ん
き
の
う
ち
』

）は
、
大
鷹
を
中
心
に
熊く
ま
た
か鷹
・
白し
ら

斑ふ

の
鷹
・
真ま

白し
ら

斑ふ

の
鷹
・
黄き

黒ぐ
ろ

斑ふ

の
鷹
・

網あ

懸が
け

・
巣す

鷹だ
か

・
箸は
し

鷹た
か

・
山
や
ま
か
へ
り
の
た
か

回
鷹
・
鷂
は
い
た
か・
隼
・
雀つ

鷂み

・
悦え
つ
さ
い哉
な
ど
、
大
小
の
鷹
と
い
う
鷹
を
す
べ
て
据
え
、
ふ
つ
う
狩
に
は

使
わ
な
い
鷲
ま
で
を
も
、「
こ
ぶ
し
た
ゆ
げ
」
に
据
え
て
い
た
。
そ
れ
か
ら
、
白
鳩
・
野
鳩
・
山
鳩
・
百
舌
鳥
ま
で
が
、

も
の
の
数
と
ば
か
り
に
鷹
匠
の
拳
に
据
え
ら
れ
て
い
た
。

　

鷹
の
尾
に
は
銀
の
小
鈴
を
つ
け
、
そ
れ
が
「
ほ
の
ほ
の
」
と
鳴
り
わ
た
り
、
鷂
な
ど
の
尾
羽
に
は
紅
や
萌
黄
や
卯
花
色

の
布
を
飾
り
、
供
奉
の
者
は
金
銀
五
色
の
大
幣
を
押
し
立
て
て
行
く
の
で
あ
っ
た
。
鷹
ど
も
は
、
人
垣
の
興
奮
の
る
つ
ぼ

に
亢
ぶ
り
荒
れ
、
鷹
匠
は
そ
の
た
び
に
笞
を
振
っ
て
、
気
が
そ
れ
る
鷹
の
姿
勢
を
正
そ
う
と
し
て
い
た
。
空
腹
の
鷹
は
、

前
後
に
か
つ
が
れ
て
ゆ
く
え
も
の
の
鳥
の
血
を
嗅
い
で
、
餌
乞
い
の
啼
声
を
喧
し
く
す
る
の
で
あ
っ
た
。「
見
物
の
男
女
、

わ
ら
い
の
声
き
こ
ゆ
れ
は
」、
み
み
ず
く
・
ふ
く
ろ
う
に
紅
の
頭
巾
を
か
ぶ
せ
、
脚
に
金
の
大
緒
を
ゆ
わ
え
て
通
る
か
ら

で
あ
っ
た
。

　

諸
鳥
を
携
え
て
行
く
従
者
達
は
、
黄
金
の
笠
を
つ
け
、
白
鶴
・
真
鶴
・
雛
鶴
・
白
雁
・
都
雁
・
雉
子
・
山
鳥
な
ど
を
青

竹
に
結
わ
え
連
ね
た
一
団
が
足
早
に
通
り
す
ぎ
て
行
っ
た
。
つ
ぎ
に
、
白
妙
の
汗か
ざ
み衫
を
著
け
た
仕
丁
の
一
団
が
、
白
鷺
を

数
多
、
枝
に
結
ん
で
、
白
砂
の
上
を
こ
れ
は
静
々
と
歩
ん
で
行
っ
た
。
柿
色
の
上
着
を
つ
け
た
一
団
は
、
鶉
を
結
わ
え
た

青
竹
を
四
、
五
十
持
っ
て
練
り
歩
い
た
。
鷹
の
鳥
か
と
思
え
ば
、
兎
・
狸
・
狐
・
鹿
・
猪
・
大
亀
な
ど
、
実
に
雑
多
な
生

き
物
を
棒
に
吊
し
て
神
妙
に
歩
い
て
行
く
一
団
も
あ
っ
た
。「
お
ほ
よ
そ
鳥
の
か
ず
三
万
七
千
あ
ま
り
」
で
あ
っ
た
と
い
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う
。『
三
さ
ん
み
ゃ
く
い
ん

藐
院
記
』
を
見
る
と
、
鷹
の
鳥
は
、
諸
国
に
命
じ
て
、
十
日
前
か
ら
或
は
三
千
、
五
千
ほ
ど
ず
つ
大
津
ま
で
集

め
さ
せ
て
い
た
、
と
あ
る
。

　

そ
の
行
列
は
わ
ざ
と
ら
し
く
ゆ
っ
く
り
と
進
み
、
内
裏
の
南
よ
り
西
へ
ま
わ
っ
て
聚
楽
第
に
向
う
の
で
あ
っ
た（『
大
か

う
さ
ま

く
ん
き

の
う
ち
』）。
そ
こ
で
、
時
の
伝
奏
菊
亭
晴
季
・
勧
修
寺
晴
豊
・
中
山
親
綱
ら
が
、
御
所
の
仰
せ
を
う
け
て
、
秀
吉
に
仮
の

御
座
所
へ
立
寄
る
よ
う
案
内
し
た
。
そ
れ
か
ら
暫
く
の
間
、
両
御
所
の
桟
敷
の
前
に
お
い
て
、
饗
宴
が
催
さ
れ
た
。
摂
家

門
跡
な
ど
は
、
各
々
秀
吉
の
前
に
ま
か
り
出
た
。
秀
吉
の
機
嫌
は
一
段
と
よ
か
っ
た
と
い
う（７
）。

秀
吉
は
両
御
所
に
そ
れ
ぞ

れ
、
御
鷹
之
鳥
・
雁
三
十
・
靍
（
つ
る
）二

・
雉
子
百
を
献
上
し
た
。
殿
上
人
ら
に
進
じ
た
鷹
の
鳥
に
は
、
鴟
（
し
ぎ
）の
造
り
も
の
が
混
じ
っ

て
い
た
り
し
て
鴟
の
首
を
は
ず
す
と
、
中
に
酒
肴
が
ぎ
っ
し
り
と
詰
め
こ
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
た（８
）。『

豊と
よ
か
が
み鑑
』
巻
四
に

よ
れ
ば
、「
次
の
日
か
け
な
ら
べ
し
鳥
ど
も
、
宮
（々
公イ

卿
）殿
上
人
京
中
町
人
ま
で
に
く
ば
り
給
ふ
」（
新
校
群

書
類
従
）と
見
え
て

い
る
。「
京
中
町
人
」
に
配
っ
た
と
い
う
の
は
、
織
田
信
長
が
安
土
城
下
に
鷹
の
鳥
を
配
っ
た
先
例
に
な
ら
っ
た
の
で
あ

ろ
う
。

　
「
日
も
や
う
〳
〵
暮
か
く
れ
ば
、
殿
下
退
出
し
給
ふ
。
ち
ま
た
に
む
れ
ゐ
る
貴
賤
男
女
も
、
お
の
が
ぢ
し
か
へ
る
に
、

皆
万
歳
の
声
を
の
こ
し
け
る
」
と
、『
豊
臣
太
閤
大
鷹
野
和
字
記
』
は
結
ん
で
い
る
。

　

秀
吉
が
、
か
く
も
趣
向
を
こ
ら
し
、
磊
落
な
作
意
を
め
ぐ
ら
し
て
催
し
た
、
大
鷹
野
帰
り
の
行
進
に
、
い
っ
た
い
、
ど

の
よ
う
な
ね
ら
い
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
や
は
り
、
大
明
動
座
・
朝
鮮
渡
海
の
軍
略
が
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練
ら
れ
つ
つ
あ
る
時
点
で
催
さ
れ
た
事
実
を
ぬ
き
に
し
て
は
考
え
ら
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
催
し
は
、
入
唐
軍
進
発

の
こ
と
を
意
識
し
て
の
、
大
示
威
的
行
進
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
唐
冠
・
唐
服
を
着
し
、
南
蛮
の
輿
を
用
い
た
の
も
、

や
が
て
の
凱
陣
を
夢
み
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

　

と
こ
ろ
で
、
右
の
大
鷹
野
帰
り
の
模
様
を
眺
め
て
い
た
近
衛
信
尹
が
、『
三
藐
院
記
』
の
中
で
、「
十
余
年
已
前
ニ
信
長

の
此
事
張
行
申
さ
れ
し
也
」（９
）と
述
べ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
秀
吉
の
大
鷹
野
帰
り
の
大
示
威
的
行
進
の
計
画
・
構

想
が
、
信
長
の
前
例
に
拠
っ
て
い
る
ら
し
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
前
例
と
は
、
織
田
信
長
が
天
正
五
年（
一
五
七
七
）十
一

月
十
八
日
に
行
な
っ
た
「
御
鷹
山
猟
」
及
び
天
皇
へ
の
御
鷹
披
露
の
こ
と
で
あ
る（『
信
長

公
記
』）。
こ
の
日
信
長
は
、
自
分
も

鷹
を
据す
え
、
前
後
に
は
「
御
鷹
十
四
足も
と

」
を
据
え
た
年
寄
衆
や
小
姓
衆
・
馬
廻
衆
の
人
々
が
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
華
奢
風

流
を
尽
し
、
我
も
我
も
と
一
手
ず
つ
美
し
い
出
で
立
ち
で
随
行
し
た
。
そ
し
て
、〝
御
鷹
〟
を
天
皇
に
披
露
し
た
あ
と
、
東

山
で
鷹
狩
を
催
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
時
、
秀
吉
は
備
前
・
播
磨
地
方
の
毛
利
勢
攻
略
の
た
め
に
京
都
に
は
居
な
か
っ
た

け
れ
ど
も
、
後
に
伝
え
聞
き
、
そ
れ
を
天
正
十
九
年
暮
の
大
鷹
野
に
於
て
表
現
し
よ
う
と
し
た
に
ち
が
い
な
い
。
な
お
、

信
長
の
「
御
鷹　

御
叡
覧
」
に
先
行
す
る
も
の
と
し
て
は
、
足
利
義
晴
の
大
鷹
披
露
が
あ
る
）
10
（

。
鷹
術
の
故
実
に
は〝
貴
人

に
鷹
見
す
る
礼
〟
と
い
う
の
が
あ
っ
て
、
鷹
を
披
露
す
る
こ
と
は
敬
意
と
忠
誠
の
表
現
と
解
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る（『
今

川
大
双
紙
』）。

　

さ
ら
に
、
秀
吉
の
大
鷹
野
帰
り
の
行
軍
の
規
模
は
、
織
田
信
長
が
行
な
っ
た
京
都
御
馬
揃
に
な
ら
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
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す
な
わ
ち
、
信
長
は
、
天
正
九
年（
一
五
八
一
）二
月
二
十
八
日
に
、
天
下
の
名
馬
を
集
め
、
騎
馬
武
者
に
綺
羅
の
限
り
を

尽
く
さ
せ
、
禁
中
の
築
地
に
桟
敷
を
構
え
、
天
皇
・
公
卿
ら
の
見
守
る
中
を
行
進
し
た
の
で
あ
る（『
信
長
公
記
』・『
兼
見
卿

記
』
同
年
同
月
同
日
条

）。

だ
が
、
秀
吉
は
播
州
に
出
陣
し
て
い
た
か
ら
こ
の
御
馬
揃
に
も
参
加
で
き
な
か
っ
た
。
し
か
し
馬
揃
の
報
に
「
驚
レ
耳
」

か
し
、「
無
念
存
計
候
」
と
い
っ
て
い
る
。
こ
の
言
葉
の
中
に
、
秀
吉
が
京
都
御
馬
揃
の
ね
ら
い
と
効
果
を
熟
知
し
て
い

た
と
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
）
11
（

。

　

要
す
る
に
、
豊
臣
秀
吉
の
大
鷹
野
帰
り
の
催
し
は
、
織
田
信
長
が
挙
行
し
た〝
御
鷹
御
叡
覧
・
東
山
放
鷹
〟
及
び〝
京
都

御
馬
揃
〟
の
二
つ
か
ら
着
想
し
た
と
言
え
る
。
し
か
も
、
こ
の
二
例
を
同
時
に
組
合
わ
せ
、
秀
吉
ら
し
い
趣
向
を
加
え
、

古
代
朝
廷
に
盛
行
し
た
野
行
幸
さ
な
が
ら
の
催
し
と
し
た
の
で
あ
る
）
12
（

。

　

そ
し
て
、
織
田
信
長
の〝
御
鷹
御
叡
覧
・
東
山
放
鷹
〟
と
秀
吉
の〝
大
鷹
野
〟
を
比
較
す
れ
ば
、
前
者
に
は
信
長
の
鷂
は
い
た
かを

含
め
て
十
五
足も
と

の
鷹
が
据
え
ら
れ
た
の
に
対
し
て
、
後
者
で
は
少
く
と
も
百
五
十
名
の
鷹
匠
の
臂
に
様
々
な
鷹
が
据
え
ら

れ
て
い
た
。
そ
れ
は
両
者
の
鷹
入
手
の
版
図
の
差
異
を
示
す
も
の
で
あ
る
。〝
京
都
御
馬
揃
〟
と〝
大
鷹
野
〟
に
つ
い
て
は
、

双
方
と
も
金
銀
・
綾
羅
の
華
奢
を
誇
っ
て
い
る
が
、
前
者
が
織
田
氏
の
軍
馬
を
一
堂
に
集
め
て
の
行
事
で
あ
っ
た
の
は
、

そ
の
強
大
な
武
力
の
示
威
で
あ
り
、
後
者
が
、
馬
な
ら
ぬ
鷹
を
つ
ら
ね
て
進
み
行
く
様
は
、
信
長
の
後
を
襲
っ
て
天
下
統

一
を
成
就
し
た
秀
吉
の
天
下
人
と
し
て
の
誇
り
と
余
裕
を
示
し
た
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。

　

こ
れ
ま
で
は
、
秀
吉
の
遊
興
と
い
え
ば
、
北
野
大
茶
湯（
天
正
十
五
年
十
月
）・
瓜
畑
あ
そ
び（
文
禄
二
年
六
月
）・
醍
醐
の

381

第二節　　大　　鷹　　野



花
見（
慶
長
三
年
三
月
）な
ど
が
取
り
あ
げ
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
い
ま
や
、
天
正
十
九
年
の
大
鷹
野
を
も
、
こ
こ
に
加
え

る
べ
き
で
あ
ろ
う
）
13
（

。
秀
吉
に
よ
る
天
下
統
一
の
記
念
と
唐
入
軍
進
発
を
目
前
に
し
た
大
示
威
行
進
的
要
素
を
有
し
て
い
た

と
こ
ろ
に
、
他
の
遊
興
と
の
相
違
点
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

注（
１
）　
『
兼
見
卿
記
』・『
多
聞
院
日
記
』
天
正
十
九
年
十
一
月
三
日
条
。

（
２
）	　

鶴
二
羽
つ
け
た
棹
二
つ
。
雁
七
羽
掛
け
た
棹
五
棹
。
鳥（
雉
）百
羽
。
こ
れ
ら
は
天
皇
の
御
座
所
に
献
上
し
、
上
皇
の
院
御
所
へ

も
棹
を
献
上
し
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
摂
家
・
諸
公
家
へ
も
そ
れ
ぞ
れ
に
鷹
の
獲
物
を
進
上
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
礼
式

も
ま
た
、
野
行
幸
の
故
実
に
則
っ
て
お
り
、
足
利
将
軍
家
つ
い
で
、
織
田
・
豊
臣･

徳
川
三
氏
も
行
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。

（
３
）　
『
高
山
公
実
録
』
所
収
、
同
年
十
一
月
十
四
日
付
藤
堂
高
虎
宛
徳
川
家
康
書
状
。

（
４
）　

四し
じ
ゅ
う
は
っ
た
か

十
八
鷹
。
鷹
術
の
書
で
は
鷹
に
は
四
十
八
の
種
類
が
あ
る
と
伝
え
る
。

（
５
）　

野
行
幸
の
故
実
に
準
拠
し
た
行
列
の
構
成
で
あ
る
。

（
６
）　
『
鹿
苑
日
録
』
天
正
十
九
年
十
二
月
十
六
日
の
条
。

（
７
）　
『
兼
見
卿
記
』
天
正
十
六
年
十
二
月
十
六
日
の
条
。

（
８
）（
９
）　
『
三
藐
院
記
』
天
正
十
九
年
十
二
月
十
六
日
の
条
。

（
10
）　
『
言
継
卿
記
』
天
文
十
四
年
十
一
月
廿
四
日
条
。

（
11
）　
（
天
正
九
年
）三
月
五
日
付
長
谷
川
秀
一
宛
羽
柴
秀
吉
書
状（『
富
田
仙
助
所
蔵
文
書
』
二
、
奥
野
高
廣

『
増
訂
織
田
信
長
文
書
の
研
究
下
巻
』
所
載

）
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（
12
）	　

野
行
幸
に
関
し
て
は
、『
蒙
求
臂
鷹
往
来
』
の
中
で
具
体
例
と
な
る
往
来
文
を
載
せ
て
お
り
、
戦
国
時
代
に
あ
っ
て
は
、
こ
の

催
し
は
か
な
り
の
程
度
知
れ
わ
た
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

　
　

	　

こ
れ
ら
の
「
王
朝
の
鷹
野
絵
巻
」
と
も
称
す
べ
き
野
行
幸
は
、
足
利
将
軍
・
織
田
信
長
・
豊
臣
秀
吉
・
徳
川
家
康
ら
の
鷹
野
に

常
に
理
想
化
さ
れ
、
ま
た
超
克
欲
を
か
き
立
て
た
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
13
）	　

桑
田
忠
親
氏
の
『
豊
臣
秀
吉
研
究
』（
昭
和
五
十
三
年
十
一
月

角
川
書
店　
　
　
　

）「
第
五
章
遊
芸
」
に
は
、
鷹
狩
・
花
見
・
舟
遊
び
と
川
狩
・
瓜
畑
遊
び

の
五
つ
が
取
上
げ
ら
れ
て
お
り
、
鷹
狩
に
つ
い
て
は
、
天
正
十
六
年（
一
五
八
八
）十
月
の
摂
津
の
鷹
狩
及
び
天
正
十
九
年
の
大
鷹

野
の
二
項
に
言
及
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
私
の
小
論
『
太
閤
秀
吉
の
鷹
狩
』（『
國
學
院
雑
誌
』　　

昭
和
四
十
四
年
十
月
号
）を
紹
介
し
て
い
る
。
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第
三
節　
　

文
禄
期
の
鷹
狩
熱

　

大
鷹
野
が
す
ん
で
か
ら
程
な
く
、
秀
吉
は
、
養
子
の
羽
柴
秀
次
に
対
し
て
、
有
名
な
四
カ
条
か
ら
な
る
訓
戒
状
を
与
え
た（１
）。

　

ま
ず
、
武
辺
に
心
が
け
、
公
平
無
私
な
治
政
を
す
す
め
、
朝
廷
へ
の
奉
公
な
ど
に
つ
い
て
訓
戒
し
た
あ
と
、
四
条
目
に
、

「
ち（
茶
の
湯
）

や
の
ゆ
た
（
鷹
野
の
鷹
）

か
の
の
た
か
、
女
く
る
ひ
に
す
き
候
事
、
秀
よ
し
ま
ね
こ
わ
あ
る
ま
し
き
事
」
と
あ
る
。
そ
れ
か
ら
、「
又

た
か
ハ
と（
鳥
鷹
）

り
た
か
う
（
鶉
鷹
）

つ
ら
た
か
、
あ
い
〳
〵
に
志
る
へ
く
候
」
と
言
い
、「
女
く
る
ひ
た
か
の
ゝ
た
か
ち
や
の
ゆ
に
て
、

秀
吉
こ
と
く
に
い
た
ら
ぬ
物
の
か
た
へ
、
一
切
ま
か
り
出
候
儀
む
よ
う
た
る
へ
き
事
」
と
結
ん
で
い
る
。

　

茶
湯
と
鷹
狩
と
女
狂
い
の
三
つ
を
並
べ
た
て
て
、
秀
吉
の
ま
ね
を
し
て
は
な
ら
ぬ
、
と
言
い
、
鷹
狩
は
雉
や
鶉
を
目
あ

て
に
し
た
も
の
な
ら
、
ほ
ど
ほ
ど
に
や
っ
て
も
よ
い
、
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
終
っ
た
ば
か
り
の
大
鷹
野
の
余
韻
が
感

じ
ら
れ
る
。
こ
の
頃
の
秀
吉
が
、
内
に
あ
っ
て
は
茶
湯
・
外
に
あ
っ
て
は
鷹
狩
の
二
つ
に
、
強
い
数
寄
心
を
発
揮
し
て
い

た
こ
と
が
読
み
と
れ
よ
う
。
鷹
と
鷹
狩
に
つ
い
て
も
天
下
一
の
数
寄
者
に
成
っ
た
と
自
任
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

翌
文
禄
元
年（
一
五
九
二
）に
朝
鮮
国
進
発
の
大
軍
を
率
い
て
肥
前
名
護
屋
へ
下
っ
た
時
、
御
馬
廻
衆
、
合
一
万
四
千
九

百
人
の
な
か
に
、
八
百
人
の
御
伽
衆
と
な
ら
ん
で
、
鷹
師
衆
八
百
五
十
人
が
含
ま
れ
た
の
も
、
当
時
の
秀
吉
が
、
い
か
に

鷹
と
鷹
狩
に
深
い
関
心
を
寄
せ
て
い
た
か
が
解
る（２
）。
数
多
く
の
鷹
も
鷹
師
衆
の
手
に
よ
っ
て
、
名
護
屋
に
移
送
さ
れ
た
と
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考
え
ら
れ
る
。
そ
の
地
で
鷹
狩
が
実
際
に
行
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
も
、
名
護
屋
か
ら
、
側
室
加
賀
殿
前
田
氏
に
宛
て
た
秀

吉
の
書
状
に
、「
こ
の
つ
る
、
た
か
の
つ
る
に
て
候
ま
ゝ
、
一
ハ
進
レ
之
候
、
せ
（
賞
翫
）

う
く
わ
ん
候
へ
く
候
」（３
）と
見
え
て
い
て

明
白
で
あ
る
。
ま
た
、『
宗
湛
日
記
』
の
文
禄
元
年
十
月
晦
日
の
条
に
よ
れ
ば
、
秀
吉
が
博
多
で
茶
会
を
催
し
た
こ
と
を

伝
え
る
中
に
、「
さ
そ（候
）ろ
へ
ば
、
よ（宵
）い
よ
り
鷹
一
つ
参
り
、
茶
屋
の
前
の
松
の
下
枝
に
居
そ
う
て
、
上
様
御
成
の
間
は
枝

に
居
て
、
御
還
御
の
時
に
と
び
帰
り
候
、
妙
な
り
」
と
い
う
記
事
が
あ
る
。〝
松
に
鷹
〟
と
い
う
の
は
ま
こ
と
に
め
で
た
い

構
図
な
の
で
あ
り
、
神
谷
宗
湛
が
不
思
議
が
っ
た
こ
の
鷹
は
、
秀
吉
の
作
意
に
よ
っ
て
、
茶
席
の
前
の
老
松
の
枝
に
据
え

ら
れ
て
い
た
も
の
に
ち
が
い
な
い
。

　

豊
臣
秀
吉
の
こ
の
よ
う
な
鷹
と
鷹
狩
へ
の
傾
倒
は
、
名
護
屋
に
在
る
大
名
や
朝
鮮
に
奮
戦
し
て
い
る
大
名
達
を
刺
激
し

た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
文
禄
二
年（
一
五
九
三
）に
、
朝
鮮
渡
海
を
免
れ
た
徳
川
家
康
が
、
そ
の
感
想
を
、
最
上
義
光
に
「
ふ

し
き
ニ
出
羽
も
我
等
も
、
此
度
の
命
を
ミ
つ
け
候
。
や
か
て
〳
〵
、
国
へ
く
た
り
、
た
か
を
つ
か
い
候
ハ
ん
事
、
ゆ
め
か

う
つ
ゝ
か
と
、
よ
ろ
こ
ひ
候
」
と
語
っ
た
と
い
う（４
）。

太
閤
秀
吉
の
鷹
と
鷹
師
衆
と
鷹
狩
を
朝
鮮
渡
海
策
に
極
力
批
判
的
で

あ
っ
た
徳
川
家
康
は
切
歯
扼
腕
し
つ
つ
眺
め
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
朝
鮮
渡
海
に
よ
っ
て
、
日
本
の
武
将
は
、
か
の
地
の

兵
士
か
ら
高
麗
鷹
を
獲
得
し（『
放
鷹
』
所
収

「
朝
鮮
放
鷹
史
」
）、
そ
れ
を
秀
吉
の
も
と
へ
送
り（５
）、

秀
吉
は
そ
の
よ
う
な
鷹
を
名
護
屋
の
鷹
部

屋
に
繫
い
で
い
た（６
）。
鷹
は
太
閤
秀
吉
の
支
配
下
に
あ
る
諸
大
名
に
と
っ
て
、
実
に
便
利
な
鳥
と
し
て
尊
重
さ
れ
た
。

　

文
禄
二
年
に
、
朝
鮮
の
陣
か
ら
帰
国
し
、
京
都
伏
見
に
在
っ
た
伊
達
政
宗
は
、
か
ね
て
よ
り
陸
奥
岩
出
山
城
中
に
督
促
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し
て
い
た
鷹
の
未
到
着
を
焦
慮
し
て
、
再
び
書
状
を
発
し
「
鷹
共
備（何
カ
）とて
お
そ
く
の
ほ
せ
候
哉
。
ゆ（
油
断
）
た
ん
に
候
へ
く
候
。
夜

る
ひ
る
の
し
さ
い
な
く
相
こ
す
へ
く
候
事
」
と
述
べ
て
い
る（７
）。
さ
ら
に
、「
鷹
共
何
と
て
お
そ
く
候
や
。
い
そ
き
〳
〵
の
ほ

せ
候
へ
く
候
、
い
か
ほ
と
用
立
事
ニ
候
。
ま
つ
〳
〵
廿
ほ
と
こ
し
候
へ
く
候
」
と
あ
る（『
政
宗
君
治
家
記
録
引
証
記
』
文
禄
二
年

閏
九
月
廿
五
日
付
伊
達
政
宗
書
状　
　

）。

こ
の
政
宗
の
言
葉
は
、
当
時
の
中
央
政
界
に
お
い
て
、
鷹
が
き
わ
め
て
利
用
価
値
の
高
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て

い
る
。

　

甲
斐
の
浅
野
長
継（
幸
長
）が
、
文
禄
三
年（
一
五
九
四
）三
月
に
、
鷹
巣
の
保
護
と
巣
鷹
確
保
の
施
策
を
出
し
た
の
も

（『
浅
野
家
文
書
』
同
年
三
月
五
日
付
山
岡
与
兵
衛
・

伴
武
左
衛
門
尉
・
下
村
市
丞
宛
浅
野
長
継
条
目

）、
（
８
）

薩
摩
の
島
津
龍
伯（
義
久
）が
、
同
年
、
病
鷹
の
治
療
法
に
つ
い
て
、
近
衛
龍
山

（
前
久
）か
ら
詳
細
な
教
え
を
う
け
た
の
も（９
）、
そ
し
て
、
陸
奥
会
津
の
蒲
生
氏
郷
・
同
秀
行
父
子
が
、
鷹
師
に
命
じ
て
、
近
く

は
相
馬
・
岩
城
へ
、
遠
く
は
南
部
・
松
前
地
方
に
ま
で
、
巣
鷹
・
若
鷹
な
ど
を
調
達
に
派
遣
し
、
養
調
し
た
逸
物
の
鷹
を
京
・

伏
見
へ
輸
送
さ
せ
て
い
た
こ
と
も
、
文
禄
年
間
の
鷹
の
需
要
が
高
ま
っ
て
い
た
こ
と
を
示
す
の
で
あ
る
。
次
に
具
体
例
を

あ
げ
て
こ
の
問
題
に
つ
い
て
紹
介
し
て
お
き
た
い
。

　

こ
の
当
時
、
鷹
師
に
対
す
る
賃
金
の
給
与
は
「
山
祝
い
」
と
称
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
秀
吉
子
飼
の

武
将
大
谷
吉
継
が
色
部
長
真
に
宛
て
た
覚
書
に
は
、
秀
吉
へ
の
鷹
進
上
を
督
促
す
る
一
方
、「
山
祝
之
儀
者
如
二
先
年
一
以

二
御
年
貢
之
内
一
、
可
レ
被
二
仰
付
一
候
事
」
と
述
べ
て
い
る
）
10
（

。
そ
れ
か
ら
、「
秋
田
兵
右
衛
門
諸
役
銭
算
用
状
」
に
よ
れ
ば
、

「
五
百
五
拾
貫
文　

御
鷹
山
祝
ニ
渡
申
候
」
な
ど
と
あ
っ
て
、
鷹
山
祝
が
か
な
り
の
高
額
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
）
11
（

。
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と
こ
ろ
で
、
会
津
の
新
領
主
蒲
生
氏
配
下
の
鷹
師
浅
利
金
介
に
対
す
る
山
祝
に
関
す
る
、
次
の
記
録
は
注
目
に
あ
た
い

す
る
。
こ
れ
は
「
蒲
生
氏
文
禄
四
年
秋
分
蔵
入
銭
請
取
帳
」
に
み
え
て
い
る（『
会
津
若
松
市
史
８
』

「
岩
代
国
古
文
書
」

）。

　
卯
月
廿
二
日

四
貫
五
百
文　

か
た
と
や
）
12
（

ノ
大
鷹
一
居
ノ
代	

浅
利
金
介
ニ
渡

　
卯
月
廿
三
日

三
百
文　
猪
苗
代
須
川
野
ゟ
こ
の
り
）
13
（
の

巣
子
上
申
候
山
祝　
　
　
　	

同

　
同
日壱

貫
弐
百
文　
二
平
次
村
ゟ
巣
子
）
14
（

上
申

山
祝　
　
　
　
　
　
	

同

　
同
廿
五
日
六
百
文　
中
津
川
村
ゟ
巣
子
上
申

山
祝　
　
　
　
　
　
　	

同

　
同
廿
七
日

弐
貫
文　
桧
ノ
原
ゟ
御
鷹
巣
子

上
申
山
祝　
　
　
　	

同

　
五
月
廿
八
日

八
百
文　
南
山
内
と
り
い
し
ゟ
御
鷹
ノ
巣
子

上
申
山
祝　
　
　
　
　
　
　
　

	

同

　
六
月
二
日

壱
貫
文　
中
津
川
ゟ
御
鷹
ノ
巣
子

上
申
山
祝　
　
　
　

	

同

　
同
五
日壱
貫
文　
い
な
は
し
ろ
小
比
山
御
鷹
ノ
巣
子

上
申
山
祝　
　
　
　
　
　
　
　

	
同

　
六
月
十
五
日

弐
百
文　

二
平
次
ゟ
巣
子
上
申
山
祝	

同

　
同
十
九
日
八
百
文　
田
村
郡
う
つ
し
ゟ
御
鷹
ノ
巣
子

上
申
山
祝　
　
　
　
　
　
　
　	

同

　
同
廿
七
日
三
貫
文　
隼
御
用
と
し
て
岩
城
相
馬
）
15
（
へ

被
レ
遣　
　
　
　
　
　
　
　

	

同
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八
月
廿
四
日

拾
六
貫
弐
百
文
松
前
へ
御
鷹
調
ニ
被
レ
遣
代	

同

　
同
廿
五
日
弐
貫
文　
伊
達
郡
光
明
寺
ゟ
若
鷹

一
居
上
申
山
祝　
　
　	

同

　
同
廿
七
日
拾
五
貫
九
百
文　
浅
利
民
部
少
輔
殿
へ
金
子
壱
枚　
　
　
　

被
レ
遣
代
当
秋
若
鷹
四
ツ
可
レ
被
二
相
渡
一
也	

同

　
九
月
六
日
弐
百
文　
南
山
ゟ
は
い
鷹
一
居
上
申

山
祝　
　
　
　
　
　
　

	

同

　
同
十
一
日
弐
百
文　
田
村
郡
と
き
わ
ゟ
は
い
鷹

一
居
上
申
山
祝　
　
　
　	

同

　
九
月
十
五
日

弐
百
文　
伊
達
郡
玉
井
金
内
知
行
所
ゟ

は
い
鷹
一
居
上
申
祝
銭　
　	

浅
利
金
介

　
同
日弐

百
文　
南
山
ゟ
は
い
鷹
一
居
上
申

山
祝　
　
　
　
　
　
　

	

同

　
九
月
廿
四
日

五
百
文　
田
村
郡
ゟ
山
か
へ
り
ノ
せ
う
）
16
（

上
申

山
祝　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　	

同

　
　
　
　

合
五
十
貫
八
百
文

　

以
上
に
よ
れ
ば
、
山
祝
を
支
給
す
る
の
は
二
通
り
あ
っ
て
、
一
つ
は
鷹
の
巣
よ
り
、
鷹
の
子
を
と
ら
え
て
来
た
こ
と
に

対
す
る
給
与
で
あ
り
、
あ
と
一
つ
は
、
在
地
の
鷹
飼
に
よ
っ
て
半
年
ま
た
は
一
年
余
の
間
鷹
部
屋
で
調
教
を
了
え
た
鷹
を

確
保
し
た
こ
と
に
対
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

　

浅
利
金
介
が
鷹
を
求
め
に
行
っ
た
先
は
、
蒲
生
領
内
の
猪
苗
代
・
中
津
川
・
檜
原
・
南
山
・
伊
達
地
方
な
ど
で
あ
る
が
、

ほ
か
に
領
外
の
田
村
・
岩
城
・
相
馬
地
方
な
ど
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
以
下
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
遙
か
秋
田
や
松
前
ま
で
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も
鷹
を
求
め
に
出
か
け
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

山
祝
以
外
に
鷹
師
に
給
与
さ
れ
た
費
用
は
、
同
じ
史
料
に
次
の
よ
う
に
み
え
て
い
る
。

　
五
月
三
日
壱
貫
文　

と
り
も
ち
）
17
（

ノ
代	

浅
利
金
介

　
同
日弐
百
文　

あ
し
か
は
）
18
（

ノ
代	

同

　
同
四
日三

貫
八
百
卅
四
文　
松
前
へ
す
た
か
調
ニ
河
井
又
三
被
レ
遣

当
地
ゟ
秋
田
迄
駄
賃
銭　
　
　
　
　
　	

同

　
同
日弐

貫
文　

同
秋
田
松
前
迄
ノ
船
賃	

同

　
同
五
日三
貫
五
百
文　
御
道
具
揃
ニ
重
而
罷
上
か
ち
の
衆

七
人
御
小
人
七
人
遣
銭　
　
　
　	

麻
生
叶
右
衛
門

村
井
平
右
衛
門

　
同
晦
日弐

貫
五
百
文　

お（
大
鋸
）

か
引
又
六
善
七
手
間
賃	

御
作
事
奉
行
三
人

　
六
月
十
五
日

弐
貫
五
百
文　

京
ヘ
御
使
被
二
罷
上
一
路
銭	

三
木
喜
介　
　
　
　

小
沢
藤
七
郎　
　
　

野
口
吉
右
衛
門
尉

　
同
廿
三
日

弐
貫
文　

京
ヘ
御
番
替
ニ
被
レ
上
路
銭	
奥
山
小
太
郎

　
六
月
廿
三
日

五
百
文　

同
御
用　

	
御
餌
指
藤
兵
衛

　
同
廿
四
日
三
貫
三
百
文　
巣
は
い
た
か
為
二
御
所
望
一
被
レ

下
御
使　
　
　
　
　
　
　
　
　
　	

羽
柴
肥
前
殿
御
）
19
（
使
ニ

被
レ
下　
　
　
　
　

　
同
廿
八
日
六
貫
七
百
七
十
八
文　
御
道
具
揃
ニ
付
銀
の
し
付
刀

脇
指
被
二
仰
付
一
銀
子
ノ
代	

上
野
藤
三
ヘ

　
同
廿
九
日
三
貫
文　

お
か
引
又
六
善
七
手
間
賃	

御
作
事
奉
行
三
人
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七
月
八
日
三
百
九
十
文　

足
皮
二
枚
ノ
代	

浅
利
金
介

　
同
日弐
貫
弐
百
文　
京
へ
御
鷹
匠
二
人
御
餌
指
一
人

罷
上
路
銭　
　
　
　
　
　
　

	

浅
利
金
介

　
同
十
日弐
貫
文　

南
部
へ
御
鷹
打
ニ
被
レ
遣
御
引
か
へ	

入
江
二
介

　
同
十
三
日
八
百
廿
五
文　

お
か
引
又
六
善
七
手
間
賃	

御
作
事
奉
行
三
人

　
同
日五

百
文　

京
へ
）
20
（

御
使
罷
上
ニ
付
路
銭	

木
村
新
丞

　
同
廿
一
日

廿
貫
文　

京
ヘ
被
二
罷
上
一
遣
銭	

今
春
宗
玻

　
同
廿
九
日

弐
貫
文　

同	

池
内
兵
次

　
後
七
月
廿
九
日

弐
貫
文　

京
ヘ
罷
上
遣
銭	

村
井
平
右
衛
門
尉

　
八
月
七
日

壱
貫
文　

同
御
引
か
へ	

同
人

　
同
日弐

貫
文　

同
御
引
か
へ	

池
内
兵
次

　
同
廿
八
日
拾
五
貫
九
百
文　
御
大
工
衆
十
人
被
二
召
上
一
時
金
子
一
両

宛
被
レ
下
合
壱
枚
ノ
代　
　
　
　
　
　
　	

竹
本
理
右
衛
門
尉

　
九
月
十
一
日

拾
七
貫
五
百
文　

御
馬
弐
疋
ノ
代	
小
村
弥
五
兵
衛

　
同
十
二
日
三
百
卅
文　
今
度
高
野
聖
こ
ろ
し
ニ
付
而

山
伏
い
の
り
申
布
施　
　

	

　
九
月
十
三
日

壱
貫
文　

御
矢
篦
之
代	

池
内
作
左
右
衛
門
尉

390

第六章　太閤秀吉の鷹狩



　
同
十
五
日

三
貫
五
百
文　
京
へ
御
鷹
匠
二
人
御
餌
指

一
人
罷
上
路
銭　
　
　
　	

浅
利
金
介

　
九
月
廿
四
日

五
百
文　
白
石
へ
白
鳥
取
ニ
被
レ
遣

鳥
も
ち
ノ
代　
　
　
　

	

浅
利
金
介

　
同

弐
貫
文　
三
世
市
左
衛
門
大
鷹
ヲ
す
へ

京
へ
罷
上
路
銭　
　
　
　

	

同

　
慶
長
二
年
三
月
廿
五
日

廿
九
貫
六
百
六
十
四
文　
但
金
子
壱
枚
六
両
一（
マ
マ
）

分
三
朱

朱
中
ニ
テ
御
引
か
へ

	

北
川
平
左
衛
門

　
　
　

合
百
四
十
八
貫
七
百
五
十
九
文

　
　
　
　
　

金
子
買
申
分

　

右
の
史
料
に
登
場
す
る
「
浅
利
金
介
」
に
つ
い
て
、
若
干
、
考
え
て
お
き
た
い
。

　

浅
利
金
介
は
、
天
正
年
間（
一
五
七
三
―
一
五
九
一
）の
初
期
に
は
出
羽
比
内
の
八
木
橋
城
に
居
城
し
て
い
た
が
、
天
正
五

年（
一
五
七
七
）ご
ろ
大
舘
安
東
氏
と
の
戦
い
に
敗
れ
て
の
ち
、
近
江
・
蒲
生
氏
郷
に
出
仕
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
浅
利
金

介
は
鷹
術
に
す
ぐ
れ
た
の
み
な
ら
ず
、
牛
蘭
と
号
し
て
鷹
の
絵
を
よ
く
描
い
た
。
会
津
を
領
し
た
蒲
生
氏
郷
に
従
っ
て
い

た
が
、
慶
長
七
年（
一
六
〇
二
）に
佐
竹
義
宣
が
秋
田
移
封
の
時
に
家
臣
と
な
っ
た
。
浅
利
金
介（
牛
蘭
）の
子
息
長
兵
衛
は

織
田
信
長
の
七
男
信
孝
（
高
）の
鷹
匠
と
し
て
仕
え
た（
長
谷
川
成
一
著
『
近
世
国
家
と
東

北
大
名
』
吉
川
弘
文
館
、
平
成
十
年
）の
ち
、
若
狭
小
浜
に
住
ん
で
鷹
絵
師
・
橋

本
長
兵
衛
を
名
の
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
第
九
章
第
四
節（
一
）東
照
宮
の
鷹
絵
額
に

詳
し
く
述
べ
て
い
る
。
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そ
う
し
て
、
茶
器
名
物
が
つ
ぎ
つ
ぎ
と
太
閤
秀
吉
の
手
に
入
っ
た
よ
う
に
、
諸
大
名
が
苦
心
し
て
育
て
た
逸
物
の
鷹
が
、

秀
吉
に
集
中
し
て
献
じ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
披
見
史
料
に
見
え
た
鷹
の
数
は
五
十
二
居
に
な
る
。

　

さ
ら
に
、
豊
臣
秀
吉
は
、
以
前
の
日
向
巣
鷹
よ
り
も
、
も
っ
と
積
極
的
で
強
力
な
鷹
確
保
策
を
打
出
し
た
の
で
あ
っ
た
。

そ
れ
は
、
文
禄
二
年（
一
五
九
三
）の
正
月
五
日
に
、
肥
前
名
護
屋
に
お
い
て
発
せ
ら
れ
た
施
策
で
あ
る
。
蝦
夷
松
前
の
蠣

崎
慶
広
及
び
、
津
軽
為
信
が
、
毎
年
進
上
す
る
巣
鷹
に
対
し
、
北
国
か
ら
日
本
海
を
通
り
京
・
大
坂
に
至
る
間
の
宿
駅
・
港
を

管
轄
す
る
諸
大
名
は
、
新
鮮
な
鷹
餌
を
供
給
す
る
等
の
便
宜
を
与
え
ね
ば
な
ら
ぬ
、
と
い
う
主
旨
の
も
の
で
あ
っ
た（『
松
前
文

書
』・『
青

森
県
叢
書
』
所
収
、

「
津
軽
一
統
志
」

）。
こ
の
よ
う
に
巣
鷹
逓
送
策
の
確
立
に
よ
っ
て
、
北
国
の
名
鷹
を
つ
ね
に
入
手
で
き
る
こ
と
と
な
っ
た

の
で
あ
る
。
や
が
て
、
こ
の
施
策
は
、
江
戸
幕
府
も
、
慶
長
九
年（
一
六
〇
四
）に
継
承
し
て
い
る
。

　

豊
臣
秀
吉
の
鷹
に
関
す
る
施
策
は
、
つ
い
に
、
鷹
狩
の
え
も
の
を
、
鷹
場
に
誘
う
事
に
ま
で
発
展
し
た
。
鷹
狩
の
流
行

は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
そ
の
え
も
の
と
な
る
諸
鳥
の
減
少
を
ま
ね
い
た
に
ち
が
い
な
い
。
秀
吉
に
よ
っ
て
案
出
さ
れ

た
施
策
は
次
の
如
き
も
の
で
あ
る
。

　
　

	

於
二
九
州
分
領
中
一
、
白
鳥
・
雁
・
鴨
・
其
外
諸
鳥
、
鉄
炮
を
以
討
レ
之
又
者
諸
猟
師（に
脱
カ
）

申
付
、
鳥
共
可
レ
進
二
上
之
一
候
、

五
畿
内
幷
近
国
御
鷹
為
レ
可
レ
被
レ
遣
候
、
遠
方
如
レ
右
被
二
仰
付
一
候
者
、
御
近
所
へ
諸
鳥
可
二
集
来
一
候
間
、
無
二
由

断
一
可
二
申
付
一
、
尚
山
中（
長
俊
）

山
城
守
可
レ
申
候
也
、

　
　
　
　

九（
文
禄
三
年
）

月
十
一
日（
秀
吉
朱
印
）
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嶋
津
修
理
大（龍
伯
・
義
久
）

夫
入
道
と
の
へ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（『
島
津
家
文
書
』）

　

こ
れ
は
、
九
州
分
領
内
に
お
い
て
、
鉄
炮
を
使
っ
て
鶴
・
白
鳥
な
ど
を
撃
た
せ
、
そ
の
証
拠
と
し
て
、
猟
師
ら
に
鳥
々

を
進
上
さ
せ
る
よ
う
、
島
津
氏
に
訓
令
し
た
も
の
で
あ
る
。
遠
方
で
鉄
炮
を
使
え
ば
、
そ
こ
を
逃
れ
た
諸
鳥
が
、
畿
内
近

国
の
秀
吉
の
鷹
場
へ
集
来
す
る
は
ず
だ
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
）
21
（

。

　

ま
た
、
出
羽
の
秋
田
愛
季
お
よ
び
下
野
の
佐
野
氏
に
対
し
て
も
、「
於
二
出
羽
国
中
一
鶴
白
鳥
□
□
」
と
書
き
出
し
、
内

容
は
ほ
と
ん
ど
同
様
の
書
状
が
出
さ
れ
て
い
る
）
22
（

。

　

し
た
が
っ
て
秀
吉
は
、
日
本
の
南
と
北
か
ら
諸
鳥
を
逐
わ
せ
よ
う
と
図
っ
た
こ
と
に
な
る
。
秀
吉
ら
し
い
奇
抜
な
着
想

と
も
い
え
よ
う
。
が
、
こ
こ
ま
で
く
る
と
、
秀
吉
の
鷹
狩
に
お
け
る
病
膏
肓
に
入
る
と
断
ぜ
ざ
る
を
え
な
い
。

　

か
く
て
、
天
正
十
六
年（
一
五
八
八
）以
来
、
本
格
化
し
た
秀
吉
の
鷹
狩
は
、
そ
の
天
下
一
統
の
完
成
と
と
も
に
、
一
層

充
実
し
て
行
っ
た
。「
な
に
事
も
た
か
の
に
て
わ
す
れ
」
る
遊
楽
の
世
界
と
、
天
下
人
と
し
て
の
権
威
誇
示
の
世
界
と
の

二
つ
を
兼
備
し
な
が
ら
、
秀
吉
の
鷹
狩
は
、
そ
の
規
模
・
鷹
の
質
量
・
鷹
匠
の
数
・
鷹
確
保
の
策
・
鷹
場
へ
の
諸
鳥
誘
引

策
等
々
に
お
い
て
、
他
者
を
圧
倒
し
切
っ
て
い
た
。
こ
れ
は
要
す
る
に
、
天
下
の
権
の
掌
握
の
み
な
ら
ず
遊
芸
の
世
界
に

お
い
て
も
天
下
人
た
ら
ん
こ
と
を
表
明
し
た
太
閤
秀
吉
の
姿
で
あ
っ
た
と
思
う
の
で
あ
る
。

注
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（
１
）　
『
本
願
寺
文
書
』
所
収
、
天
正
十
九
年
十
二
月
廿
日
付
羽
柴
秀
次
宛
豊
臣
秀
吉
朱
印
状
。

（
２
）　
『
流
布
本
天
正
記
』『
甫
庵
太
閤
記
』『
大
か
う
さ
ま
く
ん
き
の
う
ち
』。

（
３
）　
『
豊
太
閤
真
蹟
集
』
所
収
、
文
禄
元
年
十
二
月
二
十
六
日
付
。

（
４
）　
『
伊
達
家
文
書
』
所
収
、
文
禄
二
年
五
月
十
八
日
付
伊
良
子
信
濃
宛
最
上
義
光
書
状
。

（
５
）　
『
吉
川
家
文
書
』
所
収
、
文
禄
元
年
十
月
廿
八
日
付
吉
川
広
家
宛
豊
臣
秀
吉
朱
印
状
。

（
６
）　
『
当
代
記
四
』
慶
長
十
二
年
卯
月
廿
六
日
の
条
。

（
７
）　
『
政
宗
君
治
家
記
録
引
証
記
』
文
禄
二
年
閏
九
月
廿
四
日
黒
木
宗
元
ら
宛
伊
達
政
宗
書
状
。

（
８
）　

浅
野
幸
長
が
発
し
た
定
書
の
内
容
は
、
次
の
三
点
で
あ
る
。

	
	

　

①
在
来
の
鷹
巣
よ
り
鷹
の
子
を
捕
え
て
進
上
し
た
者
へ
の
扶
持
加
増
の
こ
と
。

	
	

　

②
新
巣
の
発
見
を
届
け
た
者
へ
は
、
巣
数
に
応
じ
て
扶
持
給
与
の
こ
と
。

	
	

　

③
巣
鷹
売
買
の
厳
禁
。
違
背
者
と
そ
の
一
類
は
罪
科
に
処
す
こ
と
。

	
	

な
お
、
戦
国
大
名
の
巣
鷹
確
保
策
の
例
証
を
次
に
掲
出
し
て
お
こ
う
。

	
	

㋐

	
	

　
　

定

	
	
	

於
二
于
巣
山
一
、二
・
三
・
四
ケ
月
禁
二
猟
師
出
入
一
、為
レ
相
二
守
鷹
巣
一
、御
鷹
可
レ
有
二
進
納
一
之
由
、被
二
仰
出
一
者
也
、仍
如
レ
件
、

	
	

天
正
九
年
辛巳　
　

春
日
弾（
信
達
）正
忠

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

奉
之

　
　
　
　
　
　
　
　

正
月
九
日
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

入
沢
治
部
少
（
竜
朱
印
）輔殿
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　（『

戦
国
遺
文
』

武
田
氏
編
所
収

）

	
	

㋑　

北
條
氏
照
朱
印
狀　
○
齋
藤

文
書

	
	

　
　

書
出

	
	
	　
	

右　

三
田
時
お
ろ
し
付
候
、
い（
武
蔵
國
多
摩
郡
）（
巣
）

つ
原
之
内
す
は
い
鷹
當
年
も
申
付
お
ろ
さ
す
へ
く
候
、
定
之
一
寸（
巣
）の

事
は
、
不
二
申
及
一
候
、

當
年
之
事
ハ
如
何
様
ニ
も
新
巢
二
寸（
巣
）も

三
寸（
巣
）も

可
二
見
立
一
候
、
若
寸（
巣
）を

か（
隠
）くす

か
、
又
無
二
稼
致
一
之
、
不
二
尋
出
一
付
而
者
、

原
嶋
可
レ
處
二
越
度
一
申
付
候
、
百
姓
を
ハ
從
類
い
つ
原
を
は（
払
）ら

ハ
せ
ら
る
へ
く
候
、
必
以
あ
（
誤
）

や
ま
ち
せ
さ
る（
マ
ヽ
）

よ
候
、
來
朔
日
・

二
日
之
間
ニ
可
二
持
参
一
由
、
被
二
仰
出
一
者
也
、
仍
如
レ
件
、

　
　

　　

	　
　
　

（
永
禄
五
年
）

　
　
　
　

		（「
如
意
成
就
」
朱
印
）

戌
　

卯
月
十
日

　

い
つ
原

　
　
　

原
嶋
右
京
亮
殿

横（
吉
信
）地
奉
之

　
　
　

	
	
	

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（『
同
上
』
北
條
氏
編
所
収
）

	
	

㋐	

は
、
指
定
の
鷹
巣
山
へ
は
二
月
か
ら
三
か
月
間
に
猟
師
の
立
入
り
を
禁
じ
、
鷹
巣
を
守
っ
て
、
武
田
勝
頼
に
「
御
鷹
」（
巣
鷹
）

を
進
納
す
べ
し
と
命
じ
て
い
る
。

	
	

㋑	

は
巣
鷂
を
確
保
す
る
た
め
に
従
来
の
巣
の
ほ
か
に
新
た
な
巣
を
見
つ
け
上
申
せ
よ
、
隠
匿
す
れ
ば
重
科
に
処
す
と
い
う
の
で

あ
る
。

（
９
）　
『
島
津
家
文
書
』
所
収
、
文
禄
三
年
十
月
四
日
付
島
津
竜
伯
宛
近
衛
龍
山
書
状
。

（
10
）　
『
秋
田
藩
家
蔵
文
書
』
天
正
十
八
年
十
月
二
十
日
。

（
11
）　
『
秋
田
家
文
書
』
慶
長
六
年
七
月
十
日
。
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（
12
）	　
〝
か
た
か
え
り
〟と
も
い
う
。
鴘
鷹（
か
た
か
え
り
）と
も
書
く
。
二
歳
の
鷹
の
こ
と
で
あ
る
。
片
鳥
屋
に
対
し
て
三
歳
の
鷹
は
、〝
も

ろ
と
や
〟と
い
う
。
鷹
匠
に
よ
っ
て
十
分
に
仕
込
ま
れ
た
鷹
で
あ
り
、
そ
れ
だ
け
値
が
高
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

（
13
）	　

兄こ
の
り鷂
と
書
く
。
鷂
の
オ
ス
の
こ
と
で
、鶉
を
と
る
の
に
適
し
て
い
る
。
こ
の
春
う
ま
れ
た
鳥
で
、巣
か
ら
捕
獲
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
14
）	　

巣
子
は
、
鷹
や
鷂
・
隼
な
ど
の
ひ
な
鳥
で
あ
る
。
鷹
な
ど
は
ふ
つ
う
二
羽
か
三
羽
の
ひ
な
を
か
え
す
が
、
こ
れ
を
捕
獲
す
る
と

き
は
繁
殖
対
策
か
ら
一
羽
だ
け
に
す
る
。
コ
ノ
リ
・
ハ
イ
タ
カ
な
ど
と
あ
る
ほ
か
に
「
御
鷹
」「
若
鷹
」
な
ど
と
み
え
る
の
は
オ
オ

タ
カ
の
こ
と
で
あ
る
。

（
15
）	　
岩
城
・
相
馬
の
海
岸
地
帯
は
古
く
か
ら
隼
の
産
地
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
。
磐
城
平
領
主
内
藤
家
・
安
藤
家
は
、
し
ば
し
ば
隼

を
将
軍
家
に
献
じ
て
い
る
。

（
16
）　

山や
ま
が
え
り
の
し
ょ
う

帰
兄
鷹
の
こ
と
で
あ
る
。
夏
期
、
山
で
毛
を
替
え
た
オ
オ
タ
カ
の
オ
ス
の
こ
と
。

（
17
）	　

常
緑
樹
の
モ
チ
の
木
の
皮
を
剝
い
で
水
に
漬
け
こ
ん
だ
も
の
を
木
槌
で
た
た
き
つ
ぶ
し
て
つ
く
る
。
粘
着
力
が
強
い
の
で
、
こ

れ
を
長
い
竿
の
先
端
に
巻
き
つ
け
、
野
鳥
な
ど
を
捕
獲
し
て
鷹
の
餌
に
す
る
と
き
の
餌
差
衆
の
道
具
。
会
津
地
方
で
は
、
と
り
も

ち
の
木
が
自
生
し
て
い
な
い
の
で
、
温
暖
な
岩
城
地
方
な
ど
か
ら
入
手
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
に
費
用
が
か
か
っ
て
い
る
。

（
18
）	　

足
革
の
こ
と
で
あ
る
。
鷹
を
調
教
す
る
と
き
に
、
鷹
匠
は
拳
に
据
え
た
鷹
の
脚
に
鹿
の
な
め
し
革
で
つ
く
っ
た
絆
を
つ
か
み
翔
び
放

れ
な
い
よ
う
に
し
て
手
な
づ
け
る
の
で
あ
る
。

（
19
）	　

前
田
利
長
。
利
家
の
長
男
。
こ
の
当
時
は
越
中
・
富
山
城
主
。
の
ち
金
沢
城
主
。
鷹
数
寄
の
大
名
の
一
人
。
前
田
利
長
の
鷹
匠

が
会
津
へ
下
向
し
、
巣
鷂
を
所
望
し
た
の
で
あ
る
。

（
20
）	　

蒲
生
氏
郷
の
京
屋
敷
も
諸
大
名
の
よ
う
に
伏
見
城
下
に
配
置
さ
れ
て
い
た
。
会
津
領
の
鷹
を
運
脚
す
る
た
め
の
使
者
が
し
き
り

に
上
京
し
て
い
る
。

（
21
）　

鉄
炮
を
使
用
し
て
諸
鳥
を
逐
わ
せ
、
鷹
場
に
集
来
せ
し
め
る
方
策
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
織
田
信
長
が
試
み
て
い
る
。
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　（

大
正
二
年
十
二
月
九
日
付
、
高
木
貞
久
織
田
信
長
書

状
、
奥
野
高
廣
『
織
田
信
長
文
書
の
研
究（
上
）』
所
載

）

（
22
）　
『
秋
田
家
文
書
』
所
収
、（
年
未
詳
）九
月
十
六
日
付
秋
田
愛
季
宛
豊
臣
秀
吉
朱
印
状
。

　
　

	　

お
よ
び
『
栃
木
県
史
・
史
料
篇
』
所
収
、
九
月
十
八
日
付
佐
野
修
理
大
夫
宛
秀
吉
朱
印
状
。
こ
こ
で
は
「
靍
・
白
鳥
・
雁
・
鴨
、

其
外
諸
鳥
之
事
」
と
あ
る
。

　
　

	　

な
お（
21
）・（
22
）に
関
連
し
て
、
曽
根
勇
二
氏
は
「
豊
臣
政
権
と
御
鷹
場
―
御
鷹
場
設
定
に
つ
い
て
―
」（『
白
山
史
学
』
二
十
二
・

昭
和
六
十
一
年

）

に
お
い
て
、
私
の
初
出
論
文
「
太
閣
秀
吉
の
鷹
狩
」
を
批
判
し
な
が
ら
、
秀
吉
は
各
大
名
領
内
に
「
御
鷹
場
」
を
設
定
し
た
と
述

べ
て
い
る
。
し
か
し
、
右（
本
文
及
び
注
）に
引
用
し
た
史
料
か
ら
は
そ
の
よ
う
な
見
方
は
導
き
出
せ
な
い
と
思
う
。
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結　
　

び

　

豊
臣
秀
吉
は
、
そ
の
出
自
ゆ
え
に
、
当
代
諸
大
名
に
較
べ
る
と
非
常
に
遅
れ
て
鷹
狩
を
経
験
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

秀
吉
は
権
力
構
築
上
、
公
家
放
鷹
の
故
実
と
足
利
将
軍
家
の
武
家
鷹
狩
の
故
実
を
急
速
に
吸
収
し
始
め
る
が
、
そ
れ
は
お

そ
ら
く
、
天
正
十
三
年（
一
五
八
五
）十
一
月
の
従
三
位
、
権
大
納
言
叙
任
を
契
機
と
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
小
牧
・

長
久
手
の
戦
の
後
、
徳
川
家
康
と
和
睦
を
果
た
し
た
直
後
で
あ
る
が
、
家
康
は
既
に
鷹
狩
の
面
で
は
、
秀
吉
を
越
え
て
い

た
と
い
う
こ
と
も
秀
吉
の
鷹
へ
の
関
心
を
か
き
立
て
る
要
因
に
な
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
そ
の
後
、
秀
吉
は
正
月
参
内
を

恒
常
化
す
る
が
、
そ
の
過
程
で
、
公
家
伝
統
の
放
鷹
術
を
摂
取
し
よ
う
と
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
近
衛
前
久（
龍
山
）が

秀
吉
の
方
針
を
強
力
に
補
佐
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。

　

織
田
信
長
が
着
手
し
始
め
て
い
た
足
利
将
軍
家
を
凌
駕
す
る
鷹
狩
と
そ
の
儀
礼（
例
、
天
皇
へ
の
鷹
披
露
・
鷹
の
鳥
進
献
等

及
び
奥
羽
地
方
へ
の
鷹
師
派
遣
等
）を
秀
吉
は
継
承
し
た
。
そ
れ
ら
が
き
わ
め
て
急
速
か
つ
強
引
に
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

	
	

（
初
出
『
國
學
院
雑
誌
』
第
七
十
巻
第

十
号
「
同
題
」
昭
和
四
十
四
年
十
月
）
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第
七
章　

伊
達
政
宗
の
鷹
と
鷹
狩

は　

じ　

め　

に

　

陸
奥
・
出
羽
両
国
は
古
く
か
ら
鷹
の
産
地
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
。
な
か
ん
ず
く
「
伊
達
の
鷹
」
は
人
気
が
あ
っ
た
。

　

本
章
で
は
戦
国
時
代
、
奥
羽
の
地
に
強
盛
を
誇
っ
た
伊
達
氏
の
鷹
狩
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

　

伊
達
氏
に
は
有
名
な
分
国
法
『
塵
芥
集
』
が
あ
る（
天
文
五
年（
一
五
三
六
）

伊
達
稙
宗
制
定　
　

）。
そ
の
全
一
七
〇
条
の
中
に
、

　
「
鷹
み
つ
け
候
て
、
あ
ひ
か
へ
さ
す
候
は
ゝ
、
ぬ
す
人
の
罪
科
に
お
こ
な
ふ
へ
き
也
、」

と
い
う
一
条
が
あ
る
。

　

こ
れ
は
、
鷹
の
巣
を
発
見
し
て
、
巣
に
居
る
幼
鳥
を
捕
獲
し
去
っ
た
者
は
盗
人
と
し
て
罰
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
か
ら
、「
い
ぬ
う
ち
候
事
、
た
か
の
ゑ
に
候
ハ
ゝ
、
を
っ
と
有
へ
か
ら
さ
る
也
、」
と
あ
る
。
こ
れ
は
、
鷹
の
餌
に
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す
る
た
め
に
犬
を
打
ち
殺
す
の
は
、
許
す
と
い
う
の
で
あ
る
。
ふ
つ
う
鷹
の
餌
と
い
え
ば
、
鼠
・
鶉
・
雑
小
鳥
な
ど
の
肉

を
使
う
け
れ
ど
も
、
常
に
確
保
で
き
る
と
は
限
ら
な
い
。
そ
の
よ
う
な
時
に
犬
の
肉
を
与
え
た
の
で
あ
る
。

　

伊
達
氏
の
領
内
に
す
ぐ
れ
た
鷹
が
多
い
こ
と
は
、京
都
で
も
周
知
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
室
町
幕
府
に
つ
か
え
る
故
実
家
・

伊
勢
貞
孝
な
ど
も
、
天
文
二
十
三
年（
一
五
五
四
）に
伊
達
晴
宗
に
餌
飼
と
鷹
師
を
派
遣
し
鷹
を
求
め
て
い
る（１
）。

　

ま
た
、
晴
宗
は
翌
弘
治
元
年（
一
五
五
五
）九
月
、
奥
州
探
題
職
に
補
任
さ
れ
た
礼
物
と
し
て
、
黄
金
・
鷹
・
馬
を
将
軍

家
に
進
上
し
て
い
る
。
鷹
は
当
時
、
上
位
者
へ
の
進
物（
引
出
物
）と
し
て
欠
か
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

　

な
お
、
本
章
に
お
い
て
は
、
伊
達
氏
が
戦
国
大
名
か
ら
近
世
大
名
へ
と
変
容
を
遂
げ
て
行
く
過
程
に
お
け
る
「
鷹
と
鷹

狩
」
を
め
ぐ
る
い
く
つ
か
の
問
題
を
も
取
上
げ
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

第
一
節　
　

伊
達
輝
宗
と
鷹

　
『
伊
達
家
文
書
之
一
』
に
、
天
正
二
年（
一
五
七
四
）の
「
伊
達
輝
宗
日
記
」
が
収
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
日
記
に
は
鷹

と
鷹
狩
の
こ
と
が
頻
り
に
登
場
す
る
。

　

た
と
え
ば
次
の
よ
う
で
あ
る
。

　
　

十（
二
月
）
七
日
、
天
き
上
々
、
少
か（風
）せ
ふ
く（
略
）
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小
せ（関
）き
た（鷹
）か
み
る
、
大（弟
鷹
）十三（だ
い
）、せ（兄
鷹
）う六（２
）、
杉（晴
宗
）妻よ（３
）り
中
野
太
郎
右
衛
門
御
使
参
候

　
　

	

四（三
月
）日、
天
き
よ
し
、
少
く
く
も
る
、（
鷹
野
）
野
へ
い
て
候
、
ひ（
菱
喰
）

し
く
い
二
合
候
、
つ
る
と
り
に
て（４
）、
一
つ
め
ぬ
け
て（５
）、
一　

　
　
　

と（鳥
屋
兄
鷹
）

や
せ
う
に
て（６
）、
三
郎
左
衛
門
か
も
一
、（
下
略
）

　
　

	

五
日
、
天
気
上
々
、
か
も
四
四つ

、
と
や
に
て
三
、
わ（
若
兄
鷹
）

か
せ
う
に
て
一
、
又
七
郎
一
合
候（７
）、（

下
略
）

　
　

十
四
日
、
天
き
雨
ふ
る
、♂白
　（
隼
）

は
や
ふ
さ
つ（
鶴
取
）

る
と
り
つ
か
い
に
こ
し
候
、
隼
は
ふ（
文
五
）
ん
こ
、
つ
る
と
り
は
助
五
郎（
下
略
）

　

以
上
は
鷹
狩
の
好
シ
ー
ズ
ン
の
二
月
と
三
月
の
も
の
だ
が
、
伊
達
輝
宗
の
鷹
好
き
の
一
端
が
知
ら
れ
よ
う
。

　

二
月
十
七
日
の
条
に
は
家
臣
の
小
関
氏
か
ら
進
上
さ
れ
た
大だ
い鷹
十
三
居
と
兄し
ょ
う鷹
六
居
を
見
て
満
足
し
て
い
る
。

　

三
月
四
日
の
鷹
野
で
は
、
鶴
取
の
鷹
を
つ
か
っ
て
菱
喰
一
羽
を
と
り
、
鳥と

や屋
兄し
ょ
う鷹

で
菱
喰
一
羽
と
、
鴨
一
羽
を
と
っ
て

い
る
。
専
ら
鶴
捕
獲
の
た
め
に
調
養
さ
れ
た
鷹
を
「
鶴
取
の
鷹
」
と
い
う
が
、
こ
れ
は
逸
物
中
の
最
た
る
も
の
で
あ
る
。

　

十
四
日
に
は
、
白
隼
と
鶴
取
鷹
が
文
五
と
助
五
郎
と
い
う
鷹
匠
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

鷹
飼
養
の
た
め
に
は
、
鷹
部
屋（
鷹
屋
と
も
）を
こ
し
ら
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
の
こ
と
も
『
伊
達
輝
宗
日
記
』

に
み
え
て
い
る
。

　

六
（
天
正
二
年
）

月
十
七
日
に
は
鷹
部
屋
建
築
に
着
工
、
同
二
十
日
に
は
鷹
屋
の
地
割
、
二
十
一
日
に
柱
建
て
、
二
十
九
日
に
棟
上
げ

の
祝
い
、
七
月
二
日
に
軒
付
け
、
十
日
に
、
鷹
屋
の
ぐ
し
を
葺
い
た
。
鷹
部
屋
は
か
や
屋
根
で
あ
っ
た
ろ
う（８
）。
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こ
の
日
記
に
よ
れ
ば
、
天
正
二
年（
一
五
七
四
）中
に
輝
宗
は
家
臣
を
は
じ
め
近
隣
の
諸
大
名
か
ら
、
合
計
し
て
鷹
三
十
二
居

とは
い
た
か
鷂
九
居
、
隼
一
居
を
進
呈
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
合
計
四
十
二
居
の
鷹
を
飼
育
す
る
必
要
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

　

鷹
一
居
に
つ
き
鷹
部
屋
は
一
室（
面
積
一
坪
程
度
）を
必
要
と
し
た
。
鷹
部
屋
は
城
主
の
居
館
に
近
接
し
て
建
て
ら
れ
て

い
る
の
が
通
例
で
あ
っ
た
。
鷹
部
屋
と
鳥
屋
を
当
時
は
区
別
し
て
い
た
か
と
考
え
る
の
で
あ
る
が
、
鳥
屋
と
い
う
こ
と
に

な
れ
ば
、
鷹
書
に
は
図（９
）の
よ
う
に
み
え
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
鳥
屋
を
い
く
つ
か
備
え
た
建
造
物
を
鷹
部
屋
と
呼
ん
だ
の

で
は
な
い
か
。
愛
玩
・
観
賞
用
に
、
庭
に
大
き
な
鳥
籠（
庭
籠
）を
し
つ
ら
え
る
こ
と
も
あ
っ
た
）
10
（

。

　

輝
宗
も
政
宗
も
、
鷹
部
屋
で
重
臣
を
集
め
て
戦
略
の
密
議
を
交
わ
し
、
ま
た
、
鉄
放
の
玉
薬（
火
薬
）を
調
合
す
る
な
ど
、

特
殊
な
施
設
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

注（
１
）　
『
伊
達
家
文
書
』
天
文
二
十
三
年（
一
五
五
四
）十
一
月
三
日
付
沙
彌
清
辰
書
状
。

（
２
）	　

オ
オ
タ
カ
の
雌
は
翼
長
三
〇
～
三
四
セ
ン
チ
、
尾
長
二
二
～
二
五
セ
ン
チ
ぐ
ら
い
で
あ
り
、
雄
の
そ
れ
ら
よ
り
長
い（『
放
鷹
』）。

体
型
も
大
き
い
の
で
、「
大だ

い鷹
」
ま
た
「
弟だ

い鷹
」
と
称
す
る
。
雄
は
体
型
が
や
や
小
さ
い
の
で
「
し
ょ
う
」
と
呼
ぶ
が
、文
字
は
「
兄
」

と
記
す
。
架ほ

こ

に
繋
ぐ
と
き
に
も
弟
は
七
鎖
、
兄
は
五
鎖
な
ど
の
飾
り
結
び
を
し
て
区
別
し
た
。

（
３
）　

伊
達
晴
宗
は
こ
の
当
時
、
正
室
久
保
姫
と
と
も
に
信
夫
郡
杉
妻
城（
福
島
市
）に
在
城
し
て
い
た
。

（
４
）　

菱
喰
い
は
白
鳥
ほ
ど
も
あ
る
大
き
な
鳥
で
あ
り
、「
鶴
取
」
用
に
仕
込
ま
れ
た
鷹
を
つ
か
っ
て
捉
え
た
わ
け
で
あ
る
。
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（
５
）　

獲
物
が
強
堅
な
と
き
に
、
し
ば
し
ば
「
爪
抜
」
の
よ
う
な
痛
手
を
蒙
る
こ
と
が
あ
る
。

（
６
）　

前
年
来
、
米
沢
城
の
鷹
部
屋（
鳥と
屋や
）で
調
養
を
受
け
た
一
歳
の
大
鷹
。

（
７
）　

鷹
を
放
ち
、
獲
物
の
鳥
を
と
ら
え
る
こ
と
を
「
合
わ
せ
る
」
と
い
う
。

（
８
）	　
（
六
月
）	

十
七
日
、
天
き
く
も
る
、
ふ
り
又
て
る
、
た
か
や
か（
工
事
）

う
し
候
、

	

廿
日
、
天
気
上
々
、
た
か
や
の
地
わ
り
候
、

	

廿
一
日（
略
）た
か
や
た
て
候
、

	
廿
六
日　

天
気
上
々
、
た
か
や
の
は（
梁
）り
あ
け
候
、

	

廿
九
日
、
天
気
上
々
、
た
か
や
む（
棟
上
祝
）

ね
あ
け
の
い
わ
ひ
、
東
風
ふ
く
、

　
　
　
（
七
月
）	

二
日
、
天
気
上
々
、
た
か
や
の
の
き
つ
け
候
、

	

十
日
、
天
気
上
（々
略
）た
か
や
く
し
ふ
せ
候
、
同
い
わ
ひ
、

　
　

	　

輝
宗
は
し
ば
し
ば
こ
の
建
物
で
側
近
を
集
め
、
連
歌
会
や
軍
議
を
ひ
ら
い
た
。
な
お
、
時
代
は
や
や
く
だ
る
が
、
鷹
部
屋
建
築

の
た
め
に
要
し
た
賃
金
を
知
る
史
料
が
あ
る
。
慶
長
六
年
、
秋
田
藩
の
「
御
鷹
部
屋
大
工
之
事
」
に
よ
れ
ば
、
大
工
数
参
百
拾
貮

人
半
・
葺
士　

四
拾
三
人
・
大
鋸
引
四
拾
人
・
鍛
冶
四
拾
貮
人
で
あ
っ
た
。
工
事
費
の
合
計
は
貮
百
廿
九
匁
四
分
で
あ
る（『
秋
田
家

文
書
』

）。

（
９
）　

鳥
屋
の
図
「
養
鷹
秘
抄
」（
賡
群
書
類
従

巻
五
四
五

）。（
次
頁
に
掲
出
）

　
　

	　

な
お
、
織
田
信
長
は
、
越
前
敦
賀
郡
の
武
藤
舜
秀
に
対
し
て
、「
鷹
鳥
屋
」
の
造
作
次
第
を
聴
取
し
た
こ
と
が
あ
る
。
つ
い
で

に
「
釘
十
箱
」
を
進
上
し
て
き
た
こ
と
に
悦
ん
で
い
る
。
敦
賀
は
、古
く
か
ら
鷹
飼
い
の
盛
ん
な
土
地
で
あ
っ
た
。
釘
は
「
鷹
鳥
屋
」

造
作
に
使
う
た
め
で
あ
ろ
う
か
。
天
正
四
年
当
時
、
安
土
城
築
城
が
成
ろ
う
と
し
て
い
た（
奥
野
高
廣
『
織
田
信
長
文
書
の

研
究
』（
下
巻
）二
三
六
ペ
ー
ジ

）。

403

第一節　　伊達輝宗と鷹



（
10
）	　

徳
川
家
康
の
家
臣
・
松
平
家
忠
の
日
記
に
は
、
鷹
部
屋
造
作
の
記
事
が
み
え
る
、「
鷹
へ
や
作
」（
天
正
五
年
十
一

月
二
十
三
日

）、「
御
た
か
へ
や
貮

十
間
に
作
候
」（
同
十
八
年
十

月
十
八
日

）、「
御
鷹
へ
や
五
間
に
た
て
候
」（
同
十
九
年
十

月
十
五
日

）、
な
ど
と
あ
る
。
鷹
部
屋
が
鶏
小
舎
の
よ
う
に
簡
素
な
も
の

で
は
な
く
、
か
な
り
し
っ
か
り
と
し
た
建
物
で
あ
っ
た
こ
と
が
想
像
で
き
よ
う
。
松
平
家
忠
は
天
正
十
九
年（
一
五
九
一
）に
相
次
い

で
鷹
部
屋
を
増
築
し
た
と
み
え
る
。
十
一
月
五
日
に
も
「
御
た
か
へ
や
又
十
間
の
地
形
ひ
か
せ
候
」
と
記
し
、
同
十
一
日
に
は
「
御

た
か
へ
や
五
間
作
候
」
と
あ
る
。
竣
工
は
同
十
四
日
だ
っ
た
。
松
平
家
忠
が
鷹
部
屋
を
急
造
し
た
の
は
、
徳
川
家
康
の
あ
ま
た
の
鷹

を
預
か
る
た
め
で
あ
っ
た
ろ
う
。

（粗砂）

（
砂
）

（
水
槽
）
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第
二
節　
　

信
長
と
伊
達
の
鷹

　

伊
達
輝
宗
は
天
正
元
年（
一
五
七
三
）十
二
月
に
、
織
田
信
長
に
鷹
を
贈
っ
た
。
そ
の
こ
と
は
、
次
の
信
長
書
状
に
明
ら

か
で
あ
る
。

　
　

	

去
十
月
下
旬
之
珍
簡
近
日
到
來
、
令
二
拜
披
一
候
、
誠
遼
遠
示
給
候
、
本
懷
不
レ
淺
候
、
殊
庭
籠
之
鴾
鷹
一
聯
、
同
巣

主
大
小
被
二
相
副
一
候
、
希
有
之
至
、
歡
悦
不
レ
斜
候
、
鷹
之
儀
累
年
随
身
異
二
于
他
一
之
處
、
執
レ
之
送
給
候
、
別

而
自
愛
此
節
候
、
則
搆
二
鳥
屋
一
可
二
入
置
一
候
、
秘
藏
無
レ
他
候
、
仍
天
下
之
儀
、
如
二
相
聞
候
一
、
公
（
足
利
義
昭
）

儀
御
入
洛
令

二
供
奉
一
、
城
都
被
レ
遂
二
御
安
座
一
、
數
年
靜
謐
之
處
、
甲
州
武
田
、
越
前
朝
倉
已
下
、
諸
侯
之
侫
人
一
兩
輩
相
語

申
、
妨
二
公
儀
一
、
被
レ
企
二
御
逆
心
一
候
、
無
二
是
非
一
題
目
、
無
念
不
レ
少
候
、
然
間
爲
可
レ
及
二
其
斷
一
、
上
洛
之
處
、

若
公
被
レ
渡
二
置
京
都
一
有
二
御
退
城
一
、
紀
州
熊
野
邊
流
落
之
由
候
、
然
而
武
田
入（晴
信
）道令

二
病
死
一
候
、
朝
倉
義
景
於

二
江
越
境
目
一
、
去
八
月
遂
二
一
戰
一
、
卽
時
得
二
大
利
一
、
首
三
千
餘
討
捕
、
直
越
國
へ
切
入
、
義
景
刎
レ
首
、
一
國

平
均
ニ
申
付
候
、
其
以
來
若
狹
能
登
加
賀
越
中
、
皆
以
爲
二
分
國
一
屬
存
二
分
一
候
、
五
畿
内
之
儀
不
レ
覃
レ
申
、
至
二

中
國
一
任
二
下
知
一
候
次
第
、
不
レ
可
レ
有
二
其
隱
一
候
、
來
年
甲
州
令
二
發
向
一
、
關
東
之
儀
可
二
成
敗
一
候
、
其
砌
深

重
可
二
申
談
一
候
、
御
入
魂
專
要
候
、
猶
以
二
芳
問
一
大
慶
候
、
必
從
レ
是
可
二
申
展
一
之
條
、
抛
レ
筆
候
、
恐
々
謹
言
、
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（
天
正
元
年
）

十
二
月
廿
八
日　
　
　
　

信
長　
　
（
朱
印
）

　
　
　

謹
上　

伊
達
殿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（『
伊
達
家
文
書
』
之
一
）

　

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
第
五
章
第
三
節（
逸
物
の
鷹
を
求
め
て
）に
お
い
て
言
及
し
た
通
り
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
輝
宗

の
も
と
に
は
領
国
内
外
の
良
鷹
が
、
か
な
り
集
積
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
一
層
興
味
を
お
ぼ
え
る
。
伊

達
輝
宗
は
城
内
の
鷹
部
屋
か
ら
、
選
り
す
ぐ
っ
た
逸
物
の
鷹
を
信
長
に
進
上
し
た
の
で
あ
る
。

　

庭
に
造
作
し
た
籠
の
中
で
育
て
た
鴾か
た
が
え
り鷹（

鴘
鷹
）と
、
鷹
巣
か
ら
捕
獲
し
て
訓
養
し
た
大だ
い鷹

と
兄し
ょ
う鷹

を
添
え
て
贈
っ
た
こ

と
が
わ
か
る
。「
庭
籠
之
鴾
」
と
は
、
鴘か
た
が
え
り鷹の

こ
と
で
あ
る
。「
鴘
鷹
」
と
は
『
鷹
経
辨
疑
論
』
に
よ
れ
ば
「
野
山
に
て
一

鳥
屋
経
た
二
歳
の
鷹
」
で
あ
る（
一
鳥
屋
は
一
夏
と
同
意
で
あ
る
）。

　

鷹
の
調
養
は
多
く
は
鷹
巣
に
う
ま
れ
た
幼
鳥
を
旧
暦
の
三
月
か
四
月
頃
捕
獲
し
て
行
う
。
こ
れ
を
巣す
の
こ子
ま
た
は
巣
鷹

と
い
う
。「
鴘
鷹
」
は
成
鳥（
二
歳
）を
網
で
と
ら
え
て
馴
致
し
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。
こ
れ
と
は
別
に
「
巣
主
大
小
」

を
副
え
た
と
あ
る
が
、
こ
ち
ら
は
巣
子
鷹
の
雌（
大だ
い鷹

ま
た
は
弟だ
い鷹

）と
雄（
兄し
ょ
う鷹

ま
た
は
小し
ょ
う鷹

）の
意
味
で
あ
る
。
鷹
は
雌
の

方
が
姿
形
が
大
き
く
、
狩
の
技
も
雄
よ
り
す
ぐ
れ
て
い
る
と
い
わ
れ
る
。
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な
お
、『
伊
達
治
家
記
録
一
』
の
頭
記
の
ひ
と
つ
は
、「
鴾
鷹
」
を
「
わ
か
鷹
」
と
し
て
お
り（
二
一
二
頁
）、
さ
ら
に
別

の
頭
記
で
は
『
大
日
本
古
文
書　

伊
達
家
文
書
二
九
一
号
』
を
引
き
「
鴾
は
ボ
ウ
と
読
み
、
鶉
の
一
種
」
と
い
う
注
記
を

紹
介
し
て
い
る
。
そ
し
て
、「
う
ず
ら
た
か
」
の
意
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
が
、
小
さ
な
鷹
、
子
鷹
の
意
で
あ
ろ
う
か
と
し

て
い
る（
二
一
四
頁
）が
、
い
ず
れ
も
当
た
ら
な
い
。

　

と
こ
ろ
が
桑
田
忠
親
氏
の
『
信
長
の
手
紙
』
で
は
、
先
掲
の
伊
達
輝
宗
宛
て
書
状
を
紹
介
し
た
中
で
「
庭
籠
の
鴘は
い
た
か鷹
」

と
訓
ん
で
い
る
。
同
様
に
上
杉
輝
虎
宛
て
書
状
に
お
い
て
も
「
生し
ょ
う
え
き易の

鴘は
い
た
か鷹

」
と
し（
元
亀
二
年
九

月
廿
五
日
付
）、
小
早
川
隆
景
宛
て
で

も
「
鴘は
い
た
か鷹

す
え
給
は
り
」
と
し
て
い
る（
同
三
年
五

月
二
日

）。

　

前
出
の
伊
達
家
文
書
で
は
「
鴾
鷹
」
と
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
治
家
記
録
は
「
鴘
鷹
」
の
文
字
を
用
い
て
混
同
が
み

ら
れ
る
。
私
は
先
述
し
た
よ
う
に
、
こ
れ
を
当
代
の
鷹
術
の
語
彙（
鷹
詞
）に
倣
っ
て
、「
鴘か
た
が
え
り鷹」

と
訓
ん
で
置
く
。
そ
の

方
が
矛
盾
を
き
た
さ
な
い
。

　

伊
達
輝
宗
は
そ
の
後
も
織
田
信
長
に
鷹
の
進
上
を
続
け
た
こ
と
が
『
伊
達
家
文
書
』
に
見
え
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
天

正
二
年
に
は
「
鷹
于
今
ニ
堅
固
候
、
自
愛
過
二
推
察
一
候
」（
九
月
二
日
付
輝

宗
宛
信
長
書
状
）と
あ
り
、
天
正
三
年
に
は
「
逸
物
之
鷹
名
馬
御

進
上
」（
十
月
二
十
五
日
付
、

輝
宗
宛
松
井
友
閑
書
状
）な
ど
と
あ
る
。

　

先
に
取
上
げ
た
天
正
元
年
の
信
長
朱
印
状
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
将
軍
義
昭
の
流
落
を
は
じ
め
武
田
信
玄
の
病
死
、
浅

井
・
朝
倉
の
攻
略
等
を
述
べ
、「
甲
州
発
向
、
関
東
之
儀
）
1
（

可
二
成
敗
一
候
」
と
告
げ
て
い
る
。
そ
う
し
て
、
そ
の
際
伊
達
氏
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が
関
東
の
背
後
を
牽
制
す
る
に
足
る
存
在
で
あ
る
こ
と
を
期
待
し
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
信
長
の
期
待
に
呼
応
し
て

輝
宗
は
逸
物
の
鷹
を
贈
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ち
ょ
う
ど
同
じ
頃
、
北
条
氏
照
は
伊
達
氏
の
隣
境
・
会
津
蘆
名
盛
氏

に
使
者
を
遣
わ
し
、
そ
の
書
状
の
追
伸
に
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る（２
）。

　

	「
追
啓
、
去
年
被
レ
懸
二
御
意
一
候
、
鷹
・
鶴
・
雁
・
鴻
、
無
二
比
類
一
致
二
逸
物
一
候
、
然
を
、
難
レ
去
自
レ
方
所
望
、

　

無
二
了
簡
一
遣
候
、
其
以
來
、
鴻
鳥
・
鷹
持
絕
候
、
鴻
、
逸
物
之
鷹
所
望
存
候
、
被
レ
懸
二
御
意
一
候
者
、
可
レ
爲
二
大
慶
一
候
、

　

爲
レ
其
、
抛
二
思
慮
一
申
候
、
此
外
不
レ
申
候
、
以
上
、」

　

北
條
氏
が
欲
し
が
っ
て
い
た
鴻
取
の
鷹
と
い
う
の
は
、
鴻
こ
う
の
と
りを
撃
墜
で
き
る
逸
物
で
あ
り
、
鶴
取
の
鷹
に
匹
敵
す
る
。

　

さ
ら
に
、『
信
長
公
記
』
に
よ
れ
ば
、
伊
達
輝
宗
は
「
御お
ん
た
か
じ
ょ

鷹
居
」
菅
小
太
郎
を
し
て
天
正
三
年（
一
五
七
五
）十
月
十
九

日
に
「
鶴
取
之
御
鷹
二
居
」
を
信
長
に
進
上
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
当
時
の
伊
達
氏
の
鷹
師
と
し
て
知
ら
れ
る
の
は
、
菅

小
太
郎
の
ほ
か
に
川
村
与
七
郎
・
樋
口
美
戸
十
・
樋
口
助
五
郎
・
古
山
文
三
・
祝
弥
三
郎（
重
正
）な
ど
で
あ
っ
た
。

　

な
お
、
同
じ
頃
、
徳
川
家
康
が
鷹
師
中
河
市
助
を
輝
宗
の
も
と
に
派
遣
し
鷹
を
確
保
さ
せ
て
い
た
が
、
こ
れ
も
信
長
と

同
様
の
戦
略
を
う
か
が
わ
せ
る
行
為
で
あ
っ
た
。

　

伊
達
輝
宗
の
領
国
が
名
鷹
の
産
地
で
あ
る
こ
と
は
古
今
東
西
に
知
れ
渡
っ
て
い
た
。
今
な
お
米
沢
市
を
訪
れ
る
と
、
一

刀
彫
の
民
芸
品
オ
タ
カ
ポ
ッ
ポ
に
魅
せ
ら
れ
る
。
天
正
二
年
の
「
伊
達
輝
宗
日
記
」
は
輝
宗
の
鷹
狩
の
模
様
を
よ
く
伝
え
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て
い
る
が
、
試
み
に
、
こ
の
一
年
に
伊
達
家
の
鷹
が
と
ら
え
た
生
き
物
を
集
計
し
て
み
る
と
、
雉
子
六
十
九
羽
・
鴨
六
羽
・

雁
六
羽
・
鳬た
か
ふ（

千
鳥
の
一
種
で
け
り

0

0

と
も
い
う
）四
羽
・
真
鴨
三
羽
・
菱
喰
三
羽
・
鶉
一
羽
・
黒
鴨
一
羽
・
烏
か
ら
す

一
羽
・
鯉
一（
３
）尾

な
ど
で
あ
っ
た
。

　

こ
れ
ら
は
日
記
に
記
録
さ
れ
た
数
で
あ
る
が
、
他
に
も
も
っ
と
捕
獲
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ふ
つ
う
「
鷹
の
鳥
」
と
い

え
ば
雉
子
を
指
す
よ
う
に
、
伊
達
輝
宗
の
場
合
も
雉
子
の
数
が
圧
倒
的
に
多
い（４
）。

　

鷹
狩
の
獲
物
の
種
類
と
数
量
は
鷹
場
の
条
件
や
季
節
に
決
定
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
広
範
囲
の
湿
地
・
沼
な
ど
が

あ
る
場
所
で
は
、
渡
り
鳥（
鶴
・
白
鳥
・
菱
喰
・
鴨
・
雁
な
ど
）が
多
く
な
る
。
自
然
界
で
は
、
野
性
の
鷲
・
鷹
な
ど
が
、
こ

れ
ら
の
獲
物
を
求
め
て
や
っ
て
く
る
。
し
た
が
っ
て
、
奥
羽
山
脈
を
擁
す
る
出
羽
国
一
帯
は
鷹
・
鷂
・
隼
な
ど
の
鷹
巣
に

恵
ま
れ
て
お
り
、
伊
達
輝
宗
の
鷹
部
屋
は
常
に
逸
物
の
鷹
を
充
足
で
き
た
の
で
あ
り
、
織
田
信
長
や
豊
臣
秀
吉
、
そ
れ
か

ら
徳
川
家
康
の
鷹
師
が
垂
涎
の
的
に
し
た
地
域
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
状
況
は
伊
達
政
宗
に
な
っ
て
も
変
わ
ら
な

か
っ
た
。

注（
１
）　

甲
斐
の
武
田
勝
頼
を
打
倒
し
、
つ
づ
い
て
関
東
の
北
条
氏
政
に
対
す
る
攻
撃
の
意
図
を
あ
ら
わ
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
２
）　
（
天
正
二
年
）八
月
十
二
日
付
、
蘆
名
盛
氏
宛
北
条
氏
照
書
状（『
戦
国
遺

文
』
所
収

）。
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（
３
）	　

鷹
は
水
中
を
嫌
わ
ず
鯉
を
と
ら
え
る
こ
と
も
あ
る
。
米
沢
地
方
で
は
今
も
「
鯉
こ
く
」
は
絶
品
と
し
て
よ
ろ
こ
ば
れ
て
い

る
。

（
４
）	　

雉
子
は
飛
翔
力
よ
り
も
草
原
に
潜
る
よ
う
に
し
て
地
面
を
走
る
力
が
強
い
。
空
中
で
撃
墜
す
る
よ
り
は
鷹
が
捕
捉
し
や
す
い
の

で
あ
る
。

第
三
節　
　

目め
あ
か
の
つ
る
と
り

赤
鶴
取
の
鷹

　

伊
達
政
宗
も
ま
た
、
豊
臣
・
徳
川
両
氏
が
派
遣
す
る
鷹
匠
を
迎
え
た
り
、
自
ら
鷹
匠
た
ち
を
つ
か
わ
し
て
は
、
か
れ
ら

に
鷹
の
進
上
を
行
な
っ
た
。

　

な
か
で
も
、
秀
吉
は
「
目
赤
鶴
取
之
鷹
」
を
進
上
す
る
よ
う
催
促
し
、
政
宗
が
つ
い
に
こ
れ
に
応
じ
た
一
例
は
注
目
に

値
す
る
。
こ
の
こ
と
に
関
し
て
は
、第
六
章
第
一
節（
鷹
野
便
り
）で
考
察
し
た
が
、こ
こ
で
は
政
宗
の
立
場
に
即
し
て
再
度
、

検
討
し
て
お
き
た
い
。

　

豊
臣
秀
吉
に
よ
る
鷹
進
上
の
要
求
は
、
天
正
十
六
年（
一
五
八
八
）か
ら
翌
年
に
か
け
て
行
わ
れ
た
。
そ
れ
が
秀
吉
に
よ

る
上
洛
勧
告
と
抱
き
合
わ
せ
で
の
要
求
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

豊
臣
秀
吉
の
側
近
の
ひ
と
り
富
田
一
白（
知
信
）の
書
状
が
あ
る
。
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犹
以
爰
元
御
用
之
儀
、
毛
頭
不
レ
可
レ
存
二
等
閑
一
候
、
返
々
も
鶴
取
御
鷹
、
早
々
御
進
上
候
て
可
レ
然
存
候
、

以
上
、
去
九
月
廿
日
之
御
札
、
於
二
京
都
一
拜
見
仕
候
、
仍
、
殿
下
様
へ
弟
鷹
二
居
御
進
上
候
、
致
二
披
露
一
候
處
、

御
祝
着
之
旨
、
被
レ
成
二　

御
朱
印
一
候
、
猶
以
拙
子
相
意
得
候
て
、
禮
可
二
申
入
一
之
由
候
、
就
レ
其
靍
取
之
御
鷹
、

御
所
持
之
由
被
レ
及
レ
作（
マ
　
ゝ
）

二
聞
召
一
候
間
、
於
二
御
進
上
一
者
、
彌
可
レ
爲
二
御
悅
喜
一
之
由　

御
諚
候
、
從
二
方
々
一
靍

取
之
御
鷹
も
、
餘
多
參
候
得
共
、
貴
殿
ニ
有
レ
之
御
鷹
、
別
而
逸
物
之
由
候
條
、
急（
と
）
与
被
二
差
上
一
尤
奉
レ
存
候
、
随

而
最
上
佐
竹
御
間
之
儀
、
被
レ
任
二
御
下
知
一
、
御
和
談
之
由
可
レ
然
存
候
、
則
御
書
中
并（
金
山
）

宗
洗
齋
被
二
仰
含
一
候
通
、

具
達
二
上
聞
一
候
、
義
光
と
ハ
無
二
御
遁
一
間
之
由
候
條
、
向
後
可
レ
被
二
仰
通
一
事
肝
要
存
候
、
何
樣
明
春
者
、
早
々

御
出
京
奉
レ
待
候
、
爰
元
相
應
之
御
用
等
、
聊
不
レ
可
レ
存
二
等
閑
一
候
、
猶
宗
洗
齋
口
上
申
含
候
、
恐
惶
謹
言
、

　
　
　
　
　
　
　

十
（
天
正
十
六
年
）

二
月
十
二
日　
　
　
　
　
　
　
　
（（
一
白
）

花
押
）

　
　
　
　
　
　

伊
達
左
京
大
夫
殿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
報

（『
伊
達
家
文
書
之
一
』）

　

ま
ず
右
の
書
状
で
は
、
伊
達
政
宗
が
同
年
九
月
二
十
日
に
「
弟
鷹
二
居
」（
大
鷹
の
雌
二
羽
）を
秀
吉
に
進
上
し
た
こ
と
が

分
か
る
。
次
に
政
宗
所
持
の
「
鶴
取
之
御
鷹
」
が
「
別
而
逸
物
之
由
」
で
あ
る
の
で
、
進
上
を
望
む
と
い
う
の
で
あ
る
。

さ
い
ご
に
、
伊
達
氏
と
出
羽
の
最
上
・
常
陸
の
佐
竹
両
氏
ら
と
の
確
執
に
つ
い
て
和
談
す
る
よ
う
に
勧
奨
し
、
来
春
に
は
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早
々
に
政
宗
が
上
京
す
べ
き
こ
と
を
促
し
て
い
る
。

　

こ
の
書
状
に
明
ら
か
な
こ
と
だ
が
、
⑴
鷹
進
献
に
よ
っ
て
交
誼
を
通
じ
、
⑵
ま
た
鷹
進
上
の
督
促
に
よ
っ
て
、
忠
誠
の

度
合
を
確
認
し
、⑶
当
面
す
る
懸
案（
換
言
す
れ
ば
鷹
進
上
を
求
め
る
側
の
戦
略
上
の
思
惑
）に
関
し
、仲
介
斡
旋
の
申
出
を
行
っ

て
い
る
と
い
う
三
点
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
図
式
は
、
す
で
に
考
察
し
た
よ
う
に
織
田
信
長
・
豊
臣
秀
吉
・
徳
川
家
康
の

外
交
裡
に
介
在
し
た
鷹
を
め
ぐ
っ
て
共
通
し
て
い
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

　

さ
て
、
み
ぎ
の
書
状
に
は
注
意
す
べ
き
問
題
が
存
在
し
て
い
る
。
そ
れ
は
「
九
月
廿
日
」
付
の
政
宗
書
状
と
共
に
「
殿

下
様
へ
弟
鷹
二
居
御
進
上
候
」
と
い
う
事
実
に
つ
い
て
で
あ
る
。

　

こ
れ
は
、
す
で
に
以
前
よ
り
伊
達
政
宗
に
対
し
て
豊
臣
秀
吉
へ
の
鷹
進
上
を
促
す
使
者
が
米
沢
城
に
到
っ
て
い
た
こ
と

を
推
察
さ
せ
る
。
そ
れ
は
、（
天
正
十
六
年
）四
月
五
日
付
で
、
前
田
利
家
が
伊
達
政
宗
に
宛
て
た
書
状
に
よ
っ
て
分
か
る

（『
伊
達
家
文
書

之
一
』
所
収

）。
こ
の
書
状
に
関
し
て
は
第
六
章
第
一
節（
鷹
野
便
り
）に
お
い
て
論
じ
た
と
こ
ろ
で
は
あ
る
が
、
な
お
考
察

を
深
め
て
み
た
い
。
す
な
わ
ち
、

　

	「
関
白
様
、
御
鷹
被
レ
成
二
数
寄
一
候
ニ
付
而
、
被
レ
成
二　

御
書
一
候
條
、
可
レ
然
鷹
御
進
上
尤
存
候
、
方
々
ヘ
被
二
仰
遣

一
候
間
、
鷹
数
多
者
不
二
入
申
一
候
、
黄
鷹
鳥
屋
に
て
も
、
能
鷹
尾
羽
を
不
レ
打
候
て
、
鷹
師
ニ
被
レ
入
二
御
念
一
御
進
上

可
レ
然
候
」

と
い
う
一
件
で
あ
る
。

412

第七章　伊達政宗の鷹と鷹狩



　

前
田
利
家
の
側
近
に
は
豊
臣
秀
吉
に
仕
え
る
鷹
師
が
侍
し
て
い
た
こ
と
が
察
し
ら
れ
る
。
そ
れ
は
第
一
に
方
々
の
諸
大

名
に
鷹
進
上
を
督
促
し
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、「
方
々
へ
」
と
は
、
闇や
み
く
も雲
に
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
逸
物
の
良
鷹
の
所

在
に
つ
い
て
熟
知
す
る
者
が
居
た
か
ら
に
ち
が
い
な
い
。
そ
れ
は
第
四
章
で
触
れ
た
よ
う
に
、一
介
の
鷹
匠
と
い
う
よ
り
、

近
衛
龍
山
の
よ
う
な
有
力
者
で
あ
っ
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

　
「
こ
と
し
の
黄
鷹（
若
鷹
）で
こ
の
夏
鳥
屋
に
飼
っ
た
も
の
で
も
、
良
鷹
を
尾
羽
を
切
り
そ
ろ
え
た
り
せ
ず
に
」
と
記
し

て
い
る
あ
た
り
、
鷹
術
に
精
通
し
た
者
の
表
現
で
あ
っ
て
、
前
田
利
家
自
身
の
言
葉
と
は
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

　

鷹
は
夏
季（
旧
暦
四
月
～
七
月
）に
入
る
と
羽
毛
が
抜
け
替
る
換
羽
期
を
む
か
え
る
。
そ
の
期
間
は
鳥と

屋や
（
鷹
部
屋
・
鷹
座
・

塒と
や
）に
入
れ
る
の
だ
が
、
鳥
屋
の
設
備
も
こ
の
期
間
は
特
別
に
嵐
窓
・
架
木
・
餌
棚
・
隅
架
・
休
み
棚
・
水
舟
等
を
し
つ

ら
え
て
、
鷹
を
鳥
屋
内
に
放
す
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
羽
の
落
ち
具
合
と
新
羽
の
生
え
方
を
観
察
し
な
が
ら
、
餌
の
与
え

方
に
伝
統
的
な
秘
術
を
尽
く
し
、
尾
羽
が
落
ち
終
っ
て
か
ら
四
十
五
日
ぐ
ら
い
、
そ
の
あ
と
さ
ら
に
羽
が
落
ち
終
っ
て
か

ら
三
十
三
日
を
要
し
て
、
鳥
屋
飼
い
は
完
了
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
鳥
屋
入
か
ら
鳥
屋
出
ま
で
は
お
よ
そ
五
か
月
を
要
す

る
と
い
う
。
つ
ま
り
旧
暦
四
月
初
め
か
ら
九
月
初
め
ぐ
ら
い
ま
で
を
要
す
る
の
で
あ
り
、
も
ち
ろ
ん
こ
の
期
間
に
は
鷹
狩
は

で
き
な
い
。

　

し
た
が
っ
て
前
田
利
家
が
、「
卯
月
五
日
」
付
で
書
状
を
認
め
た
の
は
、
鷹
調
養
の
必
須
期
間
を
わ
き
ま
え
て
い
た
か

ら
で
あ
ろ
う
。
な
お
、前
掲
の
書
状
に「
從
二
方
一々
靍
取
之
御
鷹
も
、餘
多
參
候
得
共
」と
あ
る
の
は
一
種
の
虚
勢
で
あ
っ
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て
、
天
正
十
六
年
当
時
の
豊
臣
秀
吉
の
も
と
に
、「
鶴
取
の
鷹
」
な
ど
と
い
う
逸
物
が
数
多
く
集
め
ら
れ
て
い
た
事
実
は

考
え
ら
れ
な
い（１
）。

　

一
方
、
伊
達
政
宗
と
し
て
は
、
豊
臣
秀
吉
の
眼
に
叶
う
鷹
を
準
備
す
る
た
め
に
、
家
臣
や
鷹
師
に
命
じ
て
、
こ
の
秋
に

「
黄わ
か
た
か鷹
」
を
米
沢
城
中
に
進
上
す
る
よ
う
催
促
し
た
は
ず
で
あ
る
。
実
際
、
天
正
十
六
年（
一
五
八
八
）の
八
月
末
か
ら
十

月
末
の
二
か
月
間
に
伊
達
政
宗
の
も
と
に
進
上
さ
れ
た
鷹
を
概
観
し
て
み
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
こ
の
中
に
は
、
田
村

氏
・
最
上
氏
な
ど
隣
境
の
戦
国
大
名
か
ら
の
鷹
も
含
ま
れ
る
。

〈
月
・
日
―
鷹
の
種
類
―
献
上
者
の
順
に
列
挙
し
た
〉

　

八
・
二
十
九	

鴘か
た
が
え
り
の
し
ょ
う

兄
鷹	

茂
庭
定
直　

　

九
・
五	

鴘か
た
が
え
り
の
わ
か
た
か

黄
鷹	
秋
保
直
盛　

　

九
・
六	

若わ
か
お
う
た
か

黄
鷹	

茂
庭
定
直　

　

九
・
十
一	

若わ
か
し
ょ
う
兄
鷹	

（
不
明
）　

白
石
よ
り　

　

九
・
十
二	

大お
お
し
ょ
う
兄
鷹	

（
不
明
）　

　

九
・
十
四	

若わ
か
お
う
た
か

黄
鷹	

葛
西
晴
信　

　
　

同　
　

	

黄わ
か
だ
か鷹	

（
不
明
）　

中
目
よ
り　

　

九
・
十
五	

若わ
か
し
ょ
う
兄
鷹	

茂
庭
定
直　
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九
・
十
六	

若わ
か

弟だ
い鷹	

田
村
守
顕　

　

九
・
二
十
六	

若わ
か
し
ょ
う
兄
鷹	

（
不
明
）　

上
長
井
庄
よ
り　

　

九
・
二
十
七	

若わ
か
お
う
た
か

黄
鷹	

高
城
宗
綱　

　

十
・
九	

若わ
か
し
ょ
う
兄
鷹	

中
島
宗
求　

　
　

同　
　

	
同	

長
江
晴
清　

　

十
・
十
一	
若わ
か
し
ょ
う

兄
鷹	

中
津
川
丹
波　

　

十
・
十
五	

若わ
か

大だ
い鷹

・
鴘か
た
が
え
り

黄
鷹
・
若わ
か
し
ょ
う

兄
鷹　

　

	
	

国
分
彦
九
郎　

　

十
・
十
六	

鴘か
た
が
え
り

黄
鷹	
最
上
義
光　

　

十
・
二
十
二	

若わ
か
お
う
た
か

黄
鷹	

泉
田
重
光　

（『
伊
達
史
料
集（
上
）』　

伊
達
天
正

日
記
・『
伊
達
治
家
記
録
』
所
収
）

　

前
田
利
家
に
よ
る
黄
鷹
進
上
の
勧
奨
は
、
伊
達
家
の
鷹
制
に
対
し
て
、
大
き
な
変
化
を
も
た
ら
し
た
。
そ
れ
は
、「
伊

達
天
正
日
記
」
の
同
年
八
月
二
十
七
日
条
に
よ
れ
ば
、「
鷹
屋
居お
り
ば
ん番
の
掟
」
が
定
め
ら
れ
た
こ
と
に
表
わ
れ
て
い
る
。

　

伊
達
政
宗
の
鷹
師
・
鷹
匠
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
が
、
続
々
と
進
上
さ
れ
て
く
る
鷹
の
調
養
に
従
事
す
る
者
た
ち
を
組
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織
的
に
管
理
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
右
の
一
覧
に
茂
庭
定
直
の
名
が
目
立
つ
け
れ
ど
も
、
こ
の
家
臣

が
、
鷹
飼
育
に
特
命
を
受
け
て
い
た
こ
と
が
推
察
で
き
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
伊
達
政
宗
は
豊
臣
秀
吉
へ
の
黄
鷹
を
選
択
す
る
た
め
に
「
御
鷹
と
も
御
鷹
屋
江
め
し
よ
せ
ら
れ
、
御
ら（覧
）ん

し
候
」（「
伊
達
天
正
日
記
」

九
月
二
十
二
日
条

）と
あ
る
と
お
り
、
鷹
師
衆
に
諮
り
な
が
ら
品
定
め
を
行
な
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、『
伊
達
治
家
記

録
』
に
は
、
九
月
二
十
日
条
に
「
弟ダ

鷹イ

二
雙　

関
白
殿
へ
贈
遣
セ
ラ
ル
」
と
あ
り
、
同
書
に
二
十
二
日
条
を
欠
い
て
い
て

断
定
は
難
し
い
け
れ
ど
も
、
政
宗
の
鷹
一
覧
と
関
白
へ
の
贈
遣
日
時
は
九
月
二
十
日
か
二
十
二
日
で
あ
る
と
し
て
お
く
。

　

な
お
こ
の
「
弟
鷹
二
居
」
に
対
す
る
返
筆
は
同
年
十
二
月
十
二
日
付
の
伊
達
政
宗
宛
富
田
一
白
書
状
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
「
去
九
月
廿
日
之
御
札
、於
二
京
都
一
拜
見
仕
候
、仍　

殿
下
様
へ
弟
鷹
二
居
御
進
上
候
、致
二
被
露
一
候
處
、御
祝
着
之
旨
」

と
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
、こ
の
一
白
書
状
の
中
に
再
び
秀
吉
に
よ
る
政
宗
所
持
の
鷹
を
所
望
す
る
一
文
が
登
場
す
る
。
こ
ん
ど
は「
靍

取
之
御
鷹
」
を
ぜ
ひ
進
上
ね
が
い
た
い
と
い
う
の
で
あ
る
。「
貴
殿
ニ
有
レ
之
御
鷹
、
別
而
逸
物
之
由
候
條
、
急（
と
）

与
被
二
差

上
一
尤
奉
レ
存
候
」
と
も
あ
る（『
伊
達
家

文
書
之
一
』）。
そ
し
て
今
回
も
「
最
上
佐
竹
御
間
之
儀
」
に
つ
い
て
、
秀
吉
の
下
知
の
ま
ま

に
和
談
す
べ
し
と
伝
え
て
、「
早
々
御
出
京
」
を
促
し
て
い
る
。

　

九
月
二
十
二
日
に
伊
達
政
宗
が
派
遣
し
た
使
者
は
片
倉
景
綱
と
遠
藤
不
入
齋
で
あ
り
、
ほ
か
に
は
鷹
師
・
餌
飼
の
者
二
、

三
人
が
随
行
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
豊
臣
秀
吉
の
鷹
師
伴
清
三
郎
も
往
復
し
て
い
た
と
み
て
よ
い
。
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前
述
十
二
月
十
二
日
付
の
富
田
一
白
書
状
に
つ
い
で
翌
天
正
十
七
年（
一
五
八
九
）正
月
二
十
日
付
で
政
宗
に
宛
て
た
一

白
の
書
状
が
あ
る（『
同
上
』）。
そ
こ
に
は
単
に
「
靍
取
之
御
鷹
」
と
は
記
さ
ず
に
「
目
赤
之
鶴
取
之
鷹
」
と
表
わ
し
て
い
る
。

万
事
、
伴
清
三
郎
に
言
い
含
め
て
い
る
と
も
記
し
て
い
る
。

　

で
は
い
っ
た
い
「
目
赤
之
鶴
取
」
と
は
ど
ん
な
鷹
で
あ
っ
た
の
か
。
豊
臣
秀
吉
は
こ
れ
を
目
の
赤
い
鷹
と
思
い
込
ん
で

い
た
よ
う
だ
が
、
実
は
「
目
赤
鶴
」
を
と
ら
え
る
の
に
優
れ
た
鷹
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

　

そ
れ
は
、
天
正
十
六
・
十
七
年
の
『
伊
達
天
正
日
記
』
な
ど
に
、「
い
き
目
赤
つ
る
」（
十
六
年
十

月
七
日

）・「
目
赤
二
」
を
と
ら

え
た（
同
十
月

十
二
日
）・「
目
赤
鶴
」（
同
二
十

七
日

）・「
御
目
赤
と
り
を
め
あ
か
鷹
御
ま
る
は
し
被
レ
成
候
」（
同
三
月
二

十
二
日

）と
あ
る
か
ら
で

あ
る
。「
ま
る
は
し
」
と
は
生
鳥
を
鷹
に
捉
り
習
わ
せ
る
こ
と
で
あ
り（２
）、
こ
の
二
十
二
日
の
表
現
こ
そ
、「
目
赤
之
鶴
取
之

鷹
」
が
「
目
赤
鳥（
鶴
）」
の
捕
捉
に
秀
で
た
鷹
で
あ
る
こ
と
を
証
明
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、「
目
赤
鶴
」
と
呼
ば
れ
る
鶴

が
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
目
が
赤
い
鶴
と
い
う
の
で
は
な
く
、
目
の
周
縁
が
赤
い
鶴
と
い
う
意
味
で
あ
っ
て
、
そ
の

鳥
は
朱と

鷺き
（
鴇
）で
あ
る
に
ち
が
い
な
い（
３
）。

　

三
月
二
十
二
日
に
「
御
目
赤
と
り
を
、
め
あ
か
鷹（
に
）」
ま
る
は
し
さ
せ
た
と
い
う
の
は
、
三
月
二
十
四
日
に
「
天

気（よ
し
）
能
。
関
白
殿
よ
り
の
御
使（
伴
）
清
三
郎
へ
御
目
赤
取
ノ
御
鷹
被
二
指
越
一
候
。」（『
伊
達
天

正
日
記
』）と
あ
る
か
ら
、
豊
臣
秀
吉
に
進
上

す
る
「
目
赤
取
ノ
鷹
」
の
逸
物
ぶ
り
を
披
露
す
る
た
め
だ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
た
だ
し
、「
め
あ
か
鷹
」
と
い
う
表
記

が
あ
る
の
は
、「
目
赤（
と
り
の

4

4

4

）鷹
」
を
略
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
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こ
の
目
赤
鶴
取
の
鷹
を
受
け
取
っ
た
秀
吉
は
次
の
よ
う
な
返
書
を
政
宗
に
送
っ
て
い
る
が
、
同
時
に
政
宗
が
鷹
の
と
ら

え
た
鶴（
目
赤
鶴
で
あ
ろ
う
）ま
で
使
者
に
運
ば
せ
た
こ
と
も
知
ら
れ
る
。

　

	
目
赤
靍
取
之
儀
、
依
レ
被
二
聞
召
及
一
、
被
二
仰
出
一
候
處
、
則
進
上
、
悦
思
食
候
、
誠
ニ
御
自
愛
此
事
候
、
遠
路
別
而

入
レ
念
、
早
速
京
着
、
殊
彼
鷹
之
靍
相
副
到
来
、
御
感
不
レ
斜
候
、
随
而
太
刀
一
腰
鎺
國
行
被
レ
遣
レ
之
候
、
猶
富
田
左
近

將（知
信
）監可

レ
申
候
也
、

　
　
　
　
（
天
正
十
七
年
カ
）

　

六
月
九
日　
　
　

		（（
秀
吉
）

花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　

伊
達
左
京
大
夫
と
の
へ

（『
伊
達
家
文
書
之
一
』）

　

先
述
し
た
よ
う
に
、
天
正
十
六
年
か
ら
十
七
年（
一
五
八
九
）に
か
け
て
、
伊
達
政
宗
に
と
っ
て
鷹
の
質
量
は
増
え
て
い

た
。
例
え
ば
、
天
正
十
六
年
十
二
月
一
日
の
日
記
は
、
鷹
の
こ
と
ば
か
り
が
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　

	

天
気
雪
ふ
り
申
候
、
朝
ニ
か
（
葛
西
晴
信
）

さ
い
よ
り
の
御
使
あ（
赤
井
）
か
い
備
中
、
同
心
之
衆
大
窪
紀
伊
守
・
お（
男
沢
）

と
こ
さ
ハ
壱
岐
守
・

め（
召
出
）

し
い
た
し
ニ
大
窪
主
計
衆
罷
出
候
、
あ（赤
）か
備
よ
り
上
申
さ
れ
候
物
、
し
（
白
兄
鷹
）

ろ
せ
う
の
御
た
か
・
御
た（太
刀
）ち・
御
馬
上
被

レ
申
候
、
お
（
男
沢
壱
岐
）

と
ゆ
御
い
た
の
物
上
被
レ
申
候
、
其
後
か
（
鴘
大
鷹
）

た
か
へ
り
大
た
か
中
嶋
右
衛
門
殿
よ
り
上
申
候
、
秋
保
よ
り
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わ（
若
兄
鷹
）

か
せ
う
上
御
申
候
、
又
中
目
よ
り
山
か（
鴘
）

へ
り
大
た
か
ま
い
り
申
候
、
晩
か
た
御（
曹
司
小
次
郎
）

さ
う
し
様
御
越
候
、
戸
坂
野
安
衛
門

尉
・
民
部
少
輔
に
あ
つ
け
さ
せ
ら
れ
候
御
せ（兄
鷹
）うに
て
、
き
し
十
六
あ
わ
せ
上
被
レ
申
候
、
御
さ
う
し
様
へ
中（中
津
川
丹
波
守
）

丹
よ
り
上

被
レ
申
候
せ（兄
鷹
）う進
し
御
申
候
、
夜
入（大
内
定
綱
）

大
備
・
佐（笹
川
佐
渡
）

々
川
佐
土
守
御
め（飯
）し
被
レ
下
候
、
御
相
伴
伯
蔵
・
伯（七
宮
）州・
則（
錦
織
）
休
斎
・
遠

藤
文（宗
信
）七郎
・
富
塚
近（宗
綱
）江守
・
俄
借
斎
申
さ
れ
候
、
大
備
ニ
山
か
へ
り
大
た
か
被
レ
下
候
、
笹（
笹
川
）
生
川
佐
土
守
ニ
御
馬
被
レ
下

候
、
俄
借
ニ
御
板
物
被
レ
下
候
、

	
	

（『
伊
達
史
料
集
』
所
収
、

「
伊
達
家
天
正
日
記
」

）

　

以
上
、
計
五
居
の
鷹
が
五
人
の
者
よ
り
進
上
さ
れ
た
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
、
弟
の
伊
達
小
次
郎
に
は
中
津
川
丹
波
献

上
の
兄し
ょ
う鷹
を
、
大
内
備
前
守
定
綱
に
は
鴘か
た
が
え
り
大
鷹
を
贈
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
戦
国
大
名
の
元
に
は
一
家
・
一
門
の
者
や

重
臣
さ
ら
に
近
隣
の
国
人
領
主
級
の
者
か
ら
の
鷹
進
献
が
行
わ
れ
て
お
り
、
ま
た
大
名
か
ら
は
、
時
宜
に
応
じ
て
、
鷹
を

か
れ
ら
に
下
賜
し
て
い
た
構
図
が
理
解
で
き
よ
う
。

　

た
だ
し
、
戦
国
大
名
が
恒
常
的
に
鷹
を
確
保
す
る
た
め
の
方
策
と
し
て
は
、
こ
の
よ
う
に
進
献
を
待
つ
こ
と
よ
り
も
ほ

か
の
方
法
を
講
じ
る
必
要
が
あ
っ
た
。
鷹
巣
山
の
指
定
・
鷹
部
屋
の
管
理
・
鷹
術
に
す
ぐ
れ
た
鷹
匠
の
配
置
等
々
が
考
え

ら
れ
る
。
伊
達
政
宗
は
そ
れ
と
と
も
に
、
家
臣
の
中
に
特
に
鷹
飼
養
に
熟
達
す
る
者
を
抱
え
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

　

例
え
ば
、
次
の
よ
う
な
政
宗
の
朱
印
状
が
あ
る
。
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下
長
井
野
庄
中
村
之
郷
、
前
々
守
護
不
入
、
猶
以
向
後
鷹
雑
事
并
餌
取
候
之
事
、
夫
不
レ
連
候
事
令
二
免
許
一
候
、
永

代
不
レ
可
レ
有
二
相
違
一
者
也
、
仍
如
レ
件
、

天
正
十
六
年
戊
子
霜
月
十
三
日　

政
宗
御
朱
印

布
施
備
後（定
時
）守殿　
　

	
	

（『
伊
達
治
家
記
録
』
一
）

　

こ
れ
は
出
羽
国
下
長
井
庄
中
村
郷
は
地
侍
・
布
施
定
時
が
鷹
雑
事（
鷹
巣
山
の
管
理
・
巣
鷹
の
養
調
・
鷹
術
の
訓
練
・
鳥
見
等
）

と
鷹
餌
の
捕
獲
に
つ
い
て
伊
達
氏
よ
り
独
占
的
な
権
限
を
付
与
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
名
取
郡
の
茂
庭
氏
や

荘
内
の
中
津
川
氏
な
ど
も
同
様
に
鷹
雑
事
を
免
許
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

　

以
上
は
、
豊
臣
秀
吉
か
ら
逸
物
の
鷹
の
進
上
を
要
求
さ
れ
、
こ
れ
に
応
じ
た
時
期
に
お
け
る
伊
達
政
宗
の
鷹
に
関
わ
る

事
柄
を
列
挙
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
一
項
を
つ
け
加
え
た
い
こ
と
は
、
同
時
期
に
三
河
の
徳
川
家
康
も
ま
た
、
伊
達
政
宗
の
元
に
鷹
師
を
派
遣
し
て

い
た
事
実
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
伊
達
家
天
正
日
記
」
の
天
正
十
六
年（
一
五
八
八
）十
月
二
十
七
日
条
に
、

　
「
天
気
吉
シ
、
三
河
へ
の
御
鷹
登
候
し
を
御
覧
し
候
、」
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と
あ
る
。
そ
の
十
日
前
、
米
沢
城
に
は
豊
臣
秀
吉
の
鷹
師
伴
清
三
郎
が
や
っ
て
き
て
お
り
、
家
康
の
鷹
師
中
河
市
助
を
帯

同
し
て
い
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

　

家
康
が
政
宗
の
重
臣
片
倉
景
綱
に
宛
て
た
書
状
に
よ
れ
ば
、「
其
國
へ
毎
年
鷹
所
望
使
下
候
之
條
、
往
還
指
南
可
レ
爲
二

悦
喜
一
候
、
上
方
用
所
等
不
レ
可
レ
有
二
疎
意
一
候
也
、」
と
あ
っ
て
、
む
し
ろ
家
康
が
秀
吉
と
政
宗
の
仲
介
を
か
っ
て
出
て

い
た
形
跡
が
推
察
さ
れ
る
。
鷹
と
鷹
狩
に
関
し
て
は
、
家
康
は
秀
吉
を
凌
駕
し
て
お
り
、
政
宗
所
持
の
「
目
赤
鶴
取
」
の

鷹
の
一
件
な
ど
は
、
中
河
市
助
が
仕
組
ん
だ
も
の
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

　

と
こ
ろ
で
、
豊
臣
秀
吉
は
頻
り
に
伊
達
政
宗
の
上
洛
を
勧
告
し
て
い
た
。
し
か
し
、
政
宗
は
遷
延
し
て
こ
れ
に
従
わ
な

か
っ
た
。
し
か
も
、
政
宗
は
常
陸
の
佐
竹
義
宣
、
出
羽
の
最
上
義
光
ら
を
牽
制
し
な
が
ら
、
会
津
の
蘆
名
義
廣
を
討
っ
た

（
天
正
十
七
年

六
月
十
一
日
）。
秀
吉
は
こ
れ
を
「
私
ノ
宿
意
」
で
あ
る
と
断
じ
て
激
怒
し
た
の
で
あ
る
。

　
〝
関
白
様
欝
憤
の
事
や
ま
ず
〟
と
前
田
利
家
が
報
じ
た
の
は
同
年
七
月
二
十
一
日
の
こ
と
で
あ
る
が
、
翌
日
付
の
政
宗

宛
て
施や
く
い
ん
ぜ
ん
そ
う

薬
院
全
宗
の
書
状
に
よ
れ
ば
「
上（秀
吉
）意御

機
色
不
レ
可
レ
然
候
」
と
記
し
つ
つ
、「
今
度
被
二
差
上
一
候
御
鷹
、
一
段

御
自
愛
」
と
も
述
べ
て
い
る（『
伊
達
家

文
書
之
一
』）。

　

こ
こ
に
今
度
と
あ
る
が
、
天
正
十
七
年
三
月
二
十
四
日
に
「
目
赤
鶴
取
ノ
鷹
」
を
進
上
し
て
よ
り
七
月
二
十
一
日
ま
で

の
期
間
に
政
宗
が
秀
吉
に
鷹
を
進
上
し
た
証
拠
は
無
い
。
し
た
が
っ
て
施
薬
院
全
宗
の
記
す
鷹
と
い
う
の
は
、「
目
赤
鶴

取
ノ
鷹
」
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
施
薬
院
全
宗
の
書
状
で
は
秀
吉
の
心
情
が
ま
る
で
背
反
し
て
い
る
か
に
表
現
し
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て
い
る
。
こ
れ
を
時
系
列
に
の
せ
て
み
る
と
明
ら
か
で
あ
る
が
、
会
津
攻
略
以
前
に
「
目
赤
鶴
取
ノ
鷹
」
は
京
着
し
て
い

た
の
で
あ
り
、
そ
の
時
、
秀
吉
が
こ
れ
を
大
い
に
喜
ん
だ
こ
と
は
前
述
し
た
。
鷹
進
上
の
礼
状
は
六
月
九
日
に
認し
た
ため
ら
れ

て
い
る
が
、
そ
の
二
日
後
に
は
政
宗
は
会
津
を
攻
略
し
、
黒
川
城
に
入
城
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

伊
達
政
宗
の
「
私
ノ
宿
意
」
に
対
す
る
関
白
秀
吉
の
激
昂
は
し
か
し
な
が
ら
、「
目
赤
鶴
取
ノ
鷹
」
進
上
の
事
実
を
思

い
返
す
こ
と
に
よ
っ
て
薄
め
ら
れ
た
に
ち
が
い
な
い
。
秀
吉
は
側
近
に
あ
る
施
薬
院
全
宗
の
書
状
を
確
認
し
た
で
あ
ろ
う

か
ら
、「
目
赤
鶴
取
ノ
鷹
」
に
言
及
し
て
い
る
こ
と
を
諒
と
し
た
に
相
違
な
い
。

注（
１
）	　

第
四
章（
結
び
）で
論
じ
た
よ
う
に
、
当
時
の
京
都
周
辺
で
は
鷹
狩
で
近
衛
龍
山
が
鶴
を
と
ら
え
た
形
跡
は
無
い
。
そ
れ
だ
け
に
、

伊
達
氏
が
所
有
し
て
い
る
と
い
う
鶴
取
の
鷹
は
是
非
に
も
獲
得
し
た
か
っ
た
の
で
あ
る
。

（
２
）	　

こ
の
場
合
の
「
ま
る
は
し
」
は
、
専
ら
目
赤
の
鶴
を
捉
え
る
よ
う
に
仕
込
む
た
め
に
不
可
欠
で
あ
っ
た
。
わ
な
や
網
な
ど
で
つ

か
ん
で
お
い
た
目
赤
の
鶴
に
傷
つ
け
ら
れ
な
い
よ
う
、
予
め
鶴
の
嘴
を
丸
く
削
っ
て
お
く
の
で
「
ま
る
は
し
」
と
い
う
。

（
３
）	　

豊
臣
秀
吉
は
「
目
赤
の
鶴
取
の
鷹
」
を
文
字
通
り
、
目
の
赤
い
鷹
と
思
い
込
ん
で
い
た
ふ
し
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
朱
鷺
に
つ
い

て
は
知
見
が
な
く
、
ま
た
鶴
を
取
る
鷹
を
さ
え
見
た
こ
と
が
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
か
ら
、
や
む
を
え
な
い
。
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第
四
節　
　

鷹　

野　

初　

め

　

伊
達
輝
宗
も
政
宗
も
、
毎
年
正
月
三
日
を
、
鷹
野
初
め
の
日
と
し
て
い
た
。
伊
達
家
に
お
い
て
も
、
年
中
の
行
事（
神
事
・

仏
事
・
風
俗
・
遊
戯
等
）は
し
き
た
り
ど
お
り
執
行
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
ら
の
行
事
の
た
び
に
、
祖
先
の
世
を
追
悼
し
つ
つ

家
臣
団
の
紐
帯
を
確
認
す
る
効
果
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　

一
例
を
上
げ
れ
ば
、「
伊
達
家
天
正
日
記　

二
」
に
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　
「
天
正
十
六
年
」（
一
五
八
八
）

　

朔（つ
い
た
ち
み
ず
の
と
と
り
）

日
癸
酉　
　
　
　

　

御
か（貝
吹
初
）
い
ふ
き
そ
め
、
御
て（鉄
放
放
初
）

つ
ほ
う
は
な
し
そ
め
さ
せ
ら
れ
候
、
雪
ふ
り
申
候
、

　
　

御
さ（
曹
司
・
竺
丸
）

う
し
さ
ま
両（マ
ゝ
）前御
越
候
、
御
年
始
衆
一
座
お
の
お
の
か（
マ
マ
）
き
は
の
し（衆
）ゆ
め（召
）し
出
し
也
、

　

一
、
二
日

　

	

雪
一
段
ふ
り
申
候
、
御
れ（礼
）い

衆
二
座
、
小
（
片
倉
景
綱
）

十
郎
御
た（鷹
）か

四
居
御
め
に
か
け
ら
れ
候
、
其
内
一
も（居
）と

上
け
被
レ
申
候
、

左（原
田
宗
時
）

馬
助
殿
か
ら
進
し
被
レ
申
候
、
又
夜
ニ
入
候
て
、
白
鳥
御
ま
る
は
し
被
レ
成
候
、
御
た（鷹
）か

共
あ（
数
多
）

ま
た
め
し
い
た
さ
れ
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候
て
御
覧
せ
ら
れ
候
、
御
ひ（
東
）
か
し
へ
御
越
也
、

　

一
、
三
日

　

	
御
た
か
の
は
し
め
、
ゆ
き
ふ
り
申
候
、
あ（
阿
部
・
但
木
）

へ
た
ゝ
き
御
し（
酒
上
）

ゆ
あ
け
申
さ
れ
候
、
さ（
笹
野
別
当
）

ゝ
の
へ
つ
と
う
御
し（
酒
上
）

ゆ
あ
け
申
さ
れ

候
、
御
か（帰
）へ
り
ニ
か
ら
す
ま
る
は
し
な
さ
れ
候
、

	

（
戦
国
史
料
叢
書
⓫
『
伊
達
史

料
集（
下
）』
人
物
往
来
社

）

　

二
日
条
に
片
倉
景
綱
が
鷹
四
居
を
伊
達
政
宗
に
披
露
し
た
と
あ
る
。
鷹
の
故
実
に
は
「
貴
人
に
鷹
見
す
る
礼
」
と
い
う

の
が
あ
っ
て
、
美
し
く
手
入
れ
さ
れ
た
鷹
が
、
恭
し
い
所
作
を
し
た
鷹
匠
の
拳
に
据
え
ら
れ
て
披
露
さ
れ
る
の
で
あ
る

（
１
）。
こ
こ
で
は
四
居
の
鷹
だ
か
ら
、
鷹
匠
は
鷹
一
居
に
つ
き
一
人
ず
つ
計
四
人
で
あ
っ
た
と
み
て
よ
い
。

　

鷹
披
露
の
時
に
は
、
そ
の
中
か
ら
気
に
入
っ
た
逸
物
を
選
び
受
取
る
こ
と
も
ま
た
鷹
故
実
に
則
し
た
こ
と
で
あ
る
。
披
露

者
の
片
倉
景
綱
で
は
な
く
、
原
田
宗
時
が
、
こ
の
逸
物
を
献
上
し
て
い
る
の
も
、
や
は
り
故
実
に
拠
っ
て
い
る
の
で
あ
る（２
）。

　
「
白
鳥
御
ま
る
は
し
被
レ
成
」
は
、
生
き
た
白
鳥
を
鷹
に
捉
ら
せ
る
訓
練
を
し
た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。「
鷹
共
あ
ま
た

め
し
い
た
さ
れ
」
と
あ
る
か
ら
、
政
宗
は
、
本
丸
広
書
院
な
ど
に
、
鷹
部
屋
の
鷹
を
勢
揃
い
さ
せ
た
と
思
わ
れ
る
。

　

三
日
の
鷹
野
始
は
伊
達
家
歴
代
の
年
頭
の
行
事
と
な
っ
て
行
く
。
そ
の
よ
う
な
時
に
は
獲
物
の
こ
と
が
記
さ
れ
る
の
だ

が
、
降
雪
の
せ
い
で
あ
ろ
う
、
こ
の
と
き
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
た
な
く
生
き
た
か
ら
す
を
と
ら
え
さ
せ
た
と
い
う
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の
は
、
景
気
の
良
い
話
で
は
な
い
。

　

さ
て
、
天
正
十
八
年（
一
五
九
〇
）正
月
三
日
の
鷹
野
初
め
は
會
津
黒
川
城
の
南
方
に
あ
る
向
羽
黒
城
近
辺
で
行
わ
れ

た
が
、「
貞
山
公
治
家
記
録
」
に
よ
れ
ば
、

　

	

三
日
丙
午
、
雪
降
、
御
佳
例
御
野
初
メ
ト
シ
テ
、
向
羽
黒
へ
御
出
、
原
田
左
馬
助
宗
時
・
富
塚（
宗
綱
）
近
江
諱
不

知

・
片
倉
小
十

郎
景
綱
ヲ
始
メ
御
供
ノ
輩
何
レ
モ
花か

麗れ
い

ノ
狩
装
束
ナ
リ
、
雉
子
十
餘
獲
玉
フ
、

（『
伊
達
治
家
記
録
』）

と
あ
る
。

　

注
目
す
べ
き
は
「
花
麗
ノ
狩
装
束
」
の
こ
と
で
あ
る
。
当
時
は
、
第
四
章
に
見
る
よ
う
に
、
鷹
術
の
書
が
数
多
く
流
布

し
て
い
た
。
伊
達
家
の
元
に
は
、
前
々
年
以
来
、
豊
臣
秀
吉
膝
下
の
鷹
師
や
徳
川
家
康
の
鷹
師
が
度
々
訪
れ
て
い
た
か
ら
、

か
れ
ら
を
通
し
て
も
狩
装
束
の
故
実
は
学
習
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
し
、
雪
景
色
の
中
で
、
狩
装
束
は
美
し
く
映
え
た
に

ち
が
い
な
い
。

　

雪
の
降
る
中
で
、
雉
子
十
余
羽
を
と
ら
え
た
と
い
う
の
は
誇
る
べ
き
で
あ
る
。
雉
子
は
「
鷹
の
鳥
」
と
称
さ
れ
る
よ
う

に
、
鷹
狩
の
獲
物
と
し
て
は
絶
品
で
あ
っ
た
。
三
日
の
夜
の
宴
は
、
雉
子
料
理
の
美
酒
に
酔
っ
た
で
あ
ろ
う
。

　

正
月
三
日
が
伊
達
家
の
佳
例
の
鷹
野
初
め
と
な
っ
て
い
た
こ
と
は
、
政
宗
が
仙
台
藩
主
と
な
っ
て
も
変
わ
ら
な
か
っ
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た
。
そ
れ
は
例
え
ば
、
慶
長
十
九
年（
一
六
一
四
）正
月
三
日
に
は
宮
城
郡
国
分
荘
鶴
谷
に
お
い
て
「
鷹
野
始
」
が
催
さ
れ
、

「
雉
三
百
九
、
梟け
り

一
、
鴉
か
ら
す

一
、
雅
は
し
ぼ
そ
が
ら
す

一
、
鼦
一
、
兎
十
八
、
狐
五
、
都
合
三
百
三
十
七
」
を
捕
獲
し
て
い
る
。
翌
日
は
一

家
一
族
と
相
伴
衆
に
「
御
鷹
ノ
雉
」
を
下
賜
し
て
い
る
。（『
貞
山
公
治

家
記
録
』　

）

注（
１
）	　

こ
の
日
の
儀
礼
が
本
丸
広
書
院
で
実
施
さ
れ
た
と
す
れ
ば
、
鷹
部
屋
か
ら
鷹
匠
に
よ
っ
て
う
や
う
や
し
く
ひ
き
出
さ
れ
た
良
鷹

の
尾
鈴
・
大
緒
・
架
衣
な
ど
は
美
麗
に
飾
ら
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

（
２
）	　

鷹
故
実
に
よ
れ
ば
「
鷹
受
渡
シ
ノ
法
」
が
あ
っ
て
、
渡
す
者
と
受
取
る
者
は
、
大
名
そ
の
人
で
は
な
く
鷹
匠
を
従
え
た
家
臣
ま

た
は
鷹
匠
で
あ
っ
た
。

第
五
節　

伊
達
政
宗
の
鷹
と
徳
川
家
康

　
「
目
赤
鶴
取
ノ
鷹
」
を
め
ぐ
る
秀
吉
と
政
宗
の
一
件
が
あ
っ
た
頃
、
徳
川
家
康
の
鷹
師
中
河
市
助
が
伊
達
領
内
に
来
て

い
た
こ
と
は
先
に
述
べ
た
。
そ
の
背
景
に
は
家
康
が
秀
吉
か
ら〝
奥
州
表
惣
無
事
〟
の
申
噯（
不
審
）を
言
明
せ
よ
と
命
じ

ら
れ
て
い
た
こ
と
が
あ
る（『
伊
達
家
文
書
之
一
』
天
正
十
六
年

十
月
二
十
六
日
付
政
宗
宛
家
康
書
状
）。
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そ
れ
以
来
、
政
宗
と
家
康
は
終
生
を
通
じ
親
交
し
、
鷹
の
や
り
と
り
が
続
け
ら
れ
た
。

　

一
例
と
し
て
、
天
正
十
八
年（
一
五
九
〇
）十
一
月
十
六
日
付
で
榊
原
康
政
に
宛
て
た
政
宗
の
書
状
を
あ
げ
る
こ
と
が
で

き
よ
う
。

　

	

此
度
、
大
（
徳
川
家
康
）

納
言
殿
へ
及
二
御
音
信
一
候
、
其
方
江
兄
鷹
一
ツ
進
レ
之
候
、
可
レ
然
鳥
屋
ニ
而
出
候
鷹
ニ
候
、
別
而
可
レ
有
二

秘
藏
一
候
、
扨
々
去
夏
者
於
二
小
田
原
表
一
種
々
御
馳
走
共
毛
頭
無
二
失
念
一
候
、
向
後
者
犹
任
入
迄
ニ
候
、
殊
以
前
ヨ

リ
近
國
ニ
候
得
者
、
彌
互
ニ
可
二
申
通
一
存
分
訖ま
で

ニ
候
、
連
々
其
取
合
其
方
御
前
ニ
候
、
恐
々
謹
言
、

　

	

追
啓
、
定
而
可
レ
有
二
其
聞
一
候
哉
、
去
月
中
旬
於
二
葛
西
大
崎
一
一
揆
悉
令
二
蜂
起
一
ニ
付
而
、
我
等
モ
卽
刻
及
二
早
打
一
、

當
表
ニ
令
二
在
馬
一
候
、
珍
義
候
者
追
々
可
二
申
述
一
候
、
以
上
、

　
　
　
　
　

霜
月
十
六
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

政
宗
御
書
判

　
　
　
　
　

榊
原
式
部
少
輔
殿

（『
貞
山
公
治
家
記
録
』）

　

政
宗
は
、
こ
の
時
、
家
臣
小
関
大
学
を
使
者
と
し
て
、
徳
川
家
康
に
「
若
鷹
三
連
」
を
進
上
し
、
家
康
側
近
の
榊
原
康

政
に
も
「
兄
鷹
一
ツ
」
を
進
じ
て
い
る
。

　

す
で
に
同
年
六
月
十
日
の
秀
吉
に
よ
る
奥
羽
仕
置
を
画
期
と
し
て
、
天
下
の
形
勢
は
一
変
し
て
い
た
。
徳
川
家
康
は
関
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東
に
移
封
さ
れ
、
政
宗
は
黒
川
か
ら
米
沢
に
居
城
を
移
し
た
。
み
ぎ
の
書
状
に
は
「
以
前
ヨ
リ
近
國
ニ
候
得
者
、
彌
互
ニ

可
二
申
通
一
存
分
迄
ニ
候
」
と
あ
る
の
は
、
両
者
の
距
離
が
江
戸
・
米
沢
間
に
短
縮
さ
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　

さ
ら
に
、
政
宗
は
こ
の
と
き
徳
川
家
康
に
鷹
を
進
上
し
た
。
そ
れ
は
、「
去
月
中
旬
於
テ二
葛
西
大
崎
ニ一
一
揆
悉
ク
令
ム
ル
ニ

二　

蜂
起
セ一
付
而
」
と
い
う
事
件
が
あ
り
、
秀
吉
は
葛
西
大
崎
一
揆
の
首
謀
者
を
政
宗
と
断
じ
、
一
揆
平
定
を
会
津
城
主
蒲
生

氏
郷
に
命
じ
て
お
り
、
苦
境
に
立
っ
た
政
宗
は
収
拾
策
を
家
康
に
頼
っ
て
い
た
か
ら
な
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
困
難
の
伴
う
外
交
裡
に
取
交
わ
さ
れ
る
引
出
物（
贈
答
品
）に
な
ぜ
鷹
が
つ
か
わ
れ
る
の
か
。
本
書
は
既
に

こ
の
疑
問
に
答
え
て
い
る
が
、
再
確
認
の
意
味
で
述
べ
て
お
き
た
い
。

　

葛
西
大
崎
一
揆
に
際
し
て
は
、
伊
達
政
宗
は
蒲
生
氏
郷
に
対
し
て
も
「
鷹
之
鴨
三
」
と
「
登
米
鷹
」
を
贈
っ
た
の
で
あ

る（１
）。

さ
ら
に
、
五
奉
行
の
一
人
浅
野
長
政
は
政
宗
の
上
洛
を
促
し
、
葛
西
大
崎
一
揆
に
関
す
る
弁
明
を
直
接
聴
取
し
た
い

旨
を
伝
え
、
つ
づ
い
て
鷹
に
関
し
て
、
次
の
よ
う
な
要
求
を
し
て
い
る
。

　

	

態
令
二
啓
逹
一
候
、
我
等
も
頓
而
可
二
罷
上
一
候
間
、
其
許
仕
置
等
堅
被
二
仰
付
一
、
大
森
迄
可
レ
有
二
御
越
一
候
、
御
上

洛
之
樣
子
、
幷
以
二
來
葛
西
大
崎
一
之
樣
躰
共
、
直
談
可
レ
申
候
、
次
先
度
我
等
上
江
登
せ
候
つ
る
大
鷹
、
貴
所
御
進
上

之
由
申
、上（秀
吉
）樣へ
上
申
由
、左（淺
野
幸
長
）

京
大
夫
申
越
候
、右
之
通
ニ
候
間
、大
鷹
二
居
程
可
レ
被
レ
下
候
、我
等
居
さ
せ
罷
上
度
候
、

隨
而
先
日
給
候
御
酒
一
段
能
御
座
候
間
、
其
類
之
御
酒
一
樽
、
可
レ
被
レ
懸
二
御
意
一
候
、
爰
許
ニ
御
酒
一
切
無
レ
之
候
條
、

持
せ
候
て
、
於
二
路
次
一
給
可
レ
申
候
、
恐
惶
謹
言
、
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淺
野
彈
正
少
弼

　
　
　
　
　
　
　

十
（
天
正
十
八
年
・
一
五
九
〇
）

二
月
十
七
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

長
吉（
花
押
）

　
　
　
　
　
　

伊
逹
左
京
大
夫
殿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
人
々
御
中　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（『
伊
達
家
文
書
之
二
』）

　

こ
れ
に
よ
っ
て
、
伊
達
政
宗
が
浅
野
長
政
に
対
し
て
秀
吉
へ
の
斡
旋
を
頼
み
、
大
鷹
を
長
政
に
進
上
し
た
こ
と
、
そ
れ

か
ら
、
こ
の
鷹
は
在
京
の
浅
野
幸
長
か
ら
「
政
宗
よ
り
進
上
の
鷹
」
と
称
し
て
、
秀
吉
に
進
上
し
た
と
い
う
こ
と
が
わ
か

る
。
そ
し
て
、
長
政
は
新
た
に
「
大
鷹
二
居
程
」
を
政
宗
に
要
求
し
て
お
り
、
こ
の
大
鷹
に
つ
い
て
は
、
浅
野
長
政
が
直

接
、
秀
吉
の
元
へ
取
次
ご
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

伊
達
政
宗
は
豊
臣
秀
吉
に
鷹
を
進
上
す
る
一
方
で
は
、
徳
川
家
康
に
対
し
て
も
、
み
ご
と
な
鷹
を
贈
り
続
け
て
い
た
。

そ
れ
は
、
次
の
書
状
に
明
ら
か
で
あ
る
。

　

			

關
東
在
國
付
而
、
爲
二
祝
儀
一
預
二
使
札
一
、
殊
見
事
之
若
大
鷹
三
居
被
二
差
上
一
給
候
、
遠
境
之
處
、
被
レ
入
二
御
念
一

候
儀
、
彌
自
愛
祝
着
之
至
候
、
當
年
其
表
方
々
へ
、
鷹
相
求
安
（
に
）人
を
下
候
へ
共
、
一
圓
無
レ
之
罷
歸
候
處
、
如
レ
此
儀

本
望
候
、
將
亦
其
表
一
揆
蜂
起
之
處
、
早
速
被
レ
遂
二
御
出
陣
一
付
而
、
彼
等
令
二
敗
北
一
候
、
肝
要
候
、
寒
天
之
刻
御

苦
勞
令
レ
察
候
、
尙
小
關
大
學
助
口
上
申
含
候
、
恐
々
謹
言
、
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十
（
天
正
十
八
年
）

二
月
廿
四
日　
　
　
　
　
　

家
康（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　

伊
達
左
京
大
夫
殿

（『
同
上
』）

　

こ
こ
で
は
、
家
康
の
方
か
ら
も
鷹
を
求
め
る
た
め
に
鷹
師
を
派
遣
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
捜
し
ま
わ
っ
た
け
れ
ど

も
良
い
鷹
が
居
な
い
の
で
虚
し
く
帰
っ
て
き
た
な
ど
と
も
記
し
て
い
る
。

　

な
お
、
家
康
は
単
に
鷹
を
さ
が
し
求
め
る
だ
け
で
は
な
く
、
豊
臣
政
権
の
奥
羽
仕
置
直
後
の
現
地
の
実
況
と
い
う
も
の

を
も
、
具
さ
に
探
索
さ
せ
る
と
い
う
目
的
を
抱
い
て
い
た
こ
と
は
推
測
に
難
く
な
い
。

　

葛
西
大
崎
一
揆
は
結
局
、
天
正
十
九
年（
一
五
九
一
）七
月
に
至
り
、
伊
達
政
宗
の
奮
戦
・
攻
城
に
よ
っ
て
三
千
余
人
の

一
揆
勢
を
討
滅
し
て
終
わ
っ
た
。
豊
臣
秀
吉
は
同
年
八
月
九
日
に
朱
印
状
を
与
え
て
、
政
宗
が
奥
州
表
の
仕
置
を
油
断
な

く
つ
と
め
る
よ
う
命
じ
た（「
伊
達
家
文

書
之
二
」　

）。

　

葛
西
大
崎
一
揆
の
末
期
に
は
豊
臣
秀
次
・
石
田
三
成
・
大
谷
義
継
・
徳
川
家
康
な
ど
の
軍
勢
が
奥
州
に
派
遣
さ
れ
各
地

で
威
力
を
あ
ら
わ
し
た
。

　

伊
達
政
宗
の
居
城
は
米
沢
城
か
ら
玉
造
郡
岩
手
山
城
に
移
さ
れ
た
。
岩
手
山
城
の
普
請
を
検
分
し
た
の
は
徳
川
家
康
で

あ
っ
た
が
、
こ
の
時
に
も
政
宗
と
家
康
の
間
に
は
鷹
の
こ
と
が
、
次
の
よ
う
に
話
題
に
な
っ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
同
年
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十
月
二
十
六
日
付
大
崎
少
将（
政
宗
）宛
家
康
書
状
に

　
	

此
中
者
久
不
二
申
承
一
候
處
、
御
捻
祝
着
之
至
候
、
仍
遠
島
鷹
之
儀
、
此
方
へ
者
未
何
共
不
二
申
來
一
候
、
其
方
へ
者
鷹

罷
上
候
哉
、
見
申
度
候
、
何
樣
以
レ
面
可
レ
申
條
、
不
レ
能
レ
具
候
、
恐
々
謹
言
、

　
　
　
　
　
　
　

十
月
廿
六
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

家
康（
花
押
）

（『
同
上
』）

　

こ
れ
は
、
良
鷹
の
産
地
と
し
て
有
名
な
松
島
湾
遠
島
巣
の
鷹
を
、
徳
川
家
康
が
欲
し
が
っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

伊
達
政
宗
は
す
で
に
所
持
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
ら
、
見
て
み
た
い
も
の
だ
と
も
述
べ
て
い
る
。
な
お
、
遠
島
は
の
ち
に

仙
台
藩
の
鷹
場
の
一
つ
と
な
っ
た
。

　

以
上
を
要
す
る
に
、
小
田
原
参
陣
直
前
の
「
目
赤
鶴
取
鷹
」
と
同
じ
よ
う
に
、
葛
西
大
崎
一
揆
の
嫌
疑
払
拭
の
た
め
に
、

伊
達
政
宗
は
巧
み
に
鷹
の
進
上
を
展
開
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
時
も
徳
川
家
康
が
密
接
に
媒
介
の
役

を
つ
と
め
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

　

文
禄
元
年（
一
五
九
二
）一
月
、
伊
達
政
宗
に
朝
鮮
出
兵
の
命
令
が
く
だ
っ
た
。
政
宗
は
三
月
、
千
五
百
人
の
軍
勢
を
率

い
て
、
徳
川
家
康
と
共
に
肥
前
名
護
屋
に
出
陣
、
翌
二
年
八
月
、
朝
鮮
か
ら
岩
出
山
城
に
書
状
を
遣
わ
し
た
が
、
そ
の
中

に
次
の
よ
う
な
一
節
が
あ
る
。
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一	

、
馬
鷹
之
事
早
々
待
入
候
、
た
か
は
す
こ
し
は
の
こ
し
候
て
、
逸
物
ニ
と
り
た
て
来
春
中
爲
レ
登
可
レ
申
候
、
三
ツ
二

ツ
を
年
中
の
ほ
せ
候
へ
く
候
事
、

　

一	
、
去
年
二
ツ
三
ツ
の
こ
し
候
鷹
共
之
内
ニ
、
逸
物
之
鷹
候
ハ
ゝ
、
大
小
無
レ
嫌
別
而
い
そ
き
こ
し
候
へ
く
候
事
、

	
	

	

（『
伊
達
政
宗
卿
傅
記
史
料
』
所
収

「
政
宗
君
治
家
記
録
引
證
記
」　

）

　

こ
れ
は
、
近
々
朝
鮮
撤
兵
の
情
報
が
伝
わ
っ
て
お
り
、
京
都
伏
見
に
帰
還
し
た
と
き
に
備
え
て
、
逸
物
の
鷹
を
用
意
せ

よ
と
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。

　

な
お
、
こ
の
「
引
證
記
」
は
宛
所
を
欠
い
て
い
る
が
、
同
日
付
の
も
の
が
、『
仙
台
市
史　

伊
達
政
宗
文
書
２
』
に
収

載
さ
れ
て
い
る
。
宛
所
は
屋
代
景
頼
と
な
っ
て
い
て
、「
引
證
記
」
に
は
漏
れ
た
次
の
一
節
が
あ
る
。

　

一	

、
帰
朝
候
者
、
聚
楽
に
て
、
茶
の
口
き（切
）り

あ
る
へ
く
候
間
、
鳫
（
雁
）・

鶴
・
白
鳥
な（生
）ま

に
て
、
の
ほ
せ
候
へ
く
候
、
い
か

や
う
ニ
も
念
を
入
候
へ
く
候
事
、

　

帰
国
す
れ
ば
聚
楽
第
に
お
い
て
、
口
切
の
茶
会
が
催
さ
れ
る
か
ら
、
雁
・
鶴
・
白
鳥
を
生
き
た
ま
ま
、
京
へ
送
進
す
る

よ
う
に
と
あ
る
。
こ
れ
ら
の
鳥
は
鷹
の
獲
物
で
あ
り
、
珍
重
さ
れ
た
。
肉
は
塩
漬
け
に
す
る
か
干
物
に
し
て
保
存
し
た
。

「
な
ま
に
て
」
と
あ
る
け
れ
ど
も
、
生
肉
と
す
る
に
は
無
理
が
あ
る
。
宮
城
岩
出
山
か
ら
伏
見
ま
で
は
二
十
日
以
上
を
要
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す
る
か
ら
、
生
肉
で
は
不
可
能
で
あ
り
、
生
き
た
ま
ま
搬
送
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
鷹
の
獲
物
は
生
け
捕
り
に
で
き
る
の

で
あ
る
。
そ
れ
を
籠
に
入
れ
て
担
送
す
る
と
い
う
わ
け
だ
。
鷹
の
鳥
の
料
理
に
つ
い
て
は
、
後
述
し
た
い
。

　

伊
達
政
宗
は
文
禄
二
年（
一
五
九
三
）閏
九
月
中
旬
、
京
都
に
帰
還
し
た
が
、
先
に
命
じ
て
お
い
た
鷹
と
鷹
の
鳥
な
ど
は

ま
だ
到
着
し
て
い
な
か
っ
た
。

　

閏
九
月
二
十
三
日
に
は
伏
見
城
に
お
い
て
秀
吉
か
ら
茶
の
饗
応
が
あ
り
、
二
十
五
日
に
は
秀
吉
に
謁
見
し
て
い
る
。
こ

の
時
、
政
宗
は
お
そ
ら
く
、
秀
吉
に
逸
物
の
鷹
を
進
上
し
た
か
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。

　

そ
れ
は
、
次
に
記
す
屋
代
景
頼
宛
て
の
政
宗
書
状
に
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
　

一
鷹
共
何
と
て
お（
遅
）
そ
く
の（
登
）
ほ
せ
候
哉
、
ゆ
た
ん
に
候
へ
く
候
、
夜
る（
昼
）
ひ
る
の
き
ら
い
な
く
相
こ
す
へ
く
候
事
、（
下
略
）

	
	

	

（
後
九
月
廿
四
日
付
『
仙
台

市
史
伊
達
政
宗
文
書
２
』
）

　
「
鷹
共
何
と
て
お
そ
く
候
や
、
い
そ
き
い
そ
き
の（
登
）

ほ
せ
候
へ
く
候
、
い
か
ほ
と
用
立
事
ニ
候
、
ま
つ
ま
つ
廿
ほ
と

こ（
越
）
し
候
へ
く
候
」

（
閏
九
月
廿
五
日
付　

同
上
）

　
「
い
か
ほ
と
用
立
事
に
候
」
と
い
う
の
は
、
鷹
狩
に
使
う
た
め
に
と
い
う
意
味
よ
り
も
、
進
上
の
鷹
と
し
て
役
立
つ
と
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い
う
意
味
の
方
が
強
い
で
あ
ろ
う
。

　

鷹
の
運
送
上
に
支
障
が
生
じ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
政
宗
は
訝
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
だ
か
ら
、「
後
九
月
廿

四
日
」
付
に
は
「
一
、浅（
浅
野
長
政
）

弾
正
殿
、甲
斐
国
被
レ
下
、奥
州
之
路
次
番
ニ
候
間
、宇
津
宮
・
那
須
之
事
も
、佐（義
宣
）竹手
前
御
引
放
、

浅
野
弾
指
南
ニ
成
候
事
」
と
伝
え
た
の
で
あ
る
。

　

鷹
の
運
送（
運
脚
）の
労
苦
は
並
大
抵
で
な
か
っ
た
。
路
次
中
に
お
い
て
、
新
鮮
な
餌
を
与
え
た
り
訓
練
を
施
し
た
り
し

な
が
ら
、
籠
や
箱
に
収
容
し
て
か
つ
い
で
行
く
の
で
あ
る
。
鷹
の
数
だ
け
鷹
匠
と
餌
差
が
必
要
で
あ
っ
た（２
）。

奥
州
の
道
中

路
次
番
は
政
宗
と
親
交
の
あ
る
浅
野
長
政
で
あ
る
か
ら
、
支
障
は
な
い
は
ず
だ
と
伝
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
岩
出
山
か
ら
の
鷹
は
十
一
月
に
な
っ
て
も
京
に
着
い
て
い
な
か
っ
た
と
み
え
て
、
政
宗
は
ま
た
屋
代

景
頼
に
宛
て
て
書
状
を
発
し
て
い
る
。

　
　

	

若
大
鷹
七
ツ
、
山
か
へ
り
大
鷹
三
ツ
、
江
戸
ニ
有
レ
之
候
へ
く
候
、
若
兄
鷹
可
レ
然
ヲ
五
ツ
、
合
十
五
居
、
江
戸
ニ
無
レ

之
候
ハ
ゝ
、
国
本
よ
り
兄
鷹
共
十
五
分（カ
）（
３
）
、
早
々
可
二
相
登
一
也
、

　
　
　
　

以
上

　
　
　

文
禄
二
年　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

十
一
月
十
九
日（
下
略
）

（『
同
上
』）
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閏
九
月
二
十
五
日
の
書
状
で
は
「
ま
つ
ま
つ
廿
ほ
と
こ
し
候
へ
」
と
記
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
「
合
十
五
居
」
と
記

し
て
い
る
。
早
々
に
京
ま
で
届
け
よ
と
い
う
の
だ
が
、
江
戸
で
十
五
居
を
調
達
で
き
な
い
か
努
力
し
て
み
よ
と
い
う
。
日

数
を
短
縮
す
る
た
め
で
あ
ろ
う
。
江
戸
は
鷹
数
寄
の
徳
川
家
康
の
新
城
下
で
あ
り
、
鷹
も
集
積
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
で
も
揃
え
ら
れ
な
い
の
な
ら
国
元
か
ら
兄
鷹
で
も
し
か
た
が
な
い
か
ら
十
五
居
を
揃
え
て
京
に
登
せ
と
い
う
。

　

果
た
し
て
、
政
宗
が
待
望
し
て
い
た
鷹
は
京
都
に
着
い
た
の
か
確
証
は
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
十
五
居
も
の
鷹
を
運

ぶ
こ
と
は
簡
単
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る（４
）。

注（
１
）　
『
伊
達
家
文
書
之
二
』
天
正
十
八
年
十
一
月
十
九
日
付
伊
達
政
宗
宛
蒲
生
氏
郷
書
状
。

（
２
）	　

こ
の
史
料
が
文
禄
元
年
閏
九
月
二
十
日
付
に
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
考
え
れ
ば
、
鷹
狩
に
と
っ
て
絶
好
の
季
節
に
入
っ
て
お

り
、
奥
州
か
ら
の
路
次
を
急
ぐ
鷹
は
、
到
着
後
す
ぐ
に
で
も
狩
に
使
え
る
よ
う
、
念
入
り
に
調
教
さ
れ
て
い
た
も
の
と
み
る
こ
と

が
で
き
る
。

（
３
）	　

出
典
の
『
仙
台
市
史
伊
達
政
宗
文
書
２
』
に
は
「
兄
鷹
共
十
五
分（
カ
）」
と
あ
る
が
、
文
意
か
ら
し
て
「
分
」
は
「
居
」
と
い
う
文

字
で
あ
っ
た
ろ
う
。
な
お
、
政
宗
の
希
望
は
若
弟
鷹
と
若
兄
鷹
・
山
帰
鷹
あ
わ
せ
て
十
五
居
で
あ
り
、
良
鷹
を
そ
ろ
え
よ
、
と
し

て
い
る
の
だ
が
、
や
む
を
え
な
い
と
き
は
国
元
の
兄
鷹
で
も
よ
い
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
４
）	　
「
鷹
の
目
利
き
」
の
た
め
に
は
、「
鷹
図
」
が
不
可
欠
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
蟻
坂
花
子
氏
『
河
北
の
臣
―
蟻
坂
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文
書
と
そ
の
背
景
―
』（
昭
和
五
十
四
年

萬
葉
堂
出
版

）に
は
、「
天
正
十
年（
一
五
八
二
）の
鷹
の
絵
図
」
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
奥
州
伊
達
郡
中
津

川
に
居
た
蟻
坂
氏
は
米
沢
在
城
頃
の
伊
達
政
宗
に
し
ば
し
ば
秀
鷹
を
献
上
し
た
家
臣
で
あ
っ
た
。

第
六
節　
　

仙
台
藩
主
伊
達
政
宗
の
鷹
狩

　

徳
川
家
康
が
無
類
の
鷹
数
寄
で
あ
っ
た
か
ら
、
将
軍
秀
忠
・
家
光
も
ま
た
、
大
い
に
鷹
を
好
み
鷹
狩
を
た
の
し
ん
だ
。

そ
れ
ゆ
え
、
幕
閣
の
面
々
を
は
じ
め
諸
大
名
も
こ
れ
に
な
ら
い
、
江
戸
初
期
は
空
前
の
鷹
狩
流
行
を
見
た
の
で
あ
る
。

　

と
り
わ
け
て
伊
達
政
宗
は
早
く
か
ら
家
康
と
親
交
し
、
名
鷹
の
産
地
を
背
景
に
し
て
い
た
か
ら
、
鷹
と
鷹
狩
の
面
で
将

軍
家
か
ら
一
段
の
信
望
を
得
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
実
態
は
『
伊
達
家
文
書
之
一
、二
』
を
始
め
、『
伊
達
治
家
記
録
』・『
仙
台
市
史　

資
料
篇　

伊
達
政
宗
文
書
』・

『
伊
達
政
宗
卿
伝
記
史
料
』
等
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
本
節
で
は
、
そ
れ
ら
の
史
料
を
通
し
て
、
伊
達
政
宗
の
鷹
場
・
鷹
狩
・

鷹
の
贈
遣
・
鷹
の
鳥
料
理
・
鷹
確
保
策
・
鷹
匠
な
ど
に
つ
い
て
考
察
し
て
お
き
た
い
。
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㈠　

鷹　
　

場

　

徳
川
家
康
は
政
宗
に
武
蔵
国
埼
玉
郡
久
喜（
埼
玉
県
）に
百
余
か
村
に
わ
た
る
広
大
な
鷹
場
を
与
え
た
。
慶
長
七
年（
一
六

〇
二
）の
こ
と
で
あ
る
。
伊
達
政
宗
は
茂
庭
綱
元
に
宛
て
た
消
息
の
中
で
、「
大
な（
納
言
・
秀
忠
）

こ
ん
さ
ま
ヘ
も
御
ゆ
る
し
な
く
候
御

ひ（
秘
蔵
）
さ
う
の
鷹（場
）は
、
御
ゆ
る
し
候
て
、
二
三
日
中
よ
り
ハ
つ
か
ハ
せ
候
ハ
ん
と
の
事
に
て
候
、
一
段
御
懇
に
候
」
と
述
べ
て

い
る（『
伊
達
政
宗
文
書

２
』
年
月
日
を
欠
く
）。

　

久
喜
の
鷹
場
は
家
康
が
足
繁
く
出
向
い
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、そ
の
一
画
を
政
宗
に
与
え
た
の
で
あ
る
。
久
喜
は
江
戸
・

仙
台
間
の
路
次
中
に
在
っ
て
、
参
勤
交
代
の
度
に
政
宗
は
こ
こ
で
鷹
狩
を
行
っ
て
い
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
右
の
消
息
で
政
宗
は
、
久
喜
の
鷹
場
に
つ
い
て
、
決
し
て
糠
喜
び
は
し
て
い
な
い
。
そ
れ
は
同
年
十

月
二
十
六
日
付
で
同
じ
茂
庭
綱
元
に
宛
て
た
消
息
で
、
佐
竹
・
岩
城
・
相
馬
三
家
の
国
替
に
関
し
て
知
ら
せ
、
相
馬
義
胤

へ
の
待
遇
に
不
審
を
吐
露
し
て
い
る
。
相
馬
義
胤
は
「
さ（
才
覚
）

い
か
く
も
何
も
な
く
、
た
ゝ
す（末
）へ

の
御
つ
も
り
計
に
て
候
よ
し

各
申
な
ら
ハ
し
候
」
と
あ
る
。
そ
し
て
、
あ
る
い
は
同
日
に
認
め
ら
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
右
の
消
息
で
政
宗
は
、
相
馬
の

本
領
安
堵
に
不
満
を
洩
ら
し
、
そ
の
代
償
と
し
て
鷹
場
を
与
え
ら
れ
る
と
い
う
気
遣
い
な
ら
ば
、
今
、
下
賜
さ
れ
な
く
て

も
よ
い
な
ど
と
述
べ
て
も
い
る
。
家
康
が
伊
達
へ
の
備
え
と
し
て
永
年
に
及
ん
で
伊
達
と
戦
っ
て
き
た
相
馬
を
処
遇
し
た

こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、
久
喜
の
鷹
場
を
与
え
ら
れ
た
こ
と
は
特
別
の
待
遇
で
あ
っ
た
こ
と
言
う
ま

で
も
な
い
。
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で
は
、
国
元
に
お
け
る
鷹
場
に
つ
い
て
は
ど
う
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
大
崎
と
「
白
石
ゟ
（
ヨ
リ
）仙
台
へ
の
道
通
」
が

知
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
寛
永
二
年（
一
六
二
五
）五
月
吉
日
付
で
嗣
子
忠
宗
に
宛
て
た
覚
書
の
中
で
次
の
よ
う
に

触
れ
て
い
る
。

　

一	

今
度
下
向
之
上
鷹
場
鉄
放
場
、
若
機
遣
も
可
レ
有
レ
之
歟
、
白
鳥
者
鉄
放
に
て
打
候
事
白
石
計
者
無
用
ニ
候
、
鷹
に

て
ハ
合
候
へ
く
候
、
其
外
何
方
に
て
も
不
レ
苦
候
事
、

　

一	

白
石
ゟ
（
よ
り
）仙

台
へ
之
道
之
西
者
、
鉄
放
不
レ
苦
候
、
其
外
者
鷹
之
為
に
て
候
間
、
遠
慮
可
レ
然
候
事
、
付
白
鳥
者
何
方
に
て

も
不
レ
苦
候
、

　

一	

鷹
場
之
義
、
靍
、
白
鳥
、
う
つ
ら
、
ひ
は
り
何
に
て
も
少
も
無
二
機
遣
一
、
何
方
を
も
身
之
遣
候
こ
と
く
に
不
レ
苦

候
事
、

　
　
　
　
（
中
略
）

　

一	

鷹
野
川
猟
之
時
、
百
姓
以
下
若
シ
随
意
之
義
候
共
、
少
者
見
除
候
而
可
レ
然
候
哉
、
年
月
加
二
憐
愍
一
置
候
故
、
定
而

不
届
義
可
レ
有
レ
之
事
、
口
上
。

	
	

	

（『
伊
達
家
文
書
之
二
』（
寛
永
二

年
）五
月
吉
日
付
伊
達
政
宗
覚
書
）
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こ
こ
に
注
意
す
べ
き
は
、鷹
場
に
な
ら
ん
で
鉄（
マ
ゝ
）
放
場
が
指
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
時
期
に
な
る
と
、

諸
大
名
は
千
挺
・
二
千
挺
と
い
う
鉄
砲
を
揃
え
、
玉
薬
の
製
造
に
も
力
を
入
れ
て
い
る
が
、
鉄
砲
を
使
っ
て
鹿
猟
や
鶴
・

白
鳥
猟
な
ど
も
実
施
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
鷹
狩
に
よ
る
獲
物
の
諸
鳥
は
血
塗
ら
れ
も
せ
ず
美
し
い
姿
を
一
層

美
麗
に
整
え
ら
れ
て
進
遣
さ
れ
る
た
め
、
鉄
砲
の
鳥
よ
り
も
珍
重
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
右
の
書
状
で
も
、
白
鳥
は
白

石
で
は
鉄
砲
で
打
た
ず
鷹
で
合
わ
せ
よ
と
述
べ
て
い
る
。

　

次
に
、
白
石
～
仙
台
間
の
往
還
沿
い
に
鷹
場
と
し
て
指
定
し
た
の
は
、
道
の
西
側
は
鉄
砲
を
使
っ
て
も
よ
い
が
、
そ
の

ほ
か（
東
側
）は
専
ら
鷹
場
と
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
実
は
西
側
で
鉄
放
を
使
え
ば
諸
鳥
は
東
側
へ
と
逃
げ
る
わ
け
で

あ
り
、
当
然
な
が
ら
、
東
側
は
鷹
場
と
し
て
良
好
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

指
定
の
鷹
場
の
中
で
は
、
靍つ
る

・
白
鳥
・
鶉
・
雲
雀
何
で
も
自
由
に
と
ら
え
て
よ
い
と
し
て
い
る
。

　

つ
ぎ
に
、
鷹
野（
鷹
場
）は
言
う
ま
で
も
な
く
村
落
の
中
に
あ
り
、
農
民
の
水
田
耕
作
に
と
っ
て
、
支
障
と
な
る
こ
と
が

多
々
あ
っ
た
。
領
主
は
農
民
の
意
を
あ
る
程
度
は
許
容
し
て
い
る
が
、
さ
り
と
て
、
憐
愍
に
甘
え
た
農
民
が
不
届
き
の
挙

に
出
て
は
見
過
す
わ
け
に
も
行
か
な
い
と
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

　

な
お
、
白
鳥
に
つ
い
て
興
味
あ
る
史
料
が
あ
る
。
そ
れ
は（
慶
長
十
三
年
）十
月
十
三
日
付
で
茂
庭
綱
元
に
宛
て
た
政
宗

の
書
状
に
、

　

一	

鶴
白
鳥
念
ヲ
入
候
テ
ト
ラ
セ
候
ヘ
ク
候
、
乍
レ
去
苅
田
之
白
鳥
ハ
チ
ト
イ
ニ
シ
ヘ
ホ
ト
ナ
ク
候
共
、
ハ
ツ
ト
テ（１
）、
片
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イ
付
候
ヤ
ウ
ニ
可
二
申
付
一
候
、

（
『
伊
達
治
家
記
録
三
』

「
貞
山
公
附
録
之
三
」）

　

こ
れ
は
念
入
り
に
、
鶴
白
鳥
を
捉
ら
え
よ
と
促
し
て
い
る
の
だ
が
、
苅
田
・
柴
田
両
郡
の
白
鳥
は
以
前
よ
り
少
く
な
っ

た
の
で
「
法
度
」
を
出
し
て
策
を
講
じ
る
よ
う
に
と
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
刈
田
郡
に
は
白
鳥
神
社（
祭
神
は
日
本
武
尊
）

が
あ
る
ほ
ど
で
、
古
来
白
鳥
の
飛
来
地
で
あ
っ
た
ろ
う
。

　
「
鳥
の
法
度
」
と
い
う
の
は
何
か
。
そ
れ
は
茂
庭
綱
元
に
宛
て
た
書
状
に
次
の
よ
う
に
み
え
て
い
る
。

　

一	

、
當
春
之
鷹
野
ハ
ヤ
念
ヲ
切
候
、
乍
レ
去
鳥
之
法
度
返
々
能
可
二
申
付
一
候
、
春
不
法
度
ニ
候
ヘ
ハ
、
秋
之
鳥
モ
必
々

ア
ラ
ク
成
事
ニ
而
候
間
、
其
心
得
尤
候
、
然
者
攝
津
守
事
二
日
程
鉄
砲
ユ
ル
シ
候
ヘ
ク
候
間
、
利
府
之
ア
タ
リ
ニ
テ

ウ
タ
セ
候
ヘ
ク
候
、
マ（紛
）キ

レ
者
之
タ
メ
候
間
、
其
所
之
肝
入
百（
マ
ヽ
）

性
ニ
切
手
可
二
渡
置
一
候
、
摂
津
守
事
ニ
候
共
、
必

左
様
ニ
可
レ
然
候
、
吉
事
期
二
後
音
一
候
、
懇
々
謹
言
、

三（元
和
二
年
）

月
五
日　
　
　

政
宗
御
判　
　

茂
庭
石（
綱
元
）
見
守
殿　
　
　

（『
仙
台
市
史　

伊

達
政
宗
文
書
３
』）
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「
鳥
の
法
度
」
と
は
、
鷹
場
に
諸
鳥
を
誘
う
た
め
の
施
策
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
春
の
う
ち
か
ら
方
策
を
講

じ
て
お
か
な
け
れ
ば
、
秋
に
飛
来
す
る
鳥
が
少
く
な
る
の
で
あ
る
。
政
宗
の
五
男
宗
綱
は
茂
庭
網
元
に
傅
育
さ
れ
て
成
人

し
た
が
、
こ
の
宗
綱
に
鉄
砲
を
許
し
て
い
る
。
利
府
近
辺
で
鉄
砲
を
使
っ
て
も
よ
い
が
、
こ
の
こ
と
は
肝
入
百
姓
に
切
手

（
手
形
、
鑑
札
）を
交
付
し
て
よ
く
分
ら
せ
て
お
く
よ
う
に
せ
よ
、
と
命
じ
て
い
る
。

㈡　

鷹　
　

狩

　

伊
達
政
宗
の
鷹
野
初
め
は
仙
台
城
主
と
な
っ
て
も
正
月
三
日
に
定
ま
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
参
勤
交
替
が
始
ま
っ
て
か

ら
は
、
江
戸
在
府
の
時
の
鷹
野
初
め
は
仙
台
在
城
の
家
臣
に
命
じ
て
実
施
さ
せ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
国
元
で
の
鷹
狩
は
、
政
宗
の
意
の
ま
ゝ
に
行
わ
れ
た
が
、
在
府
の
間
は
将
軍
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば

な
ら
な
か
っ
た
。

　

例
え
ば
慶
長
十
九
年（
一
五
九
一
）正
月
三
日
は
国
元
の
こ
と
と
し
て
、

一	

朝
五
ツ
時
、
御
雉
子
野
へ
御
出
被
レ
成
、
御
弁
當
鶴
ケ
谷
ニ
而
被
二
召
上
一
、
夜
八
ツ
時
御
帰
城
也
、
但
物
数
雉
子
三
百

九
ツ
、
鴨
一
ツ
、
ふ
く
ろ
う
一
ツ
、
て
ん
一
口
、
鶉
一
ツ
、
か
ら
す
一
ツ
、
う
さ
き
十
八
、
猿
五
つ
也
、

と
あ
る
。
さ
ら
に
同
七
日
に
は
恒
例
の
「
七
種
之
御
連
歌
」
の
あ
と
鷹
狩
に
出
て
い
る
。

一	

朝
五
ツ
時
御
雉
子
野
ニ
御
出
被
レ
成
、
八
幡
宮
上
之
石
堀
場
に
て
御
弁
當
被
二
召
上
一
、
夜
之
五
半
時
御
帰
城
也
、
但
物
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数
雁
二
ツ
、
雉
子
三
百
弐
十
五
、
鴫
一
ツ
、
鶉
一
ツ
、
つ
く
み
二
ツ
、
雲
雀
十
、
兎
一
ツ
、
狐
一
疋
、
右
合
御
物
数
三

百
四
十
二
也
、

と
あ
る
。

（「
政
宗
君
治
家
記
録
引
證
記
」）

　

国
元
に
お
け
る
鷹
狩
の
獲
物
の
多
さ
に
は
圧
倒
さ
れ
る
。
慶
長
十
八
年
十
月
二
十
四
日
か
ら
十
一
月
六
日
ま
で
の
間
、

大
崎
の
鷹
野
で
獲
っ
た
数
は
、
八
百
五
十
九
と
あ
る
。
内
訳
は
鴻
一
、
菱
喰
五
十
二
、
雁
三
百
十
八
、
鳧
（
け
り
）二

百
三
十
三
、

小
鳧
十
六
、
雉
子
百
二
、
白
雁
三
、
青
鷺
一
、
鷺
三
十
五
、
鴇
（
と
き
）四
、
ヒ
ナ
タ
二
、
鳩
八
、
鴉
四
、
小
鳥
六
十
五
、
尾
長
鳥
九
、

狐
四
、
で
あ
っ
た
。

（「
同
上
」）

　

在
府
時
の
久
喜
鷹
野
に
つ
い
て
逸
話
が
残
さ
れ
て
い
る
。
慶
長
十
六
年（
一
六
一
一
）十
一
月
の
こ
と
だ
が
、
そ
の
七
日

か
ら
十
一
日
ま
で
、
政
宗
は
久
喜
へ
鷹
狩
に
出
か
け
て
い
た
。
そ
の
頃
ち
ょ
う
ど
大
御
所
徳
川
家
康
は
忍お
し

の
鷹
野
に
滞
在

し
て
お
り
、
政
宗
を
招
い
た
。
九
日
、
政
宗
は
忍お
し

へ
行
き
夜
に
な
っ
て
家
康
に
謁
見
し
「
御
鷹
五
進
上
」
し
た
と
い
う
。

茂
庭
綱
元
が
国
元
の
長
命
林
か
ら
鳥
屋
出
し
し
た
そ
の
鷹
を
見
て
、
家
康
は
大
い
に
気
に
入
り
「
か
様
之
鷹
近
年
無
二
御
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覧
一
由
仰
、
又
を
き（
翁
倉
）
な
く
ら
ゟ
（
よ
り
）出
候
鷹
、
是
も
一
段
か
も
い
ニ
候（２
）と
て
御
意
ニ
入
、
御
機
嫌
能
ク
、
残
三
つ
之
御
鷹
も
、
何

も
能
ク
候
へ
共
、二
之
鷹
ニ
合
候
ヘ
ハ
か
け
も
な
き
な
と
ゝ
、御
ざ（戯
）れ
事
候
て
、五
な
か
ら
の
こ
ら
す
」
受
納
し
て
く
れ
た
。

ま
こ
と
に
満
足
至
極
で
あ
っ
た
と
い
う
。
鷹
の
数
寄
者
、
徳
川
家
康
を
大
満
足
さ
せ
る
ほ
ど
の
逸
物
の
鷹
を
五
居
も
揃
え

た
と
こ
ろ
に
、
伊
達
政
宗
の
誇
ら
し
さ
を
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

さ
ら
に
、
将
軍
徳
川
秀
忠
は
鴻こ
う
の
す巣
の
鷹
場
に
お
り
、
政
宗
は
忍
か
ら
夜
を
か
け
て
鴻
巣
へ
行
き
、
朝
早
々
と
将
軍
に
お

目
見
え
し
、「
御
鷹
一
居
進
上
申
候
処
、
是
又
一
段
御
機
嫌
能
」
く
、
た
だ
ち
に
将
軍
の
朝
食
に
相
伴
す
る
こ
と
が
で
き

た
と
、
茂
庭
綱
元
へ
の
書
状
に
み
え
て
い
る（「
伊
達
政
宗
文
書
２
」）。

　

久
喜
鷹
場
に
お
け
る
鷹
狩
は
、
江
戸
よ
り
仙
台
へ
帰
城
の
途
次
や
参
府
の
途
中
で
行
な
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
寛
永
三

年（
一
六
二
六
）十
一
月
十
日
に
江
戸
を
発
っ
て
同
月
二
十
日
に
仙
台
に
着
い
た
が
、
十
一
、
十
二
の
両
日
は
、
久
喜
で
鷹

狩
を
た
の
し
ん
で
る
。

　

伊
達
政
宗
の
鷹
狩
に
つ
い
て
述
べ
よ
う
と
す
れ
ば
多
く
の
例
証
を
挙
げ
得
る
け
れ
ど
も
、
次
の
「
茂
庭
石
見
守
綱
元
宛

消
息
」
は
味
わ
い
が
あ
ろ
う
。

　
（
袖
追
書
）

　
　
　

廿
日
に
ハ
、
早
々
ゟ
（
よ
り
）必
々
待
入
へ
く
候
由
、
可
クレ
申
ス
候
、（
行
間
書
）

か
し
く

　

	

今
日
者
雨
に
あ
い
候
へ
共
、
鶉
お（多
）ほ
く
候
て
、
う
つ
ら
・（
雉
子
）

き
し
・
鴫
、
其
外
物（
数
）
か
す
五
十
余
候
、
然
者
、
明
日（
猪
苗
代
）

兼
如
に
、
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彼
物
語
の
き（聞
）ゝ
の（残
）こ
り
ノ
と
を
り
、
早
々
ゟ
と
申
候
へ
共
、
散
々
雨
に（
ぬ
）
濡
れ
、
（
潮
垂
）

し
ほ
た
れ
候
、
今
夜
者
行
水
な
と
も
、

し
か
し
か
成
か（難
）た
く
候
間
、
明
後
日
廿
日
に
ハ
、
必
々
御
出
候
や
う
に
、
其
身
ゟ
唯
今
可
二
申
出
一
候
、
か
し
く
、

　
　
　
　
「（結
封
ウ
ソ
書
）

　
　

十
八
日

　
　
　
　
　
　
　

茂（茂
庭
綱
元
）

石　
　

政
宗
」

（「
伊
達
政
宗

文
書
２
」　

）

　

年
欠
だ
が
猪
苗
代
兼
如
が
慶
長
十
四
年（
一
六
〇
九
）九
月
二
十
日
に
没
し
て
い
る
の
で
、
そ
れ
以
前
の
慶
長
十
年
代
の

も
の
、
と
右
同
書
の
解
説
に
あ
る
。

㈢　

鷹
の
贈
答

　

戦
国
時
代
か
ら
江
戸
時
代
初
期
に
か
け
て
、
お
び
た
だ
し
い
数
の
鷹
・
鷂
・
隼
な
ど
が
、
贈
答
に
用
い
ら
れ
た
。
伊
達

政
宗
の
場
合
、
書
状
・
日
記
・
伝
記
の
類
が
多
く
他
の
大
名
と
比
較
す
る
こ
と
は
公
平
で
は
な
い
が
、
史
料
に
登
場
し
た

だ
け
で
も
、
次
の
よ
う
に
算
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
〈
天
正
年
間
〉（
一
五
七
三

　

―
九
一
）

　

近
隣
大
名
の
最
上
義
光
と
大
宝
寺
義
興
よ
り
大
鷹
二
居
、
国
分
政
重
・
秋
保
直
盛
・
茂
庭
定
直
な
ど
四
十
一
名
の
家
臣
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に
よ
り
若
黄
鷹
・
若
兄
鷹
・
鷂
・
隼
な
ど
四
十
九
居
が
政
宗
に
贈
ら
れ
て
い
る
。
一
方
、
豊
臣
秀
吉
・
徳
川
家
康
・
北
条

氏
政
・
岩
城
常
隆
な
ど
二
十
一
名
に
対
し
て
二
十
九
居
の
鷹
が
進
遣
さ
れ
て
い
る
。

　
〈
慶
長
年
間
〉（
一
五
九
六　
　

　

―
一
六
一
四
）

　

徳
川
家
康
・
南
部
利
直
な
ど
十
二
名
よ
り
二
十
居
の
鷹
を
贈
ら
れ
て
い
る
が
、
中
で
も
慶
長
十
七
年
十
二
月
に
は
、
家

康
か
ら
「
雁
取
の
大
鷹
三
、
逸
物
の
鷹
二
」
が
あ
る
。
ま
た
、
徳
川
家
康
・
伊
達
忠
宗
な
ど
十
一
名
に
対
し
て
、
三
十
一

居
の
鷹
を
進
遣
し
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、
家
康
へ
は
鷹
十
九
居
・
隼
五
居
を
数
え
る
。

　
〈
元
和
年
間
〉（
一
六
一
五

　

―
二
三
）

　

徳
川
秀
忠
か
ら
「
と
や
の
御
手
鷹（３
）」
と
伊
達
秀
宗
か
ら
鷂
二
居
を
贈
ら
れ
た
に
す
ぎ
な
い
が
、
政
宗
か
ら
は
秀
忠
へ
若

大
鷹
八
居
と
巣
鷹
三
居
・
兄こ
の
り鷂

五
居
を
進
上
し
、
ほ
か
に
伊
達
忠
宗
や
伊
達
宗
泰
ほ
か
七
名
に
十
五
居
を
進
遣
し
て
い
る
。

　
〈
寛
永
年
間
〉（
一
六
二
四

　

―
四
二
）

　

徳
川
秀
忠
よ
り
若
大
鷹
二
居
・「
鳥
屋
の
御
手
鷹
」
三
居
・「
見
事
之
御
鷹
」
三
居
・
鷂
二
居
・
巣
鷹
二
居
が
贈
ら
れ
、

ほ
か
に
、
徳
川
家
光
・
伊
達
秀
宗
な
ど
か
ら
大
鷹
三
、
巣
鷹
一
、
鷂
二
居
を
贈
ら
れ
て
い
る
。
一
方
、
政
宗
か
ら
徳
川
秀

忠
へ
若
大
鷹
な
ど
二
十
四
居
と
白
隼
十
一
居
、
家
光
へ
は
隼
大
小
五
居
、
ほ
か
に
伊
達
忠
宗
・
伊
達
宗
実
な
ど
三
名
に
大

鷹
三
、
鷂
一
、
隼
三
居
を
進
遣
し
て
い
る
。

　

以
上
を
総
計
す
る
と
政
宗
に
鷹
を
贈
っ
た
者
は
六
十
名
、
鷹
・
鷂
・
隼
な
ど
の
数
は
八
十
八
居
で
あ
り
、
政
宗
か
ら
は
、
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三
十
一
名
に
対
し
て
、
百
三
十
居
を
進
遣
し
た
こ
と
に
な
る
。

　

ひ
と
口
に
鷹
の
進
遣
と
言
っ
て
も
、
現
代
の
贈
答
の
よ
う
に
簡
素
に
し
て
粗
野
な
も
の
で
は
な
く
、
鷹
の
渡
し
様
、
見

せ
様
、
受
取
り
様
な
ど
細
密
な
儀
礼
が
行
わ
れ
て
い
た
。
ま
た
鷹
の
贈
答
は
そ
の
距
離
の
遠
近
に
拘
ら
ず
、
鷹
匠
に
よ
る

厳
密
な
鷹
術
に
よ
っ
て
運
脚
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
よ
う
に
し
て
贈
答
さ
れ
る
鷹
に
は
他
の
贈
答
品
と
は
異
質

の
一
種
の
神
秘
性
が
付
与
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

㈣　

鷹
の
鳥
料
理

　

鷹
が
贈
答
の
儀
礼
に
珍
重
が
ら
れ
た
こ
と
と
共
に
、
鷹
の
鳥
・
鷹
の
鶴
・
白
鳥
・
菱
喰
・
鴨
・
鶉
・
雲
雀
な
ど
も
ま
た

頻
繁
に
贈
答
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
注
目
し
た
い
。

　

鷹
の
鳥
と
い
え
ば
雉
子
を
さ
す
ほ
ど
で
あ
り
、
雉
子
が
鷹
狩
の
獲
物
と
し
て
遙
か
に
群
を
抜
い
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
鷹

の
獲
物
の
進
遣
も
ま
た
神
々
に
献
上
す
る
御み

饌け

・
贄に
え

の
よ
う
に
丁
重
に
扱
わ
れ
、
鳥
に
よ
り
ま
た
季
節
に
よ
っ
て
美
し
く

木
々
の
枝
に
、
結
わ
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　

贈
答
さ
れ
た
鷹
の
鳥
は
、
食
膳
に
供
さ
れ
た
か
ら
、
当
代
に
お
け
る
料
理
の
書
は
ど
れ
も
、
鷹
の
鳥
の
料
理
に
つ
い
て

述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

鷹
の
鳥
の
贈
答
の
形
は
三
つ
ほ
ど
あ
る
。
一
つ
は
神
前
の
贄
（
に
え
ど
り
）
鳥
と
し
て
奉
献
す
る
の
と
、
次
は
鷹
の
贈
答
に
際
し
て
そ
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の
鷹
が
と
ら
え
た
証
拠
の
よ
う
に
し
て
合
わ
せ
て
行
う
の
と
、
三
つ
め
は
鷹
の
鳥
だ
け
を
贈
答
す
る
場
合
と
で
あ
る
。

　

鷹
の
鳥
贈
答
は
鷹
野
に
お
い
て
狩
の
直
後
に
鷹
匠
た
ち
が
故
実
に
則
り
丁
重
に
鳥
の
姿
を
整
え
て
か
ら
行
わ
れ
る
。
鷹

狩
は
秋
冬
か
ら
春
は
花
の
頃
ま
で
に
実
施
さ
れ
、
夏
季
は
鷹
が
羽
毛
を
替
え
る
た
め
に
鳥
屋
に
入
れ
る
の
で
行
わ
れ
な

い
。
つ
ま
り
、
鷹
の
鳥
を
贈
答
す
る
際
、
肉
の
腐
敗
が
危
ぶ
ま
れ
る
け
れ
ど
も
、
夏
季
は
除
外
さ
れ
る
の
で
、
そ
の
心
配

は
減
少
す
る
。
近
距
離
な
ら
ば
、
鷹
の
鳥
を
そ
の
ま
ま
に
贈
答
で
き
る
が
、
遠
路
と
な
れ
ば
臓
物
を
抜
き
取
り
、
塩
を
詰

め
た
り
し
て
行
う
の
で
あ
る
。
伊
達
政
宗
が
江
戸
に
い
る
と
き
な
ど
は
仙
台
か
ら
鷹
の
鳥
を
送
ら
せ
る
こ
と
も
あ
っ
た

が
、
そ
の
際
は
こ
の
方
法
が
用
い
ら
れ
た
。

　

鷹
の
鳥
贈
答
の
か
た
ち
は
先
に
三
つ
ほ
ど
あ
る
と
述
べ
た
が
、
そ
も
そ
も
鷹
狩
の
最
大
の
目
的
は
そ
の
獲
物
を
賞
味
す

る
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
あ
る
ま
い
。

　

さ
て
、
鷹
の
鳥
の
料
理
に
つ
い
て
特
に
鶴
の
料
理
を
取
上
げ
て
み
よ
う
。

　
「
鶴
取
の
鷹
」
と
い
え
ば
最
高
の
逸
物
と
さ
れ
る
が
、
鶴
の
料
理
も
ま
た
絶
品
で
あ
っ
た
。
室
町
時
代
以
降
、「
三
鳥
五

魚
」
と
称
す
る
料
理
の
故
実
作
法
が
あ
る
が
、
三
鳥
と
は
鶴
・
雉
子
・
雁
の
こ
と
で
あ
り
、
五
魚
は
鯛
、
鯉
、
鱸（
す
ず
き
）、

鮑（
あ
わ
び
）、
王
餘
魚（
し
ら
う
お
）の
こ
と
で
あ
る（「
包
丁
聞
書
」『
群
書
類
従　

第
十
五
巻
・
飲
食
部
』
所
収
）。

　

最
高
の
も
て
な
し
に
は
鷹
の
鶴
が
必
須
で
あ
っ
た
か
ら
、「
将（徳
川
秀
忠
）

軍
御
成
」
な
ど
に
は
鶴
を
用
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
こ
と
を
、
次
の
書
状
は
伝
え
て
い
る
。
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「
御
成
付
而
、
鶴
之
事
申
遣
候
処
、
三
迄
為
レ
取
為
レ
上
候
、
今
日
十
四
日
戌
刻
此
方
ヘ
上
着
候
、
明
後
十
六
日　

御

成
相
定
候
処
、
一
段
の
仕
合
に
て
候
、
此
外
は
や
鶴
為
レ
取
候
事
、
名
取
中
・
國
分
中
無
用
に
て
候
、
宮
城
あ
た
り
の

鷹
場
悪
所
に
て
ハ
、
今
少
も
為
レ
取
候
て
不
レ
然
候
、
大
崎
・
葛
西
中
に
て
ハ
何
ほ
と
も
為
レ
取
候
て
尤
ニ
候
、
但
大
崎

中
鷹
場
能
所（
は
）者無
用
に
て
候
、
鶴
満
足
ニ
付
而
、
自
筆
遣
候
、
謹
言
」

（『
仙
台
市
史
・
資
料
篇
⓫
』「
伊
達
政
宗
文
書
２
」
所
収
、（
慶

長
十
五
年
）十
月
十
四
日
付
奥
山
出
羽
守
兼
清
宛
政
宗
書
状
）

　

こ
れ
は
、将
軍
御
成
に
備
え
て
国
元
か
ら
鶴
三
羽
が
到
着
し
た
こ
と
に
安
堵
の
念
を
伝
え
た
も
の
で
あ
る
。
後
半
で
は
、

鶴
の
確
保
策
と
し
て
、
名
取
・
国
分
の
鷹
場
で
は
鶴
を
獲
ら
ず
に
お
け
と
述
べ
て
い
る
。
宮
城
あ
た
り
の
鷹
場
で
は
状
態

の
悪
い
所
で
は（
無
理
を
し
て
）鶴
を
獲
ら
ず
に
お
き
、
大
崎
の
鷹
場
で
は（
気
遣
い
無
用
で
）獲
っ
て
よ
い
、
と
し
て
い
る
。

乱
獲
を
戒
し
め
、
毎
年
鶴
を
得
よ
う
と
配
慮
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

　

鶴
も
白
鳥
も
渡
り
鳥
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
確
実
に
獲
る
た
め
に
は
、
飛
来
地
の
保
全
を
は
じ
め
、
鶴
取
の
た
め
に
鷹

を
特
別
に
訓
練
す
る
な
ど
神
経
を
使
わ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

　

鶴
は
名
物
茶
器
に
も
似
て
、
客
人
を
大
い
に
感
嘆
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
伊
達
政
宗
の
書
状
に
次
の
よ
う
に
見
え
て
い
る
。

　
（
袖
追
書
）

　

	

今
時
分
ハ
其
口
ニ
鶴
な
き
時
に
て
候
へ
共
、
先
申
こ（越
）し
候
、
長
井
す
ぢ
な
ど
に
う（売
）り
物
に
も
候
ハ
ゝ
、
か（買
）ハ
せ
、
こ
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し
候
へ
く
候
、
先
度
見
事
な
る
の
ほ
せ
候
ハ
、
は
や
日
夜
の
き（
客
）
や
く
に
ミ
な
〳
〵
つ
か
ひ
つ
く
し
候
、
正
月
中
ニ
ハ

大（徳
川
家
康
）

御
所
様
も
必
々
な
ら
せ
ら
れ
へ
き
由
、ち（直
）き
に
も
御
意
に
て
候
、一
段
仕
合
よ
く
候
、扨
々
た
か
其
後
不
二
出
候
一
哉
、

わ
か
さ
ハ
い
ま
た
不
二
帰
候
一
哉
、
此
方
あ
ハ
せ
物
多
候
事
無
二
是
非
一
候
ヘ
ハ
、
た（鷹
）か
な
く
候
て
せ（
笑
止
）
う
し
に
て
候
、
め

て
た
く
、
以
上
、

　

	

早
飛
脚
つ
か
ハ
し
申
候
、
来
月
十
日
前
に
将
（
徳
川
秀
忠
）

軍
様
へ
御
茶
上
申
候
、
鶴
無
レ
之
候
て
、
何
共
な
ら
す
候
、
何
鶴
に
て

も
、
あ（新
）た

ら
敷
を
一
ツ
も
二
ツ
も
こ
し
候
へ
く
候
、
こ
れ
ハ
か
り
ハ
、
な（
名
取
）

と
り
・
こ（
国
分
）

く
ふ
ん
・	

ミ（
宮
城
）

や
き
あ
た
り
に
て
も
、

と
ら
せ
候
へ
く
候
、
奉
行
・	
よ（
横
目
）

こ
め
を
わ
な
さ
し
ニ
つ
け
、
と
ら
せ
候
へ
く
候
、
其
外
た（鷹
）か

な
と
こ
し
候
へ
く
候
、
壱

ツ
二
ツ
と
ら
せ
候
て
、
な
と
り
・
こ
く
ふ
ん
・
ミ
や
き
な
と
ハ
、
か
た
く
わ（
罠
黐
）

な
も
ち
と（止
）め
候
へ
く
候
、
謹
言

　
　
　

た
つ
の
こ
く

　
　
　
　

霜
月
十
八
日　

政
宗

　
　
　
　
（
慶
長
十
二
年
カ
）

　
　
　
　

茂
石

　
　
　
　
（
茂
庭
綱
元
）

（「
同
上
」）

　

こ
の
年
、
伊
達
政
宗
は
江
戸
に
在
り
、
十
月
十
八
日
に
は
徳
川
家
康
の
茶
会
に
上
杉
景
勝
と
共
に
招
か
れ
て
い
る
。
お
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そ
ら
く
茶
会
の
懐
石
に
家
康
は
鷹
の
鶴（４
）を
振
舞
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
政
宗
が
伊
達
邸
へ
の
将
軍
御
成
や
明
年
早
々
の
大
御

所
御
成
に
備
え
て
、
鶴
を
ど
う
し
て
も
必
要
と
し
た
気
持
ち
が
読
み
取
ら
れ
る
。

　

度
々
登
場
す
る
茂
庭
綱
元
は
、
天
正
十
三
年（
一
五
八
五
）十
一
月
十
七
日
の
人
取
橋
合
戦
で
戦
死
し
た
鬼
庭
左
月
良
直

（
七
十
歳
）の
子
で
あ
り
、
伊
達
政
宗
の
股
肱
の
臣
と
し
て
よ
く
仕
え
た
。
寛
永
十
七
年（
一
六
四
〇
）夏
に
九
十
二
歳
で
没

し
て
い
る
。
人
取
橋
合
戦
は
政
宗
十
九
歳
の
と
き
の
激
戦
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、
政
宗
が
国
元
の
鶴
を
渇
望
し

て
い
る
あ
り
さ
ま
に
つ
い
て
、
次
に
や
や
詳
し
く
立
ち
入
っ
て
説
い
て
み
た
い
。

　

江
戸
屋
敷
に
は
鶴
が
無
か
っ
た
か
ら
、
鉄
砲
の
鶴
な
り
、
鳥と
り
わ
な罠

で
も
鳥と
り
も
ち黐

を
使
っ
て
で
も
構
わ
な
い
の
で
新
し
い
鶴
を

一
羽
・
二
羽
な
り
と
も
、
送
っ
て
ほ
し
い
と
い
う
。
監
督
の
奉
行
と
横
目（
鳥
見
衆
）を
「
罠
さ（差
カ
）し」
の
者
に
つ
け
て
鶴
を

獲
ら
せ
よ
と
述
べ
て
い
る
。

　

名
取
・
国
分
・
宮
城
の
鷹
場
で
は
保
護
の
た
め
規
制
し
て
い
る
が
、
今
回
は
獲
ら
せ
て
よ
い
し
、
そ
の
ほ
か
鷹
を
つ
か
っ

て
一
、
二
羽
と
ら
せ
て
よ
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

な
お
追
伸
で
は
、
仙
台
に
鶴
が
無
い
時
だ
か
ら
、
長
井
の
辺
り
で
売
物
に
な
っ
て
い
る
鶴
が
あ
れ
ば
買
わ
せ
て
江
戸
へ

送
れ
と
述
べ
て
い
る
。
先
に
届
い
た
み
ご
と
な
鶴
は
み
な
使
い
尽
く
し
て
し
ま
っ
た
か
ら
だ
と
い
う
。

　

鷹
の
鳥
料
理
は
、
そ
の
中
心
は
焼
物
に
す
る
の
だ
が
、
手
羽
も
鳥
足
も
の
こ
ら
ず
用
い
ら
れ
た（『
群
書
類
従
十
五
』
所

収
「
四
條
流
包
丁
書
」）。

ほ
か
に
ほ
ね
ぬ
き
・
つ
け
ひ
た
し
・
も
も
け
、
な
ど
も
食
膳
に
供
さ
れ
た
こ
と
が
伊
達
政
宗
の
書
状
に
「
鶴
の
ほ
ね
ぬ
き
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二
進
候
」
と
か
「
真
鶴
一
つ（
漬
涵
）

け
ひ
た
し
申
遣
候
」
な
ど
と
見
え
て
い
る
。

　

も
も
け
と
い
う
の
は
雉
子
・
雁
・
鴨
な
ど
で
も
同
様
で
、
鳥
も
つ
の
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
「
白
鳥
之
あ
ふ
ら
壷
」
と
い

う
記
載
も
あ
る
か
ら
、
脂
肪
を
保
存
し
て
用
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
魚
で
も
鳥
で
も
「
脂
が
の
っ
て
い
る
」
と
い
う
の
は

美
味
だ
が
、政
宗
も
そ
れ
は
承
知
し
て
い
て
、二（元
和
八
年
・
一
六
二
二
）

月
十
八
日
付
の
伊
達
忠
宗
に
宛
て
た
書
状
に
「
雁
い
ま
た
あ（
脂
）
ぶ
ら
も
か
ゝ

り
候
は
ぬ
間
、
鷹
野
者
末
ほ（程
）と
能
候
ハ
ん
と
存
候
」
と
述
べ
て
い
る
。
そ
れ
で
、
翌
年
の
十
一
月
四
日
付
の
内
藤
忠
重
宛

て
書
状
に
な
る
と
、
仙
台
か
ら
届
い
た
雉
子
が
「
別
而
風
味
能
御
座
候
」
な
ど
と
言
い
、
脂
の
の
り
具
合
が
良
好
な
こ
と

を
伝
え
て
い
る（
何
れ
も　
　
　
　
　

「
伊
達
政
宗
文
書
３
」）。

　

鷹
の
鳥
が
饗
応
最
高
の
料
理
で
あ
っ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
客
が
急
に
訪
問
し
て
く
る
時
な
ど
は
大
い
に

あ
わ
て
た
ら
し
い
。
た
と
え
ば
、
次
の
よ
う
な
政
宗
の
書
状
案
が
あ
る
。

　
　

	

一
書
申
入
候
、
十
六
日
・
十
八
日
両
日
間
、
珍
客
御
座
候
間
、
鷹
之（
け
り
）

鳧
か
鶉
申
請
度
候
、
御
隙
之
時
分
、
御
立
出
所
レ

希
候
、
恐
惶
謹
言
、

　
　
　
　
　

十
（
寛
永
二
年
・
一
六
二
五
）

月
十
三
日　
　

　
　
　
　
　

小
栗（
政
次
）

長
右
衛
門
様

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

人
々
御
中
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（『
同
上
・
資
料
篇
⓬
』「
伊

達
政
宗
文
書
３
」
所
収
）

　

こ
れ
と
ほ
ぼ
同
文
の
も
の
が
、
同
じ
日
付
で
太
田
平
三
郎
に
も
出
さ
れ
た（５
）。
小
栗
政
次
と
太
田
平
三
郎
は
将
軍
家
の
鷹

匠
で
あ
り
政
宗
と
別
懇
の
関
係
に
あ
っ
た
。
な
お
、
当
時
の
将
軍
家
鷹
匠
に
は
加
藤
則
勝
も
居
り
、
前
記
両
名
よ
り
も
格

上
で
あ
っ
た
。

　

政
宗
は
同
十
四
日
付
で
再
び
小
栗
政
次
に
「
巻
物
二
ひ（緋
紗
綾
）

さ
や
・
ひ
（
緋
縮
緬
）

ぢ
り
め
ん
」
を
添
え
て
書
状
を
贈
り
、
自
分
の
鷂
を

遣
わ
し
て
「
鳧
取
か
鷺
取
」
に
仕
う
よ
う
に
勧
め
て
い
る
。
そ
の
際
、
将
軍
家
鷹
匠
の
戸
田
久
助
に
対
し
て
も
同
様
の
織

物
三
巻
を
進
じ
「
鷹
の
物
語
」
が
し
た
い
な
ど
と
伝
え
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
太
田
平
三
郎
か
ら
鳧け
り

が
届
け
ら
れ
た
こ
と

が
次
の
よ
う
に
見
え
て
い
る
。

　
「
梟（鳧
）之

義
申
候
処
、
沢
山
ニ
頂
、
千
（
か
た
じ
け
な
く
）

万
忝
候
、
此
一
種
に
て
、
明
朝
之
数
寄
相
済
申
事
候
」
と
見
え
て
い
る（「
同
上
」（
寛
永

二
年
）十
月
十

五
日
付
太
田
平

三
郎
宛
書
状
案
）。

　

右
に
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
時
の
「
珍
客
」
と
は
、
ど
の
よ
う
な
人
物
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
そ
れ
は
お
そ
ら
く
、
大
御

所
徳
川
秀
忠
の
「
御
成
」
を
意
味
し
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
。
次
に
揚
げ
た
史
料
は
、
こ
の
「
御
成
」
に
対
す
る
奉
謝
の

意
を
こ
め
た
鷹
進
上
を
も
の
が
た
っ
て
い
る
。

452

第七章　伊達政宗の鷹と鷹狩



　
	

今
朝
も
書
状
を
以
申
候
キ
、
仍
唯
今
在
所
ゟ
、
白
之
兄
鷹
罷
上
候
、
明
日
大（徳
川
秀
忠
）

御
所
様
ヘ
進
上
可
レ
申
候
、
大（土
井
利
勝
）

炊
殿
御
相

談
候
而
、
御
披
露
頼
入
候
、
当
年
者
、
於
二
路
次
中
一
も
無
二
何
事
一
、
御
鷹
共
参
着
仕
、
満
足
可
レ
有
二
御
推
量
一
候
、

祝
儀
与
存
候
而
、
任
二
折
節
一
小
袖
三
ツ
、
為
二
馬
代
一
銀
子
十
枚
進
候
、
尚
面
上
ニ
可
レ
申
候
、
恐
惶
謹
言
、

　
　

十（寛
永
二
年
・
一
六
二
五
）

月
二
十
五
日　
　

　
　

加
藤（則
勝
）（
織
）

伊
折
様

　
　
　
　
　
　
　

人
々
御
中

（「
同
上
」）

　

右
の
伊
達
政
宗
書
状
に
よ
れ
ば
、
仙
台
領
の
鷹
が
毎
年
、
江
戸
の
伊
達
邸
に
進
達
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
と
と
も

に
、
そ
の
こ
と
を
将
軍
家
鷹
匠
・
加
藤
則
勝
に
具
さ
に
報
告
し
て
い
る
の
は
、
注
目
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
同
十
七
日
付

の
小
栗
政
次
宛
書
状
案
に
も
、「
今
時
者
、
世
上
鶉
無
レ
之
時
分
、
沢
山
ニ
頂
、
忝
候
、
明
朝
之
数
寄
ニ
用
立
可
レ
申
与
令
二

満
足
一
候
」
と
述
べ
て
い
る
。

（「
同
上
」）

　　

と
こ
ろ
で
、
将
軍
家
鷹
匠
に
懇
願
し
て
い
た
鷹
の
鳥
な
ど
は
、
伊
達
邸
に
届
け
ら
れ
た
こ
と
は
、
次
に
よ
っ
て
わ
か
る
。
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返
々
忝
候
、
尚
以（
面
）
重
御
礼
可
レ
申
候

　
　

今
時
者
、
世
上
鶉
無
レ
之
時
分
、
沢
山
ニ
預
、
忝
候
、
明
朝
之
数
寄
ニ
用
立
可
レ
申
与
、
令
二
満
足
一
候
、
恐
惶
謹
言
、

　
　
　
　
　

十
（
寛
永
二
年
）

月
十
七
日

　
　
　
　
　

小
栗
長（政
次
）右様

　
　
　
　
　
　
　
　
　
人
々
御
中

（「
同
上
」）

　

こ
こ
に
十
月
十
八
日
の
「
数
寄
」
と
あ
る
が
、
当
時
、
伊
達
政
宗
の
茶
会
に
招
か
れ
て
い
た
の
は
、
酒
井
忠
世
・
酒
井

忠
勝
・
酒
井
忠
行
・
永
井
尚
政
・
伊
丹
康
勝
・
阿
部
正
次
・
内
藤
忠
重
・
稲
葉
正
勝
・
鳥
居
忠
政
・
細
川
全
隆
・
牧
野
忠

成
な
ど
主
だ
っ
た
幕
閣
・
大
名
た
ち
で
あ
っ
た
。
茶
会
の
懐
石
に
「
鷹
の
鳥
」
な
ど
の
振
舞
い
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

さ
て
鷹
の
鶴
は
徳
川
秀
忠
か
ら
も
下
賜
さ
れ
た
。

　
「
大
御
所
様
、
初
之
御
鷹
野
ニ
被
レ
為
レ
取
候
真
鶴
、
拝
領
仕
候
」
と
あ
る（
寛
永
二
年
十
月
二
十
四
日

付
竹
田
定
宣
宛
政
宗
書
状
）。

こ
こ
に
見
え
る
よ
う
に
、
大
御
所
秀
忠
の
鷹
野
は
同
年
初
め
て
の
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
を
政
宗
は
よ
り
詳
し
く
仙

台
に
在
城
の
伊
達
忠
宗
に
宛
て
て
、
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「
今
月
⃝
始廿一
日
六
郷
ヘ（
徳
川
秀
忠
）

而
大
御
所
様
御
鷹
野
ヘ
被
二
成
出
一
候
、
真
鶴
一
・
黒
鶴
一
・
白
鶴
一
為
二
御
取
一
被
レ
成
候
キ
、
黒
鶴
者　

禁

裏
ヘ
被
レ
成
二
御
上
一
、
白
鶴
ハ
松（前
田
利
常
）

平
筑
前
守
殿
ヘ
被
レ
下
、
真
鶴
之
一
段
大
ニ
候
を
、
我
等
ニ
被
レ
下
候
、
初
之
御
鷹
与
（
と
）云

、

如
レ
此
之
仕
合
有
間
敷
事
与（と
）、

諸
人
唱
ニ
候
」

と
い
う
書
状
を
遣
わ
し
て
い
る（『
同
上
』
伊
達
政
宗
文
書
３

寛
永
二
年
十
月
二
十
五
日
付
）。

　

こ
こ
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
大
御
所
秀
忠
の
初
鷹
野
に
お
け
る
獲
物
は
み
ご
と
な
鶴
三
羽
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
う
ち
後

水
尾
天
皇
へ
は
黒
鶴
を
献
上
、前
田
利
常
へ
は
白
鶴
を
、そ
し
て
伊
達
政
宗
へ
は
一
段
大
き
な
真
鶴
を
下
賜
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　

最
後
に
、
一
般
の
家
臣
た
ち
は
鷹
の
鳥
の
賞
味
に
預
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
こ
と
を
確
か
め
て
お
き
た
い
。
な

ぜ
な
ら
、
徳
川
家
康
に
よ
っ
て
、
鷹
狩
は
朝
廷
・
公
家
衆
に
は
禁
制
が
出
さ
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
、
大
名
家
の
家
臣
に
対

し
て
も
、
規
制
が
加
え
ら
れ
て
い
た
か
ら
、
鷹
の
鳥
の
賞
味
は
難
し
か
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
徳
川
家

康
に
よ
っ
て
こ
の
禁
制
が
出
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
伊
達
政
宗
は
、

　

	

一
内（徳
川
家
康
）

府
様
御
法
度
に
て
、
下
々
鷹
使
候
事
、
被
二
相
留
一
候
条
、
鷹
野
ヘ
出
候
義
、
必
々
無
用
ニ
候
、
若
小
鷹
な
と
ハ
、

し
の
ひ
に
一
よ
り
二
よ
り
の（６
）や
う
に
、
ま
れ
に
つ
か
ひ
可
レ
申
候
、」（『
仙
台
市
史
資
料
篇
⓫
』
所
収
「
伊
達
政
宗
文
書
２
」

慶
長
七
年
九
月
二
十
六
日
大
和
田
筑
後
守
忠
清
宛
掟
書
）

と
述
べ
て
い
る
。
た
だ
し
、小
鷹（
鷂
・
隼
・
長
元
坊
な
ど
）を
目
立
た
ぬ
よ
う
に
稀
に
つ
か
う
よ
う
に
せ
よ
、と
し
て
い
る
。

た
ま
に
は
小
鷹
を
仕
う
に
し
て
も
、
農
民
の
「
作
毛
な
と
に
、
努
（
ゆ
め
〳
〵
）

々
さ
ハ
リ
候
事
、
堅
有
間
敷
事
」
と
も
つ
け
加
え
て
い

る
。
大
和
田
忠
清
な
ど
は
嗣
子
伊
達
秀
宗
の
側
近
に
仕
え
る
家
臣
で
あ
る
の
で
、
少
々
の
許
し
が
あ
っ
た
よ
う
だ
が
、
一
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般
の
家
臣
の
鷹
狩
は
禁
じ
ら
れ
て
行
っ
た
の
で
あ
る
。

　

そ
の
よ
う
に
し
て
一
家
・
一
族
の
者
た
ち
に
と
っ
て
は
「
御
鷹
ノ
鳥
」
を
振
舞
わ
れ
た
り
、
下
賜
さ
れ
た
り
す
る
こ
と

が
一
層
重
要
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

㈤　

鷹
の
確
保
策

　

奥
羽
の
地
が
古
来
、
名
鷹
の
産
地
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
こ
れ
ま
で
に
も
触
れ
た
。
江
戸
時
代
中
期
以
降
に
各

藩
の
鷹
巣
山
を
記
し
た
「
鷹
出
所
名
録
」（『
放
鷹
』
所
収
）に
よ
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
見
え
て
い
る
。

　
　

松
前　

七
十
六
か
所　
　

南
部　

八
十
二
か
所

　
　

佐
竹　

八
十
三
か
所　
　

陸
奥　

百
三
十
か
所

　
　

上
杉　
　
　

七
か
所　
　

津
軽　

四
十
四
か
所

　
　

戸
澤　
　

十
八
か
所　
　

日
光　

三
十
七
か
所

　
　

鹿
島　
　

十
七
か
所　
　

常
陸　
　
　

四
か
所

　
　

武
州　
　

十
三
か
所　
　

下
野　
　
　

八
か
所

　
　

上
州　
　

十
一
か
所　
　

信
州　

六
十
四
か
所
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飛
駄　
　
　

十
か
所　
　

岩
城　
　
　

八
か
所

　
　

下
総　
　
　

一
か
所　
　

甲
州　
　

十
八
か
所

　
　

長
門　
　
　

三
か
所　
　

伊
豫　
　

二
十
か
所

　
　

遠
州　
　
　

一
か
所　
　

薩
摩　
　
　

二
か
所

　
　

駿
州　
　
　

四
か
所　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
合
計
六
百
六
十
一
か
所
）

　

伊
達
政
宗
の
領
内（
陸
奥
）の
鷹
巣
山
は
全
体
の
お
よ
そ
二
割
を
占
め
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

　

政
宗
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
が
、
当
時
の
大
名
に
と
っ
て
、
鷹
確
保
の
目
的
は
三
つ
あ
っ
た
。
ま
ず
、
自
ら
の
鷹
狩

に
駆
使
す
る
た
め
で
あ
り
、
次
に
将
軍
家
へ
の
献
上
及
び
幕
閣
・
諸
大
名
へ
の
進
物
に
用
い
る
た
め
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
、

自
家
々
中
の
家
臣
へ
の
贈
遣
に
用
い
る
た
め
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
、
鷹
を
毎
年
、
恒
常
的

に
揃
え
て
置
く
べ
き
で
は
あ
っ
た
が
、
必
ず
し
も
そ
う
い
う
わ
け
に
は
行
か
な
か
っ
た
。

　

た
と
え
ば
、
諸
大
名
が
い
か
に
鷹
巣
山
を
多
く
所
有
し
て
い
た
に
せ
よ
、
鷹
の
巣
か
ら
幼
鳥
を
盗
ま
れ
る
鷹
に
し
て
み

れ
ば
、
警
戒
心
の
あ
ま
り
、
お
の
ず
と
奥
山
に
巣
を
懸
け
る
よ
う
に
な
る
か
ら
、
毎
年
の
よ
う
に
巣
お
ろ
し
の
鷹
の
子
を

育
て
る
の
も
難
し
い
の
で
あ
る
。

　

こ
の
こ
と
を
如
実
に
物
語
る
伊
達
政
宗
の
書
状
が
あ
る
。
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以
上
、

　
	

今
度
、　　

大（徳
川
秀
忠
）

御
所
様
へ
若
大
鷹
二
居
致
二
進
上
一
候
、
当
年
御
鷹
数
出
来
不
レ
申
候
而
、
致
二
迷
惑
一
候
、
乍
レ
去
出
来

次
第
ニ
追
々
進
上
可
レ
申
候
、
当
夏
御
巣
鷹
も
無
二
御
座
一
候
而
、
于
レ
今
迷
惑
仕
候
、
猶
内
藤（
正
重
）

外
記
方
へ
申
入
候
、
様

子
可
レ
有
二
御
尋
一
候
、
恐
惶
謹
言
、

　
　
　
　
　

十
（
寛
永
元
年
）

月
五
日

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

土
井
大（利
勝
）炊頭

様

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
人
々
御
中

（『
同
上
』
伊
達
政
宗
文
書
３
）

　

こ
れ
は
、
伊
達
政
宗
が
大
御
所
徳
川
秀
忠
に
若
大
鷹
二
居
を
献
上
し
た
が
、
今
年
は
「
御
鷹
数
出
来
不
レ
申
候（７
）而

、
致

二
迷
惑
一
」
し
た
と
い
う
。
そ
う
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
出
来
次
第
、
追
々
進
上
す
る
つ
も
り
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

そ
う
し
て
、「
当
夏
御
巢
鷹（８
）も
無
二
御
座
一
候
而
」、
今
な
お
迷
惑
し
て
い
る
の
で
あ
る
、
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る

（「
伊
達
政
宗
文
書
３
」
同
年
十
月
五

日
付
土
井
利
勝
宛
伊
達
政
宗
書
状
案
）。
さ
ら
に
、同
日
付
の
太
田
平
三
郎
宛
の
政
宗
書
状
に
は
、政
宗
が
将
軍
徳
川
家
光
へ
も「
若

大
鷹
二
居
」
を
進
上
し
て
い
る
こ
と
が
み
え
て
い
る
。
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伊
達
政
宗
は
、
幕
府
鷹
匠
の
加
藤
伊
織
と
太
田
平
三
郎
に
対
し
て
は
、
一
層
詳
し
い
情
報
を
伝
え
て
い
る
。
鷹
数
不
足

の
原
因
は
、
年
々
、
鷹
巣
を
守
る
者
の
怠
慢
に
あ
る
と
断
じ
て
、
政
宗
は
そ
の
一
人
を
「
は（
機
物
）
た
も
の
ニ
あ（上
）け
申
候
」
と
し

て
処
刑
し
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る（「
同
上
」
同
日
付
内

藤
正
重
宛
書
状
案

）。

　

な
お
、
伊
達
政
宗
は
、
鷹
数
の
不
足
を
よ
ほ
ど
気
に
懸
け
て
い
た
ら
し
く
、
大
御
所
徳
川
秀
忠
へ
は
「
白
之
隼
一
居
」

を
追
加
し
て
進
上
し
て
い
る
。
そ
の
際
、「
夏
中
御
巣
鷹
」
は
「
唯
二
巣
御
座
候
」
し
ま
つ
な
の
で
、「
巣
守
之
者
」
を
「
は

た
も
の
に
」
申
し
付
け
た
と
、
こ
こ
で
も
断
っ
て
い
る（「
同
上
」
十
月
九
日
付

内
藤
正
重
宛
書
状
案

）。

　

こ
の
時
期
、江
戸
在
府
中
の
政
宗
が
国
元
か
ら
の
鷹
の
到
着
に
気
を
も
ん
で
い
た
の
は
な
ぜ
な
の
か
。
そ
れ
は
ど
う
も
、

徳
川
秀
忠
の
久
喜
へ
の
初
鷹
野
が
間
近
に
迫
っ
て
い
た
せ
い
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
国
元
の
伊
達
忠
宗
か
ら
は
「
隼
大

小
五
ツ
」
が
も
た
ら
さ
れ
た
。
そ
の
内
、
大
隼
は
雁
取
に
す
ぐ
れ
た
逸
物
の
よ
う
だ
と
喜
ん
で
い
る（「
同
上
」
同
九
日
付

松
平
忠
宗
宛
書
状
案
）。

　

伊
達
の
鷹
は
人
気
の
的
で
あ
っ
た
ら
し
く
、
大
御
所
の
鷹
野
に
随
伴
す
る
よ
う
な
幕
閣
・
大
名
た
ち
が
欲
し
が
っ
て
い
た
。

次
の
政
宗
書
状
案
は
そ
れ
を
よ
く
伝
え
て
い
る
。

　

	

鷹
御
所
望
ニ
付
而
、
居
手
御
越
候
、
鳥
屋
兄
鷹
一
逸
物
御
座
候
、
鳥
屋
之
内
ニ
而
、
爪
一
本
抜
候
而
、
疵
鷹
ニ
成
申
候
間
、

進
不
レ
申
候
、
此
若
鷹
兄
鷹
雉
子
二
ツ
三
ツ
合
申
候
、
一
段
逸
物
左
右
ニ
御
座
候
間
、
則
進
候
、
当
年
者
一
切
鷹
数
無

レ
之
候
得
共
、
無
二
是
非
一
進
候
、
御
自
愛
可
レ
為
二
本
望
一
候
、
内
々
御
約〔
束
〕
速
之
大
心
之
巣
鷹
、
来
夏
必
可
レ
預
候
、
頼

入
存
候
、
恐
惶
謹
言
、
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十
（
寛
永
元
年
）

月
十
六
日

　
　
　
　
　

金
（
金
森
重
頼
）

雲
州
様

　
　
　
　
　
　
　
　
御　

報

（「
同
上
」）

　

こ
れ
は
、
金
森
重
頼
が
居す
え
て手（

鷹
匠
）を
政
宗
の
元
に
遣
わ
し
て
鷹
を
所
望
し
て
き
た
の
に
対
し
て
、「
若わ
か
だ
か
の
し
ょ
う

鷹
兄
鷹
」
を

進
じ
よ
う
と
記
し
て
い
る
。
こ
の
兄し
ょ
う鷹

は
す
で
に
雉
子
を
二
つ
三
つ
合
わ
せ
た
「
一
段
の
逸い
ち
も
つ物

」
だ
と
強
調
し
て
い
る
。

だ
が
、
金
森
重
頼
の
鷹
匠
は
当
初
、「
鳥と
や
の
し
ょ
う

屋
兄
鷹
」
を
逸
物
と
し
て
欲
し
が
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
の
鷹
は
残
念
な
こ

と
に
「
鳥
屋
之
内
ニ
而
、
爪
一
本
抜
候
」
て
疵
鷹
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
わ
け
で
、
あ
き
ら
め
た
の
で
あ
る
。

　

鷹
は
伝
染
病
の
た
め
に
多
数
死
ぬ
こ
と
も
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
元
和
六
年（
一
六
二
〇
）に
は
「
当
年
之
巣
鷹
無
クレ
残
リ
煩
ヒ

落
候
而
、
雲
雀
鷹
遣
不
レ
申
、
無
念
存
候
、」
と
い
う
ほ
ど
で
あ
っ
た（「
同
上
」
七
月
十
六
日
付

内
藤
正
重
宛
政
宗
書
状
案
）。
雲
雀
を
と
る
こ
と
さ
え
出
来

な
い
と
、
い
う
。

　

し
た
が
っ
て
、同
年
秋
に
は
、「
当
秋
之
鷹
ハ
、于
レ
今
一
切
不
レ
出
候
」と
い
う
あ
り
さ
ま
で
あ
っ
た（「
同
上
」
九
月
廿
日
付
松

平
忠
宗
宛
政
宗
書
状
案

）。

　

領
内
の
鷹
だ
け
で
は
覚
束
な
い
ゆ
え
に
、
鷹
の
確
保
の
た
め
に
は
、
伊
達
家
の
場
合
も
、
佐
竹
・
南
部
両
家
同
様
、
松

前
鷹
に
頼
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
伊
達
政
宗
は
仙
台
か
ら
松
前
ま
で
の
鷹
を
求
め
る
の
に
必
要
な
賃
金
を
定
め
て
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い
る
。
す
な
わ
ち
『
伊
達
家
文
書
之
二
』
に
、
寛
永
八
年（
一
六
三
一
）六
月
廿
六
日
付
「
伊
達
政
宗
路
銭
及
駄
賃
條
目
」

と
い
う
旅
費
規
定
が
あ
る
。

　

一	

御
国
本
よ
り
松
前
ヘ
、
御
鷹
御
用
付
而
被
レ
遣
候
道
積
上
下
、
金
ヶ
崎
よ
り
十
三
日
、
此
駄
賃
代
、
大
荷
壹
駄
ニ
貳

貫
四
百
三
拾
壹
文
、
乗
懸
壹
駄
ニ
貳
貫
百
三
十
貳
文
、
路
銭
者
其
身
壹
留
ニ
三
拾
文
遣
レ
之
事
、
并
津
軽
之
内
の
へ

ち
よ
り
、
松
前
ま
で
上
下
船
賃
之
分
ニ
、
壹
分
判
四
切
宛
可
レ
被
二
相
渡
一
事

　

こ
れ
ほ
ど
の
時
間
と
経
費
を
投
入
し
て
も
な
お
、
松
前
鷹
を
確
保
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

㈥　

鷹　
　

匠

　

伊
達
政
宗
は
自
ら
鷹
を
臂
に
し
て
鷹
野
に
出
て
い
た
こ
と
は
す
で
に
明
ら
か
で
あ
り
、
徳
川
家
康
も
ま
た
同
様
で
あ
っ

た
か
ら
、
両
者
は
し
ば
し
ば
鷹た
か
ば
な
し咄（

鷹
の
物
語
）に
興
じ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

　

政
宗
は
鷹
術
の
機
微
に
つ
い
て
も
精
通
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
次
の
史
料
が
そ
れ
を
よ
く
伝
え
て
い
る
。

御
案
文
留
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尚
々
、
此
方
何
此
御
越
候
哉
、
待
兼
申
候
、
以
上
、

　
	

態（わ
ざ
と
）
為
二
飛
脚
一
申
候
、
今
度
武
州
府
中
ヘ
鷹
野
ニ
て
参
、
彼
隼
之
振
舞
見
申
候
、
扨
々
一
段
逸
物
に
而
大
慶
ニ
候
、
内
々

御
物
語
申
候
、
白
も
、
大
鷹
合
ニ
三
ツ
四
取
申
候
、
稽
古
仕
候
験
与
（
と
）満

足
此
事
ニ
候
、
然
者
隼
共
鳥
屋
之
飼
様
、
何
と

仕
候
か
能
候
哉
、
と
て
も
〳
〵
御
報
ニ
懇
ニ
承
度
候
、
年
月
是
ニ
而
飼
申
候
ハ
、
大
鷹
ゟ
（
よ
り
）お
そ
く
毛
羽
仕
候
間
、
秋
之

鳥
屋
出
遅
候
而
、
用
に
立
か
ね
申
候
、
相
伝
申
度
候
、
恐
惶
謹
言
、

　
　
　
　
　
　
　

三（慶
長
十
八
年
）

月
十
四
日

　
　
　
　
　
　
　
　

中
川
将（重
信
）監様	

人
々
御
中

	（『
仙
台
市
史　

伊

達
政
宗
文
書
２
』）

　

中
川
将
監（
重
清
）は
本
多
正
信
の
長
男
、
本
多
正
純
の
こ
と
で
あ
り
、
徳
川
家
康
に
近
侍
し
、
ま
た
秀
忠
に
仕
え
て
い

る
が
、
政
宗
の
文
面
か
ら
判
断
す
れ
ば
き
わ
め
て
鷹
に
精
通
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　
「
今
度
武
州
府
中
へ
鷹
野
」
と
い
う
の
は
、
三
月
八
日
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
同
日
付
で
柳
生
宗
矩
に
「
鷹
之
雁
」
と
共

に
宛
て
た
政
宗
の
書
状
に
明
ら
か
で
あ
る
。

　

ま
た
、
酒
井
家
次
に
宛
て
て
も
、
同
月
十
日
付
で
、「
将
又
拙
者
事
得
二
御
意
一
武
州
府
中
ヘ
参
、
鷹
野
仕
、
一
両
日
已

前
罷
帰
候
、
懸
二
御
目
一
、
鷹
野
之
御
物
語
申
度
候
」
と
述
べ
て
い
る
。
な
お
、
こ
の
鷹
狩
は
三
月
十
三
日
に
行
わ
れ
る
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自
邸
で
の
「
御
振
舞
乱
舞
」
興
行
に
備
え
た
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る（「
同
上
」）。

　

さ
て
、
中
川
将
監
宛
て
の
書
状
案
に
立
戻
っ
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。
隼
の
逸
物
ぶ
り
を
よ
ろ
こ
び
、
白
隼
と
大
鷹
と

共
に
活
躍
し
た
の
は
稽
古
の
効
果
だ
と
満
足
し
て
い
る
。
こ
の
隼
は
中
川
重
清
か
ら
贈
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、「
隼
共

鳥
屋
之
飼
様
」
を
ど
の
よ
う
に
す
れ
ば
、
こ
の
よ
う
に
す
ば
ら
し
く
仕
上
る
の
か
と
訊
ね
て
い
る
。

　

政
宗
の
や
り
方
で
は
隼
の
仕
立
て
が
大
鷹
よ
り
遅
く
な
り
、
毛
羽
も
そ
ろ
わ
な
い
の
で
秋
の
鳥
屋
出
し
が
遅
れ
て
、
鷹

狩
の
用
に
立
た
な
い
と
歎
い
て
い
る
。
中
川
重
清
か
ら
、
直
々
に
相
伝
し
て
も
ら
い
た
い
と
述
べ
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
鷹
、
隼
に
関
す
る
話
題
は
、
政
宗
独
断
の
も
の
で
は
な
く
て
、
お
そ
ら
く
側
近
に
仕
え
る
鷹
匠
た
ち
と
の
間
で

取
り
交
わ
さ
れ
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
ろ
う
。

　

こ
こ
で
伊
達
政
宗
の
鷹
匠
に
つ
い
て
概
観
し
て
お
く
こ
と
に
す
る
。
最
も
ま
と
ま
っ
た
形
で
知
ら
れ
る
の
は
、
文
禄
元

年（
一
五
九
二
）正
月
の
「
朝
鮮
御
出
陣
供
ノ
記
」
で
あ
る
。
こ
の
時
、
豊
臣
秀
吉
は
政
宗
に
対
し
、
人
数
千
五
百
を
率
い

る
よ
う
命
じ
た
が
、
実
際
は
「
馬
上
三
十
騎
・
鉄
砲
百
挺
・
弓
五
十
張
・
鑓
百
本
・
昇の
ぼ
り三
十
本
・
雑
兵
共
ニ
都
合
三
千
」

に
な
っ
た
と
い
う
。
そ
し
て
、
軍
列
の
中
に
鷹
匠
が
次
の
よ
う
に
加
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
　

御
鷹
師
衆

　

荒
井
雅
楽
助　
　
　
　

佐
藤
文
助

　

荒
井
外
記
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御
手
明
衆

　

高
橋
次
助　
　
　
　
　

佐
々
熊
助

　

落
合
百
助　
　
　
　
　

松
岡
清
右
衛
門

　

原　

次一本
次
右
衛
門

左
衛
門　
　
　

下　

十
右
衛
門

　

長
尾
源
太
郎　
　
　
　

堀
江
十
内

　

支
倉
六
右
衛
門　
　
　

網
一
本
吉
兵
衛

代
喜
兵
衛

　

深
島
二
右
衛
門　
　
　

佐
々
木
五
右
衛
門

　

太
齋
無
助　
　
　
　
　

同　
　

只
助

　

細
谷
甚
兵
衛　
　
　
　

眞
柳
十
助

　

永
一
本
佐
太
吉

沼
佐
太
郎

　

こ
の
鷹
匠
た
ち
二
十
人
は
、
重
臣（
三
十
人
）・
小
姓
組（
三
十
一
人
）・
右
筆
衆（
五
人
）・
相
伴
衆（
一
人
）・
同
朋
衆（
二
人
）・

物
置
奉
行
衆（
一
人
）・
大
所
衆（
五
人
）の
次
に
列
挙
さ
れ
て
お
り
、
鷹
匠
の
あ
と
に
は
「
所
不
断
衆
」（
二
十
七
人
）・
馬
薬

飼（
一
人
）・
口
取（
八
人
）・「
御
小
人
、
桐
之
助
組
、
十
郎
左
衛
門（
人
数
は
記

入
無
し

）」。
と
続
い
て
い
る
。
鷹
匠
が
伊
達
家
中
で

重
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
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こ
こ
に
見
え
る
「
御
鷹
師
衆
」
の
ほ
か
に
、元
和
元
年（
一
六
一
五
）の
大
坂
夏
の
陣
に
際
し
て
は
、「
御
鷹
師
組
」
と
し
て
、

次
の
名
を
挙
げ
て
い
る
。

　
「
飛
口
源
蔵
・
佐
藤
平
右
衛
門
・
安
達
利
兵
衛
・
紺
野
惣
七
・
佐
藤
十
三
郎
・
高
橋
仲
助
・
高
屋
源
助
・
荒
井
助
九
郎
・

大
内
又
蔵
」
と
あ
る
。
そ
の
後
、「
大
坂
備
ノ
図
」
に
よ
れ
ば
「
御
鷹
師
衆
、
松
本
若
狭
・
高
野
源
兵
衛
」
の
名
を
記
し

て
い
る（
以
上
『
伊
達
治
家

記
録
巻
之
二
十
四
』）。

　

と
こ
ろ
で
、「
手
明
衆
」
と
は
、
鷹
匠
の
補
佐
を
つ
と
め
る
修
業
中
の
者
で
あ
り
、
経
験
を
積
め
ば
鷹
匠
に
昇
進
が
許

さ
れ
る
者
た
ち
の
こ
と
で
あ
る
。

　

な
お
、
寛
永
十
一
年（
一
六
三
四
）六
月
伊
達
政
宗
は
、
将
軍
上
洛
の
先
駆
と
し
て
入
洛
し
た
が
、
そ
の
盛
大
な
行
列
の

中
に
も
「
御
鷹
五
居
餌
刺
犬
引　

御
鷹
師
衆
数
不
知

」
が
加
わ
っ
て
い
た（「
貞
山
公
治
家
記
録
」）。

　

先
述
し
た
よ
う
に
、当
時
は
「
鷹
匠
―
鷹
師
―
手
明
」
と
い
う
組
織
が
で
き
て
お
り
、こ
の
ほ
か
鷹
餌
を
担
う
餌
刺（
差
）

と
犬
引（
飼
）た
ち
も
従
属
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

元
和
九
年（
一
六
二
三
）の
頃
、
伊
達
政
宗
は
嗣
子
忠
宗
の
鷹
匠
頭
に
佐
藤
家
信（９
）を
任
じ
て
い
た
が
、
伊
達
家
鷹
匠
の
法

度
を
公
布
し
て
数
多
く
の
鷹
匠
の
統
制
を
図
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
り
、
次
の
「
鷹
匠
方
法
度
書
」
が
伝
わ
っ
て
い
る
。

　

一
御
法
度
書
写

465

第六節　　仙台藩主伊達政宗の鷹狩



　
　
　

御
法
度
之
覚

　

一
朝
暮
御
鷹
す（据
）へ
つ（
繋
）
な
き
、
油
断
仕
間
敷
事
、

　

一
面
々
預
之
御
鷹
共
、
煩
候
か
、
た（仮
令
）とひ（
怪
我
）

け
か
仕
候
共
、
則
長（佐
藤
家
信
）

佐
衛
門
に
可
二
申
聞
一
事

　

一	

な
に
事
に
よ
ら
す
、
長
佐
衛
門
下
知
相
背
間
敷
候
、

　

も
し
非
分
の
義
申
候
者
、誰
を
以
成
共
可
二
申
上
一
候
、不
二
申
上
一
候
て
、下
知
相
背
候
者
、曲
事
可
レ
被
二
仰
付
一
候
事
、

　

右
条
々
不
レ
可
レ
有
二
相
違
一
者
也
、
仍
如
レ
件
、

　
　
　
　
　

元（一
六
二
三
）

和
九
年

　
　
　
　
　
　
　
　

十
月
廿
二
日

	
	

	

（「
伊
達
政
宗
文
書
３
」）

　

鷹
を
飼
育
す
る
に
は
羽
根
の
生
え
替
る
夏
季
を
除
い
て
、
毎
朝
毎
晩
、
拳
に
据
え
て
屋
外
を
歩
き
回
り
訓
練
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
怠
た
れ
ば
鷹
は
使
い
も
の
に
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　

次
に
伊
達
家
の
あ
ま
た
の
鷹
は
多
く
の
鷹
匠
に
預
け
て
面
々
に
調
養
さ
せ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
鷹
の
病
気
・
怪
我

が
生
じ
た
場
合
は
す
ぐ
さ
ま
鷹
匠
頭
佐
藤
家
信
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

　

こ
れ
と
同
様
の
指
示
は
元
和
二
年（
一
六
一
六
）、
茂
庭
綱
元
に
対
し
て
も
出
さ
れ
て
お
り
、
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一	

鷹
共
、
一
日
も
早
々
鳥
屋
ヘ
入
可
レ
然
候
、
下
ヘ々
預
置
候
鷹
共
、
手
前
に
而
鳥
屋
飼
度
与
（
と
）申

者
候
者
、
其
分
ニ
可
レ

仕
候
、
餌
を
ハ
ゑ（
餌
刺
）
さ
し
衆
ゟ
（
よ
り
）為

レ
届
可
レ
申
候
、
下
ニ々
預
ケ
置
候
鷹
、
た
（
鷹「
匠
」）

か
じ
や
う
衆　
（
後
欠
）

（「
伊
達
政
宗
文
書
３
」）

　

こ
の
書
状（
断
簡
）の
冒
頭
に
は
「
大
御
所
様
種
々
御
養
成
被
レ
成
候
へ
共
、
無
二
御
本
復
一
候
而
、
大
形
今
明
日
中
御
果

可
レ
被
レ
成
躰
候
」
と
述
べ
て
い
る
か
ら
、
徳
川
家
康
死
去
の
元
和
二
年
四
月
十
七
日
直
前
に
書
か
れ
た
こ
と
が
推
測
で

き
る
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、
四
月
十
日
す
ぎ
と
も
な
れ
ば
、
鷹
は
鳥
屋
へ
入
れ
て
調
養
さ
せ
る
時
機
で
あ
る
こ
と
を
、
政

宗
は
気
が
急
く
ま
ま
に
述
べ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

　

下
々
の
鷹
師
・
手
明
の
衆
に
預
け
て
置
い
た
鷹
は
望
み
が
あ
れ
ば
そ
の
ま
ま
鳥
屋
飼
に
入
っ
て
も
よ
い
と
し
た
。
鳥
屋

期
間
中
の
餌
は
餌
差
衆
よ
り
届
け
さ
せ
る
よ
う
に
と
も
述
べ
て
い
る
。
こ
の
期
間
の
給
餌
は
き
わ
め
て
大
切
で
あ
っ
た
か

ら
で
あ
る
。
右
の
法
度
書
の
末
尾（
後
欠
）の
部
分
を
想
像
す
れ
ば
、
前
出（
元
和
九
年
法
度
の
覚
）に
つ
な
が
っ
て
ゆ
く
よ
う

な
内
容
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

ま
た
伊
達
政
宗
は
元
和
三
年
十
一
月
四
日
付
で
「
鳥と
り
の
は
っ
と

之
法
度
」
と
い
う
命
令
を
茂
庭
綱
元
に
発
し
、
鷹
匠
た
ち
を
茂
庭

綱
元
の
屋
敷
に
召
集
し
た
上
で
こ
れ
を
き
つ
く
申
し
付
け
よ
と
伝
え
て
い
る（「
伊
達
政
宗
文
書
３
」）。
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こ
の
法
度
の
内
容
は
二
点
あ
り
、
一
つ
は
免
許
の
な
い
時
と
場
所
で
鉄
砲
を
打
つ
こ
と
を
取
締
れ
と
言
い
、
他
の
一
つ

は
「
ゆ
る
し
な
く
大だ
い鷹
・
兄し
ょ
う鷹
者
不
レ
及
レ
申
、
鷹
場
ニ
而
小
鷹
ニ
而
も
遣
候
ハ
ゝ
、
可
レ
為
二
越
度
一
候
」
と
い
う
も
の
で

あ
る
。
鉄
砲
云
々
と
は
、「
四
月
晦
日
ゟ
（
よ
り
）七
月
晦
日
迄
ハ
）
10
（

」、
稽
古
の
た
め
に
屋
敷
内
で
鉄
砲
を
打
っ
て
も
よ
い
が
、
鷹
場

で
は（
他
の
期
間
同
様
）打
っ
て
は
な
ら
な
い
と
厳
命
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
四
月
晦
日
よ
り
七
月
晦
日
ま
で
と
指

定
し
た
の
は
、
現
代
に
も
通
ず
る
禁
猟
期
間
に
同
じ
で
あ
る
。
何
よ
り
鷹
場
の
諸
鳥
を
繁
殖
さ
せ
る
う
え
で
重
要
な
策
で

あ
っ
た
ろ
う
。
利
府
近
辺
の
鷹
場
の
見
張
り
を
さ
せ
て
い
る
「
百
姓
ニ
に（
似
合
）

あ
い
〳
〵
ニ
ほ
う
び
を
と
ら
せ
」
て
鉄
砲
を
監

視
さ
せ
る
よ
う
、
鷹
匠
頭
荒
井
外
記
に
伝
え
よ
と
も
あ
る
。

　

以
上
、
幕
藩
体
制
の
成
立
期
に
は
、
鷹
場
制
度
が
で
き
、
ま
た
大
名
層
以
下
の
鷹
狩
は
厳
し
い
制
約
下
に
置
か
れ
て
い

た
こ
と
が
確
認
で
き
た
。
こ
の
過
程
で
、大
名
の
家
臣
の
鷹
狩
は
制
約
さ
れ
た
の
で
あ
り
、大
名
の
鷹
調
養
は
鷹
匠
に
よ
っ

て
専
門
的
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
大
名
は
そ
の
城
下
町
に
「
鷹
匠
町
」
を
つ
く
っ
て
、
鷹
匠
を
完
全
に
掌
握
す
る

よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

鷹
匠
の
生
活
に
対
し
て
ま
で
厳
し
い
管
理
が
行
わ
れ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
鷹
野
に
出
た
と
き
の
次
の
掟
に
よ
く
表
れ

て
い
る
。

　
　
　

陸
（
伊
達
政
宗
）

奥
守
鷹
野
之
掟

　

一
供
之
者
以
下
、
所
々
百
姓
以
下
に
た
い
し
、
慮
外
有
へ
か
ら
す
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一
朝
食
之
上
、
酒
こ
（
小
盃
）

さ
か
つ
き
に
て
三
盃
、
但
、
時
に
ゟ
（
よ
り
）五
も
、

　

一
晩
ニ
者
心
次
第
、
但
、
大
酒
停
止
々
々

　

一
今
度
雪
風
に
お
と
な
げ
な
く
、
あ
と
に
残
る
中
の
科
代
之
）
11
（

事　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　

元（一
六
一
六
）

和
二
年
極
月
三
日　
　
　

政
宗（
花
押
）

（「
伊
達
政
宗

文
書
３
」　

）

　

第
四
章
な
ど
で
も
触
れ
た
こ
と
だ
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
鷹
書
に
よ
れ
ば
鷹
調
養
は
人
並
は
ず
れ
た
忍
耐
を
伴
う
も
の
で
あ

る
こ
と
が
分
か
る
。
鷹
匠
も
鷹
も
神
経
を
摺
り
減
ら
し
て
い
る
。
こ
こ
に
掲
げ
た
「
鷹
野
之
掟
」
は
、
鷹
匠
・
鳥
見
・
犬

飼
衆
た
ち
の
行
動
や
酒
乱
を
警
戒
し
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　

徳
川
家
康
や
伊
達
政
宗
な
ど
は
自
ら
鷹
に
つ
い
て
練
り
上
げ
た
技
量
を
持
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
り
、
そ
れ
だ
け
に
鷹
匠

た
ち
は
緊
張
を
強
い
ら
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
大
酒
を
呑
み
た
く
も
な
ろ
う
。

　

伊
達
政
宗
の
鷹
匠
は
江
戸
と
仙
台
の
間
を
度
繁
く
往
来
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
実
態
は
次
に
よ
っ
て
分
か
る
。

　

一
江
戸
ヘ
御
鷹
す
ゑ
罷
上
候
衆
、
の
ほ
り
ニ
ハ
拾
壱
留
分
、
下
ニ
者
七
留
宛
之
路
銭
、
可
レ
被
二
相
渡
一
事

　

一
御
鷹
之
犬
は
ミ
の
事
、
壱
疋
付
而
壱
留
ニ
六
文
宛
之
事
、
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（
『
伊
達
家
文
書
之
二
』
寛
永
八
年
六
月

廿
六
日
付
伊
達
政
宗
路
銭
及
駄
賃
條
目
）

　

江
戸
へ
上
る
と
き
は
十
一
泊
を
要
し
た
鷹
匠
は
江
戸
屋
敷
に
鷹
・
隼
を
届
け
終
れ
ば
、
帰
国
は
空
荷
で
あ
る
か
ら
七
泊

分
の
旅
賃
が
支
給
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
路
銭
に
つ
い
て
は
明
か
で
は
な
い
。
犬
飼
衆
の
餌
代
は
一
匹
一
泊
分
と
し
て
六
文

だ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

　

伊
達
政
宗
は
参
勤
の
道
中
で
も
鷹
を
仕
っ
て
い
た
が
、
寛
永
十
三
年（
一
六
三
六
）四
月
二
十
三
日
に
は
岩
瀬
郡
の
矢
吹

原
で
鶉
を
猟
ろ
う
と
し
て
馬
上
か
ら
鷹
を
合
わ
せ
た
と
い
う
。
と
こ
ろ
が
、
一
羽
の
鶉
に
抵
抗
さ
れ
て
、
鷹
は
黒
雲
の
彼

方
に
飛
び
去
っ
て
し
ま
っ
た
。
雷
鳴
と
聚
雨
の
中
を
「
縁
ナ
キ
鷹
」
と
あ
き
ら
め
て
白
川
宿
に
向
か
っ
た
と
い
う
。

　

そ
の
後
、
こ
の
年
は
徳
川
家
康
の
二
十
一
回
忌
に
あ
た
り
、
日
光
東
照
宮
で
は
、
大
造
替
・
正
遷
宮
の
大
祭
典
が
挙
行

さ
れ
た
。
第
九
章
第
四
節（
東
照
宮
の
鷹
絵
額
）で
言
及
す
る
十
二
枚
の
鷹
絵
額
が
奉
納
さ
れ
た
直
後
に
、
政
宗
は
日
光
に

参
詣
し
た
。
け
れ
ど
も
、
体
調
の
不
良
は
著
し
く
、
家
康
廟
へ
の
石
段
の
前
で
倒
れ
た
と
も
い
う
。
翌
々
日
、
四
月
二
十

七
日
に
は
、
久
喜
の
鷹
場
に
一
泊
し
翌
日
江
戸
屋
敷
に
到
着
。
病
状
は
進
行
し
て
お
り
五
月
二
十
四
日
、
七
十
年
の
生
涯

を
閉
じ
た
。

　

そ
し
て
、
寛
永
十
三
年（
一
六
三
六
）六
月
二
十
三
日
、
政
宗
の
葬
儀
が
行
わ
れ
た
が
、
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
そ
の
葬
送

の
列
に
鷹
匠
の
一
団
が
加
わ
っ
て
い
た
。
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か
ミ
そ
り
不
二
申
候
一
衆

　
　

御
鷹
師
衆
五
十
人
瀬
成
田
市
之
允

　
　
　
　
　
　
　
　
　

荒
井
外
記

　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
藤
正
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　

今
村
傳
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　

和
田
久
兵
へ
手
前

　
　

御
鷹
匠
衆
十
五
人
佐
藤
彌
吉
手
前

（
『
伊
達
家
文
書
之
三
』
同
年
六
月

廿
一
日
付
伊
達
政
宗
葬
礼
次
第
書
）

　

伊
達
政
宗
の
鷹
も
鷹
匠
も
そ
っ
く
り
そ
の
ま
ま
、
伊
達
忠
宗
に
引
き
継
が
れ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

　

と
こ
ろ
で
近
年
、
仙
台
市
博
物
館
が
所
蔵
す
る
こ
と
に
な
っ
た
史
料
に
、
伊
達
忠
宗
が
「
御
鷹
師
衆
五
十
人
」
の
う
ち

の
一
人
、
今
村
傳
衛
門
に
宛
て
た
次
の
よ
う
な
黒
印
状
が
含
ま
れ
て
い
る
。

　

○
鷹
師
衆
心
得
可
申
法
度
之
事

　

一
、	

き
り
か
ひ（
切
飼
）候
鷹
、
日
ニ
二
度
も
三
度
も
す
へ
可
レ
申
、
切
か
ひ
そ
う
ろ
う
と
て
ゑ
を
か
ひ
候
ま
ゝ
に
、
つ
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な
き
置
候
ヘ
ハ
、
に
ハ
か
に
つ
め（
詰
）か
け
候
時
、
鷹
て
あ
ら
〳
〵
あ
ら
た
か
の
こ
と
く
に
成
候
て
、
つ
か
ひ
候

ニ
あ
し
く
候
、
又
し
ゝ
を
も
少
く
つ
か
け
、
又
ハ
か
ひ
あ
け
可
レ
申
事

　

一
、	
あ
ら
き
た
か
す
へ
い
た（
出
）し
候
時
、
れ
う
し
ニ
と
や
の
戸
あ
け
ま
し
く
候
、
と
や
の
う
ち
見
定
、
戸
を
あ
け
可

レ
申
、
も
し
足
緒
を
か
り
切
候
事
有
も
の
候
間
、
其
心
得
可
レ
仕
事

　

一
、
よ
る
の
す
へ
つ
な
き
あ
か
し
に
て
可
レ
仕
事

　

一
、
よ
る
の
と
ほ
こ（
外
架
）鷹
師
衆
、
付
居
候
而
用
心
可
レ
仕
事

　

一
、	

路
地
ニ
て
に
つ
け（
荷
付
）馬
又
は
物
を
不
レ
存
候
百
姓
以
下
、
鷹
ニ
は
し
り
か
ゝ
り
申
事
候
ハ
ゝ
こ
な
た
よ
り
よ

け
可
レ
申
事

　

一
、
不
断
鷹
の
ゑ（
餌
）よ
く
よ
く
あ
ら
た
め
あ
ひ
可
レ
申
事

　

一
、
つ
か
ひ
候
は
ぬ
時
常
ニ
朝
す
へ
夕
す
ゑ
可
レ
仕
事

　

一
、	

留
置
候
お
鷹
場
て
つ
は
う
わ
な
か
ら
め　

み（
カ
）其
外
小
鷹
成
共
つ
か
ひ
申
者
候
ハ
ゝ
、
た
と
へ
親
類
衆
又
は
鷹

師
ニ
候
共　

無
二
指
図
一
つ
か
ひ
候
ハ
ゝ
無
二
遠
慮
一
可
レ
致
二
披
露
一
事

　

一
、		

鷹
師
共
頭
の
下
知
ニ
し
た
か
ひ
不
レ
申
も
の
候
ハ
ゝ
可
レ
致
二
言
上
一
候
、
但
し
な
に
よ
り
頭
之
者
相
談
を
以
、
追

拂
可
レ
申
、
若
頭
之
者
非
文
之
儀
も
候
ハ
ゝ
可
レ
為
二
曲
事
一
も
の
也

　
　
　

寛
永
拾
三
年
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霜
月
十
六
日　
（
忠
宗
黒
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

今
村
傳
衛
門

（
目
黒
卓
英
氏
寄
贈　

仙
台
市
博
物
館
所
蔵
）　

　

こ
こ
に
「
寛
永
十
三
年（
一
六
三
六
）霜
月
十
六
日
」
と
あ
る
が
、
そ
れ
は
伊
達
政
宗
の
葬
儀
の
あ
と
四
ヶ
月
の
こ
と
で

あ
る
。
政
宗
の
鷹
は
ひ
と
夏
を
越
え
て
、
鷹
部
屋
か
ら
紅
葉
濃
い
仙
台
城
の
一
郭
に
ひ
き
出
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
た
の
で

あ
る
。

　

伊
達
忠
宗
は
「
御
鷹
匠
・
佐
藤
彌
吉
」
の
進
言
を
聴
取
し
た
上
で
、
前
掲
の
法
度
を
鷹
師
衆
に
与
え
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

次
に
こ
の
法
度
に
述
べ
て
あ
る
こ
と
を
少
し
ば
か
り
説
明
し
て
お
く
。

　

一
、	「
き
り
か
ひ
」（
切
飼
）と
は
、
鳥と

屋や

か
ら
出
し
た
鷹
、
つ
ま
り
夏
の
間
に
羽
毛
の
は
え
か
わ
っ
た
鷹
で
あ
り
、
そ
の

秋
は
じ
め
て
狩
り
に
つ
か
わ
れ
る
鷹
の
こ
と
で
あ
る
。「
つ
め
か
け
」
と
い
う
の
は
、
鷹
の
爪
の
損
傷
の
こ
と
で

あ
る
。
架ほ
こ

に
繋
が
れ
て
い
る
う
ち
に
爪
が
架
木
に
ひ
っ
か
か
っ
た
か
、
足
緒
に
も
つ
れ
た
か
し
て
爪
の
一
部
が
欠

け
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
鷹
の
気
は
乱
れ
て
し
ま
っ
て
「
荒
鷹
の
こ（
如
く
）
と
く
」
な
っ
て
し
ま
う

の
で
あ
る
。
療
治
の
た
め
に
は
、
鷹
の
「
し
ゝ
」（
肉
）を
減
量
さ
せ
て
飼
養
せ
よ
。

　

一
、	（
そ
の
よ
う
に
）気
が
荒す
さ

ん
で
い
る
鷹
を
鳥
屋
か
ら
出
す
場
合
は
「
れ
う
し
」（
聊
爾
す
な
わ
ち
う
か
つ

4

4

4

）に
戸
を
開
け
て
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は
な
ら
ぬ
。
飛
び
出
し
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
屋
内
を
よ
く
見
定
め
て
戸
を
開
け
る
べ
き
で
、
も
し
や
足
緒
を

切
り
ち
ぎ
っ
て
い
る
か
も
し
れ
ず
、
よ
く
よ
く
心
得
よ
。

　

一
、	（
い
よ
い
よ
狩
り
に
つ
か
う
た
め
に
は
、
そ
の
直
前
に
）夜
据
え
と
い
っ
て
、
鷹
を
拳こ
ぶ
しに
据
え
て
一
夜
を
明
か
す
よ
う
に

せ
よ
。

　

一
、
夜
の
野
外
に
お
け
る
架
に
は
、
鷹
師
衆
を
鷹
の
そ
ば
に
つ
け
て
用
心
ぶ
か
く
監
視
さ
せ
よ
。

　

一
、	（
夜
据
え
の
時
）路
地
で
荷
付
け
馬
ま
た
は
状
況
を
知
ら
ぬ
百
姓
な
ど
が
鷹
に（
ば
っ
た
り
）遭
遇
を
し
た
と
き
は
、
鷹

匠
の
方
か
ら
避よ

け
る
べ
き
で
あ
る
。

　

一
、
ふ
だ
ん
か
ら
鷹
の
餌
は
よ
く
よ
く
点
検
を
し
て
養
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

一
、
鷹
狩
り
に
出
な
い
よ
う
な
時
は
、
常
に（
訓
練
の
た
め
）、
朝
夕
に
拳
に
据
え
る
べ
き
で
あ
る
。

　

一
、	

立
入
り
禁
止
の
伊
達
領
内
の
御
鷹
場
に
お
け
る
鉄
炮
や
罠
猟
、
そ
の
ほ
か（
鶉
や
雲
雀
な
ど
を
捉
え
る
）小
鷹（
は
い
た

か
）な
ど
を
つ
か
う
者
が
あ
っ
た
ら
、
た
と
い（
鷹
匠
の
）親
類
ま
た
は
鷹
師（
衆
）で
あ
っ
て
も
、（
伊
達
領
主
の
）指
し

図
に
よ
ら
ず
に
鷹
を
仕
う
者
が
あ
れ
ば
、
申
し
出
る
べ
き
で
あ
る
。

　

一
、	

鷹
師
ど
も
で（
鷹
匠
）頭か
し
らの
命
令
に
従
わ
な
い
者
が
あ
れ
ば
、
言
上
せ
よ
。
但
し
、
何
よ
り（
鷹
匠
）頭
の
者（
た
ち
）

が
相
談
を
致
し
、（
そ
の
よ
う
な
者
を
）追
放
せ
よ
。
も
し
も
頭
の
者
に
非
分
の
こ
と
も
あ
れ
ば
曲く
せ
ご
と事
で
あ
る
。
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注（
１
）　

ハ
ツ
ト
テ
は
法
度（
に
）て
の
こ
と
か
。
法
度
を
定
め
て
、
白
鳥
が
居
付
く
よ
う
に
せ
よ
。
と
命
じ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

（
２
）　

か
も
い
の
鷹
。
尾
を
そ
ら
し
て
体
を
丸
く
し
て
い
る
形
が
鴨
に
よ
く
似
て
い
る
の
で
こ
の
名
が
あ
る
。

（
３
）　

徳
川
秀
忠
が
よ
く
狩
り
に
つ
か
っ
て
愛
玩
し
て
い
た
鷹
の
こ
と
で
あ
る
。

（
４
）	　

鷹
の
鶴
の
料
理
に
つ
い
て
は
、
そ
の
一
例
と
し
て
寛
永
七
年
四
月
六
日
に
徳
川
秀
忠
・
家
光
に
よ
る
伊
達
家
御
成
に
際
し
て
の

「
御
成
諸
覚
書
」
を
あ
げ
る
。
家
光
饗
応
の
献
立
の
中
に
、「
御
汁　

靍　
た
け
の
こ

し
い
た
け
」、「
御
汁　

白
鳥　
う
ど
よ
き
」「
け
り　

や
き
鳥
」
な

ど
と
あ
っ
て
、
鶴
と
白
鳥
は
汁
椀
に
つ
か
わ
れ
た
こ
と
が
分
か
る
。（『
伊
達
家
文
書
之
二
』）

（
５
）	　

太
田
平
三
郎
宛
て
に
は
、「
十
六
日
・
十
八
日
・
廿
二
日
、
此
三
日
何
も
朝
客
御
座
候
」
と
あ
っ
て
、
こ
の
時
の
客
の
訪
問
が

三
日
間

0

0

0

に
及
ぶ
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。

（
６
）	　
「
一
よ
り

0

0

」
と
は
「
寄よ

り
数か

ず

」
ま
た
「
合
せ
数
」
の
こ
と
で
、
鷹
を
鳥
に
合
わ
せ
た
度
数
の
こ
と
で
あ
る
。

（
７
）	　

鷹た
か
か
ず数
が
出
来
な
い
、
と
い
う
の
は
、
四
月
か
ら
七
月
の
鷹
鳥
屋
の
期
間
に
調
教
が
う
ま
く
行
か
な
か
っ
た
の
で
と
い
う
理
由
と
、

巣
鷹
が
と
て
も
不
足
し
て
い
る
の
で
、
と
い
う
、
両
方
の
意
味
が
あ
る
。

（
８
）　

当
夏
の
巣
鷹
と
い
う
の
は
、
今
春
う
ま
れ
た
鷹
の
子
を
四
、五
月
ご
ろ
巣
か
ら
捕
獲
し
た
も
の
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

（
９
）	　

佐
藤
家
信
の
子
孫
は
代
々
、
伊
達
家
に
仕
え
、
数
多
く
の
「
鷹
匠
佐
藤
家
文
書
」
を
伝
え
て
い
る
。
こ
の
文
書
は
平
成
二
十
二

年
に
仙
台
市
博
物
館
に
寄
託
さ
れ
た
。

（
10
）　

こ
の
期
間
中
、
鷹
は
鳥
屋
に
飼
わ
れ
て
い
て
鷹
狩
は
休
止
し
て
い
る
。
諸
鳥
の
繁
殖
期
間
で
も
あ
る
。

（
11
）	　

こ
の
時
、
伊
達
政
宗
は
久
喜
に
お
い
て
鷹
狩
を
行
な
っ
た
。
元
和
二
年
十
二
月
一
日
か
ら
十
四
日
ま
で
だ
が
、
一
日
は
大
雪
に

見
舞
わ
れ
て
お
り
、
お
じ
け
づ
い
て
江
戸
に
残
る
者
が
い
た
ら
し
い
。
こ
れ
を
処
罰
す
る
と
言
う
の
で
あ
る
。
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結　
　

び

　

中
世
に
お
け
る
鷹
狩
の
実
相
は
、
地
方
の
戦
国
大
名
の
中
に
具
体
的
に
検
証
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
本
章
で
は
古
代
以

来
、
名
鷹
の
産
地
と
し
て
知
ら
れ
た
奥
羽
両
国
に
支
配
権
を
拡
大
し
た
伊
達
氏
の
鷹
狩
の
種
々
相
を
取
上
げ
た
。

　

伊
達
輝
宗
・
政
宗
の
鷹
狩
は
、
す
ぐ
れ
た
鷹
と
渡
り
鳥
な
ど
の
獲
物
に
恵
ま
れ
て
活
発
で
あ
っ
た
。
織
田
信
長
・
豊
臣

秀
吉
・
徳
川
家
康
ら
の
統
一
権
力
者
と
の
間
に
は
、
鷹
贈
答
の
儀
礼
を
も
っ
て
頻
繁
な
交
渉
を
展
開
し
た
こ
と
も
特
筆
に

価
す
る
。

　

ま
た
、
織
田
・
豊
臣
・
徳
川
三
氏
の
配
下
に
あ
る
鷹
匠
・
鷹
買
商
人
ら
と
の
交
渉
裡
に
伊
達
氏
は
す
ぐ
れ
た
養
鷹
術
を

吸
収
し
た
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ら
の
外
発
的
要
因
だ
け
で
な
く
、
伊
達
氏
は
近
世
初
頭
に
お
い
て
、
領
内
鷹
場
の
経
営
を
は

じ
め
、
家
臣
団
内
部
の
鷹
贈
答
の
儀
礼
化
及
び
鷹
匠
の
統
制
等
、
内
発
的
要
因
に
よ
っ
て
近
世
大
名
と
し
て
の
鷹
政
策
を

つ
く
り
あ
げ
て
行
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
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第
八
章　

徳
川
家
康
と
鷹
狩

は　

じ　

め　

に

　

徳
川
家
康
が
無
類
の
鷹
数
寄
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
先
学
の
既
に
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る（１
）。
特
に
、
加
藤
秀
幸
氏
は
鷹

術
に
詳
し
く
、
家
康
の
鷹
狩
に
つ
い
て
、
卓
見
を
開
陳
し
て
い
る（２
）。
し
か
し
な
が
ら
、
家
康
と
鷹
狩
を
め
ぐ
る
問
題
を
、

戦
国
時
代
か
ら
江
戸
時
代
初
期
に
及
ぶ
歴
史
の
中
で
、
そ
の
役
割
に
つ
い
て
論
評
し
た
も
の
は
少
な
い
。
徳
川
家
康
は
青

年
期
よ
り
鷹
と
鷹
狩
に
対
し
て
強
い
関
心
を
も
ち
な
が
ら
、
乱
世
を
生
き
抜
き
、
当
代
流
行
の
鷹
狩
に
深
く
関
与
し
、
や

が
て
江
戸
幕
府
の
支
配
構
造
の
中
に
、
鷹
の
儀
礼
や
鷹
の
確
保
策
、
お
よ
び
、
鷹
場
制
度
な
ど
を
位
置
づ
け
て
行
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
。
本
章
で
は
徳
川
家
康
の
鷹
と
鷹
狩
の
い
く
つ
か
の
問
題
を
取
上
げ
考
察
を
加
え
る
こ
と
に
す
る
。
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注（
１
）	

桑
田
忠
親
氏　
『
家
康
の
手
紙
』（
文
芸
春
秋
社　

昭
和
三
十
六
年
）

	

北
島
正
元
氏　
『
徳
川
家
康
』（
中
央
公
論
社
中
公
新
書
17　

昭
和
三
十
八
年
）

　

	
高
柳
光
寿
氏　
「
家
康
と
鷹
」（『
戦
国
史
談
』
人
物
往
来
社　

昭
和
四
十
一
年
）

（
２
）	
加
藤
秀
幸
氏　
「
家
康
公
の
鷹
狩
」（『
大
日
光
』
日
光
東
照
宮　

昭
和
四
十
七
年
）

　

	

同　
　
　
　
　
「
鷹
狩
り
文
化
史
」（『
太
陽
・
季
刊
ア
ニ
マ
鷲
と
鷹
』
平
凡
社　

昭
和
五
十
年
）

　

	

岡
崎
寛
徳
氏　
「
鷹
と
将
軍
」（
講
談
社
選
書
メ
チ
エ　

平
成
二
十
一
年
）

	

根
崎
光
男
氏　
「
鷹
狩
り
」（『
徳
川
家
康
事
典
』
新
人
物
往
来
社　

平
成
二
年
）

	
	第

一
節　
　

浅
井
了
意
の
鷹
狩
批
判

　

仮
名
草
子
の
な
か
で
も
著
名
な
『
浮
世
物
語
』
巻
第
三
に
、「
鷹
の
爪
を
引
（
ひ
き
か
き
）

闕
た
る
事
」
が
あ
り
、
そ
こ
に
は
注
目
す

べ
き
次
の
一
節
が
伝
え
ら
れ
て
い
る（１
）。
以
下
の（
よ
み
が
な
）は
筆
者
に
よ
る
。

　

	　

又
古
太
閤
秀
吉
公
鷹
野
に
出
給
ひ
、
御
秘
蔵
の
建（
た
け
す
ま
る
）

巣
丸
と
か
や
言
ふ
、
秀
吉
公
自
ら
御
手
に
据
へ
ら
れ
、
鶴
に
合
せ

ら
れ
た
り
。
助
鷹（２
）を
放
ち
て
、
人
々
飛
行
跡
を
追
て
行
く
。
や
う
〳
〵
引
下
し
て
力
草
を
取
り
、
鶴
を
引
伏
せ
た
る
所
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へ
、
お
歩
（
か
ち
）の
侍
一
人
走
り
寄
り
て
、
御
鷹
を
据
へ
直
し
て
秀
吉
公
へ
渡
し
奉
る
、
秀
吉
公
御
手
に
据
へ
ら
れ
、
搔
き
撫

で
ゝ
御
覧
じ
け
れ
ば
、
趾（
け
づ
め
）爪を
引
闕
き
た
り
、
秀
吉
公
大
に
怒
り
給
ひ
、「
こ
れ
は
い
か
成
者
の
引
分
け
て
、
趾
爪
を

闕
き
け
る
ぞ
」
と
て
、
御
鷹
師
を
御
前
に
召
さ
れ
、「
己
を
の
れ

知
る
べ
し
、
誰
が
所（
し
わ
ざ
）為ぞ
、
名
を
言
へ
」
と
て
、
御
腰
の
物

に
手
を
掛
け
給
ふ
時
、
御
鷹
師
既
に
赤
面
し
、
頭
を
地
に
付
け
、
そ
の
人
の
名
を
申
さ
ん
と
し
け
る
色
を
秀
吉
公
御
覧

じ
て
、
小
声
に
な
り
て
、「
名
を
言
ふ
な
〳
〵
」
と
仰
ら
れ
し
、
誠
に
有
難
き
御
心
ざ
し
な
り
、
御
秘
蔵
な
れ
ば
と
て
、

鷹
一
居
に
侍
一
人
を
代
へ
ら
れ
ん
事
、
偏
に
こ
れ
あ
る
ま
じ
き
事
を
思
し
召
さ
る
ゝ
忝
か
た
じ
け
なさ

言
ふ
は
か
り
な
し
、
さ
れ
ば

良
将
の
士
を
重
ん
ず
る
所
か
く
の
如
し
、

　
『
浮
世
物
語
』
の
作
者
浅
井
了
意（
慶
長
末
年（
一
六
一
〇
代
）

―
元
禄
四
年（
一
六
九
一
）
）が
最
も
強
調
し
て
い
る
点
は
、「
鷹
一
居
に
侍
一
人
を
代
へ
ら

れ
ん
事
、
偏
に
こ
れ
あ
る
ま
じ
き
」
と
い
う
一
節
に
あ
る
と
言
え
よ
う
。
秀
吉
の
寛
容
さ
を
引
合
い
に
出
し
て
、
作
者
は

い
っ
た
い
、
誰
の
こ
と
を
念
頭
に
置
い
て
、
こ
の
よ
う
な
批
判
を
企
て
た
の
か
。

　

浅
井
了
意
の
胸
中
に
は
、徳
川
家
康
の
仕
業
に
関
す
る
伝
聞
が
わ
だ
か
ま
っ
て
い
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
な
ぜ
な
ら
、

家
康
は
慶
長
二
十
年（
一
六
一
五
）に
、「
御
小
人
頭
稲
垣
権
右
衛
門
」
を
「
御
鷹
ニ
行
当
リ
御
鷹
損
ス
ル
ニ
よ
っ
テ
」
誅
戮

し
て
い
た
か
ら
で
あ
る（３
）。
家
康
は
鷹
執
心
の
あ
ま
り
、
つ
い
に
侍
一
人
の
命
を
奪
う
ま
で
に
昻
じ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
っ

た
。
了
意
が
生
ま
れ
た
頃
の
出
来
事
で
あ
っ
た
に
せ
よ
、
家
康
の
こ
の
仕
業
は
巷
間
に
囁
か
れ
続
け
て
い
た
ろ
う
。
し
か
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も
了
意
は
、
将
軍
家
や
諸
大
名
の
鷹
狩
盛
行
の
時
代
に
生
き
て
い
た
。

　
『
浮
世
物
語
』
に
は
ま
た
「
雁
（
が
ん
か
も
）
鴨
の
稲
を
喰
ふ
難
儀
の
事
」
の
一
節
が
あ
っ
て
、
武
家
の
鷹
狩
に
対
し
て
批
判
を
加
え

て
い
る
。
代
官
や
鳥
見
は
、田
畠
を
踏
み
荒
し
て
鷹
を
仕
い
、鷹
場
に
群
れ
る
雁
鴨
に
稲
穂
を
食
い
潰
さ
せ
よ
う
と
も
「
只

慰
み
の
為
、
遊
び
の
為
」
に
百
姓
の
迷
惑
を
顧
み
な
い
と
い
う
。

　

こ
れ
に
類
す
る
こ
と
と
し
て
『
駿
府
記
』
に
、「
府
中
近
辺
御
鷹
野
、
田
面
水
を
湛
う
る
故
、
御
気
色
あ
り
。
彦
坂

九（
光
正
）

兵
衛
、
畔
柳
寿
学
、
松
下
浄
慶
に
仰
せ
て
、
彼
の
田
の
名
主
十
余
人
こ
れ
を
禁
獄
せ
ら
る
。
こ
れ
毎
年
苅
田
以
後
、
田

上
の
水
、
引
去
す
べ
き
の
旨
、
相
触
れ
し
め
給
ふ
の
と
こ
ろ
、
御
意
に
背
く
に
よ
り
此
の
儀
に
及
ぶ
と
云
々
」
と
あ
る（４
）。

　

さ
ら
に
『
校
合
雑
記
』
に
は
、
家
康
が
配
下
の
鷹
匠
・
鳥
見
衆
に
対
し
て
「
随
分
威
を
張
が
よ
し
。
か
れ
等
さ
へ
か
ゝ

れ
ば
其
上
つ
か
た
の
官
長
は
猶
さ
ら
の
事
お
ぢ
恐
れ
て
異
心
を
抱
く
者
な
し
。
百
姓
の
気
ま
ゝ
な
る
は
一
揆
を
お
こ
す
基

な
り
」
と
言
っ
た
と
伝
え
て
い
る
。

　

浅
井
了
意
は
な
お
も
語
る
。「
国
主
の
好
み
給
ふ
物
あ
り
と
も
、
国
家
の
為
に
費つ
ゐ
えな
ら
ず
、
百
姓
の
痛
み
愁
へ
に
な
ら

ざ
る
を
こ
そ
、
仁
政
と
も
言
ふ
べ
き
を
、
我
が
面
白
さ
遊
び
の
為
、
人
を
痛
む
る
政
は
良
き
事
に
あ
ら
ず
」
と
。
家
康
・

秀
忠
・
家
光
ら
が
鷹
狩
に
愉
楽
を
見
つ
け
て
い
た
背
後
に
「
こ
の
鴈
を
代
官
の
如
く
恐
し
が
り
て
、
田
の
畔
に
佇
み
、
血

の
涙
と
共
に
」
嘆
く
領
民
が
あ
る
の
だ
と
慷
慨
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
ま
さ
に
江
戸
前
期
に
お
け
る
鷹
狩
批
判
に

ほ
か
な
ら
な
い（５
）。
そ
し
て
、
こ
の
批
判
の
対
象
者
こ
そ
が
徳
川
家
康
で
あ
っ
た
と
み
て
よ
い
の
で
あ
る
。
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注（
１
）　
『
仮
名
草
子
集
』（『
日
本
古
典
文
学
大
系
90
』
岩
波
書
店
）

（
２
）　

鶴
取
の
鷹
で
も
仕
損
じ
る
こ
と
が
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
と
き
鷹
匠
は
支
援
の
た
め
別
の
鷹
を
放
つ
。
こ
れ
を
助
鷹
と
い
う
。

（
３
）	　
『
駿
府
記
』	慶
長
二
十
年
極
月
九
日
の
条
、
な
お
鷹
場
の
多
く
は
水
田
地
帯
で
あ
る
が
、
刈
田
の
あ
と
に
群
れ
来
る
雁
・
鴨
な
ど

が
え
も
の
と
な
る
。
そ
の
時
、
田
水
は
排
水
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

（
４
）　

同	
慶
長
十
六
年
十
二
月
朔
日
の
条（『
家
康
史
料
集
』
人
物
往
来
社
）

（
５
）　

谷
脇
理
史
氏
「
浮
世
物
語
の
論
理
と
構
成
」（『
跡
見
学
園
女
子
大
学
紀
要
』
昭
和
四
十
五
年
）

　
　
　

伊
東
多
三
郎
氏
「
江
戸
時
代
の
学
者
の
生
態
と
学
者
批
判
論
」（『
日
本
歴
史
』
265
号　

昭
和
四
十
五
年
）

第
二
節　
　

乱
世
の
鷹
と
徳
川
家
康

　

戦
国
大
名
間
に
授
受
さ
れ
る
鷹
は
、
友
好
と
同
盟
関
係
成
立
時
の
儀
礼
と
し
て
登
場
す
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
徳

川
家
康
の
場
合
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
、
具
体
的
に
考
察
し
て
お
き
た
い
。

　

ま
ず
、
越
後
の
上
杉
輝
虎
と
徳
川
家
康
と
の
交
渉
裡
に
介
在
し
た
鷹
に
つ
い
て
触
れ
よ
う
。『
田
島
正
十
郎
氏
所
蔵

文（１
）書
』
に
次
の
書
状
が
見
え
る
。
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雖
下
未
二
申
遣
一
候
上
、
一
筆
啓
候
。
仍
自
二
家
康
一
態
使
僧
誠
大
慶
不
レ
過
レ
之
候
。
向
後
之
儀
者
、
無
二
可
二
申
合
一
心

中
ニ
候
。
畢
竟
者
取
成
憑
入
候
。
然
者
雖
下
無
二
見
立
一
候
上
、兄
鷹
遣
レ
之
候
。
暫
可
レ
被
二
繫
置
一
事
、可
レ
為
二
喜
悦
一
候
。

恐
々
謹
言
。

　
　
　
　

八
（
元
亀
元
年
）

月
廿
二
日　
　
　
　
　
　
　
　

	　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

輝（上
杉
）虎（
花
押
）

　
　
　
　
　

酒
井
左（
忠
次
）
衛
門
尉
殿

　

こ
れ
は
、
前
年（
元
禄
十
二
・
一
五
六
九
）来
、
頻
り
に
駿
河
・
伊
豆
を
侵
攻
中
の
武
田
信
玄
を
牽
制
す
る
た
め
、
家
康
が

輝
虎
に
使
僧
叶
坊
光
播
を
遣
わ
し
て
誼
み
を
通
じ
た
こ
と
に
対
す
る
返
答
で
あ
る
。
宛
名
の
酒
井
忠
次
は
家
康
の
直
臣
で

あ
る
。
輝
虎
は
「
無
二
可
二
申
合
一
心
中
」
の
証
し
と
し
て
兄し
ょ
う鷹

を
贈
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
当
時
こ
の
鷹
を
暫
く
繫
ぎ

置
く
事
は
、盟
約
の
成
立
を
意
味
し
て
い
た
。
越
後
春
日
山
城
に
お
い
て
、〝
鷹
請
け
渡
し
〟の
故
実
に
則
り
、逸
物
の
「
御

鷹
共
御
馳（２
）走

」
に
関
与
し
た
の
は
、
上
杉
・
徳
川
両
家
の
鷹
匠
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
徳
川
家
の
鷹
匠
が
中
河
市（忠
保
）助で

あ
っ
た
こ
と
は
、『
寛
政
重
修
諸
家
譜
巻
第
二

六
二

』
に
、「
東
照
宮
に
つ
か
へ
た
て
ま
つ
り
、
後
上
杉
謙
信
に
よ
し
み
を
通
じ

た
ま
ふ
の
と
き
、
御
使
を
う
け
た
ま
は
り
て
、
越
後
国
に
お
も
む
く
」
と
あ
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
家
康
が
輝
虎
に
宛
て
た
起
請（３
）文
に
よ
れ
ば
、「
信（武
田
）玄え
手
切
」
を
約
し
、
さ
ら
に
「
信
長
・
輝
虎
御
入
魂

候
様
ニ
、涯
分
可
レ
令
二
意
見
一
候
」と
あ
っ
て
、織
田
・
上
杉
同
盟
の
仲
介
の
労
を
買
っ
て
出
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
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お
そ
ら
く
は
中
河
市
助
を
信
長
の
も
と
に
遣
わ
し
、
越
後
の
鷹
の
情
報
を
伝
え
さ
せ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
結
果
信
長

は
、
輝
虎
に
対
し
て
「
就
二
鷹
之
儀
一
度
々
」
尋
ね
、「
珍
敷
鷹
在
レ
之
由
」
を
聞
い
て
鷹
師
を
派
遣
し
、
輝
虎
か
ら
「
生

易
之
鴘
鷹
」
を
得
た
の
で
あ（４
）る
。

　

つ
ぎ
に
、
徳
川
・
伊
達
両
氏
の
交
渉
過
程
に
介
在
し
た
鷹
に
つ
い
て
考
察
し
て
お
き
た
い
。
こ
こ
で
も
先
述
の
中
河
市

助
が
登
場
す
る
。
す
な
わ
ち
、『
性
山
公
治
家
記
録
巻
之

三

』
の
天
正
五
年（
一
五
七
七
）の
項
に
よ
れ
ば
、「
此
年
、
東
照
大
神

君
ノ
御
鷹
師
中〈マ
マ
〉川市

助
、
御
鷹
御
用
ト
シ
テ
下
向
ス
。
遠
藤
山
城
基
信
対
談
シ
、
諸
事
懇
ニ
馳
走
ス
。
当
家
領
内
、
最

上
所
々
書
状
ヲ
副
テ
路
次
無
レ
滞
往
還
セ
シ
ム
」
と
あ
る
。
家
康
が
鷹
師
を
通
じ
て
非
公
式
な
接
触
を
も
ち
始
め
て
い
た

こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
伊
達
・
最
上
領
内
へ
の
鷹
師
派
遣
は
家
康
の
独
創
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
。
す
で
に
織
田
信
長

は
元
亀
二
年（
一
五
七
一
）以
来
、
奥
羽
の
地
深
く
鷹
師
を
差
遣
し
て
お
り
、
家
康
は
こ
れ
に
対
応
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ

る（５
）。

　

そ
れ
は
と
も
か
く
、
徳
川
・
伊
達
両
家
の
正
式
国
交
は
、
天
正
七
年（
一
五
七
九
）に
樹
立
し
た
。『
伊
達
家
文
書
之
一
』

に
左
記
の
書
状
が
あ
る
。

　

	

雖
下
未
二
申
通
一
候
上
、
以
二
一
簡
一
令
二
啓
達
一
候
。
仍
鷹
為
二
所
持
一
鷹
師
差
下
候
。
路
次
往
還
無
二
異
儀
一
候
様
、
被
二

仰
付
一
給
候
者
、
可
レ
為
二
喜
悦
一
候
。
兼
又
向
後
之
儀
、
別
而
可
二
申
談
一
所
存
候
。
於
二
御
同
意
一
者
、
可
レ
為
二
本
望
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一
候
。
次
上
方
御
用
之
儀
、
可
レ
蒙
レ
仰
候
。
委
細
尚
彼
口
上
申
含
候
。
恐
々
謹
言
。

　
　
　

七
（
天
正
七
年
）

月
一
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

家
康（
花
押
）

　
　
　
　
　

伊（輝
宗
）達殿

　

こ
の
時
の
鷹
師
も
中
河
市
助
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
同
日
付
遠
藤
基
信
宛
家
康
書
状
の
明
記
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る（６
）。
し
か

し
、
輝
宗
が
こ
の
使
者
に
対
し
て
鷹
を
進
じ
た
形
跡
は
な
い
。
同
年
十
二
月
廿
八
日
付
輝
宗
宛
書
状
に
、
家
康
は
「
去
此

中
河
市
助
差
下
候
、
帰
路
之
時
分
無
二
御
存
知
一
故
」
と
記
さ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た（『
伊
達
家

文
書
之
一
』）。
こ
の
段
階
で
は
、
伊
達

家
の
思
惑
は
信
長
に
対
し
て
、
よ
り
傾
斜
し
て
い
た
と
判
断
で
き
る
。
信
長
へ
の
積
極
的
な
鷹
進
上
が
そ
れ
を
裏
付
け
る

の
で
あ
る
。
右
引
用
の
史
料
中
、「
上
方
御
用
之
儀
」
と
あ
る
の
は
、
輝
宗
と
信
長
と
の
間
に
割
込
ま
ん
と
す
る
家
康
の
真

意
を
暗
示
し
た
も
の
と
受
け
と
ら
れ
る
。
安
土
城
に
も
た
ら
さ
れ
る
奥
羽
の
鷹
は
、
家
康
に
と
っ
て
垂
涎
の
的
で
あ
っ
た
。

　

徳
川
家
康
と
北
条
氏
政
の
同
盟
に
際
し
て
も
鷹
は
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
鳥
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
次
の
よ
う
に

見
え
て
い
る（７
）。

　

三（天
正
十
四
年（
一
五
八
六
））

月
八
日　
　
　
　
　

　
　

自
二
御（北
条
氏
政
）

隠
居
様
一
家（徳
川
）康音
信
之
物
、
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一
、
御
樽
十　
　

鯛
弐
台

　
　
　
　
　
　
　
　
　

白
鳥
五
ツ

　
　
　
　
　
　
　
　
　

菱
喰
十

　
　

一
、
御
太
刀
折
紙

　
　

一
、
大
鷹
十
帖

　
　

一
、
御
腰
物
弐
ツ
、
是
物
御
酒
半
ニ
並
ら
ん
取
之
大
鷹
、

さ
ま
〳
〵
の
御
く
の
た
て
被
レ
遣
レ
之
候
、　

　
　
　
　
　

以
上

　
　

一
、
酒
井
左（忠
次
）衛門
尉
へ
御
音
信
之
物
、

　
　

一
、
御
鷹
弐
居

　
　

一
、
御
馬
弐
疋

　
　
　
　
　

以
上

　
　

一
、
榊
原
小（康
政
）平太
所
へ
御
音
信
、

　
　

一
、
御
鷹
三
居

　
　

一
、
御
馬
二
疋

　
　
　
　
　

以
上
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一
、
家
康
双
衆
ノ
衆
へ
御
鷹
・
御
腰
物
・
御
馬
、
其
外
何
ニ
も
不
残
無
際
限
被
下
之
候
、

　
　
　
　
　

以
上

　

御
当
方
御
持
参
之
御
鷹
五
十
居
、
御
馬
六
十
疋
不
レ
残
被
レ
遣
レ
之
候
、
余
事
者
不
レ
及
レ
申
候
、

　
　
　
　
　

以
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

右
の
史
料
に
「
大
鷹
十
帖
」
と
あ
る
の
は
「
大
高
檀
紙
」
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
徳
川
家
康
の
腹
臣
・
酒
井
忠
次
へ
は
「
御

鷹
二
居
」、
榊
原
康
政
へ
は
「
御
鷹
三
居
」
が
北
条
氏
政
か
ら
遣
わ
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
末
尾
に
見
え
る
と
お
り
、
家

康
か
ら
北
条
氏
政
に
対
し
て
は
、
五
十（
も
と
）
居
の
鷹
と
六
十
疋
の
馬
を
進
遣
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

こ
こ
に
あ
る
「
御
鷹
五
十
居
」
と
い
う
数
の
多
さ
は
驚
目
に
価
す
る
が
、
の
ち
に
慶
長
六
年（
一
六
〇
一
）、
上
杉
景
勝

が
臣
従
の
証
と
し
て
徳
川
家
康
に
献
上
し
た
八
十
居
の
鷹
を
想
起
さ
せ
る
け
れ
ど
も
、
こ
こ
で
は
徳
川
氏
の
方
が
北
条
氏

に
対
し
て
、
軍
事
的
脅
威
を
感
じ
て
の
交
渉
だ
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　

秀
吉
と
家
康
の
間
に
も
、
奥
羽
の
鷹
を
め
ぐ
る
問
題
が
存
在
し
た
。
す
な
わ
ち
、
天
正
十
六
年（
一
五
八
八
）、
家
康
は

伊
達
政
宗
に
使
者
を
送
り
、
政
宗
か
ら
返
礼
と
し
て
鷹
を
得
た
。
そ
れ
は
、『
伊
達
天
正
日
記
』
に
「
従
二
家
康
一
為
二
音

信
一
し（
綿
羅
）
ゝ
ら
三
十
端
被
二
差
越
一
候
」（
九
月
十
三

日
の
条

）と
あ
り
、
さ
ら
に
、「
三
河
へ
の
御
鷹
登
候
し
を
御
覧
し
候
」（
十
月
廿
七

日
の
条

）

と
あ
る
。
ま
た
同
年
、
伊
達
家
の
老
臣
片
倉
景
綱
に
宛
て
た
家
康
書
状
に
は
、「
将
又
其
国
へ
毎
年
鷹
所
望
使
下
候
条
、
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往
還
指
図
可
レ
為
二
喜
悦
一
候
。
上
方
所
用
等
不
レ
可
レ
有
二
疎
意
一
候（８
）成
」
と
あ
る
。

　

こ
の
書
状
と
相
前
後
し
て
、
秀
吉
か
ら
も
政
宗
所
持
の
逸
物
の
鶴
つ
る
と
り
の
た
か

取
鷹
進
上
の
催
促
が
届
い
て
い
る（９
）。
当
時
、
伊

達
政
宗
は
、
頻
り
に
近
隣
諸
領
に
侵
攻
し
て
お
り
、
秀
吉
の
譴
責
を
受
け
て
い
た
。
秀
吉
は
家
康
に
命
じ
て〝
奥
州
表

惣
無
事
〟
の
調
停
を
と
ら
せ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
過
程
で
、
家
康
は
伊
達
の
鷹
を
得
、
秀
吉
も
ま
た
、
逸
物
の

〝
目
め
あ
か
の
つ
る
と
り
の
た
か

赤
靍
取
鷹	
〟
）
10
（

を
獲
得
し
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
を
立
ち
入
っ
て
詮
索
す
れ
ば
、「
毎
年
鷹
所
望
使
」
を
差
遣
し
て
い
た

家
康
が
、
秀
吉
よ
り
は
鷹
の
目
利
き
で
あ
る
と
の
自
負
を
抱
い
て
、
政
宗
所
持
の
鷹
を〝
目
赤
靍
取
〟
と
喧
伝
し
た
も
の

と
推
測
さ
れ
る
。
秀
吉
自
身
、
ど
れ
が
逸
物
の
鷹
か
を
判
別
す
る
器
量
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
家
康
は
、
お
そ
ら
く
こ

の
時
も
、
鷹
師
中
河
市
助
を
し
て
、
政
宗
に
、
秀
吉
へ
の
鷹
進
上
の
効
用
を
力
説
せ
し
め
た
に
相
違
な
い
の
で
あ
る
。

　

一
方
、
最
上
義
光
と
家
康
と
の
間
に
も
、
鷹
を
め
ぐ
る
二
・
三
の
問
題
が
存
在
し
た
。
山
形
城
の
義
光
の
妹
は
米
沢
城

の
伊
達
政
宗
の
母
で
あ
り
、
両
者
は
、
家
康
の
表
現
を
借
り
れ
ば
、「
骨
肉
之
御
）
11
（

間
」
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
両

家
は
し
ば
し
ば
拮
抗
し
て
い
た
。
し
か
も
義
光
は
天
正
十
六
年
に
は
、
庄
内
の
大
宝
寺
氏
の
内
紛
に
際
し
て
上
杉
景
勝
と

戦
い
敗
北
し
て
い
た
。
こ
の
苦
境
を
打
開
す
べ
く
、
義
光
は
家
康
に
支
援
を
求
め
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
義
光
は
家

臣
寒
河
江
外
記
と
鷹
匠
と
を
家
康
の
元
に
派
遣
し
、「
若
大
鷹
」
を
進
上
し
て
上
洛
の
意
を
伝
え
た
の
で
あ
っ
た
）
12
（

。
翌
年

も
義
光
は
家
康
に
鷹
を
進
じ
秀
吉
へ
の
斡
旋
を
頼
ん
で
い
る
。『
書
上
古
文
書
』
七（『
徳
川
家
康
文
書
の

研
究
』
上
巻
所
収

）に
、
次
の
史
料
が

あ
る
。
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旧
冬
両
度
鷹
上
給
候
、
喜
悦
此
事
候
、
仍
其
方
上
洛
、
殿（秀
吉
）下へ
申
上
候
処
、
先
以
御
無
用
之
由
御
意
ニ
候
、
去
年
御
意

之
御
鷹
三
連
、
則
備
二
上
覧
一
候
、
一
段
御
自
愛
御
機
嫌
不
レ
斜
候
、
於
二
家
康
一
大
慶
不
レ
過
レ
之（候
脱
）、将
又
関
白
殿
相
州

御
動
座
三
月
上
旬
必
定
ニ
候
、
落
去
不
レ
可
レ
有
レ
程
候
、
其
刻
早
々
御
越
可
レ
被
二
仰
上
一
儀
専
一
候
、
猶
重
而
可
二
申

入
一
候
、
恐
々
謹
言
、

　
　
　

二（天
正
十
八
年
）

月
四
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

家
康
御
判　

　
　
　
　

山（
最
上
義
光
）

形
出
羽
守
殿

　

こ
れ
は
、
伊
達
政
宗
の
強
盛
と
、
上
杉
景
勝
の
庄
内
侵
攻
の
衝
撃
を
受
け
た
最
上
義
光
が
、
出
羽
一
国
の
領
有
権
の
保

証
を
憑
ん
で
、
秀
吉
と
家
康
に
鷹
を
進
上
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
天
正
十
七
年（
一
五
八
九
）、
政
宗
は
会
津
の
芦
名

義
広
を
討
っ
て
奥
羽
三
十
余
郡
を
掌
中
に
し
て
お
り
、
景
勝
は
庄
内
の
大
宝
寺（
武
藤
）義
勝
を
自
ら
上
洛
せ
し
め
て
い
た

の
で
あ
る
。

　

秀
吉
に
よ
る
小
田
原
攻
撃
直
前
の
奥
羽
諸
家
の
闘
争
は
、
家
康
の
鷹
匠
衆
に
よ
っ
て
具
さ
に
探
索
さ
れ
て
い
た
と
考
え

ら
れ
る
。
そ
れ
は
、『
別
集
奥
羽
文
書
纂
所
収
文
）
13
（

書
』
に
、
葛
西
晴
信
宛
て
最
上
義
光
書
状
が
あ
っ
て
、
そ
の
一
節
に
、
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	「

仍
三
河
家
康
御
鷹
匠
毎
年
被
二
罷
下
一
候
。
殊
去
年
中
者
、
其
元
彼
鷹
師
衆
江
御
懇
切
有
レ
之
、
鷹
被
レ
求
候
様
憑
入
之

段
、
我
々
申
越
候
処
ニ
、
一
段
被
レ
入
レ
精
候
つ
る
由
、
於
二
此
元
一
も
彼
旁
被
レ
申
候
。
其
旨
家
康
へ
自
レ
是
も
申
述

候
故
、
今
度
者
別
而
其
元
へ
御
理
共
有
レ
之
由
、
彼
中
河
市
助
被
レ
申
候
。
雖
下
無
二
申
述
一
迄
候
上
、
弥
御
懇
在
レ
之
而
、

鷹
被
二
相
求
一
候
様
ニ
、
其
洞
中
引
廻
候
儀
専
一
候
。
委
儀
者
市
助
方
可
レ
被
二
申
達
一
候
歟
」

と
み
え
て
い
る
。
さ
ら
に
義
光
は
「
大（義
隆
）崎葛
西
我
等
之
事
者
、
隣
郡
懇
切
之
事
ニ
候
」
の
で
、
上
洛
を
遂
げ
「
三
人
同
心

ニ
白
砂
迄
も
可
レ
致
二
祗
候
一
之
由
」
を
中
河
市
助
に
伝
え
た
と
述
べ
て
い
る
。

　

か
く
て
、
天
正
七
年（
一
五
七
九
）以
来
、
奥
羽
に
派
遣
さ
れ
て
い
た
家
康
の
鷹
師
中
河
忠（市
助
）保は

、
こ
の
地
の
諸
大
名
の

戦
略
を
把
握
し
、
豊
臣
秀
吉
没
後
の
家
康
に
よ
る
上
杉
景
勝
討
伐
戦
に
、
重
要
な
役
割
を
担
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
家
康
は
慶
長
五
年（
一
六
〇
〇
）、
こ
の
中
河
市
助
を
派
遣
し
て
、
南
部
・
秋
田
・
小
野
寺
・
戸
沢
・
最
上
氏
等
に
、

上
杉
攻
略
の
作
戦
を
伝
え
さ
せ
て
い
る
）
14
（

。
同
年
九
月
、
最
上
義
光
は
出
羽
・
長
谷
堂
城
合
戦
に
お
い
て
、
直
江
兼
続
と
激

闘
の
末
、
勝
利
を
収
め
、
庄
内
を
奪
っ
た
。
義
光
は
、
そ
の
喜
び
と
関
ヶ
原
勝
軍
の
祝
意
と
を
家
康
に
伝
え
、
鷹
を
進
じ

た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
慶
長
六
年
正
月
十
七
日
付
の
義
光
宛
家
康
書
状
に
、

　

	「
旧
冬
者
大
鷹
二
居
上
給
候
。
殊
鳥
屋
之
靍
取
逸
物
ニ
候
之
間
、
自
愛
不
レ
斜
候
。
仍
彼
鷹
匠
共
奥
州
江
差
下
候
。
往
還

無
二
異
儀
一
御
馳
走
可
レ
為
二
喜
悦
一
候
」

と
あ
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
）
15
（

。
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家
康
の
鷹
匠
共

0

0

0

が
求
め
続
け
て
き
た
の
は
、
ま
さ
に
、
友
好
と
盟
約
の
表
徴
と
し
て
の
奥
羽
の
鷹
で
あ
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、慶
長
六
年
八
月
八
日
、「
鷹
八
十
も
と
」を
据
え
て
上
洛
し
た
上
杉
景
勝
が
、家
康
に
献
じ
た「
拾

弐
も
と
」
）
16
（

の
鷹
は
、服
従
の
象
徴
と
し
て
理
解
で
き
る
。
こ
の
段
階
を
も
っ
て
、家
康
の
「
鷹
所
望
使
」
の
派
遣
は
終
っ

て
い
る
。

注　
（
１
）　

中
村
孝
也
氏
『
徳
川
家
康
文
書
の
研
究
』
上
巻
所
収

　
（
２
）　
『
同
右
』
所
収
、
元
亀
元
年
十
月
八
日
付
直
江
景
綱
宛
叶
坊
光
播
書
状

　
（
３
）　
『
同
右
』
所
収
、
元
亀
元
年
十
月
八
日
付
上
杉
輝
虎
宛
徳
川
家
康
書
状

　
（
４
）　
『
上
杉
家
文
書
』
所
収
、
元
亀
二
年
三
月
廿
日
付
な
ら
び
に
同
年
九
月
二
十
五
日
付
上
杉
輝
虎
宛
織
田
信
長
書
状

　
（
５
）	　
（
元
亀
二
年
）正
月
廿
三
日
付
上
杉
謙
信
宛
織
田
信
長
書
状
に
、「
仍
陸
奥
へ
鷹
為
レ
可
二
尋
求
一
、
鷹
師
両
人
差
下
候
、
過
書
、

同
路
次
番
等
之
㕝
、
被
レ
加
二
芳
言
一
者
、
本
望
候
」
と
あ
る（
奥
野
高
廣
『
織
田
信
長
文
書
の
研
究　

上
巻
』）。

　
（
６
）　
「
性
山
公
治
家
記
録
」
巻
之
四
所
収（
仙
台
藩
史
料
大
成
『
伊
達
治
家
記
録
』）

　
（
７
）　
「
北
条
氏
政
・
徳
川
家
康
会
面
覚
書
」（『
戦
国
遺
文
』
所
収
、「
西
山
本
願
寺
文
書
」）

　
（
８
）　
「
片
倉
家
譜
」
所
収
、
天
正
十
六
年
十
月
二
十
六
日
付
片
倉
景
綱
宛
徳
川
家
康
書
状（『
徳
川
家
康
文
書

の
研
究
』
上
巻

）

　
（
９
）　
『
伊
達
家
文
書
』
所
収
、（
天
正
十
六
年
）十
月
五
日
付
伊
達
政
宗
宛
富
田
一
白
書
状

　
（
10
）	　

第
六
章
「
太
閤
秀
吉
の
鷹
狩
」
に
お
い
て
、私
は〝
政
宗
が
所
持
す
る
隠
れ
な
き
名
鷹
「
目
赤
靍
取
」（
佐
渡
の
保
護
鳥
ト
キ
）〟
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か
と
記
し
た
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
補
足
し
て
お
き
た
い
。
す
な
わ
ち
、
秀
吉
は
、
こ
れ
を
目
の
赤
い
鷹
と
思
い
こ
ん
で
い
た
ら

し
い
が
、
実
は
「
目
あ
か
つ
る
」
を
捉
え
る
に
熟
達
し
た
鷹
の
こ
と
で
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　
　
　

	　
『
伊
達
天
正
日
記
』
天
正
十
六
年
九
月
四
日
と
十
月
七
日
の
条
に
確
認
で
き
る
。
従
っ
て
、
一
般
の
「
鶴
取
之
鷹
」
と
大
差

は
な
い
。「
目
あ
か
つ
る
」
と
は
、
顔
面
、
朱
毛
に
染
ま
る
ト
キ
を
指
す
も
の
と
考
え
る
。

　
（
11
）　
（
天
正
十
六
年
）三
月
九
日
付
最
上
義
光
宛
家
康
書
状（『
徳
川
家
康
文
書
の
研
究
』）

　
（
12
）　
「
書
上
古
文
書
」
所
収
、（
天
正
十
六
年
）五
月
三
日
付
最
上
義
光
宛
家
康
書
状（『
同
右
』）

　
（
13
）　
『
山
形
県
史
』
古
代
中
世
史
料
Ⅰ
所
収
、
年
未
詳（
九
月
九
日
付
）で
あ
る
が
、
文
意
か
ら
、
天
正
十
七
年
と
推
定
す
る
。

　
（
14
）　
『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
巻
第
二
六
二
、
お
よ
び
、『
徳
川
家
康
文
書
の
研
究
』
中
巻
504
～
506
ペ
ー
ジ
解
説
。

　
（
15
）　
「
書
上
古
文
書
」
七
所
収（『
徳
川
家
康
文
書

の
研
究
』
中
巻

）

　
（
16
）　	「
後
編
薩
藩
旧
記
雑
録
五
十
四

雑
抄

」
所
収
、
慶
長
六
年
八
月
二
日
付
伊
勢
貞
昌
等
宛
鎌
田
政
近
書
状（『
徳
川
家
康
文
書
の

研
究
』
下
巻
之
一

）

第
三
節　
　

徳
川
家
康
の
鷹
確
保
策

　

諸
大
名
が
進
遣
す
る
鷹
と
は
別
に
、
配
下
の
鷹
匠
が
馴
養
し
鷹
狩
に
駆
使
す
る
た
め
の
鷹
を
、
徳
川
家
康
も
揃
え
ね
ば

な
ら
な
か
っ
た
。
鷹
の
確
保
策
は
豊
臣
秀
吉
の
も
と
で
確
立
し
て
お
り
、
徳
川
家
康
は
こ
れ
を
継
承
し
た
の
で
あ
る
。
こ

こ
で
は
、「
日ひ
ゅ
う
が
す
向
巣
の
鷹
」
と
「
松
前
鷹
」
に
つ
い
て
考
察
し
て
お
く
。
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日
向
国
児
湯
・
肥
後
国
球
磨
・
豊
後
国
臼
杵
の
三
国
郡
に
ま
た
が
る
米め

良ら

山や
ま

は
、「
日
向
巣
の
鷹
」
の
産
地
と
し
て
知

ら
れ
て
い
た
。
す
で
に
、
足
利
義
昭
や
織
田
信
長
も
、
こ
の
鷹
に
嘱
目
し
て
い
た
。
秀
吉
も
、
こ
の
鷹
を
入
手
し
、
家
康

に
贈
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
第
四
章
第
三
節（
近
衛
龍
山
と
鷹
）に
お
い
て
言
及
し
た
よ
う
に
、
鷹
数
寄
の
人
々
の

垂
涎
の
的
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。『
武
徳
編
年
集
成
』
二
十

六

に
、
天（一
五
八
三
）

正
十
一
年
十
月
十
五
日
付
の
徳
川
家
康
宛
豊
臣
秀
吉

書
状
が
あ
っ
て
、「
日
向
巣
弟〈
だ
い
〉鷹
爰
元
ニ
者
珍
敷
候
間
、
進
上
候
。
従
二
九
州
一
近
日
鷹
上
候
由
候
間
、
重
而
可
レ
進
レ
之
候
」

と
見
え
て
い
る
。
そ
の
後
豊
臣
秀
吉
は
天（一
五
八
七
）

正
十
五
年
に
「
日
州
鷹
巣
奉
行
」
を
設
置
し
た（１
）。

　

徳
川
家
康
は
、
こ
の
施
策
を
受
け
継
い
で
、
次
の
如
き
内
書
を
発
し
て
い
る（２
）。

　

	

米
良
山
之
儀　

如
二
前
々
一
、
鷹
巣
山
被
二
仰
付
一
候
、
然
者
、
彼
巣
山
へ
弓
鉄
炮
一
切
不
レ
可
レ
入
候
、
幷
於
二
巣
山
之

中
一
、
山
畑
焼
候
事
、
是
又
可
二
停
止
一
候
、
以
二
右
之
旨
一
米
良
小
右（衛
脱
）門尉

可
レ
被
二
申
付
一
候
也
、

　
　
　

慶（一
六
〇
一
）

長
六
年

　
　
　
　

九
月
廿
九
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御（
家
康
）
黒
印

　
　
　
　
　

相
良
左
兵（頼
房
）衛尉
殿

　

豊
臣
秀
吉
の
場
合
、「
日
州
鷹
巣
奉
行
事
」
は
島
津
義
広
に
委
ね
て
い
た
が
、
徳
川
家
康
は
こ
れ
を
肥
後
人
吉
城
主
の
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相
良
氏
に
命
じ
た
の
で
あ
る
。
関
ヶ
原
戦
に
際
し
て
大
垣
城
の
開
城
に
功
の
あ
っ
た
相
良
氏
を
、
西
軍
に
加
担
し
た
島
津

氏
よ
り
も
重
ん
じ
た
ゆ
え
と
考
え
ら
れ
る
。
右
の
史
料
に
よ
っ
て
、
鷹
巣
山
に
お
け
る
狩
猟
・
焼
畑
の
厳
禁
が
徹
底
さ
れ

た
こ
と
が
わ
か
る
。米
良
山
は
宮
崎
県
の
最
西
部
、九
州
山
脈
の
中
に
位
置
す
る
西
米
良
村
に
在
る
。椎
葉
神
楽
が
伝
わ
っ

て
い
る
。
急
峻
な
米
良
三
山
に
囲
ま
れ
た
一
帯
で
あ
り
、
巣
鷹
山
と
い
う
の
は
「
一
、
木
浦
之
内
、
大
河
内
山
赤
松
ヶ
尾

　

一
、
勘
女
木
之
内
、
槻
木
谷　

一
、
中
俣
之
内
水
之
本
」
の
三
か
所
で
あ
っ
て
、
江
戸
時
代
を
通
じ
て
巣
鷹
を
幕
府
に

献
納
し
た（『
西
米
良
村
史
』

昭
和
四
十
八
年

）。
米
良
山
の
巣
鷹
こ
そ
、「
日
向
巣
の
鷹
」
で
あ
る
。
な
お
、
現
在
で
も
こ
の
地
方
に
は
篠
竹

で
こ
し
ら
え
る
「
タ
カ
ウ
ソ
」
と
い
う
笛
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
山
中
で
声
を
出
す
と
鷹
が
逃
げ
る
の
で
、
こ
の
笛
で
合
図

を
す
る
と
い
う
。

　

さ
ら
に
、
米
良
小（
重
隆
）

右
衛
門
な
ど
の
代
官
が
現
地
で
と
っ
た
具
体
策
を
知
る
手
が
か
り
と
し
て
、
慶
長
十
六
年（
一
六
一
一
）

に
、
木
曾
代
官
山
村
長
安
が
信
濃
国
筑
摩
郡
内
に
発
し
た
定
書
を
あ
げ
て
お
く（３
）。

　

一
、
御
巣
鷹
、
此
以
前
よ
り
別
而
入
レ
精
候
や
う
被
二
仰
付
一
候
間
、
少
も
油
断
仕
ま
し
く
候
事
、

　

一
、	

御
巣
鷹
、
新
巣
を
見
出
候
ハ
ゝ
、
ほ
う
ひ
可
レ
致
候
間
、
成
程
見
出
し
可
レ
申
候
、
但
、
毎
年
お
ろ
し
付
候
山
よ

り
外
之
は（離
）な
れ
て
山
ニ
て
の
儀
ニ
候
事
、

　

一
、	

御
巣
鷹
売
候
を
、
後
々
聞
出
し
候
共
、
一
類
共
可
レ
令
二
成
敗
一
候
、
う
れ
候
を
聞
出
し
申
上
候
ハ
ほ
う
ひ
可
レ

493

第三節　　徳川家康の鷹確保策



　
　
　

出
候
事
、

　

鷹
は
急
崖
の
窪
み
や
大
木
の
樹
枝
上
に
巣
を
懸
け
る
。
新
巣
を
発
見
し
、
巣す
の

子こ

鷹だ
か

を
捕
獲（
巣
お
ろ
し
）す
る
の
は
、
な

か
な
か
至
難
の
業
で
あ
る
。
鷹
巣
山
近
辺
の
在
地
の
鷹
飼
人
で
な
く
て
は
で
き
な
い
。
そ
こ
で
巣
鷹
の
確
保
と
売
買
の
禁

止
を
厳
命
し
た
わ
け
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
当
時
の
木
曾
地
方
で
は
、
鷹
巣
一
つ
の
発
見
に
対
し
て
、
米
一
石
五
斗
を
褒

美
と
し
た
と
い
う（４
）。

　

次
に
、
徳
川
家
康
は
松
前
鷹
の
確
保
の
た
め
に
、
い
か
な
る
方
策
を
と
っ
た
か
。
そ
れ
は
、
慶
長
九
年（
一
六
〇
四
）八

月
十
六
日
付
で
、
津
軽
・
秋
田
・
由
利
・
庄
内
・
越
後
・
越
中
・
加
賀
・
越
前
・
近
江
諸
領
内
お
よ
び
そ
の
他
の
「
泊
々

宿
中
」
に
対
し
て
発
し
た
次
の
よ
う
な
朱
印
状
に
見
え
て
い
る
。

　

	

從
二
松
歬
一
鷹
可
二
指
上
一
候
之
間
、
於
二
其
泊
々
一
、
宿
并
餌
、
可
レ
令
二
馳
走
一
候
、
若
此
旨
相
背
輩
於
レ
在
レ
之
者
、

可
レ
爲
二
曲
事
一
者
也
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御（家
康
）朱印

　
　
　
　
　
　
　
　

八（慶
長
九
年
）

月
十
六
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

津
輕
領
內　
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秋
田
領
內

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

由
利
領
內

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

庄
內
領
內

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

越
後
分
領

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

越
中
分
領

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

加
賀
領
內

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

越
歬
領
內

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

近
江
之
內

　
　
　
　
　
　
　

		

其　

外

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

泊
々
宿
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（「〔
松
歬
文
書
〕『
徳
川
家
康
文

書
の
研
究
』
下
巻
之
一
所
収
」）

　

こ
れ
は
、
松
前
慶
広
進
上
の
鷹
を
運
脚
す
る
鷹
匠
・
餌
差
等
に
「
夫
・
伝
馬
・
御
鷹
之
餌
」
の
便
宜
を
図
る
べ
き
旨
を

命
じ
た
も
の
で
あ
る（５
）。
松
前
に
は
七
十
七
ヵ
所
の
鷹
出
所
地
が
あ
っ
て
、
名
鷹
の
産
地
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た（６
）。
蒲
生
氏

郷
・
伊
達
政
宗
・
上
杉
景
勝
・
佐
竹
義
宣
等
も
頻
り
に
鷹
匠
を
派
遣
し
、
こ
の
地
の
鷹
を
買
い
求
め
て
い
る（７
）。
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松
前
鷹
は
海
路
逓
送
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
が
、
そ
の
船
は
、
主
と
し
て
京
都
の
鷹（田
中
）屋清
六
の
差
配
に
よ
っ
た
も
の
と

考
え
ら
れ
る
。
鷹（田
中
）屋清
六
は
、
織
豊
期
よ
り
、
鷹
売
買
の
業
を
営
み
、
そ
の
利
を
も
っ
て
海
運
を
行
な
っ
て
お
り
、
慶
長

四
年
に
は
家
康
か
ら
「
北
国
中
於
二
津
湊
泊
一
」
船
舶
諸
役
免
許
を
与
え
ら
れ
る
に
い
た
っ
た（８
）。

　

一
方
、
海
路
を
使
わ
ず
に
陸
路
を
通
る
場
合
も
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
同
じ
慶
長
九
年（
一
六
〇
四
）の
次
の
連
署
状

に
よ
っ
て
知
ら
れ
よ
う
。

　
　
　

犹
以
、
無
二
相
違
一
可
レ
被
二
仰
付
一
候
、
已
上
、

　

	

急
度
申
入
候
、
仍
從
二
松
歬
一
上
り
申
候
御
鷹
共
、
御
領
分
罷
通
候
刻
、
不
レ
寄
二
何
時
一
、
夫
・
傳
馬
・
御
鷹
之
餌
已
下
、

從
二
松（
慶
廣
）

歬
伊
豆
守
殿
一
、
理
逹
被
レ
申
候
者
、
可
レ
有
二
馳
走
一
旨
上
意
候
、
恐
々
謹
言
、

	

四（慶
長
九
年
）

月
十
日	

靑
山
圖
書
助

	
	

　
　
　

成
重　

判

	
	

安
藤
對
馬
守

	
	

　
　
　

重
信　

判

	
	

土
井
大
炊
助

	
	

　
　
　

利
勝　

判
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酒
井
雅
樂
頭

	
	

　
　
　

忠
世　

判

	
	

本
多
佐
渡
守

	
	

　
　
　

正
信　

判

	
津
軽
越（信
枚
）中
守
殿

	

南
部
信（利
直
）濃

守
殿

	

秋
田
侍（
義
宣
）從

殿
	

最
上
出（家
親
）羽
守
殿

	

松
平（伊
達
政
宗
）

陸
奥
守
殿

	

米
澤（上
杉
景
勝
）

中
納
言
殿

	

松
平（蒲
生
忠
鄕
）

飛
驒
守
殿

	

蘆
野
彌（
政
泰
）
左
衞
門
殿

	

太
田
原（
晴
淸
）
備
歬
守
殿

	

福
原
雅（資
保
）樂
守
殿

	

狐（
喜
連
川
）

川
御
宿
老
中
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奥
平
大（家
昌
）膳大
夫
殿	

	
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「〔
松
歬
文
書
〕『
同
上
』」

　

以
上
、
二
つ
の
史
料
に
つ
い
て
若
干
の
解
釈
を
加
え
て
お
く
こ
と
に
す
る
。
ま
ず
、
前
者
で
は
、
松
前
・
津
軽
か
ら
越

前
・
近
江
ま
で
海
路
を
順
次
に
鷹
が
送
ら
れ
て
い
る
。
越
前
の
敦
賀
港
に
上
陸
し
て
、
近
江
に
入
っ
て
か
ら
は
琵
琶
湖
の

舟
運
を
使
い
、
大
津
よ
り
京
都
に
達
す
る
ル
ー
ト
で
あ
る
。

　

後
者
で
は
、
伊
達
氏
、
上
杉
氏
、
蒲
生
氏
な
ど
の
大
名
領
を
通
過
し
て
奥
州
道
中
を
経
て
江
戸
へ
達
し
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
鷹
逓
送
策
は
以
後
、
江
戸
時
代
を
通
じ
て
実
施
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
と
り
分
け
重
要
な
こ
と
は
、
路
次
中
に

お
け
る
鷹
餌
の
供
給
で
あ
っ
た
。
な
お
、
松
前
鷹
な
ら
び
に
鷹
餌
の
確
保
策
等
に
つ
い
て
は
第
九
章（
江
戸
初
期
大
名
の
鷹

と
鷹
狩
）第
二
節（
松
前
の
鷹
）に
於
い
て
触
れ
る
。

　

江
戸
初
期
、
鷹
一
居
は
お
よ
そ
二
十
両
と
い
う
高
価
な
も
の
で
あ
っ
た（９
）。

家
康
は
、
天
下
の
逸
物
日
向
巣
鷹
と
松
前
鷹

と
を
、
居
な
が
ら
に
し
て
、
そ
の
鷹
部
屋
に
集
め
得
た
の
で
あ
る
）
10
（

。
国
産
の
鷹
の
み
な
ら
ず
、
慶
長
十
二
年（
一
六
〇
七
）

に
は
、
朝
鮮
使
節
が
「
大
鷹
五
十
本（
も
と
）」
を
据
え
て
家
康
に
進
じ
た
こ
と
も
あ
っ
た
。『
当
代
記
』
に
よ
れ
ば
、
こ
の
鷹
輸

送
の
た
め
に
、
路
次
の
諸
藩
か
ら
鷹
師
が
動
員
さ
れ
、
特
に
「
近
江
美
濃
衆
之
鷹
師
」
が
専
従
し
た
と
い
う
。
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注（
１
）	　

芥
川
龍
男
氏
「
戦
国
武
将
と
鷹
―
太
閤
秀
吉
の
日
向
鷹
巣
奉
行
設
置
を
め
ぐ
っ
て
―
」（『
日
本
中
世
の
政
治
と
文
化
』
吉
川
弘

文
館　

昭
55
）

（
２
）　
「
相
良
家
文
書
」
二
所
収（『
徳
川
家
康
文
書
の
研
究
』
下
巻
の
一
）

　
　
　

な
お
、
巣
鷹
の
確
保
策
に
つ
い
て
、
武
田
信
玄
が
発
し
た
次
の
よ
う
な
禁
制
が
存
在
す
る
。

　
　
　
　
　
　

定

　

	　
　
　

	

駿
刕
（
州
）富
士
山
之
麓
、
西
者
天
神
嶽
、
東
者
湯
澤
如
レ
此
之
間
、
不
レ
入
二
樵
夫
一
、
御
鷹
之
巣
相
改
可
二
獻
納
一
、

　
　
　
　

自
今
已
後
之
儀
者
、
重
而
可
レ
被
レ
加
二
御
知
一
者
也
、

　
　
　
　

仍
如
レ
件　
　
　
　
　
　

	
［
兵
脱
］

　
　
　
　
　
　

元（
一
五
七
二
）

亀
三
年
壬

申　

山
懸
三（
昌
景
）郎	
衛
尉　

奉
レ
之

　
　
　
　
　
　
　

三
月
廿
日　

朱
武
田
氏
丸
龍
印

　
　
　
　
　
　
　
　
　

井
出
九
郎
左
衛
門
尉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（「
判
物
證
文
写
」）

　
　
　

	　

こ
れ
は
、
武
田
信
玄
が
富
士
山
の
山
麓
の
森
林
一
帯
を
鷹
の
巣
山
と
し
て
指
定
し
、
鷹
巣
山
の
区
域
に
樵
夫（
杣そ
ま
ひ
と人・
木
こ
り
）

の
立
入
り
を
禁
じ
た
も
の
で
あ
る
。
一
時
的
な
こ
と
で
は
な
く
、
以
後
も
重
ね
て
継
続
的
に
制
度
化
し
よ
う
と
し
た
こ
と
が
分

か
る
。
先
に
、
米
良
山
の
例
で
も
触
れ
た
が
、
鷹
の
巣
山
に
指
定
さ
れ
る
と
、
樵
夫
の
ほ
か
に
、
弓
矢
・
鉄
砲
を
用
い
る
猟
師

や
焼
畑
を
す
る
農
民
の
立
入
り
も
禁
じ
ら
れ
た
。
み
ぎ
の
武
田
信
玄
朱
印
状
の
宛
て
名
に
あ
る
井
出
九
郎
左
衛
門
尉
と
い
う
の
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は
、
富
士
山
東
麓
の
土
豪
で
あ
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。
武
田
信
玄
は
す
で
に
「
鷂
之
巣
警
固
之
奉
公
相
勤
候
之
間
、
家
壹
間
、

棟
別
役
御
免
」
と
い
う
朱
印
状
を
「
網
野
志
摩
守
・
同
新
右
衛
門
」
両
名
の
者
に
発
給
し
て
い
る（
永
禄
十
一
年
五
月

十
日
付（「
同
上
」））。

（
３
）　

慶
長
十
六
年
四
月
二
日
付
「
福
島
村
置
目
証
書
」（『
信
濃
史
料
』）

（
４
）　

慶
長
九
年
・
十
年
「
木
曾
御
勘
定
幷
方
々
ヨ
リ
請
取
渡
帳
」（『
同
右
』）

（
５
）	　

す
で
に
織
田
信
長
は
、
秋
田
愛
季（
出
羽
・
下
し
も
の
く
に国	

安
東
氏
）に
対
し
て（
天
正
三
年
）二
月
廿
日
付
書
状
に
お
い
て
、「
仍
為
二
鷹
所

望
一
、
鷹
師
両
人
差
下
候
、
往
還
諸
役
所
、
路
次
番
并
餌
之
事
、
無
二
異
儀
一
被
二
仰
付
一
候
者
、
可
レ
為
二
悦
喜
一
候
」
と
述
べ
て
い
る
。

徳
川
家
康
は
信
長
の
施
策
を
継
承
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。（
奥
野
高
廣
『
織
田
信
長
文
書
の
研
究
下
巻
』）

（
６
）　
「
鷹
出
所
名
録
」（『
放
鷹
』
宮
内
省
式
部
職
編　

昭
７
）

（
７
）　
「
岩
代
国
古
文
書
」
所
収
「
蒲
生
氏
文
禄
四
年
秋
分
蔵
入
銭
請
取
帳（『
会
津
若
松
市
史
』８
史
料
編
１
）

（
８
）　

慶
長
四
年
十
二
月
二
十
六
日
付
船
舶
諸
役
免
許
状

　
　

	　

な
お
、
田
中
清
六
は
、
慶
長
五
年
、
家
康
の
会
津
討
伐
作
戦
を
携
え
て
出
羽
諸
将
を
訪
れ
て
お
り
、
中
河
市
助
と
も
親
交
が
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
９
）　
『
梅
津
政
景
日
記
』
元
和
三
年
極
月
廿
九
日
の
条
に
、「
鷹
共
御
売
候
を
、
鳥
屋
之
大
鷹
七
ツ
、
小
判
百
四
十
両
」
と
あ
る
。

（
10
）	　
『
当
代
記
』
慶
長
九
年
の
条
に
、「
十
一
月
十
二
日
之
此
、
将
軍
大
鷹
多
落
つ
る
。
大
方
、
六
七
十
居
も
を
つ
る
か
」
と
あ
る
。

こ
れ
は
、
鷹
の
病
と
し
て
『
蒙
求
臂
鷹
往
来
』
の
伝
え
る
「
於
二
諸
病
中
一
、
血
痢
病
者
甚
篤
疾
也
」
と
あ
る〝
血
痢
病
〟
の
た
め

に
多
く
の
鷹
が
死
ん
だ
も
の
で
あ
ろ
う
。
と
同
時
に
、
家
康
が
集
積
し
て
い
た
鷹
数
の
多
さ
も
推
測
さ
せ
る
。
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第
四
節　
　

鷹
の
数
寄
者
、
家
康

　

家
康
の
鷹
数
寄
は
、
自
他
と
も
に
認
め
る
も
の
で
あ
っ
た
。『
細
川
家
記
』
十
忠

興
四
に
、
家
康
の
言
と
し
て
、「
我
生
得
、

鷹
と
銕
砲
と
を
好
む
」
と
あ
る
。
ま
た
、
近
衛
前
久
も
、
家
康
は
「
一
段
鷹
数
寄
」
で
あ
る
と
伝
え
て
い
る（１
）。
さ
ら
に
、

所
謂
文
禄
の
役
に
際
し
て
家
康
が
最
上
義
光
に
語
っ
た
こ
と
と
し
て
、「
ふ
し
き
に
出
羽
も
我
等
も
此
度
の
命
を
み
つ
け

候
、
や
か
て
〳
〵
国
へ
く
た
り
、
た（鷹
）か

を
つ
か
い
候
ハ
ん
事
ゆ
め
か
う
つ
つ
か
と
、
よ
ろ
こ
ひ
候
」
と
あ
る（２
）。

或
い
は
、

次
の
話
も
、
家
康
の
鷹
数
寄
を
よ
く
伝
え
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

す
な
わ
ち
、
慶
長
九
年
八
月
二
十
三
日
に
家
康
に
謁
見
し
た
出
羽
久（
秋
田
）

保
田
城
主
・
佐
竹
義
宣
は
、
家
康
か
ら
「
若（
わ
か
だ
い
）

大
鷹
」

進
上
の
督
促
を
受
け
た
。
家
康
は
既
に
陸
奥
盛
岡
城
主
・
南
部
利
直
を
通
じ
て
、佐
竹
領
の「
仙
北
大
も
り
に
て
若
鷹
出
申
」

た
ゆ
え
、
進
上
あ
る
筈
と
聞
い
て
い
た
の
で
あ
る
。
義
宣
と
し
て
は
根
拠
の
な
い
話
で
あ
り
、
全
く
「
一
代
之
迷
惑
」
で

あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
そ
の
儘
ひ
き
退
る
訳
に
も
ゆ
か
ず
、
江
戸
ま
で
「
す
（
据
）ゑ
候
巣
鷹
の
こ
り
な
く
」
進
上
す
る
こ
と
に
し

た
。
し
か
し
家
康
は
「
巣
鷹
ハ
つ
ね
に
ハ
不
レ
被
二
差
置
一
候
へ
共
、鷹
よ
く
候
」
と
言
っ
て
、架ほ
こ

に
繫
い
で
く
れ
た
の
で
、

「
せ
め
て
満
足
」
し
た
。
家
康
は
「
よ
の
事
よ
り
ハ
鷹
之
儀
ハ
御
数
寄
之
事
ニ
候
間
、
御
穿せ
ん
さ
く鑿
一
入
ふ
か
く
御
座
候
」
の

で
、「
六
（
出
羽
・
山
本
郡
）

郷
に
て
出
候
鷹
ハ
若（
わ
か
だ
い
）

大
鷹
計
御
の
ほ
せ
候
や
う
に
可
レ
申
候
」
と
、
国
元
に
訓
令
し
て
い
る
。
若（
わ
か
だ
い
）

大
鷹
と
い
え
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ば
逸
物
で
あ
る
が
、こ
の
調
養
に
不
安
を
抱
い
た
佐
竹
義
宣
は
、続
け
て
、「
其
手
前
知
行
所
に
て
出
候
鷹
ハ
せ（兄
鷹
）うに
て
も
、

山（
や
ま
が
え
り
）

帰
に
て
も
の
こ
り
な
く
」
江
戸
ま
で
進
送
す
る
よ
う
催
促
し
た
の
で
あ
っ
た（３
）。

　

と
こ
ろ
で
、
家
康
の
鷹
数
寄
は
、
い
つ
の
頃
か
ら
始
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。『
三
河
物
語
』
に
よ
れ
ば
、「
竹
千
代

様
駿
河
之
国
江
御
下
被
レ
成（
中
略
）ア
タ
リ
ニ
テ
、
扱
コ
タ
カヲ
ツ
カ
ハ
セ
ラ
レ
」
と
あ
っ
て
、
今
川
氏
の
人
質
時
代
に
、
鷂
は
い
た
か（

あ

る
い
は
隼
か
）を
つ
か
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
当
時
、
鳥
居
元
忠
に
百（
も
ず
）
舌
鳥
を
鷹
の
よ
う
に
飼
い
馴
ら
し
て
く
れ

と
せ
が
ん
だ
と
い
う（４
）。

右
の
所
伝
を
事
実
と
す
れ
ば
、
人
質
と
し
て
の
苦
渋
の
生
活
に
あ
っ
て
、
己
が
意
の
儘
に
な
る
扱

に
、
鬱
積
の
掃
け
口
を
求
め
て
い
た
と
推
量
さ
れ
る
。
鷂
の
爪
下
に
あ
え
ぐ
鶉
や
鳩
を
絞
め
殺
し
て
は
、
快
感
に
浸
っ
て

い
た
と
も
言
え
よ
う
か
。
か
か
る
少
年
時
の
体
験
が
晩
年
に
至
る
ま
で
残
り
続
け
、
家
康
を
異
様
な
程
の
鷹
数
寄
に
駆
り

立
て
て
行
っ
た
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

　

徳
川
家
康
は
「
鷹
咄
」
が
得
意
で
あ
っ
た
。
慶
長
五
年（
一
六
〇
〇
）八
月
、
加
賀
・
越
前
両
国
内
の
西
軍
属
将
の
諸
城

を
攻
略
中
の
前
田
利
長
は
、
家
臣
「
野
村
五
郎
兵
衛
重（５
）猶

」
を
遣
わ
し
て
、
家
康
に
戦
況
を
報
告
さ
せ
た
。
こ
の
使
者
に

家
康
が
語
っ
た
こ
と
が
『
桑
華
字
苑
』（『
加
賀
藩
史

料
』
所
収

）に
見
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
今
夜
は
夜
と
も
に
語
ん
と
被
レ
仰
、

五
郎
兵
衛
を
御
次
の
間
に
御
ね
さ
せ
な
さ
れ
、
其
方
は
鷹
ず
き
と
内
々
聞
及
た
り
、
鷹
咄
せ
ん
と
て
、
い
ろ
〳
〵
御
咄
被

レ
遊
。
鷹
は
羽
先
の
長
く
と
が
り
た
る
が
は
や
き
物
な
り
、其
方
は
何
と
お
も
う
ぞ
」、な
ど
と
あ
る
。
前
田
利
長
は
前
年
、

家
康
に
叛
い
た
と
の
風
説
に
よ
っ
て
、
窮
地
に
立
た
さ
れ
た
あ
げ
く
、
母
芳
春
院
を
人
質
と
し
て
江
戸
に
送
っ
て
よ
り
、

502

第八章　徳川家康と鷹狩



北
陸
道
の
東
軍
の
雄
将
と
し
て
戮
力
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
わ
ざ
わ
ざ
「
鷹
ず
き
」
の
使
者
を
派
遣
し
た
あ
た
り
に
、

前
田
利
長
の
熟
慮
を
み
る
思
い
が
す
る
。

　

さ
ら
に
、『
駿
府
記
』
に
は
、「
御
鷹
之
雑
談
」
の
記
事
が
あ
り（６
）、
ま
た
、
武
州
・
忍
の
鷹
場
を
訪
ね
た
伊
達
政
宗
進
上

の
五
居
の
鷹
を
見
た
家
康
は
、「
箇
様
之
鷹
、
近
年
無
二
御
覧
一
由
被
レ
仰
、
又
、
ヲ
キ
ナ
ク
ラ
ヨ
リ
出
候
鷹
、
是
モ
一
段

カ
モ
イ（７
）ニ
候
ト
テ
、
御
意
ニ
入
、
御
機
嫌
能
、
残
三
ツ
之
御
鷹
モ
、
何
モ
能
候
ヘ
共
、
二
之
鷹
ニ
合
候
ヘ
バ
、
カ
ゲ
モ
ナ

キ
」
と
語
っ
た
と
も
い
う（８
）。

　

徳
川
家
康
の
鷹
咄
は
熱
気
を
帯
び
て
い
た
。
政
治
・
外
交
上
の
話
の
際
に
も
屢
々
、
鷹
の
こ
と
が
飛
び
出
し
て
い
た
よ

う
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
小
牧
の
戦
い
後
、
秀
吉
か
ら
上
洛
勧
告
を
受
け
た
時
の
忿
満
を
、「
こ
の
鷹
一
居
も
て
蹴
ち
ら

さ
ん
も
の
を
」
と
表
現
し
て
い
る（９
）。

ま
た
、
英
人
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ア
ダ
ム
ス
に
対
し
て
、
唐
船
と
日
本
船
と
の
戦
い
を
想

定
し
た
家
康
は
、
こ
れ
を
「
鷹
に
鶴
と
ら
す
る
心
」
と
同
様
で
あ
る
と
し
て
、
次
の
如
く
語
っ
た
と
い
う
）
10
（

。

　

	

ま
づ
千
町
程
の
田
に
鶴
が
多
く
む
れ
居
る
を
、
逸
物
の
鷹
千
据
放
つ
と
も
、
つ
か
ふ
者
拙
く
て
は
捉
事
な
ら
ず
、
巧
者

の
鷹
匠
な
ら
ば
、
あ
ら
か
じ
め
寄よ
せ

を
作
り
、
肉
（
シ
ゝ
）あ
て
し
て
）
11
（

、
天
気
の
陰
晴
と
風
の
向
背
と
を
見
定
め
し
上
、
一
据
に
て

も
鶴
を
捉
う
事
う
た
が
ひ
な
し
。
何
ば
か
り
俊
鷹
な
り
と
も
、
己
が
力
の
み
に
て
は
、
鶴
の
ご
と
き
大
鳥
を
と
る
事
は

叶
は
ず
。（
中
略
）日
本
の
人
、
何
ほ
ど
剛
な
り
と
も
、
計
策
な
く
て
は
制
す
る
事
を
得
ん
や
。
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鷹
狩
は
、
家
康
に
と
っ
て
最
大
の
遊
楽
で
あ
っ
た
。「
た
ゞ
鷹
つ
か
ふ
こ
と
ば
か
り
は
御
天
性
す
か
せ
ら
れ
、
御
若
年

よ
り
御
年
よ
ら
せ
ら
る
ゝ
ま
で
、
い
さ
ゝ
か
も
い
と
ま
あ
る
折
は
、
か
な
ら
ず
出
立
せ
給
ふ
こ
と
な
り
」
と
伝
え
ら
れ
、

時
と
し
て
、「
た
ゞ
鷹
の
こ
と
ば
か
り
に
御
心
と
め
ら
れ
し
さ
ま
」
で
あ
っ
た
と
い
う
。
時
と
し
て
、鷹
狩
の
効
用
を
「
筋

骨
労
働
し
手
足
を
軽
捷
な
ら
し
め
、
風
寒
炎
暑
を
い
と
は
ず
奔
走
す
る
に
よ
り
、
を
の
づ
か
ら
病
な
ど
起
る
こ
と
も
な
し
」

と
し
て
い
る
。
そ
の
他
に
、
民
情
視
察
や
軍
法
調
練
に
も
役
立
つ
と
は
言
っ
て
い
る
が
、
何
よ
り
も
「
摂
生
」
に
す
ぐ
れ

て
効
果
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
）
12
（

。

　

さ
て
、
徳
川
家
康
に
は
数
多
く
の
鷹
匠
が
属
し
て
い
た
。『
家
忠
日
記
』
の
天
正
十
九
年（
一
五
九
一
）正
月
十
二
日
の

条
に
よ
れ
ば
、「
江
戸
御
鷹
飼
衆
百
五
十
計
に
て
被
レ
越
候
、
小
栗
忠
蔵
・
安
藤
彦
四
郎
大
将
に
て
候
」
と
見
え
て
い
る
。

こ
の
鷹
飼
衆
と
は
、
鷹
師
・
鳥
見
・
餌
差
・
犬
飼
な
ど
、
鷹
狩
に
従
事
す
る
専
門
集
団
の
中
で
も
、
特
に
鷹
匠
・
鷹
師
た

ち
を
呼
称
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
小
栗
忠
蔵
は
終
生
、
家
康
の
鷹
匠
と
し
て
仕
え
、
そ
の
子
長
右
衛
門
政
次
も
、
将

軍
家
光
の
鷹
師
頭
に
な
っ
て
い
る
）
13
（

。
安
藤
彦
四
郎（
帯
刀
直
次
）は
、
長
久
手
の
戦
で
池
田
勝
入
や
森
長
可
ら
を
討
ち
取
っ

た
勇
将
で
も
あ
り
、
家
康
の
側
近
と
し
て
重
用
さ
れ
た
。
特
に
諸
大
名
の
鷹
進
献
時
に
は
、
本
多
正
純
と
共
に
、
家
康
へ

の
鷹
披
露
役
を
務
め
た
の
で
あ
る
）
14
（

。
な
お
、
正
純
の
父
本
多
佐
渡
守
正
信
は
「
は
や
ぶ
さ
鷹
師
」（『
三
河
物
語
』）か
ら
身
を
立
て

た
こ
と
を
想
起
す
れ
ば
、
正
純
が
鷹
故
実
に
通
じ
て
い
た
の
も
首
肯
で
き
る
。
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放
鷹
の
故
実
に
つ
い
て
言
及
す
る
と
、
信
濃
・
諏
訪
社
の
大
祝
で
武
田
氏
滅
亡
後
の
天
正
十
年（
一
五
八
二
）に
家
康
に

属
し
た
諏
訪
頼
忠
が
多
く
の
鷹
書
を
家
康
に
提
供
し
た
こ
と
）
15
（

、
祢
津
流
の
祢
津
松
鷗
軒
信
直
も
同
じ
頃
家
康
か
ら
所
領
を

宛
行
わ
れ
た
こ
と
）
16
（

、
吉
田
流
の
吉
田
家
政
、
さ
ら
に
公
家
放
鷹
の
故
実
に
通
暁
し
て
い
た
近
衛
前
久（
龍
山
）が
天
正
十
年

以
来
、
家
康
に
寄
寓
し
た
こ
と
）
17
（

、
等
を
挙
げ
得
る
。
家
康
が
当
代
一
流
の
鷹
術
家
を
重
用
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
、

つ
い
に
は
、
公
家
衆
の
「
鷹
つ
か
ひ
」
を
禁
じ
た
こ
と
な
ど
は
、
か
れ
の
鷹
術
独
占
の
意
図
を
示
す
も
の
と
み
て
よ
い
）
18
（

。

　

先
述
以
外
に
名
の
知
れ
る
鷹
師
と
し
て
は
、
佐
々
行
）
19
（

政
、
吉
田
正
直
、
戸
田
吉
）
20
（

久
・
阿
部
宗
重
・
三
橋
盛
次
・
間
宮

信
）
21
（

繁
・
蜂
屋
勝
五
郎
・
堀
田
一
継
・
松
平
正
次
・
大
屋
小
平
）
22
（

次
な
ど
が
い
る
。
こ
の
う
ち
、
佐
々
・
吉
田
・
蜂
屋
・
堀
田

の
四
名
は
、
か
つ
て
豊
臣
秀
吉
に
仕
え
た
鷹
匠
で
あ
っ
た
。

　

豊
臣
秀
吉
が
織
田
信
長
の
鷹
匠
を
吸
収
し
た
ご
と
く
、徳
川
家
康
も
同
様
の
こ
と
を
行
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、『
落

穂
集
』
に
よ
れ
ば
、
家
康
は
慶
長
四
年（
一
五
九
九
）に
摂
津
茨
木
に
お
い
て
、
大
規
模
な
鷹
狩
を
催
し
た
と
い
う
。
同
年

九
月
、
大
坂
城
西
丸
に
移
っ
た
家
康
は
、
増
田
長
盛
・
佐
々
行
政
ら
に
命
じ
て
、「
鷹
師
ど
も
よ
び
集
め
、
よ
ろ
づ
む
か

し
の
如
く
用
意
」
さ
せ
、故
太
閤
近
侍
の
茶
人
・
御
咄
衆（
御
伽
衆
）ら
を
伴
っ
て
、鷹
野
に
出
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
「
む

か
し
の
如
く
」
と
あ
る
の
は
、
信
長
の
東
山
放
鷹
や
秀
吉
の
大
鷹
野
が
具
備
し
た
意
図
0

0

と
規
模
0

0

と
い
う
意
味
を
含
ん
で
い

る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
詳
細
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
が
、
秀
吉
恩
顧
の
鷹
師（
鷹
匠
頭
・
堀
田
一
継
）・
犬
飼
・
餌
差
衆

ら
に
、
甚
大
な
絹
布
や
金
銀
を
与
え
た
こ
と
、
そ
し
て
、
大
坂
城
内
の
主
導
権
を
握
っ
た
直
後
で
あ
る
こ
と
な
ど
を
考
え
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合
せ
れ
ば
茨
木
放
鷹
こ
そ
、鷹
狩
に
お
け
る
天
下
制
覇
の
野
望
の
実
現
を
示
し
た
も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
お『
落

穂
集
』
で
は
、
右
の
鷹
狩
を
十
一
月
の
頃
と
し
、「
明
る
六
日
に
還
御
」
と
し
て
い
る
が
、『
御
湯
殿
上
日
記
』
の
同
年
十

二
月
八
日
の
条
に
、
家
康
か
ら
鷹
の
鶴
が
献
上
さ
れ
た
と
あ
る
の
で
、
十
二
月
五
日
実
施
と
判
断
し
て
お
き
た
い
。

注（
１
）　
「
後
編
薩
藩
旧
記
雑
録
十
四
」
所
収
、
天
正
十
一
年
十
月
五
日
付
島
津
義
久
宛
近
衛
前
久
書
状（『
大
日
本
史
料
』
第
十
一
編
之
五
）

（
２
）　

文
禄
二
年
五
月
十
八
日
付
伊
良
子
信
濃
宛
最
上
義
光
書
状（『
伊
達
家
文
書
之
二
』）

（
３
）　
「
渋
江
文
書
」
所
収
、
慶
長
九
年
九
月
二
十
六
日
付
、
渋
江
内
膳
宛
佐
竹
義
宣
書
状（『
大
日
本
史
料
』
第
十
二
編
之
二
）

　
　
　

な
お
、
こ
の
こ
と
は
第
九
章
第
一
節
に
詳
述
し
て
い
る
。

（
４
）　
「
鳥
居
家
譜
」（『
徳
川
実
紀
』
第
一
編
所
収
「
東
照
宮
御
実
紀
附
録
」
巻
一
）

（
５
）　
『
徳
川
家
康
文
書
の
研
究
』
中
巻
580
・
617
ペ
ー
ジ

（
６
）　

慶
長
十
六
年
十
一
月
十
六
日
の
条

（
７
）	　

カ
モ
イ
と
は
「
鳬
居
の
鷹
」
の
こ
と
で
、
股
と
𦙾
と
も
に
短
く
、
肘
の
骨
が
曲
が
っ
て
い
る
形
の
鷹
で
あ
る
。
尾
を
そ
ら
し
て

体
を
ま
る
く
し
て
い
て
美
事
な
鷹
で
あ
る
。（『
放
鷹
』
所
収
、「
鷹
犬
詞
語
彙
」）

（
８
）　
『
伊
達
貞
山
公
治
家
記
録
』
附
録
三
、
慶
長
十
六
年
霜
月
十
一
日
の
条

（
９
）・（
12
）　
「
中
泉
古
老
伝
」（『
東
照
宮
御
実
紀
附
録
』）

（
10
）　
「
君
臣
言
行
録
」（『
同
右
』）
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（
11
）　	「
寄よ

せ

を
作
り
」
と
は
、
え
も
の
に
接
近
す
る
た
め
の
仕
掛
け
を
す
る
こ
と
。「
肉し

し

あ
て
」
は
鷹
餌
の
量
を
調
整
し
て
お
く
こ
と
で

あ
る
。（（
７
）に
同
じ
）

（
13
）　
『
駿
府
記
』
慶
長
十
九
年
十
二
月
二
十
四
日
の
条
な
ら
び
に
『
大
猷
院
殿
御
実
紀
』
寛
永
十
七
年
十
二
月
二
日
の
条

（
14
）　
『
駿
府
記
』
慶
長
十
九
年
九
月
十
日
の
条

（
15
）	　
『
信
濃
史
料
叢
書
一
』
所
収
、
三
月
六
日
付
神
長
守
矢
宛
諏
訪
頼
忠
書
状
に
、「
鷹
之
書
抜
書
共
五
巻
参
著
申
候
、
畏
入
候（
中
略
）

御
鷹
将
致
二
内
談
一
一
巻
度
レ
写
候
而
可
レ
致
二
進
上
一
候
、
其
上
之
儀
ハ
悉
返
進
可
レ
申
候
」
と
あ
る
。

　
　
　

こ
の
「
御
鷹
将
衆
」
と
は
、
家
康
配
下
の
鷹
匠
を
指
す
。

（
16
）　	「
譜
牒
余
録
後
編
」
所
収
、
天
正
十
一
年
九
月
廿
八
日
付
禰
津
松
鷗
軒
所
領
宛
行
状（『
徳
川
家
康
文
書
の
研
究
』
上
巻
）

　
　
　

な
お
、『
禰
津
松
鷗
軒
記
』
は
鷹
書
と
し
て
有
名
で
あ
る
。

（
17
）	　
『
島
津
家
文
書
』
所
収
、
慶
長
八
年
卯
月
二
十
五
日
付
島
津
義
久
宛
近
衛
龍
山
書
状
、
第
三
章
に
お
い
て
考
察
し
た
よ
う
に
、

龍
山
は
自
ら
鷹
を
飼
養
し
て
お
り
、
上
杉
謙
信
、
織
田
信
長
、
島
津
義
弘
な
ど
に
も
寄
寓
し
て
、
鷹
の
故
実
を
伝
え
た
。

（
18
）	　

慶
長
十
七
年
六
月
八
日
付
山
科
言
緒
よ
り
広
橋
兼
勝
・
勧
修
寺
光
豊
に
提
出
せ
る
請
書（『
徳
川
家
康
文
書
の
研
究
』
下
巻
之
一
・

『
言
継
卿
記
』）。
な
お
、
石
清
水
八
幡
宮
に
対
し
て
も
、
神
領
内
に
お
い
て
鷹
仕
う
者
を
厳
罰
に
処
し
て
い
る
。（「
菊
大
路
文
書
」

慶
長
十
五
年
九
月
二
十
五
日
付
）。

（
19
）	　
『
当
代
記
』慶
長
十
八
年
十
月
の
条
に
、「
佐
々
淡
路
守
兄
弟
、近
年
在
二
駿
府
一
け
る
か
、両
人
な
か
ら
此
度
改
易
也
。
是
は
信
長
・

秀
吉
二
代
の
鷹
の
上
手
也
、
依
レ
之
大
御
所
も
信
長
の
時
よ
り
被
レ
加
二
墾
志
一
し
者
也
」
と
あ
る
。

（
20
）	　
『
当
代
記
』
慶
長
十
四
年
十
月
三
日
の
条
に
、「
去
年
中
に
百
三
十
五
鶴
を
取
け
る
か
、百
十
計
は
此
く
ふ
（
拳
）に
て
取
け
る
」
と
あ
っ

て
、
戸
田
吉
久
が
鶴
取
の
名
人
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

（
21
）	　	

間
宮
左
衛
門
尉
信
繋（
初
名
は
信
盛
）。
も
と
北
条
氏
の
家
臣
で
あ
っ
た
が
主
家
滅
亡
後
家
康
に
出
仕
し
た
。
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『
家
忠
日
記
』
天
正
十
四
年
四
月
一
日
の
条
に
、
北
条
氏
政
が
「
大
鷹
十
二
」
居
を
家
康
に
贈
っ
た
こ
と
が
み
え
て
お
り
、
こ

の
と
き
の
使
者
が
鷹
師
間
宮
氏
で
あ
っ
た
と
推
量
さ
れ
る
。

（
22
）　
『
伊
達
家
文
書
之
二
』（
六
九
七
号
）（
慶
長
五
年
）八
月
七
日
付	

伊
達
政
宗
宛	

徳
川
家
康
書
状

第
五
節　
　

大
御
所
時
代
の
鷹
狩

　

逸
物
の
鷹
・
有
能
な
鷹
師
な
ど
を
確
保
し
得
た
徳
川
家
康
の
鷹
狩
は
、
生
涯
千
回
以
上
に
及
ぶ
と
言
わ
れ
る
。
特
に
慶

長
十
年
、
将
軍
職
を
徳
川
秀
忠
に
譲
っ
て
か
ら
の
大
御
所
家
康
の
鷹
狩
は
、『
当
代
記
』
や
『
駿
府
記
』
の
記
載
分
だ
け

で
も
、
驚
く
ほ
ど
多
い
。
鷹
の
鶴
を
か
ぞ
え
る
と
、
五
百
十
五
羽
に
も
の
ぼ
る
。

　

大
御
所
時
代
の
十
年
間
、
家
康
の
鷹
野
行
が
頻
繁
で
あ
っ
た
理
由
は
何
か
。
そ
れ
は
史
料
の
豊
富
さ
に
も
よ
る
で
あ
ろ

う
が
、
幕
府
権
力
の
強
化
が
、
大
御
所
を
思
い
の
儘
に
鷹
野
に
出
向
か
せ
る
第
一
の
要
因
で
あ
っ
た
こ
と
疑
い
な
い
。

　

第
二
に
、
大
坂
の
淀
殿
と
豊
臣
秀
頼
に
対
す
る
牽
制
策
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
遠
江
・
三
河
へ
の
鷹
狩
に
家
康
の
戦
略

を
見
る
。
た
と
え
ば
慶
長
十
七
年（
一
六
一
二
）に
は
、
鷹
野
の
た
め
と
称
し
て
正
月
七
日
に
駿
府
を
発
ち
、
田
中
・
中
泉
・

吉
良
か
ら
名
古
屋
に
到
り
、
二
月
十
一
日
に
帰
城
し
て
い
る
。
供
奉
者
数
千
人
。
こ
の
間
に
捕
獲
し
た
鶴
七
十
六
羽
。
し

か
も
、
こ
の
鷹
狩
を
誇
示
す
る
如
く
、
後
陽
成
院
と
秀
頼
に
鷹
の
鶴
を
進
上
し
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
慶
長
十
九
年
の
冬
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の
陣
に
際
し
て
は
、
道
中
た
び
た
び
鷹
を
仕
い
、
そ
の
帰
途
に
お
い
て
も
、
名
古
屋
・
岡
崎
・
吉
良
・
浜
松
な
ど
で
、
盛

ん
に
鷹
狩
を
催
し
、
こ
の
時
も
窮
地
に
追
い
こ
ん
だ
大
坂
城
に
鷹
の
鶴
を
届
け
て
い
る
。

　

第
三
の
理
由
は
、
外
様
大
名
へ
の
威
圧
策
で
あ
り
、
か
つ
江
戸
城
に
対
す
る
監
督
を
兼
ね
て
の
も
の
で
あ
っ
た
。
た
と

え
ば
、
慶
長
十
七
年
十
月
、
関
東
の
鷹
師
が
「
当
年
雁
、
鴨
、
諸
鳥
甚
だ
多
き
由
」
を
報
じ
て
く
る
や
、
徳
川
家
康
は
早

速
、
駿
府
を
発
し
、
路
次
中
鷹
を
仕
い
な
が
ら
江
戸
へ
向
っ
た
。
こ
の
時
、
家
康
の
「
鷹
野
陣
羽
織
」
は
、
田
中
勝
介
が

献
上
し
た
ノ
ビ
ス
パ
ン
の
紫
羅
紗
で
仕
立
て
ら
れ
て
い
た
。
江
戸
入
城
に
際
し
て
は
在
府
の
諸
大
名
が
悉
く
出
迎
え
て
い

る
。
秀
忠
に
対
し
て
は
、
そ
の
次
子
国（忠
長
）松へ

の
偏
愛
を
諫
め
、
長
子
竹（
家
光
）

千
代
を
重
ん
ず
べ
き
を
諭
し
た
り
し
て
い
る
。
後

に
家
光
が
祖
父
に
似
て
、
大
の
鷹
数
寄
と
な
っ
た
の
は
、
こ
の
あ
た
り
に
起
因
し
て
い
る
に
相
違
な
い
。
家
康
は
一
ヶ
月

余
の
間
、関
東
の
鷹
場
に
す
ご
し
、秀
忠
を
も
誘
い
出
し
て
「
駿
府
以
来
之
御
鷹
之
鳥
、日
々
有
二
御
料
理
一
而
賜
二
近
侍
一
」

た
と
い
う（１
）。

伊
達
政
宗
な
ど
は
、
鷹
場
を
訪
ね
て
将
軍
と
大
御
所
に
鷹
を
進
上
し
て
い
る
。
な
お
、
家
康
は
こ
れ
ら
の
鷹

狩
の
予
定
覚
書
を
『
道
中
宿
付
』
と
し
て
作
成
し
て
い
た（２
）。

ま
た
、
こ
の
年
の
川
越
放
鷹
の
模
様
を
、
絵
師
住
吉
具
慶
に

描
写
さ
せ
た
と
い
う（３
）。

　

家
康
は
こ
の
よ
う
な
鷹
狩
を
毎
冬
実
施
し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
本
多
正
純
・
安
藤
直
次
・
成
瀬
正
成
・
後
藤
庄

三
郎
ら
駿
府
城
の
側
近
者
を
ひ
き
つ
れ
て
鷹
狩
の
た
め
に
関
東
へ
赴
い
て
く
る
徳
川
家
康
に
対
し
て
、
秀
忠
と
そ
の
幕

閣
・
諸
大
名
た
ち
は
、
鷹
に
睨
み
す
え
ら
れ
た
よ
う
な
畏
怖
を
感
じ
た
に
ち
が
い
な
い
。「
幕
府
御
後
見
」
の
本
多
正
信
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が
鷹
野
に
参
向
し
、
家
康
と
「
江
戸
御
雑
談
」
を
し
て
い
た
と
い
う
の
は
、
右
の
状
況
を
推
察
さ
せ
る
。
さ
ら
に
、
家
康

が
佐
竹
・
伊
達
・
上
杉
な
ど
の
鷹
数
寄
な
外
様
大
名
に
、
関
東
の
鷹
場
を
許
可
し
た
の
は
、
鷹
と
鷹
狩
を
通
し
て
か
れ
ら

を
懐
柔
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。

　

大
御
所
の
鷹
狩
の
頻
繁
さ
は
異
常
と
い
う
ほ
か
は
な
い
。
愛
鷹
の
働
き
ぶ
り
に
一
喜
一
憂
す
る
家
康
で
あ
っ
た
。『
駿

府
記
』
に
は
、「
白
御
鷹
始
摯
二
真
名
鶴
一
、
御
気
色
快
然
」
と
あ
り（４
）、『
当
代
記
』
に
は
、「
大
御
所
関
東
方
々
鷹
野
し
給
、

鶴
鴈
取
事
無
二
際
限
一
、
中
に
も
於
レ
忍
白
鳥
を
鷹
取
之
間
、
快
気
し
給
」
な
ど
と
あ
る（５
）。

　

と
こ
ろ
が
、『
当
代
記
』
に
よ
れ
ば
、「
大
御
所
鷹
野
え
出
給
う
処
、
秘
蔵
の
大
鷹
被
二
見
失
一
、
松
前
よ
り
大
鷹
十
六

居
上
る
。
此
内
十
三
落
て
、
た
ゝ
三
つ
残
、
武
州
忍
又
遠
州
中
泉
鳥
屋
え
被
レ
入
大
鷹
共
多
損
し
て
、
鷹
師
共
蒙
二
勘
当
一
」

と
あ
る（６
）。

家
康
の
激
怒
の
ほ
ど
が
知
ら
れ
る
。

　

徳
川
家
康
は
鷹
に
耽
溺
し
て
い
た
。
慶
長
十
二
年（
一
六
〇
七
）の
駿
府
火
事
の
時
に
、
小
姓
の
高
木
助
九
郎
が
鷹
を
救

出
し
た
と
知
っ
た
家
康
は
、
即
座
に
貞
宗
の
名
刀
を
与
え
た
と
い
う（『
武
功
雑
記
』）。
倹
約
家
と
さ
れ
る
家
康
に
し
て
、
鷹
の

夜
据
え
に
は
高
価
な
蝋
燭
を
使
っ
た
と
伝
え
ら
れ
る（『
聞
見
集
』

）。
鷹
医
師
の
名
人
浅
井
兵
庫
に
、秘
蔵
の
鷹
の
治
療
を
頼
み
、

ま
ん
ま
と
一
杯
食
わ
さ
れ
て
、「
あ
ま
り
御
鷹
に
す
か
せ
ら
る
ゝ
故
に
初
て
人
に
御
だ
ま
さ
れ
」
た
と
い
う
話
な
ど
も
あ

る（『
紀
伊
国

物
語
』
下
）。
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注（
１
）　
『
駿
府
記
』
慶
長
十
七
年
十
一
月
八
日
の
条

（
２
）　	『
徳
川
家
康
文
書
の
研
究
』
下
巻
之
一
、
681
ペ
ー
ジ
、
德
川
記
念
財
団
蔵　

徳
川
家
康
筆
「
御
鷹
野
道
中
宿
付
」（
慶
長
十
四
年
・

十
五
年
）。

（
３
）　

加
藤
秀
幸
氏
「
家
康
公
の
鷹
狩
」（『
大
日
光
』
日
光
東
照
宮

昭
和
四
十
七
年　
　
　

）

（
４
）　

慶
長
十
六
年
十
月
十
五
日
の
条

（
５
）　

慶
長
十
七
年
閏
十
月
廿
日
の
条

（
６
）　

慶
長
十
五
年
十
二
月
十
三
日
の
条

結　
　

び

　

徳
川
家
康
の
霊
柩
が
久
能
山
か
ら
日
光
に
移
葬
さ
れ
た
時
、
鷹
の
造
物
十
二
居
と
鷹
師
が
参
列
し
た
。
寛
永
十
三
年（
一

六
三
六
）四
月
の
日
光
山
祭
礼
に
は
鷹
師
十
人
が
臨
ん
で
お
り
、
こ
の
時
、
酒
井
忠
勝
は
十
二
枚
の
鷹
絵
額
を
東
照
宮
に
奉

献
し
て
い
る
。
慶
安
元
年（
一
六
四
九
）の
祭
に
は
、
徳
川
家
光
の
逸
物
の
鷹
二
居
が
奉
献
さ
れ
て
い
る
。
芝
増
上
寺
安
国
殿

に
は
、
あ
ら
ゆ
る
障
壁
・
門
柱
に
鷹
の
絵
と
金
具
を
附
し
た
と
い
う
し
、
川
越
千
波
東
照
宮
に
は
立
派
な
鷹
の
絵
の
十
二
枚

の
懸
額
が
あ
る（
第
九
章
第
四
節
鷹
絵
額
と
酒
井
忠
勝
に
詳
述
）。
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徳
川
家
光
の
時
代
に
、
鷹
場
の
管
理
や
巣
鷹
の
独
占
策
等
、
鷹
に
関
す
る
幕
府
の
諸
施
策
は
完
備
し
た
。
こ
れ
ら
は
、

戦
国
家
法（
大
内
家
壁
書
・
塵
芥
集
・
信
玄
法
度
・
長
宗
我
部
元
親
百
箇
条
な
ど
）に
見
ら
れ
る
、
大
名
と
家
臣
団
の
鷹
占
有
の
動

向
の
帰
結
と
言
う
べ
き
で
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
織
田
信
長
・
豊
臣
秀
吉
ら
の
鷹
数
寄
を
目
の
当
た
り
に
し
て
き
た
徳
川
家
康
の
、
前
二
者
を
遙
か
に

超
え
た
鷹
執
心
こ
そ
、
幕
藩
体
制
下
の
鷹
飼
と
鷹
狩
の
在
り
様
に
、
決
定
的
な
作
用
を
及
ぼ
し
た
と
断
言
で
き
る
。

　

公
家
を
は
じ
め
諸
大
名
の
家
臣
、
ま
た
庶
人
か
ら
鷹
狩
の
方
途
を
奪
い
、
あ
ま
つ
さ
え
、
鷹
場
に
群
れ
る
諸
鳥
の
保
護

の
た
め
、
田
畠
を
占
有
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　

か
か
る
武
家
の
鷹
狩
に
対
す
る
冒
頭
に
揚
げ
た
『
浮
世
物
語
』
の
浅
井
了
意
に
よ
る
批
判
は
、
徳
川
家
康
が
甘
受
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

	
	

（
初
出
『
國
學
院
雑
誌
』
第
八
十
二
巻

四
号
「
同
題
」　

昭
和
五
十
六
年
四
月
）
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第
九
章　

江
戸
初
期
大
名
の
鷹
と
鷹
狩

は　

じ　

め　

に

　

既
に
、
第
七
章
伊
達
政
宗
の
鷹
と
鷹
狩
お
よ
び
第
八
章
徳
川
家
康
と
鷹
狩
に
お
い
て
、
本
章
が
取
扱
お
う
と
し
て
い
る

時
代
の
大
名
と
鷹
狩
の
実
況
は
論
及
し
尽
く
し
た
観
が
無
い
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
さ
ら
に
一
章
を
割
い
て

考
察
す
る
意
図
は
何
か
、
と
い
う
点
に
つ
い
て
触
れ
て
お
く
こ
と
に
す
る
。

　

そ
れ
は
、
将
軍
家
康･

秀
忠･

家
光
の
三
代
を
江
戸
初
期
と
規
定
し
た
上
で
、
こ
の
半
世
紀
に
お
け
る
諸
大
名
の
鷹
と

鷹
狩
が
、
将
軍
家
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
に
制
御
さ
れ
て
い
た
の
か
、
さ
ら
に
、
諸
大
名
が
ど
ん
な
施
策
を
講
じ
な
が
ら
、

将
軍
家
に
鷹
を
献
上
し
続
け
て
い
た
の
か
、
と
い
う
点
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
を
感
じ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の

二
点
と
は
別
に
し
て
、
い
っ
た
い
大
名
の
鷹
と
鷹
狩
が
自
領
内
に
お
い
て
は
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
展
開
さ
れ
て
い
た

の
か
に
つ
い
て
も
と
ら
え
て
み
た
い
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
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そ
こ
で
、
上
記
二
点
に
つ
い
て
は
、
佐
竹
義
宣
の
場
合
と
、
松
前
の
蠣
崎
義
弘
の
例
を
取
り
上
げ
て
、
あ
と
の
一
点
に

関
し
て
は
、
筑
前･

肥
後
の
細
川
忠
興
の
例
を
考
察
の
対
象
に
し
て
み
た
い
。

第
一
節　
　

佐
竹
義
宣
と
鷹

　

北
関
東
か
ら
南
奥
羽
に
か
け
て
勢
力
を
振
る
っ
た
佐
竹
氏
は
、
天
正
十
八
年（
一
五
九
〇
）に
豊
臣
秀
吉
か
ら
五
十
四
万

五
千
石
を
安
堵
さ
れ
た
が
、
慶
長
五
年（
一
六
〇
〇
）の
関
ヶ
原
合
戦
に
西
軍
に
従
っ
た
ゆ
え
に
、
秋
田
二
十
万
五
千
石
に

移
封
さ
れ
た
。
江
戸
初
期
大
名
の
中
で
も
佐
竹
義
宣
は
、
伊
達
政
宗
と
並
ぶ
鷹
数
寄
な
大
名
と
し
て
知
ら
れ
る
。
両
者
は

古
来
名
鷹
の
産
地
を
領
国
と
し
、
ま
た
、
極
東
シ
ベ
リ
ア
地
方
か
ら
渡
っ
て
く
る
諸
鳥
の
飛
来
地
を
広
く
擁
し
て
い
た
。

か
つ
て
、足
利
将
軍
家
や
織
田
信
長
、そ
し
て
豊
臣
秀
吉
た
ち
が
渇
望
し
て
止
ま
な
か
っ
た
出
羽（
佐
竹
氏
）・
陸
奥（
伊
達
氏
）

の
良
鷹
は
、
江
戸
幕
府
に
よ
る
巧
妙
な
大
名
配
置
の
結
果
と
し
て
、
徳
川
家
康
の
元
に
進
遣
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で

あ
る
。

　

す
で
に
第
八
章
に
お
い
て
、
徳
川
家
康
と
佐
竹
義
宣
の
鷹
を
め
ぐ
る
事
例
を
見
た
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
よ
り
詳
し

く
取
り
上
げ
て
み
た
い
。

　

次
に
掲
げ
る
史
料
は
、
江
戸
在
府
中
の
佐
竹
義
宣
が
秋
田
城
の
渋
江
内
膳
政
光
に
宛
て
た
書
状
で
あ
る
。
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尚
以
先
日
つ（
敦
賀
）
る
か
へ
こ
し
申
も
の
に
、
失
念
候
て
不
二
相
尋
一
候
、
舟
に
て
さ
し
こ
し
ま
つ
ほ
か
、
舟
は（
破
損
）
そ
ん

の
と
き
紛
失
候
や
、
又
き（
京
都
）

や
う
と
へ
相
着
候
や
、
よ
く
た
つ
ね
候
て
、
重
而
の
た
よ
り
に
、
失
念
な
く
可
二
申

越
一
候
、
以
上
、

　
　
　
　

	

去（
八
月
）
廿
二
日
に
江
戸
参
着
候
、
翌
日
右
大
将
様
へ
御
目
見
得
仕
候
處
に
、
仕
合
無
レ
残
所
候
、
同
日
の
晩
に
、
又

御
振
舞
に
て
罷
出
候
、
越
中
所
ゟ
（
よ
り
）取

候
馬
、
於
二
爰
元
一
相
聞
得
候
由
候
間
、
差
上
候
ヘ
ハ
、
御
意
に
不
レ
入

由
候
、
内
膳
所
江
之
月
毛
馬
ハ
御
意
に
入
候
、

　

一　

	

今
度
南
部
殿
、
我
等
ゟ
（
よ
り
）先
に
此
方
へ
御
着
に
て
、
将
軍
様
へ
如
下
被
二
申
上
一
候
上
、
仙
北
大（
大
森
）
も
り
に
て
、
若
大
鷹

出
申
候
間
、
我
等
す
ゑ
候
て
可
レ
參
由
被
二
仰
上
一
候
、
依
レ
之
、
罷
着
候
即
（
節
カ
）将

軍
様
江
急
度
差
上
可
レ
申
由
被
二
仰

付
一
候
、
も
と
ゟ
（
よ
り
）と

れ
さ
る
事
に
候
間
、
其
成
申
候
ヘ
ハ
、
御
不
審
之
由
御
意
ニ
候
間
、
迷
惑
候
て
誓
詞
を
い
た

し
、
島
田
清
左
衛
門
尉
を
相
頼
、
佐
州
へ
懸
二
御
目
一
候
ヘ
ハ
、
御
聞
分
ら
る
ゝ
之
由
候
間
満
足
候
、
一
代
之
迷

惑
可
二
有
推
量
一
候
、
爰
元
へ
す
ゑ
候
巣
鷹
の
こ
り
な
く
上
候
ヘ
ハ
、
巣
鷹
ハ
つ
ね
に
ハ
不
レ
被
二
差
置
一
候
ヘ
共
、

鷹
よ
く
候
と
て
、
御
架
に
被
二
差
置
一
間
、
是
に
て
せ
め
て
満
足
候
、
此
上
之
儀
者
、
手
前
知
行
に
て
取
候
ハ
勿

論
之
儀
、
六
郷
御
知
行
に
て
取
候
鷹
な
と
、
壹
ツ
も
御
隠
被
レ
成
候
て
ハ
、
も
つ
て
の
外
な
る
事
に
候
間
、
殘
な

く
被
二
差
上
一
候
や
う
に
可
レ
申
候
、
此
度
之
儀
ハ
偽
事
に
候
間
、
誓
詞
に
て
申
□
候
、
少
之
儀
も
其
□
之
儀
不
二
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相
隠
一
候
間
、
由
斷
仕
間
敷
候
、
又
六
郷
へ
も
其
成
可
レ
申
候
、
隣
國
之
衆
、
な
き
事
を
さ
へ
被
二
申
上
一
候
間
、

あ
る
事
は
す
こ
し
も
隠
有
ま
し
く
候
、
よ
の
事
ゟ
（
よ
り
）ハ
鷹
之
儀
ハ
御
數
寄
之
事
に
候
間
、
御
穿
鑿
一
入
ふ
か
く
御
座

候
、
六
郷
に
て
出
候
鷹
ハ
、
若
大
鷹
計
御
の
ほ
せ
候
や
う
に
可
レ
申
候
、
山
（
や
ま
が
え
り
）

歸
又
せ（兄
鷹
）うな
と
ハ
御
架
に
も
不
レ
被

二
差
置
一
候
間
、
不
レ
入
事
候
、
將
軍
様
、
大
將
様
へ
懸
二
御
目
一
候
て
、
御
意
に
不
レ
入
候
て
、
御
返
被
レ
成
候
を
は
、

又
六
郷
ヘ
上
可
レ
申
候
間
、
其
成
可
レ
申
候
、
手
前
知
行
所
ニ
て
出
候
鷹
ハ
、
せ
う
に
て
も
山
歸
に
て
も
の
こ
り

な
く
可
二
差
上
一
候
、
將
軍
様
も
去
廿
一
日
御
渡
野
に
御
出
被
レ
成
候
、
三
十
日
程
も
有
二
御
座
一
ヘ
き
に
て
候
間
、

于
レ
今
御
目
見
得
不
レ
申
候
、
御
歸
ま
て
江
戸
に
居
可
レ
申
由
、
佐
州
御
内
儀
候
間
、
ま
ち
申
候
、
當
年
ほ
と
雁

鶴
お
ほ
く
候
事
ハ
、十
年
に
も
廿
年
に
も
無
レ
之
由
候
條
、將
軍
様
御
年
を
江
戸
に
て
可
レ
被
レ
成
由
を
も
風
聞
候
、

爰
元
鳥
し
や
う
は
い
に
御
法
度
に
て
無
レ
之
候
間
、
白
鳥
と
れ
次
第
に
、
急
度
さ
し
の
ほ
せ
へ
く
候
、

　
　
　

　
　
　
　

九（慶
長
九
年
）

月
廿
六
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

義
宣（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　

澁
江
内
膳　

殿

（
「
渋
江
文
書
」『
大
日
本

史
料
十
二
ノ
二
』
所
収
）
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か
な
り
長
文
の
こ
の
書
状
を
通
釈
す
れ
ば
次
の
よ
う
に
な
る
。

　
（
一
）	　

慶
長
九
年（
一
六
〇
四
）九
月
は
、
前
年
二
月
徳
川
家
康
が
伏
見
城
に
お
い
て
征
夷
大
将
軍
に
任
ぜ
ら
れ
て
か
ら

一
年
半
後
に
あ
た
り
、
閏
八
月
に
江
戸
城
に
在
っ
た
時
期
に
あ
た
る
。
江
戸
幕
府
草
創
期
に
お
け
る
将
軍
お
よ
び

諸
大
名
の
昂
揚
の
気
が
み
な
ぎ
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
時
期
に
南
部
利
直
が
隣
境
に
所
在
す
る
出
羽

仙
北
郡
大
森（
佐
竹
領
）か
ら
と
れ
た
若
大
鷹
を
佐
竹
義
宣
か
ら
進
上
あ
る
で
あ
ろ
う
と
偽
っ
て
将
軍
に
伝
え
た
と

い
う
事
件
が
発
覚
し
た
。

　
（
二
）	　

佐
竹
義
宣
は
大
森
の
若
大
鷹
は
も
と
よ
り
入
手
し
て
い
な
い
。
慮
外
の
迷
惑
に
思
い
、
本
多
佐
渡
守
正
信
に
事

情
を
説
明
し
た
。
本
多
正
信
は
徳
川
家
康
の
鷹
匠
か
ら
身
を
立
て
た
人
物
で
あ
る
か
ら
、
理
解
が
早
か
っ
た
の
で

あ
っ
て
、
佐
竹
義
宣
は
そ
の
際
、
国
元
か
ら
江
戸
に
運
脚
さ
れ
て
い
た
巣
鷹
を
残
ら
ず
家
康
に
進
上
し
た
。

　
（
三
）	　

家
康
は
、
ふ
だ
ん
は
巣
鷹
は
置
い
て
お
か
な
い
が
、
佐
竹
義
宣
の
鷹
は
宜
し
い
と
い
う
わ
け
で
鷹
架
に
つ
な
い

だ
の
で
、
義
宣
は
満
足
し
た
。
今
後
は
、
秋
田
領
内
で
と
れ
る
鷹
は
隠
し
お
い
た
り
せ
ず
残
ら
ず
家
康
に
進
上
す

る
こ
と
に
す
る
、
と
さ
え
約
束
し
た
。

　
（
四
）	　

隣
国
の
南
部
氏
の
家
臣
な
ど
が
あ
り
も
し
な
い
話
を
持
ち
出
す
わ
け
だ
か
ら
、
大
森
に
限
ら
ず
六
郷（
出
羽
山

本
郡
）の
方
の
鷹
師
た
ち
に
申
し
付
け
て
、
少
し
も
隠
さ
な
い
で
鷹
を
進
上
す
る
よ
う
に
せ
よ
。

　
（
五
）	　

将
軍
は
余
の
事
よ
り
は
鷹
の
こ
と
は
「
御
数
寄
」
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
細
か
い
点
ま
で
根
掘
り
葉
掘
り
訊
ね
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ら
れ
る
の
で
あ
る
。
六
郷（
横
手
か
ら
六
郷
辺
り
は
佐
竹
氏
の
鷹
場
で
あ
っ
た
）か
ら
と
れ
る
鷹
は
若
大だ
い鷹
ば
か
り
を
江

戸
へ
届
け
る
よ
う
に
せ
よ
。
山
帰
り
の
鷹
ま
た
兄し
ょ
う鷹
な
ど
は
、家
康
は
架
に
も
繋
が
な
い
か
ら
不
要
で
あ
る
の
だ
。

　
（
六
）	　

徳
川
家
康
と
秀
忠
に
披
露
し
た
鷹
が
気
に
入
ら
れ
な
か
っ
た
時
は
、
ま
た
、
六
郷
へ
戻
す
こ
と
に
す
る
。
六
郷

の
鷹（
若
大
鷹
）の
ほ
か
に
領
内
で
鳥
屋
出
し
し
た
鷹
は
兄し
ょ
う鷹
で
も
山
帰
り
鷹
で
も
残
り
な
く
江
戸
へ
運
脚
す
る
こ

と
。

　
（
七
）	　

将
軍
家
康
は
九
月
二
十
一
日
か
ら
三
十
日
間
ほ
ど
鷹
野
に
出
て
い
る
の
で
、
い
ま
だ
に
御
目
見
得
の
機
会
が
な

い
が
、
帰
城
ま
で
江
戸
に
居
る
よ
う
に
と
い
う
本
多
正
信
か
ら
の
申
付
け
で
あ
る
の
で
待
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ

る
。（
こ
の
年
九
月
は
小
の
月

4

4

4

で
あ
る
の
で
「
三
十
日
ま
で
」
と
は
解
さ
ず
、
三
十
日
間
と
み
た
）

　
（
八
）	　

当
年
ほ
ど
、
雁
や
鶴
が
多
く
飛
来
し
て
い
る
の
は
十
年
、
二
十
年
こ
の
か
た
無
か
っ
た
と
い
う
。（
そ
れ
で
鷹
狩

の
好
機
だ
か
ら
）将
軍
は
江
戸
で
越
年
す
る
だ
ろ
う
と
い
う
風
聞
で
あ
る
。

　
（
九
）	　
（
現
在
の
と
こ
ろ
）江
戸
で
は
、
鳥
商
売
の
法
度
は
出
て
い
な
い
の
で
、（
秋
田
に
お
い
て
）白
鳥
が
捕
れ
次
第
、
き
っ

と
江
戸
へ
進
上
す
る
こ
と
。

　
（
十
）	　
（
尚
書
き
の
部
分
に
見
え
る
敦
賀

4

4

云
々
に
つ
い
て
は
、
第
二
節
に
お
い
て
後
述
す
る
。）

　

こ
こ
に
は
佐
竹
義
宣
が
伊
達
政
宗
と
同
じ
よ
う
に
鷹
を
介
し
て
徳
川
家
康
に
接
近
し
て
行
っ
た
こ
と
が
明
示
さ
れ
て
い

る
。
さ
ら
に
佐
竹
義
宣
は
二
代
将
軍
秀
忠
に
対
し
て
も
秋
田
の
秀
鷹
を
進
上
し
続
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。
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た
と
え
ば
、
佐
竹
義
宣
は
秋
田
か
ら
運
脚
さ
れ
た
白
大
鷹
を
将
軍
家
へ
献
上
し
た
と
こ
ろ
、
将
軍
秀
忠
は
大
い
に
機
嫌

よ
く
、「
鶴
取
の
鳥
屋
の
大
鷹
二
つ
、
若
鷹
一
つ
」
を
下
賜
し
、
そ
の
う
え
、
義
宣
の
鷹
場
と
し
て
、「
栗
橋
、
古こ

河が

、
八

木
橋
、
山
川
、
結
城
、
下
妻
、
下
館
あ
た
り
ま
で
」
を
与
え
た
と
い
う（『
梅
津
政
景
日
記
』
元
和

二
年
十
月
二
十
六
日
条

）。

　

あ
る
い
は
ま
た
、
翌
元
和
三
年（
一
六
一
七
）冬
に
は
将
軍
家
よ
り
鷹
狩
の
暇
を
賜
わ
り
、「
鳥
屋
の
大
鷹
鴈
取
」
を
二

居
下
賜
さ
れ
た
。
そ
の
う
ち
一
居
は
高
麗
鷹
だ
っ
た
と
い
う（『
同
上
』
十

二
月
三
日
条
）。

　

こ
こ
で
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
の
は
、
将
軍
家
は
諸
大
名
か
ら
鷹
進
上
を
受
け
る
と
と
も
に
、
諸
大
名
に
対
し
て
鷹
を

下
賜
し
て
い
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
近
世
封
建
制
度
に
見
ら
れ
る
新
た
な
「
御
恩
と
奉
公
」
の
関
係
の
表
徴
と
い
う
べ
き
で

あ
ろ
う
。
こ
れ
を
近
世
国
家
の
「
権
威
と
儀
礼
」
の
一
例
と
し
て
規
定
す
る
こ
と
に
異
論
は
な
い
け
れ
ど
も
、
鷹
は
本
研
究

で
し
ば
し
ば
言
及
し
た
よ
う
に
太
刀
・
馬
、
そ
の
他
の
品
々
と
は
異
種
な
性
格
を
具
有
し
た
も
の
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

と
こ
ろ
で
、
佐
竹
義
宣
の
重
臣
に
梅
津
政
景
が
居
り
、『
梅
津
政
景
日
記
』
を
の
こ
し
て
い
る
。
梅
津
政
景
は
佐
竹
義

宣
の
頻
繁
な
鷹
狩
に
随
伴
し
て
い
た
。
義
宣
は
政
景
に
対
し
て
、
鷹
を
下
賜
し
た
り
、
獲
物
の
白
鳥
や
鶉
を
度
々
給
与
し

た
り
し
た
。
大
名
と
家
臣
の
間
に
お
け
る
鷹
お
よ
び
鷹
の
鳥
の
進
上
と
下
賜
も
ま
た
、
新
し
い
時
代
の
御
恩
と
奉
公
の
形

を
表
徴
し
て
い
る
。

　

佐
竹
家
で
は
正
月
四
日
を
初
鷹
野
の
日
と
定
め
て
い
た
。
ま
た
、
久
保
田
か
ら
能
代
・
男
鹿
の
鷹
場
ま
で
、
し
ば
し
ば

泊
り
が
け
の
鷹
狩
に
出
た
。
寛
永
六
年（
一
六
二
九
）な
ど
は
正
月
四
日
の
鷹
狩
初
か
ら
十
七
日
ま
で
蛇
川
の
鷹
狩
。
二
十
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日
、
二
十
三
日
、
二
十
九
日
か
ら
翌
月
二
十
九
日
ま
で
一
か
月
間
、
鷹
狩
に
出
て
い
る
。
同
年
八
月
九
月
十
月
の
ほ
と
ん

ど
三
か
月
を
狩
暮
ら
し
た
ほ
ど
で
あ
る
。
大
が
か
り
な
鷹
野
の
獲
物
の
数
は
多
か
っ
た
。
寛
永
元
年（
一
六
二
四
）七
月
に

は
、
六
日
か
ら
十
二
日
ま
で
で
合
計
三
千
九
百
九
十
四
羽
の
諸
鳥
を
捉
え
て
い
る
。
こ
の
う
ち
義
宣
は
鷹
の
鳥
三
百
二
十

羽
、
政
景
は
三
百
十
四
羽
を
獲
っ
た
。

　

佐
竹
義
宣
は
鷹
に
耽
溺
し
、
獲
物
と
な
る
諸
鳥
を
囲
い
こ
む
よ
う
に
な
る
。
そ
の
た
め
、
領
内
に
「
諸
鳥
法
度
」
を
発

令
し
、
領
主
以
外
に
鳥
を
と
る
こ
と
が
禁
じ
ら
れ
た
。
元
和
二
年（
一
六
一
六
）の
『
梅
津
政
景
日
記
五
』（
五
月
廿
一
日
条
）

に
こ
の
こ
と
が
み
え
て
い
る
。

　
　

一	

、
諸
鳥
御
法
度
ノ
新
御
札
、
右
近
殿
名
付
ニ
て
、
御［
案
］
安
紙
以
二
六
枚
一
、
鹿
子
畑
正
介
為
二
書
申
一
候
、
四
枚
ハ

苅（
和
）

羽
野
・（
出
羽
山
本
郡
）

神
宮
寺
・
大
ま（
曲
）

か
り
・
六
郷
ノ
分
、
簗（
宗
勝
）

民
部
ニ
渡
申
候
、
壱
枚
ハ
よ（
横
）

こ
手
、
須
濃
州
ヘ
差
越
申
候
、
一

枚
ハ
湯
澤
、
左
（
佐
竹
義
種
）

門
殿
へ
さ
し
越
申
候
、
於
二
以
来
一
ハ
、
う
（
鶉
・
雀
）

つ
ら
・
ひ
ば
り
ハ
不
レ
及
レ
申
、
す（
雀
）ゝめ

の
子
成
共
取

候
ハ
ヽ
、
可
レ
為
二
曲
事
一
由
、
御
意
之
段
、
状
ニ
書
申
候
、

　
　

一
、
箭（箭
田
野
義
正
）

安
・
伊
外
記
・
眞（
眞
崎
季
富
）

長
右
衛
門
所
へ
書
中
越
申
候
、

　
　
　

	

仙
北
ノ
内
よ
り
何
成
共
鳥
持
参
候
者
宛
、
か
ら
め
差
上
候
へ
、
ほ
う
美
被
レ
下
へ
き
由
、
御
意
之
段
申
越
候
、
又

仙
北
中
ヘ
ハ
、
於
二
向
後
一
、
く
ほ
田
御
餌
さ
し
成
共
参
、
鳥
取
候
ハ
ヽ
、
か
ら
め
差
上
へ
き
よ
し
、
御
意
被
レ
成
、

侍
ニ
候
共
お
さ
へ
置
、［
注
］
住
進
可
レ
仕
由
、被
二
仰
出
一
候
、其
御
札
ノ
写
、右
近
殿
へ
持
参
、御
城
ニ
て
わ
た
し
申
候
、
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こ
れ
は
、
領
内
、
仙
北
郡
の
諸
所
に
「
諸
鳥
法
度
の
新
制
札
」
を
掲
げ
て
「
鶉
・
雲
雀
・
雀
の
子
」
の
よ
う
な
ち
い
さ

な
鳥
に
い
た
る
ま
で
捕
獲
し
て
は
な
ら
ぬ
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

そ
の
き
っ
か
け
と
い
う
の
は
、
同
日
条
に
よ
れ
ば
、
佐
竹
義
宣
は
横
手
よ
り
六
郷（
出
羽
・
山
本
郡
）ま
で
鷹
狩
に
出
か

け
た
の
で
あ
る
が
、
鶉
が
ま
っ
た
く
い
な
か
っ
た
の
で
、「
苅（
和
）
羽
野
ま
て
、
俄
ニ
御
返
被
レ
成
候
」
と
あ
る
こ
と
に
よ
っ

て
明
ら
か
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
「
仙
北
ノ
鶉
一
切
無
二
御
座
一
付
、
新
御
札
可
レ
被
二
立
置
一
」
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
。

　

制
札
を
立
て
た
諸
所
に
は
「
く
ほ
た
御
餌
さ
し
」（
秋
田
久
保
田
城
配
下
の
餌
差
衆
）な
ど
を
派
遣
し
て
、
違
反
者
を
逮
捕

さ
せ
る
と
ま
で
言
及
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
仙
北
郡
に
お
け
る
鶉
の
激
減
は
、
鷹
狩
に
よ
る
乱
獲
が
原
因
で
あ
っ
た
ろ
う

が
、
そ
れ
を
庶
民
の
せ
い
に
し
て
し
ま
う
の
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
な
鳥
の
掟
や
鷹
場
の
掟
は
、
当
時
、
徳
川
家
康
や
伊
達
政
宗
、
そ
れ
か
ら
、
酒
井
忠
勝
な
ど
も
実
施
し
て
い

た
。
な
お
、
右
の
制
札
に
餌
差
衆
と
あ
る
の
は
、
鷹
飼
養
の
た
め
に
餌
と
す
る
鳩
・
鶉
・
雀
な
ど
を
と
り
も
ち
竿
や
も
ち

縄
で
捕
獲
す
る
人
々
を
い
う
。
猟
犬
を
あ
や
つ
る
犬
飼
衆
・
諸
鳥
の
た
ま
り
場
を
見
定
め
る
鳥
見
衆
な
ど
と
も
に
鷹
匠
の

指
揮
下
に
属
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

佐
竹
家
の
鷹
匠
と
し
て
知
ら
れ
る
の
は
、
次
の
人
々
で
あ
る
。

　

八
嶋
弥
介　

川
口
彦
右
衛
門　

下
田
基
吉
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伊
藤
勘
左
衛
門　

浅
利
長
介　

浅
利
右
市

　

深
堀
伊
兵
衛　

高
屋
五
左
衛
門　

下
田
伝
右
衛
門

　

浅
堀
二
介　

浅
利
勘
兵
衛　

林
次
郎
兵
衛　

木
工
兵
衛

　

村
井
兵
吉　

平
野
主
税　

石
垣
七
左
衛
門

　

平
野
兵
左
衛
門　

平
野
茂
左
衛
門　

平
野
清
八　

菅
又
総
兵
衛

　

高
屋
五
左
衛
門　

江
戸
与
五
衛
門　

江
戸
勘
四
郎

　

以
上
の
う
ち
、
寛
永
十
年（
一
六
三
三
）三
月
二
十
九
日
、
佐
竹
義
宣
の
葬
儀
の
行
列
に
参
加
し
た
鷹
匠
の
中
で
、
江
戸

勘
四
郎
は
撚
子
一
本
を
携
え
、
山
田
彦
右
衛
門
は
餌
袋
を
持
ち
、
平
野
清
八
は
策
鞢
を
手
に
し
て
従
っ
た
。
さ
ら
に
、
平

野
兵
衛
門
は
兄
鷹
一
居
を
捉
え
、
平
野
茂
左
衛
門
と
高
屋
五
左
衛
門
と
で
弟
鷹
二
居
、
菅
又
総
兵
衛
は
隼
一
居
を
据
え
て

い
た
と
い
う
。
梅
津
政
景
は
同
月
十
日
殉
死
し
て
い
る
。

　

鷹
匠
は
久
保
田
城
に
居
る
者
と
、
江
戸
藩
邸
に
勤
め
る
者
と
二
手
に
分
か
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
な
お
、
上
記
鷹
匠

に
浅
利
名
字

4

4

4

4

の
者
が
い
る
が
、
か
れ
ら
は
、
会
津
蒲
生
氏
に
仕
え
た
浅
利
金
介
と
同
族
で
あ
ろ
う
。
一
族
に
は
『
浅
利
兵

庫
助
鷹
書
』
一
巻
を
の
こ
し
た
者
も
い
た（『
放
鷹
』
所
載

「
鷹
書
解
題
」
）。

　

ま
た
、
平
野
名
字

4

4

4

4

が
見
え
る
が
、
か
れ
ら
は
下
野
宇
都
宮
氏
に
仕
え
て
宇
都
宮
神
社
の
贄
鷹
に
携
わ
る
宇
都
宮
流
の
鷹

匠
で
あ
ろ
う
。
主
家
が
豊
臣
秀
吉
に
よ
り
改
易
さ
れ
て
以
降
は
常
陸
佐
竹
氏
に
仕
え
た
。
文
禄
四
年
の
奥
書
を
も
つ
『
宇
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都
宮
社
頭
納
鷹
文
抜
書
秘
伝
』
は
こ
の
一
族
の
著
述
と
い
う（
二
本
松
泰
子
『
中
世
鷹
書

の
文
化
伝
承
』
二
〇
三
頁
）。

　
『
梅
津
政
景
日
記
』
に
「
御
鷹
師
衆
、江
戸
へ
五
人
罷
上
候
間
、半（梅
津
憲
忠
）

右
衛
門
大
鷹
も
の
ほ
せ
申
候
」
と
あ
る（
元
和
二
年
九

月
六
日
条

）。

さ
ら
に
十
月
一
日
に
も
「
御
鷹
師
衆
江
戸
へ
罷
上
候
、
白
ノ［
大
］
太
鷹
参
候
」
と
あ
っ
て
、
こ
の
鷹
は
十
月
二
十
日
ご
ろ
に
江

戸
に
到
着
し
、
す
ぐ
さ
ま
、
徳
川
秀
忠
に
献
上
さ
れ
た
こ
と
が
、
十
月
二
十
六
日
久
保
田
着
の
飛
脚
便
で
知
っ
た
と
い
う
。

　

佐
竹
義
宣
は
参
府
の
折
も
、
久
保
田
帰
国
の
途
次
に
も
鷹
狩
を
た
の
し
ん
で
い
た
。

　

た
と
え
ば
、
元
和
三
年（
一
六
一
七
）正
月
帰
国
の
と
き
は
、「
小（古
河
・
下
総
猿
島
郡
）・（
同
葛
飾
郡
）

鹿
・
栗
橋
ニ
而
・
五
六
日
も
御
鷹
を
御
遣
被
レ
成
来
月

五
日
・
六
日
」
に
久
保
田
に
入
る
予
定
だ
と
記
さ
れ
て
い
る
。
雪
国
の
こ
と
だ
か
ら
、
新
庄
ま
で
出
迎
え
の
た
め
に
徒
歩

百
人
に
橇
を
ひ
か
せ
て
行
く
と
も
あ
る（
同
年
正
月

十
九
日
条
）。

　

と
こ
ろ
で
、
当
時
は
将
軍
や
諸
大
名
に
よ
る
鷹
の
需
要
が
増
す
一
方
で
あ
っ
た
か
ら
、
良
鷹
の
産
地
と
し
て
知
ら
れ
た

松
前
・
津
軽
・
南
部
地
方
に
は
大
名
配
下
の
鷹
匠
が
頻
繁
に
出
向
い
て
い
た
。

　

ま
た
、
将
軍
家
の
鷹
匠（
山
田
彦
左
衛
門
・
山
本
久
作
・
大
塚
茂
左
衛
門
・
山
田
六
郎
右
衛
門
・
伊
藤
善
左
衛
門
な
ど
）は
毎
年
の

よ
う
に
松
前
・
津
軽
へ
行
き
、
そ
の
途
中
、
久
保
田
城
に
立
寄
っ
て
い
る（『
佐
竹
家
譜
』）。

　

上
杉
景
勝
の
鷹
匠
五
人
が
元
和
四
年
九
月
に
久
保
田
へ
下
向
し
て
鷹
購
求
を
頼
ん
だ
と
き
に
は
、
梅
津
政
景
は
「
爰
元

ニ
ハ
賣
鷹
一
切
無
レ
之
候
」
と
答
え
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
地
方
で
取
れ
た
鷹
は
、
将
軍
家
へ
進
献
す
る
の
で
、
佐
竹

義
宣
の
鷹
狩
に
つ
か
う
鷹
は
「
松
前
よ
り
毎
年
所
望
」
し
て
い
る
も
の
だ
と
述
べ
、
上
杉
景
勝
の
鷹
匠
も
「
松
前
へ
被
レ
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参
候
而
可
レ
然
」
と
申
し
渡
し
て
い
る（『
梅
津
政
景
日
記
』　　

元
和
四
年
九
月
十
一
日
条
）。

　

上
杉
家
の
鷹
匠
が
松
前
ま
で
行
く
の
は
、
こ
の
と
き
が
最
初
で
あ
っ
た
よ
う
で
、
甚
だ
困
惑
し
た
あ
げ
く
、
小
判
百
両

を
佐
竹
家
よ
り
借
入
れ
て
松
前
へ
行
っ
た
と
も
あ
る
。
き
わ
め
て
高
額
な
金
額
と
い
え
よ
う
。

　

佐
竹
家
の
鷹
匠
が
松
前
へ
行
く
と
き
に
は
、
小
判
四
十
両
を
要
し
た
よ
う
で
あ
る（『
同
上
』
元
和
三

年
八
月
晦
日
条

）。
同
年
十
二
月
十
九

日
に
な
っ
て
、
松
前
か
ら
大だ
い鷹
十
居
と
兄し
ょ
う鷹
一
居
が
久
保
田
城
に
届
い
た
。

　

隣
国
の
津
軽
家
か
ら
は
よ
く
歳
暮
、
年
賀
と
し
て
鷹
が
も
た
ら
さ
れ
た
。
元
和
四
年（
一
六
一
八
）十
二
月
に
は
「
若
大

鷹
壹
つ
・
山
歸［
大
］

太
鷹
壹
つ
、
若
兄
鷹
壹
つ
」
の
進
遣
が
あ
っ
た（『
同
上
』　　
　

極
月
廿
七
日
条
）。
元
和
九
年
に
も
「
若
黄
鷹
一
居
、
山
帰

大
鷹
一
居
、
若
兄
鷹
一
居
づ
ゝ
」
が
も
た
ら
さ
れ
た（『
佐
竹
家
譜
』
十

二
月
二
十
九
日
条
）。

　

鷹
狩
の
中
で
も
隼
を
駆
使
す
る
方
が
お
も
し
ろ
い
場
合
が
あ
る
。
隼
は
「
上
空
か
ら
人
間
よ
り
遥
か
に
遠
く
の
獲
物
ま

で
見
わ
け
、
し
か
も
地
上
か
ら
鷹
匠
が
半
径
一
里
く
ら
い
の
距
離
ま
で
操
る
こ
と
が
で
き
」
る
と
い
う（『
天
皇
の
鷹
匠
』
諏
訪

流
第
十
六
代
鷹
師
花
見

薫
二
〇
〇
二

年
草
思
社

）。

　

隼
は
雲
雀
や
雉
・
鶉
を
獲
る
と
き
に
重
宝
が
ら
れ
た
。
隼
の
確
保
も
ま
た
不
可
欠
で
あ
り
、
佐
竹
義
宣
は
常
陸
・
下
総

か
ら
山
城
国
へ
ま
で
鷹
匠
を
派
遣
し
て
い
た
。

　
「
二
十
五
日
隼
所
望
の
為
に
徒
歩
三
人（
高
橋
内
蔵
允
、岩
村
瀬
兵
衛
等
三
人
）鷹
匠
一
人
鹿
島（
常
州
）・
海
上（
総
州
）に
遣
す
。

且
、（
マ
マ
）
検
所
望
の
為
に
鷹
匠
一
人
宇
治（
山
州
）に
遣
は
す
。」
と
あ
る（『
佐
竹
家
譜
』
寛
永
七

年
八
月
二
十
五
日
条

）。
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江
戸
城
下
は
空
前
の
鷹
売
買
に
沸
き
か
え
っ
て
い
た
と
言
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
大
御
所･

将
軍
を
は
じ
め
旗
本
御

家
人
、
さ
ら
に
老
大
身
の
外
様
大
名
や
譜
代
大
名
に
い
た
る
ま
で
、
鷹
・
鷂
・
隼
に
熱
を
上
げ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

元
和
三
年
の
暮
れ
に
は
、
大
鷹
一
居
が
小
判
で
二
十
両
と
い
う
高
値
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、「
鷹
共
御
賣

候
を
、
鳥
屋
之
大
鷹
七
ツ
、
小
判
百
四
十
両
ニ
御
め
し
被
レ
成
、
御
氣
嫌
之
由
、」
と
あ
っ
て
分
か
る（『
梅
津
政
景
日
記
』（
元
和
三

年
）十
二
月
二
十
九
日
条

）。

第
二
節　
　

松　

前　

の　

鷹

　

先
に
第
六
章
第
三
節（
文
禄
の
鷹
狩
熱
）で
豊
臣
秀
吉
が
、
蝦
夷
松
前
の
蠣
崎
慶
葊
か
ら
巣
鷹
献
上
の
た
め
に
講
じ
た
方

策
が
成
立
し
て
い
た
こ
と
を
述
べ
た
。

　

そ
れ
は
、「
明
国
征
討
朝
鮮
渡
海
」（
文
禄
の
役
）の
本
営
・
肥
前
名
護
屋
に
お
い
て
発
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
蠣
崎
氏

は
最
も
遼
遠
の
地
よ
り
馳
参
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
蝦
夷
地
の
安
堵
権
を
与
え
ら
れ（
文
禄
二
年
正
月
五

日
付
秀
吉
朱
印
状
）、
つ
い

で
翌
日
付
で
、
次
の
「
黄（わ
か
だ
か
）

鷹
献
上
に
伴
う
伝
馬
朱
印
状
」
を
付
与
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た（『
松
前
町
史
通
説
編
』、
第
一
巻

上
、
所
収
「
福
山
秘
府
」
巻
之
八
）。

　

	

巣
鷹
従
二
松
前
一
毎
年
蠣
崎
志
摩
守
可
二
居
上
一
候
間
、
於
二
泊
々
同
宿
已
下
一
不
レ
可
レ
有
二
異
儀
一
候
、
並
飼
之
事
、
其

所
ヨ
リ
入
レ
念
可
二
申
付
一
候
也
、
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文（一
五
九
三
）

禄
二
正
月
六
日　

朱
印

　
　
　
　
　

	

秋
田
安
藤
太
郎
領
内

　
　
　
　
　

	

津
軽
右
京
亮
領
内　

　
　
　
　
　

	

越
後
宰
相
中
将
領
内

　
　
　
　
　

	

加
賀
宰
相
領
内

　
　
　
　
　

	

北
庄
侍
従
分
領

　
　
　
　
　

	

大
谷
刑
部
少
輔
分
領

　
　
　
　
　

	

西
近
江
中

　
　
　
　
　

	

　
　
　
　

其
外
泊
々
在
々

　

こ
れ
は
蝦
夷
地
松
前
の
巣
鷹
を
、
海
路
、
京
・
大
坂
の
秀
吉
の
も
と
ま
で
輸
送
す
る
う
え
で
、
油
断
な
き
よ
う
に
命
じ

た
も
の
で
あ
る
。
日
本
海
側
の
港
々
の
宿
舎
と
「
飼
之
事
」
す
な
わ
ち
鷹
の
餌
の
供
給
の
こ
と
も
念
を
入
れ
る
べ
き
こ
と

を
命
じ
て
い
る
。

　

以
上
の
政
策
は
徳
川
家
康
も
慶
長
九
年（
一
六
〇
四
）に
継
承
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
同
年
八
月
十
六
日
付
朱
印
状
に
、

次
の
よ
う
に
見
え
る
。
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従
二
松
前
一
鷹
可
二
指
上
一
候
之
間
、
於
二
其
泊
々
一
、
宿
并
餌
、
可
レ
令
二
馳
走
一
候
、
若
此
旨
相
背
輩
於
レ
在
レ
之
者
、

可
レ
為
二
曲
事
一
也
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御（
家
康
）
朱
印

（
以
下
略
す
。
第
八
章
第
三
節
に
前
出
）

	

（
中
村
孝
也
著
『
徳
川
家
康
文
書
の
研

究
』
下
巻
之
一
所
収
「
松
前
文
書
」
）

	　

松
前
鷹
の
最
終
揚
陸
地
点
は
、
右
の
豊
臣
秀
吉
朱
印
状
で
は
「
西
近
江
中
」
と
な
っ
て
お
り
、
徳
川
家
康
朱
印
状
で
は

「
近
江
之
内
」
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
二
、
三
言
及
す
れ
ば
、
ま
ず
「
西
近
江
中
」
と
あ
る
の
は
、
琵
琶

湖
西
岸
の「
今
津
」を
指
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
若
狭
小
浜
湊
に
入
船
し
、次
に
若
狭
街
道
か
ら
今
津
に
至
る
ル
ー

ト
で
あ
る
。
ま
た
「
近
江
之
内
」
と
は
お
そ
ら
く
湖
北
岸
の
「
塩
津
」
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
越
前
敦
賀
湊
に
上
陸
し
て
七

里
半
越
を
経
て
く
る
ル
ー
ト
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
今
津
ま
た
は
塩
津
か
ら
は
湖
上
舟
運
を
つ
か
っ
て
坂
本
に
到
達

す
る
の
で
あ
る
。
豊
臣
秀
吉
の
時
に
は
、
鷹
匠
た
ち
は
、
そ
の
港
か
ら
琵
琶
湖
を
渡
り
、
京
・
大
坂
へ
と
行
き
、
徳
川
家

康
の
時
に
は
、
湖
南
か
ら
中
山
道
に
出
て
江
戸
へ
、
東
海
道
か
ら
駿
府
へ
と
い
う
路
次
を
た
ど
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
な

お
、
本
章
第
一
節
「（
慶
長
九
年
）九
月
廿
六
日
付
、
渋
江
内
膳
宛
て
佐
竹
義
宣
書
状
」
通
釈（
十
）に
つ
い
て
こ
の
際
付
言
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す
れ
ば
、秋
田
か
ら
の
鷹
が
や
は
り
舟
路
を
つ
か
っ
て
敦
賀
へ
運
ば
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、「
舟

は（
破
損
）
そ
ん
の
と
き
」
そ
の
鷹
が
紛
失
し
た
の
か
、
そ
れ
と
も
京
都
へ
向
か
っ
て
し
ま
っ
た
の
か
、
と
心
配
し
て
い
る
。

　

一
方
、
津
軽
海
峡
を
渡
っ
た
後
、
陸
路
奥
州
道
中
を
使
っ
て
、
江
戸
ま
で
逓
送
す
る
ル
ー
ト
が
、
同
年
四
月
に
確
立
し

て
い
た
。『
同
書
』〔
松
前
文
書
〕に
つ
ぎ
の
よ
う
に
あ
る
。

　
　
　

猶
以
、
無
二
相
違
一
可
レ
被
二
仰
付
一
候
、
已
上
、

　

	

急
度
申
入
候
、
仍
従
二
松
前
一
上
リ
申
候
御
鷹
共
、
御
領
分
罷
通
候
刻
、
不
レ
寄
二
何
時
一
、
夫
・
傳
馬
・
御
鷹
之
餌
已
下
、

従
二
松
前
伊
豆
守（慶
廣
）殿一

、
理
達
被
レ
申
候
者
、
可
レ
有
二
馳
走
一
旨
上
意
候
、
恐
々
謹
言
、

　
　
　
　
　

四（慶
長
九
年
）

月
十
日　
（
下
略
、
第
八
章
第
三
節
に
前
出
。）

　

な
お
、
慶
長
八
年（
一
六
〇
三
）の
冬
、
蝦
夷
松
前
城
主
、
松
前
志
摩
守
慶
廣
は
、
江
戸
に
参
府
し
、
九
年
正
月
に
は
徳

川
家
康
か
ら
蝦
夷
統
治
に
つ
い
て
の
三
カ
条
の
定
書
を
与
え
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

　　
　
　

定

　

一
自
二
諸
國
一
松
歬
へ
出
入
之
者
共
、
志
（
松
前
慶
廣
）

擵
守
不
二
相
斷
一
而
、
夷
仁
商
買
仕
候
儀
、
可
レ
爲
二
曲
事
一
事

　

一
志
摩
守
ニ
無
レ
斷
而
、
令
二
渡
海
一、
賣
買
仕
候
者
、
急
度
可
レ
致
二
言
上
一
事
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附
、
夷
之
儀
者
、
何
方
へ
往
行
候
共
、
可
レ
爲
二
夷
次
第
一
事

　

一
對
二
夷
仁
一
非
分
申
懸
者
、
堅
停
止
事

　
　

右
條
々
若
於
二
違
背
之
輩
一
者
、
可
レ
處
二
嚴
科
一
者
也
、
仍
如
レ
件
、

　
　
　
　
　

慶（一
六
〇
四
）

長
九
年
正
月
廿
七
日　
　
　
　

黑（家
康
）印

　
　
　
　
　
　

松
歬
志（
慶
廣
）
擵
守
と
の
へ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

	

（『
徳
川
家
康
文
書
之
研
究
下
巻

之
一
』
所
収

	
		〔

松
前
家
文
書
〕○
東

京

〔
慶
長
令
條
〕松
前
御
條
目
）

　

第
一
条
の
、
蝦
夷
へ
出
入
り
の
者
の
中
に
は
、
鷹
を
求
め
て
や
っ
て
く
る
諸
国
の
鷹
匠
も
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ

う
。
た
と
え
ば
十
四
年
後
の
こ
と
で
あ
る
が
、
元
和
四
年（
一
六
一
八
）に
、
佐
竹
義
宣
は
自
分
が
仕
う
た
め
の
鷹
を
松
前

か
ら
入
手
し
て
い
る（『
梅
津
政
景
日
記
』

同
年
九
月
十
一
日
条
）。

　

ま
た
、
蝦
夷
に
対
す
る
商
行
為
を
禁
じ
て
い
る
。
し
か
し
、
諸
国
の
鷹
匠
が
鷹
を
入
手
す
る
た
め
に
は
、
売
鷹
を
あ
て
に

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
ら
の
商
売
に
対
す
る
特
許
権
を
松
前
慶
廣
は
与
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
制
約
を
設
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
徳
川
将
軍
家
は
、
松
前
の
鷹
を
集
約
的
に
確
保
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

次
に
、
前
掲
慶
長
九
年
四
月
十
日
付
の
史
料（
第
八
章
第
三
節
）に
登
場
す
る
本
多
正
信
ら
幕
閣
と
諸
大
名
の
氏
名
は
、

第
七
章
「
伊
達
政
宗
の
鷹
と
鷹
狩
」
に
も
頻
出
す
る
。
か
れ
ら
は
皆
、
当
時
の
鷹
が
具
有
す
る
価
値
に
つ
い
て
共
通
の
認
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識
を
持
っ
て
い
た
大
名
ば
か
り
で
あ
る
。

　

な
お
、奥
州
道
中
・
東
海
道
な
ど
に
一
里
塚
が
築
造
さ
れ
た
の
も
同
じ
慶
長
九
年（
一
六
〇
四
）で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、

街
道
の
整
備
と
と
も
に
、
松
前
鷹
の
逓
送
策
が
確
立
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
松
前
の
鷹
は
大
御
所

や
将
軍
の
も
と
に
進
上
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、た
と
え
ば
次
の
史
料
は
、遠
路
を
た
ど
っ
て
き
た
鷹
の
死
を
伝
え
て
い
る
。

　

	「（
慶
長
十
五
年
）十
二
月
十
三
日
、
大
御
所
鷹
野
え
出
給
處
、
秘
蔵
の
大
鷹
被
二
見
失
一、
松
前
よ
り
大
鷹
十
六
居
上
る
、

此
内
十
三
落
て
、
た
ゝ
三
つ
残
、
武
州
忍
又
遠
州
中
泉
鳥
屋
え
被
レ
居
（
す
え
）し

大
鷹
共
、
多
損
し
て
、
鷹
師
共
蒙
二
勘
當
一、」

（『
當
代
記
』	

巻
五
）

　

と
こ
ろ
で
、
先
に
も
触
れ
た
が
、
日
本
列
島
に
棲
息
す
る
鷹
は
、
遙
か
シ
ベ
リ
ア
の
ア
ム
ー
ル
川
河
口
の
森
林
地
帯
を

故
郷
と
す
る
。
そ
の
河
口
を
飛
び
た
ち
、
蝦
夷
地（
北
海
道
）に
渡
る
。
そ
れ
が
鶴
・
白
鳥
・
雁
な
ど
の
渡
り
の
ル
ー
ト
に

重
な
る
の
は
、
鷹
が
獲
物
を
追
っ
て
や
っ
て
く
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
列
島
を
南
下
す
る
鷹
も
あ
る
が
、
諸

鳥
の
集
結
地
と
し
て
の
松
前
地
方
は
鷹
の
数
も
多
く
、
か
つ
良
鷹
を
獲
得
で
き
た
の
で
あ
る
。

　

松
前
地
方
に
お
け
る
鷹
捕
獲
に
関
す
る
史
料
が
残
さ
れ
て
い
る
。「
松
前
蝦
夷
記
」（「
松
前
蝦
夷
地
覚

書
」
と
も
い
う

）で
あ
る
が
、
こ
れ

は
享
保
二
年（
一
七
一
七
）に
幕
府
巡
見
使
が
編
纂
し
た
も
の
で
あ
る
。
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本
論
文
が
対
象
と
す
る
時
代
を
一
世
紀
も
超
え
て
は
い
る
け
れ
ど
も
、
鷹
の
習
性
又
鷹
捕
獲
の
手
段
な
ど
は
余
り
変
化

し
て
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
こ
こ
に
右
の
同
書
か
ら
抄
出
す
る（『
松
前
町
史
』
史
料
編
第
一
巻
）。

　

一	

、
御
鷹
之
儀
御
代
々
毎
年
献
上
仕
候
、
御
内
書
等
頂
戴
所
持
仕
候
、
貞
享
四
年
御
鷹
御
用
無
レ
之
内
者
献
上
延
引

可
レ
仕
旨
被
二
仰
付
一
、
久
々
相
止
罷
在
候
、
去享保
元
丙
申
欤

申
ノ
年
御
鷹
献
上
可
レ
仕
被
二
仰
出
一
、
冬
中
若
鷹
八
連
当享
保
三
ノ
酉

春
黄
鷹

一（
据
）

居
献
上
仕
候
よ
し
、

　

こ
れ
は
、
貞
享
四
年（
一
六
八
七
）一
月
、
将
軍
綱
吉
に
よ
っ
て
発
せ
ら
れ
た
生
類
憐
み
令
に
よ
っ
て
鷹
狩
が
禁
止
さ
れ

た
の
で
、（
松
前
か
ら
の
）鷹
献
上
は
中
断
さ
れ
て
い
た
が
、
享
保
期
に
至
り
、
将
軍
吉
宗
は
鷹
狩
を
再
興
し
た
の
で
、
九
居

の
鷹
を
献
上
さ
せ
よ
う
と
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
松
前
藩
内
の
鷹
打
場（
鷹
巣
山
）は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て

い
る
。

　

一
、
松
前
東
西
在
郷
ニ
而
鷹
打
申
場
所

　
　
　

東
在
郷

し
ら
か
み
崎　
　
　

吉
岡
峠　
　
　
　

れ
い
ひ
け
山
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吉
岡
沢
山　
　
　
　

宮
ノ
哥
山　
　
　

万
内
山

し
ら
ふ
山　
　
　
　

福
嶋
山　
　
　
　

湯
本
山
崎

萩
さ
り　
　
　
　
　

知
り
内
沢
山　
　

脇
本

喜
古
内
山　
　
　
　

か
う
れ
い
山
（
嶺
カ
）浜　

し
や
つ
か
り
山

泉
沢　
　
　
　
　
　

か
ま
や
山　
　
　

ひ
こ
ま
山

お
ひ
ら
山　
　
　
　

三
ツ
石
山　
　
　

当
別
山

屋
け
内　
　
　
　
　

一
本
木
沢
山　
　

戸
切
地
沢

有
川
沢　
　
　
　
　

く
ん
ね
別　
　
　

七
重
柏
木
立

亀
田
一
本
柏
木
立　

か
ち
屋
村　
　
　

湯
ノ
川
沢

　
　
　
　

西
在
郷

の
し
の
下
山　
　
　

き
よ
へ
山　
　
　

お
も
ち
沢

木
曽
山　
　
　
　
　

上
ノ
国
沢
山　
　

と
ゝ
川
沢

江
差
か
や
お
と
し　

と
よ
へ
内
沢　
　

お
こ
な
ひ
山

泊
り
山　
　
　
　
　

お
屋
ま　
　
　
　

田
沢

今
久
保
野　
　
　
　

あ
つ
さ
ふ
沢　
　

し
と
の
山
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乙
部
湯
本　
　
　
　

こ
り
ん
沢　
　
　

お
と
へ
沢

右
之
外
矢
こ
し　

大
野　

汐
と
ま
り　

も
な
い　

け
ん
に
ち　

え
と
も
抔
と
申
所
ニ
而
数
ヶ
有
レ
之
以
上
三
百
九
十
ケ
所

余
有
レ
之
よ
し
、
其
内
家
中
江
渡
し
置
申
候
所
も
有
レ
之
候
よ
し

　

松
前
藩
で
は
江
戸
初
期
か
ら
、
鷹
捕
獲
地（
鷹
打
場
）を
家
臣（
四
五
名
）の
知
行
地
と
し
て
あ
て
が
っ
て
い
た
。
家
臣
た

ち
は
現
場
で
鷹
を
調
養
す
る
鷹
部
屋
を
設
け
て
お
り
鳥
屋
場
数
は
藩
主
一
族
が
最
も
多
く
、
計
二
一
一
ケ
所
中
一
四
二
ヶ

所（
六
七
％
）を
占
め
て
い
た
。
家
臣
た
ち
は
配
下
の
鷹
師
衆
や
鳥
見
衆
を
鳥
打
場
に
派
遣
し
て
、
鷹
を
捕
獲
さ
せ
た
の
で

あ
る（『
松
前
町
史
』
通

説
編
第
一
巻
上

）。
鷹
打
場
の
数
は
、
右
に
見
た
よ
う
に
江
戸
初
期
は
二
一
一
ケ
所
と
知
ら
れ
る
が
、
中
期
に
は
三
九

〇
ケ
所
と
な
り
、
後
期
に
は
七
六
ケ
所
と
減
少
し
て
い
る（『
放
鷹
』
所
収

「
鷹
出
所
名
録
」
）。

　

松
前
藩
の
鷹
匠
・
鳥
見
の
も
と
に
は
在
々
に
お
い
て
（
た
か
う
ち
か
せ
ぎ
）

「
鷹
打
稼
」
に
従
う
者
が
居
た
。
鷹
打
稼
た
ち
は
、
そ
の
手
柄
に

応
じ
て
、「
初
若
黄
鷹
打
申
候
者
ニ
金
五
両
位
取
セ
申
よ
し
、
黄
鷹
の
位
に
よ
り
二
両
或
三
両
位
褒
美
と
し
て
」
も
ら
っ

て
い
た
と
い
う
。
鷹
を
打
て
な
か
っ
た
者
は
金き
ん

子す

は
与
え
ら
れ
ず
、
扶
持
米
だ
け
が
給
付
さ
れ
た
。

　

家
臣
の
鷹
打
場
で
捕
獲
さ
れ
た
鷹
の
う
ち
、「
よ
ろ
し
き
ハ
吟
味
い
た
し
」
た
う
え
で
藩
主
が
取
上
げ
、「
鷹
之
位
ニ
よ

り
拾
両
二
十
両
或
三
十
両
ニ
も
買
取
り
申
候
」
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
松
前
氏
が
将
軍
家
に
献
上
し
た
り
、
他
藩
の
大

名
に
売
却
し
た
り
す
る
鷹
で
あ
る
。
な
お
、
家
臣
た
ち
は
、「
自
分
々
に
も
賣
申
候
」
と
い
う
か
ら
、
松
前
に
鷹
買
い
に
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訪
れ
る
他
藩
の
使
者
な
ど
に
売
却
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

　

松
前
藩
で
と
れ
る
鷹
は
「
黄
鷹　

兄
鷹　

山
鴘　

隼　

鷂　

萑
隼
」
で
あ
り
、
こ
の
ほ
か
に
稀
に
小
鷹
が
と
れ
る
こ
と

も
あ
っ
た
。
享
保
元
年（
一
七
一
六
）に
は
「
黄
鷹
八
十（
据
）居」
を
捕
獲
し
た
と
い
う
。
驚
く
べ
き
数
で
あ
る
。

　

松
前
藩
に
お
け
る
鷹
捕
獲
に
は
二
つ
の
方
法
が
あ
っ
た
。
一
つ
は
、
八
月
頃
か
ら
十
二
月
正
月
に
か
け
て
、
餌
鳥（
お

と
り
）と
し
て
鶴
を
繋
ぎ
置
き
、
鷹
が
こ
れ
を
ね
ら
っ
て
鶴
と
組
合
っ
て
い
る
時
、
伏
せ
網
を
し
か
け
て
捕
え
る
と
い
う

方
法
が
あ
っ
た
。
も
う
一
つ
の
方
法
は
、「
夷
仁
」（
ア
イ
ヌ
）に
鷹
巣
の
あ
り
か
を
よ
く
見
置
か
せ
、
巣
子
の
成
長
ぐ
あ
い

の
好
機
を
つ
か
み
、
月
夜
に
忍
び
寄
っ
て
つ
か
ま
え
る
と
い
う
方
法
で
あ
る
。

　
「
夷
仁
」
が
松
前
ま
で
巣
子
捕
獲
の
報
せ
を
届
け
る
と
、
鷹
匠
が
差
遣
さ
れ
、
巣
子
を
引
取
る
わ
け
で
あ
る
。
大
概
十

中
二
、
三
居
が
よ
ろ
し
き
鷹
も
あ
れ
ば
、
ぜ
ん
ぶ
良
い
鷹
も
あ
り
、
ま
る
で
用
に
立
た
ぬ
も
の
も
あ
る
。
そ
の
判
断
は
鷹

匠
の
目
利
の
秘
術
に
依
る
と
い
う
。

　
「
夷
仁
」
は
鷹
匠
が
到
着
す
る
ま
で
は
鷹
の
餌
と
し
て
川
魚
を
与
え
て
い
る
が
、
鷹
匠
が
受
取
る
と
、
餌
は
鳥
に
切
替

え
る
と
い
う
。
こ
れ
は
ア
イ
ヌ
に
わ
ざ
と
そ
う
指
示
し
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
鷹
の
子
を
鷹
匠
が
訓
養
し
や
す
く
す
る

た
め
で
あ
る
。

　
「
段
々
仕
入
等
殊
之
外
六（
敷
）
借
物
の
よ
し
」
と
か
「
目
利
ニ
秘
事
有
之
」、
あ
る
い
は
「
藝
道
目
利
秘
事
い
た
し
申
ゆ
へ
し

れ
か
た
き
」
な
ど
と
あ
っ
て
、「
松
前
蝦
夷
記
」
の
筆
者
が
並
々
な
ら
ぬ
関
心
を
示
し
て
い
る
。
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つ
ぎ
に
抄
記
す
る
一
節
な
ど
は
、
幕
府
巡
見
使
が
膝
を
乗
り
出
し
て
、
松
前
藩
の
鷹
匠
の
話
に
聴
き
入
っ
て
い
る
姿
を

彷
彿
さ
せ
よ
う
。

（
き
だ
か
・
弟だ
い鷹
の
若
鷹
）

　
　

兄（
し
ょ
う
）鷹も
黄
鷹
も
一
巣
ニ
候
へ
共
少
々
違
イ
有
レ
之
由
、
尤
藝
も
次
の
よ
し
、

　
　

	

兄
弟
之
兄
鷹
ニ
候
得
共
結
局
兄
鷹
ハ
藝
う
す
く
弟
鷹
ハ
弟
ニ
候
得
共
藝
能
ゆ
へ
調
法
に
い
た
す
の
よ
し
、
見
分
け
次

第
有
レ
之
よ
し
、
山
（
や
ま
が
え
り
）
鴘
を
ハ
鷹
ニ
も
有
レ
之
黄
鷹
之
山
鴘
を
取
申
由
、
是
ハ
一
と
（
鳥
）屋
い
た
し
申
候
ハ
は
ら
か
た
ふ
黒

ク
成
、
夫
を
か
た
か
へ
り
と
云
、
二
年
目
ニ
と
屋
い
た
し
候
へ
者
両
は
ら
共
く
ろ
く
な
る
ゆ
へ
に
諸
か
へ
り
と
云
由
、

藝
も
よ
き
よ
し
、
先
ハ
若
キ
を
用
イ
申
ゆ
へ
に
若
黄
鷹
と
申
を
調
法
に
い
た
し
申
候
、
尤
藝
道
目
利
秘
事
い
た
し
申

ゆ
へ
し
れ
か
た
き
よ
し
、

　

こ
こ
で
は
、
一
つ
の
鷹
巣
に
は
ふ
つ
う
雌
雄
の
巣
子
鷹
が
養
わ
れ
て
い
て
、
雌
を
弟だ
い鷹（き
だ
か
・
わ
か
た
か

黄
鷹
）と
称
し
、
雄
を
兄し
ょ
う鷹

と
呼
ん
で
い
る
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
鷹
狩
に
は
弟
鷹（
雌
）の
方
が
「
芸
が
能
い
」
の
も
常
識
で
あ
る
。

　

山や
ま
が
え
り鴘の
鷹
と
い
う
の
は
、
山
回
と
も
書
き
、
年
を
越
え
て
山
に
い
て
毛
を
替
え
た
鷹
の
こ
と
で
あ
る
。
山
鴘
の
鷹
を
捕

獲
し
鷹
部
屋（
鳥と
や屋
）の
中
で
一
夏
を
飼
育
し
た
も
の
は
腹
部
の
毛
色
が
片
斑
と
な
る
。
こ
れ
を
「
鴘か
た
か
え
り鷹」
と
い
う
。
二
歳

の
鷹
で
あ
る
。
二
年
間
鳥
屋
飼
を
し
た
鷹
は
「
諸も
ろ

か
へ
り
」
と
言
う
。
腹
部
の
両
方
が
黒
い
斑
と
な
る
。
三
歳
の
鷹
の
こ

と
で
あ
る
。
芸
も
よ
い
わ
け
だ
。
と
に
か
く
、
先
ず
は
若
い
雌
の
鷹（
若
黄
鷹
）を
用
い
て
調
教
す
る
の
だ
が
、
い
ず
れ
に

せ
よ
、
鷹
の
「
調
法
」
は
、
鷹
匠
の
「
藝
道
目
利
秘
事
」
な
の
で
あ
る
、
と
力
説
し
て
い
る
。
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以
上
、「
松
前
蝦
夷
記
」
か
ら
、
鷹
に
関
す
る
記
述
に
関
し
て
、
若
干
の
解
説
を
試
み
た
。
つ
い
で
な
が
ら
「
同
書
」

は
松
前
藩
の
物
産
に
つ
い
て
、
か
な
り
詳
細
な
記
述
を
残
し
て
い
る
。
そ
れ
は
松
前
藩
が
他
の
諸
藩
と
は
全
く
異
質
な
土

地
柄
で
あ
り
、
米
穀
が
収
穫
で
き
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
鷹
以
外
の
物
産
と
し
て
、
砂
金
・
材
木（
桧ヒ
ハ松
）・
鯡
に
し
ん・
昆
布
・

干
鮭
・
干
鱈
・
串
鉋
・
串
海ら
っ
こ鼠
・
膃お
っ
と
せ
い

肭
臍
・
魚
油
・
干
鮫
・
塩
引
鮭
・
熊
皮
・
熊
胆
・
猟ら
っ
こ虎
皮
・
あ
さ
ら
し
皮
・
鷲
尾
・

鹿
皮
・
塩
蕨
・
数
子
・
椎
茸
・
干
鱈
・
煎い
り
な
ま
こ

海
鼠
・
か
ら
ふ
と
織
物
・
唐
木
綿
・
ゑ
ふ
り
こ（
眼
病
治
癒
薬
）・
石
焼
鯨
・
鱒
・

と
ど
、
の
ほ
か
、
鶴
・
白
鳥
・
雁
・
鴨
な
ど
諸
鳥
を
あ
げ
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
物
産
の
う
ち
、
松
前
藩
は
十
五
種
の
「
年
中
献
上
物
之
品
」
が
定
め
ら
れ
て
お
り
、
江
戸
参
府
に
際
し
て
は
特

に
「
鷹
尾
三
十
尻
・
猟
虎
皮
三
枚
・
昆
布
五
箱
」
を
献
上
し
て
い
た
。
鷹
献
上
の
こ
と
は
言
う
ま
で
も
あ
る
ま
い
。

　

諸
物
産
の
う
ち
、「
同
書
」
が
特
筆
し
て
い
る
の
は
、
鷹
と
熊
に
つ
い
て
で
あ
っ
た
。

　

な
お
、
右
に
見
え
る
「
鷹
尾
三
十
尻
」
と
は
何
か
。
こ
れ
は
、
矢
羽
に
用
い
る
た
め
の
鷹
の
尾
羽
根
の
こ
と
で
あ
り
、

一
尻
は
十
二
枚
の
尾
羽
根
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
合
計
三
六
〇
枚
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
す
で
に
、
第
六
章
で
取
上
げ
た
史

料（「
蒲
生
氏
文
禄
四
年　

秋
分
蔵
入
銭
請
取
帳
」）の
中
に
、「
壱
貫
文　

御
矢
篦
之
代　

池
内
作
左
右
衛
門
尉
」
と
あ
っ
た
よ
う
に
、
矢や
は
ぎ
し
ゅ
う

作
衆
の
た
め

に
矢
篦（
矢
柄
・
矢
竹
）と
矢
羽
根
は
不
可
欠
な
も
の
で
あ
る
。
弓
馬
の
故
実
書
に
は
「
と
が
り
矢
、
か
ぶ
ら
矢
、
か
り
ま
た
か（柄
）ら

な
ど
に
は
、
鷹
の
羽
付
る
事
本
儀
な
り
。
其
ほ
か
は
略
儀
な
り
」
と
見
え
て
い
る（
寛
正
五
年（
一
四
六
四
）十
一
月
、
多
賀
高
忠
「
就
二
弓
馬

之
儀
一
大
概
聞
書
」『
新
校
群
書
類
従
第
十
八
巻
』
所
収

）。

鷹
狩
の
役
に
は
立
た
な
く
な
っ
た
「
古
鳥
屋
」
あ
る
い
は
負
傷
し
た
鷹
の
尾
羽
な
ど
が
売
却
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
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第
三
節　

細
川
忠
興
と
鷹

　

室
町
幕
府
の
権
威
が
急
速
に
衰
え
て
ゆ
く
時
代
、
足
利
十
三
代
将
軍
義
輝
の
御
供
衆
、
長
岡
藤
孝（
の
ち
細
川
幽
斎
、
天
文
三
年
〈
一
五

三
四
〉―
慶
長
十
五
年〈
一
六
一
〇
〉）

は
や
が
て
、
足
利
義
昭
を
擁
し
て
入
京
す
る
織
田
信
長
に
結
び
つ
き
な
が
ら
頭
角
を
あ
ら
わ
し
て
行
っ
た
。
そ
の
実
子
・

細
川
忠
興（
の
ち
三
斎
・
法
名
宗
立
、
永
禄
六

〈
一
五
六
三
〉―
正
保
二〈
一
六
四
五
〉）は
父
と
共
に
足
利
義
昭
・
明
智
光
秀
と
も
交
渉
を
も
っ
た
が
、
織
田
信
長
に
重
ん
じ

ら
れ
、
本
能
寺
の
変
の
後
は
豊
臣
秀
吉
に
従
属
し
た
。
妻
・
細
川
ガ
ラ
シ
ア
は
明
智
光
秀
の
娘
・
た
ま
0

0

で
あ
っ
た
が
、
こ

の
夫
妻
は
光
秀
に
は
従
わ
ず
、
秀
吉
の
後
に
は
徳
川
家
康
に
従
っ
た
。
細
川
幽
斎
・
三
斎
父
子
は
、
足
利
義
昭
・
織
田
信

長
・
近
衛
龍
山
・
豊
臣
秀
吉
・
徳
川
家
康
な
ど
が
関
わ
っ
た
「
鷹
と
鷹
狩
」
に
つ
い
て
も
、
多
く
の
知
見
を
得
て
い
た
こ

と
は
十
分
に
想
像
で
き
よ
う
。
本
研
究
を
総
括
す
る
意
味
で
細
川
忠
興
と
鷹
の
問
題
を
述
べ
る
こ
と
に
し
た
。

　

以
下
、

　
　
　
（
一
）　

御
鷹
の
下
賜
と
鷹
の
鶴　
　
（
二
）　

鷹
の
貸
借
と
高
麗
鷹
の
入
手　
　
（
三
）　

鷹
匠
と
鷹
の
調
教

　
　
　
（
四
）　

鷹
の
鳥
の
料
理　
　
（
五
）　

鷹
野
の
こ
と

と
い
う
小
項
目
を
立
て
て
展
開
し
て
み
よ
う
。
な
お
、
本
節
は
『
大
日
本
近
世
史
料　

細
川
家
史
料
』（
東
京
大
學
史
料

編
纂
所
編
纂

）所
収

の
史
料
に
拠
っ
て
構
成
し
て
い
る
。
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
細
川
忠
興
か
ら
、
嗣
子
忠
利
に
宛
て
た
書
状
で
あ
る
。
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（
一
）　

御
鷹
の
下
賜
と
鷹
の
鶴

　

諸
大
名
に
と
っ
て
将
軍
家
よ
り
鷹
お
よ
び
鷹
狩
の
え
も
の
を
下
賜
さ
れ
る
こ
と
は
極
め
て
光
栄
、
一
家
の
誉
れ
で
あ
っ

た
。

　

ま
ず
、
徳
川
家
康
か
ら
は
「
大
御
所
様
ゟ
（
よ
り
）御
鷹
二
ッ
、
御
鷹
之
鶴
一
ッ
拝
領
仕
候
、
其
外
様
々
御
懇
之
御
諚
共
ニ
候
、

公
方
様
ヨ
リ
も
土
井
大
炊
殿
を
以
、
御
念
入
庵
（
た
）る

御
内
意
共
ニ
候
、
可
二
心
安
一
候
事
」（
慶
長
十
九
年
正

月
廿
二
日
付

）と
あ
る
。

　

江
戸
時
代
初
期
、
鷹
一
居
の
値
段
は
お
よ
そ
二
十
両（
約
六
百
万
円
）で
あ
っ
た
よ
う
だ
か
ら
、
高
級
自
動
車
一
台
ぐ
ら

い
で
あ
る
。
そ
れ
よ
り
も
、
ほ
か
な
ら
ぬ
大
御
所
よ
り
の
逸
物
の
鷹
が
下
賜
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
の
重
味
は
か
け
が
え
も

な
い
こ
と
と
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
、
大
御
所
家
康
の
鷹
匠
が
う
や
う
や
し
い
儀
礼
の
所
作
を
も
っ
て

受
け
渡
し
を
お
こ
な
う
の
で
あ
る
。「
懇
ろ
な
る
御
諚
」「
御
念
入
た
る
御
内
意
」
の
内
容
は
、
一
層
重
々
し
い
意
味
を
付

与
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　

な
お
、
拝
領
の
鶴
の
こ
と
が
見
え
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
家
康
が
直
々
に
鷹
狩
で
と
ら
え
た
鶴
で
あ
っ
て
、
ど
こ
か
ら

か
調
達
し
た
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
鶴
取
り
の
実
況
に
つ
い
て
、
使
者
と
し
て
や
っ
て
き
た
家
康
の
鷹
匠
が
神
妙
に
も
の

語
っ
て
い
る
こ
と
は
想
像
で
き
る
。
あ
る
い
は
書
状
に
「
御
鷹
二
ツ
」
と
認
め
て
い
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
鶴
取
り
に
長

け
た
鷹
で
あ
っ
た
こ
と
も
想
像
し
て
よ
い
。
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次
に
、
徳
川
秀
忠
か
ら
も
鷹
を
拝
領
す
る
こ
と
も
あ
っ
て
、「
去
年
之
春
拝
領
之
若
鷹
ニ
靏
を
と
ら
せ
申
候
間
、
公
方

様
へ
上
ケ
申
度
候
て
、
靏
持
せ
進
上
申
候
間
、
大
炊
殿
へ
相
談
候
て
上
ケ
可
レ
被
レ
申
候
」（
元
和
四
年　
　

二
月
十
九
日
付
）と
見
え
て
い
る
。

　

こ
れ
は
、
将
軍
秀
忠
か
ら
拝
領
の
若
鷹
が
一
年
後
に
は
り
っ
ぱ
に
仕
上
が
っ
て
、
鶴
取
の
鷹
に
ま
で
成
っ
た
こ
と
を
誇

ら
し
げ
に
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
鷹
の
鶴
を
土
井
利
勝
に
相
談
の
上
、
将
軍
に
進
献
す
る
よ
う
に
し
て
い
る
こ
と
が

分
か
る
。
鷹
進
上
の
儀
礼
が
重
ん
じ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

将
軍
秀
忠
か
ら
の
鷹
拝
領
は
四
回
、
鶴
の
拝
領
は
九
回
を
か
ぞ
え
る（
た
だ
し
、
元
和
三
年
～
元
和
九
年
）。

（
二
）　

鷹
の
貸
借
と
高
麗
鷹
の
入
手

　

細
川
忠
興
は
慶
長
五
年（
一
六
〇
〇
）、
関
ヶ
原
合
戦
の
あ
と
十
一
月
に
、
丹
後
二
十
三
万
石
か
ら
豊
前
小
倉
三
十
六
万

九
千
石
に
転
封
さ
れ
た
。
奥
羽
の
大
名（
佐
竹
・
上
杉
・
伊
達
氏
な
ど
）の
よ
う
に
鷹
を
数
多
く
所
有
す
る
と
い
う
条
件

に
は
恵
ま
れ
て
い
な
い
。
九
州
と
い
え
ば
日
向
米
良
山
の
巣
鷹
は
著
名
で
あ
っ
た
が
、「
鷹
出
所
名
録
」
に
お
い
て
も
、

長
門
に
三
か
所
、
伊
予
に
二
〇
か
所
、
薩
摩
で
二
か
所
と
い
う
か
ら
全
国
六
五
五
ヵ
所
中
四
パ
ー
セ
ン
ト
に
す
ぎ
な
い
。

そ
れ
に
対
し
て
、
松
前
は
二
六
パ
ー
セ
ン
ト
、
奥
羽
は
五
四
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
。
そ
の
他
は
す
で
に
豊
臣
秀
吉
お
よ
び

徳
川
家
康
・
秀
忠
に
よ
っ
て
、
鷹
巣
山
と
し
て
囲
い
込
ま
れ
て
い
た
か
ら
、
西
南
地
方
の
江
戸
初
期
大
名
の
鷹
確
保
は
、

む
ず
か
し
か
っ
た
と
み
て
よ
い
。
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さ
て
、
細
川
忠
興
が
阿
波
徳
島
城
主
の
蜂
須
賀
至
鎮
か
ら
鷂
の
進
遣
を
受
け
た
珍
し
い
例
が
あ
る
。

　
　
　

尚
々
赤
苻
一
・
き
黒
苻
二
安
（
に
）て
候
、
以
上

　

	
阿（蜂
須
賀
至
鎮
）

州
よ
り
使
給
、
鷂
三
連
給
候
、
返
事
ハ
則
使
ヘ
渡
申
候
、
船
中
安
（
に
）て
餌
難
レ
調
候
條
、
其（中
津
）地ま
て
事
傳
申
、
我
々
下

國
ま
て
其
方
ニ
を
按
（
か
）暗
（
れ
）、
す
ゑ
な
つ
け
さ
せ
候
て
可
レ
給
候
、
又
阿
州
へ
能
々
禮
被
レ
申
候
て
可
レ
給
候
、

　

恐
々
謹
言
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

越

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

忠（
花
押
）

　
　

九
（
慶
長
十
六
年
）

月
廿
日

　
　
　
　

内
（
細
川
忠
利
）

記
殿

　
　
　
　
　
　
　

進
レ
之
候

　

鷂
は
い
た
かは
大
鷹（
蒼
鷹
）の
よ
う
に
鶴
・
白
鳥
を
ね
ら
っ
た
り
す
る
に
は
適
し
て
い
な
い
け
れ
ど
も
、
鴨
・
鶉
な
ど
を
ね
ら
う

に
は
す
ぐ
れ
て
い
る
。
阿
波
産
の
鷂
が
三
連
も
手
に
入
っ
た
こ
と
に
喜
び
を
お
さ
え
き
れ
な
い
。
鷂
の
輸
送
に
は
海
路
を

利
用
せ
ざ
る
を
え
ず
、
そ
の
た
め
、
船
中
で
餌
を
調
達
す
る
の
が
む
ず
か
し
い
と
も
あ
る
。
据
え
懐
け
の
こ
と
に
注
意
を

払
う
よ
う
に
と
も
述
べ
て
い
る
。
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こ
の
鷂
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
三
年
後
の
慶（一
六
一
四
）

長
十
九
年
八
月
十
八
日
付
の
忠
興
書
状
に
、

「
其
方
鞍
（
は
）い
鷹
、
能
う
つ
ら
を
取
案
（
が
）在

レ
之
由
、
物
語
ニ
候
つ
る
、
其
鷹
之
儀
を
尋
候
へ
闇
（
ば
）、
此
比
と
や
ゟ
（
よ
り
）出
可
レ
申
之

由
申
候
間
、
我
々
取
候
て
つ
按
（
か
）ひ
可
レ
申
候
、
大
鷹
を
一
ツ
其
方
へ
可
レ
遣
候
、
可
レ
被
レ
得
二
其
意
一
候
、」
と
あ
る
。

　

蜂
須
賀
至
鎮
よ
り
の
鷂
は
、
小
倉
在
城
の
細
川
忠
利
の
も
と
へ
届
け
ら
れ
て
い
た
が
、
そ
の
う
ち
、
よ
く
鶉
を
取
る
鷂

が
い
る
こ
と
を
聞
き
及
ん
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
頃
、
鳥
屋
か
ら
出
し
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
、
我
々
と
し

て
も
、
つ
か
っ
て
み
た
い
も
の
だ
、
と
も
述
べ
、
さ
ら
に
忠
興
所
持
の
大
鷹
を
一
居
、
忠
利
へ
つ
か
わ
そ
う
と
し
て
い
る
。

　

阿
波
の
鷂
三
連
の
う
ち
二
連
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
史
料
に
よ
っ
て
、「
尾
そ
り
」
と
「
日
本
」
と
い
う
名
を
付

け
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

　
「
尾
そ
り
の
事
承
候
、
今
日
ま
て
に
ハ
鴨
八
十
一
と
ら
せ
申
候
、
も
鞍
（
は
）や

此
暮
ま
て
ハ
鴨
と
ら
せ
申
ま
し
き
と
申
事
候
、

け
り
を
も
五
十
あ
ま
り
と
ら
せ
申
按
（
か
）と

覺
申
候
、
う
つ
ら
な
と
ハ
、
日
本
よ
り
も
ま
し
ニ
と
り
申
候
、
羽
ふ
り
頓
而（て
）ミ

せ

可
レ
申
候
、」（
元
和
元
年　

三
月
八
日
付
）

　

尾
が
ぴ
ん
と
反
り
あ
が
っ
て
精
悍
な
姿
を
し
た
鷂
―
尾
そ
り
―
の
大
活
躍
ぶ
り
が
伝
わ
っ
て
く
る
。
鴨
を
八
十
一
羽
も

と
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
れ
以
上
、
鴨
を
と
ら
せ
な
い
で
、
鳧け
り（

ち
ど
り
科
で
足
が
長
い
）を
五
十
羽
あ
ま
り
と
ら
せ
る
よ
う
に
、

と
言
っ
て
い
る
。
鶉
取
り
に
も
す
ぐ
れ
て
お
り
、「
日
本
」
よ
り
も
す
ぐ
れ
て
い
る
、
そ
の
羽
振
り
を
や
が
て
見
せ
て
や

ろ
う
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
細
川
忠
利
か
ら
も
、
よ
く
調
教
さ
れ
た
鷹
が
届
け
ら
れ
て
お
り
、
忠
興
は
「
一
段
雲
雀
・
鶉
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逸
物
安
（
に
）て
候
、
頓
而
（
て
）大
物
ニ
う
つ
し
候
て
見
可
レ
申
と
存
候
事
」（
元
和
二
年　

八
月
十
日
付
）と
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
先
述
し
た
「
尾
そ
り
」
の
こ
と
で
あ
る
が
、
或
る
時
、
足
を
傷
め
た
よ
う
で
あ
り
、「
尾
そ
り
、
足
の
こ

う
に
膏
薬
、
上
ニ
ち
り
く
杏
（
す
）り
被
レ
付
候
由
尤
候
」（
年
未
詳
三
月

廿
一
日
付

）と
あ
り
、
ま
た
そ
の
三
日
後
に
は
「
尾
そ
り
見
申
候
、
足

の
鞍
（
は
）
暗
（
れ
）ひ
き
申
候
、
ま
ん
そ
く
申
候
」（
年
未
詳　
　

三
月
廿
四
日
）と
あ
る
。

　

細
川
忠
興
愛
玩
の
鷹
は
あ
ま
り
多
く
な
い
。
そ
れ
だ
け
に
手
元
に
あ
る
鷹
に
対
し
て
は
細
か
な
配
慮
を
し
て
い
る
。
た

と
え
ば
、
次
に
と
り
あ
げ
る
隼
は
、
細
川
忠
利
か
ら
借
り
て
い
た
も
の
で
あ
る
。「
隼
永
々
留
置
候
、
来
廿
二
日
時
分
返

可
レ
申
候
、爰
元
々
白
鷺
多
候
て
上
隼
成
か
ね
申
候
、若
平
羽
仕
候
鷺
取
之
隼
候
鞍
（
は
）、年

内
か
り
申
度
候
、」（
元
和
九
年　
　
　

十
二
月
十
三
日
付
）。

借
用
中
の
隼
は
白
鷺
取
り
に
仕
立
て
よ
う
と
し
た
の
だ
が
、
た
ま
た
ま
白
鷺
が
数
多
く
群
来
し
て
い
て
、
上
隼（
空
中
へ

翔
び
立
た
せ
て
鷺
を
撃
墜
す
る
こ
と
か
）が
で
き
か
ね
る
。
そ
れ
で
も
し
、
忠
利
の
元
に
平
羽（
平
場
の
こ
と
か
、
鷺
が
地
面
に
降

り
立
っ
て
い
る
と
こ
ろ
）に
お
い
て
使
え
る
隼
が
あ
る
な
ら
ば
、
年
内
に
借
り
た
い
、
と
述
べ
て
い
る
。

　

細
川
忠
興
は
鷹
・
鷂
・
隼
な
ど
の
確
保
に
苦
心
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
は
、
朝
鮮
産
の
売
り
鷹
を
買
っ

た
次
の
史
料
に
み
え
て
い
る
。

　

	「
次
ニ
、
高
麗
之
賣
鷹
下
（
長
門
豊
浦
郡
）

關
へ
十
六
連
參
候
由
候
、
其
内
兄
鷹
御
入
候
以
（
は
）取
申
度
候
、
此
方
ゟ
（
よ
り
）目
利
之
者
不
レ
及
レ
遣
、

御
取
候
而
可
レ
給
候
、
弟
鷹
鞍
（
は
）入
不
レ
申
候
、」（
寛
永
五
年

二
月
二
日
）

　

そ
も
そ
も
、
朝
鮮
十
四
代
宣
祖
の
二
十
三
年（
天
正
十
八
年
〈
一
五
九
〇
〉）、
豊
臣
秀
吉
の
天
下
統
一
慶
賀
の
た
め
に
「
朝
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鮮
国
通
信
正
使
黄
允
告
（
吉
カ
）、
副
使
金
誡
一
」
は
対
馬
の
宗
義
智
を
同
伴
し
て
聚
楽
第
に
至
り
、
そ
の
際
「
大
鷹
子
十
五
連
」

を
進
物
と
し
て
い
る（「
善
隣
国
宝
後
記
」
続
群
書
類

従
巻
八
八
〇
史
籍
集
覧
二
一

）。
そ
の
後
、
文
禄
慶
長
の
役
に
よ
っ
て
断
絶
し
た
国
交
は
、
慶
長
十
二
年（
一

六
〇
七
）に
な
っ
て
回
復
し
、「
朝
鮮
正
使
呂
祐
吉
・
副
使
慶
暹
」
一
行
は
四
月
京
都
に
着
き
、
す
ぐ
に
江
戸
に
向
か
っ
た

（「
善
隣
国

宝
後
記
」）。
こ
の
使
節
一
行（
二
百
七
十
人
）の
こ
と
に
つ
い
て
、『
當
代
記
』
巻
四
は
、
次
の
よ
う
に
伝
え
て
い
る
。

　
「
大
鷹
五
十
本（
も
と
）居
下
、
是
も
城
々
よ
り
鷹
師
出
す
。
但
近
江
美
濃
衆
之
鷹
師
江
戸
迄
相
下
、
鷹
は
何
も
尾
羽
を
切
。
舟

に
て
渡
故
歟（
か
）」

さ
ら
に
、
つ
づ
い
て
、「
高
麗
人
間
、
卯
月
廿
六
日
江
戸
に
着
。
此
度
、
高
麗
人
進
上
大
鷹
、
京
都
を
四

十
八
出
け
れ
共
、
於
二
路
次
一
過
半
を
（
落
）ち

て
、
二
十
二
羽
江
戸
江
參
着
、
此
内
も
煩
鷹
多
し
。
後
に
聞
は
、
八
羽
を
ち
す

し
て
有
け
る
と
云
々
。
先
年
、
太
閤
秀
吉
江
、
高
麗
よ
り
如
レ
之
進
上
の
大
鷹
有
、
九
州
に
て
何
も
鳥
屋
へ
入
来
、
秋
の

末
に
鳥
屋
を
被
レ
出
し
間
、
此
度
は
長
路
を
下
故
歟
、
右
之
通
損
た
り
。」

　

右
の
記
事
に
つ
い
て
若
干
、
考
察
を
加
え
て
み
よ
う
。

　

ま
ず
、「
大
鷹
五
十
本（
も
と
）」
と
い
う
の
は
驚
目
に
価
す
る
が
、
こ
れ
は
、
元
和
三
年（
一
六
一
七
）の
朝
鮮
正
使
の
例
で
も

同
様
で
あ
っ
た
。「
鷹
五
拾
連　

虎
皮
参
拾
張　

豹
皮
参
拾
張　

人
參
貳
百
斤
」
な
ど
と
み
え
て
い
る（「
善
隣
国

宝
後
記
」）。
朝
鮮

の
物
産
の
珍
貴
さ
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
鷹
五
十（
も
と
）
連
と
い
う
の
は
、
徳
川
家
康
・
秀
忠
ら
の
鷹
数
寄
心
に
応
え
る
意
図
を

読
み
取
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

次
に
、
高
麗
鷹
の
輸
送
に
つ
い
て
言
及
す
れ
ば
、
釜
山
浦
か
ら
対
馬
を
経
て
、
博
多
へ
渡
海
し
、
さ
ら
に
瀬
戸
内
海
を
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通
っ
て
堺
に
至
る
舟
路
を
た
ど
る
。
そ
の
た
め
に
損
傷
す
る
尾
羽
を
前
も
っ
て
、
切
り
つ
め
て
お
い
た
の
だ
ろ
う
と
『
當

代
記
』
は
記
し
て
い
る
。

　

つ
ぎ
に
淀
川
か
ら
上
陸
し
て
東
海
道
に
入
り
、
駿
府
・
箱
根
・
江
戸
へ
と
運
ば
れ
る
わ
け
だ
が
、
道
中
の
諸
城
下
か
ら

は
鷹
師
が
出
て
、
餌
を
与
え
て
い
る
。
さ
ら
に
、
近
江
・
美
濃
衆
の
鷹
師
が
江
戸
ま
で
随
伴
し
て
い
た
こ
と
も
分
か
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
京
都
出
発
時
に
は
四
十
八
居
で
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
道
中
二
十
六
居
が
次
々
と
死
ん
で
し
ま
っ
た
と
い
う
。

江
戸
到
着
の
二
十
二
居
も
病
鷹
が
多
か
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
結
果
に
く
ら
べ
れ
ば
、
天（一
五
九
〇
）

正
十
八
年
時
の
高
麗
鷹
十
五
連
の
扱
い
方
は
良
か
っ
た
の
に
、
と
残
念
が
っ
て

い
た
り
す
る
。
つ
ま
り
豊
臣
秀
吉
の
時
に
は
、
い
っ
た
ん
九
州（
博
多
）で
鳥
屋
に
入
れ
て
十
分
養
生
さ
せ
て
夏
を
越
し
、

秋
の
末
に
な
っ
て
か
ら
鳥
屋
を
出
し
て
の
ち
京
都
ま
で
運
ば
せ
た
の
で
あ
っ
た
と
い
う
。
本
書
で
度
々
触
れ
た
よ
う
に
、

鷹
は
夏
四
月
八
日（
旧
暦
）の
頃
に
、
羽
替
り
期
に
入
る
た
め
に
、
鳥
屋
に
入
れ
、
秋
七
月
十
三
日（
旧
暦
）頃
に
鳥
屋
か
ら

出
す
の
が
、
鷹
養
調
の
鉄
則
で
あ
る
。

　

慶（一
六
〇
七
）

長
十
二
年
四
月
初
め
に
京
都
に
着
い
た
鷹
は
、
無
謀
に
も
十
数
日
間
、
東
海
道
を
揺
ら
れ
つ
づ
け
た
の
で
あ
っ
た
。

　

そ
れ
は
と
も
か
く
、
細
川
忠
興
が
下
関
ま
で
鷹
匠
を
遣
わ
し
買
い
入
れ
さ
せ
た
高
麗
鷹
は
、
江
戸
初
期
の
日
朝
交
渉
史

上
の
興
味
あ
る
存
在
で
あ
ろ
う
。
朝
鮮
通
信
使
の
来
朝
の
周
辺
に
は
、
高
麗
鷹
の
商
人
が
い
た
の
で
あ
る
。
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（
三
）　

鷹
匠
と
鷹
の
調
教

　

細
川
家
の
鷹
匠
と
し
て
知
ら
れ
る
の
は
、「
七
左
衛
門
・
勘
左
衛
門
・
五
左
衛
門
・
中
井
源
太
夫
」
の
四
名
で
あ
る

（
た
だ
し
、
慶
長
八
年
四

月
―
寛
永
十
八
年
二
月
）。
た
と
え
ば（
元（一
六
二
三
）

和
九
年
）八
月
二
十
八
日
付
の
細
川
忠
利
宛
細
川
忠
興
書
状
に
次
の
よ
う
に
見
え
て
い

る
。

　

一	

、
戸
田
左（氏
銕
）門殿

ゟ
鷹
之
事
承
候
、
安
儀
候
、
乍
レ
去
、
靏
取
二
ツ
之
内
、
七
左
衛
門
鷹
を
但
（
浅
野
長
晟
）

馬
殿
へ
昨
日
進
レ
之
候
、

勘
左
衛
門
鷹
を
羽
を
け
か
さ
せ
申
候
、
さ
れ
と
も
近
き
鴨
な
と
ハ
取
申
候
、
其
後
雁
ニ
も
靏
ニ
も
合
不
レ
申
候
、
事

之
外
之
羽
く
せ
ニ
て
候
間
、
靏
ニ
追
付
候
事
成
間
敷
と
存
候
、
さ
れ
共
鳥
屋
出
次
第
其
方
ま
で
可
レ
進
候
間
、
羽
之

様
躰
み
ら
れ
候
て
、
左
門
殿
へ
被
レ
上
候
か
、
又
や
く
ニ
立
間
敷
候
以
（
は
）、

其
方
ニ
て
以
（
は
）な

さ
れ
候
へ
く
候
、
我
等
以
（
は
）

大
鷹
つ
か
い
候
事
不
レ
成
候
間
、
以
来
も
大
鷹
持
申
間
敷
候
、
是
に
て
お
し
み
申（マ
ゝ
）さる

段
し
れ
申
候
事
、

　

こ
こ
に
、「
七
左
衛
門
鷹
」
と
「
勘
左
衛
門
鷹
」
と
見
え
て
お
り
、
こ
の
二
名
が
鷹
匠
で
あ
っ
た
こ
と
は
ま
ち
が
い
な

い
。
し
か
も
細
川
忠
興
自
身
、
鷹
術
に
関
す
る
知
識
を
か
な
り
も
っ
て
お
り
、
鷹
狩
も
実
践
し
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ

る
。
右
の
書
面
に
お
い
て
も
、
勘
左
衛
門
鷹
の
羽
の
怪
我
と
羽
の
様
子
な
ど
に
つ
い
て
、
素
人
ば
な
れ
し
た
書
き
よ
う
で
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あ
る
。
ま
た
、
末
尾
の
部
分
に
お
い
て
は
、
忠
興
は
大
鷹
の
扱
い
に
は
少
々
自
信
が
無
い
こ
と
を
吐
露
し
て
い
る
。

　

中
井
源
太
夫
と
い
う
鷹
匠
に
関
し
て
は
、
次
の
よ
う
な（
寛（
一
六
三
五
）

永
十
二
年
）正
月
六
日
付
の
書
状
が
あ
っ
て
分
か
る
。

　

一	

、
赤（肥
後
益
城
郡
）

見
へ
靏
取
九
月
ニ
可
レ
被
レ
遣
由
、
今
朝
も
申
候
こ
と
く
、
我
等
鷹
師
中
井
源
太
夫
と
申
者
八
日
ニ
赤
見
へ
著
候

様
ニ
可
レ
遣
候
、
此
者
と
其
方
鷹
師
い
か
様
ニ
も
申
合
候
へ
と
可
レ
被
二
申
付
一
候
、
し
ろ
數
赤
見
ニ
無
レ
之
候
ハ
ゝ
、

熊
本
廻
り
へ
遣
候
へ
と
可
二
申
付
一
由
、
得
二
其
意
一
申
候
、
と
か
く
靏
を
其
ま
ゝ
い
な
せ
候
事
、
を
し
き
と
申
事
迄

安
（
に
）て

候
事
、

　

一	

、
靏
取
之
逸
物
之
鷹
共
之
内
一
連
可
レ
給
由
、
一
段
満
足
申
候
、
さ
れ
と
も
、
も
以
（
は
）や
此
暮
之
儀
ニ
候
、
我
々
事
ニ

候
へ
以
（
は
）、

難
レ
期
二
來
冬
一
と
候
條
、
一
ツ
給
候
へ
と
存
候
ハ
ゝ
、
其
時
之
事
ニ
可
レ
仕
事
、

　

一	

、
權
烝
（
丞
、以
下
同
じ
）

高
麗
鷹
候
ハ
ゝ
、
靏
を
可
レ
取
鷹
二
連
所
望
之
由
、
先
日
申
付
候
つ
る
、
鷹
請
取
ニ
遣
者
來
十
日
ニ
其
地
へ

可
レ
進
間
、
權
烝
ニ
、
可
レ
然
鷹
を
ゑ
り
候
て
二
連
我
々
者
ニ
渡
シ
候
へ
と
、
御
申
付
候
て
可
レ
給
候
、
恐
々
謹
言
、

　

こ
れ
は
、
細
川
忠
興
の
鷹
師
中
井
源
太
夫
と
忠
利
の
鷹
師（
河
井
権
之
丞
で
あ
ろ
う
）と
が
よ
く
打
合
わ
せ
て
、
鷹
野
へ
行

く
べ
き
こ
と
を
伝
え
た
も
の
で
あ
る
。
も
し
も
肥
後
益
城
郡
内
の
赤
見
と
い
う
鷹
場
に
、鶴
が
集
結
し
て
い
る
場
所（
し
ろ
）

が
無
い
場
合
は
、
熊
本
城
周
辺
の
鷹
場
で
鶴
を
ね
ら
え
と
い
う
。
せ
っ
か
く
の
好
機
に
鶴
を
放
置
す
る
の
は
、
口
惜
し
い
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こ
と
だ
と
述
べ
て
い
る
。
忠
興
は
大
鷹
は
も
は
や
使
え
な
い
と
言
い
な
が
ら
、
や
は
り
「
靍
取
之
逸
物
之
鷹
」
に
未
練
が

残
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
河
井
権
之
丞
と
い
う
の
は
、
細
川
忠
利
の
鷹
師
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
り
、
鶴
取
の
高
麗
鷹
を
二
連
選
ん
で

忠
興
方
へ
遣
わ
し
て
く
る
よ
う
に
と
述
べ
て
い
る
。

　

大
名
の
鷹
数
寄
が
高
ず
る
と
、
配
下
の
鷹
匠
の
鷹
術
に
あ
れ
こ
れ
と
注
文
を
付
け
た
く
な
る
の
は
理
解
で
き
る
が
、
細

川
忠
興
の
場
合
も
同
様
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
忠
興
は
、
鶴
取
の
鷹
を
欲
し
が
っ
て
い
た
が
、
な
か
な
か
思
い
通
り
に

は
行
か
ず
、
考
え
た
こ
と
は
、「
鷹
雁
を
取
、
そ
れ
ゟ
青
鷺
を
手
き
ハ
よ
く
取
申
候
間
、
靍
へ
う
つ
し
候
て
見
可
レ
申
」

と
い
う
方
法
で
あ
っ
た（
寛
永
十
一
年
十
二
月
廿

三
日
付
細
川
忠
興
書
状
）。
細
川
忠
興
は
千
利
休
七
哲
の
一
人
と
も
言
わ
れ
る
が
、
鷹
飼
に
お
い
て
も
、

自
ら
実
践
・
考
究
し
て
や
ま
な
い
数
寄
者
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
鷹
に
は
じ
め
の
う
ち
は
雁
を
取
ら
せ
、
そ
れ
か
ら
、
次
に

青
鷺
を
手
際
よ
く
取
ら
せ
た
ら
、
い
よ
い
よ
鶴
取
を
仕
込
む
よ
う
に
す
る
鷹
術
に
精
通
し
た
の
で
あ
っ
た
。

（
四
）　

鷹
の
鳥
の
料
理

　

江
戸
時
代
初
期
の
将
軍
家
を
は
じ
め
、
伊
達
政
宗
・
佐
竹
義
宣
・
酒
井
忠
勝
や
細
川
忠
興
に
関
す
る
史
料
を
調
べ
て
い

る
と
、
か
れ
ら
の
も
と
に
諸
大
名
や
家
臣
か
ら
の
季
節
ご
と
の
食
べ
物
が
頻
繁
に
進
遣
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
驚
か
さ
れ

る
。
儀
礼
行
為
な
ど
と
い
え
ば
そ
れ
ま
で
だ
が
、
実
際
的
に
は
、
そ
れ
ら
の
進
遣
物
は
旬
の
食
べ
物
で
あ
っ
て
、
お
抱
え
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の
料
理
人
に
よ
っ
て
食
膳
に
供
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
目
を
向
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

試
み
に
、
細
川
忠
興
の
場
合
を
ま
と
め
て
み
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

　

○
一
月　

―	

鮭
の
ひ
ら
き
、
玉
名
蠣（
二
桶
）、
阿
波
の
鰹（
一
箱
）、
菊
池
の
り
。	

御
鷹
の
鶴	

、	

鷹
の
小
鴨（
二
桶
）	

、

	
	

	

鷹
の
雁	

、	

隼
の
雁	

、	

黒
鶴	

、	

鷹
の
真
名
鶴	

　

○
二
月　

―	
越
後
の
塩
鮭（
五
尺
）、
昆
布（
二
十
把
）、
鯛（
二
十
）、
諸
白
樽（
三
つ
）、
南
蛮
海
月（
曲
物
一
つ
）、
海
茸
の
鮨
、

猪
の
足（
五
つ
）、
生
鮒
、
か
い
さ
ざ
い〈
貝
栄
螺
〉（
一
籠
）、
あ
け
貝〈
姥
貝
〉（
一
桶
）、
子
籠
の
鮭（
五
尺
）、

土
筆（
一
籠
）、
猪
の
脚
、	

鷹
の
鴨（
五
つ
）	

、	

雁（
一
壺
二
十
）	

、	

鴨（
一
壺
三
十
五
）	

　

○
四
月　

―		

蜜
柑（
三
〇
〇
入
一
籠
）、
善
徳
寺
酢
徳
利（
一
）、
苺

　

○
五
月　

―
蒸
鰹
、
梅
漬（
一
壺
）。	
雲
雀
の
た
た
き（
一
壺
）	

　

○
六
月　

―	

御
鷹
の
鶴	

　

○
七
月　

―	

疋
田
酢（
二
桶
）、
鎌
倉
鰒
、
の
ろ
の
り（
一
箱
）、
昆
布（
二
十
把
）、
干
鯛（
二
十
）、
鯣（
二
十
連
）鯖（
二
指
）、

鮎（
一
籠
）、
高
麗
胡
桃（
一
折
）、	

鷹
の
雲
雀（
十
五
）	

、

　

○
八
月　

―
貝
蚫（
二
〇
〇
）、	

鷹
の
雲
雀（
千
）	

、	

御
鷹
の
鶴	

　

○
九
月　

―
塩
鮭（
一
尺
）、
小し
ょ
う
た
い岱の
松
茸（
四
十
五
本
）、
生こ
の
わ
た

海
鼠
、	
鷹
の
鴨（
三
）	

　

○
十
月　

―	

天（
あ
ま
ぼ
し
カ
）

干（
十
九
）、
柿
、
松
露
、
松
茸（
三
十
）、
し
め
ち（
三
十
九
本
）、
し
い
た
け（
百
本
）、
御
所
柿（
一
桶
）、
鮭（
一
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尺
）、	

鷹
の
鶴	

、	

鷹
の
雁	

、	

御
鷹
の
鶴	

、	

鷹
の
雁
鴨（
一
姐サ

オ
十
五
ツ
）	

　

○
十
一
月
―	

三
角
の
海こ
の
わ
た

鼠
壺（
一
）、鮒（
七
枚
）、丹
後
鰤（
一
ツ
）、霙み
ぞ
れ酒（

二
桶
）、つ
く
ね
い
も（
一
籠
）、海
鼠
腸（
一
桶
）、

　
　
　
　
　
　

諸
白
大
樽（
五
）、
八
代
櫁
柑
五
百
入（
二
籠
）、
ふ
り
こ（
一
桶
）、
は
せ
の
粉
、
平
鰒
の
皮（
三
十
）、

　
　
　
　
　
　

鮭
ひ
ら
き（
十
）、
へ
な
た
り（
三
十
）、
蚫（
五
十
）、
た
い
ら
き（
三
十
）、	

生
鶴
の
盹

も
も
け	

、	

御
鷹
の
鶴	

、

　
　
　
　
　
　

	
生
鶴
も
も
け	

、	

鴨
の
も
も
け（
二
曲
物
）	

、	

鴨
の
も
も
け（
味
噌
漬
・
塩
漬
・
二
百
六
十
五
）	

、

　
　
　
　
　
　

	
鷂
の
け
り	

・	

小
鴨（
四
）	

、	

隼
の
鴨	

、	

鷹
の
鶴	

、	

鷹
の
鴨（
三
十
）	

　

○
十
二
月
―	

肥
後
酒（
二
、う
る
山
町
鶴
屋・き
く
や
）、甘
塩
の
海
鼠
壺（
一
）、糟
漬
の
鯛
一
桶（
百
三
十
）、善
徳
寺
酢（
二
色
）、鮎（
一

重
）、
塩
煮
の
貝
、
玉
名
蠣（
一
桶
）、
生
鮑（
一
籠
）、
生
鯛（
一
籠
）、
た
い
ら
き（
一
籠
）、
瓜
の
香
物（
一
壺
）、
鯛（
五

つ
）、
あ
か
う（
五
つ
）、	
鷹
の
鴨（
二
十
）	

、	

御
鷹
の
鶴	

、	

白
鳥	

、	

真
鴨	

、	

小
鴨	

、	

鷹
の
黒
鶴	

（
た
だ
し
細
川
家
史
料
慶
長
八
年
―

寛
永
十
八
年
）

（	　
　

	

は
鷹
の
え
も
の
、	　
　

	

内
は
将
軍
家
か
ら
下
賜
さ
れ
た
も
の
を
表
わ
す
）

　

さ
て
、
右
に
ま
と
め
た
食
べ
物
の
う
ち
、
山
野
河
海
の
産
物
は
漁
師
・
猟
人
・
百
姓
た
ち
が
伝
統
的
技
法
を
駆
使
し
な

が
ら
獲
得
す
る
の
に
対
し
て
、
諸
鳥
は
猟
銃
が
発
達
し
て
い
な
い
段
階
に
あ
っ
て
は
、
捕
獲
は
難
し
い
。
弓
矢
や
落
と
し

穴
は
鹿
・
猪
専
用
の
も
の
と
考
え
て
よ
い
。
諸
鳥
に
対
し
て
は
罠
網
を
用
い
る
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
捕
獲
数
に
限
界
が
あ

る
。
鳥
類
を
食
べ
物
と
す
る
に
は
、
地
鶏
の
飼
育
が
最
も
安
易
で
あ
ろ
う
が
、
餌
の
ま
か
な
い
は
大
変
な
も
の
で
あ
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
鷹
狩
り
は
天
空
の
恵
み
を
獲
得
す
る
上
で
、
最
も
効
率
の
よ
い
手
段
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
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鷹
狩
を
遊
戯
と
儀
礼
の
面
に
の
み
限
定
す
る
と
、
生
命
維
持
の
本
源
と
し
て
の
―
食
糧
獲
得
と
い
う
意
味
を
見
失
う
お

そ
れ
が
あ
る
と
考
え
る
。
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
次
に
、
細
川
忠
興
に
お
け
る
鷹
の
鳥
の
料
理
を
と
ら
え
て
お
き
た
い
。

　

ま
ず
、
細
川
忠
興
と
忠
利
は
徳
川
家
康
と
秀
忠
か
ら
時
折
、「
御
鷹
の
鶴
」
を
拝
領
し
て
い
た
。
大
御
所
や
将
軍
か
ら

の
鷹
の
鶴
拝
領
は
、
鷹
拝
領
と
な
ら
ぶ
、
名
誉
あ
る
こ
と
で
あ
っ
た
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
そ
れ
は
、
先
述
の
よ
う
に
、

天
空
の
霊
力
の
下
賜
を
実
感
せ
し
む
る
儀
礼
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
時
期
、
大
御
所
の
大
権
現
と
し
て
の
神
格
化

が
意
図
的
に
行
わ
れ
て
お
り
、
寛
永
十
三
、
四
年
頃
に
は
、
日
光
東
照
宮
は
「
日
本
の
神
」
と
讃
え
ら
れ
て
行
く
の
み
な

ら
ず
、
逸
物
の
鷹
そ
の
も
の
が
「
日
本
の
神
」
を
表
徴
し
て
い
る
と
い
う
思
想
が
表
出
し
始
め
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
徳

川
将
軍
家
か
ら
の
鷹
及
び
鷹
の
鳥
の
下
賜
は
、
一
種
の
宗
教
的
儀
礼
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
と
は

い
え
、
そ
の
鶴
は
究
極
に
は
食
膳
に
供
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
味
わ
い
深
い
も
の
で
あ
る
べ
き
で
あ
り
、
細
川
忠
興
は

こ
の
こ
と
を
次
の
よ
う
に
よ
く
伝
え
て
い
る
。

　

た
と
え
ば
、
徳
川
秀
忠
下
賜
の
「
御
鷹
之
靍
」
に
つ
い
て
、「
鹽
能
候
而
、
靍
そ
こ
ね
不
レ
申
候
、
羽
も
損
不
レ
申
候
事
」

（
元
和
三
年
十
二
月
十
九

日
付
細
川
忠
興
書
状

）と
み
え
て
い
る
。

　

鷹
の
鶴
の
評
価
は
、
塩
も
よ
く
羽
も
損
せ
ず
と
い
う
こ
と
が
不
可
欠
の
要
因
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
生
肉
を
保
存
す

る
た
め
に
塩
を
用
い
る
の
で
あ
り
、
ま
た
、
進
献
に
は
鶴
の
姿
を
美
し
く
整
え
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
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単
に
塩
味
に
す
る
よ
り
も
酒
粕
と
塩
を
使
う
の
も
美
味
で
あ
っ
た
よ
う
で
、
徳
川
秀
忠
よ
り
内
藤
正
重
が
使
者
と
な
っ

て
下
賜
さ
れ
た
「
御
鷹
之
靍
」
に
つ
い
て
、
細
川
忠
興
は
「
糟
鹽
さ
せ
申
度
候
」
と
書
い
て
い
る（
寛
永
八
年　
　
　

十
二
月
廿
七
日
付
）。

　

鷹
狩
は
食
糧
獲
得
の
手
段
で
も
あ
っ
た
と
先
述
し
た
が
、
た
と
え
ば
、
次
の
史
料
に
明
確
で
あ
る
。「
真
鴨
二
ツ
、
小

か
も
一
ツ
給
候
、
新
候
間
、
則
今
夕
之
料
理
ニ
申
付
候
事
」（
同
ヒ
、
十
二

月
二
十
九
日
付
）と
あ
り
、
ま
た
、
細
川
忠
利
が
江
戸
よ
り
小
倉

へ
下
向
す
る
途
次
に
鷹
を
放
っ
て
獲
っ
た
え
も
の
に
つ
き
、
忠
興
は
「
御
代
官
衆
・
御
鷹
師
衆
案
内
者
安
（
に
）て
、
今
日
と
ら

せ
ら
れ
候
鴨
三
ツ
給
候
、
満
足
則
只
今
料
理
申
付
事
」（
寛
永
九
年　
　

十
月
十
九
日
付
）と
伝
え
て
い
る
。

　

忠
利
は
こ
の
よ
う
に
鷹
の
え
も
の
を
し
ば
し
ば
進
上
し
て
お
り
、京
都
に
滞
在
中
の
忠
興
が
よ
ろ
こ
ん
で
、「
鴨
之
も
ゝ

け
二
曲
物
・
味
噌
漬
・
鹽
漬
二
百
六
十
五
、
鷹
ニ
と
ら
せ
ら
れ
新
鹽
被
二
申
付
一
給
候
、
満
足
申
候
事
」（
寛
永
十
三
年

十
一
月
晦
日
）と
書

い
て
い
る
。

　

細
川
家
に
も
料
理
の
達
者
が
お
り
、
名
前
の
知
れ
る
者
に
猪
尾
七
郎
兵
衛
が
い
る
。
猪
尾
七
郎
兵
衛
は
「
靍
之
料
理
仕

者
」
で
あ
り
「
一
段
上
手
」
で
あ
る
と
い
う（
寛
永
十
年　
　

正
月
十
九
日
条
）。
鶴
の
料
理
と
い
っ
て
も
、「
靍
之
汁
之
料
理
」
が
上
手
な
の

だ
と
い
う（
同
年
正
月

廿
三
日

）。
細
川
忠
興
の
妹
・
加
賀
の
夫
に
豊
後
日
出
藩
の
木
下
延
俊
が
い
る
。
忠
興
と
と
も
に
鷹
野
に
出
た
り
、

小
倉
城
主
の
細
川
忠
利
か
ら
、
鷹
の
諸
鳥
を
贈
ら
れ
た
り
し
て
い
た
が
、
慶
長
十
八
年
十
一
月
に
は
「
従
二
小
倉
一
御
鷹

の
と
り
こ（
五
位
鷺
）

い
さ
き
三
つ
、
か（鴨
）も
五
つ
、
う（
鶉
）
つ
ら
六
十
六
」
な
ど
を
受
け
と
り
、「
鷹
鴨
御
料
理
」
を
催
し
た
こ
と
も
あ
る

（
翻
刻
『
木
下
延
俊
慶
長
十
八
年
日
次
記
』
二
木
謙
一
・

莊
美
知
子　

栃
木
史
学　

第
三
号　

平
成
元
年
三
月

）。
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（
五
）　

鷹
野
の
こ
と

　

鷹
狩
に
出
る
こ
と
を
江
戸
時
代
初
期
に
は
一
般
に
「
鷹
野
」
と
称
し
て
い
た
。
放
鷹
あ
る
い
は
鷹
狩
と
表
現
し
た
例
は

少
な
い
。
将
軍
が
鷹
野
に
出
る
と
、
諸
大
名
は
、「
鷹
野
の
見
舞
」
と
称
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
物
を
献
上
し
た
。
鷹
野
用

に
調
教
さ
れ
た
馬
や
犬
も
用
い
ら
れ
た
し
、
道
服
な
ど
は
多
用
さ
れ
た
。
鷹
の
鶴
の
下
賜
は
、
こ
の
見
舞
に
対
す
る
答
礼

と
し
て
も
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

大
名
の
鷹
野
に
際
し
て
は
、
嫡
子
や
家
臣
た
ち
が
見
舞
い
を
行
な
っ
て
い
る
。
鷹
の
諸
鳥
は
そ
の
返
礼
と
し
て
も
下
賜

さ
れ
た
の
は
、
将
軍
の
例
に
同
じ
で
あ
る
。

　

た
と
え
ば
、
次
の
よ
う
に
見
え
て
い
る
。

　

	「
鷹
野
為
二
見
舞
一
、
袖
な
し
の
志
伊
（
下
着
）ぎ

・
三
河
こ
の
以
（
わ
）（
た
）

庵
到
來
祝
著
ニ
候
」（
年
未
詳
二

月
十
一
日
）「
鷹
野
為
二
見
舞
一
被
レ
差
二
越

使
者
一
、
蜜
柑
二
籠
、
善
徳
寺
徳
利
一
ツ
給
、
令
二
満
足
候
一
、
隼
も
早
々
被
レ
越
、
祝
著
申
候
、」（
寛
永
三
年　
　

四
月
十
六
日
付
）な
ど

と
あ
る
。「
三
河
こ
の
わ
た
」
と
は
三
河
木
綿
の
こ
と
で
あ
る
。

　

さ
て
、
将
軍
家
は
細
川
家
に
対
し
て
、
江
戸
近
郊
の
鷹
場
と
し
て
は
、
小
金
と
深
屋
を
与
え
て
い
る
。

　

ま
ず
徳
川
秀
忠
は
細
川
忠
興
に
対
し
て
、

　
「
内
藤
外（
正
重
）
記
殿
を
以
、
逸
物
之
御
す
鞍
（
巣
鷂
）い
鷹
二
連
、
鴈
取
之
大
鷹
一
連
被
レ
爲
二
拝
領
一
、
殊
こ（
下
総
東
葛
飾
郡
）

が
ね
と
申
所
、
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ふ（深
屋
、下
総
東
葛
飾
郡
）

か
や
と
申
所
、
鷹
場
ニ
被
レ
下
候
、
仕
合
無
二
殘
所
一
候
、
可
レ
有
二
満
足
一
候
、
二
三
日
中
ニ
彼
地
へ
可
レ
参
と
、
大
慶

此
事
ニ
候
」（
寛
永
七
年　
　

二
月
十
八
日
付
）と
見
え
て
お
り
、
秀
忠
が
、
逸
物
の
巣
鷂
二
連
と
雁
取
の
大
鷹
一
連
ま
で
添
え
て
、
鷹
場
を
下

賜
し
た
こ
と
が
分
か
る
。

　

な
お
、大
名
の
参
勤
交
替
に
際
し
て
、そ
の
道
中
に
お
い
て
鷹
を
仕
う
こ
と
も
、将
軍
家
の
許
し
を
得
て
の
こ
と
で
あ
っ

た
。
そ
れ
は
、
江
戸
、
国
元
双
方
の
屋
敷
で
鷹
を
飼
っ
て
お
り
、
参
勤
時
に
鷹
を
伴
っ
て
い
る
こ
と
が
多
か
っ
た
か
ら
、

訓
練
と
餌
の
確
保
の
面
で
も
必
要
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

細
川
家
の
国
元
に
お
け
る
鷹
場
は
豊
前
築
城
郡
内
に
置
か
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
次
の
史
料
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
（
上
略
）

　

一	

、
御
鷹
場
之
儀
、
築
城
郡
之
内
、
海
限
以
（
は
）八

田
村
、
山
限
以
（
は
）赤

幡
を
か
ぎ
り
、
東
ハ
宇
佐
之
内
高
森
之
川
切
ま
て
、

御
鷹
場
ニ
被
レ
成
度
之
由
、
奉
レ
得
二
其
意
一
候
事
、

　

一	

、
京
都
郡
、
中
津
郡
之
内
ハ
、
餘
之
鳥
ハ
無
二
御
構
一
、
靍
・
鴈
ま
て
、
拙
者
鷹
安
（
に
）も
わ
な
に
て
も
取
せ
不
レ
申
候
而
、

御
つ
か
ひ
被
レ
成
度
之
由
、
奉
レ
得
二
其
意
一
候
事
、

　

一	

、
小
倉
廻
鐡
炮
打
せ
申
候
事
、
此
中
い
ま
た
鴨
無
二
御
座
一
候
ニ
付
、
上
方
客
ニ
振
舞
申
度
候
而
、
拙
者
も
又
ハ
下
々

安
（
に
）も
時
々
う
た
せ
申
候
、
ゆ
る
し
候
て
鐡
炮
打
せ
申
安
（
に
）て
ハ
無
二
御
座
一
候
事
、
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一	

、
山
々
雉
鞍（鳩
）と
ハ
、
前
々
ゟ
（
よ
り
）御
と
ら
せ
被
レ
成
候
様
ニ
承
候
間
、
左
様
ニ
申
候
キ
、
御
法
度
之
鳥
之
様
子
被
レ
成
二
御

好
一
、
郡
奉
行
ニ
被
二
仰
付
一
候
而
被
レ
下
候
様
ニ
、
可
レ
被
二
申
上
一
候
事
、

　

一	
、
餌
指
之
場
之
事
、
築
城
・
上
毛
・
下
毛
・
宇
佐
四
郡
へ
御
餌
指
可
レ
被
レ
遣
由
、
其
外
へ
鞍
（
は
）被

レ
遣
間
敷
候
段
、
奉

レ
得
二
其
意
一
候
、
右
之
四
郡
へ
ハ
此
方
の
餌
指
も
不
レ
參
様
ニ
、
可
二
申
付
一
候
事
、（
元
和
七
年
九
月

二
十
七
日
付

）

　

ま
ず
、
築
城
郡
の
こ
の
鷹
場
が
、
海
に
沿
い
、
川
の
下
流
域
の
低
地
に
所
在
し
、
渡
り
鳥
の
飛
来
地
で
あ
る
こ
と
が
分

か
る
。

　

た
だ
し
、
京
都
・
中
津
両
郡
内
に
お
い
て
は
、
鶴
・
雁
そ
の
他
の
諸
鳥
に
つ
い
て
、
細
川
忠
興
は
鷹
狩
も
罠
網
も
行
お

う
と
は
考
え
て
い
な
い
の
で
、
忠
利
た
ち
が
鷹
を
仕
う
こ
と
は
さ
し
つ
か
え
な
い
、
と
述
べ
て
い
る
。

　

次
に
、
小
倉
城
周
辺
に
お
け
る
鉄
炮
の
使
用
に
つ
い
て
、
こ
れ
は
、
上
方
か
ら
の
客
人
振
舞
い
に
必
要
な
鴨
を
鷹
場
に

逐
わ
せ
る
た
め
で
あ
る
。
ふ
だ
ん
に
鉄
炮
を
認
め
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
、
と
述
べ
て
い
る
。
猟
銃
を
使
用
す
れ
ば
、
諸

鳥
は
飛
来
し
て
来
な
く
な
る
の
は
歴
然
と
し
て
お
り
、（
鉄
炮
禁
止
の
）禁
猟
区
だ
か
ら
こ
そ
、
渡
り
鳥
の
飛
来
地
が
成
立
す

る
、
と
い
う
事
情
は
現
代
で
も
同
じ
こ
と
で
あ
る
。

　

な
お
、
鷹
場
に
諸
鳥
を
逐
わ
せ
る
手
段
と
し
て
鉄
炮
を
使
用
さ
せ
る
と
い
う
方
法
は
、
豊
臣
秀
吉
や
伊
達
政
宗
の
場
合

に
も
述
べ
た
。
さ
ら
に
、
鷹
の
飼
育
に
不
可
欠
な
餌
の
確
保
に
つ
い
て
、「
餌
指
之
場
」
を
特
定
し
て
い
る
こ
と
に
注
目

554

第九章　江戸初期大名の鷹と鷹狩



し
た
い
。
こ
れ
は
本
研
究
を
通
じ
て
唯
一
の
例
で
あ
る
。

　

細
川
忠
興
は
、
寛
永
九
年（
一
六
三
二
）十
月
、
加
藤
清
正
の
三
男
・
忠
広
の
改
易
後
に
肥
後
熊
本
城
に
移
封
さ
れ
た
。

新
領
地
で
は
、
従
来
、
鶴
を
鉄
炮
で
狩
猟
し
て
い
た
た
め
に
、
鶴
が
寄
り
つ
か
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
。
そ
れ
は
、

加
藤
清
正
父
子
の
暴
政
の
な
せ
る
結
果
で
あ
っ
た
ろ
う
と
、
忠
興
は
直
感
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
寛
永
九

年
十
二
月
、
肥
後
領
へ
入
っ
た
細
川
忠
興
は
、

　

一	

、
不
レ
入
儀
ニ
候
へ
共
、
餘
ふ
し
き
ニ
申
候
、
靍（豊
後
大
分
郡
）

﨑
之
茶
屋
へ
著
候
而
か
ら
今
日
迄
、
雀
を
鞍
（
は
）し

め
、
何
安
（
に
）て

も
、

小
鳥
一
ツ
も
見
不
レ
申
候
、
ふ
し
き
成
儀
候
事
、

　

一	

、
下
々
の
さ（
作
法
）

ほ
う
、
頓
而
な
を
り
可
レ
申
躰
ニ
見
申
候
、
親（加
藤
清
正
）

肥
後
程
、
上
下
之
法
度
の
な
き
仁
鞍
（
は
）、

稀
成
事
ニ
候
つ
る
、

如
レ
此
ニ
候
故
、
高
麗
の
か
た
安
（
に
）て

も
、
見
苦
事
共
見
申
候
事
」（
同
年
十
二
月

十
七
日
付

）

と
指
摘
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
末
尾
「
高
麗
の
」
云
々
は
、
元
禄
慶
長
の
役
の
こ
と
を
指
す
。

　

そ
こ
で
細
川
忠
興
は
、
新
領
地
に
お
い
て
、
鷹
場
を
設
定
す
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
肥
後
・
益
城
郡
の
内
に
こ
れ
を
指

定
し
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
鷹
場
能
由
申
候
處
、
其
段
以
（
は
）繪
圖
安
（
に
）て
能
見
え
申
候
、
靍
・
雁
來
候
時
分
ハ
我
々
可
レ

参
候
間
、
領
分
能
々
見
わ
け
鷹
遣
可
レ
申
事
」（
寛
永
十
年
五
月

二
十
六
日
付

）と
見
え
て
い
る
。

　

こ
の
鷹
場
に
鶴
が
飛
来
す
る
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
か
。
寛
永
十
年（
一
六
三
三
）十
月
の
時
点
で
は
ま
だ
鶴
は
や
っ
て
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き
て
い
な
い
。
そ
れ
は
「
右
（
小
笠
原
忠
眞
）

近
殿
ゟ
（
よ
り
）参
候
靍
取
之
鷹
、
此
方
へ
居
さ
せ
可
レ
給
由
、
然
以
（
は
）、
去
年
給
候
鷹
を
、
其
方

へ
返
し
候
へ
と
被
二
申
越
一
事
安
（
に
）て
候
哉
、
此
所
不
レ
承
分
候
、
惣
別
爰
元
ニ
靍
ま
れ
ニ
候
間
、
靍
取
ハ
不
二
入
申
一
候
、

何
も
其
方
次
第
ニ
返
し
可
レ
申
間
、
重
而
可
レ
承
事
、」（
十
月
二
十

九
日
付

）と
あ
っ
て
分
か
る
。

　

と
こ
ろ
が
翌
十
一
年
秋
に
な
る
と
、
状
況
は
好
転
し
た
と
み
え
て
、「
益
城
之
我
々
知
行
之
内
ニ
、
靍
之
場
も
在
レ
之
」

（
寛
永
十
一
年
十

月
十
四
日
付

）と
な
る
。
そ
う
し
て
、
大
御
所
秀
忠
か
ら
拝
領
の
雁
取
の
鷹
に
も
こ
の
鷹
場
で
鶴
を
取
ら
せ
て
見
た
い
、

な
ど
と
記
し
て
い
る
。
よ
う
や
く
方
々
の
鷹
野
を
さ
が
し
て
歩
か
な
く
と
も
「
一
ヶ
所
ニ
て
濟
可
レ
申
と
存
候
」
と
安
堵

し
て
い
る
。
年
を
越
え
て
翌
年
正
月
に
は
、
益
城
郡
赤
見
の
鷹
場
に
は
靍
が
群
来
し
て
お
り
、
忠
興
自
身
は
能
楽
の
催
し

の
た
め
に
出
か
け
ら
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
鷹
匠
を
派
遣
し
て
い
る
。「
靍
を
其
ま
ゝ
い
な
せ
候
事
」
は
心
残
り
だ
と
も
述

べ
て
い
る（
正
月　
五
日
付
）。

　

以
上
、
細
川
忠
興
が
忠
利
へ
宛
て
た
書
状
の
数
は
お
び
た
だ
し
く
、
記
載
内
容
も
微
細
に
わ
た
る
が
、
鷹
と
鷹
狩
に
関

し
て
も
、
一
四
〇
通
以
上
に
の
ぼ
る
。
鷹
の
活
動
の
情
景
な
ど
も
、
リ
ア
ル
で
あ
り
、
忠
興
の
観
察
眼
の
良
さ
が
分
か
る
。

　

そ
れ
は
、
次
に
掲
げ
た
二
通
な
ど
が
代
表
的
で
あ
ろ
う
。

　

	「
當
年
一
番
鷹
ニ
、
其
方
ゟ
（
よ
り
）給
候
鞍
い
鷹
、
此
中
鴨
數
以
（
は
）し
ひ
ろ
迄
廿
五
六
と
り
申
候
、
昨
日
、
初
而
此
眞
鴨
と
り
申
候
、

大
空
安
（
に
）て
か
け
、
地
き
わ
へ
つ
よ
く
落
候
故
、
と
り
以
（
は
）な
し
、
又
立
相
、
二
番
め
ニ
か
た
め
申
候
、
餘
て（
手
際
）
き
ハ
ニ
候
間
、

鳥
を
見
せ
申
候
、
前
か
ら
當
国
之
鷹
ハ
大
も
の
仕
候
、
き
と
く
成
事
ニ
候
、」（
寛
永
十
七
年
十
一

月
二
十
六
日
付

）
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こ
れ
は
細
川
忠
利
よ
り
贈
ら
れ
た
鷂
が
、
鴨
取
り
に
す
ぐ
れ
て
い
る
こ
と
を
活
写
し
た
も
の
で
あ
る
。
あ
ま
り
に
手
際

の
よ
い
鷂
な
の
で
、
そ
の
鴨
を
つ
か
わ
し
て
い
る
。
こ
の
時
は
な
ま
の
鳥
を
送
っ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
同
年
九
月
の
書
状

で
は
、
み
ご
と
な
鳥
、
珍
し
い
鳥
を
と
っ
た
時
な
ど
に
は
、「
み
を
悉
そ
き
、
内
へ
よ
も
ぎ
を
こ
み
」
し
て
、
徳
川
秀
忠

に
献
上
し
た
こ
と
が
あ
っ
た（
寛
永
十
七
年
九

月
十
一
日
付

）と
書
い
て
お
り
、
同
様
の
方
法
を
と
っ
た
可
能
性
も
あ
る
。
よ
そ
に
披
露
し

て
自
慢
す
る
時
な
ど
、
こ
の
よ
う
に
し
て
剥
製
を
つ
く
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

次
に
、
忠
利
が
取
っ
た
鷹
の
鶴
に
つ
い
て
の
感
想
を
述
べ
た
書
状
が
あ
る
。

　

	「
其
方
こ
ふ
し
安
（
に
）て

被
二
取
せ
一
候
靍
一
ツ
給
候
、
一
段
令
二
満
足
一
候
、
さ
れ
共
鷹
し
か
れ
候
而
こ
し
お
れ
、
鷹
も
靍

も
死
申
候
由
、
苦
々
敷
儀
候
、
又
一
ツ
の
鷹
も
、
手
さ
き
の
羽
か
ら
み
二
寸
餘
り
ふ
み
さ
か
れ
候
由
、
是
ハ
頓
而（て
）な
を

り
可
レ
申
候
、
我
等
靍
取
も
と
く
ゟ
（
よ
り
）遣

候
へ
共
、
一
度
も
合
不
レ
申
候
、」（
寛
永
十
五
年
十

二
月
八
日
付

）。

　

忠
利
が
自
ら
の
拳
に
据
え
た
鷹
を
放
っ
て
鶴
を
取
っ
た
と
い
う
こ
と
に
満
足
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
忠
興
は
一
度
も
う

ま
く
行
っ
た
こ
と
が
な
い
の
に
と
い
う
。
と
こ
ろ
が
、
空
中
格
闘
の
あ
げ
く
、
か
ら
み
合
っ
て
墜
ち
た
鶴
に
踏
み
敷
か
れ

た
鷹
は
死
に
、
鶴
も
死
ん
だ
。
鶴
取
の
場
合
、
助
鷹
と
い
っ
て
、
あ
と
一
羽
を
放
つ
の
だ
が
、
こ
れ
も
翼
が
搦
み
二
寸
余

り
踏
み
裂
か
れ
て
し
ま
っ
た
。
こ
れ
は
や
が
て
治
る
だ
ろ
う
、
な
ど
と
記
し
て
い
る
。

　

も
ち
ろ
ん
の
こ
と
だ
が
、
こ
の
よ
う
に
鷹
の
え
も
の
を
進
遣
す
る
際
に
は
、
鷹
匠
が
使
者
に
随
行
し
て
お
り
、
鷹
野
に

お
け
る
実
況
は
具
さ
に
報
告
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
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そ
れ
は
と
も
か
く
、
以
上
、
長
々
と
細
川
忠
興
と
鷹
に
関
す
る
考
察
を
進
め
た
が
、
さ
い
ご
に
、
つ
ぎ
の
点
を
指
摘
し

て
終
わ
り
た
い
。
そ
れ
は
鷹
野
の
効
用
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

細
川
忠
興
は
身
体
の
養
生
に
つ
い
て
、
忠
利
に
注
意
を
与
え
て
い
る
。
そ
れ
は
、「
其
方
も
在
府
中
以
（
は
）、
兵
法
安
（
に
）て
も

如
何
様
何
事
ニ
而
も
、
身
を
つ
か
以
（
は
）れ
可
レ
然
候
」
と
述
べ
、
自
分
は
「
當
年
以
（
は
）い
つ
も
よ
り
猶
以
鷹
野
仕
候
、
此
故
ニ

息
災
成
か
と
存
候
條
」
と
い
う
の
で
あ
る（
寛
永
六
年
七

月
三
日
付

）。

　

さ
ら
に
は
「
鷹
野
鹿
狩
ニ
而
（
て
）身

を
つ
か
ハ
れ
候
以
（
は
）、

彌
可
レ
為
二
息
災
一
候
、」
と
言
い
、「
何
安
（
に
）て

も
一
色
を
た
く
さ

ん
ニ
く
は
れ
候
由
」と
し
て
、食
事
は
偏
り
の
な
い
よ
う
に
せ
よ
、「
そ
れ
ハ
つ
も
り
候
て
と（得
に
て
）

く
ニ
而
可
レ
在
レ
之
候
」、煩
っ

て
か
ら
で
は
ま
に
あ
わ
な
い
の
だ
か
ら
と
注
意
し
て
い
る（
寛
永
七
年
正
月

二
十
七
日
付

）。

　

か
つ
て
、
豊
臣
秀
吉
が
何
事
も
鷹
野
に
て
忘
れ
、
飯
も
一
段
と
す
す
む
、
と
話
し
て
い
た
こ
と
を
想
起
さ
せ
る
。
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結　
　

び

　

以
上
、
初
期
徳
川
将
軍
は
三
代
そ
ろ
っ
て
、
次
々
と
鷹
の
数
寄
者
と
し
て
知
ら
れ
る
が
、
そ
の
質
量
を
十
分
に
充
足
さ

せ
る
だ
け
の
鷹
確
保
の
手
段
は
、
蝦
夷
松
前
か
ら
九
州（
豊
後
・
肥
後
・
日
向
）地
方
に
い
た
る
ま
で
の
諸
領
に
封
ぜ
ら
れ

た
諸
大
名
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

　

そ
し
て
、
将
軍
家
に
到
来
す
る
逸
物
の
鷹
・
鷂
は
巧
妙
に
差
配
さ
れ
て
、
諸
大
名
に
下
賜
さ
れ
て
は
、
将
軍
家
と
諸
大

名
の
封
建
関
係
を
よ
り
強
化
し
て
行
く
効
果
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
鷹
・
鷂
の
贈
答
お
よ
び
鷹
の
鶴
な
ど
の
贈
答
と
い
う
行
為
は
、
幕
藩
体
制
構
築
期
に
於

い
て
特
別
に
注
目
す
べ
き
こ
と
が
ら
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
と
は
い
え
、
江
戸
初
期
に
お
け
る
鷹
と
鷹
狩
を
、
こ
の
よ

う
な
政
治
性
を
も
っ
て
断
じ
る
の
み
な
ら
ず
、
や
は
り
、「
鷹
数
寄
」
の
本
領
を
遺
憾
な
く
発
揮
す
る
将
軍
と
大
名
の
趣

向
が
伴
わ
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
鷹
と
鷹
の
鶴
の
贈
答
は
、
空
虚
な
儀
礼
に
し
か
な
り
え
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

559

第三節　細川忠興と鷹



第
四
節　

鷹
絵
額
と
酒
井
忠
勝

は　

じ　

め　

に

　

幕
藩
体
制
成
立
期
の
十
七
世
紀
前
半
、
我
国
の
鷹
狩
は
空
前
の
活
況
を
呈
し
た
。
徳
川
家
康
・
秀
忠
・
家
光
の
将
軍
三

代
と
諸
大
名
の
鷹
狩
の
中
で
、
注
目
す
べ
き
事
象
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
神
前
に
鷹
の
絵
額
を
奉
懸
し
た
こ
と
で
あ
る
。
特

に
、
日
光
東
照
宮
及
び
川
越
の
千
波
東
照
宮
な
ど
に
奉
懸
さ
れ
た
鷹
の
絵
額
に
つ
い
て
は
、
先
行
研
究
例
は
無
い
。

　

で
は
、
神
前
に
鷹
の
絵
額
を
奉
懸
す
る
の
は
、
ど
の
よ
う
な
理
由
に
よ
る
の
か
、
さ
ら
に
、
鷹
の
絵
額
奉
懸
に
積
極
的

に
関
わ
っ
た
酒
井
忠
勝
は
ど
ん
な
考
慮
を
め
ぐ
ら
し
て
い
た
か
な
ど
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

㈠　

神
前
に
鷹
を
供
え
る
儀
礼

　

古
く
か
ら
賀
茂
神
社
・
吉
備
津
神
社
・
広
田
神
社
・
八
幡
神
社
・
諏
訪
神
社
・
宇
都
宮
神
社
な
ど
の
神
前
に
鷹
の
獲
物

を
進
献
す
る
儀
礼
が
あ
っ
て
、こ
れ
ら
を
「
贄
鷹
」
と
称
し
た
。
神
前
に
馬
や
鷹
を
繋
い
で
祈
願
成
就
を
冀
こ
い
ね
がう
こ
と
は
「
神

鷹
・
神
馬
」
と
称
さ
れ
た（
１
）。

　

鎌
倉
時
代
に
は
「
諸
社
贄
鷹
ノ
外
禁
断
」（『
吾
妻
鏡
』）と
さ
れ
た
よ
う
に
、
贄
鷹
の
た
め
の
鷹
狩
は
行
わ
れ
て
い
た
し
、
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戦
国
時
代
に
は
、
越
後
の
長
尾
孝
景
が
諏
訪
上
社
に
「
兄
鷹
青
鷹
」
を
献
じ
た
り（
天
文
十
八
年

一
五
四
九　

）、
甲
斐
の
武
田
晴
信
は
贄

鷹
に
つ
い
て
の
掟
を
制
定
し
た
り
し
て
い
た（
天
文
二
十
四
年

一
五
五
五　

）。
こ
れ
は
、
信
濃
国
内
十
二
郡
で
「
角く
ま
た
か鷹

の
兄し
ょ
う鷹　

　

並は
や
ぶ
さ隼
」
を
神
納
す
る
と
き
は
諏
訪
社
の
大お
お
は
ふ
り祝に
預
け
る
こ
と
、
鷂
は
い
た
かと
他
国
か
ら
の
贄
鷹
は
諏
訪
社
五
官
衆
に
管
理
さ
せ
る

こ
と
、
な
ど
を
定
め
た
も
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
狩
猟
の
守
護
神
で
あ
る
諏
訪
社
に
は
、
神
前
に
鷹
を
献
納
す
る
者
が
多
か
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
鷹

を
飼
養
し
、
ま
た
鷹
術
を
鍛
錬
し
な
が
ら
、
当
代
鷹
術
の
一
流
派
の
祢ね
づ
り
ゅ
う

津
流（
諏
訪
流
と
も
い
わ
れ
る
）が
発
達
し
た
の
で
あ

る
。

　

祢
津
松
鷗
軒
常
安
は
諱
は
信
直
、
美
濃
守
。
諏
訪
上
社
大
祝
の
諏
訪
頼
重
や
領
主
諏
訪
頼
忠
に
仕
え
た
鷹
匠
で
あ
る
。

門
人
に
、
屋
代
越
中
前
守
秀
政
や
吉
田
多
右
衛
門
家
元
ら
が
お
り
、
屋
代
秀
政
は
徳
川
家
康
に
仕
え
た
。

　

祢
津
常
安
は
鷹
の
故
実
書
で
あ
る
『
禰
津
松
鷗
軒
記
』
を
残
し
て
い
る
が
、
次
の
よ
う
な
例
が
み
え
て
い
る
。

　

	　
「
一
神
前
に
ほ
こ
を
ゆ
ふ
事
、
さ
か
木
を
た
て
、
一
方
に
く（
檪
）

ぬ
ぎ
ひ（
桧
）

の
木
を
、
鷹
の
手
さ
き
に
た
て
る
、
ほ（架
）こ

に
は
、

春
は
梅
、
夏
は
柳
、
秋
は
楓
、
冬
は
松
、
つ
な
ぎ
や
う
、
む
す
び
や
う
さ
け
る
也
、
ゆ
め
ゆ
め
わ
き
へ
お
さ
め
ぬ
也
、

心
得
べ
し
、」

　
　
　
　
　
（
『
新
校
群
書
類
従
』

巻
第
三
五
七　
　

）
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こ
れ
は
、
神
前
の
架
に
つ
い
て
心
が
け
る
べ
き
こ
と
を
述
べ
、
四
季
に
よ
る
ち
が
い
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る（２
）。

　

そ
れ
か
ら
ま
た
、「
鷹
を
神
前
に
つ
な
ぐ
儀
礼
」
の
う
え
で
心
が
け
る
こ
と
が
あ
っ
た
。

　

	　
「
一
佛
詣
社
参
の
時
た
か
を
つ
な
ぐ
や
う
、
つ
な
ぎ
め
を
わ（
鰐
口
）

に
ぐ
ち
に
心
得
て
、
大
緒
を
か
ね
の
緒
と
心
得
て
、
わ

き
へ
お
さ
む
べ
か
ら
ず
、
一
す
ぢ
わ
に
し
て
、
ひ
き
そ
ろ
へ
て
さ
げ
べ
し
、
ゆ（
韘
）
か
け
を
ふ
ち
に
お
さ
め
て
、
鷹
の
た
な

さ
き
の
か
た
の
、
ほ（架
）こ
の
さ
き
に
た
て
べ
し
、
是
は
御
へ（幣
）い
の
心
也
、
是
を
七
難
そ（
即
滅
）

く
め
つ
七
福
卽
生
と
い
ふ
な
り
、」

と
あ
る（３
）。

　

鷹
を
架
に
繋
ぐ
と
き
に
使
う
大
緒
と
は
大
鷹
の
緒
を
指
し
、
小
緒
と
い
え
ば
鷂
の
緒
で
あ
る
。
足
革
も
大
緒
も
贈
答
品

と
し
て
珍
重
が
ら
れ
て
い
た
。
足
革
に
は
鹿
の
染
め
革
を
つ
か
う
が
大
緒
は
染
め
絹
の
組
紐
で
あ
る
。「
鷹
ノ
大
緒
十
筋
」

と
か
「
鷹
ノ
大
緒
五
筋
」
な
ど
と
い
う
例
が
あ
る（『
伊
達
家

治
家
記
録
』）。
鷹
の
故
実
に
よ
れ
ば
、
鷹
を
神
前
、
書
院
、
さ
ら
に
、

屋
外
の
架
に
繋
ぐ
時
な
ど
そ
れ
ぞ
れ
に
大
緒
の
繋
ぎ
方
が
異
な
っ
て
い
た
。
結
び
め
の
数
も
異
な
り
組
糸
の
染
色
に
も
ち

が
い
が
あ
っ
た
。
大だ
い鷹
の
大
緒
は
六
尺
六
寸
六
分
、兄し
ょ
う鷹
は
五
尺
五
寸
五
分
、鷂
は
四
尺
八
寸（
い
ず
れ
も
二
重
に
し
た
長
さ
）

と
さ
れ
た
。

　
　
　
　
　
（『
責
鷹
似
鳩
拙
抄
』
続

群
書
類
従
巻
五
四
六
）

　

こ
の
よ
う
な
大
緒
の
結
び
方
や
色
形
に
関
す
る
微
細
な
し
き
た
り
は
我
国
に
固
有
の
も
の
で
あ
っ
て
、
鷹
術
伝
来
の
五
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世
紀
ご
ろ
以
降
に
、
我
国
の
神
道
・
仏
教
・
修
験
道
な
ど
が
混
然
融
合
す
る
過
程
で
生
み
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
鷹
を
神
仏
の
前
に
繋
ぐ
こ
と
あ
る
い
は
鷹
の
贄
を
供
献
す
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
、
折
口
信
夫

博
士
の
い
う
「
魂た
ま
ま覓
ぎ
の
鳥
・
鷹
」
と
い
う
古
代
以
来
の
信
仰
形
態
に
他
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

神
前
に
鷹
を
据
え
る
神
鷹
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
諏
訪
神
社
に
お
い
て
は
、「
諏
訪
の
に（
贄
懸
）

え
か
け
」
と
い

う
祭
り
が
実
施
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、「
斎
藤
朝
倉
両
家
鷹
書
」
に
よ
れ
ば
、「
鷹
を
遣
ふ
人
は
諏
訪

の
に
え
か
け
を
つ
ね
に
か
け
て
ま
い
ら
せ
ら
れ
ず
ば
、
鷹
遣
冥
加
あ
る
ま
じ
き
也
。
七
月
廿
六
日
七
日
に
は
と
り
わ
き
て

如
此
に
取
り
か
け
て
す（諏
訪
）わを

ま
つ
り
を
す
べ
き
事
か
ん
や
う
也
。
能
々
す
わ
大
明
神
を
し
ん
か
う
申
べ
き
な
り
。」
と
あ

る（『
續
群
書
類
従
』

巻
第
五
四
六

）。「
七
月
廿
六
日
七
日
」
と
は
御み

射さ

山や
ま

祭
の
日
の
こ
と
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
こ
の
ま
つ
り
の
献
饌
の
図
を
あ
げ
、
さ
ら
に
「
諏
訪
の
に
え
か
け
」
の
図
も
示
し
て
い
る（４
）。

　

贄
鷹
と
神
鷹
の
信
仰
儀
礼
は
や
が
て
、
鷹
の
絵
を
神
前
に
奉
懸
す
る
と
い
う
儀
礼
に
発
展
し
た
の
で
は
な
い
か
、
と
私

は
考
え
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
本
来
的
に
は
逸
物
の
鷹
を
架
に
つ
な
ぎ
奉
納
し
て
い
た
も
の
を
、
絵
に
書
き
取
っ

て
装
飾
し
永
遠
の
忠
誠
を
表
わ
し
、
ま
た
、
そ
の
神
の
永
劫
を
讃
え
る
と
い
う
こ
と
を
達
成
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

注（
１
）	　

王
宏
剛（
上
海
社
会
科
学
院
教
授
）・
梁
春
慧（
同
助
手
）両
氏
の
「
中
国
東
北
地
区
通
古
斯
民
族
の
鷹
狩
り
及
び
鷹
崇
拝
」（『
千
葉
大
学
ユ
ー
ラ

シ
ア
言
語
文
化
論
集

563

第四節　鷹絵額と酒井忠勝



６

』

二
〇
〇
三
年
）（
東
日
本
国
際
大
学

　

許
桂
芹
氏
訳

）に
よ
れ
ば
、
女
真
族
や
契
丹
族
・
満
族
等
は
中
国
諸
王
朝
よ
り
も
早
く
鷹
狩
を
行
っ
て
い
た
が
、「
鷹
神
」

を
信
仰
し
て
祭
り
を
行
っ
て
い
た
と
報
告
し
て
い
る
。
我
国
へ
の
鷹
狩
伝
来
時
代
に
、
そ
の
よ
う
な
民
族
の
鷹
信
仰
も
渡
来
し
て

い
た
か
も
し
れ
な
い
。
朔
北
の
鷹
飼
人
は
夜
間
、
北
斗
星
を
た
よ
り
に
移
動
し
た
と
い
う
。
調
鷹
相
馬
の
坂
上
田
村
麻
呂
伝
承
と

諏
訪
信
仰
の
背
景
に
つ
な
が
る
可
能
性
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

（
２
）		　

架（
鷹
の
止
ま
り
木
）に
は
屋
外
で
使
う
外と

架ぼ
こ（

高
さ
三
尺
五
寸
又
は
四
尺
一
寸
、
長
さ
六
尺
二
寸
。
柱
と
柱
の
間
は
五
尺
、
架
の
太
さ
は

切
り
目
で
一
寸
二
分
、
柱
の
太
さ
は
一
寸
二
分
よ
り
や
や
太
い
。）と
座
敷
内
で
使
う
架
と
が
あ
る
。
座
敷
の
架
は
高
さ
四
尺
一
寸
、
長

さ
は
五
尺
に
つ
く
る
。

	
	　

「
四
節
の
架
」
と
い
っ
て
「
春
は
桜
、
夏
は
柳
、
秋
は
楓
、
冬
は
松
」
を
柱
に
結
わ
え
る
。
柱
に
は
榊
と
檪（
又
は
桧
）を
使
い
、

横
木
に
は
「
に
わ
と
こ
・
ぬ
る
で
」
を
つ
か
う
も
の
と
し
た
。
ニ
ワ
ト
コ
の
木
は
現
在
で
も
、
小
鳥
か
ご
な
ど
の
止
ま
り
木
に
使

う
が
、
鳥
に
と
っ
て
薬
効
成
分
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
　

	　

な
お
、
架
に
は
「
ほ
こ
ぎ
ぬ
」
を
付
け
る
の
で
几き
ち
ょ
う帳
に
似
た
形
状
に
な
る
。「
ほ
こ
ぎ
ぬ
」
の
高
さ
は
架
に
同
じ
く
し
、
幅
は

二
尺
五
寸（
柱
間
の
半
分
）、
色
は
浅
黄
で
肩
に
柏
葉
の
絵
を
あ
し
ら
う
。「
ほ
こ
ぎ
ぬ
」
が
不
可
欠
な
の
は
鷹
が
架
に
止
ま
っ
て
暴

れ
る
よ
う
な
時
、
上
下
に
回
転
し
て〝
自
縄
自
縛
〟す
る
こ
と
を
防
ぐ
た
め
で
あ
る
。

（
３
）		　

寺
社
参
詣
に
際
し
て
は
、
大だ

い鷹
の
つ
な
ぎ
様
は
七
鎖
り
に
し
て
七
曜
を
表
わ
し
、
兄し

ょ
う鷹
を
つ
な
ぐ
と
き
は
五
鎖
り
に
し
て
五
常

を
表
わ
す
と
さ
れ
て
い
た
。
小こ

た
か鷹（

鷂
）は
三
鎖
り
に
つ
な
い
で
過
去
・
現
在
・
未
来
の
三
世
を
表
わ
す
と
さ
れ
た
。

（
４
）	　
「
齋
藤
朝
倉
両
家
鷹
書
」
は
永
正
三
年（
一
五
〇
六
）に
天
羽
吉
盛
が
出
羽
国
の
住
人
齋
藤
助
右
衛
門
、
朝
倉
太
郎
左
衛
門
両
家
秘

伝
の
鷹
書
を
写
し
た
一
巻
で
あ
り
、犬
飼
・
餌
・
鳥
屋
・
獲
物
の
か
け
様
な
ど
を
説
く
。
多
く
の
図
解
を
収
め
て
い
る
。
そ
の
一
つ
に
、

「
諏
方
贄
懸
」
の
図（
次
掲
）が
あ
る
。

	　
「
け
ず
り
か
け
」（
御
神
幣
）の
も
と
に
「
南
無
せ
い
ら
い（
政
頼
）

4

4

」
と
「
南
無
祢
つ（
禰
津
）

4

4

」
両
氏
の
名
が
み
え
る
。
政
頼
と
は
源
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頼
義
に
随
っ
た
「
出
羽
守
源
斉
頼
」
で
あ
る
と
し
て
、
鷹
術
・
政
頼
流
の
始
祖
と
さ
れ
た

人
物
で
あ
る
。

	　

い
っ
ぽ
う
「
祢
津
」
は
鷹
術
家
・
祢
津
神
平
を
始
祖
と
す
る
祢
津
流
の
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
両
流
を
合
わ
せ
て
諏
訪
流
と
称
し
た（
参
考　

二
本
松
泰
子
氏
『
中
世
鷹
書
の
文
化
伝

承
』）。
な
お
、
上
の
図
に
「
山
祭
羽
」
と
あ
る
の
は
、
鷹
狩
の
最
初
の
え
も
の
の
羽
の
こ

と
で
あ
り
、
三さ

ん
ぼ
う方
に
盛
ら
れ
た
「
白
餅
三
十
三（
個
）づ
つ
」
の
ほ
か
に
、
雉（
雌
雄
）と

鯉
が
供
献
さ
れ
て
い
る
。

　

鯉
は
諏
訪
湖
の
特
産
で
あ
り
、「
諏
訪
大
明
神
画
詞
」（
祭
第
四
）に
は
「
當
郡
ノ
湖
上
ニ
、

炎
暑
ノ
比
、
風
シ
ツ
カ
ナ
ル
日
、
鯉コ

イ

馳ハ
セ

ト
云
漁
舟
ア
リ
。
里
魚
ヲ
イ
ト
ル
事
也
、
他
國
ニ

ハ
タ
ク
ヒ
マ
レ
ナ
ル
ヲ
ヤ
、」
な
ど
と
あ
る
。

㈡　

東
照
宮
の
鷹
絵
額

　

ま
ず
、
日
光
東
照
宮
に
奉
懸
さ
れ
て
い
る
鷹
の
絵
額
十
二
面（
架
鷹
図
奉
納
額（
１
））に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
こ
の
件
に
関
し

て
『
小
浜
市
史　

藩
政
史
料
編
一
』
に
次
の
よ
う
な
「
酒
井
忠
勝
書
下
」（
寛
永
十
二
年
正

月
十
三
日
付

）の
一
節
が
あ
っ
て
注
目
さ
れ
る
。

　

一	

敦
賀
ニ
て
書
せ
候
鷹
之
繪
、
日
光
ニ
納
置
候
間
、
成
程
念
を
入
結
構
ニ
可
レ
仕
候
、
黒
ふ
ち
之
か
な
物
ハ
此
方
ニ
て
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可
二
申
付
一
候
間
、
黒
ふ
ち
之
本
一
枚
分
早
ゝ
可
レ
越
候
、
鷹
之
繪
ハ
い
つ
時
分
出
来
可
レ
申
候
哉
、
委
承
届
可
二
申

越
一
候
、
繪
出
来
候
者
箱
を
さ
ゝ
セ
繪
す
れ
候
ハ
ぬ
様
ニ
成
程
念
を
入
、
人
足
ニ
持
せ
可
レ
下
候
、
馬
な
と
に
付
候
者

損
可
レ
申
候
事
、

　

こ
れ
は
、
こ
の
年
す
な
わ
ち
寛
永
十
二
年（
一
六
三
五
）正
月
に
、
東
照
宮
大
造
替
の
た
め
の
「
釿
ち
ょ
う
な
た
て
立
」（
起
工
式
）が
挙
行

さ
れ
て
お
り
、
そ
の
竣
工
に
合
わ
せ
て
、
若
狭
・
小
浜
城
主
の
酒
井
忠
勝
が
「
鷹
之
繪
」
の
額
を
つ
く
ら
せ
て
い
た
こ
と

を
示
し
て
い
る
。

　

鷹
の
絵
は
十
二
枚
に
な
る
が
、
こ
れ
は
敦
賀
の
絵
師
に
画
か
せ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
絵
師
は
二
代
橋
本
長
兵
衛
と

さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
初
代
長
兵
衛
と
い
う
人
物
は
蒲
生
氏
郷
に
仕
え
た
鷹
匠
浅
利
金
介（
金
助
）と
同
一
人
物
で
あ
る
。

　
『
古
画
備
考
―
中
巻
』
に
よ
れ
ば
、「
浅
利
政
吉　

字
金
助
、
事
二
蒲
生
家
一
常
好
二
図
画
一
、
忘
二
寝
食
一
、
工
レ
画
レ
鷹
、

有
二
土
岐
風（２
）格

一
、
岩
樹
亦
有
レ
趣
」
と
あ
る
。
浅
利
金
助（
介
）は
、
も
と
会
津
若
松
城
の
北
方
五
里
余
に
位
置
す
る
耶
麻

郡
上う
わ

田た

村む
ら

に
居
住
し
て
い
た
が
、
蒲
生
氏
の
の
ち
は
敦
賀
に
住
ん
で
鷹
の
商
い
に
従
事
す
る
傍
ら
、
鷹
の
絵
を
描
い
て
い

た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
（
３
）。

　

鷹
絵
に
嵌
め
る
額
の
縁ふ
ち

に
は
六
カ
所（
頂
上
部
・
左
右
上
下
の
隅
部
・
底
辺
中
央
部
）に
彫
金
々
具
が
打
ち
つ
け
ら
れ
る
が
、

こ
の
金
具
は
江
戸
で
こ
し
ら
え
さ
せ
る
の
で
、
見
本
を
送
達
す
る
よ
う
に
と
命
じ
て
い
る
。
ま
た
、
絵
が
で
き
あ
が
っ
た
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な
ら
ば
、
絵
を
損
傷
し
な
い
よ
う
に
箱
に
入
れ
、
人
足
に
運
ば
せ
る
よ
う
に
と
も
念
を
押
し
て
い
る
。

　

こ
の
鷹
絵
額
の
ほ
か
に
、
酒
井
忠
勝
は
鷹
の
絵
の
屏
風
を
画
か
せ
る
よ
う
、
小
浜
城
へ
書
状
を
遣
わ
し
た
。
す
な
わ
ち
、

同
じ
寛
永
十
二
年（
一
六
三
五
）五
月
十
六
日
付
で
、
次
の
よ
う
に
見
え
て
い
る
。

　

一
、	

鷹
之
繪
屏
風
弐
双
分
成
程
念
を
入
書
セ
可
レ
申
候
、
日
光
ヘ
上
ヶ
申
候
間
、
末
代
之
事
ニ
候
間
、
其
段
繪
書
ニ
能

申
付
書
セ
可
レ
申
候
事
、

　

こ
の
「
架
鷹
図
屏
風
」
は
、
二
種
類
伝
存
す
る
。
一
つ
は
後
述
す
る
よ
う
に
日
光
東
照
宮
の
所
蔵
で
あ
り
、
も
う
一
つ

は
徳
川
記
念
財
団
が
所
蔵
し
て
お
り
、
徳
川
家
光
筆
と
伝
え
る
。
左
右
隻
六
扇
ず
つ
計
十
二
扇
で
、
一
扇
ご
と
に
、
沢
庵

宗
彭
の
賛
が
あ（４
）る

。
右
に
あ
げ
た
酒
井
忠
勝
書
状
に
み
え
る
「
鷹
之
繪
屏
風
弐
双
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
敦
賀

の
「
繪
書
」
す
な
わ
ち
二
代
橋
本
長
兵
衛
に
画
か
せ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
一
々
に
賛
を
書
い
た
沢
庵
和
尚（５
）も

ま
た
、
酒
井

忠
勝
と
き
わ
め
て
深
い
交
誼
を
も
っ
て
い
た
。

　

と
こ
ろ
で
、
鷹
絵
の
額
に
関
し
て
、
酒
井
忠
勝
は
再
び
国
元
へ
六
月
二
十
三
日
付
で
問
い
合
わ
せ
の
書
状
を
認
め
て
い

る
。
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一　

	

日
光
へ
来
年
上
ヶ
申
候
鷹
之
繪
之
下
地
越
申
候
、
此
ぬ
り
候
上
ニ
か
ゝ
れ
可
申
候
哉
、
左
様
ニ
候
ハ
、
此
方
ニ
在
レ

之
残
り
十
壱
枚
之
下
地
指
越
可
レ
申
候
間
、
早
々
可
二
申
越
一
候
、
若
う（
漆
）
る
し
の
上
ニ
か
ゝ
れ
不
レ
申
候
ハ
ゝ
、
い

か
や
う
ニ
下
地
を
い
た
さ
セ
可
レ
申
候
哉
、
繪
畫
ニ
こ
の
ま
せ
可
二
申
越
一
候
事
、

　

こ
れ
は
、
来
年
、
日
光
東
照
宮
に
奉
納
す
る
鷹
の
絵
の
下
地
に
つ
い
て
、
絵
書
き
が
板
に
漆
を
塗
っ
た
上
に
描
く
の
か

ど
う
な
の
か
を
確
か
め
て
み
よ
、
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
現
存
の
絵
の
下
地
は
漆
に
金
粉
を
練
り
合
わ

せ
て
で
き
て
い
る
。

　

つ
い
で
、
九
月
十
日
付
で
は
さ
ら
に
細
か
な
指
示
を
出
し
て
い
る
。

　

一　

	

鷹
之
繪
之
事
、
先
日
之
本
の
こ
と
く
つ（
繋
）

な
き
鷹
ニ
か
ゝ
せ
可
レ
申
候
、
板
之
儀
、
繪
書
と
致
二
談
合
一
、
末
代
迄
之

儀
ニ
候
間
、
そ
り
不
二
申
候
一
様
ニ
は（
端
食
）

し
は
ミ
を
入
、
木
な
と
も
念
を
入
能
木
ニ
而
大
工
も
上
手
ニ
申
付
、
繪
書
ニ
こ

の
ま
せ
可
レ
仕
候
、
繪
か
き
申
候
事
う
る
し
の
上
ニ
か
ゝ
れ
不
レ
申
候
者
、
繪
書
こ
の
ミ
次
第
ニ
わ
き
を
ハ
金
ニ
可
レ

仕
候
、
但
う
ら
ハ
布
を
き
せ
、
ぬ
ら
せ
可
レ
申
候
、
面
ニ
而
も
金
を
置
候
、
下
二
三
返
も
ぬ
り
候
て
は（箔
）く
置
候
者

つ
よ
く
候
ハ
ん
と
存
候
併
京
都
ニ
而
も
其
元
ニ
而
も
、
左
様
之
物
た（
鍛
錬
）

ん
れ
ん
仕
候
も
の
可
レ
在
レ
之
候
間
、
能
々
聞

合
可
二
申
付
一
候
、ま
ハ
り
の
へ
り
、繪
の
具
ニ
て
と（緞
子
）
ん
す
紋
を
仕
、成
程
結
構
ニ
可
二
申
付
一
候
、来
年
三
月
中
ニ
出
来
、
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四
月
十
日
時
分
爰
元
へ
参
候
様
ニ
成
程
い
そ
か
せ
可
レ
申
候
、
四
月
十
七
日
ゟ
前
ニ
日
光
へ
上
ヶ
可
レ
申
候
事
、

　

鷹
の
絵
は
架
に
据
え
繋
い
だ
「
つ
な
ぎ
鷹
」
に
し
て
描
か
せ
る
よ
う
に
。
使
用
す
る
板
材
に
つ
い
て
は
、
絵
画
き
と
談

合
し
て
、
末
代
ま
で
板
が
反
り
返
っ
た
り
し
な
い
よ
う
に
工
夫
す
る
こ
と
。
材
に
は
念
を
入
れ
て
性
能
の
良
い
木
を
大
工

に
申
し
付
け
る
こ
と
。
絵
画
き
が
言
う
に
は
、
漆
を
塗
っ
た
上
に
描
か
な
い
と
の
こ
と
だ
か
ら
、
板
に
描
い
た
の
ち
に
、

鷹
と
架
な
ど
の
絵
の
背
景
は
下
地
を
二
、
三
返
漆
塗
り
し
た
上
に
金
箔
を
押
す
の
が
良
い
と
思
う
。（
板
が
反
ら
な
い
よ
う
、

空
気
に
さ
ら
さ
な
い
た
め
に
は
）板
の
裏
面
に
も
布
を
貼
り
、（
一
面
に
）漆
を
塗
ら
せ
る
よ
う
に
。（
塗
師
に
つ
い
て
は
）熟
練
工
を

京
都
に
て
も
小
浜
城
下
に
て
も
さ
が
し
て
申
付
け
よ
。
絵
額
の
縁
は
絵
の
具
で
鍛
子
紋
を
書
く
こ
と
。
作
品
は
来
年（
寛

永
十
三
年
）三
月
中
に
仕
上
げ
て
、
四
月
十
日
ま
で
に
は
江
戸
屋
敷
へ
届
け
る
こ
と
。
四
月
十
七
日
以
前
に
日
光
東
照
宮

へ
献
上
す
る
よ
う
に
し
た
い
。

　

そ
の
当
時
は
、
小
浜
城
で
は
天
守
の
造
営
工
事
が
進
捗
中
で
あ
っ
た
。
酒
井
忠
勝
は
こ
の
工
事
に
対
し
て
、
種
々
、
細

か
な
指
示
を
下
し
て
い
た
が
、「
鷹
之
繪
」
に
つ
い
て
は
、
極
め
て
神
経
を
使
っ
て
お
り
、
九
月
十
二
日
付
の
書
状
で
も
、

先
掲（
九
月
十
日
付
）と
同
様
の
文
面
を
く
り
か
え
し
て
い
る
。

　

そ
し
て
、
寛
永
十
三
年（
一
六
三
六
）を
迎
え
る
と
、「
鷹
之
繪
」
に
対
す
る
酒
井
忠
勝
の
催
促
は
一
層
強
く
な
っ
た
よ
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う
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
次
の
よ
う
な
指
示
を
下
し
て
い
る
。

　

一　

	
敦
賀
ニ
て
書
申
候
鷹
之
繪
四
月
十
日
前
ニ
此
元
へ
参
着
候
様
ニ
可
二
申
付
一
候
、
ま
ハ
り
の
ふ
ち
之
儀
も
其
元
ニ
て

念
を
入
可
二
申
付
一
候
、
二
郎
左
衛
門
ニ
も
如
二
申
越
候
一
、
か
な
物
之
儀
ハ
ふ
ち
の
ほ
ん
を
仕
京
都
に
て
上
手
之

か（
飾
）

さ
り
や
ニ
誂
可
レ
申
候
、
下
地
な（
魚
子
）

ゝ
こ
ニ
仕
、
か（唐
）ら

草
な
と
を
ほ
り
、
あ（
葵
）

ほ
ひ
の
御
紋
之
置
候
様
ニ
細
工
成
も
の

能
致
二
相
談
一
、
末
代
之
儀
ニ
候
間
、
成
程
念
を
入
結
構
可
レ
仕
候
、
鷹
之
繪
を
も
成
程
念
を
入
、
常
ゝ
書
候
よ
り

も
結
構
を
つ
く
し
可
レ
仕
由
可
二
申
付
一
候
事
、

　

こ
こ
で
は
、
額
の
縁
金
物
の
図
案
に
つ
い
て
、
細
か
く
述
べ
て
い
る
。
見
本
の
縁
を
京
都
の
「
上
手
の
飾
り
屋
」
に
送

り
届
け
て
、
下
地
の
図
柄
は
魚な
ゝ
こ子
に
し
、
ま
た
唐
草
紋
を
施
し
、
葵
紋
も
置
く
よ
う
に
と
い
う
の
で
あ
る
。
鷹
の
絵
は
十

分
に
念
を
入
れ
、
常
々
描
い
て
い
る
よ
り
も
「
結
構
を
つ
く
し
」
て
仕
上
げ
る
よ
う
申
し
付
け
よ
、
と
も
あ
る
。

　

右
の
金
物
に
つ
い
て
は
、
二
月
二
十
四
日
付
け
で
、

　

一　

	

鷹
之
繪
の
か
な
物
之
儀
、
事
之
外
た
か
き
事
ニ
而
候
、
併
日
光
ヘ
上
ヶ
申
候
間
可
レ
然
様
ニ
可
レ
仕
候
、
先
日
甲
良
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豊
後
日
光
よ
り
帋
に
本
を
書
付
候
て
越
候
間
、
則
指
上
せ
候
、
相
届
候
ハ
ゝ
、
豊
後
本
の
こ
と
く
に
し
て
ハ
、
直

段
も
少
や
す
く
可
レ
在
レ
之
と
存
候
、
併
此
方
へ
申
越
候
こ
と
く
に
出
来
候
ハ
ゝ
、
そ
れ
を
用
可
二
申
候
一
事
、

　

京
都
の
飾
屋
の
見
積
り
額
は
意
外
に
高
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
日
光
ヘ
奉
献
す
る
の
だ
か
ら
止
む
を

得
ま
い
と
も
考
え
て
い
る
。
た
だ
し
、
日
光
に
い
る
甲
良
豊
後
な
る
人
物
が
上
申
し
て
き
た
図
案
を
使
え
ば
、
京
都
の
飾

り
屋
の
値
段
も
少
し
安
く
な
る
か
と
思
う（
の
で
交
渉
し
て
み
よ
）、
と
い
う
。（
そ
の
結
果
）そ
の
飾
屋
の
原
案
を
値
下
げ
し

て
も
よ
い
と
い
う
な
ら
ば
、
そ
れ
で
よ
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

鷹
の
絵
は
よ
う
や
く
完
成
に
近
付
い
て
い
た
。
酒
井
忠
勝
は
ま
た
三
月
十
三
日
付
で
指
示
を
発
し
て
い
る
。

　

一　

	

鷹
之
繪
之
箱
此
方
ニ
而
申
付
候
間
、
其
元
ゟ
は
最
前
如
二
申
越
候
一
、
雨
ニ
而
ぬ
れ
路
次
ニ
而
損
不
二
申
候
一
様
ニ
念

を
入
く
た
し
可
レ
申
候
事
、

　

鷹
の
絵
額
を
損
傷
さ
せ
ぬ
よ
う
、
運
搬
の
た
め
に
箱
を
作
ら
せ
た
こ
と
が
分
か
る
。
小
浜
の
方
で
は
、
路
次
中
に
雨
で

濡
れ
た
り
せ
ぬ
よ
う
入
念
に
準
備
す
る
よ
う
に
と
述
べ
て
い
る
。

　

こ
う
し
て
、
鷹
の
絵
は
予
定
の
日
限
よ
り
二
、
三
日
早
く
江
戸
に
到
着
し
た
。
そ
の
模
様
は
寛
永
十
三
年
四
月
八
日
付
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の
書
状
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
。

　

一　

鷹
之
繪
板
十
二
枚
無
事
ニ
相
届
候
、
絵
も
一
段
能
書
申
候
、
板
之
拵
金
物
以
下
能
候
事
、

　

一　

	
繪
書
筆
功
ニ
銀
子
弐
拾
枚
か
拾
枚
と
ら
せ
可
レ
申
候
間
、
手
間
之
入
用
之
儀
敦
賀
奉
行
之
も
の
ニ
能
相
尋
、
何
程

く
れ
候
て
可
レ
然
候
ハ
ん
や
早
ゝ
可
二
申
越
一
候
事
、

　
「
鷹
之
繪
板
十
二
枚
」
が
無
事
、
江
戸
に
着
い
た
。
見
事
な
絵
で
あ
る
。
板
・
金
物
の
こ
し
ら
え
等
、
細
工
の
で
き
具

合
に
も
満
足
し
て
い
る
。
酒
井
忠
勝
は
、
こ
の
絵
画
き
の
手
柄
と
し
て
銀
子
二
十
枚
か
十
枚
を
与
え
る
心
算
で
あ
っ
た
よ

う
だ
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、「
敦
賀
鷹
之
繪
之
家
」
を
監
督
し
て
い
る
「
敦
賀
奉
行
之
も
の
」
に
よ
く
尋
ね
て
決
定
す

る
よ
う
に
命
じ
た
こ
と
が
分
か
る
。
そ
の
後
、
五
月
二
日
付
書
状
に
よ
れ
ば
、「
敦
賀
鷹
繪
書
申
候
者
ニ
今
後　

権
（
徳
川
家
康
）

現
様

へ
上
ヶ
申
候
鷹
之
繪
を
書
候
間
、
銀
子
拾
枚
く
れ
申
候
間
、
敦
賀
へ
申
遣
し
銀
子
拾
枚
出
し
可
レ
申
候
事
」
と
見
え
て
い

て
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
銀
子
十
枚
で
あ
っ
た
。

　

以
上
の
よ
う
な
過
程
を
た
ど
り
な
が
ら
、「
架
鷹
図
奉
納
額
」
は
新
造
営
成
っ
た
東
照
宮
の
神
前
に
恭
々
し
く
奉
懸
さ

れ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
に
注
目
す
べ
き
こ
と
が
ら
が
あ
る
。
そ
の
第
一
は
、「
鷹
之
繪
板
十
二
枚
」
の
ほ
か
に
様
式（
特
に
繋
ぎ
架
の
装
飾
お
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よ
び
架
衣
の
意
匠
）の
異
な
る
二
枚
の
鷹
の
絵
を
酒
井
忠
勝
が
奉
納
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

絵
書
き
は
同
じ
二
代
橋
本
長
兵
衛
で
あ
り
、
上
方
に
「
奉
掛
日
光
山　

東
照
大
権
現　

御
寶
前　

寛
永
十
三
年
孟
夏
十

七
日
」
と
あ
り
、下
方
に
、「
従
四
位
下
若
狭
侍
従
源
忠
勝
」
と
あ
る
。
さ
ら
に
こ
の
二
枚
の
鷹
の
姿
態
と
架ほ
こ
ぎ
ぬ衣
の
紋
様
は
、

「
鷹
之
繪
板
十
二
枚
」
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
先
掲
史
料
に
登
場
し
て
い
た
よ
う
に
、
鷹
の
絵
の
見
本
と
し
て

あ
ら
か
じ
め
敦
賀
か
ら
江
戸
へ
送
ら
れ
て
き
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。

　

第
二
に
注
目
す
べ
き
は
、
同
じ
頃
、
酒
井
忠
勝
は
同
じ
鷹
絵
師
に
「
架
鷹
図
屏
風
」
を
描
か
せ
て
い
る
点
で
あ
る
。
左

隻
に
六
居
の
鷹
、
右
隻
に
も
六
居
を
配
し
て
鷹
を
描
い
て
い
る
。
架
鷹
図
額
の
方
は
画
面
構
成
上
の
制
約
が
あ
っ
て
か
、

架
の
構
造
と
鷹
を
繋
ぐ
大
緒
の
全
体
像
は
判
ら
な
い
。
屏
風
の
方
は
そ
の
点
、
微
細
に
つ
い
て
よ
く
分
か
る
。

　

な
お
、
特
筆
す
べ
き
こ
と
は
、
寛
永
十
四
年（
一
六
三
七
）九
月
十
七
日
に
、
岩
槻
城
主
阿
部
対
馬
守
重
次
が
、
江
戸
城

二
の
丸
の
東
照
宮
創
建
日
を
記
念
し
た
鷹
絵
額
が
存
在
す
る
こ
と
で
あ
る（
６
）。
後
年
、
こ
の
額
は
将
軍
家
の
鷹
場
が
所

在
し
た
川
越
の
仙
波
東
照
宮
に
移
さ
れ
た
。
こ
の
図
案
も
上
記
の
屏
風
お
よ
び
日
光
東
照
宮
の
絵
額
に
酷
似
し
て
い
る

が
、橋
本
長
兵
衛
の（
朱
文
ま
た
は
白
文
の
）方
印
は
無
い
。
た
だ
し
、日
光
の
も
の
よ
り
約
一
年
半
後
に
奉
納
さ
れ
て
お
り
、

仙
波
東
照
宮
の
も
の
も
敦
賀
の
鷹
絵
師
に
よ
っ
て
製
作
さ
れ
た
と
判
断
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　

と
こ
ろ
で
、
右
に
論
じ
た
日
光
・
仙
波
両
東
照
宮
の
鷹
絵
額
の
例
の
よ
う
に
、
な
ぜ
十
二
居
の
鷹
を
絵
に
描
い
た
の
で

あ
ろ
う
か
。「
十
二
」
と
い
う
数
は
、
十
二
支

4

4

4

あ
る
い
は
十
二
神
将

4

4

4

4

な
ど
よ
り
は
、
本
地
垂
迹
説
に
い
う
「
十
二
尊
」
に
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結
び
つ
く
考
え
方
に
基
づ
く
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、「
大
日
如
来
・
阿
弥
陀
如
来
の
ほ
か
、
釈
迦
・
薬
師
・
文
殊
・

普
賢
・
地
蔵
・
弥
勒
・
観
音
・
勢
至
・
虚
空
蔵
・
不
動
明
王
の
十
二
尊
」（
７
）の
こ
と
で
あ
る
。
鎌
倉
末
期
に
全
国
的
に

流
布
し
た
本
地
仏
信
仰
は
諏
訪
流
を
中
心
と
し
た
鷹
術
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
、
東
照
大
権
現
の
権
威
を
高
め
る
意
図
か

ら
、
十
二
鷹
の
絵
額
を
奉
懸
し
た
と
思
わ
れ
る

注（
１
）		　
「
徳
川
将
軍
家
と
鷹
狩
り
」
展
・
図
録
解
説（
平
成
十
七
年
一
月
―
（
財
）徳
川
記
念
財
団
）に
よ
れ
ば
、
こ
の
絵
は
二
代
橋
本
長
兵

衛
筆
と
あ
る
。

（
２
）		　

土
岐
の
風
格
と
は
、
戦
国
時
代
の
美
濃
国
の
守
護
土
岐
頼
芸
す
な
わ
ち
土
岐
富
景
の
画
風
を
さ
す
。
土
岐
氏
は
鷹
の
絵
ひ
と
す

じ
に
画
い
た
と
い
う
。

（
３
）		　

敦
賀
の
港
は
、
中
世
日
本
海
流
通
上
の
要
衡
で
あ
り
、
松
前
鷹
な
ど
北
国
の
鷹
が
船
を
使
っ
て
京
・
大
坂
方
面
に
運
送
さ
れ
る

と
き
の
陸
揚
げ
に
使
わ
れ
た
。
浅
利
金
介
の
活
躍
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
場
所
で
あ
る
。

（
４
）		　

各
扇
の
下
方（
左
隅
ま
た
は
右
隅
）に「
橋
本
」と
い
う
白
文
方
印
が
捺
さ
れ
て
い
る
。小
浜
の
絵
師
・
橋
本
長
兵
衛
の
こ
と
で
あ
る
。

徳
川
家
光
は
或
る
一
扇
の
鷹
に
眼
を
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
筆
と
称
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

（
５
）		　
『
沢
庵
和
尚
全
集
』
第
一
巻
「
明
暗
雙
雙
集
」
お
よ
び
第
二
巻
「
萬
松
語
録
」
に
は
鷹
を
よ
ん
だ
漢
詩
十
一
篇
二
十
七
首
が
収

載
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
詩
篇
は
、「
鷹
之
繪
屏
風
弐
双
」（
架
鷹
図
屏
風
）の
賛
十
二
篇
と
全
く
同
じ
も
の
は
一
首
の

み
で
あ
る
。
両
作
と
対
比
す
れ
ば
、
沢
庵
は
幾
度
も
鷹
を
詩
う
こ
と
に
没
頭
し
て
、
次
々
と
詩
篇
を
書
い
て
お
り
、
そ
れ
を
見
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込
ん
だ
酒
井
忠
勝
が
、
こ
の
屏
風
の
完
成
を
ま
っ
て
賛
を
書
か
せ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
漢
詩

二
十
七
首
お
よ
び
賛
十
二
篇
は
、「
新
修
鷹
経
」
以
来
八
百
年
に
及
ぶ
日
本
人
の
鷹
と
い
う
生
き
物
の
観
方
の
頂
点
を
成
す
も
の

と
評
価
で
き
る
。

	
	　

江
戸
時
代
初
期
に
確
立
し
た
神
仏
融
合
の
極
致
た
る
権
現
信
仰
・
東
照
大
権
現
を
崇
め
る
思
想
を
象
徴
す
る
も
の
が
鷹
で
あ
っ

た
ろ
う
。
さ
ら
に
沢
庵
は
、
臨
済
禅
の
機
微
を
も
投
影
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
全
詩
・
賛
を
紹
介
す
る
余
裕
は
な
い
の
で
、
中
で

も
長
文
の
「
左
隻
四
扇
」
の
賛
で
「
萬
松
語
録
」
と
同
一
の
一
篇
を
と
り
あ
げ
て
お
く
。

	

　
　

鷹

	
	

火
德
之
炎
氣
、
瑤
光
之
英
精
、
形
如
二
植
木
一
、
脚
等
二
枯
荊
一
、
身
重
若
レ
金
、
自
可
二
忘
却
一
雲
霄
之
志
、
爪
剛
如
レ
鐵
、
直
堪
レ

捉
二
破
崖
石
之
勍
一
、
毛
翮
兼
二
雪
白
一
、
瞳
晴
與
レ
珠
明
、
髀
寛
内
緩
、
頭
圓
頂
平
、
不
レ
類
二
鶉
鴟
首
一
、
矧
又
猴
立
鴛
頸
、
衆

相
相
共
具
、
品
類
所
二
驚
看
一
、
這
快
鷹
百
擲
無
二
一
遺
一
、
他
飛
禽
十
死
無
二
一
生
一
、

	

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
屏
風
の
賛
に
は
、
次
に
、「
澤
菴
援
レ
觚
」
と
あ
る
。）

（
６
）		　

埼
玉
県
指
定
文
化
財
・
川
越
市
・
仙
波
東
照
宮
所
有
。
阿
部
重
次
は
徳
川
秀
忠
お
よ
び
家
光
に
仕
え
、
慶
安
四
年（
一
六
五
一
）

四
月
二
十
日
、
家
光
の
死
に
殉
じ
た
。

（
７
）	　
『
神
道
集
』
東
洋
文
庫（
二
九
〇
頁
）、
解
説
「
中
世
の
神
」、
貴
志
正
造
氏
執
筆
。
な
お
、
鷹
の
尾
羽
は
十
二
枚
あ
り
、「
十
二

尾
」
と
称
さ
れ
る
が
、
稀
に
「
十
三
尾
」
の
逸
物
の
鷹
が
あ
る
。
こ
の
場
合
、
十
二
尊
に
「
阿あ

し
く閦
如
来
」
を
加
え
れ
ば
完
結
さ
れ

た
十
三
尊
と
な
る
わ
け
で
特
に
珍
重
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。
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㈢　

酒
井
忠
勝
の
鷹

　

若
狭
小
浜
と
越
前
敦
賀
を
領
し
た
酒
井
忠
勝
は
、
徳
川
家
康･

秀
忠･

家
光
ら
の
鷹
や
鷹
狩
に
深
く
関
与
し
て
い
た
。

そ
れ
は
本
論
で
す
で
に
取
り
上
げ
た
伊
達
政
宗
と
双
璧
を
な
す
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
が
、
酒
井
忠
勝
の
場
合
は
、
前
節

で
述
べ
た
よ
う
に
、
史
上
空
前
と
も
称
す
べ
き
架
鷹
図（
鷹
の
絵
）額
お
よ
び
架
鷹
図
屏
風
の
製
作
・
奉
納
に
貢
献
し
た
と

い
う
点
で
、
他
の
大
名
を
圧
倒
し
て
い
る
。

　

領
内
・
敦
賀
の
鷹
絵
師
が
描
い
た
十
二
鷹
は
、
鷹
の
最
も
美
し
い
姿
態
を
写
し
と
っ
て
い
る
の
み
な
ら
ず
、
故
実
に
の
っ

と
っ
た
鷹
の
繋
ぎ
様
を
正
確
に
表
現
し
て
い
る
点
で
も
優
れ
て
い
る
。

　

当
代
以
前
、
鷹
の
図
を
描
い
た
画
家
に
は
、
曽
我
直
庵
・
同
二
直
庵
、
狩
野
永
徳
・
同
山
楽（１
）ら

が
い
る
け
れ
ど
も
、
先

述
し
た
架
鷹
図
は
、
絵
師
の
面
前
に
さ
ま
ざ
ま
な
鷹
が
架
に
据
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
彷
彿
さ
せ
る
ほ
ど
写
実
性
に
優
れ

て
い
る
。
そ
れ
は
、
鷹
絵
師
か
れ
自
身
が
、
ふ
だ
ん
鷹
を
扱
い
慣
れ
て
い
た
こ
と
を
推
察
さ
せ
る
。
敦
賀
の
鷹
絵
師
橋
本

長
兵
衛
の
出
自
の
秘
密
が
合
点
さ
れ
る
ゆ
え
ん
で
あ
る（２
）。

　

そ
し
て
、
小
浜
や
敦
賀
に
お
い
て
、
酒
井
忠
勝
配
下
の
鷹
匠
が
鷹
絵
師
た
ち
と
も
親
交
を
重
ね
て
お
り
、
画
題
に
す
べ

き
良
鷹
の
調
養
に
精
出
し
て
い
た
と
し
て
も
何
ら
不
思
議
な
こ
と
で
は
な
い
。

　

そ
れ
で
は
、
寛
永
十
三
年（
一
六
三
六
）前
後
の
酒
井
忠
勝
の
鷹
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
知
り
得
る
で
あ
ろ
う
か
。
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次
に
述
べ
る
こ
と
に
し
た
い
。

　

ま
ず
、
次
の
史
料
を
手
が
か
り
と
し
よ
う
。

　

一①　

	
は
（
隼
）
や
ふ
さ
之
弟（
だ
い
）鷹
、
敦
賀
之
鷹
打
留
候
ニ
付
而
、
鷹
匠
共
ニ
相
渡
候
由
、
鷹
多
候
間
、
餌
有
レ
之
間
敷
候
間
、

越（松
平
忠
昌
）

前
宰
相
殿
へ
可
レ
進
候
、
此
方
之
鷹
匠
越
候
者
、
御
馳
走
可
レ
有
レ
之
候
間
、
酒
井
外
記
殿
迄
便
宜
ニ
状
を
遣
し
、

自
然
御
用
ニ
候
ハ
ゝ
か
ろ
き
鷹
匠
壱
人
御
越
可
レ
有
レ
之
由
申
遣
し
、
若
州
ニ
而
成
共
、
敦
賀
ニ
而
成
共
、
相
渡
し

遣
可
レ
申
候
事
、

　

一②　

	

宰
相
殿
御
用
ニ
無
レ
之
候
ハ
ゝ
、
松
平
周（康
重
）防殿
へ
可
レ
進
候
間
、
周
防
殿
内
衆
迄
、
状
を
遣
し
、
鷹
匠
壱
人
呼
候

て
相
渡
可
レ
申
候
事
、

　

一③　

	

敦
賀
之
鷹
打
、
鷂
留
候
と
も
、
今
程
者
鷹
多
候
間
、
鷹
打
ニ
と
ら
せ
可
レ
申
候
、
併
替
り
物
之
能
鷂
な
と
留
リ
候

ハ
ゝ
、
五（山
中
）左衛

門
ニ
見
せ
、
此
方
へ
請
取
置
可
レ
申
候
、
上
様
へ
上
ヶ
可
レ
申
候
事
、

　

一④　

	

大（
だ
い
）鷹
并
兄（
し
ょ
う
）鷹な
と
留
り
候
ハ
ゝ
、
何
時
も
、
上
様
へ
上
り
申
候
間
、
請
取
候
而
此
方
へ
可
二
申
越
一
候
、
隼
之
儀
者
、

當
年
者
最
早
入
申
間
敷
候
間
、
弟（
だ
い
）鷹
ニ
而
も
兄（
し
ょ
う
）鷹に
て
も
鷹
打
ニ
と
ら
せ
可
レ
申
候
事
、

　

一⑤　

	

従
二
出
雲
一
来
候
大
鷹
鷂
請
取
置
候
由
尤
候
、
五
左
衛
門
ニ
申
付
、
念
を
入
つ
か
は
せ
可
レ
申
候
事
、

　

一⑥　

	

鷹
多
ク
候
間
、
鷹
匠
有
レ
之
間
敷
候
間
、
五
左
衛
門
ニ
申
付
、
か
ろ
き
す
へ
鷹
匠
弐
人
程
抱
置
可
レ
申
候
事
、
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一⑦　

	

出
雲
ゟ
居
来
候
鷹
匠
ニ
壱
人
ニ
銀
子
壱
枚
つ
ゝ
遣
し
可
レ
申
候
、
其
元
ニ
て
勝
田
十
太
夫
ニ
相
渡
候
者
、
相
届
可
レ

申
候
間
、
其
分
ニ
可
レ
仕
候
、
併
餌
指
な
と
も
可
レ
参
候
間
、
押
込
銀
子
五
枚
成
共
、
其
許
ニ
而
能
程
ニ
相
談
仕
、

遣
し
可
レ
申
候
、

（『
小
浜
市
史　

藩
政
史
料
編
一
』
所
収
、（
寛

永
十
四
年
）十
月
九
日
付
、
酒
井
忠
勝
書
下
）　

　

こ
の
書
下
状
の
前
段
に
は
酒
井
忠
勝
が
徳
川
家
光
に
毎
年
進
上
し
て
い
る
若
狭
の
「
御
所
柿
」
五
百
個
を
念
入
り
に
柿

の
葉
に
包
ん
で
江
戸
へ
伝
達
せ
よ
、
つ
い
で
に
大
き
く
て
な
り
の
い
い
鱈
と
鰤
も
十
一
月
末
日
ま
で
に
送
り
届
け
よ
と
命

じ
て
い
る
。
そ
し
て
、
後
段
①
～
⑦
に
わ
た
っ
て
、
鷹
の
こ
と
に
つ
い
て
子
細
に
指
示
を
与
え
た
も
の
で
あ
る
。

　

①
は
、
敦
賀
の
鷹
打（
鷹
巣
か
ら
鷹
を
捕
ら
え
た
り
、
あ
る
い
は
わ
な
網
を
使
っ
て
鷹
を
捕
獲
す
る
者
）が
、
隼
の
弟だ
い鷹

を
打
ち

留
め
て
、
小
浜
の
鷹
匠
に
手
渡
し
た
と
い
う
こ
と
を
知
っ
た
酒
井
忠
勝
が
、
鷹
の
多
さ
に
対
し
て
餌
の
心
配
を
伝
え
た
も

の
で
あ
る
。
鷹
匠
の
増
員
の
こ
と
ま
で
心
配
し
て
い
る
。

　

鷹
餌
に
関
し
て
は
、
同
じ
十
月
十
七
日
の
書
下
状
に
お
い
て
も
、「
鷹
十
五
之
内
四
居
へ
り
十
壱
居
ニ
成
候
者
、
五
人

之
餌
指
ニ
て
も
餌
捕
可
レ
申
候
哉
」
と
述
べ
て
お
り
、
鷹
二
居
に
つ
き
餌
指
は
一
人
を
必
要
と
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て

い
る
、
な
お
、
続
け
て
「
そ
れ
に
て
も
是
非
不
二
罷
成
一
候
時
者
、
壱
月
ニ
壱
ツ
程
も
犬
を
う
た
セ
可
レ
申
候
事
」
と
述
べ

て
お
り
、
鷹
餌
の
不
足
を
補
う
た
め
に
犬
を
殺
し
て
も
よ
い
と
し
て
い
る
。
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な
お
、（
寛
永
十
三
年
）四
月
八
日
付
の
書
下
状
に
は
、小
浜
に
「
ゑ
さ
し
の
内
藤
七
と
申
若
き
も
の
鳥
取
候
事
一
段
上
手
」

の
由
を
聞
い
て
、
感
心
し
た
り
し
て
い
る
。
鳥
打
ち
に
す
ぐ
れ
た
餌
指
し
が
重
宝
が
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

②
小
浜
城
の
鷹
部
屋
に
は
鷹
が
数
多
く
な
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
り
、
こ
の
う
ち
か
ら
松
平
忠
昌
や
松
平
家
重
、
永
井
尚

政
な
ど
の
大
名
に
鷹
を
贈
っ
て
や
ろ
う
と
し
て
い
る
。
松
平
家
重
の
鷹
匠
を
呼
び
寄
せ
て
鷹
を
遣
わ
そ
う
と
い
う
の
で

あ
る
。
同
年
十
月
十
七
日
付
書
下
に
は
、
蜂
須
賀
忠
英
か
ら
「
伊
豫
鷂
三
居
」
が
進
ぜ
ら
れ
、
そ
の
中
に
近
年
珍
し
い

「
あ（
赤
斑
）

か
ふ
」
の
鷂
が
あ
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
あ
か
ふ
」
は
と
ど
め
お
き
、「
悪
鷹
」
一
居
は
人
に
遣
わ
し
、
の

こ
り
一
居
は
鷹
匠
に
く
れ
て
売
却
さ
せ
た
と
も
述
べ
て
い
る
。

　

な
お
、
寛
永
十
六
年（
一
六
三
九
）十
月
二
十
七
日
付
書
下
に
よ
れ
ば
、
伊
予
国
へ
下
向
す
る
松
平
定
頼
の
鷹
師
が
小
浜

に
立
寄
る
の
で
、
二
、
三
日
分
の
餌
を
付
け
て
大
鷹
を
進
じ
て
や
る
よ
う
に
と
あ
る
。
大
名
間
の
鷹
の
贈
遣
は
か
な
り
頻

繁
だ
っ
た
。

　

③
し
た
が
っ
て
、
鷹
数
は
十
分
な
の
で
、
敦
賀
の
鷹
打
ち
の
鷂
は
こ
れ
以
上
要
ら
ぬ
か
ら
、
鷹
打
ち
に
与
え
て
よ
い
と

い
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、「
替
り
物
の
能
（
よ
き
は
い
た
か
）

鷂
」
な
ど
は
、「
山
中
五
左
衛
門
」
に
見
せ
て
、
こ
ち
ら（
江
戸
に

い
る
酒
井
忠
勝
）で
受
け
取
っ
て
お
き
、
将
軍
家
光
へ
献
上
し
よ
う
、
と
い
う
。
こ
の
山
中
五
左
衛
門
は
小
浜
城
に
お
い

て
鷹
匠
頭
を
つ
と
め
て
い
た
者
と
考
え
ら
れ
る
。

　

④
大だ
い鷹
と
兄し
ょ
う鷹
な
ど
が
小
浜
城
鷹
部
屋
に
集
ま
っ
て
い
る
な
ら
ば
、
い
つ
で
も
、
将
軍
に
献
上
す
る
の
で
、
江
戸
へ
送
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進
せ
よ
。
隼
に
つ
い
て
は
今
年
は
も
は
や
不
要
だ
か
ら
、
弟だ
い鷹
で
も
兄し
ょ
う鷹
で
も
鷹
打
に
と
ら
せ
る
よ
う
に
せ
よ
、
と
い
う
。

こ
の
場
合
、
鷹
打
は
、
網
を
仕
掛
け
て
鷹
を
捕
獲
す
る
の
で
あ
る
。
巣
鷹
の
季
節
は
と
う
に
す
ぎ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

　

な
お
、
隼
に
つ
い
て
は
、
別
に
次
の
よ
う
な
「
酒
井
忠
勝
書
状
」
が
あ
る
。（
寛
永
十
七
年
カ
）三
月
十
六
日
付
で
小
浜
城

の
「
都
筑
外
記
・
武
久
庄
兵
・
芝
二
郎
左
衛
門
」
ら
に
宛
て
た
も
の
で
あ
る
。

　
「
常
神
村
之
沖
御
神
嶋
ニ
隼
巣
を
か
け
申
之
由
、
此
跡
若（京
極
忠
高
）

狭
守
殿
時
分
ニ
能
存
候
者
ニ
巣
子
を
能
比
ニ
お
ろ
さ
せ
、
如
二
先

年
一
指
下
可
レ
申
候
、
併
兄
鷹
隼
者
上
り
不
レ
申
候
間
、
弟
鷹
斗
お
ろ
し
兄
鷹
其
侭
巣
ニ
指
置
可
申
候
、
不
レ
及
レ
申
候
へ

と
も
道
中
餌
其
元
ニ
て
相
調
も
た
せ
鷹
匠
指
添
指
下
し
可
レ
申
候
、
謹
言
、」

　

こ
れ
は
、
若
狭
湾
の
御
神
島
に
隼
が
巣
を
懸
け
て
い
る
由
な
の
で
、
前
領
主
・
京
極
忠
高
時
代
に
巣
お
ろ
し
に
関
与
し

て
い
た
者
に
指
示
を
し
て
、
好
機
に
巣
子
を
お
ろ
す
よ
う
に
、
と
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
「
兄し
ょ
う
は
や
ぶ
さ

鷹
隼
」（
雄
の
隼
）

は
巣
に
残
し
て
弟だ
い鷹（

雌
の
隼
）ば
か
り
巣
お
ろ
し
せ
よ
、
と
も
言
及
し
て
い
る
。

　

⑤
⑥
⑦
出
雲
か
ら
の
鷹
匠
が
、
大
鷹
と
鷂
を
据
え
て
や
っ
て
き
た
由
で
あ
る
が
、
小
浜
城
の
鷹
数
が
多
く
な
る
か
ら
、

鷹
匠
の
人
数
も
不
足
し
よ
う
。
鷹
匠
五
左
衛
門
に
指
示
を
し
て
、
新
米
者
の
鷹
匠
二
人
ほ
ど
を
召
し
抱
え
れ
ば
よ
い
。
出

雲
か
ら
鷹
を
据
え
て
き
た
鷹
匠
に
は
一
人
に
つ
き
銀
子
一
枚
ず
つ
を
遣
わ
し
て
や
る
こ
と
。
し
か
し
な
が
ら
、
餌
指
の
者

も
随
っ
て
来
た
ろ
う
か
ら
、
合
わ
せ
て
銀
子
五
枚
も
つ
か
わ
す
よ
う
に
と
指
図
し
て
い
る
。

　

酒
井
忠
勝
は
天
正
十
五
年（
一
五
八
七
）六
月
、
三
河
国
の
酒
井
忠
利
の
長
子
と
し
て
生
ま
れ
、
慶
長
十
四
年
従
五
位
下
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讃
岐
守
、
寛
永
元
年
に
は
老
中
と
な
り
川
越
十
万
石
の
領
主
、
寛
永
十
一
年（
一
六
三
四
）閏
七
月
若
狭
一
国
の
領
主
か
つ

越
前
敦
賀
郡
な
ど
合
わ
せ
て
十
一
万
石
余
で
転
封
。
将
軍
家
光
に
重
用
さ
れ
て
同
十
五
年
十
一
月
に
は
大
老
と
な
っ
て
い

る
。
老
中
か
ら
大
老
へ
の
昇
進
に
日
光
東
照
宮
造
営
時
の
架
鷹
図
額
奉
納
が
大
き
な
効
果
を
も
っ
た
こ
と
は
想
像
で
き

る
。
さ
ら
に
、
一
方
で
は
小
浜
城
天
守
の
新
造
営
を
は
じ
め
、
新
領
主
と
し
て
細
部
に
亘
る
施
策
を
敢
行
し
、
そ
の
一
環

と
し
て
、
鷹
・
隼
の
確
保
を
は
じ
め
鷹
匠
・
餌
指
衆
の
整
備
等
に
も
精
を
出
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
先
述
し
た
日
光
東
照

宮
へ
の
鷹
絵
額
奉
納
に
際
し
て
は
、
板
材
・
額
縁
金
具
・
漆
な
ど
の
調
達
と
細
工
に
つ
い
て
も
、
天
守
の
工
事
に
当
た
る

大
工
等
職
人
の
手
を
動
員
で
き
た
で
あ
ろ
う
。

　

さ
ら
に
、
小
浜
領
内
に
お
い
て
、
酒
井
忠
勝
は
、「
鳥
の
法
度
」
の
整
備
に
余
念
が
な
か
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
次
の

史
料
に
よ
っ
て
、
考
察
を
加
え
た
い
。

　

一　①

	

♂鷹
之
鳥
切
ゝ
指
越
候
、
鳥
も
あ
ら
く
候
由
申
越
候
間
、
せ
は
き
場
ニ
て
鷹
数
ニ
て
毎
日
遣
候
ハ
ゝ
、
猶
以
鳥
も
す

く
な
く
あ
ら
く
可
二
罷
成
一
候
間
、
鷹
共
見
合
し
ゆ
（
順
々
）

ん
〳
〵
に
や
す
め
候
て
遣
可
レ
申
候
事
、

　

一②　

	

♂鴨
も
よ
り
数
を
あ
ハ
せ
候
ハ
ゝ
次
第
ニ
鳥
す
く
な
く
あ
る
へ
く
候
間
、
見
合
候
て
一
ツ
と
り
か
い
ニ
も
可
レ
仕
候

事
、

　

一③　

鷹
之
鳥
あ
ま
り
切
ニゝ
て
候
間
、
三
日
遣
候
て
一
度
あ
る
ひ
ハ
四
日
遣
候
て
一
度
斗
つ
ゝ
こ
し
可
レ
申
候
事
、
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一④　

只
今
す
き
を
出
し
料
理
ニ
入
候
間
、
け
り
小
鴨
と
ら
せ
候
て
指
越
可
レ
申
候
事
、

　

一⑤　
	

此
中
者
ひ
え
候
間
、
鴨
と
も
江
へ
入
候
哉
、
様
子
く
ハ
し
く
可
二
申
越
一
候
、
鷹
へ
や
い
そ
き
候
て
こ
ほ
り
不
レ

申
候
内
ニ
か
へ
を
ぬ
ら
す
可
レ
申
事
、
以
上
、

　
　
　
　
　
　

霜
月
廿
一
日　
　
　

た
ゝ
勝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
中
五
左
衛
門
へ

　

こ
れ
は
年
未
詳
だ
が
、
寛
永
十
四
年（
一
六
三
七
）か
と
考
え
ら
れ
る
、
酒
井
忠
勝
書
状
で
あ
る（『
小
浜
市
史　
　

藩
政
史
料
編
一
』）。「
鳥

之
法
度
」
と
い
う
の
は
、
鷹
場
に
お
け
る
、
雉
子･

鶉
・
鴨
な
ど
の
諸
鳥
を
管
理
す
る
た
め
に
制
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
寛
永
十
二
年
八
月
二
十
日
付
で
「
一
鳥
之
法
度
、
若
州
敦
賀
迄
も
此
以
前
の
こ
と
く
か
た
く
相
觸
可
レ
申
候
。

鳥
見
を
も
折
ゝ
廻
し
可
レ
申
候
。
我
等
其
元
へ
越
候
ハ
ぬ
以
前
ニ
者
、
鳥
飼
も
無
用
ニ
て
候
事
」
と
あ
る
。
前
領
主
の
時

の
よ
う
に
若
狭
・
敦
賀
領
内
に
於
て
、
堅
く
守
ら
せ
よ
。
鳥
見
衆
の
者
を
折
々
に
巡
視
さ
せ
よ
。
我
（々
酒
井
忠
勝
）が
、

国
元
へ
行
く
以
前
に
鳥
を
獲
っ
て
は
な
ら
ぬ
、
と
述
べ
て
い
る
。

　

つ
ま
り
、「
鳥
之
法
度
」
と
い
う
の
は
、「
御
鷹
場
鳥
之
法
度
」
の
こ
と
で
あ
る（
寛
永
十
年
七
月
十
九
日
付

酒
井
忠
勝
定
書　
　
　

）。
そ
こ
で
、
前

掲
史
料
の
各
条
を
順
次
、
検
討
し
て
み
よ
う
。

　

①（	

国
元
か
ら
）鷹
の
鳥
を
せ
っ
せ
と（
江
戸
へ
）送
っ
て
く
れ
る
が
、
鷹
場
の
鳥
も
減
っ
て
き
て
い
る
と
の
由
。
狭
い
場

582

第九章　江戸初期大名の鷹と鷹狩



所
で
度
繁
く
鷹
を
仕
え
ば
一
層
少
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
鷹
を
順
々
に
休
め
た
り
し
て
、
鷹
狩
を
す
べ
き
だ
。

　

②	

鴨
も
度
々
鷹
に
と
ら
せ
た
り
す
る
と
、
鳥
が
少
な
く
な
る
わ
け
だ
か
ら
、
見
合
わ
せ
る
よ
う
。
一
羽
ほ
ど
は
鷹
の
訓

練
に
つ
か
え
ば
よ
い
。

　

③	

鷹
の
鳥（
雉
子
）を
あ
ま
り
頻
繁
に
と
っ
て
い
る
よ
う
な
の
で
、
三
日
に
一
度
あ
る
い
は
四
日
に
一
度
ば
か
り
ず
つ
に

し
た
方
が
よ
い
。

　

④	

今
時
分
の
数
寄
の
座
の
料
理
に
出
す
の
で
、
鳫け
り

と
小
鴨
を
捕
ら
せ
て（
江
戸
へ
）送
る
よ
う
に
。

　

⑤	

だ
い
ぶ
寒
さ
が
厳
し
く
な
っ
て
い
る
の
で
、
鴨
ど
も
は
静
か
な
入
江
に
集
ま
っ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
そ
の
様
子
を
詳

し
く
報
告
せ
よ
。
鷹
部
屋
の
造
作
を
急
げ
。
凍
て
つ
く
よ
う
に
な
る
前
に
壁
塗
り
さ
せ
る
よ
う
に
せ
よ
。

　

	　

こ
れ
ら
の
こ
と
を
、小
浜
城
に
い
る
鷹
匠
山
中
五
左
衛
門（３
）に

訓
令
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
で
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、

「
鳥
の
法
度
」
は
鷹
場
に
お
け
る
諸
鳥
の
棲
息
数
に
対
す
る
制
御
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
さ
ら

に
次
の
史
料
が
証
明
し
て
い
る
。

　

一　

	

去
六
日
之
状
参
着
令
二
披
見
一
候
、
鷹
場
鳥
之
法
度
之
儀
、
先
年
若（京
極
忠
高
）

狭
殿
如
二
法
度
一、
鷹
場
之
分
可
二
申
付
一
候
、

山
方
之
坂
鳥
其
外
鷹
場
ニ
構
候
ハ
て
、
先
年
よ
り
取
来
候
所
ニ
而
と
ら
せ
可
レ
申
候
、
敦
賀
之
儀
も
鳥
見
を
付
置
、

輪
之
内
之
鷹
場
法
度
可
二
申
付
一
候
事
、
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（（
寛
永
十
三
年
）八
月
十
四
日
付

酒
井
忠
勝
書
下
『
同
上
』　　

）

　

小
浜
の
前
領
主
京
極
忠
高
も
「
鷹
場
鳥
之
法
度
」
を
定
め
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
た
だ
、
こ
こ
に
記
す
「
坂
鳥
」
と

は
何
か
。
ほ
か
の
「
酒
井
忠
勝
書
下
」
に
は

　

一　

	

さ
か
鳥
之
事
、
十
月
初
よ
り
う
た
せ
可
レ
申
候
。
鷹
場
之
鳥
之
か
ま
い
ニ
成
候
ハ
ぬ
様
ニ
成
程
竪
法
度
申
付
、
よ

る
斗
其
場
所
ニ
而
う
ち
、
少
も
平
地
ニ
而
打
不
レ
申
候
様
ニ
可
二
申
付
一
候
事
。

（（
年
月
日
不
詳
）覚（４
）書

『
同
上
』　　
　
　

）

　

ふ
つ
う
「
鷹
の
鳥
」
と
言
え
ば
、「
真ま

鳥と
り

」
す
な
わ
ち
雉
の
こ
と
で
あ
る
が
、「
さ
か
鳥
」
と
は
お
そ
ら
く
、「
山
鳥
」

の
こ
と
を
指
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。「
鷹
場
の
鳥
」
と
同
じ
よ
う
な
山
野
に
棲
息
し
て
お
り
、
猟
期
も
ほ
ぼ
同
じ
こ
ろ

の
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
「
さ（坂
）か
鳥
」
を
鷹
に
捉
え
さ
せ
る
場
合
は
、
雉
の
居
る
平
地
で
は
な
く
、
山
ぎ
わ
に
入
っ
て
行
う

よ
う
に
と
注
意
し
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
諸
大
名
の
鷹
狩
が
、
た
ん
な
る
遊
芸
を
目
的
と
し
て
実
施
し
て
い
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
こ
こ
に
取
り
上
げ
た
「
鳥
之
法
度
」
に
よ
っ
て
推
考
で
き
る
の
で
あ
っ
て
、
結
局
の
と
こ
ろ
鷹
の
獲
物
に
す
る
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諸
鳥
は
食
膳
に
供
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
雉
・
山
鳥
・
鶉
・
雁
・
鴨
・
雲
雀
な
ど
は
安
定
的
に
供
給
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
裏
付
け
る
史
料
が
存
在
す
る
。

　

一①　

	
は
い
鷹
小
鴨
ニ
つ
か
ハ
セ
可
レ
申
候
、
鶉
な
と
ハ
お
り
〳
〵
つ
か
い
我
等
来
年
遣
し
可
レ
申
候
間
、
法
度
賢
（
堅
）可

二
申

付
一
候
事
、

　

一②　

	

鷹
之
雁
鴨
時
ゝ
ニ
念
を
入
塩
ニ
申
付
、
春
中
爰
元
へ
相
届
可
レ
申
候
、
此
跡
の
こ
と
く
役
鳥
を
も
今
程
ゟ
極
月
ま

て
之
内
、
新
ヲ
請
取
、
念
を
入
塩
に
可
二
申
付
一
候
、
何
も
料
理
ニ
仕
候
間
、
け
（
毛
）を

取
候
て
も
又
ハ
け
（
毛
）塩

に
も
二

色
に
さ
せ
置
可
レ
申
候
事
、

　

一③　

山
の
鳥
あ
み
ニ
て
取
候
ハ
ゝ
百
も
百
五
拾
も
、
け
塩
ニ
可
レ
仕
候
、
又
け
を
と
り
候
て
も
付
置
可
レ
申
候
事
、

（
（
寛
永
十
二
年
）霜
月
五
日

酒
井
忠
勝
書
下
『
同
上
』　

）

　

一④　

當
年
之
塩
鳥
役
鳥
鷹
之
鳥
共
ニ
弐
百
程
つ
け
さ
せ
可
レ
申
候
、
但
寒
之
内
之
者
、
別
ニ
仕
置
可
レ
申
候
事
、

（
（
同
右
）十
一
月
十
八
日

付
同
『
同
上
』　　
　
　

）

　

①	

で
は
、
小
鴨
や
鶉
を
と
る
た
め
に
は
鷂
が
使
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
そ
れ
も
「
鳥
の
法
度
」
を
堅
固
に

守
っ
て
行
う
べ
き
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
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②	

で
は
、
鷹
狩
で
と
ら
え
た
雁
・
鴨
は
そ
の
時
々
に
入
念
に
塩
漬
け
に
し
て
来
春
中
に
江
戸
へ
届
け
よ
と
い
う
の
で
あ

る
。
年
ご
と
に
定
め
て
い
る
鳥
に
つ
い
て
は
十
二
月
ま
で
に
新
し
い
も
の
を
受
け
取
っ
て
、入
念
に
塩
漬
け
に
せ
よ
。

い
ず
れ
の
方
も
料
理
に
使
う
の
だ
か
ら
、
毛
を
抜
い
た
も
の
、
毛
が
付
い
た
ま
ま
の
も
の
二
種
類
と
も
塩
に
漬
け
置

く
こ
と
。

　

③	

山
鳥（
さ
か
鳥
）を
網
で
取
っ
た
も
の
を
百
羽
か
百
五
十
羽
を
毛
を
付
け
た
ま
ま
塩
漬
け
に
せ
よ
。
ま
た
は
毛
を
抜
い

た
も
の
で
も
漬
け
置
く
よ
う
に
せ
よ
。

　

④	

今
年
の
小
鴨
・
鶉
・
山
鳥
・
雉
を
合
わ
せ
て
二
百
羽
を
塩
漬
け
に
し
て
お
く
こ
と
。
た
だ
し
、
寒
の
内
に
と
っ
た
も

の
は（
脂
が
の
っ
て
い
て
特
別
な
の
で
）別
に
し
て
漬
け
て
お
く
よ
う
に
。

　

こ
こ
で
子
細
に
鷹
の
獲
物
の
保
存
法
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
の
は
、
諸
鳥
は
す
べ
て
国
元
よ
り
江
戸
屋
敷
へ
搬
送
さ
せ

て
、「
料
理
」
に
供
す
る
た
め
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
『
四
條
流
庖
丁
書
』
や
『
庖
丁
聞
書
』・『
武
家
調
味
故
実
』
な
ど
の
伝
え
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば（５
）、

海
・
河
・
山
の
美
味

な
る
物
の
う
ち
、「
鷹
ノ
取
タ
ル
鳥
ヲ
バ
、
賞
翫
勝
タ
ル
ベ
シ
」
と
さ
れ
て
い
た
。「
雉
ノ
鳥
ヲ
人
ニ
参
ラ
ス
ル
時
ニ
ハ
、

焼
物
ヨ
リ
外
ニ
ス
ベ
カ
ラ
ズ
」
と
も
あ
っ
て
、
雉
は
専
ら
焼
い
て
味
わ
う
も
の
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、「
鳥
ヲ
美
味
ニ

シ
テ
参
ス
ル
事
。
雉
子
山
鳥
ニ
テ
モ
、
荒
巻
テ
置
タ
ル
ヲ
夏
取
出
シ
テ
湯
ヲ
カ
ヘ
ラ
カ
シ
テ
、
彼
（
か
の
と
り
）
鳥
ヲ
入
テ
、
湯
ヒ
キ
テ

取
上
サ
マ
シ
テ
薄
ク
引
テ
、
フ
ク
サ
盛
ニ
シ
テ
、」
𦲞
酢
を
つ
け
て
食
べ
る
の
が
よ
い
、
な
ど
と
あ
る
。
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先
に
見
た
小
浜
領
の
諸
鳥
の
塩
漬
け
が
、
ど
の
よ
う
に
調
理
さ
れ
た
か
が
わ
か
る
。

　

鶉
や
雁
・
雲
雀
な
ど
も
ま
た
、
串
焼
な
ど
に
し
て
食
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
串
焼
は
、
焼
く
ほ
ど
に
し
た
た
る
脂

汁
を
器
に
注
ぎ
、そ
こ
に「
ク
ル
ミ
ヲ
ネ
バ
〳
〵
ト
ス
リ
付
テ
、カ
ハ
ク
ホ
ド
ニ
又
ア
ブ
リ
テ
」食
べ
る
の
が
旨
い
と
い
う
。

　

白
鳥
・
雁
・
菱
喰
・
鶴
な
ど
の
調
理
法
に
つ
い
て
も
詳
し
い
。
雉
の
引ひ
っ
た
れ
や
き

垂
焼
。
胸
肉
の
こ
と
を
引
垂
れ
と
い
う
が（６
）、
こ

れ
は
身
の
中
に
赤
身
が
少
し
ず
つ
あ
る
ほ
ど
に
焼
い
て
食
す
と
あ
る
。
焼
鳥
は
酒
を
か
け
塩
を
振
っ
て
味
わ
う
の
が
す
ぐ

れ
て
い
る
、
と
も
あ
る
。
骨
を
た
た
い
て
つ
く
ね

0

0

0

に
す
る
こ
と
や
、
雁
・
鵠
・
菱
喰
の
皮
煎
り
に
は
必
ず
、
茸（
シ
メ
ジ
）

を
入
れ
て
作
る
こ
と
な
ど
も
行
わ
れ
て
い
た
。

　

鳥
の
料
理
が
焼
鳥
の
み
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
汁
も
の
で
も
味
わ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
室
町
時
代
の
『
大
草
家
料

理
書
』
に
は
、「
生
鶴
料
理
」
の
こ
と
が
載
っ
て
い
る
。
酒
塩
を
か
け
る
と
か
、
古
味
噌
の
汁
に
す
る
と
か
、
季
節
に
よ

り
、
う
ど
や
柚
子
を
入
れ
る
な
ど
と
あ
る
。
ま
た
、
塩
漬
け
の
鳥
は
古
酒
で
洗
い
上
げ
て
、
よ
く
塩
出
し
を
し
て
、
湯
が

き
、
酒
を
か
け
、
胡
椒
を
入
れ
て
汁
に
作
る
と
い
う
。

　
「
塩
鳥
肴
・
塩
鳥
汁
」
の
料
理
の
ほ
か
に
、「
生
青
鷺
料
理
」
と
か〝
雉
鍋
〟
と
も
言
う
べ
き
料
理
、
少
し
あ
ぶ
っ
た
切

身
で
つ
く
る
「
鶉
汁
」
な
ど
も
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

　

た
だ
し
こ
れ
ら
の
鳥
の
料
理
は
、
い
ざ
配
膳
を
し
、
食
す
る
に
際
し
て
は
、
意
味
深
長
な
故
実
に
の
っ
と
る
こ
と
が
尊

重
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
現
代
流
に
言
う
な
ら
ば
、
故
実
と
は
、
研
ぎ
澄
ま
さ
れ
た
精
神
を
注
ぎ
つ
つ
、
も
の
ご
と
が
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縁
起
良
く
運
ん
で
ゆ
く
こ
と
を
祈
る
ゆ
え
に
守
る
べ
き
こ
と
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
極
度
な
緊
張
と
折
目
正
し
い
所
作
を

伴
い
な
が
ら
、
い
わ
ば
禅
的
な
宇
宙
観
が
一
座
の
者
に
共
有
さ
れ
て
い
た
に
違
い
な
い
。

　

た
と
え
ば
、
出
陣
な
り
長
途
の
旅
立
ち
に
あ
っ
て
は
「
出
門
に
用
い
る
魚
、
鳥
、
鯛
、
鯉
、
鮒
、
鮑
、
か
つ
ほ
、
数
の

子
、
雉
子
、
鶴
、
雁
の
類
を
第
一
と
す
。
海
老
・
蟹
・
鰯
・
鴛
・
茸
の
類
、
不
レ
宜
」（「
包
丁

聞
書
」）と
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な

し
き
た
り
を
こ
そ
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、「
鳥
ハ
御
鷹
飼
」
を
用
い
る
べ
き
と
さ
れ
、
塩
漬
け
の

鳥
以
外
に
は
、
鷹
が
と
ら
え
た
諸
鳥
は
木
々
の
枝
に
結
わ
え
て
贈
る
の
が
故
実
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
鳥と

柴し
ば

と
称

し
た
。
春
は
梅
の
枝
に
、
ほ
か
の
季
節
に
は
く
ぬ
ぎ
の
枝
に
、
鶉
や
雲
雀
は
荻
に
な
ど
と
い
う
き
ま
り
が
あ
っ
た
。
鳥
の

料
理
を
盛
付
け
る
に
し
て
も
、
そ
の
改か
い
し
き敷

は
、「
雁
水
草
・
鶴
芦
葉
・
鴨
芦
・
鴫
を
も
だ
か
。
鶉
振
笹
・
雲
雀
地
草
又

蔦
芝
草
」
を
用
い
よ

と
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

料
理
は
鳥
の
ほ
か
に
い
ろ
い
ろ
と
あ
る
わ
け
だ
が
、
鯉
・
鯛
・
鮭
・
鱒
・
鱸
・
蛸
・
鮑
な
ど
が
よ
く
用
い
ら
れ
て
い
た

か
ら
、
酒
井
忠
勝
も
ま
た
、
小
浜
や
敦
賀
の
海
の
も
の
を
度
繁
く
、
江
戸
へ
送
ら
せ
て
も
い
た
の
で
あ
る
。

　

た
だ
、
釣
・
網
に
よ
っ
て
海
の
も
の
を
捕
る
の
に
く
ら
べ
、
山
野
の
鳥
の
捕
獲
は
難
し
い
わ
け
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、

鷹
狩
に
よ
る
方
法
は
有
難
い
こ
と
で
あ
っ
た
か
ら
、「
鳥
之
法
度
」
は
い
か
に
も
不
可
欠
の
制
度
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　

酒
井
忠
勝
は
「
鳥
之
法
度
」
を
守
ら
せ
る
と
と
も
に
、
鷹
匠
達
に
対
し
て
、
鷹
野
の
記
録
を
報
告
さ
せ
て
い
た
よ
う
で

あ
る
。
そ
れ
は
、
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一　

	

其
許
鷹
之
儀
一
圓
不
二
申
越
一
候
、
鷹
匠
共
ニ
申
付
鷹
野
へ
罷
出
候
日
帳
を
壱
人
〳
〵
申
つ
け
さ
せ
、
便
宜
之
時

分
者
毎
度
可
二
申
越
一
候
事
、

（（
寛
永
十
二
年
）二
月
十
八
日

付
酒
井
忠
勝
書
下　
　
　
　

）

　

と
あ
っ
て
分
か
る
。「
日
帳
」
の
内
容
は
何
か
。
そ
れ
は
「
い
つ
れ
の
鷹
何
程
取
候
共
、
其
日
〳
〵
の
書
付
を
も
鷹
匠
共

申
付
取
候
而
」
と
あ
っ
て
、
鷹
の
獲
物
数
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る（（
寛
永
十
三
年
）　　

三
月
七
日
付（
同
上
））。

注（
１
）		

曽
我
直
庵（
生
没
年
不
詳
）は
越
前
・
朝
倉
氏
に
仕
え
た
絵
師
、
天
正
元
年（
一
五
七
三
）主
家
滅
亡
後
、
泉
州
堺
に
移
る
。
そ

の
子
二
直
庵
も
架
鷹
図
の
秀
作
を
残
す
。
狩
野
永
徳
に
「
洛
外
名
所
遊
楽
図
屏
風
」（
四
曲
一
双
）が
あ
っ
て
、
右
隻
に
鷹
狩
り
帰
り

の
図
が
あ
る
。
狩
野
山
楽
に
は
大
覚
寺
正
殿
鷹
の
間
に
十
二
鷹
の
襖
絵
が
あ
る
。

（
２
）		

秋
田
県
大
館
市
在
住
の
浅
利
政
敏
氏
の
教
示
に
よ
れ
ば
、
同
氏
の
先
祖
は
会
津
蒲
生
氏
に
仕
え
た
鷹
匠
浅
利
金
介
で
あ
る
と
い

う
。
浅
利
金
介
が
鷹
絵
師
・
初
代
橋
本
長
兵
衛
を
名
の
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
同
氏
は
敦
賀
市
に
お
い
て
、
多
く
の
鷹
の
絵
を

実
見
し
、
か
つ
そ
の
中
に
、
同
氏
所
蔵
の
も
の
に
近
似
し
た
絵
を
確
認
し
た
と
い
う
。

（
３
）	

酒
井
忠
勝
の
鷹
匠
に
は
山
中
五
左
衛
門
の
ほ
か
に
、
青
山
小
右
衛
門
、
浅
野
与
左
衛
門
の
名
が
知
ら
れ
る
。

（
４
）	

天
守
造
営
中
の
職
人
へ
の
賃
金
等
の
条
項
が
あ
る
の
で
寛
永
十
二
年
九
月
頃
で
あ
ろ
う
。
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（
５
）		

『
四
條
流
庖
丁
書
』
は
室
町
初
期
、『
庖
丁
聞
書
』
は
室
町
末
期
の
成
立
と
さ
れ
る
。『
武
家
調
味
故
実
』
は
近
世
初
頭
に
は
知

ら
れ
て
い
た
野
菜
・
魚
・
鳥
等
の
調
理
書
で
あ
り
、
作
法
の
故
実
も
伝
え
る
。
調
理
の
名
目
と
調
理
の
方
法
及
び
料
理
の
故
実
を

伝
え
る（『
新
校
群
書
類
従
第

十
五
巻
』
飲
食
部
所
収
）。

（
６
）		
足
の
こ
と
を
「
別べ

っ
そ
く足
」
と
よ
び
、
少
し
肉
が
つ
い
て
い
る
骨
を
「
身
」
と
い
う
。
別
足
は
焼
い
て
食
す
が
、
右
掌
に
箸
を
挟
ん

だ
ま
ゝ
、
親
指
・
人
指
指
で
つ
ま
ん
で
食
べ
る
習
わ
し
で
あ
っ
た
。

結　
　

び

　

以
上
、
日
光
東
照
宮
に
奉
納
し
た
鷹
の
絵
の
モ
デ
ル
は
酒
井
忠
勝
が
小
浜
や
敦
賀
に
お
い
て
調
養
し
て
い
た
鷹
で
あ
っ

た
の
で
は
な
い
か
と
推
定
し
て
き
た
。
そ
の
よ
う
な
鷹
の
飼
育
に
つ
い
て
、
極
め
て
細
か
な
心
配
を
国
元
に
伝
え
て
い
た

こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
大
鷹
の
こ
と
に
関
し
て
は
気
が
か
り
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
た
と
え
ば
、

　

一　

	

大（だ
い
）鷹と（鳥
屋
）や究
候
者
、
九
月
末
よ
り
と
や
出
し
つ（
繋
）
な
き
す（据
）へ
な
つ
け
可
レ
申
候
、
と（
鳥
飼
）

り
か
い
ニ
も
罷
出
候
事
者
、
此

方
よ
り
左
右
な
き
以
前
者
、
罷
出
間
敷
候
事
、

（
寛
永
十
二
年
カ
年

月
日
欠
く
「
同
上
」）
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夏
を
越
し
て
鳥
屋
か
ら
出
す
大
鷹
の
訓
練
を
具
さ
に
指
図
し
て
お
り
、
江
戸
よ
り
指
示
な
き
時
は
、
よ
け
い
な
こ
と
を

す
る
な
と
い
う
の
で
あ
る
。
隼
や
鷂
な
ど
の
調
養
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
酒
井
忠
勝
は
や
は
り
、
大
鷹
の
で
き
ぐ
あ
い
を

案
じ
て
い
た
。

　
「
頓（
や
が
て
）而
大（
だ
い
）鷹
二
居
す
へ
さ
セ
」
て
江
戸
へ
や
っ
て
来
さ
せ
よ
と
伝
え
て
い
る（（
寛
永
十
三
年
）正
月
五
日
付

酒
井
忠
勝
書
下
「
同
上
」　

）。
こ
の
大だ
い鷹
が
、

先
述
の
日
光
東
照
宮
の
鷹
の
絵
の
う
ち
の
ど
れ
か
に
描
か
れ
た
こ
と
は
想
像
し
て
よ
い
。
酒
井
忠
勝
は
、
架
鷹
図
と
と
も

に
将
軍
の
前
に
そ
の
大
鷹
を
据
え
て
伺
候
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

そ
う
し
て
、
鷹
の
絵
額
を
竣
工
成
っ
た
日
光
東
照
宮
に
奉
納
し
て
十
三
年
の
の
ち
、
モ
デ
ル
に
な
っ
た
鷹
た
ち
は
、
そ

れ
な
り
に
老
い
て
、
一
斉
に
放
た
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
次
の
史
料
に
よ
っ
て
推
察
で
き
る
。

　

一　

	

殿
様
従
日
光
被
二
仰
下
一
候
ハ
、
爰
元
御
庭
籠
之
鳥
共
を
も
放
、
鎌
倉
若
州
ニ
御
座
候
御
鷹
共
、
黃
鷹
隼
鷂
之
内

ニ
而
、
御
用
ニ
立
可
レ
申
能
鷹
斗
残
置
、
御
用
ニ
立
不
レ
申
候
御
鷹
を
ハ
、
山
中
五
左
衛
門
・
青
山
少
右
衛
門
相
談
仕
、

不
レ
入
御
鷹
を
は
放
し
可
レ
申
旨
、
被
二
仰
下
一
候
ニ
付
而
、
則
鎌
倉
へ
申
遣
候
処
ニ
、
鎌
倉
ニ
而
御
用
ニ
立
不
二
申

候
一
御
鷹
三
居
放
し
可
レ
申
由
、
申
来
候
。
其
元
ニ
御
座
候
御
鷹
之
内
二
而
ハ
、
伊
予
網（
あ
が
け
）懸之

鷂
ニ
居
な
ら
て
ハ
放

し
可
レ
申
御
鷹
ハ
無
二
御
座
一
由
、
五
左
衛
門
・
小
右
衛
門
被
レ
申
候
。
委
細
ハ
両
人
ゟ
高
田
清
兵
衛
ニ
可
二
申
進
一

候
間
、
其
心
得
可
レ
被
レ
成
候
、
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（
（
慶
安
四
年
）五
月
八
日
付

江
戸
年
寄
連
署
状
『
同
上
』）

　

こ
の
時
、
酒
井
忠
勝
は
日
光
東
照
宮
に
在
っ
た
が
、
同
年
四
月
二
十
日
死
去
し
た
将
軍
家
光
の
喪
に
服
そ
う
と
し
て
、

放
生
の
意
味
で
鷹
を
放
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
う
し
て
、
か
つ
て
奉
納
の
鷹
絵
額
を
仰
ぎ
感
慨
に
ふ
け
っ
た
で
あ
ろ
う
。

か
の
鷹
ど
も
を
野
に
放
つ
べ
き
こ
と
を
思
っ
た
の
で
あ
る
。

　

鷹
匠
の
山
中
五
左
衛
門
と
青
山
小
右
衛
門
を
随
行
さ
せ
て
お
り
、
放
つ
べ
き
鷹
と
、
ま
だ
役
に
立
つ
鷹
を
選
ば
せ
て

も
い
た
。
そ
の
こ
と
は
同
じ
史
料
に
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。「
當
年
者
方
ゝ
ゟ
参
候
御
巣
鷹
共
何
も
御
返
シ
被
レ
成
候
付
、

高
田
清
兵
衛
此
方
ニ
御
用
も
無
二
御
座
一
候
間
、
為
レ
上
申
候
、（
下
略
）」

　

か
く
て
、
酒
井
忠
勝
に
よ
っ
て
絵
額
に
描
き
と
ど
め
ら
れ
た
十
二
居
の
鷹
は
、
永
遠
の
鳥
と
な
っ
て
日
光
東
照
宮
に
奉

懸
さ
れ
て
い
る
。
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結　

論

　

昭
和
六
年
刊
行
の
『
放
鷹
』
及
び
そ
の
後
に
お
け
る
先
行
研
究
に
は
一
つ
の
問
題
点
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
古
代
の
放
鷹

史
に
つ
い
て
論
じ
る
時
、
中
世
へ
の
繋
り
が
指
摘
さ
れ
な
か
っ
た
り
、
ま
た
中
世
を
論
じ
る
際
に
、
古
代
か
ら
の
脈
絡
が

欠
け
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。

　

た
と
え
ば
、
中
世
後
期
か
ら
近
世
初
期
に
か
け
て
、
頻
繁
に
行
わ
れ
た
鷹
進
遣
・
鷹
披
露
な
ど
の
儀
礼
が
、
古
代
の
大

臣
大
饗
の
「
御
鷹
飼
渡
」
と
い
う
儀
礼
に
結
び
つ
く
こ
と
が
明
ら
か
で
な
か
っ
た
。

　

本
研
究
に
お
い
て
は
、
さ
ら
に
、
中
世
後
期
に
成
立
・
伝
書
さ
れ
た
多
く
の
鷹
書
の
存
在
、
及
び
織
田
・
豊
臣
・
徳
川

三
政
権
に
お
け
る
大
々
的
な
鷹
狩
な
ど
の
源
流
が
、
古
代
に
あ
っ
た
と
い
う
結
論
を
得
た
の
で
あ
る
。

　

次
に
問
題
と
な
る
の
は
古
代
か
ら
中
世
へ
移
行
す
る
時
期
に
お
け
る
神
仏
習
合
・
本
地
垂
迹
思
想
と
鷹
狩
の
関
係
性
に

つ
い
て
で
あ
る
。
中
世
前
期
を
通
じ
て
殺
生
罪
業
意
識
が
強
ま
り
、
朝
廷
及
び
鎌
倉
幕
府
は
殺
生
禁
断
（
鷹
狩
停
止
）
を

厳
命
し
た
が
、
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
鷹
狩
は
限
定
的
で
あ
る
に
せ
よ
許
容
さ
れ
て
い
た
の
は
何
故
な
の
か
、
と
い
う
問
題

が
存
在
し
た
。
こ
の
問
題
は
信
州
・
諏
訪
社
の
「
神
鷹
・
贄
鷹
」
の
神
事
を
通
し
て
解
明
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

　

ま
た
、
本
研
究
で
は
、
五
点
の
鷹
書
―
新
修
鷹
経
・
嵯
峨
野
物
語
・
鷹
経
弁
疑
論
・
蒙
求
臂
鷹
往
来
・
龍
山
公
鷹
百
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首
―
を
重
視
し
、
従
来
の
放
鷹
史
よ
り
も
踏
み
込
ん
だ
考
察
を
加
え
た
。
そ
の
過
程
で
、
中
世
の
鷹
書
に
不
可
欠
の
要
素

と
し
て
、「
鷹
の
口
伝
・
故
実
」
を
語
る
べ
き
こ
と
が
付
加
さ
れ
る
こ
と
を
発
見
し
た
。

　

先
に
触
れ
た
よ
う
に
、
中
・
近
世
移
行
期
に
お
け
る
大
々
的
な
鷹
狩
の
モ
デ
ル
は
醍
醐
天
皇
や
白
河
天
皇
の
野
行
幸
に

あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。

　

以
上
の
よ
う
な
諸
点
を
包
含
し
つ
つ
、
本
論
文
は
以
下
の
各
章
に
お
い
て
、
い
く
つ
か
の
重
要
な
結
論
に
達
し
た
の
で

あ
る
。

第
一
章　

放
鷹
術
の
渡
来
と
受
容

第
一
節　

放
鷹
術
の
渡
来
伝
承　

我
国
文
化
の
成
り
立
ち
を
考
え
る
上
で
、
放
鷹
術
の
渡
来
は
、
一
つ
の
特
徴
を
現
し
て

い
る
で
あ
ろ
う
。
遥
か
草
原
ア
ジ
ア
か
ら
中
国
を
経
て
、
朝
鮮
半
島
に
伝
わ
り
、
そ
こ
か
ら
、
日
本
へ
や
っ
て
き
た
文
物
・

思
想
は
多
様
で
あ
る
。
鷹
術
の
原
像
を
把
握
し
、
そ
れ
が
、
古
代
・
中
世
へ
と
ど
の
よ
う
に
変
容
し
て
行
く
の
か
、
と
い

う
こ
と
を
予
察
し
て
み
た
。

第
二
節　

鷹
を
「
腕
に
居
え
る
」
人
物
像
埴
輪　

考
古
学
上
の
問
題
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
本
研
究
と
し
て
見
す
ご
さ
な
い

で
置
き
た
い
。
ま
ず
、
放
鷹
術
が
早
く
か
ら
、
地
方
（
こ
こ
で
は
関
東
）
へ
伝
わ
っ
て
い
た
こ
と
及
び
埴
輪
に
表
現
さ
れ

た
鷹
狩
の
た
め
の
服
飾
の
原
型
を
知
る
こ
と
が
で
き
た
。
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第
三
節　

魂
覓
ぎ
の
鳥　

中
世
、
鷹
を
仏
神
の
化
身
と
と
ら
え
る
思
想
が
あ
っ
た
が
、
そ
の
淵
源
は
放
鷹
術
の
渡
来
前
後

の
古
代
信
仰
に
存
在
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
遊
離
す
る
死
者
の
霊
魂
を
追
い
求
め
て
く
る
鳥
で
あ
り
、
霊
魂
そ
の
も

の
を
宿
す
鳥
で
あ
る
と
い
う
思
想
で
あ
る
。
こ
れ
は
中
世
の
説
話
や
鷹
の
儀
礼
の
世
界
に
も
及
び
、
ま
た
、
徳
川
家
康
の

鷹
絵
額
に
ま
で
伏
流
し
て
い
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

第
二
章　

天
皇
の
放
鷹

第
一
節　

桓
武
天
皇
と
王
臣
の
養
鷹　

桓
武
天
皇
の
放
鷹
を
考
察
す
る
上
で
、
重
要
な
人
物
に
坂
上
田
村
麻
呂
が
居
る
。

「
調
鷹
相
馬
」
の
家
で
あ
る
と
い
う
。
桓
武
天
皇
は
私
養
鷹
を
禁
止
し
つ
つ
、
一
方
で
は
親
王
・
王
臣
に
調
鷹
を
特
に
許

し
て
い
る
。
放
鷹
は
こ
の
時
代
に
、
天
皇
・
親
王
・
王
臣
の
専
有
に
帰
す
こ
と
に
な
っ
た
。
時
の
政
治
権
力
者
が
鷹
を
独

占
す
る
と
い
う
原
型
は
こ
の
時
代
に
確
立
し
た
の
で
あ
る
。

第
二
節　

嵯
峨
天
皇
と
『
新
修
鷹
経
』　

中
国
に
は
『
鷹
経
』
な
る
鷹
術
の
書
が
古
く
か
ら
あ
っ
た
が
、
そ
の
経
巻
は
我

国
に
も
伝
来
し
て
い
た
。
実
際
に
鷹
の
飼
養
と
放
鷹
が
盛
ん
に
な
る
う
ち
に
、
鷹
術
に
も
錯
誤
や
混
乱
が
生
じ
て
い
た
ら

し
い
。
標
準
と
な
る
鷹
書
が
求
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

嵯
峨
天
皇
は
『
鷹
経
』
の
見
解
の
上
に
、
実
際
に
蔵
人
所
や
近
衛
府
な
ど
で
鷹
術
に
あ
た
る
鷹
飼
人
た
ち
の
体
験
な
ど

も
集
約
し
な
が
ら
こ
の
書
を
つ
く
っ
た
と
考
え
る
。
内
容
は
か
な
り
微
細
に
及
ぶ
け
れ
ど
も
、
本
研
究
上
、
不
可
欠
の
知
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識
と
な
る
の
で
、
煩
を
い
と
わ
ず
、
検
討
し
て
み
た
。

第
三
節　

野
行
幸
と
大
臣
家
大
饗　

古
代
天
皇
の
放
鷹
は
、
単
な
る
遊
猟
（
野
の
遊
び
）
と
、
大
々
的
に
実
施
さ
れ
る
野

行
幸
と
は
区
別
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
野
行
幸
は
醍
醐
天
皇
や
白
河
天
皇
の
例
に
見
る
よ
う
に
、
天
皇
の
権
威
・
権
力

を
誇
大
に
示
威
す
る
ね
ら
い
を
も
っ
て
構
成
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
そ
し
て
、
野
行
幸
と
い
う
、
天
皇
放
鷹
の
華
麗

な
構
成
と
鷹
野
の
儀
礼
は
公
家
放
鷹
の
典
型
的
儀
礼
と
し
て
後
世
に
語
り
継
が
れ
た
の
で
あ
る
。

　

摂
関
家
な
ど
が
大
臣
に
任
ぜ
ら
れ
た
翌
年
の
正
月
に
催
さ
れ
た
大
饗
に
際
し
て
、
寝
殿
母
屋
の
軒
下
ま
た
庭
前
に
お
い

て
展
開
さ
れ
た
「
鷹たか
飼がい
渡わたる
」
の
儀
礼
も
ま
た
、
足
利
将
軍
家
を
は
じ
め
織
田
・
豊
臣
・
徳
川
三
氏
ら
の
鷹
狩
儀
礼
の
模

範
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
。

第
三
章　

放
生
と
贄
鷹

第
一
節　

鷹
飼
の
罪
業
観
と
放
生　

末
法
思
想
の
流
行
を
背
景
と
し
て
、
殺
生
（
鷹
狩
）
は
地
獄
の
苦
し
み
か
ら
逃
れ
る

こ
と
の
で
き
な
い
罪
業
と
な
っ
て
い
た
。
ど
の
よ
う
な
苦
悶
が
待
ち
受
け
て
い
る
か
を
説
く
例
話
が
世
を
覆
っ
て
い
た
よ

う
で
あ
る
。

　

代
表
的
な
説
話
を
紹
介
し
て
、
こ
の
問
題
を
具
体
的
に
と
ら
え
て
み
た
。
こ
の
罪
業
を
消
滅
す
る
一
つ
の
手
段
は
、
放

生
と
い
う
儀
礼
で
あ
っ
た
。
我
国
は
本
地
垂
迹
の
観
念
の
中
に
あ
っ
て
、
本
地
の
仏
罰
を
和
ら
げ
る
に
は
垂
迹
神
に
す
が
る
、
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あ
る
い
は
そ
の
神
前
に
贄
を
か
け
る
と
い
う
特
色
を
有
し
て
い
た
。
鷹
狩
は
罪
業
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
贄
鷹
は
罪
業
消
滅
に

つ
な
が
る
と
み
な
さ
れ
て
い
た
。
十
分
な
問
題
解
決
と
は
い
え
な
い
が
、そ
れ
ら
の
二
、三
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
の
で
あ
る
。

第
二
節　

鎌
倉
幕
府
の
鷹
狩
停
止
令　

鎌
倉
幕
府
は
当
時
の
朝
廷
の
私
養
鷹
禁
止
令
と
殺
生
禁
断
策
を
忠
実
に
反
映
し

て
、
御
家
人
層
の
狩
猟
を
禁
じ
て
い
た
。
し
か
し
、
朝
廷
に
お
い
て
も
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
こ
の
禁
止
令
に
例
外
を

認
め
て
も
い
た
。
諸
社
供
祭
の
た
め
、
あ
る
い
は
諏
訪
社
の
贄
鷹
の
た
め
で
あ
る
な
ら
、
鷹
狩
を
認
め
る
と
い
う
も
の
で

あ
っ
た
。

第
三
節　

諏
訪
大
明
神
の
贄
鷹　

狩
猟
神
事
を
特
質
と
す
る
信
濃
国
諏
訪
社
の
贄
鷹
の
実
態
を
と
ら
え
、
こ
の
地
を
中
心

と
し
て
特
別
な
鷹
術
が
発
達
す
る
こ
と
を
み
た
。
鷹
狩
罪
業
観
か
ら
の
解
放
に
と
っ
て
、
諏
訪
の
神
文
（
四
句
の
偈
頌
）

は
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
つ
か
に
つ
い
て
論
じ
、
そ
の
こ
と
が
、
中
世
後
期
に
拡
大
し
て
行
っ
た
こ
と
も
考
察
し
た
。
特

に
「
諏
訪
円
忠
と
鷹
術
」
の
項
を
設
け
、「
諏
訪
大
明
神
画
詞
」
の
中
で
、
鷹
狩
が
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
い
た
か
を
考

察
し
た
。
そ
の
結
果
、
諏
訪
円
忠
が
室
町
幕
府
の
鷹
狩
に
及
ぼ
し
た
影
響
力
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。

第
四
章　

鷹
狩
の
流
行
と
鷹
術
の
需
要

第
一
節　
『
真
名
本　

曽
我
物
語
』
と
『
嵯
峨
野
物
語
』　
『
真
名
本　

曽
我
物
語
』
の
最
終
段
に
登
場
す
る
畠
山
重
忠
の

鷹
談
議
は
、中
世
の
鷹
書
が
具
備
す
べ
き
要
点
が
周
到
に
語
ら
れ
て
い
る
。
ほ
ぼ
同
時
代
に
成
立
し
た『
嵯
峨
野
物
語
』は
、
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放
鷹
の
由
緒
と
共
に
華
や
か
な
承
保
の
野
行
幸
を
語
っ
て
い
る
。
南
北
朝
時
代
を
画
期
と
し
て
、
我
国
の
放
鷹
は
大
き
な

転
換
を
遂
げ
て
行
く
こ
と
を
追
求
し
た
。

第
二
節　
『
鷹
経
弁
疑
論
』
と
『
蒙
求
臂
鷹
往
来
』　

持
明
院
元
春
の
『
鷹
経
弁
疑
論
』
は
嵯
峨
天
皇
勅
撰
の
『
新
修
鷹
経
』

を
平
易
に
解
説
す
る
だ
け
で
な
く
独
自
の
見
解
を
述
べ
、
ま
た
当
時
流
行
の
諏
訪
流
の
説
を
紹
介
し
た
鷹
書
の
圧
巻
で
あ

る
。
こ
れ
を
読
み
と
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
中
世
鷹
狩
の
実
像
が
理
解
で
き
る
。
ま
た
、
ほ
ぼ
同
時
代
に
成
立
し
た
松
田
宗

岑
の
『
蒙
求
臂
鷹
往
来
』
は
十
二
か
月
の
鷹
調
養
の
問
題
点
を
細
部
に
わ
た
っ
て
論
じ
た
往
来
物
で
あ
る
。「
弁
疑
論
」

に
較
べ
れ
ば
全
漢
文
で
書
か
れ
て
お
り
、
よ
ほ
ど
難
解
な
も
の
で
あ
る
。

第
三
節　

近
衛
龍
山
と
鷹　

（
一
）鷹
の
故
実
家
伊
勢
氏
と
近
衛
龍
山　

近
衛
前
久（
関
白
・
左
大
臣
、
天
正

十
年
以
降
、
龍
山
と
号
す

）
が
有
識
故
実
の
道
に
秀
れ
、
馬
術
書
・
和
歌
・

連
歌
な
ど
の
達
者
と
し
て
、
諸
大
名
に
歓
迎
さ
れ
た
こ
と
は
知
ら
れ
て
い
る
が
、
鷹
故
実
に
つ
い
て
も
当
代
一
目
を
置
か

れ
て
い
た
。
近
衛
龍
山
は
、
鷹
術
を
公
家
の
手
か
ら
武
家
の
手
へ
と
橋
渡
す
役
割
を
負
っ
た
と
見
る
。

（
二
）病
鷹
の
治
療　

近
衛
龍
山
は
特
に
薩
摩
島
津
氏
に
鷹
術
を
伝
え
、病
鷹
の
治
療
や
鷹
犬
に
つ
い
て
指
導
を
し
て
い
る
。

当
時
の
鷹
書
を
見
る
と
、
鷹
道
の
難
解
な
術
語
が
使
わ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
近
衛
龍
山
は
分
か
り
易
い
表
現
を
つ
か
っ
て

い
る
。

（
三
）
龍
山
公
鷹
百
首　

近
衛
龍
山
は
、
豊
臣
秀
吉
と
徳
川
家
康
の
二
人
に
対
し
て
鷹
道
に
関
し
て
強
い
影
響
を
与
え
た
。
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そ
し
て
、こ
の
二
人
の
要
請
を
受
け
て「
龍
山
公
鷹
百
首
」を
著
わ
し
た
。
本
節
で
は
、〈
龍
山
公
鷹
百
首
要
覧
〉を
掲
げ
て
、

歌
百
首
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
「
鷹た
か
こ
と
ば詞」

を
取
上
げ
「
摘
要
・
補
注
」
欄
を
設
け
て
、
簡
潔
な
説
明
を
加
え
た
。
鷹
詞
を

和
歌
・
連
歌
に
詠
み
こ
ん
だ
も
の
は
多
い
が
、
こ
の
よ
う
な
鷹
の
歌
を
く
り
返
し
口
ず
さ
み
つ
つ
、
鷹
匠
た
ち
は
一
生
を

鷹
と
と
も
に
生
き
た
の
で
あ
ろ
う
。〈
龍
山
公
鷹
百
首
要
覧
〉
は
前
例
の
な
い
試
み
で
あ
る
。

第
五
章　

織
田
信
長
と
鷹
狩

第
一
節　

信
長
の
鷹
狩
の
独
創
性　

織
田
信
長
の
鷹
狩
の
主
た
る
目
的
は
、
①
身
体
練
磨
、
②
領
内
地
理
の
検
分
、
③
陣

立
て
の
演
習
に
あ
っ
た
が
、
特
に
③
は
『
信
長
公
記
』
が
特
筆
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

第
二
節　

信
長
の
鷹
山
猟
と
参
内　

室
町
幕
府
は
足
利
義
尚
・
義
政
の
頃
か
ら
武
家
儀
礼
の
中
に
鷹
狩
を
摂
取
し
始
め
て

お
り
義
晴
・
義
昭
も
ま
た
諸
方
に
鷹
を
求
め
て
い
た
が
織
田
信
長
は
こ
れ
を
凌
駕
し
て
行
く
。天
正
五
年（
一
五
七
七
）の「
御

鷹
山
猟
・
御
鷹
披
露
・
御
鷹
の
鶴
叡
覧
」
な
ど
の
鷹
儀
礼
は
画
期
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
愛
鷹
「
し
ろ
」
に
耽
溺
し
て
い

た
織
田
信
長
の
姿
も
か
い
ま
見
え
る
。

第
三
節　

逸
物
の
鷹
を
求
め
て　

奥
羽
二
国
は
古
来
、
名
鷹
の
産
地
と
し
て
知
ら
れ
て
お
り
、
織
田
信
長
は
鷹
師
を
派
遣

し
て
逸
物
の
鷹
を
求
め
て
い
た
。
前
節
の
鷹
山
猟
に
使
っ
た
鷹
も
奥
羽
か
ら
手
に
入
れ
た
の
で
あ
る
。

第
四
節　

盟
約
の
儀
礼
と
鷹　

織
田
信
長
が
、
上
杉
輝
虎
・
北
条
氏
政
・
徳
川
家
康
な
ど
と
盟
約
を
締
結
し
た
儀
礼
の
場
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に
逸
物
の
鷹
が
取
り
交
わ
さ
れ
た
。
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
つ
の
か
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
。
そ
の
結
果
、
鷹
の

具
有
す
る
神
秘
性
が
浮
か
び
上
が
っ
て
き
た
。

第
六
章　

太
閣
秀
吉
の
鷹
狩

第
一
節　

鷹
野
便
り　

織
田
信
長
の
鷹
匠
の
多
く
は
豊
臣
秀
吉
に
よ
っ
て
引
き
継
が
れ
た
。
秀
吉
が
本
格
的
に
鷹
狩
を
実

施
し
「
鷹
の
数
寄
者
」
を
自
認
し
た
の
は
天
正
十
五
年
（
一
五
八
七
）
前
後
で
あ
っ
た
。
天
下
の
名
鷹
・
日
向
巣
鷹
の
確

保
策
を
打
ち
出
し
、
ま
た
伊
達
政
宗
に
「
目
赤
靍
取
」
の
鷹
を
求
め
た
の
も
同
じ
頃
で
あ
る
。

第
二
節　

大
鷹
野　

天
正
十
九
年
（
一
五
九
一
）
十
一
月
に
展
開
さ
れ
た
一
ヶ
月
余
に
及
ぶ
大
鷹
野
の
壮
大
華
麗
さ
と
歴

史
的
意
義
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
の
ち
の
考
察
に
便
利
な
よ
う
に
「
豊
臣
太
閣
大
鷹
野
和
字
記
」
の
全
文
を
収
載
し
て
お

い
た
。
朝
鮮
渡
海
軍
進
発
の
直
前
に
行
わ
れ
た
大
規
模
な
鷹
野
帰
り
の
行
列
は
刮
目
に
価
す
る
。
朝
廷
の
野
行
幸
の
先
例

を
遥
か
に
超
え
る
も
の
と
評
価
で
き
る
。

第
三
節　

文
禄
期
の
鷹
狩
熱　

豊
臣
秀
吉
の
時
代
は
鷹
飼
育
と
鷹
狩
が
空
前
の
活
況
を
呈
し
た
。
諸
大
名
は
鷹
の
逸
物
を

求
め
て
や
っ
き
に
な
っ
て
い
た
。
秀
吉
は
日
向
国
・
米
良
山
の
巣
鷹
（
日
向
巣
）
の
確
保
策
を
講
じ
、
ま
た
松
前
鷹
を
居

な
が
ら
に
し
て
確
保
す
る
た
め
に
鷹
の
逓
送
策
を
確
立
し
た
。

600

	



第
七
章　

伊
達
政
宗
の
鷹
と
鷹
狩

第
一
節　

伊
達
輝
宗
と
鷹　

そ
も
そ
も
本
研
究
の
発
端
と
な
っ
た
の
は
、
織
田
信
長
の
伊
達
輝
宗
宛
て
書
状

（（
天
正
元
年
）
十
二
月
廿
八

日
付
「
伊
達
家
文
書
」
之
一

）
に
見
え
る
鷹
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
伊
達
輝
宗
は
米
澤
城
内
に
鷹
部
屋
を
構
え
、
ま
た
、
し
ば
し

ば
鷹
狩
を
た
の
し
ん
で
い
た
。

第
二
節　

信
長
と
伊
達
の
鷹　

鷹
数
寄
の
人
々
の
垂
涎
し
て
や
ま
ぬ
鷹
が
伊
達
領
に
は
多
か
っ
た
。
織
田
信
長
・
徳
川
家

康
は
鷹
匠
を
派
遣
し
て
こ
れ
を
求
め
た
。
米
澤
城
の
あ
る
出
羽
国
は
、
古
来
、
鷹
の
羽
根
を
貢
納
す
る
地
方
で
あ
っ
た
が
、

輝
宗
は
、
そ
の
よ
う
な
地
の
利
を
巧
み
に
活
か
し
て
鷹
を
調
教
し
て
進
遣
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
あ
た
か
も
名
物
茶
器
を

め
ぐ
る
政
略
に
似
て
、
鷹
が
や
り
と
り
さ
れ
た
。

第
三
節　

目め

赤あ
か

鶴つ
る

取と
り

の
鷹た
か　

豊
臣
秀
吉
の
奥
羽
仕
置
と
伊
達
政
宗
の
間
に
逸
物
の
鷹
を
め
ぐ
る
思
惑
が
行
き
交
っ
た
こ
と

が
あ
る
。
目
赤
鶴
と
は
何
か
。
そ
れ
は
「
鴇と
き

」
で
あ
る
こ
と
を
つ
き
と
め
た
の
で
あ
る
。

第
四
節　

戦
国
大
名
の
年
中
行
事
の
一
つ
に
鷹
野
初
め
が
登
場
す
る
。
伊
達
家
に
そ
の
一
例
を
さ
ぐ
っ
て
み
た
。

第
五
節　

伊
達
政
宗
の
鷹
と
徳
川
家
康　

家
康
の
統
一
戦
略
の
中
で
伊
達
政
宗
と
の
間
に
介
在
し
た
鷹
の
問
題
は
興
味
深

い
。
家
康
の
鷹
匠
・
中
河
市
助
ら
と
鷹
買
人
・
田
中
清
六
な
ど
は
伊
達
領
内
に
深
く
食
い
入
り
、
鷹
を
求
め
る
こ
と
を
主

た
る
目
的
と
し
つ
つ
、
背
後
で
は
、
戦
国
奥
羽
の
諸
将
の
情
報
を
あ
つ
め
て
い
た
の
で
あ
る
。
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第
六
節　

仙
台
藩
主
伊
達
政
宗
の
鷹
狩　

政
宗
の
鷹
場
・
鷹
狩
・
鷹
の
贈
答
・
鷹
の
鳥
料
理
・
鷹
確
保
策
・
鷹
匠
法
度
・

鳥
の
法
度
な
ど
戦
国
期
か
ら
近
世
初
頭
の
鷹
と
鷹
狩
を
集
約
的
に
考
察
す
る
に
は
、
伊
達
家
の
場
合
、
史
料
が
豊
富
で
あ

る
の
で
最
適
で
あ
る
。

第
八
章　

徳
川
家
康
と
鷹
狩

第
一
節　

浅
井
了
意
の
鷹
狩
批
判　

仮
名
草
子
「
浮
世
物
語
」
の
筆
者
浅
井
了
意
は
豊
臣
秀
吉
と
鷹
の
逸
話
を
取
り
上
げ

る
こ
と
に
よ
っ
て
、徳
川
将
軍
家
の
鷹
狩
を
直
截
に
批
判
し
た
。
江
戸
初
期
、将
軍
お
よ
び
大
名
の
鷹
狩
が
、庶
民
に
と
っ

て
甚
だ
迷
惑
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

第
二
節　

乱
世
の
鷹
と
徳
川
家
康　

第
五
章
第
四
節
を
ふ
ま
え
て
、
上
杉
・
徳
川
同
盟
、
伊
達
・
徳
川
同
盟
、
北
条
・
徳

川
同
盟
な
ど
に
介
在
し
た
鷹
に
つ
い
て
論
及
し
た
。
家
康
の
鷹
師
・
中
河
市
助
の
奥
羽
に
お
け
る
動
向
も
見
た
。
こ
れ
は
、

前
章
第
五
節
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
。

第
三
節　

徳
川
家
康
の
鷹
確
保
策　

日
向
米
良
山
の
鷹
巣
奉
行
の
設
置
、
木
曽
鷹
巣
山
の
制
度
、
松
前
鷹
の
海
路
を
使
っ

た
輸
送
お
よ
び
陸
路
運
送
の
政
策
に
つ
い
て
具
体
例
を
挙
げ
て
論
証
し
た
。

第
四
節　

鷹
の
数
寄
者
家
康　

徳
川
家
康
は
自
他
と
も
に
認
め
る
「
鷹
数
寄
」
と
し
て
知
ら
れ
る
が
、
こ
れ
を
史
実
に
基

づ
き
論
証
し
、
併
せ
て
側
近
に
仕
え
た
鷹
匠
を
取
り
上
げ
た
。
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第
五
節　

大
御
所
時
代
の
鷹
狩　

家
康
の
大
御
所
時
代
十
年
間
の
頻
繁
な
鷹
野
の
理
由
を
考
察
し
、
鷹
に
耽
溺
の
余
り

陥
っ
た
激
情
に
も
触
れ
た
。
徳
川
家
康
は
、
天
皇
・
公
家
・
大
名
と
そ
の
家
臣
お
よ
び
庶
民
の
手
か
ら
鷹
と
鷹
狩
を
完
全

に
奪
い
取
っ
た
。
千
年
に
わ
た
っ
て
蓄
積
さ
れ
た
鷹
術
（
鷹
飼
い
・
鷹
故
実
・
鷹
儀
礼
・
鷹
匠
等
）
を
独
占
す
る
こ
と
に

成
功
し
た
と
い
え
る
。
将
軍
家
は
広
大
な
鷹
場
を
江
戸
周
辺
に
占
有
し
、
逸
物
の
鷹
を
集
中
的
に
入
手
し
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
し
て
独
占
し
た
鷹
と
鷹
の
獲
物
及
び
鷹
場
を
徳
川
家
の
老
臣
と
諸
大
名
に
下
賜
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の

際
、
伝
統
的
な
鷹
の
故
実
の
儀
礼
を
用
い
る
こ
と
を
忘
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

第
九
章　

江
戸
初
期
大
名
の
鷹
と
鷹
狩

第
一
節　

佐
竹
義
宣
と
鷹　

出
羽
秋
田
領
に
転
封
さ
れ
た
佐
竹
義
宣
は
松
前
・
津
軽
の
良
鷹
を
入
手
し
易
く
、
か
つ
良
好

な
鷹
場
を
有
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
佐
竹
義
宣
は
、
徳
川
家
康
・
秀
忠
に
頻
り
に
逸
物
の
鷹
を
進
上
し
、
ま
た
将
軍
家
か

ら
鷹
と
鷹
の
鳥
の
下
賜
を
受
け
て
い
た
。
領
内
に
「
諸
鳥
法
度
」
の
制
度
を
施
行
し
、
江
戸
と
国
元
に
多
く
の
鷹
匠
を
抱

え
て
い
た
。

第
二
節　

松
前
の
鷹　

奥
羽
や
松
前
の
鷹
は
他
の
地
方
の
鷹
よ
り
も
一
回
り
大
き
く
強
靱
で
あ
る
。蝦
夷
松
前
地
方
の「
鷹

打
場
」
と
鷹
捕
獲
の
実
態
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
ま
た
「
鷹
尾
三
十
尻
」
と
い
う
史
料
か
ら
矢
作
衆
に
つ
い
て
触
れ
た
。

第
三
節　

細
川
忠
興
と
鷹　

西
南
地
方
の
大
名
の
事
例
と
し
て
肥
前
小
倉
（
の
ち
肥
後
熊
本
）
城
主
、細
川
氏
を
取
上
げ
、
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「
御
鷹
の
下
賜
と
鷹
の
鶴
・
高
麗
鷹
・
鷹
匠
と
鷹
の
調
教
・
鷹
の
鳥
料
理
・
鷹
野
」
な
ど
に
つ
い
て
考
察
し
た
。

　

以
上
、
一
・
二
・
三
節
を
通
じ
て
、
本
章
で
は
江
戸
初
期
大
名
が
、
徳
川
将
軍
家
を
頂
点
と
す
る
鷹
道
に
ど
の
よ
う
に

制
御
さ
れ
て
行
っ
た
の
か
を
実
証
し
た
の
で
あ
る
。
す
で
に
伊
達
政
宗
・
酒
井
忠
勝
の
例
に
も
考
察
し
た
問
題
と
重
な
り

合
う
け
れ
ど
も
、
そ
の
態
様
は
そ
れ
ぞ
れ
に
特
徴
を
有
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
っ
た
の
で
あ
る
。

第
四
節　

鷹
絵
額
と
酒
井
忠
勝

（
一
）
神
前
に
鷹
を
供
え
る
儀
礼　

古
来
、
賀
茂
・
八
幡
・
諏
訪
神
社
な
ど
の
神
前
に
鷹
の
獲
物
を
進
献
し
た
り
（
贄
鷹
）、

鷹
そ
の
も
の
を
繋
ぐ
儀
礼
（
神
鷹
）
が
あ
っ
た
が
、
江
戸
初
期
に
至
り
「
架ほ
こ

に
据
え
た
鷹
の
姿
の
絵
」
を
額
装
し
て
奉
納

す
る
こ
と
が
始
ま
っ
た
。

（
二
）
東
照
宮
の
鷹
絵
額　

屏
風
絵
の
「
架か
よ
う
ず

鷹
図
」
あ
る
い
は
「
鷹
絵
額
」
な
ど
を
専
門
に
描
く
鷹
絵
師
が
存
在
し
た
こ

と
が
分
か
っ
た
。
日
光
東
照
宮
の
鷹
絵
額
は
若
狭
小
浜
城
主
・
酒
井
忠
勝
が
鷹
絵
師
橋
本
長
兵
衛
に
描
か
せ
て
、
寛
永
十

三
年
（
一
六
三
六
）
四
月
に
東
照
宮
に
奉
納
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
三
）
酒
井
忠
勝
の
鷹　

酒
井
忠
勝
は
若
狭
小
浜
と
越
前
敦
賀
を
領
し
た
が
、
そ
の
地
は
松
前
鷹
や
津
軽
・
出
羽
の
鷹
を

海
路
運
送
し
て
陸
揚
げ
す
る
港
で
も
あ
っ
た
。
逸
物
の
鷹
が
集
積
し
易
い
所
で
あ
り
、
か
つ
、
秀
鷹
を
モ
デ
ル
と
し
て
描

く
鷹
絵
師
な
ど
が
生
業
を
立
て
得
る
場
所
で
も
あ
っ
た
。

　

酒
井
忠
勝
は
武
蔵
・
川
越
城
主
よ
り
転
封
さ
れ
、
そ
の
地
に
入
る
と
す
ぐ
に
逸
物
の
鷹
を
そ
ろ
え
始
め
た
と
考
え
ら
れ
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る
。「
架
鷹
図
」
屏
風
と
「
鷹
絵
額
」
の
モ
デ
ル
に
ふ
さ
わ
し
い
鷹
を
そ
ろ
え
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

忠
勝
自
身
、
小
浜
城
下
に
お
い
て
、「
鷹
場
鳥
之
法
度
」
を
制
定
し
、
鷹
野
の
え
も
の
を
江
戸
に
送
進
さ
せ
て
料
理
に

供
し
て
い
る
。
当
時
の
鳥
料
理
の
故
実
に
つ
い
て
も
考
察
し
た
。

　

な
お
、
慶
安
四
年
（
一
六
五
一
）
五
月
の
こ
と
だ
が
、
酒
井
忠
勝
は
、
手
元
に
置
い
た
鷹
・
鷂
・
隼
な
ど
を
、
一
斉
に

山
野
に
放
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
前
月
に
没
し
た
将
軍
家
光
を
悼
む
放
生
の
儀
礼
で
あ
っ
た
ろ
う
。

　

以
上
の
研
究
を
総
合
し
て
述
べ
れ
ば
、
次
の
よ
う
な
こ
と
が
確
言
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

①	

自
然
界
に
棲
息
す
る
兎
・
鼠
・
鶴
・
白
鳥
・
雉
・
鶉
・
雲
雀
等
を
餌
と
す
る
鷲
・
鷹
・
鷂
・
隼
な
ど
を
捕
獲
し
て
狩
に

駆
使
す
る
鷹
飼
を
権
力
内
部
に
独
占
的
に
抱
え
込
ん
で
放
鷹
（
鷹
狩
）
を
行
っ
た
の
は
、
古
代
に
お
い
て
は
天
皇
・
親

王
及
び
貴
族
た
ち
で
あ
っ
た
。

②	

し
か
し
、
鷹
の
産
地
は
地
方
に
あ
っ
た
か
ら
、
郡
司
・
百
姓
層
か
ら
や
が
て
在
地
豪
族
・
武
士
に
も
鷹
狩
に
耽
溺
す
る

者
た
ち
が
現
わ
れ
る
に
い
た
っ
た
の
で
あ
り
、
私
養
鷹
の
禁
止
や
鷹
狩
停
止
令
は
有
効
に
機
能
し
な
か
っ
た
。

③	

中
世
を
通
じ
て
武
士
は
公
家
放
鷹
の
故
実
を
摂
取
し
、
絶
え
ず
鷹
書
の
知
見
に
学
ぶ
鷹
飼
・
犬
飼
の
衆
を
召
し
抱
え
て

鷹
狩
を
行
う
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。

　

	

足
利
将
軍
家
・
守
護
大
名
・
戦
国
大
名
も
ま
た
放
鷹
の
故
実
・
儀
礼
を
吸
収
し
て
行
く
が
、
織
豊
期
に
至
り
、
我
国
の
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鷹
狩
は
大
き
く
飛
躍
す
る
。

④	
我
国
放
鷹
史
上
、
中
・
近
世
移
行
期
こ
そ
、
鷹
狩
が
最
高
に
流
行
し
た
時
代
で
あ
る
と
共
に
、
こ
の
時
期
の
鷹
狩
の
種
々

相
の
中
に
、
放
鷹
の
長
い
伝
統
が
拡
散
・
弛
緩
し
つ
つ
あ
っ
た
も
の
を
捲
き
直
し
て
新
た
な
生
命
力
を
付
与
し
て
い
っ

た
こ
と
が
見
出
せ
る
の
で
あ
る
。

⑤	

徳
川
家
康
の
無
類
の
鷹
数
寄
振
り
は
、
鷹
狩
を
将
軍
家
の
独
占
物
と
し
て
凝
り
固
め
る
こ
と
に
直
結
し
、
天
皇
及
び
公

家
、
武
士
・
庶
民
の
元
か
ら
鷹
を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
成
功
し
た
。

　

本
研
究
は
、
國
學
院
大
學
博
士
課
程
後
期
に
お
い
て
、
千
々
和
教
授
の
も
と
で
取
組
ん
だ
も
の
で
あ
る
。

　

な
お
、本
論
文
を
ま
と
め
る
に
あ
た
っ
て
は
、八や

幡は
た

印
刷
株
式
会
社
（
福
島
県
い
わ
き
市
平
字
田
町
）
の
八
幡
美
智
子
会
長
、

八
幡
恭
朗
社
長
と
業
務
部
・
林
智
昭
部
長
に
並
々
な
ら
な
い
支
援
を
い
た
だ
い
た
こ
と
に
心
よ
り
感
謝
し
た
い
。

　
　

平
成
二
十
六
年
九
月
二
十
三
日
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〔
参
考
文
献
〕

　

立
論
上
、
引
用
し
た
史
料
（
出
典
）
及
び
参
考
文
献
等
は
本
文
ま
た
は
章
末
後
注
に
明
示
し
た
の
で
、
こ
こ
で
は
そ
れ
以
外
の
参
考
文

献
を
掲
出
し
て
お
く
も
の
で
あ
る
。

①
遠
藤
公
男
氏	

『
盛
岡
藩
御
狩
日
記
―
江
戸
時
代
の
野
生
動
物
誌
』
講
談
社
（
平
成
六
年
）

②
佐
藤
憲
一
氏	

『
伊
達
政
宗
の
手
紙
』
新
潮
選
書
（
平
成
七
年
）

③
波
多
野
鷹
氏	

『
鷹
狩
り
へ
の
招
待
』
筑
摩
書
房
（
平
成
九
年
）

④
盛
本
昌
宏
氏	
『
日
本
中
世
の
贈
与
と
負
担
』
校
倉
書
房
（
平
成
九
年
）

⑤
長
谷
川
成
一
氏	
『
近
世
国
家
と
東
北
大
名
』
吉
川
弘
文
館
（
平
成
十
年
）

⑥
根
崎
光
男
氏	
『
将
軍
の
鷹
狩
り
』
同
成
社
（
平
成
十
一
年
）

⑦
大
友
一
雄
氏	

『
日
本
近
世
国
家
の
権
威
と
儀
礼
』
吉
川
弘
文
館
（
平
成
十
一
年
）

⑧
盛
本
昌
広
氏	

『
松
平
家
忠
日
記
』
角
川
選
書
（
平
成
十
一
年
）

⑨
花
見　

薫
氏	

『
天
皇
の
鷹
匠
』
草
思
社
（
平
成
十
四
年
）

⑩
図　
　

録
氏	

『
徳
川
将
軍
家
と
鷹
狩
り
』（
平
成
十
七
年
一
月
、
財
団
法
人	

德
川
記
念
財
団
編
集
・
発
行
）

⑪
二
本
松
泰
子
氏	

『
中
世
鷹
書
の
文
化
伝
承
』
三
弥
井
書
店
（
平
成
二
十
三
年
）

⑫
大
塚
紀
子
氏	

『
鷹
匠
の
技
と
こ
こ
ろ
』
白
水
社
（
平
成
二
十
三
年
）

⑬
大
槻　

太
氏	

『
オ
オ
タ
カ
10
年
間
の
観
察
記
録
』（
平
成
二
十
三
年
）

⑭
佐
藤
憲
一
氏	

『
素
顔
の
伊
達
政
宗
』
洋
泉
社
（
平
成
二
十
四
年
）
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